
新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1. 敷 地

1.1 敷 地

敷地は，青森市の東北東約 50ｋｍ，下北半島南部の太平洋側寄り（北

緯 40°57′，東経 141°20′）に位置し，青森県上北郡六ヶ所村のむつ

小川原工業開発地区内にある。 

敷地に近い主な都市は，三沢市（南約 30ｋｍ），むつ市（北北西約 40

ｋｍ），十和田市（南南西約 40ｋｍ），八戸市（南南東約 50ｋｍ）及び

青森市（西南西約 50ｋｍ）である。 

敷地は，北東側の尾駮沼，南側の鷹架沼との間にある弥栄平と呼ば

れる 標高 60ｍ前後の台地にある。敷地は，北東部を一部欠き，西側が

緩い円弧 状の長方形に近い部分と，その南東端から東に向かう帯状の

部分からなり，帯状の部分は途中で二またに分かれている。総面積は

，帯状の部分（一部当社濃縮・埋設事業所と共用の運搬専用道路）約

30 万ｍ
２

を含めて約 380 万ｍ
２

である。敷地及びその周辺の概況を第

1.1－１図～第 1.1－３図に示す。 

再処理施設の主要な建物及び構築物は，敷地の西側を整地して設置す

る。敷地のほぼ中央に主排気筒を設置し，その西側に前処理建屋，分離

建屋， 高レベル廃液ガラス固化建屋，非常用電源建屋及び第１ガラス固

化体貯蔵 建屋を，その北西側には使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及びハル・エ

ンド ピース貯蔵建屋を，その北側には第１低レベル廃棄物貯蔵建屋を，

その北東側には第４低レベル廃棄物貯蔵建屋を設置する。主排気筒の南

西側には制御建屋，分析建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物

処理建屋，チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋及び第

２低レベル廃棄物貯蔵建屋を，その南側には精製建屋，ウラン脱硝建屋

，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋及びウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋を設置する。

海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管

理建屋から導かれ，敷地南側にて合流後おおむね運搬専用道路に沿い，

汀線部から沖合約３ｋｍまで敷設する。 

主排気筒から各方向の敷地境界までの距離は，東方向に約 800ｍ，

西方向に約 950ｍ，南方向に約 1,050ｍ及び北方向に約 1,000ｍであ

り，最短距離は北東方向で約 600ｍである。 

1. 敷 地 

1.1  敷  地 

 敷地は，青森市の東北東約50ｋｍ，下北半島南部の太平洋側寄り（北緯

40°57′，東経 141°20′）に位置し，青森県上北郡六ヶ所村のむつ小

川原開発地区内にある。 

 敷地に近い主な都市は，三沢市（南約30ｋｍ），むつ市（北北西約40ｋ

ｍ），十和田市（南南西約40ｋｍ），八戸市（南南東約50ｋｍ）及び青森

市（西南西約50ｋｍ）である。 

 敷地は，北東側の
お

尾
ぶち

駮沼，南側の
たかほこ

鷹架沼との間にある
いやさかたい

弥栄平と呼ばれる

標高60ｍ前後の台地にある。敷地は，北東部を一部欠き，西側が緩い円弧

状の長方形に近い部分と，その南東端から東に向かう帯状の部分からな

り，帯状の部分は途中で二股に分かれている。総面積は，帯状の部分

（一部当社濃縮・埋設事業所と共用の運搬専用道路）約30万ｍ２を含めて

約390万ｍ２である。敷地及びその周辺の概況を第1.1－１図から第1.1－

３図に示す。 

 再処理設備及びその附属施設（以下「再処理施設」という。）の主要

な建物及び構築物は，敷地の西側を整地して設置する。敷地のほぼ中央に

主排気筒を設置し，その西側に前処理建屋，分離建屋，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋，非常用電源建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋を，その北西

側には使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及びハル・エンド ピース貯蔵建屋を，その

北側には第１低レベル廃棄物貯蔵建屋を，その北東側には第４低レベル廃

棄物貯蔵建屋を，南東側には緊急時対策建屋，第１保管庫・貯水所及び

第２保管庫・貯水所を設置する。主排気筒の南西側には制御建屋，分析

建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋，チャンネル ボ

ックス・バーナブル ポイズン処理建屋及び第２低レベル廃棄物貯蔵建屋

を，その南側には精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋及び主排気筒管理建屋を設置する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地下階において，その

南側に隣接する形で設置されるウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加

工施設（以下「ＭＯＸ燃料加工施設」という。）の貯蔵容器搬送用洞道

と接続する。 

 海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管

理建屋から導かれ，敷地南側にて合流後おおむね運搬専用道路に沿い，汀

線部から沖合約３ｋｍまで敷設する。 

主排気筒から各方向の敷地境界までの距離は，東方向に約800ｍ，西方

向に約950ｍ，南方向に約1,050ｍ及び北方向に約1,000ｍであり，最短
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

敷地内及びその周辺において，再処理施設の建設に必要な設備及び運

転 に必要な付帯設備は，運搬専用道路，構内道路，荷役設備，淡水取水

設備，排水設備等がある。 

なお，再処理施設の主要な建物及び構築物を配置する敷地は，造成高

が 標高約 55ｍで平坦であり，海岸からの距離も約５ｋｍと遠く，海岸は

地形 的にも津波の被害が発生しにくい単調な砂浜海岸であり，また，敷

地近傍 で観測された潮位は，気象庁八戸検潮所の観測記録（1937 年～

1986 年）に よれば，Ｈ．Ｈ．Ｗ．Ｌ．（最高潮位）が東京湾平均海面

（以下「Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ．」という。）＋2.95ｍ，Ｈ．Ｗ．Ｌ．（朔望

平均満潮位）がＴ． Ｍ．Ｓ．Ｌ．＋ 0.640ｍであるので，津波や異常潮

位により被害を被ることはない。 

また，「日本被害津波総覧【第２版】」によれば，1896 年の明治三

陸津波及び 1933 年の昭和三陸津波の際に，岩手県の三陸海岸では津波

の遡上高（津波のはい上がった高さ）が，それぞれ 38.2ｍ（三陸町白

浜），28.7ｍ（綾里村大久保）との記録があるが，敷地近くでは前者

の津波で３ｍ（八戸市鮫港），後者の津波で 3.0ｍ～ 4.5ｍ（三沢市

四川目他）の遡上高が記録されているに過ぎない。 

1.2 参考文献一覧 

(１) 「日本被害津波総覧【第２版】」東京大学出版会 渡辺偉夫（1998）

距離は北東方向で約600ｍである。 

敷地内及びその周辺において，再処理施設の建設に必要な設備及び運

転に必要な付帯設備は，運搬専用道路，構内道路，荷役設備，淡水取水

設備，排水設備等がある。 

 なお，再処理施設の主要な建物及び構築物を配置する敷地は，造成高

が標高約55ｍで平坦であり，海岸からの距離も約５ｋｍと遠く，海岸は地

形的にも津波の被害が発生しにくい単調な砂浜海岸であり，また，敷地近

傍で観測された潮位は，気象庁八戸検潮所の観測記録
（１）

（1937年～2011年）

によれば，最高潮位（Ｈ．Ｈ．Ｗ．Ｌ．）が東京湾平均海面（以下「Ｔ．

Ｍ．Ｓ．Ｌ．」という。）＋1.82ｍ（1943年10月３日台風），潮汐概況
（２）

に

よれば，朔望平均満潮位（Ｈ．Ｗ．Ｌ．）が過去５年間（2007年～2011

年）においてＴ．Ｍ．Ｓ．Ｌ．＋0.673ｍである。 

1.2 参考文献一覧 

(１) 気象庁．“潮位観測情報：過去最高潮位一覧表”．気象庁ホーム

ページ，http://www.jma.go.jp/jp/choi/list2.html#explain， 

（参照 2013-10-09）． 

(２) 気象庁．“2011年の八戸の潮汐概況”．気象庁ホームページ，

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/tide/gaikyo/nenindex. 

php，（参照 2013-10-10）． 

・記載の適正化（気象条件の

最新化）

・記載の適正化（記載場所の

見直しによる削除。「8.津

波」に記載）

・記載の適正化（参考文献の

更新）
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2. 気 象 

2.1 青森県の気象 

 

2.1.1 地勢と気象 

敷地は，青森県下北半島の南部の太平洋側の開けたところに位置しており

，北側約８ｋｍに吹越烏帽子山（標高 508ｍ）があり，南側はほぼ平坦であ

る。また，東側は約６ｋｍで太平洋，西側は約９ｋｍで陸奥湾があり，そ

れぞれの海岸線の向きはほぼ南北である。 

青森県の気候区分は，日本海側東北・北海道型の気候区に属している。青

森県東部の降水量の平年値は，年間約 1,000ｍｍ～ 1,400ｍｍ，気温 の平

年値は，約９℃であり，風向は，夏は東寄りの風が多く，その他の季節で

は西寄りの風が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 気  象 

2.1 青森県の気象
（１）（２）（３）（８）（９）

 

 

2.1.1 地勢と気象 

  敷地は，青森県下北半島の南部の太平洋側の開けたところに位置してお

り，北側約８ｋｍに
ふっこし

吹越
え

烏
ぼ

帽
し

子山（標高508ｍ）があり，南側はほぼ平坦で

ある。また，東側は約５ｋｍで太平洋，西側は約９ｋｍで陸奥湾があり，そ

れぞれの海岸線の向きはほぼ南北である。 

  青森県の気候区分は，日本海側東北・北海道型の気候区に属している。 

青森県東部の降水量の平年値は，年間約1,000ｍｍ～1,400ｍｍ，気温の平年

値は，約10℃であり，風向は，夏は東寄りの風が多く，その他の季節では西

寄りの風が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（参考文献ひ

も付けの適正化） 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

2.1.2 四季の気候 

(１) 春 

３月は，冬の季節風は弱まるが，初旬はまだ気温は低く，雪も降りやすく

積雪も多い。４月には平地の雪は消え，下旬から高気圧と低気圧が交互に現

れ，天気は，周期的に変化するようになる。降水量は，全般に少なく，湿度

は年間を通して最も低い。 

(２) 夏 

６月中旬から本州南岸沿いに梅雨前線が停滞し，ぐずついた天気が続 く。

平年の梅雨入りは，６月中旬であり，７月下旬に明ける。この期間 は，当地方

で「やませ」と呼ばれているオホーツク海高気圧から吹き出 してくる寒冷な風

により低温の日が多くなる。梅雨明け後は，盛夏期を 向かえ，安定した夏型の

天気となり，８月は１年間の最高気温が現れる。 

(３) 秋 

９月下旬から気温は，急に下がり始め，天気は再び周期変化する。また，９

月は， 秋霖期と台風シーズンに当たり，太平洋側では降水量の最も多い月であ

る。10 月は，好天の日が多くなる。11 月に入ると平地でも初雪が降り，しぐれ

模様の天気の日が多く，下旬には積雪となることが多い。 

(４) 冬 

12 月は，大陸の高気圧が強まって西寄りの季節風が卓越し，本格的な冬を

迎える。１月及び２月は，日本海側では連日降雪が続くが，太平洋側では八

甲田山系の影響で降雪は比較的少ない。また，この時期は，発達した低気圧

により風の強い日が多い。一方，２月下旬には季節風は弱まるが，低気圧が

本州の南岸沿いに北上し，太平洋側では大雪となることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2  四季の気候 

 (１) 春 

 ３月は，冬の季節風は弱まるが，初旬はまだ気温は低く，雪も降りやす

く積雪も多い。４月には平地の雪は消え，下旬から高気圧と低気圧が交互

に現れ，天気は，周期的に変化するようになる。降水量は，全般に少な

く，湿度は年間を通して最も低い。 

 (２) 夏 

 ６月中旬から本州南岸沿いに梅雨前線が停滞し，ぐずついた天気が続

く。平年の梅雨入りは，６月中旬であり，７月下旬に明ける。この期間

は，当地方で「やませ」と呼ばれているオホーツク海高気圧から吹き出し

てくる寒冷な風により低温の日が多くなる。梅雨明け後は，盛夏期を向か

え，安定した夏型の天気となり，８月は１年間の最高気温が現れる。 

 (３) 秋 

 ９月下旬から気温は，急に下がり始め，天気は再び周期変化する。ま

た，９月は，
しゅうりん

秋霖期と台風シーズンに当たり，太平洋側では降水量の最も

多い月である。10月は，好天の日が多くなる。11月に入ると平地でも初雪

が降り，しぐれ模様の天気の日が多く，下旬には積雪となることが多い。 

 (４) 冬 

 12月は，大陸の高気圧が強まって西寄りの季節風が卓越し，本格的な冬

を迎える。１月及び２月は，日本海側では連日降雪が続くが，太平洋側で

は八甲田山系の影響で降雪は比較的少ない。また，この時期は，発達した

低気圧により風の強い日が多い。一方，２月下旬には季節風は弱まるが，

低気圧が本州の南岸沿いに北上し，太平洋側では大雪となることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

2.2 最寄りの気象官署の資料による一般気象 

2.2.1 気象官署所在地の状況 

対象とした気象官署は，八戸測候所及びむつ特別地域気象観測所（以下「む

つ測候所」という。）の２箇所であり，各気象官署の位置及び観測項目を第

2.2－１図及び第 2.2－１表に示す。 

八戸測候所は，太平洋に，むつ測候所は陸奥湾にそれぞれ面している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 気象 

2.2.1 気象官署所在地の状況 

  対象とした気象官署は，八戸特別地域気象観測所（旧八戸測候所）及びむ

つ特別地域気象観測所（旧むつ測候所）の２箇所であり，各気象官署の位置

及び観測項目を第2.2－１図及び第2.2－１表に示す。八戸特別地域気象観測

所は太平洋に，むつ特別地域気象観測所は陸奥湾にそれぞれ面している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修正） 

 

 

・記載の適正化（気象官署の

名称変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

2.2.2 八戸，むつ各気象官署を選んだ理由 

この地方の一般気象を知るため，長期間通年観測が行われている気象官署

の資料が必要である。 

青森県には，気象官署として青森地方気象台，深浦測候所，八戸測候所及

びむつ測候所がある。これらの気象官署は，よく管理された長期間の観測資

料を得ているが，気候的に敷地に比較的類似している最寄りの気象官署とし

ては，八戸測候所及びむつ測候所である。 

したがって，敷地の局地的気象を推定し，再処理施設の一般的設計条件と

して必要なデータを得るために，八戸測候所及びむつ測候所の資料を用いる

こととした。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 八戸，むつ各気象官署を選んだ理由 

  この地方の一般気象を知るため，長期間通年観測が行われている気象官署

の資料が必要である。青森県には，気象官署として青森地方気象台，深浦特

別地域気象観測所（旧深浦測候所），八戸特別地域気象観測所及びむつ特別

地域気象観測所がある。これらの気象官署は，よく管理された長期間の観測

資料を得ているが，気候的に敷地に比較的類似している最寄りの気象官署

は，八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所である。したがっ

て，敷地の局地的気象を推定し，再処理施設の一般的設計条件として必要な

データを得るために，八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所

の資料を用いることとした。なお，再処理施設から近く気象条件が似ている

ことから，気象庁の六ヶ所地域気象観測所の資料も考慮することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（気象官署の

名称変更） 

 

 

・記載の適正化（気象官署の

名称変更） 

 

・記載の適正化（内容の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

2.2.3 最寄りの気象官署における一般気象 

(１) 一般気象 

八戸測候所及びむつ測候所における一般気象に関する統計をそれぞれ第 2.2

－２表，第 2.2－３表に示す。 

この地方に影響を与えた主な台風を第 2.2－16 表及び第 2.2－17 表に示す。 

年平均気温，最高気温及び最低気温は，両気象官署でほぼ等しい値を示す

が，八戸測候所でやや高い。両気象官署とも湿度は夏が高く，風向は年間を

通じて西寄りの風が多い。 

(２) 極 値 

第 2.2－４表～第 2.2－15 表に示す最寄りの気象官署の観測記録からみれ

ば，両気象官署では冬の積雪に特徴が現れるが，この最深積雪を除けば両気

象官署ともほぼ同程度の極値を示している。 

八戸測候所の観測記録によれば，日最高気温 37.0℃(1978 年８月３日),日

最低気温－15.7℃（1953 年１月３日），日最大降水量 160.0ｍｍ(1982 年５

月 21 日），最大瞬間風速 41.3ｍ／ｓ（南西 1955 年２月 20 日）及び積雪の

深さの月最大値 92ｃｍ（1977 年２月 16 日）である。 

むつ測候所の観測記録によれば，日最高気温 34.1℃(1985 年８月９日),日

最低気温－22.4℃（1984 年２月 18 日），日最大降水量 162.5ｍｍ(1981 年８

月 22 日），最大瞬間風速 38.9ｍ／ｓ（西南西 1961 年５月 29 日）及び積雪

の深さの月最大値 170ｃｍ(1977 年２月 15 日）である。 

 

 

なお，六ヶ所地域気象観測所の観測記録(統計期間：1975 年～1986 年）に

よれば，積雪の深さの月最大値 190ｃｍ（1977 年２月 17 日）である。 

 

 

2.2.3 最寄りの気象官署における一
（２）

般
（４）

気
（７）

象
（８）（９）（１０）（１１）（１６）

 

 (１) 一般気象 

   八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所における一般気象

に関する統計をそれぞれ第2.2－２表及び第2.2－３表に示す。この地方に

影響を与えた主な台風を第2.2－21表及び第2.2－22表に示す。年平均気

温，最高気温及び最低気温は，両気象官署でほぼ等しい値を示すが，八戸

特別地域気象観測所でやや高い。両気象官署とも湿度は夏が高く，風向は

年間を通じて西寄りの風が多い。 

 (２) 極  値 

   第2.2－４表～第2.2－20表に示す最寄りの気象官署の観測記録からみれ

ば，八戸及びむつの両気象官署では冬の積雪量に差が現れるが，この最深

積雪を除けば両気象官署ともほぼ同程度の極値を示している。八戸特別地

域気象観測所の観測記録によれば，日最高気温37.0℃（1978年８月３日）,

日最低気温－15.7℃（1953年１月３日），日最大降水量160.0ｍｍ（1982年

５月21日），日最大１時間降水量67.0ｍｍ（1969年８月５日），日最大瞬

間風速41.7ｍ／ｓ（西南西2017年９月18日）及び積雪の深さの月最大値92

ｃｍ（1977年２月16日）である。むつ特別地域気象観測所の観測記録によ

れば，日最高気温34.7℃（2012年７月31日）,日最低気温－22.4℃（1984年

２月18日），日最大降水量162.5ｍｍ（1981年８月22日及び2016年８月17

日），日最大１時間降水量51.5ｍｍ（1973年９月24日），日最大瞬間風速

38.9ｍ／ｓ（西南西1961年５月29日）及び積雪の深さの月最大値170ｃｍ

（1977年２月15日）である。なお，六ヶ所地域気象観測所の観測記録によ

れば，日最高気温34.2℃（2004年７月31日，1994年８月13日及び2011年８

月10日）,日最低気温－14.6℃（1981年２月27日），日最大降水量208ｍｍ

（1990年10月26日），日最大１時間降水量46ｍｍ（1990年10月26日），日

最大瞬間風速27.4ｍ／ｓ（2009年２月21日）である。六ヶ所村統計書にお

ける記録（統計期間：1973年～2002年）によれば，積雪の深さの月最大値

は190ｃｍ（1977年２月17日）である。 

 

 

記載の適正化（参考文献ひも

付けの適正化） 

 

・記載の適正化（気象官署の

名称変更） 

・記載の適正化(表番号の変更) 

・記載の適正化（気象官署の

名称変更） 

 

 

 

・記載の適正化(表番号の変更) 

・記載の適正化（表現の修

正） 

 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化） 

 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化） 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化） 

・記載の適正化（気象条件の

最新化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
2.2.4 その他の一般気象 

(１) 森林火災

気象条件については，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」

（平成25年６月19日 原規技発第13061912号 原子力規制委員会決

定）を参考とし，過去10年間を調査し，森林火災の発生頻度が年間を

通じて比較的高い３月から８月の最高気温，最小湿度及び最大風速の

組合せを考慮し，風向は卓越方向を考慮する。再処理施設の最寄りの

気象官署としては，気候的に敷地に比較的類似している八戸特別地域

気象観測所及びむつ特別地域気象観測所があり，敷地近傍には六ヶ所

地域気象観測所がある。最高気温，最小湿度及び最大風速について

は，気象条件が最も厳しい値となる八戸特別地域気象観測所の過去10

年間の気象データ
（１３）

から設定する。風向については，再処理施設の風上

に発火点を設定する必要があることから，敷地近傍にある六ヶ所地域

気象観測所の過去10年間の気象データ
（１３）

から，最大風速時の風向の出現

回数及び風向の出現回数を調査し，卓越方向を設定する。 

青森県の森林火災
（１２）

発生
（１４）

状況
（１５）

（2003～2012年）及び気象データ
（１３）

（最高

気温，最小湿度及び最大風速）（2003～2012年）について，第2.2－23

表に示す。気象データ
（１３）

（卓越風向）（2003年～2012年における３月～

８月の期間）について，第2.2－24表に示す。 

・新規制基準の第９条（外部

火災）要求による変更
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3 敷地における気象観測 

再処理施設の安全解析に使用する気象条件を決める際の資料を得るため，

敷地内で，昭和 60 年 12 月から１年間にわたり風向，風速，日射量，放射収 

支量等の観測を行った。 

以上の観測に使用した気象測器の種類，観測位置及び観測期間を第 2.3－

１表に，観測点位置を第 2.3－１図(１)及び第 2.3－１図(２)に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 敷地における気象観測 

 

  再処理施設の安全解析に使用する気象条件を決める際の資料を得るため，

敷地内で，昭和60年12月から風向，風速，日射量，放射収支量等の観測を行

っている。 

  以上の観測に使用した気象測器の種類，観測位置及び観測期間を第2.3－１

表に，観測点位置を第2.3－１図(１)及び第2.3－１図(２)に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

2.3.1 気象観測点の状況 

(１) 主排気筒高さ付近の風向風速を代表する観測点（Ｂ点） 

主排気筒高さ付近を代表する風向風速の資料を得るため，敷地内の平地（標

高 57ｍ）に鉄塔を設置し，この鉄塔上の高さ 148ｍ(標高 205ｍ）の点で風向

風速の観測を行った。この観測点は，周囲の障害物の影響を受けることがない

ため，主排気筒の高さ付近の風向風速を十分に代表している。 

なお，春夏秋冬にＣ点で気球(低層レーウィンゾンデ及び係留ゾンデ）観

測を行い，Ｂ点における風向風速の観測が放出源の高さ（主排気筒高さ＋吹

上げ高さ）付近の風向風速を表していることを確認した。その結果を第 2.3

－２図に示す。 

 

(２) 地上風を代表する観測点（Ａ点） 

敷地を代表する地上風の資料を得るため，敷地内の露場（標高 59ｍ） に

観測柱を設置し，地上高 10ｍ（標高 69ｍ）で風向風速の観測を行った。この

観測点は，周囲の障害物の影響を受けることがなく平坦地で開けて おり，

敷地の地上風を十分に代表している。 

 

(３) 大気安定度を求めるための風速，日射量及び放射収支量の観測点（Ａ点） 

大気安定度を求めるため，風速については，地上風を代表する観測点（Ａ

点）で測定した値を使用する。日射量及び放射収支量については，露場の

観測点（Ａ点）で測定した値を使用する。 

 

(４) 気温差観測点（Ｂ点） 

敷地における大気温度の鉛直分布を求めるため，敷地内の鉄塔で気温差の観

測を行った。 

なお，春夏秋冬にＣ点で気球(低層レーウィンゾンデ及び係留ゾンデ）観測を

行い，Ｂ点における気温差の観測値が敷地周辺の自由大気の気温差を表してい

ることを確認した。その結果を第 2.3－２表及び第 2.3－３表に示す。 

 

 

2.3.1 気象観測点の状況 

 (１) 主排気筒高さ付近の風向風速を代表する観測点（Ａ点） 

   主排気筒高さ付近を代表する風向風速の資料を得るため，敷地内の露場

（標高59ｍ）にドップラーソーダを設置し，主排気筒高さに相当する地上

高146ｍ（標高205ｍ）の点で風向風速の観測を行った。この観測点は，周

囲の障害物の影響を受けることがないため，主排気筒の高さ付近の風向風

速を十分に代表している。 

 

 

 

 

 (２) 地上風を代表する観測点（Ａ点） 

   敷地を代表する地上風の資料を得るため，敷地内の露場（標高59ｍ）に

観測柱を設置し，地上高10ｍ（標高69ｍ）で風向風速の観測を行った。こ

の観測点は，周囲の障害物の影響を受けることがなく平坦地で開けてお

り，敷地の地上風を十分に代表している。 

 

 (３)大気安定度を求めるための風速，日射量及び放射収支量の観測点（Ａ点） 

   大気安定度を求めるため，風速については，地上風を代表する観測点

（Ａ点）で測定した値を使用する。日射量及び放射収支量については，露

場の観測点（Ａ点）で測定した値を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化） 

 

 

 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化、鉄塔からドップラ

ーソーダへの観測の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化、鉄塔からドップラ

ーソーダへの観測の変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.2 気象観測項目 

敷地における気象観測項目は，下記のとおりである。 

風向風速 ：Ａ点，Ｂ点，Ｃ点 

気 温 差 ：Ｂ点 

日 射 量 ：Ａ点 

放射収支量 ：Ａ点 

降 水 量 ：Ａ点 

気 温 ：Ａ 点 ，Ｃ 点 

湿 度 ：Ａ 点 

（各観測点の位置については第 2.3－１図(１)及び第 2.3－１図(２)参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 気象観測項目 

 

  敷地における気象観測項目は，下記のとおりである。 

   風向風速   ：Ａ点，Ｂ点（平成10年９月まで），Ｃ点 

   気 温 差 ：Ｂ点（平成10年９月まで） 

   日 射 量 ：Ａ点 

   放射収支量 ：Ａ点 

   降 水 量 ：Ａ点 

   気   温 ：Ａ点，Ｃ点 

   湿   度 ：Ａ点 

  （各観測点の位置については第2.3－１図(１)及び第2.3－１図(２)参照） 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.3 気象測器 

気象測器は，第 2.3－１表に示しているが，気象業務法に基づく気象庁検

定を受けたものである。 

なお，放射収支計及び温度差計は，気象庁の検定項目にないため，定期的

に検査を行った。 

 

 

 

 

2.3.3 気象測器 

 

  気象測器は，第2.3－１表に示しているが，気象業務法に基づく気象庁検定

を受けたものである。 

  なお，放射収支計，温度差計及びドップラーソーダは，気象庁の検定項目

にないため，定期的に検査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化、鉄塔からドップラ

ーソーダへの観測の変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.4 敷地における気象観測結果 

 

 

2.4.1 敷地を代表する風 

敷地の地上風を代表する露場（第 2.3－１図，Ａ点）の地上高 10ｍ（標高

69ｍ）及び主排気筒高さの風を代表する鉄塔（第 2.3－１図，Ｂ点）の地上

高 148ｍ（標高 205ｍ）における１年間の観測結果を以下に示す。 

(１) 風 向 

地上高 10ｍ（標高 69ｍ）及び地上高 148ｍ（標高 205ｍ）における年間及

び月別の風配図を第 2.4－１図～第 2.4－５図に示す。 

これらによれば，地上高 10ｍにおける風向は，６月～９月にかけて東及び

東北東の風が多いが，その他の月は年間を通じて西寄りの風が多くなってい

る。地上高 148ｍにおける風向は，６月～９月にかけて東及び東南東の風が

多いが，その他の月は年間を通じて西及び西北西の風が多くなっている。 

地上高 10ｍ及び地上高 148ｍにおける年間の低風速(0.5ｍ／ｓ～2.0ｍ／ｓ

）時の風配図を第 2.4－６図に示す。 

これによれば，地上高 10ｍ及び地上高 148ｍともに際立って出現している

風向はない。 

(２) 風 速 

地上高 10ｍ（標高 69ｍ）及び地上高 148ｍ（標高 205ｍ）における年間

及び月別の風速別出現頻度，風速別出現頻度累積を第 2.4－７図～第 2.4－12

図に示す。 

これらによれば，地上高 10ｍでは年平均風速が 4.8ｍ／ｓで，各風速階級

の出現頻度に大きな差はない。地上高 148ｍでは年平均風速が 8.5ｍ／ｓで

，風速 9.5ｍ／ｓ以上の風が多くなっている。 

また，地上高 10ｍ及び地上高 148ｍにおける静穏状態（風速 0.5ｍ／ｓ未満

）の年間出現頻度は，それぞれ 0.5％， 0.2％である。 

 

(３) 同一風向継続時間 

地上高 10ｍ（標高 69ｍ）及び地上高 148ｍ（標高 205ｍ）における年間風

向継続時間を第 2.4－１表及び第 2.4－２表に示す。 

地上高 10ｍにおいて比較的継続時間の長いことの多い風向は，東寄り及び

西寄りの風である。各風向とも７時間以内がほとんどであり，その出現回数

は 97.5％を占めている。 

地上高 148ｍにおいて比較的継続時間の長いことの多い風向は，東寄り及

び西寄りの風である。各風向とも７時間以内がほとんどであり，その出現回

数は 95.8％を占めている。 

また，地上高 10ｍ及び地上高 148ｍにおける静穏の継続時間は，１時間以

内がほとんどであり，その出現回数はそれぞれ 100.0％，84.6％である。 

 

2.4 敷地における気象観測結果 

  平成25年４月から平成26年３月までの１年間の敷地における観測結果を以

下に示す。 

2.4.1 敷地を代表する風 

  敷地の地上風を代表する露場（第2.3－１図，Ａ点）の地上高10ｍ（標高69

ｍ）及び主排気筒高さの風を代表する露場（第2.3－１図，Ａ点）の地上高

146ｍ（標高205ｍ）における１年間の観測結果を以下に示す。 

 (１) 風  向 

   地上高10ｍ（標高69ｍ）及び地上高146ｍ（標高205ｍ）における年間及

び月別の風配図を第2.4－１図から第2.4－５図に示す。 

   これらによれば，地上高10ｍにおける風向は，５月～10月にかけて東寄

りの風が多いが，その他の月は年間を通じて西寄りの風が多くなってい

る。地上高146ｍにおける風向は，６月～７月にかけて東寄りの風が多い

が，その他の月は年間を通じて西寄りの風が多くなっている。 

   地上高10ｍ及び地上高146ｍにおける年間の低風速（0.5ｍ／ｓ～2.0ｍ／

ｓ）時の風配図を第2.4－６図に示す。 

   これによれば，地上高10ｍ及び地上高146ｍともに際立って出現している

風向はない。 

 (２) 風  速 

   地上高10ｍ（標高69ｍ）及び地上高146ｍ（標高205ｍ）における年間及

び月別の風速別出現頻度，風速別出現頻度累積を第2.4－７図から第2.4－

12図に示す。 

   これらによれば，地上高10ｍでは年平均風速が4.3ｍ／ｓで，各風速

階級の出現頻度に大きな差はない。地上高146ｍでは年平均風速が7.9

ｍ／ｓで，風速9.5ｍ／ｓ以上の風が多くなっている。 

   また，地上高10ｍ及び地上高146ｍにおける静穏状態（風速0.5ｍ／ｓ未

満）の年間出現頻度は，それぞれ1.1％，0.3％である。 

 

 (３) 同一風向継続時間 

   地上高10ｍ（標高69ｍ）及び地上高146ｍ（標高205ｍ）における年間風

向継続時間を第2.4－１表及び第2.4－２表に示す。 

   地上高10ｍにおいて比較的継続時間の長いことの多い風向は，東寄り及

び西寄りの風である。各風向とも７時間以内がほとんどであり，その出現

回数は97.9％を占めている。 

   地上高146ｍにおいて比較的継続時間の長いことの多い風向は，東寄り及

び西寄りの風である。各風向とも７時間以内がほとんどであり，その出現

回数は96.2％を占めている。 

   また，地上高10ｍ及び地上高146ｍにおける静穏の継続時間は，１時間以

内がほとんどであり，その出現回数はそれぞれ85.7％，88.9％である。 
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・記載の適正化（気象条件の

最新化、鉄塔からドップラ
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.4.2 降水量 

敷地の露場（第 2.3－１図Ａ点）における年間，月別の降水量，風向別降

水量及び降水日数を第 2.4－３表～第 2.4－５表に示す。 

これらによれば，年間降水量は 1,170.0ｍｍで，月別降水量の多いのは７

月の 232.0ｍｍである。最大１時間降水量の最大は７月の 16.0ｍｍであり

，最小は２月の 1.5ｍｍである。風向別の降水量は，東が最も多く 436.0ｍ

ｍである。また，降水日数は，年間では 176 日である。 

 

 

2.4.2 降水量 

 

  敷地の露場（第2.3－１図，Ａ点）における年間，月別の降水量，風向別降

水量及び降水日数を第2.4－３表から第2.4－５表に示す。 

  

これらによれば，年間降水量は1,404.5ｍｍで，月別降水量の多いのは

10月の265.0ｍｍである。最大１時間降水量の最大は８月の22.5ｍｍであり，

最小は２月の2.0ｍｍである。風向別の降水量は，東が最も多く298.5ｍｍで

ある。また，降水日数は，年間では179日である。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（気象条件の
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.4.3 大気安定度 

(１) 大気安定度の分類と出現頻度 

日射量，放射収支量及び地上高10ｍ（標高69ｍ）の風速の観測資料から「発

電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に基づき大気安定度の分類を行

った。 

 

年間及び月別の大気安定度出現頻度を第 2.4－13 図に，並びに大気安定度別

の地上高10ｍ（標高69ｍ）及び地上高 148ｍ（標高 205ｍ）の風配図をそれぞ

れ第 2.4－14 図，第 2.4－15 図に示す。 

年間の出現頻度は，Ａ型からＣ型は 15.9％，Ｄ型(Ｃ－Ｄ型も含む。）は

68.3％，Ｅ型からＧ型は 15.9％となっている。Ｄ型は年間を通じて出現頻度が

多く，Ａ型からＣ型は５月から８月に比較的多くなっており， 

Ｅ型からＧ型は８月から 10 月に多くなっている。 

安定度別の風向分布は，地上高 10ｍでは，Ａ型からＣ型は西～西北西及び東

北東～東，Ｄ型は西～西北西及び東，Ｅ型からＧ型は北西～西北西の風が多く

なっている。また，地上高 148ｍでは，Ａ型からＣ型は西北西及び東，Ｄ型は

西～西北西及び東，Ｅ型からＧ型は西～北西の風が多くなっている。 

大気安定度の継続時間別出現回数を第 2.4－６表に示す。比較的継続時間の

長いことの多い大気安定度型はＤ型である。他の大気安定度型では５時間以内

がほとんどであり，その出現回数は 96.3％を占めている。 

(２) 気温差 

地上高 148ｍ（標高 205ｍ)－地上高 10ｍ（標高 67ｍ），地上高 98ｍ（標高 

155ｍ)－地上高 10ｍ（標高 67ｍ）及び地上高 48ｍ（標高 105ｍ）－地上高 10

ｍ（標高 67ｍ）における年間の気温差出現頻度を第 2.4－16 図～第 2.4－18 図

に示す。 

これによると，地上高 10ｍに対して，地上高 148ｍ，地上高 98ｍ及び地上高

48ｍが逓増側にある頻度は，それぞれ 23.1％，21.5％，23.7％である。 

2.4.3 大気安定度 

 (１) 大気安定度の分類と出現頻度 

   日射量，放射収支量及び地上高10ｍ（標高69ｍ）の風速の観測資料から

「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（昭和57年１月28日原子

力安全委員会決定）」（以下「気象指針」という。）に基づき大気安定度

の分類を行った。 

   年間及び月別の大気安定度出現頻度を第2.4－13図に，並びに大気安定度

別の地上高10ｍ（標高69ｍ）及び地上高146ｍ（標高205ｍ）の風配図をそ

れぞれ第2.4－14図及び第2.4－15図に示す。 

   年間の出現頻度は，Ａ型からＣ型は15.6％，Ｄ型（Ｃ－Ｄ型も含む。）

は68.2％，Ｅ型からＧ型は16.2％となっている。Ｄ型は年間を通じて出現

頻度が多く，Ａ型からＣ型は５月から９月に比較的多くなっており，Ｅ型

からＧ型は８月から11月に多くなっている。 

   安定度別の風向分布は，地上高10ｍでは，Ａ型からＣ型は西～西北西及

び東～東南東，Ｄ型は西～西北西及び東～東南東，Ｅ型からＧ型は西南西

～北西の風が多くなっている。また，地上高146ｍでは，Ａ型からＣ型は西

～西北西，Ｄ型は西南西～西北西，Ｅ型からＧ型は西南西～北西の風が多

くなっている。 

   大気安定度の継続時間別出現回数を第2.4－６表に示す。比較的継続時間

の長いことの多い大気安定度型はＤ型である。他の大気安定度型では６時

間以内がほとんどであり，その出現回数は96.4％を占めている。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.4.4 観測結果からみた敷地の気象特性 

敷地における気象観測資料を解析した結果によると，敷地の気象特性とし

て次の点が挙げられる。 

(１) 風向出現頻度は，地上高 10ｍ（標高 69ｍ）及び地上高 148ｍ(標高 205 

ｍ）とも，西寄り及び東寄りの風が多い。 

(２) 年平均風速は，地上高 10ｍで 4.8ｍ／ｓ，地上高 148ｍで 8.5ｍ／ｓ 

である。 

また，静穏の年間出現頻度は，地上高 10ｍで 0.5％，地上高 148ｍで 

0.2％であり，かつ，継続時間は１時間以内がほとんどである。 

(３) 降水量は，年間で 1,170.0ｍｍであり，東の風に多い。 

(４) 大気安定度は，Ｄ型の出現が多い。 

 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ型，Ｄ型時は，地上高 10ｍ及び地上高 148ｍとも，西寄り及

び東寄りの風がほぼ同程度出現している。Ｅ＋Ｆ＋Ｇ型時は，共に西から

北西にかけての風がやや多く出現している。 

なお，敷地周辺で夏期に見られるやませについて，１年間の観測資料から

気象特性としてまとめると，東寄りの風で降雨を伴うことが多く，大気安定

度はＤ型の出現が顕著である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 観測結果からみた敷地の気象特性 

  敷地における気象観測資料を解析した結果によると，敷地の気象特性とし

て次の点が挙げられる。 

 (１) 風向出現頻度は，地上高10ｍ（標高69ｍ）及び地上高146ｍ（標高205

ｍ）とも，西寄り及び東寄りの風が多い。 

 (２) 年平均風速は，地上高10ｍで4.3ｍ／ｓ，地上高146ｍで7.9ｍ／ｓであ

る。 

また，静穏の年間出現頻度は，地上高10ｍで1.1％，地上高146ｍで 0.

3％であり，かつ，継続時間は１時間以内がほとんどである。 

 (３) 降水量は，年間で1,404.5ｍｍであり，東及び東南東の風に多い。 

 (４) 大気安定度は，Ｄ型の出現が多い。 

  Ａ＋Ｂ＋Ｃ型，Ｄ型時は，地上高10ｍでは西寄り及び東寄りの風がほぼ同

程度出現しているが，地上高146ｍでは西寄りの風が多く出現している。Ｅ＋

Ｆ＋Ｇ型時は，地上高10ｍ及び地上高146ｍとも，西南西～北西の風がやや多

く出現している。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.5 安全解析に使用する気象条件 

安全解析に使用する気象条件は，「2.3 敷地における気象観測」に述べ

た気象資料を使用し，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」 

により求めた。 

2.5.1 観測期間の気象条件の代表性の検討 

敷地において観測した昭和 60 年 12 月から昭和 61 年 11 月までの１年間の

気象資料により安全解析を行うに当たり，観測を行った１年間が長期間の気

象状態からみて特に異常な年であったかどうかの検討を風向風速及び降水量

について，八戸測候所及びむつ測候所における 10 年間（昭和 50 年 12 月～昭

和 60 年 11 月）の資料により検定を行った。検定法は，不良標本の棄却検定

に関するＦ分布検定の手順に従った。 

 

 

 

 

 

風向出現頻度及び風速階級別出現頻度の棄却検定結果を第 2.5－１表(１) 

～第 2.5－２表(２)に示す。 

これによると，むつ測候所では有意水準５％で棄却された項目はなく，八

戸測候所では風速 7.5ｍ／ｓ～ 8.4ｍ／ｓの風速階級が棄却されたが， 

27 項目中の１項目であり，かつ，その出現頻度は小さい。これは，風向風速

に関し，安全解析に使用する昭和 60 年 12 月から昭和 61 年 11 月までの１年

間が異常年でないことを示している。 

降水量及び降水日数の棄却検定結果を第 2.5－３表及び第 2.5－４表(１) 

～第 2.5－４表(２)に示す。 

これによると，八戸測候所及びむつ測候所では有意水準５％で棄却された

項目はない。これは，降水量に関し，安全解析に使用する昭和 60 年 12 月か

ら昭和 61 年 11 月までの１年間が異常年でないことを示している。 

したがって，この期間の気象資料を用いて平常時並びに運転時の異常な 

過渡変化を超える事象及び立地評価事故時の線量又は線量当量の計算を行った

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 安全解析に使用する気象条件 

  安全解析に使用する気象条件は，「2.3 敷地における気象観測」に述べた

気象資料を使用し，気象指針により求めた。 

 

2.5.1 観測期間の気象条件の代表性の検討 

  敷地において観測した平成25年４月から平成26年３月までの１年間の気象

資料により安全解析を行うに当たり，観測を行った１年間の気象が長期間の

気象と比較して特に異常な年でないかどうかの検討を行った。 

  風向出現頻度及び風速出現頻度については，敷地内の地上高10ｍ（標高69

ｍ）及び地上高146ｍ（標高205ｍ）における10年間（平成15年４月～平成25

年３月）の資料により，降水量及び降水日数については，敷地内の露場にお

ける10年間（平成15年４月～平成25年３月）の資料により検定を行った。検

定法は，不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手順に従った。 

  風向出現頻度及び風速階級別出現頻度の棄却検定結果を第2.5－１表(１)から

第2.5－２表(２)に示す。 

  これによると，地上高10ｍ（標高69ｍ）及び地上高146ｍ（標高205ｍ）に

おいて有意水準５％で棄却された項目はない。これは，風向風速に関し，安

全解析に使用する平成25年４月から平成26年３月までの１年間が異常年でな

いことを示している。 

  降水量及び降水日数の棄却検定結果を第2.5－３表及び第2.5－４表に示

す。 

  これによると，有意水準５％で棄却された項目はない。これは，降水量に

関し，安全解析に使用する平成25年４月から平成26年３月までの１年間が異

常年でないことを示している。 

  したがって，この期間の気象資料を用いて平常時及び設計基準事故時の線

量の評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・用語・接続詞の統一 

 

 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化、鉄塔からドップラ

ーソーダへの観測の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（事業許可基

準規則の用語に統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.5.2 大気拡散の計算に使用する放出源の有効高さ 

主排気筒から放出する放射性物質の敷地周辺に及ぼす影響を評価するに当た

って，大気拡散の計算に使用する放出源の有効高さは，建屋や敷地周辺の地形

の影響を考慮するため，以下のような風洞実験により求めた。 

風洞実験においては，縮尺 1／2,000 の建屋及び敷地周辺の地形模型を用い

，主排気筒の地上高に吹上げ高さを加えた高さからガスを排出し，風下地点に

おける地表濃度を測定する。 

なお，吹上げ高さは，（2.5－１）式により計算する。 

 
ここで， 

ΔＨ ：吹上げ高さ（ｍ） 

Ｗ ：吹出し速度（ｍ／ｓ） 

Ｄ ：主排気筒出口直径（ｍ） 

 

 ：風向別年間風速逆数の平均（ｓ／ｍ） 

 

主排気筒の地上高，出口直径及び吹出し速度を下表に示す。 

 
風向別年間風速逆数の平均は，敷地内における昭和 60 年 12 月から昭和 61 年

11 月までの１年間の風向，風速及び大気安定度の観測資料から求める。風向風

速については，主排気筒高さ付近の風を代表する地上高 148ｍ（標高 205ｍ）

の値とする。 

この地形模型実験で得られた地表濃度の値が，平地実験による地表濃度の値

に相当する排気筒高さを放出源の有効高さとする。 

再処理施設の主排気筒に関し，以上の風洞実験により平常時の線量評価に用い

る放出源の有効高さは第 2.5－５表のとおりとする。 

また，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒（以下両者を合わせて「

換気筒」という。）の放出源の有効高さは，吹上げを考慮せずに，敷地内の建

物，周辺の地形等の状況を勘案して，（2.5－２）式により計算する。 

 

Ｈｅ＝Ｈ－Ｇ …………………………………………（2.5－２） 

ここで， 

Ｈｅ：換気筒の有効高さ（ｍ） 

2.5.2 大気拡散の計算に使用する放出源の有効高 さ
（５）

 

  主排気筒から放出する放射性物質の敷地周辺に及ぼす影響を評価するに当

たって，大気拡散の計算に使用する放出源の有効高さは，建屋や敷地周辺の

地形の影響を考慮するため，以下のような風洞実験により求めた。 

  風洞実験においては，縮尺1／2,000の建屋及び敷地周辺の地形模型を用

い，主排気筒の地上高に吹上げ高さを加えた高さからガスを排出し，風下地

点における地表濃度を測定する。 

  なお，吹上げ高さは，（2.5－１）式により計算する。 

   ΔＨ＝３    ・Ｄ …………………………………………（2.5－１） 

  ここで， 

  

  ΔＨ ：吹上げ高さ（ｍ） 

    Ｗ  ：吹出し速度（ｍ／ｓ） 

    Ｄ   ：主排気筒出口直径（ｍ） 

   

      ：風向別年間風速逆数の平均（ｓ／ｍ） 

   

主排気筒の地上高，出口直径及び吹出し速度を下表に示す。 

 地 上 高 (ｍ)  出 口 直 径      (ｍ) 吹出し速度 (ｍ／ｓ) 

約 150 約 ５ 約 20 

  風向別年間風速逆数の平均は，敷地内における昭和60年12月から昭和61年

11月までの１年間の風向，風速及び大気安定度の観測資料から求める。風向

風速については，主排気筒高さ付近の風を代表する地上高148ｍ（標高205

ｍ）の値とする。 

  この地形模型実験で得られた地表濃度の値が，平地実験による地表濃度の

値に相当する排気筒高さを放出源の有効高さとする。 

  再処理施設の主排気筒に関し，以上の風洞実験により平常時の線量評価に

用いる放出源の有効高さは第2.5－５表のとおりとする。 

  また，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒（以下両者を合わせて

「換気筒」という。）の放出源の有効高さは，吹上げを考慮せずに，敷地内

の建物，周辺の地形等の状況を勘案して，（2.5－２）式により計算する。 

 

  Ｈｅ＝Ｈℓ－Ｇℓ …………………………………………（2.5－２） 

  ここで， 

  Ｈｅ ：換気筒の有効高さ（ｍ） 

 

記載の適正化（参考文献ひ

も付けの適正化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

Ｈ：換気筒の排気口の標高（ｍ） 

Ｇ：敷地周辺の地表面の標高（ｍ） 

換気筒の排気口の標高Ｈは，換気筒の地上高約 75ｍに設置点の標高約 55ｍ

を加えた高さ約 130ｍとする。敷地周辺の地表面の標高Ｇは，敷地周辺の

地形を考慮し，全方位について 80ｍとする。したがって，換気筒の有効高さ

Ｈｅは，（2.5－２）式から，全方位について 50ｍとする。 

高レベル廃液ガラス固化建屋及びガラス固化体貯蔵建屋の冷却空気出口シ

ャフト（以下「冷却空気出口シャフト」という。）からの放出は地上放出と

し，放出源の有効高さを０ｍとする。 

運転時の異常な過渡変化を超える事象及び立地評価事故時の評価において

，主排気筒からの放射性物質の放出を想定する場合については，主排気筒か

らの吹上げを考慮せずに上記と同様の風洞実験を行い，放出源の有効高さを

第 2.5－５表のとおりとする。また，建屋からの放射性物質の直接放出を想

定する場合については，地上放出とし放出源の有効高さを０ｍとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｈℓ ：換気筒の排気口の標高（ｍ） 

 

  Ｇℓ ：敷地周辺の地表面の標高（ｍ） 

換気筒の排気口の標高Ｈℓは，換気筒の地上高約75ｍに設置点の標高約55ｍ

を加えた高さ約130ｍとする。敷地周辺の地表面の標高Ｇℓは，敷地周辺の地形

を考慮し，全方位について80ｍとする。したがって，換気筒の有効高さＨｅ

は，（2.5－２）式から，全方位について50ｍとする。 

  高レベル廃液ガラス固化建屋及びガラス固化体貯蔵建屋の冷却空気出口シ

ャフト（以下「冷却空気出口シャフト」という。）からの放出は地上放出と

し，放出源の有効高さを０ｍとする。 

  設計基準事故時の評価において，主排気筒からの放射性物質の放出を想定

する場合については，主排気筒からの吹上げを考慮せずに上記と同様の風洞

実験を行い，放出源の有効高さを第2.5－５表のとおりとする。また，建屋か

らの放射性物質の直接放出を想定する場合については，地上放出とし放出源

の有効高さを０ｍとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（事業許可基

準規則の用語に統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.5.3 大気拡散の計算に使用する気象条件 

(１) 平常時 

再処理施設の平常時に放出する放射性気体廃棄物の敷地周辺に及ぼす影

響を評価するに当たっては，敷地内における昭和60年12月から昭和61年

11 月までの１年間の風向，風速及び大気安定度の観測資料から以下に示

すパラメータを求め，これを用いる。 

なお，主排気筒放出による影響評価に係る風向風速については，主排 気

筒高さ付近の風を代表する地上高 148ｍ（標高 205ｍ）の値とする。 また

，換気筒及び冷却空気出口シャフト（以下これらを合わせて「換気筒等」と

いう。）からの放出による影響評価に係る風向風速については，地表付近の

風を代表する地上高 10ｍ（標高 69ｍ）の値とする。 

ａ．風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均 

風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均は，（2.5－３）式， 

（2.5－４）式によりそれぞれ計算する。 

 
 

ここで， 

Ｓd,s ：風向別大気安定度別風速逆数の総和（ｓ／ｍ）  

Ｓd,s ：風向別大気安定度別風速逆数の平均（ｓ／ｍ）  

Ｎ ：実観測回数（回） 

Ｕi ：時刻 i における風速（ｍ／ｓ） 

d,sδi ：時刻 i において風向 d ，大気安定度 s  の場合 

d,sδi＝１，その他の場合 d,sδi＝０ 

Ｎd,s ：風向 d ，大気安定度 s の総出現回数（回） 

 

ｂ．風向出現頻度 

風向出現頻度は，（2.5－５）式により計算する。 

 
ここで， 

 

fd ：風向 d の出現頻度（％） 

Ｎ ：実観測回数（回） 

dδi ：風向が d の場合 dδi＝１，その他の場合 dδi＝０ 

2.5.3  大気拡散の計算に使用する気象条件 

 (１) 平常時 

 再処理施設の平常時に放出する放射性気体廃棄物の敷地周辺に及ぼす影

響を評価するに当たっては，敷地内における平成25年４月から平成26年３

月までの１年間の風向，風速及び大気安定度の観測資料から以下に示すパ

ラメータを求め，これを用いる。 

 なお，主排気筒放出による影響評価に係る風向風速については，主排気

筒高さ付近の風を代表する地上高146ｍ（標高205ｍ）の値とする。また，

換気筒及び冷却空気出口シャフト（以下「換気筒等」という。）からの放

出による影響評価に係る風向風速については，地表付近の風を代表する地

上高10ｍ（標高69ｍ）の値とする。 

 

 ａ．風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均 

   風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均は，（2.5－３）式，（2.5

－４）式によりそれぞれ計算する。 

    

   ここで， 

    Ｓd,s   ：風向別大気安定度別風速逆数の総和（ｓ／ｍ） 

    Ｓd,s  ：風向別大気安定度別風速逆数の平均（ｓ／ｍ） 

    Ｎ    ：実観測回数（回） 

    Ｕi    ：時刻 i における風速（ｍ／ｓ） 

    d,sδi  ：時刻 i において風向 d ，大気安定度 s の場合 

         d,sδi＝１，その他の場合d,sδi＝０ 

    Ｎd,s  ：風向 d ，大気安定度 s の総出現回数（回） 

 

 

 ｂ．風向出現頻度 

   風向出現頻度は，（2.5－５）式により計算する。 

 

   ここで， 

    fd  ：風向 d の出現頻度（％） 

    Ｎ  ：実観測回数（回） 

    dδi ：風向が d の場合dδi＝１，その他の場合dδi＝０ 

 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化） 

 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化、鉄塔からドップラ

ーソーダへの観測の変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

静穏時については，風速は 0.5ｍ／ｓとし，風向別大気安定度別出現 

回数は，静穏時の大気安定度別出現回数を風速 0.5ｍ／ｓ～ 2.0ｍ／ｓの風

向出現頻度に応じて比例配分して求める。 

以上の計算から求めた主排気筒放出に係る風向別大気安定度別風速逆数の

総和を第2.5－６表に，風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風速逆

数の平均を第 2.5－７表に，風向出現頻度及び風速 0.5 ｍ／ｓ～ 2.0ｍ／ｓ

の風向出現頻度を第 2.5－８表に示す。 

同様に，換気筒等からの放出に係る風向別大気安定度別風速逆数の総和を

第2.5－９表に，風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風速逆数の平

均を第 2.5－10 表に，風向出現頻度及び風速 0.5ｍ／ｓ～ 

2.0ｍ／ｓの風向出現頻度を第 2.5－11 表に示す。 

(２) 運転時の異常な過渡変化を超える事象及び立地評価事故時 

運転時の異常な過渡変化を超える事象及び立地評価事故時に放出される放

射性物質が，敷地周辺の一般公衆に及ぼす影響を評価するに当たって，放射

性物質の大気拡散状態を推定するのに必要な気象状態については，現地にお

ける出現頻度からみて，これより悪い条件がめったに現れないと言えるもの

を選ばなければならない。 

そこで，線量当量評価に用いる放射性物質の相対濃度（以下「χ／Ｑ」 

という。）を，地上高10ｍ（標高69ｍ）及び地上高 148ｍ（標高 205ｍ）におけ

る昭和 60 年 12 月から昭和 61 年 11 月までの１年間の観測資料を使用して求めた

。すなわち，（2.5－６）式に示すように風向，風速，大気安定度及び実効放出継

続時間を考慮したχ／Ｑを求め，方位別にその値の小さい方からの累積度数を年

間のデータ数に対する出現頻度（％）として表すことにする。横軸にχ／Ｑを，

縦軸に累積出現頻度をとり，着目方位ごとにχ／Ｑの累積出現頻度分布を書き，

この分布から，累積出現頻度が 97％に当たるχ／Ｑを方位別に求め，そのうち最

大のものを安全評価に使用する相対濃度とする。 

ただし，χ／Ｑの計算の着目地点は，各方位とも敷地境界とし，着目地点

以遠でχ／Ｑが最大になる場合は，そのχ／Ｑを着目地点における当該時刻

のχ／Ｑとする。 

ここで， 

χ／Ｑ ：実効放出継続時間中の相対濃度（ｓ／ｍ３ ）

Ｔ ：実効放出継続時間（ｈ） 

（χ／Ｑ)i ：時刻 i における相対濃度（ｓ／ｍ３ ）

δi ：時刻 i において風向が当該方位にあるとき 

時刻 iにおいて風向が他の方位にあるとき 

静穏時については，風速は0.5ｍ／ｓとし，風向別大気安定度別出現回数

は，静穏時の大気安定度別出現回数を風速0.5ｍ／ｓ～2.0ｍ／ｓの風向出現

頻度に応じて比例配分して求める。 

以上の計算から求めた主排気筒放出に係る風向別大気安定度別風速逆数

の総和を第2.5－６表に，風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風

速逆数の平均を第2.5－７表に，風向出現頻度及び風速0.5ｍ／ｓ～2.0ｍ／

ｓの風向出現頻度を第2.5－８表に示す。 

同様に，換気筒等からの放出に係る風向別大気安定度別風速逆数の総和

を第2.5－９表に，風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風速逆数

の平均を第2.5－10表に，風向出現頻度及び風速0.5ｍ／ｓ～ 2.0ｍ／ｓの

風向出現頻度を第2.5－11表に示す。 

(２) 設計基準事故時 

 設計基準事故時に放出される放射性物質が，敷地周辺の公衆に及ぼす影

響を評価するに当たって，放射性物質の大気拡散状態を推定するのに必要

な気象状態については，現地における出現頻度からみて，これより悪い条

件がめったに現れないと言えるものを選ばなければならない。 

そこで，線量評価に用いる放射性物質の相対濃度（以下「χ／Ｑ」とい

う。）を，地上高10ｍ（標高69ｍ）及び地上高146ｍ（標高205ｍ）におけ

る平成25年４月から平成26年３月までの１年間の観測資料を使用して求め

た。すなわち，（2.5－６）式に示すように風向，風速，大気安定度及び実

効放出継続時間を考慮したχ／Ｑを求め，方位別にその値の小さい方から

の累積度数を年間のデータ数に対する出現頻度（％）として表すことにす

る。横軸にχ／Ｑを，縦軸に累積出現頻度をとり，放出点から見て着目地

点を含む方位ごとにχ／Ｑの累積出現頻度分布を書き，この分布から，累

積出現頻度が97％に当たるχ／Ｑを方位別に求め，そのうち最大のものを

安全評価に使用する相対濃度とする。 

  ただし，χ／Ｑの計算の線量計算地点（以下「着目地点」という。）は，

各方位とも敷地境界とし，着目地点以遠でχ／Ｑが最大になる場合は，そ

のχ／Ｑを着目地点における当該時刻のχ／Ｑとする。 

ここで， 

  χ／Ｑ ：実効放出継続時間中の相対濃度（ｓ／ｍ３） 

  Ｔ ：実効放出継続時間（ｈ） 

  （χ／Ｑ)i    ：時刻 i における相対濃度（ｓ／ｍ３） 

  δi ：時刻 i において風向が当該方位にあるとき 

δi＝１ 

時刻 i において風向が他の方位にあるとき 

δi＝０ 

・記載の適正化（事業許可基

準規則の用語に統一） 

・記載の適正化（気象条件の

最新化、鉄塔からドップラ

ーソーダへの観測の変更）

・記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

・記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

（χ／Ｑ) i の計算に当たっては，短時間放出の場合，方位内で風向軸が一

定と仮定して（2.5－７）式で計算し，長時間放出の場合，当該方位における

放射性物質の全量が一方位内のみに一様分布すると仮定して，（2.5－８）式

で計算する。 

短時間放出の場合 

 
長時間放出の場合 

 
ここで， 

σyi：時刻 i における濃度分布の水平方向の拡がりのパラメータ 

（ｍ） 

σzi：時刻 i における濃度分布の高さ方向の拡がりのパラメータ 

（ｍ） 

Ｕi ：時刻 i における風速（ｍ／ｓ） 

Ｈ ：放出源の有効高さ（ｍ） 

x ：放出地点から着目地点までの距離（ｍ） 

方位別χ／Ｑの累積出現頻度の計算に使用する風向風速は，放射性物質

の放出位置によって，建屋から直接放出される場合は地表付近の風を代表

する地上高 10ｍ（標高 69ｍ）の風向風速とし，主排気筒放出の場合は，主

排気筒高さ付近の風を代表する地上高 148ｍ（標高 205ｍ）の風向風速と

する。静穏の場合には風速を 0.5ｍ／ｓとして計算し，その風向は静穏出

現前の風向を使用する。 

主排気筒放出に係る放出源の有効高さについては，各方位ごとに風洞実

験により求めた第 2.5－５表の値を使用する。また，建屋から直接放出され

る場合は，放出源の有効高さを０ｍとする。 

なお， 放射性雲からのガンマ線による空気吸収線量については，χ／Ｑ

の代りに空間濃度分布とガンマ線による空気吸収線量計算モデルを組み合

わせた相対線量（以下「Ｄ／Ｑ」という。）をχ／Ｑと同様な方法で求め

て使用する。ただし，空間濃度分布の計算に当たっては，実効放出継続時

間の長短にかかわらず，方位内で風向軸が一定と仮定する。ガンマ線によ

る空気吸収線量の計算には(2.5－11）式を使用し，ガンマ線の実効エネル

ギは， 0.5ＭｅＶ／ｄｉｓとする。 

 
 

 

    

（χ／Ｑ)i の計算に当たっては，短時間放出の場合，方位内で風向軸が一

定と仮定して（2.5－７）式で計算し，長時間放出の場合，当該方位におけ

る放射性物質の全量が一方位内のみに一様分布すると仮定して，（2.5－

８）式で計算する。 

 
 ここで， 

 σyi：時刻 i における濃度分布の水平方向の拡がりのパラメータ 

       （ｍ） 

 σzi：時刻 i における濃度分布の高さ方向の拡がりのパラメータ 

       （ｍ） 

    Ｕi ：時刻 i における風速（ｍ／ｓ） 

    Ｈ ：放出源の有効高さ（ｍ） 

    x  ：放出地点から着目地点までの距離（ｍ） 

   方位別χ／Ｑの累積出現頻度の計算に使用する風向風速は，放射性物質

の放出位置によって，建屋から直接放出される場合は地表付近の風を代表

する地上高10ｍ（標高69ｍ）の風向風速とし，主排気筒放出の場合は，主

排気筒高さ付近の風を代表する地上高146ｍ（標高205ｍ）の風向風速とす

る。静穏の場合には風速を0.5ｍ／ｓとして計算し，その風向は静穏出現前

の風向を使用する。 

   主排気筒放出に係る放出源の有効高さについては，方位ごとに風洞実験

により求めた第2.5－５表の値を使用する。また，建屋から直接放出される

場合は，放出源の有効高さを０ｍとする。 

   なお，放射性雲からのガンマ線による空気カーマについては， 

χ／Ｑの代わりに空間濃度分布とガンマ線による空気カーマ計算モデルを

組み合わせた相対線量（以下「Ｄ／Ｑ」という。）をχ／Ｑと同様な方法

で求めて使用する。ただし，空間濃度分布の計算に当たっては，実効放出

継続時間の長短にかかわらず，方位内で風向軸が一定と仮定する。ガンマ

線による空気カーマの計算には（2.5－９）式を使用し，ガンマ線の実効エ

ネルギは，0.5ＭｅＶ／ｄｉｓとする。 

    Ｄγ＝Ｋ１・Ｅγ・μen  

     

  ・Ｂ(μ・r)・χ(x,y,z) dxdydz     ……… (2.5－９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化、鉄塔からドップラ

ーソーダへの観測の変更） 

・記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

・記載の適正化（ICRP1990

年勧告の法令への取り入

れに伴う変更） 

 

 

・記載の適正化（ICRP1990

年勧告の法令への取り入

れに伴う変更） 

 

・記載の適正化（式の番号

変更） 

 

 

∞ 

0 

∞ 

0 

∞ 

-∞ 
４πr２ 
e－μ・r 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

χ(x,y,z)：放射性雲中の点(x,y,z)における放射性物質の濃度 

(Ｂq／ｍ３ )

計算に当たっては，評価対象核種から放出されるガンマ線エネルギの相違を

考慮し，評価対象核種のガンマ線の代表エネルギとして 0.5ＭeＶに対する吸収

係数及び再生係数を用い，ガンマ線の実効エネルギを 0.5ＭeＶ/dis として計算

した値に,0.5ＭeＶ/dis に対する各評価対象核種のガンマ線実効エネルギの比

をかけて，空気吸収線量率を求める。 

このため，μa, μ，αＢ ，βＢ ，γＢ については, 0.5ＭeＶのガンマ線

に対する値を以下のとおりとする。 

μa ＝3.84×10
－３ (ｍ

－１ )，μ＝1.05×10
－２ (ｍ

－１ )  

αＢ＝1.000 ，βＢ ＝0.4492，γＢ ＝0.0038 

以上により求めた方位別χ／Ｑ及びＤ／Ｑの累積出現頻度を第 2.5－ 

１図(１)～第 2.5－５図(２)に示す。 

これらの図から，安全評価に使用するχ／Ｑ及びＤ／Ｑの値を求め， 

それを第 2.5－12 表に示す。 

χ(x,y,z)：放射性雲中の点(x,y,z)における放射性物質の濃度 

   (Ｂｑ／ｍ３) 

計算に当たっては，評価対象核種から放出されるガンマ線エネルギ

の相違を考慮し，評価対象核種のガンマ線の代表エネルギとして0.5 Ｍ

ｅＶに対する線エネルギ吸収係数，線減衰係数及び再生係数を用い，ガンマ線

の実効エネルギを0.5ＭｅＶ／ｄｉｓとして計算した値に，0.5ＭｅＶ／ｄｉｓ

に対する各評価対象核種のガンマ線実効エネルギの比をかけて，空気カーマ率

を求める。 

このため，μen，μ，αＢ，βＢ，γＢについては，0.5ＭｅＶのガンマ線に

対する値を以下のとおりとする。
（６）

 

  μen＝3.84×10－３ (ｍ－１)，μ＝1.05×10－２ (ｍ－１) 

  αＢ＝1.000，βＢ＝0.4492，γＢ＝0.0038 

以上により求めた方位別χ／Ｑ及びＤ／Ｑの累積出現頻度を第2.5－１図

(１)から第2.5－５図(２)に示す。

これらの図から，安全評価に使用するχ／Ｑ及びＤ／Ｑの値を求め，そ

れを第2.5－12表に示す。 

・記載の適正化（ICRP1990

年勧告の法令への取り入

れに伴う変更）

・記載の適正化（ICRP1990

年勧告の法令への取り入

れに伴う変更）

・記載の適正化（ICRP1990

年勧告の法令への取り入

れに伴う変更）

・記載の適正化（参考文献

ひも付けの適正化）¥ 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.5.4 降水沈着の計算に使用する気象条件 

再処理施設の平常時に放出する放射性気体廃棄物の降水による洗浄沈着を

評価するに当たっては，敷地内における昭和 60 年 12 月から昭和 61 年 11 月

までの１年間の風向，大気安定度及び降水量の観測資料から以下に示すパラ

メータを求め，これを用いる。 

なお，主排気筒放出による影響評価に係る風向については，地上高 148ｍ

（標高 205ｍ）の値とし，換気筒放出による影響評価に係る風向について

は，地上高 10ｍ（標高 69ｍ）の値とする。 

(１) 風向別大気安定度別無降水期間割合 

風向別大気安定度別無降水期間割合は，風向及び大気安定度ごとの総出

現回数のうちの降水の無い時間の割合であり，（2.5－９）式により計算す

る。 

 
ここで， 

Ｆrd,s ：風向別大気安定度別無降水期間割合 

Ｎ ：実観測回数（回） 

d,sδri ：時刻 i において風向 d ，大気安定度 s, 降水がある

場合 d,sδri＝１，その他の場合 d,sδri＝０ 

Ｎd,s ：風向 d ，大気安定度 s の総出現回数（回） 

 

(２) 風向別大気安定度別降水強度 

風向別大気安定度別降水強度は，風向及び大気安定度ごとの降水の有 る

時間についての平均降水強度であり，（2.5－10）式により計算する。 

ただし，（2.5－10）式の右辺分母が０となる場合は，左辺を０とする。 

 
ここで， 

Ｉd,s ：風向別大気安定度別降水強度（ｍｍ／ｈ） Ｒd,s 
：風向 d，大気安定度 sの年降水量（ｍｍ） Ｎ ：実観測回

数（回） 

d,sδri ：時刻 i において風向 d ，大気安定度 s, 降水がある場合

d,sδri＝１，その他の場合 d,sδri＝０ 

静穏時についての風向別大気安定度別降水出現回数及び風向別大気安定度別

年降水量は，それぞれ静穏時の大気安定度別降水出現回数及び大気安定度別

年降水量を，降水時についての風速 0.5ｍ／ｓ～2.0ｍ／ｓの風向出現頻度に

応じて比例配分して求める。 

なお，ある時刻における降水の有無については，気象官署においても降水量

観測に用いられている 0.5ｍｍ単位の転倒ます型雨量計による観測資料に基

2.5.4 降水沈着の計算に使用する気象条件 

  再処理施設の平常時に放出する放射性気体廃棄物の降水による洗浄沈着を

評価するに当たっては，敷地内における平成25年４月から平成26年３月まで

の１年間の風向，大気安定度及び降水量の観測資料から以下に示すパラメー

タを求め，これを用いる。 

  なお，主排気筒放出による影響評価に係る風向については，地上高146ｍ

（標高205ｍ）の値とし，換気筒放出による影響評価に係る風向については，

地上高10ｍ（標高69ｍ）の値とする。 

 (１) 風向別大気安定度別無降水期間割合 

   風向別大気安定度別無降水期間割合は，風向及び大気安定度ごとの総出

現回数のうちの降水のない時間の割合であり，（2.5－10）式により計算す

る。 

        

   ここで， 

   Ｆrd,s  ：風向別大気安定度別無降水期間割合 

   Ｎ    ：実観測回数（回） 

   d,sδri  ：時刻 i において風向 d ，大気安定度 s, 降水がある 

          場合d,sδri＝１，その他の場合d,sδri＝０ 

   Ｎd,s   ：風向 d ，大気安定度 s の総出現回数（回） 

 

 

 (２) 風向別大気安定度別降水強度 

   風向別大気安定度別降水強度は，風向及び大気安定度ごとの降水のある

時間についての平均降水強度であり，（2.5－11）式により計算する。 

   ただし，（2.5－11）式の右辺分母が０となる場合は，左辺を０とする。 

    
 ここで， 

   Ｉd,s   ：風向別大気安定度別降水強度（ｍｍ／ｈ） 

    Ｒd,s   ：風向 d ，大気安定度 s の年降水量（ｍｍ） 

   Ｎ    ：実観測回数（回） 

   d,sδri  ：時刻 i において風向 d ，大気安定度 s, 降水がある 

          場合d,sδri＝１，その他の場合d,sδri＝０ 

 静穏時についての風向別大気安定度別降水出現回数及び風向別大気安定

度別年降水量は，それぞれ静穏時の大気安定度別降水出現回数及び大気安

定度別年降水量を，降水時についての風速0.5ｍ／ｓ～2.0ｍ／ｓの風向出

現頻度に応じて比例配分して求める。 

 なお，ある時刻における降水の有無については，気象官署においても降

水量観測に用いられている0.5ｍｍ単位の転倒ます型雨量計による観測資料

 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化） 

 

・記載の適正化（気象条件の

最新化、鉄塔からドップラ

ーソーダへの観測の変更） 

 

 

 

・記載の適正化（式の番号

変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（式の番号

変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

づき，当該時刻の正時前１時間の間に降水量が観測された場合に，当該時刻

について降水ありとする。 

主排気筒放出に関し，降水時についての風向出現頻度及び風速 0.5 ｍ／ｓ～ 

2.0ｍ／ｓの風向出現頻度を第 2.5－13 表に示す。また，以上の計算から求め

た主排気筒放出に係る風向別大気安定度別無降水期間割合を第 2.5－14 表に

，風向別大気安定度別降水強度を第 2.5－15 表に示す。 

同様に，換気筒放出に係る降水時についての風向出現頻度及び風速 0.5ｍ／ｓ

～ 2.0ｍ／ｓの風向出現頻度を第 2.5－16 表に，風向別大気安定度別無降水期

間割合を第 2.5－17 表に，風向別大気安定度別降水強 

度を第 2.5－18 表に示す。 

 

本節の記述については，更に追補１「2. 気象」の追補がある。 

 

 

 

 

に基づき，当該時刻の正時前１時間の間に降水量が観測された場合に，当

該時刻について降水ありとする。 

 主排気筒放出に関し，降水時についての風向出現頻度及び風速0.5ｍ／ｓ

～2.0ｍ／ｓの風向出現頻度を第2.5－13表に示す。また，以上の計算から

求めた主排気筒放出に係る風向別大気安定度別無降水期間割合を第2.5－14

表に，風向別大気安定度別降水強度を第2.5－15表に示す。 

 同様に，換気筒放出に係る降水時についての風向出現頻度及び風速0.5ｍ

／ｓ～2.0ｍ／ｓの風向出現頻度を第2.5－16表に，風向別大気安定度別無

降水期間割合を第2.5－17表に，風向別大気安定度別降水強度を第2.5－18

表に示す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 
2.6 参考文献一覧 

(１) 「日本の気候」 （昭和 33 年９月，和達清夫監修） 

(２) 「日本気候表（その２）」（昭和 57 年２月，気象庁編集） 

「日本気候表（その３）」（昭和 57 年１月，気象庁編集） 

(３) 「青森の気象百年」 （昭和 61 年６月，青森地方気象台編集） 

(４) 「観測所気象年報」 （昭和 50 年～61 年，気象庁編集） 

 

(５) 「六ヶ所事業所再処理施設風洞実験報告書」 

（平成３年４月，三菱重工業株式会社） 

(６) 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」 

（1976，1989 一部改訂）原子力委員会 
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   気象庁編．日本気候表 その3：おもな気象要素についての極値と
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3. 海    象 

3.1 海    流 

3.1.1 敷地東側の海域の海流 

敷地東側の海域（六ヶ所村物見崎から三沢市六川目までの汀線方向約

40ｋｍ，汀線から沖合方向約 10ｋｍまでの範囲の海域。以下「前面海

域」という。）の海域区分は，東北海区・三陸沖に属している。 

この海域の沿岸部には津軽暖流，沖合には親潮，さらにその南側を黒

潮が分布している。 

日本近海の海流模式図の一例として，永田（1981）の図を第 3.1－１

図に示す。 

黒潮は，太平洋沿岸に沿って北上し，常磐沖付近で東方へ向かってい

る。 

親潮は，北海道沖から三陸沖の方へ向かって南下した後，東方へ反転

して いる。津軽暖流は，津軽海峡を通過した後，おおむね下北半島の

太平洋沿 岸に沿って南下している。 

前面海域は，主に津軽暖流の影響を受けている海域である。 
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40ｋｍ，汀線から沖合方向約 10ｋｍまでの範囲の海域。以下「前面海

域」という。）の海域区分は，東北海区・三陸沖に属している。 

 この海域の沿岸部には津軽暖流，沖合には親潮，さらにその南側を黒潮

が分布している。 

 日本近海の海流模式図の一例として，永田（1981）の図を第 3.1－１図

に示す。 

 黒潮は，太平洋沿岸に沿って北上し，常磐沖付近で東方へ向かってい

る。 

親潮は，北海道沖から三陸沖の方へ向かって南下した後，東方へ反転し

ている。津軽暖流は，津軽海峡を通過した後，おおむね下北半島の太平洋

沿岸に沿って南下している。 

 前面海域は，主に津軽暖流の影響を受けている海域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.1.2 津軽暖流の季節変化 

津軽暖流の南下は，季節によって変動し，下北半島太平洋沿岸に接近

して南下する場合と東方へ張り出した後南下する場合とがある。この津

軽暖流の張り出しと南下の月別変動の一例として菱田（1987）の想定流

線を第 3.1－２図に示す。 

津軽暖流は，１月から５月にかけて東方への張り出しが小さく，下北

半島太平洋沿岸に接近して南下する。６月から７月にかけてやや張り出

しが拡大し中規模の張り出しとなり，８月から 11 月にかけて大規模な

張り出しとなる。11 月から 12 月にかけて東方への張り出しの形が崩

れ，沿岸に沿うようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 津軽暖流の季節変化 

 津軽暖流の南下は，季節によって変動し，下北半島太平洋沿岸に接近し

て南下する場合と東方へ張り出した後南下する場合とがある。この津軽暖

流の張り出しと南下の月別変動の一例として菱田（1987）の想定流線を第

3.1－２図に示す。 

 津軽暖流は，１月から５月にかけて東方への張り出しが小さく，下北

半島太平洋沿岸に接近して南下する。６月から７月にかけてやや張り出

しが拡大し中規模の張り出しとなり，８月から 11 月にかけて大規模な

張り出しとなる。11 月から 12 月にかけて東方への張り出しの形が崩

れ，沿岸に沿うようになる。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.2 前面海域における海象観測 

再処理施設の安全解析に使用する海象条件を決める際の資料を得るた

め，前面海域で昭和 61 年６月から１年間にわたり流向，流速，水温及

び塩分の観測を行った。 

以上の観測に使用した測器の種類，観測点及び観測期間を第 3.2－１

表及び第 3.2－２表に，観測点位置を第 3.2－１図及び第 3.2－２図に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 前面海域における海象観測 

 再処理施設の安全解析に使用する海象条件を決める際の資料を得るた

め，前面海域で昭和 61 年６月から１年間にわたり流向，流速，水温及び

塩分の観測を行った。 

 以上の観測に使用した測器の種類，観測点及び観測期間を第 3.2－１表

及び第 3.2－２表に，観測点位置を第 3.2－１図及び第 3.2－２図に示

す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.2.1 観測点の状況及び位置 

(１) 観測点の状況 

前面海域の汀線は，六ヶ所村泊から北側では岩礁地帯も見られる

が，南北に緩やかな弧を描いた単調な砂浜地帯が続いている。 

前面海域に流入する河川には，老部川，高瀬川等がある。 

敷地周辺の汽水湖には，尾駮沼及び小川原湖があり，小川原湖は

高瀬川及び高瀬川放水路により太平洋につながっている。また，む

つ小川原港が淡水湖である鷹架沼の東側に位置している。 

前面海域の海底勾配及び等深線の方向は，海洋放出口付近を境と

して南側と北側では違いが見られる。 

海底勾配は，南側では 10／1,000 程度から 20／1,000 程度であ

り，北側では 20／1,000 程度から 50／1,000 程度となっている。 

また，南側の等深線の方向は，水深約 50ｍ付近では北北西から南

南東，水深約 200ｍ付近でと西から東となり急に海岸線から離れる

傾向を示し ている。北側の等深線は，水深約 200ｍ付近までは海岸

線にほぼ平行である。 

(２) 観測点の位置 

流向及び流速の観測点は，第 3.2－１図に示すように海洋放出口を

中心に南方向及び北方向にそれぞれ約 20ｋｍ，汀線から沖合方向に約

10ｋｍの範囲で等深線に沿って 21 点配置した。 

このうち，海洋放出口（00 50)，その西側水深約 10ｍ（00 10)及び

東 側水深約 100ｍ(00 100)の計３点（以下「連続観測点」という。）

につ いては，１年間の連続観測を行い，この連続観測点の北側８点

（20Ｎ50，20Ｎ100，10Ｎ10，10Ｎ50，10Ｎ100，５Ｎ10，５Ｎ50 及び

５Ｎ100)，東側１点 (00 250) 及び南側９点（５Ｓ10，５Ｓ50，５Ｓ

100，10Ｓ100，15Ｓ10，15Ｓ50，15Ｓ70，20Ｓ30 及び 20Ｓ50）の観測

点（以下「期別観測点」という。）については，30 昼夜の観測を計４

回実施した。 

水温等の観測点は，第 3.2－２図に示すように海洋放出口を中心に

南方向及び北方向にそれぞれ約５ｋｍ，汀線から沖合方向に約 10ｋｍ

3.2.1 観測点の状況及び位置 

 (１) 観測点の状況 

 前面海域の汀線は，六ヶ所村泊から北側では岩礁地帯も見られるが，南

北に緩やかな弧を描いた単調な砂浜地帯が続いている。 

 前面海域に流入する河川には，老部川，高瀬川等がある。 

  敷地周辺の汽水湖には，尾駮沼及び小川原湖があり，小川原湖は高瀬川

及び高瀬川放水路により太平洋につながっている。また，むつ小川原港が

淡水湖である鷹架沼の東側に位置している。 

  前面海域の海底勾配及び等深線の方向は，海洋放出口付近を境として南

側と北側では違いが見られる。 

  海底勾配は，南側では 10／1,000 程度から 20／1,000 程度であり，北側

では 20／1,000 程度から 50／1,000 程度となっている。 

  また，南側の等深線の方向は，水深約 50ｍ付近では北北西から南南

東，水深約 200ｍ付近でと西から東となり急に海岸線から離れる傾向を示

している。北側の等深線は，水深約 200ｍ付近までは海岸線にほぼ平行で

ある。 

 (２) 観測点の位置 

 流向及び流速の観測点は，第 3.2－１図に示すように海洋放出口を中心

に南方向及び北方向にそれぞれ約 20ｋｍ，汀線から沖合方向に約 10ｋｍ

の範囲で等深線に沿って 21 点配置した。 

 このうち，海洋放出口（00 50)，その西側水深約 10ｍ（00 10)及び東

側水深約 100ｍ(00 100)の計３点（以下「連続観測点」という。）につい

ては，１年間の連続観測を行い，この連続観測点の北側８点（20Ｎ50，20

Ｎ100，10Ｎ10，10Ｎ50，10Ｎ100，５Ｎ10，５Ｎ50 及び５Ｎ100)，東側

１点 (00 250) 及び南側９点（５Ｓ10，５Ｓ50，５Ｓ100，10Ｓ100，15Ｓ

10，15Ｓ50，15Ｓ70，20Ｓ30 及び 20Ｓ50）の観測点（以下「期別観測

点」という。）については，30 昼夜の観測を計４回実施した。 

 

 水温等の観測点は，第 3.2－２図に示すように海洋放出口を中心に南方

向及び北方向にそれぞれ約５ｋｍ，汀線から沖合方向に約 10ｋｍの範囲

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

の範囲で等深線に沿って 10 点を設定した。 

このうち，海洋放出口（00 50)及びその西側水深約 10ｍ（00 10)の

計２点（以下「連続観測点」という。）については，１年間の連続観

測を行い，この連続観測点の北側３点（５Ｎ10，５Ｎ50 及び５Ｎ

200)，東側２点（00 100 及び 00 250) 及び南側３点（５Ｓ10，５Ｓ50

及び５Ｓ70）の観測点（以下「期別観測点」という。）については，

観測を計４回実施した。 

で等深線に沿って 10 点を設定した。 

  このうち，海洋放出口（00 50)及びその西側水深約 10ｍ（00 10)の計

２点（以下「連続観測点」という。）については，１年間の連続観測を行

い，この連続観測点の北側３点（５Ｎ10，５Ｎ50 及び５Ｎ200)，東側２

点（00 100 及び 00 250) 及び南側３点（５Ｓ10，５Ｓ50 及び５Ｓ70）の

観測点（以下「期別観測点」という。）については，観測を計４回実施し

た。 

変更なし 

添四－31



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.2.2 流向及び流速の観測結果 

3.2.2.1 流向及び流速 

(１)  連続観測 

連続観測点（00 50)における海面下５ｍ，海面下 15ｍ，海面下 25

ｍ，海面下 35ｍ及び海面下 45ｍの年間の流向出現頻度及び流速出現

頻度を第 3.2－３表及び第 3.2－４表に示す。 

各観測層における流向は，ほぼ等深線に沿った南向きの流れが卓

越し，南南東，南及び南南西の３方向を合わせた流れの出現頻度は

約 60％であ る。一方，北北西，北及び北北東の３方向を合わせた流

れの出現頻度は 約 20％である。 

また，流速は，30ｃｍ／ｓ未満であることが多く，その出現頻度

は約 80％～約 90％である。 

なお，連続観測では，10 分ごとの間隔で取得した流向・流速観測

値をベクトル平均した１時間平均値を使用した。 

(２)  期別観測 

期別観測点及び連続観測点における海面下５ｍの観測期ごとの流向

出現頻度を第 3.2－５表に，観測期ごとの流速出現頻度を第 3.2－６表

に示す。 

水深約 10ｍ線上の観測点(10Ｎ10，５Ｎ10，00 10，５Ｓ10 及び 15

Ｓ10)における海面下５ｍの流向は，各期ともむつ小川原港の南側の観

測点（５Ｓ10）で北向きの流れが多く見られるほかは，南向きと北向

きの出現頻度はほぼ同程度である。流速は，各期とも 20ｃｍ／ｓ未満

であることが多く，その出現頻度の平均は約 80％である。 

上記以外の水深約 50ｍ以深の観測点（20Ｎ50，20Ｎ100，10Ｎ50，

10Ｎ100，５Ｎ50，５Ｎ100，00 50，00 100，00 250，５Ｓ50，５Ｓ

100，10Ｓ100，15Ｓ50，15Ｓ70 及び 20Ｓ50)における海面下５ｍの流

向は，各期ともほぼ等深線に沿った流れが卓越し，南南東，南及び南

南西の３方 向を合わせた流れの出現頻度の平均は約 60％である。一

方，北北西，北 及び北北東の３方向を合わせた流れの出現頻度の平均

は，約 20％である。 

3.2.2 流向及び流速の観測結果 

3.2.2.1 流向及び流速 

 (１) 連続観測 

 連続観測点（00 50)における海面下５ｍ，海面下 15ｍ，海面下 25ｍ，

海面下 35ｍ及び海面下 45ｍの年間の流向出現頻度及び流速出現頻度を第

3.2－３表及び第 3.2－４表に示す。 

 各観測層における流向は，ほぼ等深線に沿った南向きの流れが卓越し，

南南東，南及び南南西の３方向を合わせた流れの出現頻度は約 60％であ

る。一方，北北西，北及び北北東の３方向を合わせた流れの出現頻度は約

20％である。 

  また，流速は，30ｃｍ／ｓ未満であることが多く，その出現頻度は約

80％～約 90％である。 

 なお，連続観測では，10 分ごとの間隔で取得した流向・流速観測値を

ベクトル平均した１時間平均値を使用した。 

 (２) 期別観測 

  期別観測点及び連続観測点における海面下５ｍの観測期ごとの流向出現

頻度を第 3.2－５表に，観測期ごとの流速出現頻度を第 3.2－６表に示

す。 

 水深約 10ｍ線上の観測点(10Ｎ10，５Ｎ10，00 10，５Ｓ10 及び 15Ｓ

10)における海面下５ｍの流向は，各期ともむつ小川原港の南側の観測点

（５Ｓ10）で北向きの流れが多く見られるほかは，南向きと北向きの出現

頻度はほぼ同程度である。流速は，各期とも 20ｃｍ／ｓ未満であること

が多く，その出現頻度の平均は約 80％である。 

  上記以外の水深約 50ｍ以深の観測点（20Ｎ50，20Ｎ100，10Ｎ50，10Ｎ

100，５Ｎ50，５Ｎ100，00 50，00 100，00 250，５Ｓ50，５Ｓ100，10Ｓ

100，15Ｓ50，15Ｓ70 及び 20Ｓ50)における海面下５ｍの流向は，各期と

もほぼ等深線に沿った流れが卓越し，南南東，南及び南南西の３方向を合

わせた流れの出現頻度の平均は約 60％である。一方，北北西，北及び北

北東の３方向を合わせた流れの出現頻度の平均は，約 20％である。 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添四－32



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

流速は，昭和 61 年６月４日から昭和 61 年７月３日までの観測（以

下「６ 月期観測」という。）及び昭和 61 年８月２日から昭和 61 年９

月１日まで の観測（以下「８月期観測」という。）で 10ｃｍ／ｓ～

40ｃｍ／ｓの出 現頻度が高く，その出現頻度の平均は約 60％である

が，水深約 50ｍ線上 の観測点及び水深約 100ｍ以深の観測点では，

40ｃｍ／ｓ以上の流速も 見られ，その出現頻度の平均はそれぞれ約

20％，約 40％である。 

昭和 61 年 10 月 31 日から昭和 61 年 11 月 29 日までの観測（以下

「11 月期観測」という。）及び昭和 62 年２月３日から昭和 62 年３月

４日までの観測（以下「２月期観測」という。）では，30ｃｍ／ｓ未

満の流速の出現頻度の平均は約 80％である。 

なお，期別観測では，10 分ごとの間隔で取得した流向・流速観測値

を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流速は，昭和 61 年６月４日から昭和 61 年７月３日までの観測（以下「６

月期観測」という。）及び昭和 61 年８月２日から昭和 61 年９月１日まで

の観測（以下「８月期観測」という。）で 10ｃｍ／ｓ～40ｃｍ／ｓの出

現頻度が高く，その出現頻度の平均は約 60％であるが，水深約 50ｍ線上

の観測点及び水深約 100ｍ以深の観測点では，40ｃｍ／ｓ以上の流速も見

られ，その出現頻度の平均はそれぞれ約 20％，約 40％である。 

 

  昭和 61 年 10 月 31 日から昭和 61 年 11 月 29 日までの観測（以下「11

月期観測」という。）及び昭和 62 年２月３日から昭和 62 年３月４日まで

の観測（以下「２月期観測」という。）では，30ｃｍ／ｓ未満の流速の出

現頻度の平均は約 80％である。 

 なお，期別観測では，10 分ごとの間隔で取得した流向・流速観測値を

使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.2.2.2 恒  流 

流向観測結果及び流速観測結果から移動平均により 24 時間以下の周

期成分を除去した移動平均流を恒流とした。 

この 24 時間移動平均流の真方位による南北方向の成分を「北方成

分」とし，このうち北方成分が北向きの流れを「北流」，北方成分が

南向きの流れを「南流」とした。また，真方位による東西方向の成分

を「東方成分」とし，このうち東方成分が東向きの流れを「東流」，

東方成分が西向きの流れを「西流」とした。 

(１)  出現頻度 

ａ．連続観測 

連続観測点（00 50)における海面下５ｍ，海面下 15ｍ，海面下 25

ｍ，海面下 35ｍ及び海面下 45ｍの年間の流向観測結果及び流速観測

結果から求めた 24 時間移動平均流の北方成分と東方成分の成分別流

速出現頻度を第 3.2－７表に示す。 

各観測層における 24 時間移動平均流速は，南流 35ｃｍ／ｓ未満か

ら北流 15ｃｍ／ｓ未満が多く見られ，その出現頻度は約 85～約 95％

である。 

ｂ．期別観測 

水深約 50ｍ線上の南端及び北端の期別観測点（20Ｓ50 及び 20Ｎ50）並び

に連続観測点(00 10，00 50 及び 00 100)における海面下５ｍの観測期ご

との流向観測結果及び流速観測結果から求めた 24 時間移動平均流の北方

成分及び東方成分の成分別流速出現頻度を第 3.2－８表に示す。 

水深約 10ｍ線上の観測点（00 10)における 24 時間移動平均流速は，各期

とも，南流 15ｃｍ／ｓ未満から北流５ｃｍ／ｓ未満が多く見られ，この

出現頻度は，６月期観測が約 90％，８月期，11 月期及び２月期観測が約

70％である。 

水深約 50ｍ線上の観測点（20Ｎ50，20Ｓ50 及び 00 50)における 24 時間

移動平均流速は，各期とも，南流 35ｃｍ／ｓ未満から北流 15ｃｍ／ｓ未

満が多く見られ，この出現頻度は，６月期観測が約 85％～約 95％，８月

期観測が約 55％～約 65％，11 月期及び２月期観測が約 90％～約 100％で

3.2.2.2 恒  流 

 流向観測結果及び流速観測結果から移動平均により 24 時間以下の周期

成分を除去した移動平均流を恒流とした。 

 この 24 時間移動平均流の真方位による南北方向の成分を「北方成分」

とし，このうち北方成分が北向きの流れを「北流」，北方成分が南向きの

流れを「南流」とした。また，真方位による東西方向の成分を「東方成

分」とし，このうち東方成分が東向きの流れを「東流」，東方成分が西向

きの流れを「西流」とした。 

 (１) 出現頻度 

 ａ．連続観測 

 連続観測点（00 50)における海面下５ｍ，海面下 15ｍ，海面下 25ｍ，

海面下 35ｍ及び海面下 45ｍの年間の流向観測結果及び流速観測結果から

求めた 24 時間移動平均流の北方成分と東方成分の成分別流速出現頻度を

第 3.2－７表に示す。 

 各観測層における 24 時間移動平均流速は，南流 35ｃｍ／ｓ未満から北

流 15ｃｍ／ｓ未満が多く見られ，その出現頻度は約 85～約 95％である。 

 

 ｂ．期別観測 

  水深約 50ｍ線上の南端及び北端の期別観測点（20Ｓ50 及び 20Ｎ50）並

びに連続観測点(00 10，00 50 及び 00 100)における海面下５ｍの観測期

ごとの流向観測結果及び流速観測結果から求めた 24 時間移動平均流の北

方成分及び東方成分の成分別流速出現頻度を第 3.2－８表に示す。 

 水深約 10ｍ線上の観測点（00 10)における 24 時間移動平均流速は，各

期とも，南流 15ｃｍ／ｓ未満から北流５ｃｍ／ｓ未満が多く見られ，こ

の出現頻度は，６月期観測が約 90％，８月期，11 月期及び２月期観測が

約 70％である。 

 水深約 50ｍ線上の観測点（20Ｎ50，20Ｓ50 及び 00 50)における 24 時

間移動平均流速は，各期とも，南流 35ｃｍ／ｓ未満から北流 15ｃｍ／ｓ

未満が多く見られ，この出現頻度は，６月期観測が約 85％～約 95％，８

月期観測が約 55％～約 65％，11 月期及び２月期観測が約 90％～約 100％

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

あるが，８月期観測においては, 南流が 35ｃｍ／ｓを超える頻度が約

25％～約 30％，北流が 15ｃｍ／ｓを超える頻度が約 10％～約 20％であ

り，他の観測期より流速が速くなる傾向が見られる。 

また，水深約 100ｍ線上の観測点(00 100)における 24 時間移動平均流

速は，各期とも，南流 35ｃｍ／ｓ未満から北流 15ｃｍ／ｓ未満が多く見

られ，この出現頻度は，６月期及び８月期観測が約 60％～約 70％，11 月

期及び２月期観測が約 85％～約 95％であるが，６月期観測においては，

南流が 35ｃｍ／ｓを超える頻度が約 30％，８月期観測においては，南流

が 35ｃｍ／ｓを超える頻度が約 25％，北流が 15ｃｍ／ｓを超える頻度が

約 15％であり，他の観測期より流速が速くなる傾向が見られる。 

(２) 継続時間 

ａ．連続観測 

連続観測点（00 50)における海面下５ｍ，海面下 15ｍ，海面下 25ｍ，海

面下 35ｍ及び海面下 45ｍの年間の 24 時間移動平均流から求めた北方成分

の継続時間とその平均流速の出現頻度を第 3.2－９表に示す。 

各観測層における南流の継続時間は，15 日以内であることが多く，その

流速は 25ｃｍ／ｓ未満が多い。 

北流の継続時間は， ほとんが４ 日以内であり， その流速は， 25ｃｍ

／ｓ未満がほとんどである。 

ｂ．期別観測 

水深約 50ｍ線上の南端及び北端の期別観測点（20Ｓ50 及び 20Ｎ50）並び

に連続観測点(00 10，00 50 及び 00 100) における海面下５ｍの観測期

ごとの 24 時間移動平均流から求めた北方成分の継続時間とその平均流速

の出現頻度を第 3.2－10 表に示す。 

水深約 10ｍ線上の観測点における海面下５ｍの南流の継続時間は，各 期

とも，10 日以内であり，その流速は 15ｃｍ／ｓ未満がほとんどである。 

 

北流の継続時間は，４日以内であり，その流速は 15ｃｍ／ｓ未満であ 

る。 

また，水深 50ｍ以深の観測点（20Ｎ50，20Ｓ50，00 50 及び 00 100)にお

であるが，８月期観測においては, 南流が 35ｃｍ／ｓを超える頻度が約

25％～約 30％，北流が 15ｃｍ／ｓを超える頻度が約 10％～約 20％であ

り，他の観測期より流速が速くなる傾向が見られる。 

 また，水深約 100ｍ線上の観測点(00 100)における 24 時間移動平均流

速は，各期とも，南流 35ｃｍ／ｓ未満から北流 15ｃｍ／ｓ未満が多く見

られ，この出現頻度は，６月期及び８月期観測が約 60％～約 70％，11 月

期及び２月期観測が約 85％～約 95％であるが，６月期観測においては，

南流が 35ｃｍ／ｓを超える頻度が約 30％，８月期観測においては，南流

が 35ｃｍ／ｓを超える頻度が約 25％，北流が 15ｃｍ／ｓを超える頻度が

約 15％であり，他の観測期より流速が速くなる傾向が見られる。 

 (２) 継続時間 

 ａ．連続観測 

 連続観測点（00 50)における海面下５ｍ，海面下 15ｍ，海面下 25ｍ，

海面下 35ｍ及び海面下 45ｍの年間の 24 時間移動平均流から求めた北方成

分の継続時間とその平均流速の出現頻度を第 3.2－９表に示す。 

  各観測層における南流の継続時間は，15 日以内であることが多く，そ

の流速は 25ｃｍ／ｓ未満が多い。 

  北流の継続時間は，ほとんが４日以内であり，その流速は，25ｃｍ／ｓ

未満がほとんどである。 

 ｂ．期別観測 

 水深約 50ｍ線上の南端及び北端の期別観測点（20Ｓ50 及び 20Ｎ50）並

びに連続観測点(00 10，00 50 及び 00 100) における海面下５ｍの観測

期ごとの 24 時間移動平均流から求めた北方成分の継続時間とその平均流

速の出現頻度を第 3.2－10 表に示す。 

  水深約 10ｍ線上の観測点における海面下５ｍの南流の継続時間は，各

期とも，10 日以内であり，その流速は 15ｃｍ／ｓ未満がほとんどであ

る。 

 北流の継続時間は，４日以内であり，その流速は 15ｃｍ／ｓ未満であ

る。 

  また，水深 50ｍ以深の観測点（20Ｎ50，20Ｓ50，00 50 及び 00 100)に

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ける海面下５ｍの南流の継続時間は，各期とも，10 日以内であることが

多く，その流速は，25ｃｍ／ｓ未満であることが多い。 

北流の継続時間は， ほとんどが４ 日以内であり， その流速は 15ｃｍ

／ｓ未満が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おける海面下５ｍの南流の継続時間は，各期とも，10 日以内であること

が多く，その流速は，25ｃｍ／ｓ未満であることが多い。 

  北流の継続時間は，ほとんどが４日以内であり，その流速は 15ｃｍ／

ｓ未満が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.2.2.3 拡散係数 

水深約 50ｍ線上の南端及び北端の期別観測点（20Ｓ50 及び 20Ｎ50）並び

に連続観測点 (00 10, 00 50 及び 00 100) における海面下５ｍの観測期

ごとの流向観測結果及び流速観測結果から 24 時間以上の周期成分を除去

したデータから自己相関係数を算出し，Ｇ.Ｉ.Ｔaylor の定理を用いて求

めた拡散係数を第 3.2－３図に示す。 

拡散係数は，ほぼ，北方成分で４×10４ｃｍ２／ｓ～５×10５ｃｍ２／ｓ，

東方成分で１×10４ｃｍ２／ｓ～２×10５ｃｍ２／ｓの範囲である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.3 拡散係数 

 水深約 50ｍ線上の南端及び北端の期別観測点（20Ｓ50 及び 20Ｎ50）並

びに連続観測点 (00 10, 00 50 及び 00 100) における海面下５ｍの観測

期ごとの流向観測結果及び流速観測結果から 24 時間以上の周期成分を除

去したデータから自己相関係数を算出し，Ｇ.Ｉ.Ｔaylor の定理を用いて

求めた拡散係数を第 3.2－３図に示す。 

 拡散係数は，ほぼ，北方成分で４×10４ｃｍ２／ｓ～５×10５ｃｍ２／

ｓ，東方成分で１×10４ｃｍ２／ｓ～２×10５ｃｍ２／ｓの範囲である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添四－37



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.2.2.4 流れの周期性 

水深約 50ｍ線上の南端及び北端の期別観測点(20Ｓ50 及び 20Ｎ50)並びに

連続観測点(00 10，00 50 及び 00 100) における海面下５ｍの観測期ご

との流向観測結果及び流速観測結果から直接自己相関係数を算出し，

Black-man－Tukey 法により求めたエネルギースペクトルを第 3.2－４図に

示す。 

北方成分は，大部分の観測点において日周期成分が見られるが，それ以上

の長周期成分のエネルギーも大きく，日周期成分を上回っている。 

また，東方成分は，各観測点において北方成分に比べ長周期成分のエネル

ギーは小さく，日周期成分も低い値となっている。 

これらのことから，前面海域における流れの周期性はおおむね微弱であ

る。 

 

 

3.2.2.4 流れの周期性 

 水深約 50ｍ線上の南端及び北端の期別観測点(20Ｓ50 及び 20Ｎ50)並び

に連続観測点(00 10，00 50 及び 00 100) における海面下５ｍの観測期

ごとの流向観測結果及び流速観測結果から直接自己相関係数を算出し，

Black-man－Tukey 法により求めたエネルギスペクトルを第 3.2－４図に示

す。 

 北方成分は，大部分の観測点において日周期成分が見られるが，それ以

上の長周期成分のエネルギも大きく，日周期成分を上回っている。 

 また，東方成分は，各観測点において北方成分に比べ長周期成分のエネ

ルギは小さく，日周期成分も低い値となっている。 

  これらのことから，前面海域における流れの周期性はおおむね微弱であ

る。 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続詞

等の統一） 

 

記載の適正化（用語・接続詞

等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.2.3 水温及び塩分の観測結果 

3.2.3.1 水 温 

(１) 連続観測 

連続観測点(00 50) における月平均水温の変化を第 3.2－11 表に示す。 

最も高い月平均水温は，９月に出現し，海面下 0.5ｍ，海面下５ｍ，海

面下 25ｍ及び海面下 45ｍでそれぞれ 20.5℃，20.4℃，19.9℃，19.1℃で

あり，最も低い月平均水温は，３月に出現し，海面下 0.5ｍ，海面下５

ｍ，海面下 25ｍ及び海面下 45ｍでそれぞれ 6.9℃， 6.9℃， 6.9℃，

6.8℃である。また，全観測層における年間の平均水温は 12.5℃である。

海面下 0.5ｍと海面下 45ｍの水温差が定常的に存在する月は，６月，７

月，８月及び９月であり，その平均は 1.9℃である。 

なお，連続観測では，30 分ごとの間隔で取得した観測値を使用した。 

(２) 期別観測 

期別観測点（５Ｎ10，５Ｎ50，５Ｎ200, 00 100，00 250，５Ｓ10，５

Ｓ50 及び５Ｓ70）及び連続観測点（00 50)における観測期ごとの水温観

測結果を第 3.2－12 表に示す。 

期別観測の水温分布は，6 月期観測が 8.7℃～11.8℃，８月期観測が

13.1℃～19.1℃，11 月期観測が 14.7℃～15.7℃及び２月期観測が 7.2℃

～ 7.9℃の間に分布している。 

６月期観測及び８月期観測では表層に比べ下層の水温が低く，11 月期観

測及び２月期観測ではほぼ一様な水温分布をしている。 

なお，期別観測では，観測期ごとに各１回取得した観測値を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 水温及び塩分の観測結果 

3.2.3.1 水 温 

 (１) 連続観測 

 連続観測点(00 50) における月平均水温の変化を第 3.2－11 表に示す。 

  最も高い月平均水温は，９月に出現し，海面下 0.5ｍ，海面下５ｍ，海

面下 25ｍ及び海面下 45ｍでそれぞれ 20.5℃，20.4℃，19.9℃，19.1℃で

あり，最も低い月平均水温は，３月に出現し，海面下 0.5ｍ，海面下５

ｍ，海面下 25ｍ及び海面下 45ｍでそれぞれ 6.9℃， 6.9℃， 6.9℃， 

6.8℃である。また，全観測層における年間の平均水温は 12.5℃である。 

  海面下 0.5ｍと海面下 45ｍの水温差が定常的に存在する月は，６月，

７月，８月及び９月であり，その平均は 1.9℃である。 

 なお，連続観測では，30 分ごとの間隔で取得した観測値を使用した。 

 (２) 期別観測 

 期別観測点（５Ｎ10，５Ｎ50，５Ｎ200,  00 100，00 250，５Ｓ10，５

Ｓ50 及び５Ｓ70）及び連続観測点（00 50)における観測期ごとの水温観

測結果を第 3.2－12 表に示す。 

  期別観測の水温分布は，6 月期観測が 8.7℃～11.8℃，８月期観測が

13.1℃～19.1℃，11 月期観測が 14.7℃～15.7℃及び２月期観測が 7.2℃

～ 7.9℃の間に分布している。 

 ６月期観測及び８月期観測では表層に比べ下層の水温が低く，11 月期

観測及び２月期観測ではほぼ一様な水温分布をしている。 

 なお，期別観測では，観測期ごとに各１回取得した観測値を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.2.3.2 塩  分 

(１) 連続観測 

連続観測点（00 50)における海面下５ｍ，海面下 25ｍ及び海面下 45ｍ 

の月平均塩分の変化を第 3.2－13 表に示す。 

最も低い月平均塩分は，８月に出現し，海面下５ｍにおける 33.4 であ

り，最も高い月平均塩分は，５月及び７月に出現し，海面下 45ｍにおけ

る 34.0 である。また，全観測層における年間の平均塩分は 33.8 である。

月平均塩分の海面下５ｍと海面下 45ｍの間で最も大きい差は，８月の 0.5

であり，大きな差は見られない。 

なお，連続観測では，10 分ごとの間隔で取得した観測値を使用した。 

(２) 期別観測 

期別観測点（５Ｎ10，５Ｎ50，５Ｎ200, 00 100，00 250，５Ｓ10， 

５Ｓ50 及び５Ｓ70）及び連続観測点（00 50)における観測期ごとの塩分

観測結果を第 3.2－12 表に示す。 

期別観測の塩分は，６月期観測，８月期観測，11 月期観測及び２月期 観

測について，それぞれ 32.93～34.23, 33.07～34.00, 33.57～33.81 及 び 

33.76～33.92 の間に分布しており，各層ともほぼ一様な分布である。 

なお，期別観測では，観測期ごとに各１回取得した観測値を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2 塩  分 

 (１) 連続観測 

 連続観測点（00 50)における海面下５ｍ，海面下 25ｍ及び海面下 45ｍ

の月平均塩分の変化を第 3.2－13 表に示す。 

  最も低い月平均塩分は，８月に出現し，海面下５ｍにおける 33.4 であ

り，最も高い月平均塩分は，５月及び７月に出現し，海面下 45ｍにおけ

る 34.0 である。また，全観測層における年間の平均塩分は 33.8 である。 

  月平均塩分の海面下５ｍと海面下 45ｍの間で最も大きい差は，８月の

0.5 であり，大きな差は見られない。 

 なお，連続観測では，10 分ごとの間隔で取得した観測値を使用した。 

 (２) 期別観測 

 期別観測点（５Ｎ10，５Ｎ50，５Ｎ200,  00 100，00 250，５Ｓ10，５

Ｓ50 及び５Ｓ70）及び連続観測点（00 50)における観測期ごとの塩分観

測結果を第 3.2－12 表に示す。 

 期別観測の塩分は，６月期観測，８月期観測，11 月期観測及び２月期

観測について，それぞれ 32.93～34.23, 33.07～34.00, 33.57～33.81 及

び 33.76～33.92 の間に分布しており，各層ともほぼ一様な分布である。 

 なお，期別観測では，観測期ごとに各１回取得した観測値を使用し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.2.4 観測期間の海象条件の代表性の検討 

前面海域において観測した昭和 61 年６月から昭和 62 年５月までの１年間

の海象資料により安全解析を行うにあたり，観測を行った１年間が長期間

の海象状態からみて特に異常な年であったかどうかの検討を行った。 

検討項目は，前面海域における海流の状況と関係が深いと考えられる水温

及び潮位の２項目とした。 

検討対象は，前面海域の周辺の官署で長期間の観測が行われている水産庁

東北区水産研究所八戸支所，気象庁宮古測候所及び浦河測候所における沿

岸水温並びに気象庁八戸検潮所，宮古検潮所及び海上保安庁浦河験潮所に

おける平均潮位とし，それぞれ 10 年間（昭和 51 年６月～昭和 61 年５

月）の資料で検定を行った。検定法は，不良標本の棄却検定に関するＦ分

布検定の手順に従った。 

検定を行った官署の位置を第 3.2－５図に示す。また，検定の結果を第

3.2－14 表に示す。 

これによると，判定は，各官署における沿岸水温及び平均潮位とも有意水

準５％で棄却された項目はなく，安全解析に使用する昭和 61 年６月から

昭和 62 年５月までの１年間の海象条件は，特に異常な年でないことを示

している。 

 

3.2.4 観測期間の海象条件の代表性の検討 

 前面海域において観測した昭和 61 年６月から昭和 62 年５月までの１年

間の海象資料により安全解析を行うにあたり，観測を行った１年間が長期

間の海象状態からみて特に異常な年であったかどうかの検討を行った。 

 検討項目は，前面海域における海流の状況と関係が深いと考えられる水

温及び潮位の２項目とした。 

 検討対象は，前面海域の周辺の官署で長期間の観測が行われている水産

庁東北区水産研究所八戸支所，気象庁宮古測候所及び浦河測候所における

沿岸水温並びに気象庁八戸検潮所，宮古検潮所及び海上保安庁浦河験潮所

における平均潮位とし，それぞれ 10 年間（昭和 51 年６月～昭和 61 年５

月）の資料で検定を行った。検定法は，不良標本の棄却検定に関するＦ分

布検定の手順に従った。 

 検定を行った官署の位置を第 3.2－５図に示す。また，検定の結果を第

3.2－14 表に示す。 

  これによると，判定は，各官署における沿岸水温及び平均潮位とも有意

水準５％で棄却された項目はなく，安全解析に使用する昭和 61 年６月か

ら昭和 62 年５月までの１年間の海象条件は，特に異常な年でないことを

示している。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.3  その他 

3.3.1  潮  位 

気象庁八戸検潮所における，昭和 57 年から昭和 61 年までの観測記録に

よる潮位は，下記のとおりである。 

なお，最高潮位及び最低潮位は，昭和 12 年から昭和 61 年までの記録によ

る。 

 

最 高 潮 位 （Ｈ.Ｈ.Ｗ.Ｌ） Ｔ.Ｍ.Ｓ.Ｌ＋2.95ｍ 

（昭和 35 年５月 24 日，チリ地震津波） 

朔望平均満潮位（Ｈ.Ｗ.Ｌ） Ｔ.Ｍ.Ｓ.Ｌ＋0.640ｍ 

平 均 潮 位 （Ｍ.Ｗ.Ｌ） Ｔ.Ｍ.Ｓ.Ｌ＋0.030ｍ 

朔望平均干潮位（Ｌ.Ｗ.Ｌ） Ｔ.Ｍ.Ｓ.Ｌ－0.817ｍ 

最 低 潮 位 （Ｌ.Ｌ.Ｗ.Ｌ） Ｔ.Ｍ.Ｓ.Ｌ－2.85ｍ 

（昭和 35 年５月 24 日，チリ地震津波） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  その他 

3.3.1  潮  位 

  気象庁八戸検潮所における，平成 19 年から平成 23 年までの観測記録

による潮位は
（１２）

，下記のとおりである。 

  ただし，最高潮位は
（１１）

，昭和 12 年から平成 23 年までの統計期間にお

けるもので，平滑値をもとに算出したものとなっている。 

 

  最 高 潮 位（Ｈ．Ｈ．Ｗ．Ｌ．）  Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ．＋1.82ｍ 

      （昭和 18 年 10 月３日，台風） 

  朔望平均満潮位（Ｈ．Ｗ．Ｌ．）    Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ．＋0.673ｍ 

  平 均 潮 位（Ｍ．Ｗ．Ｌ．）     Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ．＋0.050ｍ 

  朔望平均干潮位（Ｌ．Ｗ．Ｌ．）    Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ．－0.807ｍ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（気象条件の最

新化） 

 

記載の適正化（参考文献ひも

付けの適正化） 

記載の適正化（気象条件の最

新化） 

 

記載の適正化（気象条件の最

新化） 

 

 

 

記載の適正化（気象条件の最

新化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.3.2 底質調査 

3.3.2.1 調査内容 

前面海域の底質の状況を把握するため，昭和 61 年６月から昭和 62 年２月

までの間に調査時期を６月 12 日～６月 21 日，７月 30 日～８月３日，10

月 31 日～11 月３日及び２月７日～２月 10 日として４期にわたり底質調

査を実施した。 

調査点位置を第 3.3－１図に示す。 

(１) 調査点 

底質の調査点は，海洋放出口を中心として，南方及び北方にそれぞれ約

20ｋｍ，汀線から沖合方向に約４ｋｍの範囲で 10ｍ，30ｍ，50ｍ及び 70

ｍの等深線に沿って計 18 点を設定した。 

(２) 調査項目 

粒度組成 

強熱減量 

硫化物 

化学的酸素要求量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 底質調査 

3.3.2.1 調査内容 

 前面海域の底質の状況を把握するため，昭和 61 年６月から昭和 62 年２

月までの間に調査時期を６月 12 日～６月 21 日，７月 30 日～８月３日，

10 月 31 日～11 月３日及び２月７日～２月 10 日として４期にわたり底質

調査を実施した。 

 調査点位置を第 3.3－１図に示す。 

 (１) 調査点 

 底質の調査点は，海洋放出口を中心として，南方及び北方にそれぞれ約

20ｋｍ，汀線から沖合方向に約４ｋｍの範囲で 10ｍ，30ｍ，50ｍ及び 70

ｍの等深線に沿って計 18 点を設定した。 

 (２) 調査項目 

 粒度組成 

 強熱減量 

 硫化物 

 化学的酸素要求量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.3.2.2 調査結果 

調査時期及び調査結果を第 3.3－１表に示す。 

(１) 粒度組成 

全調査点の平均粒度組成は，年平均で礫 1.9％，粗砂 9.3％，中砂 

14.6％，細砂 71.5％及びシルト・粘土 2.7％で，細砂が主体であり，シ

ルト分が少ない。 

(２) 強熱減量，硫化物及び化学的酸素要求量 

全調査点の平均強熱減量，硫化物及び化学的酸素要求量は，年平均で 

それぞれ 1.5％，0.01ｍｇ／ｇ乾泥以下及び 0.7ｍｇ／ｇ乾泥であり， 

有機質の少ない底質である。 

 

3.3.2.2 調査結果 

  調査時期及び調査結果を第 3.3－１表に示す。 

 (１) 粒度組成 

 全調査点の平均粒度組成は，年平均で礫 1.9％，粗砂 9.3％，中砂

14.6％，細砂 71.5％及びシルト・粘土 2.7％で，細砂が主体であり，シ

ルト分が少ない。 

 (２) 強熱減量，硫化物及び化学的酸素要求量 

  全調査点の平均強熱減量，硫化物及び化学的酸素要求量は，年平均でそ

れぞれ 1.5％，0.01ｍｇ／ｇ乾泥以下及び 0.7ｍｇ／ｇ乾泥であり，有機

質の少ない底質である。 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5. 水 理 

5.1 陸 水 

敷地は，下北半島南部の太平洋側寄りの標高 60ｍ前後の台地に位置し，標

高約 55ｍに整地造成している。近傍河川としては，二又川があり，湖沼と

しては，尾駮沼及び鷹架沼がある。 二又川は，流域面積 26.9 ｋｍ２，

流路延長 10.5ｋｍの河川で，敷地北側の標高５ｍから標高１ｍの低地を敷

地境界に沿って西から東に向かって流れ，敷地北東の尾駮沼の西岸に注い

でいる。 

 

尾駮沼は，面積 3.60ｋｍ２，平均水深 1.8ｍの太平洋につながっている汽水

湖であり，鷹架沼は面積 5.89ｋｍ２，平均水深 2.4ｍの淡水湖で敷地南側に

位置し，東端で太平洋に注いでいる。 

敷地の地下水面は，主に第四紀中期更新世の高位段丘堆積層又は新第三紀

鮮新世～第四紀前期更新世の砂子又層内にあり，多少の変動はあるもの

の，敷地の台地中央付近で地表下２ｍから３ｍ程度にあり，周辺に向かっ

て低くなっている。また，地下水は専ら降水によってかん養されている。 

 

5. 水  理 

5.1 陸   水 

  敷地は，下北半島南部の太平洋側寄りの標高 60ｍ前後の台地に位置

し，標高約 55ｍに整地造成している。近傍河川としては，二又川があり，

湖沼としては，尾
お

駮
ぶち

沼及び鷹架
たかほこ

沼がある。ダムは，二又川，尾駮沼及び

鷹架沼に設置されておらず，建設中及び計画中のものもない
（４）

。二又川

は，流域面積 26.9ｋｍ
（１）

２，流路延長 10.5ｋｍ
（１）

の河川で，敷地北側の標高５

ｍから標高１ｍの低地を敷地境界に沿って西から東に向かって流れ，敷地

北東の尾駮沼の西岸に注いでいる。 

 尾駮沼は，面積 3.58ｋｍ
（ ２ ）

２，平均水深 1.8 ｍ
（１）

の太平洋につながっている

汽水湖であり，鷹架沼は面積 5.65ｋｍ
（ ２ ）

２，平均水深 2.4 ｍ
（１）

の淡水湖で敷地

南側に位置し，東端で太平洋に注いでいる。 

 敷地の地下水面は，主に第四紀中期更新世の高位段丘堆積層又は新第三

紀鮮新世～第四紀前期更新世の砂
すな

子
こ

又
また

層内にあり，多少の変動はあるもの

の，敷地の台地中央付近で地表下２ｍから３ｍ程度にあり，周辺に向かっ

て低くなっている。また，地下水は専ら降水によってかん養されている。 

 なお，地形及び表流水の状況から判断して，洪水により再処理施設が影

響を受けることはない。 

 

 

 

 

 

記載の適正化（水理の最新

化） 

 

 

 

記載の適正化（水理の最新

化） 

記載の適正化（水理の最新

化） 

 

 

 

記載の適正化（水理の最新

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.2 利水計画 

再処理施設で使用する淡水の日平均所要量は，約 1,000ｍ３／ｄと想定す

る。 

淡水は，二又川の河口から約 1.6ｋｍ上流に淡水取水設備（最大取水量

3,000ｍ３／ｄ)を設置して表流水を取水し，敷地内の貯水槽(容量約 10,000

ｍ３）に導水する。 

青森県の測水資料による二又川の渇水量は，過去 12 年間（昭和 50 年～

昭和 61 年）の最小が 0.22ｍ３／ｓ（19,000ｍ３／ｄ）となっている。 

測水点の上流において，むつ小川原石油備蓄株式会社が既に約 5,000 

ｍ３／ ｄの取水を行っているが， これに濃縮・埋設事業所（約 1,500ｍ３

／ｄ）及び再処理事業所（約 3,000ｍ３／ｄ) の取水を合わせても渇水量の

約半量であるので，再処理施設で使用する淡水の取水は十分可能である。 

 

5.2   利水計画 

 再処理施設で使用する淡水の日平均所要量は，約 1,000ｍ３／ｄと想定す

る。 

 淡水は，二又川の河口から約 1.6ｋｍ上流に淡水取水設備（最大取水量

3,000ｍ３／ｄ)を設置して表流水を取水し，敷地内の貯水槽(容量約 10,000

ｍ３）に導水する。 

 青森県の測水資料による二又川の渇水量は，過去 12 年間（昭和 50 年～

昭和 61 年）の最小が 0.22ｍ３／ｓ（19,000ｍ３／ｄ）となっている。 

 測水点の上流において，むつ小川原石油備蓄株式会社が既に約 5,000 

ｍ３／ｄの取水を行っているが，これに濃縮・埋設事業所（約 1,500ｍ３ 

／ｄ）及び再処理事業所（約 3,000ｍ３／ｄ) の取水を合わせても渇水量

の約半量であるので，再処理施設で使用する淡水の取水は十分可能であ

る。 

 

 

変更なし 

 

（３） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.3 参考文献一覧 

(１) むつ小川原開発第２次基本計画に係る環境影響評価報告書昭和 52 年

８月 青森県 

(２) 六ヶ所村統計書 昭和 61 年版昭和 62 年３月発行 

編集・発行 六ヶ所村企画課 

 

 

(３) 青森県上北土地改良事務所資料 

 

 

5.3 参考文献一覧 

 (１) 青森県．むつ小川原開発第 2次基本計画に係る環境影響評価報告

書．1977． 

 (２) 国土交通省国土地理院．“平成 25 年全国都道府県市区町村別面積 

調”．国土地理院ホームページ，2013-10-01． 

   http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201310/opening.htm， 

（参照 2015-03-23）． 

 (３) 青森県上北土地改良事務所資料． 

 (４) 青森県庁県土整備部河川砂防課．“青森県のダム”．青森県庁ホー 

ムページ，2015-03-03． 

http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/2008-0611-1813-624_ 

00.html，（参照 2015-03-23）． 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

7. 社会環境 

7.1 人口分布 

敷地は，青森県上北郡六ヶ所村のほぼ中央の標高 60ｍ前後の弥栄平と呼ば

れる台地に位置する。 

再処理施設を中心とする 100ｋｍ以内の昭和 60 年 10 月１日現在における

人口分布を第 7.1－１表に，30ｋｍ以内の方位別人口分布を第 7.1－１図に

示す。 

30ｋｍ以内の人口は約 85,800 人，10ｋｍ以内は約 6,000 人，５ｋｍ以内は

約 2,200 人である。 

また，再処理施設から 50ｋｍ以内にある市町村の位置を第 7.1－２図に，

同市町村とその人口及び市町村の中心部（市役所及び町村役場所在地）に

至る直線距離を第 7.1－２表に示す。 

なお，「7. 社会環境」で記述する再処理施設からの距離は，いずれも主排

気筒からのものを示す。 

 

 

7. 社会環境 

7.1 人口分布 

  敷地は，青森県上北郡六ヶ所村のほぼ中央の標高 60ｍ前後の 弥栄平
いやさかたい

と呼ばれる台地に位置する。 

 再処理施設を中心とする 100ｋｍ以内の平成 22 年 10 月１日現在におけ

る人口分布
（ １ ）

を第 7.1－１表に，30ｋｍ以内の方位別人口分布を第 7.1－１図

に示す。 

 30ｋｍ以内の人口は約 68,900 人，10ｋｍ以内は約 7,100 人，５ｋｍ以

内は約 4,100 人である。 

 また，再処理施設から 50ｋｍ以内にある市町村の位置を第 7.1－２図

に，同市町村とその人口
（ １ ）

及び市町村の中心部（市役所及び町村役場所在

地）に至る直線距離を第 7.1－２表に示す。 

 なお，「7. 社会環境」で記述する再処理施設からの距離は，いずれも

主排気筒からのものを示す。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（社会環境の最

新化） 

 

記載の適正化（社会環境の最

新化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

7.2 付近の集落及び公共施設 

再処理施設付近の集落としては，最も近い集落で再処理施設の北方向約

2.2ｋｍに富ノ沢（人口約 20 人) がある。また，３ｋｍ以内には２集落，

５ｋｍ以内には 12 集落があり，各集落までの距離及び人口を第 7.2－１

表に示す。 

学校，保育所等の公共施設としては，再処理施設から５ｋｍ以内に小学

校３，中学校２，保育所２，診療所１がある。学校，保育所及び医療機関

並びにその生徒数，保育児数及び病床数を第 7.2－２表に示す。 

 

再処理施設から５ｋｍ以内の集落，学校，保育所及び医療機関の位置を 

第 7.2－１図に示す。 

 

 

7.2 付近の集落及び公共施設 

  再処理施設付近の集落としては，最も近い集落で再処理施設の西方向

約1.4ｋｍに弥栄平
いやさかだいら

（人口約10 人
（２）

) がある。また，３ｋｍ以内には３

集落，５ｋｍ以内には14集落があり，各集落までの距離及び人口を第

7.2－１表に示す。 

 学校，保育所等の公共施設としては，再処理施設から５ｋｍ以内に小

学校１，中学校１，幼保連携型認定こども園１，医療機関１がある。
（２０）（２１）（２２）

学

校，認定こども園及び医療機関並びにその生徒数，園児数及び病床数を

第7.2－２表に示す。 

 再処理施設から５ｋｍ以内の集落，学校，認定こども園及び医療機関

の位置を第7.2－１図に示す。 

 

 

 

 

記載の適正化（社会環境の最

新化） 

 

記載の適正化（社会環境の最

新化） 

 

 

記載の適正化（社会環境の最
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

7.3 産業活動 

六ヶ所村の総面積は，約 253ｋ㎡であり，そのうち約 25％が雑種地，約

24％が山林，約 21％が耕地となっている。 

六ヶ所村の就業者数は，昭和 60 年の国勢調査報告によると約 4,700 人

で，そのうち農業が約 1,400 人で約 30％を占めて最も多く，次いで建設業

，サービス業，漁業の順となっている。六ヶ所村における就業者数を第

7.3－１表に示す。 

六ヶ所村の農業の状況を昭和 61 年の収穫量で見ると，飼料作物が約 

119,500ｔで最も多く，次いで野菜（やまのいもを含む。），いも類，

稲の順になっている。特産品として知られるやまのいもについては，

そのほとんどが出荷されている。六ヶ所村の畜産業の状況を昭和 61 年

の飼養頭羽数で見ると, 採卵鶏が約 7,500 羽で最も多く，次いで乳用

牛が約 5,000 頭となっている。 

六ヶ所村の海面漁業の状況を昭和 61 年の漁獲量で見ると，さけが約

1,400ｔで最も多く，次いで，するめいか，うにの順になっている。また

，再処理施設周辺の内水面漁業について見ると，漁業権が設定されている

河川，湖沼として六ヶ所村の老部川，高瀬川， 市柳沼，田面木沼及び六

ヶ所 村に隣接する上北町の小川原湖があり，これらの河川，湖沼ではわ

かさぎ，しらうお等の魚類及びしじみ等の貝類を採取しており，昭和 63

年漁業・養殖業生産統計年報によれば，小川原湖が約 4,700ｔで全体の約

91％を占め，次いで高瀬川が約７％となっている。 

 
なお，再処理施設の東方向のむつ小川原港の港湾区域（尾駮沼，鷹

架沼の一部を含む。）は，昭和 54年に漁業権が消滅され，昭和55年ま

でに漁業権以外の漁業に関する権利も放棄されている。ただし，尾駮

沼の一部及び港湾区域以外の鷹架沼では現在暫定的に漁業が認められ

ている。 

再処理施設近傍の二又川には漁業権は設定されていない。 

付近の主な工業等としては，敷地境界から西方向約 0.9ｋｍ離れた位置

にむつ小川原石油備蓄株式会社の石油備蓄基地がある。 

7.3 産業活動 

  六ヶ所村の総面積
（２）

は，約253ｋ㎡であり，そのうち20.4％が山林，

18.3％が雑種地，17.0％が原野，15.9％が耕地となっている。 

 六ヶ所村の就業者数
（１）

は，平成22年の国勢調査報告によると6,250人

で，そのうち製造業が1,374人で22.0％を占めて最も多く，次いで建設

業，サービス業，農業の順となっている。六ヶ所村における就業者数を

第7.3－１表に示す。 

 六ヶ所村の農業の状況
（４）（６）

を平成18年の収穫量で見ると，飼料作物が 

108,600ｔで最も多く，次いで野菜（やまのいも，ばれいしょを含

む。），稲の順になっている。特産品として知られるやまのいもについ

ては，そのほとんどが出荷されている。六ヶ所村の畜産業の状況
（７）

を平成

22年の飼養頭羽数で見ると，乳用牛が3,403頭で最も多く，次いで肉用

牛が3,131頭となっている。 

 六ヶ所村の海面漁業の状況
（10）

を平成25年の漁獲量で見ると，するめいか

が2,070ｔで最も多く，次いで，さけ，ぶりの順になっている。また，

再処理施設周辺の内水面漁業では，漁業権が設定されている河川，湖沼

として六ヶ所村の老部
おいっぺ

川，高瀬川， 市柳
いちやなぎ

沼，田
た

面
も

木
ぎ

沼及び六ヶ所村

に隣接する東北町の小川原湖がある。これらの河川，湖沼では，わかさ

ぎ，うぐい，おいかわ等の魚類及びしじみ等の貝類を採取しており，平

成24年漁業・養殖業生産統計年報
（12）

によれば，高瀬川で56ｔとなってい

る。 

 

 なお，再処理施設の東方向のむつ小川原港の港湾区域（尾
お

駮
ぶち

沼，

鷹架
たかほこ

沼の一部を含む。）は，昭和54年に漁業権が消滅され，昭和55年

までに漁業権以外の漁業に関する権利も放棄されている。ただし，尾駮

沼の一部及び港湾区域以外の鷹架沼では現在暫定的に漁業が認められて

いる。 

 再処理施設近傍の二又川には漁業権は設定されていない。 

 付近の主な工業としては，敷地境界から西方向約0.9ｋｍ離れた位置

にむつ小川原石油備蓄株式会社が操業を実施している独立行政法人石油
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記載の適正化（等の削除） 

記載の適正化（正式名称記
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

また，敷地の北側に隣接する当社濃縮・埋設事業所において，六ヶ所

ウラン濃縮工場及び六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターを操業し

ており，敷地内には，再処理事業所廃棄物管理施設を操業している。 

 

六ヶ所村及び青森県の農作物作付生産状況，飼養戸数及び飼養頭羽数

並びに海産物別漁獲量を第 7.3－２表，第 7.3－３表及び第 7.3－４表に

示し, 再処理施設周辺の河川・湖沼別魚種別漁獲量を第 7.3－５表に示す

。また, 再処理施設付近の土地利用状況を第 7.3－１図に，漁業権等状況

を第 7.3－２図に示す。 

天然ガス・金属鉱物資源機構のむつ小川原国家石油備蓄基地（以下「石

油備蓄基地」という。）がある。 

 また，敷地の北側に隣接する当社濃縮・埋設事業所において，六ヶ所

ウラン濃縮工場及び六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターを操業し

ており，敷地内には，再処理事業所廃棄物管理施設を操業し，ＭＯＸ燃

料加工施設を建設している。 

六ヶ所村及び青森県の農作物作付生産状況，飼養経営体数及び飼養頭

羽数並びに海産物別漁獲量を第7.3－２表，第7.3－３表及び第7.3－４

表に示し，再処理施設周辺の河川・湖沼別魚種別漁獲量を第7.3－５表

に示す。また，再処理施設付近の土地利用状況を第7.3－１図に，漁業

権等状況を第7.3－２図に示す。 

 

記載の適正化（正式名称記

載） 

 

記載の適正化（敷地の最新

化） 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

7.4 交通運輸 

再処理施設周辺の主要な道路としては，下田町から太平洋岸沿いに国道

338 号線，野辺地町から陸奥湾沿いに国道 279 号線がそれぞれ北上してむ

つ市に向かっている。また，東京都中央区から野辺地町を経て青森市に至

る国道４号線がある。なお，国道 338 号線は六ヶ所村大字沖付地点で分岐

し，敷地南側の境界に沿って東西に走っている。 

 

そのほか地方道として県道尾駮有戸停車場線（尾駮～室ノ久保～有戸）

，県道横浜六ヶ所線（吹越～二又～尾駮）及び県道東北横浜線（水喰～室

ノ久保～二又）がある。 

 
 

鉄道としては，上野を起点として三沢，野辺地を経て青森に至る東北本

線，野辺地を起点として陸奥横浜を経て大湊に至る大湊線，野辺地を起点

として七戸に至る南部縦貫鉄道線及び三沢を起点として十和田市に至る十

和田観光電鉄線がある。 

また，最寄りの港湾としては，再処理施設の東方向約５ｋｍに港湾法に

基づき重要港湾に指定（昭和 52 年９月）されたむつ小川原港があり，昭

和 61 年までに 2,000ｔ級の公共岸壁３バース及び平成２年までに 5,000ｔ

級の公共岸壁２バースが完成している。 

なお，むつ小川原港（鷹架地区）から当社事業所に至る運搬専用道路が

ある。 

航空関係としては，再処理施設の南方向約 28ｋｍ離れた位置に三沢空港

及び三沢基地があり，西方向約 10ｋｍ離れた位置の上空に「Ｖ－11」と

呼ばれる定期航空路がある。また，南方向約 10ｋｍ離れた位置には三沢

対地訓練区域があり，再処理施設の上空は三沢特別管制区に含まれている

。 

 

 

 

7.4 交通運輸 

  再処理施設周辺の主要な道路としては，おいらせ町から太平洋岸沿い

に国道338号線，野辺地町から陸奥湾沿いに国道279号線がそれぞれ北上

してむつ市に向かっている。また，東京都中央区から野辺地町を経て青

森市に至る国道４号線がある。むつ市から陸奥湾沿いに南下して七戸町

に至る，地域高規格道路である下北半島縦貫道路は，六ヶ所インターチ

ェンジ～野辺地インターチェンジ間で供用されている。 

そのほか地方道として県道尾駮有
あり

戸
と

停車場線（尾駮～室
むろ

ノ久
く

保
ぼ

～有

戸），県道横浜六ヶ所線（ 吹越
ふっこし

～二又～尾駮）及び県道東北横浜線

（水
みず

喰
はみ

～室ノ久保～二又）がある。 

なお，国道338号線は六ヶ所村鷹架地点で分岐し，その一方は敷地西

側の境界に沿って南北に走っている。 

 鉄道としては，東京を起点として八戸，七戸十和田を経て新青森に至

る東北新幹線，目時を起点として八戸，三沢，野辺地を経て青森に至る

青い森鉄道線，野辺地を起点として陸奥横浜を経て 大湊
おおみなと

に至る大湊線

がある。 

 また，最寄りの港湾
（１９）

としては，再処理施設の東方向約５ｋｍに港湾法

に基づき重要港湾に指定（昭和52年９月）されたむつ小川原港があり， 

2,000ｔ級の公共岸壁が７バース，15,000ｔ級岸壁が暫定5,000ｔ級で２

バース，50,000ｔ級岸壁が暫定2,000ｔ級で１バース供用されている。 

 なお，むつ小川原港（鷹架地区）から当社再処理事業所及び濃縮・埋

設事業所に至る運搬専用道路がある。 

 航空関係
（１３）

としては，再処理施設の南方向約28ｋｍ離れた位置に三沢空

港及び三沢基地がある。再処理施設周辺の航空路等として航空路，ＲＮ

ＡＶ経路及び直行経路があるが，再処理施設から最も近い航空路等とし

て，中心線が再処理施設の東方向約７ｋｍの上空を通っている直行経路

ＭＩＳＡＷＡ（ＭＩＳ）－ＣＨＩＴＯＳＥ（ＺＹＴ）があり，再処理施

設上空に当該直行経路が存在する。また，南方向約10ｋｍ離れた位置に

は三沢対地訓練区域があり，再処理施設の上空は三沢特別管制区に含ま

れている。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

三沢基地には米国空軍のＦ－16 が最も多く配備されており，次いで航空

自衛隊のＦ－４ＥＪ改，Ｆ－２が多い。三沢基地の航空機の配備状況を第

7.4－１表に示す。なお，航空自衛隊のＦ－１は，減耗を補充するため，

平成９年３月に２飛行隊のうち１飛行隊が双発のＦ－４ＥＪ改に更新され

た。また，残りの１飛行隊は，平成 12 年 10 月から順次，後継機であるＦ

－２に更新される。 

 

 

三沢対地訓練区域での訓練飛行回数は，平成 11 年 11 月から１年間にわ

たって当社が調査した結果では約２万４千回（昭和 61 年 12 月から１年間

及び昭和 63 年９月から６年間並びに平成７年 11 月から４年間の合計 11

年間にわたり当社が調査した結果では年平均約４万５千回）であり，その

うちＦ－１，Ｆ－16 及びＦ－４ＥＪ改で９割以上を占める。 

なお，三沢基地に配備されたＦ－２は，Ｆ－１の後継機であり三沢対地

訓練区域においてＦ－１と同様の訓練飛行を行うと考えられる。 

再処理施設は，三沢空港，三沢基地及び定期航空路から離れていること

，定期航空路の航空機は巡航状態であること，及び航空機は原則として原

子 力関係施設上空を飛行しないよう規制されることから，離着陸時の航

空機 及び民間航空機が施設に墜落する可能性は無視できる。 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機については，Ｆ－２配備後にあ

っても，施設は当区域から離れていること，航空機は原則として原子力関

係施設上空を飛行しないよう規制されること，さらに当区域での訓練飛行

形態及び故障時のパイロットの回避操作を考慮すると，航空機が施設に墜

落する可能性は極めて小さい。また，訓練飛行中の航空機の搭載物が，誤

落下しても，施設は当区域から離れていること等から，施設に到達する可

能性は無視できる。 

なお，周辺を飛行する航空機からの視認性向上のため灯火を設置する。 

再処理施設周辺の主要な道路，鉄道及び港湾を第 7.4－１図に，航空路

なお，航空機は原則として原子力関係施設上空を飛行しないよう規制

される。
（１３）（２３）

 

 三沢基地には米国空軍のＦ－16が最も多く配備されており，次いで航

空自衛隊のＦ－２が多い。三沢基地の航空機の配備状況
（１４）（１５）

を第7.4－１表

に示す。 

なお，航空自衛隊のＦ－１は，平成９年３月に２個飛行隊のうち第

８飛行隊が双発のＦ－４ＥＪ改に更新され，残りの第３飛行隊が，平

成13年５月に後継機であるＦ－２に更新された。平成20年４月から，

第８飛行隊におけるＦ－２の運用が開始され，平成21年３月にはＦ－４

ＥＪ改が退役となっている
（１４）

。 

三沢対地訓練区域での訓練飛行回数は，平成25年４月から１年間にわ

たって当社が調査した至近の結果では約２万回であり，そのうちＦ－16

及びＦ－２で９割以上を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，航空機からの視認性向上のため灯火を設置する。 

 再処理施設周辺の主要な道路，鉄道及び港湾を第7.4－１図に，航空
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

等を第 7.4－２図に示す。 

 

 

 

路等を第7.4－２図に示す。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

7.5 水の利用状況 

再処理施設付近における主な水の利用形態としては，生活用，農業用

及び工業用がある。 

生活用については，主に深井戸を水源とする尾駮地区簡易水道，千歳

地区簡易水道及び二又地区簡易水道の水が用いられている。 

農業用については，主に老部川，二又川，室ノ久保川及び戸鎖川の河

川の水が用いられているが，畜産用については，生活用と同様，主に簡

易水道の水が用いられている。 

工業用については，主に二又川の河川の水が用いられている。 

7.5 水の利用状況 

  再処理施設付近における主な水の利用形態としては，生活用，農業用

及び工業用がある。 

 生活用に
（１６）

ついては，主に深井戸を水源とする上水道の水が用いられて

いる。 

 農業用については，主に老部川，二又川，室ノ久保川及び戸鎖川の河

川の水が用いられているが，畜産用については，生活用と同様，主に上

水道の水が用いられている。 

 工業用については，主に二又川の河川の水が用いられている。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

7.6 開発計画 

再処理施設周辺における開発計画としては，青森県が昭和 50 年 12 月に

発表した「むつ小川原開発第２次基本計画」(以下「基本計画」という。

）がある。 

基本計画は，地域の主産業である農林水産業の振興を図ることを基本

に，六ヶ所村から三沢市に至る臨海部に大規模工業基地を建設し基幹型

工業の 導入を進め，その開発効果が地域社会全般に広く波及することを

期待しつ つ，住民福祉の向上を図るための地域総合開発として推進する

こととしている。 

基本計画によれば，むつ小川原工業開発地区の総面積は，約 5,280ｈ

ａで，その土地利用区分としては約 2,800ｈａを工業用地に，約 580ｈ

ａを港湾用地に，約 200ｈａを幹線道路用地に，約 1,700ｈａを緑地と

している。 

導入業種としては，石油精製，石油化学，火力発電，その他関連工

業が見込まれており，昭和 60 年４月には基本計画に原子燃料サイクル

施設の立地が織り込まれ，原子燃料サイクル事業関連企業をも含めて

多角的に企業立地を推進するものとしている。また，施設計画として

は，港湾計画，道路計画，新市街地計画等が挙げられている。 

 

開発の現況について見ると，むつ小川原港の整備が昭和 53 年度から着

手され，既に新納屋地区の作業船基地船溜が完成し，昭和 59 年度から東

防波堤の工事が本格的に進められている。現在第９次港湾整備５ヶ年計画

（平成８年度～平成 12 年度）により引き続き東防波堤，鷹架沼内港部の

岸壁等の整備が進められている。再処理施設の南西方向約９ｋｍ離れた位

置の六ヶ所村千歳地区には，既に新市街地が形成されている。当社の再処

理施設は，むつ小川原工業開発地区内の六ヶ所村の都市計画区域 (工業専

用地域）に位置する。 

むつ小川原工業基地構想図を第 7.6－１図に，六ヶ所都市計画図を第

7.6－２図に示す。 

 

7.6 開発計画 

  再処理施設周辺における至近の開発計画としては，青森県が平成19年

５月に策定し，平成19年６月に閣議了解を得た「新むつ小川原開発基本

計画」
（１７）

（以下「新基本計画」という。」がある。 

 新基本計画は，環境，エネルギ及び科学技術の分野における研究開発

機能の展開と成長産業等の立地展開を図るとともに，森と湖に囲まれ

た，アメニティあふれる新たな生活環境を整備し，多様な機能を併せ持

つ，世界に貢献する新たな「科学技術創造圏」の形成を進めることとし

ている。 

 新基本計画によれば，むつ小川原開発地区の総面積は，約5,180ｈａ

で，その土地利用区分としては約3,290ｈａを開発用地に，約210ｈａを

港湾，道路などに供する公共用地に，約1,680ｈａを環境保全などのた

めの緑地としている。 

開発用地の土地利用については，環境，エネルギ及び科学技術分野にお

ける研究開発機能の展開エリアとなる研究開発機能展開エリア，成長産

業や大規模な土地利用を必要とする産業の立地展開エリアとなる産業立

地展開エリア，生活環境の整備エリアとなる生活環境整備エリアの土地

利用エリアが想定されている。 

 

 開発の現況について見ると，研究開発機能展開エリアには核融合関連

施設が立地し，産業立地展開エリアには石油備蓄基地，原子燃料サイク

ル施設，風力発電施設などが立地している。生活環境整備エリアには，

立地企業の社宅，商業施設，文化施設などが立地し，市街地が形成され

ている。再処理施設は，六ヶ所村の都市計画区域 (工業専用地域）
（１８）

に位

置する。 

 

 

 むつ小川原開発地区の土地利用想定図を第7.6－１図に，六ヶ所都市

計画図を第7.6－２図に示す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 竜  巻 

  基準竜巻及び設計竜巻の設定は「原子力発電所の竜巻影響評価ガイ

ド」（平成25年６月19日 原規技発第13061911号 原子力規制委員会決

定）（以下「竜巻ガイド」という。）を参考に実施する。 

 基準竜巻及び設計竜巻の設定は，竜巻検討地域の設定，基準竜巻の最

大風速の設定及び設計竜巻の最大風速の設定の流れで実施する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 竜巻検討地域の設定 

  竜巻検討地域は，竜巻ガイドを参考に再処理施設が立地する地域，気

象条件の類似性の観点から検討し設定する。 

 (１) 再処理施設が立地する地域の気候 

   再処理施設が立地する地域は，竜飛岬から奥羽山脈の分水嶺より東

側にあり，その地域の気候は，日本海側の気候と太平洋側の気候の両

面の特徴を合わせもっている。東北地方を気温，降水及び風により詳

細に区分した気候区分を第10.1－１図に示す。
（ １ ）

これによると，再処理

施設が立地する地域は，区分Ⅲ（青森県北部及び東部地域）のうち区

分Ⅲｂ（太平洋側にあるが冬は日本海側の気候型でやませの影響が強

い）に属している。 

 (２) 再処理施設が立地する地域の竜巻発生の観点での特徴 

   第10.1－２図に示すとおり，再処理施設が立地する地域周辺におい

ては，もともと竜巻の発生数は少なく，独立行政法人原子力安全基盤

機構が東京工芸大学に委託した研究の成果
（ ２ ）

（以下「東京工芸大学委託

成果」という。）で示されている，全国19個の竜巻集中地域からも離

れている。 

竜巻発生時の総観場は，東京工芸大学委託成果
（ ２ ）

を参考に，気象庁

「竜巻等の突風データベース」の総観場を，竜巻を発生させる親雲の

発生要因を考慮して，７種に再編した総観場を用い，竜巻の発生要因

別の地域分布の特徴を把握した。竜巻の発生要因別地域分布を第10.1

－３図に，その特徴を第10.1－１表に示す。 

立地地域周辺における竜巻の発生状況は，日本海側や，茨城県以西

の太平洋側における発生状況とも特徴が異なり，日本海側に特徴的な

寒候期の竜巻の発生はほとんどなく，暖候期に竜巻が発生している。

また，茨城県以西の太平洋側で特徴的な台風起源の竜巻の発生はな

く，太平洋海岸付近及び海上での竜巻の発生はほとんどない。 

 (３) 竜巻検討地域 

竜巻検討地域の設定は，竜巻ガイドを参考に，再処理施設が立地す

る地域の気候及び竜巻発生の観点での特徴を踏まえて実施する。当該

新規制基準の第９条要求に
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域はもともと竜巻の発生数が少ないため，以下のａ．～ｄ．に示す

条件を考慮して，青森県から岩手県の太平洋側（竜飛岬から御崎岬）

及び北海道地方の南側（白神岬から襟裳岬）の海岸線に沿った海側５

ｋｍ及び陸側10ｋｍの範囲を竜巻検討地域に設定する（面積約18,000

ｋｍ２）。第10.1－４図に竜巻検討地域を示す。 

ａ．立地地域の気候及び竜巻発生の観点での特徴を踏まえ，青森県（竜

飛岬より太平洋側）から岩手県を基本とする。 

ｂ．ＩＡＥＡの基準
（１２）

を参考に，再処理施設を中心とする10万ｋｍ２（半径

約180ｋｍ）の範囲を目安とし，その範囲に掛かる北海道南西部は，

立地地域と同じ太平洋側に面していることを考慮して，竜巻検討地域

に含める。 

ｃ．竜巻検討地域は，分水嶺及び関口武による気候区分
（ ３ ）

（1959）を参考

に設定する。 

ｄ．再処理施設が海岸線から約５ｋｍの位置に立地していること及び竜

巻の発生がほとんど海岸線付近であることから，海岸線に沿った海側

５ｋｍ及び陸側10ｋｍの範囲を考える。 

ここで，設定した竜巻検討地域の妥当性を確認するために，竜巻検

討地域における竜巻の発生要因の出現比率と，日本海側及び太平洋側

における出現比率とを比較した結果を第10.1－５図に示す。竜巻検討

地域における竜巻の発生要因の出現比率は，日本海側及び太平洋側の

出現比率とも傾向が異なっていることが確認できる。 

また，藤田スケール３以上の竜巻の発生しやすさの地域性の検討と

して，「突風関連指数」による解析を行う。突風関連指数として，積

乱雲を発生させる上昇流の強さの目安であるＣＡＰＥ（Ｃｏｎｖｅｃ

－ｔｉｖｅ Ａｖａｉｌａｂｌｅ Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ Ｅｎｅｒｇｙ：

対流有効位置エネルギ）
（ ５ ）

及び積乱雲がスーパーセルに発達しやすいか

どうかの指標となるＳＲｅＨ（Ｓｔｏｒｍ Ｒｅｌａｔｉｖｅ Ｈｅｌ

－ｉｃｉｔｙ：ストームの動きに相対的なヘリシティ）
（ ４ ）

を算出する。 

これらの指数は，竜巻発生の環境場との関連付けで，国内外で広く

利用され知見が蓄積されている。ＣＡＰＥの概念を第10.1－６図に，
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＲｅＨの概念を第10.1－７図に示す。 

                                  

 

 (ａ) 

 

 

 (ｂ) 

 

 

   ここで，式(ａ)のｇは重力加速度，θはストーム周囲の温位，θ'

は下層の空気塊を上空に持ち上げた際の温位であり，ｄｚは鉛直方向

の層厚である。ＬＦＣは自由対流高度，ＥＬは平衡高度である。式

(ｂ)のＶは水平風速ベクトル，ωは鉛直シアに伴う水平渦度，Ｃはス

トームの移動速度である。 

各指数の計算は，ヨーロッパ中期予報センター（ＥＣＭＷＦ）の再

解析データ ＥＣＭＷＦ－Ｉｎｔｅｒｉｍ（1989年以降：水平分解能約

70ｋｍ）及びＥＲＡ40（1989年まで：水平分解能約250ｋｍ）を基に，

水平分解能５ｋｍ，時間分解能１時間に解析した気象データセット
（ ６ ）

を

用いて，1961年～2010年までの50年間について行い，それに基づいて

両指数が同時に閾値を超過する頻度を計算する。同時超過頻度の算出

に当たっては，竜巻発生時には少なからず降水がもたらされるため，

降水量の閾値（４ｍｍ／ｈ）を設定する。また，ＣＡＰＥは降水過程

により安定化し小さくなり得るため，周辺のＣＡＰＥの大きな空気塊

が当該メッシュに向かって流入することを考慮した方法
（ ７ ）

を参考に，当

該メッシュの風上側半径25ｋｍの扇状範囲内のＣＡＰＥの最大値を算

出する。 

ＣＡＰＥについては，緯度及び季節で絶対値が大きく変動するた

め，暖候期（５月～10月）及び寒候期（11月～４月）に分けて，それ

ぞれ閾値を設定する。藤田スケール３以上の竜巻が発生し得る環境場

として以下の閾値を用いる。 
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よる変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' ( ) ( )CAPE
( )

EL

LFC

z zg dz
z

 



 

3

SReH (   
km

dz  V C) ω
高度

地上

・

添四－62



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   [暖候期（５月～10月）] 

    ＣＡＰＥ：1,200Ｊ／ｋｇ， ＳＲｅＨ：350ｍ２／ｓ２ 

   [寒候期（11月～４月）] 

    ＣＡＰＥ： 500 Ｊ／ｋｇ， ＳＲｅＨ：350ｍ２／ｓ２ 

暖候期及び寒候期に対する同時超過頻度分布の算出結果を第10.1－

８図に示す。暖候期においては，太平洋側及び東シナ海から対馬海峡

にかけては比較的大きな値となっている。また，沿岸域では，茨城県

東海岸から西の本州太平洋側，九州太平洋側及び東シナ海側で高く，

特に宮崎平野沿岸では大きい値となっている。それに比べて，日本海

側及び茨城県以北の太平洋側の値は１～２桁以上小さな値であり，藤

田スケール３規模の竜巻の発生が未だ確認されていないことと対応し

ている。 

本手法による解析により，藤田スケール３以上の竜巻の発生しやす

さの地域性を特定でき，竜巻検討地域において藤田スケール３以上の

竜巻は極めて発生し難いといえる。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 基準竜巻の最大風速の設定 

  基準竜巻の最大風速は，竜巻ガイドを参考に，過去に発生した竜巻に

よる最大風速（ＶＢ１）及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風

速（ＶＢ２）のうち，大きな風速を設定する。 

 (１) 過去に発生した竜巻による最大風速（ＶＢ１） 

   過去に発生した竜巻による最大風速（ＶＢ１）の設定に当たって

は，日本で過去（1961年～2013年12月）に発生した最大の竜巻は藤田

スケール３であり，藤田スケール３における風速は70ｍ／ｓ～92ｍ／

ｓであることから，その最大風速を基にＶＢ１を92ｍ／ｓとする。第

10.2－１表に日本で過去に発生した藤田スケール３の竜巻の一覧を示

す。 

 (２) 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（ＶＢ２） 

   竜巻最大風速のハザード曲線は，竜巻ガイドを参考とした既往の算

定方法に基づき，具体的には，東京工芸大学委託成果
（ ２ ）

を参考に算定す

る。本評価は，竜巻データの分析，竜巻風速，被害幅及び被害長さの

確率密度分布の算定，相関係数の算定並びにハザード曲線の算定によ

って構成される。 

 ａ．竜巻の発生頻度の分析 

気象庁「竜巻等の突風データベース」に掲載されている竜巻年別発

生確認数（第10.2－１図）を基に，竜巻検討地域（海岸線から陸側に

10ｋｍ，海側に５ｋｍの計15ｋｍ幅の範囲）における1961年～2013年

12月までの53年間の統計量を藤田スケール別に算出する。また，観測

体制の変遷による観測データ品質のばらつきを踏まえ，以下の(ａ)～(ｃ)

の基本的な考え方に基づいて整理を行う。 

 (ａ) 被害が小さくて見過ごされやすい藤田スケール０及び藤田スケー

ル不明の竜巻に対しては，観測体制が強化された2007年以降の年間

発生数や標準偏差を用いる。 

 (ｂ) 被害が比較的軽微な藤田スケール１竜巻に対しては，観測体制が

整備された1991年以降の年間発生数や標準偏差を用いる。 

 (ｃ) 被害が比較的大きく見逃されることがないと考えられる藤田スケ
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ール２及び藤田スケール３竜巻に対しては，観測記録が整備された

1961年以降の全期間の年間発生数や標準偏差を用いる。 

また，藤田スケール不明の竜巻については，以下の取扱いを行う。 

陸上で発生した竜巻及び海上で発生して陸上へ移動した竜巻につい

ては，被害があって初めてその藤田スケールが推定されるため，陸上

での藤田スケール不明の竜巻は，被害が少ない藤田スケール０竜巻と

みなす。 

一方，海上で発生しその後上陸しなかった竜巻については，その竜

巻の藤田スケールを推定することは困難であることから，「沿岸部近

傍での竜巻の発生特性は，陸上と海上とで類似している」という仮定

に基づいて各藤田スケールに分類する。 

以上を踏まえて，第10.2－２表のとおり，観測データから53年間の

推定データを評価する。 

竜巻は気象事象の中でも極めて稀に発生する事象であり，発生数の

変動（標準偏差）が大きい分布となり，東京工芸大学委託成果
（ ２ ）

にポリ

ヤ分布への適合性が良いことが示されている。以上より，ハザード曲

線の評価に当たって使用する竜巻の年発生数の確率分布は，第10.2－

２図に示すとおりポリヤ分布を採用する。 

ｂ．竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率密度分布並びに相関係数 

竜巻検討地域における53年間の竜巻の発生数，被害幅及び被害長さ

を基に，確率密度分布については竜巻ガイド及び竜巻ガイドが参考と

している東京工芸大学委託成果
（ ２ ）

を参考に，第10.2－３図～第10.2－５

図に示すとおり対数正規分布に従うものとする。 

また，53年間の推定データの作成に伴う被害幅又は被害長さの情報

がない竜巻には，被害幅又は被害長さを有する竜巻の観測値を与え

る。その際は，被害幅又は被害長さが長いほうから優先的に用いるこ

とで，被害幅又は被害長さの平均値が大きくなるように評価を行う。 

さらに，1961年以降の観測データのみを用いて，第10.2－３表に示

すとおり竜巻風速，被害幅及び被害長さについて相関係数を求める。 

ｃ．竜巻影響エリアの設定 

新規制基準の第９条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添四－65



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再処理施設においては設計対処施設が再処理事業所内に分散してい

るため，それぞれの設計対処施設を包含する円を設置面積とみなし，

これらの設置面積の合計値と等価な面積の円を第10.2－６図に示すと

おり竜巻影響エリアとして設定する。 

なお，竜巻影響エリアを円形とするため，竜巻の移動方向には依存

性は生じない。 

ｄ．ハザード曲線の算定 

Ｔ年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ，竜巻風速がＶ０以上と

なる確率を求め，ハザード曲線を求める。 

前述のとおり，竜巻の年発生数の確率分布としてポリヤ分布の適合

性が高い。ポリヤ分布は式（ａ）で示される（Ｗｅｎ ａｎｄ Ｃ

ｈｕ
（ ８ ）

）。 

   




 
1

1

/1  11
!
)()(

N

k

N
N

T kT
N
TNP    （ａ） 

ここで，Ｎは竜巻の年発生数，νは竜巻の年平均発生数，Ｔは年数

である。βは分布パラメータであり，式（ｂ）で示される。 


 11

2









  （ｂ） 

ここで，σは竜巻の年発生数の標準偏差である。 

Ｄを竜巻影響評価の対象構造物が風速Ｖ０以上の竜巻に遭遇する事

象と定義し，対象構造物が１つの竜巻に遭遇し，その竜巻の風速がＶ

０以上となる確率をＲ（Ｖ０）としたとき，Ｔ年以内にいずれかの竜巻

に遭遇し，かつ，竜巻風速がＶ０以上となる確率は式（ｃ）で示され

る。 

   /1 
0 , )(11)(

0

 TVRDP TV  （ｃ） 

このＲ（Ｖ０）は，竜巻影響評価の対象地域の面積をＡ０（すなわ

ち，竜巻検討地域の面積約1.8×10４ｋｍ２），１つの竜巻の風速がＶ０

以上となる面積をＤＡ（Ｖ０）とすると式（ｄ）で示される。 

 
 

0

0
0

)()(
A

VDAEVR   （ｄ） 

ここで，Ｅ[ＤＡ（Ｖ０）]はＤＡ（Ｖ０）の期待値を意味する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本評価では，以下のようにしてＤＡ（Ｖ０）の期待値を算出し，式

（ｄ）によりＲ（Ｖ０）を推定して，式（ｃ）により
0 , ( )V TP D を求め

る。風速をＶ，被害幅をｗ，被害長さをｌ，移動方向をαとし，同時

確率密度関数を用いると，ＤＡ（Ｖ０）の期待値は式（ｅ）で示され

る（Ｇａｒｓｏｎ ｅｔ ａｌ
（ ９ ）

．）。 
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 （ｅ） 

ここで，Ｈ（α）及びＧ（α）はそれぞれ，竜巻の被害長さ及び被

害幅方向に沿った面に対象構造物を投影したときの長さである。竜巻

影響エリアを円形で設定しているため，Ｈ（α），Ｇ（α）ともに竜

巻影響エリアの直径560ｍで一定となる（竜巻の移動方向に依存しな

い）。Ｓは竜巻影響エリアの面積（直径560ｍの円の面積：約2.5×10

５ｍ２）を表す。竜巻影響エリアの直径をＤ０とした場合の計算式は式

（ｆ）で示される。 
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 （ｆ） 

風速の積分範囲の上限値は，ハザード曲線の形状が不自然にならな

い程度に大きな値として120ｍ／ｓに設定する。 

また，Ｗ（Ｖ０）は，竜巻の被害幅のうち風速がＶ０を超える部分の

幅であり，式（ｇ）で示される。この式により，被害幅内の風速分布

新規制基準の第９条要求に
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に応じて被害様相に分布がある（被害幅の端ほど風速が小さくなる）

ことが考慮されている（Ｇａｒｓｏｎ ｅｔ ａｌ
（ ９ ） （ １ ０ ）

.）。 

w
V

V
VW

6.1/1

0

min
0 )( 








  （ｇ） 

ここで，係数の1.6について，既往の研究では例えば0.5や1.0などの

値も提案されている。竜巻ガイドが参考としている文献（Ｇａｒｓ－

ｏｎ ｅｔ ａ l
（１０）

.）では，観測値が不十分であるため，より厳しい評価

となるよう1.6を用いることが推奨されており，本検討でも1.6を用い

る。また，再処理施設の竜巻影響評価では，ランキン渦モデルによる

竜巻風速分布に基づいて設計竜巻の特性値を設定する。ランキン渦モ

デルは高さ方向によって風速及び気圧が変化しないため，地表から上

空まで式（ｇ）を適用できる。なお，式（ｇ）において係数を1.0とし

た場合がランキン渦モデルに該当する。 

また，Ｖｍｉｎは，ｇａｌｅ ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ ｖｅｌｏｃｉｔｙ

と呼ばれ，被害が発生し始める風速に位置付けられる。米国気象局Ｎ

ＷＳ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｗｅａｔｈｅｒ Ｓｅｒｖｉｃｅ）では，ｇ

ａｌｅ ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ ｖｅｌｏｃｉｔｙは34～47ノット（17.5

～24.2ｍ／ｓ）とされている。また，気象庁が使用している風力階級

では，風力８は疾強風（ｇａｌｅ：17.2～20.7ｍ／ｓ），風力９は大

強風（ｓｔｒｏｎｇ ｇａｌｅ：20.8～24.4ｍ／ｓ）と分類されてお

り，風力９では「屋根瓦が飛ぶ。人家に被害が出始める。」とされて

いる。以上を参考に，本評価においては，Ｖｍｉｎ＝25ｍ／ｓとする。

なお，この値は藤田スケール０（17～32ｍ／ｓ）のほぼ中央値に相当

する。 

以上より，竜巻検討地域を対象に算定したハザード曲線を第10.2－

７図に示す。 

ｅ．竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（ＶＢ２） 

竜巻最大風速のハザード曲線により設定する最大風速ＶＢ２は，竜巻

ガイドを参考に年超過確率10－５に相当する風速とし，49ｍ／ｓとす

る。 

新規制基準の第９条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｆ．１ｋｍ範囲ごとの評価（参考評価） 

竜巻検討地域を海岸線に沿って１ｋｍ範囲ごとに細分化した短冊状

の範囲を対象にハザード曲線を求める。評価の条件として，発生数

は，短冊状の範囲を通過した竜巻もカウントしている。被害幅及び被

害長さは，それぞれ１ｋｍ範囲内の被害幅及び被害長さを用いる。以

上に基づいて，竜巻検討地域の評価と同様の方法で算定したハザード

曲線を第10.2－８図に示す。これより，年超過確率10－５に相当する風

速を求めると，海岸線から陸側１ｋｍを対象とした場合の65ｍ／ｓが

最大となる。ただし，再処理施設は海岸線から陸側１ｋｍの範囲にな

いため，本評価は参考とする。 

 (３) 基準竜巻の最大風速 

過去に発生した竜巻による最大風速ＶＢ１＝92ｍ／ｓ及び竜巻最大風

速のハザード曲線による最大風速ＶＢ２＝49ｍ／ｓより，再処理施設に

おける基準竜巻の最大風速ＶＢは92ｍ／ｓとする。風速92ｍ／ｓに相

当する年超過確率は，ハザード曲線より5.2×10－８である。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 10.3 設計竜巻の最大風速の設定 

  再処理施設が立地する地域の特性を考慮して，基準竜巻の最大風速の

割り増しを検討し，設計竜巻の最大風速を設定する。 

再処理施設では，敷地が平坦であり，竜巻の増幅を考慮する必要のあ

る地形は
（１４）（１５）

ないと考えられるため，基準竜巻の最大風速に対する割り増し

は行わず，設計竜巻の最大風速は92ｍ／ｓとなるが，竜巻に対する設計

に当たっては，蓄積されている知見の少なさといった不確定要素を考慮

し，将来の竜巻発生に関する不確実性を踏まえ，基準竜巻の最大風速を

安全側に切り上げて，設計竜巻の最大風速を100ｍ／ｓとする。風速100

ｍ／ｓに相当する年超過確率は，ハザード曲線より1.86×10－８である。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4 参考文献一覧 

 (１) 日本地誌研究所．日本地誌 第 3巻：東北地方総論：青森県・岩手

県・秋田県，1975-01． 

 (２) 東京工芸大学．平成 21～22 年度原子力安全基盤調査研究（平成 22

年度）：竜巻による原子力施設への影響に関する調査研究．2011-

02． 

 (３) 関口武．“日本の気候区分”．東京教育大学地理学研究報告．東

京教育大学理学部地理学教室，1959-03． 

 (４) Davis-Jones, R．P．， D. Burgess, and M. Foster． “Test of  

helicity as a tornado forecast parameter”． 16th Conf． on 

Severe Local Storms, Kananaskis Park, AB., Canada, Amer. 

Meteor. Soc．，1990.  

 (５) M．W．Moncrieff and M. J. Miller．“The dynamics and 

simulation of tropical cumulonimbus and squall lines”．

Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 1976-

04, Vol.102, Issue 432. 

 (６) 橋本篤, 平口博丸, 豊田康嗣，中屋耕．温暖化に伴う日本の気候変

化予測（その１）:気象予測・解析システムNuWFASの長期気候予測

への適用性評価．電力中央研究所報告．2011-06，N10044. 

 (７) Erik N．Rasmussen and David 0．Blanchard. “A Baseline  

Climatology of Sounding-Derived Supercell and Tornado 

Forecast Parameters”． Weather and Forecasting, 1998-07, 

Vol. 13. 

 (８) Yi-Kwei Wen and Shih-Lung Chu. “Tornado Risks and Design  

Wind Speed”. Journal of the Structural Division, ASCE, 1973-

12,  Vol.99, No.12. 

 

 (９) Robert C. Garson, C. Allin Cornell and Jose Morla Catalan.  

“Tornado Design Winds Based on Risk”. Journal of the 

Structural Division, ACSE, 1975-09, Vol. 101, No.9. 

新規制基準の第９条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添四－71



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 11. 生  物 

11.1 生物の生息状況 

  再処理施設が立地する地域の周辺における生物の生息状況について

は，「新むつ小川原開発基本計画素案に係る環境影響評価書
（１）（２）

」及び「六

ヶ所事業所再処理工場及び廃棄物管理施設に係る環境保全調査報告書
（ ３ ）

」

にて報告されている。これらの報告書で確認されている生物の生息状況

を第 11.1－1 表に示す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 11.2 生物学的事象で考慮する対象生物 

 (１) 鳥類及び昆虫類 

   再処理施設が立地する地域では，鳥類及び昆虫類の生息が多く確認

されており，換気設備等の外気取入口からの侵入が考えられるため，

鳥類及び昆虫類を生物学的事象で考慮する対象生物（以下(２)では「対

象生物」という。）とする。 

 (２) その他の動物種 

 ａ．大型の動物については，周辺監視区域の境界及び再処理施設周辺に

フェンスを設置しており，再処理施設近傍まで侵入することは想定し

難いため，対象生物としない。しかし，小動物（ネズミ類，両生類，

爬虫類等）については，再処理施設近傍まで侵入することが考えられ

るため，対象生物とする。 

 ｂ．給水処理設備に受け入れる水の取水口は二又川に設けているため，

二又川を含む六ヶ所村の河川に生息している主な魚類及び底生生物を

対象生物とする。取水口は尾駮沼から離れているため，尾駮沼の魚類

及び底生生物は対象生物としない。 

 (３) 水生植物 

   給水処理設備に受け入れる水の取水口は二又川に設けているため，

二又川で確認されている水生植物（藻類等）を対象生物とする。取水

口は尾駮沼から離れているため，尾駮沼の水生植物（藻類等）は対象

生物としない。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 11.3 参考文献一覧 
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係る項目”．新むつ小川原開発基本計画素案に係る環境影響評価

書，2007-03. 
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物”．新むつ小川原開発基本計画素案に係る環境影響評価書，

2007-03. 

 (３) 日本原燃サービス．“Ⅳ．地域環境の現況 ８．生物”．六ヶ所事

業所再処理工場及び廃棄物管理施設に係る環境保全調査報告書，

1989-03（1992-4 一部変更）. 

 

 

 

 

新規制基準の第９条要求に

よる変更 

 

添四－75



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 落  雷 

12.1 日本における雷日数の地理的分布 

  日本における雷日数の地理的分布については，全国の気象官署におけ

る雷日（雷鳴と電光を観測したか，ある程度以上の強度の雷鳴を観測し

た日）を基に平均年間雷日数について報告されているものがある
（ １ ）

。これ

に示される全国96箇所の観測点における年平均雷日数及び全国約1300箇

所の観測点のデータを基にした年平均雷日数の等値線を第12.1－１図に

示す。 

これによると，北関東，北陸，近畿及び九州北部・南部では落雷が多

く，オホーツク沿岸，北海道東部・内陸部及び三陸沿岸では落雷が少な

い。 

一方，日本国内で全国規模の落雷の観測を行っているシステムとして

は，全国雷観測ネットワーク（ＪＬＤＮ：Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｌｉｇｈ

ｔ－ 

ｎｉｎｇ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ）がある。ＪＬＤＮは文

献でも精度が確かめられている落雷の観測システムであり
（ ２ ）

，本システム

にて得られた雷統計データ
（ ３ ）

においても，日本における雷日数の地理的分

布とよく一致していることが確認できる。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 再処理施設周辺における落雷の観測データ 

  ＪＬＤＮによって観測された落雷データに基づいて青森県周辺の落雷

密度を調査した結果を第12.2－１図に示す。 

再処理施設の立地地点周辺は，青森県の他の地域と比較しても落雷が

少ない地域であることから，再処理事業所及びその周辺において過去に

観測された落雷のデータの調査を行い，落雷に対する設計の基礎とする

こととした。 

ＪＬＤＮの観測記録において，再処理事業所及びその周辺で観測され

た雷撃の順位を第12.2－１表に，雷撃電流の分布を第12.2－２図に示

す。再処理事業所及びその周辺で過去に観測された落雷の雷撃電流の最

大値は211ｋＡである。 

なお，再処理施設の設計の基礎としては，再処理施設の立地地点が属

する吉野の気候区分Ⅲｂにおける落雷データを用いることも考えられる

が，再処理事業所及びその周辺において観測された大きな落雷が夏季雷

である一方気候区分Ⅲｂで観測された大きな落雷は冬季雷であること，

一般的に夏季雷よりも冬季雷の方が雷撃のエネルギが大きいこと，気候

区分Ⅲｂで観測された大きな落雷は再処理施設から離れた西側の地域で

発生しており冬季雷の多い日本海側の気候の影響を受けていると考えら

れることから，気候区分Ⅲｂと敷地周辺では落雷現象の様相が大きく異

なる。したがって，再処理施設の設計の基礎として再処理事業所及びそ

の周辺の観測データを用いることは妥当と考えられる。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 
 
 
 

12.3 参考文献一覧 

（１） 吉田弘．“日本列島における雷日数の地理的分布とその長期的傾

向”．日本気象学会，2002-4． 

（２） 株式会社フランクリン・ジャパン．“データ活用実績”．株式会

社フランクリン・ジャパンホームページ，

http://www.franklinjapan.jp/contents/observation/data/， 

（参照 2017-04-07）． 

（３） 株式会社フランクリン・ジャパン．“ＪＬＤＮについて”．株式

会社フランクリン・ジャパンホームページ， 

http://www.franklinjapan.jp/contents/observation/jldn/， 

（参照 2017-04-07）． 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1. 安全設計

1.1 安全設計の基本方針 

再処理施設は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律」（以下「原子炉等規制法」という。）等の関係法令の要求を満足し， 

「再処理施設安全審査指針」に適合するものとする。 

その基本方針として，再処理施設の安全性を確保するために，異常の発

生を防止すること，仮に異常が発生したとしてもその波及・拡大を抑制す

ること，さらに，異常が拡大すると仮定してもその影響を緩和することと

する「多重防護」の考え方を適切に採用した設計とする。 

さらに，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の線量及び放

射線業務従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定められている線量

限度を超えないように設計する。また，一般公衆の線量については，合理

的に達成できる限り低くなるように設計する。すなわち，施設設計の実現

可能性を考慮しつつ，軽水炉の線量目標値が年間50μＳｖであることを踏

まえて，年間50μＳｖを超えないよう設計する。上記の基本方針の下に以

下の安全設計を行う。 

1. 安全設計

1.1  安全設計の基本方針 

1.1.1  安全機能を有する施設に関する基本方針 

 再処理施設の安全性を確保するために，異常の発生を防止すること，仮

に異常が発生したとしてもその波及，拡大を抑制すること，さらに，異常

が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする「深層防護」の考

え方を適切に採用した設計とする。 

 また，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の公衆の線量

及び放射線業務従事者の線量が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）に基づき定められ

ている線量限度を超えないように設計する。さらに，公衆の線量について

は，合理的に達成できる限り低くなるように設計する。すなわち，施設設

計の実現可能性を考慮しつつ，周辺環境に放出する放射性物質に起因する

線量については，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指

針（昭和50年５月13日原子力委員会決定）」において定める線量目標値が

実効線量で年間50μＳｖであることを踏まえて，年間50μＳｖを超えない

よう設計する。 

(１) 再処理施設のうち，「再処理施設の安全性を確保するために必要な

構築物，系統及び機器」を「安全機能を有する施設」とし，「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業指定基準規則」

という。）に適合した設計とする。 

(２) 安全上重要な施設については，機能喪失時の公衆への線量影響等を

考慮して安全機能を有する施設から選定し，事業指定基準規則に適合した

設計とする。 

(３) 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機

能を確保するものとする。 

(４) 安全上重要な施設は，機械又は器具の単一故障が発生した場合にお

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 再処理施設は，臨界事故を防止するため技術的に見て想定されるい

かなる場合でも臨界とならない設計とする。 

万一の臨界事故に備え，必要に応じて臨界警報装置等を設置するとともに

未臨界にするための措置を講ずる設計とする。 

(２) 再処理施設は，取り扱う放射性物質の種類，量及びその移動を考慮

して適切なしゃへい構造物を内部に設置し，敷地周辺の一般公衆及び放射

線業務従事者等を放射線被ばくから防護する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(３) 再処理施設は，周辺への放射性物質の過度の放出を防ぐため，多重

性を考慮した放射性物質の閉じ込め設備を設け，万一事故が起こった場合 

にも敷地周辺の一般公衆の安全を確保する。 

いてもその機能が失われることのない設計とする。 

(５) 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される全ての環境条件において，その安全機能を発揮でき

る設計とする。 

(６) 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，そ

の安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に試験又は検

査ができる設計とする。 

(７) 安全機能を有する施設は，安全機能を健全に維持するための適切な

保守及び修理ができる設計とする。 

(８) 安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水又は化学薬品

の漏えい及びポンプその他の機器の損壊に伴う飛散物により，安全機能を

損なわない設計とする。 

 (９) 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合に

は，再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

(10) 安全機能を有する施設は，臨界事故を防止するため技術的に見て想

定されるいかなる場合でも臨界とならない設計とする。また，万一の臨界

事故に備え，必要に応じて臨界警報装置及び可溶性中性子吸収材を注入す

る設備を設置する。 

(11) 安全機能を有する施設は，運転時及び停止時において再処理施設か

らの直接線及びスカイシャイン線による再処理事業所周辺の空間線量率を

十分に低減する設計とする。 

また，安全機能を有する施設は，再処理事業所内における外部放射線によ

る放射線障害を防止する必要がある場合には，管理区域その他再処理事業

所内の人の立ち入る場所における線量を低減できるよう，遮蔽その他適切

な措置を講ずる設計とし，放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時において，迅速に対応するために必要な操作ができる

設計とする。 

(12) 安全機能を有する施設は，周辺環境への放射性物質の過度の放出を

防ぐため，多重性を考慮した放射性物質の閉じ込め設備を設け，万一事故

が起こった場合でも敷地周辺の公衆の安全を確保できる設計とする。 

新規制基準の第 15 条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(４) 再処理施設は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用し，可燃性

物質を使用する系統及び機器は，着火源の排除等火災・爆発の発生を防止

する適切な対策を講ずる設計とする。また，適切な検知，警報系統及び消

火設備を設け，火災による影響の軽減等の適切な対策を講ずる設計とす

る。 

 

 

(５) 再処理施設は，建物・構築物について十分な強度・剛性及び耐力を

有する構造とするとともに，重要な建物・構築物は，安定な地盤に支持さ

せる。また，耐震設計上の重要度に応じた耐震設計を行う。 

 

 

 

 

 

(６) その他の主要な構造 

ｃ．再処理施設は，敷地で予想される台風，異常寒波，豪雪等の自然現象

によってもその安全性が損なわれることのない構造及び配置とする。 

ｄ．三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛行中の航空機については，当区

域は再処理施設の南方向約10ｋｍと離れており，また，航空機は原則と 

して原子力関係施設上空を飛行しないよう規制されること等から，航空機

が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，当区域で多くの訓練飛行 

が行われているという立地地点固有の社会環境及び本施設の特質を配慮

し，仮に訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定したときに，安

全確保上支障がないように設計する。 

 

 

 

 

 

(13) 安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施設の安全性

が損なわれないよう，可能な限り不燃性又は難燃性材料の使用，可燃性物

質を使用する系統及び機器における着火源の排除等，火災及び爆発の発生

を防止することができ，かつ，消火設備及び火災感知設備並びに火災及び

爆発の影響を軽減する機能を有する設計とする。消火設備は，破損，誤作

動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な施設の安全機能を損な

わない設計とする。 

(14) 安全機能を有する施設は，地震力が作用した場合においても当該安

全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置するととも

に，地震力に十分に耐えることができる設計とする。この地震力は，地震

の発生により生ずるおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪失

に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定する。 

また，地震（津波を含む。）の発生により，再処理施設に重大な影響を及

ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて再処理施設への影響を

軽減するための措置を講ずるよう手順を整備する。 

 

(15) 安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）が発生した場合においても安全機能を損なわない設計とする。 

安全上重要な施設は，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれ

があると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃

及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮した設計とする。さらに，

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される再処理

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）に対し

て安全機能を損なわない設計とする。 

また，想定される自然現象及び人為事象の発生により，再処理施設に重大

な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて使用済燃料

の再処理を停止する等，再処理施設への影響を軽減するための措置を講ず

るよう手順を整備する。 

 

新規制基準の第 5条要求

による変更 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 6、30 条

要求による変更 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 9条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

ａ．再処理施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱等を適切に除去する 

設計とする。 

ｇ．安全上重要な施設は，外部電源喪失，他の原子力施設との共用及び動

的機器の単一故障等を考慮しても，その安全機能を失うことのない設計 

とする。 

 

 

 

 

ｂ．再処理施設は，設計，製作，建設，試験及び検査を通じて信頼性の高

いものとする。機器等の設計に当たっては，誤操作防止を考慮するものと

するが，運転員の誤操作等による異常状態に対しては，警報により運転員

が措置できるようにするとともに，もし，時間的にその修正動作がとれな

い場合にも，計測制御設備等の動作により，一般公衆に過度の被ばくを与

えないよう設計する。 

また，設備の健全性が確認できることを基本とし，適切な保守及び修理が

できるように設計する。 

 

ｅ．使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち使用できる設計とする。 

ｆ．再処理施設における放射性物質の移動は，配管，容器等によるものと

し，閉じ込め，臨界防止，しゃへいのための措置等適切な安全対策を講ず

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(17) 安全機能を有する施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱等を適

切に除去する設計とする。 

(18) 再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維持するために必要

となる電力を当該安全上重要な施設に供給するため，電力系統に連係した

設計とする。非常用電源設備及びその附属設備は，多重性及び独立性を確

保し，その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっ

ても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全上重要

な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するため

に十分な容量を有する設計とする。 

(19) 再処理施設は，設計，材料の選定，製作，建設，試験及び検査を通

じ，原則として現行国内法規に基づく規格及び基準により，信頼性の高い

ものとする。ただし，外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で

一般的でないものを適用する場合には，それらの規格及び基準の適用の根

拠，国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らか

にするものとする。 

(16) 安全機能を有する施設は，誤操作を防止するための措置を講ずる設 

計とする。また，安全上重要な施設は，容易に操作することができる設計

とする。 

(20) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は，再処理設備本体の運転

開始に先立ち使用できる設計とする。 

(21) 再処理施設における放射性物質の移動は，配管，容器等によるもの

とし，閉じ込め，臨界防止，遮蔽のための措置等適切な安全対策を講ずる

設計とする。 

 

1.1.2  重大事故等の拡大の防止等に関する基本方針 

(１) 再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合に

おいて，重大事故の発生を防止することができる設計とする。 

(２) 再処理施設は，重大事故が発生した場合においては，当該重大事故

の拡大を防止することができる設計とし，工場等外への放射性物質の異常

 

記載の適正化（内容の明
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新規制基準の第 28 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 単一ユニットについては，技術的に見て想定されるいかなる場合で

も，臨界を防止するために，形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体

組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより臨界安全設計

を行う。このため，適切な核的制限値を設定する。 

 

また，核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質の物理

的・化学的性状並びに中性子減速材としてのポリエチレンを併用したカド

ミウム等の中性子の吸収効果，酸化物中の水分濃度等の減速条件及びセル

壁構造材等の反射条件に関し，工程及びユニットの設置環境等も含めて，

それぞれの状態の変動を考慮して，十分な安全裕度を見込むこととする。 

 

 

 

 

核的制限値に対応する単一ユニットとしての実効増倍率が，ＪＡＣＳ，

ＬＥＯＰＡＲＤ等の十分に検証されたコード システムで0.95以下となる

な水準の放出を防止することができる設計とする。 

 

1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設の運転中及び停止中において想定

される系統及び機器の単一故障若しくはその誤動作又は運転員の単一の誤

操作を想定した場合において，核燃料物質が臨界に達することがないよう

にするため，核的に安全な形状にすることその他の適切な措置を講ずる。 

また，臨界管理上重要な施設に対しては，臨界が発生した場合にも，そ

の影響を緩和できるよう，臨界の発生を直ちに検知するため臨界警報装置

を設けるとともに，中性子吸収材の注入による未臨界措置が講じられる設

計とする。 

臨界防止に対する設計方針は，以下のとおり。 

 

 (１) 単一ユニットの臨界安全設計 

 核燃料物質取の扱い上の一つの単位（以下「単一ユニット」という。）

については，形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中

性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，臨界を防止する設計とす

る。設計に当たり，これらの管理に対して適切な核的制限値（臨界管理を

行う体系の未臨界確保のために設定する値）を設定する。 

 核的制限値の設定に当たっては，取り扱う核燃料物質の物理的・化学的

性状並びにカドミウム，ほう素及びガドリニウムの中性子の吸収効果，酸

化物中の水分濃度，溶解槽中のペレット間隔，エンドピース酸洗浄槽中の

ペレット間隔及び水の密度による減速条件並びにセル壁構造材及び機器構

造材の反射条件に関し，工程，ユニットの設置環境及び使用済燃料の仕様

も含めて，それぞれの想定される状態の変動の範囲において，中性子増倍

率が も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差も含めて，十分

な安全余裕を見込んで設定する。 

 核的制限値に対応する単一ユニットとしての実効増倍率が，ＪＡＣＳ，

ＬＥＯＰＡＲＤ等の十分に検証された計算コードシステムで0.95以下とな
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ようにする。 

 

 

 

 

 

 

なお，プルトニウム溶液を内蔵する機器は，原則として全濃度安全形状

寸法管理及び必要に応じて中性子吸収材の併用による臨界安全設計を行

う。（ここでいう全濃度安全形状寸法管理は，液体の核燃料物質を内蔵す

る機器において，濃度に制限値を設定する必要がないように設計する形状

寸法管理であり，以下「全濃度安全形状寸法管理」という。） 

また，臨界安全管理を行う機器から，臨界安全管理対象外の機器への液

移送は，分析を伴う回分操作による管理を原則とするが，連続液移送を行

う場合は，溶液のウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であることを

放射線検出器等により監視する設計とする。なお，分析を伴う回分操作で

臨界安全管理を行う場合は，施錠管理等を行う設計とし，ウラン及びプル

トニウムの同位体分析並びにウラン，プルトニウム等の濃度分析は，標準

試料と逐次並行分析を行い，複数回の測定を実施する分析管理とする。 

さらに，系統及び機器の単一故障若しくは誤動作又は運転員の単一誤 

操作を想定しても，臨界に至らない設計とする。 

 

中性子吸収材として使用するほう素入りコンクリートについては，十分

なほう素濃度を有するものを使用し，また，外側をステンレス鋼で保護す

る設計とする。 

 

 

(２) 複数ユニットについては，技術的に見て想定されるいかなる場合で

も,臨界を防止するために，単一ユニット相互間の適切な配置の維持，単

一ユニット相互間における中性子吸収材の使用等並びにこれらの組合せに

るようにする。 

   濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収材による臨界管理を行う

系統及び機器は，その単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤操作を

想定しても，臨界にならない設計とするとともに，臨界管理されている系

統及び機器から単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤操作によっ

て，臨界管理されていない系統及び機器へ核燃料物質が流入することがな

いよう設計する。 

 なお，プルトニウム溶液を内包する機器は，原則として全濃度安全形状

寸法管理及び必要に応じて中性子吸収材の併用による臨界安全設計を行

う。（ここでいう全濃度安全形状寸法管理は，液体の核燃料物質を内包す

る機器において，濃度に制限値を設定する必要がないように設計する形状

寸法管理であり，以下「全濃度安全形状寸法管理」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 複数ユニットの臨界安全設計 

 二つ以上の単一ユニットが存在する場合（以下，「複数ユニット」とい

う。）については，単一ユニット相互間の適切な配置の維持及び単一ユ

ニット相互間への中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより臨界
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

より臨界安全設計を行う。このため，適切な核的制限値を設ける。 

 

 

 

 

また，単一ユニット相互間の配置，中性子吸収材の配置，形状寸法等に

ついて核的制限値を設定するに当たっては，単一ユニット相互間の中性子

の吸収効果，減速条件及び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃料物

質の落下，転倒，接近等も含めて，それぞれの変動を考慮して，十分な安

全裕度を見込むこととする。また，核的制限値に対応する複数ユニットと

しての実効増倍率が，ＪＡＣＳ，ＬＥＯＰＡＲＤ等の十分に検証されたコ

ード システムで0.95以下となるようにする。 

 

さらに，複数ユニットの核的制限値を維持するために，十分な構造強度

をもつ構造材を使用する等適切な対策を講じる設計とする。 

 

(３) 臨界が発生する可能性は極めて低いと考えられるが，臨界を想定し

た場合，放射線業務従事者等に多大な被ばくをもたらすおそれのあると考

えられるセル等の周辺には，臨界の発生を直ちに検知するため臨界警報装

置を設置し，常時監視する。また，臨界が発生する可能性は極めて低いと

考えられるが，多数の管理方法の組合せで臨界を防止していることによ

り，臨界管理上重要な施設としている溶解施設の溶解槽では，臨界を想定

した場合にも，中性子吸収材の注入による未臨界措置が講じられる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

を防止する設計とする。また，単一ユニット相互間の中性子相互干渉を

考慮し，直接的に計量可能な単一ユニット相互間の配置，間接的に管理可

能な単一ユニット相互間の配置，中性子吸収材の配置及び形状寸法につい

て適切な核的制限値を設定する。 

 

 核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間の中性子の吸収効

果，減速条件及び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃料物質の落

下，転倒及び接近の可能性も踏まえ，それぞれの想定される変動の範囲

において，反応度が も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差

を含めて，十分な安全余裕を見込んで設定する。 

 また，核的制限値に対応する複数ユニットとしての実効増倍率が，ＪＡ

ＣＳ，ＬＥＯＰＡＲＤ等の十分に検証された計算コードシステムで0.95以

下となるようにする。 

 複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な構造強度をもつ構

造材を使用する等適切な対策を講ずる設計とする。 

 

 (３) その他の臨界安全設計 

 臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器への液移送につ

いては，誤操作を防止するための施錠管理を行った上で，濃度分析を伴う

回分操作により管理する設計とするが，連続液移送を行う場合は，放射線

検出器により核燃料物質濃度が有意量以下であることを監視する設計とす

る。分析を伴う回分操作で臨界安全管理を行う場合のウラン及びプルトニ

ウムの同位体分析並びにウラン及びプルトニウムの濃度分析は，標準試料

と逐次並行分析を行い，複数回の測定を実施する分析管理とする。 

 中性子吸収材として使用するほう素入りコンクリートについては，十分

なほう素濃度を有するものを使用する設計とする。また，外側をステンレ

ス鋼で保護する設計とする。 

   臨界が発生する可能性は極めて低いと考えられるが，臨界事故を想

定しても，公衆及び従事者の被ばくの影響を 小限に抑えるため，以下の

対策を講ずる設計とする。 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―7



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 主要施設の臨界安全設計の概要方針は，次のとおりである。 

 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料集合体の平均濃縮

度に応じて適切な燃料間隔をとることによる臨界安全設計とする。 

 

また，燃料取出し装置及び燃料取扱装置は，使用済燃料集合体を１台当

たり一時に１体ずつ取り扱う設計とする。 

 

ｂ．せん断処理施設 

 

燃料供給設備の燃料横転クレーン及びせん断処理設備のせん断機は，使

用済燃料集合体を１台当たり一時に１体ずつ取り扱う設計とする。 

また，せん断機は，溶解槽への使用済燃料の過剰装荷の防止及びエンド

 ピース酸洗浄槽への有意量の核燃料物質の流入を防止するために，せん

断停止系を設ける設計とする。 

 

ｃ．溶解施設 

(ａ) 溶解設備 

溶解設備は，制限濃度安全形状寸法管理，濃度管理，質量管理及び中性

 ａ．設計基準事故として臨界を想定している溶解施設の溶解槽並びに臨

界事故を想定した場合に，従事者に著しい放射線被ばくをもたらすおそれ

のあるセル及び室の周辺には，臨界の発生を直ちに検知するため臨界警報

装置を設置する。 

 ｂ．多数の管理方法の組合せで臨界を防止していることにより，臨界管

理上重要な施設としている溶解施設の溶解槽では，万一臨界が発生した場

合においても，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性子吸収材

緊急供給系により，自動で中性子吸収材の注入による未臨界措置が講じら

れる設計とする。 

 

 (４)  主要施設の臨界安全設計の概要方針は，次のとおりである。 

 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料集合体の燃焼度及

び使用済燃料集合体平均濃縮度（以下「平均濃縮度」という。）に応じて

適切な燃料間隔をとることによる臨界安全設計とする。 

  また，燃料取出し装置及び燃料取扱装置は，使用済燃料集合体を１台

当たり一時に１体ずつ取り扱う設計とする。 

 

ｂ．せん断処理施設 

 

燃料供給設備の燃料横転クレーン及びせん断処理設備のせん断機は，使

用済燃料集合体を１台当たり一時に１体ずつ取り扱う設計とする。 

 また，せん断機は，溶解槽への使用済燃料の過剰装荷の防止及びエンド

ピース酸洗浄槽への有意量の核燃料物質の流入を防止するために，せん断

停止系を設ける設計とする。 

 

ｃ．溶解施設 

(ａ) 溶解設備 

溶解設備は，濃度管理と形状寸法管理との組合せによる管理方法（以下
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とする。（ここで

いう制限濃度安全形状寸法管理は，濃度管理と形状寸法管理との組合せに

よる管理方法のことであり，以下「制限濃度安全形状寸法管理」とい

う。） 

ⅰ．溶 解 槽 

溶解槽は，制限濃度安全形状寸法管理，装荷量制限による質量管理及び

初期濃縮度に応じた所定の燃焼度未満の使用済燃料集合体を溶解する場合

は可溶性中性子吸収材の使用による臨界安全設計とする。なお，可溶性中

性子吸収材を使用する場合は，下流の計量・調整槽及び計量補助槽までは

可溶性中性子吸収材の存在を前提とした臨界安全設計とする。 

また，万一，溶解槽で臨界になった場合に対処するために，可溶性中性

子吸収材緊急供給回路（安全保護系）及び可溶性中性子吸収材緊急供給系

を設ける。 

ⅱ．第１よう素追出し槽等 

第１よう素追出し槽，第２よう素追出し槽及び中間ポットは，濃度管理

による臨界安全設計とする。 

ⅲ．エンドピース酸洗浄槽 

エンドピース酸洗浄槽は，濃度管理による臨界安全設計とする｡

(ｂ) 清澄・計量設備 

清澄・計量設備は，濃度管理，同位体組成管理及びこれらの組合せによ

る臨界安全設計とする。 

ⅰ．中継槽等 

中継槽，清澄機，リサイクル槽，計量前中間貯槽，計量・調整槽及び計

量補助槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。さらに，計量・調整槽

「制限濃度安全形状寸法管理」という。），濃度管理，質量管理及び中性

子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とする。 

ⅰ．溶解槽 

溶解槽は，制限濃度安全形状寸法管理，装荷量制限による質量管理及び

初期濃縮度に応じた所定の燃焼度未満の使用済燃料集合体を溶解する場合

は可溶性中性子吸収材の使用による臨界安全設計とする。なお，可溶性中

性子吸収材を使用する場合は，下流の計量・調整槽及び計量補助槽までは

可溶性中性子吸収材の存在を前提とした臨界安全設計とする。 

 また，万一，溶解槽で臨界になった場合に対処するために，可溶性中性

子吸収材緊急供給回路（安全保護回路）及び可溶性中性子吸収材緊急供給

系を設ける。 

ⅱ．第１よう素追出し槽等 

 第１よう素追出し槽，第２よう素追出し槽及び中間ポットは，濃度管理

による臨界安全設計とする。 

ⅲ．エンドピース酸洗浄槽 

エンドピース酸洗浄槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。

(ｂ) 清澄・計量設備 

 清澄・計量設備は，濃度管理，同位体組成管理及びこれらの組合せによ

る臨界安全設計とする。 

ⅰ．中継槽等 

中継槽，清澄機，リサイクル槽，計量前中間貯槽，計量・調整槽及び計

量補助槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。さらに，計量・調整槽

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

において下流工程の臨界安全のために，調整後の溶解液のウラン及びプル

トニウムの同位体組成及び濃度が核的制限値（Ｕ-235≦ 1.6wt％,Ｐｕ-24

0≧17wt％等）を満足することを分析により確認する設計とする。 

 

 

ⅱ．計量後中間貯槽 

計量後中間貯槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。 

 

ｄ．分離施設 

分離施設は，ウラン及びプルトニウムの同位体組成について，ウラン-2

35が1.6wt％以下及びプルトニウム-240が17wt％以上であることを前提と

した臨界安全設計とする。 

なお，ウラン-235の同位体組成比が1.6wt％以下のウラン硝酸溶液につ

いては，いかなるウラン濃度に対しても未臨界である。 

 

(ａ) 分離設備及び分配設備 

分離設備及び分配設備は，全濃度安全形状寸法管理，制限濃度安全形状

寸法管理，濃度管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨

界安全設計とする。 

 

ⅰ．抽出塔等 

抽出塔，第１洗浄塔，第２洗浄塔，ＴＢＰ洗浄塔，プルトニウム分配

塔，ウラン洗浄塔，プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器，プルトニウム溶液受

槽及びプルトニウム溶液中間貯槽は，中性子吸収材を併用した全濃度安全

形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 

ⅱ．補助抽出器及びＴＢＰ洗浄器 

補助抽出器及びＴＢＰ洗浄器は，中性子吸収材を併用した制限濃度安全

形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 

において下流工程の臨界安全のために，調整後の溶解液のウラン及びプル

トニウムの同位体組成及び濃度が核的制限値（ウラン－235≦1.6ｗｔ％，

プルトニウム－240≧17ｗｔ％等）を満足することを分析により確認する

設計とする。 

 

ⅱ．計量後中間貯槽 

 計量後中間貯槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。 

 

ｄ．分離施設 

分離施設は，ウラン及びプルトニウムの同位体組成について，ウラン－

235が1.6ｗｔ％以下及びプルトニウム－240が17ｗｔ％以上であることを

前提とした臨界安全設計とする。 

 なお，ウラン－235の同位体組成比が1.6ｗｔ％以下のウラン硝酸溶液に

ついては，いかなるウラン濃度に対しても未臨界である。 

 

(ａ) 分離設備及び分配設備 

 分離設備及び分配設備は，全濃度安全形状寸法管理，制限濃度安全形状

寸法管理，濃度管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨

界安全設計とする。 

 

ⅰ．抽出塔等 

 抽出塔，第１洗浄塔，第２洗浄塔，ＴＢＰ洗浄塔，プルトニウム分配

塔，ウラン洗浄塔，プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器，プルトニウム溶液受

槽及びプルトニウム溶液中間貯槽は，中性子吸収材を併用した全濃度安全

形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 

ⅱ．補助抽出器及びＴＢＰ洗浄器 

 補助抽出器及びＴＢＰ洗浄器は，中性子吸収材を併用した制限濃度安全

形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ⅲ．溶解液中間貯槽等 

溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽出廃液受槽，補助抽出廃液受槽，抽

出廃液中間貯槽及びプルトニウム洗浄器は，濃度管理による臨界安全設計

とする。 

 

(ｂ) 分離建屋一時貯留処理設備 

分離建屋一時貯留処理設備のプルトニウム溶液を内蔵する一時貯留処理

槽は，濃度管理又は中性子吸収材を併用した全濃度安全形状寸法管理によ

る臨界安全設計とする。 

 

ｅ．精製施設 

精製施設は，ウラン及びプルトニウムの同位体組成について，ウラン-2

35が1.6wt％以下及びプルトニウム-240が17wt％以上であることを前提と

した臨界安全設計とする。 

 

(ａ) プルトニウム精製設備 

プルトニウム精製設備は，全濃度安全形状寸法管理，濃度管理及び中性

子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とする。 

 

(ⅰ) 第１酸化塔等 

第１酸化塔，第１脱ガス塔，ウラン洗浄塔，補助油水分離槽，第２酸化

塔，第２脱ガス塔及びプルトニウム濃縮缶は，全濃度安全形状寸法管理に

よる臨界安全設計とする。 

 

(ⅱ) 抽出塔等 

抽出塔，核分裂生成物洗浄塔，ＴＢＰ洗浄塔，逆抽出塔，ＴＢＰ洗浄

器，プルトニウム洗浄器及びプルトニウム溶液を内蔵する槽は，中性子吸

収材を併用した全濃度安全形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 

(ⅲ) 低濃度プルトニウム溶液受槽 

ⅲ．溶解液中間貯槽等 

 溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽出廃液受槽，補助抽出廃液受槽，抽

出廃液中間貯槽及びプルトニウム洗浄器は，濃度管理による臨界安全設計

とする。 

 

(ｂ) 分離建屋一時貯留処理設備 

 分離建屋一時貯留処理設備のプルトニウム溶液を内包する一時貯留処理

槽は，濃度管理又は中性子吸収材を併用した全濃度安全形状寸法管理によ

る臨界安全設計とする。 

 

ｅ．精製施設 

 精製施設は，ウラン及びプルトニウムの同位体組成について，ウラン－

235が1.6ｗｔ％以下及びプルトニウム－240が17ｗｔ％以上であることを

前提とした臨界安全設計とする。 

 

(ａ) プルトニウム精製設備 

 プルトニウム精製設備は，全濃度安全形状寸法管理，濃度管理及び中性

子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とする。 

 

ⅰ．第１酸化塔等 

 第１酸化塔，第１脱ガス塔，ウラン洗浄塔，補助油水分離槽，第２酸化

塔，第２脱ガス塔及びプルトニウム濃縮缶は，全濃度安全形状寸法管理に

よる臨界安全設計とする。 

 

ⅱ．抽出塔等 

 抽出塔，核分裂生成物洗浄塔，ＴＢＰ洗浄塔，逆抽出塔，ＴＢＰ洗浄

器，プルトニウム洗浄器及びプルトニウム溶液を内包する槽は，中性子吸

収材を併用した全濃度安全形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 

ⅲ．低濃度プルトニウム溶液受槽 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

低濃度プルトニウム溶液受槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。 

 

(ｂ) 精製建屋一時貯留処理設備 

精製建屋一時貯留処理設備のプルトニウム溶液を内蔵する一時貯留処理

槽は，濃度管理又は中性子吸収材を併用した全濃度安全形状寸法管理によ

る臨界安全設計とする。 

 

(ｃ) 漏えい液受皿 

プルトニウムの無限体系の未臨界濃度（8.2ｇ／）以上のプルトニウ

ムを内蔵する機器を収納するセルの漏えい液受皿は，セル内でプルトニウ

ム濃度の も高い溶液が，セル内で漏えい量が 大となる箇所から漏えい

したことを想定しても，臨界とならないよう液厚を制限する形状寸法管理

による臨界安全設計とする。 

 

ｆ．脱硝施設 

脱硝施設は，ウラン及びプルトニウムの同位体組成について，ウラン-2

35が1.6wt％以下及びプルトニウム-240が17wt％以上であることを前提と

した臨界安全設計とする。 

 

(ａ) ウラン脱硝設備 

ウラン脱硝設備は，形状寸法管理及び質量管理による臨界安全設計とす

る。 

 

ⅰ．脱硝塔等 

脱硝塔，シール槽，ＵＯ３受槽，規格外製品受槽，規格外製品容器及び

ＵＯ３ 溶解槽は，形状寸法管理による臨界安全設計とする。ただし，脱

硝塔は，塔内温度の管理により塔内のＵＯ３ 粉末の含水率を低く抑える

設計とする。 

 

ⅱ．充てん台車及び貯蔵容器クレーン 

低濃度プルトニウム溶液受槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。 

 

(ｂ) 精製建屋一時貯留処理設備 

 精製建屋一時貯留処理設備のプルトニウム溶液を内包する一時貯留処理

槽は，濃度管理又は中性子吸収材を併用した全濃度安全形状寸法管理によ

る臨界安全設計とする。 

 

(ｃ) 漏えい液受皿 

 プルトニウムの無限体系の未臨界濃度（8.2ｇ／Ｌ）以上のプルトニウ

ムを内包する機器を収納するセルの漏えい液受皿は，セル内でプルトニウ

ム濃度の も高い溶液が，セル内で漏えい量が 大となる箇所から漏えい

したことを想定しても，臨界とならないよう液厚を制限する形状寸法管理

による臨界安全設計とする。 

 

ｆ．脱硝施設 

 脱硝施設は，ウラン及びプルトニウムの同位体組成について，ウラン－

235が1.6ｗｔ％以下及びプルトニウム－240が17ｗｔ％以上であることを

前提とした臨界安全設計とする。 

 

(ａ) ウラン脱硝設備 

 ウラン脱硝設備は，形状寸法管理及び質量管理による臨界安全設計とす

る。 

 

ⅰ．脱硝塔等 

 脱硝塔，シール槽，ＵＯ３受槽，規格外製品受槽，規格外製品容器及び

ＵＯ３溶解槽は，形状寸法管理による臨界安全設計とする。ただし，脱硝

塔は，塔内温度の管理により塔内のウラン酸化物（以下「ＵＯ３」とい

う。）粉末の含水率を低く抑える設計とする。 

 

ⅱ．充てん台車及び貯蔵容器クレーン 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

充てん台車及び貯蔵容器クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器を一時に１

本ずつ取り扱う設計とする。 

(ｂ) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，形状寸法管理，濃度管理，質量

管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とす

る。 

ⅰ．硝酸プルトニウム貯槽等 

硝酸プルトニウム貯槽，混合槽，一時貯槽及び凝縮廃液受槽は，中性子

吸収材を併用した全濃度安全形状寸法管理による臨界安全設計とする。さ

らに，混合槽において下流工程の臨界安全のために，混合調整後のウラン

濃度に対するプルトニウム濃度の比（プルトニウム／ウラン）が1.5以下

であることを分析により確認する設計とする。 

ⅱ．定量ポット等 

定量ポット，中間ポット及び凝縮廃液ろ過器は，形状寸法管理による臨

界安全設計とする。 

ⅲ．脱硝装置（脱硝皿） 

脱硝皿は，脱硝皿へのウラン・プルトニウム混合溶液の注入量を，定量

ポットで一定量に制限する質量管理を行い，脱硝の過程を考慮した形状寸

法管理による臨界安全設計とする。 

ⅳ．脱硝皿取扱装置 

脱硝皿取扱装置は，質量管理による臨界安全設計とし，脱硝皿を一時に

大５皿取り扱う設計とする。 

ⅴ．凝縮廃液貯槽 

凝縮廃液貯槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。 

 充てん台車及び貯蔵容器クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器を一時に１

本ずつ取り扱う設計とする。 

(ｂ) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，形状寸法管理，濃度管理，質量

管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とす

る。 

ⅰ．硝酸プルトニウム貯槽等 

 硝酸プルトニウム貯槽，混合槽，一時貯槽及び凝縮廃液受槽は，中性子

吸収材を併用した全濃度安全形状寸法管理による臨界安全設計とする。さ

らに，混合槽において下流工程の臨界安全のために，混合調整後のウラン

濃度に対するプルトニウム濃度の比（プルトニウム／ウラン）が1.5以下

であることを分析により確認する設計とする。 

ⅱ．定量ポット等 

 定量ポット，中間ポット及び凝縮廃液ろ過器は，形状寸法管理による臨

界安全設計とする。 

ⅲ．脱硝装置（脱硝皿） 

 脱硝皿は，脱硝皿へのウラン・プルトニウム混合溶液の注入量を，定量

ポットで一定量に制限する質量管理を行い，脱硝の過程を考慮した形状寸

法管理による臨界安全設計とする。 

ⅳ．脱硝皿取扱装置 

脱硝皿取扱装置は，質量管理による臨界安全設計とし，脱硝皿を一時に

大５皿取り扱う設計とする。 

ⅴ．凝縮廃液貯槽 

凝縮廃液貯槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

ⅵ．焙焼炉等 

焙焼炉，還元炉，固気分離器，粉末ホッパ，粉砕機，保管容器，混合機

及び粉末充てん機は，形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 

ⅶ．保管ピット 

保管ピットは保管容器の適切な配置による臨界安全設計とし，各ピット

に保管容器を１本ずつ収納する設計とする。 

 

ⅷ. 保管容器移動装置等 

保管容器移動装置，保管昇降機，粉末缶払出装置，充てん台車及び搬送

台車は，保管容器等を一時に１本ずつ取り扱う設計とする。 

 

ⅸ. 漏えい液受皿 

プルトニウムの無限体系の未臨界濃度（8.2ｇ／）以上のプルトニウ

ムを内蔵する機器を収納するセルの漏えい液受皿は，セル内でプルトニウ

ム濃度の も高い溶液が，セル内で漏えい量が 大となる箇所から漏えい

したことを想定しても，臨界とならないよう液厚を制限する形状寸法管理

による臨界安全設計とする。 

 

ｇ．製品貯蔵施設 

製品貯蔵施設は，ウラン及びプルトニウムの同位体組成について，ウラ

ン-235が1.6wt％以下及びプルトニウム-240が17wt％以上であることを前

提とした臨界安全設計とする。 

 

(ａ) ウラン酸化物貯蔵設備 

ウラン酸化物貯蔵設備は，形状寸法管理，質量管理及び中性子吸収材管

理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とする。 

 

ⅰ．貯蔵バスケット 

 

ⅵ．焙焼炉等 

 焙焼炉，還元炉，固気分離器，粉末ホッパ，粉砕機，保管容器，混合機

及び粉末充てん機は，形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 

ⅶ．保管ピット 

 保管ピットは保管容器の適切な配置による臨界安全設計とし，各ピット

に保管容器を１本ずつ収納する設計とする。 

 

ⅷ. 保管容器移動装置等 

保管容器移動装置，保管昇降機，粉末缶払出装置，充てん台車及び搬送

台車は，保管容器等を一時に１本ずつ取り扱う設計とする。 

 

ⅸ. 漏えい液受皿 

プルトニウムの無限体系の未臨界濃度（8.2ｇ／Ｌ）以上のプルトニウ

ムを内包する機器を収納するセルの漏えい液受皿は，セル内でプルトニウ

ム濃度の も高い溶液が，セル内で漏えい量が 大となる箇所から漏えい

したことを想定しても，臨界とならないよう液厚を制限する形状寸法管理

による臨界安全設計とする。 

 

ｇ．製品貯蔵施設 

製品貯蔵施設は，ウラン及びプルトニウムの同位体組成について，ウラ

ン－235が1.6ｗｔ％以下及びプルトニウム－240が17ｗｔ％以上であるこ

とを前提とした臨界安全設計とする。 

 

(ａ) ウラン酸化物貯蔵設備 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，形状寸法管理，質量管理及び中性子吸収材管

理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とする。 

 

ⅰ．貯蔵バスケット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

貯蔵バスケットは，中性子吸収材を併用したウラン酸化物貯蔵容器の適

切な配置による臨界安全設計とする。 

 

ⅱ．ウラン酸化物貯蔵容器 

ウラン酸化物貯蔵容器は，形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 

ⅲ．貯蔵容器搬送台車及び移載クレーン 

貯蔵容器搬送台車及び移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器を一時に

１本ずつ取り扱う設計とする。 

 

(ｂ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，形状寸法管理及び質量管

理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とする。 

 

ⅰ．粉末缶 

粉末缶は，質量管理による臨界安全設計とする。 

 

ⅱ．混合酸化物貯蔵容器 

混合酸化物貯蔵容器は，粉末缶を 大３缶収納する設計とするとともに

形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 

ⅲ．貯蔵ホール 

貯蔵ホールは混合酸化物貯蔵容器の適切な配置による臨界安全設計と

し，各ホールに混合酸化物貯蔵容器を１本ずつ収納する設計とする。 

 

ⅳ．昇降機及び混合酸化物貯蔵容器用台車 

昇降機及び混合酸化物貯蔵容器用台車は，混合酸化物貯蔵容器を一時に

１本ずつ取り扱う設計とする。 

 

ｈ．その他再処理設備の附属施設 

貯蔵バスケットは，中性子吸収材を併用したウラン酸化物貯蔵容器の適

切な配置による臨界安全設計とする。 

 

ⅱ．ウラン酸化物貯蔵容器 

ウラン酸化物貯蔵容器は，形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 

ⅲ．貯蔵容器搬送台車及び移載クレーン 

貯蔵容器搬送台車及び移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器を一時に

１本ずつ取り扱う設計とする。 

 

(ｂ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，形状寸法管理及び質量管

理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とする。 

 

ⅰ．粉末缶 

粉末缶は，質量管理による臨界安全設計とする。 

 

ⅱ．混合酸化物貯蔵容器 

混合酸化物貯蔵容器は，粉末缶を 大３缶収納する設計とするとともに

形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 

ⅲ．貯蔵ホール 

貯蔵ホールは混合酸化物貯蔵容器の適切な配置による臨界安全設計と

し，各ホールに混合酸化物貯蔵容器を１本ずつ収納する設計とする。 

  

ⅳ．昇降機及び混合酸化物貯蔵容器用台車 

 昇降機及び混合酸化物貯蔵容器用台車は，混合酸化物貯蔵容器を一時に

１本ずつ取り扱う設計とする。 

 

ｈ．その他再処理設備の附属施設 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―15



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

(ａ) 分析設備 

分析設備の分析済溶液処理系は，全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，

質量管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 分析設備 

分析設備の分析済溶液処理系は，全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，

質量管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

1.3 放射線のしゃへいに関する設計 

再処理施設のしゃへい設計に当たっては，周辺監視区域外の線量及び放

射線業務従事者の線量が，平成12年科学技術庁告示第13号に定められた線

量限度を十分に下回るようにする。 

 

 

 

 

 

1.3.1 しゃへい設計の基本方針 

 

(１) 再処理施設は，通常運転時，定期検査時等において，放射線業務従

事者の受ける線量が，平成12年科学技術庁告示第13号に定められた線量限

度を超えないようにすることはもちろん, 放射線業務従事者の立入場所に

おける線量当量又は線量を合理的に達成できる限り低くする設計とする。 

 

(２) 再処理施設からの平常時の直接線及びスカイシャイン線による一般

公衆の受ける線量が合理的に達成できる限り低くなるようしゃへい等を行

う。 

 

 

 

 

(３) 建物内のしゃへい設計に当たっては, 放射線業務従事者等の関係各

場所への立入頻度，立入時間等を考慮したしゃへい設計区分を設け，区分

の基準線量当量率又は基準線量率を満足するように行う。 

また，放射線業務従事者の立ち入る場所の線量当量率又は線量率は，放

射性物質を内蔵する機器のしゃへい及びこれらの機器を収納するセル又は

室のしゃへいを適切に組み合わせることによって低減する。 

 

1.3 放射線の遮蔽に関する設計 

再処理施設の遮蔽設計に当たっては，周辺監視区域外の線量及び放射線

業務従事者の線量が，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する

規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年８月31日原子力

規制委員会告示第８号）」（以下「線量告示」という。）に定められた線

量限度を超えないことはもとより，公衆の被ばく線量及び放射線業務従事

者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするため，

以下の遮蔽等の対策を講ずる設計とする。 

 

1.3.1 遮蔽設計の基本方針 

 

(１) 再処理施設は，通常運転時，定期検査時等において，放射線業務従

事者の受ける線量が，「線量告示」に定められた線量限度を超えないよう

にすることはもちろん，放射線業務従事者の立ち入り場所における線量を

合理的に達成できる限り低くする設計とする。 

 

(２) 再処理施設からの平常時の直接線及びスカイシャイン線による公衆

の受ける線量が合理的に達成できる限り低くなるよう遮蔽等を行う。 

 

 

(３) 再処理施設の主要設備は，取り扱う放射性物質の種類，量及びその

移動を考慮し，放射線の低減効果のある機器，洞道，セル及び建屋の内部

に放射性物質を収納する設計とする。 

(４) 放射線業務従事者の作業場所への立ち入り頻度及び立ち入り時間

を考慮した遮蔽設計区分を設け，区分ごとの基準線量率を満足する設計

とする。 

また，放射線業務従事者の立ち入る場所の線量率は，放射性物質を内包

する機器の遮蔽及びこれらの機器を収納するセル又は室の遮蔽を適切に

組み合わせることによって低減する。 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（線量告示

の適用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（線量告示

の適用） 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

(４) しゃへい設備に開口部又は配管等の貫通部がある場合，必要に応じ

て，迷路構造，補助的なしゃへい材の使用等により，放射線の漏えいを防

止するための措置を講ずる。 

 

(５) しゃへい設計に用いる線源は，原則として再処理施設において受け

入れ処理する使用済燃料仕様に基づき， 大再処理能力， 大貯蔵能力，

再処理工程の特徴等を考慮し，しゃへい設計上厳しい結果を与えるように

設定する。 

しゃへい計算においては，十分信頼性のある計算コードを用いるととも

に，しゃへい体の形状，材質等を考慮し，十分な安全裕度を見込むことと

する。 

 

(６) 再処理施設は，事故時においても，敷地周辺の一般公衆に対して著

しい放射線被ばくのリスクを与えないようにする。 

 

また，制御室については，制御室内にとどまり各種の操作を行う運転 

員が過度の被ばくを受けないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 開口部又は配管，ダクト等の壁貫通部は，迷路構造，遮蔽材を設

置する等処理をして放射線を遮蔽する設計とする。 

 

 

(６) 遮蔽設計に用いる線源は， 大再処理能力， 大貯蔵量，工程内

で核種の組成や濃度が変化するといった再処理施設の特徴を考慮し，遮

蔽設計上厳しい条件を設定する。 

 

また，遮蔽計算においては，信頼性のある計算コードを用いて計算す

るとともに，遮蔽材の形状及び材質並びに計算誤差等を考慮し，十分な

安全余裕を見込む設計とする。 

 

(７) 再処理施設は，設計基準事故時においても，敷地周辺の公衆に対

して著しい放射線被ばくのリスクを与えないようにする。 

 

(８) 運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において，再処理施

設の状態の監視及び必要な操作を行う制御室は，運転員がその場にとどま

っても過度の被ばくを受けない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

1.3.2 しゃへい設計区分 

しゃへい設計区分は，放射線業務従事者等の立入頻度，立入時間等を

考慮して５段階に区分するとともに，放射線業務従事者の被ばく低減に

留意した設計基準線量当量率を定める。 

 

区         分 基準線量当量率 

管理区域外 Ⅰ1: 管理区域外 ≦   6μSv/h 

管理区域内 

Ⅰ2: 週48時間以内しか 

   立ち入らないところ 
≦  10μSv/h 

Ⅰ3: 週10時間程度しか 

   立ち入らないところ 
≦  50μSv/h 

Ⅰ4: 週１時間程度しか 

     立ち入らないところ 
≦ 500μSv/h 

Ⅰ5: 通常は立ち入らない 

     ところ 
＞ 500μSv/h 

 
（注）上表区分欄に示す時間は，毎週必ず立ち入る時間を示すも 

      のではなく，立入りに対する制限は線量率，作業に要する 

      時間，個人の線量等を考慮して決定する。 

 

 

平成 13 年４月１日以降に変更する施設のしゃへい設計区分は，放射線

業務従事者等の立入頻度，立入時間等を考慮して５段階に区分するととも

に，放射線業務従事者の被ばく低減に留意した設計基準線量率を定める。 

 

 

しゃへい設計区分概略図を第 1.3－１図～第 1.3－101 図に示す。 

 

 

 

 

1.3.2 遮蔽設計区分 

 遮蔽設計区分は，放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る

者の立ち入り頻度，立ち入り時間を考慮して５段階に区分するととも

に，放射線業務従事者の被ばく低減に留意した設計基準線量率を定める。 

 

区         分 基準線量率 

管理区域外 Ⅰ1: 管理区域外 ≦ 2.6μSv/h 

管理区域内 

Ⅰ2: 週48時間以内しか 

   立ち入らないところ 
≦  10μSv/h 

Ⅰ3: 週10時間程度しか 

   立ち入らないところ 
≦  50μSv/h 

Ⅰ4: 週１時間程度しか 

     立ち入らないところ 
≦ 500μSv/h 

Ⅰ5: 通常は立ち入らない 

     ところ 
＞ 500μSv/h 

 
（注）上表区分欄に示す時間は，毎週必ず立ち入る時間を示すも

のではなく，立ち入りに対する制限は線量率，作業に要す

る時間及び個人の線量を考慮して決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

遮蔽設計区分図を第1.3－１図～第1.3－102図に示す。 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

線量告示の見直しによる

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.3.3 しゃへいの分類 

再処理施設には，敷地周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の被ばく

を低減するため以下のしゃへいを設ける。 

 

(１) セルしゃへい 

セルしゃへいは，セル，貯蔵室等を構成する構築物であり，セル内，貯

蔵室内等の放射性物質を内蔵する機器等からの放射線を低減するためのも

ので，主要部はコンクリート壁等のしゃへい体で構成する。 

 

(２) 補助しゃへい 

補助しゃへいは，設備，機器回りのしゃへいで放射性物質を内蔵する機

器等からの放射線を低減するためのもので，コンクリート壁，水，鉛板，

鉄板等のしゃへい体で構成する。 

 

(３) 外部しゃへい 

外部しゃへいは，建物外壁等を構成する構築物であり，建物又は施設の

外側及び周辺監視区域外への放射線を低減するためのもので，主要部はコ

ンクリート壁等のしゃへい体で構成する。 

 

また，以上のしゃへいのほかに，機器及び設備の補修等のために一時的

に使用する一時的しゃへいとして，コンクリート ブロック，鉛板，鉄板

等からなるしゃへい体を必要に応じて使用する。 

 

再処理施設のしゃへいの主要設備の仕様を第1.3－１表に示す。 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 遮蔽の分類 

再処理施設には，敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者等の被ばくを低

減するため以下の遮蔽を設ける。 

 

(１) セル遮蔽 

 セル遮蔽は，セル，貯蔵室等を構成する構築物であり，セル内，貯蔵室

内等の放射性物質を内包する機器等からの放射線を低減するためのもの

で，主要部はコンクリート壁等の遮蔽体で構成する。 

 

(２) 補助遮蔽 

補助遮蔽は，設備，機器周りの遮蔽で放射性物質を内包する機器等か

らの放射線を低減するためのもので，コンクリート壁，水，鉛板，鉄板等

の遮蔽体で構成する。 

 

 (３) 外部遮蔽 

外部遮蔽は，建物外壁等を構成する構築物であり，建物又は施設の外側

及び周辺監視区域外への放射線を低減するためのもので，主要部はコンク

リート壁等の遮蔽体で構成する。 

 

また，以上の遮蔽のほかに，機器及び設備の補修等のために一時的に使

用する一時的遮蔽として，コンクリートブロック，鉛板，鉄板等からなる

遮蔽体を必要に応じて使用する。 

 

再処理施設の遮蔽の主要設備の仕様を第1.3－１表に示す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.3.4 しゃへい設計に用いる線源 

しゃへい設計に用いる線源は，以下のとおり設定する。 

(１) しゃへい設計に用いる設計用燃料仕様 

再処理施設の各施設におけるしゃへい設計に用いる設計用燃料仕様を第

1.7－８表に示すとおり設定する。なお，製品貯蔵施設等での娘核種のビ

ルドアップを考慮した設計とする。

(２) しゃへい設計に用いる線源強度 

ａ．ガンマ線のしゃへい設計に用いる線源強度及びエネルギ スペクトル

は，設備，機器等の 大放射能量を考慮するとともに，しゃへい設計に

用いる設計用燃料仕様に基づき，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出され

る核種組成を基準に，工程内での組成変化，濃度変化等を考慮し，しゃ

へい設計上厳しい評価結果を与えるように設定する。 

ｂ．中性子線のしゃへい設計に用いる線源強度は，設備，機器等の 大放

射能量を考慮するとともに，しゃへい設計に用いる設計用燃料仕様に基

づき，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出されるアクチノイド及びその娘

核種の工程内での組成変化，濃度変化等を考慮して中性子発生数を設定

し，しゃへい設計上厳しい評価結果を与えるように設定する。また，中

性子線エネルギ スペクトルは，しゃへい設計上厳しい評価結果を与え

るようにキュリウム－242による（α，ｎ）反応で生成する中性子線の

エネルギ スペクトルとする。ただし，プルトニウム精製設備からウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備までは，プルトニウム－239の

（ｎ，ｆ）反応により生成する中性子線のエネルギ スペクトルとす

る。 

ｃ．使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器（以下「キャスク」とい

う。）を取り扱う工程でのしゃへい設計に用いる線源強度は，キャスク

表面から１ｍ離れた位置での線量当量率を100μＳｖ／ｈとし，また，

1.3.4 遮蔽設計に用いる線源 

遮蔽設計に用いる線源は，以下のとおり設定する。 

(１) 遮蔽設計に用いる設計用燃料仕様 

再処理施設の各施設における遮蔽設計に用いる設計用燃料仕様を第1.

7.8－１表に示すとおり設定する。また，製品貯蔵施設等での娘核種のビ

ルドアップを考慮した設計とする。

(２) 遮蔽設計に用いる線源強度 

ａ．ガンマ線の遮蔽設計に用いる線源強度及びエネルギスペクトルは，設

備，機器等の 大放射能量 を考慮するとともに，遮蔽設

計に用いる設計用燃料仕様に基づき，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出

される核種組成を基準に，工程内での組成変化，濃度変化等を考慮し，

遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるように設定する。 

ｂ．中性子線の遮蔽設計に用いる線源強度は，設備，機器等の 大放射

能量を考慮するとともに，遮蔽設計に用いる設計用燃料仕様に基づ

き，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出されるアクチノイド及びその娘

核種の工程内での組成変化，濃度変化等を考慮して中性子発生数を設

定し，遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるように設定する。また，中

性子線エネルギスペクトルは，遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるよう

にキュリウム－242による（α，ｎ）反応で生成する中性子線のエネ

ルギスペクトルとする。ただし，プルトニウム精製設備からウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備までは，プルトニウム－239

の（ｎ，ｆ）反応により生成する中性子線のエネルギスペクトルとす

る。 

ｃ．使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器（以下「キャスク」とい

う。）を取り扱う工程での遮蔽設計に用いる線源強度は，キャスク表面

から１ｍ離れた位置での線量当量率を100μＳｖ／ｈとし，また，エネ

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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続詞等の統一） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（用語・接
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続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

エネルギ スペクトルは，しゃへい設計上厳しい評価結果を与えるよう

にキャスクから放出される放射線エネルギのうち高エネルギの７ＭｅＶ

単一ガンマ線として設定する。 

ｄ．原子炉施設から使用済燃料集合体等とともに持ち込まれる腐食生成物

質を取り扱う工程でのしゃへい設計に用いる線源強度は，原子炉施設の

実績等に基づいて設定し，また，エネルギ スペクトルは，しゃへい設

計上厳しい評価結果を与えるようにコバルト－60を代表核種として設定

する。 

ルギスペクトルは，遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるようにキャスク

から放出される放射線エネルギのうち高エネルギの７ＭｅＶ単一ガンマ

線として設定する。 

ｄ．原子炉施設から使用済燃料集合体等とともに持ち込まれる腐食生成物

質を取り扱う工程での遮蔽設計に用いる線源強度は，原子炉施設の実績

等に基づいて設定し，また，エネルギスペクトルは，遮蔽設計上厳しい

評価結果を与えるようにコバルト－60を代表核種として設定する。 

(３) 遮蔽設計に用いる線源の核種組成

再処理施設は，ウラン及びプルトニウムと核分裂生成物質等を分離する

施設であるので，再処理工程内における放射性物質の組成は領域ごとに異

なる。 

遮蔽設計においては，線源の組成が大きく寄与することから，再処理工

程内での放射性物質の挙動を考慮し，第1.3－103図に示す核種組成の領域

及び第1.3－２表に示す核種組成を基に遮蔽設計に用いる線源の核種組成

を設定する。 

ここで，分離設備下流のウラン精製設備，プルトニウム精製設備を含む

Ｓ５領域の組成をルテニウム，ロジウムで代表させているが，これは，分

離設備出口以降の工程では，核分裂生成物質のうちルテニウム，ロジウム

及び気体状の核分裂生成物質を除くもの（以下「その他のＦＰ」とい

う。）のガンマ線エネルギスペクトルへの影響が，ルテニウム，ロジウム

に比べて無視できる程度であることを表している。分離設備における抽出

特性の差異から，分離設備出口以降ではルテニウム，ロジウムのその他の

ＦＰ核種に対する割合は増加する。ルテニウム，ロジウムとその他のＦＰ

を加えた全てのアルファ線を放出しない核種及びルテニウム，ロジウムに

対して報告されている知見等から，ルテニウム，ロジウムのその他のＦＰ

に対する相対的な割合は分離設備入口に比べて約24倍以上に増加する。こ

うした場合，全てのガンマ線源核種をルテニウム，ロジウムと考えても，

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（追補取り
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

単位線源強度当たりの線量当量率は同じと見なせ，遮蔽設計用燃料仕様の

持つ安全余裕等を考慮すると，あらゆる遮蔽厚さに対する線源条件とし

て，安全余裕は確保される。そこで，分離設備下流のウラン精製設備，プ

ルトニウム精製設備を含む領域を統合し，線源組成として100％（Ｒｕ，

Ｒｈ) を設定する。 

記載の適正化（追補取り

込み） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

再処理施設は，放射性物質を限定された区域に閉じ込めるために，放射

性物質を内蔵する系統及び機器は，腐食し難く，漏えいし難い構造とする

とともに，セル，グローブ ボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を

有する施設（以下「セル等」という。）又は室に収納する設計とする。 

 

 

 

さらに，放射性物質を内蔵する系統及び機器，セル等及び室並びにセル

等及び室を収納する構築物は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持す

る設計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合には，漏

えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

 

 

 

(１) 放射性物質を内蔵する系統及び機器は，取り扱う放射性物質，化学

薬品及び圧力，温度等各種の条件を考慮してステンレス鋼，ジルコニウム

等の腐食し難い材料を使用するとともに，腐食代を考慮する設計とする。

さらに，溶接構造，異材継手等により接続し放射性物質が漏えいし難い設

計とする。 

 

なお，以下の基本方針により材料選定，異種材料の接続を行う。 

 

a. 材料選定の基本方針 

放射性物質を含む硝酸溶液を取り扱う系統及び機器は，ステンレス鋼を

使用し，常圧沸騰状態で比較的硝酸濃度の高い溶液を取り扱う場合にはジ

ルコニウムを使用する。 

 

b. 異種材料の接続の基本方針 

ジルコニウムとステンレス鋼との接続は，爆着接合法等による異材継

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に閉じ込めるた

めに，放射性物質を内包する系統及び機器は，腐食し難く，漏えいし難い

構造とするとともに，セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込

め機能を有する施設（以下「セル等」という。）又は室に収納する設計と

する。 

また，粉末状の放射性物質を非密封で取り扱う場合は，密閉した系統及

び機器内で取り扱う設計とする。 

さらに，放射性物質を内包する系統及び機器，セル等及び室並びにセル

等及び室を収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持する

設計とする。 

 

また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合には，漏えいの拡大を

防止し安全に処置できる設計とする。 

 

(１) 放射性物質を内包する系統及び機器は，使用する化学薬品，取り

扱う放射性物質，圧力及び温度並びに保守及び修理の条件を考慮し，ステ

ンレス鋼，ジルコニウムその他の腐食し難い材料を使用するとともに，腐

食しろを確保する設計とする。 

さらに，溶接構造，爆着接合法による異材継手，フランジ継手及び水封

により接続することにより，放射性物質が漏えいし難い設計とする。 

また，以下の基本方針により材料選定及び異種材料の接続を行う。 

 

ａ．材料選定の基本方針 

放射性物質を含む硝酸溶液を取り扱う系統及び機器は，ステンレス鋼を

使用し，常圧沸騰状態で比較的硝酸濃度の高い溶液を取り扱う場合にはジ

ルコニウムを使用する。 

 

ｂ．異種材料の接続の基本方針 

ジルコニウムとステンレス鋼との接続は，爆着接合法による異材継手，

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

手，フランジ継手，水封を使用する。 

なお，フランジ継手は，セル外において異種材料の接続を行う場合に用

いる。また，水封は，保守が必要なセル内の機器の気相部の接続に用い

る。 

(２) 放射性物質を内蔵する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又

は室に適切に収納する設計とする。プルトニウムを含む溶液, 粉末及び高

レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器は, 原則として, セル等

に収納する。 

液体状の放射性物質を内蔵する系統及び機器を収納するセル等の床にはス

テンレス鋼製の漏えい液受皿を設置する。万一液体状の放射性物質がセル

等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により漏えいを検知するととも

に，スチーム ジェット ポンプ，ポンプ又は重力流により漏えいした液の

性状に応じて定めた移送先に移送し処理できる設計とする。 

なお，液体状の放射性物質を内蔵する系統及び機器を設置する室の床に

は，受皿を設置するとともに，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合

には，漏えいを検知し漏えいした液の移送及び処理ができる設計とする。 

漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又は有機溶媒を

含む漏えいした液がｎ－ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等に

ついては，漏えいを検知するための漏えい検知装置を多重化し，万一外部

電源が喪失した場合でも，漏えいした液を確実に移送するために，スチー

ム ジェット ポンプを使用する場合の蒸気は，その他再処理設備の附属施

設の安全蒸気系に，ポンプを使用する場合の電源は，非常用所内電源系統

に接続する設計とする。また，ポンプは，多重化するか，万一故障しても

フランジ継手及び水封を使用する。 

フランジ継手は，セル外において異種材料の接続を行う場合に用いる。

また，水封は，保守が必要なセル内の機器の気相部の接続に用いる。 

(２) 放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又

は室に適切に収納する設計とする。プルトニウムを含む溶液及び粉末並び

に高レベル放射性液体廃棄物（以下「高レベル廃液」という。）を内包

する系統及び機器は，分析のため少量を取り扱う場合や，ウラン・プルト

ニウム混合酸化物（ＵＯ２・ＰｕＯ２，以下「ＭＯＸ」という。）粉末を

封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場合を除き，セル等に収納する設

計とする。 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床には

ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，万一液体状の放射性物質がセル

等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により漏えいを検知し，漏えいの

拡大を防止するとともに，スチームジェットポンプ，ポンプ又は重力流に

より漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し処理できる設計と

する。 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏

えい液受皿を設置し，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏え

いを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の移送及び

処理ができる設計とする。 

漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又はＴＢＰ，ｎ

－ドデカン及びこれらの混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む漏え

いした液がｎ－ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等について

は，漏えいを検知するための漏えい検知装置を多重化し，万一外部電源が

喪失した場合でも，漏えいした液を確実に移送するために，スチームジェ

ットポンプを使用する場合の蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安全

蒸気系に，ポンプを使用する場合の電源は，非常用所内電源系統に接続す
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

漏えいした液が沸騰に至らない間に修理又は交換できる設計とする。 

 

精製施設のプルトニウム精製設備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム

混合脱硝設備には，通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸

プルトニウム及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上の

プルトニウムを含む溶液を内蔵する機器から，万一漏えいが発生した場合

でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とする。 

なお，連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニ

ウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界

安全管理の観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを確実に

検知し移送する設計とする。 

 

 

 

 

 

(３) プルトニウムを含む溶液及び高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する

系統及び機器並びにウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器は，気

体廃棄物の廃棄施設により原則として常時負圧に保ち，それらの系統及び

機器からの廃ガスは，洗浄，ろ過等により放射性物質を合理的に達成でき

る限り除去した後，主排気筒から放出する設計とする。 

 

また，セル等，セル等を収納する構築物及びウランを非密封で大量に取

り扱う系統及び機器を収納する構築物は，気体廃棄物の廃棄施設により原

則として常時負圧に保ち，排気は，ろ過した後，主排気筒等から放出する

設計とする。 

さらに，負圧は，原則として構築物，セル等，系統及び機器の順に気圧

が低くなるように設計するとともに，気体廃棄物の廃棄施設は，漏えいし

難く，かつ，逆流し難い設計とする。 

 

る設計とする。また，ポンプは，多重化するか，万一故障しても漏えいし

た液が沸騰に至らない間に修理又は交換できる設計とする。 

精製施設のプルトニウム精製設備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム

混合脱硝設備には，通常の運転状態おいて硝酸プルトニウム並びに硝酸プ

ルトニウム及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプ

ルトニウムを含む溶液を内包する機器から，万一漏えいが発生した場合で

も臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とする。 

連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを

含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全管

理の観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを確実に検知し

移送する設計とする。 

通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含

む溶液を連続移送する配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルト

ニウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい液受皿の集液

溝を監視する装置により，漏えいを検知する設計とする。 

 

(３) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機

器並びにウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器は，運転切替えに

伴う変動時を除き，気体廃棄物の廃棄施設により常時負圧に保ち，それら

の系統及び機器からの廃ガスは，洗浄，凝縮，吸着及びろ過により放射性

物質を合理的に達成できる限り除去した後，主排気筒から放出する設計と

する。 

また，セル等及びこれらを収納する建屋並びにウランを非密封で大量に

取り扱う系統及び機器を収納する建屋は，運転切替えに伴う変動時を除

き，気体廃棄物の廃棄施設により常時負圧に保ち，排気は，ろ過した後，

主排気筒から放出する設計とする。 

さらに，それぞれの気圧は，原則として，建屋，セル等，系統及び機

器の順に気圧が低くなる設計とするとともに，気体廃棄物の廃棄施設は，

漏えい及び逆流を防止する設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 再処理施設の閉じ込めは，取り扱う放射性物質の種類，性状（気

体，液体及び固体）に応じて設計する。 

 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，燃料取出しピット，燃料貯蔵

プール等にステンレス鋼を内張りする等プール水が漏えいし難い構造とす

るとともに，万一燃料貯蔵プール水が漏えいした場合でもプール水の漏え

いを検知し安全に処置できる設計とする。 

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持，漏えい及び逆流防止

の機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわ

れた場合においても，再処理施設全体としては，その機能が維持され，公

衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，気体の閉じ込め

の機能を確保する設計とする。 

 

(４) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器

並びにウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器を除く放射性物質を

内包する系統及び機器は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保ち，それ

らの系統及び機器からの廃ガスは，洗浄，凝縮及びろ過により放射性物質

を合理的に達成できる限り除去した後，主排気筒又は北換気筒から放出す

る設計とする。 

また，セル等及びこれらを収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設によ

り負圧に保ち，排気は，ろ過した後，主排気筒若しくは北換気筒又は低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒から放出する設計とする。 

さらに，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に気圧が

低くなるように設計するとともに，気体廃棄物の廃棄施設は，漏えい及び

逆流を防止する設計とする。 

 

(５) ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封で

取り扱う場合は，密閉した系統及び機器内で取り扱う設計とする。 

 

(６) 安全機能を有する施設の閉じ込めは，取り扱う放射性物質の種類

及び性状（気体，液体及び固体）に応じて設計する。 

 

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出しピット，燃料仮置き

ピット，燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱

ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピットは，ステンレス鋼を内張りす

ることによりプール水が漏えいし難い構造とするとともに，万一燃料貯蔵
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

ｂ．再処理設備本体 

せん断処理施設は，せん断粉末が漏えいし難い設計とする。 

溶解施設，分離施設，精製施設及び脱硝施設の放射性物質を内蔵する系

統及び機器は，腐食し難い材料を用い，漏えいし難い構造とし，漏えいの

拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

酸及び溶媒の回収施設の放射性物質を内蔵する系統及び機器は，腐食し

難い材料を用いるとともに，蒸発缶は減圧下で蒸発を行い運転温度を低く

することにより，腐食し難い環境とし，さらに，溶接構造等により漏えい

し難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

 

 

ｃ．製品貯蔵施設 

ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵容器にウラン酸化物を封入

し，閉じ込め機能を確保する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，混合酸化物貯蔵容器にウ

ラン・プルトニウム混合酸化物を封入し，閉じ込め機能を確保する設計と

する。 

 

ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(ａ) 気体廃棄物の廃棄施設 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理

設備及び塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を内蔵する系統及び機器は，

腐食し難い材料を用い，漏えいし難い構造とし，気体状の放射性物質の漏

えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。また，これらの設備は

気体状の放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆流し難い設計とする。 

 

換気設備は，汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維持できる

プール水が漏えいした場合でもプール水の漏えいを検知し安全に処置でき

る設計とする。 

 

ｂ．再処理設備本体 

せん断処理施設は，せん断粉末が漏えいし難い設計とする。 

溶解施設，分離施設，精製施設及び脱硝施設の放射性物質を内包する系

統及び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏えいし難い構造と

し，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

酸及び溶媒の回収施設の放射性物質を内包する系統及び機器は，腐食し

難い材料を用いるとともに，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防止

し安全に処置できる設計とする。 

また，酸及び溶媒の回収施設の蒸発缶は，減圧下で蒸発を行い運転温度

を低くすることにより，腐食し難い環境とする設計とする。 

 

ｃ．製品貯蔵施設 

ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵容器にＵＯ３を封入し，閉

じ込め機能を確保する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，混合酸化物貯蔵容器にＭ

ＯＸを封入し，閉じ込め機能を確保する設計とする。 

 

 

ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(ａ) 気体廃棄物の廃棄施設 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理

設備及び塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を内包する系統及び機器は，

腐食し難い材料を用いるとともに，漏えいし難い構造とし，気体状の放射

性物質の漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

また，これらの設備は気体状の放射性物質の漏えい及び逆流を防止する

設計とする。 

換気設備は，汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維持できる
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

設計とし，汚染の程度の低い区域から高い区域に空気を流すことのできる

設計とする。 

 

(ｂ) 液体廃棄物の廃棄施設 

高レベル廃液処理設備の放射性物質を内蔵する系統及び機器は，腐食し

難い材料を用いるとともに，高レベル廃液濃縮缶は減圧下で蒸発を行い運

転温度を低くすることにより，腐食し難い環境とし，さらに，溶接構造等

により漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設

計とする。 

 

低レベル廃液処理設備の放射性物質を内蔵する系統及び機器は，腐食し

難い材料を用い，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処

置できる設計とする。 

 

(ｃ) 固体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設の液体状の放射性物質を内蔵する系統及び機器

は，腐食し難い材料を用い，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防止

し安全に処置できる設計とする。 

 

ｅ．その他再処理設備の附属施設 

分析設備の分析装置等の機器は，原則としてセル等に収納し，液体状の

放射性物質の漏えいの拡大を防止し，安全に処置できる設計とする。ま

た，セル等は，気体廃棄物の廃棄施設により閉じ込め機能を確保できる設

計とする。 

 

設計とし，汚染の程度の低い区域から高い区域に空気を流すことのできる

設計とする。 

 

(ｂ) 液体廃棄物の廃棄施設 

高レベル廃液処理設備の放射性物質を内包する系統及び機器は，腐食し

難い材料を用いるとともに，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防止

し安全に処置できる設計とする。 

また，高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶は，減圧下で蒸発を

行い，運転温度を低くすることにより，腐食し難い環境とする設計とす

る。 

低レベル廃液処理設備の放射性物質を内包する系統及び機器は，腐食し

難い材料を用いるとともに，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防止

し安全に処置できる設計とする。 

 

(ｃ) 固体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設の液体状の放射性物質を内包する系統及び機器

は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏えいし難い構造とし，漏えいの

拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

 

ｅ．その他再処理設備の附属施設 

分析設備の分析装置及び分析済溶液処理系の機器は，セル等又は室に

収納し，液体状の放射性物質の漏えいの拡大を防止し，安全に処置できる

設計とする。 

また，セル等又は室は，気体廃棄物の廃棄施設により閉じ込め機能を確

保できる設計とする。 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（等の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.5 火災及び爆発の防止に関する設計 

(１) 再処理施設は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計と

する。 

(２) 可燃性若しくは熱的に不安定な物質を使用又は生成する系統及び機

器は，火災及び爆発の発生を防止するため，以下の対策を講ずる設計とす

る。 

ａ．静電気の発生のおそれのある機器は，接地を施す設計とする。また，

再処理設備本体の機器を収納するセル内においてボイラ等の着火源を有す

る機器は使用しないこと等の設計とする。モータ，リレー等の電気接点を

有する機器は，その使用環境を考慮し，必要に応じて防爆構造のものを使

用する。 

なお，その他再処理設備の附属施設等におけるボイラ等の着火源を有す

る機器は，周囲に適切な間隔を設けるよう配置する設計とする。 

ｂ．有機溶媒の異常な温度上昇のおそれのある機器には化学的制限値とし

てｎードデカンの引火点(74℃)を設定する設計とする。 

また，りん酸三ブチル（以下「ＴＢＰ」という。）又はその分解生成物

であるりん酸二ブチル，りん酸一ブチルと硝酸，硝酸ウラニル又は硝酸プ

ルトニウムの錯体（以下「ＴＢＰ等の錯体」という。) の急激な分解反応

のおそれのある機器には，熱的制限値として加熱蒸気 高温度(135℃)を

設定する設計とする。 

ｃ．有機溶媒を内蔵する系統及び機器は，腐食し難い材料を使用する設計

とする。 

ｄ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応のおそれのある機器への供給液には

ＴＢＰが混入しないよう，ＴＢＰを除去する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

1.5 火災及び爆発の防止に関する設計 

火災及び爆発の防止に関する設計は，安全機能を有する施設に対する火

災及び爆発の防止に関する設計並びに重大事故等対処施設に対する火災及

び爆発の防止に関する設計を行う。 

 

1.5.1 安全機能を有する施設に対する火災及び爆発の防止に関する設計 

1.5.1.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針 

安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施設の安全性が損

なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期に火災発生を感知し

消火を行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減するために，火災防護対策

を講ずる設計とする。 

火災又は爆発によってその安全機能が損なわれないことを確認する施設

を，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とする。 

火災防護対策を講ずる対象としては，安全評価上その機能を期待する構

築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，

系統及び機器を抽出することで，火災又は爆発により，冷却，水素掃気，

火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわないよう対策を講ず

る設計とし，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設に火災区域及

び火災区画を設定した上で，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消

火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講

ずることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

また，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機

器についても火災区域を設定した上で，火災及び爆発の発生防止，火災の

感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防

護対策を講ずることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

再処理施設の火災区域又は火災区画における火災防護対策に当たって

は，実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（以下

「火災防護審査基準」という。）及び原子力発電所の内部火災影響評価ガ

イド（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参考として再処理施

設の特徴（引火性の多種の化学薬品を取り扱うこと，高線量下となるセル

 

・新規制基準の第5条及び

29条要求による変更 

以下、「1.5」項について

は、同し理由となるため

省略 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｅ．空気等の供給が停止したときに，溶液及び有機溶媒の放射線分解によ

り発生する水素の濃度が可燃限界濃度に達するおそれのある機器のうち，

可燃限界濃度に達するまでの時間的余裕が小さい機器は，その他再処理設

備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給し，発生する水素の濃度を

可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。なお，可燃限界濃度に達するま

での時間が１日以上を要する時間的余裕が大きい機器は，非常用 所内電

源系統から給電されている塔槽類廃ガス処理設備の排風機による 排気等

及び一般圧縮空気系から空気が供給される配管を用いて空気を取 り入れ

ることができる設計とする。 

また，水素ガスを使用する脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設

備の還元炉には化学的制限値として還元用窒素・水素混合ガス中の水素

高濃度(6.0vol％)を設定する設計とする。 

(３) 再処理施設は，落雷による火災及び爆発の発生を防止するため避雷

設備を設ける設計とする。 

(４) 火災の拡大の防止及び影響の軽減のために以下の適切な対策を講ず

る設計とする。 

ａ．再処理施設は，適切な火災検出装置及び消火装置を設置する。 

また，消火装置は，その使用により重大な二次災害を引き起こさないよう

にするため，臨界安全の対象となる機器を収納するセル等，有機溶媒を取

り扱うセル及び室においては水消火設備は使用せず，ガス消火設備を使用

する設計とする。 

ｂ．安全上重要な施設において，火災の影響を受けるおそれのある所は，

適切な区画により火災区域を設定する。各火災区域は，耐火壁により隣接

区域間の延焼防止を行うか，又は，耐火壁，隔壁，間隔及び消火装置の組

合せにより，隣接区域間及び火災区域内の延焼防止を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

が存在すること等）及びその重要度を踏まえた火災防護対策を講ずる設計

とする。 

その他の安全機能を有する施設を含め再処理施設は，消防法，建築基準

法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備等に応

じた火災防護対策を講ずる設計とする。 

(１) 安全上重要な施設 

再処理施設は，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止，遮蔽

並びに閉じ込めに係る安全機能が火災又は爆発によって損なわれないよ

う，適切な火災防護対策を講ずる設計とする。 

具体的には，安全機能を有する施設のうち，安全評価上その機能を期待

する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な施

設の安全機能を有する構築物，系統及び機器（以下「安重機能を有する機

器等」という。）を抽出し，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消

火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講

ずる。 

安全上重要な施設は，「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」の(１)～

(15)に示す施設が該当する。 

上記方針に基づき，以下の建物及び構築物並びに屋外に設置する設備に

火災区域及び火災区画を設定する。 

 

 ａ．建物 

 (ａ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 (ｂ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔

Ｂ基礎 

 (ｃ) 前処理建屋 

 (ｄ) 分離建屋 

 (ｅ) 精製建屋 

 (ｆ) ウラン脱硝建屋 

 (ｇ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 (ｈ) ウラン酸化物貯蔵建屋 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(５) 火災及び爆発の発生を想定しても，閉じ込め機能が維持できるよ

う，セル内の圧力が一時的に上昇した場合でも，換気設備により建物内を

負圧に維持する設計とする。 

セルの耐火壁を貫通する給気側ダクトには防火ダンパを設置し，火災発

生時には防火ダンパを閉止することにより，火災の影響を軽減するように

設計する。 

また，消火による散水に起因して，液体状の放射性物質が建物外に流出

しないように設計する。 

(６) 火災及び爆発の観点で考慮する事象の例を第1.5－１表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｉ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

 (ｊ) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

 (ｋ) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 (ｌ) チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

 (ｍ) ハル・エンドピース貯蔵建屋 

 (ｎ) 主排気筒管理建屋 

 (ｏ) 制御建屋 

 (ｐ) 分析建屋 

 (ｑ) 非常用電源建屋 

 

 ｂ．屋外施設 

 (ａ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔 

 (ｂ) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 

 (ｃ) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔 

 (ｄ) 主排気筒 

 

 ｃ．燃料貯蔵設備 

 (ａ) 第１非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備 

 (ｂ) 第２非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備 

 

 ｄ．洞道 

 (ａ) 分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する洞道 

 (ｂ) 前処理建屋，分離建屋，精製建屋，高レベル廃液ガラス固化 

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，制御建屋，非常用電

源建屋，再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，主排気

筒及び主排気筒管理建屋を接続する洞道 

 (ｃ) 分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋

及び分析建屋を接続する洞道のうち，ウラン脱硝建屋及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋に接続する洞道を除く部分 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (ｄ) 精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接続する洞道 

 (ｅ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂを接続する洞道 

 (ｆ) 高レベル廃液ガラス固化建屋と第１ガラス固化体貯蔵建屋を接

続する洞道 

 (ｇ) ウラン脱硝建屋とウラン酸化物貯蔵建屋を接続する洞道 

 

(２) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機

器 

安全機能を有する施設のうち，再処理施設において火災及び爆発が発生

した場合，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築物，

系統及び機器のうち，「（１） 安全上重要な施設」に示す安全上重要な

施設を除いたものを「放射性物質貯蔵等の機器等」として選定する。 

放射性物質貯蔵等の機器等を収納する建屋（安全上重要な施設を除く）

を以下に示す。 

 ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋 

 ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

 ｃ．低レベル廃液処理建屋 

 ｄ．低レベル廃棄物処理建屋 

 ｅ．第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 ｆ．第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 ｇ．第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 ｈ．出入管理建屋 

 ｉ．北換気筒 

 

(３) その他の安全機能を有する施設 

「(１) 安全上重要な施設」及び「(２) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込

め機能を有する構築物，系統及び機器」以外の安全機能を有する施設を含

め再処理施設は，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気

技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

(４) 火災区域及び火災区画の設定 

安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を収納する建屋

に，耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火戸，防火ダンパ等），天井及び

床（以下「耐火壁」という。）によって囲われた火災区域を設定する。建

屋の火災区域は，「(１) 安全上重要な施設」及び「(２) 放射性物質の

貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器」において選定する

機器等の配置も考慮して火災区域を設定する。 

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な安重機器を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域は，３時間以上の耐火能力を有

する耐火壁として，３時間耐火に設計上必要な150ｍｍ以上の壁厚を有す

るコンクリート壁や火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を有する耐

火壁により隣接する他の火災区域と分離する。 

屋外の安全上重要な施設を設置する区域については，周囲からの延焼防

止のために火災区域を設定する。 

火災区画は，建屋内で設定した火災区域を，耐火壁，離隔距離及び系統

分離状況に応じて分割して設定する。 

 

(５) 火災防護上の 重要設備 

安全上重要な施設のうち，その重要度と特徴を考慮し，火災時において

も継続的に機能が必要となる設備である以下の設備を火災防護上の 重要

設備（以下「 重要設備」という。）とし，系統分離対策を講ずる設計と

する。 

ａ．プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベル放射性液体廃棄物の

閉じ込め機能（異常の発生防止機能を有する排気機能）を有する気体

廃棄物の廃棄施設の排風機 

ｂ．崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系のうち重要度の高いもの，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備貯蔵室からの排気系 

ｃ．安全圧縮空気系 

ｄ．上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源系統 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

(６) 火災防護計画 

再処理施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計

画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所

在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保，教育訓練，火災

防護対策を実施するために必要な手順等について定めるとともに，安重機

器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等については，火災及び爆

発の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減の

３つの深層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策を行うことについて

定める。 

重大事故等対処施設については，火災及び爆発の発生防止，火災の早期

感知及び消火を行うことについて定める。 

その他の再処理施設については，消防法，建築基準法，都市計画法及び

日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を行

うことについて定める。 

敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び

爆発（以下「外部火災」という。）については，安全機能を有する施設を

外部火災から防護するための運用等について定める。 

火災防護計画の策定に当たっては，火災防護審査基準の要求事項を踏ま

え，以下の考えに基づき策定する。 

ａ．安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等の防護を目

的として実施する火災防護対策を適切に実施するために，火災防護対

策全般を網羅した火災防護計画を策定する。 

ｂ．安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等の防護を目

的として実施する火災防護対策及び火災防護計画を実施するために必

要な手順，機器，組織体制を定める。具体的には，火災防護対策の内

容，その対策を実施するための組織の明確化（各責任者と権限），火

災防護計画を遂行するための組織の明確化（各責任者と権限），その

運営管理及び必要な要員の確保と教育・訓練の実施について定める。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｃ．安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を火災及び

爆発から防護するため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及

び消火並びに火災及び爆発の影響軽減の深層防護の概念に基づいた，

火災区域及び火災区画を考慮した火災防護対策である，火災及び爆発

の発生防止対策，火災の感知及び消火対策，火災及び爆発の影響軽減

対策を定める。 

ｄ．火災防護計画は，再処理施設全体を対象範囲とし，具体的には，以

下の項目を記載する。 

(ａ)  事業指定基準規則の第五条に基づくｃ.で示す対策 

(ｂ)  事業指定基準規則の第二十九条に基づく火災及び爆発の発生防

止，火災の早期感知及び消火の対策並びに重大事故等対処施設の

火災及び爆発により安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵

等の機器等並びに重大事故等対処施設の安全性が損なわれないた

めの火災防護対策 

また，可搬型重大事故等対処設備，その他再処理施設について

は，設備等に応じた火災防護対策 

(ｃ) 森林火災，近隣の工場，石油コンビナート等特別防災区域，危

険物貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施設（以下「近隣の産業施設」とい

う。）の爆発，再処理施設敷地内に存在する危険物貯蔵施設の火

災から安全機能を有する施設を防護する対策 

ただし，原子力災害に至る火災発生時の対処，原子力災害と同

時に発生する火災発生時の対処，大規模な自然災害又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる再処理施設の大規

模な損壊（以下「大規模損壊」という。）に伴う大規模な火災が

発生した場合の対処は，別途定める文書に基づき対応する。 

なお，上記に示す以外の構築物，系統及び機器は，消防法，建

築基準法に基づく火災防護対策を実施する。 

(ｄ) 火災防護計画は，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消

火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮し，火災防護

関係法令・規程類等，火災発生時における対応手順，可燃性物質
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

及び火気作業に係る運営管理に関する教育・訓練を定期的に実施

することを定める。 

(ｅ) 火災防護計画は，その計画において定める火災防護計画全般に

係る定期的な評価及びそれに基づく改善を行うことによって，継

続的な改善を図っていくことを定め，火災防護審査基準への適合

性を確認することを定める。 

(ｆ) 火災防護計画は，再処理事業所再処理施設の「核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第50条第1項の規定に基

づく再処理事業所再処理施設保安規定（以下「保安規定」とい

う。）に基づく文書として制定する。 

(ｇ) 火災防護計画の具体的な遂行のルール，具体的な判断基準等を

記載した文書，業務処理手順，方法等を記載した文書の文書体系

を定めるとともに，持ち込み可燃性物質管理や火気作業管理，火

災防護に必要な設備の保守管理，教育訓練などに必要な要領につ

いては，各関連文書に必要事項を定めることで，火災防護対策を

適切に実施する。 

 

1.5.1.2 火災及び爆発の発生防止 

1.5.1.2.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止 

再処理施設の火災及び爆発の発生防止については，再処理施設で取り扱

う化学薬品等のうち，可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使用又は

生成する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防止対

策，可燃性物質の漏えい防止対策，可燃性又は熱的に不安定な物質の混入

防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値及び化学的制限値を設

ける設計とする。 

火災及び爆発の観点で考慮する事象の例を第1.5－１表に示す。 

 

(１) 有機溶媒による火災及び爆発の発生防止 

有機溶媒による火災及び爆発の発生を防止するために，以下の対策を講

ずる設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ａ．有機溶媒を内包する機器は，腐食し難い材料を使用するとともに，

漏えいし難い構造とすることにより有機溶媒の漏えいを防止する。 

ｂ．有機溶媒を内包する機器で加温を行う機器は，化学的制限値として

ｎ－ドデカンの引火点（74℃）を設
（ １ ８ ）

定し，74℃を超えて加温すること

がないように，溶液の温度を監視して，温度高により警報を発すると

ともに，自動で加温を停止する設計とする。 

ｃ．静電気の発生のおそれのある有機溶媒を内包する機器は，接地を施

すことにより着火源を排除する。 

また，これらの機器を収納するセルには，着火源を有する機器は設

置しない。 

ｄ．有機溶媒を内包する系統及び機器を内部に設置するセル，グローブ

ボックス及び室については，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備で換気

を行う設計とする。 

ｅ．使用済有機溶媒の蒸発及び蒸留を行う機器は，有機溶媒へ着火する

おそれのない可燃領域外で有機溶媒の処理を行う設計とするととも

に，廃ガスには不活性ガス（窒素）を注入して排気する設計とする。 

また，溶媒処理系の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する

設計とする。 

蒸発缶を減圧するための系統の圧力を監視し，圧力高により警報を

発するとともに自動で不活性ガス（窒素）を系内に注入し，有機溶媒

の蒸発缶への供給及び加熱蒸気の供給を自動で停止する設計とする。 

溶媒蒸留塔の圧力を監視し，圧力高により警報を発するとともに自

動で不活性ガス（窒素）を系内に注入し，有機溶媒の蒸発缶への供給

及び加熱蒸気の供給を自動で停止する設計とする。 

 

(２) 廃溶媒及び廃溶媒の熱分解ガスによる火災及び爆発の発生防止 

廃棄する有機溶媒（以下「廃溶媒」という。）を処理する熱分解装置

は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下で熱分解

する設計とする。 

また，外部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

転状態を監視し，温度高により外部ヒータ加熱及び廃溶媒供給を停止する

設計とする。 

熱分解ガスを燃焼する装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視

し，温度低により熱分解装置への廃溶媒供給を停止する設計とする。 

また，可燃性ガスを取り扱う室に設置する電気接点を有する機器は，防

爆構造とする設計とする。 

 

(３) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生防止 

りん酸三ブチル（以下「ＴＢＰ」という。）又はその分解生成物である

りん酸二ブチル，りん酸一ブチル（以下「ＴＢＰ等」という。）と硝酸，

硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの錯体（以下「ＴＢＰ等の錯体」とい

う。）の急激な分解反応
（１９）（２０）（２１）

を防止するため，濃縮缶及び蒸発缶（以下「濃

縮缶等」という。）ではＴＢＰの混入防止対策としてｎ－ドデカン（以下

「希釈剤」という。）を用いて濃縮缶等に供給する溶液を洗浄し，ＴＢＰ

を除去する設計とする。 

また，濃縮缶等でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止す
（１９）（２０）（２１）

るため，

ＴＢＰの混入防止対策として濃縮缶等に供給する溶液から有機溶媒を分離

することができる設計とするとともに，水相を槽の下部から抜き出す設計

とする。 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応のおそれの
（１９）（２０）（２１）

ある機器には，熱的制限

値として加熱蒸気 高温度（135℃）を設定
（２０ ）（２ １ ）

し，濃縮缶等の加熱部に供給

する約130℃の加熱蒸気の温度を加熱蒸気の圧力により制御し，温度計に

より監視し，温度高により警報を発するとともに，加熱蒸気の温度が13

5℃を超えない
（２０ ）（２ １ ）

ために，蒸気発生器に供給する一次蒸気及び濃縮缶等の加

熱部に供給する加熱蒸気を自動で遮断する設計とする。 

 

(４) 運転で使用する水素による爆発の発生防止 

ａ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉 

水素ガスを使用する脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還

元炉には化学的制限値として還元用窒素・水素混合ガス中の水素 高濃度
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（6.0ｖｏｌ％）を設定し
（ ２ ２ ） （ ２ ３ ） （ ２ ４ ）

，還元ガス受槽では，還元炉へ供給する還元用

窒素・水素混合ガス中の水素濃度を測定し，還元用窒素・水素混合ガスが

空気といかなる混合比においても可燃限界濃度未満となるようにする。万

一，水素濃度が6.0ｖｏｌ％を超える
（ ２ ２ ） （ ２ ３ ） （ ２ ４ ）

場合には，還元炉への還元用窒素・

水素混合ガスの供給を自動で停止する窒素・水素混合ガス停止系を設ける

設計とする。 

ｂ．ウラン精製設備のウラナス製造器 

ウラナス製造器は，水素の可燃領域外で運転する設計とする。 

洗浄塔は，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の一般圧縮空気

系（以下「一般圧縮空気系」という。）から空気を供給し，廃ガス中の水

素濃度を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。洗浄塔に供給する空気

の流量を監視し，流量低により警報を発するとともに，自動で窒素ガスを

洗浄塔に供給する設計とする。 

第２気液分離槽は，窒素ガスを供給し，４価のウラン（以下「ウラナ

ス」という。）を含む硝酸溶液中に溶存する水素を追い出すとともに，廃

ガス中の水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。第２気液分離槽

に供給する窒素ガスの流量を監視し，流量低により警報を発する設計とす

る。 

また，水素を取り扱う室に設置する電気接点を有する機器は，防爆構造

とする設計とする。 

 

(５) 放射線分解により発生する水素による爆発の発生防止 

空気の供給が停止したときに，溶液及び有機溶媒の放射線分解により発

生する水素の濃度が可燃限界濃度に達するおそれのある機器のうち，可燃

限界濃度に達するまでの時間余裕が小さい機器は，その他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系から空気を供給（水素掃気）し，発生する水素の

濃度を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。可燃限界濃度に達するま

での時間が１日以上を要する時間余裕が大きい機器は，非常用所内電源系

統から給電する塔槽類廃ガス処理設備の排風機による排気，一般圧縮空気

系等から空気を供給する配管を用いて空気を取り入れることができる設計
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

とする。 

 

(６) 硝酸ヒドラジンによる爆発の発生防止 

再処理施設で使用する硝酸ヒドラジンは，自己反応性物質であることか

ら，硝酸ヒドラジンによる爆発の発生を防止するため，消防法に基づき，

貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計とする。 

 

(７) ジルコニウム及びその合金粉末による火災及び爆発の発生防止 

せん断処理施設のせん断機は，空気雰囲気でせん断を行っても，せん断

時に生じるジルコニウム及びその合金粉末による火災及び爆発のおそれは

ないが，せん断粉末の蓄積を防止するために，せん断機から溶解槽側へ窒

素ガスを吹き込むことで不活性雰囲気となる設計とする。 

 

(８) 分析試薬による火災及び爆発の発生防止 

分析試薬による火災及び爆発を防止するため，消防法に基づき，貯蔵及

び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計とする。 

また，加熱機器，裸火及び分析試薬の使用場所を制限することにより，

可燃性分析試薬による火災及び爆発を防止する。 

使用済みの可燃性分析試薬の貯槽は，接地し，着火源を適切に排除する

設計とする。 

 

 

1.5.1.2.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止 

再処理施設の火災及び爆発の発生防止については，発火性又は引火性物

質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対

する火災及び爆発の発生防止対策を講ずるとともに，可燃性の蒸気又は可

燃性の微粉に対する対策，発火源に対する対策，水素に対する換気，漏え

い検出対策及び接地対策，放射線分解により発生する水素の蓄積防止対

策，電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策等を講ずる設計とす

る。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

(１) 発火性物質又は引火性物質 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災

区域又は火災区画には，以下の火災及び爆発の発生防止対策を講ずる設計

とする。発火性又は引火性物質としては，消防法で定められる危険物又は

少量危険物として取り扱うもののうち「潤滑油」，「燃料油」に加え，再

処理施設で取り扱う物質として，ＴＢＰ，ｎ-ドデカン等（以下「有機溶

媒等」という。），硝酸ヒドラジン，高圧ガス保安法で高圧ガスとして定

められる水素，窒素，二酸化炭素，アルゴン，ＮОx，プロパン及び酸素

のうち，可燃性ガスである「水素」及び「プロパン」並びに上記に含まれ

ない「分析試薬」を対象とする。 

分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む

多種類の分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱いに係る火災及び爆発の

発生防止対策を講ずる。 

 

ａ．漏えいの防止及び拡大防止 

火災区域に対する漏えいの防止対策及び拡大防止対策の設計について以

下を考慮した設計とする。 

 

(ａ) 発火性又は引火性物質である潤滑油，燃料油，有機溶媒等を内包す

る設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である火災

区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である潤滑油，燃

料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジンを内包する設備（以下「油内包設

備」という。）は，溶接構造又はシール構造により漏えい防止対策を講ず

る設計とするとともに，漏えい液受皿又は堰を設置し，漏えいした潤滑

油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジンが拡大することを防止する設

計とする。 

セル内に設置する有機溶媒等を内包する設備から有機溶媒等が漏えいし

た場合については，セルの床等にステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

し，漏えい検知装置により漏えいを検知するとともに，スチームジェット

ポンプ，ポンプ又は重力流により漏えいした液の化学的性状に応じて定め

た移送先に移送し処理できる設計とする。 

 

(ｂ) 発火性又は引火性物質である水素及びプロパンを内包する設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である発火

性物質又は引火性物質である水素及びプロパンを内包する設備（以下「可

燃性ガス内包設備」という。）は，溶接構造等により可燃性ガスの漏えい

を防止する設計とする。 

 

ｂ．配置上の考慮 

火災区域における設備の配置については，発火性物質又は引火性物質の

油内包設備及び可燃性ガス内包設備の火災及び爆発により，火災及び爆発

の影響を受けるおそれのある安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵

等の機器等を損なわないように，発火性物質又は引火性物質を内包する設

備と安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等の間は，耐火

壁，隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする。 

 

ｃ．換気 

火災区域に対する換気について，以下の設計とする。 

 

(ａ) 発火性又は引火性物質である油内包設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である潤滑

油，燃料油又は再処理工程で使用する有機溶媒等，硝酸ヒドラジンを内包

する設備のうち，放射性物質を含まない設備を設置する区域は，漏えいし

た場合に気体状の発火性物質又は引火性物質が滞留しないよう，機械換気

を行う設計とする。 

また，屋外に設置する燃料貯蔵設備については，自然換気を行う設計と

する。 

再処理工程で使用する有機溶媒等を内包する設備のうち，放射性物質を
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

含む設備は，塔槽類廃ガス処理設備等に接続し，機械換気を行う設計とす

る。 

 

(ｂ) 発火性又は引火性物質である可燃性ガス内包設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である可燃

性ガスのうち，水素を内包する設備である蓄電池，ウラナス製造器，還元

炉，水素ボンベ又はプロパンを設置又は使用する火災区域は，火災及び爆

発の発生を防止するために，以下に示す換気設備による機械換気により換

気を行う設計とする。 

 

ⅰ．蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域は機械換気を行うことにより，水素濃度を燃

焼限界濃度以下とするよう設計する。安全上重要な施設の蓄電池，非常用

直流電源設備等を設置する火災区域の換気設備は，非常用母線から給電す

る設計とする。それ以外の蓄電池を設置する火災区画の換気設備は，建屋

換気系，電気盤室，非管理区域等の排風機による機械換気又は建屋換気系

の送風機による換気を行う設計とする。 

 

ⅱ．ウラン精製設備のウラナス製造器 

ウラナス製造器に供給する水素ガスの流量を制御し，水素ガスの圧力及

び硝酸ウラニル溶液の流量を監視し，水素ガスの圧力高又は硝酸ウラニル

溶液の流量低により警報を発するとともに，ウラナス製造器に供給する水

素ガス及び硝酸ウラニル溶液を自動で停止する設計とする。 

第１気液分離槽に受け入れる未反応の水素ガス濃度は約100％であり，

水素ガスの可燃領域外である。第１気液分離槽から洗浄塔へ移送する未反

応の水素ガスの圧力を制御，監視し，圧力高により警報を発する設計とす

るとともに，未反応の水素ガスの流量を監視し，流量高により警報を発す

る設計とする。 

洗浄塔は，その他再処理設備の附属施設の一般圧縮空気系から空気を供

給し，気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋換気設備に移送する廃ガス中の水
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。 

洗浄塔に供給する空気の流量を監視し，流量低により警報を発するとと

もに，自動で窒素ガスを洗浄塔に供給する設計とする。 

第２気液分離槽は，窒素ガスを供給し，ウラナスを含む硝酸溶液中に溶

存する水素を追い出すとともに，廃ガス中の水素を可燃限界濃度未満に抑

制する設計とする。第２気液分離槽に供給する窒素ガスの流量を監視し，

流量低により警報を発する設計とする。廃ガスは，建屋換気系の排風機に

よる機械換気を行う設計とする。 

ウラナス製造器等を設置するウラナス製造器室は非常用母線から給電す

る建屋換気設備の建屋排風機による機械換気を行い，室内に滞留した水素

を換気できる設計とする。 

 

ⅲ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉 

水素ガスを使用する脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還

元炉には化学的制限値として還元用窒素・水素混合ガス中の水素 高濃度

（6.0ｖｏｌ％）を設定し，還元ガス受槽では，還元炉へ供給する還元用

窒素・水素混合ガス中の水素濃度を測定し，還元用窒素・水素混合ガスが

空気といかなる混合比においても可燃限界濃度未満となるようにする。万

一，水素濃度が6.0ｖｏｌ％を超える場合には，還元炉への還元用窒素・

水素混合ガスの供給を自動で停止する窒素・水素混合ガス停止系を設ける

設計とする。 

還元炉はグローブボックス内に設置し，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋換気設備のグローブボックス・セル換気系の排風機による機械換気を

行う設計とする。 

また，火災区域に設定しないが，精製建屋ボンベ庫，還元ガス製造建屋

に設置する水素ボンベは，安全弁を備えたガスボンベを転倒しないように

ボンベユニットに設置し，万一の損傷による漏えいを防止するとともに，

自然換気により，屋内の空気を屋外に排気することにより，火災区域又は

区画内にガスが滞留しない設計とする。 

 

添六―45



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 
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ⅳ．プロパンボンベ 

プロパンガスボンベは，前処理建屋に安全弁を備えたガスボンベを転倒

しないようにボンベユニットに設置し，また，機械換気により，屋内の空

気を屋外に排気することにより，火災区域又は火災区画内にガスが滞留し

ない設計とする。 

また，火災区域には設定しないが，低レベル廃棄物処理建屋プロパンボ

ンベ庫においても，安全弁を備えたガスボンベを転倒しないように設置

し，漏えいガスを屋外に放出する自然換気を行う設計とする。 

 

ｄ．防爆 

火災区域に対する防爆について，以下の設計とする。 

 

(ａ) 発火性又は引火性物質である引火性液体を内包する設備 

ⅰ．火災区域内に設置する引火性液体を内包する設備は，潤滑油又は燃料

油が設備の外部への漏えいを想定しても，引火点は発火性又は引火性物

質である潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置する室内温度よりも十

分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性の蒸気となることは

ない。 

また，燃料油である重油を内包する設備を設置する火災区域又は火災

区画については，重油が設備の外部へ漏えいし，万一，可燃性の蒸気が

発生した場合であっても，非常用母線より給電する換気設備で換気して

いることから，可燃性の蒸気が滞留するおそれはない。 

 

ⅱ．工場電気設備防爆指針における危険箇所には該当しないが，火災区域

又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質の有機溶媒等を内包

する設備の漏えいにより，環境条件が「電気設備に関する技術基準を定

める省令」及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気と

なるおそれのある廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒を取り扱う機器

は，有機溶媒等を約450℃で熱分解していることから，廃溶媒処理系の

熱分解装置等の廃溶媒を取り扱う機器を設置する室の電気接点を有する
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機器は，防爆構造とする設計とする。 

また，静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

 

(ｂ) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

工場電気設備防爆指針における危険箇所には該当しないが，火災区域又

は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質の水素を内包する設備の

漏えいにより，環境条件が「電気設備に関する技術基準を定める省令」及

び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気となるおそれのあ

るウラン精製設備のウラナス製造器は，高濃度の水素を使用することか

ら，ウラナス製造器等を設置するウラナス製造器室に設置する電気接点を

有する機器は，防爆構造とする設計とする。 

また，静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

 

ｅ．貯蔵 

火災区域に設置する発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器について

は，以下の設計とする。 

発火性物質又は引火性物質として貯蔵を行う再処理工程で用いる有機溶

媒等，ディーゼル発電機用の燃料油及び安全蒸気系のボイラ用のプロパン

ガスに対し以下の措置を講ずる。 

 

(ａ) 再処理工程内で用いる有機溶媒等は，処理運転に必要な量に留めて

貯蔵する設計とする。 

 

(ｂ) ディーゼル発電機へ供給する屋内の燃料油は，必要な量を消防法に

基づき屋内タンク貯蔵所に安全に貯蔵できる設計とする。貯蔵量は７日間

の外部電源喪失に対してディーゼル発電機を連続運転するために必要な量

を屋外に貯蔵する設計とする。 

 

(ｃ) 前処理建屋に設置する安全蒸気系のボイラ用のプロパンガスについ

ては，蒸気供給に必要な量を貯蔵する設計とする。 
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また，他の安全上重要な施設を収納する室と耐火壁で隔てた室におい

て，安全弁を備えたガスボンベを転倒しないようにボンベユニットに設置

し，また，漏えいガスを建屋外に放出できる構造とし，安全に貯蔵する設

計とする。 

 

(ｄ) 再処理工程で用いる硝酸ヒドラジンは，処理運転に必要な量に留め

て貯蔵する設計とするとともに，自己反応性物質であることから，硝酸ヒ

ドラジンによる爆発の発生を防止するため，消防法に基づき，貯蔵及び取

扱い時の漏えい防止を講ずる設計とする。 

 

(ｅ) ウラン精製設備のウラナス製造器に供給する水素は，精製建屋ボン

ベ庫から供給する設計とする。 

また，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉に使用する還元用窒

素・水素混合ガスは還元ガス製造建屋の還元炉還元ガス供給系で製造し還

元炉へ供給する。 

 精製建屋ボンベ庫，還元ガス製造建屋の水素ボンベは，運転に必要な

量を考慮した本数とし，安全弁を備えたガスボンベを転倒しないようにボ

ンベユニットに設置し，万一の損傷による漏えいを防止するとともに，自

然換気により，屋内の空気を屋外に排気することにより，火災区域又は火

災区画内にガスが滞留しない設計とする。 

 

(２) 可燃性蒸気・微粉の対策 

火災区域における可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を取り扱う設備につい

ては以下の設計とするとともに，火災区域には金属粉や布による研磨機の

ように静電気が溜まるおそれがある設備を設置しない設計とする。 

 

ａ．可燃性蒸気が滞留するおそれがある機器 

可燃性の蒸気が滞留するおそれがある設備として，廃溶媒処理系の熱分

解装置等の廃溶媒を取り扱う機器は，有機溶媒等を約450℃で熱分解して

おり，可燃性蒸気が滞留するおそれがあることから，熱分解装置は，常時

添六―48



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

不活性ガス（窒素）を吹き込み，熱分解装置の内部で可燃性ガスが燃焼す

ることを防止する。可燃性ガスは，燃焼装置(約900℃)へ導いて燃焼し，

燃焼後の廃ガスは気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送

し，排気する設計とする。 

廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒を取り扱う機器を設置する室は，

排風機による機械換気を行い，電気接点を有する機器は，防爆構造とする

設計とする。 

また，静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

火災区域における現場作業において有機溶剤を使用する場合は必要量以

上持ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがあ

る場合は，使用する作業場所において，換気，通風，拡散の措置を行うと

ともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設

計とする。 

 

ｂ．可燃性の微粉が滞留するおそれがある機器 

再処理施設において，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性

粉じん（空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆燃性

粉じん（空気中の酸素が少ない雰囲気中又は二酸化炭素中でも着火し，浮

遊状態では激しい爆発をする金属粉じん）」に該当するおそれのある物質

は，使用済燃料集合体の被覆管及びチャンネルボックス等で使用している

ジルカロイの切断に伴うジルカロイ粉末である。 

一般的にジルカロイ粉末は活性であり空気中において酸素と反応し発火

する可能性があることから，可燃性の微粉が滞留するおそれがあるせん断

処理施設のせん断機並びに使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及びチャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン処理建屋のチャンネルボックス切断装置は，

火災及び爆発の発生を防止するために以下に示す設計とする。 

 

(ａ) せん断処理施設のせん断機 

自然発火性材料であるジルカロイのせん断を行うせん断処理施設のせん

断機は，空気雰囲気でせん断を行っても，せん断時に生じる燃料粉末によ
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

りジルコニウム粉末及びその合金粉末が希釈されることから火災及び爆発

のおそれはないが，せん断機から溶解槽側へ窒素ガスを吹き込むことによ

り，せん断粉末の蓄積を防止し，かつ，不活性雰囲気とする設計とする。 

また，吹き込んだ窒素ガスは，せん断処理・溶解廃ガス処理設備の機械

換気により，気体廃棄物として高所より排出する設計とする。 

せん断時に生じたジルコニウム粉末及びその合金粉末は，溶解槽，清澄

機，ハル洗浄槽等を経由し，燃料被覆管せん断片及び燃料集合体端末片

（以下「ハル・エンドピース」という。）等を詰めたドラム又はガラス固

化体に収納するが，その取扱いにおいては溶液内で取り扱うことから，火

災及び爆発のおそれはない。 

 

(ｂ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の第１チャンネルボックス切断装置及

びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の第２チャンネルボ

ックス切断装置 

使用済燃料から取り外した自然発火性材料（ジルカロイ）のチャンネル

ボックスは，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の第１チャンネルボックス切断

装置等により，水中で取り扱うため，微粉が滞留することはない。 

 

(３) 発火源への対策 

火花の発生を伴う設備は，発生する火花が発火源となることを防止する

設計とするとともに，周辺に可燃性物質を保管しないこととする。 

また，高温となる設備は，高温部を保温材又は耐火材で覆うことによ

り，可燃性物質との接触及び可燃性物質の加熱を防止する設計とする。 

 

ａ．火花の発生を伴う設備 

 

(ａ) 溶接機Ａ，Ｂ（高レベル廃液ガラス固化建屋） 

溶接機Ａ，ＢはＴＩＧ自動溶接方式であり，固化セル内に設置する。溶

接機Ａ，Ｂ周辺には可燃性物質を配置せず，また，運転を行う際は複数の

ＩＴＶカメラで溶接機の周囲を監視し，可燃性物質を溶接機に近接させな
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いことで，発火源とならない設計とする。 

 

(ｂ) 第１，２チャンネルボックス切断装置（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋） 

第１チャンネルボックス切断装置及び第２チャンネルボックス切断装置

は，溶断式であるが，水中で切断することにより，発火源とならない設計

とする。 

 

ｂ．高温となる設備 

 

(ａ) 脱硝装置，焙焼炉，還元炉（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋） 

脱硝装置は，運転中は温度を監視するとともに，脱硝終了は温度計及び

照度計により，ＭＯＸ粉体の白熱を検知してマイクロ波の照射を停止する

設計としており，加熱が不要に持続しない設計とする。 

焙焼炉，還元炉の周囲には断熱材を設置することにより，温度上昇を防

止する設計としている。 

また，温度が890℃を超えた場合には，ヒータ加熱が自動で停止する設

計とする。 

 

(ｂ) ガラス溶融炉Ａ，Ｂ（高レベル廃液ガラス固化建屋） 

炉内表面が耐火材で覆われており，耐火材の耐久温度を超えて使用しな

い設計とすることで，過熱による損傷により内包する溶融ガラスが漏れ出

る事に伴う火災及び爆発に至るおそれはない。 

また，ガラス溶融炉Ａ，Ｂの周辺には可燃性物質がなく，ガラス溶融炉

Ａ，Ｂは発火源にはならない設計とする。 

 

(ｃ) 焼却装置，燃焼装置，セラミックフィルタ，熱分解装置（低レベル

廃棄物処理建屋） 

雑固体廃棄物処理系の焼却装置及びセラミックフィルタ並びに廃溶媒処

理系の燃焼装置は，耐火物を内張りし，機器外面における過度の温度上昇
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を防止する設計とするとともに，焼却装置は燃焼状態を監視する設計とす

ることにより，発火源とはならない設計とする。 

廃溶媒処理系の燃焼装置は，可燃性ガスの未燃焼によるガスの滞留を防

止するために，内部温度の測定及び燃焼状態を監視することにより，温度

低により熱分解装置への廃溶媒供給を停止する設計とする。熱分解装置

は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下で熱分解

する設計とする。 

熱分解装置は，外部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を測

定し，運転状態を監視する設計とする。 

 

(４) 水素対策 

火災区域に対する水素対策については，以下の設計とする。 

火災区域に設置する水素内包設備は，溶接構造等により区域内への水素

の漏えいを防止するとともに，機械換気を行うことにより，水素濃度を燃

焼限界濃度以下とするよう設計する。 

蓄電池を設置する火災区域は，充電時において蓄電池から水素が発生す

るおそれがあることから，当該区域に可燃性物質を持ち込まないこととす

る。 

また，蓄電池の上部に水素漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度

である４ｖоｌ％の１／４以下で中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室に警報を発する設計とする。 

ウラン精製設備のウラナス製造器は，水素を用いて硝酸ウラニル溶液を

還元してウラナスを製造することから，万一の室内への水素の漏えいを早

期に検知するため，ウラナス製造器，第１気液分離槽，洗浄塔及び第２気

液分離槽を設置するウラナス製造器室に水素漏えい検知器を設置し，中央

制御室に警報を発する設計とする。 

なお，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉に供給する還元用窒

素・水素混合ガスは，ガス中の水素 高濃度6.0ｖｏｌ％を設定し，還元

ガス受槽では，還元炉へ供給する還元用窒素・水素混合ガス中の水素濃度

を測定し，還元用窒素・水素混合ガスが空気といかなる混合比においても
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可燃限界濃度未満となるようにする。万一，水素濃度が6.0ｖоｌ％を超

える場合には，中央制御室へ警報を発し，還元炉への還元用窒素・水素混

合ガスの供給を自動で停止する窒素・水素混合ガス停止系を設ける設計と

する。 

また，漏えいした場合において，空気との混合を想定し，可燃限界濃度

以下となるような組成としているため，水素漏えい検知器を設置しない。 

 

(５) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

放射線分解による水素は，濃度が可燃限界濃度に達するおそれのある機

器のうち，可燃限界濃度に達するまでの時間余裕が小さい機器は，安全圧

縮空気系から空気を供給（水素掃気）し，発生する水素の濃度を可燃限界

濃度未満に抑制する設計とする。 

可燃限界濃度に達するまでの時間が１日以上を要する時間余裕が大きい

機器は，非常用所内電源系統から給電されている塔槽類廃ガス処理設備の

排風機による排気，一般圧縮空気系等から空気を供給する配管を用いて空

気を取り入れる設計とする。 

 

(６) 過電流による過熱防止対策 

再処理施設内の電気系統に対する過電流による過熱及び焼損の防止対策

として，電気系統は，機器の損壊，故障及びその他の異常を検知した場合

には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，故障の影響を局所化

できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。 

 

 

1.5.1.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等は，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材

料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の

性能を有するもの（以下「代替材料」という。）を使用する設計とする。

添六―53



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

  

また，構築物，系統及び機器の機能を確保するために代替材料の使用が

技術上困難な場合は，当該機器等における火災に起因して，他の安重機能

を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等において火災が発生するこ

とを防止するための措置を講ずる設計とする。 

 

(１) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のうち，機器，

配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の筐体並びにこれらの支持

構造物の主要な構造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，金属材料又

はコンクリートを使用する設計とする。 

また，放射性物質を内包する機器を収納するグローブボックス等のう

ち，非密封で放射性物質を取り扱うグローブボックス等で，万一の火災時

に閉じ込め機能を損なうおそれのあるものについては，不燃性材料又は難

燃性材料を使用する設計する。 

グローブボックスのパネルに可燃性材料を使用する場合は，火災による

パネルの損傷を考慮しても収納する機器の閉じ込め機能を損なわないよ

う，難燃性材料であるパネルをグローブボックスのパネル外表面に設置す

ることにより，難燃性パネルと同等以上の難燃性能を有することについ

て，ＵＬ94垂直燃焼試験及びＪＩＳ酸素指数試験における燃焼試験により

確認するものとする。 

ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替

材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火

炎に晒されることなく，火災による安全機能への影響は限定的であるこ

と，また，他の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に

延焼するおそれがないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料

を使用する設計とする。 

また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆わ

れた機器内部のケーブルは，発火した場合でも他の安重機能を有する機器

等に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用
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する設計とする。 

 

(２) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油の内包 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のうち，建屋内

に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用する設計と

する。 

 

(３) 難燃ケーブルの使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に使用するケー

ブルには，実証試験により延焼性（米国電気電子工学学会規格ＩＥＥＥ38

3－1974又はＩＥＥＥ1202－1991垂直トレイ燃焼試験）及び自己消火性

（ＵＬ1581（Ｆｏｕｒｔｈ Ｅｄｉｔｉｏｎ）1080ＶＷ－１ＵＬ垂直燃焼

試験）を確認したケーブルを使用する設計とする。 

ただし，機器の性能上の理由から実証試験にて延焼性及び自己消火性を

確認できないケーブルは，難燃ケーブルと同等以上の性能を有する材料を

使用する設計とする。 

具体的には，燃焼度計測装置の一部に使用する放射線測定器用のケーブ

ルは，微弱電流又は微弱パルスを取り扱う必要があり，耐ノイズ性を確保

するために高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする必要

がある。 

したがって，本ケーブルに対しては，火災を想定した場合にも延焼が発

生しないように，専用電線管に収納するとともに，電線管の両端は，電線

管外部からの酸素供給防止を目的とし，耐火性を有するシール材を処置す

るとともに，機器との接続部においては可動性を持たせる必要があること

から当該部位のケーブルが露出しないように不燃性，遮炎性，耐久性及び

被覆性を確認した防火シートで覆う等により，難燃ケーブルと同等以上の

性能を確保する設計とする。 

非難燃ケーブルを使用する場合については，上記に示す代替措置を施し

た上で，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能（延焼性及び

自己消火性）を有することを実証試験により確認し，使用する設計とする
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ことにより，他の安全機能を有する施設において火災及び爆発が発生する

ことを防止する設計とする。 

 

(４) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料及び難燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のうち，換気設

備のフィルタは，「ＪＡＣＡ Ｎо.11Ａ(空気清浄装置用ろ材燃焼性試験

方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」により難燃性を満足する難

燃性材料又は不燃性材料を使用する設計とする。 

 

(５) 保温材に対する不燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に対する保温材

は，ロックウール，グラスウール，けい酸カルシウム，耐熱グラスフェル

ト，セラミックファイバーブランケット，マイクロサーム，パーライト，

金属等，平成12年建設省告示第1400号に定められたもの又は建築基準法で

不燃性材料として定められたものを使用する設計とする。 

 

(６) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性

能を有することを試験により確認した材料又は消防法に基づく防炎物品若

しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用す

る設計とする。 

ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管理

区域の床は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考慮し，原則として腰高さ

までエポキシ樹脂系塗料等のコーティング剤により塗装する設計とする。 

塗装は，難燃性能を確認したコーティング剤を不燃性材料であるコンク

リート表面に塗布すること，また，建屋内に設置する安重機能を有する機

器等及び放射性物質貯蔵等の機器等には不燃性材料又は難燃性材料を使用

し，周辺には可燃性物質がないことから，塗装が発火した場合においても

他の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等において火災

及び爆発を生じさせるおそれは小さい。 
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1.5.1.2.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 

再処理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地震，津

波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響（降

下火砕物によるフィルタの目詰まり等）（以下「火山の影響」とい

う。），生物学的事象，森林火災及び塩害である。 

風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して再処理施設

の安全機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計とする

ことで，火災及び爆発の発生を防止する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響については，侵入防止対策

によって影響を受けない設計とする。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，他の生物学的事象及び塩害は，発火源

となり得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から再処理施

設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると，発火源と

なり得る自然現象ではない。 

したがって，再処理施設で火災及び爆発を発生させるおそれのある自然

現象として，落雷及び地震を選定し，これらの自然現象によって火災及び

爆発が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とす

る。 

 

(１) 落雷による火災及び爆発の発生防止 

落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，「原子力発電所の耐雷

指針」（ＪＥＡＧ4608），建築基準法及び消防法に基づき，日本産業規格

に準拠した避雷設備を設置する設計とする。重要な構築物は，建築基準法

及び消防法の適用を受けないものであっても避雷設備を設ける設計とす

る。 

各防護対象施設に設置する避雷設備は，構内接地系と連接することによ

り，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平坦化を図る

設計とする。 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

避雷設備設置箇所を以下に示す。 

ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋 

ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

ｃ．精製建屋 

ｄ．ウラン脱硝建屋 

ｅ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ｆ．ウラン酸化物貯蔵建屋 

ｇ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

ｈ．第１ガラス固化体貯蔵建屋 

ｉ．低レベル廃液処理建屋 

ｊ．低レベル廃棄物処理建屋 

ｋ．チャンネルボックス･バーナブルポイズン処理建屋 

ｌ．ハル・エンドピース貯蔵建屋 

ｍ．分析建屋 

ｎ．制御建屋 

ｏ．非常用電源建屋 

ｐ．出入管理建屋 

ｑ．主排気筒 

ｒ．北換気筒 

ｓ．低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

ｔ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ※ 

ｕ．再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ※ 

ｖ．第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ※ 

ｗ．第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ｂ※ 

※安全冷却水系冷却塔を覆う竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）に

避雷設備を設置する。 

 

(２) 地震による火災及び爆発の発生防止 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等は，耐震重要度

分類に応じた地震力が作用した場合においても支持することができる地盤

添六―58



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

に設置し，自らの破壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する。 

耐震については事業指定基準の第七条に示す要求を満足するよう，事業

指定基準の解釈に従い耐震設計を行う設計とする。 

 

 

1.5.1.3 火災の感知，消火 

火災の感知及び消火については，安重機能を有する機器等及び放射性物

質貯蔵等の機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感

知設備及び消火設備を設置する設計とする。具体的な設計を「1.5.1.3.1 

火災感知設備」～「1.5.1.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による

安全機能への影響」に示す。 

このうち，火災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，

火災感知及び消火の機能，性能が維持され，かつ，安重機能を有する機器

等及び放射性物質貯蔵等の耐震重要度分類に応じて，機能を維持できる設

計とすることを「1.5.1.3.3 自然現象の考慮」に示す。また，消火設備

は，破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，安全上重要な施設

の安全機能を損なわない設計とすることを「1.5.1.3.4 消火設備の破損，

誤動作又は誤操作による安全機能への影響」に示す。 

 

 

1.5.1.3.1 火災感知設備 

火災感知設備は，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に感知するために設置す

る設計とする。 

 

(１) 火災感知器の環境条件等の考慮及び多様化 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災

区域又は火災区画の火災感知器の型式は，放射線，取付面高さ，温度，湿

度，空気流等の環境条件及び予想される火災の性質を考慮して選定する。 

また，火災を早期に感知するとともに，火災の発生場所を特定するため
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に，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する

機器を組み合わせて設置する設計とする。 

火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の火災感知

器は，原則，煙感知器（アナログ式）及び熱感知器（アナログ式）を組み

合わせて設置し，炎感知器（非アナログ式の熱感知カメラ（サーモカメ

ラ）含む）のようにその原理からアナログ式にできない場合を除き，誤作

動を防止するため平常時の状況を監視し，急激な温度や煙の濃度の上昇を

把握することができるアナログ式を選定する。炎感知器はアナログ式では

ないが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生じた時点で

感知することができ，火災の早期感知に優位性がある。 

なお，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置す

る火災区域又は火災区画のうち，コンクリート製の構造物や金属製の配

管，タンク等のみで構成する機器等を設置する火災区域又は火災区画は，

機器等を不燃性の材料で構成しており，火災の影響により機能を喪失する

おそれがないことから，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器の組

合せは行わず，消防法に基づいた設計とする。 

消防法施行令及び消防法施行規則において火災感知器の設置が除外され

る区域についても，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等が火災による影響を考慮すべき場合には設置する設計とする。 

ただし，以下の火災のおそれがない区域又は他の設備により火災発生の

前後において有効に検出できる場合は除く。 

 

ａ．通常作業時に人の立入りがなく，可燃性物質がない区域 

 (ａ) 可燃性物質がないセル及び室（高線量区域） 

   高レベル放射性廃液等を貯蔵するセル又はセルではないが，高

線量により通常時に人の立ち入りの無い室のうち可燃性物質が設置

されておらず，不要な可燃性物質を持ち込まない可燃性物質管理を

行う場所は，通常運転時における火災の発生及び人による火災の発

生のおそれがないことから，火災の感知の必要は無い。 

 (ｂ) 可燃性物質がない室（ダクトスペース及びパイプスペース） 
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   ダクトスペースやパイプスペースは高線量区域ではないが，可燃

性物質が設置されておらず，不要な可燃性物質を持ち込まない可燃

性物質管理を行う場所であり，また点検口は存在するが，通常時に

は人の入域は無く，人による火災の発生のおそれがないことから，

火災感知器を設置しない設計とする。 

 

ｂ．通常作業時に人の立入りがなく，少量の可燃性物質の取扱いはある

が，取扱いの状況を踏まえると火災のおそれがない区域 

本区域は以下のとおり，可燃性物質の引火点に至らない設計としてお

り，火災に至るおそれがない。 

セル内に配置する放射線測定装置の減速材（ポリエチレン），溶解槽の

駆動部に塗布するグリスなど，セル内には少量の可燃性物質が存在する。

しかし，放射線測定装置の減速材が存在するセル内には加熱源は無く，漏

えい液の沸騰を仮定しても，ポリエチレンの引火点に至るおそれがない。 

また，少量の有機溶媒等を取り扱うセルのうち，漏えいした有機溶媒等

が自重により他のセルに移送されるセルは，有意な有機溶媒等がセル内に

残らず，さらにセル換気設備により除熱されることから，発火点に至るお

それはないため，火災感知器を設置しない設計とする。 

同様に溶解槽セルにおいても一部蒸気配管が存在するが，当該セルで

も高温となる部位に接しても，グリスの引火点には至らない。また，設備

の設置状況により火災を発生させるような火災源がなく，可燃性物質の過

度な温度上昇を防止する設計とするため火災に至るおそれはないことか

ら，火災の感知の必要は無い。 

 

ｃ．可燃性物質の取扱いはあるが，火災感知器によらない設備により早

期感知が可能な区域 

高線量となるセル内等については，放射線による故障に伴う誤作動が生

じる可能性があるため，火災の発生が想定されるセル内等については，漏

えい検知装置，火災検知器（熱電対），耐放射線性のＩＴＶカメラ等の火

災の感知が可能となる設備について多様性を確保して設置する設計とす
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る。 

 

(２) 火災感知設備の性能と設置方法 

感知器については消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第二十三

条第４項に従い設置する設計とする。 

また，環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が困難となり，感知

器と同等の機能を有する機器を使用する場合においては，同項において求

める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機に

係る技術上の規格を定める省令（昭和56年自治省令第17号）第十二条～第

十八条までに定める感知性能と同等以上の方法により設置する設計とす

る。 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件並びに安重機能を有する機器等

及び放射性物質貯蔵等の機器等の特徴を踏まえ設置することとし，アナロ

グ式煙感知器及びアナログ式熱感知器の組合せを基本として設置する設計

とする。 

一方，以下に示すとおり，屋内において取り付け面高さが熱感知器又は

煙感知器の上限を超える場合及び外気取入口など気流の影響を受ける場合

並びに屋外構築物の監視に当たっては，アナログ式感知器の設置が適さな

いことから，非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラを

設置する設計とする。 

非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラは，炎が発す

る赤外線や紫外線を感知するため，煙や熱と比べて感知器に到達する時間

遅れがなく，火災の早期感知に優位性がある。 

また，非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラ（サー

モカメラ）を設置する場合は，それぞれの監視範囲に火災の検知に影響を

及ぼす死角がないように設置する設計とするとともに，誤動作防止対策の

ため，屋内に設置する場合は，外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇

所に設置することとし，屋外に設置する場合は，屋外型を採用するととも

に，必要に応じて太陽光の影響を防ぐ遮光板を設置する設計とする。 

なお，蓄電池室は換気設備により清浄な状態と保たれていること，及び
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水素漏えい検知器により爆発性雰囲気とならないことを監視していること

から，通常のアナログ式の感知器を設置する設計とする。 

よって，非アナログ式の感知器を採用してもアナログ式の感知器と同等

以上の性能を確保することが可能である。 

非アナログ式感知器を設置する火災区域又は火災区画を以下に示す。 

 

ａ．設置高さ及び気流の影響のある火災区域又は火災区画（屋内） 

屋内の火災区域又は火災区画のうち設置高さが高い場所や，気流の影響

を考慮する必要のある場所には，熱や煙が拡散することから，アナログ式

感知器（煙及び熱）を組み合わせて設置することが適さないことから，一

方は非アナログ式の炎感知器を設置する設計とする。 

 

ｂ．燃料貯蔵プール 

燃料貯蔵プールは上記ａ．と同様に，天井が高く大空間となっており，

アナログ式煙感知器と，非アナログ式の炎感知器を設置する設計とする。 

 

ｃ．屋外の火災区域（安全冷却水系冷却塔） 

屋外に設置する安全冷却水系冷却塔は屋外に開放された状態で設置され

ており，火災による熱及び煙が周囲に拡散することからアナログ式感知器

（煙及び熱）の設置が適さないこと及び雨水等の浸入により火災感知器の

故障が想定されることから，非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の

熱感知カメラ（サーモカメラ）を設置する設計とする。 

 

ｄ．地下埋設物（重油タンク） 

地下タンク室上部の点検用マンホールから地上までの空間に燃料が気化

して充満することを想定し感知器を設置するため防爆構造の感知器とする

必要がある。 

よって，それぞれ防爆型のアナログ型熱感知器（熱電対）に加え，非ア

ナログ式の炎感知器を設置する設計とする。 
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(３) 火災感知設備の電源確保 

火災感知設備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよう,蓄

電池を設け，火災感知の機能を失わないよう電源を確保する設計とする。 

また，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置す

る火災区域又は火災区画に対して多様化する火災感知設備については，感

知の対象とする設備の耐震重要度分類に応じて非常用母線又は運転予備用

母線から給電する設計とする。 

 

(４) 火災受信器盤 

中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設置す

る火災受信器盤に火災信号を表示するとともに警報を発することで，適切

に監視できる設計とする。 

また，火災受信器盤は，感知器の設置場所を１つずつ特定できることに

より，火災の発生場所を特定できる設計とする。 

火災感知器は火災受信器盤を用いて以下のとおり点検を行うことができ

るものを使用する設計とする。 

 

ａ．自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感知器は，火災感知の機

能に異常がないことを確認するため，定期的に自動試験又は遠隔試験を実

施する。 

 

ｂ．自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，火災感知器

の機能に異常がないことを確認するため，消防法施行規則に基づき，煙等

の火災を模擬した試験を定期的に実施する。 

 

(５) 火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備 

火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

(６) 試験・検査 

添六―64



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

火災感知設備は，その機能を確認するため定期的な試験及び検査を行

う。 

 

 

1.5.1.3.2 消火設備 

消火設備は，以下に示すとおり，安重機能を有する機器等及び放射性物

質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火で

きるように設置する設計とする。 

 

(１) 火災に対する二次的影響の考慮 

再処理施設内の消火設備のうち，消火栓，消火器等を適切に配置するこ

とにより，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に火災

の二次的影響が及ばない設計とする。 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを採用すること

で，火災が発生している火災区域又は火災区画からの火炎，熱による直接

的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が安重

機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に悪影響を及ぼさない

設計とする。また，煙の二次的影響が安全機能を有する構築物，系統及び

機器に悪影響を及ぼす場合は，防火ダンパを設ける設計とする。 

消火設備は火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよ

うに，ボンベに接続する安全弁によりボンベの過圧を防止する設計とする

とともに，ボンベ及び制御盤については消火対象を設置するエリアとは別

の火災区域又は火災区画又は十分に離れた位置に設置する設計とする。 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室床下コ

ンクリートピットは，固定式消火設備を設置することにより，早期に火災

の消火を可能とする設計とする。制御室床下含め，固定式消火設備の種類

及び放出方式については，火災に対する二次的影響を考慮したものとす

る。 

さらに，非常用ディーゼル発電機を設置する火災区域の消火は，二酸化

炭素により行い，非常用ディーゼル発電機は外気を直接給気することで，
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万一の火災時に二酸化炭素消火設備が放出しても，窒息することにより非

常用ディーゼル発電機の機能を喪失することが無い設計とする。 

 

(２) 想定される火災の性状に応じた消火剤容量 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じ

た容量の消火剤を備える設計とする。 

油火災（油内包設備や燃料タンクからの火災）が想定される非常用ディ

ーゼル発電機室及び有機溶媒等の引火性物質の取扱い室には，消火性能の

高い二酸化炭素消火設備（全域）を設置しており，消防法施行規則第十九

条に基づき算出した必要量の消火剤を配備する設計とする。 

その他の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置

する火災区域又は火災区画に設置する全域消火設備のうち，不活性ガス消

火設備（二酸化炭素又は窒素）については上記同様に消防法施行規則第十

九条，ハロゲン化物消火設備については消防法施行規則第二十条，及び粉

末消火設備については消防法施行規則第二十一条に基づき，単位体積あた

りに必要な消火剤を配備する。 

また，局所消火設備を用いる場合においては，不活性ガス（二酸化炭

素）又はハロゲン化物を消火剤に用いる設計とすることから，不活性ガス

消火設備（二酸化炭素）については上記同様に消防法施行規則第十九条，

ハロゲン化物消火設備については消防法施行規則第二十条に基づき必要な

消火剤を配備する設計とする。 

ただし，中央制御室床下及びケーブルトレイ内の消火に当たって必要と

なる消火剤量については，上記消防法を満足するとともに，その構造の特

殊性を考慮して，設計の妥当性を試験により確認した消火剤容量を配備す

る。 

火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消防法施行規則第

六条～八条に基づき延床面積又は床面積から算出した必要量の消火剤を配

備する設計とする。 

消火剤に水を使用する消火用水の容量は，「(12) 消火用水の 大放水

量の確保」に示す。 
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(３) 消火栓の配置 

火災区域又は火災区画に設置する屋内消火栓及び屋外消火栓は，火災区

域の消火活動（セルを除く）に対処できるよう，消防法施行令第十一条

（屋内消火栓設備に関する基準），第十九条及び都市計画法施行令第二十

五条（屋外消火栓設備に関する基準，開発許可の基準を適用するについて

必要な技術的細目）に準拠し配置することにより，消火栓により消火を行

う必要のあるすべての火災区域又は火災区画（セルを除く）における消火

活動に対処できるように配置する設計とする。 

 

(４) 移動式消火設備の配備 

火災時の消火活動のため，「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」

（以下「再処理規則」という。）第十二条に基づき，消火ホース等の資機

材を備え付けている移動式消火設備として，大型化学高所放水車を配備す

るとともに，故障時の措置として消防ポンプ付水槽車を配備する設計とす

る。 

また，航空機落下による化学火災（燃料火災）時の対処のため化学粉末

消防車を配備する設計とする。 

 

(５) 消火設備の電源確保 

消火設備のうち，消火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは運転予備用

母線から受電する設計とするが，ディーゼル駆動消火ポンプは，外部電源

喪失時でもディーゼル機関を起動できるように，専用の蓄電池により電源

を確保する設計とする。 

また，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置す

る火災区域又は火災区画の消火活動が困難な箇所に設置する固定式消火設

備のうち作動に電源が必要となるものは，外部電源喪失時においても消火

が可能となるよう，非常用母線から給電するとともに，設備の作動に必要

な電源を供給する蓄電池を設ける設計とする。 

地震時において固定式消火設備による消火活動を想定する必要の無い火
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災区域又は火災区画に係る消火設備については運転予備用母線から給電す

る設計とする。 

ケーブルトレイに対する局所消火設備等は，消火剤の放出に当たり電源

を必要としない設計とする。 

 

(６) 消火設備の故障警報 

固定式消火設備（全域），電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消

火ポンプは，電源断等の故障警報を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室又は中央制御室に吹鳴する設計とする。 

 

(７) 系統分離に応じた独立性の考慮 

再処理施設の安全上重要な施設を系統間で分離し設置する火災区域又は

火災区画の消火に用いる消火設備は，消火設備の動的機器の単一故障によ

っても，以下のとおり，系統分離に応じた独立性を備えるものとする。 

 

ａ．建屋内の系統分離した区域への消火に用いる屋内消火栓設備は，動的

機器を多重性又は多様性を備えることにより，動的機器の単一故障によ

り同時に機能を喪失しない設計とする。 

 

ｂ．異なる区域に系統分離し設置するガス系消火設備は，消火設備の動的

機器の故障によっても，系統分離した設備に対する消火設備の消火機能

が同時に喪失することがないよう，動的機器である容器弁及び選択弁の

うち，容器弁（ボンベ含む）は必要数量に対し１以上多く設置するとと

もに，選択弁は各ラインにそれぞれ設置することにより同時に機能が喪

失しない設計とする。 

 なお，万一，系統上の選択弁の故障を想定しても，手動により選択弁

を操作することにより，消火が可能な設計とする。 

 また，消火配管は静的機器であり，かつ，基準地震動Ｓｓで損傷しな

い設計とすることから，多重化しない設計とする。 
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(８) 安重機器等を設置する区域のうち消火困難となる区域の消火設備 

火災の影響を受けるおそれのある安重機能を有する機器等を設置する火

災区域又は火災区画のうち，煙又は放射線の影響により消火困難となる箇

所については以下のとおり自動又は制御室等からの手動操作による固定式

消火設備を設置することにより，消火活動を可能とする。 

なお，安重機能を有する機器等を設置するセルは，人の立ち入りが困難

であることから可燃性物質がある場合は，消火困難となる可能性がある

が，「1.5.1.3.1(１)ｂ．通常作業時に人の立入りがなく，少量の可燃性

物質の取扱いはあるが，取扱いの状況を踏まえると火災のおそれがない区

域」に示すとおり，少量の可燃性物質はあるが，その環境条件から火災に

至るおそれはない。また，同様に高レベル廃液ガラス固化建屋の固化セル

については，運転時に監視しており，異常時には潤滑油を内包する固化セ

ルクレーンを固化セルクレーン収納区域に退避することにより，作業員に

より手動で消火することが可能である。 

一方，多量の有機溶媒等を取り扱う機器等を設置するセルに設置する安

重機能を有する機器等は，金属製の不燃性材料により構成するが，有機溶

媒等を取り扱うこと及び放射線の影響を考慮する必要がある。 

したがって，安重機能を有する機器等を設置するセルのうち，消火困難

となる区域としては放射性物質が含まれる有機溶媒等を貯蔵するセルを対

象とする。 

なお，上記以外の火災区域又は火災区画については，取り扱う可燃性物

質の量が小さいこと，消火に当たり扉を開放することで隣室からの消火が

可能なこと，再処理施設は動的閉じ込め設計としており，換気設備による

排煙が可能であるため，有効に煙の除去又は煙が降下するまでの時間が確

保できることにより消火困難とならないため，消防法又は建築基準法に基

づく消火設備で消火する設計とする。また，屋外の火災区域については，

火災による煙は大気中に拡散されることから，消火困難とはならない。消

火活動においては，煙の影響をより軽減するため，可搬式排煙機及びサー

モグラフィを配備する。 
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ａ．多量の可燃性物質を取り扱う火災区域又は火災区画 

危険物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等に該

当する場所は，引火性液体を取り扱うことから火災時の燃焼速度が速く，

煙の発生により人が立ち入り消火活動を実施することが困難な区域となる

ことから，固定式消火設備（全域）を設置し，早期消火が可能となるよう

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は中央制御室から消火設

備を起動できる設計とする。 

また，セル内において多量の有機溶媒等を取り扱う火災区域又は火災区

画については，放射線の影響を考慮し，固定式消火設備（全域）を設置す

ることにより，消火が可能な設計とする。 

なお，本エリアについては，取り扱う物質を考慮し，金属などの不燃性

材料で構成する安重機能を有する機器等についても，万一の火災影響を想

定し，固定式消火設備（全域）を設置する設計とする。 

 

ｂ．可燃性物質を取り扱い構造上消火困難となる火災区域又は火災区画 

 

(ａ) 制御室床下 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室（以下

「制御室」という。）の床下は，制御室内の火災感知器及び人による感知

並びに消火が困難となるおそれを考慮し，火災感知器に加え，床下に固定

式消火設備（全域）を設置する。消火に当たっては，固有の信号を発する

異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器）により火災を感知した

後，制御室からの手動起動により早期に消火ができる設計とする。 

制御室には常時当直（運転員）が駐在することを考慮し，人体に影響を

与えない消火剤を使用する設計とする。 

 

(ｂ) 一般共同溝 

一般共同溝内は，万一，ケーブル火災が発生した場合，煙の排出が可能

なよう排気口を設ける構造としているが，自然換気であること及び一般共

同溝の面積が広く消火活動まで時間を有することを考慮し，固定式消火設
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備（局所）を設置することにより，早期消火が可能となる設計とする。 

一般共同溝の可燃性物質はケーブルと有機溶媒配管内の有機溶媒である

が，有機溶媒配管は二重管とすること及び基準地震動Ｓｓにより損傷しな

い構造とすることから火災に至るおそれはないことを踏まえ，ケーブルト

レイに対し，局所消火を行う設計とする。 

消火剤の選定に当たっては，人体に影響を与えない消火剤又は消火方法

を選択することとする。 

 

ｃ．等価火災時間が３時間を超える火災区域又は火災区画 

等価火災時間が３時間を超える場合においては，火災感知器に加え，固

定式消火設備を設置し，早期消火が可能となるよう使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室又は中央制御室から消火設備を起動できる設計と

する。 

固定式消火設備は原則全域消火方式とするが，消火対象がケーブルのみ

等局所的な場合は設置状況を踏まえ局所消火方式を選定する設計とする。 

 

ｄ．安全上重要な電気品室となる火災区域又は火災区画 

電気品室は電気ケーブルが密集しており，万一の火災による煙の影響を

考慮し，固定式消火設備（全域）を設置することにより，早期消火が可能

となるよう制御室から消火設備を起動できる設計とする。 

 

(９) 放射性物質貯蔵等の機器等を設置する区域のうち消火困難となる区

域の消火活動 

放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域のうち，当該機器が火災

の影響を受けるおそれがあることから消火活動を行うに当たり，煙又は放

射線の影響により消火困難となる箇所については以下のとおり固定式消火

設備を設置することにより，消火活動を可能とする。 

危険物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等に該

当する場所は，引火性液体や多量の可燃性物質を取り扱うことから火災時

の燃焼速度も速く，煙の発生により人が立ち入り消火活動を実施すること

添六―71



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

が困難な区域となることから，固定式消火設備（全域）を設置し，早期消

火が可能となるよう使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は中

央制御室から消火設備を起動できる設計とする。本エリアについては，取

り扱う物質を考慮し，金属などの不燃性材料で構成する安重機能を有する

機器等についても，万一の火災影響を想定し，固定式消火設備（全域）を

設置するものとする。 

上記以外の火災区域又は火災区画については，消防法又は建築基準法に

基づく消火設備で消火する設計とする。消火活動においては，煙の影響を

軽減するため，可搬式排煙機及びサーモグラフィを配備する。 

 

(10) 消火活動のための電源を内蔵した照明器具 

屋内消火栓及び消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，移動

経路，屋内消火栓設備及び消火設備の現場盤周辺に，現場への移動時間約

10分～40分及び消防法の消火継続時間20分を考慮し，２時間以上の容量の

蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。 

 

(11) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は，火災防護審査基準に基づく

消火活動時間２時間に対し十分な容量を有するろ過水貯槽及び消火用水貯

槽を設置し，双方からの消火水の供給を可能とすることで，多重性を有す

る設計とする。 

また，消火ポンプは電動機駆動消火ポンプに加え，同等の能力を有する

異なる駆動方式であるディーゼル駆動消火ポンプを設置することで，多様

性を有する設計とする。 

水源の容量は，再処理施設は危険物取扱所に該当する施設であるため，

消火活動に必要な水量を考慮したものとし，その根拠は「(12) 消火用水

の 大放水量の確保」に示す。 

 

(12) 消火用水の 大放水量の確保 

消火剤に水を使用する消火設備（屋内消火栓，屋外消火栓）の必要水量
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を考慮し，水源は消防法施行令及び危険物の規制に関する規則に基づくと

ともに，２時間の 大放水量（426ｍ３）を確保する設計とする。 

また，消火用水供給系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆動

ポンプ及びディーゼル駆動ポンプ（定格流量450ｍ３／ｈ）を１台ずつ設

置する設計とし，消火配管内を加圧状態に保持するため，機器の単一故障

を想定し，圧力調整用消火ポンプを２基設ける設計とする。 

 

(13) 水消火設備の優先供給 

消火用水は他の系統と兼用する場合には，他の系統から隔離できる弁を

設置し，遮断する措置により，消火水供給を優先する設計とする。 

 

(14) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出を防止するため，

管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに，各室の排水系統

から液体廃棄物の廃棄施設に回収し，処理する設計とする。 

また，管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合において

も，建屋換気設備のフィルタ等により放射性物質を低減したのち，排気筒

等から放出する設計とする。 

 

(15) 固定式ガス消火設備等の従事者退避警報 

全域放出方式の固定式ガス消火設備は，作動前に従事者等の退出ができ

るよう警報又は音声警報を吹鳴する設計とする。 

また，二酸化炭素消火設備（全域）及びハロゲン化消火設備（全域）

は，作動に当たっては20秒以上の時間遅れをもって消火ガスを放出する設

計とする。 

ハロゲン化物消火設備（局所）は，従事者が酸欠になることはないが，

消火時に生成するフッ化水素が周囲に拡散することを踏まえ，作動前に退

避警報を発する設計とする。 

なお，固定式ガス消火設備のうち，防火シート，金属製の筐体等による

被覆内に局所的に放出する場合においては，消火剤が内部に留まり，外部
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に有意な影響を及ぼさないため，消火設備作動前に退避警報を発しない設

計とする。 

 

(16) 他施設との共用 

消火用水貯槽に貯留している消火用水を供給する消火水供給設備は，廃

棄物管理施設及びウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設（以下

「ＭＯＸ燃料加工施設」という。）と共用する。 

また，消火栓設備の一部及び防火水槽の一部は，廃棄物管理施設と共用

する。 

廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火水供給設備並び

に廃棄物管理施設と共用する消火栓設備及び防火水槽は，廃棄物管理施設

又はＭＯＸ燃料加工施設へ消火水を供給した場合においても再処理施設で

必要な容量を確保できる設計とする。また，消火水供給設備においては，

故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その

他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの

波及的影響を防止する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

 

(17) 火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備 

火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

(18) 試験・検査 

消火設備は，その機能を確認するため定期的な試験及び検査を行う。 

 

 

1.5.1.3.3 自然現象の考慮 

再処理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地震，津

波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響，生

物学的事象，森林火災及び塩害である。 
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これらの自然現象のうち，落雷については，「1.5.1.2.4(１) 落雷に

よる火災及び爆発の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計と

する。 

風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して再処理施設

の安全機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計とする

ことで，火災及び爆発の発生を防止する。 

凍結については，以下「(１) 凍結防止対策」に示す対策により機能を

維持する設計とする。竜巻，風(台風)に対しては，「(２) 風水害対策」

に示す対策により機能を維持する設計とする。地震については，「(３) 

地震時における地盤変位対策」及び「(４) 想定すべき地震に対する対

応」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

上記以外の津波，高温，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害については，「(５) 想定すべきその他の自然現象に対する対

策」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

 

(１) 凍結防止対策 

屋外に設置する火災感知器及び消火設備は，設計上考慮する冬期 低気

温－15.7℃を踏まえ，当該環境条件を満足する設計とする。 

屋外消火設備のうち，消火用水の供給配管は凍結を考慮し，凍結深度

（ＧＬ－60ｃｍ）を確保した埋設配管とするとともに，地上部に配置する

場合には保温材を設置する設計とすることにより，凍結を防止する設計と

する。 

また，屋外消火栓は，消火栓内部に水が溜まらないような構造とし，自

動排水機構により通常は排水弁を通水状態，消火栓使用時は排水弁を閉に

して放水する設計とする。 

 

(２) 風水害対策 

消火ポンプは建屋内に設置する設計とし，風水害によって性能を阻害さ

れないように設置する設計とする。 

その他の不活性ガス消火設備（二酸化炭素又は窒素），ハロゲン化物消
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火設備，粉末消火設備及び水噴霧消火設備についても，風水害に対してそ

の性能が著しく阻害されることが無いよう，各建屋内に設置する設計とす

る。 

屋外消火栓設備は風水害に対してその機能が著しく阻害されることがな

いよう，雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない構造とする。 

屋外の火災感知設備は，屋外仕様とするとともに火災感知器の予備を確

保し，風水害の影響を受けた場合は，早期に火災感知器の取替えを行うこ

とにより，当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。 

 

(３) 地震時における地盤変位対策 

屋内消火栓設備は，地震時における地盤変位により，消火水を建物へ供

給する消火配管が破断した場合においても，消火活動を可能とするよう，

大型化学高所放水車又は消防ポンプ付水槽車から消火水を供給できるよう

建屋内に送水口を設置し，また，破断した配管から建屋外へ流出させない

よう逆止弁を設置する設計とする。 

建屋内に設置する送水口は，迅速な消火活動が可能となるよう，外部か

らのアクセス性が良い箇所に設置する設計とする。 

 

(４) 想定すべき地震に対する対応 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災

区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，地震時に火災を考慮す

る場合は，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等が維持

すべき耐震重要度分類に応じて機能を維持できる設計とする。 

また，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のうち，

基準地震動Ｓｓに対しても機能を維持すべき機器等に対し影響を及ぼす可

能性がある火災区域又は火災区画に設置する，油を内包する耐震Ｂクラス

及び耐震Ｃクラスの設備は，以下のいずれかの設計とすることで，地震に

よって機能喪失を防止する設計とする。 

有機溶媒等を保有するセルに設置する機器及び配管は，基準地震動 Ｓ

ｓによっても損傷しない堅牢な構造としており，地震による漏えいは無
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い。 

また，万一地震発生後に漏えいが発生した場合においても，漏えい液は

漏えい液回収装置により移送することから，セル内への残留量は極僅かで

あり，当該残液が自己の崩壊熱により発火することを想定しても，崩壊熱

により火災に至るおそれのあるセル給気口に設置した防火ダンパを閉止す

ることにより，消火は可能である。よって，セル内に設置する固定式消火

設備については，地震時の火災を想定する必要は無いことから，耐震Ｃク

ラスにて設計するものとする。 

ａ．基準地震動Ｓｓにより油が漏えいしない。 

ｂ．基準地震動Ｓｓによって火災が発生しても，安全機能に影響を及ぼす

ことが無いよう，基準地震動Ｓｓによって火災が発生しても機能を維持

する固定式消火設備によって速やかに消火する。 

ｃ．基準地震動Ｓｓによって火災が発生しても，安全機能に影響を及ぼす

ことがないよう隔壁等により分離する又は適切な離隔距離を確保する。 

 

(５) 想定すべきその他の自然現象に対する対策 

想定すべきその他の自然現象として，凍結，風水害，地震以外に考慮す

べき自然現象により火災感知設備及び消火設備の性能が阻害された場合

は，原因の除去又は早期の取替え，復旧を図る設計とするが，必要に応じ

て監視の強化，代替消火設備の配備等を行い，必要な性能を維持すること

とする。 

 

 

1.5.1.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による安全機能への影響 

 

消火設備の破損，誤作動又は誤操作により，安重機能を有する機器等及

び放射性物質貯蔵等の機器等の安全機能を損なわないよう以下の設計とす

る。 

また，火災時における消火設備からの放水による溢水に対しては，「1.

7.15 溢水防護に関する設計」に基づき，安全機能へ影響がないよう設計
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する。 

 

(１) 電気盤室に対しては，消火剤に水を使用しない二酸化炭素消火器又

は粉末消火器を配置する。 

 

(２) 非常用ディーゼル発電機は，不活性ガスを用いる二酸化炭素消火設

備の破損により給気不足を引き起こさないように外気より給気する構造と

する。 

 

(３) 電気絶縁性が大きく，揮発性が高いハロゲン化物消火設備を設置す

ることにより，設備の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出しても

電気及び機械設備に影響を与えない設計とする。 

 

(４) 固定式消火設備を設置するセルのうち，形状寸法管理機器を収納す

るセルには，水を使用しないガス消火設備を選定する。 

 

 

1.5.1.4 火災及び爆発の影響軽減 

1.5.1.4.1 火災及び爆発の影響軽減 

再処理施設の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を

設置する火災区域又は火災区画内の火災及び爆発並びに隣接する火災区域

又は火災区画の火災及び爆発による影響に対し，以下に記す火災及び爆発

の影響軽減のための対策を講ずる設計とする。 

 

(１) 安全上重要な施設の火災区域の分離 

再処理施設の安重機能を有する機器等を設置する火災区域は，他の火災

区域と隣接する場合は，３時間以上の耐火能力を火災耐久試験により確認

した耐火壁によって他の区域と分離する。 

また，火災区域又は火災区画のファンネルには，他の火災区域又は火災

区画からの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止装置を設置する設計
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とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設にて設置するＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉については，火災区域設定のため，

火災影響軽減設備としてＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

共用する火災影響軽減設備は，ＭＯＸ燃料加工施設における火災又は爆

発の発生を想定しても，影響を軽減できるよう十分な耐火能力を有する設

計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。 

 

(２) 重要設備に係る機器及びケーブルの系統分離 

再処理施設における安全上重要な施設の中でも， 重要設備（機器及び

当該機器を駆動又は制御するケーブル）に対し，以下に示すいずれかの系

統分離対策を講ずる設計とする。 

また， 重要設備のケーブルの系統分離においては， 重要設備のケー

ブルと同じトレイ等に敷設するなどにより， 重要設備のケーブルの系統

と関連することとなる 重要設備のケーブル以外のケーブルも当該系統に

含め，他系統との分離を行うため，以下の設計とする。 

 

ａ．３時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離 

系統分離し配置している 重要設備となる安重機能を有する機器等は，

火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を確認した，耐火壁で系統間を

分離する設計とする。 

 

ｂ．水平距離６ｍ以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火設備

の設置による分離 

互いに相違する系列の 重要設備は，水平距離間には仮置きするものを

含め可燃性物質が存在しないようにし，系列間を６ｍ以上の離隔距離によ

り分離する設計とし，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置するこ

とで系統間を分離する設計とする。 
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ｃ．１時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置に

よる分離 

互いに相違する系列の 重要設備を１時間の耐火能力を有する隔壁で分

離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで系統間を分

離する設計とする。 

 

(３) 中央制御室に対する火災及び爆発の影響軽減 

中央制御室は上記と同等の保安水準を確保する対策として，以下のとお

り火災及び爆発の影響軽減対策を講ずる。 

中央制御室に設置する 重要設備である制御盤及びそのケーブルについ

ては，当直（運転員）の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置

することから，以下に示す実証試験に基づく分離対策，制御盤内への火災

感知器の設置及び当直（運転員）による消火活動を実施する設計とする。 

なお， 重要設備には該当しないが使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室についても以下の設計とする。 

 

ａ．制御盤の分離 

 

(ａ) 中央制御室においては，異なる系統の制御盤を系統別に個別の不燃

性の筐体で造る盤とすることで分離する。盤の筐体は1.5ｍｍ以上の鉄板

で構成することにより，１時間以上の耐火能力を有する設計とする。 

 

(ｂ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においては，一部同

一盤に異なる系統の回路を収納する場合，3.2ｍｍ以上の鉄板により，

別々の区画を設け，回路を収納することにより分離する設計とする。 

 さらに，鉄板により分離した異なる系統の配線ダクトのうち，片系統

の配線ダクトに火災が発生しても，もう一方の配線に火災の影響が及ばな

いように，配線ダクト間には水平方向に30ｍｍ以上の分離距離を確保する

設計とする。 
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(ｃ) 鋼板で覆った操作スイッチで火災が発生しても，その近傍の他操作

スイッチに影響が及ばないように，垂直方向に20ｍｍ，水平方向に15ｍｍ

の分離距離を確保する設計とする。 

 

ｂ．制御盤内の火災感知器 

制御室には異なる種類の火災感知器を設置するとともに，万一の制御盤

内における火災を想定した場合，可能な限り速やかに感知・消火を行い，

安全機能への影響を防止できるよう，高感度煙感知器を設置する設計とす

る。 

 

ｃ．制御盤内の消火活動 

制御盤内の火災において，高感度煙感知器が煙又は制御室内の火災感知

器により火災を感知した場合，当直（運転員）は，制御盤周辺に設置する

二酸化炭素消火器を用いて早期に消火を行う。消火時には火災の発生箇所

の特定が困難な場合も想定し，サーモグラフィを配備する。 

 

ｄ．制御室床下の系統分離対策 

 

(ａ) 制御室の床下フリーアクセスフロアに敷設する互いに相違する系列

のケーブルについては，１時間以上の耐火能力を有する分離板又は障壁で

分離する設計とする。 

 

(ｂ) 制御室床下フリーアクセスフロアには，固有の信号を発する異なる

種類の火災感知器を組み合わせて設置し，火災の発生場所が特定できる設

計とする。 

 

(ｃ) 制御室床下フリーアクセスフロアは，制御室からの手動操作により

早期の起動が可能な固定式ガス消火設備を設置する設計とする。この消火

設備は，故障警報及び作動前の警報を各制御室に発する設計とする。 

制御室床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設備は，消火後に発

添六―81



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

生する有毒ガスを考慮するものとする。制御室は空間容積が大きいため拡

散による濃度低下が想定されることから，制御室に常駐する当直（運転

員）に影響を与えるおそれはないが，消火の迅速性と人体への影響を考慮

して，手動操作による起動とする。 

また，制御室床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設備は，異な

る２種の火災感知器を設置すること，制御室内には当直（運転員）が常駐

することから，手動操作による起動により，自動起動と同等に早期の消火

が可能な設計とする。 

 

(４) 放射性物質貯蔵等の機能に関わる火災区域の分離 

放射性物質貯蔵等の機能に関わる火災区域は，他の火災区域と隣接する

場合は，３時間以上の耐火能力を火災耐久試験により確認した耐火壁によ

って他の区域と分離する設計とする。 

 

(５) 換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減対策 

火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダンパを設置することで，

他の区域からの火災及び爆発の影響が及ばない設計とする。 

ただし，セルについては，放射性物質による汚染のおそれのある区域を

常時負圧にすることで閉じ込め機能を維持する動的な閉じ込め設計とする

ため，構成する耐火壁を貫通する給気側ダクトに防火ダンパを設置し，火

災及び爆発の発生時には防火ダンパを閉止することにより，火災の影響を

軽減できる設計とする。 

一方，セル排気側ダクトについては防火ダンパを設置しない設計とする

が，耐火壁を貫通するダクトについては，厚さ1.5ｍｍ以上の鋼板ダクト

により，３時間耐火境界となるよう排気系統を形成することから，他の火

災区域又は火災区画に対する遮炎性能を担保することができる。 

なお，原則セル内は有意な可燃性物質を設置せず，一時的に取り扱う場

合においてもその取扱い状況から火災及び爆発には至らない。一方，多量

の有機溶媒等を取り扱うセルにおいても，堅牢な構造としていること，消

火設備を有することから，大規模な火災及び爆発に至るおそれはない。 
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火災により発生したガスは排気ダクトを経由し排気することから，他の

火災区域との離隔距離を有していることに加え，排風機により常時排気が

行われていることから他の火災区域又は火災区画に熱的影響を及ぼすおそ

れはない。 

また，換気設備の高性能粒子フィルタは難燃性のものを使用する設計と

する。 

 

(６) 煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策 

当直（運転員）が駐在する中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の火災及び爆発の発生時の煙を排気するために，建築

基準法に基づく容量の排煙設備を設置する設計とする。 

排煙設備は非管理区域である制御室等を対象としているため，放射性物

質の環境への放出を考慮する必要はない。 

また，電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域に該当する制御室

床下，引火性液体が密集する非常用ディーゼル発電機室及び危険物の規制

に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等に該当する場所につ

いては，固定式消火設備により，早期に消火する設計とする。 

 

(７) 油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減対策 

火災区域又は火災区画に設置する油タンクのうち，放射性物質を含まな

い有機溶媒等及び再処理施設で使用する油脂類のタンクはベント管により

屋外へ排気する設計とする。 

また，再処理工程で使用する放射性物質を含む有機溶媒等のタンクは，

塔槽類廃ガス処理設備に接続し，排気する設計とする。 

 

1.5.1.4.2 火災影響評価 

再処理施設の特徴を踏まえ，各火災区域又は火災区画における安全上重

要な施設への火災防護対策について内部火災影響評価ガイド及び事業指定

規則の解釈を参考に，再処理施設における火災又は爆発が発生した場合に

おいても安全上重要な施設の安全機能を損なわないこと及び内部火災によ
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り，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生する場合は，それら

に対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収束でき

ることについて確認する。内部火災影響評価の結果，安全上重要な施設の

安全機能に影響を及ぼすおそれがある場合には，火災防護対策の強化を図

る。 

 

(１) 火災伝播評価 

火災区域又は火災区画に火災を想定した場合に，隣接火災区域又は火災

区画への影響の有無を確認する。 

火災影響評価に先立ち隣接火災区域との境界の開口の確認及び等価火災

時間と障壁の耐火性能の確認を行い，隣接火災区域又は火災区画へ影響を

与えるか否かを評価する。 

 

(２) 隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災伝播評価 

隣接火災区域又は火災区画に影響を与えない火災区域又は火災区画のう

ち，当該火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動的機能喪失を想定

しても，安全上重要な施設が同時に機能を喪失しない場合は，再処理施設

の安全機能に影響を与えないことを確認する。 

また，当該火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動的機能喪失を

想定し，再処理施設の安全機能に影響を与える場合においては，以下につ

いて確認する。 

 

ａ．多重化された安全上重要な施設のうち，多重化された 重要設備が，

「1.5.1.4.1(２) 重要設備に係る機器及びケーブルの系統分離」に示

す火災防護対策の実施状況を確認し，火災区域又は火災区画の系統分離等

の火災防護対策を考慮することにより， 重要設備の安全機能に影響がな

いことを確認する。 

 

ｂ． 重要設備以外の安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある火災

区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画における も過酷な単一
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の火災を想定して，火災力学ツール（以下「ＦＤＴＳ」という。）を用い

た火災影響評価を実施し，安全上重要な施設が同時に機能を喪失しないこ

とを確認することで，再処理施設の安全機能に影響を与えないことを確認

する。 

 

(３) 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域に対する火災影響評価 

隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，当

該火災区域又は火災区画内の火災に伴う当該火災区域又は火災区画及び隣

接火災区域又は火災区画の２区画内（以下「隣接２区域（区画）」とい

う。）に設置する全機器の動的機能喪失を想定しても，再処理施設の安全

機能に影響を与えないことを確認する。 

また，隣接２区域（区画）に設置する全機器の動的機能喪失を想定し，

再処理施設の安全機能に影響を与える場合においては，以下について確認

する。 

 

ａ．多重化された安全上重要な施設のうち，多重化された 重要設備が火

災影響を受けるおそれのある場合は，「1.5.1.4.1(２) 重要設備に係

る機器及びケーブルの系統分離」に示す火災防護対策の実施状況を確認

し，系統分離等の火災防護対策を考慮することにより， 重要設備の安全

機能が少なくとも一つは確保されることを確認する。 

 

ｂ． 重要設備以外の安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある隣接

２区域（区画）において，当該火災区域又は火災区画における も過酷な

単一の火災を想定して，ＦＤＴＳを用いた火災影響評価を実施し，安全上

重要な施設が同時に機能を喪失しないことを確認することで，再処理施設

の安全機能に影響を与えないことを確認する。 

 

1.5.1.5 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

 

再処理施設における火災区域又は火災区画は以下のとおりそれぞれの特
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徴を考慮した火災防護対策を実施する。 

 

(１) ケーブル処理室 

再処理施設において，実用発電用原子炉のケーブル処理室に該当する箇

所は無いが，安全上重要な施設の異なる系統（安全系回路の各系統，安全

系回路と関連回路，生産系回路）のケーブルは，ＩＥＥＥ384Ｓｔｄ1992

に準じて，異なる系統のケーブルトレイ間の分離距離を水平900ｍｍ以上

又は垂直1,500ｍｍ以上，ソリッドトレイ（ふた付き）の場合は，水平25

ｍｍ以上又は垂直25ｍｍ以上とすることにより，互いに相違する系統間で

影響を及ぼさない設計とする。 

また，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の床下コンクリートピットは，異なる種類の火災感知器を組み合わせて設

置するとともに，当直（運転員）による消火活動を行うことが困難である

ことから，手動操作により起動する固定式消火設備（ハロゲン化物消火設

備）を設置する設計とする。 

 

(２) 電気室 

電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。 

 

(３) 蓄電池室 

蓄電池室は，以下のとおりの設計とする。 

ａ．通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出するおそれのある蓄

電池室には，原則として直流開閉装置やインバータを収納しない設計とす

る。 

ただし，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の蓄電池は，無停電

電源装置等を設置している部屋に収納する設計とするが，当該蓄電池自体

は厚さ2.3ｍｍの鋼板製筐体に収納し，水素ガス滞留を防止するため筐体

内を専用の排風機により排気することで火災又は爆発を防止する設計とす

る。本方式は，社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」（ＳＢ

Ａ Ｇ 0603-2001）「2.2 蓄電池室」の種類のうちキュービクル式（蓄
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電池をキュービクルに収納した蓄電池設備）に該当し，指針に適合させる

ことで安全性を確保する設計とする。 

 

ｂ．蓄電池室及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の蓄電池は，

社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」（ＳＢＡ Ｇ 0603-2

001）に基づき，蓄電池室排風機及び蓄電池排風機を水素ガスの排気に必

要な換気量以上となるよう設計することによって，蓄電池室内及び蓄電池

内の水素濃度を２ｖоｌ％以下に維持する設計とする。 

 

ｃ．蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室等の監視制御盤

に警報を発する設計とする。 

 

ｄ．常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，常用の蓄電池が非常用の蓄電

池に影響を及ぼすことがないように位置的分散を図る設計とする。 

 

(４) ポンプ室 

潤滑油を内包するポンプは，シール構造の採用により漏えい防止対策を

講ずる設計若しくは漏えい液受皿又は堰を設置し，漏えいした潤滑油が拡

大することを防止する設計とする。 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のポンプの設置

場所のうち，火災発生時の煙の充満により消火困難な場所には，固定式消

火設備を設置する設計とする。 

また，上記以外のポンプを設置している部屋は，換気設備による排煙が

可能であることから，煙が滞留し難い構造としており，人による消火が可

能である。 

 

(５) 中央制御室等 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，以

下のとおりの設計とする。 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ａ．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室と他

の火災区域の換気設備の貫通部には，防火ダンパを設置する設計とする。 

 

ｂ．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室のカ

ーペットは，消防法に基づく防炎物品又はこれと同等の性能を有すること

を試験により確認した材料を使用する設計とする。 

 

(６) 使用済燃料貯蔵設備，新燃料貯蔵設備及び使用済燃料乾式貯蔵設備 

燃料貯蔵設備（燃料貯蔵プール）は，水中に設置する設備であり，未臨

界となるよう間隔を設けたラックに貯蔵することから，消火活動により消

火用水が放水されても未臨界を維持できる設計とする。 

なお，使用済燃料輸送容器管理建屋に保管する使用済燃料輸送容器の内

部は，未臨界となるよう間隔を確保すること，外部への中性子線を遮蔽す

る構造としていることから，使用済燃料輸送容器管理建屋の消火活動によ

り消火用水が放水されても，未臨界を維持できる。 

 

(７) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備及び固体廃棄物の廃棄施

設の高レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体貯蔵設備，低レベル廃棄

物処理設備及び低レベル固体廃棄物貯蔵設備等は，以下のとおりの設計と

する。 

 

ａ．再処理施設は火災時にも動的閉じ込めを維持することにより放射性物

質を建屋に閉じ込める設計とする。このため，換気設備により，貯槽，セ

ル等，建屋内の圧力を常時負圧に保ち，負圧は，建屋，セル等，貯槽の順

に気圧が低くなるように管理する必要があることから，換気設備の隔離は

行わないが，火災時の熱影響，ばい煙の発生等を考慮した場合においても

環境への放射性物質の放出を防止するためにフィルタにより放射性物質を

除去し周辺監視区域外の放射性物質濃度を十分に低減できる設計とする。 
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ｂ．管理区域での消火活動により放水した消火水が管理区域外に流出しな

いように，管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに，各室

の床ドレン等から液体廃棄物の廃棄施設に回収し，処理を行う設計とす

る。 

 

ｃ．放射性物質を含んだ廃樹脂及び廃スラッジは，廃樹脂貯槽に貯蔵する

設計とする。 

 

ｄ．放射性物質を含んだフィルタ類及びその他の雑固体は，処理を行うま

での間，金属製容器に封入し，保管する設計とする。 

 

ｅ．放射性物質による崩壊熱は，冷却水，空気による冷却を行うことによ

り，火災の発生防止を考慮した設計とする。 

 

1.5.1.6 体制 

火災及び爆発の発生時において再処理施設の消火活動を行うため，通報

連絡者及び消火活動のための消火専門隊の要員が常駐するとともに，火災

及び爆発の発生時には，再処理事業部長等により編成する自衛消防隊を設

置する。自衛消防隊の体制を第1.5－１図に示す。再処理施設の火災及び

爆発における消火活動においては，敷地内に常駐する自衛消防隊の消火班

が対応する。 

 

1.5.1.7 手順 

再処理施設を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計画を

策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，

責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保，教育訓練及び火災防

護対策を実施するために必要な手順について定めるとともに，再処理施設

の安全機能を有する施設を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発

の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減の３

つの深層防護の概念に基づく火災防護対策について定める。 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

このうち，火災防護対策を実施するために必要なものを以下に示す。 

 

(１) 火災が発生していない平常時の対応においては，以下の手順をあら

かじめ整備し，的確に行う。 

 

ａ．中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設置

する火災受信器盤によって，施設内で火災が発生していないこと及び火災

感知設備に異常がないことを確認する。 

 

ｂ．消火設備の故障警報が発報した場合には，中央制御室，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに必要な現場の制御盤の警報を確認

するとともに，消火設備が故障している場合には，早期に必要な修理を行

う。 

 

(２) 消火設備のうち，自動消火設備を設置する火災区域又は火災区画に

おける火災発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を行う。 

 

ａ．火災感知器が作動した場合は，火災区域又は火災区画からの退避警報

及び自動消火設備の作動状況を確認する。 

 

ｂ．自動消火設備の作動後は，消火状況の確認，運転状況の確認等を行

う。 

 

(３) 消火設備のうち，手動操作による固定式消火設備を設置する火災区

域又は火災区画における火災発生時の対応においては，以下の手順をあら

かじめ整備し，的確に操作を行う。 

 

ａ．火災感知器が作動し，火災を確認した場合は，消火活動を行う。 

 

ｂ．消火活動が困難な場合は，当直（運転員）の退避を確認後，固定式消
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火設備を手動操作により動作させ，消火設備の動作状況，消火状況の確認

及び運転状況の確認を行う。 

 

(４) 中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にお

ける火災及び爆発発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を

行う。 

 

ａ．火災感知器及び高感度煙感知器により火災を感知し，火災を確認した

場合は，常駐する当直（運転員）により制御盤内では二酸化炭素消火器，

それ以外では粉末消火器を用いた消火活動，運転状況の確認等を行う。 

 

ｂ．煙の充満により運転操作に支障がある場合は，火災及び爆発発生時の

煙を排気するため，排煙設備を起動する。 

 

(５) 水素漏えい検知器を設置する火災区域又は火災区画における水素濃

度上昇時の対応として，換気設備の運転状態の確認を実施する手順を整備

する。 

 

(６) 火災感知設備の故障その他の異常により監視ができない状況となっ

た場合は，現場確認を行い，火災の有無を確認する。 

 

(７) 消火活動においては，あらかじめ手順を整備し，火災発生現場の確

認，通報連絡及び消火活動を実施するとともに，消火状況の確認及び運転

状況の確認を行う。 

 

(８) 可燃性物質の持込み状況，防火戸の状態，火災及び爆発の原因とな

り得る加熱及び引火性液体の漏えい等を監視するための監視手順を定め，

防火監視を実施する。 

 

(９) 火災及び爆発の発生の可能性を低減するために，再処理施設におけ
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る試験，検査，保守又は修理で使用する資機材のうち可燃性物質に対する

持込みと保管に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 

(10) 再処理施設において可燃性又は難燃性の雑固体を一時的に集積・保

管する必要がある場合，火災及び爆発の発生並びに延焼を防止するため，

金属製の容器への収納又は不燃性材料による養生及び保管に係る手順をあ

らかじめ整備し，的確に実施する。 

 

(11) 火災及び爆発の発生を防止するために，再処理施設における火気作

業に対する以下の手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

ａ．火気作業前の計画策定 

ｂ．火気作業時の養生，消火器の配備及び監視人の配置 

ｃ．火気作業後の確認事項（残り火の確認等） 

ｄ．安全上重要と判断された区域における火気作業の管理 

ｅ．火気作業養生材に関する事項（不燃シートの使用等） 

ｆ．仮設ケーブル（電工ドラム含む）の使用制限 

ｇ．火気作業に関する教育 

 

(12) 火災及び爆発の発生を防止するために，化学薬品の取扱い及び保管

に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 

(13) 火災防護に必要な設備は，機能を維持するため，適切に保守管理及

び点検を実施するとともに，必要に応じ修理を行う。 

 

(14) 火災時の消火活動に必要となる防火服，空気呼吸器の資機材の点検

及び配備に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 

(15) 火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽

車及び化学粉末消防車を配備する。 
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(16) 火災区域及び火災区画の変更並びに設備改造及び増設を行う場合

は，内部火災影響評価への影響を確認し，評価結果に影響がある場合は，

再処理施設内の火災及び爆発によっても，多重化した安全上重要な施設の

安全機能が同時に喪失することにより，再処理施設の安全機能に影響を及

ぼさないよう設計変更及び管理を行う。 

 

(17) 火災区域又は火災区画の隔壁等の設計変更に当たっては，再処理施

設内の火災及び爆発によっても， 重要設備の作動が要求される場合に

は，火災及び爆発による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統

が同時に機能を失うことなく，再処理施設の安全機能が確保できることを

火災影響評価により確認する。 

 

(18) 当直（運転員）に対して，再処理施設内に設置する安重機能を有す

る機器等を火災及び爆発から防護することを目的として，火災及び爆発か

ら防護すべき機器，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火並びに

火災及び爆発の影響軽減に関する教育を定期的に実施する。 

ａ．火災区域及び火災区画の設定 

ｂ．火災及び爆発から防護すべき安重機能を有する機器等及び放射性 

物質貯蔵等の機器等 

ｃ．火災及び爆発の発生防止対策 

ｄ．火災感知設備 

ｅ．消火設備 

ｆ．火災及び爆発の影響軽減対策 

ｇ．火災影響評価 

 

(19) 再処理施設内に設置する安全機能を有する施設を火災及び爆発から

防護することを目的として，消火器及び水による消火活動について，要員

による消防訓練，消火班による総合的な訓練及び当直（運転員）による消

火活動の訓練を定期的に実施する。 

 

添六―93



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 

 

1.5.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の防止に関する設計 
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1.6 耐震設計 

1.6.1 耐震設計の基本方針 

耐震設計の基本方針について，平成18年9月19日前に許可を受けた施設

については，「1.6.1.1 耐震設計の基本方針（１）」に，平成18年9月19

日以降に変更の許可を受ける施設については，「1.6.1.2 耐震設計の基本

方針（２）」に示す。 

1.6.1.1 耐震設計の基本方針（１） 

再処理施設の耐震設計は，「再処理施設安全審査指針」に適合するよう

に，下記の項目に従って行い，想定されるいかなる地震力に対してもこれ

 が大きな事故の誘因とならないよう再処理施設に十分な耐震性をもたせ

る。 

(１) 建物・構築物は，十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とする。 

(２) 重要な建物・構築物は，安定な地盤に支持させる。 

(３) 再処理施設の耐震設計上の重要度を，地震により発生する可能性の

ある放射線による環境への影響の観点からＡクラス，Ｂクラス及びＣクラ

スに分類し，それぞれ重要度に応じた耐震設計を行う。 

(４) 前項のＡ，Ｂ及びＣクラスの施設は，各々の重要度に応じた層せん

断力係数に基づく地震力に対して耐えるように設計する。 

(５) Ａクラスの施設は,基準地震動Ｓ１ に基づいた動的解析から求めら

れる地震力に対して耐えるように設計する。 

Ａクラスの施設のうち特に重要な施設をＡＳクラスの施設と呼称し，そ

れらの施設については,基準地震動Ｓ２ に基づいた動的解析から求められ

る地震力に対して，その安全機能が保持できるように設計する。 

また，Ｂクラスの機器についても共振するおそれのあるものについて

は，動的解析を行う。 

(６) Ａクラスの施設については，水平地震力と同時に，かつ，不利な方

向に鉛直地震力が作用するものと考える。 

(７) その破損により臨界を引き起こす可能性のあるものは，基準地震動

Ｓ２による地震力に対し，臨界を引き起こさないことの確認を行う。 

(８) 再処理施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減

1.6 耐震設計 

再処理施設の耐震設計は，事業指定基準規則に適合するように，「1.6.

1 安全機能を有する施設の耐震設計」に基づき設計する。 

1.6.1 安全機能を有する施設の耐震設計 

1.6.1.1 安全機能を有する施設の耐震設計の基本方針 

(１) 安全機能を有する施設は，地震力に十分耐えることができるように

設計する。 

(２) 安全機能を有する施設は，地震により発生するおそれがある安全機

能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，

耐震重要度に応じてＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類し，それぞれ

の耐震重要度に応じた地震力に十分耐えることができるように設計する。 

(３) Ｓクラスの安全機能を有する施設は，その供用中に大きな影響を及

ぼすおそれがある地震動（以下「基準地震動」という。）による地震力に

対してその安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。また，Ｓ

クラスの安全機能を有する施設は，弾性設計用地震動による地震力又は静

的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる

範囲で耐えるように設計する。 

(４) Ｂクラス及びＣクラスの安全機能を有する施設は，静的地震力に対

しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計する。また，Ｂク

ラスの安全機能を有する施設のうち，共振のおそれのある施設について

は，その影響についての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，

弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（耐震設計

審査指針の反映、指針の

反映前後の記載を削除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

されるように考慮する。 

1.6.1.2 耐震設計の基本方針（２） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃

棄物貯蔵系に係る施設は，「再処理施設安全審査指針」（平成18年9月19

日）に適合するように，耐震設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（耐震設計

審査指針の反映、指針の

反映前後の記載を削除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.6.2 耐震設計上の重要度分類 

耐震上の重要度分類について，平成18年9月19日前に許可を受けた施設

については，「1.6.2.1 耐震設計上の重要度分類（１）」に，平成18年9

月19日以降に変更の許可を受ける施設については，「1.6.2.2 耐震設計上

の重要度分類（２）」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.2 耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を，事業指定基準規則に基

づき，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類する方針とする。 

具体的には，平成４年12月24日付け４安（核規）第844号をもって事業

の指定を受け，その後，平成９年７月29日付け９安（核規）第468号，平

成14年４月18日付け平成14･04･03原第13号，平成17年９月29日付け平成1

7･09･13原第５号及び平成23年２月14日付け平成22･02･19原第11号で変更

の許可を受けた再処理事業指定申請書の本文及び添付書類（以下「旧申請

書」という。）における再処理施設安全審査指針（昭和61年２月20日原子

力安全委員会決定。）に基づく耐震重要度の分類であるＡクラス及びＡｓ

クラスをＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスをそれぞれＢクラス及びＣクラ

スに置き換えるが，以下の施設については，事業指定基準規則の要求事項

に照らし，当該設備に求められる安全機能の重要度に応じたクラスに分類

するものとして，耐震重要度分類を見直す。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の定量ポット，中間ポット又は脱硝

装置を収納するグローブボックス，収納した設備の点検，保守及び修理作

業を行う際に核燃料物質を閉じ込める設備である。点検，保守及び修理作

業の際，グローブボックス内には少量の核燃料物質が存在するが，当該グ

ローブボックスの閉じ込め機能が喪失したとしても環境への影響がＳクラ

ス施設と比べ小さいことから，旧申請書でＡクラスとしていたものをＢク

ラスとする。また，当該グローブボックスに付随する排気系統等も同様に

Ｂクラスに見直す。 

なお，Ｓクラスの施設を内包するグローブボックスについては，当該Ｓ

クラス施設への波及的影響を及ぼさない設計とする。 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋の換気設備排気系は，汚染のおそれのあ

る区域からの排気を閉じ込める機能を有する設備であることから，換気設

備の排気経路において，建屋排気フィルタユニットより下流の設備の信頼

性を向上させるため，旧申請書ではＣクラスとしていたものをＳクラスと

する。 

 

記載の適切化（耐震クラ

スの見直しを記載） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.1 耐震設計上の重要度分類（１） 

再処理施設の耐震設計上の重要度を，次のように分類する。 

(１) 機能上の分類 

ａ．Ａクラスの施設 

以下に示す機能を有する施設であって，環境への影響，効果の大きい 

もの。 

(ａ) 自ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵している施設に直接関係

しており，その機能喪失により，放射性物質を外部に放散する可能性のあ

るもの又は放射線による環境への影響，効果のあるもの。 

(ｂ) 放射性物質を外部に放散する可能性のある事態を防止するために必

要なもの。 

(ｃ) 上記のような事故発生の際に，外部に放散される放射性物質による

影響を低減させるために必要なもの。 

なお，Ａクラスの施設のうち,特に重要と判断される施設を限定してＡ

Ｓクラスの施設と呼称する。 

ｂ．Ｂクラスの施設 

上記において，影響，効果が比較的小さいもの。 

 

 

ｃ．Ｃクラスの施設 

Ａクラス，Ｂクラス以外であって，一般産業施設と同等の安全性を保 

持すればよいもの。 

分離設備の臨界に係る計測制御系及び遮断弁並びにプルトニウム精製設

備の注水槽及び注水槽の液位低警報に関しては，安全上重要な施設の区分

見直しのとおり，当該設備は地震時においても機能を期待するものではな

いことから，Ａクラス又はＡｓクラスとしていたものをＣクラスとする。 

安全保護回路及び遮蔽設備等，旧申請書において主要設備としての具体

的な記載がなく，その後の設計及び工事の方法の認可申請書において耐震

重要度分類を示した設備について記載を明確にする。 

 

 

 

(１) 耐震重要度による分類 

ａ．Ｓクラスの施設 

 

 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその

機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物

質を外部に放出する可能性のある事態を防止するために必要な施設及び事

故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させるため

に必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

ｂ．Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属

する施設と比べ小さい施設。 

 

ｃ．Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又

は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

記載の適切化（耐震クラ

スの見直しを記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

(２) クラス別施設 

上記耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。 

ａ．Ａクラスの施設 

(ａ) その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

ⅰ．形状寸法管理を行う設備のうち，平常運転時その破損又は機能喪失に

より臨界を起こすおそれのある設備 

(ｂ) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

ⅰ．使用済燃料受入れ設備の燃料取出し設備並びに使用済燃料貯蔵設備の

燃料貯蔵設備，燃料移送設備及び燃料送出し設備のプール，ピット，移送

水路，ラック，架台 

なお，上記(ａ)，(ｂ)の施設はＡＳクラスとする。 

(ｃ) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器 

ⅰ．高レベル廃液を内蔵する機器のうち安全上重要な施設 

なお，崩壊熱除去の観点から安全冷却水の供給が必要な設備はＡＳクラ

スとする。 

ⅱ．ガラス溶融炉はＡＳクラスとする。 

(ｄ) プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

ⅰ．プルトニウムを含む溶液を内蔵する機器のうち安全上重要な施設 

 

なお，崩壊熱除去の観点から安全冷却水の供給が必要な設備はＡＳクラス

とする。 

(ｅ) 上記(ｃ)及び(ｄ)の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合

に，その影響の拡大を防止するための施設 

ⅰ．ＡＳクラス及びＡクラスの設備を収納するセル等及びせん断セル 

 

(ｆ)  上記(ｃ)，(ｄ)，及び(ｅ)に関連する施設で放射性物質の外部に対

する放散を抑制するための施設 

ⅰ．ＡＳクラス及びＡクラスの機器の廃ガス処理設備のうち安全上重要な

施設 

 

(２) クラス別施設 

上記耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。 

ａ．Ｓクラスの施設 

(ａ) その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

ⅰ．形状寸法管理を行う設備のうち，平常運転時その破損又は機能喪失に

より臨界を起こすおそれのある設備。 

(ｂ) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

ⅰ．使用済燃料受入れ設備の燃料取出し設備,使用済燃料貯蔵設備の燃料

貯蔵設備，燃料移送設備，燃料送出し設備のプール，ピット，移送水路，

ラック，架台。 

                    

(ｃ) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器 

ⅰ．高レベル廃液を内蔵する系統及び機器のうち安全上重要な施設。 

 

 

 

(ｄ) プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

ⅰ．プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器のうち安全上重要な

施設。 

 

 

(ｅ) 上記(ｃ)及び(ｄ)の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合

に，その影響の拡大を防止するための施設 

ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの設備を収納するセル等及びせん断セ

ル。 

(ｆ) 上記(ｃ)，(ｄ)及び(ｅ)に関連する施設で放射性物質の外部への放

出を抑制するための施設 

ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの機器の廃ガス処理設備のうち安全上重

要な施設。 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

なお，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備のうちガラス溶融炉から廃

ガス洗浄器までの範囲はＡＳクラスとする。 

ⅱ．Ａクラスのセル等の換気設備のうち安全上重要な施設 

 

 

ⅲ．主排気筒及びその排気筒モニタ 

 

なお，ＡクラスとＢクラス以下の配管又はダクトの取合いは，Ｂクラス

以下の廃ガス処理設備又は換気設備の機能が喪失したとしても，Ａクラス

の廃ガス処理設備又は換気設備に影響を与えないように行う。 

 

(ｇ)  上記(ａ)～(ｆ)の施設の機能を確保するために必要な施設 

ⅰ．非常用所内電源系統，安全圧縮空気系及び安全蒸気系 

ⅱ．安全冷却水系及び使用済燃料貯蔵設備のプール水冷却系 

 

 

ⅲ．安全保護系及び保護動作を行う機器 

ⅳ．安全上重要な施設の漏えい液を受ける漏えい液受皿の集液溝等の液位

警報及び漏えい液受皿から漏えい液を回収するための系統のうち安全上重

要な施設 

ⅴ．計測制御系統施設等に係る安全上重要な施設のうち，地震後において

も，その機能が継続して必要な施設 

なお, 上記施設のうちＡＳクラスの設備の機能を維持するために必要な

設備はＡＳクラスとする。 

 

(ｈ) その他の施設 

ⅰ．固化セル移送台車はＡＳクラスとする。 

ⅱ．ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管 

ⅲ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備のうち貯蔵室から

排風機までの範囲はＡＳ 

 

 

ⅱ．上記(ｅ)のＳクラスのセル等の換気設備のうち安全上重要な施設。 

ⅲ．上記(ｅ)のＳクラスのセル等を収納する構築物の換気設備のうち安全

上重要な施設。 

 

 

 

 

 

 

(ｇ) 上記(ａ)～(ｆ)の施設の機能を確保するために必要な施設 

ⅰ．非常用所内電源系統，安全圧縮空気系及び安全蒸気系。 

ⅱ．安全冷却水系及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料

の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備のプール水浄化・冷却設備のプール水冷

却系（以下「プール水冷却系」という。）。 

ⅲ．安全保護回路及び保護動作を行う機器。 

ⅳ．安全上重要な施設の漏えい液を受ける漏えい液受皿の集液溝の液位警

報及び漏えい液受皿から漏えい液を回収するための系統のうち安全上重要

な施設。 

ⅴ．計測制御系統施設等に係る安全上重要な施設のうち，地震後において

も，その機能が継続して必要な施設。 

 

 

 

(ｈ) その他の施設 

ⅰ．固化セル移送台車。 

ⅱ．ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管。 

ⅲ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備のうち貯蔵室から

排風機までの範囲。 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ⅳ．使用済燃料貯蔵設備の補給水設備 

ⅴ．その機能喪失により臨界に至る可能性のある計測制御系統施設に係る

安全上重要な施設は,ＡＳクラスとするか，又は，検出器の故障を検知し

警報を発する故障警報及び工程停止のための系統をＡＳクラスとする。 

ⅵ．制御建屋中央制御室換気設備 

ⅶ．水素掃気用の安全圧縮空気系はＡＳクラスとする。 

なお,ＡＳクラスの水素掃気用の安全圧縮空気系が接続されている機器

は，溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止するため，

構造強度上ＡＳクラスとする。 

ⅷ．しゃへい設備のうち安全上重要な施設 

 

ｂ．Ｂクラスの施設 

(ａ) 放射性物質を内蔵している施設であって，Ａクラス以外の施設（た

だし内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損により一般公衆に与

える放射線の影響が十分小さいものは除く。） 

ⅰ．使用済燃料貯蔵設備のプール水浄化系 

ⅱ．高レベル廃液を内蔵する設備のうち，溶解施設，分離施設，高レベル

廃液処理設備，高レベル廃液ガラス固化設備の機器 

ⅲ．プルトニウムを含む溶液を内蔵する設備のうち，溶解施設，分離施

設，精製施設，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の機器 

ⅳ．ウランを内蔵する機器 

ⅴ．プルトニウムを含む粉体を内蔵する機器 

ⅵ．酸回収設備及び溶媒回収設備 

ⅶ．低レベル廃液処理設備，ただし，洗濯廃液，床ドレンの一部，試薬ド

レン，手洗いドレン，空調ドレンに係る設備，及び海洋放出管の一部を除

く。 

 

ⅷ．低レベル固体廃棄物処理設備 

ⅸ．分析設備 

(ｂ) 放射性物質の外部に対する放散を抑制するための施設でＡクラス以

ⅳ．使用済燃料貯蔵設備の補給水設備。 

ⅴ．その機能喪失により臨界に至る可能性のある計測制御系統施設に係る

安全上重要な施設は，Ｓクラスとするか又は検出器の故障を検知し警報

を発する故障警報及び工程停止のための系統をＳクラスとする。 

ⅵ．制御建屋中央制御室換気設備。 

ⅶ．水素掃気用の安全圧縮空気系はＳクラスとする。 

また,Ｓクラスの水素掃気用の安全圧縮空気系が接続されている機器

は，溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止するため，

Ｓクラスとする。 

ⅷ．遮蔽設備のうち安全上重要な施設。 

 

ｂ．Ｂクラスの施設 

(ａ) 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設

（ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損により公衆に

与える放射線の影響が十分小さいものは除く。） 

ⅰ．使用済燃料貯蔵設備のプール水浄化系。 

ⅱ．高レベル廃液を内蔵する設備のうち，溶解施設，分離施設，高レベル

廃液処理設備，高レベル廃液ガラス固化設備の系統及び機器。 

ⅲ．プルトニウムを含む溶液を内蔵する設備のうち，溶解施設，分離施

設，精製施設，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の系統及び機器。 

ⅳ．ウランを内蔵する系統及び機器。 

ⅴ．プルトニウムを含む粉体を内蔵する系統及び機器。 

ⅵ．酸回収設備及び溶媒回収設備。 

ⅶ．低レベル廃液処理設備，ただし，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設等からの洗濯廃液等（以下「洗濯廃液」という。），床ドレンの一部，

試薬ドレン，手洗いドレン，空調ドレンに係る設備及び海洋放出管の一部

を除く。 

ⅷ．低レベル固体廃棄物処理設備。 

ⅸ．分析設備。 

(ｂ) 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するた

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

外の施設 

ⅰ．Ｂクラスの設備を収納するセル等 

ⅱ．Ｂクラスの機器の廃ガス処理設備のうち，塔槽類から排風機を経て弁

までの範囲 

ⅲ．Ｂクラスのセル等の換気設備のうち，セル等から排風機を経てダンパ

までの範囲 

(ｃ) その他の施設 

ⅰ．放射性物質を取り扱うクレーン，台車等の移送機器並びに検査装置，

切断装置等の装置類，ただし，以下の設備を除く。 

(ⅰ) 放射性物質の環境への放出のおそれがない移送機器及び装置類 

(ⅱ) 放射能濃度が非常に低いか,又は内蔵量が非常に小さいものを取り 

扱う移送機器及び装置類 

ⅱ．主要なしゃへい設備 

ｃ．Ｃクラスの施設 

上記Ａ，Ｂクラスに属さない施設 

 

(３) 耐震設計上の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，基準地震

動Ｓ２にて臨界安全が確保されていることの確認を行う。 

 

ｂ．上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備を渡る液体状の放

射性物質を移送するための配管及びサンプリング配管等の明らかに取扱い

めの施設でＳクラスに属さない施設 

ⅰ．Ｂクラスの設備を収納するセル等。 

ⅱ．Ｂクラスの機器の廃ガス処理設備のうち，塔槽類から排風機を経て弁

までの範囲。 

ⅲ．Ｂクラスのセル等の換気設備のうち，セル等から排風機を経てダンパ

までの範囲。 

(ｃ) その他の施設 

ⅰ．放射性物質を取り扱う移送機器及び装置類。ただし，以下の設備を除

く。 

(ⅰ) 放射性物質の環境への放出のおそれがない移送機器及び装置類。 

(ⅱ) 放射性物質の濃度が非常に低いか，又は内蔵量が非常に小さいもの

を取り扱う移送機器及び装置類。 

ⅱ．主要な遮蔽設備。 

ｃ．Ｃクラスの施設 

上記Ｓ，Ｂクラスに属さない施設。 

 

(３) 耐震重要度分類上の留意事項 

ａ．再処理施設の安全機能は，その機能に直接的に関連するもののほか，

補助的な役割をもつもの及び支持構造物等の間接的な施設を含めて健全性

を保持する観点で，これらを主要設備等，補助設備，直接支持構造物，間

接支持構造物及び波及的影響を検討すべき設備に区分する。 

安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備等，補助設備及

び直接支持構造物については同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物

の支持機能及び波及的影響の評価については，それぞれ関連する設備の耐

震設計に適用される地震動に対して安全上支障がないことを確認する。 

ｂ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，基準地震

動にて臨界安全が確保されていることの確認を行う。 

 

ｃ．上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で液体状の放射

性物質を移送するための配管及びサンプリング配管のうち，明らかに取扱

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

記載の適正化（表現修

正） 

記載の適正化（表現修

正） 

耐震設計指針の反映 

 

 

新規制基準の第７条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第７条要求

による変更 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

量が少ない配管は，設備のバウンダリを構成している範囲を除き，下位の

分類とする。 

ｃ．上位の分類に属するものは，下位の分類に属するものの破損によっ

て波及的影響が生じないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に基づくクラス別施設を第1.6－１表に示す。 

なお，第1.6－１表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能

が維持されることを確認する地震動及び相互影響を考慮すべき設備に適用

い量が少ない配管は，設備のバウンダリを構成している範囲を除き，下位

の分類とする。 

ｄ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の定量ポット，中間ポット及び脱

硝装置のグローブボックスは，収納するＳクラスの機器へ波及的影響を及

ぼさない設計とする。 

ｅ．分離施設の補助抽出器中性子検出器の計数率高による工程停止回路及

び遮断弁，抽出塔供給溶解液流量高による送液停止回路及び遮断弁，抽出

塔供給有機溶媒液流量低による工程停止回路及び遮断弁，第１洗浄塔洗浄

廃液密度高による工程停止回路及び遮断弁，精製施設のプルトニウム濃縮

缶に係る注水槽の液位低による警報及び注水槽は，上位の分類に属するも

のへ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

ｆ．竜巻防護対策設備は，竜巻防護施設に波及的影響を及ぼさない設計と

する。 

ｇ．溢水防護設備は，地震及び地震を起因として発生する溢水によって安

全機能を有する施設のうち，再処理施設内部で想定される溢水に対して，

冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を維持する

ために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）の安全機能が損

なわれない設計とする。 

ｈ．化学薬品防護設備は，地震及び地震を起因として発生する化学薬品の

漏えいによって安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部で想定され

る化学薬品の漏えいに対して，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨

界防止等の安全機能を維持するために必要な設備（以下「化学薬品防護対

象設備」という。）の安全機能が損なわれない設計とする。 

ｉ．主排気筒及びその排気筒モニタのＳクラスとＢクラス以下の配管又は

ダクトの取合いは，Ｂクラス以下の廃ガス処理設備又は換気設備の機能が

喪失したとしても，Ｓクラスの廃ガス処理設備又は換気設備に影響を与え

ないようにする。 

上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第1.6－１表に示す。 

 

 

 

 

新規制基準の第７条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第７条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

する地震動についても併記する。 

 

1.6.2.2 耐震設計上の重要度分類（２） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃

棄物貯蔵系に係る施設の耐震設計上の重要度分類は，「再処理施設安全審

査指針」（平成18年9月19日）に従い，耐震Ｃクラスとする。 

このクラス別施設を第1.6－２表に示す。 

なお，第1.6－２表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能

が維持されることを確認する地震動及び相互影響を考慮すべき設備に適用 

する地震動についても併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 地震力の算定法 

地震力の算定について，平成18年9月19日前に許可を受けた施設につい

ては，｢1.6.3.1 地震力の算定法（１）｣に，平成18年9月19日以降に変更

の許可を受ける施設については，「1.6.3.2 地震力の算定法（２）」 

に示す。 

 

 

1.6.3.1 地震力の算定法（１） 

 

再処理施設の耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定され

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.3 基礎地盤の支持性能 

(１) 安全機能を有する施設は，耐震設計上の重要度に応じた地震力が作

用した場合においても，当該安全機能を有する施設を十分に支持すること

ができる地盤に設置する。 

(２) 建物・構築物を設置する地盤の支持性能については，基準地震動又

は静的地震力により生じる施設の基礎地盤の接地圧が，安全上適切と認め

られる規格及び基準に基づく許容限界に対して，妥当な余裕を有するよう

設計する。 

 

1.6.1.4 地震力の算定方法 

安全機能を有する施設の耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法

で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第７条要求

による変更 

記載の適正化（旧指針の

反映前後の記載を削除） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（旧指針の

反映前後の記載を削除） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（旧指針の

反映前後の記載を削除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

る静的地震力及び動的地震力のうちいずれか大きい方とする。 

 

1.6.3.1.1 静的地震力 

静的地震力は，Ａクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用すること

とし，それぞれクラスに応じて以下の層せん断力係数及び震度に基づき算

定する。 

                              

(１) 建物・構築物 

水平地震力は，再処理施設の重要度分類に応じて以下に述べる層せん断

力係数に当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

 

 

  Ａクラス  層せん断力係数 3.0ＣＩ  

  Ｂクラス  層せん断力係数 1.5ＣＩ  

  Ｃクラス  層せん断力係数 1.0ＣＩ  

 

ここに，層せん断力係数を算定する際のＣＩ は，標準せん断力係数を

0.2とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる

値とする。 

 

 

 

Ａクラスの施設については，鉛直地震力をも考慮することとし，水平地

震力と鉛直地震力は，同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。

鉛直地震力は，震度0.3を基準とし, 建物・構築物の振動特性，地盤の種

類等を考慮して求めた鉛直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震

度は高さ方向に一定とする。 

 

(２) 機 器 

各クラスの地震力は，上記(１)の層せん断力係数の値から求める水平震

 

 

1.6.1.4.1 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用すること

とし，それぞれ耐震重要度分類に応じて以下の地震層せん断力係数及び

震度に基づき算定する。 

耐震重要度分類に応じて定める静的地震力を第1.6－２表に示す。 

(１) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度

分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するもの

とする。 

 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上

とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類，地震層せん断力の係数の

高さ方向の分布係数，地震地域係数を考慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに

乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，耐震重要度分類の各クラス

ともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とする。 

Ｓクラスの建物・構築物については，水平地震力と鉛直地震力は同時に

不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3以上

を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類を考慮して求めた鉛

直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とす

る。 

 

 (２) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(１)に示す地震層せん断

記載の適正化（旧指針の

反映前後の記載を削除） 

 

耐震設計指針の反映 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

度及び上記(１)の鉛直震度をそれぞれ20％増しとした震度より求めるもの

とする。なお，水平地震力と鉛直地震力とは同時に不利な方向の組合せで

作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

1.6.3.1.2 動的地震力 

動的地震力は，Ａクラスの施設に適用することとし，添付書類四の「6.

地震」に示す基準地震動Ｓ１から定める入力地震動を入力として,動的解

析により算定する。 

さらに，ＡＳクラスの施設については，添付書類四の「6. 地震」に示

す基準地震動Ｓ２から定める入力地震動を入力として,動的解析により算

定される水平地震力も適用する。 

なお，Ｂクラスの機器のうち支持構造物の振動と共振のおそれのあるも

のについては，上記Ａクラスの施設に適用する基準地震動Ｓ１ から定め

る入力地震動の振幅を1/2にしたものを入力として動的解析により算定さ

れる水平地震力を適用する。 

Ａクラスの施設に対する鉛直地震力は，基準地震動の最大加速度振幅の

1/2の値を重力加速度で除した鉛直震度として求め,水平地震力と同時に不

利な方向に組み合わせる。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度

とし，当該水平震度及び上記(１)の鉛直震度をそれぞれ20％増しとした震

度より求めるものとする。                     

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方

向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定と

する。 

上記(１)及び(２)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，

耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を

考慮して設定する。 

1.6.1.4.2 動的地震力 

Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動及び弾性設

計用地震動から定める入力地震動を入力として，建物・構築物の三次元応

答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮し，水平２方向及び鉛

直方向について適切に組み合わせて算定する。 

 

 

Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振のおそれのあるものにつ

いては，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性設計用地震動に２分の１を乗

じたものから定める入力地震動を入力として，建物・構築物の三次元応答

性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮し，水平２方向及び鉛直

方向について適切に組み合わせて算定する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，

水平２方向及び鉛直方向の地震力の影響が考えられる施設，設備に対し

て，許容限界の範囲内にとどまることを確認する。 

耐震重要度分類に応じて定める動的地震力を第1.6－３表に示す。 

弾性設計用地震動は，基準地震動との応答スペクトルの比率の値が目安

として0.5を下回らないよう基準地震動に係数を乗じて設定する。 

ここで，基準地震動に乗じる係数は，工学的判断として，再処理施設の

安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率に対応する値とする。さ

らに，「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」を踏まえ，弾性

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計用地震動については，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針

（昭和56年７月20日原子力安全委員会決定，平成13年３月29日一部改

訂）」に基づく基準地震動Ｓ１が設計上果たしてきた役割を一部担うもの

であることとされていることから，応答スペクトルに基づく地震動評価に

よる基準地震動Ｓｓ－Ａに乗ずる係数は，旧申請書における再処理施設の

基準地震動Ｓ１の応答スペクトルを下回らないよう配慮した値とする。 

具体的には，工学的判断により，敷地ごとに震源を特定して策定する地

震動のうち基準地震動Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５及び震源を特定せず策定する地震

動のうち基準地震動Ｓｓ－Ｃ１～Ｃ４に対して係数0.5を乗じた地震動，

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動のうち基準地震動Ｓｓ－Ａに対

しては，基準地震動Ｓ１を上回るよう係数0.52を乗じた地震動を弾性設計

用地震動として設定する。 

また，建物・構築物及び機器・配管系ともに同じ値を採用することで，

弾性設計用地震動に対する設計に一貫性をとる。 

弾性設計用地震動の最大加速度を第1.6－４表に，応答スペクトルを第

1.6－１図（１）～第1.6－１図（５）に，弾性設計用地震動の加速度時刻

歴波形を第1.6－２図（１）～第1.6－２図（10）に，弾性設計用地震動と

基準地震動Ｓ１の応答スペクトルの比較を第1.6－３図に，弾性設計用地

震動と解放基盤表面における地震動の一様ハザードスペクトルの比較を第

1.6－４図（１）～第1.6－４図（4）に示す。 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ１～Ｂ５の年超過確率はおおむ

ね10-3～10-4程度，Ｓｄ－Ｃ１～Ｃ４の年超過確率はおおむね10-3～10-5

程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(１) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三

紀の鷹架層が十分な広がりをもって存在することが確認されている。 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7ｋｍ／ｓ以上

を有する標高約－70ｍの位置に想定することとする。 

 

建物･構築物の地震応答解析モデルに対する水平方向の入力地震動は，

この解放基盤表面で定義された基準地震動に基づき，基盤上層の影響を考

慮して作成したものを用いるものとする。 

 

 

 

(２) 動的解析法 

ａ．建物・構築物 

動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法を用いて求めるものとす

る。 

 

 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの

形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデ

ルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものとし，

解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮

して定める。設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用

いる。 

 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び

地震応答における各部の歪レベルを考慮して定める。 

(１) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三

紀の鷹架層が十分な広がりをもって存在することが確認されている。 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7ｋｍ／ｓ以上

を有する標高約－70ｍの位置に想定することとする。 

基準地震動は，解放基盤表面で定義する。 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表

面からの地震波の伝播特性を適切に考慮して作成したものとするととも

に，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに

応じた地盤物性値を用いて作成する。また，必要に応じ敷地における観測

記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ設定する。 

 

(２) 動的解析法 

ａ．建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏ま

え，地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析

法を選定するとともに，建物・構築物に応じて十分な調査に基づく適切な

解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法を用い

て求めるものとする。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの

形状，構造特性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系

に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮す

るものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の

剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等については，必要に応じて地盤の

非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づ

くものとする。設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを

用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び

地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 

 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

基準地震動Ｓ１ に対しては弾性応答解析を行う。 

基準地震動Ｓ２ に対する応答解析において，主要構造要素がある程度

以上弾性範囲を超える場合には，その超える程度を安全上支障のない程度

に制限し，適切な減衰量と剛性を考慮した線形応答解析を行う。また，必

要により，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応じ

て，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行

う。 

また，耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物の支持機能を検

討するための地震応答解析において，施設を支持する建物・構築物等の主

要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，その超える程度を

安全上支障のない程度に制限し，適切な減衰量と剛性を考慮した線形応答

解析を行う。また必要により，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特

性を考慮した応答解析を行う。 

 

ｂ． 機 器 

機器（配管系を除く。）については，その形状を考慮して，１質点系，

又は多質点系モデルに置換し，設計用床応答曲線を用いた応答スペクト 

ル・モーダル解析法又は時刻歴応答解析法等により応答を求める。 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いた

応答スペクトル・モーダル解析法により応答を求める。 

なお，剛性の高い機器は，その機器の設置床面の最大床応答加速度の1.

2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。 

動的解析に用いる減衰定数は，既往の振動実験，地震観測の調査結果等

を考慮して適切な値を定める。 

 

 

1.6.3.2 地震力の算定法（２） 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃

棄物貯蔵系に係る施設の耐震設計に用いる地震力の算定は，「再処理施設 

 

基準地震動及び弾性設計用地震動に対する応答解析において，主要構造

要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，

該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した

復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

構築物のうち洞道の動的解析に当たっては，洞道と地盤の相互作用を考

慮できる連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤

及び洞道の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価

線形又は非線形解析のいずれかによる。地盤の地震応答解析モデルは，洞

道と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。洞道の地震応

答解析に用いる減衰定数については，地盤と洞道の非線形性を考慮して適

切に設定する。 

 

 

ｂ．機器・配管系 

機器については，その形状を考慮して，１質点系又は多質点系モデル

に置換し，設計用床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法又

は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いた

応答スペクトル・モーダル解析法により応答を求める。 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の

1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。 

動的解析に用いる減衰定数は，既往の振動実験，地震観測の調査結果等を

考慮して適切な値を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（等の削

除） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

記載の適正化（旧指針の

反映前後の記載を削除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

安全審査指針」（平成18年9月19日）に従うものとする。 

 

1.6.4 荷重の組合せと許容限界 

荷重の組合せと許容限界について，平成18年9月19日前に許可を受けた

施設については，「1.6.4.1 荷重の組合せと許容限界（１）」に，平成 

18年9月19日以降に変更の許可を受ける施設については，「1.6.4.2 荷 

重の組合せと許容限界（２）」に示す。 

1.6.4.1 荷重の組合せと許容限界（１） 

再処理施設の耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下による

ものとする。 

1.6.4.1.1 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(１) 建物・構築物 

ａ．通常運転時の状態 

再処理施設が，通常運転状態にあり，通常の自然条件下におかれている

状態。 

ｂ．設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件。 

(２) 機 器 

ａ．通常運転時の状態 

再処理施設が，通常運転状態にある状態，ただし，インタ－ロック又は

警報が設置されている場合は，圧力及び温度がインタ－ロック又は警報の

設定値以内にある状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.5 荷重の組合せと許容限界 

安全機能を有する施設に適用する荷重の組合せと許容限界は，以下によ

るものとする。 

 

 

 

 

  

1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(１) 建物・構築物 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

ｂ．設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

(２) 機器・配管系 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。                 

                                 

            

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は

運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外

乱によって発生する異常な状態であって，当該状態が継続した場合には温

度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容さ

れる範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 

 

 

記載の適正化（旧指針の

反映前後の記載を削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第７条要求

による変更 

 

新規制基準の第７条要求

による変更 

 

 

 

 

新規制基準の第７条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

1.6.4.1.2 荷重の種類 

(１) 建物・構築物 

ａ．再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，

すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧並びに通常の気象条件による荷

重 

ｂ．通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

ｃ．地震力，風荷重 

ただし，通常運転時の状態で施設に作用する荷重には機器から作用す 

る荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，機器からの反力，

スロッシング等による荷重が含まれるものとする。 

(２) 機 器 

ａ．通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

ｂ．地震力 

 

 

 

 

1.6.4.1.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

(１) 建物・構築物 

ａ．地震力と常時作用している荷重及び通常運転時の状態で施設に作用す

る荷重とを組み合わせる。 

 

 

 

 

ｃ．設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該

状態が発生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそ

れがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。 

1.6.1.5.2 荷重の種類 

(１) 建物・構築物 

ａ．再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，

すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

 

ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

ｃ．積雪荷重及び風荷重 

ただし，運転時の荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれる

ものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの

反力が含まれるものとする。 

(２) 機器・配管系 

ａ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

ｃ．設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷

重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置

される施設については，建物・構築物に準じる。 

1.6.1.5.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

(１) 建物・構築物 

Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動による地震力と組み合わ

せる荷重は，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重とする。

 Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構築物について，

基準地震動以外の地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重

は，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷

新規制基準の第７条要求

による変更 
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記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

(２) 機 器 

ａ．地震力と通常運転時の状態で施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 荷重の組合せ上の留意事項 

ａ．Ａクラスの施設においては，水平地震力と鉛直地震力とは同時に不利

な方向に作用するものとする。 

 

ｂ．耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，支持される施設の耐震クラスに応じた地震

力と常時作用している荷重及び通常運転時の状態で施設に作用する荷重と

を組み合わせる。 

 

第1.6－１表に，対象となる建物・構築物及びその支持機能が維持され

ていることを検討すべき地震動等について記載する。 

なお，運転時の異常な過渡変化時の状態及び運転時の異常な過渡変化を

超える事象時の状態で施設に作用する荷重は，通常運転時の状態で施設に

作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地

重及び風荷重とする。この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水

圧について，基準地震動による地震力又は弾性設計用地震動による地震力

と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

(２) 機器・配管系 

Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地震力，弾性設計用

地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，常時作用して

いる荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化

時に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重とする。Ｂクラスの機器・

配管系について，共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力と

組み合わせる荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用

する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重とする。Ｃクラスの機

器・配管系について，静的地震力と組み合わせる荷重は，常時作用してい

る荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時

に生じる荷重とする。なお，屋外に設置される施設については，建物・構

築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

(３) 荷重の組合せ上の留意事項 

ａ．ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している

場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。 

 

ｂ．耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震

力と常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせ

る。 

 

ｃ．機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時（以下

「事故等」という。）に生じるそれぞれの荷重については，地震によって

引き起こされるおそれのある事故等によって作用する荷重及び地震によっ

て引き起こされるおそれのない事故等であっても，いったん事故等が発生

した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等の発生確率，

新規制基準の第７条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

震荷重と組み合わせるものはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4.1.4 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，

以下のとおりとする。 

(１) 建物・構築物 

ａ．ＡＳクラスの建物・構築物 

(ａ)基準地震動Ｓ１ による地震力又は静的地震力との組合せに対する許

容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とす

る。 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 基準地震動Ｓ２による地震力との組合せに対する許容限界 

 

建物・構築物が，構造物全体として十分変形能力（ねばり）の余裕を有

し，終局耐力に対して安全余裕を持たせることとする。 

なお，終局耐力は，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大して

継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わ

せて考慮する。 

ｄ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による

受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合

が無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮する。 

 

ｅ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設

のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構

造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを考慮する。 

 

1.6.1.5.4 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，

以下のとおりとする。 

(１) 建物・構築物 

ａ．Ｓクラスの建物・構築物 

(ａ) 基準地震動による地震力 との組合せに対する許容限界 

 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局

耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひず

み・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余

裕を持たせることとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸次増大していくと

き，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既

往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

 

(ｂ)弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許

容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態

に留まるように，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認

められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

いくとき，その変形又は歪が著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，

既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

 

ｂ．Ａクラス(ＡＳクラスを除く。）の建物・構築物 

上記ａ. (ａ)による許容応力度を許容限界とする。 

 

ｃ．Ｂ及びＣクラスの建物・構築物 

上記ａ. (ａ)による許容応力度を許容限界とする。 

 

ｄ．耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物 

上記ａ. (ｂ)の項を適用するほか，耐震クラスの異なる施設が，それを

支持する建物・構築物の変形等に対して，その機能が損なわれないものと

する。 

 

ｅ．建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有

水平耐力に対して重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認

するものとする。 

 

(２) 機 器 

ａ．ＡＳクラスの機器 

(ａ) 基準地震動Ｓ１ による地震力又は静的地震力との組合せに対する許

容限界 

降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

(ｂ) 基準地震動Ｓ２による地震力との組合せに対する許容限界 

 

 

 

 

 

 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

上記ａ.(ｂ)による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（屋外重要土木構造物である洞道を除く）については，当

該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重要度

に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

 

(２) 機器・配管系 

ａ．Ｓクラスの機器・配管系 

(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベル

に留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及

ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。なお，

地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能要求については，実証試験等

により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。 

 

(ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

       

構造物の相当部分が降伏し，塑性変形する場合でも過大な変形，亀

裂，破損等が生じ，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に

応力等を制限する。 

 

ｂ．Ａクラス（ＡＳクラスを除く。) の機器 

降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

 

ｃ．Ｂ及びＣクラスの機器 

降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

 

ｄ．動的機器 

地震時に動作を要求される機器については，解析又は実験等により，動

的機能が阻害されないことを確認する。 

 

 

1.6.4.2 荷重の組合せと許容限界（２） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃

棄物貯蔵系に係る施設の耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，

「再処理施設安全審査指針」（平成18年9月19日）に従うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まる

ように，降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界と

する。 

 

 

 

 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記ａ．(ｂ)による応力を許容限界とする。 

 

ｃ．動的機器 

地震時及び地震後に動作を要求される機器・配管系については，実証試

験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.6 設計における留意事項 

1.6.1.6.1 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度の区

分に応じた地震力に十分耐えることができるよう設計するとともに，安全

機能を有する施設のうち，地震の発生によって生ずるおそれがあるその安

全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施

設（以下「耐震重要施設」という。）に該当する設備は，基準地震動によ

る地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。ま

た，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要度分類に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損なわれな

い設計とする。 

 

 

1.6.1.6.2 波及的影響 

耐震重要施設は，耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設（以下

「下位クラス施設」という。）の波及的影響によって，その安全機能が損

なわれないものとする。 

評価に当たっては，以下の４つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調

査・検討を行い，各観点より選定した事象に対して波及的影響の評価を行

い，波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への

影響がないことを確認する。 

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力を適用する。なお，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設

の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。また，波及的影響の確

認においては水平２方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影

響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。 

なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，４つの

観点以外に検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出された

場合には，その観点を追加する。 

(１) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下

による影響 

ａ．不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下によ

り，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

ｂ．相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と

耐震重要施設の相対変位により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないこ

とを確認する。 

(２) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設

に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能へ影響

がないことを確認する。 

 

(３) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重

要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位

クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能へ影響

がないことを確認する。 

(４) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重

要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位

クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能へ影響

がないことを確認する。 

また，波及的影響の評価においては，地震に起因する溢水防護，化学薬

品防護及び火災防護の観点からの波及的影響についても評価する。 

 

1.6.1.6.3 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平

方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学的

に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動（以下「一関東

評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いる。 

一関東評価用地震動（鉛直）は，一関東観測点における岩手・宮城内陸

地震で得られた観測記録のＮＳ方向及びＥＷ方向のはぎとり解析により算

定した基盤地震動の応答スペクトルを平均し，平均応答スペクトルを作成

する。水平方向に対する鉛直方向の地震動の比３分の２を考慮し，平均応

答スペクトルに３分の２を乗じた応答スペクトルを設定する。一関東観測

点における岩手・宮城内陸地震で得られた鉛直方向の地中記録の位相を用

いて，設定した応答スペクトルに適合するよう模擬地震波を作成する。作

成した模擬地震波により厳しい評価となるように振幅調整した地震動を一

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.5 主要施設の耐震構造 

1.6.5.1 使用済燃料輸送容器管理建屋 

使用済燃料輸送容器管理建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び鉄骨造)で，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管

庫，空使用済燃料輸送容器保管庫及びトレーラエリアが地上１階（地上高

さ約26ｍ),除染エリアが地上３階（地上高さ約16ｍ), 地下１階，並びに

保守エリアが地上２階(地上高さ約21ｍ), 地下１階，平面が約68ｍ(南北

方向)×約180ｍ(東西方向) の建物であり, 堅固な基礎版上に設置する。 

 

建物のうち, 除染エリアは，相当に剛性が高く, 耐震設計上の重要度に

応じた耐震性を有する構造とする。また, 他のエリアは，耐震設計上の重

要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.5.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 

関東評価用地震動（鉛直）とする。 

一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトルを第1.6－５図

に，設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を第1.6－６図に示す。 

 

1.6.1.7 耐震重要施設の周辺斜面 

耐震重要施設の周辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，耐震重

要施設に影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないものとする。な

お，耐震重要施設周辺においては，基準地震動による地震力に対して，施

設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面

はない。 

 

以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 

1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設計 

 

 

1.6.3 主要施設の耐震構造 

1.6.3.1 使用済燃料輸送容器管理建屋 

使用済燃料輸送容器管理建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び鉄骨造）で，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管

庫，空使用済燃料輸送容器保管庫及びトレーラエリアが地上１階（地上高

さ約26ｍ），除染エリアが地上３階（地上高さ約16ｍ），地下１階，並び

に保守エリアが地上２階（地上高さ約21ｍ），地下１階，平面が約68ｍ

（南北方向）×約180ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。 

建物のうち，除染エリアは，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に

応じた耐震性を有する構造とする。また，他のエリアは，耐震設計上の重

要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 

 

 

 

 

耐震設計指針の反映、新

規制基準の第７条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び鉄骨造)で，地上３階(地上高さ約21ｍ)，地下３階，平

面が約130ｍ(南北方向）×約86ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版

上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.5.3 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２階 

(地上高さ約15ｍ)，地下３階，平面が約53ｍ(南北方向)×約33ｍ(東西

方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.5.4 前処理建屋 

前処理建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造)で，地上５階(地上高さ約32ｍ)，地下４階，平面が約87ｍ(南北方

向)×約69ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.5.5 分離建屋 

分離建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上４階(地上高さ約26ｍ)，地下

３階，平面が約89ｍ(南北方向)×約65ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.5.6 精製建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び鉄骨造）で，地上３階（地上高さ約21ｍ），地下３階，

平面が約130ｍ（南北方向）×約86ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.3 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２階

（地上高さ約15ｍ），地下３階，平面が約53ｍ（南北方向）×約33ｍ（東

西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.4 前処理建屋 

前処理建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造）で，地上５階（地上高さ約32ｍ），地下４階，平面が約87ｍ（南

北方向）×約69ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置す

る。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.5 分離建屋 

分離建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上４階（地上高さ約26ｍ），地

下３階，平面が約89ｍ（南北方向）×約65ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.6 精製建屋 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

精製建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上６階(地上高さ約29ｍ)，地下 

３階，平面が約92ｍ(南北方向)×約71ｍ(東西方向)の建物であり，堅固

な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.5.7 ウラン脱硝建屋 

ウラン脱硝建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上５階(地上高さ約27

ｍ),地下１階，平面が約39ｍ(南北方向)×約41ｍ(東西方向)の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

1.6.5.8 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２

階(地上高さ約16ｍ)，地下２階,平面が約69ｍ(南北方向)×約57ｍ(東西方

向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

1.6.5.9 ウラン酸化物貯蔵建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コンクリ

ート造)で，地上２階(地上高さ約13ｍ)，地下２階，平面が約53ｍ(南北方

向)×約53ｍ（東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

1.6.5.10 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

 

精製建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上６階（地上高さ約29ｍ），地

下３階，平面が約92ｍ（南北方向）×約71ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.7 ウラン脱硝建屋 

ウラン脱硝建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上５階（地上高さ約27

ｍ），地下１階，平面が約39ｍ（南北方向）×約41ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

1.6.3.8 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２

階（地上高さ約16ｍ），地下２階，平面が約69ｍ（南北方向）×約57ｍ

（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

1.6.3.9 ウラン酸化物貯蔵建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリ

ート造）で，地上２階（地上高さ約13ｍ），地下２階，平面が約53ｍ（南

北方向）×約53ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置す

る。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

1.6.3.10 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，

地上１階(地上高さ約14ｍ),地下４階,平面が約56ｍ(南北方向)×約52ｍ 

(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

 

 

1.6.5.11 高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び鉄骨造)で，地上２階(地上高さ約15ｍ),地下４階，平面

が約59ｍ(南北方向)×約84ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に

設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.5.12 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造)で，地上１階(地上高さ約14ｍ),地下２階，平面が

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟で約47ｍ(南北方向)×約56ｍ(東西方向),

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟で約47ｍ(南北方向)×約56ｍ(東西方向)の

建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

1.6.5.13 低レベル廃液処理建屋 

低レベル廃液処理建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上３階(地上高さ

約17ｍ)，地下２階，平面が約63ｍ(南北方向）×約58ｍ（東西方向)の建

物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，

地上１階（地上高さ約14ｍ），地下４階，平面が約56ｍ（南北方向）×約

52ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

なお，本建屋の地下４階において，ＭＯＸ燃料加工施設の貯蔵容器搬送

用洞道（以下「貯蔵容器搬送用洞道」という。）と接続する。 

 

1.6.3.11 高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び鉄骨造）で，地上２階（地上高さ約15ｍ），地下４階，

平面が約59ｍ（南北方向）×約84ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.12 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，地上１階（地上高さ約14ｍ），地下２階，平

面が第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟で約47ｍ（南北方向）×約56ｍ（東西

方向），第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟で約47ｍ（南北方向）×約56ｍ

（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

1.6.3.13 低レベル廃液処理建屋 

低レベル廃液処理建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上３階（地上高さ

約17ｍ），地下２階，平面が約63ｍ（南北方向）×約58ｍ（東西方向）の

建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

 

1.6.5.14 低レベル廃棄物処理建屋 

低レベル廃棄物処理建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上４階(地上高

さ約29ｍ)，地下２階，平面が約98ｍ(南北方向)×約99ｍ(東西方向)の建

物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.5.15 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋は，鉄筋コンクリ

ート造で，地上２階(地上高さ約26ｍ)，地下１階，平面が約61ｍ(南北方

向)×約61ｍ（東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.5.16 ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋

コンクリート造及び鉄骨造)で，地上2階(地上高さ約18ｍ)，地下４階，平

面が約43ｍ(南北方向)×約54ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.5.17 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地

上高さ約６ｍ)，平面が約73ｍ(南北方向)×約38ｍ(東西方向)の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

 

1.6.3.14 低レベル廃棄物処理建屋 

低レベル廃棄物処理建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上４階（地上高

さ約29ｍ），地下２階，平面が約98ｍ（南北方向）×約99ｍ（東西方向）

の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.15 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋は，鉄筋コンクリー

ト造で，地上２階（地上高さ約26ｍ），地下１階，平面が約61ｍ（南北方

向）×約61ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.16 ハル・エンドピース貯蔵建屋 

ハル・エンドピース貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び鉄骨造）で，地上２階（地上高さ約18ｍ），地下４階，

平面が約43ｍ（南北方向）×約54ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.17 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地

上高さ約６ｍ），平面が約73ｍ（南北方向）×約38ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―122



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

1.6.5.18 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２階(地

上高さ約13ｍ)，地下３階，平面が約70ｍ(南北方向)×約65ｍ(東西方向)

の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.5.19 制御建屋 

制御建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で，地上３階(地上高

さ約18ｍ), 地下２階，平面が約40ｍ(南北方向)×約71ｍ(東西方向)の建

物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.5.20 分析建屋 

分析建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造)で，

地上３階(地上高さ約18ｍ),地下３階，平面が約46ｍ(南北方向)×約104ｍ

(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.5.21 非常用電源建屋 

 

1.6.3.18 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地

上高さ約13ｍ），地下３階，平面が約70ｍ（南北方向）×約65ｍ（東西方

向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

 

1.6.3.19 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地

上高さ約６ｍ），平面が約73ｍ（南北方向）×約38ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

 

1.6.3.20 制御建屋 

制御建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で，地上３階（地上高

さ約18ｍ），地下２階，平面が約40ｍ（南北方向）×約71ｍ（東西方向）

の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.21 分析建屋 

分析建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，

地上３階（地上高さ約18ｍ），地下３階，平面が約46ｍ（南北方向）×約

104ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.22 非常用電源建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（建屋の明

確化） 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

非常用電源建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２階(地上高さ約14

ｍ)，地下１階，平面が約25ｍ(南北方向)×約50ｍ(東西方向)の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.5.22 溶解槽（連続式） 

溶解槽(連続式)は，補強リブ等によって剛性が高く，十分な耐震性を持

非常用電源建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約14

ｍ），地下１階，平面が約25ｍ（南北方向）×約50ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

 

1.6.3.23 緊急時対策建屋 

 

緊急時対策建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート

造）で，地上１階（一部地上２階建て）（地上高さ約17ｍ），地下１階，

平面が約60ｍ（南北方向）×約79ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.24 第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（保管庫）

（地上高さ約16ｍ，地下に第１貯水槽を収納する），地下１階（貯水

槽），平面が約52ｍ（南北方向）×約113ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.25 第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（保管庫）

（地上高さ約16ｍ，地下に第２貯水槽を収納する），地下１階（貯水

槽），平面が約52ｍ（南北方向）×約113ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.26 溶解槽（連続式） 

溶解槽（連続式）は，補強リブ等によって剛性が高く，十分な耐震性を

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第26条及

び46条要求による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

つ構造とする。また，これを取り付ける支持構造物も十分剛性を持った耐

震性のあるものとする。 

 

1.6.5.23 清澄機（遠心式） 

清澄機(遠心式)のケーシングは，十分剛性のある構造とし，建物の床に

固定することで耐震性を持たせる。また，回転部分も耐震性を十分考慮し

た設計とする。 

 

1.6.5.24 環状形パルスカラム 

環状形パルスカラムは細長い容器であるため，支持構造物を建物に取り

付け，それによって全体として十分な剛性を持った耐震性のある構造とす

る。 

 

1.6.5.25 円筒形パルスカラム 

円筒形パルスカラムは細長い容器であるため，支持構造物を建物に取り

付け，それによって全体として十分な剛性を持った耐震牲のある構造とす

る。 

 

1.6.5.26 そ の 他 

その他の機器は，運転時荷重，地震荷重による荷重により不都合な応力

が生じないよう必要に応じロッド レストレイント,その他の装置を使用し

耐震性を確保する。 

 

 

 

 

持つ構造とする。また，これを取り付ける支持構造物も十分剛性を持った

耐震性のあるものとする。 

 

1.6.3.27 清澄機（遠心式） 

清澄機（遠心式）のケーシングは，十分剛性のある構造とし，建物の床

に固定することで耐震性を持たせる。また，回転部分も耐震性を十分考慮

した設計とする。 

 

1.6.3.28 環状形パルスカラム 

環状形パルスカラムは細長い容器であるため，支持構造物を建物に取り

付け，それによって全体として十分な剛性を持った耐震性のある構造とす

る。 

 

1.6.3.29 円筒形パルスカラム 

円筒形パルスカラムは細長い容器であるため，支持構造物を建物に取り

付け，それによって全体として十分な剛性を持った耐震牲のある構造とす

る。 

 

1.6.3.30 その他 

その他の機器・配管系は，運転時荷重，地震荷重による荷重により不都

合な応力が生じないよう必要に応じロッドレストレイント，スナバ，その

他の装置を使用し耐震性を確保する。 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7 その他の設計方針 

1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 

(１) 再処理施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱を適切に除去することと

し，構造物の温度を適切に維持すること，また，放射性物質を含む溶液の崩

壊熱による機器内での沸騰を防止すること等の過度の温度上昇を防止する設

計とする。 

(２) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，換気設備によ

り混合酸化物貯蔵容器を冷却することにより，構造物の温度を適切に維持す

る設計とする。また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱

を，崩壊熱により生じる通風力によって流れる冷却空気により除去すること

により，ガラス固化体及び構造物の温度を適切に維持する設計とする。 

 

(３) 崩壊熱により溶液が沸騰するおそれのある場合は，その他再処理設備の附

属施設の安全冷却水系により冷却し，冷却能力の喪失による溶液の沸騰を防

止する。さらに，沸騰までの時間的余裕が小さい場合は，独立した２系列の

安全冷却水系による冷却を行う。また，安全冷却水系により冷却する場合

は，塔槽類の冷却コイル又は冷却ジャケットを多重化する設計とする。 

なお，漏えい液が沸騰するおそれがある場合は，セル等の漏えい液受皿

で受けるとともに，安全に移送及び処理ができる設計とする。 

 

(４) 崩壊熱除去のために必要な安全上重要な系統及び機器は，動的機器の単一

故障を仮定しても，その冷却機能を損なうことのない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 その他の設計方針 

1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 

(１) 再処理施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱を適切に除去すること

とし，構造物の温度を適切に維持すること，また，放射性物質を含む溶液

の崩壊熱による機器内での沸騰を防止すること等の過度の温度上昇を防止

する設計とする。 

(２) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，換気設備に

より混合酸化物貯蔵容器を冷却することにより，構造物の温度を適切に維

持する設計とする。また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの

崩壊熱を，崩壊熱により生じる通風力によって流れる冷却空気により除去

することにより，ガラス固化体及び構造物の温度を適切に維持する設計と

する。 

(３) 崩壊熱により溶液が沸騰するおそれのある場合は，その他再処理設備の

附属施設の安全冷却水系により冷却し，冷却能力の喪失による溶液の沸騰

を防止する。さらに，沸騰までの時間的余裕が小さい場合は，独立した２

系統の安全冷却水系による冷却を行う。また，安全冷却水系により冷却す

る場合は，塔槽類の冷却コイル又は冷却ジャケットを多重化する設計とす

る。 

なお，漏えい液が沸騰するおそれがある場合は，セル等の漏えい液受皿

で受けるとともに，安全に移送及び処理ができる設計とする。 

(４) 崩壊熱除去のために必要な安全上重要な系統及び機器は，動的機器の単

一故障を仮定しても，その冷却機能を損なうことのない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続

詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―126



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.2 品質保証 

再処理施設の安全性及び信頼性を確保するために，設計，製作，建設，試

験及び検査の各段階において，以下の方針で適切な品質保証活動を実施す

る。 

(１) 品質保証活動に参画する組織，業務分担及び責任を明確にし，確実に品

質保証活動を遂行する。 

(２) 施設の設計者及び製作者の分担する品質保証活動が正しく遂行されるこ

とを確認するため，これに関する設計者及び製作者の体制，要領及び能力

を事前に確認するとともに，実施状況についても必要に応じて立会検査等

により確認する。 

(３) 施設の設計者及び製作者の外注先についても，上記と同様に確認する。 

(４) 設計，製作，建設，試験及び検査の各段階では，これらに適用する法

令，規格及び基準の要求並びに再処理施設の機能及び安全に係る基本的設

計条件を満足することを関係資料の審査，立会検査等により確認する。 

 

(５) 立会検査及び承認を必要とする項目については，事前に施設の設計者及

び製作者と協議決定し，確実に実施されることを確認する。 

(６) 文書，図面，仕様書，資料，品質管理記録等については，処理手順及び

管理方法を明確にし，確実に保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 品質保証 

(１) 再処理施設の安全性及び信頼性を確保するために，設計，製作，建設，

試験及び検査の各段階において，以下の方針で適切な品質保証活動を実施

する。 

ａ．品質保証活動に参画する組織，業務分担及び責任を明確にし，確実に品

質保証活動を遂行する。 

ｂ．施設の設計者及び製作者の分担する品質保証活動が正しく遂行されるこ

とを確認するため，これに関する設計者及び製作者の体制，要領及び能

力を事前に確認するとともに，実施状況についても必要に応じて立会検

査等により確認する。 

ｃ．施設の設計者及び製作者の外注先についても，上記と同様に確認する。 

ｄ．設計，製作，建設，試験及び検査の各段階では，これらに適用する法

令，規格及び基準の要求並びに再処理施設の機能及び安全に係る基本的

設計条件を満足することを関係資料の審査，立会検査等により確認す

る。 

ｅ．立会検査及び承認を必要とする項目については，事前に施設の設計者及

び製作者と協議決定し，確実に実施されることを確認する。 

ｆ．文書，図面，仕様書，資料，品質管理記録等については，処理手順及び

管理方法を明確にし，確実に保管する。 

 

(２) 再処理施設における試験，検査，保守等に対する基本的な設計上の考え

方は以下のとおり。 

ａ．試験，検査に対する設計上の考慮 

安全上重要な施設は，それらの安全機能を確認するために，必要に応じ

て，再処理施設の運転中又は定期点検等の停止時に安全機能を損なうこと

なく適切な方法により試験及び検査ができる設計とする。 

安全上重要な施設以外の施設とした第1.7.7－３表に示す設備及び機器

は，安全上重要な施設への波及的影響防止，多重化等の高い信頼性を確保

して既に設置され運用されている経緯を踏まえ，安全上重要な施設と同等

の信頼性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・追補内容の取り込みによ

る変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．保守等に対する設計上の考慮 

再処理施設は，ウラン及びプルトニウムをはじめとする放射性物質を取

り扱うため，放射線業務従事者の被ばくの低減を考慮し，以下のような設

計を行う。 

(ａ) せん断処理施設のように機械処理を行う工程等においては，部品の消耗

あるいは往復又は回転部の万一の故障等を考慮して，放射線業務従事者が

機器等に直接接触することのできないものは，遠隔操作により保守等を行

えるように，機器を収納するセルの上部等に保守セルを設け，保守等に必

要なクレーン，マニプレータ等の機器を設置する。 

(ｂ) 分離施設のように化学処理を行う工程等において，取り扱う流体により

腐食のおそれがある機器については，過去の実績及び実験等で得られた適

切な腐食代を設け，保守が不要となるような設計としているが，万一の故

障等が生じた場合には放射線業務従事者が直接保守ができるように配慮し

た設計とする。放射線業務従事者がセル等に入室して保守等の作業を行う

場合には，必要に応じ，放射線業務従事者による保守作業が可能な放射線

レベルになるまで除染作業を十分行った後，防護衣，防護マスク等を着用

して行う。 

(ｃ) 安全上重要な施設以外の施設とした第1.7.7－３表に示す設備及び機器

は，安全上重要な施設への波及的影響防止，多重化等の高い信頼性を確保

して既に設置され運用されている経緯を踏まえ，安全上重要な施設と同等

の信頼性を維持する設計とする。 

 

上記の基本的な考え方に基づく各施設における設計上考慮する試験，検査，

保守等の概要を第1.7.2－１表及び第1.7.7－３表に示す。 

 

 

 

 

 

 

・追補内容の取り込みによ

る変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.3 航空機に対する防護設計 

1.7.3.1 防護設計の基本方針 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定したとき

に，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある施設

は，航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機による衝撃荷重に対して健全

性が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護する等，安全確保上支障がない

ように設計する。 

 

 

 

1.7.3.2 防護対象施設 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定したとき

に，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある施設は

防護対象とする。安全上重要な施設については原則として防護対象とする。 

防護方法としては，安全上重要な施設とその他の施設が同じ区域に設置されて

いる等の再処理施設の特質を配慮して，建物の外壁及び屋根により建物全体を適

切に保護する方法を基本とし，建物内部に設置されている施設の安全性を確保す

る。放射性物質を内蔵する防護対象施設が一箇所に集中している使用済燃料輸送

容器管理建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋は，建物の壁及び床により防護対象

とする区画を適切に保護する方法を用いる。また，放射性物質を内蔵しておらず

かつ多重化が要求される冷却水設備の安全冷却水系，非常用電源建屋の第２非常

用ディーゼル発電機及び一部の洞道は同時に２系列破損しないよう十分な離隔距

離をとって配置する方法を用いる。 

防護設計を行う建物・構築物を，第1.7-１表に示す。 

安全上重要な施設であり防護対象外とする施設は，主排気筒，主排気筒の排気

筒モニタ，安全蒸気系のボイラ用燃料ボンベ及び第１ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーンのしゃへい容器である。これら施設については，航空機が施設に墜

落する可能性は無視できること，又は仮に航空機が施設に墜落することを想定し

ても，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないことから防護対

象外とする。 

1.7.3 航空機に対する防護設計 

1.7.3.1 防護設計の基本方針 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定したと

きに，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある施設

は，航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機による衝撃荷重に対して健

全性が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護する等，安全確保上支障が

ないように設計する。 

上記の防護設計を踏まえ，再処理施設への航空機落下確率を評価し，追加の

防護設計の要否を確認する。 

 

1.7.3.2 防護対象施設 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定したと

きに，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある施設は

防護対象とする。安全上重要な施設については原則として防護対象とする。 

防護方法としては，安全上重要な施設とその他の施設が同じ区域に設置され

ている等の再処理施設の特質を配慮して，建物の外壁及び屋根により建物全体

を適切に保護する方法を基本とし，建物内部に設置されている施設の安全性を

確保する。放射性物質を内蔵する防護対象施設が一箇所に集中している使用済

燃料輸送容器管理建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋は，建物の壁及び床によ

り防護対象とする区画を適切に保護する方法を用いる。また，放射性物質を内

蔵しておらずかつ多重化が要求される冷却水設備の安全冷却水系，非常用電源

建屋の第２非常用ディーゼル発電機及び一部の洞道は同時に２系列破損しない

よう十分な離隔距離をとって配置する方法を用いる。 

防護設計を行う建物・構築物を，第1.7.3－１表に示す。 

安全上重要な施設であり防護対象外とする施設は，主排気筒，主排気筒の排

気筒モニタ，安全蒸気系のボイラ用燃料ボンベ及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

床面走行クレーンのしゃへい容器である。これら施設については，航空機が施

設に墜落する可能性は無視できること，又は仮に航空機が施設に墜落すること

を想定しても，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないことから

防護対象外とする。 

 

 

・記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

・新規制基準の第９条要求

による変更 

 

 

 

・記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表番号の見直し 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ここでは防護対象施設選定の妥当性を確認するために，仮に形状の 大きい主

排気筒に航空機が墜落することを想定して，一般公衆に与える線量当量を評価す

る。なお，航空機の墜落により主排気筒が破損しても，主排気筒の倒壊に至る可

能性は無視できる。 

本評価において，次のような経過を想定する。 

主排気筒の破損発生とともに新たに使用済燃料の処理は行わないとし，その時

点にせん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽にある使用済燃料を約１ｔ

とし，その溶解に伴って発生するクリプトン－85及び炭素－14が，気体廃棄物の

廃棄施設の前処理建屋せん断処理・溶解廃ガス処理設備を経由して，破損した主

排気筒から，せん断処理施設及び溶解施設の処理能力を考慮して，約６時間の間

に放出されるものとする。気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）のうちプルトニウム濃縮液一時貯槽

等から発生する廃ガス並びに高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備

のうち高レベル廃液貯蔵設備から発生する廃ガス及び低レベル廃液処理建屋塔槽

類廃ガス処理設備からの廃ガスについては，平常時と同じ放射性物質が１年間に

わたって放出されるものとする。その他の廃ガスについては，主排気筒の破損発

生に伴って工程内洗浄等の工程停止操作を行うため，１箇月以内に放射性物質の

放出は収束するが，ここでは平常時と同じ放射性物質が１箇月間にわたって放出

されるものとする。 

航空機の墜落による主排気筒の破損に伴い放出される廃ガス中の放射性物質の

放出量は，添付書類七「4.2.2 気体廃棄物の推定放出量」に示される推定年間放

出量に基づいて，前述の各発生源別の放出時間を考慮し，設定する。 

大気中への主な放射性物質の放出量は，以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは防護対象施設選定の妥当性を確認するために，仮に形状の大きい主

排気筒に航空機が墜落することを想定して，公衆に与える線量当量を評価す

る。なお，航空機の墜落により主排気筒が破損しても，主排気筒の倒壊に至る

可能性は無視できる。 

本評価において，次のような経過を想定する。 

主排気筒の破損発生とともに新たに使用済燃料の処理は行わないとし，その

時点にせん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽にある使用済燃料を約

１ｔとし，その溶解に伴って発生するクリプトン－85及び炭素－14が，気体廃

棄物の廃棄施設の前処理建屋せん断処理・溶解廃ガス処理設備を経由して，破

損した主排気筒から，せん断処理施設及び溶解施設の処理能力を考慮して，約

６時間の間に放出されるものとする。気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）のうちプルトニウム

濃縮液一時貯槽等から発生する廃ガス並びに高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽

類廃ガス処理設備のうち高レベル廃液貯蔵設備から発生する廃ガス及び低レベ

ル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備からの廃ガスについては，平常時と同じ

放射性物質が１年間にわたって放出されるものとする。その他の廃ガスについ

ては，主排気筒の破損発生に伴って工程内洗浄等の工程停止操作を行うため，

１箇月以内に放射性物質の放出は収束するが，ここでは平常時と同じ放射性物

質が１箇月間にわたって放出されるものとする。 

航空機の墜落による主排気筒の破損に伴い放出される廃ガス中の放射性物質

の放出量は，添付書類七「4.2.2 気体廃棄物の推定放出量」に示される推定年

間放出量に基づいて，前述の各発生源別の放出時間を考慮し，設定する。 

大気中への主な放射性物質の放出量は，以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

核    種 放 出 量 (Ｂｑ) 

Ｈ－３    
Ｃ－14    
Ｋｒ－85  
Ｓｒ－90  
Ｒｕ－106 
Ｉ－129  
Ｉ－131  
Ｐｕ－238 
Ｐｕ－239 
Ｐｕ－240 
Ｐｕ－241 
Ａｍ－241 
Ｃｍ－244 

6.9×10１４ 
6.5×10１０ 
4.1×10１４ 
5.1×10８  
7.6×10９  
2.0×10９  
1.5×10１０ 
6.8×10７  
6.1×10６  
9.6×10６  
2.2×10９  
6.0×10６  
1.7×10７  

 

線量当量の評価に当たっては，大気中へ放出される放射性物質は破損した主排

気筒から放出するものとして，地上放散を仮定し計算する。 

敷地境界外の地表空気中濃度及び放射性雲からのガンマ線による外部被ばくに

係る線量当量は，添付書類四「2.5 安全解析に使用する気象条件」に記述する使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋における相対濃度及び相対線量に，放射性物質の放出

量を乗じて求める。 

放射性物質の吸入による敷地境界外の内部被ばくに係る線量当量ＤＩ(Ｓｖ）は

次式で計算する。 

 

ＤＩ ＝ΣＱＩｉ・Ｒ・χ／Ｑ・(Ｈ５０ )ｉ 

ここで， 

ＱＩｉ ：事故期間中の放射性核種ｉの大気放出量（Ｂｑ） 

Ｒ ：人間の呼吸率（／ｓ） 

呼吸率Ｒは，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指

針」の付録Ⅱに基づき，短時間放出の場合の活動時間中の呼吸率

3.33×10－４（／ｓ）を用いる。 

χ／Ｑ ：相対濃度（ｓ／） 

(Ｈ５０)ｉ：核種ｉ の吸入による預託線量当量換算係数（Ｓｖ／Ｂｑ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線量当量の評価に当たっては，大気中へ放出される放射性物質は破損した主

排気筒から放出するものとして，地上放散を仮定し計算する。 

敷地境界外の地表空気中濃度及び放射性雲からのガンマ線による外部被ばく

に係る線量当量は，添付書類四「2.5 安全解析に使用する気象条件」に記述す

る使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における相対濃度及び相対線量に，放射性物質

の放出量を乗じて求める。 

放射性物質の吸入による敷地境界外の内部被ばくに係る線量当量ＤＩ(Ｓｖ）

は次式で計算する。 

 

D Q ∙ R ∙χ／Q ∙ H  

ここで， 

ＱＩｉ ：事故期間中の放射性核種ｉの大気放出量（Ｂｑ） 

Ｒ  ：人間の呼吸率（ｍ３／ｓ） 

呼吸率Ｒは，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指

針」の付録Ⅱに基づき，短時間放出の場合の活動時間中の呼吸率

3.33×10－４（ｍ３／ｓ）を用いる。 

χ／Ｑ ：線量評価に用いる放射性物質の相対濃度（ｓ／ｍ３） 

(Ｈ５０)ｉ：核種ｉの吸入による預託線量当量換算係数（Ｓｖ／Ｂｑ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

放射性雲からのガンマ線外部被ばくに係る線量当量Ｄｒ（Ｓｖ）は，次式で計

算する。 

 

Ｄｒ ＝Ｋ・Ｄ／Ｑ・Ｑｒ 

ここで， 

Ｋ ：空気吸収線量から線量当量への変換係数（Ｓｖ／Ｇｙ) (実効線量当量に

対してＫ＝１とする） 

 Ｄ／Ｑ ：相対線量（Ｇｙ／Ｂｑ） 

 

 

Ｑｒ  ：事故期間中のクリプトン－85の大気放出量（Ｂｑ）（ガンマ線実効エ

ネルギの0.5ＭｅＶ換算値） 

 

上記に基づいて評価した敷地境界外の線量当量は，約１ｍＳｖである。 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及び第１低レベル廃棄物貯蔵建屋等の安全上

重要な施設を収納しない建物・構築物で防護設計を行わないものについては，航

空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，仮に航空機が施設に墜落するこ

とを想定しても，航空機の墜落及び火災による環境への移行率をそれぞれ１％と

して，線量当量評価を行った結果，主排気筒の評価値を下回っており，一般公衆

に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 

 

1.7.3.3 防護設計条件の設定 

防護設計の条件設定に当たっては，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定し

た条件に平成９年３月に三沢基地に配備されたＦ－４ＥＪ改を考慮する。なお，

平成12年10月から順次，三沢基地に配備されるＦ－２について検討した結果，Ｆ

－２の航空機条件は，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条件を上回る

ものではないことが確認されている。 

Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条件とは，平成９年３月より以前

に三沢対地訓練区域で最も多く訓練飛行を行っていた航空自衛隊のＦ－１及び米

 

放射性雲からのガンマ線外部被ばくに係る線量当量Ｄｒ（Ｓｖ）は，次式で

計算する。 

 

D K ∙ D／Q ∙ Q  

  ここで， 

Ｋ  ：空気吸収線量から線量当量への変換係数（Ｓｖ／Ｇｙ)(実効線量当量

に対してＫ＝１とする） 

Ｄ／Ｑ：相対線量（Ｇｙ／Ｂｑ） 

ここでいうＤ／Ｑは，χ／Ｑの代わりに空間濃度分布とガンマ線によ

る空気カーマ計算モデルを組み合わせた相対線量である。 

Ｑｒ ：事故期間中のクリプトン－85の大気放出量（Ｂｑ）（ガンマ線実効エ

ネルギの0.5ＭｅＶ換算値） 

 

上記に基づいて評価した敷地境界外の線量当量は，約１ｍＳｖである。 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及び第１低レベル廃棄物貯蔵建屋等の安全

上重要な施設を収納しない建物・構築物で防護設計を行わないものについて

は，航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，仮に航空機が施設に墜

落することを想定しても，航空機の墜落及び火災による環境への移行率をそれ

ぞれ１％として，線量当量評価を行った結果，主排気筒の評価値を下回ってお

り，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 

 

1.7.3.3 防護設計条件の設定 

防護設計の条件設定に当たっては，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定

した条件に平成９年３月に三沢基地に配備されたＦ－４ＥＪ改を考慮する。な

お，平成12年10月から順次，三沢基地に配備されるＦ－２について検討した結

果，Ｆ－２の航空機条件は，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条件

を上回るものではないことが確認されている。 

Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条件とは，平成９年３月より以

前に三沢対地訓練区域で最も多く訓練飛行を行っていた航空自衛隊のＦ－１及

び米国空軍のＦ－16のうち，機体の質量が大きく，厳しい結果を与えるＦ－16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

国空軍のＦ－16のうち，機体の質量が大きく，厳しい結果を与えるＦ－16の諸元

に基づき以下のとおり設定した条件である。 

Ｆ－16等の戦闘機の事故要因のうち，三沢対地訓練区域での発生が考えられな

い要因並びに基地周辺及び訓練コース近傍でしか発生しない要因を除外し，再処

理施設まで到達する可能性があるものを摘出すると，エンジン推力を喪失する場

合が挙げられる。 

なお，コックピット火災等によりパイロットが直ちに脱出した後も飛行を継続

する場合も考えられるが，このような事象が生じる可能性は過去の事例からみて

無視できる。 

エンジン推力を喪失すると，通常パイロットは安全確保のために，機体の安定

に必要な操作等を行った後最良滑空状態にし，基地又は海上等への到達を図る。

到達が不可能と判断した場合でも，原子力関係施設等の回避を行った後，パイロ

ット自身の安全確保等のため減速して脱出する。このときの航空機の速度は最良

滑空速度と失速速度の間にあると考えられる。回避が行われずに航空機が施設ま

で滑空することは考えられないが，ここでは回避が行われずに最良滑空速度で滑

空する場合を想定する。 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－16について，昭和63年９月から２年間に

わたり当社が調査した結果では，搭載物は燃料タンク及び小型の模擬弾（約10ｋ

ｇ）であり，質量としては，第1.7－１図に示すように大部分が約13ｔ以下であ

るが，現実には搭載しないと考えられる訓練時の最大装備を仮定し，航空機の質

量を16ｔとする。 

このときの最良滑空速度を下式により求めると 144ｍ／ｓとなる。 

 

 

 

 

 ここで， 

Ｖ ：飛行速度(ｍ／ｓ） 

Ｗ  ：Ｍ×ｇ 

Ｍ ：航空機の質量（ｋｇ） 

の諸元に基づき以下のとおり設定した条件である。 

Ｆ－16等の戦闘機の事故要因のうち，三沢対地訓練区域での発生が考えられ

ない要因並びに基地周辺及び訓練コース近傍でしか発生しない要因を除外し，

再処理施設まで到達する可能性があるものを摘出すると，エンジン推力を喪失

する場合が挙げられる。 

なお，コックピット火災等によりパイロットが直ちに脱出した後も飛行を継

続する場合も考えられるが，このような事象が生じる可能性は過去の事例から

みて無視できる。 

エンジン推力を喪失すると，通常パイロットは安全確保のために，機体の安

定に必要な操作等を行った後最良滑空状態にし，基地又は海上等への到達を図

る。到達が不可能と判断した場合でも，原子力関係施設等の回避を行った後，

パイロット自身の安全確保等のため減速して脱出する。このときの航空機の速

度は最良滑空速度と失速速度の間にあると考えられる。回避が行われずに航空

機が施設まで滑空することは考えられないが，ここでは回避が行われずに最良

滑空速度で滑空する場合を想定する。 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－16について，昭和63年９月から２年間

にわたり当社が調査した結果では，搭載物は燃料タンク及び小型の模擬弾（約

10ｋｇ）であり，質量としては，第1.7.3－１図に示すように大部分が約13ｔ以

下であるが，現実には搭載しないと考えられる訓練時の最大装備を仮定し，航

空機の質量を16ｔとする。 

このときの最良滑空速度を下式により求めると144ｍ／ｓとなる。 

 

 

V
2𝑊

𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝐶  C ＝ 𝐶 𝐶  

 

ここで， 

Ｖ ：飛行速度(ｍ／ｓ） 

Ｗ ：Ｍ×ｇ 

Ｍ ：航空機の質量（ｋｇ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表番号の見直し 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｇ ：重力加速度（ｍ／ｓ２） 

ρ ：空気密度(ｋｇ／ｍ３) 

Ｓ ：主翼面積(ｍ２) 

ＣＬ ：揚力係数(－) 

ＣＤ ：抗力係数(－) 

 

上式において主翼面積は28ｍ２とし，揚力係数及び抗力係数は各々0.44, 0.044

とする。 

航空機を対象とした衝撃荷重及びエンジンに係る条件として，航空機の質量16

ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重，及びエンジンの質量1.5ｔ，エンジン吸

気口部直径0.98ｍ，エンジンの衝突速度150ｍ／ｓとする。 

さらに，建物・構築物の防護設計においては，余裕を考慮し，航空機の質量20

ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重を用いる。また，貫通限界厚さの算定に

ついても同様に, 余裕を考慮し，エンジンの質量1.9ｔ，エンジン吸気口部直径

0.98ｍ，エンジンの衝突速度150ｍ／ｓとする。 

以下にＦ－４ＥＪ改の航空機条件を適切に設定し，上記条件と比較する。 

Ｆ－４の事故要因のうち，三沢対地訓練区域での発生が考えられない要因並び

に基地周辺及び訓練コース近傍でしか発生しない要因を除外し，再処理施設まで

到達する可能性があるものを摘出すると，エンジン推力を喪失する場合が挙げら

れる。 

エンジン推力喪失時のパイロットの対応及び脱出時の速度は，前述の場合と同

じであり，また，回避が行われずに航空機が施設まで滑空することは考えられな

いが，ここでも，回避が行われずに最良滑空速度で滑空する場合を想定する。 

 

航空機の質量は，文献や三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－１の外部搭載物

搭載状況を昭和63年９月から６年間にわたり当社が調査した結果から22ｔと見積

もった。Ｆ－１の観測結果に基づき算定したＦ－４ＥＪ改の出現頻度を第1.7－

３図に示す。なお， Ｆ－４ＥＪ改の質量が22ｔを超える場合がわずかにあると

しても，三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機の施設への墜落の可能性が極め

て小さいことを考えれば，そのような航空機が施設へ墜落する可能性は無視でき

ｇ ：重力加速度（ｍ／ｓ２） 

ρ ：空気密度(ｋｇ／ｍ３) 

Ｓ ：主翼面積(ｍ２) 

ＣＬ：揚力係数(－) 

ＣＤ：抗力係数(－) 

 

上式において主翼面積は28ｍ２とし，揚力係数及び抗力係数は各々0.44,0.044

とする。 

航空機を対象とした衝撃荷重及びエンジンに係る条件として，航空機の質量

16ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重，及びエンジンの質量1.5ｔ，エンジ

ン吸気口部直径0.98ｍ，エンジンの衝突速度150ｍ／ｓとする。 

さらに，建物・構築物の防護設計においては，余裕を考慮し，航空機の質量

20ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重を用いる。また，貫通限界厚さの算定

についても同様に，余裕を考慮し，エンジンの質量1.9ｔ，エンジン吸気口部直

径0.98ｍ，エンジンの衝突速度150ｍ／ｓとする。 

以下にＦ－４ＥＪ改の航空機条件を適切に設定し，上記条件と比較する。 

Ｆ－４の事故要因のうち，三沢対地訓練区域での発生が考えられない要因並

びに基地周辺及び訓練コース近傍でしか発生しない要因を除外し，再処理施設

まで到達する可能性があるものを摘出すると，エンジン推力を喪失する場合が

挙げられる。 

エンジン推力喪失時のパイロットの対応及び脱出時の速度は，前述の場合と

同じであり，また，回避が行われずに航空機が施設まで滑空することは考えら

れないが，ここでも，回避が行われずに最良滑空速度で滑空する場合を想定す

る。 

航空機の質量は，文献や三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－１の外部搭載

物搭載状況を昭和63年９月から６年間にわたり当社が調査した結果から22ｔと

見積もった。Ｆ－１の観測結果に基づき算定したＦ－４ＥＪ改の出現頻度を第

1.7.3－３図に示す。なお，Ｆ－４ＥＪ改の質量が22ｔを超える場合がわずかに

あるとしても，三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機の施設への墜落の可能

性が極めて小さいことを考えれば，そのような航空機が施設へ墜落する可能性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表番号の見直し 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

る。 

Ｆ－４ＥＪ改の最良滑空速度を上式により求めると155ｍ／ｓとなる。上式に

おいて，主翼面積は49.2ｍ２とし，揚力係数及び抗力係数は各々0.3，0.036 とす

る。 

Ｆ－４ＥＪ改を対象とした衝撃荷重及びエンジンに係る条件として航空機の質

量22ｔ，速度155ｍ／ｓから求まる衝撃荷重，及びエンジンの質量1.745ｔ／基，

エンジン吸気口部直径0.992ｍ，エンジンの衝突速度155ｍ／ｓとする。 

建物・構築物の防護設計においては，Ｆ－４ＥＪ改のこれらの条件から求まる

衝撃荷重の応答について評価した結果，前述の航空機の質量20ｔ，速度150ｍ／

ｓから求まる衝撃荷重の応答を上回るものではないことを確認したことから，衝

撃荷重に係る条件として，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条件であ

る航空機の質量20ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重とする。 

また，貫通限界厚さの算定についてもＦ－４ＥＪ改を考慮し，エンジンに係る

条件として，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条件であるエンジンの

質量 1.9t,エンジン吸気口部直径0.98ｍ及びエンジンの衝突速度 150ｍ／ｓ並び

にＦ－４ＥＪ改を対象とした条件であるエンジンの質量1.745ｔ／基，エンジン

吸気口部直径0.992ｍ及びエンジンの衝突速度155ｍ／ｓとする。 

 

1.7.3.4 建物・構築物の防護設計 

航空機は，柔な機体とそれに比べて比較的硬いエンジンから構成されていると

いう構造的特徴があり，航空機衝突時の建物・構築物の損傷の評価においては，

比較的硬いエンジンの衝突による貫通等の局部的な破壊と機体全体の衝突による

鉄筋コンクリート版等の全体的な破壊という二つの現象を考慮する。 

防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝突による貫通を防止でき，航空

機全体の衝撃荷重によるコンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断による

版の全体的な破壊を防止できる堅固な構造とする。 

壁等に設けられた開口部について，開口面積の大きいものは，迷路構造により

開口内部を直接見込めない構造とすること等によって防護設計を行う。 

また，航空機が再処理施設まで滑空する場合には，東又は南方向か ら角度を

もって施設に向かうと考えられるが，安全側の設計として，荷重はすべての方向

は無視できる。 

Ｆ－４ＥＪ改の最良滑空速度を上式により求めると155ｍ／ｓとなる。上式に

おいて，主翼面積は49.2ｍ２とし，揚力係数及び抗力係数は各々0.3，0.036とす

る。 

Ｆ－４ＥＪ改を対象とした衝撃荷重及びエンジンに係る条件として航空機の

質量22ｔ，速度155ｍ／ｓから求まる衝撃荷重，及びエンジンの質量1.745ｔ／

基，エンジン吸気口部直径0.992ｍ，エンジンの衝突速度155ｍ／ｓとする。 

建物・構築物の防護設計においては，Ｆ－４ＥＪ改のこれらの条件から求ま

る衝撃荷重の応答について評価した結果，前述の航空機の質量20ｔ，速度150ｍ

／ｓから求まる衝撃荷重の応答を上回るものではないことを確認したことか

ら，衝撃荷重に係る条件として，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した

条件である航空機の質量20ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重とする。 

また，貫通限界厚さの算定についてもＦ－４ＥＪ改を考慮し，エンジンに係

る条件として，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条件であるエンジ

ンの質量1.9t,エンジン吸気口部直径0.98ｍ及びエンジンの衝突速度150ｍ／ｓ

並びにＦ－４ＥＪ改を対象とした条件であるエンジンの質量1.745ｔ／基，エン

ジン吸気口部直径0.992ｍ及びエンジンの衝突速度155ｍ／ｓとする。 

 

1.7.3.4 建物・構築物の防護設計 

航空機は，柔な機体とそれに比べて比較的硬いエンジンから構成されている

という構造的特徴があり，航空機衝突時の建物・構築物の損傷の評価において

は，比較的硬いエンジンの衝突による貫通等の局部的な破壊と機体全体の衝突

による鉄筋コンクリート版等の全体的な破壊という二つの現象を考慮する。 

防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝突による貫通を防止でき，航

空機全体の衝撃荷重によるコンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断に

よる版の全体的な破壊を防止できる堅固な構造とする。 

壁等に設けられた開口部について，開口面積の大きいものは，迷路構造によ

り開口内部を直接見込めない構造とすること等によって防護設計を行う。 

また，航空機が再処理施設まで滑空する場合には，東又は南方向から角度を

もって施設に向かうと考えられるが，安全側の設計として，荷重はすべての方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

の壁及び天井に対して直角に作用するものとする。 

なお，防護設計を行う建物・構築物は航空機搭載燃料の燃焼による火災を考慮

した設計とする。この際の圧力影響は，無視できるほど小さいため考慮しない。 

 

 

(１) エンジンによる鉄筋コンクリート版の防護厚さは，適合性が確認されてい

るDegen による剛飛来物の貫通限界厚さの評価式に，実物航空機のエンジン

を用いた実験から得られた成果を反映した下式により求められる貫通限界厚

さを下回らないものとする。 

ｅ＝O.65ｅ’ 

ただし， 

1.52≦Ｘ／ｄ≦13.42 の場合 ｅ'/ｄ＝0.69+1.29(Ｘ／ｄ） 

1.52≧Ｘ／ｄ の 場 合 ｅ'/ｄ＝2.2(Ｘ／ｄ)－0.3(Ｘ／ｄ)２ 

貫入深さ(Ｘ)は， 

      Ｘ／ｄ≦2.0 の場合 

 

 

      Ｘ／ｄ≧2.0 の場合 

 

 

 ここで， 

   ｅ  : 貫通限界厚さ(ｉｎ) 

   ｅ’ :  Degen 式による貫通限界厚さ(ｉｎ) 

   Ｘ  : 貫入深さ(ｉｎ) 

  ｄ  : エンジン有効直径(ｉｎ) 

   fc'  :  コンクリート圧縮強度(ｌｂｆ／ｉｎ２) 

   Ｄ  : Ｗ／ｄ３ (ｌｂｆ／ｉｎ３) 

   Ｗ  : エンジン重量(ｌｂｆ) 

   Ｖ  : 衝突速度(ｆｔ／ｓ） 

 

向の壁及び天井に対して直角に作用するものとする。 

なお，防護設計を行う建物・構築物は航空機搭載燃料の燃焼による火災を考

慮した設計とする。この際の圧力影響は，無視できるほど小さいため考慮しな

い。 

 

(１) エンジンによる鉄筋コンクリート版の防護厚さは，適合性が確認されて

いるＤｅｇｅｎによる剛飛来物の貫通限界厚さの評価式に，実物航空機の

エンジンを用いた実験から得られた成果を反映した下式により求められる

貫通限界厚さを下回らないものとする。 

ｅ＝O.65ｅ’ 

ただし， 

1.52≦Ｘ／ｄ≦13.42の場合ｅ'/ｄ＝0.69+1.29(Ｘ／ｄ） 

1.52≧Ｘ／ｄ   の場合 ｅ'/ｄ＝2.2(Ｘ／ｄ)－0.3(Ｘ／ｄ)２ 

貫入深さ(Ｘ)は， 

Ｘ／ｄ≦2.0の場合 

 

Ｘ／ｄ＝２｛(180／√fc′)・0.72d０．２・Ｄ(Ｖ／1000)１．８｝０．５ 

 

Ｘ／ｄ≧2.0の場合 

 

Ｘ／ｄ＝(180／√fc′)・0.72ｄ０．２・Ｄ(Ｖ／1000)１．８＋１ 

ここで， 

ｅ : 貫通限界厚さ(ｉｎ) 

ｅ’: Ｄｅｇｅｎ式による貫通限界厚さ(ｉｎ) 

Ｘ : 貫入深さ(ｉｎ) 

ｄ : エンジン有効直径(ｉｎ) 

fc' : コンクリート圧縮強度(ｌｂｆ／ｉｎ２) 

Ｄ : Ｗ／ｄ３ (ｌｂｆ／ｉｎ３) 

Ｗ : エンジン重量(ｌｂｆ) 

Ｖ : 衝突速度(ｆｔ／ｓ） 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

なお，エンジン有効直径としては，エンジン吸気口部直径を用いる 

こととする。 

 

(２) 機体全体の衝突による建物・構築物の破壊に対しては，衝撃荷重を用いた

版の応答解析を行い，コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断を生じ

させない設計とする。 

 

ａ．衝撃荷重は，Riera が理論的に導いた評価式に，実物航空機を用いた実験か

ら得られた成果を反映した下式により求める。 

Ｆ(ｔ)＝Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝＋ 0.9μ｛ｘ(ｔ)｝・Ｖ(ｔ)２ 

ここで， 

Ｆ(ｔ) : 衝 撃 荷 重 (Ｎ) 

Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝: 衝突面における航空機の破壊強度(N) 

  μ｛ｘ(ｔ)｝ : 衝突面における航空機の単位長さ当たりの質量（ｋｇ

／ｍ） 

Ｖ(ｔ)        : 衝突面における航空機の速度(ｍ／ｓ) 

ｘ(ｔ)        : 時刻ｔにおける機体軸方向の衝突位置(ｍ) 

 

Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝及びμ｛ｘ(ｔ)｝は，文献を参考に，航空機の重量，長さに合

わせて策定し，設計に用いる衝撃荷重曲線は，上式による算定結果に対し，全体

的な形状をとらえ，力積が下回らないように平滑化した。 

上記により得られた衝撃荷重曲線を第1.7－２図に示す。 

 

ｂ．コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断による版の破壊防止に対す

る許容値は，米国土木学会等の文献及び日本工業規格を参考に次の値とする。 

     コンクリートの圧縮歪:6,500×10－６ 

     鉄筋及び鋼材の引張歪:60,000×10－６ 

 

 

 

なお，エンジン有効直径としては，エンジン吸気口部直径を用いることとす

る。 

 

(２) 機体全体の衝突による建物・構築物の破壊に対しては，衝撃荷重を用い

た版の応答解析を行い，コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断を生

じさせない設計とする。 

 

ａ．衝撃荷重は，Ｒｉｅｒａが理論的に導いた評価式に，実物航空機を用いた

実験から得られた成果を反映した下式により求める。 

  Ｆ(ｔ)＝Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝＋0.9μ｛ｘ(ｔ)｝・Ｖ(ｔ)２ 

ここで， 

Ｆ(ｔ)    :衝撃荷重(Ｎ) 

Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝:衝突面における航空機の破壊強度(N) 

μ｛ｘ(ｔ)｝ :衝突面における航空機の単位長さ当たりの質量（ｋｇ／ｍ） 

Ｖ(ｔ)    :衝突面における航空機の速度(ｍ／ｓ) 

ｘ(ｔ)    :時刻ｔにおける機体軸方向の衝突位置(ｍ) 

 

Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝及びμ｛ｘ(ｔ)｝は，文献を参考に，航空機の重量，長さに

合わせて策定し，設計に用いる衝撃荷重曲線は，上式による算定結果に対し，

全体的な形状をとらえ，力積が下回らないように平滑化した。 

上記により得られた衝撃荷重曲線を第1.7.3－２図に示す。 

 

ｂ．コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断による版の破壊防止に対

する許容値は，米国土木学会等の文献及び日本産業規格を参考に次の値とす

る。 

コンクリートの圧縮歪:6,500×10－６ 

鉄筋及び鋼材の引張歪:60,000×10－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第９条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（日本工業

規格の改称に伴う変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 

1.7.3.5 航空機落下確率評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―138



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.4 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の使用に対する考慮 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の安全設計の方針並びに範囲を以下

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の使用に対する考慮 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の安全設計の方針並びに範囲を以下

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.4.1 安全設計の方針 

  使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は, 再処理設備本体の運転開始に先

立ち使用する場合においても安全機能が確保でき, 後続する施設の工事施工に

より安全機能を損なうことがないよう下記の方針に基づき設計を行う。 

 (１) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は原則として専用の施設として設

置する。 

   なお, 再処理設備本体の運転開始時に監視信号の伝送及び廃液の移送等の

ため, ケーブル及び配管等の接続が必要な設備は, 予備的措置を施す。 

 (２) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は，原則として使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設を収容する建物（使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋）に設置する。 

 

 (３) 再処理設備本体の運転開始に先立ち使用済燃料の受入れ及び貯蔵のために

使用する施設は，後続する施設の工事施工との干渉が原則として少ない配置

とし，取合い工事のために予備的措置を施す。 

 (４) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を収容する建物及び洞道等は，後

続する建物及び洞道等の工事施工との干渉が原則として少ない配置とし，取

合い工事のために予備的措置を施す。 

 (５) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を収容する建物及び洞道等は，後

続する建物及び洞道との接続工事施工により，閉じ込め機能及びしゃへい機

能が損なわれないように予備的措置を施す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4.1 安全設計の方針 

  使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は，再処理設備本体の運転開始に

先立ち使用する場合においても安全機能が確保でき，後続する施設の工事施

工により安全機能を損なうことがないよう下記の方針に基づき設計を行う。 

 (１) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は原則として専用の施設として

設置する 

   なお，再処理設備本体の運転開始時に監視信号の伝送及び廃液の移送等

のため，ケーブル及び配管等の接続が必要な設備は，予備的措置を施す。 

 (２) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は，原則として使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設を収納する建物（使用済燃料輸送容器管理建屋，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋）に設置

する。 

 (３) 再処理設備本体の運転開始に先立ち使用済燃料の受入れ及び貯蔵のため

に使用する施設は，後続する施設の工事施工との干渉が原則として少ない

配置とし，取合い工事のために予備的措置を施す。 

 (4) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を収納する建物及び洞道等は，後

続する建物及び洞道等の工事施工との干渉が原則として少ない配置とし，

取合い工事のために予備的措置を施す。 

 (５) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を収納する建物及び洞道等は，

後続する建物及び洞道との接続工事施工により，閉じ込め機能及び遮蔽機

能が損なわれないように予備的措置を施す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続

詞等の統一） 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続

詞等の統一） 

 

記載の適正化（用語・接続

詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.4.2 主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設 

  主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設，配置及び工事上後続する施

設との取合いを第1.7 －２表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4.2 主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設 

  主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設，配置及び工事上後続する

施設との取合いを第1.7.4－１表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の見直し 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.5 セル及びグローブ ボックスに関する設計 

  再処理施設は，プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル廃液を内蔵

する系統及び機器をセル及びグローブ ボックスに収納する設計とする。 

  セル及びグローブ ボックスは，閉じ込め機能，臨界安全，しゃへい機能，

耐震性等を考慮し以下の方針に基づき設計する。 

 (１) 液体状の放射性物質を内蔵する系統及び機器を収納するセル及びグローブ 

ボックスは，液体状の放射性物質が漏えいした場合に，セル及びグローブ 

ボックスの外に漏えいが拡大することを防止するために，ステンレス鋼製の

漏えい液受皿を設置するとともに，漏えいを検知するための漏えい検知装置

を設置し，漏えいの拡大を防止する。 

   また，セル及びグローブ ボックスにおいて，万一液体状の放射性物質が

漏えいした場合は，漏えいした液を安全に移送及び処理できる設計とする。

漏えいした液は，スチーム ジェット ポンプ，ポンプ又は重力流により漏え

いした液の性状に応じて定めた移送先に移送する。移送先は，臨界安全，漏

えいした液の沸騰防止等を考慮して設計する。 

 (２) 漏えいした液の発熱量が大きく，漏えいした液の沸騰のおそれがあるか，

又は有機溶媒を含む漏えいした液がｎ－ドデカンの引火点を超えるおそれの

あるセル及びグローブ ボックスについては，漏えいを確実に検知するため

に，漏えい検知装置を多重化し，万一外部電源が喪失した場合でも，漏えい

した液を確実に移送するために，スチーム ジェットポンプを使用する場合

の蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系に，ポンプを使用する

場合の電源は，非常用所内電源系統に接続する設計とする。また，ポンプ

は，多重化するか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間に修理

又は交換ができる設計とする。 

 (３) セルは，気体廃棄物の廃棄施設のセル排気系に接続することにより，ま

た，グローブ ボックスは，グローブ ボックス排気系に接続することにより

適切に負圧に維持する設計とする。 

 (４) 精製施設のプルトニウム精製設備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム混

合脱硝設備には，通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プル

トニウム及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプルト

1.7.5 セル及びグローブボックスに関する設計 

  再処理施設は，プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル廃液を内

包する系統及び機器をセル及びグローブボックスに収納する設計とする。 

  セル及びグローブボックスは，閉じ込め機能，臨界安全，遮蔽機能，耐震

性等を考慮し以下の方針に基づき設計する。 

 (１) 液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル及びグロー

ブボックスは，液体状の放射性物質が漏えいした場合に，セル及びグロー

ブボックスの外に漏えいが拡大することを防止するために，ステンレス鋼

製の漏えい液受皿を設置するとともに，漏えいを検知するための漏えい検

知装置を設置し，漏えいの拡大を防止する。 

   また，セル及びグローブボックスにおいて，万一液体状の放射性物質が

漏えいした場合は，漏えいした液を安全に移送及び処理できる設計とす

る。漏えいした液は，スチームジェットポンプ，ポンプ又は重力流により

漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送する。移送先は，臨界安

全，漏えいした液の沸騰防止等を考慮して設計する。 

 (２) 漏えいした液の発熱量が大きく，漏えいした液の沸騰のおそれがある

か，又は有機溶媒を含む漏えいした液がｎ－ドデカンの引火点を超えるお

それのあるセル及びグローブボックスについては，漏えいを確実に検知す

るために，漏えい検知装置を多重化し，万一外部電源が喪失した場合でも

漏えいした液を確実に移送するために，スチームジェットポンプを使用す

る場合の蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系に，ポンプを

使用する場合の電源は，非常用所内電源系統に接続する設計とする。ま

た，ポンプは，多重化するか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に至る

前に修理又は交換ができる設計とする。 

 (３) セルは，気体廃棄物の廃棄施設のセル排気系に接続することにより，ま

た，グローブボックスは，グローブボックス排気系に接続することにより

適切に負圧に維持する設計とする。 

 (４) 精製施設のプルトニウム精製設備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム

混合脱硝設備には，通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸

プルトニウム及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上の

 

記載の適正化（用語・接続

詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ニウムを含む溶液を内蔵する機器から，万一漏えいが発生した場合でも臨界

とならない漏えい液受皿を設ける設計とする。 

   なお，連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウ

ムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全

管理の観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを確実に検知し

移送する設計とする。 

 (５) セルは，コンクリート，鉛等によるしゃへい機能を有する設計とする。グ

ローブ ボックスは，必要に応じて鉛等によるしゃへい機能を有する設計と

する。 

 (６) セル及びグローブ ボックスは，耐震設計上の重要度分類に応じた設計地

震力に対し十分な耐震性を有する設計とする。 

 (７) 将来機器を設置するためのセル（以下「予備セル」という。）には，機器

を設置する場合に，取り合い工事が可能なように放射性物質を移送する配

管，冷却水配管等を設置する予備的措置を講ずる設計とする。 

放射性物質を移送する配管，冷却水配管，蒸気配管，圧縮空気配管，計測

制御用の配管等は，セル内まで設置し閉止する設計とする。 

予備セルは，しゃへい機能及び耐震設計上の重要度分類に応じた設計地震

力に対し十分な耐震性を有する設計とする。 

予備セルは，気体廃棄物の廃棄施設のセル排気系に接続する設計とする。 

 (８) 安全上重要な系統及び機器を収納するセル並びに可燃物を取り扱うセルに

は，取り扱う可燃物の量を考慮し火災検出装置を設置する。また，安全上重

要な系統及び機器を収納し，かつ，火災の発生のおそれのあるセルには，固

定式消火設備を設置する。 

   なお，固定式消火設備を設置するセルのうち，臨界安全管理の対象機器を

収納するセルには，ガス消火設備を設置する。 

   セルの耐火壁を貫通する換気系の給気側ダクトには防火ダンパを設置し，

火災発生時には防火ダンパを閉止し火災の拡大を防止する。 

 核燃料物質を取り扱うグローブボックス等は，可能な限り不燃性材料又は

難燃性材料を使用する設計とする。 

   セル及びグローブ ボックスに収納する主要機器を第1.7－３表に示す。な

プルトニウムを含む溶液を内包する機器から，万一漏えいが発生した場合

でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とする。 

   また，連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニ

ウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界

安全管理の観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを確実に

検知し移送する設計とする。 

 (５) セルは，コンクリート，鉛等による遮蔽機能を有する設計とする。グロ

ーブボックスは，必要に応じて鉛等による遮蔽機能を有する設計とする。 

 

 (６) セル及びグローブボックスは，耐震設計上の重要度分類に応じた設計地

震力に対し十分な耐震性を有する設計とする。 

 (７) 将来機器を設置するためのセル（以下「予備セル」という。）には，機

器を設置する場合に，取り合い工事が可能なように放射性物質を移送する

配管，冷却水配管等を設置する予備的措置を講ずる設計とする。 

放射性物質を移送する配管，冷却水配管，蒸気配管，圧縮空気配管，計測

制御用の配管等は，セル内まで設置し閉止する設計とする。 

予備セルは，遮蔽機能及び耐震設計上の重要度分類に応じた設計地震力に

対し十分な耐震性を有する設計とする。 

予備セルは，気体廃棄物の廃棄施設のセル排気系に接続する設計とする。 

 (８) 安全上重要な系統及び機器を収納するセル並びに可燃物を取り扱うセル

には，取り扱う可燃物の量を考慮し火災検出装置を設置する。また，安全

上重要な系統及び機器を収納し，かつ，火災の発生のおそれのあるセルに

は，固定式消火設備を設置する。 

   なお，固定式消火設備を設置するセルのうち，臨界安全管理の対象機器

を収納するセルには，ガス消火設備を設置する。 

   セルの耐火壁を貫通する換気系の給気側ダクトには防火ダンパを設置

し，火災発生時には防火ダンパを閉止し火災の拡大を防止する。 

   核燃料物質を取り扱うグローブボックス等は，可能な限り不燃性材料又

は難燃性材料を使用する設計とする。 

   セル及びグローブボックスに収納する主要機器を第1.7.5－１表に示す。

記載の適正化（用語・接続

詞等の統一） 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

お，第1.7－３表中の「○」は，安全上重要な施設を示す。 

   また，臨界安全管理の対象となる漏えい液受皿を設けるセルを第1.7－４

表に示し，予備セルを第1.7－５表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，第1.7.5－１表中の「○」は，安全上重要な施設を示す。 

   また，臨界安全管理の対象となる漏えい液受皿を設けるセルを第1.7.5－

２表に示し，予備セルを第1.7.5－３表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.6 放射性物質の移動に関する設計 

 

再処理施設における放射性物質の工程内及び工程間の移動は，配管，容器等に

よるものとし，閉じ込め，臨界防止，しゃへいのための措置等適切な安全対策を

講ずる設計とする。 

 

(１) 気体状の放射性物質の移動は，配管又はダクトによるものとし，配管及び

ダクトは建物内に設置する設計とする。ただし，各建物の塔槽類廃ガス処理設備

等で処理した後の気体状の放射性物質を各建物から主排気筒，北換気筒又は低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒に移送する配管及びダクトは，適切な安全対策を講じ

た上で，洞道内又は地上に設置する。 

 

(２) 液体状の放射性物質の移動は，配管又は容器によるものとし，建物間 で液

体状の放射性物質を移送する配管は，隣接する建物間の場合を除き，洞道内に設

置する。 

 

(３) 固体状の放射性物質は，容器等により移送する設計とする。ただし，使用

済燃料集合体は，使用済燃料輸送容器から取り出した後は燃料貯蔵プール内，セ

ル内等において移送する設計とする。また，ガラス固化体は，固化セル移送台車

等により建物内又は洞道内を移送する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.6 放射性物質の移動に関する設計 

 

再処理施設における放射性物質の工程内及び工程間の移動は，配管，容器等に

よるものとし，閉じ込め，臨界防止，遮蔽のための措置等適切な安全対策を講ず

る設計とする。 

 

(１) 気体状の放射性物質の移動は，配管又はダクトによるものとし，配管及び

ダクトは建物内に設置する設計とする。ただし，各建物の塔槽類廃ガス処理設備

等で処理した後の気体状の放射性物質を各建物から主排気筒，北換気筒又は低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒に移送する配管及びダクトは，適切な安全対策を講じ

た上で，洞道内又は地上に設置する。 

 

(２) 液体状の放射性物質の移動は，配管又は容器によるものとし，建物間で液

体状の放射性物質を移送する配管は，隣接する建物間の場合を除き，洞道内に設

置する。 

 

(３) 固体状の放射性物質は，容器等により移送する設計とする。ただし，使用

済燃料集合体は，使用済燃料輸送容器から取り出した後は燃料貯蔵プール内，セ

ル内等において移送する設計とする。また，ガラス固化体は，固化セル移送台車

等により建物内又は洞道内を移送する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続詞
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.6.1 配管及びダクトによる移送に関する設計 

 

気体状の放射性物質を移送する配管及びダクトは，漏えいし難く，かつ，逆流

し難い設計とする。 

液体状の放射性物質を移送する配管は，耐食性に優れた材料を使用し，かつ，

漏えいし難い構造とするとともに，系統及び機器の単一故障若しくは誤動作又は

運転員の単一誤操作による液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，漏えいの

拡大を防止し，漏えいした液を適切に処理できるよう漏えい液受皿等を設置す

る。 

液体状の放射性物質を移送する配管は，再処理施設の長期停止を避けるため，

必要に応じ，予備配管（長期予備）を設ける設計とする。 

また，これらの配管及びダクトは，移送する放射性物質の性状，量等に応じて

セル内に設置する等閉じ込め，臨界防止，しゃへいのための措置等適切な安全対

策を講ずる設計とする。 

なお，これらの配管又はダクトを収納する洞道は，以下の方針に基づき設計す

る。 

 

(１) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を移送する配管を収納する洞道

には，セルと同等の閉じ込め機能を有するダクト状の固定されたステンレス鋼製

の容器（以下「配管収納容器」という。）を設置し，これら以外の液体状の放射

性物質を移送する配管を収納する洞道には，配管収納容器又は受皿を設置する。

万一配管から液体状の放射性物質が漏えいした場合，漏えいした液は，配管収納

容器又は受皿で受け，漏えいの拡大を防止し，漏えい検知装置により漏えいを検

知するとともに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送できる設計と

する。移送先の選定においては，臨界防止，漏えいした液の沸騰防止等を考慮し

た設計とする。 

なお，洞道内に収納する液体状の放射性物質を移送する配管は，液溜まりがで

きないよう適切な勾配を有する設計とする。 

(２) 配管収納容器の内部は，接続する建物の換気設備のセルの排気系により，

原則として，常時負圧に保つ設計とする。 

1.7.6.1 配管及びダクトによる移送に関する設計 

 

気体状の放射性物質を移送する配管及びダクトは，漏えいし難く，かつ，逆流

し難い設計とする。 

液体状の放射性物質を移送する配管は，耐食性に優れた材料を使用し，かつ，

漏えいし難い構造とするとともに，系統及び機器の単一故障若しくは誤動作又は

運転員の単一誤操作による液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，漏えいの

拡大を防止し，漏えいした液を適切に処理できるよう漏えい液受皿等を設置す

る。 

液体状の放射性物質を移送する配管は，再処理施設の長期停止を避けるため，

必要に応じ，予備配管（長期予備）を設ける設計とする。 

また，これらの配管及びダクトは，移送する放射性物質の性状，量等に応じて

セル内に設置する等閉じ込め，臨界防止，遮蔽のための措置等適切な安全対策を

講ずる設計とする。 

なお，これらの配管又はダクトを収納する洞道は，以下の方針に基づき設計す

る。 

 

(１) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を移送する配管を収納する洞道

には，セルと同等の閉じ込め機能を有するダクト状の固定されたステンレス鋼製

の容器（以下「配管収納容器」という。）を設置し，これら以外の液体状の放射

性物質を移送する配管を収納する洞道には，配管収納容器又は受皿を設置する。

万一配管から液体状の放射性物質が漏えいした場合，漏えいした液は，配管収納

容器又は受皿で受け，漏えいの拡大を防止し，漏えい検知装置により漏えいを検

知するとともに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送できる設計と

する。移送先の選定においては，臨界防止，漏えいした液の沸騰防止等を考慮し

た設計とする。 

なお，洞道内に収納する液体状の放射性物質を移送する配管は，液溜まりがで

きないよう適切な勾配を有する設計とする。 

(２) 配管収納容器の内部は，接続する建物の換気設備のセルの排気系により，

原則として，常時負圧に保つ設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続詞

等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(３) 液体状の放射性物質を移送するための配管を収納する洞道の内部は，接続

する建物の換気設備により，適切に負圧に維持できる設計とする。 

(４) プルトニウムを含む溶液を移送する配管を収納する配管収納容器は，万一

収納する配管からプルトニウムを含む溶液が漏えいした場合，漏えいした液を重

力流で臨界管理された回収先に回収できる設計とすることにより，臨界を防止で

きる設計とする。 

(５) 洞道は，十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とし，耐震設計上の重要

度に応じた耐震設計を行うとともに，重要な洞道（耐震Ａクラスの設備を収納す

る洞道）は，安定な地盤に支持させる設計とする。 

また，土圧，上部を通過する車両等の荷重に対しても十分な強度を有する構造

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 液体状の放射性物質を移送するための配管を収納する洞道の内部は，接続

する建物の換気設備により，適切に負圧に維持できる設計とする。 

(４) プルトニウムを含む溶液を移送する配管を収納する配管収納容器は，万一

収納する配管からプルトニウムを含む溶液が漏えいした場合，漏えいした液を重

力流で臨界管理された回収先に回収できる設計とすることにより，臨界を防止で

きる設計とする。 

(５) 洞道は，十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とし，耐震設計上の重要

度に応じた耐震設計を行うとともに，重要な洞道（耐震Ｓクラスの設備を収納す

る洞道）は，安定な地盤に支持させる設計とする。 

また，土圧，上部を通過する車両等の荷重に対しても十分な強度を有する構造

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（耐震設計審査

指針の反映） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.6.2 容器による移送に関する設計 

 

液体状又は固体状の放射性物質を容器等により移送する場合は，以下の方針に

基づき移送する設計とする。 

 

(１) 容器は，内蔵する放射性物質の性状，量等に応じて，耐食性に優れた材料

を使用し，かつ，漏えいし難い構造とする。 

 

(２) 容器は，不燃性材料を使用する。 

 

(３) 容器は，内蔵する放射性物質の性状，量等に応じて臨界防止対策を講ずる

設計とする。 

 

(４) 容器の取扱いに当たっては，内蔵する放射性物質の性状，量等に応じて

鉄，鉛等によりしゃへい機能を確保できる設計とする。 

 

(５) 固体状の放射性物質を移送するための洞道は，十分な強度・剛性及び耐力

を有する構造とし，耐震設計上の重要度に応じた耐震設計を行うとともに，重要

な洞道（耐震Ａクラスの設備を収納する洞道）は，安定な地盤に支持させる設計

とする。 

また，土圧，上部を通過する車両等の荷重に対しても十分な強度を有する構造

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.6.2 容器による移送に関する設計 

 

液体状又は固体状の放射性物質を容器等により移送する場合は，以下の方針に

基づき移送する設計とする。 

 

(１) 容器は，内蔵する放射性物質の性状，量等に応じて，耐食性に優れた材料

を使用し，かつ，漏えいし難い構造とする。 

 

(２) 容器は，不燃性材料を使用する。 

 

(３) 容器は，内蔵する放射性物質の性状，量等に応じて臨界防止対策を講ずる

設計とする。 

 

(４) 容器の取扱いに当たっては，内蔵する放射性物質の性状，量等に応じて

鉄，鉛等により遮蔽機能を確保できる設計とする。 

 

(５) 固体状の放射性物質を移送するための洞道は，十分な強度・剛性及び耐力

を有する構造とし，耐震設計上の重要度に応じた耐震設計を行うとともに，重要

な洞道（耐震Ｓクラスの設備を収納する洞道）は，安定な地盤に支持させる設計

とする。 

また，土圧，上部を通過する車両等の荷重に対しても十分な強度を有する構造

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続詞

等の統一） 

 

 

記載の適正化（耐震設計審査

指針の反映） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.6.3 落下防止に関する設計 

 

放射性物質を収納する容器等を搬送する機器は，容器等が落下し難い構造とする

とともに，駆動源喪失時におけるつり荷の保持及び逸走防止等を考慮した設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.6.3 落下防止に関する設計 

 

放射性物質を収納する容器等を搬送する機器は，容器等が落下し難い構造とする

とともに，駆動源喪失時におけるつり荷の保持及び逸走防止等を考慮した設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完本への組み込み時に誤って

削除（既許可からの変更はな

し。次回補正提出時に復活予

定。） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.7 安全上重要な施設の設計 

1.7.7.1 安全上重要な施設の選定 

 

機能喪失により，一般公衆及び放射線業務従事者等に過度の放射線被ばくを及

ぼすおそれのある構築物，系統及び機器並びに事故時に一般公衆及び放射線業務

従事者等に及ぼすおそれのある過度の放射線被ばくを緩和するために設けられた

構築物，系統及び機器として，下記の分類に属する施設を基本的に安全上重要な

施設とする。 

 

(１) プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵する系統及び機器 

(２) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器 

(３) 上記(１)及び(２)の系統及び機器の換気系統及びオフガス処理系統 

(４) 上記(１)及び(２)の系統及び機器並びにせん断工程を収納するセル等 

(５) 上記(４)の換気系統 

(６) 上記(４)のセル等を収納する構築物及びその換気系統 

(７) ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器の換気系統 

(８) 非常用所内電源系統及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気

等の主要な動力源 

(９) 核，熱及び化学的制限値を維持するための系統及び機器 

(10) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

(11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄するための施設 

(12) 安全保護系 

(13) 排気筒 

(14) 制御室等及びその換気空調系統 

(15) その他上記各系統等の安全機能を維持するために必要な計測制御系統，冷

却水系統等 

 

ただし，その機能喪失により一般公衆及び放射線業務従事者等に過度の 

放射線被ばくを及ぼすおそれのないことが明らかな場合は，これを安全上重要な

施設から除外する。 

1.7.7 安全機能を有する施設の設計 

1.7.7.1 安全機能を有する施設の設計方針 

 

安全設計の基本方針の下に以下の安全設計を行う。 

(１) 再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を安全機能を

有する施設とし，事業指定基準規則に適合した設計とする。 

 

(２) 安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は従事者に放

射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼ

すおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が工場等外へ

放出されることを抑制し又は防止する構築物，系統及び機器を，安全上重要な施

設とする。 

安全上重要な施設については，機能喪失時の公衆への線量影響等を考慮して安全

機能を有する施設から選定し，事業指定基準規則に適合した設計とする。 

 

(３) 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機能を確

保するものとする。 

 

(４) 安全上重要な施設は，機械又は器具の単一故障が発生した場合においても

その機能が失われることのない設計とする。 

 

(５) 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの

間に想定される圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件において，その安全機

能を発揮できる設計とする。 

 

(６) 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全

機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができる設

計とする。なお，安全上重要な機器等の健全性を確認するため，セル壁に貫通口

を設ける設計とする。 

 

 

記載の適正化（用語・接続詞

等の統一） 

記載順序の入替 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

選定の具体化に当たっての主要な考え方を以下に示す。 

 

ａ．(１)及び(２)については，プルトニウムを含む溶液若しくは粉末又は高レベ

ル廃液の主要な流れを構成している施設を安全上重要な施設とする。主要な流れ

を構成している施設以外の(１)及び(２)の施設については，その閉じ込め機能の

必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 

ｂ．(３)，(５)及び(６)のオフガス処理系統及び換気系統については，気体廃棄

物の主要な流れを構成している施設及びその閉じ込め機能を維持するために必要

なしゃ断弁等で隔離できる範囲の施設を，放出経路の維持の観点で安全上重要な

施設とする。また，これらの施設のうち，捕集・浄化機能又は排気機能を有する

機器については，その機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合はそれぞれ

の機能維持の観点でも安全上重要な施設とする。(７)の換気系統については，そ

の閉じ込め機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設と

す 

る。 

 

ｃ．(４)のセル及び(６)の洞道のうち，高レベル廃液の閉じ込め機能の観点で安

全上重要な施設としたものは，しゃへい機能の観点でも安全上重要な施設とす

る。 

 

ｄ．(10)については，使用済燃料集合体等のしゃへい及び崩壊熱除去のために不

可欠なプール水を保持する施設を安全上重要な施設とする。また，使用済燃料集

合体及びバスケットの落下・転倒防止機能を有する 

施設については，その機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合 

は安全上重要な施設とする。 

 

ｅ．(11)については，高レベル放射性固体廃棄物のしゃへい及び崩壊熱除 

去の観点で不可欠な施設を安全上重要な施設とする。 

(７) 安全機能を有する施設は，その安全機能を健全に維持するための適切な保

守及び修理ができる設計とする。なお，安全上重要な機器等の安全機能を維持す

るために，必要に応じて保守セル等を設ける設計とする。 

 

(８) 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他の機器の損

壊に伴う飛散物により，安全機能を損なわない設計とする。 

 

(９) 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合には，再処

理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続詞

等の統一） 

記載順序の入替 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

ｆ．(13)については，「運転時の異常な過渡変化」を超える事象の評価におい

て，不可欠な影響緩和機能を有する施設を安全上重要な施設とす 

る。 

 

ｇ．(15)については，計測制御系統及び冷却水系統のほかに，その施設が有する

安全機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 

以上の考え方に基づき選定した主要な安全上重要な施設を第1.7－６表 

に示す。 

また，第1.7－６表中には，各安全上重要な施設に要求される安全機能を，第

1.7－７表に示す安全機能の分類に従って記載した。 

 

1.7.7.2 安全上重要な施設の設計方針 

 

再処理施設の安全上重要な施設は，下記の方針に基づき設計を行う。 

 

ａ．安全上重要な施設は，再処理施設の立地地点及びその周辺における自然環境

をもとに津波，地すべり，陥没，台風，高潮，洪水，異常寒波，豪雪等のうち予

想されるものを設計基礎とする。 

 

ｂ．安全上重要な施設は，原則として不燃性又は難燃性材料を使用する設計とす

る。可燃性の材料を使用する場合は，火災防止対策を十分講じる設計とする。 

 

ｃ．安全上重要な施設は，その安全機能を確保するために電源を必要とする場合

には，必要な電源として，外部電源系統及び非常用所内電源系統を有する設計と

する。 

 

ｄ．安全上重要な施設は，他の原子力施設との共用によって，その安全機能を失

うことのない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.7.2 安全上重要な施設の分類 

 

安全機能を有する施設とは，再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系

統及び機器をいい，安全上重要な施設とは，安全機能を有する施設のうち，その

機能の喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び

設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するた

め，放射性物質又は放射線が工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構

築物，系統及び機器をいう。 

安全機能を有する施設のうち，下記の分類に属する施設を安全上重要な施設と

する。 

(１) プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵する系統及び機器 

(２) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器 

(３) 上記(１)及び(２)の系統及び機器の換気系統及びオフガス処理系統 

(４) 上記(１)及び(２)の系統及び機器並びにせん断工程を収納するセル等 

(５) 上記(４)の換気系統 

(６) 上記(４)のセル等を収納する構築物及びその換気系統 

(７) ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器の換気系統 

 

記載の適正化（用語・接続詞

等の統一） 

記載順序の入替 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続詞

等の統一） 

記載順序の入替 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

ｅ．安全上重要な施設の設計，材料の設定，製作及び検査については，適切と認

められる規格及び基準によるものとする。 

 

ｆ．安全上重要な施設は，それらの安全機能を確認するために，必要に応じて，

再処理施設の運転中又は定期点検等の停止時に安全機能を損なうことなく適切な

方法により試験及び検査ができる設計とする。なお，安全上重要な機器等の健全

性を確認するため，セル壁に貫通口を設ける設計とする。また，それらの安全機

能を維持するために，保守セル等を必要に応じて設け，適切な保守及び修理がで

きる設計とする。 

 

ｇ．安全上重要な施設は，非常用所内電源系統のみの運転下又は外部電源系統の

みの運転下で単一故障を仮定しても，その施設の安全機能を損なうことのない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(８) 非常用所内電源系統及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気

等の主要な動力源 

(９) 熱的，化学的又は核的制限値を維持するための系統及び機器 

(10) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

(11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄するための施設 

(12) 安全保護回路 

(13) 排気筒 

(14) 制御室等及びその換気系統 

(15) その他上記各系統等の安全機能を維持するために必要な計測制御系統，冷

却水系統等 

ただし，その機能が喪失したとしても公衆及び従事者に過度な放射線被ばくを

及ぼすおそれのないことが明らかな場合は，安全上重要な施設から除外する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続詞

等の統一） 

記載順序の入替 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.7.3 安全機能を有する施設の選定 

 

選定の具体化に当たっての主要な考え方を以下に示す。 

 

(１) 再処理の工程の特徴は，放射性物質を使用済燃料集合体から開放（溶解）

して処理するため，平常時は廃ガス処理設備を有した機器内（一次閉じ込め）で

処理が進み，何らかの異常で機器から放射性物質が漏れ出た場合でも独立した換

気設備を有したセル又はグローブボックス（二次閉じ込め）で閉じ込めることに

より，可能な限り公衆はもとより，従事者への放射線影響を排除するよう設計す

る。さらに，二次閉じ込めが損傷するような事故に発展した場合に備え，独立し

た換気設備を有した建屋が三次閉じ込めの機能を果たすよう設計する。 

 

(２) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(１)及び(２)については，

プロセス設計を基に公衆影響の観点から，以下のように設定する。 

 

ａ．プルトニウム溶液又は高レベル廃液を処理又は貯蔵する以下の主要な系統を

安全上重要な施設とする。 

 

(ａ) 溶解設備の溶解槽からウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の混合酸

化物貯蔵容器まで 

 

(ｂ) 清澄・計量設備の清澄機から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉

まで 

 

(ｃ) 分離設備の抽出塔から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉まで 

 

ｂ．その他の塔槽類（一時貯留処理槽等）については，その閉じ込め機能の必要

性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 

(３) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(３)，(５)及び(６)のオフ

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガス処理系統及び換気系統については，気体廃棄物の主要な流れを構成している

施設及びその閉じ込め機能を維持するために必要なしゃ断弁等で隔離できる範囲

の施設を，放出経路の維持の観点で安全上重要な施設とする。また，これらの施

設のうち，捕集・浄化機能又は排気機能を有する機器については，その機能の必

要性を工学的に判断し，不可欠な場合はそれぞれの機能維持の観点でも安全上重

要な施設とする。(7)の換気系統については，その閉じ込め機能の必要性を工学

的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 

(４) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(４)のセル及び(６)の洞道

のうち，高レベル廃液の閉じ込め機能の観点で安全上重要な施設としたものは，

しゃへい機能の観点でも安全上重要な施設とする。 

 

(５) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(10)については，使用済燃

料集合体等の遮蔽及び崩壊熱除去のために不可欠なプール水を保持する施設を安

全上重要な施設とする。また，使用済燃料集合体及びバスケットの落下・転倒防

止機能を有する施設については，その機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な

場合は安全上重要な施設とする。 

 

(６) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(11)については，高レベル

放射性固体廃棄物の遮蔽及び崩壊熱除去の観点で不可欠な施設を安全上重要な施

設とする。 

 

(７) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(12)については，事業指定

基準規則の要求事項を踏まえて，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の事

象のうち，拡大防止対策又は影響緩和対策として期待する安全上重要な施設のイ

ンターロックである以下の15回路を安全保護回路とする。 

ａ．液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止

回路 

ｂ．精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

ｃ．分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

ｅ．酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停

止回路 

ｆ．溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断処理施設の

せん断機のせん断停止回路 

ｇ．脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

ｈ．分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路 

ｉ．液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高による加

熱停止回路 

ｊ．脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

ｋ．脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

ｌ．気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路

（分離建屋） 

ｍ．気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路

（精製建屋） 

ｎ．固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラス流下停止

回路 

ｏ．気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパの閉止回

路 

 

(８) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(13)については，設計基準

事故の評価において，不可欠な影響緩和機能を有する施設を安全上重要な施設と

する。 

 

(９) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(15)については，計測制御

系統及び冷却水系統の他に，その施設が有する安全機能の必要性を工学的に判断

し，不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 

以上の考え方に基づき選定した安全上重要な施設を第1.7.7－１表に示す。ま

た，第1.7.7－１表中には，各安全上重要な施設に要求される安全機能を，第

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―156



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.7－２表に示す安全機能の分類に従って記載する。 

なお，下記(１)から(６)は，その機能が喪失したとしても公衆及び従事者に過

度な放射線被ばくを及ぼすおそれのないことが明らかであることから，安全上重

要な施設として選定しないが，これらの施設については，安全上重要な施設への

波及的影響防止及び旧申請書の設計を維持する観点から，安全上重要な施設と同

等の信頼性を維持する施設とする。 

(１) 補助抽出器中性子検出器の計数率高による工程停止回路及び遮断弁 

(２) 抽出塔供給有機溶媒液流量低による工程停止回路及び遮断弁 

(３) 抽出塔供給溶解液流量高による送液停止回路及び遮断弁 

(４) 第１洗浄塔洗浄廃液密度高による工程停止回路及び遮断弁 

(５) プルトニウム濃縮缶に係る注水槽の液位低による警報 

(６) 注水槽 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.7.4 内部発生飛散物による損傷の防止に関する設計方針 

 

安全機能を有する施設は，想定するポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う

飛散物（以下「内部発生飛散物」という。）の影響を受ける場合においてもその

安全機能を確保するために，内部発生飛散物に対して安全機能を損なわない設計

とする。 

その上で，内部発生飛散物によってその安全機能が損なわれないことを確認す

る施設を，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とする。内部発生飛散

物から防護する施設（以下「内部発生飛散物防護対象設備」という。）として

は，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観

点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，内部発生飛散物により冷

却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう内

部発生飛散物の発生を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。

ただし，安全上重要な構築物，系統及び機器のうち，内部発生飛散物の発生要因

となる機器又は配管と同室に設置せず内部発生飛散物の発生によって安全機能を

損なうおそれのないものは内部発生飛散物防護対象設備として抽出しない。 

上記に含まれない安全機能を有する施設については，内部発生飛散物に対して

機能を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそ

れらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.7.4.1 内部発生飛散物の発生要因の選定 

再処理施設における内部発生飛散物の発生要因を以下のとおり分類し，選定す

る。 

 

(１) 爆発による飛散物 

爆発に起因する機器又は配管の損壊により生じる飛散物については，水素を取

り扱う設備の爆発，溶液及び有機溶媒の放射線分解により発生する水素の爆発並

びにＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による爆発を想定するが，爆発について

は，「1.5 火災及び爆発の防止に関する設計」において火災及び爆発の発生を

防止する設計としていることから，内部発生飛散物の発生要因として考慮しな

い。 

 

(２) 重量物の落下による飛散物 

重量物の落下に起因して生じる飛散物（以下「重量物の落下による飛散物」と

いう。）については，通常運転時において重量物をつり上げて搬送するクレーン

その他の搬送機器からのつり荷の落下及び逸走によるクレーンその他の搬送機器

の落下を発生要因として考慮する。 

(３) 回転機器の損壊による飛散物 

回転機器の損壊に起因して生じる飛散物（以下「回転機器の損壊による飛散

物」という。）については，回転機器の異常により回転速度が上昇することによ

る回転羽根の損壊を発生要因として考慮する。 

ただし，通常運転時以外の試験操作，保守及び修理並びに改造の作業におい

て，重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器による重量物の搬送

又は仮設ポンプを使用した作業を行う場合であって，内部発生飛散物の発生によ

り内部発生飛散物防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある場合は，作業内

容及び保安上必要な措置を記載した計画書に内部発生飛散物の発生を防止するこ

とにより内部発生飛散物防護対象設備の安全機能を損なわないための措置につい

て記載し，その計画に基づき作業を実施することから，発生要因として考慮しな

い。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.7.7.4.2 内部発生飛散物防護対象設備の選定 

 

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する施設を，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器と

する。内部発生飛散物防護対象設備としては，安全評価上その機能を期待する構

築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及

び機器を選定する。ただし，安全上重要な構築物，系統及び機器のうち，通常運

転時に内部発生飛散物の発生要因となる機器又は配管と同室に設置せず内部飛散

物の発生によって安全機能を損なうおそれのないものは内部発生飛散物防護対象

設備として選定しない。 

上記を踏まえ，想定する内部発生飛散物と同室にある内部発生飛散物防護対象

設備を第1.7.7－４表に示す。また，内部発生飛散物防護対象設備配置図を第

1.7.7－１図から第1.7.7－52図に示す。 

  

1.7.7.4.3 内部発生飛散物に係る評価と設計 

内部発生飛散物の影響評価においては，想定する内部発生飛散物の発生要因ご

とに，内部発生飛散物の発生を防止できる設計であることを確認する。 

 

(１) 重量物の落下による飛散物の発生防止設計 

重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器は，内部発生飛散物防

護対象設備と同室に設置する重量物の落下により内部発生飛散物防護対象設備の

安全機能を損なうおそれがないよう，以下による飛散物の発生を防止し，安全機

能を損なわない設計とする。 

 

ａ．つりワイヤ，つりベルト又はつりチェーンを二重化する設計とし，つり荷の

落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。 

 

ｂ．つり上げ用の治具又はフックにはつり荷の脱落防止機構を設置する又はつか

み不良時のつり上げ防止のインターロックを設ける設計とし，つり荷の落下によ

る飛散物の発生を防止できる設計とする。 

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．逸走防止のインターロックを設ける設計とし，クレーンその他の搬送機器の

落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。 

 

(２) 回転機器の損壊による飛散物の発生防止設計 

 

内部発生飛散物防護対象設備と同室に設置する回転機器の損壊により内部発生

飛散物防護対象設備の安全機能を損なうおそれがないよう，以下による飛散物の

発生を防止し，安全機能を損なわない設計とする。 

 

ａ．電力を駆動源とする回転機器は，誘導電動機による回転数を制御する機構

を有することで，回転機器の過回転による回転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を

防止できる設計とする。 

ｂ．電力を駆動源とせず，駆動用の燃料を供給することで回転する回転機器

は，調速器により回転数を監視し，回転数が上限値を超えた場合は回転機器を停

止する機構を有することで，回転機器の過回転による回転羽根の損壊に伴う飛散

物の発生を防止できる設計とする。 

 

また，上記に示す内部発生飛散物の発生を防止する設計としていることから，

内部発生飛散物による二次的影響はない。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.7.4.4 内部発生飛散物に係るその他の設計 

通常運転時以外の試験操作，保守及び修理並びに改造の作業において，重量物

をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器による重量物の搬送又は仮設ポ

ンプを使用した作業を行う場合であって，内部発生飛散物の発生により内部発生

飛散物防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある場合は，作業内容及び保安

上必要な措置を記載した計画書に内部発生飛散物の発生を防止することにより内

部発生飛散物防護対象設備の安全機能を損なわないための措置について記載し，

その計画に基づき作業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.8 安全設計用の使用済燃料の仕様 

 

再処理施設の臨界安全，しゃへい，崩壊熱除去等の安全設計は，使用済燃料集

合体を１体程度の量で取り扱う場合（「１体領域」という。），１日当たりに再

処理する使用済燃料を混合し，平均燃焼度が45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ以下にな

るように調整する溶解施設の計量・調整槽以降の溶解液等を取り扱う場合（「１

日平均領域」という。）及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の崩壊熱除

去，放射性物質の推定年間放出量等を考慮する場合（「１年平均領域」とい

う。）に区分して，それぞれの領域について，再処理を行う使用済燃料の仕様を

満たす範囲から，設計の目的に応じて保守側の条件を与える使用済燃料集合体燃

焼度，照射前燃料濃縮度，比出力，使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時から

の期間及び燃料型式を組み合わせ，第1.7－８表に示す主な設計用の使用済燃料

の仕様を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.8 安全設計用の使用済燃料の仕様 

 

再処理施設の臨界安全，遮蔽，崩壊熱除去等の安全設計は，使用済燃料集合体

を１体程度の量で取り扱う場合（以下「１体領域」という。），１日当たりに再

処理する使用済燃料を混合し，平均燃焼度が45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ以下にな

るように調整する溶解施設の計量・調整槽以降の溶解液等を取り扱う場合（以下

「１日平均領域」という。）及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の崩壊熱

除去，放射性物質の推定年間放出量等を考慮する場合（以下「１年平均領域」と

いう。）に区分して，それぞれの領域について，再処理を行う使用済燃料の仕様

を満たす範囲から，設計の目的に応じて厳しい側の条件を与える使用済燃料集合

体燃焼度，照射前燃料濃縮度，比出力，使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時

からの期間及び燃料型式を組み合わせ，第1.7.8－１表に示す主な設計用の使用

済燃料の仕様を設定する。 

ここでいうｔ・ＵＰｒは照射前金属プルトニウム重量換算であり，以下「ｔ・

ＵＰｒ」という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続詞

等の統一） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続詞

等の統一） 

記載の適正化（表番号の変

更） 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.7.9 地震以外の自然環境条件に対する考慮 

 

再処理施設は，敷地で予想される台風，異常寒波，豪雪，津波，高潮，地すべ

り等の自然条件について，敷地及び周辺地域の過去の記録，現地調査等を参考に

して，予想される自然条件のうち も過酷と考えられる条件を適切に考慮した設

計とする。 

再処理施設は， 大瞬間風速（八戸測候所の観測記録41.3ｍ／ｓ）， 低気温

（八戸測候所の観測記録－15.7℃）， 深積雪（六ヶ所地域気象観測所の観測記

録190ｃｍ）等を考慮し，安全機能が損なわれることのないように設計する。 

ただし，風荷重に対する設計は，日本 大級の台風を考慮した建築基準法に基

づいて行う。また，積雪及び風の荷重を適切に組み合わせて設計基礎とする。 

なお，再処理施設においては，添付書類四に示すように，津波，高潮，地すべ

りに対する特別な考慮は，不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.9 その他外部からの衝撃に対する考慮 

 

原子力規制委員会の定める事業指定基準規則の第九条では，再処理施設は，外

部からの衝撃による損傷防止として，安全機能を有する施設は，想定される自然

現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象が発生した場合においても，安全機

能を損なわないものでなければならないとしている。 

安全機能を有する施設は，再処理施設が想定される自然現象（地震及び津波を

除く。）又は人為事象の影響を受ける場合においても安全機能を損なわない方針

とする。 

その上で，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象によっ

てその安全機能が損なわれないことを確認する施設を，再処理施設の全ての安全

機能を有する構築物，系統及び機器とする。想定される自然現象（地震及び津波

を除く。）又は人為事象から防護する施設（以下「外部事象防護対象施設」とい

う。）として，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく

抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出す

る。外部事象防護対象施設は，自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象

により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を損なわ

ないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。 

これに加え，外部事象防護対象施設を収納する建屋は，想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）又は人為事象に対して機械的強度を有すること等によ

り，収納する外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記に含まれない安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震

及び津波を除く。）又は人為事象に対して機能を維持すること若しくは損傷を考

慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の生じない期間に

修理を行うこと又はそれらを組み合わせることにより，安全機能を損なわない設

計とする。 

なお，使用済燃料輸送容器に使用済燃料が収納された使用済燃料収納キャスク

は再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，想定される自然現象（地震

及び津波を除く。）又は人為事象により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を

与えない設計とする。 

 

新規制基準の第９条要求によ

る変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

1.7.10 準拠規格及び基準 

 再処理施設は，下記に示す国内法令を満足するとともに，下記に示す規

格，基準等に準拠して設計する。 

 安全上重要な施設については，その施設の設計，材料の選定，製作及び検

査は，下記の適切な規格及び基準による。 

 (１) 国内法令 

  ａ．原子力基本法 

  ｂ．核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

  ｃ．放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 

  ｄ．放射線障害防止の技術的基準に関する法律 

  ｅ．労働安全衛生法 

  ｆ．労働基準法 

  ｇ．高圧ガス保安法 

  ｈ．消防法 

  ｉ．毒物及び劇物取締法 

  ｊ．電気事業法 

  ｋ．建築基準法 

  ｌ．そ の 他   

 (２) 国内規格，基準，指針等 

  ａ．日本工業規格（ＪＩＳ） 

  ｂ．空気調和・衛生工学会規格（ＳＨＡＳＥ） 

  ｃ．日本エレベーター協会規格（ＪＥＡＳ） 

  ｄ．日本建築学会各種構造設計及び計算基準（ＡＩＪ） 

  ｅ．高圧ガス保安協会規格（ＫＨＫＳ） 

  ｆ．電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

  ｇ．日本電気協会で規定する電気技術規程及び指針（ＪＥＡＣ，ＪＥ 

再処理施設の設計において考慮する自然現象の抽出及び抽出した自然現象に対

する安全設計について以下に示す。 

 

 

1.7.19 準拠規格及び基準 

再処理施設は，下記に示す国内法令を満足するとともに，下記に示す規格，基

準等に準拠して設計する。 

安全上重要な施設については，その施設の設計，材料の選定，製作及び検査

は，下記の適切な規格及び基準による。 

 (１) 国内法令 

 ａ．原子力基本法 

 ｂ．核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

 ｃ．放射性同位元素等の規制に関する法律 

 ｄ．放射線障害防止の技術的基準に関する法律 

 ｅ．労働安全衛生法 

 ｆ．労働基準法 

 ｇ．高圧ガス保安法 

 ｈ．消防法 

 ｉ．毒物及び劇物取締法 

 ｊ．電気事業法 

 ｋ．建築基準法 

 ｌ．そ の 他   

 (２) 国内規格，基準，指針等 

 ａ．日本産業規格（ＪＩＳ） 

 ｂ．空気調和・衛生工学会規格（ＳＨＡＳＥ） 

 ｃ．日本エレベーター協会規格（ＪＥＡＳ） 

 ｄ．日本建築学会各種構造設計及び計算基準（ＡＩＪ） 

 ｅ．高圧ガス保安協会規格（ＫＨＫＳ） 

 ｆ．電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

 ｇ．日本電気協会で規定する電気技術規程及び指針（ＪＥＡＣ，ＪＥＡＧ） 

 

新規制基準の第９条要求によ

る変更 

 

記載の適正化（項番号の変

更） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（規格名の変

更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

   ＡＧ） 

   ｈ．日本電気計測器工業会規格（ＪＥＭＩＳ） 

  ｉ．日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 

   ｊ．日本電線工業会規格（ＪＣＳ） 

  ｋ．石油学会規格（ＪＰＩ） 

  ｌ．日本溶接協会規格（ＷＥＳ） 

  ｍ．工場電気設備防爆指針 

 

  ｎ．そ の 他   

 (３) 審査指針等 

 再処理施設は，下記に示すａ，ｂ及びｃに基づき，またその他を参考

とし設計する。 

   ａ．再処理施設安全審査指針 

   ｂ．核燃料施設の立地評価上必要なプルトニウムに関するめやす線量につ

いて 

   ｃ．核燃料施設安全審査基本指針 

   ｄ．その他関連安全審査指針等 

  (４) 国外の規格，基準等 

 なお，設計，材料の選定等に当たっては，原則として現行国内法規に

基づく規格，基準等によるが，これらに規定がない場合においては，必

要に応じて，十分使用実績があり，信頼性の高い以下に示す国外の規

格，基準等に準拠する。 

ａ．ＡＮＳＩ規格(American National Standards Institute) 

ｂ．ＡＳＴＭ規格(American Society for Testing and Materials) 

ｃ．ＩＥＥＥ規格(The Institute of Electrical and Electronics 

  Engineers) 

ｄ．ＡＳＭＥ規格(American Society of Mechanical Engineers) 

ｅ．ＢＳ規格(British Standards) 

ｆ．ＤＩＮ規格(Deutsches Institut fur Normung e.V.) 

ｇ．ＮＦ規格(Normes Francaises) 

 

 ｈ．日本電気計測器工業会規格（ＪＥＭＩＳ） 

 ｉ．日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 

 ｊ．日本電線工業会規格（ＪＣＳ） 

 ｋ．石油学会規格（ＪＰＩ） 

 ｌ．日本溶接協会規格（ＷＥＳ） 

 ｍ．工場電気設備防爆指針 

 ｎ．日本機械学会規格（ＪＳＭＥ） 

 ｏ．そ の 他   

(３) 審査指針等 

再処理施設は，下記に示すａ及びｂに基づき，またその他を参考とし設計す

る。 

 ａ．再処理施設安全審査指針 

 

 

 ｂ．核燃料施設安全審査基本指針 

 ｃ．その他関連安全審査指針等 

(４) 国外の規格，基準等 

なお，設計，材料の選定等に当たっては，原則として現行国内法規に基づく規

格，基準等によるが，これらに規定がない場合においては，必要に応じて，十分

使用実績があり，信頼性の高い以下に示す国外の規格，基準等に準拠する。 

ａ．ＡＮＳＩ規格(American National Standards Institute) 

ｂ．ＡＳＴＭ規格(American Society for Testing and Materials) 

ｃ．ＩＥＥＥ規格(The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) 

ｄ．ＡＳＭＥ規格(American Society of Mechanical Engineers) 

ｅ．ＢＳ規格(British Standards) 

ｆ．ＤＩＮ規格(Deutsches Institut fur Normung e.V.) 

ｇ．ＮＦ規格(Normes Francaises) 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（規格の追加）

記載の適正化（項番号の変

更） 

記載の適正化（項番号の変

更） 

 

記載の適正化（審査指針等の

変更） 

記載の適正化（項番号の変

更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8 再処理施設に関する安全審査指針への適合性 

 

1.8.1 概 要 

再処理施設は，｢再処理施設安全審査指針｣に十分適合するように設計す 

る。各指針に対する適合のための設計方針は，以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関す 

る規則」への適合性 

1.9.1 概 要 

再処理施設は，事業指定基準規則に十分適合するように設計する。事業指定

基準規則に対する適合のための設計方針は，以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.2 基本的立地条件 

指針１．基本的立地条件 

事故の誘因を排除し，災害の拡大を防止する観点から，再処理施設の立地地点

及びその周辺における以下の事象を検討し，安全確保上支障がないことを確認

すること。 

1. 自然環境 

(１) 地震，津波，地すべり，陥没，台風，高潮，洪水，異常寒波，豪雪等の

自然現象 

(２) 地盤，地耐力，断層等の地質及び地形等 

(３) 風向，風速，降雨量等の気象 

(４) 河川，地下水等の水象及び水理 

2． 社会環境 

(１) 近接工場における火災，爆発等 

(２) 航空機事故等による飛来物等 

(３) 水の利用状況，飲食物の生産・流通状況，人口分布状況等 

 

適合のための設計方針 

1. 自然環境について 

地震，津波，地すべり等の自然現象，地盤，地耐力等の地質及び地形等，風向，

風速等の気象並びに河川，地下水等の水象及び水理の自然環境が，再処理施設の

寿命期間を通じて安全上重要な施設の安全機能を損なうことのないように，敷地

及び周辺地域の過去の記録及び現地調査等を参照して，予想される自然環境のう

ち も過酷と考えられる条件を適切に考慮して，事故の誘因を排除し，災害の拡

大を防止する観点から安全確保上支障がない設計とする。 

2. 社会環境について 

(１) 近接工場の火災・爆発等 

敷地付近には，むつ小川原石油備蓄株式会社の石油備蓄基地が操業している。敷

地に隣接して，当社六ヶ所濃縮・埋設事業所の六ヶ所ウラン濃縮工場が操業して

おり，六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターが建設中である。また，敷地内

には，廃棄物管理施設が建設中である。 

1.9.2 核燃料物質の臨界防止 

（核燃料物質の臨界防止）  

第二条 安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよ

うにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講

じたものでなければならない。  

２ 再処理施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な

設備を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 第１項について 

安全機能を有する施設は，核燃料物質が臨界に達するおそれがないように

するため，以下の方針に基づき設計する。 

 (１) 単一ユニットの臨界安全 

単一ユニットについては，形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組

成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，適切な臨界安全

設計を行い，それに応じて適切な核的制限値を設定し臨界安全を確保する設

計とする。 

プルトニウム溶液を取り扱う機器は，原則として全濃度安全形状寸法管理

及び必要に応じて中性子吸収材の併用による臨界安全設計を行う。 

核的制限値の設定に当たっては，取り扱う核燃料物質の物理的・化学的性

状並びにカドミウム，ほう素及びガドリニウムの中性子の吸収効果並びに酸

化物中の水分濃度，溶解槽中のペレット間隔，エンドピース酸洗浄槽中のペ

レット間隔及び水の密度並びにセル壁構造材及び機器構造材の反射条件に関

し，工程，ユニットの設置環境及び使用済燃料の仕様も含めて，それぞれの

想定される状態の変動の範囲において，中性子増倍率が も大きくなる場合

を仮定し，計算コードの計算誤差も含めて，十分な安全余裕を見込んで設定

する。 

また，核的制限値は，未臨界であることを保証できる値以下に設定し，そ

の設定に当たっては，十分に検証された計算コードシステムで計算された実

効増倍率が0.95以下となるようにする。 

 

以下、1.9 項の変更は、新

規則施行に伴う変更。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

これらの工場等のうち火災の影響が考えられるむつ小川原石油備蓄株式会社の石

油備蓄基地の万一の火災等を想定しても，距離的に離れていることから，施設の

安全確保上支障がない。 

 

(２) 航空機事故等による飛来物等 

三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛行中の航空機については，当区域が再処理

施設の南方向約10ｋｍと離れており, また，航空機は原則として原子力関係施設

上空を飛行しないよう規制されること等から,航空機が施設に墜落する可能性は

極めて小さいが，当区域で多くの訓練飛行が行われているという立地地点固有の

社会環境等を配慮し，仮に訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定して

も安全確保上支障がないように設計する。 

なお，再処理施設は，三沢空港及び三沢基地から北方向約28ｋｍ，定期航空路か

ら東方向約10ｋｍ離れており，離着陸時の航空機及び民間航空機が施設に墜落す

る可能性は無視できる。 

(３) 水の利用状況，飲食物の生産・流通状況，人口分布状況等 

六ヶ所村及びその周辺の水の利用状況，飲食物の生産・流通状況，人口分布状況

等を考慮しても再処理施設の安全確保上支障がない｡(添付書類四参照) 

 

添付書類四の下記項目参照 

1. 敷 地 

2. 気 象 

3. 海 象 

4. 地 盤 

5. 水 理 

6. 地 震 

7. 社会環境 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.3 航空機に対する防護設計 

2. 施設配置 

 

濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収材による臨界管理を行う系統及

び機器は，その単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤操作を想定して

も，臨界にならない設計とするとともに，臨界管理されている系統及び機器

から単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤操作によって，臨界管理さ

れていない系統及び機器へ核燃料物質が流入することがないように設計す

る。 

 (２) 複数ユニットの臨界安全 

複数ユニットについては，単一ユニット相互間の中性子相互干渉を考慮

し，直接的に計量可能な単一ユニット相互間の配置，間接的に管理可能な単

一ユニット相互間の配置，中性子吸収材の配置及び形状寸法について適切な

核的制限値を設定し，臨界安全を確保する設計とする。 

核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間の中性子の吸収効

果，減速条件及び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃料物質の落下，

転倒及び接近の可能性も踏まえ，それぞれの想定される変動の範囲におい

て，反応度が も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差を含め

て，十分な安全余裕を見込んで設定する。 

また，核的制限値は，未臨界であることを保証できる値以下に設定する

が，計算によって未臨界を保証できる値を決めるに当たっては，以下の判定

基準に従うこととする。 

十分に検証された計算コードシステムを使用する場合には，計算により得

られた実効増倍率が0.95以下であること。 

複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な構造強度をもつ構造

材を使用する等適切な対策を講ずる設計とする。 

 

 第２項について 

臨界が発生する可能性は極めて低いと考えられるが，臨界事故を想定して

も，公衆及び従事者の被ばくを 小限に抑えるため，以下の対策を講ずる設

計とする。 

 (１) 設計基準事故として臨界を想定している溶解施設の溶解槽並びに臨界

事故を想定した場合に，従事者に著しい放射線被ばくをもたらすおそれの
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あるセル及び室の周辺には，臨界の発生を直ちに検知するため臨界警報装

置を設置する。 

 (２) 多数の管理方法の組合せで臨界を防止していることにより，臨界管理

上重要な施設としている溶解施設の溶解槽では，万一臨界が発生した場合

においても，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性子吸収材緊

急供給系により，自動で中性子吸収材の注入による未臨界措置が講じられ

る設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

4. 再処理設備本体 

5. 製品貯蔵施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.3 平常時の線量評価 

指針２．平常時の線量評価 

1. 平常時の線量評価の目的 

平常時における再処理施設から環境への放射性物質の放出等に伴う一般公衆の

線量が，法令に定める線量限度を超えないことはもとより，合理的に達成でき

る限り低いことを設計及び運転の基本方針並びに立地条件との関連において評

価すること。 

2. 放射線源となる放射性物質の設定 

排気及び排水に含まれて放出される放射性物質の組成及びそれぞれの年間放出

量並びに放射性廃棄物等の貯蔵量を適切に設定すること。 

3. 線量の評価 

上記１の線量の評価は，以下のように行うこと。 

(１) 線量評価の対象となる人 

① 排気中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく 

将来の集落の形成を考慮し，居住可能地域における人を対象とする。 

② 排気中の放射性物質の呼吸摂取による内部被ばく 

将来の集落の形成を考慮し，居住可能地域における人を対象とする。 

③ 地表に沈着する放射性物質による外部被ばく 

将来の集落の形成を考慮し，居住可能地域における人を対象とする。 

④ 農・畜産物摂取による内部被ばく 

各年齢グループの食生活の態様等が標準的である人であって，現実に生産され

る農・畜産物を摂取する人を対象とする。 

⑤ 排水中の放射性物質による外部被ばく 

漁業者及び海浜利用者のうち，現実に存在する被ばく経路に生活する人を対象

とする。 

⑥ 海産物に移行する排水中の放射性物質の摂取による内部被ばく 

各年令グループの食生活の態様等が標準的である人であって，現実に生産され

る海産物を摂取する人を対象とする。 

⑦ 放射性廃棄物の保管廃棄施設等からのガンマ線外部被ばく 

将来の集落の形成を考慮し，居住可能地域における人を対象とする。 

1.9.3 遮蔽等 

（遮蔽等） 

第三条 安全機能を有する施設は、運転時及び停止時において再処理施設

からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が十分に低

減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならな

い。 

２ 安全機能を有する施設は、工場等内における放射線障害を防止する必

要がある場合には、次に掲げるものでなければならない。 

一 管理区域その他工場等内の人が立ち入る場所における線量を低減で

きるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものとすること。 

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において、迅速な対応をするために必要な操作ができるものとするこ

と。 

 

適合のための設計方針 

 第１項について 

安全機能を有する施設は，再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線

による公衆の線量が，運転時及び停止時において合理的に達成できる限り低

減できるよう再処理施設の配置を考慮した遮蔽設計を行う。 

第２項について 

安全機能を有する施設は，工場等内における放射線障害を防止する必要が

ある場合には，次の方針に基づき遮蔽設計を行う。 

 

第一号について 

安全機能を有する施設は，放射線業務従事者の外部放射線による放射線障

害を防止できるように，以下のような放射線防護上の措置を講ずる。 

 (１) 遮  蔽 

安全機能を有する施設は，外部放射線による放射線障害を防止するため，

遮蔽設計区分を設け，各区分に定める基準線量率を満足するよう遮蔽設計を

行う。また，開口部又は配管，ダクト等の壁貫通部に対しては，迷路構造，
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(２) 評価対象 

実効線量，皮膚及び眼の水晶体の等価線量。 

(３) 排気中の放射性物質による線量の計算 

線量の計算に当たっては,｢発電用原子炉施設の安全解析に関す 

る気象指針」を適用し,｢発電用軽水型原子炉施設の安全審査にお 

ける一般公衆の線量評価について」を参考とするとともに，適切 

な解析モデル及びパラメータの値を用いること。 

(４) 排水中の放射性物質による線量の計算 

線量の計算に当たっては,｢発電用軽水型原子炉施設の安全審査 

における一般公衆の線量評価について」を参考とするとともに， 

適切な解析モデル及びパラメータの値を用いること。 

(５) 評価すべき線量 

上記(１)①～⑦の被ばく経路による線量を適切に加え，そのうち 

大となる線量を評価の対象とすること。 

 

 

適合のための評価方針 

1. 平常時の線量評価について 

平常時における再処理施設から環境への放射性物質の放出等に伴う一般公衆の線

量の計算に当たっては，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針｣を適

用し,「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価につい

て」を参考とするとともに，適切な解析モデル及びパラメータの値を用いて評価

することで，線量が法令に定める線量限度を超えないことはもとより，合理的に

達成できる限り低くなっていることを確認する。 

2. 放射線源となる放射性物質の設定について 

排気及び排水に含まれて放出される放射性物質の組成及びそれぞれの年間放出量

は，処理する使用済燃料の燃焼度，冷却期間等の燃料の仕様及び再処理施設の運

転を考慮して決定するものとする。 

また，放射性廃棄物等の貯蔵施設については，貯蔵量等の評価の前提条件を適切

に設定するものとする。 

遮蔽材を設置する等の処理をして放射線を遮蔽する設計とする。 

遮蔽設計に当たっては，遮蔽計算に用いる遮蔽材の形状，材質等を考慮

し， も厳しい評価結果となるよう計算する。 

管理区域は，外部放射線に係る線量率の高低，空気中の放射性物質の濃度

又は床，壁及び天井の表面の放射性物質の密度に起因する汚染の高低等を勘

案して区分する。 

 (２) 換気設備 

換気設備は，汚染のおそれのある区域を，清浄区域より負圧に維持できる

ようにするとともに，汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域

に向かって空気を流し，汚染の拡大を防止する設計とする。 

 (３) 放射性物質の漏えい防止 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定した区域に閉じ込め，放射性

物質の漏えいを防止する設計とする。 

 (４) その他 

せん断機，溶解槽等の機器は，セル内に収納し，放射性物質を限定した区

域に閉じ込めるとともに，セル遮蔽により機器等からの放射線を低減する設

計とする。 

再処理施設の運転の監視及び制御に必要な表示及び操作装置は，中央制御

室に配置し，また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設等の運転の監視及

び制御に必要な表示及び操作装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室

に設置することにより，集中的に監視及び制御ができる設計とする。 

第二号について 

安全機能を有する施設は，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において，放射線業務従事者が，必要な操作及び措置ができる遮蔽設計及び

換気設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.3 放射線の遮蔽に関する設計 

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

6. 計測制御系統施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3. 線量の評価について 

一般公衆の実効線量の評価に際しては，放射性物質の周辺における拡散等に関す

る立地条件を適切に設定し，以下の各被ばく経路による線量を適切に加え，その

うち 大となる線量を評価の対象とする。 

① 排気中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく 

② 排気中の放射性物質の呼吸摂取による内部被ばく 

③ 地表に沈着する放射性物質による外部被ばく 

④ 農・畜産物摂取による内部被ばく 

⑤ 排水中の放射性物質による外部被ばく 

⑥ 海産物に移行する排水中の放射性物質の摂取による内部被ばく 

なお，放射性廃棄物の保管廃棄施設等からのガンマ線外部被ばくについては，上

記とは別に評価する。 

一般公衆の皮膚の等価線量の評価に際しても，実効線量の評価と同様に，放射性

物質の周辺における拡散等に関する立地条件を適切に設定し，上記外部被ばく経

路（①，③及び⑤）による線量を適切に加え，そのうち 大となる線量を評価の

対象とする。 

なお，眼の等価線量は，ガンマ線については皮膚の等価線量と同程度であり，ベ

ータ線については皮膚の等価線量よりも小さいため，皮膚の等価線量の評価で代

表させ，等価線量限度を十分下回ることを確認する。 

 

添付書類七の下記項目参照 

5. 平常時における一般公衆の線量評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

添付書類七の下記項目参照 

2.2 管理区域の管理 

5. 平常時における公衆の線量評価 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.4 安全評価 

指針３．安全評価 

1. 安全評価の目的 

再処理施設の安全性の判断に当たり，施設の設計の基本方針に多重防護の考え

方が適切に採用されていることを確認するために設計基準事象を選定し評価す

るほか，一般公衆との離隔距離の妥当性を判断するために立地評価事故を想定

し評価すること。 

2. 設計基準事象の評価 

(１) 放射性物質が存在する再処理施設内の各工程毎に，運転時の異常な過渡

変化並びに機器等の破損，故障，誤動作あるいは運転員の誤操作によって放射

性物質を外部に放出する可能性のある事象を想定し，その発生の可能性との関

連において，各種の安全設計の妥当性を確認するという観点から設計基準事象

を選定し評価する。 

評価すべき事例を以下に示す。 

① 運転時の異常な過渡変化 

② 被覆材等の金属微粒子，有機溶媒等による火災・爆発 

③ 核燃料物質による臨界 

④ 各種機器，配管等の破損，故障等による漏洩及び機能喪失 

⑤ 使用済燃料集合体等の取り扱いに伴う破損等 

⑥ 短時間の全動力電源の喪失 

⑦ その他必要と認められる事象 

ただし，類似の事象が２つ以上ある場合には， も厳しい事象で代表させるこ

とができる。 

(２) 上記事象の解析に当たっては，技術的に妥当な解析モデル及びパラメー

タを採用するほか，以下の事項を満足させて解析を行うこと。 

① 異常事象を速やかに収束させ，又はその拡大を防止し，あるいはその結果

を緩和することを主たる機能とする系統については，その機能別に結果を も

厳しくする単一故障を仮定すること。 

② 事象の影響を緩和するのに必要な運転員の手動操作については，適切な時

間的余裕を考慮すること。 

1.9.4 閉じ込めの機能 

（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は、放射性物質を限定された区域に適切に閉

じ込めることができるものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に閉じ込める機能

を有する設計とするため，以下の設計を行うものとする。 

 (１) 放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難い構

造とする。また，使用する化学薬品等を考慮し，腐食し難い材料を使用す

るとともに，腐食しろを確保する設計とする。 

 (２) プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル廃液を内包する系統

及び機器は，原則として，セル等に収納する設計とする。液体状の放射性

物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはステンレス鋼製の

漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏えいした場合

は，漏えい検知装置により検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏

えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し処理できる設計とする。 

 (３) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，ウ

ランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器，セル等並びにこれらを収納

する建屋は，以下の事項を満足する気体廃棄物の廃棄施設を有する設計と

する。 

 ａ．気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する設計

とする。 

 ｂ．プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル廃液を内包する系統及

び機器，ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器，セル等並びに

これらを収納する建屋は，原則として，常時負圧に保ち，それぞれの気

圧は，原則として，建屋，セル等，系統及び機器の順に気圧が低くなる

設計とする。 

 ｃ．気体廃棄物の廃棄施設は，フィルタ，洗浄塔等により放射性物質を適切

に除去した後，主排気筒等から放出する設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

③ 放射性物質の放散の低減に係る系統及び機器の機能が要求される場合に

は，外部電源の喪失を考慮すること。 

(３) 各事象に対する安全設計の妥当性を評価するに当たっては，上記(１)①

については適切と認められる運転条件の変動幅の中であることを，また，(１)

②～⑦については一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこ

とを判断の基準とすること。 

3. 立地評価事故の評価 

(１) 再処理施設と一般公衆との離隔距離の妥当性を評価するために，設計基

準事象よりはその発生する可能性は更に小さいが，設計基準事象の範囲を超え

る放射性物質の放出量を工学的観点から仮想し，これを立地評価事故とするこ

と。 

(２) 一般公衆との離隔距離の評価に当たっては，｢核燃料施設の立地評価上必

要なプルトニウムに関するめやす線量について｣を適用するほか,｢原子炉立地

審査指針」及び｢原子炉立地審査指針を適用する際に必要な暫定的な判断のめ

やす｣を参考とすること。 

4. 放射性物質の大気中の拡散 

上記２(２)及び３(２)の線量当量の解析に当たって，環境に放出された放射性

物質の大気中の拡散については，｢発電用原子炉施設の安全解析に関する気象

指針｣を適用すること。 

 

適合のための評価方針 

1. 安全評価の目的について 

再処理施設の安全性の評価に当たっては，再処理施設に関して技術的に見て想定

される異常事象の中から設計基準事象を選定し，安全対策の妥当性を評価する。

また，再処理施設の離隔距離の妥当性を判断するために立地評価事故を選定し評

価する。 

2. 設計基準事象の評価について 

設計基準事象については，「異常事象を速やかに収束させ，又はその拡大を防止

し，あるいはその結果を緩和することを主たる機能とする系統」の妥当性を確認

する観点から， 

 ｄ．設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持，漏えい及び逆流防止

の機能を確保する設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわ

れた場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込めの機能を確

保する設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

4. 再処理設備本体 

5. 製品貯蔵施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

① 運転時の異常な過渡変化 

② 被覆材等の金属微粒子，有機溶媒等による火災・爆発 

③ 核燃料物質による臨界 

④ 各種機器，配管等の破損，故障等による漏えい及び機能喪失 

⑤ 使用済燃料集合体等の取り扱いに伴う破損等 

⑥ 短時間の全動力電源の喪失 

を選定し評価する。 

3. 立地評価事故の評価について 

立地評価事故については，一般公衆との離隔距離の妥当性を確認する観点から，

設計基準事象の範囲を超える放射性物質の放出量を工学的観点から仮想し，これ

を立地評価事故として評価する。 

4. 放射性物質の大気中の拡散について 

設計基準事象及び立地評価事故の評価における線量当量の解析に当たっての環境

に放出された放射性物質の大気中の拡散については，「発電用原子炉施設の安全

解析に関する気象指針｣を適用する。 

 

添付書類八の下記項目参照 

1. 安全評価に関する基本方針 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 運転時の異常な過渡変化を超える事象 

4. 立地評価事故 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.5 閉じ込めの機能 

指針４．閉じ込めの機能 

再処理施設は，以下の対策を講ずることにより，放射性物質を限定された区域

に閉じ込める機能を有する設計であること。 

1. 放射性物質を収納する系統及び機器は，放射性物質が漏洩し難い構造であ

ること。また，使用する化学薬品等に対して適切な腐食対策が講じられている

こと。 

2. プルトニウムを含む溶液，粉末及び高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する

系統及び機器は，原則として，セル等に収納されること。 

セル等は，液体状の放射性物質が漏洩した場合に，その漏洩を検知し，漏洩の

拡大を防止するとともに漏洩した放射性物質を安全に移送及び処理することが

できる設計であること。 

3. プルトニウムを含む溶液及び高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及

び機器，ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器，セル等並びにこれら

を収納する構築物は，以下の事項を満足する換気系統を有すること。 

(１) 換気系統は，放射性物質が漏洩し難く，かつ逆流し難い構造であるこ

と。 

(２) 換気系統により，プルトニウムを含む溶液及び高レベル放射性液体廃棄

物を内蔵する系統及び機器，ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器，

セル等並びにこれらを収納する構築物は，原則として，常時負圧に保たれてい

ること。また，それぞれの気圧は，原則として，構築物，セル等，系統及び機

器の順に低くすること。 

(３) 換気系統には，フィルタ，洗浄塔等の放射性物質を除去するための系統

及び機器が適切に設けられていること。 

 

 

適合のための設計方針 

放射性物質を取り扱う設備では，放射性物質を限定された区域に閉じ込める機能

を有する設計とするため，以下の設計を行うものとする。 

1.について 

1.9.5 火災等による損傷の防止 

（火災等による損傷の防止） 

第五条 安全機能を有する施設は、火災又は爆発により再処理施設の安全

性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を防止することができ、か

つ、消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全機能を有する施設

に属するものに限る。）及び早期に火災発生を感知する設備（以下「火

災感知設備」という。）並びに火災及び爆発の影響を軽減する機能を有

するものでなければならない。 

２ 消火設備（安全機能を有する施設に属するものに限る。）は、破損、

誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な施設の安全機能

を損なわないものでなければならない。 

 

 

適合のための設計方針 

 第１項について 

   安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施設の安全性が損

なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期に火災発生を感知し

消火を行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減するために，以下の対策を

講ずる。 

 (１) 可燃性物質又は熱的に不安定な物質を使用又は生成する系統及び機器

は，適切に設定した熱的制限値及び化学的制限値を超えない設計とする。 

 (２) 有機溶媒等を取り扱う設備は，有機溶媒等の温度をその引火点未満に

維持できる設計とする。 

 (３) 有機溶媒等を取り扱う設備をその内部に設置するセル，グローブボッ

クス及び室は，適切に換気を行うことにより，当該施設から有機溶媒等が

漏えいした場合においても，火災及び爆発を防止できる設計とする。 

 (４) 水素の発生のおそれがある設備は，塔槽類廃ガス処理設備に接続し，

適切に換気を行い，発生した水素が滞留しない設計とする。 

 (５) 水素を取り扱う又は水素の発生のおそれがある設備をその内部に設置

するセル，グローブボックス及び室は，適切に換気することにより，当該
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

放射性物質を内蔵する系統及び機器は，取り扱う放射性物質，化学薬品及び圧

力，温度等各種の条件を考慮して材料を選定し設計するとともに，腐食環境にあ

る系統及び機器は，腐食代を考慮して設計する。 

2.について 

(１) プルトニウムを含む溶液，粉末及び高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する

系統及び機器は，原則としてセル等に収納する設計とする。 

(２) 上記(１)のセル等は，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合にその漏

えいを検知し，漏えいした液体状の放射性物質のセル外への拡大を防止できるよ

うに，漏えい液受皿を設けるものとする。 

(３) 上記(２)の漏えいした液体状の放射性物質を，安全に移送及び処理するこ

とができる設計とする。 

3.について 

プルトニウムを含む溶液及び高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機

器，ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器，セル等並びにこれらを収納

する建物・構築物は，以下の事項を満足する気体廃棄物の廃棄施設を有する設計

とする。 

(１) 気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質が漏えいし難い構造とし，かつ，

弁，ダンパ等により逆流し難い設計とする。 

(２) 気体廃棄物の廃棄施設は，原則として常時負圧を保つように設計するとと

もに，それぞれの気圧は，建物・構築物，セル等，系統及び機器の順に低くなる

ように設計する。 

(３) 気体廃棄物の廃棄施設には，放射性物質を除去するために，その種類及び

量等に応じたフィルタ，洗浄塔等を設けるものとする。また，フィルタ等は，監

視可能とし，その機能を損なうことなく交換可能な設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

4. 再処理設備本体 

5. 製品貯蔵施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

設備から水素が漏えいした場合においてもそれが滞留しない設計とし，か

つ，当該設備を適切に接地し爆発を防止できる設計とする。 

 (６) 放射性物質を内包するグローブボックスのうち，当該機能を喪失する

ことで再処理施設の安全性を損なうおそれのあるものは，火災により閉じ

込め機能を損なうおそれのないよう，不燃性材料又は難燃性材料を使用す

る設計とする。閉じ込め部材であるパネルに可燃性材料を使用する場合

は，パネルを難燃性材料により被覆する設計とする。 

 (７) 建屋内外で発生する一般的な火災及び爆発として，電気系統の機器又

はケーブルの短絡及び地絡，落雷及び地震の自然現象並びに漏えいした潤

滑油及び燃料油の引火に起因するものを考慮した設計とする。 

 (８) 安全機能を有する施設のうち，安全評価上その機能を期待する構築

物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系

統及び機器を設置する区域に対し，火災区域及び火災区画を設定する。 

 また，上記以外に係る放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築

物，系統及び機器を設置する区域についても，火災区域に設定する。 

 設定する火災区域及び火災区画に対して，火災及び爆発の発生防止，火

災の感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火

災防護対策を講ずる設計とする。 

 (９) 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて機能を確保

する。 

 安全上重要な施設のうちその重要度と特徴を考慮し も重要な設備とな

る「プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベル放射性液体廃棄物の閉

じ込め機能（異常の発生防止機能を有する排気機能）を有する気体廃棄物

の廃棄施設の排風機」，「崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系の重要度の

高いもの，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備貯蔵室から

の排気系」，「安全圧縮空気系」及び「上記機能の維持に必要な支援機能

である非常用所内電源系統」に対しては，以下ａ．～ｃ．のとおり系統分

離対策を講ずる設計とする。 

 ａ．互いに相違する系列間が３時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離さ

れていること。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9. その他再処理設備の附属施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．互いに相違する系列間の水平距離が６ｍ以上あり，かつ，火災感知設備

及び自動消火設備が当該火災区域又は火災区画に設置されていること。こ

の場合，水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないこ

と。 

 ｃ．互いに相違する系列間が１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離されて

おり，かつ，火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置されて

いること。 

 また，上記以外の多重化された安全上重要な施設は，施設に応じて適切

に系統分離を行うことで火災及び爆発により同時に冷却，水素掃気，火災

及び爆発の防止，臨界防止，遮蔽並びに閉じ込めの安全機能を喪失するこ

とがない設計とする。 

 (10) 各火災区域又は火災区画における安全上重要な施設への火災防護対策

の妥当性を内部火災影響評価ガイドを参考に評価し，安全上重要な施設へ

火災による影響を及ぼすおそれがある場合には，追加の火災防護設計を講

ずる。 

 (11) 上記に加え，再処理施設を対象とした火災防護対策を実施するため，

火災防護計画を策定する。 

 

 第２項について 

  消火設備の破損，誤作動又は誤操作が発生した場合においても安全上重要

な施設の安全機能を損なわないよう以下の設計とする。 

 (１) 電気盤室に対しては，消火剤に水を使用せず，かつ，電気的絶縁性の

高い消火剤を配置する。 

 (２) 非常用ディーゼル発電機は，不活性ガスを用いる二酸化炭素消火設備

の破損により流出する二酸化炭素の影響による給気不足を引き起こさない

ように外気より給気する構造とする。 

 (３) 電気絶縁性が大きく，揮発性が高いハロゲン化物消火設備を設置する

ことにより，設備の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出しても，

電気及び機械設備に影響を与えない設計とする。 

 (４) 固定式消火設備を設置するセルのうち，形状寸法管理機器を収納する
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セルの消火設備には，水を使用しないガス消火設備を選定する。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.5 火災及び爆発の防止に関する設計 

1.7.5 セル及びグローブボックスに関する設計 

1.7.15 溢水防護に関する設計 

4. 再処理設備本体 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.6 放射線しゃへい 

指針５．放射線遮蔽 

1. 再処理施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による一般公

衆の線量が十分に低くなるように，再処理施設に適切な遮蔽を設けること。 

2. 放射線業務従事者が立ち入る場所については，遮蔽設計の基準となる線量

率を施設内の区分に応じ適切に定めること。また，開口部又は配管等の貫通部

があるものに対しては，必要に応じ，放射線漏洩防止措置が講じられているこ

と。 

3. 遮蔽設計に当たっては，遮蔽計算に用いられる線源，遮蔽体の形状及び材

質，計算誤差等を考慮し，十分な安全裕度を見込むこと。 

 

適合のための設計方針 

1.について 

直接線及びスカイシャイン線による一般公衆の線量は，平常時においては，合理

的に達成できる限り低くなるよう再処理施設の配置を考慮したしゃへい設計をす

る。 

設計基準事象想定時においては，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスク

を与えないようにしゃへい設計をする。 

2.について 

(１) ｢核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律｣に基づき定めら

れている線量限度を満足するよう基準線量当量率又は基準線量率を定め，これに

対応するように，適切なしゃへい設計を行う。 

(２) 開口部又は貫通部に対しては，迷路構造，補助しゃへい材の使用等によ

り，放射線漏えい防止措置を講ずるとともに放射線業務従事者等に対する距離の

確保等の措置により被ばく低減に努める。 

3.について 

しゃへい設計に当たっては，しゃへい計算に用いられる線源，しゃへい体の形状

及び材質，計算誤差等を考慮し，十分な安全裕度を見込む。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.9.6 安全機能を有する施設の地盤 

（安全機能を有する施設の地盤） 

第六条 安全機能を有する施設は、次条第二項の規定により算定する地震

力（安全機能を有する施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれが

あるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が

特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）にあっては、同条第

三項に規定する基準地震動による地震力を含む。）が作用した場合にお

いても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に

設けなければならない。 

２ 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれる

おそれがない地盤に設けなければならない。 

３ 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければなら

ない。 

 

適合のための設計方針 

 第１項について 

   安全機能を有する施設は，耐震重要度分類のクラスに応じて算定する地

震力（耐震重要施設にあっては，基準地震動Ｓｓによる地震力を含む。）

が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持するこ

とができる地盤に設ける設計とする。 

 第２項について 

   耐震重要施設は，変形した場合においてもその安全機能が損なわれるお

それがない地盤に設ける設計とする。 

 

 第３項について 

   耐震重要施設は，変位が生じるおそれがない地盤に設ける設計とする。 

 

添付書類四の下記項目参照 

4. 地 盤 

6. 地 震 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.3 放射線のしゃへいに関する設計 

2. 施設配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.6 耐震設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―182



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.7 放射線被ばく管理 

指針６．放射線被ばく管理 

1. 作業環境における放射線被ばく管理 

(１) 放射線業務従事者の作業環境を監視，管理するため，線量率，空気中の

放射性物質濃度等の監視系統及び測定機器並びに線量率の異常な上昇に対する

警報系統を設けること。 

(２) 上記監視系統及び警報系統からの主要な情報は，適切な場所において集

中して監視できる設計であること。 

2. 放射線業務従事者の個人被ばく管理 

放射線業務従事者の個人被ばく管理のため，適切な外部被ばく管理機器及び内

部被ばく管理機器を備えること。 

3. 管理区域の区分 

再処理施設の管理区域は，線量率，空気中の放射性物質濃度及び表面汚染密度

の程度に応じて適切に区分し，適切な出入管理等を行える設計であること。 

 

適合のための設計方針 

1. 作業環境における放射線被ばく管理について 

(１) 放射線業務従事者等の作業環境を監視及び管理するために，外部放射線に

係る線量当量率については,ガンマ線エリアモニタ，中性子線エリアモニタで構

成する監視系統，及びサーベイメータ等の測定機器を設ける。空気中の放射性物

質濃度については,ベータ線ダストモニタ，アルファ線ダストモニタで構成する

監視系統,及びサンプリング装置，放射能測定装置等の測定機器を設ける。 

また，床等の表面の放射性物質の密度については，サーベイメータ，放射能測定

装置等の測定機器を備える。外部放射線に係る線量当量率及び空気中の放射性物

質濃度の監視系統は，線量当量率等の異常な上昇に対して中央制御室等及び必要

な箇所において警報を発する設計とする。 

(２) 外部放射線に係る線量当量率及び空気中放射性物質濃度の監視系統並びに

警報系統からの主要な情報は，中央制御室において集中して監視できるようにす

るとともに，必要な箇所においても監視できる設計とする。 

2. 放射線業務従事者の個人被ばく管理について 

1.9.7 地震による損傷の防止 

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は、地震力に十分に耐えることができるも

のでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能を

有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程

度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準

地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれ

がないものでなければならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面

の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければなら

ない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

 (１) 安全機能を有する施設は，耐震重要度分類に分類し，それぞれに応じ

た耐震設計を行う。 

Ｓクラスの施設：自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接

関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に

拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出

する可能性のある事態を防止するために必要な施設及

び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質によ

る影響を低減させるために必要な施設であって，環境

への影響が大きいもの。 

Ｂクラスの施設：安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影

響がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外

の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求さ
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

放射線業務従事者等の個人被ばく管理のため，外部被ばくについては，適切な個

人線量計を備える。内部被ばくについては,ホールボディカウンタ等の内部被ば

く管理機器を備える。 

3. 管理区域の区分について 

適切な出入管理等を行うため，再処理施設の管理区域内は， 

(１) 外部放射線に係る線量率の高低 

(２) 空気中の放射性物質の濃度又は床等の表面の放射性物質の密度の高低 

以上を勘案して細区分し，段階的な出入管理等を行う。 

 

添付書類六の下記項目参照 

8. 放射線管理施設 

添付書類七の下記項目参照 

2. 再処理施設の放射線管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れる施設。 

 (２) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設は，以下に示す地震力に対し

ておおむね弾性範囲に留まる設計とする。 

Ｓクラス：弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力。 

Ｂクラス：静的地震力 

共振のおそれのある施設については，弾性設計用地震動に２分

の１を乗じた地震力。 

Ｃクラス：静的地震力 

 ａ．弾性設計用地震動による地震力 

   弾性設計用地震動は，基準地震動との応答スペクトルの比率の値が，

目安として 0.5 を下回らないような値で，工学的判断に基づいて設定す

る。 

 ｂ．静的地震力 

 (ａ) 建物・構築物 

   水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃⅰに，次に示す施設の耐震重要度分

類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものと

する。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

   ここで，地震層せん断力係数Ｃⅰは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2 以上と

し，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値と

する。 

   また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃⅰに乗

じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，耐震重要度分類の各クラスと

もに 1.0 とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は 1.0 以上とする。 

   Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方

向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度 0.3 以上を基準と

し，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 (ｂ) 機器・配管系 

   耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(ａ)に示す地震層せん断力

係数Ｃⅰに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度と

し，当該水平震度及び上記(ａ)の鉛直震度をそれぞれ20％増しとした震度

より求めるものとする。なお，水平地震力と鉛直地震力とは同時に不利な

方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定

とする。 

 第３項について 

 (１) 基準地震動は， 新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及び敷地

周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震

工学的見地から想定することが適切なものを策定する。 

 (２) 耐震重要施設は，基準地震動による地震力に対して安全機能が損な

われないよう設計する。 

 第４項について 

   耐震重要施設周辺においては，基準地震動による地震力に対して，施

設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜

面はない。 

 

添付書類四の下記項目参照 

4. 地 盤 

6. 地 震 

添付書類六の下記項目参照 

1.6 耐震設計 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.8 放射性廃棄物の放出管理 

指針７．放射性廃棄物の放出管理 

1. 放射性気体廃棄物の放出管理 

(１) 再処理施設で発生する放射性気体廃棄物については，周辺環境に放出さ

れる排気中の放射性物質の濃度及び量を合理的に達成できる限り低くするため

に，必要に応じて洗浄，ろ過等の適切な処理を行える設計であること。 

(２) 放出される放射性気体廃棄物は，十分な拡散効果を有する排気筒から放

出管理が行える排気系統を通じて放出される設計であること。 

2. 放射性液体廃棄物の放出管理 

(１) 再処理施設で発生する放射性液体廃棄物については，海洋に放出される

排水中の放射性物質の濃度及び量を合理的に達成できる限り低くするために，

必要に応じてろ過，蒸発，イオン交換，凝集沈殿等の適切な処理が行える設計

であること。 

(２) 放出される放射性液体廃棄物は，十分な拡散効果を有する放出口から放

出管理が行える排水設備を通じて放出される設計であること。 

 

適合のための設計方針 

1. 放射性気体廃棄物の放出管理について 

(１)ａ．せん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽等から発生する廃ガス

は，環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くするよう，ＮＯ

ｘ吸収塔，よう素フィルタ，高性能粒子フィルタ等で洗浄，ろ過等の処理をした

後，主排気筒から放出する設計とする。 

ｂ．各施設の塔槽類からの廃ガスは，環境への放射性物質の放出量を合理的に達

成できる限り低くするように廃ガス洗浄塔，高性能粒子フィルタ等で洗浄，ろ過

等の処理をした後，主排気筒及び北換気筒から放出する設計とする。 

ｃ．固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガスは，環境への放射性物質

の放出量を合理的に達成できる限り低くするように廃ガス洗浄器，ミストフィル

タ,高性能粒子フィルタ等で洗浄，ろ過等の処理をした後，主排気筒から放出す

る設計とする。 

ｄ．セル等の換気は，必要に応じて高性能粒子フィルタ等でろ過等の処理をした

1.9.8 津波による損傷の防止 

（津波による損傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有する施設

に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対

して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

   耐震重要施設であるＳクラスに属する施設の設置される敷地は，標高約

55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地点に位置しており，断層のすべり量

が既往知見を大きく上回る波源を想定した場合でも，より厳しい評価とな

るように設定した標高40ｍの敷地高さへ津波が到達する可能性はなく，ま

た，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋から導か

れ，汀線部から沖合約３ｋｍまで敷設する海洋放出管は，低レベル廃液処

理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋を標高約55ｍの敷地に設置す

ることから，海洋放出管の経路からこれらの建屋に津波が流入するおそれ

はない。 

   したがって，津波によって，耐震重要施設であるＳクラスに属する施設

の安全機能が損なわれるおそれはないことから，津波防護施設等を新たに

設ける必要はない。 

 

添付書類四の下記項目参照 

8. 津 波 

添付書類六の下記項目参照 

1.8 耐津波設計 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

後，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出する設計と

する。 

(２) 放射性物質を含んだ気体廃棄物は，必要な拡散効果の期待できる主排気

筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から監視しながら放出する設計

とする。 

2. 放射性液体廃棄物の放出管理について 

(１) 周辺環境に放出する放射性液体廃棄物による一般公衆の線量は，合理的に

達成できる限り低くする設計とする。廃液の放射性物質の濃度等の性状に応じて

ろ過，脱塩，蒸発等の処理を行う設計とする。 

(２) 周辺環境に放出する液体廃棄物中の放射性物質の量及び濃度を確認し，十

分な拡散効果を有する海洋放出口から海洋に放出する設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

8. 放射線管理施設 

添付書類七の下記項目参照 

2. 再処理施設の放射線管理 

4. 放射性廃棄物処理 

5. 平常時における一般公衆の線量評価 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.9 貯蔵等に対する考慮 

指針８．貯蔵等に対する考慮 

再処理施設における使用済燃料の貯蔵，製品貯蔵，放射性廃棄物の保管廃棄等

の放射性物質の貯蔵等は，適切な貯蔵容量及び冷却の機能を有するとともに一

般公衆の線量が十分に低くなるように，適切な遮蔽等の機能を有する施設で行

う設計であること。 

 

適合のための設計方針 

1. 使用済燃料の貯蔵容量は, 大再処理能力800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に対

して受け入れた使用済燃料を３年間以上貯蔵できる3,000ｔ・ＵＰｒとし，燃料

貯蔵プールでは，使用済燃料の崩壊熱による過度な温度上昇を防ぐため適切な冷

却機能を有する設計とする。使用済燃料の貯蔵設備は，一般公衆及び放射線業務

従事者等の線量が十分に低くなるように適切なしゃへい設計とする。 

2. ウラン酸化物の貯蔵容量は，4,000ｔ・Ｕ(ここでいうｔ・Ｕは，金属ウラン

質量換算である｡)とし，一般公衆及び放射線業務従事者等の線量が十分に低くな

るように適切なしゃへい設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物の貯蔵容量は,60ｔ・(Ｕ＋Ｐｕ)(ここでいう

ｔ・(Ｕ＋Ｐｕ)は，金属ウラン及び金属プルトニウム質量換算である｡)とし，適

切な冷却設備を有するとともに一般公衆及び放射線業務従事者等の線量が十分に

低くなるように適切なしゃへい設計とする。 

3. ガラス固化体貯蔵設備は,約8,200本のガラス固化体を貯蔵できる容量とし，

必要な冷却機能及びしゃへいを設ける設計とする。 

4. 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，燃料被覆管せん断片及び燃料集合体端末片

を約2,000本(1,000Ｌドラム換算)，チャンネルボックス及びバーナブルポイズン

を約7,000本（200ℓ ドラム缶換算），雑固体廃棄物等を約77,430本（200ℓ ドラ

ム缶換算）貯蔵できる容量とし，一般公衆及び放射線業務従事者等の線量が十分

低くなるように適切なしゃへい機能を有する設計とする。 

なお，雑固体廃棄物等は，再処理事業の開始から27,250本貯蔵（平成22年6月30

日現在）していることから，これ以降の貯蔵容量は約６年分である。 

また，再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及び津波を

除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損な

わないものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすお

それがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用す

る衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなけれ

ばならない。 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺において想定される

再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわ

ないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

   安全機能を有する施設は，設計基準において想定される自然現象（地震

及び津波を除く。）に対して再処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。また，安全上重要な施設は，想定される自然現象により作用する衝撃

及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮する。 

 (１) 風（台風） 

   敷地付近の気象観測所で観測された日 大瞬間風速は，八戸特別地域気

象観測所での観測記録（1951年～2018年３月）で41.7ｍ／ｓ（2017年９月

18日）である。安全機能を有する施設の設計に当たっては，この観測値を

考慮し，建築基準法に基づく風荷重に対して安全機能を有する施設の安全

機能を確保すること若しくは風（台風）による損傷を考慮して代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を

行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわ

ない設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

施設から発生する雑固体廃棄物及び低レベル濃縮廃液の固化体は，再処理事業の

開始から15,991本貯蔵（平成22年6月30日現在）していることから，これ以降の

貯蔵容量は９年分である。 

ただし，第４低レベル廃棄物貯蔵系を使用しない場合の貯蔵容量は，約２年分で

ある。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.3 放射線のしゃへいに関する設計 

1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

5. 製品貯蔵施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

添付書類七の下記項目参照 

4. 放射性廃棄物処理 

5. 平常時における一般公衆の線量評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 竜  巻 

   日本で過去（1961年～2013年12月）に発生した 大の竜巻から，設計竜

巻の 大風速は92ｍ／ｓとなるが，竜巻に対する設計に当たっては，蓄積

されている知見の少なさといった不確定要素を考慮し，将来の竜巻発生に

関する不確実性を踏まえ，基準竜巻の 大風速を安全側に切り上げて，設

計竜巻の 大風速を100ｍ／ｓとし，安全機能を有する施設の安全機能を損

なわないよう，飛来物の発生防止対策及び竜巻防護対策を行う。 

 

 ａ．飛来物の発生防止対策 

   竜巻により再処理事業所内の資機材が飛来物となり，安全機能を有する

施設の安全機能を損なわないよう，以下の対策を行う。 

 (ａ) 飛来物となる可能性のあるものを固定，固縛，建屋収納又は敷地から

撤去する。 

 (ｂ) 車両の周辺防護区域内への入構の管理，竜巻の襲来が予想される場合

の車両の固縛又は飛来対策区域外の退避場所への退避を行う。 

 ｂ．竜巻防護対策 

   安全機能を有する施設は，設計荷重（竜巻）に対して安全機能を損なわ

ない設計とすること，若しくは竜巻による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設

計とする。安全上重要な施設は，竜巻防護対象施設とし，建物の外壁及び

屋根により建物全体で適切に防護することにより安全機能を損なわない設

計とすることを基本とする。屋外に設置される竜巻防護対象施設や，建

物・構築物による防護が期待できない竜巻防護対象施設については，設備

による竜巻防護対策として，飛来物防護板及び飛来物防護ネットを設置す

ることにより安全機能を損なわない設計とする。 

   竜巻の発生に伴い，降雹が考えられるが，降雹による影響は竜巻防護設

計にて想定している設計飛来物の影響に包絡される。また，冬季における

竜巻の発生を想定し，積雪による荷重を適切に考慮する。 

    

添六―189



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 凍  結 

敷地付近の気象観測所で観測された日 低気温は，むつ特別地域気象観測

所での観測記録（1935年～2018年３月）によれば－22.4℃（1984年２月18

日），八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）によれ

ば－15.7℃（1953年１月３日）である。安全機能を有する施設の設計に当た

っては，これらの観測値並びに敷地内及び敷地周辺の観測値を適切に考慮す

るため，六ヶ所地域気象観測所の観測値を参考にし，安全機能を確保するこ

と若しくは凍結による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に

組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (４) 高  温 

敷地付近の気象観測所で観測された日 高気温は，むつ特別地域気象観測

所での観測記録（1935年～2018年３月）によれば34.7℃（2012年７月31

日），八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）によれ

ば37.0℃（1978年８月３日）である。安全機能を有する施設の設計に当たっ

ては，これらの観測値並びに敷地内及び敷地周辺の観測値を適切に考慮する

ため，六ヶ所地域気象観測所の観測値を参考にし，安全機能を確保すること

若しくは高温による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (５) 降  水 

敷地付近の気象観測所で観測された日 大降水量は，八戸特別地域気象観

測所での観測記録（1937年～2018年３月）で160.0ｍｍ（1982年５月21

日），むつ特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）で

162.5ｍｍ（1981年８月22日及び2016年８月17日），六ヶ所地域気象観測所

での観測記録（1976年４月～2020年３月）で208ｍｍ（1990年10月26日）で

ある。また，敷地付近で観測された日 大１時間降水量は，八戸特別地域気

象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）で67.0ｍｍ（1969年８月５
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日），むつ特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）で51.5

ｍｍ（1973年９月24日），六ヶ所地域気象観測所での観測記録（1976年４月

～2020年３月）で46ｍｍ（1990年10月26日）である。安全機能を有する施設

の設計に当たっては，これらの観測記録を適切に考慮し，安全機能を確保す

ること若しくは降水による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (６) 積  雪 

   敷地付近の気象観測所で観測された 深積雪は，むつ特別地域気象観測

所での観測記録（1935年～2018年３月）によれば170ｃｍ（1977年２月15

日）であるが，六ヶ所地域気象観測所での観測記録（1973年～2002年）に

よる 深積雪量は190ｃｍ（1977年２月）である。したがって，積雪荷重に

対しては，これを考慮するとともに，建築基準法に基づき，安全機能を有

する施設の安全機能を確保すること若しくは積雪による損傷を考慮して代

替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等

の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能

を損なわない設計とする。 

 

 (７) 落  雷 

   安全機能を有する施設の設計においては，落雷によってもたらされる影

響及び再処理施設の特徴を考慮し，直撃雷に対する設計対処施設及び間接

雷に対する設計対処施設を選定して耐雷設計を行う。 

耐雷設計においては，再処理施設が立地する地域の気候，再処理事業所及

びその周辺で過去に観測された落雷データを踏まえるとともに，観測値に安

全余裕を見込んで，想定する落雷の規模を270ｋＡとする。 

   直撃雷に対する設計対処施設は，「原子力発電所の耐雷指針」（ＪＥＡ

Ｇ4608-2007），建築基準法及び消防法に基づき，日本産業規格に準拠した

避雷設備を設置する設計とするとともに，避雷設備を構内接地系と連接す

ることにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平
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坦化を図る。 

   間接雷による雷サージ抑制設計としては，270ｋＡの主排気筒への落雷の

影響に対して安全機能を損なわない設計とすること，若しくは落雷による

損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (８) 火山の影響 

   安全機能を有する施設は，火山の影響が発生した場合においても安全機

能を損なわない設計とする。 

   安全上重要な施設は，再処理施設の運用期間中において再処理施設の安

全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚55ｃｍ，密度1.3ｇ

／ｃｍ３（湿潤状態）の降下火砕物に対し，以下のような設計とすることに

より安全機能を損なわない設計とする。 

 ａ．構造物への静的負荷に対して安全余裕を有する設計とすること 

 ｂ．構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設計とすること 

 ｃ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械

的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計とすること 

 ｄ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械

的影響（磨耗）に対して磨耗し難い設計とすること 

 ｅ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学

的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計とすること 

 ｆ．敷地周辺の大気汚染に対して制御建屋中央制御室換気設備は降下火砕物

が侵入し難く，さらに外気を遮断できる設計とすること 

 ｇ．電気系及び計測制御系の絶縁低下に対して，換気設備は降下火砕物が侵

入し難い設計とすること 

 ｈ．降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の除去や

換気設備外気取入口のフィルタの交換又は清掃並びに換気設備の停止又は

循環運転の実施により安全機能を損なわない設計とすること 
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   その他の安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を

維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とす

る。 

   さらに，降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪失及び

敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，再処理施設の安

全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できるようにすること

により安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (９) 生物学的事象 

安全機能を有する施設は，生物学的事象として敷地周辺の生物の生息状況

の調査に基づいて鳥類，昆虫類，小動物，魚類，底生生物及び藻類の再処理

施設への侵入を防止又は抑制することにより,安全機能を損なわない設計と

する。換気設備の外気取入口，ガラス固化体貯蔵設備の冷却空気入口シャフ

ト及び冷却空気出口シャフト，屋外に設置する電気設備並びに給水処理設備

に受け入れる水の取水口には，対象生物の侵入を防止又は抑制するための措

置を施し，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (10) 森林火災 

安全機能を有する施設は，森林火災の影響が発生した場合においても安

全機能を損なわない設計とすること，若しくは森林火災による損傷を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間

で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全

機能を損なわない設計とする。 

森林火災については，ＦＡＲＳＩＴＥによる影響評価により算出される

大火線強度に基づいた防火帯幅を敷地内に確保する設計とする。また，火炎

からの離隔距離の確保等により，外部火災防護対象施設を収納する建屋外壁

等の温度を許容温度以下とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を

損なわない設計とする。 
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上記に含まれない安全機能を有する施設については，森林火災により損傷

した場合を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

が生じない期間に修理を行うこと又はそれらを組み合わせることにより，安

全機能を損なわない設計とする。 

森林火災により発生するばい煙の影響に対しては，外部火災防護対象施設

を収納する建屋の換気設備，外気を直接設備内に取り込む外部火災防護対象

施設は，フィルタによりばい煙の侵入を防止する設計とするか，ばい煙が侵

入しても閉塞を防止する構造とし，外部火災防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。 

制御建屋の中央制御室については，制御建屋中央制御室換気設備の外気と

の連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置を講じ，

運転員の居住性を確保する設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転

員への影響を防止する設計とする。 

 

 (11) 塩  害 

   再処理施設は海岸から約５ｋｍ離れており，塩害の影響は小さいと考え

られるが，換気設備の給気系への粒子フィルタの設置，直接外気を取り込

む施設の防食処理，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受電開閉設

備の絶縁性の維持対策により，安全機能を有する施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 (12) 異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準事故の組合せ 

   再処理施設の設計において考慮する自然現象については，その特徴を考

慮し，必要に応じて異種の自然現象の重畳を想定する。重畳を想定する組

合せの検討に当たっては，同時に発生する可能性が極めて低い組合せ，再

処理施設に及ぼす影響モードが異なる組合せ及び一方の自然現象の評価に

包絡される組合せを除外し，積雪及び風（台風）,積雪及び竜巻，積雪及び

火山の影響（降灰），積雪及び地震，風（台風）及び火山の影響（降灰）

並びに風（台風）及び地震の組合せを考慮する。 
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   また，安全上重要な施設は，自然現象又はその組合せにより安全機能を

損なわない設計とする。安全上重要な施設の安全機能を損なわなければ設

計基準事故に至らないため，安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそ

れがあると想定される自然現象又はその組合せと設計基準事故に因果関係

はない。したがって，因果関係の観点からは，安全上重要な施設に大きな

影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により安全上重要な施設

に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を組み合わせる必要はな

く，安全上重要な施設は，個々の自然現象又はその組合せに対して安全機

能を損なわない設計とする。また，安全上重要な施設は，設計基準事故の

影響が及ぶ期間に発生すると考えられる自然現象により当該安全上重要な

施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を適切に考慮する設

計とする。 

 

第３項について 

   安全機能を有する施設は，設計基準において想定される人為事象に対し

て再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 (１) 航空機落下 

   航空機落下評価ガイド等に基づき，工程単位で航空機落下に対する防護

設計の要否を確認することとし，安全機能を有する施設のうち安全上重要

な施設を収納する建屋及び安全機能の維持に必要な施設を対象に航空機落

下確率評価を行った。 

   建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする建物・構築物につい

ては１／10の係数を適用した。 

   大の標的面積となるウラン・プルトニウム混合脱硝のウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び安全機能の維持に必要な施設を対象とした場合，

計器飛行方式民間航空機の航空機落下確率は2.3×10－10（回／年），自衛隊

機又は米軍機の航空機落下確率は4.5×10－８（回／年），航空機落下確率の

総和は，4.6×10－８（回／年）となり，防護設計の判断基準である10－７（回

／年）を超えないことから，追加の防護設計は必要ない。 
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 (２) 爆  発 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される爆発

に対して安全機能を損なわない設計とすること，若しくは爆発による損傷

を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，そ

の安全機能を損なわない設計とする。 

敷地周辺10ｋｍの範囲内に存在する石油コンビナートとしては，石油備蓄

基地があるが，危険物のみを有する施設であり，爆発の影響評価の対象とな

る高圧ガスを貯蔵していない。 

   敷地周辺10ｋｍの範囲内に存在する高圧ガス貯蔵施設としては，敷地内

に設置されるＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫を対象とす

る。 

   ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫は，高圧ガス保安法に基

づき，着火源を排除するとともに爆発時に発生する爆風や飛来物が上方向

に開放される構造として設計することから，外部火災防護対象施設を収納

する建屋等に対して影響を与えない設計とする。また，外部火災防護対象

施設を収納する建屋等は危険限界距離以上の離隔を確保し，外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (３) 近隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災 

 ａ．近隣の産業施設の火災 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される近隣の

産業施設の火災に対して安全機能を損なわない設計とすること，若しくは近

隣の産業施設の火災による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

敷地周辺10ｋｍの範囲内に存在する石油コンビナートとしては，再処理施

設に与える影響が大きい石油備蓄基地（敷地西方向約0.9ｋｍ）を対象とす

る。石油備蓄基地の原油タンク火災による輻射強度を考慮した場合において

も，離隔距離の確保等により，外部火災防護対象施設を収納する建屋外壁等
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の温度を許容温度以下とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

   また，敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災による輻射強度を考慮

した場合においても，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁温度等

を許容温度以下とすること等により外部火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

 ｂ．航空機墜落による火災 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される航空機

墜落による火災に対して安全機能を損なわない設計とすること，若しくは航

空機墜落による火災による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

航空機墜落による火災については，建屋外壁等の外部火災防護対象施設を

収納する建屋等への影響が厳しい地点に墜落した場合を想定し，火炎からの

輻射強度の影響により，建屋外壁等の温度上昇を考慮した場合においても，

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。また，熱影響に

より外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には，耐火

被覆又は遮熱板等の対策を講ずることにより安全機能を損なわない設計とす

る。 

   さらに，航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との

重畳を考慮した場合においても，外部火災防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。 

 ｃ．二次的影響（ばい煙及び有毒ガス） 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される近隣

の産業施設の火災及び航空機墜落による火災により発生する二次的影響（ば

い煙及び有毒ガス）に対して安全機能を損なわない設計とする。 

近隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災により発生するばい煙の

影響に対しては，外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設備，外気を

直接設備内に取り込む外部火災防護対象施設は，フィルタによりばい煙の侵

入を防止する設計とするか，ばい煙が侵入しても閉塞を防止する構造とし，
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   制御建屋の中央制御室については，制御建屋中央制御室換気設備の外気

との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置を講

じ，運転員の居住性を確保する設計とする。また，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断

し，運転員への影響を防止する設計とする。 

 

 (４) 有毒ガス 

安全機能を有する施設は，敷地内及び敷地周辺で発生する有毒ガスに対し

て安全機能を損なわない設計とする。また，再処理施設は，想定される有毒

ガスの発生に対し，制御建屋中央制御室換気設備により，中央制御室の居住

性を損なわない設計とする。 

再処理施設周辺の固定施設で発生する可能性のある有毒ガスとしては，六

ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化ウランが加水分解して発生する

ふっ化ウラニル及びふっ化水素を想定する。これらの有毒ガスが，再処理施

設の安全機能に直接影響を及ぼすことは考えられない。また，六ヶ所ウラン

濃縮工場において六ふっ化ウランを正圧で扱う工程における漏えい事故が発

生したと仮定しても，六ふっ化ウランが加水分解して発生するふっ化ウラニ

ル及びふっ化水素の濃度は公衆に対する影響が十分に小さい値となることか

ら，六ヶ所ウラン濃縮工場の敷地外に立地する再処理施設の運転員に対して

も影響を及ぼすことはない。 

   再処理施設周辺の可動施設から発生する有毒ガスについては，敷地周辺

には鉄道路線がないこと， も近接する幹線道路については中央制御室が

設置される制御建屋までは約700ｍ離れていること及び海岸から再処理施設

までは約５ｋｍ離れていることから，幹線道路及び船舶航路にて運搬され

る有毒ガスが漏えいしたとしても，再処理施設の安全機能及び運転員に影

響を及ぼすことは考え難い。 

   万一，六ヶ所ウラン濃縮工場又は可動施設から発生した有毒ガスが中央

制御室に到達するおそれがある場合には，必要に応じて制御建屋中央制御

室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環する措置を講ずることにより，運転員への影響を防止することで再処

理施設の安全機能を損なわない設計とする。使用済燃料受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室においても，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転

員への影響を防止することで再処理施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

 (５) 電磁的障害 

   計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要

な計測制御設備及び安全保護回路は，日本産業規格に基づいたノイズ対策

を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持たせることにより，安全

機能を損なわない設計とする。安全上重要な施設以外の計測制御設備につ

いては，その機能の喪失を考慮して代替設備により必要な機能を確保する

こと，代替設備による機能の確保ができない場合は当該機能を必要とする

運転を停止すること，安全上支障の生じない期間に修理を行うこと又はそ

れらを組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (６) 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

安全機能を有する施設は，想定される再処理事業所内における化学物質の

漏えいに対し，安全機能を損なわない設計とする。 

再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学物質としては，試薬

建屋の機器に内包される化学薬品，各建屋の機器に内包される化学薬品並び

に試薬建屋への受入れの際に運搬される化学物質がある。このうち，人為事

象として試薬建屋への受入れの際に運搬される化学物質の漏えいを想定す

る。 

   これらの化学物質の漏えいによる影響としては，安全機能を有する施設

に直接被水すること等による安全機能への影響及び漏えいした化学物質の

反応等によって発生する有毒ガスによる人体への影響が考えられる。この

うち，屋外で運搬又は受入れ時に化学物質の漏えいが発生した場合につい

ては，12条「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」にて整理する。 

   人体への影響の観点から，再処理施設の運転員に対する影響を想定し，
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制御建屋中央制御室換気設備は外気の連絡口を遮断し，制御建屋の中央制

御室内空気の再循環運転を行うことができる設計とする。また，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室についても，必要に応じて外気との

連絡口を遮断し制御室内空気の再循環運転を行うことができる設計とす

る。 

 

添付書類四の下記項目参照 

2. 気 象 

9. 火 山 

10. 竜 巻 

11. 生 物 

12. 落 雷 

添付書類六の下記項目参照 

1.1 安全設計の基本方針 

1.7.3 航空機に対する防護設計 

1.7.9 その他外部からの衝撃に対する考慮 

1.7.10 竜巻防護に関する設計 

1.7.11 外部火災防護に関する設計 

1.7.12 落雷に関する設計 

1.7.13 火山事象に関する設計 

2. 施設配置 

6. 計測制御系統施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.10 放射線監視 

指針９．放射線監視 

1. 再処理施設の主要な箇所においては，線量率，空気中の放射性物質濃度等

の測定を行える設計であること。 

2. 再処理施設から放出される放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物につい

ては，その放出状況，放射性物質の物理的あるいは化学的性状，放出管理の方

法等を勘案し，適切な測定対象核種，測定下限濃度及び計測頻度を定め，適切

な試料採取方法及び計測方法により，施設から環境に放出される放射性物質の

濃度及び量の測定又は算出が可能な設計であること。 

3. 環境における線量率，放射性物質濃度等を監視するため，適切な環境放射

線モニタリングが実施できる設計であること。 

4. 上記１，２及び３に述べた施設内及び環境における放射線監視について

は，事故時においても線量率，放射性物質濃度等に関する情報を得られるよう

な設計であること。 

 

適合のための設計方針 

1.について 

再処理施設内の適切な箇所に，屋内モニタリング設備，放射線サーベイ機器等の

測定機器を設け，平常時，運転時の異常な過渡変化時及び事故時において，再処

理施設内の主要な箇所で外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物質濃度

等の測定が行える設計とする。 

2.について 

平常時，運転時の異常な過渡変化時及び事故時の気体状放射性物質の放出経路と

なる主排気筒には，排気筒モニタ及び排気サンプリング設備を設置し，気体状放

射性物質の濃度及び放出量が算出できる設計とする。 

液体状放射性物質は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備にて放出前

にサンプリングできる設計とし，環境に放出される液体状の放射性物質の量及び

濃度が算出できる設計とする。 

また，これら放射線監視設備は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性

物質の測定に関する指針」を参考にした設計とする。 

1.9.10 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 

（再処理施設への人の不法な侵入等の防止） 

第十条 工場等には、再処理施設への人の不法な侵入、再処理施設に不正

に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件

を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為

（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八

号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）を防止するた

めの設備を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

再処理施設への人の不法な侵入，再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を

有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物

件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に

関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正ア

クセス行為をいう。）を核物質防護対策として防止するため，以下の措置を

講じた設計とする。 

 

 (１) 人の不法な侵入の防止 

   再処理施設への人の不法な侵入並びに核燃料物質等の不法な移動又は妨

害破壊行為を核物質防護対策として防止するため，区域の設定，人の容易

な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護，

巡視，監視，出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計と

する。 

   核物質防護上の措置が必要な区域については，接近管理及び出入管理を

効果的に行うため，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視することが

できる設計とするとともに，核物質防護措置に係る関係機関との通信及び

連絡を行うことができる設計とする。 

   核物質防護上の措置が必要な区域における障壁，探知施設，通信連絡設

備は，設備の機能を維持するため，保守管理を実施するとともに，必要に

応じ修理を行う。 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.について 

環境における空間放射線量率及び空間放射線量等を測定するために，周辺監視区

域境界付近にモニタリングポスト等を設置する。なお，環境放射線モニタリング

は，「六ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタリング計画について」を参考に

して行う。 

4.について 

事故時には，モニタリングポストで空間放射線量率を測定する。さらに，放射能

観測車で空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定する。 

 

添付書類六の下記項目参照 

8. 放射線管理施設 

添付書類七の下記項目参照 

2. 再処理施設の放射線管理 

3. 周辺監視区域境界及び周辺地 

域の放射線監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 爆発性又は易燃性を有する物件等の持込みの防止 

   再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与

え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による

敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を核物質防護対策と

して防止するため，持込み点検を行うことができる設計とする。 

   不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の

物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に係る設備

は，設備の機能を維持するため，保守管理を実施するとともに，必要に応

じ修理を行う。 

 (３) 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止 

   不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を核物質防護対策として防

止するため，情報システムが電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サ

イバーテロを含む。）を受けることがないように，当該情報システムに対

する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計とする。 

   外部からの不正アクセスを遮断する装置については，設備の機能を維持

するため，保守管理を実施するとともに，必要に応じ修理を行う。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.14 再処理施設への人の不法な侵入等の 

防止に関する設計 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.11 単一ユニットの臨界安全 

指針10. 単一ユニットの臨界安全 

再処理施設において臨界管理を考える場合に対象となる核燃料物質取り扱い上

の１つの単位である単一ユニットについては，技術的にみて想定されるいかな

る場合でも，形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理，中性子吸

収材管理等並びにこれらの組み合せにより臨界を防止する対策が講じられてい

ること。このため， 

1. 核燃料物質を収納する機器の形状寸法，溶液中の核燃料物質の濃度，核燃

料物質の質量，核燃料物質の同位体組成，中性子吸収材の形状寸法，濃度，材

質等について適切な核的制限値が設けられていること。 

2. 核的制限値を設定するに当たっては，取り扱われる核燃料物質の物理的・

化学的性状並びに中性子の吸収効果，減速条件及び反射条件に関し，それぞれ

の状態の変動を考慮して，十分な安全裕度を見込むこと。 

3. 系統及び機器の単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤操作を想定し

ても，臨界にならない設計であること。 

 

適合のための設計方針 

再処理施設において，臨界管理対象となる単一ユニットは，技術的に見て想定さ

れるいかなる場合でも臨界を防止するため，以下の方針に基づき設計する。 

1.について 

単一ユニットは，形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性

子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，適切な臨界安全設計を行い，それに

応じて直接的に計量可能な，又は間接的に管理可能な臨界因子に対して適切な核

的制限値を設定し臨界安全を確保する設計とする。 

なお，プルトニウム溶液を取り扱う機器は，原則として全濃度安全形状寸法並び

に必要に応じて中性子吸収材の併用による臨界安全設計を行う。 

2.について 

核的制限値を設定するに当たっては，運転上のプロセス変動，ユニットの設置環

境等を考慮して，取り扱う核燃料物質の物理的及び化学的性状並びに中性子の吸

収効果，減速条件及び反射条件に関して十分な安全裕度を見込むこととする。 

1.9.11 溢水による損傷の防止 

（溢水による損傷の防止） 

第十一条 安全機能を有する施設は、再処理施設内における溢水が発生し

た場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

   安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合に

おいても安全機能を損なわない設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.15 溢水防護に関する設計 

9. その他再処理設備の附属施設 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

また，核的制限値は，未臨界であることを保証できる値以下に設定し，その設定

に当たっては，十分に検証された計算コードシステムで計算された実効増倍率が

0.95以下となるようにする。 

3.について 

臨界管理を行う系統及び機器は，その単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一

誤操作を想定しても，臨界にならない設計とするとともに，核燃料物質の流入が

予定されていない系統又は機器へ，核燃料物質が流入することがないように設計

する。 

 

添付書類六の下記項目参照 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

4. 再処理設備本体 

5. 製品貯蔵施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.12 複数ユニットの臨界安全 

指針11．複数ユニットの臨界安全 

再処理施設に単一ユニットが２つ以上存在する場合には，技術的にみて想定さ

れるいかなる場合でも，単一ユニット相互間の適切な配置の推持，単一ユニッ

ト相互間における中性子遮蔽材の使用等並びにこれらの組合せにより臨界を防

止する対策が講じられていること。このため， 

1. 単一ユニット相互間の中性子の吸収効果，減速条件及び反射条件に関し，

それぞれの変動を考慮して，十分な安全裕度を見込んだ上で，単一ユニット相

互間の配置，中性子遮蔽材の配置，形状寸法等について適切な核的制限値が設

けられていること。 

2. 複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な構造強度をもつ構造

材を使用する等適切な対策が講じられていること。 

 

適合のための設計方針 

再処理施設における複数ユニットは，単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮

し，技術的に見て想定されるいかなる場合でも臨界を防止するために，以下の方

針に基づき設計する。 

1.について 

複数ユニットは，単一ユニット相互間の中性子相互干渉を考慮し，直接的に計量

可能な単一ユニット相互間の配置，間接的に管理可能な単一ユニット相互間の配

置，中性子吸収材の配置及び形状寸法について適切な核的制限値を設定し，臨界

安全を確保する設計とする。 

なお，核的制限値を設定するに当たっては，単一ユニット相互間の中性子の吸

収，減速条件，構築物からの反射効果及び核燃料物質移動時の核燃料物質の落

下，転倒及び接近等を考慮して，十分な安全裕度を見込むこととする。 

また，核的制限値は，未臨界であることを保証できる値以下に設定するが，計算

によって未臨界を保証できる値を決めるに当たっては，以下の判定基準に従うこ

ととする。 

十分に検証された計算コードシステムを使用する場合には，計算により得られた

実効増倍率が0.95以下であること。 

1.9.12 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

（化学薬品の漏えいによる損傷の防止） 

第十二条 安全機能を有する施設は、再処理施設内における化学薬品の漏

えいが発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければな

らない。 

 

適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の漏えいが発生し

た場合においても安全機能を損なわない設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.15 溢水防護に関する設計 

1.7.16 化学薬品の漏えい防護に関する設計 

9. その他再処理設備の附属施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.について 

複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な構造強度をもつ構造材を使

用する等適切な対策を構じる設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

4. 再処理設備本体 

5. 製品貯蔵施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.13 臨界事故に対する考慮 

指針12．臨界事故に対する考慮 

再処理施設においては，臨界事故が発生したとしても，これに対する適切な対

策が講じられていること。このため， 

1. 臨界警報装置により，臨界事故の発生が直ちに検知できる設計であるこ

と。 

2. 臨界管理上重要な施設において臨界事故が発生したとしても，これを未臨

界にするための措置が講じられる設計であること。 

 

適合のための設計方針 

万一，臨界事故が発生したとしても，一般公衆及び放射線業務従事者等の線量当

量を 小限に抑えるため，以下の対策を講ずるものとする。 

1.について 

臨界事故が発生する可能性は極めて低いと考えられるが，臨界事故を想定した場

合，放射線業務従事者に多大な被ばくをもたらすおそれのあると考えられる場所

には，臨界事故の発生を直ちに検知するため臨界警報装置を設置し，常時監視す

る。 

2.について 

臨界事故が発生する可能性は極めて低いと考えられるが，多数の管理方法の組み

合わせで臨界を防止していることにより，臨界管理上重要な施設としている溶解

施設の溶解槽では，臨界事故を想定した場合にも，中性子吸収材の注入による未

臨界措置が講じられる設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

4. 再処理設備本体 

6. 計測制御系統施設 

8. 放射線管理施設 

添付書類八の下記項目参照 

3. 運転時の異常な過渡変化を超える事象 

 

1.9.13 誤操作の防止 

（誤操作の防止） 

第十三条 安全機能を有する施設は、誤操作を防止するための措置を講じ

たものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなければな

らない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

   安全機能を有する施設は，誤操作を防止するための措置を講ずる設計と

する。 

   運転員の誤操作を防止するため，盤の配置及び操作器具，弁等の操作性

に留意するとともに，計器表示，警報表示により再処理施設の状態が正

確，かつ，迅速に把握できる設計とする。また，保守点検において誤りを

生じにくいよう留意した設計とする。 

   安全機能を有する施設の制御盤は，設備の監視及び制御が可能となるよ

うに，計器表示，警報表示及び操作器具を配置するとともに，計器表示，

警報表示は，運転員の誤判断を防止し，再処理施設の状態を正確，かつ，

迅速に把握できるよう，色分けや銘板により容易に識別できる設計とす

る。操作器具は，系統ごとにグループ化した配列にするとともに，色，形

状等の視覚的要素により容易に識別できる設計とする。 

   運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後，ある時間までは，

運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保されるよう，時間余

裕が少ない場合においても安全保護回路により，異常事象を速やかに収束

させることが可能な設計とする。 

   さらに，安全機能を有する施設の機器，弁等は，系統等による色分けや

銘板取り付けなどの識別管理や視認性の向上を行うとともに，施錠管理に

より誤りを生じにくいよう留意した設計とする。 

 

第２項について 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   安全上重要な施設は，容易に操作することができる設計とする。 

   運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した状況下（混乱した

状態等）にあっても，誤操作を防止するための措置を講じた中央制御室並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御盤や現場の機

器，弁等により，簡単な手順によって必要な操作が可能な設計とする。 

   また，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の制御盤は，操作器具，警報表示等の盤面器具を系統ごとにグループ化し

て集約し，操作器具の統一化（色，形状，大きさ等の視覚的要素での識

別），並びに，操作器具の操作方法に統一性を持たせることで，通常運

転，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故時において運転員の誤操作

を防止するとともに，容易に操作することができる設計とする。 

   中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室以外に

おける操作が必要な安全上重要な施設の機器，弁等に対して，系統等によ

る色分けや銘板取り付けなどの識別管理や視認性の向上を行い，運転員が

容易に操作することができる設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.17 誤操作の防止に関する設計 

6. 計測制御系統施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.14 地震に対する考慮 

地震に対する考慮について，平成18 年9 月19 日前に許可を受けた施設について

は，「1.8.14.1 地震に対する考慮（１）」に，平成18 年9 月19日以降に変更の

許可を受ける施設については，「1.8.14.2 地震に対する考慮（２）」に示す。 

1.8.14.1 地震に対する考慮（１） 

指針13．地震に対する考慮 

再処理施設は，想定されるいかなる地震力に対してもこれが大きな事故の誘因

とならないよう十分な耐震性を有していること。また，建物・構築物は十分な

強度・剛性及び耐力を有する構造とするとともに，重要な建物・構築物は安定

な地盤に支持させること。 

1. 耐震設計上の重要度分類 

再処理施設の耐震設計上の施設別重要度を，地震により発生する可能性のある

放射線による環境への影響の観点から，次のように分類する。 

(１) 機能上の分類 

Ａクラス… 以下に示す機能を有する施設であって，環境への影響，効果の大

きいもの。 

① 自ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵している施設に直接関係してお

り，その機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能性のあるもの。 

② 放射性物質を外部に放散する可能性のある事態を防止するために必要なも

の。 

③ 上記のような事故発生の際に，外部に放散される放射性物質による影響を

低減させるために必要なもの。 

Ｂクラス… 上記において影響，効果が比較的小さいもの。 

Ｃクラス… Ａクラス，Ｂクラス以外であって，一般産業施設と同等の安全性

を保持すればよいもの。 

(２) クラス別施設 

上記耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。 

① Ａクラスの施設 

１）その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

２）使用済燃料を貯蔵するための施設 

1.9.14 安全避難通路等 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる

安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の

照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を

除く。）及びその専用の電源 

 

適合のための設計方針 

 第１項第一号について 

   再処理施設の建屋内及びその他の人が立ち入る区域には，安全避難通路

を設ける設計とする。また，安全避難通路には，必要に応じて，単純，明

確及び永続性のある標識並びに誘導灯及び非常灯を設け，その位置を明確

かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計とする。 

 第１項第二号について 

   再処理施設には，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわ

ない避難用の照明として，誘導灯及び非常灯を設ける設計とし，誘導灯及

び非常灯は，事業所内のディーゼル発電機，灯具に内蔵した蓄電池からの

給電により，外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 第１項第三号について 

   再処理施設には，昼夜及び場所を問わず，再処理施設内で事故対策のた

めの作業が可能となるよう，設計基準事故が発生した場合に用いる作業用

照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源を設ける設計と

する。 

   再処理施設としては，設計基準事故が発生した場合において，再処理施

設の状態を監視及び制御するために必要な中央制御室並びに使用済燃料の
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

３）高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統 

４）プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

５）上記３）及び４）の系統及び機器から放射性物質が漏洩した場合に，その

影響の拡大を防止するための施設 

６）上記３），４）及び５）に関連する施設で放射性物質の外部に対する放散

を抑制するための施設 

７）上記１）～６）の施設の機能を確保するために必要な施設 

上記Ａクラスの施設のうち，特に重要と判断される施設を限定してＡＳクラス

の施設と呼称する。 

② Ｂクラスの施設 

１）放射性物質の外部に対する放散を抑制するための施設でＡクラス以外の施

設 

２）放射性物質を内蔵している施設であって，Ａクラス以外の施設(ただし内

蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損により一般公衆に与える放射線

の影響が十分小さいものは除く｡) 

③ Ｃクラスの施設 

上記Ａ，Ｂクラスに属さない施設。 

２．耐震設計評価法及び荷重の組合せと許容限界 

耐震設計評価法及び荷重の組合せと許容限界については, ｢発電用原子炉施設

に関する耐震設計審査指針｣のそれぞれの該当項目を適用するものとする。 

 

適合のための設計方針 

再処理施設は，想定されるいかなる地震力に対してもこれが大きな事故の誘因と

ならないよう十分な耐震性をもたせるため，以下の方針に基づいた耐震設計を行

う。 

1. 耐震設計上の重要度分類について 

建物・構築物，機器は，以下に示すＡ，Ｂ及びＣの３クラスに分類する。 

(１) Ａクラスの施設 

以下に示す機能を有する施設であって，環境への影響，効果の大きいもの。 

① 自ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵している施設に直接関 

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，運転保安灯，直流非常灯又は蓄電

池内蔵型照明を設ける設計とし，必要な監視，操作等が確実に行えるよう

に非常灯と同等以上の照度を有する設計とする。 

   中央制御室の運転保安灯は，外部電源が喪失した場合においてもその機

能を損なわないように 6.9ｋＶ非常用主母線に接続し，第２非常用ディーゼ

ル発電機から電力を供給する設計とする。 

   中央制御室の直流非常灯は，第２非常用蓄電池に接続し，全交流動力電

源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が重大事故等

対処設備から開始される前までの間，点灯可能な設計とする。 

   中央制御室の蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事故

等に対処するために必要な電力の供給が重大事故等対処設備から開始され

る前までの間，点灯可能な内蔵蓄電池を備える設計とする。 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転保安灯は，外部電

源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように 6.9ｋＶ非常用母

線に接続し，第１非常用ディーゼル発電機から電力を供給する設計とす

る。 

 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の直流非常灯は，第１非

常用蓄電池に接続し，全交流動力電源喪失時においてもその機能を損なわ

ない設計とする。 

   また，現場作業の緊急性との関連において，設計基準事故の収束後の火

災の鎮火確認や漏えい液の回収系統のライン形成を行う場合など，仮設照

明の準備に時間的猶予がある場合には，初動操作に対応する当直（運転

員）が滞在している中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室に配備する可搬型照明を活用する設計とする。 

   これらの作業用の照明により，設計基準事故等で操作が必要となる場所

及びそのアクセスルートの照明を確保でき，昼夜及び場所を問わず，再処

理施設で事故対策のための作業が生じた場合に作業が可能となる設計とす

る。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

係しており，その機能喪失により，放射性物質を外部に放散する可能性のあるも

の又は放射線による環境への影響，効果のあるもの。 

② 放射性物質を外部に放散する可能性のある事態を防止するために必要なも

の。 

③ 上記のような事故発生の際に，外部に放散される放射性物質による影響を低

減させるために必要なもの。 

(２) Ｂクラスの施設 

上記において影響，効果が比較的小さいもの。 

(３) Ｃクラスの施設 

Ａクラス，Ｂクラス以外であって，一般産業施設と同等の安全性を保持すればよ

いもの。 

上記Ａクラスの施設のうち，特に重要と判断される施設を限定してＡＳクラスの

施設と呼称する。 

2. 耐震設計評価法及び荷重の組合せと許容限界について 

(１) 耐震設計評価法 

① 前項のＡ，Ｂ及びＣクラスの施設は，以下に示す層せん断力係数及び震度に

基づく地震力に対して安全であるように設計する。 

ａ．建物・構築物 

水平地震力は，再処理施設の重要度分類に応じて以下に述べる層せん断力係数に

当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ａクラス層せん断力係数3.0ＣＩ 

Ｂクラス層せん断力係数1.5ＣＩ 

Ｃクラス層せん断力係数1.0ＣＩ 

ここに，層せん断力係数を算定する際のＣＩは,標準せん断力係数を0.2とし,建

物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

Ａクラスの施設については， 鉛直地震力をも考慮することとし，水平地震力と

鉛直地震力は，同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力

は, 震度0.3を基準とし,建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求め

た鉛直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とす

る。 

添付書類六の下記項目参照 

2. 施設配置 

9. その他再処理設備の附属施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｂ．機 器 

各クラスの地震力は，上記ａ. の層せん断力係数の値から求める水平震度及び上

記ａ. の鉛直震度をそれぞれ20％増しとした震度より求めるものとする。 

なお，水平地震力と鉛直地震力とは同時に不利な方向の組合せで作用するものと

する。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

② Ａクラスの施設は，敷地の解放基盤表面における 大速度振幅が19.7kineの

設計用模擬地震波で表される基準地震動Ｓ１に基づいて動的解析から求められる

地震力に対して耐えるように設計する。さらに，Ａクラスの施設のうち，特に重

要と判断される施設を限定してＡＳクラスの施設と呼称し，これらの施設につい

ては，敷地の解放基盤表面における 大速度振幅が27.3kineの設計用模擬地震波

で表される基準地震動Ｓ２－Ｄ及び 大速度振幅が13.5kineの設計用模擬地震波

で表される基準地震動Ｓ２－Ｎに基づいて動的解析から求められる地震力に対し

て，その安全機能が保持できるように設計する。 

Ａクラスの施設については，基準地震動から求まる水平地震力と同時に不利な方

向の組合せで，基準地震動の 大加速度振幅の1/2の値を重力加速度で除した鉛

直震度から求められる鉛直地震力が，それぞれ作用するものとする。ただし，鉛

直震度は高さ方向に一定とする。 

(２) 荷重の組合せと許容限界 

建物・構築物は地震力と常時作用している荷重及び通常運転時の状態で施設に作

用する荷重とを組み合わせ，これらの組合せの結果発生する応力が許容限界内で

あることとする。 

機器は，地震力と通常運転時の状態で施設に作用する荷重とを組み合わせ，その

結果発生する応力等が許容限界内であることとする。 

なお，運転時の異常な過渡変化時の状態及び運転時の異常な過渡変化を超える事

象時の状態で施設に作用する荷重は，通常運転時の状態で施設に作用する荷重を

超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地震荷重と組み合わせる

ものはない。 

 

1.8.14.2 地震に対する考慮（２） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

系に係る施設は，「再処理施設安全審査指針」（平成18年9月19日）に適合する

ように，耐震Ｃクラスとして設計を行うものとする。 

また，「再処理施設安全審査指針」（平成18年9月19日）における地震隋伴事象

に対する考慮については，以下のとおりである。 

敷地は造成高が標高約55ｍで平坦であり，海岸からの距離も約５ｋｍと遠く，ま

た，海岸は地形的にも津波の被害が発生しにくい単調な砂浜海岸である。 

このため，周辺斜面の崩壊等又は津波により，施設の安全機能が重大な影響を受

けるおそれはない。 

 

添付書類四の下記項目参照 

1. 敷 地 

4. 地 盤 

6. 地震 

添付書類六の下記項目参照 

1.6 耐震設計 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.15 地震以外の自然現象に対する考慮 

指針14．地震以外の自然現象に対する考慮 

1. 再処理施設における安全上重要な施設は，再処理施設の立地地点及びその

周辺における自然環境をもとに津波，地すべり，陥没，台風，高潮，洪水，異

常寒波，豪雪等のうち予想されるものを設計基礎とすること。 

2. これらの設計基礎となる事象は，過去の記録の信頼性を十分考慮のうえ，

少なくともこれを下回らない苛酷なものであって，妥当とみなされるものを選

定すること。 

3. 過去の記録，現地調査の結果等を参考にして必要のある場合には，異種の

自然現象を重畳して設計基礎とすること。 

 

適合のための設計方針 

再処理施設の立地地点及びその周辺で予想される地震以外の自然現象として，津

波，地すべり，陥没，台風，高潮，洪水，異常寒波，豪雪等が考えられる。これ

らの自然現象による影響は，立地地点周辺地域で得られる過去の記録の信頼性，

時間的長さ及びデータの多寡を考慮し，適切かつ科学的な判断により決定する。 

1. 津波，高潮 

敷地は，標高60ｍ前後の台地に位置し，標高約55ｍに敷地造成している。敷地近

傍で観測された潮位は，気象庁八戸検潮所の観測記録（1937年～1986年）によれ

ば，Ｈ.Ｈ.Ｗ.Ｌ.( 高測位）がＴ.Ｍ.Ｓ.Ｌ.(東京湾平均海面)＋2.95ｍ(1960年

５月24日,チリ地震津波)であるので，津波及び高潮に対する特別な考慮は不要で

ある。 

2. 地すべり，陥没 

敷地付近で過去における地すべり及び陥没による被害の記録はない。 

また，敷地付近の地形及び地質の状況から判断して，地すべり及び陥没に対する

特別な考慮は不要である。 

3. 洪 水 

敷地の地形及び表流水の状況から判断して，敷地が洪水による被害を受けること

は考えられない。 

4. 風（台風） 

1.9.15 安全機能を有する施設 

（安全機能を有する施設） 

第十五条 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、そ

の機能が確保されたものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障（単一の原因によって

一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重

故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発生した場合においてもその機

能を損なわないものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るま

での間に想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮する

ことができるものでなければならない。 

４ 安全機能を有する施設は、その健全性及び能力を確認するため、その

安全機能の重要度に応じ、再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試

験ができるものでなければならない。 

５ 安全機能を有する施設は、その安全機能を健全に維持するための適切

な保守及び修理ができるものでなければならない。 

６ 安全機能を有する施設は、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う

飛散物により、その安全機能を損なわないものでなければならない。 

７ 安全機能を有する施設は、二以上の原子力施設と共用する場合には、

再処理施設の安全性を損なわないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

   再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を，安全機

能を有する施設とする。 

   また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は従

事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又

は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又

は放射線が工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構築物，系統

及び機器から構成される施設を，安全上重要な施設とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

敷地付近で観測された 大瞬間風速は，八戸測候所での観測記録(1951年～1985

年)によれば41.3ｍ／ｓ(1955年２月20日)である。しかしながら，風荷重に対す

る設計は，日本の 大級の台風を考慮した建築基準法に基づいて行う。 

5. 凍結（異常寒波） 

敷地付近で観測された 低気温は，むつ測候所での観測記録(1935年～1985年)に

よれば－22.4℃(1984年２月18日)，八戸測候所での観測記録(1937年～1985年)に

よれば，－15.7℃(1953年１月３日)である。屋外機器で凍結のおそれのあるもの

の設計に当たっては，これらの観測値，敷地及び敷地周辺の観測値を適切に考慮

するため，観測所気象年報からの六ヶ所地域気象観測所の観測値を参考にして設

計を行う。 

6. 積雪（豪雪） 

敷地付近で観測された 深積雪は，むつ測候所での観測記録(1937年～1985年)に

よれば170ｃｍ(1977年２月15日)であるが，六ヶ所地域気象観測所での観測記録

(1975年～1986年) による 深積雪量は190ｃｍ(1977年2月)である。したがっ

て，積雪荷重に対しては，190ｃｍで設計を行う。 

 

添付書類四の下記項目参照 

1. 敷 地 

2. 気 象 

3. 海 象 

4. 地 盤 

5. 水 理 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.9 地震以外の自然環境条件に対する考慮 

2. 施設配置 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類八の下記項目参照 

1.1.4 浸水，地震，火災等の外部要因 

 

 

   安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作及び検査に当たって

は，原則として現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。ま

た，これらに規定がない場合においては，必要に応じて，十分実績があ

り，信頼性の高い国外の規格，基準等に準拠する。 

 

第２項について 

 （１） 安全上重要な系統及び機器については，それらを構成する動的機器

に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を果たし得るように多重性又は

多様性を有する設計とする。 

   再処理施設の所内動力用電源は，外部電源として電力系統に接続される

154ｋＶ送電線２回線の他に，非常用所内電源として第１非常用ディーゼル

発電機２台及び第２非常用ディーゼル発電機２台を設け，安全上重要な系

統が要求される機能を果たすために必要な容量を持つ設計とする。 

   安全保護回路を含む安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要

な計測制御設備は，動的機器に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を

果たし得るよう多重化又は多様化によって対応するとともに，電気的・物

理的な独立性を有する設計とする。 

 

 （２） 安全上重要な系統は，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期

間内に運転員等による原因の除去又は修理が期待できる場合は，多重化又

は多様化の配慮をしなくてもよいものとする。 

 

第３項について 

安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの

間に想定される圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件において，その安

全機能を発揮できる設計とする。 

なお，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の解析に当たっては，工

程の運転状態を考慮して解析条件を設定するとともに，その間にさらされる

と考えられる圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件について，事象が発

生してから収束するまでの間の計測制御系，安全保護回路，安全上重要な施
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設等の作動状況及び当直（運転員）の操作を考慮する。また，使用するモデ

ル及び温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項は，評価の結

果が，より厳しい評価になるよう選定する。 

 

第４項について 

   安全機能を有する施設は，必要に応じ，それらの安全機能が健全に維持

されていることを確認するために，再処理施設の運転中又は定期点検等停

止時に安全機能を損なうことなく適切な方法により試験及び検査ができる

設計とする。 

 

 

第５項について 

   安全機能を有する施設は，それらの安全機能を健全に維持するための適

切な保守及び修理ができる設計とする。 

   また，多量の放射性物質を内包する機器については，必要に応じてブロ

ック閉止壁を設置する等により，それらへの接近可能性も配慮した設計と

する。 

 

第６項について 

   安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他の機器又

は配管の損壊に伴う飛散物によって，その安全機能を損なわない設計とす

る。 

内部発生飛散物とは，ガス爆発，重量機器の落下等によって発生する飛散

物をいう。なお，二次的飛散物，火災，化学反応，電気的損傷，配管の損

傷，機器の故障等の二次的影響も考慮するものとする。 

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物防護対象設備としては，安

全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点

から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，内部発生飛散物により

冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を損なわない

よう内部発生飛散物の発生を防止することにより，安全機能を損なわない設
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計とする。 

その他の安全機能を有する施設については，内部発生飛散物に対して機能

を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計

とする。 

第７項について 

   安全機能を有する施設は，原子力施設間での共用によって安全性を損な

うことのない設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1. 安全設計 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

4. 再処理設備本体 

5. 製品貯蔵施設 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類八の下記項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.16 火災・爆発に対する考慮 

指針15．火災・爆発に対する考慮 

1. 再処理施設における安全上重要な施設は，可能な限り不燃性又は難燃性材

料を使用する設計であること。 

2. 再処理施設において可燃性若しくは熱的に不安定な物質を使用するか又は

生成する系統及び機器は，火災・爆発の発生を防止するため，着火源の排除，

異常な温度上昇の防止対策，可燃性物質の漏洩防止対策，混入防止対策等適切

な対策が講じられる設計であるとともに，適切な熱及び化学的制限値が設けら

れていること。 

3. 火災の拡大を防止するために，適切な検知，警報系統及び消火設備が設け

られているとともに，火災による影響の軽減のために適切な対策が講じられる

設計であること。 

4. 火災・爆発の発生を想定しても，閉じ込めの機能が適切に維持できる設計

であること。 

 

適合のための設計方針 

火災・爆発により再処理施設の安全性が損なわれることを防止するために，以下

のような火災・爆発防護設計を行う。 

1.について 

安全上重要な施設は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する。また，

安全上重要な施設を設置する火災区域で発火性又は引火性材料を貯蔵する場合

は，火災・爆発の発生を防止する設計とする。 

2.について 

火災・爆発の発生を防止するために，以下の対策を講ずる。 

(１) 火災及び爆発を起こすおそれのある物質を取り扱う系統及び機器の付近に

は，着火源となるもののないような設計とする。また，静電気の発生のおそれの

ある系統及び機器には接地を施す。 

モータ，リレー等の電気接点を有する機器は，その使用環境を考慮し，必要に応

じて防爆構造のものを採用する。 

(２) 火災及び爆発を起こすおそれのある物質を取り扱う系統及び機器に 

1.9.16 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止 

（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止） 

第十六条 安全機能を有する施設は、次に掲げる要件を満たすものでなけ

ればならない。 

一 運転時の異常な過渡変化時において、パラメータを安全設計上許容

される範囲内に維持できるものであること。 

二 設計基準事故時において、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさ

ないものであること。 

 

適合のための設計方針 

  再処理施設の設計の基本方針に深層防護の考え方が適切に適用されている

ことを確認するために，再処理施設に関して技術的に見て想定される異常事

象の中から事故等を選定し，以下のとおり安全対策の妥当性を評価する。 

事故等の拡大の防止の観点から，安全機能を有する施設は，次に掲げる要件

を満たす設計とする。 

 (１) 運転時の異常な過渡変化時において，パラメータ（温度，圧力，流量

その他の再処理施設の状態を示す事項）を安全設計上許容される範囲内に

維持できるものであること。 

 (２) 設計基準事故時において，安全上重要な施設の機能により，工場等周

辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。 

  事故等の評価については，「異常事象を速やかに収束させ，又はその拡大

を防止し，あるいはその結果を緩和することを主たる機能とする系統」の妥

当性を確認する観点から， 

 

 (１) 運転時の異常な過渡変化 

 (２) 設計基準事故 

 ａ．冷却機能，水素掃気機能等の安全上重要な施設の機能喪失 

 ｂ．溶媒，試薬，水素，金属微粒子及び固体廃棄物による火災，爆発 

 ｃ．臨界 

 ｄ．その他評価が必要と認められる以下の事象 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

は，必要に応じて適切な熱的・化学的制限値を設定し，火災・爆発の発生を防止

する。また，異常な温度上昇の防止対策を講ずる。 

(３) 火災及び爆発を起こすおそれのある物質を取り扱う系統及び機器には，漏

えい防止対策を行う設計とする。また，セル及びグローブボックスにおいて、万

一火災及び爆発を起こすおそれのある物質が漏えいした場合に漏えいの拡大を防

止するため，漏えい検知装置を設け，安全に移送及び処理する設計とする。 

(４) 他の物質との混合若しくは混触により火災・爆発が起きる可能性のある場

合，又は火災・爆発を起こす物質が生成する可能性のある場合には，これらの混

合，混触又は生成に起因する火災・爆発が生じないように滞留の防止等の対策を

講ずる。 

(５) 電気系統は，地絡，短絡等に起因する過電流による過熱の未然防止を図

る。 

(６) 再処理施設内の構築物，系統及び機器は，落雷等の自然事象による火災・

爆発の発生を防護する設計とする。 

3.について 

火災の拡大の防止及び影響の軽減のために，以下の対策を講ずる。 

(１) 万一の火災発生に備えて，建物内外の必要な箇所に火災検出装置及び消火

装置を設置する。また，火災検出装置及び消火装置は，常用電源が喪失した場合

でもその機能を失わない設計とする。 

(２) 消火装置に破損や不測の作動があっても，安全上重要な施設の安全機能を

失わない設計とする。また，これらの消火装置は，火災と同時に有意に起こると

考えられる地震等の自然現象によっても，その性能が著しく阻害されることがな

い設計とする。 

(３) 想定される火災により安全上重要な施設の安全機能を失うことのないよう

に適切な区画により火災区域を設定する。各火災区域は，耐火壁により隣接区域

間の延焼防止を行うか，又は耐火壁，隔壁，間隔及び消火装置の組合せにより隣

接区域間及び火災区域内の延焼防止を行う。 

4.について 

万一の火災・爆発の発生を想定しても，一般公衆及び放射線業務従事者等に対し

過度の放射線被ばくを及ぼさないよう，閉じ込め能力が適切に維持できる設計と

 (ａ) 各種機器及び配管の破損及び故障による漏えい 

 (ｂ) 使用済燃料集合体等の取扱いに伴う落下又は破損 

 (ｃ) 短時間の全動力電源の喪失 

 

 を選定し評価する。 

   事故等の評価における線量の解析に当たっての環境に放出された放射性物

質の大気中の拡散については，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象

指針（昭和57年１月28日原子力安全委員会決定）」（以下「気象指針」とい

う。）を準用する。 

 

添付書類八の下記項目参照 

1. 安全評価に関する基本方針 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

する。火災時の放射性物質の閉じ込めは，不燃性又は難燃性材料を使用すること

による構築物の閉じ込め機能，又はそれと火災を考慮した換気設備の運転との組

合せにより閉じ込め機能を確保することで達成する。 

 

添付書類六の下記項目参照 

4. 再処理設備本体 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.17 電源喪失に対する考慮 

指針16．電源喪失に対する考慮 

1. 安全上重要な施設は，その安全機能を確保するために電源を必要とする場

合には，必要な電源として，外部電源系統及び非常用所内電源系統を有する設

計であること。 

2. 外部電源系統は，２回線以上の送電線により電力系統に接続される設計で

あること。 

3. 非常用所内電源系統は，十分独立した２つ以上の系統とし，外部電源系統

の機能喪失時に，１つの系統が作動しないと仮定しても，核，熱及び化学的制

限値の維持，閉じ込めの機能の確保，その他安全上重要な施設の機能の確保を

確実に行うのに十分な容量及び機能を有する設計であること。 

 

適合のための設計方針 

1.について 

安全上重要な施設は，その安全機能を確保するために電源を必要とする場合に

は，必要な電源として，外部電源系統及び非常用所内電源系統を有する設計と

し，外部電源系統の機能喪失時には非常用所内電源機器(非常用ディーゼル発電

機及び蓄電池)から受電できる設計とする。 

2.について 

外部電源系統は，２回線の送電線により電力系統から受電できる設計とする。 

3.について 

非常用所内電源系統は，十分独立した２つの系統とし，外部電源系統の機能喪失

時に，１つの系統が作動しないと仮定しても，再処理施設の安全上重要な施設の

機能の確保を確実に行うのに，十分な容量及び機能を有する設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵 

施設 

4. 再処理設備本体 

5. 製品貯蔵施設 

1.9.17 使用済燃料の貯蔵施設等 

（使用済燃料の貯蔵施設等） 

第十七条 再処理施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料の受入

れ施設（安全機能を有する施設に属するものに限る。）及び貯蔵施設

（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設けなければならな

い。 

一 使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵するために必要な容量を有するも

のとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものであること。 

２ 再処理施設には、次に掲げるところにより、製品貯蔵施設（安全機能

を有する施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

一 製品を貯蔵するために必要な容量を有するものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものであること。 

 

適合のための設計方針 

 第１項について 

   使用済燃料の貯蔵容量は， 大再処理能力800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に

対して受け入れた使用済燃料を３年間以上貯蔵できる3,000ｔ・ ＵＰｒと

し，燃料貯蔵プール・ピット等では，使用済燃料の崩壊熱による過度な温

度上昇を防ぐため，１系統で必要な崩壊熱除去機能を有するプール水冷却

系を２系統設ける設計とする。また，使用済燃料を取り出すまでの間，キ

ャスクを保管する使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気

の流路を確保し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自然冷却に

より除去し，構造物の健全性を維持できる設計とする。 

 

 第２項について 

   ＵＯ３の貯蔵容量は，4,000ｔ・Ｕ（ここでいうｔ・Ｕは金属ウラン質量

換算である。）のＵＯ３を貯蔵できる容量を有する設計とする。なお，ＵＯ

３については，崩壊熱量が少ないため常時冷却の必要はない。 

   ＭＯＸの貯蔵容量は，60ｔ・（Ｕ＋Ｐｕ）（ここでいうｔ・（Ｕ＋Ｐ
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

8. 放射線管理施設 

9. その他再処理設備の附属施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｕ）は金属ウラン及び金属プルトニウム質量換算である。）のＭＯＸを貯

蔵できる容量とし，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱による過度な温度上

昇を防ぐため，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の多重

化した排風機により崩壊熱を除去する設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

5. 製品貯蔵施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.18 放射性物質の移動に対する考慮 

指針17．放射性物質の移動に対する考慮 

再処理施設においては，放射性物質の工程内及び工程間の移動に対して，移動

する放射性物質の形態，形状に応じて漏洩防止，臨界防止，放射線遮蔽のため

の措置等適切な対策が講じられていること。 

 

適合のための設計方針 

放射性物質の工程内及び工程間の移動は，放射性物質の種類に応じて配管及び機

器のセル等への設置等を考慮し，系外への漏えい防止対策，必要な臨界安全設計

による臨界防止措置，被ばく防止のためのしゃへい，閉じ込め対策など，適切な

安全対策を講ずる設計とする。また，直接環境に放出することが想定されていな

い濃度の放射性物質を含む溶液が，系統及び機器の単一故障又は誤動作若しくは

運転員の単一誤操作を想定しても，直接環境へ放出されることのない設計とす

る。容器による移送に関しては，更に，落下防止対策を講ずる設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

1.3 放射線のしゃへいに関する設計 

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

1.7.6 放射性物質の移動に関する設計 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

4. 再処理設備本体 

5. 製品貯蔵施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9. その他再処理設備の附属施設 

 

 

 

 

 

1.9.18 計測制御系統施設 

（計測制御系統施設） 

第十八条 再処理施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統施

設を設けなければならない。 

一 安全機能を有する施設の健全性を確保するために監視することが必

要なパラメータは、運転時、停止時及び運転時の異常な過渡変化時に

おいても想定される範囲内に制御できるものとすること。 

二 前号のパラメータは、運転時、停止時及び運転時の異常な過渡変化

時においても想定される範囲内で監視できるものとすること。 

三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講じるた

めに必要なパラメータは、設計基準事故時に想定される環境下におい

て、十分な測定範囲及び期間にわたり監視できるものとすること。 

四 前号のパラメータは、設計基準事故時においても確実に記録され、

及び当該記録が保存されるものとすること。 

 

適合のための設計方針 

第一号について 

核計装設備及び主要な工程計装設備における安全機能を有する施設の健全

性を確保するため，核計装設備の臨界安全管理の観点による，ガンマ線，中

性子等の放射線の測定，並びに主要な工程計装設備による再処理施設の各施

設の温度，圧力，流量，液位，密度，濃度等を想定される範囲内に制御でき

る設計とする。 

 

 

第二号について 

   第一号のパラメータは，必要な対策を講じ得るように，核計装設備，主

要な工程計装設備等により，想定される範囲内で監視できる設計とする。 

 

第三号について 

   設計基準事故時においても，核計装設備の臨界安全管理の観点による，
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガンマ線，中性子等の放射線の測定，並びに主要な工程計装設備による再

処理施設の各施設の温度，圧力，流量，液位，密度，濃度等は，設計基準

事故時に想定される環境下において，十分な測定範囲及び期間にわたり監

視できる設計とする。 

 

第四号について 

   設計基準事故時においても，核計装設備の状態を監視するために必要な

ガンマ線，中性子等の放射線の測定，並びに主要な工程計装設備による再

処理施設の各施設の状態を監視するために必要な温度，圧力，流量，液

位，密度，濃度等のパラメータは，事象の経過後において参照できるよ

う，確実に記録され，及び当該記録が保存される設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

6. 計測制御系統施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.19 事故時に対する考慮 

指針18．事故時に対する考慮 

再処理施設においては，他の指針に述べる各種の安全対策の他，従事者による

適切な事故対策が可能となるよう，事故時に対応した以下の対策が講じられて

いること。 

1. 制御室等は，事故時にも，従事者が接近し又は留まり，事故対策操作が可

能であるように，不燃設計，換気設計，遮蔽設計等がなされているとともに，

主要な警報系統を含む計測系統及び通信系統が設けられていること。 

2. 適切な放射線計測器，放射線防護具等が確保されていること。 

3. 再処理施設は，通常の照明用電源喪失時においても，その機能を失うこと

のない照明を設備し，かつ，単純，明確，永続性のある標識のついた安全避難

通路を有する設計であること。 

1. 緊急時において，敷地内で制御室等以外の適切な場所から必要な対策を講

ずることができる緊急時対策所が設置可能な設計であること。 

 

適合のための設計方針 

1.について 

再処理施設の事故対策に必要な，主要な警報装置を含む計測制御系統を中央制御

室等に集中して設けるとともに，必要な箇所との通信が行えるよう通信連絡設備

を設ける。 

万一，事故が発生した際には，次のような対策により中央制御室等の放射線業務

従事者に対し，過度の被ばくのおそれがないように考慮し，放射線業務従事者が

中央制御室等に接近できるとともに，その制御室内にとどまり，事故対策に必要

な各種の操作を行うことができるように設計する。 

(１) 中央制御室等の換気系統は，事故時には必要に応じて外気との連絡口を遮

断し，制御室内空気をフィルタを通して再循環することができる。 

(２) 想定される事故時においても昭和63年科学技術庁告示第20号に定める線量

当量限度以上の被ばくを受けないようにしゃへい等を設計する。また，中央制御

室等から退去しなければならないような火災が起こる可能性がないように，その

室内に設置される制御盤等は，可能な限り不燃性，難燃性の材料を用いるほか，

1.9.19 安全保護回路 

（安全保護回路） 

第十九条 再処理施設には、次に掲げるところにより、安全保護回路（安全

機能を有する施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設

けなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合において、

これらの異常な状態を検知し、これらの核的、熱的及び化学的制限値を

超えないようにするための設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始

させるものとすること。 

二 火災、爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じ

たときに、これらを抑制し、又は防止するための設備（前号に規定する

ものを除く。）の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させるものとす

ること。 

三 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合であって、単

一故障が生じた場合においても当該安全保護回路の安全保護機能が失わ

れないものとすること。 

 

適合のための設計方針 

第一号について 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合において，これ

らの異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化学的制限値を超えない

よう，温度計により液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温

度を計測し，加熱蒸気温度高により加熱蒸気遮断を目的とした弁が閉となり

工程停止となる機能を有する設備等の作動を速やかに，かつ，自動で開始さ

せる設計とする。 

 

第二号について 

火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたと

きに，これらを抑制し，防止するため，交流不足電圧継電器により外部電源

喪失を検知し，建屋給気閉止ダンパを閉止する機能を有する設備等（第一号
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

室内には火災防護設備を設ける。 

2.について 

平常時及び事故時の放射線防護等に必要な，防護衣，呼吸器，防護マスク等の防

護具類，サーベイメータ等を備える。 

3.について 

人の立ち入る区域から，施設の出口に至る事故時の避難経路を配慮した設計とす

る。また，避難経路及び中央制御室等には，必要に応じて，通常の照明用電源喪

失時においてもその機能を失うことのない非常照明及び誘導灯を設ける。 

また，安全避難通路には単純，明確，永続性のある標識を設ける。 

4.について 

事故時に中央制御室等にいる放射線業務従事者に適切な指示をするため，かつ，

再処理施設外との対応のため，以下の機能を有する再処理施設緊急時対策所を設

ける。 

 

(１) 事故時において関係要員が必要な期間にわたり，安全に滞在できる設計と

する。 

(２) 事故状態を正確かつ速やかに把握するために，必要な環境及び再処理施設

の情報が収集できる設計とする。 

(３) 再処理施設内外の関連箇所との連絡通信のため，複数の連絡回線を有する

ことができる設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.3 放射線のしゃへいに関する設計 

6. 計測制御系統施設 

8. 放射線管理施設 

9. その他再処理設備の附属施設 

 

 

 

 

に規定するものを除く。）の作動を速やかに，かつ，自動で開始させる設計

とする。 

 

第一号及び第二号について 

第一号及び第二号の要求事項に対して，運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故に対処するために必要な以下の15回路を安全保護回路として選定す

る。 

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加

熱停止回路 

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断処理

施設のせん断機のせん断停止回路 

(３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

(４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路 

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路 

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高に

よる加熱停止回路 

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（分離建屋） 

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（精製建屋） 

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラス流

下停止回路 

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパの

閉止回路 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三号について 

計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合であって，単一故

障が生じた場合においても当該安全保護回路の安全保護機能が失われない設

計とする。 

安全保護回路は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温

度高による加熱停止回路等の変換器，アイソレータ及び検出器を計測制御系

統施設の計測制御設備と共用する以外は，計測制御設備とは完全に分離する

等，計測制御設備での故障が安全保護回路に影響を与えない設計とする。 

計測制御系統施設の計測制御設備と安全保護回路は，電源，検出器等を，

原則として分離する設計とする。温度計等の検出部を計測制御設備の表示，

記録用検出部と一部共用する場合は，当該温度計等を安全保護回路として単

一故障等を考慮する設計とし，計測制御設備の短絡，地絡又は断線によって

安全保護回路に影響を与えない設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

6. 計測制御系統施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.20 共用に対する考慮 

指針19．共用に対する考慮 

1. 再処理施設の安全上重要な施設は，他の原子力施設との共用によって，そ

の安全機能を失うことのない設計であること。 

2. 異常状態を検知し，事故への拡大を防止又は抑制するために，安全保護動

作を起こさせるよう設計された系統及び機器である安全保護系については，計

測制御系との部分的共用によって，その安全機能を失うことのない設計である

こと。 

 

適合のための設計方針 

1.について 

再処理施設の安全上重要な施設は，原則として他の原子力施設と共用しない設計

とする。 

2.について 

安全保護系及び計測制御系は，電源・検出器及びケーブルルートを原則として分

離する設計とする。 

安全保護系は，計測制御系から極力分離した設計とし，共用によってその安全機

能を失うことのないよう設計する。 

また，一部の検出器等を計測制御系と共用する場合は，検出器等は安全保護系と

しての設計をするとともに，計測制御系の短絡，地絡又は断線によって安全保護

系に影響を与えない設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

6. 計測制御系統施設 

 

 

 

 

 

 

1.9.20 制御室等 

（制御室等） 

第二十条 再処理施設には、次に掲げるところにより、制御室（安全機能

を有する施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設け

なければならない。 

一 再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視でき

るものとすること。 

二 主要な警報装置及び計測制御系統設備を有するものとすること。 

三 再処理施設の外の状況を把握する設備を有するものとすること。 

２ 分離施設、精製施設その他必要な施設には、再処理施設の健全性を確

保するために必要なパラメータを監視するための設備及び再処理施設の

安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができる設備

を設けなければならない。 

３ 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制御室

に出入りするための区域には、設計基準事故が発生した場合に再処理施

設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく制御室

に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行

うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放

射性物質及び制御室外の火災又は爆発により発生する有毒ガスに対する

換気設備の隔離その他の当該従事者を適切に防護するための設備を設け

なければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

   再処理施設には，再処理施設の運転の状態を連続的に監視及び制御する

ため，制御室を設ける設計とする。 

 

第１項第１号について 

   再処理施設の健全性を確保するために，制御室に設ける監視制御盤及び

安全系監視制御盤により，ウランの精製施設に供給される溶液中のプルト
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニウム濃度，可溶性中性子吸収材を使用する場合にあっては，その濃度，

使用済燃料溶解槽内の温度，蒸発缶の温度及び圧力，廃液槽の冷却水の流

量及び温度，機器内の溶液の液位，燃料貯蔵プール水位等の主要なパラメ

ータを監視できる設計とする。また，設計基準事故時において，設計基準

事故の状態を知り対策を講じるために必要なパラメータである可溶性中性

子吸収剤の濃度等の監視が可能な設計とする。 

 

第１項第２号について 

   制御室には，主要な警報装置及び計測制御系統設備として監視制御盤及

び安全系監視制御盤を設ける設計とする。 

 

第１項第３号について 

   再処理施設に影響を及ぼす可能性があると想定される自然現象等に加

え，昼夜にわたり再処理事業所内の状況を，暗視機能等を持った屋外の監

視カメラを遠隔操作することにより制御室にて把握することができる設計

とする。なお，監視カメラの操作は，中央制御室が主として行い，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室でも操作が可能な設計とする。 

   また，地震，竜巻等による再処理事業所内の状況の把握に有効なパラメ

ータは，気象観測設備等で測定し中央制御室にて確認できる設計とする。

これらの気象情報等は，中央制御室内のファクシミリ等により使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室でも把握できる設計とする。 

   さらに，制御室に公的機関から気象情報を入手できる設備を設置し，地

震，竜巻情報等を入手できる設計とする。 

 

第２項について 

   分離施設，精製施設その他必要な施設には，冷却，水素掃気又は閉じ込

め機能に係る再処理施設の安全性を確保するために必要なパラメータを監

視するための設備として，安全冷却水の供給圧力，安全圧縮空気系の貯槽

圧力又は液位等を表示する設備を設けるとともに，冷却に係る安全冷却水

系の故障系列の隔離，水素掃気に係わる安全圧縮空気系の空気圧縮機の起
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動及び停止，空気貯槽の切り替え，安全圧縮空気系の故障系列の隔離，閉

じ込めに係る換気系統のダンパ閉止，安全蒸気ボイラの起動及び停止並び

に非常用ディーゼル発電機の起動及び停止の操作を手動により行うことが

できる設備を設ける設計とする。 

 

第３項について 

制御室及びこれに連絡する通路及びに運転員その他の従事者が制御室に出

入りするための区域には，設計基準事故が発生した場合に運転員その他の従

事者が一定期間とどまり，再処理施設の安全性を確保するための措置がとれ

るよう，以下の設計及び措置を講ずる。 

 (１) 設計基準事故発生後，設計基準事故の対処をすべき運転員その他の従

事者が制御室に接近できるよう，これらの制御室へのアクセス通路を確保

する設計とする。 

 

 (２) 制御室には，運転員その他の従事者が過度の放射線被ばくを受けない

ような遮蔽を設ける設計とする。具体的に，想定される も過酷な事故時

においても，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基

づく線量限度等を定める告示」に定められた緊急作業に係る放射線業務従

事者の線量限度を十分に下回るように遮蔽を設ける。 

ここで想定される も過酷な事故時としては，「運転時の異常な過渡変

化」を超える事象のうち，実効線量の も大きな「短時間の全交流動力電源

の喪失」を対象とし，「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価

手法について（内規）」（平成21・7・27原院第１号平成21年8月12日）に定

める想定事故相当のソースタームを基とした数値，評価手法及び評価条件を

使用して評価を行う。 

 

 (３) 中央制御室の換気は，設計基準事故時，屋外での火災又は爆発時，そ

の他の異常状態が発生した時に，外気との連絡口を遮断し，運転員その他

の従事者を放射線被ばく及び火災又は爆発によって発生した有毒ガスから

防護できる設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気は，屋外での

火災又は爆発時，その他の異常状態が発生した時に，必要に応じて外気との

連絡口を遮断し，運転員その他の従事者を放射線被ばく及び火災又は爆発に

よって発生した有毒ガスから防護できる設計とする。 

 

 (４) 通常運転時及び設計基準事故時の放射線防護及び化学薬品防護に必要

な，防護衣，呼吸器及び防護マスクを含む防護具類，サーベイメータを備

える設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

6. 計測制御系統施設 

8. 放射線管理施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.21 準拠規格及び基準 

指針20．準拠規格及び基準 

1. 再処理施設は，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律，

建築基準法，消防法，高圧ガス保安法等日本国内法令を満足すること。 

2. 安全上重要な施設の設計，材料の選定，製作及び検査については，適切と

認められる規格及び基準によるものであること。 

 

適合のための設計方針 

再処理施設は，下記に示す国内法令を満足するとともに，下記に示す規格，基準

等に準拠するものとする。 

安全上重要な施設については，その施設の設計，材料の選定，製作及び検査は，

下記の適切な規格及び基準によるものとする。 

(１) 国内法令 

ａ．原子力基本法 

ｂ．核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

ｃ．放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 

ｄ．放射線障害防止の技術的基準に関する法律 

ｅ．労働安全衛生法 

ｆ．労働基準法 

ｇ．高圧ガス保安法 

ｈ．消防法 

ｉ．毒物及び劇物取締法 

ｊ．電気事業法 

ｋ．建築基準法 

ｌ．その他 

(２) 国内規格，基準，指針等 

ａ．日本工業規格（ＪＩＳ） 

ｂ．空気調和・衛生工学会規格（ＳＨＡＳＥ） 

ｃ．日本エレベーター協会規格（ＪＥＡＳ） 

ｄ．日本建築学会各種構造設計及び計算基準（ＡＩＪ） 

1.9.21 廃棄施設 

（廃棄施設） 

第二十一条 再処理施設には、運転時において、周辺監視区域の外の空気

中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線

量を十分に低減できるよう、再処理施設において発生する放射性廃棄物

を処理する能力を有する放射性廃棄物の廃棄施設（安全機能を有する施

設に属するものに限り、放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。）を

設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

   再処理施設には，周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液

体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよう，以

下の設計を行う施設を設ける。 

 (１) 気体廃棄物の廃棄施設 

 ａ．せん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽等から発生する廃ガス

は，環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くするよ

う，ＮＯｘ吸収塔，よう素フィルタ，高性能粒子フィルタ，凝縮器及びミ

ストフィルタで洗浄，ろ過，ＮＯｘの回収及びよう素除去の処理をした

後，主排気筒から放出する設計とする。 

 ｂ．各施設の塔槽類からの廃ガスは，環境への放射性物質の放出量を合理的

に達成できる限り低くするように廃ガス洗浄塔，高性能粒子フィルタ，凝

縮器，デミスタ，よう素フィルタ及びスプレイ塔で洗浄，ろ過，ミスト除

去及びよう素除去の処理をした後，主排気筒及び北換気筒から放出する設

計とする。 

 ｃ．固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガスは，環境への放射性

物質の放出量を合理的に達成できる限り低くするように廃ガス洗浄器，ミ

ストフィルタ，高性能粒子フィルタ，吸収塔，凝縮器，ルテニウム吸着塔

及びよう素フィルタで洗浄，ろ過，ルテニウム除去及びよう素除去の処理

をした後，主排気筒から放出する設計とする。 

 ｄ．セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｅ．高圧ガス保安協会規格（ＫＨＫＳ） 

ｆ．電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

ｇ．日本電気協会で規定する電気技術規程及び指針（ＪＥＡＣ，ＪＥＡＧ） 

ｈ．日本電気計測器工業会規格（ＪＥＭＩＳ） 

ｉ．日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 

ｊ．日本電線工業会規格（ＪＣＳ） 

ｋ．石油学会規格（ＪＰＩ） 

ｌ．日本溶接協会規格（ＷＥＳ） 

ｍ．工場電気設備防爆指針 

ｎ．その他 

(３) 審査指針等 

再処理施設は，下記に示すａ，ｂ及びｃに基づき，またその他を参考とし設計す

る。 

ａ．再処理施設安全審査指針 

ｂ．核燃料施設の立地評価上必要なプルトニウムに関するめやす線量について 

ｃ．核燃料施設安全審査基本指針 

ｄ．その他関連安全審査指針等 

(４) 国外の規格，基準等 

なお，設計，材料の選定等に当たっては，原則として現行国内法規に基づく規

格，基準等によるが，これらに規定がない場合においては，必要に応じて，十分

使用実績があり，信頼性の高い以下に示す国外の規格，基準等に準拠する。 

ａ．ＡＮＳＩ規格(American National Standards Institute) 

ｂ．ＡＳＴＭ規格(American Society for Testing and Materials) 

ｃ．ＩＥＥＥ規格(The Institute of Electrical and ElectronicsEngineers) 

ｄ．ＡＳＭＥ規格(American Society of Mechanical Engineers) 

ｅ．ＢＳ規格(British Standards) 

ｆ．ＤＩＮ規格(Deutsches Institut fur Normung e.V.) 

ｇ．ＮＦ規格(Normes Francaises) 

なお，再処理施設の代表的な機器について，主な適用例を示すと下記のようにな

る。 

の換気は，必要に応じて高性能粒子フィルタ，廃ガス洗浄塔，凝縮器，ミ

ストフィルタ及びルテニウム吸着塔で洗浄，ろ過及びルテニウム除去の処

理をした後，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から

放出する設計とする。 

 ｅ．放射性気体廃棄物は，十分な拡散効果の期待できる主排気筒，北換気筒

及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から監視しながら放出する設計とす

る。 

 (２) 液体廃棄物の廃棄施設 

 ａ．周辺環境に放出する放射性液体廃棄物による公衆の線量は，合理的に達

成できる限り低くする設計とする。廃液の放射性物質の濃度，性状及び廃

液に含まれる成分に応じてろ過，脱塩及び蒸発の処理を行う設計とする。 

 ｂ．周辺環境に放出する放射性液体廃棄物中の放射性物質の量及び濃度を確

認し，十分な拡散効果を有する海洋放出口から海洋に放出する設計とす

る。 

 (３) 平常時の線量評価 

   平常時における再処理施設からの放射性物質の放出に起因する線量の計

算に当たっては，「気象指針」を適用し，「発電用軽水型原子炉施設の安

全審査における一般公衆の線量評価について（平成元年３月27日原子力安

全委員会了承）」を参考とするとともに，適切な解析モデル及びパラメー

タの値を用いて評価することで，公衆の線量が合理的に達成できる限り低

くなっていることを確認する。 

 ａ．放射線源となる放射性物質の設定について 

排気及び排水に含まれて放出される放射性物質の組成及びそれぞれの年間

放出量は，処理する使用済燃料の燃焼度，冷却期間等の燃料の仕様及び再処

理施設の運転を考慮して決定するものとする。 

また，放射性廃棄物等の貯蔵施設については，貯蔵量等の評価の前提条件

を適切に設定するものとする。 

 ｂ．線量の評価について 

   公衆の実効線量の評価に際しては，放射性物質の周辺における拡散等に

関する立地条件を適切に設定し，以下の各被ばく経路による線量を適切に
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(Ⅰ) 溶解槽（連続式） (１) ｂ 

(２) ａ，ｆ，ｉ，ｌ 

(３) ａ 

(４) ｂ，ｄ 

(Ⅱ) 抽出塔（環状形パルスカラム） (１) ｂ 

(２) ａ，ｌ 

(３) ａ 

(Ⅲ) 環状形槽 (１) ｂ 

(２) ａ，ｌ 

(３) ａ 

(Ⅳ) プルトニウム濃縮缶 (１) ｂ 

(２) ａ，ｌ 

(３) ａ 

(４) ｂ，ｄ 

(Ⅴ) 酸回収蒸発缶 (１) ｂ 

(２) ａ 

(３) ａ 

(Ⅵ) 高レベル廃液濃縮缶 (１) ｂ 

(２) ａ 

(３) ａ 

(Ⅶ) ディーゼル発電機 (１) ｂ，ｊ 

(２) ａ，ｆ，ｉ 

(３) ａ 

(４) ａ，ｃ 

(Ⅷ) 非常用母線 (１) ｂ，ｊ 

(２) ａ，ｊ 

(３) ａ 

(４) ｃ 

 

 

加え，そのうち 大となる線量を評価の対象とする。 

 (ａ) 排気中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく 

 (ｂ) 排気中の放射性物質の呼吸摂取による内部被ばく 

 (ｃ) 地表に沈着する放射性物質による外部被ばく 

 (ｄ) 農・畜産物摂取による内部被ばく 

 (ｅ) 排水中の放射性物質による外部被ばく 

 (ｆ) 海産物に移行する排水中の放射性物質の摂取による内部被ばく 

 (ｇ) 放射性廃棄物の保管廃棄施設等からの外部被ばく 

   公衆の皮膚の等価線量の評価に際しても，実効線量の評価と同様に，放

射性物質の周辺における拡散等に関する立地条件を適切に設定し，上記外

部被ばく経路（(ａ)，(ｃ)及び(ｅ)）による線量を適切に加え，そのうち

大となる線量を評価の対象とする。 

   なお，眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線については皮膚の等価線量と

同程度であり，ベータ線については皮膚の等価線量よりも小さいため，皮

膚の等価線量の評価で代表させ，等価線量限度を十分下回ることを確認す

る。 

 

添付書類六の下記項目参照 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

添付書類七の下記項目参照 

2. 再処理施設の放射線管理 

4. 放射性廃棄物処理 

5. 平常時における公衆の線量評価 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.22 検査，修理等に対する考慮 

指針21．検査，修理等に対する考慮 

1. 安全上重要な施設は，それらの安全機能を確認するために，必要に応じ，

再処理施設の運転中又は定期点検等の停止時に安全機能を損なうことなく適切

な方法により試験及び検査ができる設計であること。 

2. 安全上重要な施設は，それらの安全機能を健全に維持するための適切な保

守及び修理ができる設計であること。 

 

適合のための設計方針 

1.について 

安全上重要な施設は，必要に応じ，それらの安全機能が健全に保持されているこ

とを確認するために，再処理施設の運転中又は定期点検等の停止時に安全機能を

損なうことなく適切な方法により試験及び検査ができる設計とする。 

2.について 

安全上重要な施設は，それらの安全機能を健全に維持するための適切な保守及び

修理ができる設計とする。 

また，多量の放射性物質を内蔵する機器については，必要に応じてそれらへの接

近可能性も配慮した設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

4. 再処理設備本体 

5. 製品貯蔵施設 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9. その他再処理設備の附属施設 

 

 

 

 

1.9.22 保管廃棄施設 

（保管廃棄施設） 

第二十二条 再処理施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物の

保管廃棄施設（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設けな

ければならない。 

一 放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有するものとする

こと。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものであること。 

 

 

適合のための設計方針 

 第一号について 

   ガラス固化体貯蔵設備は，約8,200本のガラス固化体を貯蔵できる容量を

有する設計とする。 

   低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，燃料被覆管せん断片及び燃料集合体端

末片を約2,000本（1,000Ｌドラム換算），チャンネルボックス及びバーナ

ブルポイズンを約7,000本（200ℓドラム缶換算），雑固体等を約82,630本

（200ℓドラム缶換算）貯蔵できる容量を有する設計とする。 

   なお，雑固体等は，再処理事業の開始から47,783本貯蔵（令和２年２月

29日現在）していることから，これ以降の貯蔵容量は，再処理設備本体の

運転開始以降の雑固体等（推定年間発生量約5,700本）及びＭＯＸ燃料加工

施設の雑固体（推定年間発生量約1,000本）を考慮しても，約６年分であ

る。 

   また，再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯

蔵に係る施設から発生する雑固体及び低レベル濃縮廃液の固化体は，再処

理事業の開始から24,628本貯蔵（令和２年２月29日現在）していることか

ら，これ以降の貯蔵容量は約８年分である。 

 第二号について 

   ガラス固化体貯蔵設備は，冷却空気の流路及び十分な高さの冷却空気出

口シャフトを設け，ガラス固化体からの崩壊熱を，崩壊熱により生じる通
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風力によって流れる冷却空気により除去することにより，ガラス固化体及

び構造物の温度を適切に維持する設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

添付書類七の下記項目参照 

4. 放射性廃棄物処理 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.8.23 系統の単一故障に対する考慮 

指針22．系統の単一故障に対する考慮 

安全上重要な系統は，非常用所内電源系統のみの運転下又は外部電源系統のみ

の運転下で単一故障を仮定しても，その系統の安全機能を損なうことのない設

計であること。 

 

適合のための設計方針 

(１) 再処理施設の所内動力用電源は，外部電源として電力系統に接続される154

ｋＶ送電線２回線の他に，非常用所内電源として第１非常用ディーゼル発電機２

台及び第２非常用ディーゼル発電機２台を設け，安全上重要な系統が要求される

機能を果たすために必要な容量を持つ設計とする。 

安全上重要な系統及び機器については，それらを構成する動的機器に単一故障を

仮定しても，所定の安全機能を果たし得るように多重性又は多様性を有する設計

とする。 

安全保護系を含む安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要な計測制御

設備は，動的機器に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を果たし得るよう多

重化又は多様化によって対応するとともに，電気的・物理的な独立性を有する設

計とする。 

(２) 安全上重要な系統は，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期間内に

運転員等による原因の除去又は修理等が期待できる場合は，多重化又は多様化の

配慮をしなくてもよいものとする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

4. 再処理設備本体 

5. 製品貯蔵施設 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

8. 放射線管理施設 

9. その他再処理設備の附属施設 

1.9.23 放射線管理施設 

（放射線管理施設） 

第二十三条 工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するため、

放射線管理施設を設けなければならない。 

２ 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を制御室その他当該情

報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全機能を有する施設

に属するものに限る。）を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

放射線業務従事者等の出入管理，個人被ばく管理及び汚染管理を行うた

め，管理区域への出入管理を行う出入管理設備，外部被ばくに係る線量当量

を測定する個人線量計及び内部被ばくによる線量の評価に用いるホールボデ

ィカウンタ並びに管理区域への出入りに伴う汚染管理及び除染を行う汚染管

理設備を設ける設計とする。 

 

第２項について 

再処理施設の放射線監視のため，屋内モニタリング設備のうちエリアモニ

タ及びダストモニタは，その測定値を中央制御室において表示及び記録し，

放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，中

央制御室及び必要な箇所において警報を発する設計とする。また，屋内モニ

タリング設備のうちエリアモニタ及びダストモニタの測定値は，緊急時対策

所において表示する設計とする。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室においても必要なエリアモニタ及びダストモニタの表示及び記録を行

い，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたとき

は，警報を発する設計とする。 

また，放射線業務従事者等が頻繁に立ち入る箇所については定期的及び必

要の都度，サーベイメータによる外部放射線に係る線量当量率，サンプリン

グ等による空気中の放射性物質の濃度及び床，壁その他人の触れるおそれの

ある物の表面の放射性物質の密度の測定を行い，管理区域入口付近又は管理
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

添付書類八の下記項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 運転時の異常な過渡変化を超える事象 

 

本節の記述については，更に追補1.「1.安全設計」の追補がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域を有する建屋入口付近に表示する設計とする。放射線管理用試料の放射

能を測定するため，核種分析装置等の放射線測定設備を設ける設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

8. 放射線管理施設 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類七の下記項目参照 

2. 再処理施設の放射線管理 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.24 監視設備 

（監視設備） 

第二十四条 再処理施設には、運転時、停止時、運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時において、当該再処理施設及びその境界付近にお

ける放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準

事故時における迅速な対応のために必要な情報を制御室その他当該情報

を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全機能を有する施設に

属するものに限る。）を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

   再処理施設の運転時，停止時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準

事故時において，再処理施設から放出される放射性物質の濃度や，周辺監

視区域境界付近における空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を

監視し，及び測定するため，排気モニタリング設備，排水モニタリング設

備及び環境モニタリング設備を設けるとともに，放出管理分析設備及び環

境試料測定設備を備える設計とする。また，設計基準事故時における迅速

な対応のため，排気モニタリング設備及び環境モニタリング設備の測定値

を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室及び緊急時

対策所に表示する設計とする。 

   運転時及び停止時に再処理施設から放出される放射性物質の濃度の監視

及び測定については，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質

の測定に関する指針（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」を参考とし

た設計とする。また，設計基準事故時に監視及び測定するための設備は，

「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針

（昭和56年７月23日原子力安全委員会決定）」を参考とした設計とする。 

 (１) 再処理施設から放出される放射性物質の濃度の監視及び測定 

   気体廃棄物の放出経路となる主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処

理建屋換気筒には，放出される放射性物質の濃度を監視及び測定するた

め，排気モニタリング設備として排気筒モニタ及び排気サンプリング設備

を設ける設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備には，放出される放射性

物質の濃度を監視及び測定するため，排水モニタリング設備として排水サ

ンプリング設備を設ける設計とする。 

   気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係る試料の分析及び放射能測定を行

うため，放出管理分析設備を備える設計とする。 

   排気筒モニタは，設計基準事故時における迅速な対応のため，その測定

値を中央制御室において表示及び記録し，放射能レベルがあらかじめ設定

した値を超えたときは，警報を発する設計とする。また，排気筒モニタの

測定値は，緊急時対策所において表示する設計とする。使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要な排気筒モニタの表示及び記

録を行い，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を

発する設計とする。 

 (２) 周辺監視区域境界付近における空間放射線量率等の監視及び測定 

   再処理施設の周辺監視区域境界付近には，空間放射線量率及び空気中の

放射性物質の濃度を監視及び測定するため，環境モニタリング設備として

積算線量計，モニタリングポスト及びダストモニタを設ける設計とする。 

   周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため，環境試

料測定設備を備える設計とする。 

   モニタリングポスト及びダストモニタは，設計基準事故時における迅速

な対応のため，その測定値を中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室において表示及び記録し，空間放射線量率又は放射能レ

ベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する設計とする。

モニタリングポスト及びダストモニタの測定値は，緊急時対策所において

表示する設計とする。また，モニタリングポスト及びダストモニタを設置

する場所から中央制御室及び緊急時対策所への伝送は，有線及び無線によ

り，多様性を有する設計とする。 

   モニタリングポスト及びダストモニタは，電源復旧までの期間の電源を

確保するため，非常用所内電源系統に接続する設計とする。さらに，モニ

タリングポスト及びダストモニタは，短時間の停電時に電源を確保するた

め，専用の無停電電源装置を有する設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質

濃度を迅速に測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用サーベイ

メータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射能測定器を搭載した無

線通話装置付きの放射能観測車を備えるとともに，敷地周辺の公衆の線量

評価に資するため，敷地内の気象観測設備により風向，風速その他の気象

条件を測定及び記録できる設計とする。 

 

 

添付書類六の下記項目参照 

8. 放射線管理施設 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類七の下記項目参照 

2. 再処理施設の放射線管理 

3. 周辺監視区域境界付近及び周辺地域の放射線監視 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.9.25 保安電源設備 

（保安電源設備） 

第二十五条 再処理施設は、安全上重要な施設がその機能を維持するため

に必要となる電力を当該安全上重要な施設に供給するため、電力系統に

連系したものでなければならない。 

２ 再処理施設には、非常用電源設備（安全機能を有する施設に属するも

のに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

３ 保安電源設備（安全機能を有する施設へ電力を供給するための設備を

いう。）は、電線路及び非常用電源設備から安全機能を有する施設への

電力の供給が停止することがないよう、機器の損壊、故障その他の異常

を検知するとともに、その拡大を防止するものでなければならない。 

４ 再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は、当該再処理

施設において受電可能なものであり、かつ、それにより当該再処理施設

を電力系統に連系するものでなければならない。 

５ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性を確保し、及び独立性を

確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合で

あっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全

上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保

するために十分な容量を有するものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 第１項について 

   再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維持するために必要とな

る電力を当該安全上重要な施設に供給するため，154ｋＶ送電線２回線で電

力系統に連系した設計とする。 

 

 第２項について 

   再処理施設には，非常用電源設備として，非常用交流電源設備である非

常用ディーゼル発電機及び非常用直流電源設備である非常用蓄電池を設け

る設計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋には，非常用ディーゼル発電
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

機として第１非常用ディーゼル発電機を設置するとともに，非常用蓄電池

として第１非常用蓄電池を設置する。また，非常用電源建屋には，非常用

ディーゼル発電機として第２非常用ディーゼル発電機を設置するととも

に，非常用蓄電池として第２非常用蓄電池を設置する。さらに，これらに

必要な燃料等を備える設計とする。 

 

 第３項について 

   再処理施設の保安電源設備（安全機能を有する施設へ電力を供給するた

めの設備をいう。）は，再処理施設に接続する再処理施設内開閉所の外の

電力系統（以下「電線路」という。）及び非常用電源設備から安全機能を

有する施設への電力の供給が停止することがないよう，外部電源，非常用

電源設備，その他の関連する電気系統機器の短絡若しくは地絡又は母線の

低電圧若しくは過電流等を保護継電器にて検知できる設計とする。また，

故障を検知した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタルクラッド開閉装

置等の遮断器により故障箇所を隔離することによって，故障による影響を

局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。

受電変圧器の一次側において３相のうちの１相の電路の開放が生じ，安全

機能を有する施設への電力の供給が不安定になった場合においては，自動

（地絡や過電流による保護継電器の動作により）又は手動操作で，故障箇

所の隔離，非常用母線の健全な電源からの受電への切替え，その他の異常

の拡大を防止する対策により，安全機能を有する施設への電力の供給の安

定性を回復できる設計とする。また，送電線は，巡視点検による異常の早

期検知ができるよう，送電線引留部の外観確認が可能な設計とする。 

 

 第４項について 

   再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも２回線は，電力系統と非

常用所内電源系統とを接続する外部電源系統を少なくとも２つ以上設ける

ことにより，当該再処理施設において受電可能な設計とし，かつ，それに

より当該再処理施設を電力系統に連系する設計とする。 

   また，154ｋＶ送電線は，約３ｋｍ離れた東北電力ネットワーク株式会社
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

六ヶ所変電所に連系する設計とする。 

 

 第５項について 

   再処理施設の第１非常用ディーゼル発電機及びその附属設備は，多重性

及び独立性を考慮し，必要な容量のものを使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内

の各々異なる区画に２台備え，それぞれ 6.9ｋＶ非常用母線に接続する設計

とする。第２非常用ディーゼル発電機及びその附属設備は，多重性及び独

立性を考慮し，必要な容量のものを非常用電源建屋内の各々異なる区画に

２台備え，それぞれ 6.9ｋＶ非常用主母線に接続する設計とする。また，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び非常用電源建屋に非常用ディーゼル発電機

用として，燃料貯蔵設備をそれぞれ各々異なる区画に２系統を設置し，多

重性及び独立性を確保する設計とする。非常用直流電源設備として，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常用直流電源設備（110Ｖ）を，その他非

常用所内電源を必要とする建物ごとに第２非常用直流電源設備（110Ｖ）

を，さらに制御建屋に第２非常用直流電源設備（220Ｖ）をそれぞれ２系統

ずつ，各々異なる区画に設置し，多重性及び独立性を確保する設計とす

る。 

   これらにより，いずれか１系統の単一故障が発生した場合でも，残りの

系統により安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備の機

能を確保する容量を有する設計とする。 

   設計基準事故に対処するために必要な非常用ディーゼル発電機等の連続

運転に必要とする燃料を貯蔵する設備として，第１非常用ディーゼル発電

機用に重油タンクを，第２非常用ディーゼル発電機用に燃料油貯蔵タンク

を設置し，それぞれ７日間の連続運転に必要な容量以上の燃料を貯蔵する

設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

9. その他再処理設備の附属施設 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.9.26 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には、設計基準事故が発生した場合に適切な措置をと

るため、緊急時対策所を制御室以外の場所に設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の情報の把握等，適切な措置

をとるため，制御室以外の場所に緊急時対策所を設ける。緊急時対策所は，異

常等に対処するために必要な指示を行うための要員等を収容でき，必要な期間

にわたり安全にとどまることができることを確認するため可搬型酸素濃度計，

可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を配備する。 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基準事故に対処するために必

要な再処理施設の情報を収集する設備として，データ収集装置及びデータ表示

装置を設置する。 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との通信連絡を行うため，

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－Ｆ

ＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，データ伝送設備，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ページング装置及び

専用回線電話を設置又は配備する。 

 

添付書類六の下記項目参照 

9. その他再処理設備の附属施設 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.9.27 通信連絡設備 

（通信連絡設備） 

第二十七条 工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内

の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置（安全機能を有する施設

に属するものに限る。）及び多様性を確保した通信連絡設備（安全機能

を有する施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において再処理施設外の通

信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性を確保し

た専用通信回線を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 第１項について 

   再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，事業所内の

各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等に

より行うことができる装置及び音声等により行うことができる設備とし

て，警報装置及び有線回線又は無線回線による通信方式の多様性を確保し

た所内通信連絡設備を設ける設計とする。また，緊急時対策所へ事故状態

等の把握に必要なデータを伝送できる設備として，所内データ伝送設備を

設ける設計とする。 

   警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備については，非常

用所内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，外

部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。 

 

 

 第２項について 

   再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，国，地方公

共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る通信連絡を音

声等により行うことができる設備として，所外通信連絡設備を設ける設計

とする。 

   また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳ
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

Ｓ）へ必要なデータを伝送できる設備として，所外データ伝送設備を設け

る設計とする。 

   所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，有線回線，無線回線又は

衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の専用通信回線に接続

し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計とする。 

   所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，非常用所内電源系統，無

停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，外部電源が期待できな

い場合でも動作可能な設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

6. 計測制御系統施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 

 

1.9.28 重大事故等の拡大の防止等 

1.9.29 火災等による損傷の防止 

1.9.30 重大事故等対処施設の地盤 

1.9.31 地震による損傷の防止 

1.9.32 津波による損傷の防止 

1.9.33 重大事故等対処設備 

1.9.34 臨界事故の拡大を防止するための設備 

1.9.35 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

1.9.36 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

1.9.37 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

1.9.38 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

1.9.39 放射性物質の漏えいに対処するための設備 

1.9.40 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 

1.9.41 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 

1.9.42 電源設備 

1.9.43 計装設備 

1.9.44 中央制御室 

1.9.45 監視測定設備 

1.9.46 緊急時対策所 

1.9.47 通信連絡を行うために必要な設備 
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2. 施設配置 
2.1 概 要 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，再処理設備本体，製品貯蔵施

設，放射性廃棄物の廃棄施設等の施設を収容する建物及び主排気筒等の

構築物(以下 2.では｢再処理施設の建物及び構築物｣という。)は，安全性

の確保及び操作・保守の容易さを十分に考慮した配置とする。 
なお，敷地内には，廃棄物管理事業に係る廃棄物管理施設の建物及び 

構築物も配置する。 
 

 

2. 施設配置 

2.1 概  要 

再処理施設の建物及び構築物は，安全性の確保及び操作・保守の容易

さを十分に考慮した配置とする。 
 
 
敷地内には，廃棄物管理事業に係る廃棄物管理施設の建物及び構築物

並びに核燃料物質加工事業に係るＭＯＸ燃料加工施設の建物及び構築物

も配置する。 
 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

 

・新規制基準の第１５条

要求による変更（他施設

との共用に係る変更） 
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2.2 全体配置 

2.2.1  設計方針 

 再処理施設の建物及び構築物は，以下の方針に基づき敷地内に配置す

る。 

 (１) 平常時における周辺監視区域外での線量が｢原子炉等規制法｣に基づ

き定められている線量限度を超えないようにするとともに，立地評価

事故時における敷地境界外での線量が「再処理施設安全審査指針」を

満足するような配置とする。 

 (２) 再処理設備本体の運転開始に先立ち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る施設を使用することを考慮した配置とする。 

 (３) 操作・保守の容易さを十分に考慮した配置とする。 

 (４) 将来の増設を考慮した配置とする。 

 (５) 安全上重要な施設への不法な接近，侵入の防止措置を考慮した配置

とする。 

 

 

2.2 全体配置 

2.2.1 設計方針 

 再処理施設の建物及び構築物は，以下の方針に基づき敷地内に配置す

る。 

 (１) 平常時における周辺監視区域外での線量が｢原子炉等規制法｣に基づ

き定められている線量限度を超えないようにするとともに，設計基準

事故時における敷地境界外での線量が事業指定基準規則を満足するよ

うな配置とする。 

 (２) 再処理設備本体の運転開始に先立ち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る施設を使用することを考慮した配置とする。 

 (３) 操作・保守の容易さを十分に考慮した配置とする。 

 (４) 将来の増設を考慮した配置とする。 

 (５) 安全上重要な施設への不法な接近，侵入の防止措置を考慮した配置

とする。 
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2.2.2 全体配置 

敷地内の主要な建物及び構築物は，以下のもので構成する。 
(１ ) 使用済燃料輸送容器管理建屋 
(２ ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(３) 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 
(４) 前処理建屋 
(５ ) 分離建屋 
(６ ) 精製建屋 

(７) ウラン脱硝建屋 
(８) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
(９) ウラン酸化物貯蔵建屋 
(10) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

(11) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

(12) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

(13) 低レベル廃液処理建屋 

(14) 低レベル廃棄物処理建屋 

(15) チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 

(16) ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

(17) 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

(18) 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

(19) 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

(20) 主排気筒 

(21) 海洋放出管 

(22) 制御建屋 

(23) 分析建屋 

(24) 非常用電源建屋 

2.2.2 全体配置 

  敷地内の主要な建物及び構築物は，以下のもので構成する。 

 (１) 使用済燃料輸送容器管理建屋 

 (２) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 (３) 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

 (４) 前処理建屋 

 (５) 分離建屋 

 (６) 精製建屋 

 (７) ウラン脱硝建屋 

 (８) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 (９) ウラン酸化物貯蔵建屋 

 (10) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

 (11) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

 (12) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 (13) 低レベル廃液処理建屋 

 (14) 低レベル廃棄物処理建屋 

 (15) チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

 (16) ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

 (17) 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 (18) 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 (19) 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 (20) 主排気筒 

 (21) 海洋放出管 

 (22) 制御建屋 

 (23) 分析建屋 

 (24) 非常用電源建屋 

 (25) 主排気筒管理建屋 

 (26) 緊急時対策建屋 

 (27) 第１保管庫・貯水所 

 (28) 第２保管庫・貯水所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第９条、

第 26 条、第 33 条、第 41 

条及び第 46 条要求による

変更並びに緊急時対策 

所の新設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

再処理施設の一般配置図を，第 2.2－１図(１)～第 2.2－１図(３)に示す。 
再処理施設の主要な建物及び構築物は，敷地の西側部分を標高約 55ｍ
に整地造成して，設置する。 

敷地のほぼ中央に主排気筒を設置し，その西側に前処理建屋，分離建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，非常用電源建屋及び第１ガラス固化

体貯蔵建屋を，主排気筒の北西側には使用済燃料輸送容器管理建屋，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及びハル

・エンド ピース貯蔵建屋を， 主排気筒の北側には第１低レベル廃棄物

貯蔵建屋を，主排気筒の北東側には第４低レベル廃棄物貯蔵建屋を設置

する。主排気筒の南西側には制御建屋，分析建屋，低レベル廃液処理建

屋，低レベル廃棄物処理建屋，チャンネル ボックス・バーナブル ポイ

ズン処理建屋及び第２低レベル廃棄物貯蔵建屋を，主排気筒の南側には

精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラ

ン酸化物貯蔵建屋及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋を設置

する。建物間には，放射性物質の移送等のため洞道を設置する。 
 
 
 
 
海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管

理建屋から導かれ，敷地南側にて合流後おおむね運搬専用道路に沿い，

汀線部から沖合約３ｋｍまで敷設する。 
主排気筒から敷地境界までの最短距離は，北東方向で約 600ｍである

。使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料輸送容器管理建屋，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第１低

レベル廃棄物貯蔵建屋，海洋放出管の一部，開閉所等は，敷地北西部に

集中した配置とする。 
 
再処理施設の建物及び構築物は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から南

方向へ，プロセスの流れに応じた配置とする。 

再処理施設の一般配置図を，2.2－１図(１)から2.2－１図(３)に示す。 

再処理施設の主要な建物及び構築物は，敷地の西側部分を標高約55ｍ

に整地造成して，設置する。 

敷地のほぼ中央に主排気筒を設置し，その西側に前処理建屋，分離

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，非常用電源建屋及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋を，主排気筒の北西側には使用済燃料輸送容器管理建屋，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及びハ

ル・エンドピース貯蔵建屋を，主排気筒の北側には第１低レベル廃棄物

貯蔵建屋を，主排気筒の北東側には第４低レベル廃棄物貯蔵建屋を，南

東側には緊急時対策建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

を設置する。主排気筒の南西側には制御建屋，分析建屋，低レベル廃液

処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋，チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋及び第２低レベル廃棄物貯蔵建屋を，主排気筒の南側

には精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋及び

主排気筒管理建屋を設置する。建物間には，放射性物質の移送等のため

洞道を設置する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地下階において，その

南側に隣接する形で設置される貯蔵容器搬送用洞道と接続する。 

海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管

理建屋から導かれ，敷地南側にて合流後おおむね運搬専用道路に沿い，

汀線部から沖合約３ｋｍまで敷設する。 

主排気筒から敷地境界までの最短距離は，北東方向で約600ｍであ

る。 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料輸送容器管理建屋，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第１低

レベル廃棄物貯蔵建屋，海洋放出管の一部，開閉所等は，敷地北西部に

集中した配置とする。 

再処理施設の建物及び構築物は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から南

方向へ，プロセスの流れに応じた配置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第 26 条、

第 33 条、第 41 条及び第

46 条要求による変更並び

に緊急時対策所の新設 

 

・新規制基準の第９条要

求による変更 

 

 

・新規制基準の第１５条

要求による変更（他施設

との共用に係る変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と前処理建屋，前処理建屋と分離建屋，

前処理建屋及び分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋等の建物間につ

いては，操作・保守の便を考慮して互いに接した配置とする。 
整地造成した区域内の西側及び北側部分には，放射性固体廃棄物の貯

蔵施設の将来増設のためにスペースを確保する。 
なお，安全上重要な施設は，第三者の不法な接近等を未然に防止する

ため，これらを取り囲む物的障壁を持つ防護された区域を設け，その内

側に配置する。 
 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と前処理建屋，前処理建屋と分離建屋，

前処理建屋及び分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋等の建物間につ

いては，操作・保守の便を考慮して互いに接した配置とする。 

整地造成した区域内の西側及び北側部分には，放射性固体廃棄物の貯

蔵施設の将来増設のためにスペースを確保する。 

 なお，安全上重要な施設は，第三者の不法な接近等を未然に防止する

ため，これらを取り囲む物的障壁を持つ防護された区域を設け，その内

側に配置する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.2.3 評 価 
(１) 再処理施設の建物及び構築物は，敷地境界から十分離隔した配置と

しており，添付書類七に示すように，平常時における周辺監視区域外

での線量当量が｢原子炉等規制法｣に基づき定められている線量当量

限度を超えないとともに，添付書類八に示すように，立地評価事故

時における敷地境界外での線量当量が｢再処理施設安全審査指針｣を

満足する配置としている。 
(２) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料輸送容器管理建屋，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第

１低レベル廃棄物貯蔵建屋，海洋放出管の一部，開閉所等は，敷地北

西部に集中した配置としているので，後続する建物及び構築物の工事

施工により安全を損なわない配置としている。 
(３) 操作・保守の容易さを十分に考慮した配置としている。 
(４) 将来の増設を考慮した配置としている。 
(５) 安全上重要な施設への不法な接近，侵入の防止措置を考慮した配置

としている。 
 

2.2.3  評  価 

(１) 再処理施設の建物及び構築物は，敷地境界から十分離隔した配置と

しており，「添付書類七」に示すように，平常時における周辺監視区

域外での線量が｢原子炉等規制法｣に定められた線量限度を超えないと

ともに，「添付書類八」に示すように，設計基準事故時における敷地

境界外での線量が事業指定基準規則を満足する配置としている。 

 (２) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料輸送容器管理建屋，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第

１低レベル廃棄物貯蔵建屋，海洋放出管の一部，開閉所等は，敷地北

西部に集中した配置としているので，後続する建物及び構築物の工事

施工により安全を損なわない配置としている。 

 (３) 操作・保守の容易さを十分に考慮した配置としている。 

 (４) 将来の増設を考慮した配置としている。 

 (５) 安全上重要な施設への不法な接近，侵入の防止措置を考慮した配置

としている。 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

・記載の適正化（新規則

施行に伴う変更） 

添六―262



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3 建物及び構築物 

2.3.1 設計方針 

(１) 主要な建物及び構築物は，敷地で予想される台風，異常寒波，豪雪

等 の自然条件を考慮して，これらによって被害を生じないように設

計する。 

 

(２) 建物・構築物は，十分な地耐力を有する地盤に支持させる。 

(３) 建物を互いに接して配置する場合は，構造的に分離する。 

(４) 防護措置を講ずることを考慮した設計とする。 

(５) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を収容する建物には，必要に

応じ，後続する建物との取合い工事のための予備的措置を施す。 

(６) ガラス固化体の貯蔵に必要な施設を収容する建物には，必要に応

じ，増設する建物との取合い工事のための予備的措置を施す。 

(７) 非常用所内電源系統は，十分な独立性を有する配置とする。 

(８) 建物は，標識のついた安全避難通路を有する設計とする。 

 

2.3 建物及び構築物 

2.3.1 設計方針 
 (１) 主要な建物及び構築物は，敷地で予想される洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事

象，森林火災等の自然条件を考慮して，これらによって再処理施

設の安全性を損なわないように設計する。 

 (２) 建物及び構築物は，十分な地耐力を有する地盤に支持させる。 

 (３) 建物を互いに接して配置する場合は，構造的に分離する。 

 (４) 防護措置を講ずることを考慮した設計とする。 

 (５) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を収納する建物には，必要

に応じ，後続する建物との取合い工事のための予備的措置を施す。 

 (６) ガラス固化体の貯蔵に必要な施設を収納する建物には，必要に応

じ，増設する建物との取合い工事のための予備的措置を施す。 

 (７) 非常用所内電源系統は，十分な独立性を有する配置とする。 

 (８) 建物には，その位置を明確，かつ，恒久的に表示することにより容

易に識別できる安全避難通路を設ける設計とする。 

 

 

 

・新規制基準の第９条要

求による変更 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第 14 条要

求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.2 建物及び構築物 

主要な建物及び構築物は，敷地で予想される台風，異常寒波，豪雪等

の自然条件について，敷地及び周辺地域の過去の記録，現地調査等を参

考にして，予想される自然条件のうち最も過酷と考えられる条件を適切

に考慮した設計とする。 

 

重要な建物・構築物は，安定な地盤である鷹架層で直接支持するか，

又は安定な地盤上に打設するコンクリート等を介して支持する設計とす

る。また，その他の建物・構築物は，十分な地耐力を有する地盤で直接

支持するか，又はくい等を介して支持する設計とする。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と前処理建屋，前処理建屋と分離建屋，

前処理建屋及び分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋，分析建屋と制

御建屋等の建物の間は互いに接して配置するが，構造的に分離する。 

防護対象特定核燃料物質を取り扱う建物は，防護措置を講じた設計と

する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋には，後続する前処理建屋との取合い工

事のための予備的措置を施す。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟には，後続する第１ガラス固化体貯蔵

建屋西棟との取合い工事のための予備的措置を施す。 

非常用所内電源系統は，相互の離隔距離又は障壁によって分離し，１

区分の損傷により安全機能が喪失しない設計とする。 

なお，建物は，標識のついた安全避難通路を有する設計とする。 

 

2.3.2 建物及び構築物 

主要な建物及び構築物は，敷地で予想される洪水，風（台風），竜巻

，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林

火災等の自然条件について，敷地及び周辺地域の過去の記録，現地調査

等を参考にして，予想される自然条件のうち最も過酷と考えられる条件

を適切に考慮した設計とする。 

重要な建物・構築物は，安定な地盤である鷹架層で直接支持するか又

は安定な地盤上に打設するコンクリート等を介して支持する設計とする

。 

また，その他の建物・構築物は，十分な地耐力を有する地盤で直接支

持するか又はくい等を介して支持する設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と前処理建屋，前処理建屋と分離建屋，

前処理建屋及び分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋，分析建屋と制

御建屋等の建物の間は互いに接して配置するが，構造的に分離する。 

防護対象特定核燃料物質を取り扱う建物は，防護措置を講ずる設計と

する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋には，後続する前処理建屋との取合い工

事のための予備的措置を施す。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟には，後続する第１ガラス固化体貯蔵

建屋西棟との取合い工事のための予備的措置を施す。 

非常用所内電源系統は，相互の離隔距離又は障壁によって分離し，１

区分の損傷により安全機能が喪失しない設計とする。 

建物には，人の立ち入る区域から，出口に至る通路，階段及び踊り場

に，安全避難通路を設けるものとする。安全避難通路は，誘導灯及び非

常灯により容易に識別できる設計とする。 

 

 

新規制基準の第９条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第 14 条要

求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.3 使用済燃料輸送容器管理建屋 

使用済燃料輸送容器管理建屋は，使用済燃料の受入れ施設の使用済燃

料輸送容器受入れ・保管設備及び使用済燃料輸送容器保守設備，液体廃

棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の一部等を収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及

び鉄骨造)で，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫，空使用済燃

料輸送容器保管庫及びトレーラエリアが地上１階(地上高さ約 26ｍ), 

除染エリアが地上３階(地上高さ約 16ｍ),地下１階，並びに保守エリア

が地上２階(地上高さ約 21ｍ),地下１階，平面が約 68ｍ(南北方向)×

約 180ｍ(東西方向)の建物であり, 堅固な基礎版上に設置する。 

使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図を第 2.3－１図～第 2.3－５図

に示す。 

 

2.3.3  使用済燃料輸送容器管理建屋 

使用済燃料輸送容器管理建屋は，使用済燃料の受入れ施設の使用済燃

料輸送容器受入れ・保管設備及び使用済燃料輸送容器保守設備，液体廃

棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の一部等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造)で，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫，空使用済燃料

輸送容器保管庫及びトレーラエリアが地上１階（地上高さ約 26ｍ），除

染エリアが地上３階（地上高さ約 16ｍ），地下１階，並びに保守エリア

が地上２階（地上高さ約 21ｍ），地下１階，平面が約 68ｍ（南北方向

）×約 180ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図を第 2.3－１図～第 2.3－５

図に示す。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.4 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は, 「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設」の使用済燃料貯蔵設備，燃料取出し準備設備，燃料取出し設備及

び使用済燃料輸送容器返却準備設備, ｢液体廃棄物の廃棄施設｣の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系(洗濯廃液ろ過装置を除く),｢

固体廃棄物の廃棄施設」のチャンネル ボックス・バーナブル ポイズン

処理系の一部，廃樹脂貯蔵系(使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る廃樹脂

の貯蔵)及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，｢計測

制御系統施設｣の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，｢その

他再処理設備の附属施設｣の第１非常用ディーゼル発電機等を収容する

。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造及

び鉄骨造) で，地上３階(地上高さ約 21ｍ), 地下３階，平面が約 130

ｍ(南北方向)×約 86ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－６図～第 2.3－12

図に示す。 

 

2.3.4  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設」の使用済燃料貯蔵設備，燃料取出し準備設備，燃料取出し設備及

び使用済燃料輸送容器返却準備設備，「液体廃棄物の廃棄施設｣の使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系(洗濯廃液ろ過装置を除く)

，｢固体廃棄物の廃棄施設」のチャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理系の一部，廃樹脂貯蔵系(使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る廃

樹脂の貯蔵)及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，

「計測制御系統施設」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

，「その他再処理設備の附属施設」の第１非常用ディーゼル発電機等を

収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造）で，地上３階（地上高さ約 21ｍ），地下３階，平面が約 130ｍ

（南北方向）×約 86ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－６図～第 2.3－12

図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.5 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋は，液体廃棄物の廃棄施設の「使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系｣(洗濯廃液ろ過装置) 及び

海洋放出管理系(｢使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系」か

らの処理済廃液の受入れ及び放出)等を収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階(地上高さ約 15ｍ), 地

下３階，平面が約 53ｍ(南北方向)×約 33ｍ(東西方向)の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図を第 2.3－13 図～第 2.3

－18 図に示す。 

 

2.3.5  使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋は，液体廃棄物の廃棄施設の「使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系」（洗濯廃液ろ過装置）及

び海洋放出管理系（「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系

」からの処理済廃液の受入れ及び放出)等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約 15ｍ），

地下３階，平面が約 53ｍ（南北方向）×約 33ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図を第 2.3－13 図～第 2.3

－18 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.6 前処理建屋 

前処理建屋は，せん断処理施設の燃料供給設備及びせん断処理設備，

溶解施設の溶解設備及び清澄・計量設備，気体廃棄物の廃棄施設のせん

断処理・溶解廃ガス処理設備及び前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備等を

収容する。 

なお，せん断機，溶解槽等の機器は，セル内に収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造) で，地上５階(地上高さ約 32ｍ), 地下４階，平面が約 87ｍ (

南北方向)×約 69ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置す

る。 

前処理建屋機器配置図を第 2.3－19 図～第 2.3－28 図に示す。 

 

2.3.6 前処理建屋 

前処理建屋は，せん断処理施設の燃料供給設備及びせん断処理設備，

溶解施設の溶解設備及び清澄・計量設備，気体廃棄物の廃棄施設のせん

断処理・溶解廃ガス処理設備及び前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備等を

収納する。 

せん断機，溶解槽等の機器は，セル内に収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造）で，地上５階（地上高さ約 32ｍ），地下４階，平面が約 87ｍ

（南北方向）×約 69ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。 

前処理建屋機器配置図を第 2.3－19 図～第 2.3－28 図に示す。 

また，前処理建屋は，その他再処理設備の附属施設の蒸気供給設備（

安全蒸気ボイラ用ＬＰＧボンベユニット）を，同建屋北東部の一画に収

納する。同区画の範囲は，平面が約４ｍ（南北方向）×約９ｍ（東西方

向）である。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

・新規制基準の第９条

（外部火災）要求による

変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.7 分離建屋 

分離建屋は，分離施設の分離設備，分配設備及び分離建屋一時貯留処

理設備，酸及び溶媒の回収施設の第１酸回収系及び溶媒再生系 (分離施

設で発生する使用済溶媒の再生) , 液体廃液物の廃棄施設の高レベル廃

液濃縮設備，気体廃棄物の廃棄施設の分離建屋塔槽類廃ガス処理設備等

を収容する。 

なお，抽出塔，プルトニウム分配塔，高レベル廃液濃縮缶等の機器は

，セル内に収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上４階(地上高さ約 26ｍ), 地

下３階，平面が約 89ｍ(南北方向)×約 65ｍ(東西方向)の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

分離建屋機器配置図を第 2.3－29 図～第 2.3－38 図に示す。 

 

2.3.7 分離建屋 

分離建屋は，分離施設の分離設備，分配設備及び分離建屋一時貯留処

理設備，酸及び溶媒の回収施設の第１酸回収系及び溶媒再生系（分離施

設で発生する使用済溶媒の再生），液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液濃縮設備，気体廃棄物の廃棄施設の分離建屋塔槽類廃ガス処理設備等

を収納する。 

抽出塔，プルトニウム分配塔，高レベル廃液濃縮缶等の機器は，セル

内に収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上４階（地上高さ約 26ｍ），

地下３階，平面が約 89ｍ（南北方向）×約 65ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

分離建屋機器配置図を第 2.3－29 図～第 2.3－38 図に示す。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.8 精製建屋 

精製建屋は，精製施設のウラン精製設備，プルトニウム精製設備及び

精製建屋一時貯留処理設備，酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系，溶

媒再生系(精製施設で発生する使用済溶媒の再生)及び溶媒処理系，気体

廃棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収容する。 

なお，抽出塔，核分裂生成物洗浄器，プルトニウム濃縮缶等の機器

は，セル内に収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上６階(地上高さ約 29ｍ), 

地下３階, 平面が約 92ｍ(南北方向)×約 71ｍ(東西方向)の建物であり

，堅固な基礎版上に設置する。 

精製建屋機器配置図を第 2.3－39 図～第 2.3－51 図に示す。 

 

2.3.8  精製建屋 

精製建屋は，精製施設のウラン精製設備，プルトニウム精製設備及び

精製建屋一時貯留処理設備，酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系，溶

媒再生系(精製施設で発生する使用済溶媒の再生)及び溶媒処理系，気体

廃棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。 

抽出塔，核分裂生成物洗浄器，プルトニウム濃縮缶等の機器は，セル

内に収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上６階（地上高さ約 29ｍ），

地下３階，平面が約 92ｍ（南北方向）×約 71ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

精製建屋機器配置図を第 2.3－39 図～第 2.3－51 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.9 ウラン脱硝建屋 

ウラン脱硝建屋は，脱硝施設のウラン脱硝設備，気体廃棄物の廃棄施

設のウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上５階(地上高さ約 27ｍ), 地

下１階, 平面が約 39ｍ(南北方向)×約 41ｍ(東西方向)の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

ウラン脱硝建屋機器配置図を第 2.3－52 図～第 2.3－58 図に示す。 

 

2.3.9  ウラン脱硝建屋 

ウラン脱硝建屋は，脱硝施設のウラン脱硝設備，気体廃棄物の廃棄施

設のウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上５階（地上高さ約 27ｍ），

地下１階，平面が約 39ｍ（南北方向）×約 41ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

ウラン脱硝建屋機器配置図を第 2.3－52 図～第 2.3－58 図に示す。 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.10 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，脱硝施設のウラン・プルトニ

ウム混合脱硝設備，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収容する。 

なお，硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，セル内に収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階(地上高さ約 16ｍ), 地

下２階，平面が約 69ｍ(南北方向)×約 57ｍ(東西方向)の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図を第 2.3－59 図～第

2.3－63 図に示す。 

 

2.3.10 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，脱硝施設のウラン・プルトニ

ウム混合脱硝設備，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。 

なお，硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，セル内に収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約 16ｍ），

地下２階，平面が約 69ｍ（南北方向）×約 57ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図を第 2.3－59 図～第

2.3－63 図に示す。 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.11 ウラン酸化物貯蔵建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋は，製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備等を

収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造)で，

地上２階 (地上高さ約 13ｍ），地下２階，平面が約 53ｍ(南北方向)×約

53ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－64 図～第 2.3－68 図に示

す。 

 

2.3.11 ウラン酸化物貯蔵建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋は，製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備等を

収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で

，地上２階（地上高さ約 13ｍ），地下２階，平面が約 53ｍ（南北方向

）×約 53ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－64 図～第 2.3－68 図に示

す。 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.12 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，製品貯蔵施設のウラン

・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備等を収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地上高さ約 14ｍ）, 

地下４階，平面が約 56ｍ(南北方向)×約 52ｍ(東西方向)の建物であり

，堅固な基礎版上に設置する。 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－69

図～第 2.3－74 図に示す。 

 

2.3.12 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，製品貯蔵施設のウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地上高さ約14ｍ），

地下４階，平面が約56ｍ（南北方向）×約52ｍ（東西方向）の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。 

ＭＯＸ燃料加工施設へＭＯＸを収納する混合酸化物貯蔵容器を払い

出すため，地下４階において貯蔵容器搬送用洞道と接続する。また，

貯蔵容器搬送用洞道及びＭＯＸ燃料加工施設の燃料加工建屋の一部は，

負圧管理の境界として共用する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図を第2.3－69図

～第2.3－74図に示す。 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

・新規制基準の第１５条

要求による変更（他施設

との共用に係る変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.13 高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液貯蔵設備，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備及び

ガラス固化体貯蔵設備の一部，気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備等を収容する。 

なお，高レベル濃縮廃液貯槽，ガラス溶融炉等の機器は，セル内に収

容する。また，ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピットは，十分な厚みを有

する建物のコンクリート壁等で構築した地下部に配置する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造) で，地上２階(地上高さ約 15ｍ), 地下４階，平面が約 59ｍ (南

北方向)×約 84ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する

。 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，ガラス固化体の冷却流路を形成する

ため，流路出入口側に迷路板及びルーバを付設した冷却空気入口シャフ

ト及び冷却空気出口シャフトを設け，冷却空気を出口シャフトの排気口

から排出する。なお，排気口の高さは約 35ｍとする。 

高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図を第 2.3－75 図～第 2.3－83

図に示す。 

 

2.3.13 高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液貯蔵設備，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備及び

ガラス固化体貯蔵設備の一部，気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備等を収納する。 

高レベル濃縮廃液貯槽，ガラス溶融炉等の機器は，セル内に収容する

。また，ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピットは，十分な厚みを有する建

物のコンクリート壁等で構築した地下部に配置する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造）で，地上２階（地上高さ約 15ｍ），地下４階，平面が約 59ｍ

（南北方向）×約 84ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，ガラス固化体の冷却流路を形成する

ため，流路出入口側に迷路板及びルーバを付設した冷却空気入口シャフ

ト及び冷却空気出口シャフトを設け，冷却空気を出口シャフトの排気口

から排出する。排気口の高さは約 35ｍとする。 

高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図を第 2.3－75 図～第 2.3－83

図に示す。 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.14 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス固化体

貯蔵設備の一部等を収容する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟及び西

棟で構成され，西棟建設後，東棟及び西棟間の一部の壁を撤去する。 

なお，ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピットは，十分な厚みを有する建

物のコンクリート壁等で構築した地下部に配置する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造) で，地上１階(地上高さ約 14ｍ), 地下２階，平面が第１ガラス

固化体貯蔵建屋東棟で約 47ｍ(南北方向)×約 56ｍ(東西方向)，第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋西棟で約 47ｍ(南北方向)×約 56ｍ(東西方向)の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，各貯蔵区域ごとのガラス固化体の冷却

流路を形成するため，流路出入口側に迷路板及びルーバ等を付設した冷

却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトを設け，冷却空気を出口

シャフトの排気口から排出する。なお，排気口の高さは約 35ｍとする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－84 図～第 2.3－87 図

に示す。 

 

2.3.14 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス固化体

貯蔵設備の一部等を収納する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟及び西

棟で構成され，西棟建設後，東棟及び西棟間の一部の壁を撤去する。 

ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピットは，十分な厚みを有する建物のコ

ンクリート壁等で構築した地下部に配置する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造）で，地上１階（地上高さ約 14ｍ），地下２階，平面が第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋東棟で約 47ｍ（南北方向）×約 56ｍ（東西方向），

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟で約 47ｍ（南北方向）×約 56ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，貯蔵区域ごとのガラス固化体の冷却流

路を形成するため，流路出入口側に迷路板及びルーバ等を付設した冷却

空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトを設け，冷却空気を出口シ

ャフトの排気口から排出する。排気口の高さは約 35ｍとする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－84 図～第 2.3－87 図

に示す。 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.15 低レベル廃液処理建屋 

低レベル廃液処理建屋は，液体廃棄物の廃棄施設の第１低レベル廃液

処理系，第２低レベル廃液処理系，油分除去系及び海洋放出管理系（油

分除去系，洗濯廃液処理系及び「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

廃液処理系｣からの処理済廃液の受入れ及び放出)，気体廃棄物の廃棄施

設の低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上３階（地上高さ約 17ｍ）, 

地下２階，平面が約 63ｍ(南北方向)×約 58ｍ(東西方向)の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

低レベル廃液処理建屋機器配置図を第 2.3－88 図～第 2.3－93 図に示

す。 

 

2.3.15 低レベル廃液処理建屋 

低レベル廃液処理建屋は，液体廃棄物の廃棄施設の第１低レベル廃液

処理系，第２低レベル廃液処理系，油分除去系及び海洋放出管理系（油

分除去系，洗濯廃液処理系及び「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

廃液処理系｣からの処理済廃液の受入れ及び放出），気体廃棄物の廃棄

施設の低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上３階（地上高さ約 17ｍ），

地下２階，平面が約 63ｍ（南北方向）×約 58ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

低レベル廃液処理建屋機器配置図を第 2.3－88 図～第 2.3－93 図に示

す。 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.16 低レベル廃棄物処理建屋 

低レベル廃棄物処理建屋は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル濃縮廃

液処理系，廃溶媒処理系及び雑固体廃棄物処理系，気体廃棄物の廃棄施

設の低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収容する。また

, 低レベル廃棄物処理建屋換気筒を本建屋上に設置する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上４階(地上高さ約 29ｍ), 地

下２階，平面が約 98ｍ(南北方向)×約 99ｍ(東西方向)の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

低レベル廃棄物処理建屋機器配置図を第 2.3－94 図～第 2.3－100 図に

示す。 

 

2.3.16 低レベル廃棄物処理建屋 

低レベル廃棄物処理建屋は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル濃縮廃

液処理系，廃溶媒処理系及び雑固体廃棄物処理系，気体廃棄物の廃棄施

設の低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。また

，低レベル廃棄物処理建屋換気筒を本建屋上に設置する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上４階（地上高さ約 29ｍ），

地下２階，平面が約 98ｍ（南北方向）×約 99ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

低レベル廃棄物処理建屋機器配置図を第 2.3－94 図～第 2.3－100 図

に示す。 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.17 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋は，固体廃棄物

の廃棄施設のチャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理系の一部

，廃樹脂貯蔵系（チャンネル ボックス及びバーナブル ポイズンの処理

に係る廃樹脂の貯蔵) 及びチャンネル ボックス・バーナブル ポイズン

貯蔵系，気体廃棄物の廃棄施設のチャンネル ボックス・バーナブル ポ

イズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階(地上高さ約 26ｍ), 地

下１階，平面が約 61ｍ(南北方向)×約 61ｍ(東西方向)の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋機器配置図を第

2.3－101 図～第 2.3－104 図に示す。 

 

2.3.17 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋は，固体廃棄物の

廃棄施設のチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系の一部，廃

樹脂貯蔵系（チャンネルボックス及びバーナブルポイズンの処理に係る

廃樹脂の貯蔵) 及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，

気体廃棄物の廃棄施設のチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理

建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約 26ｍ），

地下１階，平面が約 61ｍ（南北方向）×約 61ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器配置図を第

2.3－101 図～第 2.3－104 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.18 ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋は,固体廃棄物の廃棄施設のハル・エン

ドピース貯蔵系，廃樹脂貯蔵系(ハル・エンド ピースの貯蔵に係る廃樹

脂の貯蔵)，気体廃棄物の廃棄施設のハル・エンド ピース貯蔵建屋塔槽

類廃ガス処理設備等を収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造) で，地上２階(地上高さ約 18ｍ), 地下４階，平面が約 43ｍ (南

北方向)×約 54ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する

。 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－105 図～第 2.3－

111 図に示す。 

 

2.3.18 ハル・エンドピース貯蔵建屋 

ハル・エンドピース貯蔵建屋は,固体廃棄物の廃棄施設のハル・エン

ドピース貯蔵系，廃樹脂貯蔵系（ハル・エンドピースの貯蔵に係る廃樹

脂の貯蔵），気体廃棄物の廃棄施設のハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽

類廃ガス処理設備等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造）で，地上２階（地上高さ約 18ｍ），地下４階，平面が約 43ｍ

（南北方向）×約 54ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－105 図～第 2.3－

111 図に示す。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

添六―280



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.19 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体廃棄物の廃棄施設の第１低レベ

ル廃棄物貯蔵系等を収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１階(地上高さ約６ｍ), 平

面が約 73ｍ(南北方向)×約 38ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版

上に設置する。 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－112 図に示す。 

 

2.3.19 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体廃棄物の廃棄施設の第１低レベ

ル廃棄物貯蔵系等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地上高さ約６ｍ），

平面が約 73ｍ（南北方向）×約 38ｍ（東西方向）の建物であり，堅固

な基礎版上に設置する。 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－112 図に示す。 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.20 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体廃棄物の廃棄施設の第２低レベ

ル廃棄物貯蔵系（第１貯蔵系及び第２貯蔵系）等を収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階(地上高さ約 13ｍ), 地

下３階，平面が約 70ｍ(南北方向)×約 65ｍ(東西方向)の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－113 図～第 2.3－

118 図に示す。 

 

2.3.20 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体廃棄物の廃棄施設の第２低レベ

ル廃棄物貯蔵系（第１貯蔵系及び第２貯蔵系）等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約 13ｍ），

地下３階，平面が約 70ｍ（南北方向）×約 65ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－113 図～第 2.3－

118 図に示す。 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

添六―282



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.21 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体廃棄物の廃棄施設の第４低レベ

ル廃棄物貯蔵系等を収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１階(地上高さ約６ｍ)，平

面が約 73ｍ(南北方向)×約 38ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版

上に設置する。 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－119 図に示す。 

 

2.3.21 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体廃棄物の廃棄施設の第４低レベ

ル廃棄物貯蔵系等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地上高さ約６ｍ），

平面が約 73ｍ（南北方向）×約 38ｍ（東西方向）の建物であり，堅固

な基礎版上に設置する。 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図を第 2.3－119 図に示す。 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

添六―283



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.22 主排気筒 

主排気筒は，地上高さ約 150ｍである。 

 

2.3.22 主排気筒 

  主排気筒は，地上高さ約150ｍである。 

 

 

変更なし 

添六―284



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.23 海洋放出管 

海洋放出管は，陸上部約８ｋｍ，海域部約３ｋｍの埋設管である。 

 

2.3.23 海洋放出管 

  海洋放出管は，陸上部約８ｋｍ，海域部約３ｋｍの埋設管である。 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.24 制御建屋 

制御建屋は，計測制御系統施設の中央制御室等を収容する。中央制御

室内には，監視制御盤，安全系監視制御盤等を設ける。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で，地上３階（地上

高さ約 18ｍ），地下２階，平面が約 40ｍ(南北方向)×約 71ｍ(東西方向

)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

制御建屋機器配置図を第 2.3－120 図～第 2.3－125 図に示す。 

 

2.3.24 制御建屋 

制御建屋は，計測制御系統施設の中央制御室等を収納する。中央制御

室内には，監視制御盤，安全系監視制御盤等を設ける。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で，地上３階（地上

高さ約 18ｍ），地下２階，平面が約 40ｍ（南北方向）×約 71ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

制御建屋機器配置図を第 2.3－120 図～第 2.3－125 図に示す。 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

添六―286



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.25 分析建屋 

分析建屋は，その他再処理設備の附属施設の分析設備，気体廃棄物の

廃棄施設の分析建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収容する。なお，分析建

屋の一角に，（財）核物質管理センターが運営する六ヶ所保障措置分析

所が設置され，分析建屋の一部を本分析所と共用する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造)で，

地上３階(地上高さ約 18ｍ）, 地下３階，平面が約 46ｍ(南北方向)×約

104ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

分析建屋機器配置図を第 2.3－126 図～第 2.3－132 図に示す。 

 

2.3.25 分析建屋 

分析建屋は，その他再処理設備の附属施設の分析設備，気体廃棄物の

廃棄施設の分析建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。分析建屋の一

角に，公益財団法人核物質管理センターが運営する六ヶ所保障措置分析

所が設置され，分析建屋の一部を六ヶ所保障措置分析所と共用する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で

，地上３階（地上高さ約 18ｍ），地下３階，平面が約 46ｍ（南北方向

）×約 104ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

分析建屋機器配置図を第 2.3－126 図～第 2.3－132 図に示す。 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

添六―287



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.26 非常用電源建屋 

非常用電源建屋は，その他再処理設備の附属施設の第２非常用ディー

ゼル発電機等を収容する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階(地上高さ約 14ｍ)，地

下１階，平面が約 25ｍ(南北方向)×約 50ｍ(東西方向)の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

非常用電源建屋機器配置図を第 2.3－133 図～第 2.3－136 図に示す。 

 

2.3.26 非常用電源建屋 

非常用電源建屋は，その他再処理設備の附属施設の第２非常用ディー

ゼル発電機等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約 14ｍ），

地下１階，平面が約 25ｍ（南北方向）×約 50ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

非常用電源建屋機器配置図を第 2.3－133 図～第 2.3－136 図に示す。 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

添六―288



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 2.3.27 主排気筒管理建屋 

主排気筒管理建屋は，放射線管理施設の排気モニタリング設備の一部

等を収納する。 

主要構造は，鉄骨鉄筋コンクリート造で，地上１階（地上高さ約４ｍ

）,平面が約 13ｍ（南北方向）×約 26ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

主排気筒管理建屋機器配置図を第 2.3－137 図に示す。 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

添六―289



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 2.3.28 緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋は，緊急時対策所を設置し，緊急時対策建屋情報把握

設備等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で

，地上１階（一部地上２階建て）（地上高さ約 17ｍ），地下１階，平

面が約 60ｍ（南北方向）×約 79ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

緊急時対策建屋機器配置図を第 2.3－138 図及び第 2.3－139 図に示す

。 

 

・緊急時対策所の新設 

添六―290



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 2.3.29 第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，その他再処理設備の附属施設の給水施設の第

１貯水槽を設置する。また，保管エリアを有する。 

第１保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

第１保管庫・貯水所の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階

（地上高さ約 16ｍ，地下に第１貯水槽を収納する），平面が約 52ｍ（

南北方向）×約 113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。 

第１保管庫・貯水所機器配置図を第 2.3－140 図～第 2.3－143 図に示

す。 

 

 

・第１保管庫・貯水所の

新設 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 2.3.30 第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，その他再処理設備の附属施設の給水施設の第

２貯水槽を設置する。また，保管エリアを有する。 

第２保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

第２保管庫・貯水所の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階

（地上高さ約 16ｍ，地下に第２貯水槽を収納する），平面が約 52ｍ（

南北方向）×約 113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。 

第２保管庫・貯水所機器配置図を第 2.3－144 図～第 2.3－147 図に示

す。 

 

・第２保管庫・貯水所の

新設 

添六―292



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.27 その他 

敷地の北西側には，受電開閉設備を収容する開閉所，並びに給水処理

設備，圧縮空気設備等を収容するユーティリティ建屋及び北換気筒を，

北側には蒸気供給設備を収容するボイラ建屋等を，南側には，再処理施

設緊急時対策所を収容する事務建屋等を，西側には電気設備を収容する

第２ユーティリティ建屋を設置する。また，冷却水設備は，各所に配置

する。 

分離建屋東側には，試薬建屋を，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

東側には,ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元ガス供給系の還元ガ

ス供給槽を収容する還元ガス製造建屋を設置する。また，分析建屋に隣

接して出入管理建屋を設置する。なお，出入管理建屋の一角に，核燃料

物質の使用の許可を受けたバイオアッセイ設備を設置し，出入管理建屋

の一部を本設備と共用する。 

 

 

主排気筒の南側には，主排気筒管理建屋を設置する。また，北換気筒

の東側には，北換気筒管理建屋を設置する。 

建屋間には，放射性物質等を移送するための配管，ダクト，ケーブル

等を収容する洞道を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.31 その他 

敷地の北西側には，受電開閉設備を収納する開閉所，並びに給水処理

設備，圧縮空気設備等を収納するユーティリティ建屋及び北換気筒を，

北側には蒸気供給設備を収納するボイラ建屋等を，西側には電気設備を

収納する第２ユーティリティ建屋を設置する。また，冷却水設備は，各

所に配置する。 

 

分離建屋の東側には，化学薬品貯蔵供給設備を収納する試薬建屋を，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の東側には，ウラン・プルトニウム

混合脱硝設備の還元ガス供給系の還元ガス供給槽を収納する還元ガス製

造建屋を，高レベル廃液ガラス固化建屋の北側には，模擬廃液受入槽を

収納する模擬廃液貯蔵庫を設置する。また，分析建屋に隣接して出入管

理建屋を設置する。出入管理建屋の一角に，核燃料物質の使用の許可を

受けたバイオアッセイ設備を設置し，出入管理建屋の一部をバイオアッ

セイ設備と共用する。 

北換気筒の東側には，北換気筒管理建屋を設置する。 

 

建屋間には，放射性物質等を移送するための配管，ダクト，ケーブル

等を収納する洞道を設置する。主要な洞道は，次の洞道で構成され，そ

の他再処理設備の附属施設（電気設備の非常用所内電源系統の一部，圧

縮空気設備安全圧縮空気系の一部，冷却水設備安全冷却水系の一部等）

等を収納する。 

 (１) 分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する洞道 

 (２) 分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及

び分析建屋を接続する洞道のうち，低レベル廃液処理建屋に接続

する東側の洞道並びにウラン脱硝建屋及びウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋に接続する洞道を除く部分 

 (３) 精製建屋とウラン脱硝建屋を接続する洞道 

 (４) 精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接続する洞道 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

・前回変更許可後の施設

変更の反映 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

・新規制基準の第９条

（航空機落下）による変

更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞道は，十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とし，重要な洞道（

耐震Ａクラスの設備を収納する洞道）は，安定な地盤に支持する。 

また，土圧，上部を通過する車両等の荷重に対しても十分な強度を有

る構造とする。 

主要な洞道の配置図を第 2.2－１図(２)に示す。 

 

 (５) ウラン脱硝建屋とウラン酸化物貯蔵建屋を接続する洞道 

 (６) 高レベル廃液ガラス固化建屋と第１ガラス固化体貯蔵建屋を接続す

る洞道 

 (７) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂを接続する洞道 

 (８) 前処理建屋，分離建屋，精製建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，制御建屋，非常用電源建

屋，再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，主排気筒及

び主排気筒管理建屋を接続する洞道のうち，安全上重要な施設と

しての排気ダクト又は主排気筒の排気筒モニタに接続する非常用

所内電源ケーブルのみを収納する洞道を除く部分 

 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地下埋設，建築面積約 24,000

ｍ２の構築物である。 

洞道は，十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とし，重要な洞道（

耐震Ｓクラスの設備を収納する洞道）は，安定な地盤に支持する。 

また，土圧，上部を通過する車両等の荷重に対しても十分な強度を有

する構造とする。 

主要な洞道の配置図を第 2.2－１図(２)に示す。 

敷地の南側には，新消防建屋を設置する。 

新消防建屋の配置図を第 2.2－１図(２)及び第 2.2－１図(３)に示す

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐震設計審査指針の反

映及び新規制基準記載事

項の反映 

 

・新規制基準の第 33 条要

求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 
 
3.1 概 要 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料の受入れ施設及

び使用済燃料の貯蔵施設で構成する。 
使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸送容器（以下 3.では「キャ

スク」という。）の受入れ及びキャスクからの使用済燃料集合体の取出

しを行う使用済燃料受入れ設備である。 
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を再処理するまでの期間

の貯蔵及びせん断処理施設への送出しを行う使用済燃料貯蔵設備である

。 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入れる使用済燃料は，発

電用の軽水減速，軽水冷却，沸騰水型原子炉（以下「ＢＷＲ」という。

）及び軽水減速，軽水冷却，加圧水型原子炉（以下「ＰＷＲ」という。

）の使用済ウラン燃料集合体であって，以下の仕様を満たすものである

。 
照射前燃料 高濃縮度 ：５wt％ 
使用済燃料集合体平均濃縮度 ：3.5wt％以下 
使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時から再処理施設に受け入れる

までの期間 ：１年以上 
 
 
 
 
 
 

使用済燃料集合体 高燃焼度 ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 
（ここでいうｔ・ＵＰｒは，照射前金属ウラン質量換算であり，以

下 3.では「ｔ・ＵＰｒ」という。） 
 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

3.1 設計基準対象の施設 

3.1.1 概  要 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料の受入れ施設及

び使用済燃料の貯蔵施設で構成する。 

 使用済燃料の受入れ施設は，キャスクの受入れ及びキャスクからの使

用済燃料集合体の取出しを行う使用済燃料受入れ設備である。 

 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を再処理するまでの期間

の貯蔵及びせん断処理施設への送出しを行う使用済燃料貯蔵設備であ

る。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入れる使用済燃料は，Ｂ

ＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃料集合体であって，以下の仕様を満た

すものである。 

 

 

  照射前燃料 高濃縮度      ：５wt％ 

  使用済燃料集合体平均濃縮度      ：3.5wt％以下 

  使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時から再処理施設に受け入れ

るまでの期間            ：４年以上 

ただし，燃料貯蔵プールの容量3,000

ｔ ・ＵＰｒ のうち，冷却期間４年以

上12年未満の使用済燃料の貯蔵量が

600ｔ・ＵＰｒ未満，それ以外は冷却期

間12年以上となるよう受け入れを管

理する。 

  使用済燃料集合体 高燃焼度      ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 

ここでいうｔ・ＵＰｒは，照射前金属ウラン重量換算である。 

使用済燃料の冷却期間は，旧申請書における設計条件を維持する

こととし，以下の条件とする。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

・15年冷却と安全評価の

変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 再処理施設に受け入れるまでの冷却期間： １年以上 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

なお，使用済燃料集合体と一体となったチャンネル ボックス及びバ

ーナブル ポイズンも受け入れる。 
 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設系統概要図を第 3.1－１図に示

す。 

 

使用済燃料集合体と一体となったチャンネルボックス（以下「ＣＢ

」という。）及びバーナブルポイズン（以下「ＢＰ」という。）も受

け入れる。 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設系統概要図を第３－１図に示

す。 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.2  設計方針 

 (１) 臨界安全 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，容量いっぱいに使用済燃

料集合体を収納した場合でも通常時はもとより，技術的に見て想定さ

れるいかなる場合でも未臨界性を確保できる設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出しピット，燃料仮

置きピット，燃料貯蔵プール等は，ピット水，プール水等（以下

「プール水」という。）が漏えいし難い構造とする。また，プール水

の漏えいの検知を行う設計とする。万一漏えいした場合には，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。 

 (３) 崩壊熱除去 

 使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫, 燃料貯蔵プール等

は，崩壊熱を除去でき，構造物（コンクリート）の健全性を維持でき

る設計とする。 

 (４) 単一故障 

 安全上重要な施設のプール水冷却系及び補給水設備は，動的機器

の単一故障を仮定しても安全機能が確保できる設計とする。 

 (５) 外部電源喪失 

 安全上重要な施設のプール水冷却系及び補給水設備は，その他再処

理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失

した場合でも安全機能が確保できる設計とする。   

 (６) 貯蔵容量 

 燃料貯蔵プールは，使用済燃料の受入れ及び再処理に対して適切な

貯蔵容量を有する設計とする。 

 (７) 落下防止 

 燃料取扱装置等は，駆動源喪失時におけるつり荷の保持又は逸走防

止を行い，移送物の落下，転倒等を防止する設計とする。 

 また，使用済燃料受入れ設備は，貯蔵燃料上への重量物の落下を防

止できる配置設計とする。 

3.1.2 設計方針 

 (１) 臨界安全 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，容量いっぱいに使用済燃

料集合体を収納した場合でも通常時はもとより，技術的に見て想定さ

れるいかなる場合でも未臨界を維持できる設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

 燃料貯蔵プール・ピット等は，ピット水及びプール水（以下「プー

ル水等」という。）が漏えいし難い構造とする。また，プール水等

の漏えいの検知を行う設計とする。万一漏えいした場合には，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。 

 

 (３) 崩壊熱除去 

 使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫，燃料貯蔵プール・ピ

ット等は，崩壊熱を除去でき，構造物の健全性を維持できる設計と

する。 

 (４) 単一故障 

 安全上重要な施設のプール水冷却系及び補給水設備は，動的機器

の単一故障を仮定しても安全機能が確保できる設計とする。 

 (５) 外部電源喪失 

 安全上重要な施設のプール水冷却系及び補給水設備は，その他再処

理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失し

た場合でも安全機能が確保できる設計とする。   

 (６) 貯蔵容量 

 燃料貯蔵プールは，使用済燃料の受入れ及び再処理に対して適切な

貯蔵容量を有する設計とする。 

 (７) 落下防止 

 燃料取扱装置等は，駆動源喪失時におけるつり荷の保持又は逸走防

止を行い，移送物の落下，転倒等を防止する設計とする。 

 また，使用済燃料受入れ設備は，貯蔵燃料上への重量物の落下を防

止できる配置設計とする。 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

・記載の適正化（等の明

確化） 

 

 

 

 

・記載の適正化（等の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (８) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン，プ

ール水冷却系及び補給水設備は，定期的な試験及び検査ができる設計

とする。 

 (９) そ の 他   

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち使用する場合においても当該施設が安全に使用でき，後続

する施設の工事施工により安全性を損なうことのない設計とする。 

 

 (８) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン，プ

ール水冷却系及び補給水設備は，定期的な試験及び検査ができる設計

とする。 

 (９) その他 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち使用する場合においても当該施設が安全に使用でき，後続

する施設の工事施工により安全性を損なうことのない設計とする。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.3 主要設備の仕様 
(１) 使用済燃料受入れ設備 

使用済燃料受入れ設備の主要設備の仕様を第 3.3－１表に示す。 
燃料仮置きラック概要図を第 3.3－１図に，使用済燃料輸送容器移

送台車概要図を第 3.3－２図に示す。 
なお，使用済燃料受入れ設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用する。 
(２) 使用済燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備の主要設備の仕様を第 3.3－２表に示す。 
燃料貯蔵プール概要図を第 3.3－３図に，低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯

蔵ラック概要図を第 3.3－４図に，低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック

概要図を第 3.3－５図に，高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック概要図を

第 3.3－６図に，高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック概要図を第 3.3－
７図に，ＢＷＲ燃料用バスケット概要図を第 3.3－８図に，ＰＷＲ燃料

用バスケット概要図を第 3.3－９図に，燃料移送水中台車概要図を第

3.3－10 図に示す。 
なお，使用済燃料貯蔵設備のうちバスケットの一部，バスケット取扱

装置及びバスケット搬送機を除く設備は，再処理設備本体の運転開始に

先立ち使用する。 
 

3.1.3 主要設備の仕様 

 (１) 使用済燃料受入れ設備 

 使用済燃料受入れ設備の主要設備の仕様を第３－１表に示す。 

 燃料仮置きラック概要図を第３－２図に，使用済燃料輸送容器移送

台車概要図を第３－３図に示す。 

 なお，使用済燃料受入れ設備は，再処理設備本体の運転開始に先立

ち使用する。 

 (２) 使用済燃料貯蔵設備 

 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の仕様を第３－２表に示す。 

 燃料貯蔵プール概要図を第３－４図に，低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯

蔵ラック概要図を第３－５図に，低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック

概要図を第３－６図に，高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック概要図を

第３－７図に，高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック概要図を第３－

８図に，ＢＷＲ燃料用バスケット概要図を第３－９図に，ＰＷＲ燃

料用バスケット概要図を第３－10図に，燃料移送水中台車概要図を

第３－11図に示す。   

 なお，使用済燃料貯蔵設備のうちバスケットの一部，バスケット取

扱装置及びバスケット搬送機を除く設備は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち使用する。 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.4 系統構成及び主要設備 
3.4.1 使用済燃料受入れ設備 

(１) 系統構成 
使用済燃料受入れ設備は，キャスクの受入れ及びキャスクからの使用

済燃料集合体の取出しを行う設備であり，使用済燃料輸送容器受入れ・

保管設備，燃料取出し準備設備，燃料取出し設備，使用済燃料輸送容器

返却準備設備及び使用済燃料輸送容器保守設備で構成する。 
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，トレーラ トラックで使用済

燃料輸送容器管理建屋に搬入したキャスクを使用済燃料輸送容器管理建

屋天井クレーンを用いて使用済燃料輸送容器移送台車に積み替え，しゃ

へいを考慮した使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫に移送する。

ここで一時保管した後，使用済燃料輸送容器移送台車により使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に搬入する。 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流路を確保

し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により除去し

，本保管庫の構造物（コンクリート）の温度を 65℃以下に維持する設計

とする。 
空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャスクを保管する。 
また，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，使用済燃料を収

納したキャスクを保管するとともに，保管を必要とする空のキャスクの

基数が空使用済燃料輸送容器保管庫の容量を上回る場合に，その上回っ

た分の空のキャスクを一時保管する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 系統構成及び主要設備 

3.1.4.1 使用済燃料受入れ設備 

 (１) 系統構成 

使用済燃料受入れ設備は，キャスクの受入れ及びキャスクからの使

用済燃料集合体の取出しを行う設備であり，使用済燃料輸送容器受入

れ・保管設備，燃料取出し準備設備，燃料取出し設備，使用済燃料輸

送容器返却準備設備及び使用済燃料輸送容器保守設備で構成する。 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，トレーラトラックで使

用済燃料輸送容器管理建屋に搬入したキャスクを使用済燃料輸送容器

管理建屋天井クレーンを用いて使用済燃料輸送容器移送台車に積み替

え，遮蔽を考慮した使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫に移

送する。ここで一時保管した後，使用済燃料輸送容器移送台車により

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入する。 

また，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，使用済燃料を

収納したキャスクを保管するとともに，保管を必要とする空のキャス

クの基数が空使用済燃料輸送容器保管庫の容量を上回る場合に，その

上回った分の空のキャスクを一時保管する。 

なお，一時保管した空のキャスクは，返却に先立ち，必要に応じて

使用済燃料輸送容器返却準備設備又は使用済燃料輸送容器保守設備に

て保守を行う。 

使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流路を確

保し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により除

去し，本保管庫の構造物の健全性を維持する設計とする。 

空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャスクを保管する。 

なお，空のキャスクは，返却に先立ち，必要に応じて使用済燃料輸

送容器返却準備設備又は使用済燃料輸送容器保守設備にて保守を行

う。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入したキャ

スクから緩衝体を取り外し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン

により燃料取出し準備室にキャスクを移送する。 
 
 
 
 
 
ここで，使用済燃料の燃料取出し設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋天井クレ－ンを用いて防染バケットに収納したキャスクを燃料取出し

ピット水中につり降ろし，水中でキャスクのふたを取り外し，燃料取出

し装置を用いて使用済燃料集合体を一体ずつキャスクから取り出す。こ

のとき，燃料集合体番号を確認する。取り出した使用済燃料集合体は，

燃料仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮置きラックに仮置きし，計測制

御系統施設の燃焼度計測装置を用いて使用済燃料集合体の燃焼度及び使

用済燃料集合体平均濃縮度（以下 3.では「平均濃縮度」という。）を測

定し，平均濃縮度が 3.5wt％以下であることを確認した後，燃焼度計測

後燃料仮置きラックに仮置きする。その後，燃料取出し装置により，使

用済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバスケットに収納する。 
なお，平均濃縮度が 2.0wt％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏

えいのある破損燃料を取り扱う場合には, 燃料収納缶に収納し，燃料取

出し装置の補助ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車に１体ずつ積載

する。 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び燃料取出し装置を用い

て１日 大ＢＷＲ燃料 15.2t・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ燃料 12.9t・ＵＰｒ／

ｄの使用済燃料集合体を受け入れることができる。 
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用済燃料取出し後の空のキャ

スクの返却に先立ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，気密漏えい

検査，汚染検査等を行う。 
 

燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入したキ

ャスクから緩衝体を取り外し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ

ーンにより燃料取出し準備室にキャスクを移送する。ここで，キャス

ク内部の浄化のため，キャスクの内部水の入替えを行った後，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンを用いてキャスクを移送し，燃

料取出しピットの防染バケットに収納する。キャスクからの排水

は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設

計とする。 

燃料取出し設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ－ンを用

いて防染バケットに収納したキャスクを燃料取出しピット水中につり

降ろし，水中でキャスクの蓋を取り外し，燃料取出し装置を用いて使

用済燃料集合体を一体ずつキャスクから取り出す。このとき，燃料集

合体番号を確認する。取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置きピ

ットの燃焼度計測前燃料仮置きラックに仮置きし，計測制御系統施設

の燃焼度計測装置を用いて平均濃縮度を測定し，平均濃縮度が3.5ｗ

ｔ％以下であることを確認した後，燃焼度計測後燃料仮置きラックに

仮置きする。その後，燃料取出し装置により，使用済燃料集合体を燃

料移送水中台車上のバスケットに収納する。 

 

なお，平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい

漏えいのある破損燃料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納し，燃

料取出し装置の補助ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車に１体ず

つ積載する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び燃料取出し装置を用

いて１日 大ＢＷＲ燃料15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ燃料12.9ｔ・ＵＰｒ／

ｄの使用済燃料集合体を受け入れることができる。 

使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用済燃料取出し後の空のキ

ャスクの返却に先立ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，キャス

ク内部の確認，気密漏えい検査及び汚染検査を行う。 

また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返却準備設備にて保守を行

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 
使用済燃料輸送容器保守設備は，運転保守性の向上を図るため適宜，

空使用済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保

管庫から使用済燃料輸送容器移送台車により使用済燃料輸送容器管理建

屋の保守エリアに空のキャスクを搬入し，空のキャスクを保守する。保

守に当たっては，放射線業務従事者の被ばくの低減等を考慮し，必要に

応じ使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャスク内面及び内部

構造物の除染を行う。 
使用済燃料受入れ設備の主要設備の臨界安全管理表を第 3.3－３表に

示す。 
なお，使用済燃料受入れ設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる設計とする。 
 (２) 主要設備 
ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋天井クレーン 
使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋天井クレーンは，それぞれ使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し,キャスクの落下防止のため,つりワイ

ヤの二重化，フックへの脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインタ

ーロックを設けるとともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイ

ル セイフ機構を有する構造とする。 
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，脱輪防止装置を

設け，地震時にも落下することのない構造とするとともに燃料貯蔵プー

ル上及び燃料仮置きピット上を通過しない配置とし，万一のキャスクの

落下の場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しないようにする。 
 

ｂ．使用済燃料輸送容器移送台車 
使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全かつ 

確実に行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒

し難い構造とする。 

う。 

使用済燃料輸送容器保守設備では，運転保守性の向上を図るため適

宜，空使用済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃料収納使用済燃料輸送

容器保管庫から使用済燃料輸送容器移送台車により使用済燃料輸送容

器管理建屋の保守エリアに空のキャスクを搬入し，空のキャスクを保

守する。保守に当たっては，放射線業務従事者の被ばくの低減を考慮

し，必要に応じ，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャス

ク内面及び内部構造物の除染を行う。 

使用済燃料受入れ設備の主要設備の臨界安全管理表を第３－３表に

示す。 

なお，使用済燃料受入れ設備は，再処理設備本体の運転開始に先立

ち使用できる設計とする。 

 (２) 主要設備 

 ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋天井クレーン 

 使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋天井クレーンは，それぞれ使用済燃料輸送容器管理建屋及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，キャスクの落下防止のため，

つりワイヤの二重化，フックへの脱落防止金具取付けを施し，逸走防

止のインターロックを設けるとともに，電源喪失時にもつり荷を保持

できるフェイルセイフ機構を有する構造とする。 

 また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，脱輪防止装置

を設け，地震時にも落下することのない構造とするとともに，燃料貯

蔵プール上及び燃料仮置きピット上を通過しない配置とし，万一のキ

ャスクの落下の場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しないようにす

る。 

 ｂ．使用済燃料輸送容器移送台車 

 使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，

かつ，確実に行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，

転倒し難い構造とする。 

載内容の添付書類への取

り込み） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｃ．燃料取出し装置 
燃料取出し装置は，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機

構を施すとともに，電源喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失時

にも使用済燃料集合体が落下することのないフェイル セイフ機構を

有する構造とする。 
また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全かつ確

実に行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，使

用済燃料集合体のつかみ不良時及び荷重異常時のつり上げ防止，逸

走防止等のインターロックを設ける。 
ｄ．燃料取出しピット及び燃料仮置きピット 

燃料取出しピット及び燃料仮置きピットは，鉄筋コンクリート造

の構造物で，十分な耐震性を有する設計とする。 
壁及び底部は，しゃへいを考慮した厚さとするとともに，使用済燃

料 集合体のつり上げ時にも使用済燃料集合体の頂部までの水深を約２

ｍ以 上確保する。ピット内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を

内張り し，下部に排水口を設けない構造とするとともに，ピットに接

続された 配管が破損してもピット水が流出しないように逆止弁を設置

する。また，万一のピット水の漏えいに対し, 漏えい検知装置を設け

るとともに漏えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理

系へ移送できる設計とする。 
さらに，燃料取出しピット及び燃料仮置きピットのライニングは，

万一の使用済燃料集合体の落下時にも燃料取出しピット水及び燃料仮

置きピット水の保持機能を失うような著しい損傷を生じないようにす

る。 
ｅ．燃料仮置きラック 

燃料仮置きラックは，適切な燃料間隔を取ることにより，容量いっ

ぱいに使用済燃料集合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間距離

がラック内で 小となるような厳しい状態等の技術的に見て想定され

るいかなる場合でも未臨界を保つ構造とする。また，実効増倍率の計

算に当たっては，燃料の燃焼により生成するプルトニウムの寄与を考

 ｃ．燃料取出し装置 

 燃料取出し装置は，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構

を施すとともに，電源喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失時にも

使用済燃料集合体が落下することのないフェイル セイフ機構を有す

る構造とする。 

 また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，

確実に行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，使

用済燃料集合体のつかみ不良時及び荷重異常時のつり上げ防止，逸走

防止のインターロックを設ける。 

 ｄ．燃料取出しピット及び燃料仮置きピット 

 燃料取出しピット及び燃料仮置きピットは，鉄筋コンクリート造の

構造物で，十分な耐震性を有する設計とする。 

 壁及び底部は，遮蔽を考慮した厚さとするとともに，使用済燃料集

合体のつり上げ時にも使用済燃料集合体の頂部までの水深を約２ｍ以

上確保する。ピット内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を内張

りし，下部に排水口を設けない構造とするとともに，ピットに接続さ

れた配管が破損してもピット水が流出しないように逆止弁を設置す

る。また，万一のピット水の漏えいに対し，漏えい検知装置を設ける

とともに漏えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系

へ移送できる設計とする。 

 さらに，燃料取出しピット及び燃料仮置きピットのライニングは，

万一の使用済燃料集合体の落下時にも燃料取出しピット水及び燃料仮

置きピット水の保持機能を失うような著しい損傷を生じないようにす

る。 

 ｅ．燃料仮置きラック 

 燃料仮置きラックは，適切なラック間隔を取ることにより， 大

容量まで使用済燃料集合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間距

離がラック内で 小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定さ

れるいかなる場合でも未臨界を保つ構造とする。また，実効増倍率の

計算に当たっては，燃料の燃焼により生成するプルトニウムの寄与を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修
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 （６）（７）（８） 

添六―304



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

慮するとともに，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入れる

ＢＷＲ燃料集合体，ＰＷＲ燃料集合体の中でそれぞれ も厳しい構造

を持つ燃料集合体の冷却期間を０年とする。 
ｆ．防染バケット 

防染バケットは，キャスク外表面の汚染低減のためにキャスクを燃

料取出しピットに沈める際に使用する。防染バケットは，キャスクを

収納し，つり上げるために十分な強度を有する設計とするとともに横

転することのない構造とする。 
 

 

考慮するとともに，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入れ

るＢＷＲ燃料集合体，ＰＷＲ燃料集合体の中でそれぞれ も厳しい構

造を持つ燃料集合体の冷却期間を０年とする。 

 ｆ．防染バケット 

 防染バケットは，キャスク外表面の汚染低減のためにキャスクを燃

料取出しピットに沈める際に使用する。防染バケットは，キャスクを

収納し，つり上げるために十分な強度を有する設計とするとともに横

転することのない構造とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.4.2 使用済燃料貯蔵設備 
(１) 系統構成 

使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料受入れ設備から移送された使用済

燃料集合体をせん断処理施設に送り出すまでの間貯蔵する設備であり，

燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水浄化・冷却設

備及び補給水設備で構成する。 
燃料移送設備は，燃料移送水中台車を用いて，バスケットに収納され

た使用済燃料集合体等の燃料取出し設備，燃料貯蔵設備間の移送及び

燃料貯蔵設備，燃料送出し設備間の移送を行う。 
 
燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から燃料移送水中台車で移送した使

用済燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いてバスケットから取り出

し，平均濃縮度が 2.0wt％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮

度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する。平均濃縮度が 2.0wt％を超える

もの及び著しい漏えいのある破損燃料は，燃料収納缶に収納した状態で

燃料移送水中台車を用いて燃料貯蔵設備に移送し，燃料取扱装置の補助

ホイストで取り扱い，燃料貯蔵プールの高残留濃縮度燃料貯蔵ラックに

収納し，貯蔵する。 
なお，ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処理のため１体ずつ燃

料取扱装置を用いてチャンネル ボックス・バーナブル ポイズン取扱ピ

ット（チャンネル ボックス（以下「ＣＢ」という。)用又はチャンネル

ボックス及びバーナブル ポイズン（以下「ＣＢ及びＢＰ」という。)用
）へ移送し, ＣＢを取り外した後，燃料貯蔵ラックへ戻す。 
また，ＰＷＲ使用済燃料集合体のバーナブル ポイズン（以下「ＢＰ

」という。）は，せん断前の処理のために燃料貯蔵プ－ルで燃料取扱

装置を用いて取り外し，チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン

取扱ピット（ＢＰ用又はＣＢ及びＢＰ用）へ移送する。 
取り外したＣＢ及びＢＰは，チャンネル ボックス・バーナブル ポ

イズン取扱ピットにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物

処理設備を用いて切断，減容した後，容器に詰める。この容器を燃料取

3.1.4.2 使用済燃料貯蔵設備 

 (１) 系統構成 

 使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料受入れ設備から移送された使用

済燃料集合体をせん断処理施設に送り出すまでの間貯蔵する設備であ

り，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水浄

化・冷却設備及び補給水設備で構成する。 

 燃料移送設備は，燃料移送水中台車を用いて，バスケットに収納さ

れた使用済燃料集合体又は燃料収納缶に収納された使用済燃料集合

体の燃料取出し設備，燃料貯蔵設備間の移送及び燃料貯蔵設備，燃

料送出し設備間の移送を行う。 

 燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から燃料移送水中台車で移送し

た使用済燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いてバスケットから

取り出し，平均濃縮度が2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プール

の低残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する。平均濃縮度が

2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料は，燃料

収納缶に収納した状態で燃料移送水中台車を用いて燃料貯蔵設備に

移送し，燃料取扱装置の補助ホイストで取り扱い，燃料貯蔵プールの

高残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する。 

 なお，ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処理のため１体ずつ

燃料取扱装置を用いてチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱

ピット（ＣＢ用）又はチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱

ピット（ＣＢ及びＢＰ（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用）へ移送し，

ＣＢを取り外した後，燃料貯蔵ラックへ戻す。 

 また，ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せん断前の処理のために

燃料貯蔵プ－ルで燃料取扱装置を用いて取り外し，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する。 

 取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン取扱ピットにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処

理設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容した後，

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（等の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

扱装置，燃料移送水中台車及び燃料取出し装置を用いて燃料取出しピッ

トへ移送し，運搬容器に収納し,トレーラ トラックで低レベル固体廃棄

物処理設備（チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋）へ

移送する。 
燃料送出し設備は，バスケットに収納され，燃料貯蔵設備から燃料送

出しピットに移送された使用済燃料集合体を, バスケット単位でバスケ

ット取扱装置を用いてバスケット仮置き架台に一時仮置きした後，バス

ケット搬送機に装荷し，せん断処理施設に送り出す。 
プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料から発生する崩壊熱を熱交換

器で除去し，燃料貯蔵プール，燃料取出しピット，燃料送出しピット

等のプール水を冷却するとともに，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及び

脱塩して，水の純度及び透明度を維持する。 
補給水設備は，燃料貯蔵プール等に水を補給する。 
 
 
 
プール水冷却系及び補給水設備は，それらを構成する動的機器に単一

故障を仮定しても安全を確保するように，ポンプ等を多重化する。 
使用済燃料貯蔵設備の主要設備の臨界安全管理表を第 3.3－４表に示 
す。 
なお，使用済燃料貯蔵設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必

要な設備は, 再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする

。 
(２) 主要設備 
ａ．燃料貯蔵プール， チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン 

取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット 
燃料貯蔵プール， チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン 取扱

ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下ａ．ではこれら を
総称して「燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等」という。）

は，鉄筋コンクリート造の構造物で，十分な耐震性を有する設計とする

容器に詰める。この容器を燃料取扱装置，燃料移送水中台車及び燃料

取出し装置を用いて燃料取出しピットへ移送し，運搬容器に収納し，

トレーラトラックで低レベル固体廃棄物処理設備（チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋）へ移送する。 

 燃料送出し設備は，バスケットに収納され，燃料貯蔵設備から燃料

送出しピットに移送された使用済燃料集合体を，バスケット単位でバ

スケット取扱装置を用いてバスケット仮置き架台に一時仮置きした

後，バスケット搬送機に装荷し，せん断処理施設に送り出す。 

 プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料から発生する崩壊熱を熱交

換器で除去し，燃料貯蔵プール・ピット等の水を冷却するとともに，

ろ過装置及び脱塩装置でろ過及び脱塩して，水の純度及び透明度を維

持する。 

 補給水設備は，燃料取出し準備設備，プール水浄化系，燃料貯蔵プ

ール・ピット等，燃焼度計測装置，液体廃棄物の廃棄施設（低レベル

廃液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯蔵系の一

部）に水を補給する。 

 プール水冷却系及び補給水設備は，それらを構成する動的機器の単

一故障を仮定しても安全を確保するように多重化する。 

 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の臨界安全管理表を第３－４表に示

す。 

 使用済燃料貯蔵設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な設

備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 (２) 主要設備 

 ａ．燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブルポイズン 

取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット 

 燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブル ポイズン取扱

ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール

及びこれに隣接するピット等」という。）は，鉄筋コンクリート造の

構造物で，十分な耐震性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

・記載の適正化（等の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

。 
また，壁及び底部はしゃへいを考慮した厚さとするとともに，使用済

燃料集合体のつり上げ時にも使用済燃料集合体の頂部までの水深を約２

ｍ以上確保する。 
燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等の内面は，漏水を防止す

るためステンレス鋼を内張りし，さらに，排水口を設けない構造とする

とともに，燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等に接続された配

管が破損してもプール水が流出しないように逆止弁を設置する。 
 
なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール及びこれに隣

接するピット等には漏えい検知装置を設け，漏えい水を使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。 
また，燃料貯蔵プールの水位及び水温は，水位警報装置及び温度警

報装置を設け，計測制御系統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設制御室に警報を発する。 
さらに，燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等のライニングは

，万一の使用済燃料集合体の落下時にもプール水の保持機能を失うよう

な 著しい損傷を生じないようにする。 
なお，燃料送出しピットは，後続する建物との接続工事施工により閉

じ込め及びしゃへいの機能が損なわれないように予備的措置を施す。 
ｂ．燃料貯蔵ラック，バスケット及びバスケット仮置き架台 
燃料貯蔵ラック等は，適切な燃料間隔をとることにより，容量いっ

ぱいに使用済燃料集合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間距離

がラック内で 小となるような厳しい状態等の技術的に見て想定され

るいかなる場合でも未臨界に保つ構造とする。また，実効増倍率の計算

に当たっては，燃料の燃焼により生成するプルトニウムの寄与を考慮す

るとともに，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入れるＢＷＲ

燃料集合体，ＰＷＲ燃料集合体の中でそれぞれ も厳しい構造を持つ燃

料集合体の冷却期間を０年とする。 
 

 

 また，壁及び底部は遮蔽を考慮した厚さとするとともに，使用済燃

料集合体のつり上げ時にも使用済燃料集合体の頂部までの水深を約２

ｍ以上確保する。 

 燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等の内面は，漏水を防止

するためステンレス鋼を内張りし，さらに，排水口を設けない構造と

するとともに，燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等に接続さ

れた配管が破損してもプール水が流出しないように逆止弁を設置す

る。 

 なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール及びこれに

隣接するピット等には漏えい検知装置を設け，漏えい水を使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。 

 また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及び温度警報装置を設け，

計測制御系統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

警報を発する設計とする。 

 さらに，燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等のライニング

は，万一の使用済燃料集合体の落下時にもプール水の保持機能を失う

ような著しい損傷を生じないようにする。 

 なお，燃料送出しピットは，後続する建物との接続工事施工により

閉じ込め及び遮蔽の機能が損なわれないように予備的措置を施す。 

 ｂ．燃料貯蔵ラック，バスケット及びバスケット仮置き架台 

 燃料貯蔵ラック，バスケット及びバスケット仮置き架台は，適切な

燃料間隔をとることにより， 大容量まで使用済燃料集合体を収納し

た場合に，通常時及び燃料間距離がラック内で 小となるような厳し

い状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合でも未臨界に保つ構

造とする。また，実効増倍率の計算に当たっては，燃料の燃焼により

生成するプルトニウムの寄与を考慮するとともに，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設で受け入れるＢＷＲ燃料集合体，ＰＷＲ燃料集合

体の中でそれぞれ も厳しい構造を持つ燃料集合体の冷却期間を０年

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

・記載の適正化（用語・
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

高残留濃縮度燃料貯蔵ラックは，燃料収納缶に収納した燃料を貯蔵す

る設計とする。 
また, バスケット仮置きラックは, バスケットを支持し, 転倒を防止 
できる構造とする。 

ｃ．燃料取扱装置 
燃料取扱装置は，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施

すとともに，電源喪失時及びつかみ具駆動用の空気源喪失時にも使用済

燃料集合体が落下することのないフェイル セイフ機構を有する構造と

する。 
また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，運転を安全かつ確実に行う

ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃料のつかみ不

良又は荷重異常時のつり上げ防止及び逸走防止等のインターロックを

設ける。 
ｄ．燃料移送水中台車 
燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全かつ確実に行う

ため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い構造とす

る。 
ｅ．バスケット取扱装置 

バスケット取扱装置は，つり上げ機構を二重化し，フックに脱落防

止機構を施すとともに，電源喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失

時にもバスケットが落下することのないフェイル セイフ機構を有する

設計とする。 
また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全かつ

確実に行うためバスケットのつり上げ高さを 0.35ｍ以下とし，バスケ

ット落下防止等のインターロックを設ける。 
ｆ．バスケット搬送機 

バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重化し，電源喪失時にもバ

スケットが下降しない構造とする。 
また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転とし，運転を安全かつ確

実に行うため転倒防止及び逸走防止のインターロックを設ける。 

 高残留濃縮度燃料貯蔵ラックは，燃料収納缶に収納した燃料を貯蔵

する設計とする。 

 また，バスケット仮置きラックは，バスケットを支持し，転倒を防

止できる構造とする。 

 ｃ．燃料取扱装置 

 燃料取扱装置は，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を

施すとともに，電源喪失時及びつかみ具駆動用の空気源喪失時にも使

用済燃料集合体が落下することのないフェイルセイフ機構を有する構

造とする。 

 また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実

に行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃料

のつかみ不良又は荷重異常時のつり上げ防止及び逸走防止のインタ

ーロックを設ける。 

 ｄ．燃料移送水中台車 

 燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実

に行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い

構造とする。 

 ｅ．バスケット取扱装置 

 バスケット取扱装置は，つり上げ機構を二重化し，フックに脱落防

止機構を施すとともに，電源喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失

時にもバスケットが落下することのないフェイルセイフ機構を有する

設計とする。 

 また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，か

つ，確実に行うためバスケットのつり上げ高さを0.35ｍ以下とし，バ

スケット落下防止のインターロックを設ける。 

 ｆ．バスケット搬送機 

 バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重化し，電源喪失時にもバ

スケットが下降しない構造とする。 

 また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転とし，運転を安全，か

つ，確実に行うため転倒防止及び逸走防止のインターロックを設け
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 
ｇ．プール水浄化・冷却設備 

プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却系及びプール水浄化系で構 
成する。 
プール水冷却系は，２系列あり，熱交換器３基及びポンプ３台を設置

する。プール水は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系からプ

ール水冷却系に供給する冷却水と熱交換器を介して熱交換し，冷却され

る。 
プール水冷却系は，通常は２系列を運転するが，１系列の運転でも年

間１,000ｔ・ＵＰｒの使用済燃料集合体（冷却期間：１年，燃焼度：平

均 45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ)を受け入れ，燃料貯蔵プールに 3,000ｔ
・ＵＰｒが貯蔵された場合の崩壊熱を除去し，燃料貯蔵プール水温を

65℃以下に保ち，燃料貯蔵プール等の構造物（コンクリート）の温度

を 65℃以下に維持できる設計とする。通常２系列運転の場合は，燃料

貯蔵プールの水温を 50℃以下に維持する。 
また，プール水冷却系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源喪

失時にも崩壊熱の除去機能が確保できる設計とする。 
プール水浄化系は，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及びチャン

ネル ボックス・バーナブル ポイズン取扱ピットの越流せきから越流す

るプール水をポンプで昇圧し，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及び脱塩し

た後，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及びチャンネル ボックス

・バーナブル ポイズン取扱ピットへ戻す。また,燃料貯蔵プール及び燃

料送出しピットから越流するプール水は，ポンプで昇圧し，一部を脱塩

装置で脱塩した後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットへ戻す。 
 
プール水浄化・冷却設備系統概要図を第 3.4－１図に示す。 

ｈ．補給水設備 
補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料貯蔵プール等にそれぞれ

の要求に応じて補給する。 
 

る。 

 ｇ．プール水浄化・冷却設備 

 プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却系及びプール水浄化系で

構成する。 

 プール水冷却系は，２系列あり，熱交換器３基及びポンプ３台を設

置する。プール水は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系か

らプール水冷却系に供給する冷却水と熱交換器を介して熱交換し，冷

却される。 

 プール水冷却系は，通常は２系列を運転するが，１系列の運転でも

年間1,000ｔ・ＵＰｒの使用済燃料集合体（冷却期間：１年，燃焼度：

平均 45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ）を受け入れ，燃料貯蔵プールに3,000

ｔ・ＵＰｒが貯蔵された場合の崩壊熱を除去し，燃料貯蔵プール水温

を65℃以下に保ち，燃料貯蔵プール・ピット等の構造物の健全性を

維持できる設計とする。２系列運転の場合は，燃料貯蔵プールの水温

を50℃以下に維持する。 

 また，プール水冷却系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源

喪失時にも崩壊熱の除去機能が確保できる設計とする。 

 プール水浄化系は，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及びチャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットの越流せきから越流

するプール水をポンプで昇圧し，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及び脱

塩した後，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及びチャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す。また，燃料貯蔵プール

及び燃料送出しピットから越流するプール水は，ポンプで昇圧し，一

部を脱塩装置で脱塩した後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットへ

戻す。 

 プール水浄化・冷却設備系統概要図を第３－12図に示す。 

 ｈ．補給水設備 

 補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料取出し準備設備，プー

ル水浄化系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度計測装置，液体廃棄

物の廃棄施設（低レベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃棄
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 
補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系で処

理した水を回収・貯蔵するとともにその他再処理設備の附属施設の純水

貯槽から純水を必要に応じ補給する。 
また，補給水設備は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源喪失時

にも燃料貯蔵プール等への水の補給ができ，プール水等による崩壊熱の

除去機能及びしゃへい機能が確保できる設計とする。 
補給水設備系統概要図を第 3.4－２図に示す。 

 
 

施設（廃樹脂貯蔵系の一部）にそれぞれの要求に応じて補給する。 

 補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系で

処理した水を回収・貯蔵するとともに，その他再処理設備の附属施設

の純水貯槽から純水を必要に応じ補給する。 

 また，補給水設備は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源喪失

時にも燃料貯蔵プール・ピット等への水の補給ができ，プール水によ

る崩壊熱の除去機能及び遮蔽機能が確保できる設計とする。 

 補給水設備系統概要図を第３－13図に示す。 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（等の明
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.5 試験・検査 
(１) 安全上重要な施設の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン，プ

ール水冷却系及び補給水設備は，定期的に試験及び検査を実施する

。燃料貯蔵ラック等の安全上重要な機器は，据付け検査，外観検査

等の品質保証活動のもとに据付けを行う。 
(２) 燃料貯蔵プールの水位及び水温は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室で常時監視し，燃料貯蔵プール水は定期的に分析す

る。 
(３) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン，プール水冷却系及び補

給水設備は，定期的に巡視点検を行い，その健全性を確認する。 
 

3.1.5   試験・検査 

 (１) 安全上重要な施設の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン，プ

ール水冷却系及び補給水設備は，定期的に試験及び検査を実施す

る。燃料  貯蔵ラック等の安全上重要な機器は，据付け検査，

外観検査等の品質保証活動のもとに据付けを行う。 

 (２) 燃料貯蔵プールの水位及び水温は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室で常時監視し，燃料貯蔵プール水は定期的に分析す

る。 

 (３) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン，プール水冷却系及び補

給水設備は，定期的に巡視点検を行い，その健全性を確認する。 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.6 評 価 
(１) 臨界安全 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料集合体の平均濃

縮度に応じて，相互間隔を適切に維持するラック又はバスケットに使用

済燃料集合体を収納する設計としており，容量いっぱいに収納した場合

でも，通常時はもとより，技術的に見て想定されるいかなる場合でも未

臨界となるように設計しているので臨界安全が確保できる。 
(２) 閉じ込め 
燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール及びこれに隣

接するピット等はステンレス鋼を内張りし，排水口を設けない設計とす

る。また，プール水浄化・冷却設備は，越流せきから越流した水をポン

プで循環する構造とし，ピット水，プール水等の戻りの配管には逆止弁

を設けるので，万一のプール水浄化・冷却設備の破損を想定してもピッ

ト水，プール水等が流出することはなく，水位は越流せきより低下する

ことはない。 
また，万一のピット水，プール水等の漏えいを監視するため，漏え

い検知装置及び水位警報装置を設けるとともに，漏えい水を使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計としている

ので，放射性物質の十分な閉じ込め機能を確保できる。 
(３) 崩壊熱除去 

燃料貯蔵プール等は，プール水冷却系を２系列設けており，使用済

燃料集合体を容量いっぱいに貯蔵した場合でも，１系列でプール水温

度を 65℃以下に維持できる設計としているので，崩壊熱を十分に除去

することができる。 
また，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，自然冷却を考

慮した設計としており，容量いっぱいにキャスクを保管しても構造物

（コンクリート）の温度を 65℃以下に維持できる設計としているので

崩壊熱を十分に除去できる。 
(４) 単一故障 
安全上重要な施設のプール水冷却系及び補給水設備は，それらを構成

3.1.6 評  価 

 (１) 臨界安全 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料集合体の平均

濃縮度に応じて，相互間隔を適切に維持するラック又はバスケットに

使用済燃料集合体を収納する設計としており，容量いっぱいに収納し

た場合でも，通常時はもとより，技術的に見て想定されるいかなる場

合でも未臨界となるように設計しているので臨界安全が確保できる。 

 (２) 閉じ込め 

 燃料貯蔵プール・ピット等はステンレス鋼を内張りし，排水口を設

けない設計とする。また，プール水浄化・冷却設備は，越流せきから

越流した水をポンプで循環する構造とし，プール水等の戻りの配管に

は逆止弁を設けるので，万一のプール水浄化・冷却設備の破損を想定

してもプール水等が流出することはなく，水位は越流せきより低下す

ることはない。 

 

 また，万一のプール水等の漏えいを監視するため，漏えい検知装置

及び水位警報装置を設けるとともに，漏えい水を使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計としているので，放射

性物質の十分な閉じ込め機能を確保できる。 

 (３) 崩壊熱除去 

 燃料貯蔵プール・ピット等は，プール水冷却系を２系列設けてお

り，使用済燃料集合体を容量いっぱいに貯蔵した場合でも，１系列で

プール水温度を65℃以下に維持できる設計としているので，崩壊熱を

十分に除去することができる。 

 また，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，自然冷却を考

慮した設計としており，容量いっぱいにキャスクを保管しても構造物

の健全性を維持できる設計としているので，崩壊熱を十分に除去でき

る。 

 (４) 単一故障 

 安全上重要な施設のプール水冷却系及び補給水設備は，それらを

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

するポンプ等の動的機器を多重化しているので，単一故障を仮定しても

プール水による崩壊熱の除去機能及びしゃへい機能を確保できる｡ 
 

(５) 外部電源喪失 
安全上重要な施設のプール水冷却系及び補給水設備は，非常用所内

電源系統に接続できる設計としているので，外部電源が喪失した場合

でもプール水による崩壊熱の除去機能及びしゃへい機能を確保できる

｡ 
(６) 貯蔵容量 

燃料貯蔵プールは，貯蔵容量3,000ｔ・ＵＰｒ を有する設計としてい

るので， 大再処理能力での再処理に対して受け入れた燃料を３年間以

上貯蔵することができる。 
(７) 落下防止 

燃料取扱装置等の移送機器は，つりワイヤの二重化，駆動源喪失時

におけるつり荷の保持機構，逸走防止等のインターロックを設けてい

るので，移送物の落下，転倒等を防止することができる。 
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，燃料貯蔵プー

ル上を通過しない配置としているので，貯蔵燃料への重量物の落下を

防止することができる。 
(８) 試験及び検査 
安全上重要な施設の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，安

全機能を損なうことなく定期的な試験及び検査ができる。プール水冷却

系及び補給水設備は，ポンプを多重化する設計とするので，安全機能を

損なうことなく定期的な試験・検査ができる。 
(９) そ の 他 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，後続の建物との接続工事施

工時に閉じ込め及びしゃへいの機能が損なわれないように予備的措置を

施すので，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する場合においても

安全機能が確保できる。 
 

構成するポンプ等の動的機器を多重化しているので，単一故障を仮定

してもプール水による崩壊熱の除去機能及び遮蔽機能を確保でき

る。  

 (５) 外部電源喪失 

 安全上重要な施設のプール水冷却系及び補給水設備は，非常用所

内電源系統に接続できる設計としているので，外部電源が喪失した場

合でもプール水による崩壊熱の除去機能及び遮蔽機能を確保でき

る。  

 (６) 貯蔵容量 

 燃料貯蔵プールは，貯蔵容量3,000ｔ・ＵＰｒを有する設計としてい

るので， 大再処理能力での再処理に対して受け入れた燃料を３年間

以上貯蔵することができる。 

 (７) 落下防止 

 燃料取扱装置等の移送機器は，つりワイヤの二重化，駆動源喪失時

におけるつり荷の保持機構，逸走防止等のインターロックを設けてい

るので，移送物の落下，転倒等を防止することができる。 

 また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，燃料貯蔵プー

ル上を通過しない配置としているので，貯蔵燃料への重量物の落下を

防止することができる。 

 (８) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，

安全機能を損なうことなく定期的な試験及び検査ができる。安全上

重要な施設のプール水冷却系及び補給水設備は，ポンプを多重化す

る設計とするので，安全機能を損なうことなく定期的な試験及び検査

ができる。 

 (９) その他   

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，後続の建物との接続工事

施工時に閉じ込め及び遮蔽の機能が損なわれないように予備的措置を

施すので，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する場合において

も安全機能が確保できる。 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 

 

3.2 重大事故等対処設備 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.7 参考文献一覧 
(１) 「再処理施設の設計用ＢＷＲ燃料条件について」,TLR-R007,株

式会社東芝（平成３年７月） 
(２) 「再処理施設設計用のＢＷＲ燃料条件について」,HLR-045，株

式会社日立製作所（平成３年７月） 
(３) 「再処理施設の設計用ＰＷＲ燃料条件について」 ,MAPI-3008, 

三菱原子力工業株式会社（平成３年７月） 
(４) 「再処理施設の原燃工製設計用燃料条件について」 ,NFK-

8098,原子燃料工業株式会社（平成３年７月） 
(５) 「再処理施設における燃焼度計測装置」，TLR-R001，株式会社 
東芝（平成３年７月） 

(６) 「臨界安全ハンドブック」，科学技術庁原子力安全局核燃料規制

課編，にっかん書房，1988 年 
(７) 「再処理施設ＢＷＲ燃料貯蔵ラック等の臨界安全設計について」

,HLR-044 訂１，株式会社 日立製作所（平成３年７月） 
(８) 「再処理施設ＰＷＲ燃料貯蔵ラック等の臨界安全設計について」

，MAPI-3007 改１，三菱原子力工業株式会社（平成３年７月） 
 

3.3  参考文献一覧 

 (１) 「再処理施設の設計用ＢＷＲ燃料条件について」,TLR-R007,株式会

社東芝（平成３年７月） 

 (２) 「再処理施設設計用のＢＷＲ燃料条件について」,HLR-045，株式会

社日立製作所（平成３年７月） 

 (３) 「再処理施設の設計用ＰＷＲ燃料条件について」  ,MAPI-3008, 三

菱原子力工業株式会社（平成３年７月） 

 (４) 「再処理施設の原燃工製設計用燃料条件について」  ,NFK-8098,原

子燃料工業株式会社（平成３年７月） 

 (５) 「再処理施設における燃焼度計測装置」，TLR-R001，株式会社 東

芝（平成３年７月） 

 (６) 「臨界安全ハンドブック」，科学技術庁原子力安全局核燃料規制課

編，にっかん書房，1988年 

 (７) 「再処理施設ＢＷＲ燃料貯蔵ラック等の臨界安全設計について」, 

HLR-044 訂１，株式会社 日立製作所（平成３年７月） 

 (８) 「再処理施設ＰＷＲ燃料貯蔵ラック等の臨界安全設計について」，

MAPI-3007 改１，三菱原子力工業株式会社（平成３年７月） 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4. 再処理設備本体 

4.1 概 要 

再処理設備本体は，せん断処理施設，溶解施設，分離施設，精製施設，脱硝

施設，及び酸及び溶媒の回収施設で構成する。 

再処理設備本体は，使用済燃料の貯蔵施設から使用済燃料集合体を受け入れ

，せん断処理，溶解，分離，精製及び脱硝の各施設を経て，ウラン酸化物（以

下 4.では「ＵＯ３」という。）及びウラン・プルトニウム混合酸化物（ＵＯ

２・ＰｕＯ２，以下 4.では「ＭＯＸ」という。）を製品貯蔵施設に送り出す

とともに，これらの施設等から発生する使用済みの硝酸及び使用済みの有機溶

媒を回収する機能を有する。 

 

4. 再処理設備本体 

4.1   概  要 

 再処理設備本体は，せん断処理施設，溶解施設，分離施設，精製施設，脱

硝施設，及び酸及び溶媒の回収施設で構成する。 

 再処理設備本体は，使用済燃料の貯蔵施設から使用済燃料集合体を受け入

れ，せん断処理，溶解，分離，精製及び脱硝の各施設を経て，ＵＯ３及びＭＯ

Ｘを製品貯蔵施設に送り出すとともに，これらの施設等から発生する使用済

みの硝酸及び使用済みの有機溶媒を回収する機能を有する。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.2 せん断処理施設 

4.2.1 概 要 

せん断処理施設は，燃料供給設備及びせん断処理設備で構成する。 

せん断処理施設で取り扱う使用済燃料は発電用の軽水減速，軽水冷却，沸騰

水型原子炉(以下 4.では｢ＢＷＲ｣という。)及び軽水減速，軽水冷却，加圧水

型原子炉(以下 4.では｢ＰＷＲ｣という。)の使用済ウラン燃料集合体であって

，以下の仕様を満たすものである。 

照射前燃料最高濃縮度 ：５ wt％ 

使用済燃料集合体平均濃縮度 ：3.5wt％以下 

使用済燃料集合体最終取出し前の原子炉停止時からの期間：４年以上 

使用済燃料集合体最高燃焼度 ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ (ここで 

いうｔ・ＵＰｒは照射前金属ウラン重

量換算であり，以下 4.では｢ｔ・ＵＰ

ｒ｣という｡) 

なお，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度は, 45,000 

ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ以下とする。 

   使用済燃料の冷却期間は，旧申請書における設計条件を維持することと

し，以下の条件とする。 

   せん断処理するまでの冷却期間 ： ４年以上 

4.2 せん断処理施設 

4.2.1  概    要 

 せん断処理施設は，燃料供給設備及びせん断処理設備で構成する。 

 せん断処理施設で取り扱う使用済燃料は発電用の軽水減速，軽水冷却，沸

騰水型原子炉（以下 「ＢＷＲ」という。）及び軽水減速，軽水冷却，加圧

水型原子炉（以下 「ＰＷＲ」という。）の使用済ウラン燃料集合体であっ

て，以下の仕様を満たすものである。 

 照射前燃料最高濃縮度           ：５ wt％ 

 使用済燃料集合体平均濃縮度   ：3.5wt％以下 

 使用済燃料集合体最終取出し前の原子炉停止時からの期間：15年以上 

 使用済燃料集合体最高燃焼度     ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ(ここで 

いうｔ・ＵＰｒは照射前金属ウラ 

ン重量換算であり，以下4.では｢ｔ・ＵＰ

ｒ｣という｡) 

なお，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度は，45,000Ｍ

Ｗｄ／ｔ・ＵＰｒ以下とする。 

使用済燃料の冷却期間は，旧申請書における設計条件を維持することと

し，以下の条件とする。 

せん断処理するまでの冷却期間 ： ４年以上 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

15 年冷却と安全評価の変更 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

15 年冷却と安全評価の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

燃料供給設備は，使用済燃料の貯蔵施設の燃料送出し設備のバスケット搬送

機から使用済燃料集合体をせん断処理設備へ供給する設備である。 せん断処

理設備は，使用済燃料集合体をせん断し，溶解施設の溶解設備へ供給する設備

である。 

せん断処理施設系統概要図を第 4.2－１図に示す。 

 

燃料供給設備は，使用済燃料の貯蔵施設の燃料送出し設備のバスケット搬送

機から使用済燃料集合体をせん断処理設備へ供給する設備である。 

 せん断処理設備は，使用済燃料集合体をせん断し，溶解施設の溶解設備へ

供給する設備である。 

 せん断処理施設系統概要図を第4.2－１図に示す。 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.2.2 設計方針 

(１) 臨界安全 

燃料横転クレーン及びせん断機は，使用済燃料集合体を１台当たり一時に１

体ずつ取り扱うことにより臨界を防止できる設計とする。 

(２) 閉じ込め 

せん断処理設備は，気体状の放射性物質が漏えいし難い設計とする。 

(３) 火災及び爆発の防止 

せん断処理設備は，使用済燃料集合体のせん断によって生じるジルコニウ

ム及びその合金の微粉の急激な反応を適切に防止できる設計とする。 

(４) 崩壊熱除去 

せん断機は，放射性物質の崩壊熱による過度の温度上昇を防止できる設計と

する。 

(５) 落下防止 

燃料横転クレーンは，電源喪失時におけるつり荷の保持，及び逸走防止

を行い，使用済燃料集合体の落下を防止できる設計とする。 

(６) 単一故障 

安全上重要な施設のせん断停止系は，それらを構成する動的機器の単 

一故障を仮定しても安全機能が確保できる設計とする。 

(７) 試験及び検査 

安全上重要な施設のせん断停止系は，せん断処理施設の運転停止時に試験及

び検査ができる設計とする。 

 

4.2.2  設計方針 

 (１) 臨界安全 

   燃料横転クレーン及びせん断機は，使用済燃料集合体を１台当たり一時

に１体ずつ取り扱うことにより臨界を防止できる設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

   せん断処理設備は，気体状の放射性物質が漏えいし難い設計とする。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

   せん断処理設備は，使用済燃料集合体のせん断によって生じるジルコニ

ウム及びその合金の微粉の急激な反応を適切に防止できる設計とする。 

 (４) 崩壊熱除去 

   せん断機は，放射性物質の崩壊熱による過度の温度上昇を防止できる設

計とする。 

 (５) 落下防止 

   燃料横転クレーンは，電源喪失時におけるつり荷の保持及び逸走防止を

行い，使用済燃料集合体の落下を防止できる設計とする。 

 (６) 単一故障 

   安全上重要な施設のせん断停止回路は，それらを構成する動的機器の単

一故障を仮定しても安全機能が確保できる設計とする。 

 (７) 試験及び検査 

   安全上重要な施設のせん断停止回路は，せん断処理施設の運転停止時に

試験及び検査ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続

詞等の統一） 

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.2.3 主要設備の仕様 

(１) 燃料供給設備 

燃料供給設備の主要設備の仕様を第 4.2－１表に示す。なお，燃料横転クレ

ーン概要図を第 4.2－２図に示す。 

(２) せん断処理設備 

せん断処理設備の主要設備の仕様を第 4.2－２表に示す。なお，せん断機概

要図を第 4.2－３図に示す。 

 

4.2.3 主要設備の仕様 

 (１) 燃料供給設備 

   燃料供給設備の主要設備の仕様を第4.2－１表に示す。 

    なお，燃料横転クレーン概要図を第4.2－２図に示す。 

 (２) せん断処理設備 

    せん断処理設備の主要設備の仕様を第4.2－２表に示す。 

   なお，せん断機概要図を第4.2－３図に示す。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.2.4 系統構成及び主要設備 

4.2.4.1 燃料供給設備 

燃料供給設備は，２系列で構成する。 

燃料供給設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体を処理する場合

は 4.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列，ＰＷＲ使用済燃料集合体を処理する場合は 5.25

ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列である。 

(１) 系統構成 

使用済燃料の貯蔵施設のバスケット搬送機で燃料供給セルの直下へ搬送し

た使用済燃料集合体を，燃料横転クレーンで１体ずつバスケット搬送機のバ

スケットから取り出し横転させ，水平にし，せん断機へ供給する。このとき

，使用済燃料集合体番号を確認し，光学的読み取り装置による読み取りを行

う。 

(２) 主要設備 

燃料供給設備の主要設備の臨界安全管理表を第 4.2－３表に示す。 

ａ．燃料横転クレーン 

燃料横転クレーンは，使用済燃料集合体を１体ずつしかつり上げられない

構造とし，せん断機へ２体以上同時に供給しない設計とする。 

燃料横転クレーンは，使用済燃料集合体の過度のつり上げ防止，燃料のつ

かみ不良又は荷重異常時のつり上げ防止，逸走防止等のインターロックを設

けるとともに，つり上げた後バスケット上部の燃料供給セルのシャッタを閉

じる設計とする。また，使用済燃料集合体の取扱い中に電源喪失が発生して

も燃料つかみ具が使用済燃料集合体を放さないフェイル セイフ構造とする。 

また，燃料横転クレーンは，燃料横転クレーン保守セルを設け，クレ 

ーン，マニプレータ（セル外からセル内の装置を操作する装置）等を用い，

遠隔保守が可能な設計とする。 

4.2.4 系統構成及び主要設備 

4.2.4.1 燃料供給設備 

 燃料供給設備は，２系列で構成する。 

 燃料供給設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体を処理する場合

は4.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列，ＰＷＲ使用済燃料集合体を処理する場合は5.25

ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列である。 

 (１) 系統構成 

 使用済燃料の貯蔵施設のバスケット搬送機で燃料供給セルの直下へ搬送

した使用済燃料集合体を，燃料横転クレーンで１体ずつバスケット搬送機

のバスケットから取り出し横転させ，水平にし，せん断機へ供給する。こ

のとき，使用済燃料集合体番号を確認し，光学的読み取り装置による読み

取りを行う。 

 (２) 主要設備 

  燃料供給設備の主要設備の臨界安全管理表を第4.2－３表に示す。 

 ａ．燃料横転クレーン 

 燃料横転クレーンは，使用済燃料集合体を１体ずつしかつり上げられな

い構造とし，せん断機へ２体以上同時に供給しない設計とする。 

 燃料横転クレーンは，使用済燃料集合体の過度のつり上げ防止，燃料の

つかみ不良又は荷重異常時のつり上げ防止，逸走防止等のインターロック

を設けるとともに，つり上げた後バスケット上部の燃料供給セルのシャッ

タを閉じる設計とする。また，使用済燃料集合体の取扱い中に電源喪失が

発生しても燃料つかみ具が使用済燃料集合体を放さないフェイル セイフ構

造とする。 

  また，燃料横転クレーンは，燃料横転クレーン保守セルを設け，クレー

ン，マニプレータ（セル外からセル内の装置を操作する装置）等を用い，

遠隔保守が可能な設計とする。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.2.4.2 せん断処理設備 

せん断処理設備は，２系列で構成する。 

せん断処理設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体を処理する場

合は，１系列当たり 4.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ使用済燃料集合体を処理する

場合，１系列当たり 5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄである。 

(１) 系統構成 

せん断処理設備は，燃料供給設備の燃料横転クレーンでせん断機の燃料供

給部（以下 4.では「マガジン」という。）に供給した使用済燃料集合体を燃

料送り出し装置で断続的にせん断機のせん断部に送り出し，せん断刃により

せん断する。 

せん断した燃料集合体端末片(以下4.では｢エンド ピース｣という。)は，ホ

ッパを経て，エンド ピース専用の移送管(以下4.では｢エンド ピース シュー

ト｣という。）を用いて重力により,溶解施設のエンド ピース酸洗浄槽へ送り

，また，燃料せん断片は，ホッパを経て，燃料せん断片専用の移送管（以下

4.では ｢燃料せん断片シュート｣という。) を用いて重力により，溶解施設の

溶解槽へ送る。 

(２) 主要設備 

せん断処理設備の主要設備の臨界安全管理表を第 4.2－４表に示す。 

ａ．せん断機 

せん断機は，使用済燃料集合体のせん断を行い,エンド ピースは溶解施設

のエンド ピース酸洗浄槽へ,燃料せん断片は溶解施設の溶解槽へ送る機能を

有し，以下の設計とする。 

せん断機は，せん断中にはせん断機の燃料供給口が閉じて新たな使用済燃

料集合体が供給できない構造とする。 

エンド ピース及び燃料せん断片は,それぞれホッパを経て，エンド ピース 

シュート及び燃料せん断片シュートによって, 溶解施設のエンドピース酸洗

浄槽及び溶解槽へ移送する。 

せん断機は，溶解施設の溶解槽内にある燃料せん断片を受け入れる有孔容

器（以下 4.では「バケット」という。）１個当たりの燃料装荷量が所定量を

超えないよう，また，エンド ピース酸洗浄槽に有意量の核燃料物質が入らな

4.2.4.2 せん断処理設備 

 せん断処理設備は，２系列で構成する。 

 せん断処理設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体を処理する場

合は，１系列当たり4.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ使用済燃料集合体を処理する場

合，１系列当たり5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄである。 

  (１) 系統構成 

 せん断処理設備は，燃料供給設備の燃料横転クレーンでせん断機の燃料

供給部（以下 「マガジン」という。）に供給した使用済燃料集合体を燃

料送り出し装置で断続的にせん断機のせん断部に送り出し，せん断刃によ

りせん断する。 

  せん断した燃料集合体端末片（以下 「エンドピース」という。）は，

ホッパを経て，エンドピース専用の移送管（以下 「エンドピース シュー

ト」という。）を用いて重力により,溶解施設のエンドピース酸洗浄槽へ送

り，また，燃料せん断片は，ホッパを経て，燃料せん断片専用の移送管

（以下 「燃料せん断片シュート」という。）を用いて重力により，溶解

施設の溶解槽へ送る。 

 (２) 主要設備 

   せん断処理設備の主要設備の臨界安全管理表を第4.2－４表に示す。 

 ａ．せん断機 

 せん断機は，使用済燃料集合体のせん断を行い，エンドピースは溶解施

設のエンドピース酸洗浄槽へ，燃料せん断片は溶解施設の溶解槽へ送る機

能を有し，以下の設計とする。 

 せん断機は，せん断中にはせん断機の燃料供給口が閉じて新たな使用済

燃料集合体が供給できない構造とする。 

 エンドピース及び燃料せん断片は，それぞれホッパを経て，エンドピース 

シュート及び燃料せん断片シュートによって，溶解施設のエンドピース酸

洗浄槽及び溶解槽へ移送する。 

 せん断機は，溶解施設の溶解槽内にある燃料せん断片を受け入れる有孔

容器（以下 「バケット」という。）１個当たりの燃料装荷量が所定量を

超えないよう，また，エンドピース酸洗浄槽に有意量の核燃料物質が入ら

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

いよう，せん断機の燃料送り出し装置の送り出し長さの異常等により自動的

にせん断を停止するせん断停止系を設ける設計とする。 

なお，せん断機のせん断刃ホルダは，燃料せん断片の長さが，約５ｃｍ以

下に制限される構造とする。 

せん断停止系は，｢6.2 計測制御設備｣で述べるようにバケット１個当たり

に装荷する燃料せん断片の量が，単一故障を仮定しても所定量以上とならな

いように多重化する。 

なお，せん断停止系は，せん断機の異常のほかに，溶解施設の溶解槽の核

燃料物質の濃度の異常等を検知するせん断停止回路からの信号によりせん断

を停止する設計とする。 

せん断機の廃ガスは，溶解施設の溶解槽を経て気体廃棄物の廃棄施設のせ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備に移送することによりせん断機内を負圧に維

持する。 

せん断機は，せん断機内部及びホッパ部に傾斜をつけてせん断粉末が 蓄積

し難い構造とする。さらに，せん断機のマガジン及びふた部から窒 素ガスを

吹き込むことによって，せん断粉末の蓄積を防止するとともに，せん断機内

部を窒素ガス雰囲気とする。 

せん断機は，マガジン内に供給した使用済燃料集合体の崩壊熱をマガジン

壁からの放熱により除去する設計とする。 

せん断機は，せん断機・溶解槽保守セルを設け，クレーン，マニプレータ

等を用い遠隔保守が可能な設計とする。 

 

ないよう，せん断機の燃料送り出し装置の送り出し長さの異常等により自

動的にせん断を停止するせん断停止回路を設ける設計とする。 

 なお，せん断機のせん断刃ホルダは，燃料せん断片の長さが，約５ｃ

ｍ以下に制限される構造とする。 

 せん断停止回路は，「6.1.2 計測制御設備」で述べるようにバケット１

個当たりに装荷する燃料せん断片の量が，単一故障を仮定しても所定量以

上とならないように多重化する。 

 なお，せん断停止回路は，せん断機の異常のほかに，溶解施設の溶解槽

の核燃料物質の濃度の異常等を検知するせん断停止回路からの信号により

せん断を停止する設計とする。 

  せん断機の廃ガスは，溶解施設の溶解槽を経て気体廃棄物の廃棄施設の

せん断処理・溶解廃ガス処理設備に移送することによりせん断機内を負圧

に維持する。 

 せん断機は，せん断機内部及びホッパ部に傾斜をつけてせん断粉末が蓄

積し難い構造とする。さらに，せん断機のマガジン及びふた部から窒素ガ

スを吹き込むことによって，せん断粉末の蓄積を防止するとともに，せん

断機内部を窒素ガス雰囲気とする。 

 せん断機は，マガジン内に供給した使用済燃料集合体の崩壊熱をマガジ

ン壁からの放熱により除去する設計とする。 

 せん断機は，せん断機・溶解槽保守セルを設け，クレーン，マニプレー

タ等を用い遠隔保守が可能な設計とする。 

 

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.2.5 試験・検査 

安全上重要な施設のせん断停止系は，安全上重要な施設のせん断停止回路

からの信号により定期的に試験及び検査を実施する。 

燃料横転クレーンは，定期的に作動試験及び検査を実施する。 

 

4.2.5 試験・検査 

 安全上重要な施設のせん断停止回路は，定期的に試験及び検査を実施す

る。 

  燃料横転クレーンは，定期的に作動試験及び検査を実施する。 

 

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.2.6 評 価 

(１) 臨界安全 

燃料横転クレーン及びせん断機は，使用済燃料集合体を２体以上同時に取

り扱うことを防止する構造であり，せん断機はせん断粉末が蓄積し難い設計

とするので 臨界を防止できる。 

(２) 閉じ込め 

せん断機内部は，気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理設

備によってセル内圧力 より負圧を維持する設計とするので閉じ込め機能を

確保できる。 

(３)  火災及び爆発の防止 

せん断機は，空気雰囲気でせん断を行ってもせん断時に生じるジルコニウ

ム及びその合金粉末の火災及び爆発のおそれはないが，せん断粉末の蓄積を

防止するために窒素ガスを吹き込むことで不活性雰囲気となるよう設計する

ので 火災及び爆発を防止できる。 

(４) 崩壊熱除去 

せん断機は，マガジン内に装荷した使用済燃料集合体の崩壊熱をマガジン

壁からの放熱により除去する設計とするので，過度の温度上昇を防止できる

。 

(５) 落下防止 

燃料横転クレ－ンは，電源喪失時にも燃料つかみ具が使用済燃料集合体を

放さないフェイル セイフ構造とし，また逸走防止のインターロックを設ける

ことにより，使用済燃料集合体の落下を防止できる。 

(６) 単一故障 

安全上重要な施設のせん断停止系は，それらを構成する動的機器の単一故障

を仮定しても，溶解施設の臨界を防止できる。 

(７) 試験及び検査 

安全上重要な施設のせん断停止系は，せん断処理施設の運転停止時に試験

及び検査をする設計とするので，安全機能を損なうことなく，試験及び検査

ができる。 

 

4.2.6  評  価 

 (１) 臨界安全 

 燃料横転クレーン及びせん断機は，使用済燃料集合体を２体以上同時に

取り扱うことを防止する構造であり，せん断機はせん断粉末が蓄積し難い

設計とするので，臨界を防止できる。 

 (２) 閉じ込め 

 せん断機内部は，気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理

設備によってセル内圧力により負圧を維持する設計とするので，閉じ込め

機能を確保できる。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

 せん断機は，空気雰囲気でせん断を行ってもせん断時に生じるジルコニ

ウム及びその合金粉末の火災及び爆発のおそれはないが，せ
（１）（２）

ん断粉末の蓄

積を防止するために窒素ガスを吹き込むことで不活性雰囲気となるよう設

計するので，火災及び爆発を防止できる。 

 (４) 崩壊熱除去 

 せん断機は，マガジン内に装荷した使用済燃料集合体の崩壊熱をマガジ

ン壁からの放熱により除去する設計とするので，過度の温度上昇を防止で

きる。 

 (５) 落下防止 

 燃料横転クレ－ンは，電源喪失時にも燃料つかみ具が使用済燃料集合体

を放さないフェイル セイフ構造とし，また逸走防止のインターロックを設

けることにより，使用済燃料集合体の落下を防止できる。 

 (６) 単一故障 

 安全上重要な施設のせん断停止回路は，それらを構成する動的機器の単

一故障を仮定しても，溶解施設の臨界を防止できる。 

 (７) 試験及び検査 

 安全上重要な施設のせん断停止回路は，せん断処理施設の運転停止時に

試験及び検査をする設計とするので，安全機能を損なうことなく，試験及

び検査ができる。 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.3 溶解施設 

 

4.3.1 概 要 

溶解施設は，溶解設備及び清澄・計量設備で構成する。 

溶解施設で取り扱う使用済燃料は，ＢＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃料

集合体であって，以下の仕様を満たすものである。 

照射前燃料最高濃縮度 ： 5 wt％ 

使用済燃料集合体平均濃縮度 ：3.5wt％以下 

使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時からの期間：４年以上使用済燃料集

合体最高燃焼度 ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 

なお，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度は，45,000ＭＷｄ／ｔ・Ｕ

Ｐｒ以下とする。 

使用済燃料の冷却期間は，旧申請書における設計条件を維持することとし，

以下の条件とする。 

せん断処理するまでの冷却期間 ：４年以上 

 

使用済燃料集合体の照射前の構造 

 

4.3 溶解施設 

4.3.1 設計基準対象の施設 

4.3.1.1 概要 

  溶解施設は，溶解設備及び清澄・計量設備で構成する。 

  溶解施設で取り扱う使用済燃料は，ＢＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃料

集合体であって，以下の仕様を満たすものである。 

   照射前燃料最高濃縮度     ：５wt％ 

  使用済燃料集合体平均濃縮度  ：3.5wt％以下 

  使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時からの期間：15年以上 

  使用済燃料集合体最高燃焼度  ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 

  なお，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度は，45,000ＭＷｄ／

ｔ・ＵＰｒ以下とする。 

使用済燃料の冷却期間は，旧申請書における設計条件を維持することと

し，以下の条件とする。 

   せん断処理するまでの冷却期間 ：４年以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準に伴う重大事故

等対処設備の追加による項

番号の追加 

 

 

 

 

 

 

 

15 年冷却と安全評価の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

溶解設備は，せん断処理施設のせん断機でせん断した燃料せん断片を溶解

槽のバケットに装荷して硝酸を用いて燃料部分を溶解し，よう素追出し槽に

おいて，溶解液中のよう素を気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備へ移送する設備である。 

また，溶解槽では，必要に応じて可溶性中性子吸収材を加えた硝酸を用

いて燃料部分を溶解する。 

清澄・計量設備は，清澄機で不溶解残渣を溶解液から除去し，計量・調整槽

で溶解液の計量を行い，必要であれば調整を行った後，分離施設の分離設備

へ溶解液を移送する設備である。 

溶解施設系統概要図を第 4.3－１図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶解設備は，せん断処理施設のせん断機でせん断した燃料せん断片を溶解槽

のバケットに装荷して硝酸を用いて燃料部分を溶解し，よう素追出し槽におい

て，溶解液中のよう素を気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理

設備へ移送する設備である。 

また，溶解槽では，必要に応じて可溶性中性子吸収材を加えた硝酸を用いて

燃料部分を溶解する。 

清澄・計量設備は，清澄機で不溶解残渣を溶解液から除去し，計量・調整槽

で溶解液の計量を行い，必要であれば調整を行った後，分離施設の分離設備へ

溶解液を移送する設備である。 

溶解施設系統概要図を第4.3－１図に示す。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.3.2 設計方針 

(１) 臨界安全 

溶解施設の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかな

る場合でも制限濃度安全形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管

理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして

臨界を防止できる設計とする。また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防止できる設計とする。 

(２)  閉じ込め 

溶解施設の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材料を使用し，かつ

，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放射性物質が漏えいした

場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。また，気体廃

棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより閉じ込め機能を確保できる設計

とする。 

(３) 火災及び爆発の防止 

中間ポット，不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の機器は，溶液の放射線分

解により発生する水素の爆発を適切に防止できる設計とする。 

(４) 崩壊熱除去 

不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の機器は，崩壊熱による過度の温度上

昇を防止するため，適切な冷却機能を有する設計とする。 

(５) 単一故障 

安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急供給系は，それらを構成する動

的機器の単一故障を仮定しても，安全機能が確保できる設計とする。 

(６) 試験及び検査 

安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急供給系は，溶解施設の運 

転停止時に試験及び検査ができる設計とする。 

4.3.1.2 設計方針 

 (１) 臨界安全 

   溶解施設の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいか

なる場合でも制限濃度安全形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組

成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニット

として臨界を防止できる設計とする。また，各単一ユニットは，適切に配

置することにより，複数ユニットとして臨界を防止できる設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

   溶解施設の放射性物質を内包する機器は，腐食し難い材料を使用し，か

つ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放射性物質が漏えい

した場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより閉じ込め機能を

確保できる設計とする。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

   中間ポット，不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の機器は，溶液の放射

線分解により発生する水素の爆発を適切に防止できる設計とする。 

 (４) 崩壊熱除去 

   不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の機器は，崩壊熱による過度の温度

上昇を防止するため，適切な冷却機能を有する設計とする。 

 (５) 単一故障 

   安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急供給系は，それらを構成す

る動的機器の単一故障を仮定しても，安全機能が確保できる設計とする。 

 (６) 試験及び検査 

   安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急供給系は，溶解施設の運転

停止時に試験及び検査ができる設計とする。 

 

記載の適正化（表現修正） 

添六―329



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.3.3 主要設備の仕様 

 (１) 溶解設備 

   溶解設備の主要設備の仕様を第4.3－１表に示す。 

   なお，溶解槽概要図を第4.3－２図に示す。 

 (２) 清澄・計量設備 

   清澄・計量設備の主要設備の仕様を第4.3－２表に示す。 

   なお，清澄機概要図を第4.3－３図に示す。 

 

4.3.1.3  主要設備の仕様 

 (１) 溶解設備 

   溶解設備の主要設備の仕様を第4.3－１表に示す。 

   なお，溶解槽概要図を第4.3－２図に示す。 

 (２) 清澄・計量設備 

   清澄・計量設備の主要設備の仕様を第4.3－２表に示す。 

     なお，清澄機概要図を第4.3－３図に示す。 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.3.4 系統構成及び主要設備 

4.3.4.1 溶解設備 

  溶解設備は２系列で構成する。 

  溶解設備の最大溶解能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体については，１系列

当たり 4.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ使用済燃料集合体については，１系列当た

り 5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄである。 

 (１) 系統構成 

   溶解設備は，せん断処理施設のせん断機でせん断した燃料せん断片を溶

解槽に受け入れ，高温の硝酸で燃料部分を溶解する。また，必要に応じて

，可溶性中性子吸収材を加えた硝酸を用いて溶解する。 

   溶解槽からの溶解液は，よう素追出し槽において溶解液中に残留するよ

う素を追い出し，中間ポットにおいて溶解液を冷却した後，重力流により

清澄・計量設備へ移送する。 

   溶解後残った燃料被覆管せん断片(以下 4.では｢ハル｣という。)は，ハル

洗浄槽において洗浄する。せん断処理施設のせん断機でせん断したエンド 

ピースは,エンド ピース酸洗浄槽及びエンド ピース水洗浄槽において洗浄

した後，ハルとともにドラム詰めし固体廃棄物の廃棄施設のハル・エンド 

ピース貯蔵系へ搬送する。 

   溶解設備は，ＢＷＲ使用済燃料集合体を 4.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ処理する場 

合は，約６規定の硝酸を約0.8ｍ３／ｈ供給し，燃料せん断片を溶解する。

また，ＰＷＲ使用済燃料集合体を 5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄ処理する場合は，約

６規定の硝酸を約 0.9ｍ３ ／ｈ供給し，燃料せん断片を溶解する。このと

きの溶解液中の硝酸濃度は約３規定，ウラン及びプルトニウム濃度は約250

ｇ・（Ｕ＋Ｐｕ)／である。また，可溶性中性子吸収材を加えて溶解する

場合の可溶性中性子吸収材の濃度は，約 0.7ｇ・Ｇｄ／以上とする。 

   ここでいうｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）は，金属ウラン及び金属プルトニウムの合

計重量換算であり， 以下「ｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）」という。） 

   溶解槽及びよう素追出し槽からの廃ガスは，せん断処理施設のせん断機

からの廃ガスとともに気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処

理設備へ移送する。 

4.3.1.4 系統構成及び主要設備 

4.3.1.4.1 溶解設備 

  溶解設備は２系列で構成する。 

  溶解設備の最大溶解能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体については，１系列

当たり4.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ使用済燃料集合体については，１系列当たり

5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄである。 

 (１) 系統構成 

   溶解設備は，せん断処理施設のせん断機でせん断した燃料せん断片を溶

解槽に受け入れ，高温の硝酸で燃料部分を溶解する。また，必要に応じ

て，可溶性中性子吸収材を加えた硝酸を用いて溶解する。 

溶解槽からの溶解液は，第１よう素追出し槽及び第２よう素追出し槽にお

いて溶解液中に残留するよう素を追い出し，中間ポットにおいて溶解液を冷

却した後，重力流により清澄・計量設備へ移送する。 

溶解後残った燃料被覆管せん断片（以下 「ハル」という。）は，ハル洗

浄槽において洗浄する。せん断処理施設のせん断機でせん断したエンドピー

スは，エンドピース酸洗浄槽及びエンドピース水洗浄槽において洗浄した

後，ハルとともにドラム詰めし，固体廃棄物の廃棄施設のハル・エンドピー

ス貯蔵系へ搬送する。 

溶解設備は，ＢＷＲ使用済燃料集合体を4.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ処理する場合

は，約６ｍｏｌ／Ｌの硝酸を約0.8ｍ３／ｈ供給し，燃料せん断片を溶解する。

また，ＰＷＲ使用済燃料集合体を5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄ処理する場合は，約６ｍ

ｏｌ／Ｌの硝酸を約0.9ｍ３／ｈ供給し，燃料せん断片を溶解する。このとき

の溶解液中の硝酸濃度は約３ｍｏｌ／Ｌ，ウラン及びプルトニウム濃度は約

250ｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／Ｌである。また，可溶性中性子吸収材を加えて溶解

する場合の可溶性中性子吸収材の濃度は，約0.7ｇ・Ｇｄ／Ｌ以上とする。 

ここでいうｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）は，金属ウラン及び金属プルトニウムの合計

重量換算であり，以下「ｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）」という。）。 

溶解槽及びよう素追出し槽からの廃ガスは，せん断処理施設のせん断機か

らの廃ガスとともに気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理設

備へ移送する。 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明確

化） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いて，溶解設備を

洗浄する。 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウム又は炭酸ナトリウムを用い，

溶解槽，第１よう素追出し槽及び第２よう素追出し槽を洗浄する。 

 (２) 主要設備 

   溶解設備の臨界安全管理を要する機器は，制限濃度安全形状寸法管理，

濃度管理，質量管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，

単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

   また，各単一ユニットは，単一ユニット間の中性子相互干渉を無視し得る

配置とすることにより，複数ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

   万一，溶解槽で臨界になった場合に対処するために，可溶性中性子吸収

材緊急供給回路の放射線検出器により直ちに臨界を検知し，可溶性中性子

吸収材緊急供給槽から可溶性中性子吸収材を溶解槽に供給する可溶性中性

子吸収材緊急供給系を設ける。 

   溶解設備の主要設備の臨界安全管理表を第 4.3－３表に示す。 

   溶解設備の主要機器は，ジルコニウム，ステンレス鋼を用い，接液部は

溶接構造等とし，異種金属間は異材継手，水封構造等により接続する設計

とする。また，機器を収納するセルの床には，ステンレス鋼製の漏えい液

受皿を設置し，漏えい検知装置により漏えいを検知する設計とする。漏え

いした溶液は，スチ－ム ジェット ポンプで硝酸調整槽，清澄・計量設備

の中継槽等に移送する設計とする。 

   なお，溶解槽セル及び放射性配管分岐第１セルにおいて，万一漏えいが

起きた場合は，漏えいした液体状の放射性物質が沸騰するおそれがあるた

め，漏えい検知装置を多重化するとともに，漏えい液の移送のためのスチ

ーム ジェット ポンプの蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸気

系から適切に供給する設計とする。 

   溶解槽，よう素追出し槽，硝酸調整槽，硝酸供給槽，エンド ピース酸洗

浄槽等は，気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理設備に接

続し，負圧を維持するとともに，その他の主要機器は，気体廃棄物の廃棄

施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いて，溶解設備を洗

浄する。 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウム又は炭酸ナトリウムを用い，溶

解槽，第１よう素追出し槽及び第２よう素追出し槽を洗浄する。 

 (２) 主要設備 

   溶解設備の臨界安全管理を要する機器は，制限濃度安全形状寸法管理，

濃度管理，質量管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，

単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。
（３）

 

また，各単一ユニットは，単一ユニット間の中性子相互干渉を無視し得る

配置とすることにより，複数ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

万一，溶解槽で臨界になった場合に対処するために，可溶性中性子吸収材

緊急供給回路の放射線検出器により直ちに臨界を検知し，可溶性中性子吸収

材緊急供給槽から可溶性中性子吸収材を溶解槽に供給する可溶性中性子吸収

材緊急供給系を設ける。 

溶解設備の主要設備の臨界安全管理表を第4.3－３表に示す。 

溶解設備の主要機器は，ジルコニウム及びステンレス鋼を用い，接液部は

溶接構造とし，異種金属間は爆着接合法による異材継手及び水封により接続

する設計とする。また，機器を収納するセルの床には ステンレス鋼製の漏

えい液受皿を設置し，漏えい検知装置により漏えいを検知する設計とする。

漏えいした溶液は，スチ－ムジェットポンプで硝酸調整槽，清澄・計量設備

の中継槽等に移送する設計とする。 

なお，溶解槽セル及び放射性配管分岐第１セルにおいて，万一漏えいが起

きた場合は，漏えいした液体状の放射性物質が沸騰するおそれがあるため，

漏えい検知装置を多重化するとともに，漏えい液の移送のためのスチーム

ジェットポンプの蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から

適切に供給する設計とする。 

溶解槽，よう素追出し槽，硝酸調整槽，硝酸供給槽，エンドピース酸洗浄

槽等は，気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理設備に接続

し，負圧を維持するとともに，その他の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設

の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

記載の適正化（内容の明確

化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

   中間ポット等の高濃度の放射性物質を内蔵する機器は，その他再処理設

備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分

解により発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。また，

中間ポット等の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する設計とする

。 

   高濃度の放射性物質を内蔵する中間ポットは，その他再処理設備の附属

施設の安全冷却水系により冷却水を適切に供給し，崩壊熱を除去する設計

とする。 

   安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急供給系は，それらを構成す

る動的機器の単一故障を仮定しても溶解槽への可溶性中性子吸収材の供給

が可能なように, 弁を多重化する設計とする。 

 ａ．溶解槽 

   溶解槽は，容器本体と内部に 12 個のバケットを有する車輪状のホイール

で構成し，ホイールが回転する構造である。せん断処理施設から燃料せん

断片シュートを経てバケット内へ装荷した燃料せん断片は，ホイールが回

転し一定時間以上高温の硝酸中に浸すことにより，燃料部分が溶解しハル

のみが残る。また，燃料の溶解中に溶解液からよう素を追い出す設計とす

る。溶解液は溶解槽から連続的によう素追出し槽へ移送する。バケットに

残ったハルは，ホイールが回転してバケットがハル排出位置に達すると，

ハル排出口からハル洗浄槽へ排出する。 

   溶解槽は，溶解液温度を監視するとともに，密度計により溶解液中の核

燃料物質の濃度を監視し，これらの異常信号により自動的にせん断停止系

によりせん断を停止する設計とする。 

   初期濃縮度に応じた，所定の燃焼度未満の使用済燃料集合体を溶解する

場合は，溶解槽に硝酸供給槽から可溶性中性子吸収材を加えた硝酸を供給

することにより，溶解槽及び第１よう素追出し槽以降の臨界を防止する設

計とする。 

   使用済燃料集合体の燃焼度は，使用済燃料の受入れ施設に設置する燃焼

度計測装置で測定する。 

   また，万一溶解槽で臨界となった場合には，可溶性中性子吸収材緊急供

中間ポット等の高濃度の放射性物質を内包する機器は，その他再処理設備

の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分解に

より発生する水素を可燃限
（４）（５）（６）

界濃度未満に抑制する設計とする。また，中間ポ

ット等の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する設計とする。 

 

高濃度の放射性物質を内包する中間ポットは，その他再処理設備の附属施

設の安全冷却水系により冷却水を適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とす

る。 

安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急供給系は，それを構成する動

的機器の単一故障を仮定しても溶解槽への可溶性中性子吸収材の供給が可能

なように，弁を多重化する設計とする。 

 ａ．溶解槽 

   溶解槽は，容器本体及び内部に12個のバケットを有する車輪状のホイー

ルで構成し，ホイールが回転する構造である。せん断処理施設から燃料せ

ん断片シュートを経てバケット内へ装荷した燃料せん断片は，ホイールが

回転し一定時間以上高温の硝酸中に浸すことにより，燃料部分が溶解しハ

ルのみが残る。また，燃料の溶解中に溶解液からよう素を追い出す設計と

する。溶解液は溶解槽から連続的によう素追出し槽へ移送する。バケット

に残ったハルは，ホイールが回転してバケットがハル排出位置に達する

と，ハル排出口からハル洗浄槽へ排出する。 

溶解槽は，溶解液温度を監視するとともに，密度計により溶解液中の核燃

料物質の濃度を監視し，これらの異常信号により自動的にせん断停止回路に

よりせん断を停止する設計とする。 

初期濃縮度に応じた，所定の燃焼度未満の使用済燃料集合体を溶解する場

合は，溶解槽に硝酸供給槽から可溶性中性子吸収材を加えた硝酸を供給する

ことにより，溶解槽及び第１よう素追出し槽以降の臨界を防止する設計とす

る。 

使用済燃料集合体の燃焼度は，使用済燃料の受入れ施設に設置する燃焼度

計測装置で測定する。 

また，万一溶解槽で臨界となった場合には，可溶性中性子吸収材緊急供給

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

給槽から可溶性中性子吸収材を溶解槽に供給して未臨界にするとともに，

せん断停止系によりせん断を停止する設計とする。 

   溶解槽は，せん断機・溶解槽保守セルを設け，クレーン，マニプレータ

等を用い遠隔保守が可能な設計とする。 

 ｂ．第１よう素追出し槽 

   第１よう素追出し槽は，溶解液の加熱を行うことにより，溶解液中のよ

う素を追い出す設計とする。なお，第１よう素追出し槽は窒素酸化物（以

下 4.では｢ＮＯｘ｣という。），空気等の供給ができる設計とする。 

   第１よう素追出し槽は，密度計により溶解液中の核燃料物質の濃度を 監

視し，密度が上昇した場合には警報を発し，溶解液中の核燃料物質の濃度

の過度な上昇を防止する設計とする。 

 ｃ．第２よう素追出し槽 

   第２よう素追出し槽は，溶解液の加熱を行うことにより，溶解液中のよ

う素を追い出す設計とする。なお，第２よう素追出し槽は，ＮＯｘ，空気

等の供給ができる設計とする。 

   第２よう素追出し槽は，密度計により溶解液中の核燃料物質の濃度を監

視し，密度が上昇した場合には警報を発し，第２よう素追出し槽から計量

・調整槽及び計量補助槽までの溶解液中の核燃料物質の濃度の過度な上昇

を防止する設計とする。 

 ｄ．中間ポット 

   中間ポットは，よう素追出し槽からの溶解液を受け入れ冷却した後，清

澄・計量設備の中継槽へ移送する設計とする。 

   中間ポットは，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去するため，その他再処理

設備の附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却ジャケットに冷却水を

適切に供給する設計とする。 

   また，中間ポットは，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈す

るために，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切

に供給する設計とする。 

 ｅ．ハル洗浄槽 

   ハル洗浄槽は，内壁にら旋状の傾斜路を有し，垂直軸を中心に往復回転

槽から可溶性中性子吸収材を溶解槽に供給して未臨界にするとともに，せん

断停止回路によりせん断を停止する設計とする。 

溶解槽は，せん断機・溶解槽保守セルを設け，クレーン，マニプレータ等

を用い遠隔保守が可能な設計とする。 

 ｂ．第１よう素追出し槽 

   第１よう素追出し槽は，溶解液の加熱を行うことにより，溶解液中のよ

う素を追い出す設計とする。なお，第１よう素追出し槽はＮＯｘ，空気の

供給ができる設計とする。 

第１よう素追出し槽は，密度計により溶解液中の核燃料物質の濃度を監視

し，密度が上昇した場合には警報を発し，溶解液中の核燃料物質の濃度の過

度な上昇を防止する設計とする。 

 ｃ．第２よう素追出し槽 

   第２よう素追出し槽は，溶解液の加熱を行うことにより，溶解液中のよ

う素を追い出す設計とする。なお，第２よう素追出し槽は，ＮＯｘ，空気

塔の供給ができる設計とする。 

第２よう素追出し槽は，密度計により溶解液中の核燃料物質の濃度を監視

し，密度が上昇した場合には警報を発し，第２よう素追出し槽から計量・調

整槽及び計量補助槽までの溶解液中の核燃料物質の濃度の過度な上昇を防止

する設計とする。 

 ｄ．中間ポット 

   中間ポットは，よう素追出し槽からの溶解液を受け入れ冷却した後，清

澄・計量設備の中継槽へ移送する設計とする。 

中間ポットは，内包する溶解液の崩壊熱を除去するため，その他再処理設

備の附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却ジャケットに冷却水を適切

に供給する設計とする。 

また，中間ポットは，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈する

ために，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供

給する設計とする。 

 ｅ．ハル洗浄槽 

   ハル洗浄槽は，内壁にら旋状の傾斜路を有し，垂直軸を中心に往復回転

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

添六―334



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

する構造である。 

   溶解槽からシュートによりハル洗浄槽の底部へ装荷したハルは，ハル洗

浄槽の往復回転及びハル自身の慣性力により傾斜路を上方へ移動し,この間

にハル洗浄槽内を満たした水で洗浄を行う。洗浄されたハルは，シュート

にてドラムヘ排出する。 

   ハル洗浄槽は，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈するため

に，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

する設計とする。 

 ｆ．エンド ピース酸洗浄槽 

   エンド ピース酸洗浄槽は，内部にバスケットを有する構造である。せん

断処理施設のせん断機からエンド ピース シュートにてバスケット内部へ

装荷したエンド ピースは，高温の硝酸を用いて洗浄した後，シュートにて

エンド ピース水洗浄槽へ排出する。 

   エンド ピース酸洗浄槽は，密度計により核燃料物質の濃度を監視し，核

燃料物質の濃度が過度に上昇した場合には，せん断停止系により自動 的に

せん断を停止する設計とする。 

 ｇ．エンド ピース水洗浄槽 

   エンド ピース水洗浄槽は，エンド ピース酸洗浄槽とほぼ同じ構造であ

る。エンド ピース酸洗浄槽から受け入れたエンド ピースは，水を用い洗

浄した後，シュートにてドラムヘ排出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 ｈ．硝酸調整槽 

   硝酸調整槽は，溶解槽で用いる硝酸の濃度を調整するとともに，可溶性

中性子吸収材を使用する場合は，可溶性中性子吸収材の濃度を調整する設

する構造である。 

溶解槽からシュートによりハル洗浄槽の底部へ装荷したハルは，ハル洗浄

槽の往復回転及びハル自身の慣性力により傾斜路を上方へ移動し，この間に

ハル洗浄槽内を満たした水で洗浄を行う。洗浄されたハルは，シュートにて

ドラムヘ排出する。 

ハル洗浄槽は，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈す
（４）（５）（６）

るため

に，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給す

る設計とする。 

 ｆ．エンドピース酸洗浄槽 

   エンドピース酸洗浄槽は，内部にバスケットを有する構造である。せん

断処理施設のせん断機からエンドピースシュートにてバスケット内部へ装

荷したエンドピースは，高温の硝酸を用いて洗浄した後，シュートにてエ

ンドピース水洗浄槽へ排出する。 

エンドピース酸洗浄槽は，密度計により核燃料物質の濃度を監視し，核燃

料物質の濃度が過度に上昇した場合には，せん断停止回路により自動的にせ

ん断を停止する設計とする。 

 ｇ．エンドピース水洗浄槽 

   エンドピース水洗浄槽は，エンドピース酸洗浄槽とほぼ同じ構造であ

る。エンドピース酸洗浄槽から受け入れたエンドピースは，水を用い洗浄

した後，シュートにてドラムヘ排出する。 

 ｈ．水バッファ槽 

   水バッファ槽は，ハル洗浄槽でハルを洗浄した後の洗浄水やエンドピー

ス水洗浄槽でエンドピースを洗浄した後の洗浄水等を受け入れた後，硝酸

調整槽へ移送する設計とする。 

水バッファ槽は，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈す
（４）（５）（６）

るため

に，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給す

る設計とする。 

 ｉ．硝酸調整槽 

   硝酸調整槽は，溶解槽で用いる硝酸の濃度を調整するとともに，可溶性

中性子吸収材を使用する場合は，可溶性中性子吸収材の濃度を調整する設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 

 

 

 

 

新規制基準の第 36 条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

計とする。調整した硝酸は，硝酸供給槽へ移送する。 

   溶解槽で，可溶性中性子吸収材を使用する場合は，硝酸調整槽で可溶性

中性子吸収材が所定濃度以上であることを分析により確認する。 

 ｉ．硝酸供給槽 

   硝酸供給槽は，硝酸調整槽で調整した硝酸を溶解槽へ連続的に供給する

設計とする。 

   硝酸の濃度及び硝酸の流量を密度計及び流量計により監視するとともに

，硝酸の濃度又は硝酸の流量が過度に低下した場合には，せん断停止系に

より自動的にせん断を停止する設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材

を使用する場合は，可溶性中性子吸収材の濃度を可溶性中性子吸収材濃度

監視計により監視する。 

 ｊ．可溶性中性子吸収材緊急供給系 

   可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材緊急供給槽，供

給弁及び配管で構成し，万一溶解槽で臨界になった場合には供給弁を開け

て，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給する設計とする。 

   可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，万一溶解槽で臨界になった場合に供

給するための可溶性中性子吸収材を貯留する設計とする。 

 

計とする。調整した硝酸は，硝酸供給槽へ移送する。 

溶解槽で，可溶性中性子吸収材を使用する場合は，硝酸調整槽で可溶性中

性子吸収材が所定濃度以上であることを分析により確認する。 

 ｊ．硝酸供給槽 

   硝酸供給槽は，硝酸調整槽で調整した硝酸を溶解槽へ連続的に供給する

設計とする。 

硝酸の濃度及び硝酸の流量を密度計及び流量計により監視するとともに，

硝酸の濃度又は硝酸の流量が過度に低下した場合には，せん断停止回路によ

り自動的にせん断を停止する設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材を使

用する場合は，可溶性中性子吸収材の濃度を可溶性中性子吸収材濃度監視計

により監視する。 

 ｋ．可溶性中性子吸収材緊急供給系 

   可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材緊急供給槽，供

給弁及び配管で構成し，万一溶解槽で臨界になった場合には供給弁を開け

て，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給する設計とする。 

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，万一溶解槽で臨界になった場合に供給

するための可溶性中性子吸収材を貯留する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 

 

 

 

 

添六―336



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.3.4.2 清澄・計量設備 

  清澄・計量設備は，２系列（計量・調整槽以降は１系列）で構成する。 

清澄・計量設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体については 4.2

ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列,ＰＷＲ使用済燃料集合体については 5.25ｔ・ＵＰｒ／

ｄ／系列である。 

 (１) 系統構成 

   清澄・計量設備は，清澄設備及び計量設備で構成する。 

   清澄設備は，溶解設備から不溶解残渣を含む溶解液を中継槽に受け入れた

後，清澄機に連続供給し，不溶解残渣を分離除去し，清澄した溶解液を計量

設備に送り出す設備である。清澄機で分離した溶解液中の不溶解残渣は，硝

酸を用いて洗浄処理した後，洗浄液をリサイクル槽に回収し中継槽に戻す。

洗浄後の不溶解残は，清澄機からサイホンで不溶解残回収槽に排出し，

さらに，ポンプにより液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備へ移送

する。 

   計量設備は，清澄設備で清澄した溶解液を計量前中間貯槽に受け入れた 

後，計量・調整槽で溶解液の計量を行い，必要であれば調整又は計量補助槽

を用いて液量を調節した後，計量後中間貯槽からポンプで分離施設の分離設

備へ移送する設備である。 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

   清澄・計量設備の臨界安全管理を要する機器は，濃度管理，同位体組成管

理及び可溶性中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより単一ユニットと

して臨界を防止する設計とする。 

   また，各単一ユニットは，無限体系の未臨界濃度で管理するため，複数ユ

ニットは考慮しない。 

   なお，中継槽から計量・調整槽及び計量補助槽までの溶解液中の核燃料物

質の濃度は，溶解設備の第２よう素追出し槽で監視する。また，可溶性中性

4.3.1.4.2 清澄・計量設備 

  清澄・計量設備は，２系列（計量・調整槽以降は１系列）で構成する。 

  清澄・計量設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体については4.2

ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列,ＰＷＲ使用済燃料集合体については5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄ／

系列である。 

 (１) 系統構成 

   清澄・計量設備は，清澄設備及び計量設備で構成する。 

清澄設備は，溶解設備から不溶解残渣を含む溶解液を中継槽に受け入れた

後，清澄機に連続供給し，不溶解残渣を分離除去し，清澄した溶解液を計量

設備に送り出す設備である。清澄機で分離した溶解液中の不溶解残渣は，硝

酸を用いて洗浄処理した後，洗浄液をリサイクル槽に回収し中継槽に戻す。

洗浄後の不溶解残渣は，清澄機からサイホンで不溶解残渣回収槽に排出し，

さらに，ポンプにより液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備へ移送

する。 

計量設備は，清澄設備で清澄した溶解液を計量前中間貯槽に受け入れた

後，計量・調整槽でウラン及びプルトニウムの同位体組成を確認するととも

に計量し，必要であれば調整又は計量補助槽を用いて液量を調節した後，計

量後中間貯槽からポンプで分離施設の分離設備へ移送する設備である。 

なお，更なる安全性向上の観点から，工程停止時に実施する洗浄によって

発生するアルカリ洗浄廃液の誤移送を考慮し中継槽及び計量前中間貯槽に対

し，万一の臨界事故の発生に備え，可溶性中性子吸収材を供給するための配

管を設けるとともに，可溶性中性子吸収材を配備する。 

 (２) 主要設備 

   清澄・計量設備の臨界安全管理を要する機器は，濃度管理，同位体組成

管理及び可溶性中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより単一ユニッ

トとして臨界を防止する設計とする。
（３）

 

また，各単一ユニットは，無限体系の未臨界濃度で管理するため，複数ユ

ニットは考慮しない。 

なお，中継槽から計量・調整槽及び計量補助槽までの溶解液中の核燃料物

質の濃度は，溶解設備の第２よう素追出し槽で監視する。また，可溶性中性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明確

化） 

 

記載の適正化（内容の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

子吸収材濃度は，溶解設備の硝酸調整槽で確認する。 

   清澄・計量設備の主要設備の臨界安全管理表を第 4.3－４表に示す。 

   清澄・計量設備の主要機器は，ステンレス鋼等を用い，接液部は溶接構造

等の設計とする。また，機器を収納するセルの床には，ステンレス鋼製の漏

えい液受皿を設置し，漏えい検知装置により漏えいを検知する設計とする。

漏えいした溶液は，スチーム ジェット ポンプで溶解設備の硝酸調整槽，中

継槽等に移送する設計とする。 

   なお，不溶解残回収槽，計量・調整槽等の高濃度の放射性物質を内蔵す

る機器を収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合は，漏えいした溶

液が沸騰するおそれがあるため，漏えい検知装置を多重化する とともに，

漏えい液の移送のためのスチーム ジェット ポンプの蒸気は，その他再処理

設備の附属施設の安全蒸気系から適切に供給できる設計とする。 

   清澄・計量設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理

設備に接続し，負圧に維持する設計とする。 

   不溶解残回収槽，計量・調整槽等の高濃度の放射性物質を内蔵する機器

は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し

，溶液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計

とする。また，不溶解残回収槽，計量・調整槽等の主要機器は，接地し，

着火源を適切に排除する設計とする。 

   不溶解残回収槽，計量・調整槽等の高濃度の放射性物質を内蔵する機器

は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を適切に供給

し, 崩壊熱を除去する設計とする。 

 ａ．中 継 槽 

   中継槽は，溶解設備の中間ポットから溶解液を受け入れ，その溶解液を清

澄機に供給する設計とする。中継槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去する

ためその他再処理設備の附属施設の２系列の安全冷却水系により冷却水を分

割した４系列の冷却ジャケットに適切に供給する設計とする。 

   中継槽は，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈するために，そ

の他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給す る設

計とする。 

子吸収材濃度は，溶解設備の硝酸調整槽で確認する。 

清澄・計量設備の主要設備の臨界安全管理表を第4.3－４表に示す。 

清澄・計量設備の主要機器は，ステンレス鋼等を用い，接液部は溶接構造

等の設計とする。また，機器を収納するセルの床には，ステンレス鋼製の漏

えい液受皿を設置し，漏えい検知装置により漏えいを検知する設計とする。

漏えいした溶液は，スチームジェットポンプで溶解設備の硝酸調整槽，中継

槽等に移送する設計とする。 

なお，不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の高濃度の放射性物質を内蔵す

る機器を収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合は，漏えいした溶

液が沸騰するおそれがあるため，漏えい検知装置を多重化するとともに，漏

えい液の移送のためのスチームジェットポンプの蒸気は，その他再処理設備

の附属施設の安全蒸気系から適切に供給できる設計とする。 

清澄・計量設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理

設備に接続し，負圧に維持する設計とする。 

不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の高濃度の放射性物質を内蔵する機器

は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

し，溶液の放射線分解により発生する水素を可燃限
（４）（５）（６）

界濃度未満に抑制する設

計とする。また，不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の主要機器は，接地

し，着火源を適切に排除する設計とする。 

不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の高濃度の放射性物質を内蔵する機器

は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を適切に供給

し, 崩壊熱を除去する設計とする。 

 ａ．中継槽 

   中継槽は，溶解設備の中間ポットから溶解液を受け入れ，その溶解液を

清澄機に供給する設計とする。中継槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去

するため，その他再処理設備の附属施設の２系列の安全冷却水系により冷

却水を分割した４系列の冷却ジャケットに適切に供給する設計とする。 

中継槽は，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈す
（４）（５）（６）

るために，そ

の他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給する設計

とする。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 ｂ．清 澄 機 

   清澄機は，高速回転するボウルを内部に有する遠心式の装置である。 

   清澄機は，中継槽から受け入れた溶解液を，清澄機のボウル内に供給 し

て，溶解液中の不溶解残を高速回転で遠心力によりボウル内面に捕集し，

清澄後の溶解液を計量前中間貯槽に移送する。所定量の溶解液を清澄処理後

，ボウル内面に捕集した不溶解残を低速回転で硝酸を用い洗浄処理し，洗

浄液をリサイクル槽に移送した後，不溶解残は水を用いて不溶解残回収

槽に排出する。 

   これら洗浄用の硝酸及び水が使用不能となった場合に対処するため,予備

の硝酸を供給する設計とする。 

   なお，清澄機は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から回転

軸の軸封用の空気を供給する設計とする。 

   また，ボウル回転時の異常振動を検知するための振動計及び軸受温度計を

設置して，清澄機の健全性を監視する。 

   さらに，清澄機を設置するセルの上部にクレーンを有する保守用の室を配

置して，清澄機の保守が可能な設計とする。 

 ｃ．不溶解残回収槽 

   不溶解残回収槽は，清澄機から排出する不溶解残を受け入れ，液体廃

棄物の廃棄施設の不溶解残廃液一時貯槽へ移送する設計とする。受入れ用

配管は，閉塞等の可能性を考慮して二重化する。また，不溶解残を水中に

懸濁させるために，パルセータ式かくはん装置（圧縮空気の注入により溶液

をかくはんするかくはん器）を設置する。 

   不溶解残回収槽は，不溶解残の崩壊熱を除去するためその他再処理設

備の附属施設の２系列の安全冷却水系により冷却水を分割した４系列の冷却

ジャケットに適切に供給する設計とする。 

   また，不溶解残回収槽は，溶液の放射線分解によって発生する水素を希

釈するために，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適

切に供給する設計とする。 

 ｄ．リサイクル槽 

   リサイクル槽は，清澄機に捕集した不溶解残の洗浄液を受け入れ，中継

 ｂ．清澄機 

   清澄機は，高速回転するボウルを内部に有する遠心式の装置である。 

清澄機は，中継槽から受け入れた溶解液を，清澄機のボウル内に供給し

て，溶解液中の不溶解残渣を高速回転で遠心力によりボウル内面に捕集し，

清澄後の溶解液を計量前中間貯槽に移送する。所定量の溶解液を清澄処理

後，ボウル内面に捕集した不溶解残渣を低速回転で硝酸を用い洗浄処理し，

洗浄液をリサイクル槽に移送した後，不溶解残渣は水を用いて不溶解残渣回

収槽に排出する。 

これら洗浄用の硝酸及び水が使用不能となった場合に対処するため,予備

の硝酸を供給する設計とする。 

なお，清澄機は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から回転

軸の軸封用の空気を供給する設計とする。 

また，ボウル回転時の異常振動を検知するための振動計及び軸受温度計を

設置して，清澄機の健全性を監視する。 

さらに，清澄機を設置するセルの上部にクレーンを有する保守用の室を配

置して，清澄機の保守が可能な設計とする。 

 ｃ．不溶解残渣回収槽 

   不溶解残渣回収槽は，清澄機から排出する不溶解残渣を受け入れ，液体

廃棄物の廃棄施設の不溶解残渣廃液一時貯槽へ移送する設計とする。受入

れ用配管は，閉塞等の可能性を考慮して二重化する。また，不溶解残渣を

水中に懸濁させるために，パルセータ式かくはん装置（圧縮空気の注入に

より溶液をかくはんするかくはん器）を設置する。 

不溶解残渣回収槽は，不溶解残渣の崩壊熱を除去するため，その他再処理

設備の附属施設の２系列の安全冷却水系により冷却水を分割した４系列の冷

却ジャケットに適切に供給する設計とする。 

また，不溶解残渣回収槽は，溶液の放射線分解によって発生する水

素を希釈す
（４）（５）（６）

るために，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空

気を適切に供給する設計とする。 

 ｄ．リサイクル槽 

   リサイクル槽は，清澄機に捕集した不溶解残渣の洗浄液を受け入れ，中

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

槽に戻す設計とする。また，溶液のかくはんのために，パルセータ式かくは

ん装置を設置する。 

   リサイクル槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去するためその他再処理設

備の附属施設の２系列の安全冷却水系により冷却水を分割した４系列の冷却

ジャケットに適切に供給する設計とする。 

   リサイクル槽は，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈するため

に，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給す

る設計とする。 

 ｅ．計量前中間貯槽 

   計量前中間貯槽は，清澄設備の清澄機から溶解液を受け入れ，その溶解液

を計量・調整槽に移送する設計とする。 

   計量前中間貯槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去するためその他再処理

設備の附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却水を分割した２系列の冷

却コイルに適切に供給する設計とする。 

   計量前中間貯槽は, 溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈するた

めに，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

する設計とする。 

 ｆ．計量・調整槽 

   計量・調整槽は，計量前中間貯槽から移送した溶解液を受け入れ，溶解液

の計量を行い，必要であれば調整又は計量補助槽を用いて液量を調節した後

，計量後中間貯槽に移送する設計とする。なお，計量・調整槽では分析用試

料を採取して，ウラン－235 濃縮度，プルトニウム－240 質量比，ウラン濃

度及びプルトニウム濃度を確認する。 

   計量・調整槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去するためその他再処理設

備の附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却水を分割した２系列の冷却

コイルに適切に供給する設計とする。 

   計量・調整槽は, 溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈するため

に，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給す

る設計とする。 

 ｇ．計量補助槽 

継槽に戻す設計とする。また，溶液のかくはんのために，パルセータ式か

くはん装置を設置する。 

リサイクル槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去するため，その他再処理

設備の附属施設の２系列の安全冷却水系により冷却水を分割した４系列の冷

却ジャケットに適切に供給する設計とする。 

リサイクル槽は，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈す
（４）（５）（６）

るため

に，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給す

る設計とする。 

 ｅ．計量前中間貯槽 

   計量前中間貯槽は，清澄設備の清澄機から溶解液を受け入れ，その溶解

液を計量・調整槽に移送する設計とする。 

計量前中間貯槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去するため，その他再処

理設備の附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却水を分割した２系列の

冷却コイルに適切に供給する設計とする。 

計量前中間貯槽は, 溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈
（４）（５）（６）

するた

めに，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

する設計とする。 

 ｆ．計量・調整槽 

   計量・調整槽は，計量前中間貯槽から移送した溶解液を受け入れ，溶解

液の計量を行い，必要であれば調整又は計量補助槽を用いて液量を調節し

た後，計量後中間貯槽に移送する設計とする。なお，計量・調整槽では分

析用試料を採取して，ウラン－235濃縮度，プルトニウム－240質量比，ウ

ラン濃度及びプルトニウム濃度を確認する。 

計量・調整槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去するため，その他再処理

設備の附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却水を分割した２系列の冷

却コイルに適切に供給する設計とする。 

計量・調整槽は, 溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈す
（４）（５）（６）

るため

に，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給す

る設計とする。 

 ｇ．計量補助槽 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

   計量補助槽は，必要に応じて計量・調整槽の液量を調節するために，計量

・調整槽から溶解液の一部を受け入れる設計とする。また，受け入れた溶解

液は，計量前中間貯槽へ移送する設計とする。 

   計量補助槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去するためその他再処理設備

の附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却水を分割した２系列の冷却コ

イルに適切に供給する設計とする。 

   計量補助槽は，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈するために

，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給する

設計とする。 

 ｈ．計量後中間貯槽 

   計量後中間貯槽は，計量・調整槽から溶解液を受け入れて，その溶解液を

分離施設の分離設備へ移送する設計とする。 

   計量後中間貯槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去するためその他再処理

設備の附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却水を分割した２系列の冷

却コイルに適切に供給する設計とする。 

   計量後中間貯槽は，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈するた

めに，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

する設計とする。 

 

   計量補助槽は，必要に応じて計量・調整槽の液量を調節するために，計

量・調整槽から溶解液の一部を受け入れる設計とする。また，受け入れた

溶解液は，計量前中間貯槽へ移送する設計とする。 

計量補助槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去するため，その他再処理設

備の附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却水を分割した２系列の冷却

コイルに適切に供給する設計とする。 

計量補助槽は，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈す
（４）（５）（６）

るため

に，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給す

る設計とする。 

 ｈ．計量後中間貯槽 

   計量後中間貯槽は，計量・調整槽から溶解液を受け入れて，その溶解液

を分離施設の分離設備へ移送する設計とする。 

計量後中間貯槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去するため，その他再処

理設備の附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却水を分割した２系列の

冷却コイルに適切に供給する設計とする。 

計量後中間貯槽は，溶液の放射線分解によって発生する水素を希釈するた

めに，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

する設計とする。 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.3.5 試験・検査 

   安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急供給系は，運転停止時に安全

保護系の可溶性中性子吸収材緊急供給回路からの信号による弁の作動試験等

を行うことにより定期的に試験及び検査を実施する。 

   溶解槽等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもとに据

付けを行う。 

 

4.3.1.5 試験・検査 

  安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急供給系は，運転停止時にあ

可溶性中性子吸収材緊急供給回路からの信号による弁の作動試験等を行う

ことにより定期的に試験及び検査を実施する。 

溶解槽等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもとに据付

けを行う。 

 

記載の適正化（表現修正） 

新規制基準の第 15 条要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.3.6 評 価 

 (１) 臨界安全 

   溶解施設の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいか

なる場合にも第 4.3－３表及び第 4.3－４表の臨界安全管理表に示す制限

濃度安全形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性子

吸収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止

できる。 

   また，これらの機器は，各単一ユニット間の中性子相互干渉が無視し得

る配置であるので複数ユニットとして臨界を防止できる。 

 (２) 閉じ込め 

   溶解施設の放射性物質を内蔵する主要機器は，ステンレス鋼，ジルコニ

ウムの腐食し難い材料を用い，かつ，接液部は溶接構造等とするとともに

，異種金属間の接続には異材継手等により，漏えいし難い設計とし，さら

に，気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理設備及び 塔槽

類廃ガス処理設備により負圧を維持する設計とするので閉じ込め機 能を

確保できる。 

   溶解施設の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，

漏えい検知装置により漏えいを検知し，漏えいした溶液を硝酸調整槽，中

継槽等に移送する設計とするので，万一液体状の放射性物質の漏えいを想

定しても，その拡大を防止できる。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

   中間ポット，不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の高濃度の放射性物質

を内蔵する機器は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空

気を適切に供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度

未満に抑制する設計とし，さらに，接地するので，爆発を防止できる。 

 (４) 崩壊熱除去 

   不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の高濃度の放射性物質を内蔵する機

器は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を適切に

供給する設計とするので，崩壊熱を除去できる。 

 (５) 単一故障 

4.3.1.6 評価 

 (１) 臨界安全 

   溶解施設の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいか

なる場合にも第4.3－３表及び第4.3－４表の臨界安全管理表に示す制限

濃度安全形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性子

吸収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止

できる。
（３）

 

また，これらの機器は，各単一ユニット間の中性子相互干渉が無視し得る

配置であるので複数ユニットとして臨界を防止できる。 

 (２) 閉じ込め 

   溶解施設の放射性物質を内包する主要機器は，ステンレス鋼及びジルコ

ニウムの腐食し難い材料を用い，かつ，接液部は溶接構造とするととも

に，異種金属間の接続には爆着接合法による異材継手及び水封により，漏

えいし難い設計とし，さらに，気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解

廃ガス処理設備及び塔槽類廃ガス処理設備により負圧を維持する設計とす

るので閉じ込め機能を確保できる。 

溶解施設の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏

えい検知装置により漏えいを検知し，漏えいした溶液を硝酸調整槽，中継槽

等に移送する設計とするので，万一液体状の放射性物質の漏えいを想定して

も，その拡大を防止できる。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

   中間ポット，不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の高濃度の放射性物質

を内包する機器は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空

気を適切に供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を可
（４）（５）（６）

燃限界濃度

未満に抑制する設計とし，さらに，接地するので，爆発を防止できる。 

 (４) 崩壊熱除去 

   不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の高濃度の放射性物質を内包する機

器は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を適切に

供給する設計とするので，崩壊熱を除去できる。 

 (５) 単一故障 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続

詞等の統一） 

記載の適正化（内容の明確

化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続

詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（用語・接続

詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

   安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急供給系は，それらを構成す

る動的機器の単一故障を仮定しても可溶性中性子吸収材が供給できる。 

 (６) 試験及び検査 

   安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急供給系は，溶解施設の運転

停止時に試験及び検査をする設計とするので，安全機能を損なうことなく

，試験及び検査ができる。 

 

   安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急供給系は，それらを構成す

る動的機器の単一故障を仮定しても可溶性中性子吸収材が供給できる。 

 (６) 試験及び検査 

   安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急供給系は，溶解施設の運転

停止時に試験及び検査をする設計とするので，安全機能を損なうことなく

試験及び検査ができる。 

 

 

以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 

4.3.2 重大事故等対処設備 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.4 分離施設 

4.4.1 概 要 

分離施設は，分離設備，分配設備及び分離建屋一時貯留処理設備で構成す

る。 

分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備で調整した溶解液からりん酸三ブ

チル（以下 4.では｢ＴＢＰ｣という。），ｎ－ドデカン(以下 4.では｢希釈剤｣

という。)及びこれらの混合物(以下 4.では｢有機溶媒｣という。)を用いてウラ

ン及びプルトニウムと核分裂生成物を分離し，核分裂生成物を除去する設備

である。 

分配設備は，分離設備で核分裂生成物を除去したウラン及びプルトニウム

を含む有機溶媒から４価のウラン(以下 4.では｢ウラナス｣という｡) を含む硝

酸溶液を用いてウラン及びプルトニウムを相互に分離する設備である。 

分離建屋一時貯留処理設備は，分離設備，分配設備等で取り扱う放射性物

質を含む溶液を一時的に貯留し，処理する設備である。 

分離施設が 4.8ｔ･ ＵＰｒ ／ｄの処理時に溶解施設から分離施設に受け入

れ，抽出塔へ供給する溶解液量は，約 0.8ｍ３ ／ｈである。 

分離施設に受け入れる溶解液は，溶解施設の清澄・計量設備で，ウラン－

235 濃縮度が 1.6wt％以下，プルトニウム－240 重量比が 17wt％以上であるこ

とを分析により確認した溶液である。 

分離設備及び分配設備系統概要図を第 4.4－１図に，また，分離建屋一時貯

留処理設備系統概要図を第 4.4－２図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  分離施設 

4.4.1  概  要 

 分離施設は，分離設備，分配設備及び分離建屋一時貯留処理設備で構成す

る。 

 分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備で調整した溶解液からＴＢＰ，ｎ

－ドデカン(以下4.では｢希釈剤｣という。)及びこれらの混合物(以下4.では

｢有機溶媒｣という。)を用いてウラン及びプルトニウムと核分裂生成物を分離

し，核分裂生成物を除去する設備である。 

 分配設備は，分離設備で核分裂生成物を除去したウラン及びプルトニウム

を含む有機溶媒からウラナスを含む硝酸溶液を用いてウラン及びプルトニウ

ムを相互に分離する設備である。 

 分離建屋一時貯留処理設備は，分離設備，分配設備等で取り扱う放射性物

質を含む溶液を一時的に貯留し，処理する設備である。 

 分離施設が4.8ｔ･ ＵＰｒ／ｄの処理時に溶解施設から分離施設に受け入れ，

抽出塔へ供給する溶解液量は，約0.8ｍ３／ｈである。 

 分離施設に受け入れる溶解液は，溶解施設の清澄・計量設備で，ウラン－

235濃縮度が1.6wt％以下，プルトニウム－240重量比が17wt％以上であること

を分析により確認した溶液である。 

 分離設備及び分配設備系統概要図を第4.4－１図に，また，分離建屋一時貯

留処理設備系統概要図を第4.4－２図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―345



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.4.2 設計方針 

 (１) 臨界安全 

   分離施設の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいか

なる場合でも全濃度安全形状寸法管理，制限濃度安全形状寸法管理，濃度

管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによ 

り，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。また，各単一ユニッ

トは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理との組合せ並びに単一

ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を確保できる設計とする

ことにより，複数ユニットの臨界を防止する設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

   分離施設の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材料を使用し，か

つ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放射性物質が漏えい

した場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。また，

気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより閉じ込め機能を確保で

きる設計とする。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

   ウラン逆抽出器等の有機溶媒を使用する機器は，有機溶媒による火災の

発生を防止できる設計とする。 

溶解液中間貯槽，抽出廃液中間貯槽等の機器は，溶液の放射線分解によ

り発生する水素の爆発を適切に防止できる設計とする。 

ウラン濃縮缶は，ＴＢＰ又はその分解生成物であるりん酸二ブチル，り

ん酸一ブチルと硝酸，硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの錯体（以下 4.

では｢ＴＢＰ等の錯体｣という。）の急激な分解反応を適切に防止できる設

計とする。 

 

 

 

 

 (４) 崩壊熱除去 

   溶解液中間貯槽，抽出廃液中間貯槽等の機器は，崩壊熱による過度の温

4.4.2  設計方針 

 (１) 臨界安全 

 分離施設の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいか

なる場合でも全濃度安全形状寸法管理，制限濃度安全形状寸法管理，濃度

管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによ

り，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。また，各単一ユニッ

トは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理との組合せ並びに単一

ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を確保できる設計とする

ことにより，複数ユニットの臨界を防止する設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

 分離施設の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材料を使用し，か

つ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放射性物質が漏えい

した場合にも漏えいの拡大を防止し，安全に処置できる設計とする。 

 また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより，閉じ込め機

能を確保できる設計とする。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

 ウラン逆抽出器等の有機溶媒を使用する機器は，有機溶媒による火災の

発生を防止できる設計とする。 

 溶解液中間貯槽，抽出廃液中間貯槽等の機器は，溶液の放射線分解によ

り発生する水素の爆発を適切に防止できる設計とする。 

 ウラン濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を適切に防止できる

設計とする。 

 

 

分離施設のグローブ ボックスは，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料

を使用する設計とする。閉じ込め部材であるパネルに可燃性材料を使用す

る場合は，火災によるパネルの損傷を考慮しても収納する機器の閉じ込め

機能を損なわない設計とする。 

 (４) 崩壊熱除去 

 溶解液中間貯槽，抽出廃液中間貯槽等の機器は，崩壊熱による過度の温

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

・新規制基準の第５条要

求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

度上昇を防止するため，適切な冷却機能を有する設計とする。 

 (５) 単一故障 

   安全上重要な施設の抽出塔の停止系， プルトニウム洗浄器の停止系等

は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮定しても安全機能が確保で

きる設計とする。 

 (６) 試験及び検査 

   安全上重要な施設の抽出塔の停止系， プルトニウム洗浄器の停止系等

は，運転停止時に試験及び検査ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度上昇を防止するため，適切な冷却機能を有する設計とする。 

 (５) 単一故障 

 安全上重要な施設の プルトニウム洗浄器の停止系等は，それらを構成

する動的機器の単一故障を仮定しても安全機能が確保できる設計とする。 

 

 (６) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の プルトニウム洗浄器の停止系等は，運転停止時に

試験及び検査ができる設計とする。 

 (７) 安全上重要な施設以外の施設の管理 

   安全上重要な施設以外の施設とした抽出塔の停止系及び補助抽出器の停

止系は，多重化等の高い信頼性を確保して既に設置され運用されている経

緯を踏まえ，安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第 15 要求

による変更 

 

 

・新規制基準の第 15 要求

による変更 

 

・新規制基準の第 15 要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.4.3  主要設備の仕様 

 (１) 分離設備 

 分離設備の主要設備の仕様を第4.4－１表に示す。 

 なお，環状形パルスカラム概要図を第4.4－３図に示す。 

 (２) 分配設備 

 分配設備の主要設備の仕様を第4.4－２表に示す。 

 なお,環状形パルスカラム概要図を第4.4－３図に，また,環状形槽概要図

を第4.4－４図に示す。 

 (３) 分離建屋一時貯留処理設備 

 分離建屋一時貯留処理設備の主要設備の仕様を第4.4－３表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3  主要設備の仕様 

 (１) 分離設備 

 分離設備の主要設備の仕様を第4.4－１表に示す。 

 なお，環状形パルスカラム概要図を第4.4－３図に示す。 

 (２) 分配設備 

 分配設備の主要設備の仕様を第4.4－２表に示す。 

 なお,環状形パルスカラム概要図を第4.4－３図に，また,環状形槽概要図

を第4.4－４図に示す。 

 (３) 分離建屋一時貯留処理設備 

 分離建屋一時貯留処理設備の主要設備の仕様を第4.4－３表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.4.4 系統構成及び主要設備 

4.4.4.1 分離設備 

分離設備は，１系列で構成する。 

分離設備の最大分離能力は，4.8ｔ・ＵＰ ｒ ／ｄ及び 54ｋｇ・Ｐｕ／

ｄ（ここでいうｋｇ・Ｐｕは金属プルトニウム重量換算であり，以下 4.では

「ｋｇ・Ｐｕ」という。）である。 

 (１) 系統構成 

   分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備から受け入れた溶解液から有機

溶媒を用いてウラン及びプルトニウムと核分裂生成物を分離し，核分裂生

成物を除去する設備である。 

   溶解施設の清澄・計量設備の計量後中間貯槽から溶解液中間貯槽に受け

入れる溶解液は，ウラン濃度を約 250ｇ・Ｕ／ℓ，硝酸濃度を約３規定に調

整した溶解液で，１年平均領域の使用済燃料を処理する際のプルトニウム

濃度は，約３ｇ・Ｐｕ／ℓである。 

溶解液中間貯槽に受け入れた溶解液は，溶解液供給槽を経て抽出塔に約

0.8ｍ３ ／ｈの流量で供給する。有機溶媒を用いて溶解液中のウラン及びプ

ルトニウムを抽出することにより，抽出塔からの抽出廃液中のウラン及びプ

ルトニウム量は微量となる。また，溶解液中の大部分の核分裂生成物は，有

機溶媒に抽出されず，抽出廃液中に残存する。 

ウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒は，第１洗浄塔で約２規定の硝

酸を用いて洗浄し，さらに，第２洗浄塔で約 10 規定及び約 1.5 規定の硝酸

を用いて洗浄することにより，有機溶媒中に同伴する少量の核分裂生成物を

除去した後，エア リフト ポンプで分配設備のプルトニウム分配塔に移送す

る。分配設備のプルトニウム分配塔に移送する有機溶媒の流量は，約 2.3ｍ

３ ／ｈ，ウラン濃度は，約 80ｇ・Ｕ／ℓ，１年平均領域の使用済燃料を処理

する際のプルトニウム濃度は，約 0.9ｇ・Ｐｕ／ℓである。 

第１洗浄塔の洗浄廃液は，抽出塔に移送する。第２洗浄塔の洗浄廃液は，

補助抽出器に移送し，有機溶媒を用いて洗浄廃液中の少量のウラン及びプル

トニウムを抽出することにより，補助抽出器からの抽出廃液中のウラン及び

プルトニウム量は，微量となる。補助抽出器からのウラン及びプルトニウム

4.4.4  系統構成及び主要設備 

4.4.4.1  分離設備 

 分離設備は，１系列で構成する。 

 分離設備の最大分離能力は，4.8ｔ・ＵＰｒ／ｄ及び54ｋｇ・Ｐｕ／ｄ（こ

こでいうｋｇ・Ｐｕは金属プルトニウム重量換算であり，以下 「ｋｇ・Ｐ

ｕ」という。）である。 

 (１) 系統構成 

 分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備から受け入れた溶解液から有機

溶媒を用いてウラン及びプルトニウムと核分裂生成物を分離し，核分裂生

成物を除去する設備である。 

 溶解施設の清澄・計量設備の計量後中間貯槽から溶解液中間貯槽に受け

入れる溶解液は，ウラン濃度を約25 0ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度を約 

３ｍｏｌ／Ｌに調整した溶解液で，１年平均領域の使用済燃料を処理する

際のプルトニウム濃度は，約３ｇ・Ｐｕ／Ｌである。 

 溶解液中間貯槽に受け入れた溶解液は，溶解液供給槽を経て抽出塔に約

0.8ｍ３／ｈの流量で供給する。有機溶媒を用いて溶解液中のウラン及びプ

ルトニウムを抽出することにより，抽出塔からの抽出廃液中のウラン及び

プルトニウム量は微量となる。また，溶解液中の大部分の核分裂生成物

は，有機溶媒に抽出されず，抽出廃液中に残存する。 

 ウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒は，第１洗浄塔で約２ｍｏｌ／Ｌ

の硝酸を用いて洗浄し，さらに，第２洗浄塔で約10ｍｏｌ／Ｌ及び約1.5ｍ

ｏｌ／Ｌの硝酸を用いて洗浄することにより，有機溶媒中に同伴する少量の

核分裂生成物を除去した後，エア リフト ポンプで分配設備のプルトニウム

分配塔に移送する。分配設備のプルトニウム分配塔に移送する有機溶媒の流

量は，約2.3ｍ３／ｈ，ウラン濃度は，約80ｇ・Ｕ／Ｌ，１年平均領域の使用

済燃料を処理する際のプルトニウム濃度は，約0.9ｇ・Ｐｕ／Ｌである。 

第１洗浄塔の洗浄廃液は，抽出塔に移送する。第２洗浄塔の洗浄廃液は，

補助抽出器に移送し，有機溶媒を用いて洗浄廃液中の少量のウラン及びプル

トニウムを抽出することにより，補助抽出器からの抽出廃液中のウラン及び

プルトニウム量は，微量となる。補助抽出器からのウラン及びプルトニウム

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

を含む有機溶媒は，抽出塔に移送する。 

抽出塔からの抽出廃液は，ＴＢＰ洗浄塔に移送し，希釈剤を用いてＴＢＰ

を除去した後，抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯槽に移送する。補助抽出

器からの抽出廃液は，ＴＢＰ洗浄器へ移送し，希釈剤を用いてＴＢＰを除去

した後，補助抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯槽に移送する。 

抽出廃液中間貯槽に移送した抽出廃液は，試料採取してウラン及びプルト

ニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウムの濃度が有意量以下であること

を確認した後，抽出廃液供給槽に移送する。 

抽出廃液供給槽は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の蒸発缶からの濃

縮液，気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃

ガス洗浄液槽からの洗浄廃液等をも受け入れ，スチーム ジェット ポンプ

で液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液供給槽に移

送する。 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

   分離設備の臨界安全管理を要する機器は，全濃度安全形状寸法管理，制

限濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管

理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止する設計

とする。 

   また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せにより複数ユニットの臨界を防止する設計とする。 

   なお，無限体系の未臨界濃度以下で管理する単一ユニットについては，

複数ユニットを考慮しない。 

   分離設備の主要設備の臨界安全管理表を第 4.4－４表に示す。 

   分離設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等の設

計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて機器

を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用い

を含む有機溶媒は，抽出塔に移送する。 

 抽出塔からの抽出廃液は，ＴＢＰ洗浄塔に移送し，希釈剤を用いてＴＢ

Ｐを除去した後，抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯槽に移送する。補助

抽出器からの抽出廃液は，ＴＢＰ洗浄器へ移送し，希釈剤を用いてＴＢＰ

を除去した後，補助抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯槽に移送する。 

 抽出廃液中間貯槽に移送した抽出廃液は，試料採取してウラン及びプル

トニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウムの濃度が有意量以下である

ことを確認した後，抽出廃液供給槽に移送する。 

 抽出廃液供給槽は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の蒸発缶からの

濃縮液，気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

の廃ガス洗浄液槽からの洗浄廃液等を受け入れ，スチーム ジェット ポン

プで液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液供給槽

に移送する。 

再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いて，分離設備を

洗浄する。 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを用い，抽出塔，第１洗浄

塔，第２洗浄塔及びＴＢＰ洗浄塔を洗浄する。 

 (２) 主要設備 

 分離設備の臨界安全管理を要する機器は，全濃度安全形状寸法管理，制

限濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管

理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止する設計

とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せにより複数ユニットの臨界を防止する設計とする。
（７）

 

 なお，無限体系の未臨界濃度以下で管理する単一ユニットについて

は，複数ユニットを考慮しない。 

 分離設備の主要設備の臨界安全管理表を第4.4－４表に示す。 

 分離設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等の設

計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて機器

を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（運用の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

て漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状の放射性物質は，抽出廃

液供給槽，分離建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽等に移送する

設計とする。 

   なお，溶解液中間貯槽，抽出塔等の高濃度の放射性物質を内蔵する機器

を収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合は，漏えいした液体状

の放射性物質が沸騰又は希釈剤の引火点に達するおそれがあるため，漏え

い検知装置を多重化するとともに，漏えい液の移送のためのスチーム ジェ

ット ポンプの蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から適切

に供給する設計とする。 

   分離設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備

に接続し，負圧を維持する設計とする。 

   溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽出塔，第１洗浄塔，第２洗浄塔，Ｔ

ＢＰ洗浄塔，抽出廃液受槽，抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液供給槽は，そ

の他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶

液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計と

する。 

   抽出塔，第１洗浄塔等の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する

設計とする。 

   溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽出廃液受槽，抽出廃液中間貯槽及び

抽出廃液供給槽は，その他再処理設備の附属施設の１系列の安全冷却水系

により冷却水を冷却コイルに適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とす 

る。 

   安全上重要な施設 の抽出塔の停止系，補助抽出器の停止系は，それら

を構成する動的機器の単一故障を仮定しても臨界安全を確保するように，

弁を多重化する設計とする。 

 ａ．抽 出 塔 

   抽出塔に供給する溶解液の移送配管には流量計を設置し，溶解液の流量

を制御，監視するとともに，濃度管理を行う抽出廃液受槽及び抽出廃液中

間貯槽に過度のプルトニウムが流出することを防止するため，溶解液の流

量高により警報を発するとともに，溶解液の供給を自動的に停止する停止

て漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状の放射性物質は，抽出

廃液供給槽，分離建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽等に移送す

る設計とする。 

 なお，溶解液中間貯槽，抽出塔等の高濃度の放射性物質を内蔵する機器

を収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合は，漏えいした液体状

の放射性物質が沸騰又は希釈剤の引火点に達するおそれがあるため，漏

えい検知装置を多重化するとともに，漏えい液の移送のためのスチーム ジ

ェット ポンプの蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から適

切に供給する設計とする。 

 分離設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備

に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽出塔，第１洗浄塔，第２洗浄塔，Ｔ

ＢＰ洗浄塔，抽出廃液受槽，抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液供給槽は，

その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，

溶液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃
（５）（６）（８）（９）

度未満に抑制する設計

とする。 

 抽出塔，第１洗浄塔等の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する

設計とする。 

 溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽出廃液受槽，抽出廃液中間貯槽及び

抽出廃液供給槽は，その他再処理設備の附属施設の１系列の安全冷却水系

により冷却水を冷却コイルに適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とす

る。 

安全上重要な施設以外の施設の抽出塔の停止系，補助抽出器の停止系

は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮定しても臨界安全を確保

するように，弁を多重化する設計とする。 

 ａ．抽 出 塔   

 抽出塔に供給する溶解液の移送配管には流量計を設置し，溶解液の流量

を制御，監視するとともに，濃度管理を行う抽出廃液受槽及び抽出廃液中

間貯槽に過度のプルトニウムが流出することを防止するため，溶解液の流

量高により警報を発するとともに，溶解液の供給を自動的に停止する停止

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第 15 要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

系を設ける設計とする。酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備から，抽出

塔に供給する有機溶媒の移送配管には流量計を設置し，有機溶媒の流量を

制御，監視するとともに，濃度管理を行う抽出廃液受槽及び抽出廃液中間

貯槽に過度のプルトニウムが流出することを防止するため，有機溶媒の流

量低により警報を発するとともに，ＴＢＰ洗浄塔から抽出廃液受槽への抽

出廃液の移送を自動的に停止する停止系を設ける設計とする。 

   第１洗浄塔から抽出塔への洗浄廃液の移送配管には密度計を設置し， 洗

浄廃液の密度を監視するとともに，濃度管理を行う抽出廃液受槽及び 抽出

廃液中間貯槽に過度のプルトニウムが流出することを防止するため，密度

高により警報を発するとともに，ＴＢＰ洗浄塔から抽出廃液受槽への抽出

廃液の移送を自動的に停止する停止系を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．補助抽出器 

   第２洗浄塔の洗浄廃液を受け入れる補助抽出器の第７段の下部には，中

性子検出器を設置して中性子の計数率を測定することで，第２洗浄塔から

受け入れるプルトニウム量及び補助抽出器の抽出廃液中のプルトニウム量

を監視するとともに，制限濃度安全形状寸法管理を行う補助抽出器及びＴ

ＢＰ洗浄器並びに濃度管理を行う補助抽出廃液受槽及び抽出廃液中間貯槽

に過度のプルトニウムが流出することを防止するため，中性子検出器の計

数率高により警報を発するとともに，第２洗浄塔から補助抽出器への洗浄

廃液の移送を自動的に停止する停止系を設ける設計とする。 

 

 

 

 

系を設ける設計とする。酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備から，抽出

塔に供給する有機溶媒の移送配管には流量計を設置し，有機溶媒の流量を

制御，監視するとともに，濃度管理を行う抽出廃液受槽及び抽出廃液中間

貯槽に過度のプルトニウムが流出することを防止するため，有機溶媒の流

量低により警報を発するとともに，ＴＢＰ洗浄塔から抽出廃液受槽への抽

出廃液の移送を自動的に停止する停止系を設ける設計とする。 

 第１洗浄塔から抽出塔への洗浄廃液の移送配管には密度計を設置し，洗

浄廃液の密度を監視するとともに，濃度管理を行う抽出廃液受槽及び抽出

廃液中間貯槽に過度のプルトニウムが流出することを防止するため，密度

高により警報を発するとともに，ＴＢＰ洗浄塔から抽出廃液受槽への抽出

廃液の移送を自動的に停止する停止系を設ける設計とする。 

 抽出廃液中のプルトニウム濃度の上昇を引き起こすプロセス変動に対し

ては，抽出塔に供給する溶解液の移送配管に設置する流量計，抽出塔に供

給する有機溶媒の移送配管に設置する流量計及び第１洗浄塔から抽出塔へ

の洗浄廃液の移送配管に設置する密度計のほか，第１洗浄塔へ供給する洗

浄用供給硝酸濃度計及び約２ｍｏｌ／Ｌの洗浄用供給硝酸流量計を監視す

る設計とする。 

 ｂ．補助抽出器 

 第２洗浄塔の洗浄廃液を受け入れる補助抽出器の第７段の下部には，中

性子検出器を設置して中性子の計数率を測定することで，第２洗浄塔から

受け入れるプルトニウム量及び補助抽出器の抽出廃液中のプルトニウム量

を監視するとともに，制限濃度安全形状寸法管理を行う補助抽出器及びＴ

ＢＰ洗浄器並びに濃度管理を行う補助抽出廃液受槽及び抽出廃液中間貯槽

に過度のプルトニウムが流出することを防止するため，中性子検出器の計

数率高により警報を発するとともに，第２洗浄塔から補助抽出器への洗浄

廃液の移送を自動的に停止する停止系を設ける設計とする。 

 補助抽出器内のプルトニウム濃度の上昇を引き起こすプロセス変動に対

しては，補助抽出器の第７段の下部に設置する中性子検出器のほか，第２

洗浄塔へ供給する洗浄用供給硝酸濃度計，約10ｍｏｌ／Ｌ及び約 

1.5ｍｏｌ／Ｌの洗浄用供給硝酸流量計を監視する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（運用の

明確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（運用の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 ｃ．ＴＢＰ洗浄器 

   ＴＢＰ洗浄器は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レ

ベル廃液濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，Ｔ

ＢＰの混入防止対策として希釈剤を用いて補助抽出器の抽出廃液を洗浄し

ＴＢＰを除去する設計とする。 

 ｄ．ＴＢＰ洗浄塔 

   ＴＢＰ洗浄塔は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レ

ベル廃液濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，Ｔ

ＢＰの混入防止対策として希釈剤を用いて抽出塔の抽出廃液を洗浄しＴＢ

Ｐを除去する設計とする。 

 ｅ．抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液供給槽 

   抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液供給槽は，液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策として抽出廃液から有機溶媒

を分離することのできる設計とするとともに，水相を槽の下部から抜き出

す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｃ．ＴＢＰ洗浄器  

 ＴＢＰ洗浄器は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レ

ベル廃液濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止する
（１１）（１３）（１４）

ため，

ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用いて補助抽出器の抽出廃液を洗浄

しＴＢＰを除去する設計とする。 

 ｄ．ＴＢＰ洗浄塔 

 ＴＢＰ洗浄塔は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レ

ベル廃液濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止する
（１１）（１３）（１４）

ため，

ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用いて抽出塔の抽出廃液を洗浄しＴ

ＢＰを除去する設計とする。 

 ｅ．抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液供給槽 

 抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液供給槽は，液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止するた
（１１）（１３）（１４）

め，ＴＢＰの混入防止対策として抽出廃液から有機溶媒

を分離することのできる設計とするとともに，水相を槽の下部から抜き出

す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.4.4.2 分配設備 

  分配設備は，１系列で構成する。 

  分配設備の最大分離能力は，4.8ｔ・ＵＰｒ／ｄ及び 54ｋｇ・Ｐｕ／ｄであ

る。 

 (１) 系統構成 

   分配設備は，分離設備からウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒を受

け入れ，ウランとプルトニウムに分離し，ウランとプルトニウムを別々に

精製施設へ送り出す設備である。 

   分離設備の第２洗浄塔からプルトニウム分配塔に受け入れる有機溶媒の

流量は，約 2.3ｍ３／ｈ，ウラン濃度は，約 80ｇ・Ｕ／ℓ，１年平均領域の

使用済燃料を処理する際のプルトニウム濃度は，約 0.9ｇ・Ｐｕ／ℓであり

，精製施設のウラン精製設備のウラナス溶液中間貯槽からのウラナス及び

ヒドラジンを含む硝酸溶液を用いプルトニウムを３価に還元し逆抽出して

，ウランを含む有機溶媒と硝酸プルトニウム溶液に分離する。なお，ヒド

ラジンは，ウラナス及び３価のプルトニウムの酸化を防止するために添加

する。 

   硝酸プルトニウム溶液は，ウラン洗浄塔で有機溶媒を用いて微量のウラ

ンを除去し，プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器で希釈剤を用いてＴＢＰを除

去する。プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器からの硝酸プルトニウム溶液の流

量は，約 0.3ｍ３ ／ｈ，硝酸濃度は，約 1.8 規定，１年平均領域の使用済

燃料を処理する際のプルトニウム濃度は，約６ｇ・Ｐｕ／ℓであり，プルト

ニウム溶液受槽を経てプルトニウム溶液中間貯槽へ移送し，ポンプで精製

施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム溶液供給槽へ移送する。 

   プルトニウム分配塔からのウランを含む有機溶媒は，プルトニウム洗浄

器に移送し，プルトニウムの還元剤としてウラナス及びヒドラジンを含む

硝酸溶液並びに逆抽出用液としてヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて，有

機溶媒中の微量のプルトニウムを除去した後，ウラン逆抽出器へ移送し，

逆抽出用硝酸を用いてウランを逆抽出する。 

   逆抽出によって得られた硝酸ウラニル溶液は，ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器

に移送し，希釈剤を用いてＴＢＰを除去する。ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器及

4.4.4.2  分配設備 

 分配設備は，１系列で構成する。 

分配設備の最大分離能力は，4.8ｔ・ＵＰｒ／ｄ及び54ｋｇ・Ｐｕ／ｄで

ある。 

 (１) 系統構成 

 分配設備は，分離設備からウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒を受

け入れ，ウランとプルトニウムに分離し，ウランとプルトニウムを別々に

精製施設へ送り出す設備である。 

 分離設備の第２洗浄塔からプルトニウム分配塔に受け入れる有機溶媒の

流量は，約2.3ｍ３／ｈ，ウラン濃度は，約80ｇ・Ｕ／Ｌ，１年平均領域の使

用済燃料を処理する際のプルトニウム濃度は，約0.9ｇ・Ｐｕ／Ｌであり，

精製施設のウラン精製設備のウラナス溶液中間貯槽からのウラナス及びヒ

ドラジンを含む硝酸溶液を用いプルトニウムを３価に還元し逆抽出して，

ウランを含む有機溶媒と硝酸プルトニウム溶液に分離する。なお，ヒドラ

ジンは，ウラナス及び３価のプルトニウムの酸化を防止するために添加す

る。 

 硝酸プルトニウム溶液は，ウラン洗浄塔で有機溶媒を用いて微量のウラ

ンを除去し，プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器で希釈剤を用いてＴＢＰを除

去する。プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器からの硝酸プルトニウム溶液の流

量は，約0.3ｍ３／ｈ，硝酸濃度は，約1.8ｍｏｌ／Ｌ，１年平均領域の使用

済燃料を処理する際のプルトニウム濃度は，約６ｇ・Ｐｕ／Ｌであり，プ

ルトニウム溶液受槽を経てプルトニウム溶液中間貯槽へ移送し，ポンプで

精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム溶液供給槽へ移送する。 

 プルトニウム分配塔からのウランを含む有機溶媒は，プルトニウム洗浄

器に移送し，プルトニウムの還元剤としてウラナス及びヒドラジンを含む

硝酸溶液並びに逆抽出用液としてヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて，有

機溶媒中の微量のプルトニウムを除去した後，ウラン逆抽出器へ移送し，

逆抽出用硝酸を用いてウランを逆抽出する。 

 逆抽出によって得られた硝酸ウラニル溶液は，ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器

に移送し，希釈剤を用いてＴＢＰを除去する。ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器及
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

び精製施設のプルトニウム精製設備の逆抽出液受槽からの硝酸ウラニル溶

液は，ウラン濃縮缶供給槽に受け入れた後，ウラン濃縮缶に供給する。ウ

ラン濃縮缶に供給する硝酸ウラニル溶液の流量は，約 3.3ｍ３ ／ｈ，ウラ

ン濃度は，約60ｇ・Ｕ／ℓ，硝酸濃度は，約0.1 規定である。ウラン濃縮缶

で濃縮した硝酸ウラニル溶液の流量は，約 0.6ｍ３／ｈ，ウラン濃度は，約

350ｇ・Ｕ／ℓ，硝酸濃度は，約 0.8 規定であり，ウラン濃縮液受槽を経て

ポンプで精製施設のウラン精製設備のウラン溶液供給槽へ移送する。 

 

   ウラン濃縮缶からの凝縮液は，ウラン濃縮缶凝縮液受槽に受け入れた後

，逆抽出用硝酸としてウラン逆抽出器で利用する。 

   ウラン逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒は，重力流で酸及

び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第１洗浄

器へ移送する。 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

   分配設備の臨界安全管理を要する機器は，全濃度安全形状寸法管理，濃

度管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによ

り，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

   また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せ並びに単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を

確保できる設計とすることにより複数ユニットの臨界を防止する設計とす

る。 

   分配設備の主要設備の臨界安全管理表を第 4.4－５表に示す。 

   分配設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等の設

計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて機器

を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用い

て漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体状の放射性物質は，分離

び精製施設のプルトニウム精製設備の逆抽出液受槽からの硝酸ウラニル溶

液は，ウラン濃縮缶供給槽に受け入れた後，ウラン濃縮缶に供給する。ウ

ラン濃縮缶に供給する硝酸ウラニル溶液の流量は，約3.3ｍ３／ｈ，ウラン濃

度は，約60ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度は，約0.1ｍｏｌ／Ｌである。ウラン濃縮

缶で濃縮した硝酸ウラニル溶液の流量は，約0.6ｍ３／ｈ，ウラン濃度は，約

350ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度は，約0.8ｍｏｌ／Ｌであり，ウラン濃縮液受槽

を経てポンプで精製施設のウラン精製設備のウラン溶液供給槽へ移送す

る。 

 ウラン濃縮缶からの凝縮液は，ウラン濃縮缶凝縮液受槽に受け入れた

後，逆抽出用硝酸としてウラン逆抽出器で利用する。 

 ウラン逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒は，重力流で酸及

び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第１洗浄

器へ移送する。 

再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いて，分配設備を

洗浄する。 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを用い，プルトニウム分配塔

及びウラン洗浄塔を洗浄する。 

 (２) 主要設備 

 分配設備の臨界安全管理を要する機器は，全濃度安全形状寸法管理，濃

度管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによ

り，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せ並びに単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を

確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止する設計と

する。 

 分配設備の主要設備の臨界安全管理表を第4.4－５表に示す。 

 分配設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等の設

計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて機器

を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用い

て漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体状の放射性物質は，分離

 

 

・記載の適正化（用語・
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等に移

送する設計とする。 

   分配設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備

に接続し，負圧を維持する設計とする。 

   プルトニウム分配塔，ウラン洗浄塔，プルトニウム洗浄器，プルトニウ

ム溶液受槽及びプルトニウム溶液中間貯槽は，その他再処理設備の附属施

設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分解により発

生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。 

   プルトニウム洗浄器，プルトニウム分配塔等の主要機器は，接地し，着

火源を適切に排除する設計とする。 

   安全上重要な施設のプルトニウム洗浄器の停止系及びウラン濃縮缶の停

止系は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮定しても臨界安全並び

に火災及び爆発の防止を確保するように，弁を多重化又は多様化する設計

とする。 

 ａ．プルトニウム分配塔 

   プルトニウム分配塔は，プルトニウム分配塔垂直方向に中性子検出器を

設置し，中性子検出器の計数率の分布からプルトニウムの濃度分布の傾向

を監視し，濃度管理を行うプルトニウム洗浄器への過度のプルトニウムの

流出を事前に検知する設計とする。 

   なお，プルトニウム分配塔に供給するウラナス及びヒドラジンを含む硝

酸溶液の流量を制御，監視し，流量低により警報を発する設計とする。 

 ｂ．プルトニウム洗浄器 

   プルトニウム分配塔からの有機溶媒を受け入れるプルトニウム洗浄器の

第１段の下部に中性子検出器を設置し，中性子の計数率を測定し，プルト

ニウム分配塔から受け入れる有機溶媒中に含まれるプルトニウム量を監視

するとともに，濃度管理を行うプルトニウム洗浄器に過度のプルトニウム

が流入することを防止するため，中性子検出器の計数率高により警報を発

するとともに，プルトニウム分配塔からプルトニウム洗浄器への有機溶媒

の移送を自動的に停止する停止系を設ける設計とする。また，プルトニウ

ム洗浄器の第５段の有機溶媒は，アルファ線検出器によってアルファ線の

建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等に移

送する設計とする。 

 分配設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備

に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 プルトニウム分配塔，ウラン洗浄塔，プルトニウム洗浄器，プルトニウ

ム溶液受槽及びプルトニウム溶液中間貯槽は，その他再処理設備の附属施

設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分解により発

生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。 

 プルトニウム洗浄器，プルトニウム分配塔等の主要機器は，接地し，着

火源を適切に排除する設計とする。 

 安全上重要な施設のプルトニウム洗浄器の停止系及びウラン濃縮缶の停

止系は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮定しても臨界安全並び

に火災及び爆発の防止を確保するように，弁を多重化又は多様化する設計

とする。 

 ａ．プルトニウム分配塔 

 プルトニウム分配塔は，プルトニウム分配塔垂直方向に中性子検出器を設

置し，中性子検出器の計数率の分布からプルトニウムの濃度分布の傾向を

監視し，濃度管理を行うプルトニウム洗浄器への過度のプルトニウムの流

出を事前に検知する設計とする。 

 なお，プルトニウム分配塔に供給するウラナス及びヒドラジンを含む硝

酸溶液の流量を制御，監視し，流量低により警報を発する設計とする。 

 ｂ．プルトニウム洗浄器 

 プルトニウム分配塔からの有機溶媒を受け入れるプルトニウム洗浄器の

第１段の下部に中性子検出器を設置し，中性子の計数率を測定し，プルト

ニウム分配塔から受け入れる有機溶媒中に含まれるプルトニウム量を監視

するとともに，濃度管理を行うプルトニウム洗浄器に過度のプルトニウム

が流入することを防止するため，中性子検出器の計数率高により警報を発

するとともに，プルトニウム分配塔からプルトニウム洗浄器への有機溶媒

の移送を自動的に停止する停止系を設ける設計とする。また，プルトニウ

ム洗浄器の第５段の有機溶媒は，アルファ線検出器によってアルファ線の
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

計数率を測定し，ウラン逆抽出器へ移送する有機溶媒中に含まれるプルト

ニウム量を監視するとともに，ウラン逆抽出器に有意量のプルトニウムが

流出することを防止するため，アルファ線検出器の計数率高により警報を

発する設計とする。 

   なお，プルトニウム洗浄器に供給する硝酸濃度が約 0.2 規定のヒドラジ

ンを含む硝酸溶液の流量を制御，監視し，流量低により警報を発する設計

とする。 

 ｃ．ウラン逆抽出器 

   ウラン逆抽出器は，ウランの逆抽出の効率を高めるために，逆抽出用硝

酸にはウラン濃縮缶の凝縮液を熱交換器で約 60℃に冷却した硝酸を使用し

，ウラン逆抽出器内の溶液の温度を約 50℃とする。 

   熱交換器出口の凝縮液の温度を制御，監視するとともに，温度高により

警報を発する設計とする。さらに，ウラン逆抽出器内の溶液の温度を監視

し，溶液の温度高により警報を発するとともに，逆抽出用硝酸の供給を自

動的に停止することによりウラン逆抽出器内の溶液の温度が希釈剤の引火

点（74℃) を超えない設計とする。 

 ｄ．ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器 

   ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器は，ウラン濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用いてウ

ラン逆抽出器からの硝酸ウラニル溶液を洗浄しＴＢＰを除去する設計とす

る。 

 ｅ．ウラン濃縮缶供給槽 

   ウラン濃縮缶供給槽は，ウラン濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策として硝酸ウラニル溶液から

有機溶媒を分離することのできる設計とするとともに，水相を槽の下部か

ら抜き出す設計とする。 

 ｆ．ウラン濃縮缶 

   ウラン濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，ウ

ラン濃縮缶の加熱部に供給する約 130℃の加熱蒸気の温度を加熱蒸気の圧力

により制御し，温度計により監視し，温度高により警報を発するとともに

計数率を測定し，ウラン逆抽出器へ移送する有機溶媒中に含まれるプルト

ニウム量を監視するとともに，ウラン逆抽出器に有意量のプルトニウムが

流出することを防止するため，アルファ線検出器の計数率高により警報を

発する設計とする。 

 なお，プルトニウム洗浄器に供給する硝酸濃度が約0.2ｍｏｌ／Ｌのヒド

ラジンを含む硝酸溶液の流量を制御，監視し，流量低により警報を発する

設計とする。 

 ｃ．ウラン逆抽出器 

 ウラン逆抽出器は，ウランの逆抽出の効率を高めるために，逆抽出用硝

酸にはウラン濃縮缶の凝縮液を熱交換器で約60℃に冷却した硝酸を使用

し，ウラン逆抽出器内の溶液の温度を約50℃とする。 

 熱交換器出口の凝縮液の温度を制御，監視するとともに，温度高により

警報を発する設計とする。さらに，ウラン逆抽出器内の溶液の温度を監視

し，溶液の温度高により警報を発するとともに，逆抽出用硝酸の供給を自

動的に停止することにより，ウラン逆抽出器内の溶液の温度が希釈剤の引

火点（74℃) を超えない設計とする。 

 ｄ．ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器 

 ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器は，ウラン濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用いてウ

ラン逆抽出器からの硝酸ウラニル溶液を洗浄しＴＢＰを除去する設計とす

る。 

 ｅ．ウラン濃縮缶供給槽 

 ウラン濃縮缶供給槽は，ウラン濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策として硝酸ウラニル溶液から

有機溶媒を分離することのできる設計とするとともに，水相を槽の下部か

ら抜き出す設計とする。 

 ｆ．ウラン濃縮缶 

 ウラン濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，ウ

ラン濃縮缶の加熱部に供給する約130℃の加熱蒸気の温度を加熱蒸気の圧力

により制御し，温度計により監視し，温度高により警報を発するととも
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

，加熱蒸気の温度が 135℃を超えないために，蒸気発生器に供給する一次蒸

気及びウラン濃縮缶の加熱部に供給する加熱蒸気を自動的にしゃ断する加

熱蒸気停止系を設ける設計とする。 

   また，ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を制御，監視し，圧力高又は液

位低により警報を発するとともに，自動的に一次蒸気をしゃ断する設計と

する。さらに，ウラン濃縮缶内の溶液の密度を監視するとともに，密度高

により警報を発する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に，加熱蒸気の温度が135℃を超えないために，蒸気発生器に供給する一次

蒸気及びウラン濃縮缶の加熱部に供給する加熱蒸気を自動的に遮断する加

熱蒸気停止系を設ける設計とする。 

 また，ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を制御，監視し，圧力高又は液位低

により警報を発するとともに，自動的に一次蒸気をしゃ断する設計とする。さ

らに，ウラン濃縮缶内の溶液の密度を監視するとともに，密度高により警報を

発する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.4.4.3 分離建屋一時貯留処理設備 

 (１) 系統構成 

   分離建屋一時貯留処理設備は，分離設備，分配設備，酸及び溶媒の回収

施設の溶媒回収設備等から，工程停止，定期検査等の際に発生する機器内

溶液，洗浄廃液等の液体状の放射性物質を一時的に受け入れ，有機相（有

機溶媒）と水相（硝酸ウラニル溶液，硝酸プルトニウム溶液等の水溶液）

の分離等の処理を行った後，分離設備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収

設備等に移送する設備である。 

   また，分離建屋一時貯留処理設備は，万一液体状の放射性物質が分離建

屋内の溶解液中間貯槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした場合，漏えいし

た液体状の放射性物質を一時的に受け入れ貯留し，有機相と水相の分離等

の適切な処理を行った後，分離設備，分配設備，酸及び溶媒の回収施設の

溶媒回収設備等に移送する設備である。 

   第１一時貯留処理槽は，主にウラン，プルトニウム及び核分裂生成物が

混在する分離設備の抽出塔，第１洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる。 

   第１一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，ウラナスを添加して有機相中

のプルトニウムを３価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を分離す

る等の処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，第７一時貯留処理

槽に移送するか，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，

ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及

び溶媒の回収施設の酸回収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄

施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジ

ェット ポンプで移送する。有機相は，第５一時貯留処理槽へ移送する。 

   第２一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの原子価が３価である第８一

時貯留処理槽からの水相，プルトニウム溶液中間貯槽セルの漏えい液受皿

に漏えいした液体状の放射性物質等を受け入れる。 

   第２一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，亜硝酸ナトリウムを添加して

プルトニウムを４価に酸化する等の処理を行う。水相は，その液体の性状

に応じて，試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確

認した後，第３一時貯留処理槽若しくは第４一時貯留処理槽に移送するか

4.4.4.3  分離建屋一時貯留処理設備 

 (１) 系統構成 

 分離建屋一時貯留処理設備は，分離設備，分配設備，酸及び溶媒の回収

施設の溶媒回収設備等から，工程停止，定期検査等の際に発生する機器内

溶液，洗浄廃液等の液体状の放射性物質を一時的に受け入れ，有機相（有

機溶媒）と水相（硝酸ウラニル溶液，硝酸プルトニウム溶液等の水溶液）

の分離等の処理を行った後，分離設備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収

設備等に移送する設備である。 

 また，分離建屋一時貯留処理設備は，万一液体状の放射性物質が分離建

屋内の溶解液中間貯槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした場合，漏えいし

た液体状の放射性物質を一時的に受け入れ貯留し，有機相と水相の分離等

の適切な処理を行った後，分離設備，分配設備，酸及び溶媒の回収施設の

溶媒回収設備等に移送する設備である。 

 第１一時貯留処理槽は，主にウラン，プルトニウム及び核分裂生成物が

混在する分離設備の抽出塔，第１洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる。 

 第１一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，ウラナスを添加して有機相中

のプルトニウムを３価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を分離す

る等の処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，第７一時貯留処理

槽に移送するか，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，

ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及

び溶媒の回収施設の酸回収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄

施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジ

ェット ポンプで移送する。有機相は，第５一時貯留処理槽へ移送する。 

 第２一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの原子価が３価である第８一

時貯留処理槽からの水相，プルトニウム溶液中間貯槽セルの漏えい液受皿

に漏えいした液体状の放射性物質等を受け入れる。 

 第２一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，亜硝酸ナトリウムを添加して

プルトニウムを４価に酸化する等の処理を行う。水相は，その液体の性状

に応じて，試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確

認した後，第３一時貯留処理槽若しくは第４一時貯留処理槽に移送する

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプル

トニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施

設の酸回収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル

廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチームジェット ポンプで

移送する。 

   第３一時貯留処理槽は，主にウラン，プルトニウム及び核分裂生成物が

混在する第２一時貯留処理槽，第４一時貯留処理槽及び第７一時貯留処理

槽からの水相，分離設備の抽出廃液受槽等の機器内溶液，その他再処理設

備の附属施設の分析設備からの分析済溶液等を受け入れる。 

   第３一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，その液体の性状に応じて，試

料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム

濃度を確認した後，分離設備の抽出塔へエア リフト ポンプで移送するか

，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプル

トニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施

設の酸回収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル

廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジェット ポンプ

で移送する。 

   第４一時貯留処理槽は，主に核分裂生成物を含む第２一時貯留処理槽及

び第７一時貯留処理槽からの水相，分離設備の抽出廃液中間貯槽の機器内

溶液等を受け入れる。 

   第４一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，その液体の性状に応じて， 第

３一時貯留処理槽へ移送するか，又は試料採取してウラン及びプルト ニウ

ム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であるこ とを確

認した後，分離設備のＴＢＰ洗浄塔へエア リフト ポンプで，若 しくは抽

出廃液供給槽へスチーム ジェット ポンプで，酸及び溶媒の回 収施設の酸

回収設備の第１供給槽等，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル 廃液処理設備

の第１低レベル第１廃液受槽等又は高レベル廃液処理設備 の高レベル濃縮

廃液一時貯槽等へスチーム ジェット ポンプで移送する。 

   第５一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去した第１一時貯留処理槽及

び第８一時貯留処理槽からの有機相等を受け入れる。 

か，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプ

ルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収

施設の酸回収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベ

ル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチームジェット ポンプ

で移送する。 

 第３一時貯留処理槽は，主にウラン，プルトニウム及び核分裂生成物が

混在する第２一時貯留処理槽，第４一時貯留処理槽及び第７一時貯留処理

槽からの水相，分離設備の抽出廃液受槽等の機器内溶液，その他再処理設

備の附属施設の分析設備からの分析済溶液等を受け入れる。 

 第３一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，その液体の性状に応じて，試

料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム

濃度を確認した後，分離設備の抽出塔へエア リフト ポンプで移送する

か，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプ

ルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収

施設の酸回収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベ

ル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチームジェット ポンプ

で移送する。 

 第４一時貯留処理槽は，主に核分裂生成物を含む第２一時貯留処理槽及

び第７一時貯留処理槽からの水相，分離設備の抽出廃液中間貯槽の機器内

溶液等を受け入れる。 

 第４一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，その液体の性状に応じて，第

３一時貯留処理槽へ移送するか，又は試料採取してウラン及びプルトニウ

ム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であることを確

認した後，分離設備のＴＢＰ洗浄塔へエア リフト ポンプで，若しくは抽

出廃液供給槽へスチーム ジェット ポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸

回収設備の第１供給槽等，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備

の第１低レベル第１廃液受槽等又は高レベル廃液処理設備の高レベル濃縮

廃液一時貯槽等へスチーム ジェット ポンプで移送する。 

 第５一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去した第１一時貯留処理槽及

び第８一時貯留処理槽からの有機相等を受け入れる。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

   第５一時貯留処理槽に受け入れた有機相は，微量の水相の混入がある場

合，有機相と水相を分離する等の処理を行う。水相は，その液体の性状に

応じて，第１一時貯留処理槽に移送するか，又は試料採取してウラン及び

プルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であ

ることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第１供給槽等

若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第

１廃液受槽等へスチーム ジェット ポンプで移送する。有機相は，試料採

取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，第９一

時貯留処理槽へ移送する。 

   第６一時貯留処理槽は，分離設備の抽出塔及びＴＢＰ洗浄塔の有機相と

水相の界面から抜き出す抽出廃液等を受け入れる。 

   第６一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，有機相と水相を分離する等の

処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，試料採取してウラン及び

プルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であ

ることを確認した後，分離設備の抽出廃液供給槽，液体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液処理設備の高レベル濃縮廃液一時貯槽等若しくは低レベル

廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等，又は酸及び溶媒の回収施設

の酸回収設備の第１供給槽等へスチーム ジェット ポンプで移送する。有

機相は，第９一時貯留処理槽へ移送する。 

   第７一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの原子価が３価である第１一

時貯留処理槽からの水相，溶解液中間貯槽セル等の漏えい液受皿に漏えい

した液体状の放射性物質等を受け入れる。 

   第７一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，亜硝酸ナトリウムを添加して

プルトニウムを４価に酸化する等の処理を行う。水相は，その液体の性状

に応じて，試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確

認した後，第３一時貯留処理槽若しくは第４一時貯留処理槽へ移送するか

，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプル

トニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施

設の酸回収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル

廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチームジェット ポンプで

 第５一時貯留処理槽に受け入れた有機相は，微量の水相の混入がある場

合，有機相と水相を分離する等の処理を行う。水相は，その液体の性状に

応じて，第１一時貯留処理槽に移送するか，又は試料採取してウラン及び

プルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であ

ることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第１供給槽等

若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第

１廃液受槽等へスチーム ジェット ポンプで移送する。有機相は，試料採

取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，第９一

時貯留処理槽へ移送する。 

 第６一時貯留処理槽は，分離設備の抽出塔及びＴＢＰ洗浄塔の有機相と

水相の界面から抜き出す抽出廃液等を受け入れる。 

 第６一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，有機相と水相を分離する等の

処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，試料採取してウラン及び

プルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であ

ることを確認した後，分離設備の抽出廃液供給槽，液体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液処理設備の高レベル濃縮廃液一時貯槽等若しくは低レベル

廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等，又は酸及び溶媒の回収施設

の酸回収設備の第１供給槽等へスチーム ジェット ポンプで移送する。有

機相は，第９一時貯留処理槽へ移送する。 

 第７一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの原子価が３価である第１一

時貯留処理槽からの水相，溶解液中間貯槽セル等の漏えい液受皿に漏えい

した液体状の放射性物質等を受け入れる。 

 第７一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，亜硝酸ナトリウムを添加して

プルトニウムを４価に酸化する等の処理を行う。水相は，その液体の性状

に応じて，試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確

認した後，第３一時貯留処理槽若しくは第４一時貯留処理槽へ移送する

か，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプ

ルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収

施設の酸回収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベ

ル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチームジェット ポンプ

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―361



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

移送する。 

   第８一時貯留処理槽は，主にプルトニウムを含む分配設備のプルトニウ

ム分配塔，ウラン洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる。 

   第８一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，ウラナスを添加して有機相中

のプルトニウムを３価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を分離す

る等の処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，第２一時貯留処理

槽に移送するか，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，

ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及

び溶媒の回収施設の酸回収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄

施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジ

ェット ポンプで移送する。有機相は，第５一時貯留処理槽へ移送する。 

   第９一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去した第５一時貯留処理槽，

第６一時貯留処理槽及び第 10 一時貯留処理槽からの有機相等を受け入れ 

る。 

   第９一時貯留処理槽に受け入れた有機相は，微量の水相の混入がある場

合，有機相と水相を分離する等の処理を行う。水相は，その液体の性状に

応じて，試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプ

ルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収

施設の酸回収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベ

ル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチームジェット ポンプ

で移送する。有機相は，その液体の性状に応じて，分離設備の第１洗浄塔

等，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプ

ルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収

施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第１洗浄器へエア リフ

ト ポンプで移送する。 

   第 10 一時貯留処理槽は，主にウランを含む分配設備のウラン逆抽出器等

の機器内溶液，ウラン及びプルトニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設

の溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第１洗浄器等の機器内溶液

等を受け入れる。 

   第 10 一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，有機相と水相を分離する等の

で移送する。 

 第８一時貯留処理槽は，主にプルトニウムを含む分配設備のプルトニウ

ム分配塔，ウラン洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる。 

 第８一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，ウラナスを添加して有機相中

のプルトニウムを３価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を分離す

る等の処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，第２一時貯留処理

槽に移送するか，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，

ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及

び溶媒の回収施設の酸回収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄

施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジ

ェット ポンプで移送する。有機相は，第５一時貯留処理槽へ移送する。 

 第９一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去した第５一時貯留処理

槽，第６一時貯留処理槽及び第10一時貯留処理槽からの有機相等を受け入

れる。 

 第９一時貯留処理槽に受け入れた有機相は，微量の水相の混入がある場

合，有機相と水相を分離する等の処理を行う。水相は，その液体の性状に

応じて，試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプ

ルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収

施設の酸回収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベ

ル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチームジェット ポン

プで移送する。有機相は，その液体の性状に応じて，分離設備の第１洗浄

塔等，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及び

プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回

収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第１洗浄器へエア リ

フト ポンプで移送する。 

 第10一時貯留処理槽は，主にウランを含む分配設備のウラン逆抽出器等

の機器内溶液，ウラン及びプルトニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設

の溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第１洗浄器等の機器内溶液

等を受け入れる。 

 第10一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，有機相と水相を分離する等の

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，試料採取してプルトニウ

ム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，

分配設備のウラン溶液ＴＢＰ洗浄器等へエア リフト ポンプで移送するか

，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプル

トニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，液体廃棄物の廃棄施

設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽等若しくは低レベル廃液

処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等，又は酸及び溶媒の回収施設の酸

回収設備の第１供給槽等へスチーム ジェット ポンプで移送する。有機相

は，その液体の性状に応じて，第９一時貯留処理槽に移送するか，又は試

料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム

濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の溶媒

回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第１洗浄器へエア リフト ポンプ

で移送する。 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

   分離建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を要する機器は，全濃度安全

形状寸法管理，濃度管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこ

れらの組合せにより単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。また

，各単一ユニットは，単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未 

臨界を確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止する

設計とする。 

   なお，無限体系の未臨界濃度以下で管理する単一ユニットについては，

複数ユニットは考慮しない。 

   分離建屋一時貯留処理設備の主要設備の臨界安全管理表を第 4.4－６表に

示す。 

処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，試料採取してプルトニウ

ム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，

分配設備のウラン溶液ＴＢＰ洗浄器等へエア リフト ポンプで移送する

か，又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプ

ルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，液体廃棄物の廃棄

施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽等若しくは低レベル廃

液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等，又は酸及び溶媒の回収施設の

酸回収設備の第１供給槽等へスチーム ジェット ポンプで移送する。有機

相は，その液体の性状に応じて，第９一時貯留処理槽に移送するか，又は

試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウ

ム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の溶

媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第１洗浄器へエア リフト ポン

プで移送する。 

なお，更なる安全性向上の観点から，全濃度安全形状寸法管理の機器か

らの移送経路を有する全濃度安全形状寸法管理を行わない機器である第３

一時貯留処理槽，第４一時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽及び第９一時

貯留処理槽に対しても，万一の臨界事故の発生に備え，可溶性中性子吸収

材を供給するための配管を設けるとともに，可溶性中性子吸収材を配備す

る。 

 (２) 主要設備 

 分離建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を要する機器は，全濃度安全

形状寸法管理，濃度管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこ

れらの組合せにより単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。ま

た，各単一ユニットは，単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未

臨界を確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止する

設計とする。
（７）

 

 なお，無限体系の未臨界濃度以下で管理する単一ユニットについて

は，複数ユニットは考慮しない。 

 分離建屋一時貯留処理設備の主要設備の臨界安全管理表を第4.4－６表に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

   分離建屋一時貯留処理設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部

は溶接構造等の設計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした

場合に備えて機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏え

い検知装置を用いて漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体状の放

射性物質は，第１一時貯留処理槽，第 10 一時貯留処理槽等に移送する設計

とする。 

   なお，第１一時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽等の高濃度の放射性物

質を内蔵する機器を収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合は，

漏えいした液体状の放射性物質が沸騰又は希釈剤の引火点に達するおそれ

があるため，漏えい検知装置を多重化するとともに，漏えい液の移送のた

めのスチーム ジェット ポンプの蒸気は，その他再処理設備の附属施設の

安全蒸気系から適切に供給する設計とする。 

   分離建屋一時貯留処理設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽

類廃ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

   第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽，第３一時貯留処理槽，第４

一時貯留処理槽，第５一時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽，第７一時貯

留処理槽，第８一時貯留処理槽，第９一時貯留処理槽及び第 10 一時貯留処

理槽は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に

供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制

する設計とする。 

   第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等の主要機器は，接地し，着

火源を適切に排除する設計とする。 

   第１一時貯留処理槽，第３一時貯留処理槽，第４一時貯留処理槽，第７

一時貯留処理槽及び第８一時貯留処理槽は，その他再処理設備の附属施設

の１系列の安全冷却水系により冷却水を冷却コイルに適切に供給し，第 

６一時貯留処理槽は，独立した２系列の安全冷却水系により冷却水を分割

した４系列の冷却ジャケットに適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とす

る。 

 

 

 分離建屋一時貯留処理設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部

は溶接構造等の設計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした

場合に備えて機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏

えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体状の

放射性物質は，第１一時貯留処理槽，第10一時貯留処理槽等に移送する設

計とする。 

 なお，第１一時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽等の高濃度の放射性物

質を内蔵する機器を収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合は，

漏えいした液体状の放射性物質が沸騰又は希釈剤の引火点に達するおそれ

があるため，漏えい検知装置を多重化するとともに，漏えい液の移送のた

めのスチーム ジェット ポンプの蒸気は，その他再処理設備の附属施設の

安全蒸気系から適切に供給する設計とする。 

 分離建屋一時貯留処理設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽

類廃ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽，第３一時貯留処理槽，第４

一時貯留処理槽，第５一時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽，第７一時貯

留処理槽，第８一時貯留処理槽，第９一時貯留処理槽及び第10一時貯留処

理槽は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に

供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を可燃限界
（５）（６）（８）（９）

濃度未満に抑制

する設計とする。 

 第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等の主要機器は，接地し，着

火源を適切に排除する設計とする。 

 第１一時貯留処理槽，第３一時貯留処理槽，第４一時貯留処理槽，第７

一時貯留処理槽及び第８一時貯留処理槽は，その他再処理設備の附属施設

の１系列の安全冷却水系により冷却水を冷却コイルに適切に供給し，第

６一時貯留処理槽は，独立した２系列の安全冷却水系により冷却水を分割

した４系列の冷却ジャケットに適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とす

る。 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―364



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 4.4.5 試験・検査 

  安全上重要な施設の抽出塔の停止系は，送液停止回路等からの信号による 

定期的な試験及び検査を実施する。 

  抽出塔等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもとに据付

けを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5  試験・検査 

 安全上重要な施設のプルトニウム洗浄器の停止系は，送液停止回路等から

の信号による定期的な試験及び検査を実施する。 

 プルトニウム洗浄器等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動

のもとに据付けを行う。 

「1.7.7 安全機能を有する施設の設計」に示す安全上重要な施設から安全

機能を有する施設に分類を変更した抽出塔の停止系及び補助抽出器の停止系

は，多重化等の高い信頼性を確保して設置され運用されている経緯を踏ま

え，安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する観点から，工程停止回路等

からの信号による定期的な試験及び検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第 15 要求に

よる変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.4.6 評 価 

 (１) 臨界安全 

   分離施設の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいか

なる場合でも全濃度安全形状寸法管理，制限濃度安全形状寸法管理，濃度

管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによ 

り，単一ユニットとして臨界を防止できる。 

   また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せ並びに単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を

確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止できる。 

 (２) 閉じ込め 

   分離施設の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難いステンレス鋼を用

い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さらに，気体廃

棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備で負圧を維持する設計とするので

閉じ込め機能を確保できる。 

   分離施設の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，

漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状の

放射性物質を分離建屋一時貯留処理設備等に移送する設計とするので，万

一の液体状の放射性物質の漏えいを想定してもその拡大を防止できる。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

   ウラン逆抽出器等の有機溶媒を使用する機器は，その機器内の溶液温度を

希釈剤の引火点(74℃)以下に制限する設計とし, さらに，機器を接地し，着

火源を適切に排除する設計とするので有機溶媒による火災の発生を防止でき

る。 

   溶解液中間貯槽，抽出廃液中間貯槽等は，その他再処理設備の附属施設の

安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分解により発生する

水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とし，さらに，機器を接地し，着火

源を適切に排除する設計とするので爆発を防止できる。ウラン濃縮缶は，ウ

ラン溶液を受け入れる前にウラン溶液ＴＢＰ洗浄器でＴＢＰを除去する等の

ＴＢＰ混入防止対策を施すとともに，濃縮缶加熱蒸気の温度を 135℃以下に

制限する等の設計とするので，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止でき

4.4.6  評  価 

 (１) 臨界安全 

 分離施設の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいか

なる場合でも全濃度安全形状寸法管理，制限濃度安全形状寸法管理，濃度

管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによ

り，単一ユニットとして臨界を防止できる。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せ並びに単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を

確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止できる。
（７）

 

 (２) 閉じ込め 

 分離施設の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難いステンレス鋼を用

い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さらに，気体廃

棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備で負圧を維持する設計とするの

で，閉じ込め機能を確保できる。 

 分離施設の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，

漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状の放

射性物質を分離建屋一時貯留処理設備等に移送する設計とするので，万一

の液体状の放射性物質の漏えいを想定してもその拡大を防止できる。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

 ウラン逆抽出器等の有機溶媒を使用する機器は，その機器内の溶液温度

を希釈剤の引火点（74℃）
（１２）

以下に制限する設計とし，さらに，機器を接地

し，着火源を適切に排除する設計とするので，有機溶媒による火災の発生

を防止できる。 

 溶解液中間貯槽，抽出廃液中間貯槽等は，その他再処理設備の附属施設

の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分解により発生

する水素を可燃限界濃
（４）（５）（６）（８）（９）

度未満に抑制する設計とし，さらに，機器を接地

し，着火源を適切に排除する設計とするので爆発を防止できる。 

 ウラン濃縮缶は，ウラン溶液を受け入れる前にウラン溶液ＴＢＰ洗浄器

でＴＢＰを除去する等のＴＢＰ混入防止対策を施すとともに，濃縮缶加熱

蒸気の温度を135℃以下に制限する等の設
（１３）（１４）

計とするので，ＴＢＰ等の錯体

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―366



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

る。 

 

 

 

 

 

 (４) 崩壊熱除去 

   溶解液中間貯槽，抽出廃液中間貯槽等は，その他再処理設備の附属施設

の安全冷却水系により冷却水を適切に供給する設計とするので崩壊熱を除

去できる。 

 (５) 単一故障 

   安全上重要な施設の抽出塔の停止系，プルトニウム洗浄器の停止系等 

は，それらを構成する動的機器を多重化又は多様化しているので単一故障

を仮定しても臨界安全，火災及び爆発の防止を確保できる。 

 (６) 試験及び検査 

   安全上重要な施設の抽出塔の停止系，プルトニウム洗浄器の停止系等は，

運転停止時に試験及び検査をする設計とするので，安全機能を損なうことな

く試験及び検査ができる。 

 

の急激な分解反応を防止でき
（１１）（１３）（１４）

る。 

分離施設のグローブ ボックスは，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料

を使用する設計とするので，火災の発生を防止できる。閉じ込め部材であ

るパネルに可燃性材料を使用する場合においても，放射性物質を内蔵する

機器は不燃性材料で構成するため，火災によるパネルの損傷を考慮しても

収納する機器の閉じ込め機能を確保できる。 

 (４) 崩壊熱除去 

 溶解液中間貯槽，抽出廃液中間貯槽等は，その他再処理設備の附属施設

の安全冷却水系により冷却水を適切に供給する設計とするので，崩壊熱を

除去できる。 

 (５) 単一故障 

 安全上重要な施設の プルトニウム洗浄器の停止系等は，それらを構成

する動的機器を多重化又は多様化しているので単一故障を仮定しても臨界

安全，火災及び爆発の防止を確保できる。 

 (６) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の プルトニウム洗浄器の停止系等は，運転停止時に

試験及び検査をする設計とするので，安全機能を損なうことなく試験及び

検査ができる。 

(７) 安全上重要な施設以外の施設の管理 

   安全上重要な施設以外の施設とした抽出塔の停止系及び補助抽出器の停

止系は，多重化等の高い信頼性で設計すること及び当該施設を継続的に維

持するための管理を行うことにより，安全上重要な施設と同等の信頼性を

維持できる。 

 

 

・新規制基準の第５条要

求による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第 15 条要

求による変更 

 

 

・新規制基準の第 15 条要

求による変更 

 

・新規制基準の第 15 条要

求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5 精製施設 

4.5.1   基準対象の施設 

4.5.1 概 要 

精製施設は，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備及び精製建屋一時貯留

処理設備で構成する。 

ウラン精製設備は，分離施設の分配設備で分離した硝酸ウラニル溶液を精製

する設備である。 

プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設備で分離した硝酸プルトニウム

溶液を精製する設備である。 

精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備等で

取り扱う放射性物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理する設備である。 

精製施設のウラン精製設備が 4.8ｔ・Ｕ／ｄ（ここでいうｔ・Ｕは，金属ウ

ラン重量換算であり，以下 4.では｢ｔ・Ｕ｣という。）の処理時に分離施設か

ら精製施設のウラン精製設備に受け入れ，抽出器へ供給する硝酸ウラニル溶液

量は，約 0.6ｍ３／ｈ，プルトニウム精製設備が 54ｋｇ・Ｐｕ／ｄの処理時に

分離施設から精製施設のプルトニウム精製設備に受け入れ，酸化塔へ供給する

硝酸プルトニウム溶液量は，約 0.5ｍ３ ／ｈである。 

なお，精製施設は，ウラン－235 濃縮度が 1.6wt％以下の硝酸ウラニル溶

液，プルトニウム－240 重量比が 17wt％以上の硝酸プルトニウム溶液を受け

入れる。 

 

4.5 精製施設 

4.5.1 設計基準対象の施設 

4.5.1.1 概要 

 精製施設は，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備及び精製建屋一時貯

留処理設備で構成する。 

 ウラン精製設備は，分離施設の分配設備で分離した硝酸ウラニル溶液を精

製する設備である。 

 プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設備で分離した硝酸プルトニウ

ム溶液を精製する設備である。 

 精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備等

で取り扱う放射性物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理する設備である。 

 精製施設のウラン精製設備が4.8ｔ・Ｕ／ｄ の処理時に分離施設から精製

施設のウラン精製設備に受け入れ，抽出器へ供給する硝酸ウラニル溶液量

は，約0.6ｍ３／ｈ，プルトニウム精製設備が54ｋｇ・Ｐｕ／ｄの処理時に分離

施設から精製施設のプルトニウム精製設備に受け入れ，酸化塔へ供給する硝

酸プルトニウム溶液量は，約0.5ｍ３／ｈである。 

 

 なお，精製施設は，ウラン－235濃縮度が1.6wt％以下の硝酸ウラニル溶

液，プルトニウム－240 重量比が17wt％以上の硝酸プルトニウム溶液を受け

入れる。 

 

 

新規制基準による重大事故

等対処設備の追加による項

番号の追加 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.2 ウラン精製設備 

4.5.2.1 概 要 

ウラン精製設備は，精製(抽出，洗浄，逆抽出)及び濃縮を行う設備であ  

る。 

ウラン精製設備系統概要図を第 4.5－１図に示す。 

 

4.5.1.2 ウラン精製設備 

4.5.1.2.1 概要 

 ウラン精製設備は，精製(抽出，洗浄，逆抽出)及び濃縮を行う設備であ

る。 

 ウラン精製設備系統概要図を第4.5－１図に示す。 

 

番号変更のみ 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.2.2 設計方針 

(１)  閉じ込め 

ウラン精製設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材料を使用

し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放射性物質が

漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより閉じ込め機能

を確保できる設計とする。 

(２) 火災及び爆発の防止 

逆抽出器等の有機溶媒を使用する機器は，有機溶媒による火災の発生を

防止できる設計とする。 

ウラナス製造器等の水素を使用する機器は，水素の爆発を適切に防止で

きる設計とする。ウラナス製造器に供給する水素は，精製建屋ボンベ庫か

ら供給する設計とする。 

ウラン濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を適切に防止できる

設計とする。 

 

4.5.1.2.2 設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 ウラン精製設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材料を使用

し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放射性物質が

漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

 また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより，閉じ込め機

能を確保できる設計とする。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 逆抽出器等の有機溶媒を使用する機器は，有機溶媒による火災の発生を

防止できる設計とする。 

 ウラナス製造器等の水素を使用する機器は，水素の爆発を適切に防止で

きる設計とする。ウラナス製造器に供給する水素は，精製建屋ボンベ庫か

ら供給する設計とする。 

  ウラン濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を適切に防止できる

設計とする。 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.2.3 主要設備の仕様 

ウラン精製設備の主要設備の仕様を第 4.5－１表に示す。 

なお，ミキサ・セトラ概要図を第 4.5－２図に示す。 

 

4.5.1.2.3  主要設備の仕様 

 ウラン精製設備の主要設備の仕様を第4.5－１表に示す。 

 なお，ミキサ・セトラ概要図を第4.5－２図に示す。 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.2.4 系統構成及び主要設備 

ウラン精製設備は，１系列で構成する。 

ウラン精製設備の最大精製能力は，4.8ｔ・Ｕ／ｄである。 

 (１) 系統構成 

ウラン精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸ウラニル溶液

を有機溶媒，硝酸及びヒドラジンを用い，抽出，洗浄及び逆抽出の操作を行

い，ウラン濃縮缶で濃縮を行って，ウランの精製を行う設備である。 

分離施設の分配設備のウラン濃縮液受槽からウラン溶液供給槽に受け入れ

る硝酸ウラニル溶液のウラン濃度は，約350ｇ・Ｕ／，硝酸濃度は，約0.8

規定であり，硝酸及びヒドラジンを含む硝酸溶液を添加してウラン濃度を約

340ｇ・Ｕ／，硝酸濃度を約 1.0 規定に調整し，約 0.6ｍ３ ／ｈの流量で

抽出器に供給する。 

抽出器では有機溶媒を用いてウランを抽出する。次にウランを含む有機溶

媒は，核分裂生成物洗浄器に移送し，ヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて有

機溶媒中に存在する微量の核分裂生成物等の除去を行った後，逆抽出器に移

送し，逆抽出用硝酸を用いてウランを逆抽出する。逆抽出によって得られた

硝酸ウラニル溶液は，ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器に移送し，希釈剤を用いてＴ

ＢＰを除去する。ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器からの硝酸ウラニル溶液は，ウラ

ン濃縮缶供給槽に受け入れた後，ウラン濃縮缶に供給する。ウラン濃縮缶に

供給する硝酸ウラニル溶液の流量は，約３ｍ３ ／ｈ，ウラン濃度は，約 70

ｇ・Ｕ／，硝酸濃度は，約 0.04 規定である。ウラン濃縮缶で濃縮した硝

酸ウラニル溶液の流量は，約 0.5ｍ３／ｈ，ウラン濃度は，約 400ｇ・Ｕ／

，硝酸濃度は，約 0.2 規定であり，ウラン濃縮液第１受槽を経てウラン濃

縮液第１中間貯槽へ移送する。ウラン濃縮液第１中間貯槽の大部分の硝酸ウ

ラニル溶液は，ウラン濃縮液第２受槽及びウラン濃縮液第２中間貯槽を経由

してポンプで脱硝施設のウラン脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽へ移送する。ウ

ラン濃縮液第１中間貯槽の一部の硝酸ウラニル溶液は,ウラン濃縮液第２受

槽及びウラン濃縮液第３中間貯槽を経由してポンプで脱硝施設のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽へ移送し，硝酸プルトニウム溶

液と混合する。また，ウラン濃縮液第１中間貯槽の一部の硝酸ウラニル溶液

4.5.1.2.4  系統構成及び主要設備 

 ウラン精製設備は，１系列で構成する。 

 ウラン精製設備の最大精製能力は，4.8ｔ・Ｕ／ｄである。 

 (１) 系統構成 

 ウラン精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸ウラニル溶

液を有機溶媒，硝酸及びヒドラジンを用い，抽出，洗浄及び逆抽出の操作

を行い，ウラン濃縮缶で濃縮を行って，ウランの精製を行う設備である。 

 分離施設の分配設備のウラン濃縮液受槽からウラン溶液供給槽に受け入

れる硝酸ウラニル溶液のウラン濃度は，約350ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度は，約

0.8規定であり，硝酸及びヒドラジンを含む硝酸溶液を添加してウラン濃度

を約340ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度を約1.0規定に調整し，約0.6ｍ３／ｈの流量

で抽出器に供給する。 

 抽出器では有機溶媒を用いてウランを抽出する。次にウランを含む有機

溶媒は，核分裂生成物洗浄器に移送し，ヒドラジンを含む硝酸溶液を用い

て有機溶媒中に存在する微量の核分裂生成物等の除去を行った後，逆抽出

器に移送し，逆抽出用硝酸を用いてウランを逆抽出する。逆抽出によって

得られた硝酸ウラニル溶液は，ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器に移送し，希釈剤

を用いてＴＢＰを除去する。ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器からの硝酸ウラニル

溶液は，ウラン濃縮缶供給槽に受け入れた後，ウラン濃縮缶に供給する。

ウラン濃縮缶に供給する硝酸ウラニル溶液の流量は，約３ｍ３／ｈ，ウラン

濃度は，約70ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度は，約0.04規定である。ウラン濃縮缶

で濃縮した硝酸ウラニル溶液の流量は，約0.5ｍ３／ｈ，ウラン濃度は，約

400ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度は，約0.2規定であり，ウラン濃縮液第１受槽を

経てウラン濃縮液第１中間貯槽へ移送する。ウラン濃縮液第１中間貯槽の

大部分の硝酸ウラニル溶液は，ウラン濃縮液第２受槽及びウラン濃縮液第

２中間貯槽を経由してポンプで脱硝施設のウラン脱硝設備の硝酸ウラニル

貯槽へ移送する。ウラン濃縮液第１中間貯槽の一部の硝酸ウラニル溶液は,

ウラン濃縮液第２受槽及びウラン濃縮液第３中間貯槽を経由してポンプで脱

硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽へ移送

し，硝酸プルトニウム溶液と混合する。また，ウラン濃縮液第１中間貯槽

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

は，ウラン濃縮液第２受槽を経由してウラナス製造器へも移送する。 

 

なお，ウラン濃縮液第１中間貯槽に受け入れた硝酸ウラニル溶液は，試料

採取して核分裂生成物等の量を分析し，精製度が低い場合はリサイクル槽に

受け入れた後，ウラン溶液供給槽へ移送する。また，ウラン試験時に用いる

硝酸ウラニル溶液の一部は，脱硝施設のウラン脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽

からウラン濃縮液第２受槽に受け入れる。 

ウラナス製造器では，水素を用いて硝酸ウラニル溶液を還元してウラナス

を製造する。ウラナス製造器からのウラナスを含む硝酸溶液は，第１気液分

離槽で未反応の水素を分離後，第２気液分離槽へ移送して窒素 を用いて溶

存する水素を追い出すとともにヒドラジンを含む硝酸溶液を 添加する。第

２気液分離槽からのウラナス及びヒドラジンを含む硝酸溶 液は，ウラナス

溶液受槽に受け入れた後，ウラナス溶液中間貯槽を経由 してポンプで分離

施設等へ移送し，分配設備のプルトニウム分配塔，プ ルトニウム精製設備

のプルトニウム洗浄器等で利用する。第１気液分離 槽からの水素は，洗浄

塔で水を用いてウラン及び硝酸を含むエアロゾル を洗浄により除去し，空

気で希釈した後，精製建屋換気設備へ移送する。 

抽出器の抽出廃液は，抽出廃液ＴＢＰ洗浄器で希釈剤を用いてＴＢＰを除 

去した後，重力流で酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の油水分離槽へ移送 

する。 

ウラン濃縮缶からの凝縮液は，ウラン濃縮缶凝縮液受槽に受け入れた後，

逆抽出用硝酸として逆抽出器で利用する。 

逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒は，重力流で酸及び溶媒の

回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラン精製系の第１洗浄器へ移送す

る。 

 (２) 主要設備 

ウラン精製設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造

等の設計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備え

て，機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装

置を用いて漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体状の放射性物質

の一部の硝酸ウラニル溶液は，ウラン濃縮液第２受槽を経由してウラナス

製造器へも移送する。 

  なお，ウラン濃縮液第１中間貯槽に受け入れた硝酸ウラニル溶液は，試

料採取して核分裂生成物等の量を分析し，精製度が低い場合はリサイクル

槽に受け入れた後，ウラン溶液供給槽へ移送する。また，ウラン試験時に

用いる硝酸ウラニル溶液の一部は，脱硝施設のウラン脱硝設備の硝酸ウラ

ニル貯槽からウラン濃縮液第２受槽に受け入れる。 

 ウラナス製造器では，水素を用いて硝酸ウラニル溶液を還元してウラナ

スを製造する。ウラナス製造器からのウラナスを含む硝酸溶液は，第１気

液分離槽で未反応の水素を分離後，第２気液分離槽へ移送して窒素を用い

て溶存する水素を追い出すとともにヒドラジンを含む硝酸溶液を添加す

る。第２気液分離槽からのウラナス及びヒドラジンを含む硝酸溶液は，ウ

ラナス溶液受槽に受け入れた後，ウラナス溶液中間貯槽を経由してポンプ

で分離施設等へ移送し，分配設備のプルトニウム分配塔，プルトニウム精

製設備のプルトニウム洗浄器等で利用する。第１気液分離槽からの水素

は，洗浄塔で水を用いてウラン及び硝酸を含むエアロゾルを洗浄により除

去し，空気で希釈した後，精製建屋換気設備へ移送する。 

 抽出器の抽出廃液は，抽出廃液ＴＢＰ洗浄器で希釈剤を用いてＴＢＰを

除去した後，重力流で酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の油水分離槽へ

移送する。 

 ウラン濃縮缶からの凝縮液は，ウラン濃縮缶凝縮液受槽に受け入れた

後，逆抽出用硝酸として逆抽出器で利用する。 

 逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒は，重力流で酸及び溶媒

の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラン精製系の第１洗浄器へ移

送する。 

 (２) 主要設備 

 ウラン精製設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造

等の設計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備え

て，機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装

置を用いて漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体状の放射性物質

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

は，ウラン溶液供給槽，ウラン濃縮缶供給槽，精製建屋一時貯留処理設備

の第８一時貯留処理槽等に移送する設計とする。 

ウラン精製設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処

理設備等に接続し，負圧を維持する設計とする。なお，ウラナス製造器及

び第１気液分離槽は，高圧ガス保安法に基づく設計とする。 

抽出器，逆抽出器等の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する設

計とする。 

  ａ．逆抽出器 

逆抽出器は，ウランの逆抽出の効率を高めるために，逆抽出用硝酸には

ウラン濃縮缶の凝縮液を熱交換器で約 60℃に冷却した硝酸を使用し，逆

抽出器内の溶液の温度を約 50℃とする。 

熱交換器出口の凝縮液の温度を制御，監視するとともに，温度高により

警報を発する設計とする。さらに，逆抽出器内の溶液の温度を監視し，溶

液の温度高により警報を発するとともに，逆抽出用硝酸の供給を自動的に

停止することにより逆抽出器内の溶液の温度が希釈剤の引火点（74℃) を

超えない設計とする。 

  ｂ．ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器 

ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器は，ウラン濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用いて逆

抽出器からの硝酸ウラニル溶液を洗浄しＴＢＰを除去する設計とする。 

  ｃ．ウラン濃縮缶供給槽 

ウラン濃縮缶供給槽は，ウラン濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策として硝酸ウラニル溶液から

有機溶媒を分離することのできる設計とするとともに，水相を槽の下部か

ら抜き出す設計とする。 

  ｄ．ウラン濃縮缶 

ウラン濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，ウ

ラン濃縮缶の加熱部に供給する約 130℃の加熱蒸気の温度を加熱蒸気の圧

力により制御し，温度計により監視し，温度高により警報を発するととも

に，加熱蒸気の温度が 135℃を超えないために，蒸気発生器に供給する一

は，ウラン溶液供給槽，ウラン濃縮缶供給槽，精製建屋一時貯留処理設備

の第８一時貯留処理槽等に移送する設計とする。 

 ウラン精製設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処

理設備等に接続し，負圧を維持する設計とする。なお，ウラナス製造器及

び第１気液分離槽は，高圧ガス保安法に基づく設計とする。 

 抽出器，逆抽出器等の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する設

計とする。 

 ａ．逆抽出器 

 逆抽出器は，ウランの逆抽出の効率を高めるために，逆抽出用硝酸には

ウラン濃縮缶の凝縮液を熱交換器で約60℃に冷却した硝酸を使用し，逆抽

出器内の溶液の温度を約50℃とする。 

 熱交換器出口の凝縮液の温度を制御，監視するとともに，温度高により

警報を発する設計とする。さらに，逆抽出器内の溶液の温度を監視し，

溶液の温度高により警報を発するとともに，逆抽出用硝酸の供給を自動的

に停止することにより逆抽出器内の溶液の温度が希釈剤の引火点（74℃) 

を超えない設計とする。 

 ｂ．ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器 

 ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器は，ウラン濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用いて逆

抽出器からの硝酸ウラニル溶液を洗浄しＴＢＰを除去する設計とする。 

 ｃ．ウラン濃縮缶供給槽 

 ウラン濃縮缶供給槽は，ウラン濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止する
（１１）（１３）（１４）

ため，ＴＢＰの混入防止対策として硝酸ウラニル溶液から

有機溶媒を分離することのできる設計とするとともに，水相を槽の下部か

ら抜き出す設計とする。 

 ｄ．ウラン濃縮缶 

 ウラン濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止する
（１１）（１３）（１４）

ため，ウ

ラン濃縮缶の加熱部に供給する約130℃の加熱蒸気の温度を加熱蒸気の圧力

により制御し，温度計により監視し，温度高により警報を発するととも

に，加熱蒸気の温度が135℃を超えないために，蒸気
（１３）（１４）

発生器に供給する一

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）（１３）（１４） 

（１２） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

次蒸気及びウラン濃縮缶の加熱部に供給する加熱蒸気を自動的にしゃ断す

る設計とする。 

また，ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を制御，監視し，圧力高又は液

位低により警報を発するとともに，自動的に一次蒸気をしゃ断する設計と

する。さらに，ウラン濃縮缶内の溶液の密度を監視するとともに，密度高

により警報を発する設計とする。 

ｅ．ウラン濃縮液第１受槽 

ウラン濃縮液第１受槽は，脱硝施設のウラン脱硝設備及びウラン・プル

トニウム混合脱硝設備に移送する硝酸ウラニル溶液へのＴＢＰの混入防止

対策として，有機溶媒を分離することのできる設計とするとともに，水相

を槽の下部から抜き出す設計とする。 

ｆ．抽出廃液ＴＢＰ洗浄器 

抽出廃液ＴＢＰ洗浄器は，酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発

缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防

止対策として希釈剤を用いて抽出器からの抽出廃液を洗浄しＴＢＰを除去

する設計とする。 

ｇ．ウラナス製造器 

ウラナス製造器は，硝酸ウラニル溶液と約 100％の水素ガスを約 30℃，

約４ＭＰａ[gage] (屋外大気圧との差圧）の高圧条件下で反応させ，硝 

酸ウラニル溶液を還元しウラナスを製造する設計とする。 

ウラナス製造器に供給する水素ガスの流量を制御し，水素ガスの圧力及

び硝酸ウラニル溶液の流量を監視し，水素ガスの圧力高又は硝酸ウラニル

溶液の流量低により警報を発するとともに，ウラナス製造器に供給する水

素ガス及び硝酸ウラニル溶液を自動的に停止する設計とする。 

また，ウラナス製造器内の水素ガスの濃度は約 100％であり，水素ガス

の可燃領域外である。 

ｈ．第１気液分離槽 

第１気液分離槽に受け入れる未反応の水素ガス濃度は約 100％であり，

水素ガスの可燃領域外である。 

第１気液分離槽から洗浄塔へ移送する未反応の水素ガスの圧力を制御，

次蒸気及びウラン濃縮缶の加熱部に供給する加熱蒸気を自動的に遮断する

設計とする。 

 また，ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を制御，監視し，圧力高又は液

位低により警報を発するとともに，自動的に一次蒸気を遮断する設計とす

る。さらに，ウラン濃縮缶内の溶液の密度を監視するとともに，密度高に

より警報を発する設計とする。 

 ｅ．ウラン濃縮液第１受槽 

 ウラン濃縮液第１受槽は，脱硝施設のウラン脱硝設備及びウラン・プル

トニウム混合脱硝設備に移送する硝酸ウラニル溶液へのＴＢＰの混入防止

対策として，有機溶媒を分離することのできる設計とするとともに，水

相を槽の下部から抜き出す設計とする。 

 ｆ．抽出廃液ＴＢＰ洗浄器 

 抽出廃液ＴＢＰ洗浄器は，酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発

缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止する
（１１）（１３）（１４）

ため，ＴＢＰの混入防

止対策として希釈剤を用いて抽出器からの抽出廃液を洗浄しＴＢＰを除去

する設計とする。 

 ｇ．ウラナス製造器 

 ウラナス製造器は，硝酸ウラニル溶液と約100％の水素ガスを約30℃，約

４ＭＰａ[gage] (屋外大気圧との差圧）の高圧条件下で反応させ，硝酸ウラ

ニル溶液を還元しウラナスを製造する設計とする。 

 ウラナス製造器に供給する水素ガスの流量を制御し，水素ガスの圧力及

び硝酸ウラニル溶液の流量を監視し，水素ガスの圧力高又は硝酸ウラニル

溶液の流量低により警報を発するとともに，ウラナス製造器に供給する水

素ガス及び硝酸ウラニル溶液を自動的に停止する設計とする。 

 また，ウラナス製造器内の水素ガスの濃度は約100％であり，水素ガスの

可燃領域外である。 

 ｈ．第１気液分離槽 

 第１気液分離槽に受け入れる未反応の水素ガス濃度は約100％であり，

水素ガスの可燃領域外である。 

 第１気液分離槽から洗浄塔へ移送する未反応の水素ガスの圧力を制

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―375



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

監視し，圧力高により警報を発する設計とするとともに，未反応の水素ガ

スの流量を監視し，流量高により警報を発する設計とする。 

ｉ．洗 浄 塔 

洗浄塔は，その他再処理設備の附属施設の一般圧縮空気系から空気を供

給し，気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋換気設備に移送する廃ガス中の水

素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。 

洗浄塔に供給する空気の流量を監視し，流量低により警報を発するとと

もに，自動的に窒素ガスを洗浄塔に供給する設計とする。 

ｊ．第２気液分離槽 

第２気液分離槽は，その他再処理設備の附属施設の窒素ガス製造供給

系から窒素ガスを供給し，ウラナスを含む硝酸溶液中に溶存する水素を

追い出すとともに，廃ガス中の水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計

とする。 

第２気液分離槽に供給する窒素ガスの流量を監視し，流量低により警報

を発する設計とする。 

 

 

御，監視し，圧力高により警報を発する設計とするとともに，未反応の

水素ガスの流量を監視し，流量高により警報を発する設計とする。 

 ｉ．洗 浄 塔   

 洗浄塔は，その他再処理設備の附属施設の一般圧縮空気系から空気を供

給し，気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋換気設備に移送する廃ガス中の水

素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。 

 洗浄塔に供給する空気の流量を監視し，流量低により警報を発するとと

もに，自動的に窒素ガスを洗浄塔に供給する設計とする。 

 ｊ．第２気液分離槽 

 第２気液分離槽は，その他再処理設備の附属施設の窒素ガス製造供給系

から窒素ガスを供給し，ウラナスを含む硝酸溶液中に溶存する水素を追い

出すとともに，廃ガス中の水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とす

る。 

 第２気液分離槽に供給する窒素ガスの流量を監視し，流量低により警報

を発する設計とする。 

 

 

 

変更なし 

添六―376



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.2.5 試験・検査 

抽出器等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもとに据付け

を行う。 

 

4.5.1.2.5 試験・検査 

 抽出器等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもとに据付

けを行う。 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.2.6 評 価 

 (１) 閉じ込め 

   ウラン精製設備の放射性物質を内蔵する主要機器は，腐食し難いステン

レス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さら

に，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備等により負圧を維持す

る設計とするので，閉じ込め機能を確保できる。 

   ウラン精製設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設

置し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液

体状の放射性物質をウラン精製設備，精製建屋一時貯留処理設備等に移送

する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，

その拡大を防止できる。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

   抽出器，逆抽出器等の有機溶媒を使用する機器は，その機器内の溶液温度

を希釈剤の引火点（74℃) 以下に制限する設計とし, さらに, 機器を接地し

，着火源を適切に排除する設計とするので有機溶媒による火災の発生を防止

できる。 

ウラナス製造器等の水素を使用する機器は，水素の可燃領域外で運転する

か，又は水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とし，さらに，機器を接地

し，着火源を適切に排除する設計とするので水素による爆発の発生を防止で

きる。 

ウラン濃縮缶は，ウラン溶液を受け入れる前にウラン溶液ＴＢＰ洗浄器で

ＴＢＰを除去する等のＴＢＰの混入防止対策を施すとともに, 濃縮缶加熱蒸

気の温度を 135℃以下に制限する設計とするので，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応を防止できる。 

 

4.5.1.2.6 評価 

 (１) 閉じ込め 

 ウラン精製設備の放射性物質を内蔵する主要機器は，腐食し難いステン

レス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さら

に，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備等により負圧を維持す

る設計とするので，閉じ込め機能を確保できる。 

 ウラン精製設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設

置し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液

体状の放射性物質をウラン精製設備，精製建屋一時貯留処理設備等に移送

する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，

その拡大を防止できる。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 抽出器，逆抽出器等の有機溶媒を使用する機器は，その機器内の溶液温

度を希釈剤の引火点（74 ℃
（１２）

) 以下に制限する設計とし, さらに, 機器を接

地し，着火源を適切に排除する設計とするので有機溶媒による火災の発生

を防止できる。 

 ウラナス製造器等の水素を使用する機器は，水素の可燃領域外で運転す

るか，又は水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とし，さらに，機器を

接地し，着火源を適切に排除する設計とするので水素による爆発の発生を

防止できる。 

 ウラン濃縮缶は，ウラン溶液を受け入れる前にウラン溶液ＴＢＰ洗浄器

でＴＢＰを除去する等のＴＢＰの混入防止対策を施すとともに, 濃縮缶加

熱蒸気の温度を135℃以下に制限する設計と
（１３）（１４）

するので，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応を防止でき
（１１）（１３）（１４）

る。 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.3 プルトニウム精製設備 

4.5.3.1 概 要 

  プルトニウム精製設備は，プルトニウムの酸化，精製(抽出，洗浄，逆抽出)

及び濃縮を行う設備である。 

プルトニウム精製設備系統概要図を第 4.5－３図に示す。 

 

4.5.1.3 プルトニウム精製設備 

4.5.1.3.1 概要 

 プルトニウム精製設備は，プルトニウムの酸化，精製(抽出，洗浄，逆抽

出)及び濃縮を行う設備である。 

 プルトニウム精製設備系統概要図を第4.5－３図に示す。 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.3.2 設計方針 

 (１) 臨界安全 

   プルトニウム精製設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想

定されるいかなる場合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位体組

成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニット

として臨界を防止する設計とする。 

   また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せ並びに単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を

確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止できる設計

とする。 

 (２) 閉じ込め 

   プルトニウム精製設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材料

を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計と

する。 

また，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持することにより閉じ込め

機能を確保できる設計とする。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

   抽出塔，逆抽出塔等の有機溶媒を使用する機器は，有機溶媒による火災

の発生を防止できる設計とする。 

   プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウム濃縮液中間貯槽等の高濃度の

硝酸プルトニウム溶液を多量に内蔵する機器は，溶液の放射線分解により

発生する水素の爆発を適切に防止する設計とする。 

   プルトニウム濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を適切に防止

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

4.5.1.3.2  設計方針 

 (１) 臨界安全 

 プルトニウム精製設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想

定されるいかなる場合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位体組

成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニット

として臨界を防止する設計とする。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せ並びに単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を

確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止できる設計

とする。 

 (２) 閉じ込め 

 プルトニウム精製設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材料

を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計と

する。 

 また，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持することにより，閉じ込

め機能を確保できる設計とする。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

 抽出塔，逆抽出塔等の有機溶媒を使用する機器は，有機溶媒による火災

の発生を防止できる設計とする。 

 プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウム濃縮液中間貯槽等の高濃度の

硝酸プルトニウム溶液を多量に内蔵する機器は，溶液の放射線分解により

発生する水素の爆発を適切に防止する設計とする。 

  プルトニウム濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を適切に防止

できる設計とする。 

 プルトニウム精製設備のセル及びグローブ ボックスは，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。閉じ込め部材であるパネル

に可燃性材料を使用する場合は，火災によるパネルの損傷を考慮しても収

納する機器の閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 5条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (４) 崩壊熱除去 

   プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウム濃縮液中間貯槽等は，崩壊熱

による過度の温度上昇を防止するため，適切な冷却機能を有する設計とす

る。 

 (５) 単一故障 

   安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶加熱系の停止系等は，それらを

構成する動的機器の単一故障を仮定しても安全機能が確保できる設計とす

る。 

 (６) 外部電源喪失 

   安全上重要な施設のプルトニウム濃縮液受槽セル等の漏えい液移送ポン

プは，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも，安全

機能が確保できる設計とする。 

 (７) 試験及び検査 

   安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶加熱系の停止系等は，運転停止時

に試験及び検査ができる設計とする。 

 

 (４) 崩壊熱除去 

 プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウム濃縮液中間貯槽等は，崩壊熱

による過度の温度上昇を防止するため，適切な冷却機能を有する設計とす

る。 

 (５) 単一故障 

 安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶加熱系の停止系等は，それらを

構成する動的機器の単一故障を仮定しても安全機能が確保できる設計とす

る。 

 (６) 外部電源喪失 

 安全上重要な施設のプルトニウム濃縮液受槽セル等の漏えい液移送ポン

プは，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも，安全

機能が確保できる設計とする。 

 (７) 試験及び検査 

 安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶加熱系の停止系等は，運転停止

時に試験及び検査ができる設計とする。 

 (８) 安全上重要な施設以外の施設の管理 

   安全上重要な施設以外の施設とした注水槽は，高い信頼性を確保して既

に設置され運用されている経緯を踏まえ，安全上重要な施設と同等の信頼

性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.3.3 主要設備の仕様 

プルトニウム精製設備の主要設備の仕様を第 4.5－２表に示す。 

なお，円筒形パルスカラム概要図を第 4.5－４図に，プルトニウム濃縮缶

概要図を第 4.5－５図に，また，環状形槽概要図を第 4.5－６図に示す。 

 

4.5.1.3.3  主要設備の仕様 

 プルトニウム精製設備の主要設備の仕様を第4.5－２表に示す。 

 なお，円筒形パルスカラム概要図を第4.5－４図に，プルトニウム濃縮缶概

要図を第4.5－５図に，また，環状形槽概要図を第4.5－６図に示す。 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.3.4 系統構成及び主要設備 

プルトニウム精製設備は，１系列で構成する。 

プルトニウム精製設備の最大精製能力は，54ｋｇ・Ｐｕ／ｄである。 

 (１) 系統構成 

   プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸プ ル

トニウム溶液をＮＯｘ，空気，有機溶媒，硝酸，ヒドラジン，硝酸ヒ ドロ

キシルアミン(以下 4.では「ＨＡＮ」という。) 及びウラナスを用い て，

プルトニウムの酸化，脱ガス，抽出，洗浄及び逆抽出の操作を行い，プル

トニウム濃縮缶で濃縮を行って，プルトニウムの精製を行う設備である。 

   分離施設の分配設備のプルトニウム溶液中間貯槽からプルトニウム溶 液

供給槽に受け入れる硝酸プルトニウム溶液の硝酸濃度は，約 1.8 規定，１

年平均領域の使用済燃料を処理する際のプルトニウム濃度は，約６ｇ・Ｐ

ｕ／であり，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の凝 縮廃液

貯槽から低濃度プルトニウム溶液受槽に受け入れる凝縮液ととも に，硝酸

を添加した後，約 0.5ｍ３ ／ｈの流量で第１酸化塔に供給する。 

第１酸化塔に受け入れた硝酸プルトニウム溶液は，３価のプルトニウム

をＮＯｘを用いて４価のプルトニウムに酸化した後，第１脱ガス塔に移送

する。第１脱ガス塔では，空気を用いて硝酸プルトニウム溶液に溶存して

いるＮＯｘを追い出した後，抽出塔に供給する。 

抽出塔に供給する硝酸プルトニウム溶液の流量は，約 0.5ｍ３／ｈ，硝酸

濃度は，約 4.5 規定，１年平均領域の使用済燃料を処理する際のプルトニ

ウム濃度は，約４ｇ・Ｐｕ／であり，有機溶媒を用いてプルトニウムを

抽出することにより，抽出塔からの抽出廃液中のプルトニウム量は微量と

なる。次にプルトニウムを含む有機溶媒は，核分裂生成物洗浄塔へ移送し

，硝酸を用いて有機溶媒中に存在する微量の核分裂生成物の除去を行った

後，逆抽出塔でＨＡＮ及びヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて，プルトニ

ウムを３価に還元しプルトニウムの逆抽出を行う。 

なお，ヒドラジンは，３価のプルトニウムの酸化を防止するために添加

する。 

 

4.5.1.3.4 系統構成及び主要設備 

 プルトニウム精製設備は，１系列で構成する。 

 プルトニウム精製設備の最大精製能力は，54ｋｇ・Ｐｕ／ｄである。 

 (１) 系統構成 

 プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸プル

トニウム溶液をＮＯｘ，空気，有機溶媒，硝酸，ヒドラジン，ＨＡＮ及び

ウラナスを用いて，プルトニウムの酸化，脱ガス，抽出，洗浄及び逆抽出

の操作を行い，プルトニウム濃縮缶で濃縮を行って，プルトニウムの精製

を行う設備である。 

 分離施設の分配設備のプルトニウム溶液中間貯槽からプルトニウム溶液

供給槽に受け入れる硝酸プルトニウム溶液の硝酸濃度は，約1.8ｍｏｌ／

Ｌ，１年平均領域の使用済燃料を処理する際のプルトニウム濃度は，約６

ｇ・Ｐｕ／Ｌであり，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の凝

縮廃液貯槽から低濃度プルトニウム溶液受槽に受け入れる凝縮液ととも

に，硝酸を添加した後，約0.5ｍ３／ｈの流量で第１酸化塔に供給する。 

 第１酸化塔に受け入れた硝酸プルトニウム溶液は，３価のプルトニウム

をＮＯｘを用いて４価のプルトニウムに酸化した後，第１脱ガス塔に移送

する。第１脱ガス塔では，空気を用いて硝酸プルトニウム溶液に溶存して

いるＮＯｘを追い出した後，抽出塔に供給する。 

 抽出塔に供給する硝酸プルトニウム溶液の流量は，約0.5ｍ３／ｈ，硝酸濃

度は，約4.5ｍｏｌ／Ｌ，１年平均領域の使用済燃料を処理する際のプルト

ニウム濃度は，約４ｇ・Ｐｕ／Ｌであり，有機溶媒を用いてプルトニウム

を抽出することにより，抽出塔からの抽出廃液中のプルトニウム量は微量

となる。次にプルトニウムを含む有機溶媒は，核分裂生成物洗浄塔へ移送

し，硝酸を用いて有機溶媒中に存在する微量の核分裂生成物の除去を行っ

た後，逆抽出塔でＨＡＮ及びヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて，プルト

ニウムを３価に還元しプルトニウムの逆抽出を行う。 

 なお，ヒドラジンは，３価のプルトニウムの酸化を防止するために添加

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

逆抽出によって得られた硝酸プルトニウム溶液は，ウラン洗浄塔で有機

溶媒を用いて微量のウランを除去し，補助油水分離槽へ移送する。補助油

水分離槽で有機溶媒を除去した硝酸プルトニウム溶液は，ＴＢＰ洗浄器で

希釈剤を用いてＴＢＰの除去を行う。 

ＴＢＰ洗浄器からの硝酸プルトニウム溶液は，第２酸化塔に供給し，３

価のプルトニウムをＮＯｘを用いて４価のプルトニウムに酸化し，第２脱

ガス塔に移送する。第２脱ガス塔では，空気を用いて硝酸プルトニウム溶

液に溶存しているＮＯｘを追い出した後，プルトニウム溶液受槽に移送す

る。 

プルトニウム溶液受槽からの硝酸プルトニウム溶液は，油水分離槽に 移

送し，微量の有機溶媒を分離した後，プルトニウム濃縮缶供給槽を経 て，

プルトニウム濃縮缶に供給する。なお，油水分離槽の硝酸プルトニ ウム溶

液は，必要に応じてプルトニウム溶液一時貯槽で一時貯蔵できる。 

プルトニウム濃縮缶に供給する硝酸プルトニウム溶液の流量は，約 0.09

ｍ３／ｈ，硝酸濃度は，約 1.6 規定，１年平均領域の使用済燃料を処理す

る際のプルトニウム濃度は，約 24ｇ・Ｐｕ／であり，プルトニウム濃縮

缶でプルトニウム濃度が約 250ｇ・Ｐｕ／，硝酸濃度が約７規定の硝酸

プルトニウム溶液に濃縮した後，プルトニウム濃縮液受槽に移送する。プ

ルトニウム濃縮液受槽のプルトニウム濃縮液は，プルトニウム濃縮液計量

槽へ移送する。なお，プルトニウム濃縮液受槽のプルトニウム濃縮液は，

必要に応じてプルトニウム濃縮液一時貯槽で一時貯蔵できる。プルトニウ

ム濃縮液計量槽のプルトニウム濃縮液は，プルトニウム濃縮液中間貯槽を

経て，ポンプで脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の硝酸プル

トニウム貯槽に移送する。 

 

なお，プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニウム濃縮液は，試料採取し

て核分裂生成物等の量を分析し，精製度が低い場合は，リサイクル槽を経

由して希釈槽へ移送した後，プルトニウム溶液供給槽へ移送する。 

油水分離槽で分離した有機溶媒は，補助油水分離槽に移送する。 

 

 逆抽出によって得られた硝酸プルトニウム溶液は，ウラン洗浄塔で有機

溶媒を用いて微量のウランを除去し，補助油水分離槽へ移送する。補助油

水分離槽で有機溶媒を除去した硝酸プルトニウム溶液は，ＴＢＰ洗浄器で

希釈剤を用いてＴＢＰの除去を行う。 

 ＴＢＰ洗浄器からの硝酸プルトニウム溶液は，第２酸化塔に供給し，３

価のプルトニウムをＮＯｘを用いて４価のプルトニウムに酸化し，第２脱

ガス塔に移送する。第２脱ガス塔では，空気を用いて硝酸プルトニウム溶

液に溶存しているＮＯｘを追い出した後，プルトニウム溶液受槽に移送す

る。 

  プルトニウム溶液受槽からの硝酸プルトニウム溶液は，油水分離槽に移

送し，微量の有機溶媒を分離した後，プルトニウム濃縮缶供給槽を経て，

プルトニウム濃縮缶に供給する。なお，油水分離槽の硝酸プルトニウム溶

液は，必要に応じてプルトニウム溶液一時貯槽で一時貯蔵できる。 

 プルトニウム濃縮缶に供給する硝酸プルトニウム溶液の流量は，約

0.09ｍ３／ｈ，硝酸濃度は，約1.6ｍｏｌ／Ｌ，１年平均領域の使用済燃料を

処理する際のプルトニウム濃度は，約24ｇ・Ｐｕ／Ｌであり，プルトニウ

ム濃縮缶でプルトニウム濃度が約250ｇ・Ｐｕ／Ｌ，硝酸濃度が約７ｍｏｌ

／Ｌの硝酸プルトニウム溶液に濃縮した後，プルトニウム濃縮液受槽に移

送する。プルトニウム濃縮液受槽のプルトニウム濃縮缶で濃縮された後の

硝酸プルトニウム溶液（以下「プルトニウム濃縮液」という。）は，プル

トニウム濃縮液計量槽へ移送する。なお，プルトニウム濃縮液受槽のプル

トニウム濃縮液は，必要に応じてプルトニウム濃縮液一時貯槽で一時貯蔵

できる。プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニウム濃縮液は，プルトニウ

ム濃縮液中間貯槽を経て，ポンプで脱硝施設のウラン・プルトニウム混合

脱硝設備の硝酸プルトニウム貯槽に移送する。 

 なお，プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニウム濃縮液は，試料採取し

て核分裂生成物等の量を分析し，精製度が低い場合は，リサイクル槽を経

由して希釈槽へ移送した後，プルトニウム溶液供給槽へ移送する。 

 油水分離槽で分離した有機溶媒は，補助油水分離槽に移送する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

プルトニウム濃縮缶の凝縮液は，凝縮液受槽に受け入れ，試料採取して

プルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確

認した後，スチーム ジェット ポンプで酸及び溶媒の回収施設の酸回収設

備の供給槽へ移送する。 

抽出塔からの抽出廃液は，ＴＢＰ洗浄塔で希釈剤を用いてＴＢＰを除去

した後，抽出廃液受槽を経由して抽出廃液中間貯槽に移送する。抽出廃液

中間貯槽に受け入れた抽出廃液は，試料採取してプルトニウム量を分析し

，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，スチーム ジェ

ット ポンプで酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽に移送する。 

逆抽出塔で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒は，プルトニウム洗浄器

にて，プルトニウムの還元剤としてウラン精製設備のウラナス溶液中間貯

槽からのウラナス及びヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出用液として

ヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて，有機溶媒中の微量のプルトニウムを

除去し，ウラン逆抽出器にて，逆抽出用硝酸を用いて有機溶媒中の微量の

ウランを除去した後，重力流で酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶

媒再生系のプルトニウム精製系の第１洗浄器に移送する。 

ウラン逆抽出器からの逆抽出液は，逆抽出液ＴＢＰ洗浄器で希釈剤を用

いてＴＢＰを除去した後,逆抽出液受槽を経由してスチーム ジェットポン

プで分離施設の分配設備のウラン濃縮缶供給槽に移送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プルトニウム濃縮缶の凝縮液は，凝縮液受槽に受け入れ，試料採取して

プルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確

認した後，スチーム ジェット ポンプで酸及び溶媒の回収施設の酸回収設

備の供給槽へ移送する。 

 抽出塔からの抽出廃液は，ＴＢＰ洗浄塔で希釈剤を用いてＴＢＰを除去

した後，抽出廃液受槽を経由して抽出廃液中間貯槽に移送する。抽出廃液

中間貯槽に受け入れた抽出廃液は，試料採取してプルトニウム量を分析

し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，スチーム ジ

ェット ポンプで酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽に移送する。 

 逆抽出塔で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒は，プルトニウム洗浄器

にて，プルトニウムの還元剤としてウラン精製設備のウラナス溶液中間貯

槽からのウラナス及びヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出用液として

ヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて，有機溶媒中の微量のプルトニウムを

除去し，ウラン逆抽出器にて，逆抽出用硝酸を用いて有機溶媒中の微量の

ウランを除去した後，重力流で酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶

媒再生系のプルトニウム精製系の第１洗浄器に移送する。 

 ウラン逆抽出器からの逆抽出液は，逆抽出液ＴＢＰ洗浄器で希釈剤を用

いてＴＢＰを除去した後，逆抽出液受槽を経由してスチーム ジェットポン

プで分離施設の分配設備のウラン濃縮缶供給槽に移送する。 

再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いて，プルトニウ

ム精製設備を洗浄する。  

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを用い，抽出塔等を洗浄す

る。 

なお，更なる安全性向上の観点から，通常の運転状態において無限体系

の未臨界濃度を超えるプルトニウムを含む溶液を連続移送する配管から漏

えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流

によらない漏えい液受皿である，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿，

放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿１，放射性配管分岐第１セル漏えい

液受皿２，プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿，油水分離槽セル

漏えい液受皿及びプルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受皿に対して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（運用の明確
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 (２) 主要設備 

   プルトニウム精製設備で臨界安全管理を要する機器は，全濃度安全形状

寸法管理，濃度管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれら

の組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

   また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管 理

との組合せ並びに単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を

確保できる設計とすることにより複数ユニットの臨界を防止する。 

   プルトニウム精製設備の主要設備の臨界安全管理表を第 4.5－４表(１)及

び第 4.5－４表(２)に示す。 

プルトニウム精製設備の主要機器は，ステンレス鋼及びジルコニウムを

用い，接液部は溶接構造等とし，異種金属間の接続には異材継手等を用い

る設計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて

，機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置

を用いて漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体状の放射性物質は

，プルトニウム精製設備の抽出廃液中間貯槽，精製建屋一時貯留処理設備

の第１一時貯留処理槽等に移送する設計とする。 

 

なお，無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを内蔵する機器及び配

管を収納するセルにおいて，連続移送の配管からの漏えいのおそれがあり

，漏えい液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全

管理の観点から多重化し，確実に漏えいを検知する設計とする。 

また，プルトニウム濃縮液受槽，プルトニウム濃縮液計量槽等の高濃度

の放射性物質を内蔵する機器を収納するセルにおいて，万一漏えいが起き

た場合は，漏えいした液体状の放射性物質が沸騰するおそれがあるため，

漏えい検知装置を多重化するとともに，漏えい液の移送のためのポンプは

，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも，漏えい液

の移送ができる設計とする。さらに，ポンプは，漏えいした液体状の放射

性物質が沸騰に至らない間に修理又は交換ができる設計とする。 

も，万一の臨界事故の発生に備え，可溶性中性子吸収材を供給するための

配管を設けるとともに，可溶性中性子吸収材を配備する。 

 (２) 主要設備 

 プルトニウム精製設備で臨界安全管理を要する機器は，全濃度安全形状

寸法管理，濃度管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれら

の組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せ並びに単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を

確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止する
（１５）

。 

 プルトニウム精製設備の主要設備の臨界安全管理表を第4.5－４表(１)及び

第4.5－４表(２)に示す。 

 プルトニウム精製設備の主要機器は，ステンレス鋼及びジルコニウムを

用い，接液部は溶接構造及びフランジ継手とし，異種金属間の接続には爆

着接合法による異材継手及びフランジ継手を用いる設計とする。また，万

一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて，機器を収納するセルの

床には漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する

設計とする。漏えいした液体状の放射性物質は，プルトニウム精製設備の

抽出廃液中間貯槽，精製建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽等に

移送する設計とする。 

 なお，無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを内包する機器及び配

管を収納するセルにおいて，連続移送の配管からの漏えいのおそれがあ

り，漏えい液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安

全管理の観点から多重化し，確実に漏えいを検知する設計とする。 

 また，プルトニウム濃縮液受槽，プルトニウム濃縮液計量槽等の高濃度

の放射性物質を内包する機器を収納するセルにおいて，万一漏えいが起き

た場合は，漏えいした液体状の放射性物質が沸騰するおそれがあるため，

漏えい検知装置を多重化するとともに，漏えい液の移送のためのポンプ

は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも，漏え

い液の移送ができる設計とする。さらに，ポンプは，漏えいした液体状の

放射性物質が沸騰に至らない間に修理又は交換ができる設計とする。 

記載の適正化（運用の明確

化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

プルトニウム濃縮缶で濃縮した硝酸プルトニウム溶液を移送する配管の

一部は，二重配管とする。 

プルトニウム精製設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃

ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

プルトニウム溶液供給槽，抽出塔，核分裂生成物洗浄塔，逆抽出塔， ウ

ラン洗浄塔，補助油水分離槽，ＴＢＰ洗浄器，プルトニウム溶液受槽，油

水分離槽，プルトニウム濃縮缶供給槽，プルトニウム濃縮缶，プルト ニウ

ム溶液一時貯槽，プルトニウム濃縮液受槽，プルトニウム濃縮液計 量槽，

プルトニウム濃縮液中間貯槽，プルトニウム濃縮液一時貯槽，リ サイクル

槽及び希釈槽は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気

を適切に供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未

満に抑制する設計とする。 

抽出塔等の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する設計とする。 

プルトニウム溶液受槽，油水分離槽，プルトニウム濃縮缶供給槽及びプル

トニウム溶液一時貯槽は，その他再処理設備の附属施設の１系列の 安全冷

却水系により冷却水を冷却コイルに適切に供給し，崩壊熱を除去 する設計

とする。プルトニウム濃縮液受槽，プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウ

ム濃縮液中間貯槽，プルトニウム濃縮液一時貯槽，リサイクル槽及び希釈槽

は，その他再処理設備の附属施設の独立した２系列の安全冷却水系により冷

却水を冷却コイルに適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とする。 

 

安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶の停止系及び逆抽出塔の停止系

は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮定しても火災及び爆発の防

止を確保するように，弁を多重化又は多様化する設計とする。 

 ａ．ＴＢＰ洗浄塔 

   ＴＢＰ洗浄塔は，酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶でのＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策と

して希釈剤を用いて抽出塔からの抽出廃液を洗浄しＴＢＰを除去する設計

とする。 

 

 プルトニウム濃縮缶で濃縮した硝酸プルトニウム溶液を移送する配管の

一部は，二重配管とする。 

 プルトニウム精製設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃

ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 プルトニウム溶液供給槽，抽出塔，核分裂生成物洗浄塔，逆抽出塔，ウ

ラン洗浄塔，補助油水分離槽，ＴＢＰ洗浄器，プルトニウム溶液受槽，油

水分離槽，プルトニウム濃縮缶供給槽，プルトニウム濃縮缶，プルトニウ

ム溶液一時貯槽，プルトニウム濃縮液受槽，プルトニウム濃縮液計量槽，

プルトニウム濃縮液中間貯槽，プルトニウム濃縮液一時貯槽，リサイクル

槽及び希釈槽は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気

を適切に供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を可
（４）（５）

燃限界濃度未

満に抑制する設計とする。 

 抽出塔等の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する設計とする。 

  プルトニウム溶液受槽，油水分離槽，プルトニウム濃縮缶供給槽及びプ

ルトニウム溶液一時貯槽は，その他再処理設備の附属施設の１系列の安全

冷却水系により冷却水を冷却コイルに適切に供給し，崩壊熱を除去する設

計とする。プルトニウム濃縮液受槽，プルトニウム濃縮液計量槽，プルト

ニウム濃縮液中間貯槽，プルトニウム濃縮液一時貯槽，リサイクル槽及び

希釈槽は，その他再処理設備の附属施設の独立した２系列の安全冷却水系

により冷却水を冷却コイルに適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とす

る。 

  安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶の停止系及び逆抽出塔の停止系

は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮定しても火災及び爆発の防

止を確保するように，弁を多重化又は多様化する設計とする。 

 ａ．ＴＢＰ洗浄塔 

 ＴＢＰ洗浄塔は，酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶でのＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止する
（１１）（１３）（１４）

ため，ＴＢＰの混入防止対策と

して希釈剤を用いて抽出塔からの抽出廃液を洗浄しＴＢＰを除去する設計

とする。 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）（９） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

  ｂ．抽出廃液中間貯槽 

    抽出廃液中間貯槽は，酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶

でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防

止対策として抽出廃液から有機溶媒を分離することのできる設計とする

とともに，水相を槽の下部から抜き出す設計とする。 

  ｃ．逆抽出塔 

    逆抽出塔は，プルトニウムの逆抽出の効率を高めるために，逆抽出塔

に供給するプルトニウムを含む有機溶媒，ＨＡＮ及びヒドラジンを含む

硝酸溶液並びにプルトニウム洗浄器からの逆抽出液を約 90℃の温水を用

いて熱交換器で約 45℃に加熱し，逆抽出塔内の溶液の温度を約 45℃とす

る。 

逆抽出塔に供給するプルトニウムを含む有機溶媒等の供給液温度を監視

し，その温度により熱交換器に供給する加熱用の温水の流量を制御する設

計とする。さらに，逆抽出塔内の溶液の温度を監視し，溶液の温度高によ

り警報を発するとともに，熱交換器への温水の供給を自動的に停止する停

止系を設けることにより逆抽出塔内の溶液の温度が希釈剤の引火点（74℃

) を超えない設計とする。 

  ｄ．ＴＢＰ洗浄器 

    ＴＢＰ洗浄器は，プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用いて補助油

水分離槽からの硝酸プルトニウム溶液を洗浄しＴＢＰを除去する設計とす

る。 

  ｅ．プルトニウム洗浄器 

    逆抽出塔からの微量のプルトニウムを含む有機溶媒は，プルトニウム洗

浄器の第１段に受け入れる。 

プルトニウム洗浄器の第４段の有機溶媒は，アルファ線検出器によって

アルファ線の計数率を測定し，ウラン逆抽出器へ移送する有機溶媒中に含

まれるプルトニウム量を監視するとともに，ウラン逆抽出器に有意量のプ

ルトニウムが流出することを防止するため，アルファ線検出 の計数率高

により警報を発する設計とする。 

 ｂ．抽出廃液中間貯槽 

 抽出廃液中間貯槽は，酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶で

のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止する
（１１）（１３）（１４）

ため，ＴＢＰの混入防止対

策として抽出廃液から有機溶媒を分離することのできる設計とするととも

に，水相を槽の下部から抜き出す設計とする。 

 ｃ．逆抽出塔 

 逆抽出塔は，プルトニウムの逆抽出の効率を高めるために，逆抽出塔に

供給するプルトニウムを含む有機溶媒，ＨＡＮ及びヒドラジンを含む硝酸

溶液並びにプルトニウム洗浄器からの逆抽出液を約90℃の温水を用いて熱

交換器で約45℃に加熱し，逆抽出塔内の溶液の温度を約45℃とする。 

  逆抽出塔に供給するプルトニウムを含む有機溶媒等の供給液温度を監視

し，その温度により熱交換器に供給する加熱用の温水の流量を制御する設

計とする。さらに，逆抽出塔内の溶液の温度を監視し，溶液の温度高によ

り警報を発するとともに，熱交換器への温水の供給を自動的に停止する停

止系を設けることにより，逆抽出塔内の溶液の温度が希釈剤の引火点

（74℃
（ １ ２ ）

）を超えない設計とする。 

 

 ｄ．ＴＢＰ洗浄器 

 ＴＢＰ洗浄器は，プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止する
（１１）（１３）（１４）

ため，ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用いて補助油

水分離槽からの硝酸プルトニウム溶液を洗浄しＴＢＰを除去する設計とす

る。 

 ｅ．プルトニウム洗浄器 

 逆抽出塔からの微量のプルトニウムを含む有機溶媒は，プルトニウム洗

浄器の第１段に受け入れる。 

 プルトニウム洗浄器の第４段の有機溶媒は，アルファ線検出器によって

アルファ線の計数率を測定し，ウラン逆抽出器へ移送する有機溶媒中に含

まれるプルトニウム量を監視するとともに，ウラン逆抽出器に有意量のプ

ルトニウムが流出することを防止するため，アルファ線検出器の計数率高

により警報を発する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

なお，プルトニウム洗浄器に供給する硝酸濃度が約 0.2 規定のヒドラジ

ンを含む硝酸溶液の流量を制御，監視し，流量低により警報を発する設計

とする。 

  ｆ．ウラン逆抽出器 

    ウラン逆抽出器は，ウランの逆抽出の効率を高めるために，逆抽出用

硝酸を約 90℃の温水を用いて熱交換器で約 60℃に加熱し，ウラン逆抽出

器内の溶液の温度を約 50℃とする。 

熱交換器出口の逆抽出用硝酸の温度及び流量を制御，監視し，温度高又

は流量低により警報を発する設計とする。さらに，ウラン逆抽出器内の溶

液の温度を監視し，溶液の温度高により警報を発するとともに，熱交換器

への温水の供給を自動的に停止することによりウラン逆抽出器内の溶液の

温度が希釈剤の引火点（74℃) を超えない設計とする。 

  ｇ．逆抽出液ＴＢＰ洗浄器 

    逆抽出液ＴＢＰ洗浄器は，分離施設の分配設備のウラン濃縮缶でのＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策とし

て希釈剤を用いてウラン逆抽出器の逆抽出液を洗浄しＴＢＰを除去する設

計とする。 

  ｈ．補助油水分離槽 

    補助油水分離槽は，プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策として硝酸プルトニウム溶

液から有機溶媒を分離する堰を槽の内部に設け，ＴＢＰ洗浄器に水相のみ

を移送する設計とする。 

  ｉ．油水分離槽 

    油水分離槽は，プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策として，有機溶媒を槽の上部か

ら抜き出し補助油水分離槽に移送する設計とするとともに，硝酸プルトニ

ウム溶液を槽の下部から抜き出しプルトニウム濃縮缶供給槽に移送する設

計とする。 

  ｊ．プルトニウム濃縮缶 

    プルトニウム濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するた

 なお，プルトニウム洗浄器に供給する硝酸濃度が約0.2ｍｏｌ／Ｌのヒド

ラジンを含む硝酸溶液の流量を制御，監視し，流量低により警報を発する

設計とする。 

 ｆ．ウラン逆抽出器 

 ウラン逆抽出器は，ウランの逆抽出の効率を高めるために，逆抽出用硝

酸を約90℃の温水を用いて熱交換器で約60℃に加熱し，ウラン逆抽出器内

の溶液の温度を約50℃とする。 

 熱交換器出口の逆抽出用硝酸の温度及び流量を制御，監視し，温度高又

は流量低により警報を発する設計とする。さらに，ウラン逆抽出器内の溶

液の温度を監視し，溶液の温度高により警報を発するとともに，熱交換器

への温水の供給を自動的に停止することにより，ウラン逆抽出器内の溶液

の温度が希釈剤の引火点（74℃
（ １ ２ ）

）を超えない設計とする。 

 ｇ．逆抽出液ＴＢＰ洗浄器 

 逆抽出液ＴＢＰ洗浄器は，分離施設の分配設備のウラン濃縮缶での 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止す
（１１）（１３）（１４）

るため，ＴＢＰの混入防止対策

として希釈剤を用いてウラン逆抽出器の逆抽出液を洗浄しＴＢＰを除去す

る設計とする。 

 ｈ．補助油水分離槽 

 補助油水分離槽は，プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応を防止する
（１１）（１３）（１４）

ため，ＴＢＰの混入防止対策として硝酸プルトニウム溶

液から有機溶媒を分離する堰を槽の内部に設け，ＴＢＰ洗浄器に水相のみ

を移送する設計とする。 

 ｉ．油水分離槽 

 油水分離槽は，プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応を防止する
（１１）（１３）（１４）

ため，ＴＢＰの混入防止対策として，有機溶媒を槽の上部か

ら抜き出し補助油水分離槽に移送する設計とするとともに，硝酸プルトニ

ウム溶液を槽の下部から抜き出しプルトニウム濃縮缶供給槽に移送する設

計とする。 

 ｊ．プルトニウム濃縮缶 

 プルトニウム濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止する
（１１）（１３）（１４）

た

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

め，プルトニウム濃縮缶の加熱部に供給する約 130℃の加熱蒸気の温度を

加熱蒸気の圧力により制御し，温度計により監視し，温度高により警報を

発するとともに，加熱蒸気の温度が 135℃を超えないために，蒸気発生器

に供給する一次蒸気及びプルトニウム濃縮缶の加熱部に供給する加熱蒸気

を自動的にしゃ断する加熱蒸気停止系を設ける設計とする。 

    また，プルトニウム濃縮缶の缶内圧力及び密度を制御，監視し，圧力高

又は密度高により警報を発するとともに，自動的に一次蒸気をしゃ断する

設計とする。さらに，プルトニウム濃縮缶内の溶液の液位を監視するとと

もに，液位低により警報を発するとともに，自動的に一次蒸気をしゃ断す

る設計とする。 

  ｋ．プルトニウム濃縮液受槽 

    プルトニウム濃縮液受槽は，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱

硝設備に移送する硝酸プルトニウム溶液へのＴＢＰの混入防止対策とし

て，硝酸プルトニウム溶液から有機溶媒を分離することのできる設計と

するとともに，水相を槽の下部から抜き出す設計とする。 

  ｌ．注水槽（安全上重要な施設以外の施設） 

    注水槽は，プルトニウム濃縮缶の凝縮器での冷却能力の喪失時に，プ

ルトニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム溶液の沸騰を防止するために，

プルトニウム濃縮缶の加熱部に凝縮液出口から注水する設計とする。 

  注水槽の液位を監視し，液位低により警報を発する設計とする。 

め，プルトニウム濃縮缶の加熱部に供給する約130℃の加熱蒸気の温度を加

熱蒸気の圧力により制御し，温度計により監視し，温度高により警報を発す

るとともに，加熱蒸気の温度が135℃を超えないために，蒸
（１３）（１４）

気発生器に供

給する一次蒸気及びプルトニウム濃縮缶の加熱部に供給する加熱蒸気を自

動的に遮断する加熱蒸気停止系を設ける設計とする。 

 また，プルトニウム濃縮缶の缶内圧力及び密度を制御，監視し，圧力高

又は密度高により警報を発するとともに，自動的に一次蒸気を遮断する設

計とする。さらに，プルトニウム濃縮缶内の溶液の液位を監視し，液位低

により警報を発するとともに，自動的に一次蒸気を遮断する設計とする。 

 

 ｋ．プルトニウム濃縮液受槽 

 プルトニウム濃縮液受槽は，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝

設備に移送する硝酸プルトニウム溶液へのＴＢＰの混入防止対策として，

硝酸プルトニウム溶液から有機溶媒を分離することのできる設計とすると

ともに，水相を槽の下部から抜き出す設計とする。 

 ｌ．注水槽（安全上重要な施設以外の施設） 

 注水槽は，プルトニウム濃縮缶の凝縮器の冷却能力を凝縮器出口廃ガス

温度計及び凝縮器供給冷却水流量計により監視し，凝縮器の冷却能力の喪

失を検知した場合は，プルトニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム溶液の沸

騰を防止するため，プルトニウム濃縮缶の加熱部に凝縮液出口から注水す

る設計とする。また，注水槽の液位を指示し，液位低により警報を発する

設計とする。 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.3.5 試験・検査 

安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶の停止系は，運転停止時に安全保

護系のプルトニウム濃縮缶加熱停止回路からの信号によるしゃ断弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施する。 

抽出塔等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもとに据付

けを行う。 

 

4.5.1.3.5 試験・検査 

 安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶の停止系は，運転停止時に計測制

御設備のプルトニウム濃縮缶加熱停止回路からの信号による遮断弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施する。 

 抽出塔等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもとに据付

けを行う。 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.3.6 評 価 

 (１) 臨界安全 

   プルトニウム精製設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想

定されるいかなる場合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位体組

成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニット

として臨界を防止できる。 

また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せ並びに単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を

確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止できる。 

 (２) 閉じ込め 

   プルトニウム精製設備の放射性物質を内蔵する主要機器は，ステンレス

鋼及びジルコニウムの腐食し難い材料を用い，かつ，接液部は溶接構造等

とし，異種金属間の接続には異材継手等を用い，漏えいし難い設計とし，

さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備により負圧を維持

する設計とするので閉じ込め機能を確保できる。 

 

   プルトニウム精製設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受

皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えい

した液体状の放射性物質をプルトニウム精製設備，精製建屋一時貯留処理

設備等へ移送する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを

想定しても，その拡大を防止できる。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

   逆抽出塔等の有機溶媒を使用する機器は，その機器内の溶液温度を希釈剤

の引火点(74℃)以下に制限する設計とし，さらに，機器を接地し，着火源を

適切に排除する設計とするので有機溶媒による火災の発生を防止できる。 

 

   プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウム濃縮液中間貯槽等は，その他 

再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の 

放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とし， 

さらに，機器を接地し，着火源を適切に排除する設計とするので爆発を防 

4.5.1.3.6 評価 

 (１) 臨界安全 

 プルトニウム精製設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想

定されるいかなる場合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位体組

成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニット

として臨界を防止できる。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せ並びに単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を

確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止できる。
（１５）

 

 (２) 閉じ込め 

 プルトニウム精製設備の放射性物質を内包する主要機器は，ステンレス

鋼及びジルコニウムの腐食し難い材料を用い，かつ，接液部は溶接構造及

びフランジ継手とするとともに，異種金属間の接続には爆着接合法による

異材継手及びフランジ継手により，漏えいし難い設計とし，さらに，気体

廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備により負圧を維持する設計とす

るので閉じ込め機能を確保できる。 

 プルトニウム精製設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受

皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えい

した液体状の放射性物質をプルトニウム精製設備及び精製建屋一時貯留処

理設備 へ移送する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えい

を想定しても，その拡大を防止できる。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

 逆抽出塔等の有機溶媒を使用する機器は，その機器内の溶液温度を希釈

剤の引火点（74℃）
（１２）

以下に制限する設計とし，さらに，機器を接地し，着

火源を適切に排除する設計とするので，有機溶媒による火災の発生を防止

できる。 

 プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウム濃縮液中間貯槽等は，その他

再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の

放射線分解により発生する水素を可燃限界
（４）（５）（８）（９）

濃度未満に抑制する設計とし，

さらに，機器を接地し，着火源を適切に排除する設計とするので，爆発を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

止できる。 

   プルトニウム濃縮缶は，プルトニウム溶液を受け入れる前にＴＢＰ洗浄器

でＴＢＰを除去する等のＴＢＰの混入防止対策を施すとともに，濃縮缶加熱

蒸気の温度を 135℃以下に制限する設計とするので, ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応を防止できる。 

 

 

 

 

 

 (４) 崩壊熱除去 

   プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウム濃縮液中間貯槽等は，その他

再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を適切に供給する設計

とするので崩壊熱を除去できる。 

 (５) 単一故障 

   安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶加熱系の停止系等は，それらを

構成する動的機器を多重化又は多様化しているので単一故障を仮定しても

火災及び爆発の防止を確保できる。 

 

 (６) 外部電源喪失 

   安全上重要な施設のプルトニウム濃縮液受槽セル等の漏えい液移送ポン

プは，非常用所内電源系統に接続する設計とするので，外部電源喪失時に

閉じ込め機能を確保できる。 

 (７) 試験及び検査 

   安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶加熱系の停止系等は，運転停止時

に試験及び検査をする設計とするので，安全機能を損なうことなく試験及び

検査ができる。 

 

 

 

防止できる。 

 プルトニウム濃縮缶は，プルトニウム溶液を受け入れる前にＴＢＰ洗浄

器でＴＢＰを除去する等のＴＢＰの混入防止対策を施すとともに，濃縮缶

加熱蒸気の温度を135℃以下に制限する設計と
（１３）（１４）

するので，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応を防止でき
（１１）（１３）（１４）

る。 

   プルトニウム精製設備のセル及びグローブ ボックスは，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用する設計とするので，火災の発生を防止でき

る。閉じ込め部材であるパネルに可燃性材料を使用する場合においても，

放射性物質を内包する機器は不燃性材料で構成するため，火災によるパネ

ルの損傷を考慮しても収納する機器の閉じ込め機能を確保できる。 

 (４) 崩壊熱除去 

 プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウム濃縮液中間貯槽等は，その他

再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を適切に供給する設計

とするので，崩壊熱を除去できる。 

 (５) 単一故障 

 安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止

回路及び逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路は，それらを構成する動

的機器を多重化又は多様化しているので単一故障を仮定しても火災及び爆

発の防止を確保できる。 

 (６) 外部電源喪失 

 安全上重要な施設のプルトニウム濃縮液受槽セル等の漏えい液移送ポン

プは，非常用所内電源系統に接続する設計とするので，外部電源喪失時に

閉じ込め機能を確保できる。 

 (７) 試験及び検査 

 安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路

及び逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路は，運転停止時に試験及び検査を

する設計とするので，安全機能を損なうことなく試験及び検査ができる。 

(８) 安全上重要な施設以外の施設の管理 

安全上重要な施設以外の施設とした注水槽は，高い信頼性で設計すること

及び当該施設を継続的に維持するための管理を行うことにより，安全上重要

 

 

 

 

 

新規制基準の第 5条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

   な施設と同等の信頼性を維持できる。 

 

な施設と同等の信頼性を維持できる。 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.4 精製建屋一時貯留処理設備 

4.5.4.1 概 要 

  精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備等

で取り扱う放射性物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理する設備である。 

精製建屋一時貯留処理設備系統概要図を第 4.5－７図に示す。 

 

4.5.1.4 精製建屋一時貯留処理設備 

4.5.1.4.1 概要 

 精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備等

で取り扱う放射性物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理する設備である。 

 精製建屋一時貯留処理設備系統概要図を第4.5－７図に示す。 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.4.2 設計方針 

 (１) 臨界安全 

   精製建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見

て想定されるいかなる場合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位

体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニ

ットとして臨界を防止する設計とする。 

   また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せ並びに単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を

確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止できる設計

とする。 

 (２) 閉じ込め 

   精製建屋一時貯留処理設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放

射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設

計とする。 

   また，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持することにより閉じ込め

機能を確保できる設計とする。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

   精製建屋一時貯留処理設備の有機溶媒を使用する機器は，有機溶媒によ

る火災の発生を防止できる設計とする。 

   精製建屋一時貯留処理設備の高濃度の放射性物質を内蔵する機器は，溶

液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止できる設計とす 

る。 

 (４) 崩壊熱除去 

   精製建屋一時貯留処理設備の高濃度の放射性物質を内蔵する機器は，崩 

壊熱による過度の温度上昇を防止するため，適切な冷却機能を有する設計と

する。 

 

4.5.1.4.2 設計方針 

 (１) 臨界安全 

 精製建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見

て想定されるいかなる場合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位

体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニ

ットとして臨界を防止する設計とする。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置すること，又は中性子吸収材管理

との組合せ並びに単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を

確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止できる設計

とする。 

 (２) 閉じ込め 

 精製建屋一時貯留処理設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放

射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設

計とする。 

 また，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持することにより閉じ込め

機能を確保できる設計とする。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

 精製建屋一時貯留処理設備の有機溶媒を使用する機器は，有機溶媒によ

る火災の発生を防止できる設計とする。 

 精製建屋一時貯留処理設備の高濃度の放射性物質を内蔵する機器は，溶

液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止できる設計とす

る。 

 (４) 崩壊熱除去 

 精製建屋一時貯留処理設備の高濃度の放射性物質を内蔵する機器は，崩

壊熱による過度の温度上昇を防止するため，適切な冷却機能を有する設計

とする。 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.4.3 主要設備の仕様 

精製建屋一時貯留処理設備の主要設備の仕様を第 4.5－３表に示す。 

 

4.5.1.4.3 主要設備の仕様 

  精製建屋一時貯留処理設備の主要設備の仕様を第4.5－３表に示す。 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.4.4 系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

   精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設備，プルトニウム精製設 

備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等から，工程停止，定期検査等

の際に発生する機器内溶液，洗浄廃液等の液体状の放射性物質を一時的に

受け入れ，有機相（有機溶媒）と水相（硝酸プルトニウム溶液等の水溶 

液）の分離等の処理を行った後，ウラン精製設備，プルトニウム精製設 

備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設備である。 

また，精製建屋一時貯留処理設備は，万一液体状の放射性物質が精製建 

屋内のプルトニウム溶液供給槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした場合， 

漏えいした液体状の放射性物質を一時的に受け入れ貯留し，有機相と水相 

の分離等の処理を行った後，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備，酸 

及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設備である。 

第１一時貯留処理槽は，主に４価のプルトニウムを含むプルトニウム精製

設備の抽出塔，核分裂生成物洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる。 

第１一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，ウラナスを添加して有機相中の

プルトニウムを３価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を分離する等

の処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，第３一時貯留処理槽に

移送するか，又は試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃

度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収

設備の供給槽若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第

１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジェット ポンプで移送する。有機

相は，第４一時貯留処理槽に移送する。 

第２一時貯留処理槽は，主に３価のプルトニウムを含むプルトニウム精製

設備の逆抽出塔，ＴＢＰ洗浄器等の機器内溶液等を受け入れる。 

 

 

 

 

 

4.5.1.4.4 系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

 精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設備，プルトニウム精製設

備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等から，工程停止，定期検査等

の際に発生する機器内溶液，洗浄廃液等の液体状の放射性物質を一時的に

受け入れ，有機相（有機溶媒）と水相（硝酸プルトニウム溶液等の水溶

液）の分離等の処理を行った後，ウラン精製設備，プルトニウム精製設

備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設備である。 

 また，精製建屋一時貯留処理設備は，万一液体状の放射性物質が精製建

屋内のプルトニウム溶液供給槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした場合，

漏えいした液体状の放射性物質を一時的に受け入れ貯留し，有機相と水相

の分離等の処理を行った後，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備，酸

及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設備である。 

 第１一時貯留処理槽は，主に４価のプルトニウムを含むプルトニウム精

製設備の抽出塔，核分裂生成物洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる。 

 第１一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，ウラナスを添加して有機相中

のプルトニウムを３価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を分離す

る等の処理を行う。水相は，第３一時貯留処理槽に移送する。有機相は，

第４一時貯留処理槽に移送する。 

 

 

 

 

 第２一時貯留処理槽は，主に３価のプルトニウムを含むプルトニウム精

製設備の逆抽出塔，ＴＢＰ洗浄器等の機器内溶液等を受け入れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

第２一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，ウラナスを添加して有機相中 

のプルトニウムを３価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を分離す 

る等の処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，第３一時貯留処理

槽に移送するか，又は試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウ

ム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸

回収設備の供給槽若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備

の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジェット ポンプで移送する。

有機相は，第４一時貯留処理槽へ移送する。 

第３一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの原子価が３価である第１一 

時貯留処理槽及び第２一時貯留処理槽からの水相，プルトニウム精製設備 

の抽出廃液受槽等の機器内溶液等，プルトニウム溶液供給槽セル等の漏え 

い液受皿に漏えいした液体状の放射性物質等を受け入れる。 

第３一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，その液体の性状に応じて，プル

トニウム精製設備の第１酸化塔等へエア リフト ポンプで移送するか，試料

採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，第７一

時貯留処理槽へ移送するか，又は試料採取してプルトニウ ム量を分析し，

プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回

収施設の酸回収設備の供給槽若しくは液体廃棄物の廃棄 施設の低レベル廃

液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジェット ポンプで

移送する。 

第４一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去した第１一時貯留処理槽，第

２一時貯留処理槽及び第５一時貯留処理槽からの有機相等を受け入れる。 

第４一時貯留処理槽に受け入れた有機相は，微量の水相の混入がある場 

合，有機相と水相を分離する等の処理を行う。水相は，その液体の性状に

応じて，第１一時貯留処理槽に移送するか，又は試料採取してプルトニウ

ム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽若しくは液体廃棄物の廃棄施

設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジェ

ット ポンプで移送する。有機相は，プルトニウム精製設備の逆抽出塔へエ

ア リフト ポンプで移送する。 

 第２一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，ウラナスを添加して有機相中

のプルトニウムを３価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を分離す

る等の処理を行う。水相は，第３一時貯留処理槽に移送する。有機相は，

第４一時貯留処理槽へ移送する。 

 

 

 

 

 第３一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの原子価が３価である第１一

時貯留処理槽及び第２一時貯留処理槽からの水相，プルトニウム精製設備

の抽出廃液受槽等の機器内溶液等，プルトニウム溶液供給槽セル等の漏え

い液受皿に漏えいした液体状の放射性物質等を受け入れる。 

 第３一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，その液体の性状に応じて，プ

ルトニウム精製設備の第１酸化塔等へエアリフトポンプで移送するか，試

料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，第

７一時貯留処理槽へ移送する。 

 

 

 

 第４一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去した第１一時貯留処理槽，

第２一時貯留処理槽及び第５一時貯留処理槽からの有機相等を受け入れ

る。 

 第４一時貯留処理槽に受け入れた有機相は，微量の水相の混入がある場

合，有機相と水相を分離する等の処理を行う。水相は，第１一時貯留処理

槽に移送する。有機相は，プルトニウム精製設備の逆抽出塔へエアリフト

ポンプで移送する。 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

第５一時貯留処理槽は，少量のウランを含むプルトニウム精製設備のウ

ラン逆抽出器，逆抽出液ＴＢＰ洗浄器等の機器内溶液，ウラン及びプルト

ニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のプ

ルトニウム精製系の第１洗浄器，第２洗浄器等の機器内溶液等を受け入れ

る。 

第５一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，有機相と水相を分離する等の

処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，試料採取してプルトニウ

ム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，

プルトニウム精製設備の逆抽出液ＴＢＰ洗浄器等へエア リフトポンプで

，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽，又は液体廃棄物の廃棄施

設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽若しくは低レベル廃液処

理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジェットポンプで移送

する。有機相は，その液体の性状に応じて，第４一時貯留処理槽に移送す

るか，又は試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有

意量以下であることを確認した後，プルトニウム精製設備のウラン逆抽出

器へエア リフト ポンプで移送する。 

第７一時貯留処理槽は，主に少量のプルトニウムを含む第３一時貯留処

理槽からの水相，気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

の廃ガスの洗浄液，プルトニウム精製設備の抽出廃液中間貯槽の機器内溶

液等を受け入れる。 

第７一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，その液体の性状に応じて，プ

ルトニウム精製設備の第１酸化塔へエアリフトポンプで移送するか，又は

試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下で

あることを確認した後，プルトニウム精製設備のＴＢＰ洗浄塔へエアリフ

トポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽，又は液体廃棄

物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽若しくは低レ

ベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチ ーム ジェット 

ポンプで移送する。 

第８一時貯留処理槽は，主にウランを含む第９一時貯留処理槽からの有

機相並びにウラン精製設備の抽出器，核分裂生成物洗浄器等の機器内溶 

 第５一時貯留処理槽は，少量のウランを含むプルトニウム精製設備のウ

ラン逆抽出器，逆抽出液ＴＢＰ洗浄器等の機器内溶液，ウラン及びプルト

ニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のプ

ルトニウム精製系の第１洗浄器，第２洗浄器等の機器内溶液等を受け入れ

る。 

 第５一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，有機相と水相を分離する等の

処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，試料採取してプルトニウ

ム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，

プルトニウム精製設備の逆抽出液ＴＢＰ洗浄器等へエアリフトポンプで，

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽，又は液体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽若しくは低レベル廃液処理

設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチームジェットポンプで移送する。

有機相は，その液体の性状に応じて，第４一時貯留処理槽に移送するか，

又は試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以

下であることを確認した後，プルトニウム精製設備のウラン逆抽出器へエ

アリフトポンプで移送する。 

 第７一時貯留処理槽は，主に少量のプルトニウムを含む第３一時貯留処

理槽からの水相，気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

の廃ガスの洗浄液，プルトニウム精製設備の抽出廃液中間貯槽の機器内溶

液等を受け入れる。 

 第７一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，その液体の性状に応じて，プ

ルトニウム精製設備の第１酸化塔へエアリフトポンプで移送するか，又は

試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下で

あることを確認した後，プルトニウム精製設備のＴＢＰ洗浄塔へエアリフ

トポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽，又は液体廃棄

物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽若しくは低レ

ベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジェット ポ

ンプで移送する。 

 第８一時貯留処理槽は，主にウランを含む第９一時貯留処理槽からの有

機相並びにウラン精製設備の抽出器，核分裂生成物洗浄器等の機器内溶

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

液，ウラン及びプルトニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収

設備の溶媒再生系のウラン精製系の第１洗浄器等の機器内溶液並びに酸及

び溶媒の回収施設の酸回収設備の油水分離槽の機器内溶液等を受け入れ 

る。 

第８一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，有機相と水相を分離する等の

処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，第９一時貯留処理槽へ移

送するか，又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽若しくは液体

廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等

へスチームジェットポンプで移送する。有機相は，その液体の性状に応じ

て，ウラン精製設備の抽出器，又は酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備

の溶媒再生系のウラン精製系の第１洗浄器へエアリフトポンプで移送する。 

   第９一時貯留処理槽は，ウランを含む第８一時貯留処理槽からの水

相，ウラン精製設備のウラナス溶液中間貯槽等の機器内溶液等を受け入れ

る。 

   第９一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，微量の有機相が混入した場 

合，有機相と水相を分離する等の処理を行う。水相は，その液体の性状に

応じて，ウラン精製設備の抽出器へエアリフトポンプで移送するか，又は

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽若しくは液体廃棄物の廃棄施

設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチームジェ

ット ポンプで移送する。有機相は，第８一時貯留処理槽へ移送する。 

 (２) 主要設備 

   精製建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を要する機器は，全濃度安全

形状寸法管理，濃度管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこ

れらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

   また，各単一ユニットは，単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮して

も未臨界を確保できる設計とすることにより，複数ユニットとして臨界を

防止する設計とする。 

   なお，各単一ユニットを無限体系の未臨界濃度で管理する場合は，複数

ユニットを考慮しない。 

 

液，ウラン及びプルトニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収

設備の溶媒再生系のウラン精製系の第１洗浄器等の機器内溶液並びに酸及

び溶媒の回収施設の酸回収設備の油水分離槽の機器内溶液等を受け入れ

る。 

 第８一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，有機相と水相を分離する等の

処理を行う。水相は，その液体の性状に応じて，第９一時貯留処理槽へ移

送するか，又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽若しくは液体

廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等

へスチームジェットポンプで移送する。有機相は，その液体の性状に応じ

て，ウラン精製設備の抽出器，又は酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備

の溶媒再生系のウラン精製系の第１洗浄器へエアリフトポンプで移送する。 

 第９一時貯留処理槽は，ウランを含む第８一時貯留処理槽からの水相，

ウラン精製設備のウラナス溶液中間貯槽等の機器内溶液等を受け入れる。 

 

 第９一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，微量の有機相が混入した場

合，有機相と水相を分離する等の処理を行う。水相は，その液体の性状に

応じて，ウラン精製設備の抽出器へエアリフトポンプで移送するか，又は

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽若しくは液体廃棄物の廃棄施

設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジェ

ット ポンプで移送する。有機相は，第８一時貯留処理槽へ移送する。 

 (２) 主要設備 

 精製建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を要する機器は，全濃度安全

形状寸法管理，濃度管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこ

れらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

 また，各単一ユニットは，単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮して

も未臨界を確保できる設計とすることにより，複数ユニットとして臨界を

防止する設計とする。
（１５）

 

  なお，各単一ユニットを無限体系の未臨界濃度で管理する場合は，複数

ユニットを考慮しない。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

   精製建屋一時貯留処理設備の主要設備の臨界安全管理表を第 4.5－５表に

示す。 

   精製建屋一時貯留処理設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部

は溶接構造等の設計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした

場合に備えて機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏 

えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体状の

放射性物質は，第１一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽等へ移送する設

計とする。 

   精製建屋一時貯留処理設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽

類廃ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

   第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽，第３一時貯留処理槽，第４

一時貯留処理槽及び第７一時貯留処理槽は，その他再処理設備の附属施設

の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分解により発生

する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。 

   第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等の主要機器は，接地し，着

火源を適切に排除する設計とする。 

   第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽及び第３一時貯留処理槽は，

その他再処理設備の附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却水を冷却

コイルに適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とする。 

 

 精製建屋一時貯留処理設備の主要設備の臨界安全管理表を第4.5－５表に

示す。 

  精製建屋一時貯留処理設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部

は溶接構造等の設計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした

場合に備えて機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏

えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体状の

放射性物質は，第１一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽等へ移送する設

計とする。 

 精製建屋一時貯留処理設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽

類廃ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽，第３一時貯留処理槽，第４

一時貯留処理槽及び第７一時貯留処理槽は，その他再処理設備の附属施設

の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分解により発生

する水素を可燃
（５）（８）（９）

限界濃度未満に抑制する設計とする。 

 第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等の主要機器は，接地し，着

火源を適切に排除する設計とする。 

  第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽及び第３一時貯留処理槽は，

その他再処理設備の附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却水を冷却

コイルに適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とする。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.4.5 試験・検査 

第１一時貯留処理槽等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動 

のもとに据付けを行う。 

 

4.5.1.4.5 試験・検査 

 第１一時貯留処理槽等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動

のもとに据付けを行う。 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.5.4.6 評 価 

 (１) 臨界安全 

   精製建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見

て想定されるいかなる場合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位

体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニ

ットとして臨界を防止できる。 

   また，各単一ユニットは，単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮して

も未臨界を確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止

できる。 

 (２) 閉じ込め 

   精製建屋一時貯留処理設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い

ステンレス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計と 

し，さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備で負圧を維持

する設計とするので閉じ込め機能を確保できる。 

   精製建屋一時貯留処理設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい

液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏

えいした液体状の放射性物質を第１一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽

等に移送する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想定

してもその拡大を防止できる。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

   精製建屋一時貯留処理設備の有機溶媒を使用する機器は，その機器内の 

溶液温度を希釈剤の引火点(74℃)以下に制限する設計とし，さらに，機 

器を接地し，着火源を適切に排除する設計とするので有機溶媒による火災 

の発生を防止できる。 

   第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等は，その他再処理設備の附 

属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分解によ 

り発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とし，さらに，機器を接

地し，着火源を適切に排除する設計とするので爆発を防止できる。 

 (４) 崩壊熱除去 

   第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等は，その他再処理設備の附

4.5.1.4.6 評価 

 (１) 臨界安全 

 精製建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見

て想定されるいかなる場合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位

体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニ

ットとして臨界を防止できる。 

 また，各単一ユニットは，単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮して

も未臨界を確保できる設計とすることにより，複数ユニットの臨界を防止

できる。 

 (２) 閉じ込め 

 精製建屋一時貯留処理設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い

ステンレス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計と

し，さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備で負圧を維持

する設計とするので閉じ込め機能を確保できる。 

 精製建屋一時貯留処理設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい

液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏

えいした液体状の放射性物質を第１一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽

等に移送する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想定

してもその拡大を防止できる。 

 (３) 火災及び爆発の防止 

 精製建屋一時貯留処理設備の有機溶媒を使用する機器は，その機器内の

溶液温度を希釈剤の引火点(74 ℃
（１２）

)以下に制限する設計とし，さらに，機

器を接地し，着火源を適切に排除する設計とするので有機溶媒による火災

の発生を防止できる。 

 第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等は，その他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分解によ

り発生する水素を可燃
（５）（８）（９）

限界濃度未満に抑制する設計とし，さらに，機器

を接地し，着火源を適切に排除する設計とするので爆発を防止できる。 

 (４) 崩壊熱除去 

 第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等は，その他再処理設備の附

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１５） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

属施設の安全冷却水系から冷却水を適切に供給する設計とするので崩壊熱

を除去できる。 

 

 

属施設の安全冷却水系から冷却水を適切に供給する設計とするので崩壊熱

を除去できる。 

 

 

以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 

 

4.5.2 重大事故等対処設備 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6 脱硝施設 

4.6.1 概 要 

脱硝施設は，ウラン脱硝設備及びウラン・プルトニウム混合脱硝設備で構成

する。 

ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第２中間貯

槽から硝酸ウラニル溶液を受け入れ,脱硝塔で脱硝処理してＵＯ３ とした後,

ＵＯ３を製品貯蔵施設へ搬送する設備である。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，精製施設のウラン精製設備のウラン

濃縮液第３中間貯槽から硝酸ウラニル溶液，及びプルトニウム精製設備のプル

トニウム濃縮液中間貯槽から硝酸プルトニウム溶液を受け入れ，混合し，脱硝

装置等で脱硝処理等を行ってＭＯＸとした後，ＭＯＸを製品貯蔵施設へ搬送す

る設備である。 

なお，脱硝施設は，それぞれウラン－235 濃縮度が全ウランの 1.6wt％以下

の硝酸ウラニル溶液及びプルトニウム－240 重量比が全プルトニウムの 17wt

％以上の硝酸プルトニウム溶液を受け入れる。 

 

4.6  脱硝施設 

4.6.1  概  要 

 脱硝施設は，ウラン脱硝設備及びウラン・プルトニウム混合脱硝設備で構

成する。 

 ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第２中間貯

槽から硝酸ウラニル溶液を受け入れ,脱硝塔で脱硝処理してＵＯ３とした後,ＵＯ

３を製品貯蔵施設へ搬送する設備である。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，精製施設のウラン精製設備のウラ

ン濃縮液第３中間貯槽から硝酸ウラニル溶液，及びプルトニウム精製設備の

プルトニウム濃縮液中間貯槽から硝酸プルトニウム溶液を受け入れ，混合

し，脱硝装置等で脱硝処理等を行ってＭＯＸとした後，ＭＯＸを製品貯蔵施

設へ搬送する設備である。 

 なお，脱硝施設は，それぞれウラン－235濃縮度が全ウランの1.6wt％以下

の硝酸ウラニル溶液及びプルトニウム－240重量比が全プルトニウムの

17wt％以上の硝酸プルトニウム溶液を受け入れる。 

 

 

変更なし 

添六―406



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6.2 ウラン脱硝設備 

4.6.2.1 概 要 

ウラン脱硝設備は，受入れ系，蒸発濃縮系及びウラン脱硝系で構成する。

受入れ系は，精製施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第２中間貯槽から硝

酸ウラニル溶液を受け入れ，一時貯蔵する設備である。 

蒸発濃縮系は，硝酸ウラニル溶液を濃縮缶で蒸気により加熱し，濃縮す

る設備である。 

ウラン脱硝系は，濃縮した硝酸ウラニル溶液を脱硝塔で電気ヒータ等

により加熱し,熱分解してＵＯ３ 粉末の製品にする設備である。このＵＯ

３粉末は,ウラン酸化物貯蔵容器に充てん，封入し，製品貯蔵施設のウラ

ン酸化物貯蔵設備に搬送する。 

ウラン脱硝設備系統概要図を第 4.6－１図に示す。 

 

4.6.2  ウラン脱硝設備 

4.6.2.1  概  要 

 ウラン脱硝設備は，受入れ系，蒸発濃縮系及びウラン脱硝系で構成する。 

 受入れ系は，精製施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第２中間貯槽から

硝酸ウラニル溶液を受け入れ，一時貯蔵する設備である。 

 蒸発濃縮系は，硝酸ウラニル溶液を濃縮缶で蒸気により加熱し，濃縮する

設備である。 

 ウラン脱硝系は，濃縮した硝酸ウラニル溶液を脱硝塔で電気ヒータ等によ

り加熱し,熱分解してＵＯ３粉末の製品にする設備である。 

 このＵＯ３粉末は,ウラン酸化物貯蔵容器に充てん，封入し，製品貯蔵施設の

ウラン酸化物貯蔵設備に搬送する。 

 ウラン脱硝設備系統概要図を第4.6－１図に示す。 

 

 

変更なし 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6.2.2 設計方針 

(１) 臨界安全 

ウラン脱硝設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定され

るいかなる場合でも形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこ

れらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとし

て臨界を防止できる設計とする。 

(２) 落下防止 

ウラン脱硝設備の充てん台車等の搬送機器は，電源喪失時におけるつ

り荷の保持，又は逸走防止を行い，移送物の落下及び転倒を防止できる

設計とする。 

(３) 閉じ込め 

ウラン脱硝設備の放射性物質を内蔵する主要機器は，腐食し難い材料 

を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一放射性物質が 漏

えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより，閉じ込め

機能を確保できる設計とする。 

(４) 単一故障 

安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液供給停止系は，それらを構成

する動的機器の単一故障を仮定しても，安全機能が確保できる設計とす

る。 

(５) 試験及び検査 

安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液供給停止系は，運転停止時に試験

及び検査ができる設計とする。 

4.6.2.2  設計方針 

 (１) 臨界安全 

 ウラン脱硝設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定され

るいかなる場合でも形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこ

れらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットと

して臨界を防止できる設計とする。 

 (２) 落下防止 

 ウラン脱硝設備の充てん台車等の搬送機器は，電源喪失時におけるつ

り荷の保持，又は逸走防止を行い，移送物の落下及び転倒を防止できる設

計とする。 

 (３) 閉じ込め 

 ウラン脱硝設備の放射性物質を内蔵する主要機器は，腐食し難い材料を

使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一放射性物質が漏え

いした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

 また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより，閉じ込め機

能を確保できる設計とする。 

 (４) 単一故障 

 安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液供給停止系は，それらを構成す

る動的機器の単一故障を仮定しても，安全機能が確保できる設計とする。 

 

 (５) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液供給停止系は，運転停止時に試

験及び検査ができる設計とする。 

 

 

変更なし 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6.2.3 主要設備の仕様 

ウラン脱硝設備の主要設備の仕様を第 4.6－１表に示す。 

なお，脱硝塔概要図を第 4.6－２図に示す。 

 

4.6.2.3  主要設備の仕様 

   ウラン脱硝設備の主要設備の仕様を第4.6－１表に示す。 

  なお，脱硝塔概要図を第4.6－２図に示す。 

 

変更なし 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6.2.4 系統構成及び主要設備 

ウラン脱硝設備のウラン脱硝系は，２系列(一部１系列)で構成する。  

ウラン脱硝設備の最大脱硝能力は，4.8ｔ・Ｕ／ｄ(約 2.4ｔ・Ｕ／ｄ／系列

)である。 

(１) 系統構成 

ａ．受入れ系 

受入れ系は，精製施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第２中間貯槽か

ら硝酸ウラニル溶液を硝酸ウラニル貯槽に受け入れ，一時貯蔵し，蒸発濃

縮系へ移送する。なお，硝酸ウラニル貯槽は，ウラン脱硝系で発生した規

格外ＵＯ３ 粉末の溶解液も受け入れる。 

ｂ．蒸発濃縮系 

蒸発濃縮系は，受入れ系からの硝酸ウラニル溶液を硝酸ウラニル供給

槽を経て濃縮缶に受け入れ，ウラン濃度約 1,000ｇ･Ｕ／，硝酸濃度約

0.5 規定に濃縮した後，ウラン脱硝系へ移送する。 

濃縮缶で発生する廃ガスの凝縮液は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収

設備の第２酸回収系の供給槽へポンプで移送する。 

ｃ．ウラン脱硝系 

ウラン脱硝系は，蒸発濃縮系から硝酸ウラニル濃縮液を濃縮液受槽に 受

け入れた後，脱硝塔に供給し,熱分解してＵＯ３ 粉末を生成する。生成 し

たＵＯ３粉末は，シール槽を経て，ＵＯ３ 受槽に抜き出し，製品貯蔵施 

設のウラン酸化物貯蔵容器が充てん定位置に設置していることを確認し た

後，ＵＯ３ 受槽から 500ｋｇ・Ｕずつウラン酸化物貯蔵容器に充てんし，

フランジ構造のふたを取り付けて封入し，汚染の検査等を行う。 

ＵＯ３ 受槽からウラン酸化物貯蔵容器に充てんしている間は,脱硝塔か

ら連続的に排出されるＵＯ３ 粉末を一時的にシール槽へ受け入れる。 

なお，充てんするＵＯ生成物の含有率等を分析確認する。 

 

ウラン酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用いて搬送した後，貯蔵容器ク

レーンを用いて製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備の貯蔵容器搬送台車

に移載する。 

4.6.2.4 系統構成及び主要設備 

  ウラン脱硝設備のウラン脱硝系は，２系列（一部１系列）で構成する。 

 ウラン脱硝設備の最大脱硝能力は，4.8ｔ・Ｕ／ｄ（約2.4ｔ・Ｕ／ｄ／系

列）である。 

 (１) 系統構成 

 ａ．受入れ系 

   受入れ系は，精製施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第２中間貯槽か

ら硝酸ウラニル溶液を硝酸ウラニル貯槽に受け入れ，一時貯蔵し，蒸発濃

縮系へ移送する。なお，硝酸ウラニル貯槽は，ウラン脱硝系で発生した規

格外ＵＯ３粉末の溶解液も受け入れる。 

 ｂ．蒸発濃縮系 

   蒸発濃縮系は，受入れ系からの硝酸ウラニル溶液を硝酸ウラニル供給槽

を経て濃縮缶に受け入れ，ウラン濃度約1,000ｇ･Ｕ／Ｌ，硝酸濃度約0.5ｍ

ｏｌ／Ｌに濃縮した後，ウラン脱硝系へ移送する。 

濃縮缶で発生する廃ガスの凝縮液は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備

の第２酸回収系の供給槽へポンプで移送する。 

 ｃ．ウラン脱硝系 

   ウラン脱硝系は，蒸発濃縮系から硝酸ウラニル濃縮液を濃縮液受槽に受

け入れた後，脱硝塔に供給し，熱分解してＵＯ３粉末を生成する。生成したＵ

Ｏ３粉末は，シール槽を経て，ＵＯ３受槽に抜き出し，製品貯蔵施設のウラン

酸化物貯蔵容器が充てん定位置に設置していることを確認した後，ＵＯ３受

槽から500ｋｇ・Ｕずつウラン酸化物貯蔵容器に充てんし，フランジ構造のふ

たを取り付けて封入する 。 

 ＵＯ３受槽からウラン酸化物貯蔵容器に充てんしている間は，脱硝塔から連

続的に排出されるＵＯ３粉末を一時的にシール槽へ受け入れる。 

 なお，充てんするＵＯ３粉末は，試料採取し，原子核分裂生成物の含有率等

を分析確認する。 

 ウラン酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用いて搬送した後，貯蔵容器ク

レーンを用いて製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備の貯蔵容器搬送台車

に移載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備から受け入れたＵＯ３粉末は，脱

硝塔内の流動層を形成するために脱硝塔へ移送するか，ＵＯ３溶解槽に供給

した後，溶解し，硝酸ウラニル溶液として，受入れ系の硝酸ウラニル貯槽

へ移送する。 

また，脱硝塔内で発生する廃ガスの凝縮液は，酸及び溶媒の回収施設の

酸回収設備の第２酸回収系の供給槽へポンプで移送する。 

なお，生成したＵＯ３粉末中の規格外ＵＯ３粉末は，規格外製品受槽に

受け入れ，規格外製品容器に充てんする。規格外製品容器に充てんしたＵ

Ｏ３ 粉末は，ＵＯ３ 溶解槽に供給した後，溶解し，硝酸ウラニル溶液と

して，受入れ系の硝酸ウラニル貯槽へ移送する。また，ウラン試験時に用

いる硝酸ウラニル溶液の一部は，他の施設からウラン酸化物を受け入れ，

ＵＯ３ 溶解槽にて溶解し,受入れ系の硝酸ウラニル貯槽を経由して精製施

設のウラン精製設備のウラン濃縮液第２受槽へ移送する。 

(２) 主要設備 

ウラン脱硝設備で臨界安全管理を要する機器は，形状寸法管理，質量管理

及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界

を防止する設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとし

て臨界を防止する設計とする。 

ウラン脱硝設備の主要設備の臨界安全管理表を第 4.6－２表に示す。 

ウラン脱硝設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等

により放射性物質が漏えいし難い設計とする。 

また，液体状の放射性物質を内蔵する主要機器に対しては，漏えい液受皿

を設置し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした

液体状の放射性物質は，ポンプ等で硝酸ウラニル貯槽等に移送する設計とす

る。 

ウラン脱硝設備の主要機器は，原則として気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類

廃ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液の供給停止系は，「6.2 計測制御

設備」で述べるように，動的機器の単一故障を仮定しても，脱硝塔ヘの硝酸

製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備から受け入れたＵＯ３粉末は，脱硝

塔内の流動層を形成するために脱硝塔へ移送するか，ＵＯ３溶解槽に供給し

た後，溶解し，硝酸ウラニル溶液として，受入れ系の硝酸ウラニル貯槽へ

移送する。 

 また，脱硝塔内で発生する廃ガスの凝縮液は，酸及び溶媒の回収施設の

酸回収設備の第２酸回収系の供給槽へポンプで移送する。 

 なお，生成したＵＯ３粉末中の規格外ＵＯ３粉末は，規格外製品受槽に受け

入れ，規格外製品容器に充てんする。規格外製品容器に充てんしたＵＯ３粉

末は，ＵＯ３溶解槽に供給した後，溶解し，硝酸ウラニル溶液として，受入

れ系の硝酸ウラニル貯槽へ移送する。また，ウラン試験時に用いる硝酸ウ

ラニル溶液の一部は，他の施設からＵＯ３を受け入れ，ＵＯ３溶解槽にて溶

解し，受入れ系の硝酸ウラニル貯槽を経由して精製施設のウラン精製設備の

ウラン濃縮液第２受槽へ移送する。 

 (２) 主要設備 

   ウラン脱硝設備で臨界安全管理を要する機器は，形状寸法管理，質量管

理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして

臨界を防止する設計とする。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットと

して臨界を防止する設計とする。
（ １ ６ ）

 

 ウラン脱硝設備の主要設備の臨界安全管理表を第4.6－２表に示す。 

 ウラン脱硝設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造

等により放射性物質が漏えいし難い設計とする。 

 また，液体状の放射性物質を内蔵する主要機器に対しては，漏えい液受

皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えい

した液体状の放射性物質は，ポンプ等で硝酸ウラニル貯槽等に移送する設

計とする。 

 ウラン脱硝設備の主要機器は，原則として気体廃棄物の廃棄施設の塔槽

類廃ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液の供給停止系は，「6.1.2 計測

制御設備」で述べるように，動的機器の単一故障を仮定しても，脱硝塔ヘ

記載の適正化（運用の明確

化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準に伴う重大事故

等対処設備の追加による項

番号の追加 

添六―411



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ウラニル濃縮液の供給停止が可能なように弁を多重化する設計とする。 

 

ａ．脱 硝 塔 

脱硝塔は，流動層式の反応塔であり，硝酸ウラニル溶液を熱分解してＵＯ

３ 粉末を生成する。脱硝塔は,下部から空気を吹き込んで脱硝塔内部のＵＯ

３ 粉末を流動化し, 流動層を形成（流動層中のウラン量約450ｋｇ・Ｕ）さ

せる。この流動層の中に硝酸ウラニル溶液を空気とともに噴霧ノズルから噴

霧供給し，電気ヒータ及び内部加熱体で約 300℃に加熱し熱分解する。 

また，脱硝塔内のＵＯ３ 粉末の含水率を低く抑えるため,脱硝塔内温度が

200℃以下に低下した場合には，硝酸ウラニル濃縮液供給停止系により，脱

硝塔内への硝酸ウラニル濃縮液の供給を自動的に停止する設計とする。 

生成したＵＯ３粉末は，脱硝塔の上部抜き出し口を経て，脱硝塔からシー

ル槽へ移送する。 

また，脱硝塔の運転停止時は，下部抜き出し口からＵＯ３粉末を抜き出

す。 

脱硝塔には，廃ガスに同伴するＵＯ３ 粉末を除去するため,塔頂部には，

固気分離フィルタとして，焼結金属フィルタを設ける設計とする。 

ｂ．充てん台車 

充てん台車は，ウラン酸化物貯蔵容器１基を軌道上において取り扱い，ウ

ラン酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取扱い時の 搬送を

安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。 

 

ｃ．貯蔵容器クレーン 

貯蔵容器クレーンは，つりワイヤの二重化を施すとともに，電源喪失時に

もつり荷を保持できるフェイル セイフ機構を有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ

高さを５ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。 

 

の硝酸ウラニル濃縮液の供給停止が可能なように弁を多重化する設計と

する。 

 ａ．脱硝塔 

   脱硝塔は，流動層式の反応塔であり，硝酸ウラニル溶液を熱分解してＵ

Ｏ３粉末を生成する。脱硝塔は，下部から空気を吹き込んで脱硝塔内部のＵＯ

３粉末を流動化し，流動層を形成（流動層中のウラン量約450ｋｇ・Ｕ）

させる。この流動層の中に硝酸ウラニル溶液を空気とともに噴霧ノズルか

ら噴霧供給し，電気ヒータ及び内部加熱体で約300℃に加熱し熱分解する。 

 また，脱硝塔内のＵＯ３粉末の含水率を低く抑えるため，脱硝塔内温度が

200℃以下に低下した場合には，硝酸ウラニル濃縮液供給停止系により，脱

硝塔内への硝酸ウラニル濃縮液の供給を自動的に停止する設計とする。 

 生成したＵＯ３粉末は，脱硝塔の上部抜き出し口を経て，脱硝塔からシー

ル槽へ移送する。 

 また，脱硝塔の運転停止時は，下部抜き出し口からＵＯ３粉末を抜き出

す。 

 脱硝塔には，廃ガスに同伴するＵＯ３粉末を除去するため，塔頂部には，固

気分離フィルタとして，焼結金属フィルタを設ける設計とする。 

 ｂ．充てん台車 

   充てん台車は，ウラン酸化物貯蔵容器１基を軌道上において取り扱い，

ウラン酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取扱い時の搬

送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計

とする。 

 ｃ．貯蔵容器クレーン 

   貯蔵容器クレーンは，つりワイヤの二重化を施すとともに，電源喪失時

にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計とする。 

 また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上

げ高さを５ｍ以下とし
（１７）

，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とする。 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6.2.5 試験・検査 

安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液供給停止系は，硝酸ウラニル濃縮

液供給停止回路からの信号による，定期的な試験及び検査を実施する。 

ＵＯ３ 受槽等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもとに

据付けを行う。 

 

4.6.2.5  試験・検査 

 安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液供給停止系は，硝酸ウラニル濃縮

液供給停止回路からの信号による，定期的な試験及び検査を実施する。 

 ＵＯ３受槽等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもとに据

付けを行う。 

 

 

変更なし 

添六―413



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6.2.6 評 価 

(１) 臨界安全 

ウラン脱硝設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定される

いかなる場合にも第 4.6－２表の臨界安全管理表に示す形状寸法管理，質量

管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより, 単一ユニットとして

臨界を防止できる。 

また，各単一ユニットは，適切に配置する設計とするので，複数ユニット

として臨界を防止できる。 

(２) 落下防止 

充てん台車等の搬送機器は，つりワイヤの二重化，電源喪失時におけるつ

り荷の保持機構及び逸走防止のインターロックを設ける設計とするので，移

送物の落下及び転倒を防止できる。 

(３) 閉じ込め 

ウラン脱硝設備の放射性物質を内蔵する主要機器は，腐食し難いステンレ

ス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い構造とし，さらに，

気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備で原則として負圧を維持する

設計とするので閉じ込め機能を確保できる。 

また，生成したＵＯ３粉末は,ウラン酸化物貯蔵容器に封入する設計とす

るので閉じ込め機能を確保できる。 

ウラン脱硝設備の液体状の放射性物質を内蔵する主要機器の床には，漏

えい検知装置を備えた漏えい液受皿を設置し, 漏えいした液体状の放射性物

質を，硝酸ウラニル貯槽等に移送する設計とするので，万一の液体状の放射

性物質の漏えいを想定しても，その拡大を防止できる。 

 (４) 単一故障 

安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液の供給停止系は，弁を多重化する

設計とするので，動的機器の単一故障を仮定しても，脱硝塔への硝酸ウラニ

ル濃縮液の供給を停止できる。 

(５) 試験及び検査 

安全上重要な施設の脱硝塔内の温度低による硝酸ウラニル濃縮液の供給停

止系は，その運転停止時に試験及び検査をする設計とするので，安全機能を

4.6.2.6  評  価 

 (１) 臨界安全 

 ウラン脱硝設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定され

るいかなる場合にも第4.6－２表の臨界安全管理表に示す形状寸法管理，質

量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより, 単一ユニットと

して臨界を防止できる。 

  また，各単一ユニットは，適切に配置する設計とするので，複数ユニッ

トとして臨界を防止できる。 

 (２) 落下防止 

 充てん台車等の搬送機器は，つりワイヤの二重化，電源喪失時における

つり荷の保持機構及び逸走防止のインターロックを設ける設計とするの

で，移送物の落下及び転倒を防止できる。 

 (３) 閉じ込め 

 ウラン脱硝設備の放射性物質を内蔵する主要機器は，腐食し難いステン

レス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い構造とし，さら

に，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備で原則として負圧を維

持する設計とするので閉じ込め機能を確保できる。 

 また，生成したＵＯ３粉末は,ウラン酸化物貯蔵容器に封入する設計とする

ので閉じ込め機能を確保できる。 

 ウラン脱硝設備の液体状の放射性物質を内蔵する主要機器の床には，漏

えい検知装置を備えた漏えい液受皿を設置し, 漏えいした液体状の放射性

物質を，硝酸ウラニル貯槽等に移送する設計とするので，万一の液体状の

放射性物質の漏えいを想定しても，その拡大を防止できる。 

(４) 単一故障 

 安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液の供給停止系は，弁を多重化す

る設計とするので，動的機器の単一故障を仮定しても，脱硝塔への硝酸ウ

ラニル濃縮液の供給を停止できる。 

 (５) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の脱硝塔内の温度低による硝酸ウラニル濃縮液の供給

停止系は，その運転停止時に試験及び検査をする設計とするので，安全機

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１６） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

損なうことなく試験及び検査ができる。 

 

能を損なうことなく試験及び検査ができる。 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6.3 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

4.6.3.1 概 要 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，溶液系，ウラン・プルトニウム混

合脱硝系， 焙焼・還元系，粉体系及び還元ガス供給系で構成する。 

溶液系は，精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮液中間貯

槽から硝酸プルトニウム溶液，並びにウラン精製設備のウラン濃縮液第３中

間貯槽から硝酸ウラニル溶液を受け入れ，一時貯蔵し，両溶液を混合する設

備である。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝系は，硝酸ウラニル溶液及び硝酸プルトニ

ウム溶液の混合溶液を脱硝装置でマイクロ波により，蒸発濃縮・脱硝してウ

ラン・プルトニウム混合脱硝粉体とする設備である。 

焙焼・還元系は，ウラン・プルトニウム混合脱硝粉体を焙焼炉及び還元炉

で焙焼・還元処理してＭＯＸ粉末とする設備である。 

粉体系は，ＭＯＸ粉末を粉砕機で粉砕処理した後，混合機で混合処理する

設備である。 

このＭＯＸ粉末は，粉末缶に充てんした後，混合酸化物貯蔵容器に収納，

封入し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備へ搬送する。 

還元ガス供給系は，還元炉に使用する還元用窒素・水素混合ガスを製造し

，還元炉に供給する設備である。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備系統概要図を第 4.6－３図に示す。 

 

4.6.3  ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

4.6.3.1  概  要 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，溶液系，ウラン・プルトニウム混

合脱硝系，
ばいしょう

焙焼 ・還元系，粉体系及び還元ガス供給系で構成する。 

 溶液系は，精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮液中間貯

槽から硝酸プルトニウム溶液，並びにウラン精製設備のウラン濃縮液第３中

間貯槽から硝酸ウラニル溶液を受け入れ，一時貯蔵し，両溶液を混合する設

備である。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝系は，硝酸ウラニル溶液及び硝酸プルトニ

ウム溶液の混合溶液を脱硝装置でマイクロ波により，蒸発濃縮・脱硝してウ

ラン・プルトニウム混合脱硝粉体とする設備である。 

 焙焼・還元系は，ウラン・プルトニウム混合脱硝粉体を焙焼炉及び還元炉

で焙焼・還元処理してＭＯＸ粉末とする設備である。 

 粉体系は，ＭＯＸ粉末を粉砕機で粉砕処理した後，混合機で混合処理する

設備である。 

 このＭＯＸ粉末は，粉末缶に充てんした後，混合酸化物貯蔵容器に収

納，封入し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備へ搬送する。 

 還元ガス供給系は，還元炉に使用する還元用窒素・水素混合ガスを製造

し，還元炉に供給する設備である。 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝設備系統概要図を第4.6－３図に示す。 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

添六―416



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6.3.2 設計方針 

(１) 臨界安全 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の臨界安全管理を要する機器は，

技術的に見て想定されるいかなる場合でも，形状寸法管理，濃度管理，

質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せ

により，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニット

として臨界を防止できる設計とする。 

(２) 落下防止 

搬送台車等の搬送機器は，電源喪失時におけるつり荷の保持又は逸走

防止を行い，移送物の落下及び転倒を防止できる設計とする。 

(３) 閉じ込め 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の放射性物質を内蔵する主要機器 

は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，

万一放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置 で

きる設計とする。 

また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより，閉じ込め

機能を確保できる設計とする。 

(４) 火災及び爆発の防止 

硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，溶液の放射線分解により発生する水素

の爆発を適切に防止できる設計とする。 

また，還元炉は，適切な濃度の還元用水素を使用することにより，水素の

爆発を適切に防止できる設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備のグローブ ボックスは，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。閉じ込め部材であるパ

ネルに可燃性材料を使用する場合は，火災によるパネルの損傷を考慮して

も収納する機器の閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

(５) 崩壊熱除去 

硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，崩壊熱による過度の温度上昇を防止

するため，適切な冷却機能を有する設計とする。 

4.6.3.2  設計方針 

 (１) 臨界安全 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の臨界安全管理を要する機器は，技

術的に見て想定されるいかなる場合でも，形状寸法管理，濃度管理，質量

管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによ

り，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットと

して臨界を防止できる設計とする。 

 (２) 落下防止 

   搬送台車等の搬送機器は，電源喪失時におけるつり荷の保持又は逸走防

止を行い，移送物の落下及び転倒を防止できる設計とする。 

 (３) 閉じ込め 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の放射性物質を内蔵する主要機器

は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，

万一放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置で

きる設計とする。 

 また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより，閉じ込め機

能を確保できる設計とする。 

 (４) 火災及び爆発の防止 

   硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，溶液の放射線分解により発生する水

素の爆発を適切に防止できる設計とする。 

 また，還元炉は，適切な濃度の還元用水素を使用することにより，水素

の爆発を適切に防止できる設計とする。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備のグローブ ボックスは，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。閉じ込め部材であるパ

ネルに可燃性材料を使用する場合は，火災によるパネルの損傷を考慮して

も収納する機器の閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

 (５) 崩壊熱除去 

   硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，崩壊熱による過度の温度上昇を防

止するため，適切な冷却機能を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第５条要求
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(６) 単一故障 

安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給停止系は，それらを構成す

る動的機器の単一故障を仮定しても，安全機能が確保できる設計とする。 

(７) 外部電源喪失 

安全上重要な施設の硝酸プルトニウム貯槽セル等の漏えい液移送ポンプは

，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも，安全機能が

確保できる設計とする。 

(８) 試験及び検査 

安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給停止系は，運転停止時に試験

及び検査ができる設計とする。 

 

 (６) 単一故障 

   安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給停止系は，それらを構成す

る動的機器の単一故障を仮定しても，安全機能が確保できる設計とする。 

 (７) 外部電源喪失 

 安全上重要な施設の硝酸プルトニウム貯槽セル等の漏えい液移送ポンプ

は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも，安全機能

が確保できる設計とする。 

 (８) 試験及び検査 

   安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給停止系は，運転停止時に試

験及び検査ができる設計とする。 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6.3.3 主要設備の仕様 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の主要設備の仕様を第 4.6－３表に示

す。 

 なお，脱硝装置概要図を第 4.6－４図に，還元炉概要図を第 4.6－５図に，

また，混合機概要図を第 4.6－６図に示す。 

 

4.6.3.3  主要設備の仕様 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の主要設備の仕様を第4.6－３表に示

す。 

 なお，脱硝装置概要図を第4.6－４図に，還元炉概要図を第4.6－５図

に，また，混合機概要図を第4.6－６図に示す。 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6.3.4 系統構成及び主要設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，２系列(一部１系列)で構成する。 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の最大脱硝能力は，ウランとプルトニ

ウムの混合物（ウランとプルトニウムの重量混合比は１対１) で 108ｋｇ・

（Ｕ＋Ｐｕ)／ｄ（約 54ｋｇ・(Ｕ＋Ｐｕ)／ｄ／系列。ここでいうｋｇ・(Ｕ

＋Ｐｕ)は，金属ウラン及び金属プルトニウムの合計重量換算である｡)である

。 

(１) 系統構成 

ａ．溶 液 系 

精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮液中間貯槽から

硝酸プルトニウム溶液及びウラン精製設備のウラン濃縮液第３中間貯槽か

ら硝酸ウラニル溶液を，各々硝酸プルトニウム貯槽，硝酸ウラニル貯槽に

受け入れ，これら両溶液を混合槽に移送し，ウラン濃度及びプルトニウム

濃度が等しくなるようにプルトニウム濃度約 154ｇ・Pu／, ウラン濃度

約 154ｇ・Ｕ／，硝酸濃度約 4.4 規定に混合調整し，分析，確認した後

，定量ポットを経て一定量（約 7 ）ずつウラン・プルトニウム混合脱

硝系へ真空移送する。 

ｂ．ウラン・プルトニウム混合脱硝系 

溶液系から受け入れた硝酸プルトニウム溶液及び硝酸ウラニル溶液の混

合溶液を中間ポットに受け入れた後，脱硝装置の脱硝皿に給液し，脱硝装

置に附属するマイクロ波発振器からマイクロ波を照射することにより，蒸

発濃縮・脱硝処理し，脱硝の終了を照度計及び赤外線温度計によって検知

してウラン・プルトニウム混合脱硝粉体とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝粉体は，隣接する脱硝皿取扱装置による取

扱いが可能となるようにシャッタを開いた後，脱硝皿取扱装置を用いて乾燥

・冷却，粗砕し，空気輸送により焙焼・還元系へ移送する。 

空気輸送を終了した脱硝皿は，秤量器で空であることを確認した後，脱硝

皿取扱装置で搬送し，再び脱硝装置内に設置する。 

また，脱硝装置内で発生する廃ガスの凝縮液は，万一ウラン・プルトニウ

4.6.3.4 系統構成及び主要設備 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，２系列（一部１系列）で構成す

る。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の最大脱硝能力は，ウランとプル

トニウムの混合物（ウランとプルトニウムの質量混合比は１対１）で

108ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／ｄ（約 54ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／ｄ／系列。ここで

いうｋｇ・(Ｕ＋Ｐｕ)は，金属ウラン及び金属プルトニウムの合計重量換算

である｡   。 

 (１) 系統構成 

 ａ．溶液系 

   精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮液中間貯槽から硝

酸プルトニウム溶液及びウラン精製設備のウラン濃縮液第３中間貯槽から

硝酸ウラニル溶液を，各々硝酸プルトニウム貯槽，硝酸ウラニル貯槽に受

け入れ，これら両溶液を混合槽に移送し，ウラン濃度及びプルトニウム濃

度が等しくなるようにプルトニウム濃度約154ｇ・Ｐｕ／Ｌ，ウラン濃度約

154ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度約4.4ｍｏｌ／Ｌに混合調整し，分析，確認した

後，定量ポットを経て一定量（約７Ｌ）ずつウラン・プルトニウム混合脱

硝系へ真空移送する。 

 ｂ．ウラン・プルトニウム混合脱硝系 

   溶液系から受け入れた硝酸プルトニウム溶液及び硝酸ウラニル溶液の混

合溶液を中間ポットに受け入れた後，脱硝装置の脱硝皿に給液し，脱硝装

置に附属するマイクロ波発振器からマイクロ波を照射することにより，蒸

発濃縮・脱硝処理し，脱硝の終了を照度計及び赤外線温度計によって検知

してウラン・プルトニウム混合脱硝粉体とする。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝粉体は，隣接する脱硝皿取扱装置による

取扱いが可能となるようにシャッタを開いた後，脱硝皿取扱装置を用いて

乾燥・冷却，粗砕し，空気輸送により焙焼・還元系へ移送する。 

 空気輸送を終了した脱硝皿は，秤量器で空であることを確認した後，脱

硝皿取扱装置で搬送し，再び脱硝装置内に設置する。 

また，脱硝装置内で発生する廃ガスの凝縮液は，万一ウラン・プルトニ

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ム混合脱硝粉体を含んだ場合に備えて凝縮廃液ろ過器でろ過した後凝縮廃液

受槽に受け入れ，プルトニウム濃度（通常のプルトニウム濃度約 0.05ｇ・

Pu／）を分析確認した後，凝縮廃液貯槽に移送する。さらに，凝縮廃液貯

槽で一時貯蔵した後，精製施設のプルトニウム精製設備の低濃度プルトニウ

ム溶液受槽へポンプで移送する。 

空気輸送に使用した廃ガスは，焼結金属フィルタを内蔵した固気分離器，

及び３段の高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブ ボックス・セル換気系へ移送

する。 

なお，更なる安全性向上の観点から，全濃度安全形状寸法管理の機器から

の移送経路を有する全濃度安全形状寸法管理を行わない機器である凝縮廃液

貯槽に対しても，万一の臨界事故の発生に備え，可溶性中性子吸収材を供給

するための配管を設けるとともに，可溶性中性子吸収材を配     備す

る。 

ｃ．焙焼・還元系 

ウラン・プルトニウム混合脱硝系から受け入れたウラン・プルトニウム混

合脱硝粉体を焙焼炉において空気雰囲気中で約 800℃で約２時間加熱処理し

，空気輸送により還元炉へ移送する。 

還元炉では，窒素・水素混合ガス（窒素ガスに対する水素ガスの混合比は

約５vol％）雰囲気中で約 800℃で約２時間加熱処理し，ＭＯＸ粉末とした

後，粉体系へ重力により移送する。 

還元炉へは，還元ガス供給系で水素濃度を確認した還元用窒素・水素混合

ガスを供給する。 

空気輸送に使用した廃ガスは，焼結金属フィルタを内蔵した固気分離器，

及び３段の高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブ ボックス・セル換気系へ移送

する。 

ｄ．粉 体 系 

焙焼・還元系から受け入れたＭＯＸ粉末は，保管容器を充てん定位置

に設置していることを確認した後，粉砕機で粉砕しながら保管容器に充て

ウム混合脱硝粉体を含んだ場合に備えて凝縮廃液ろ過器でろ過した後，凝

縮廃液受槽に受け入れ，プルトニウム濃度（通常のプルトニウム濃度約

0.05ｇ・Ｐｕ／Ｌ）を分析確認した後，凝縮廃液貯槽に移送する。さら

に，凝縮廃液貯槽で一時貯蔵した後，精製施設のプルトニウム精製設備の

低濃度プルトニウム溶液受槽へポンプで移送する。 

 空気輸送に使用した廃ガスは，焼結金属フィルタを内蔵した固気分離器，

及び３段の高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換気系へ移送す

る。 

なお，更なる安全性向上の観点から，全濃度安全形状寸法管理の機器か

らの移送経路を有する全濃度安全形状寸法管理を行わない機器である凝縮

廃液貯槽に対しても，万一の臨界事故の発生に備え，可溶性中性子吸収材

を供給するための配管を設けるとともに，可溶性中性子吸収材を配備す

る。 

 ｃ．焙焼・還元系 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝系から受け入れたウラン・プルトニウム

混合脱硝粉体を焙焼炉において空気雰囲気中で約800℃で約２時間加熱処理

し，空気輸送により還元炉へ移送する。 

 還元炉では，窒素・水素混合ガス（窒素ガスに対する水素ガスの混合比

は約５ｖｏｌ％）雰囲気中で約800℃で約２時間加熱処理し，ＭＯＸ粉末と

した後，粉体系へ重力により移送する。 

 還元炉へは，還元ガス供給系で水素濃度を確認した還元用窒素・水素混

合ガスを供給する。 

 空気輸送に使用した廃ガスは，焼結金属フィルタを内蔵した固気分離

器，及び３段の高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設のウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換気系

へ移送する。 

 ｄ．粉体系 

   焙焼・還元系から受け入れたＭＯＸ粉末は，保管容器を充てん定位置に

設置していることを確認した後，粉砕機で粉砕しながら保管容器に充てん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（安全性向

上対策の反映） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

んする。 

充てん後，保管容器は，保管容器移動装置及び保管昇降機で搬送し，ＭＯ

Ｘ粉末を空気輸送により混合機へ移送するか，又は，保管ピットに一時保管

する。混合機では，保管容器最大４本分のＭＯＸ粉末を混合処理する。 

 

空気輸送に使用した廃ガスは，焼結金属フィルタを内蔵した固気分離

器，及び３段の高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設のウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブ ボックス・セル換気

系へ移送する。 

混合したＭＯＸ粉末は，粉末充てん機へ移送し，製品貯蔵施設の粉末

缶が充てん定位置に設置していることを確認した後，秤量器で確認しなが

ら充てんし，さらに別の秤量器を用いて計量・確認する。 

なお，充てんするＭＯＸ粉末は，試料採取し，原子核分裂生成物の含

有率等を分析確認する。 

このＭＯＸ粉末を充てんした粉末缶は，ＭＯＸ粉末の重量を確認した後，

粉末缶払出装置を用いて製品貯蔵施設の混合酸化物貯蔵容器に収納し, 汚染

の検査等を行った後, フランジ構造のふたを取り付けて封入する。 

混合酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用いて搬送し，搬送台車を用いてウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容器台車に移載する。 

ｅ．還元ガス供給系 

還元ガス供給系では，還元炉に使用する還元用窒素・水素混合ガスを製

造し還元炉へ供給する。還元用窒素・水素混合ガスは，還元ガス供給槽に

て，水素濃度が約５vol％となるように水素ガスを窒素ガスで希釈・調整

する。調整した還元用窒素・水素混合ガスは，水素濃度を確認し，還元ガ

ス受槽を経て還元炉へ供給する。 

(２) 主要設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の臨界安全管理を要する機器は，

形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管

理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止する設計

とする。 

する。 

 充てん後，保管容器は，保管容器移動装置及び保管昇降機で搬送し，Ｍ

ＯＸ粉末を空気輸送により混合機へ移送するか，又は，保管ピットに一時

保管する。混合機では，保管容器最大４本分のＭＯＸ粉末を混合処理す

る。 

 空気輸送に使用した廃ガスは，焼結金属フィルタを内蔵した固気分離

器，及び３段の高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設のウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換気系

へ移送する。 

 混合したＭＯＸ粉末は，粉末充てん機へ移送し，製品貯蔵施設の粉末缶

が充てん定位置に設置していることを確認した後，秤量器で確認しながら

充てんし，さらに別の秤量器を用いて計量・確認する。 

 なお，充てんするＭＯＸ粉末は，試料採取し，原子核分裂生成物の含有

率等を分析確認する。 

 このＭＯＸ粉末を充てんした粉末缶は，ＭＯＸ粉末の質量を確認した後，

粉末缶払出装置を用いて製品貯蔵施設の混合酸化物貯蔵容器に収納し，汚染

の検査を行った後，フランジ構造のふたを取り付けて封入する。 

 混合酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用いて搬送し，搬送台車を用いて

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容器台車に移載する。 

 ｅ．還元ガス供給系 

   還元ガス供給系では，還元炉に使用する還元用窒素・水素混合ガスを製

造し還元炉へ供給する。還元用窒素・水素混合ガスは，還元ガス供給槽に

て，水素濃度が約５ｖｏｌ％となるように水素ガスを窒素ガスで希釈・調整

する。調整した還元用窒素・水素混合ガスは，水素濃度を確認し，還元ガ

ス受槽を経て還元炉へ供給する。 

 (２) 主要設備 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の臨界安全管理を要する機器は，形

状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理

並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―422



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとし

て臨界を防止する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の主要設備の臨界安全管理表を第 4.6

－４表(１)及び第 4.6－４表(２)に示す。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の放射性物質を内蔵する主要機器

は，ステンレス鋼等を用い，接液部は溶接構造等の設計とする。また，

放射性物質を含む溶液を内蔵する機器を収納するセル及びグローブボッ

クスの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏えい

を検知する設計とし，漏えいした液体状の放射性物質は，重力流等で一

時貯槽等へ移送する設計とする。 

なお，硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウム溶液を多 

量に内蔵する機器を収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合は，

漏えいした硝酸プルトニウム溶液が沸騰するおそれがあるため，漏えい液

検知装置を多重化するとともに，漏えいした硝酸プルトニウム溶液の移送

のためのポンプは，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場

合でも移送できる設計とする。さらに，ポンプは，漏えいした硝酸プルト

ニウム溶液が沸騰に至らない間に修理又は交換できる設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備のプルトニウムを含む溶液を内蔵する

機器は，セル又はグローブ ボックスに収納する。プルトニウムを含む粉末

を内蔵する機器は, グローブ ボックスに収納する。また，プルトニウムを

含む溶液又は粉末を移送する配管は, セル間，グローブボックス間又はセ

ルとグローブボックス間を接続する場合は，二重配管とする。 

セル及びグローブボックスは，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブ ボックス・セル換気系に接続し，

負圧を維持する設計とする。グローブ ボックスは，必要に応じてしゃへ

いを設ける設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備のプルトニウムを含む溶液を内蔵す

る機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，原則

として負圧を維持する設計とする。 

硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウム溶液を多量に内蔵

 また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットと

して臨界を防止する設計とす る 。
（１８）（１９）

 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の主要設備の臨界安全管理表を第4.6

－４表(１)及び第4.6－４表(２)に示す。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の放射性物質を内蔵する主要機器

は，ステンレス鋼等を用い，接液部は溶接構造等の設計とする。また，放

射性物質を含む溶液を内蔵する機器を収納するセル及びグローブボックス

の床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知

する設計とし，漏えいした液体状の放射性物質は，重力流等で一時貯槽等

へ移送する設計とする。 

 なお，硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウム溶液を多量

に内蔵する機器を収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合は，漏

えいした硝酸プルトニウム溶液が沸騰するおそれがあるため，漏えい液検

知装置を多重化するとともに，漏えいした硝酸プルトニウム溶液の移送の

ためのポンプは，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合

でも移送できる設計とする。さらに，ポンプは，漏えいした硝酸プルトニ

ウム溶液が沸騰に至らない間に修理又は交換できる設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備のプルトニウムを含む溶液を内蔵す

る機器は，セル又はグローブボックスに収納する。プルトニウムを含む

粉末を内蔵する機器は，グローブボックスに収納する。また，プルトニウ

ムを含む溶液又は粉末を移送する配管が，セル間，グローブボックス間又

はセルとグローブボックス間を接続する場合は，二重配管とする。 

セル及びグローブボックスは，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換気系に接続し，

負圧を維持する設計とする。グローブボックスは，必要に応じて遮蔽を

設ける設計とする。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備のプルトニウムを含む溶液を内蔵す

る機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，原則

として負圧を維持する設計とする。 

 硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウム溶液を多量に内蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

する機器は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適

切に供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未満に

抑制する設計とする。 

また，硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウム溶液を多量

に内蔵する機器は，接地し，着火源を適切に排除する設計とする。 

硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウム溶液を多量に内蔵

する機器は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を

適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とする。 

安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給停止系は，「6.2 計測 

制御設備」で述べるように，動的機器の単一故障を仮定しても，還元

炉への窒素・水素混合ガスの供給停止が可能なように弁を多重化する設

計とする。 

ａ．硝酸プルトニウム貯槽 

硝酸プルトニウム貯槽は，溶液の放射線分解により発生する水素を希

釈するために，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気

を適切に供給する設計とし，さらに，接地し，着火源を適切に排除する

設計とする。 

また，硝酸プルトニウム貯槽は，硝酸プルトニウム溶液の崩壊熱を除

去するため，独立した２系列の冷却ジャケットを設置し，その他再処理

設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を冷却ジャケットに適切に

供給する設計とする。 

ｂ．混 合 槽 

混合槽は，溶液の放射線分解により発生する水素を希釈するために，

その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給す

る設計とし，さらに，接地し，着火源を適切に排除する設計とする。 

また，混合槽は，溶液の崩壊熱を除去するため，独立した２系列の冷却

ジャケットを設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により

冷却水を冷却ジャケットに適切に供給する設計とする。 

ｃ．一時貯槽 

一時貯槽は，溶液の放射線分解により発生する水素を希釈するために，そ

する機器は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適

切に供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を
（５）

可燃限界濃度未満に

抑制する設計とする。 

 また，硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウム溶液を多量

に内蔵する機器は，接地し，着火源を適切に排除する設計とする。 

 硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウム溶液を多量に内蔵

する機器は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を

適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とする。 

 安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給停止系は， 動的機器の単

一故障を仮定しても，還元炉への窒素・水素混合ガスの供給停止が可能な

ように弁を多重化する設計とする。 

 

 ａ．硝酸プルトニウム貯槽 

   硝酸プルトニウム貯槽は，溶液の放射線分解により発生する水素を
（５）

希釈

するために，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適

切に供給する設計とし，さらに，接地し，着火源を適切に排除する設計と

する。 

 また，硝酸プルトニウム貯槽は，硝酸プルトニウム溶液の崩壊熱を除去

するため，独立した２系列の冷却ジャケットを設置し，その他再処理設備

の附属施設の安全冷却水系により冷却水を冷却ジャケットに適切に供給す

る設計とする。 

 ｂ．混合槽 

   混合槽は，溶液の放射線分解により発生する水素を
（５）

希釈するために，そ

の他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給する設

計とし，さらに，接地し，着火源を適切に排除する設計とする。 

 また，混合槽は，溶液の崩壊熱を除去するため，独立した２系列の冷却

ジャケットを設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により

冷却水を冷却ジャケットに適切に供給する設計とする。 

 ｃ．一時貯槽 

一時貯槽は，溶液の放射線分解により発生する水 素
（５）

を希釈するために，

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

の他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給す る設

計とし，さらに，接地し，着火源を適切に排除する設計とする。 

また，一時貯槽は，溶液の崩壊熱を除去するため，独立した２系列の冷却

ジャケットを設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷

却水を冷却ジャケットに適切に供給する設計とする。 

ｄ．脱硝装置 

脱硝装置は，約７の硝酸プルトニウム溶液及び硝酸ウラニル溶液の混合

溶液を脱硝装置内の脱硝皿に給液し，マイクロ波を照射して蒸発濃縮・脱硝

する。 

脱硝の終了は，照度計及び赤外線温度計により，ウラン・プルトニウム混

合脱硝粉体の白熱を検知してマイクロ波の照射を停止する設計とする。 

また，脱硝装置は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続

し，グローブ ボックスから脱硝装置への空気の流れを確保する設計とする。 

 

ｅ．焙 焼 炉 

焙焼炉は，周囲に断熱材を使用することによりグローブ ボックスの温度上

昇を防止するとともに, 万一焙焼炉温度が 890℃を超えた場合には，計測制

御系統施設の計測制御設備の焙焼炉加熱停止系により，焙焼炉のヒータ加熱

を自動的に停止する設計とする。 

また，焙焼炉は，焼結金属フィルタを内蔵した炉廃ガス フィルタを介し

て，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，炉の廃ガスを

処理する設計とする。 

ｆ．還 元 炉 

還元炉は，周囲に断熱材を使用することによりグローブ ボックスの温度上

昇を防止するとともに, 万一還元炉温度が 890℃を超えた場合には，計測制

御系統施設の計測制御設備の還元炉加熱停止系により，還元炉のヒータ加熱

を自動的に停止する設計とする。 

また，還元炉は，焼結金属フィルタを内蔵した炉廃ガス フィルタを介して

，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，炉の廃ガスを処

理する設計とする。 

その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給する

設計とし，さらに，接地し，着火源を適切に排除する設計とする。 

 また，一時貯槽は，溶液の崩壊熱を除去するため，独立した２系列の冷

却ジャケットを設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系によ

り冷却水を冷却ジャケットに適切に供給する設計とする。 

 ｄ．脱硝装置 

   脱硝装置は，約７Ｌの硝酸プルトニウム溶液及び硝酸ウラニル溶液の混

合溶液を脱硝装置内の脱硝皿に給液し，マイクロ波を照射して蒸発濃縮・

脱硝する。 

 脱硝の終了は，照度計及び赤外線温度計により，ウラン・プルトニウム

混合脱硝粉体の白熱を検
（ ２ ０ ）

知してマイクロ波の照射を停止する設計とする。 

 また，脱硝装置は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接

続し，グローブ ボックスから脱硝装置への空気の流れを確保する設計と

する。 

 ｅ．焙焼炉 

   焙焼炉は，周囲に断熱材を使用することによりグローブ ボックスの温

度上昇を防止するとともに，万一焙焼炉温度が890℃を
（２１）

超えた場合には，計

測制御系統施設の計測制御設備の焙焼炉加熱停止系により，焙焼炉のヒー

タ加熱を自動的に停止する設計とする。 

 また，焙焼炉は，焼結金属フィルタを内蔵した炉廃ガス フィルタを介

して，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，炉の廃ガ

スを処理する設計とする。 

 ｆ．還元炉 

   還元炉は，周囲に断熱材を使用することによりグローブ ボックスの温度

上昇を防止するとともに，万一還元炉温度が890℃を
（２１）

超えた場合には，還元

炉加熱停止系により，還元炉のヒータ加熱を自動的に停止する設計とす

る。 

 また，還元炉は，焼結金属フィルタを内蔵した炉廃ガス フィルタを介し

て，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，炉の廃ガス

を処理する設計とする。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｇ．充てん台車 

充てん台車は，混合酸化物貯蔵容器１基を軌道上において取り扱い，混合

酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安全

かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。 

 

ｈ．搬送台車 

搬送台車は，混合酸化物貯蔵容器１基を軌道上においてつり上げて取り扱

い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの二重化を施

すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイル セイフ機構を有す

る設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良

時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。 

ｉ．還元ガス受槽 

還元ガス受槽では，還元炉へ供給する還元用窒素・水素混合ガス中の水素

濃度を測定し，還元用窒素・水素混合ガスが空気とのいかなる混合比におい

ても可燃限界濃度未満となるようにする。このため，万一水素濃度が6.0vol

％を超える場合には，還元炉への還元用窒素・水素混合ガスの供給を自動的

に停止する窒素・水素混合ガス供給停止系を設ける設計とする。 

 

ｇ．充てん台車 

   充てん台車は，混合酸化物貯蔵容器１基を軌道上において取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を

安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とす

る。 

 ｈ．搬送台車 

   搬送台車は，混合酸化物貯蔵容器１基を軌道上においてつり上げて取り

扱い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの二重化

を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を

有する設計とする。 

 また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不

良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。 

 ｉ．還元ガス受槽 

   還元ガス受槽では，還元炉へ供給する還元用窒素・水素混合ガス中の水

素濃度を測定し，還元用窒素・水素混合ガスが空気とのいかなる混合比に

おいても可燃限界濃度未満となるようにする。このため，万一

水 素 濃 度 が
（２２）（２３）（２４）

6.0ｖｏｌ％を超える場合には，還元炉への還元用窒素・水

素混合ガスの供給を自動的に停止する窒素・水素混合ガス供給停止系を設

ける設計とする。 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6.3.5 試験・検査 

安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給停止系は，窒素・水素混合ガ

ス供給停止回路からの信号による，定期的な試験及び検査を実施する。硝酸

プルトニウム貯槽等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のも

とに据付けを行う。 

 

4.6.3.5 試験・検査 

  安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給停止系は，還元ガス受槽水素

濃度高による還元ガス供給停止回路からの信号による，定期的な試験及び検

査を実施する。 

 硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活

動のもとに据付けを行う。 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.6.3.6 評 価 

(１) 臨界安全 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の臨界安全管理を要する機器は，技

術的に見て想定されるいかなる場合にも第 4.6－４表の臨界安全管理表に

示す形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収

材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止でき

る。 

また，各単一ユニットは，適切に配置する設計とするので，複数ユニット

として臨界を防止できる。 

(２) 落下防止 

搬送台車等の搬送機器は，混合酸化物貯蔵容器取扱い時の落下及び転倒し

難い構造とするとともに，つりチェインの二重化，電源喪失時におけるつり

荷の保持機構及び逸走防止のインターロックを設ける設計とするので，移送

物の落下及び転倒を防止できる。 

(３) 閉じ込め 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の放射性物質を内蔵する主要機器は，

ステンレス鋼等の腐食し難い材料を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏え

いし難い設計とし，さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備

で原則として負圧を維持する設計とするので閉じ込め機能を確保できる。ま

た，これらの機器を収納するセル又はグローブボックスの床には漏えい検知

装置を備えた漏えい液受皿を設置し 漏えいした液体状の放射性物質を一

時貯槽等へ移送する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを

想定しても，その拡大を防止できる。 

さらに,セル及びグローブ ボックスは，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブ ボックス・セル換気系で負

圧を維持する設計とするので，閉じ込め機能を確保できる。 

プルトニウムを含む粉体を内蔵する機器は，グローブ ボックスに収納す

る設計とするので，閉じ込め機能を確保できる。 

(４) 火災及び爆発の防止 

硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウム溶液を多量に内

4.6.3.6 評  価 

 (１) 臨界安全 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の臨界安全管理を要する機器は，技

術的に見て想定されるいかなる場合にも第4.6－４表の臨界安全管理表に示

す形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材

管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止でき

る。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置する設計とするので，複数ユニッ

トとして臨界を防止でき る 。
（１８）（１９）

 

 (２) 落下防止 

   搬送台車等の搬送機器は，混合酸化物貯蔵容器取扱い時の落下及び転倒

し難い構造とするとともに，つりチェインの二重化，電源喪失時における

つり荷の保持機構及び逸走防止のインターロックを設ける設計とするの

で，移送物の落下及び転倒を防止できる。 

 (３) 閉じ込め 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の放射性物質を内蔵する主要機器

は，ステンレス鋼等の腐食し難い材料を用い，かつ，接液部は溶接構造等

で漏えいし難い設計とし，さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス

処理設備で原則として負圧を維持する設計とするので，閉じ込め機能を確

保できる。また，これらの機器を収納するセル又はグローブ ボックスの床

には漏えい検知装置を備えた漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の

放射性物質を一時貯槽等へ移送する設計とするので，万一の液体状の放射

性物質の漏えいを想定しても，その拡大を防止できる。 

さらに，セル及びグローブ ボックスは，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブ ボックス・セル換気系で負

圧を維持する設計とするので，閉じ込め機能を確保できる。 

 プルトニウムを含む粉体を内蔵する機器は，グローブ ボックスに収納す

る設計とするので，閉じ込め機能を確保できる。 

(４) 火災及び爆発の防止 

   硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウム溶液を多量に内蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

蔵する機器は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を

適切に供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未満

に抑制する設計とし，さらに，機器を接地し，着火源を適切に排除する設

計とするので，爆発を防止できる。 

また，還元炉に使用する還元用ガスについては，水素ガスを窒素ガスで希

釈して水素濃度を 6.0vol％以下に抑制する設計とするので，万一空気と混合

しても爆発を防止できる。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備のグローブ ボックスは，可能な限り不

燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とするので，火災の発生を防止でき

る。閉じ込め部材であるパネルに可燃性材料を使用する場合においても，放

射性物質を内蔵する機器は不燃性材料で構成されているため，火災によるパ

ネルの損傷を考慮しても収納する機器の閉じ込め機能を確保できる。 

(５) 崩壊熱除去 

硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウムを多量に内蔵す る

機器は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を 冷却

ジャケットに適切に供給する設計とするので，崩壊熱を除去できる。 

(６) 単一故障 

安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給停止系は，弁を多重化す

る設計とするので，動的機器の単一故障を仮定しても，還元炉への窒素・

水素混合ガスの供給を停止できる。 

(７) 外部電源喪失 

あ硝酸プルトニウム貯槽セル等の漏えい液移送ポンプは，非常用所内

電源系統に接続する設計とするので，外部電源喪失時に万一の液体状の放

射性物質の漏えいを想定しても，その拡大を防止できる。 

(８) 試験及び検査 

安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給停止系は，その運転停止時に

試験及び検査をする設計とするので，安全機能を損なうことなく試験及び検

査ができる。 

 

する機器は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適

切に供給し，溶液の放射線分解により発生する水
（５）

素を可燃限界濃度未満に

抑制する設計とし，さらに，機器を接地し，着火源を適切に排除する設計

とするので，爆発を防止できる。 

 また，還元炉に使用する還元用ガスについては，水素ガスを窒素ガスで

希釈して水 素 濃 度 を
（２２）（２３）（２４）

6.0ｖｏｌ％以下に抑制する設計とするので，万一

空気と混合しても爆発を防止できる。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備のグローブ ボックスは，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とするので，火災の発生を防止で

きる。閉じ込め部材であるパネルに可燃性材料を使用する場合においても，

放射性物質を内蔵する機器は不燃性材料で構成されているため，火災による

パネルの損傷を考慮しても収納する機器の閉じ込め機能を確保できる。 

 (５) 崩壊熱除去 

   硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウムを多量に内蔵する

機器は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を冷却

ジャケットに適切に供給する設計とするので，崩壊熱を除去できる。 

 (６) 単一故障 

   安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給停止系は，弁を多重化する

設計とするので，動的機器の単一故障を仮定しても，還元炉への窒素・

水素混合ガスの供給を停止できる。 

 (７) 外部電源喪失 

   安全上重要な施設の硝酸プルトニウム貯槽セル等の漏えい液移送ポンプ

は，非常用所内電源系統に接続する設計とするので，外部電源喪失時に万

一の液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，その拡大を防止できる。 

 (８) 試験及び検査 

   安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給停止系は，その運転停止時

に試験及び検査をする設計とするので，安全機能を損なうことなく試験

及び検査ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第５条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7 酸及び溶媒の回収施設 

4.7.1 概  要 

酸及び溶媒の回収施設は，再処理施設で発生する使用済みの硝酸を回収す

る酸回収設備，並びに分離施設及び精製施設から発生する使用済みの有機溶

媒を回収する溶媒回収設備で構成する。 

酸及び溶媒の回収施設で回収した硝酸及び有機溶媒は，可能な限り再処理

施設で再利用する。 

 

4.7  酸及び溶媒の回収施設 

4.7.1  概  要 

 酸及び溶媒の回収施設は，再処理施設で発生する使用済みの硝酸を回収す

る酸回収設備，並びに分離施設及び精製施設から発生する使用済みの有機溶

媒を回収する溶媒回収設備で構成する。 

酸及び溶媒の回収施設で回収した硝酸及び有機溶媒は，可能な限り再処理

施設で再利用する。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7.2 酸回収設備 

4.7.2.1 概  要 

酸回収設備は，第１酸回収系及び第２酸回収系で構成する。 

第１酸回収系は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮設備の高レベ

ル廃液濃縮系等で発生する使用済みの硝酸から硝酸を回収する設備である。 

第２酸回収系は，精製施設，脱硝施設等で発生する使用済みの硝酸から硝酸

を回収する設備である。 

酸回収設備系統概要図を第 4.7－１図に示す。 

 

4.7.2  酸回収設備 

4.7.2.1  概  要 

 酸回収設備は，第１酸回収系及び第２酸回収系で構成する。 

 第１酸回収系は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮設備の高レベ

ル廃液濃縮系等で発生する使用済みの硝酸から硝酸を回収する設備である。 

 第２酸回収系は，精製施設，脱硝施設等で発生する使用済みの硝酸から硝

酸を回収する設備である。 

 酸回収設備系統概要図を第4.7－１図に示す。 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7.2.2 設計方針 

(１) 閉じ込め 

酸回収設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材料を使用し，

かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放射性物質が漏え

いした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

また，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持することにより閉じ込め機

能を確保できる設計とする。 

(２) 火災及び爆発の防止 

第２酸回収系の蒸発缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を適切に防

止できる設計とする。 

(３) 単一故障 

安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気停止系は，それら

を構成する動的機器の単一故障を仮定しても安全機能が確保できる設計と

する。 

(４) 試験及び検査 

安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気停止系は，運転停止

時に試験及び検査ができる設計とする。 

 

4.7.2.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 酸回収設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材料を使用し，

かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放射性物質が漏え

いした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

 また，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持することにより閉じ込め

機能を確保できる設計とする。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 第２酸回収系の蒸発缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を適切に防

止できる設計とする。 

 (３) 単一故障 

 安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気停止系は，それら

を構成する動的機器の単一故障を仮定しても安全機能が確保できる設計と

する。 

 (４) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気停止系は，運転停

止時に試験及び検査ができる設計とする。 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7.2.3 主要設備の仕様 

酸回収設備の主要設備の仕様を第 4.7－１表に示す。 

なお，蒸発缶（熱サイホン式）概要図を第 4.7－２図に示す。 

 

4.7.2.3  主要設備の仕様 

 酸回収設備の主要設備の仕様を第4.7－１表に示す。 

 なお，蒸発缶（熱サイホン式）概要図を第4.7－２図に示す。 

 

 

 

変更なし 

添六―433



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7.2.4 系統構成及び主要設備 

酸回収設備は，１系列で構成する。 

酸回収設備の最大回収能力は，分離施設等が 4.8ｔ・ＵＰｒ ／ｄ処理

した時に発生する使用済みの硝酸から硝酸を回収できる能力である。 

なお，酸回収設備で回収する硝酸の濃度は，約 11 規定である。 

(１) 系統構成 

ａ．第１酸回収系 

第１酸回収系は， 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮設備の

高レベル廃液濃縮缶等から発生した使用済硝酸を第１供給槽又は第２供

給槽に受け入れた後，約 4.3ｍ３ ／ｈの流量で蒸発缶に供給する。蒸発

缶では，減圧下で使用済硝酸を蒸発させ，蒸気は精留塔に送る。精留塔

では，減圧下で硝酸と水を分離し回収する。 

 

 

 

 

蒸発缶の濃縮液は，硝酸濃度が約９規定であり，スチーム ジェットポ

ンプで分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽に移送した後，液体廃棄物

の廃棄施設の高レベル廃液濃縮設備へ移送する。 

回収した硝酸は，回収硝酸受槽を経てポンプで溶解施設，分離施設等

へ移送して再利用する。 

精留塔の濃縮液は，硝酸濃度が約 13 規定であり，第１供給槽又は第２

供給槽へ移送し，再度蒸発缶に供給する。 

回収した水は，ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設

備の第２低レベル廃液受槽へ移送し，一部は，液体廃棄物の廃棄施設の

高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶で再利用する。 

なお，更なる安全性向上の観点から，全濃度安全形状寸法管理の機器か

らの移送経路を有する全濃度安全形状寸法管理を行わない機器である相分離

槽及び低レベル無塩廃液受槽に対しても，万一の臨界事故の発生に備え，可

溶性中性子吸収材を供給するための配管を設けるとともに，可溶性中性子吸 

4.7.2.4 系統構成及び主要設備 

  酸回収設備は，１系列で構成する。 

 酸回収設備の最大回収能力は，分離施設等が4.8ｔ・ＵＰｒ／ｄ処理した時に

発生する使用済みの硝酸から硝酸を回収できる能力である。 

 

 なお，酸回収設備で回収する硝酸の濃度は，約11ｍｏｌ／Ｌである。 

 (１) 系統構成 

 ａ．第１酸回収系 

   第１酸回収系は，分離施設の分離建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留

処理槽等から相分離槽に受け入れた洗浄廃液及び気体廃棄物の廃棄施設の

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃ガス洗浄塔等から低レベル無塩廃液受

槽に受け入れた洗浄廃液並びに液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

缶等から発生した使用済硝酸を第１供給槽又は第２供給槽に受け入れた後，

約4.3ｍ３／ｈの流量で蒸発缶に供給する。蒸発缶では，減圧下で使用済硝酸

を蒸発させ，蒸気は精留塔に送る。精留塔では，減圧下で硝酸と水を分離

し回収する。 

 蒸発缶の濃縮液は，硝酸濃度が約９ｍｏｌ／Ｌであり，スチーム  

ジェット ポンプで分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽に移送した後，液

体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮設備へ移送する。 

 回収した硝酸は，回収硝酸受槽を経てポンプで溶解施設，分離施設等へ

移送して再利用する。 

 精留塔の濃縮液は，硝酸濃度が約13ｍｏｌ／Ｌであり，第１供給槽又は

第２供給槽へ移送し，再度蒸発缶に供給する。 

 回収した水は，ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備

の第２低レベル廃液受槽へ移送し，一部は，液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶で再利用する。 

なお，更なる安全性向上の観点から，全濃度安全形状寸法管理の機器か

らの移送経路を有する全濃度安全形状寸法管理を行わない機器である相分

離槽及び低レベル無塩廃液受槽に対しても，万一の臨界事故の発生に備

え，可溶性中性子吸収材を供給するための配管を設けるとともに，可溶性
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

中性子吸収材を配備する。 

ｂ．第２酸回収系 

第２酸回収系は，精製施設のウラン精製設備の抽出廃液ＴＢＰ洗浄器

からの抽出廃液を油水分離槽に受け入れ，有機溶媒を分離した後，供給

槽へ移送するとともに，精製施設のプルトニウム精製設備の抽出廃液中

間貯槽からの抽出廃液 ，脱硝施設のウラン脱硝設備の脱硝塔の脱硝廃

ガスの凝縮液等の使用済硝酸を 供給槽に受け入れる。 

 

 

供給槽から使用済硝酸を約 3.5ｍ３ ／ｈの流量で蒸発缶に供給する。

蒸発缶では，減圧下で使用済硝酸を蒸発させ，蒸気は精留塔に送る。精

留塔では，減圧下で硝酸と水を分離し回収する。 

蒸発缶の濃縮液は，硝酸濃度が約９規定であり，スチーム ジェットポ

ンプで分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽へ移送した後，液体廃棄物

の廃棄施設の高レベル廃液濃縮設備へ移送する。 

回収した硝酸は，回収硝酸受槽を経てポンプで分離施設，精製施設等

へ移送して再利用するか，又は，ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レ

ベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へ移送する。 

精留塔の濃縮液は，硝酸濃度が約 13 規定であり，供給槽へ移送し，再

度蒸発缶に供給する。 

回収した水は，ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設

備の第２低レベル廃液受槽へ移送する。 

なお，更なる安全性向上の観点から，全濃度安全形状寸法管理の機器か

らの移送経路を有する全濃度安全形状寸法管理を行わない機器である供給

液受槽及び低レベル無塩廃液受槽に対しても，万一の臨界事故の発生に備

え，可溶性中性子吸収材を供給するための配管を設けるとともに，可    

備する        。 

  (２) 主要設備 

酸回収設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等

の設計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備え

中性子吸収材を配備する。 

 ｂ．第２酸回収系 

   第２酸回収系は，精製施設のウラン精製設備の抽出廃液ＴＢＰ洗浄器か

らの抽出廃液を油水分離槽に受け入れ，有機溶媒を分離した後，供給液受

槽を経由して供給槽へ移送するとともに，精製施設のプルトニウム精製設

備の抽出廃液中間貯槽からの抽出廃液等の使用済硝酸は供給液受槽を経由

して供給槽に受け入れる。また，脱硝施設のウラン脱硝設備の脱硝塔の脱

硝廃ガスの凝縮液等の使用済硝酸を低レベル無塩廃液受槽及び供給液受槽

を経由して，供給槽に受け入れる。 

 供給槽から使用済硝酸を約3.5ｍ３／ｈの流量で蒸発缶に供給する。蒸発缶

では，減圧下で使用済硝酸を蒸発させ，蒸気は精留塔に送る。精留塔で

は，減圧下で硝酸と水を分離し回収する。 

 蒸発缶の濃縮液は，硝酸濃度が約９ｍｏｌ／Ｌであり，スチーム  

ジェット ポンプで分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽へ移送した後，液

体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮設備へ移送する。 

 回収した硝酸は，回収硝酸受槽を経てポンプで分離施設，精製施設等へ

移送して再利用するか，又は，ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル

廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へ移送する。  

精留塔の濃縮液は，硝酸濃度が約13ｍｏｌ／Ｌであり，供給槽へ移送

し，再度蒸発缶に供給する。 

回収した水は，ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備

の第２低レベル廃液受槽へ移送する。 

なお，更なる安全性向上の観点から，全濃度安全形状寸法管理の機器か

らの移送経路を有する全濃度安全形状寸法管理を行わない機器である供給

液受槽及び低レベル無塩廃液受槽に対しても，万一の臨界事故の発生に備

え，可溶性中性子吸収材を供給するための配管を設けるとともに，可溶性

中性子吸収材を配備する。 

 (２) 主要設備 

   酸回収設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等の

設計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて，
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

て，機器を収納するセルの床には，漏えい液受け皿を設置し，漏えい検

知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状の放射性

物質は，供給槽等へ移送する設計とする。 

酸回収設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理

設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

また，酸回収設備の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する設

計とする。 

安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気停止系は，それ

らを構成する動的機器の単一故障を仮定しても火災及び爆発の防止を確

保するように，弁を多様化する設計とする。 

ａ．第１酸回収系 

(ａ) 蒸 発 缶 

蒸発缶は,運転温度を低くして腐食し難い環境とするため，約 16ｋＰ

ａ[abs](約 120ｍｍＨｇ）の減圧条件下で使用済硝酸を蒸発させる設

計とする。 

蒸発缶の加熱部に供給する約 130℃の加熱蒸気の温度は，加熱蒸気の圧

力により制御し，温度高により警報を発するとともに，蒸気発生器に供

給する一次蒸気を自動的にしゃ断する設計とする。 

また，蒸発缶の加熱部の加熱蒸気の圧力及び気液分離部の液位を制御

，監視し，圧力高又は液位低により警報を発する設計とし，気液分離部

の液位低により自動的に加熱蒸気をしゃ断する設計とする。さらに，濃

縮液の密度を監視する設計とする。 

(ｂ) 精 留 塔 

精留塔は,運転温度を低くして腐食し難い環境とするため,約９ｋＰａ

[abs](約 70ｍｍＨｇ）の減圧条件下で硝酸と水を回収する設計とする。 

精留塔の加熱部に供給する約 130℃の加熱蒸気の温度は，加熱蒸気の

圧力により制御し，温度高により警報を発するとともに，蒸気発生器に

供給する一次蒸気を自動的にしゃ断する設計とする。 

また，精留塔の圧力及び液位を制御，監視し，圧力高又は液位低によ 

り警報を発するとともに自動的に加熱蒸気をしゃ断する設計とする。 

機器を収納するセルの床には，漏えい液受け皿を設置し，漏えい検知装置

を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状の放射性物質は，

供給槽等へ移送する設計とする。 

 酸回収設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設

備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 また，酸回収設備の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する設計

とする。 

 安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気停止系は，それら

を構成する動的機器の単一故障を仮定しても火災及び爆発の防止を確保す

るように，弁を多様化する設計とする。 

ａ．第１酸回収系 

 (ａ) 蒸発缶 

   蒸発缶は，運転温度を低くして腐食し難い環境とするため，約16ｋＰａ[ａ

ｂｓ] の減圧条件下で使用済硝酸を蒸発させる設計とする
（２５）（２６）

。 

 

 蒸発缶の加熱部に供給する約130℃の加熱蒸気の温度は，加熱蒸気の圧

力により制御し，温度高により警報を発するとともに，蒸気発生器に供

給する一次蒸気を自動的に遮断する設計とする。 

 また，蒸発缶の加熱部の加熱蒸気の圧力及び気液分離部の液位を制

御，監視し，圧力高又は液位低により警報を発する設計とし，気液分離

部の液位低により自動的に加熱蒸気を遮断する設計とする。さらに，濃

縮液の密度を監視する設計とする。 

(ｂ) 精留塔 

精留塔は，運転温度を低くして腐食し難い環境とするため，約９ｋＰａ [ａ

ｂｓ] の減圧条件下で硝酸と水を回収する設計とする
（２５）（２６）

。 

 精留塔の加熱部に供給する約130℃の加熱蒸気の温度は，加熱蒸気の圧力

により制御し，温度高により警報を発するとともに，蒸気発生器に供給す

る一次蒸気を自動的に遮断する設計とする。 

 また，精留塔の圧力及び液位を制御，監視し，圧力高又は液位低により

警報を発するとともに，自動的に加熱蒸気を遮断する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｂ．第２酸回収系 

(ａ) 油水分離槽 

油水分離槽は，蒸発缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止す

るため，ＴＢＰの混入防止対策として精製施設のウラン精製設備の抽出

廃液から有機溶媒を分離する堰を槽の内部に設け，供給槽へは水相のみ

を移送する設計とする。 

(ｂ) 蒸 発 缶 

蒸発缶は,運転温度を低くして腐食し難い環境とするため,約 16ｋＰａ 

[abs](約 120ｍｍＨｇ）の減圧条件下で使用済硝酸を蒸発させる設計とす

る。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，蒸発缶の加熱部に 

供給する約 130℃の加熱蒸気の温度は，加熱蒸気の圧力によって制御し

，温度計によって監視し，温度高により警報を発するとともに，加熱蒸

気の温度が 135℃を超えないために，蒸気発生器に供給する一次蒸気及

び加熱部に供給する加熱蒸気の供給を自動的にしゃ断する加熱蒸気停止

系を設ける設計とする。 

また，蒸発缶の加熱部の加熱蒸気の圧力及び気液分離部の液位を制御

，監視し，圧力高又は液位低により警報を発する設計とし，気液分離部

の液位低により自動的に加熱蒸気をしゃ断する設計とする。さらに，濃

縮液の密度を監視する設計とする。 

(ｃ) 精 留 塔 

精留塔は,運転温度を低くして腐食し難い環境とするため,約９ｋＰａ 

[abs](約 70ｍｍＨｇ）の減圧条件下で硝酸と水を回収する設計とする。 

精留塔の加熱部に供給する約 130℃の加熱蒸気の温度は，加熱蒸気の

圧力によって制御し，温度計によって監視し，温度高により警報を発す

るとともに，蒸気発生器に供給する一次蒸気及び加熱部に供給する加熱

蒸気の供給を自動的にしゃ断する設計とする。 

また，精留塔の精留部の圧力及び液位を制御，監視し，圧力高又は液

位低により警報を発するとともに自動的に加熱蒸気をしゃ断する設計と

する。 

 ｂ．第２酸回収系 

 (ａ) 油水分離槽 

   油水分離槽は，蒸発缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止す
（１１）（１３）（１４）

る

ため，ＴＢＰの混入防止対策として精製施設のウラン精製設備の抽出廃液

から有機溶媒を分離する堰を槽の内部に設け，供給槽へは水相のみを移送

する設計とする。 

 (ｂ) 蒸発缶 

   蒸発缶は，運転温度を低くして腐食し難い環境とするため，約16ｋＰａ[ａ

ｂｓ] の減圧条件下で使用済硝酸を蒸発させる設計とする
（２５）（２６）

。 

 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，蒸発缶の加熱部に供

給する約130℃の加熱蒸気の温度は，加熱蒸
（１１）（１３）（１４）

気の圧力によって制御し，温

度計によって監視し，温度高により警報を発するとともに，加熱蒸気の温

度が135℃を超えないために，蒸気
（１３）（１４）

発生器に供給する一次蒸気及び加熱部に

供給する加熱蒸気の供給を自動的に遮断する加熱蒸気停止系を設ける設計

とする。また，蒸発缶の加熱部の加熱蒸気の圧力及び気液分離部の液位

を制御，監視し，圧力高又は液位低により警報を発する設計とし，気液分

離部の液位低により自動的に加熱蒸気を遮断する設計とする。さらに，濃

縮液の密度を監視する設計とする。 

 

 (ｃ) 精留塔 

   精留塔は，運転温度を低くして腐食し難い環境とするため，約９ｋＰａ[ａｂ

ｓ] の減圧条件下で硝酸と水を回収する設計とする。
（２５）（２６）

 

 精留塔の加熱部に供給する約130℃の加熱蒸気の温度は，加熱蒸気の圧力

によって制御し，温度計によって監視し，温度高により警報を発するとと

もに，蒸気発生器に供給する一次蒸気及び加熱部に供給する加熱蒸気の供

給を自動的に遮断する設計とする。 

 また，精留塔の精留部の圧力及び液位を制御，監視し，圧力高又は液位

低により警報を発するとともに，自動的に加熱蒸気を遮断する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

 

 

記載の適正化（表現修正） 

 

記載の適正化（表現修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7.2.5 試験・検査 

安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気停止系は，加熱停止

回路からの信号による定期的な試験及び検査を実施する。 

蒸発缶等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもとに据付け

を行う。 

 

4.7.2.5  試験・検査 

 安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気停止系は，加熱停止

回路からの信号による定期的な試験及び検査を実施する。 

 蒸発缶等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもとに据付

けを行う。 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7.2.6 評 価 

(１) 閉じ込め 

酸回収設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難いステンレス鋼を

用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さらに，気体

廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備により負圧を維持する設計とす

るので，閉じ込め機能を確保できる。また，蒸発缶は，減圧下で蒸発操作

する設計とするので運転温度を低くでき腐食し難い環境を維持できる。 

酸回収設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し

，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状

の放射性物質を供給槽等に移送する設計とするので，万一の液体状の放射

性物質の漏えいを想定しても，その拡大を防止できる。 

(２) 火災及び爆発の防止 

第２酸回収系の蒸発缶は，蒸発缶の加熱蒸気温度を 135℃以下に制限す

る設計とするので，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止できる。 

(３) 単一故障 

安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気停止系は，それら

を構成する動的機器を多様化しているので単一故障を仮定しても火災及び

爆発の防止を確保できる。 

(４) 試験及び検査 

安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気停止系は，運転停

止時に試験及び検査をする設計とするので安全機能を損なうことなく試験

及び検査ができる。 

 

4.7.2.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

 酸回収設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難いステンレス鋼を

用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さらに，気体

廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備により負圧を維持する設計とす

るので，閉じ込め機能を確保できる。また，蒸発缶は，減圧下で蒸発操作

する設計とするので運転温度を低くでき腐食し難い環境を維持できる。 

 酸回収設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置

し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体

状の放射性物質を供給槽等に移送する設計とするので，万一の液体状の放

射性物質の漏えいを想定しても，その拡大を防止できる。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 第２酸回収系の蒸発缶は，蒸発缶の加熱蒸気温度を135℃以下に制限する

設計とするので，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止できる。 

 (３) 単一故障 

 安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気停止系は，それら

を構成する動的機器を多様化しているので単一故障を仮定しても火災及び

爆発の防止を確保できる。 

 (４) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気停止系は，運転停

止時に試験及び検査をする設計とするので安全機能を損なうことなく試験

及び検査ができる。 

 

 

 

変更なし 

（２５）（２６） 

（１３）（１４） （１１）（１３）（１４） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7.3 溶媒回収設備 

4.7.3.1 概  要 

溶媒回収設備は，溶媒再生系及び溶媒処理系で構成する。 

溶媒再生系は，分離施設及び精製施設から発生する使用済みの有機溶媒を

炭酸ナトリウム，硝酸等で洗浄処理する設備である。 

溶媒処理系は，溶媒再生系から発生する使用済みの有機溶媒を蒸留処理す

る設備である。 

溶媒回収設備系統概要図を第 4.7－３図に示す。 

 

4.7.3  溶媒回収設備 

4.7.3.1  概  要 

 溶媒回収設備は，溶媒再生系及び溶媒処理系で構成する。 

 溶媒再生系は，分離施設及び精製施設から発生する使用済みの有機溶媒を

炭酸ナトリウム，硝酸等で洗浄処理する設備である。 

 溶媒処理系は，溶媒再生系から発生する使用済みの有機溶媒を蒸留処理す

る設備である。 

 溶媒回収設備系統概要図を第4.7－３図に示す。 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7.3.2 設計方針 

(１) 閉じ込め 

溶媒回収設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材料を使用し

，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放射性物質が漏

えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

また，気体廃棄物の廃棄施設に接続し，負圧を維持することにより閉じ込

め機能を確保できる設計とする。 

(２) 火災及び爆発の防止 

溶媒回収設備は，取り扱う有機溶媒による火災の発生及び爆発を適切に防

止できる設計とする。 

 

4.7.3.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 溶媒回収設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材料を使用

し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放射性物質が

漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

 また，気体廃棄物の廃棄施設に接続し，負圧を維持することにより閉じ

込め機能を確保できる設計とする。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 溶媒回収設備は，取り扱う有機溶媒による火災の発生及び爆発を適切に

防止できる設計とする。 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7.3.3 主要設備の仕様 

溶媒回収設備の主要設備の仕様を第 4.7－２表に示す。 

 

4.7.3.3  主要設備の仕様 

  溶媒回収設備の主要設備の仕様を第4.7－２表に示す。 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7.3.4 系統構成及び主要設備 

溶媒回収設備は，１系列で構成する。 

溶媒回収設備の最大回収能力は，分離施設等が 4.8ｔ・ＵＰｒ ／ｄ処理し

た時に発生する使用済みの有機溶媒を処理できる能力である。 

なお，溶媒回収設備で回収する有機溶媒の種類は，ｎ－ドデカン並びに 

ＴＢＰ及びｎ－ドデカンの混合物（ＴＢＰ約 30％以上）である。 

(１) 系統構成 

ａ．溶媒再生系 

溶媒再生系は，分離・分配系の第１洗浄器に分離施設の分配設備のウラン

逆抽出器から約 2.6ｍ３／ｈの流量で使用済みの有機溶媒を，プルトニウム

精製系の第１洗浄器に精製施設のプルトニウム精製設備のウラン逆抽出器か

ら約 0.2ｍ３／ｈの流量で使用済みの有機溶媒を，ウラン精製系の第１洗浄

器に精製施設のウラン精製設備の逆抽出器から約 2.4ｍ３／ｈの流量で使用

済みの有機溶媒を受け入れる。 

各々の第１洗浄器に受け入れる使用済みの有機溶媒のＴＢＰ濃度は，約

30％を若干下回るため，溶媒処理系で回収する約 60％以上の回収溶媒を添

加して，有機溶媒のＴＢＰ濃度を約 30％とする。 

なお，ＴＢＰ濃度は，各々の溶媒再生系での洗浄の後に，定期的に試料採

取して分析によって確認する。 

第１洗浄器の第１段に受け入れた使用済みの有機溶媒は，第１段及び第２

段で炭酸ナトリウムを用いて洗浄した後，第２段から抜き出し，第２洗浄器

に移送する。第２洗浄器では，有機溶媒を硝酸を用いて洗浄した後，第１洗

浄器の第３段へ移送する。第２洗浄器からの有機溶媒は第３段及び第４段で

炭酸ナトリウムを用いて洗浄した後，第３洗浄器に移送し，水酸化ナトリウ

ムで洗浄する。 

第１洗浄器から第３洗浄器の洗浄によって，使用済みの有機溶媒中の溶媒

の劣化物等を除去する。 

分離・分配系の洗浄後の有機溶媒は，ゲデオンで分離施設の分離設備，分

配設備へ移送し再利用するとともに，一部は溶媒処理系の溶媒供給槽へ移送

する。プルトニウム精製系の洗浄後の有機溶媒は，ゲデオンで精製施設のプ

4.7.3.4  系統構成及び主要設備 

 溶媒回収設備は，１系列で構成する。 

 溶媒回収設備の最大回収能力は，分離施設等が4.8ｔ・ＵＰｒ／ｄ処理した時

に発生する使用済みの有機溶媒を処理できる能力である。 

 なお，溶媒回収設備で回収する有機溶媒の種類は，ｎ－ドデカン並びにＴ

ＢＰ及びｎ－ドデカンの混合物（ＴＢＰ約30％以上）である。 

 (１) 系統構成 

 ａ．溶媒再生系 

 溶媒再生系は，分離・分配系の第１洗浄器に分離施設の分配設備のウラ

ン逆抽出器から約2.6ｍ３／ｈの流量で使用済みの有機溶媒を，プルトニウム

精製系の第１洗浄器に精製施設のプルトニウム精製設備のウラン逆抽出器

から約0.2ｍ３／ｈの流量で使用済みの有機溶媒を，ウラン精製系の第１洗浄

器に精製施設のウラン精製設備の逆抽出器から約2.4ｍ３／ｈの流量で使用済

みの有機溶媒を受け入れる。 

 各々の第１洗浄器に受け入れる使用済みの有機溶媒のＴＢＰ濃度は，約

30％を若干下回るため，溶媒処理系で回収する約60％以上の回収溶媒を添

加して，有機溶媒のＴＢＰ濃度を約30％とする。 

 なお，ＴＢＰ濃度は，各々の溶媒再生系での洗浄の後に，定期的に試料

採取して分析によって確認する。 

 第１洗浄器の第１段に受け入れた使用済みの有機溶媒は，第１段及び第２

段で炭酸ナトリウムを用いて洗浄した後，第２段から抜き出し，第２洗浄器

に移送する。第２洗浄器では，有機溶媒を硝酸を用いて洗浄した後，第１洗

浄器の第３段へ移送する。第２洗浄器からの有機溶媒は第３段及び第４段で

炭酸ナトリウムを用いて洗浄した後，第３洗浄器に移送し，水酸化ナトリウ

ムで洗浄する。 

 第１洗浄器から第３洗浄器の洗浄によって，使用済みの有機溶媒中の溶

媒の劣化物等を除去する。 

 分離・分配系の洗浄後の有機溶媒は，ゲデオンで分離施設の分離設

備，分配設備へ移送し再利用するとともに，一部は溶媒処理系の溶媒供給

槽へ移送する。プルトニウム精製系の洗浄後の有機溶媒は，ゲデオンで精

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ルトニウム精製設備へ移送し再利用するとともに，一部は分離・分配系の洗

浄後の有機溶媒に混合する。 

ウラン精製系の洗浄後の有機溶媒は，ポンプで精製施設のウラン精製設備

及びプルトニウム精製設備へ移送し再利用するとともに，一部はプルトニウ

ム精製系の洗浄後の有機溶媒に混合する。 

分離・分配系の有機溶媒の洗浄により発生する廃液は，スチーム ジェッ

ト ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液

供給槽へ移送する。 

プルトニウム精製系の有機溶媒の洗浄により発生する廃液は，スチーム 

ジェット ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカ

リ廃液供給槽へ移送するか，又は，低レベル廃液処理設備の第１低レベル第

１廃液受槽等へ移送する。 

ウラン精製系の有機溶媒の洗浄により発生する廃液は，スチーム ジェッ

ト ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル

第１廃液受槽等へ移送する。 

ｂ．溶媒処理系 

溶媒処理系は，溶媒再生系の分離・分配系の第３洗浄器からの洗浄後の有

機溶媒を溶媒供給槽に受け入れ，約 0.2ｍ３ ／ｈの流量で第１蒸発缶に供給

し水分を除去する。第１蒸発缶からの有機溶媒は，第２蒸発缶で蒸発させ，

蒸気は溶媒蒸留塔へ移送し，回収希釈剤とＴＢＰ濃度が約 60％以上の回収

溶媒を得る。溶媒蒸留塔上部から得た回収希釈剤は，回収希釈剤中間貯槽を

経て回収希釈剤第１貯槽に受け入れ，ポンプで分離施設，精製施設に移送し

再利用するか，又は，回収溶媒第３貯槽に移送する。 

溶媒蒸留塔下部から得た回収溶媒は，回収溶媒中間貯槽を経て回収溶媒第

１貯槽に受け入れ，溶媒再生系で再利用するか，又は，回収溶媒第３貯槽に

移送する。 

第１蒸発缶からの凝縮液は,スチーム ジェット ポンプ等で酸回収設備，

又は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃

液受槽等へ移送する。 

第２蒸発缶の未蒸発の有機溶媒は，第２蒸発缶に再循環させるとともに，

製施設のプルトニウム精製設備へ移送し再利用するとともに，一部は分

離・分配系の洗浄後の有機溶媒に混合する。 

ウラン精製系の洗浄後の有機溶媒は，ポンプで精製施設のウラン精製設

備及びプルトニウム精製設備へ移送し再利用するとともに，一部はプルト

ニウム精製系の洗浄後の有機溶媒に混合する。 

 分離・分配系の有機溶媒の洗浄により発生する廃液は，スチーム ジェッ

ト ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液

供給槽へ移送する。 

 プルトニウム精製系の有機溶媒の洗浄により発生する廃液は，スチーム 

ジェット ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカ

リ廃液供給槽へ移送するか，又は，低レベル廃液処理設備の第１低レベル

第１廃液受槽等へ移送する。 

 ウラン精製系の有機溶媒の洗浄により発生する廃液は，スチーム ジェッ

ト ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル

第１廃液受槽等へ移送する。 

ｂ．溶媒処理系 

 溶媒処理系は，溶媒再生系の分離・分配系の第３洗浄器からの洗浄後の

有機溶媒を溶媒供給槽に受け入れ，約0.2ｍ３／ｈの流量で第１蒸発缶に供給

し水分を除去する。第１蒸発缶からの有機溶媒は，第２蒸発缶で蒸発さ

せ，蒸気は溶媒蒸留塔へ移送し，回収希釈剤とＴＢＰ濃度が約60％以上の

回収溶媒を得る。溶媒蒸留塔上部から得た回収希釈剤は，回収希釈剤中間

貯槽を経て回収希釈剤第１貯槽に受け入れ，ポンプで分離施設，精製施設

に移送し再利用するか，又は，回収溶媒第３貯槽に移送する。 

溶媒蒸留塔下部から得た回収溶媒は，回収溶媒中間貯槽を経て回収溶媒

第１貯槽に受け入れ，溶媒再生系で再利用するか，又は，回収溶媒第３貯

槽に移送する。 

 第１蒸発缶からの凝縮液は,スチーム ジェット ポンプ等で酸回収設備，

又は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１

廃液受槽等へ移送する。 

 第２蒸発缶の未蒸発の有機溶媒は，第２蒸発缶に再循環させるととも

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

一部は廃有機溶媒残として廃有機溶媒残中間貯槽に受け入れ，ポンプで

固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の廃溶媒処理系へ移送

する。 

回収溶媒第３貯槽に受け入れた回収希釈剤及び回収溶媒は，各々廃希 釈

剤及び廃有機溶媒としてポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固 体廃

棄物処理設備の廃溶媒処理系へ移送するか,又は,再度蒸留処理する。 

分離施設及び精製施設で使用した有機溶媒を新しい有機溶媒に更新す る

場合，溶媒処理系に受け入れる有機溶媒は，回収溶媒第３貯槽を経て，廃有

機溶媒としてポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物 処理設

備の廃溶媒処理系へ移送することもできる。 

(２) 主要設備 

ａ．溶媒再生系 

溶媒再生系の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等の設

計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて，機器

を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて

漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状の放射性物質は，分離建屋一

時貯留処理設備の第 10 一時貯留処理槽，精製建屋一時貯留処理設備の第８

一時貯留処理槽等に移送する設計とする。 

溶媒再生系の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備

に接続し，負圧を維持する設計とする。 

分離・分配系の第１洗浄器は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空

気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を可燃

限界濃度未満に抑制する設計とする。 

また，溶媒再生系の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する設計と

する。 

分離施設等から重力流で溶媒再生系に受け入れる有機溶媒の流量は，分離

施設等において監視し，流量の異常を検知し，警報を発する設計とする。 

 

(ａ) 第１洗浄器及び第３洗浄器 

溶媒再生系の第１洗浄器及び第３洗浄器は，有機溶媒の洗浄の効率を高め

に，一部は廃有機溶媒残渣として廃有機溶媒残渣中間貯槽に受け入れ，ポ

ンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の廃溶媒処理

系へ移送する。 

回収溶媒第３貯槽に受け入れた回収希釈剤及び回収溶媒は，各々廃希釈

剤及び廃有機溶媒としてポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃

棄物処理設備の廃溶媒処理系へ移送するか,又は,再度蒸留処理する。 

  分離施設及び精製施設で使用した有機溶媒を新しい有機溶媒に更新する

場合，溶媒処理系に受け入れる有機溶媒は，回収溶媒第３貯槽を経て，廃

有機溶媒としてポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理

設備の廃溶媒処理系へ移送することもできる。 

 (２) 主要設備 

  ａ．溶媒再生系 

 溶媒再生系の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等の

設計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて，

機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を

用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状の放射性物質は，分

離建屋一時貯留処理設備の第10一時貯留処理槽，精製建屋一時貯留処理設

備の第８一時貯留処理槽等に移送する設計とする。 

 溶媒再生系の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設

備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 分離・分配系の第１洗浄器は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮

空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を

可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。 

 また，溶媒再生系の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する設計

とする。 

 分離施設等から重力流で溶媒再生系に受け入れる有機溶媒の流量は，分

離施設等において監視し，流量の異常を検知し，警報を発する設計とす

る。 

 (ａ) 第１洗浄器及び第３洗浄器 

 溶媒再生系の第１洗浄器及び第３洗浄器は，有機溶媒の洗浄の効率を高
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

るために，第１洗浄器及び第３洗浄器の下部にジャケットを設けて約 90℃

の温水を供給し，第１洗浄器及び第３洗浄器内の溶液の温度を約 50℃とす

る。 

第１洗浄器及び第３洗浄器内の溶液の温度を制御，監視し，溶液の温度高

により警報を発するとともに，温水の供給を自動的に停止することにより第

１洗浄器及び第３洗浄器内の溶液の温度が希釈剤の引火点（74℃) を超えな

い設計とする。 

ｂ．溶媒処理系 

溶媒処理系の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等の設

計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて，機器

を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて

漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状の放射性物質は，精製施設の

精製建屋一時貯留処理設備の第８一時貯留処理槽，液体廃棄物の廃棄施設の

低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等に移送する設計とする

。 

溶媒処理系の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備

に接続し，蒸留処理する際には負圧を維持する設計とする。 

第１蒸発缶，第２蒸発缶及び溶媒蒸留塔は，有機溶媒へ着火するおそれの

ない可燃領域外で有機溶媒の処理を行う設計とするとともに，廃ガスには，

不活性ガス（窒素）を注入して排気する設計とする。 

また，溶媒処理系の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する設計と

する。 

(ａ)  第１蒸発缶 

第１蒸発缶は，約５ｋＰａ[abs]の減圧条件下で運転し，有機溶媒中の水

分を除去する設計とする。また，第１蒸発缶を減圧にするための系統の圧力

を監視し，圧力高により警報を発するとともに自動的に不活性ガス（窒素）

を系内に注入し，有機溶媒の第１蒸発缶への供給及び加熱蒸気の供給を自動

的に停止する設計とする。 

(ｂ) 第２蒸発缶 

第２蒸発缶は，約 0.6ｋＰａ[abs]の減圧条件下で運転し，有機溶媒を蒸

めるために，第１洗浄器及び第３洗浄器の下部にジャケットを設けて約

90℃の温水を供給し，第１洗浄器及び第３洗浄器内の溶液の温度を約50℃

とする。 

 第１洗浄器及び第３洗浄器内の溶液の温度を制御，監視し，溶液の温度

高により警報を発するとともに，温水の供給を自動的に停止することによ

り第１洗浄器及び第３洗浄器内の溶液の温度が希釈剤の引火点（74℃) を

超えない設計とする。 

ｂ．溶媒処理系 

 溶媒処理系の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等の

設計とする。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて，

機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を

用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状の放射性物質は，精

製施設の精製建屋一時貯留処理設備の第８一時貯留処理槽，液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等に移送す

る設計とする。 

 溶媒処理系の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設

備に接続し，蒸留処理する際には負圧を維持する設計とする。 

 第１蒸発缶，第２蒸発缶及び溶媒蒸留塔は，有機溶媒へ着火するおそれ

のない可燃領域外で有機溶媒の処理を行う設計とするとともに，廃ガスに

は，不活性ガス（窒素）を注入して排気する設計とする。 

 また，溶媒処理系の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する設計

とする。 

 (ａ) 第１蒸発缶 

 第１蒸発缶は，約５ｋＰａ[abs]の減圧条件下で運転し，有機溶媒中の水

分を除去する設計とする。また，第１蒸発缶を減圧にするための系統の圧

力を監視し，圧力高により警報を発するとともに自動的に不活性ガス（窒

素）を系内に注入し，有機溶媒の第１蒸発缶への供給及び加熱蒸気の供給

を自動的に停止する設計とする。 

 (ｂ) 第２蒸発缶 

 第２蒸発缶は，約0.6ｋＰａ[abs]の減圧条件下で運転し，有機溶媒を蒸

 

変更なし 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

発させる設計とする。 

(ｃ) 溶媒蒸留塔 

溶媒蒸留塔は，約 0.3ｋＰａ[abs]の減圧条件下で運転し,ＴＢＰの濃度

が約 30％の有機溶媒を,希釈剤とＴＢＰの濃度が約 60％以上の有機溶媒に

分離し回収する設計とする。また，溶媒蒸留塔の圧力を監視し，圧力高に

より警報を発するとともに自動的に不活性ガス（窒素）を系内に注入し，

有機溶媒の第１蒸発缶への供給及び加熱蒸気の供給を自動的に停止する設

計とする。 

 
 

発させる設計とする。 

(ｃ) 溶媒蒸留塔 

 溶媒蒸留塔は，約0.3ｋＰａ[abs]の減圧条件下で運転し,ＴＢＰの濃度が

約30％の有機溶媒を,希釈剤とＴＢＰの濃度が約60％以上の有機溶媒に分離

し回収する設計とする。また，溶媒蒸留塔の圧力を監視し，圧力高により警

報を発するとともに自動的に不活性ガス（窒素）を系内に注入し，有機溶媒

の第１蒸発缶への供給及び加熱蒸気の供給を自動的に停止する設計とする。 

 

変更なし 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7.3.5 試験・検査 

溶媒蒸留塔等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもとに据

付けを行う。 

 

4.7.3.5  試験・検査 

 溶媒蒸留塔等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のも

とに据付けを行う。 

 

 

 

変更なし 
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変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.7.3.6 評 価 

(１) 閉じ込め 

溶媒回収設備の放射性物質を内蔵する主要機器は，腐食し難いステンレ

ス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さらに

，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続することにより負

圧を維持する設計とするので，閉じ込め機能を確保できる。 

溶媒回収設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置

し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体

状の放射性物質を分離施設の分離建屋一時貯留処理設備等に移送する設計

とするので，万一液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，その拡大を

防止できる。 

(２) 火災及び爆発の防止 

溶媒回収設備の溶媒再生系の第１洗浄器等は，運転温度を希釈剤の引火

点（74℃) 以下に制限する設計とする。また，溶媒処理系の第１蒸発缶，第

２蒸発缶及び溶媒蒸留塔は，有機溶媒へ着火するおそれのない可燃領域外で

有機溶媒の処理を行う設計とする。さらに，機器を接地し，着火源を適切に

排除する設計とするので有機溶媒による火災の発生及び爆発を防止できる。 

 

溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第１洗浄器は，その他再処

理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射

線分解により発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とし，

さらに，機器を接地し，着火源を適切に排除する設計とするので爆発を防

止できる。 
 

4.7.3.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

 溶媒回収設備の放射性物質を内蔵する主要機器は，腐食し難いステンレ

ス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さら

に，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続することにより

負圧を維持する設計とするので，閉じ込め機能を確保できる。 

 溶媒回収設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受皿を設置

し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体

状の放射性物質を分離施設の分離建屋一時貯留処理設備等に移送する設計

とするので，万一液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，その拡大を

防止できる。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 溶媒回収設備の溶媒再生系の第１洗浄器等は，運転温度を希釈剤の引火

点（74℃) 以下に制限する設計とする。また，溶媒処理系の第１蒸発缶，

第２蒸発缶及び溶媒蒸留塔は，有機溶媒へ着火するおそれのない可燃領域

外で有機溶媒の処理を行う設計とする。さらに，機器を接地し，着火源を

適切に排除する設計とするので有機溶媒による火災の発生及び爆発を防止

できる。 

 溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第１洗浄器は，その他再処

理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放射

線分解により発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とし，さ

らに，機器を接地し，着火源を適切に排除する設計とするので爆発を防止

できる。 

 

 

変更なし 

（１２） 

（２７） 

（６）（８）（９） 
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5. 製品貯蔵施設 

5.1  概  要 

 製品貯蔵施設は，ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵設備で構成する。 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン脱硝設備で生成したウラ

ン酸化物（以下５.では「ＵＯ３」という。）粉末の製品を貯蔵する設備

である。 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝設備で生成したウラン・プルトニウム混合酸化物

(ＵＯ２・ＰｕＯ２, 以下5.では「ＭＯＸ」という。）粉末の製品を貯蔵す

る設備である。 

 なお，製品貯蔵施設は，ウラン－235濃縮度が全ウランの1.6wt％以下

のウランのＵＯ３粉末並びにウラン－235濃縮度が全ウランの1.6wt％以

下のウラン及びプルトニウム－240重量比が全プルトニウムの1７w

t％以上のプルトニウムのＭＯＸ粉末を受け入れる。 

 

5.2  ウラン酸化物貯蔵設備 

5.2.1  概  要 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン脱硝設備で生成した製品

であるＵＯ３粉末を充てんしたウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵

し，払い出す設備である。 

 

5.2.2  設計方針 

 (１) 臨界安全 

   ウラン酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見

て想定されるいかなる場合でも，形状寸法管理，質量管理及び同位体

組成管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防

止できる設計とする。 

   また，各単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わせて適切に

配置することにより，複数ユニットとして臨界を防止できる設計とす

る。 

 (２) 落下防止 

   貯蔵室クレーン等の搬送機器は，電源喪失時におけるつり荷の保

持，又は逸走防止を行い，移送物の落下及び転倒を防止できる設計と

する。 

 (３) 閉じ込め 

   ウラン酸化物貯蔵設備は，ＵＯ３粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封

入することにより，閉じ込め機能を確保できる設計とする。 

 (４) 貯蔵容量 

5. 製品貯蔵施設 

5.1 概  要 

 製品貯蔵施設は，ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵設備で構成する。 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン脱硝設備で生成したＵＯ

３粉末の製品を貯蔵する設備である。 

 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝設備で生成したＭＯＸ粉末の製品を貯蔵する設備で

ある。 

 

 なお，製品貯蔵施設は，ウラン－235濃縮度が全ウランの1.6wt％以下

のウランのＵＯ３粉末並びにウラン－235濃縮度が全ウランの1.6wt％以

下のウラン及びプルトニウム－240重量比が全プルトニウムの1７wt％以

上のプルトニウムのＭＯＸ粉末を受け入れる。 

 

5.2  ウラン酸化物貯蔵設備 

5.2.1  概  要 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン脱硝設備で生成した製品

であるＵＯ３粉末を充てんしたウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵

し，払い出す設備である。 

 

5.2.2 設計方針 

 (１) 臨界安全 

   ウラン酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見

て想定されるいかなる場合でも，形状寸法管理，質量管理及び同位体

組成管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防

止できる設計とする。 

また，各単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わせて適切に

配置することにより，複数ユニットとして臨界を防止できる設計とす

る。 

 (２) 落下防止 

   貯蔵室クレーン等の搬送機器は，電源喪失時におけるつり荷の保

持，又は逸走防止を行い，移送物の落下及び転倒を防止できる設計と

する。 

 (３) 閉じ込め 

   ウラン酸化物貯蔵設備は，ＵＯ３粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封

入することにより，閉じ込め機能を確保できる設計とする。 

 (４) 貯蔵容量 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

   ウラン酸化物貯蔵設備は，適切な貯蔵容量を有する設計とする。 

 

5.2.3 主要設備の仕様 

  ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様を第5.2－１表に示す。 

  なお，貯蔵バスケット概要図を第5.2－１図に示す。 

 

5.2.4  系統構成及び主要設備 

  ウラン酸化物貯蔵設備の最大貯蔵能力は，4,000t・Ｕ(ここでいうt・

Ｕは金属ウラン重量換算である｡)である。 

 (１) 系統構成 

 ウラン酸化物貯蔵設備は, 脱硝施設のウラン脱硝設備からＵＯ３粉

末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器搬送台車，

昇降リフトで搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収納後，バス

ケット搬送台車及び昇降リフトで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に

貯蔵する。 

 ＵＯ３粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場

合は，貯蔵室クレーン，バスケット搬送台車，昇降リフト等を用いて

トラック ヤードから払い出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

 ウラン酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する機器は，形状寸法管

理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより，単一

ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

 また，各単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わせて適切に

配置することにより，複数ユニットとして臨界を防止する設計とす

る。 

 ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の臨界安全管理表を第5.2－２表

に示す。 

 

  ａ．貯蔵容器搬送台車 

   貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯蔵容器１本を軌道上において

   ウラン酸化物貯蔵設備は，適切な貯蔵容量を有する設計とする。 

 

5.2.3 主要設備の仕様 

  ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様を第5.2－１表に示す。 

  なお，貯蔵バスケット概要図を第5.2－１図に示す。 

 

5.2.4 系統構成及び主要設備 

  ウラン酸化物貯蔵設備の最大貯蔵能力は，4,000t・Ｕである。 

 

 (１) 系統構成 

   ウラン酸化物貯蔵設備は, 脱硝施設のウラン脱硝設備からＵＯ３粉

末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器搬送台車及

び昇降リフトで搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収納後，バ

スケット搬送台車及び昇降リフトで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室

に貯蔵する。 

ＵＯ３粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場

合は，貯蔵室クレーン，バスケット搬送台車及び昇降リフトを用いて

トラック ヤードから払い出す。 

ウラン脱硝設備から受け入れた一部のＵＯ３粉末及び貯蔵室に貯蔵

した一部のＵＯ３粉末は，貯蔵容器取扱室で一時保管した後，脱硝塔

内の流動層を形成するため，又はＵＯ３溶解槽で溶解するため，脱硝

施設のウラン脱硝設備に移送する。 

貯蔵室に貯蔵した一部のＵＯ３粉末は，保障措置検査のため貯蔵容

器取扱室へ移送した後，再度貯蔵室に貯蔵する。また，貯蔵室に貯蔵

した空き容量を有する貯蔵バスケットは，搬送室へ移送し，ＵＯ３粉

末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を収納した後，再度貯蔵室に貯蔵

する。 

 (２) 主要設備 

   ウラン酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する機器は，形状寸法管

理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより，単一

ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

また，各単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わせて適切に

配置することにより，複数ユニットとして臨界を防止する設計と
（ １ ）

す

る。 

ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の臨界安全管理表を第5.2－２表に

示す。 

 

 ａ．貯蔵容器搬送台車 

   貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯蔵容器１本を軌道上において

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

取り扱い，ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し難い構造とすると

ともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のイ

ンターロックを設ける設計とする。 

 ｂ．昇降リフト 

   昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１台又はバスケット搬送台車１台

を載せたまま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する設備であり，コン

クリート体内を昇降する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも荷を保

持するフェイルセイフ機構を有する設計とするとともに，運転を安全

かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とす

る。 

 ｃ．移載クレーン 

   移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器１本をつり上げて取り扱

い，ウラン酸化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止するため，つり

ワイヤの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持する

フェイルセイフ機構を有する設計とする。 

 また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラン酸化物貯蔵容器のつ

り上げ高さを５ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防

止のインターロックを設ける設計とする。 

 ｄ．バスケット搬送台車 

   バスケット搬送台車は，貯蔵バスケット１基を軌道上において取り

扱い，貯蔵バスケットが転倒及び落下し難い構造とするとともに，取

り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロッ

クを設ける設計とする。 

 ｅ．貯蔵室クレーン 

 貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット１基を取り扱い，貯蔵バスケッ

ト取り扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二重化を施すとと

もに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイル セイフ機構を有す

る設計とする。 

  また，運転を安全かつ確実に行うため，貯蔵バスケットのつり上げ

高さを６ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のイ

ンターロックを設ける設計とする。 

 

5.2.5  試験・検査 

 ウラン酸化物貯蔵容器等の機器は，外観検査等の品質保証活動のもと

に製作を行う。 

 貯蔵容器搬送台車等の搬送機器は，定期的に作動試験及び検査を実施

する。 

 

 

取り扱い，ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し難い構造とすると

ともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のイ

ンターロックを設ける設計とする。 

 ｂ．昇降リフト 

   昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１台又はバスケット搬送台車１台

を載せたまま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する設備であり，コン

クリート軀体内を昇降する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも荷を保

持するフェイルセイフ機構を有する設計とするとともに，運転を安全

かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とす

る。 

 ｃ．移載クレーン 

   移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器１本をつり上げて取り扱

い，ウラン酸化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止するため，つり

ワイヤの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラン酸化物貯蔵容器のつ

り上げ高さを５ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防

止のインターロックを設ける設計とする。 

 ｄ．バスケット搬送台車 

   バスケット搬送台車は，貯蔵バスケット１基を軌道上において取り

扱い，貯蔵バスケットが転倒及び落下し難い構造とするとともに，取

り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロッ

クを設ける設計とする。 

 ｅ．貯蔵室クレーン 

   貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット１基を取り扱い，貯蔵バスケッ

ト取り扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二重化を施すとと

もに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイル セイフ機構を有す

る設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，貯蔵バスケットのつり上げ

高さを６ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のイ

ンターロックを設ける設計とする。 

 

5.2.5  試験・検査 

 ウラン酸化物貯蔵容器等の機器は，外観検査等の品質保証活動のもと

に製作を行う。 

 貯蔵容器搬送台車等の搬送機器は，定期的に作動試験及び検査を実施

する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.2.6  評  価 

 (１) 臨界安全 

 ウラン酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見

て想定されるいかなる場合にも第5.2－２表の臨界安全管理表に示す

形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せに

より，単一ユニットとして臨界を防止できる。 

 また，各単一ユニットは，中性子吸収材管理を組合わせて適切に配

置する設計とするので，複数ユニットとして臨界を防止できる。 

 (２) 落下防止 

 貯蔵室クレーン等の搬送機器は，つりワイヤの二重化，電源喪失時

におけるつり荷の保持機構，及び逸走防止のインターロックを設ける

設計とするので，移送物の落下及び転倒を防止できる。 

 (３) 閉じ込め 

 ウラン酸化物貯蔵設備は, ＵＯ３粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封

入する設計とするので，閉じ込め機能を確保できる。 

 (４) 貯蔵容量 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，製品であるＵＯ３粉末を4,000ｔ・Ｕ貯蔵

できる。 

 

5.3  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

5.3.1  概  要 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウム混

合脱硝設備からＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵

容器を受け入れ，貯蔵し，払い出す設備である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6  評  価 

 (１) 臨界安全 

 ウラン酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見

て想定されるいかなる場合にも第5.2－２表の臨界安全管理表に示す

形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せに

より，単一ユニットとして臨界を防止できる。 

 また，各単一ユニットは，中性子吸収材管理を組合わせて適切に配

置する設計とするので，複数ユニットとして臨界を防止できる。 

 (２) 落下防止 

 貯蔵室クレーン等の搬送機器は，つりワイヤの二重化，電源喪失時

におけるつり荷の保持機構，及び逸走防止のインターロックを設ける

設計とするので，移送物の落下及び転倒を防止できる。 

 (３) 閉じ込め 

 ウラン酸化物貯蔵設備は, ＵＯ３粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封

入する設計とするので，閉じ込め機能を確保できる。 

 (４) 貯蔵容量 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，製品であるＵＯ３粉末を4,000ｔ・Ｕ貯

蔵できる。 

 

5.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

5.3.1 概  要 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウム

混合脱硝設備からＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶を収納した混合酸化物

貯蔵容器を受入れ，貯蔵し，払い出す設備である。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のうち，粉末缶及び混合酸

化物貯蔵容器は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用するとともに，ＭＯＸ燃料

加工施設の洞道搬送台車は再処理施設と共用する。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設から洞道搬送台車でＭＯＸ粉末取出し後の

粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵ホールで一時保

管した後，再使用する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋とＭＯＸ燃料加工施設（洞

道）を接続する設計とする。接続部に対しては，地震，火災及び溢水に

よる影響を受けないよう，建屋間のエキスパンションジョイントによる

接続，洞道境界への３時間以上の耐火能力を有する扉の設置及び建屋内

での堰の設置を行う設計とすることで，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他施設との共用に係る

変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.3.2  設計方針 

 (１) 臨界安全 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で臨界安全管理を要する

機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合でも，形状寸法管理，

質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニ

ットとして臨界を防止できる設計とする。 

   また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニッ

トとして臨界を防止できる設計とする。 

 (２) 落下防止 

   昇降機等の搬送機器は，電源喪失時におけるつり荷の保持又は逸走

防止を行い，移送物の落下及び転倒を防止できる設計とする。 

 (３) 閉じ込め 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ＭＯＸ粉末充てん済

みの粉末缶を混合酸化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機

能を確保できる設計とする。 

 (４) 崩壊熱除去 

   貯蔵ホールは，崩壊熱による過度の温度上昇を防止するため，適切

な冷却機能を有する設計とする。 

 (５) 貯蔵容量 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，適切な貯蔵容量を有

する設計とする。 

 

 

 

 

5.3.3  主要設備の仕様 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様を第5.3

－ １表に示す。 

  なお，貯蔵ホール概要図を第5.3－１図に示す。 

 

 

5.3.4  系統構成及び主要設備 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の最大貯蔵能力は，

60ｔ・（Ｕ＋Ｐｕ)(ここでいうｔ・（Ｕ＋Ｐｕ）は，金属ウラン及び

金属プルトニウムの合計重量換算である。ウランとプルトニウムの重

量混合比は１対１）である。 

 (１) 系統構成 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・

プルトニウム混合脱硝設備からＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶を封入

5.3.2 設計方針 

 (１) 臨界安全 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で臨界安全管理を要する

機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合でも，形状寸法管理，

質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニ

ットとして臨界を防止できる設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニッ

トとして臨界を防止できる設計とする。 

 (２) 落下防止 

   昇降機等の搬送機器は，電源喪失時におけるつり荷の保持又は逸走

防止を行い，移送物の落下及び転倒を防止できる設計とする。 

 (３) 閉じ込め 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ＭＯＸ粉末充てん済

みの粉末缶を混合酸化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機

能を確保できる設計とする。 

 (４) 崩壊熱除去 

   貯蔵ホールは，崩壊熱による過度の温度上昇を防止するため，適切

な冷却機能を有する設計とする。 

 (５) 貯蔵容量 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，適切な貯蔵容量を有

する設計とする。 

 (６) 共用 

   粉末缶，混合酸化物貯蔵容器及びＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台

車は，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

5.3.3 主要設備の仕様 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様を第5.3

－１表に示す。また，共用するＭＯＸ燃料加工施設の主要設備の仕様を

第5.3－２表に示す。 

なお，貯蔵ホール概要図を第5.3－１図に示す。 

 

5.3.4 系統構成及び主要設備 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の最大貯蔵能力は，60ｔ・

（Ｕ＋Ｐｕ）である。 

 

 

 (１) 系統構成 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・

プルトニウム混合脱硝設備からＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶を封入
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台車，昇降機等により

搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯蔵する。混合酸化物貯蔵容器を他

施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し，貯蔵容

器台車，昇降機，移載機，払出台車等を用いてローディング ドック

から払い出す。 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する

機器は，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの

組合わせにより，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニッ

トとして臨界を防止する設計とする。 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主要設備の臨界安全管

理表を第5.3－２表に示す。 

 

 

 

 ａ．貯蔵ホール 

 貯蔵ホールは，各ホールに混合酸化物貯蔵容器１本を収納する設計

とし，混合酸化物貯蔵容器から崩壊熱を除去するため，気体廃棄物の

廃棄施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備によ

り，貯蔵ホールの換気を適切に行い混合酸化物貯蔵容器を空気で冷却

するとともに，貯蔵室の構造物（コンクリート）の温度を65℃以下に

維持する設計とする。 

 

 ｂ．貯蔵容器台車 

 貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り扱

い，混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに, 取り扱い

時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設

ける設計とする。 

 

 

 

 

した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台車，昇降機等により

搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯蔵する。混合酸化物貯蔵容器を他

施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し，貯蔵容

器台車，昇降機，移載機，払出台車，洞道搬送台車等を用いてローデ

ィングドック又は台車移動室から払い出す。また，ＭＯＸ燃料加工施

設から洞道搬送台車でＭＯＸ粉末取り出し後の粉末缶を収納した混合

酸化物貯蔵容器を受け入れる。 

貯蔵ホールに貯蔵した一部のＭＯＸ粉末は，保障措置検査のため，

脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備へ移送した後，再度貯

蔵ホールに貯蔵する。 

 (２) 主要設備 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する

機器は，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの

組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニッ

トとして臨界を防止する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主要設備の臨界安全管

理表を第5.3－３表に示す。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の混合酸化物貯蔵容器及

び粉末缶は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。なお，共用によって仕

様（種類，容量及び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安

全の方法に変更はない。 

 ａ．貯蔵ホール 

   貯蔵ホールは，各ホールに混合酸化物貯蔵容器１本を収納する設計

とし，混合酸化物貯蔵容器から崩壊熱を除去するため，気体廃棄物の

廃棄施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備によ

り，貯蔵ホールの換気を適切に行い混合酸化物貯蔵容器を空気で冷却

するとともに，貯蔵室の構造物（コンクリート）の温度を65℃以下に

維持する設計とする。 

 ｂ．貯蔵容器台車 

   貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り扱

い，混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い

時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロック及び

衝突防止のインターロックを設ける設計とする。 

また，衝突防止のインターロックに必要となるＭＯＸ燃料加工施設

の洞道搬送台車からの信号は，再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設間で

共用する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 ｃ．昇降機   

 昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取

り扱い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェイ

ンの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェ

イル セイフ機構を有する設計とする。また，運転を安全かつ確実に

行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止及び逸

走防止のインターロックを設ける設計とする。 

 ｄ．貯蔵台車 

 貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて

取り扱い，混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を防止するため，つ

りチェインの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持す

るフェイル セイフ機構を有する設計とする。また，運転を安全かつ

確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止

及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。 

 ｅ．移 載 機   

 移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取

り扱い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの

二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイル 

セイフ機構を有する設計とする。 

  また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつか

み不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計

とする。 

 ｆ．払出台車 

   払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り扱い，

混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに, 取り扱い時の

搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5  試験・検査 

 貯蔵台車等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもと

に製作を行う。 

 ｃ．昇降機   

   昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取

り扱い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの

二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイル 

セイフ機構を有する設計とする。また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止

のインターロックを設ける設計とする。 

 ｄ．貯蔵台車 

   貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて

取り扱い，混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を防止するため，つ

りチェインの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持す

るフェイル セイフ機構を有する設計とする。また，運転を安全かつ

確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止

及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。 

 ｅ．移載機   

   移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取

り扱い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの

二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセ

イフ機構を有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつか

み不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計

とする。 

 ｆ．払出台車 

   払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り扱い，

混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の

搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける

設計とする。 

 ｇ．洞道搬送台車 

   ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とす

るとともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，衝突防止

のインターロックを設ける設計とする。 

また，洞道搬送台車及び衝突防止のインターロックに必要となる貯

蔵容器台車からの信号は，再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設間で共用

する。 

 

5.3.5  試験・検査 

 貯蔵台車等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動のもと

に製作を行う。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 貯蔵容器台車等の搬送機器は，定期的に作動試験及び検査を実施す

る。 

 

5.3.6  評  価 

 (１) 臨界安全 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する

機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合にも第5.3－２表の臨

界安全管理表に示す形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並び

にこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置する設計とするので，複数ユ

ニットとして臨界を防止できる。 

 (２) 落下防止 

 昇降機，貯蔵台車等の搬送機器は，つりチェインの二重化，電源喪

失時におけるつり荷の保持機構及び逸走防止のインターロックを設け

る設計とするので，移送物の落下及び転倒を防止できる。 

 (３) 閉じ込め 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ＭＯＸ粉末を混合酸

化物貯蔵容器に封入する設計とするので，閉じ込め機能を確保でき

る。 

 (４) 崩壊熱除去 

  貯蔵ホールは，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム混合

酸化物貯蔵建屋換気設備により，換気を適切に行う設計とするので，

崩壊熱を除去できる。 

 (５) 貯蔵容量 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，製品であるＭＯＸ粉

末を60ｔ・(Ｕ＋Ｐｕ)貯蔵できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本節の記述については，更に追補２「5. 製品貯蔵施設」の追補があ

る。 

 

 貯蔵容器台車等の搬送機器は，定期的に作動試験及び検査を実施す

る。 

 

5.3.6 評  価 

 (１) 臨界安全 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する

機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合にも第5.3－３表の臨

界安全管理表に示す形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並び

にこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置する設計とするので，複数ユ

ニットとして臨界を防止できる。 

 (２) 落下防止 

   昇降機，貯蔵台車等の搬送機器は，つりチェインの二重化，電源喪

失時におけるつり荷の保持機構及び逸走防止のインターロックを設け

る設計とするので，移送物の落下及び転倒を防止できる。 

 (３) 閉じ込め 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ＭＯＸ粉末を混合酸

化物貯蔵容器に封入する設計とするので，閉じ込め機能を確保でき

る。 

 (４) 崩壊熱除去 

   貯蔵ホールは，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム混合

酸化物貯蔵建屋換気設備により，換気を適切に行う設計とするので，

崩壊熱を除去できる。 

 (５) 貯蔵容量 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，製品であるＭＯＸ粉

末を60ｔ・(Ｕ＋Ｐｕ)貯蔵できる。 

 (６) 共用 

   粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，共用によって仕様（種類，容量

及び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安全の方法に変更

はないため，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車は，遮蔽体を設ける設計として

おり，再処理施設の遮蔽設計区分に変更はないこと，１台当たり混合

酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱うことで臨界安全設計を担保

する設計とすること及び衝突防止のインターロックを設ける設計とす

ることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

 

  なお，本節の記述に関しては，以下の混合酸化物貯蔵容器の落下試

験がある。 

 ａ．建屋内での想定される落下事象 

 

 

 

 

・表の追加による番号見

直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他施設との共用に係る

変更 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（追補の

内容を記載） 

（３） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   混合酸化物貯蔵容器を取り扱うウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

内及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋内での搬送において

想定されるつり上げ高さを第5.3－２図に示す。これから，直接，建

屋床面への落下が想定される昇降位置での建屋床面からの最大つり上

げ高さは４ｍ以下であることから，落下高さ4.0ｍの任意姿勢での落

下事象を想定した。 

なお，建屋床面からのつり上げ高さが約４ｍを超える昇降位置に

は，緩衝体を備えたシャッタが設けられている。 

したがって，直接，建屋床面への落下は想定されないが，混合酸化

物貯蔵容器の落下事象に対する裕度を確認する観点から，つり上げた

時のシャッタまでの最大つり上げ高さが 9.8ｍとなる昇降位置での緩

衝体を備えたシャッタ上への落下事象を想定するとともに，万一，シ

ャッタが開の状態を想定し，最大つり上げ高さが12.2ｍでの建屋床面

への落下事象についても考慮することとした。 

 ｂ．落下試験 

   実際に使用する混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶と同一仕様の容器を

製作した。 

粉末缶には，12ｋｇ・(Ｕ＋Ｐｕ)に相当する模擬粉末（酸化鉄粉及

び鉛粒）を充てんし，混合酸化物貯蔵容器内には当該粉末缶を３缶（3

6ｋｇ・(Ｕ＋Ｐｕ)相当）収納した。 

混合酸化物貯蔵容器の想定される建屋床面への落下高さを考慮して 

4.0ｍからの垂直，水平，コーナー姿勢での落下試験を行うこととし

た。 

混合酸化物貯蔵容器を所定の条件（姿勢，高さ）でつり上げた後切

離し，鋼板（厚さ32ｍｍ）敷鉄筋コンクリート造の落下試験台（厚さ

1.38ｍ）上へ落下させた。 

また，高揚程の落下事象に対しては，緩衝体を備えたシャッタ上へ

の想定される落下高さを考慮して10ｍから混合酸化物貯蔵容器を緩衝

体上へ落下させた。さらに，最大つり上げ高さを考慮して13ｍからの

垂直姿勢で混合酸化物貯蔵容器を落下試験台上へ落下させた。 

 ｃ．試験結果 

   試験結果を第5.3－４表に示す。 

いずれの落下姿勢においても混合酸化物貯蔵容器には，き裂や開口

は発生しなかった。 

落下試験直後に，本体フランジ部と外ふた部及び溶接部に対して，

ヘリウムリーク試験を実施した結果，本体フランジ部と外ふた部で

は，落下影響の大きな13ｍからの落下試験の結果でも10－６Ｐａ・ｍ３

／ｓ程度の密封性を維持していることが確認できた。また，溶接部に

ついてはいずれの落下試験姿勢においても漏えいは検出されなかっ

 

・記載の適正化（追補の

内容を記載） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

5.4  参考文献一覧 

 (１) 「再処理施設のＵＯ３取扱い設備の臨界安全解析」，MMC-9102， 

  三菱マテリアル㈱（平成３年７月） 

 (２) R.Tanimoto,et al.,“ Drop Test of Reprocessed Uranium Oxide 

  Powder Storage Container”,RECOD '91(1991) 

 (３) 「再処理施設のＭＯＸ取扱い設備の臨界安全解析」，MMC-9103，三

菱マテリアル㈱（平成３年７月） 

 

 

た。 

混合酸化物貯蔵容器内部の粉末缶については，き裂，破損及びふた

部のゆるみもなく，粉末缶内部の模擬粉末の漏えいも認められなかっ

た。 

 

5.4  参考文献一覧 

 (１) 「再処理施設のＵＯ３取扱い設備の臨界安全解析」，MMC-9102， 

  三菱マテリアル㈱（平成３年７月） 

 (２) R.Tanimoto,et al.,“ Drop Test of Reprocessed Uranium Oxide 

  Powder Storage Container”,RECOD '91(1991) 

 (３) 「再処理施設のＭＯＸ取扱い設備の臨界安全解析」，MMC-9103，三

菱マテリアル㈱（平成３年７月） 

 

 

・記載の適正化（追補の

内容を記載） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6. 計測制御系統施設 

                 

6.1  概  要 

 計測制御系統施設は，計測制御設備及び安全保護系で構成する。 

 

 計測制御設備は，再処理施設の運転の監視及び制御のための設備であ

る。 安全保護系は，再処理施設の安全性を著しく損なうおそれのある異

常状態が生じた場合にその異常状態を検知し，安全保護動作を起こさせる

系統である。 

 さらに，主要な施設を集中的に監視及び制御するため，中央制御室，及

び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設ける。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設専用の制御室とする。また，中央制御室においても使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の監視ができる設計とする。 

 また，中央制御室の換気・空調及び雰囲気の浄化を行う制御室換気設備

及びしゃへいを設け，事故時においても放射線業務従事者等が中央制御室

にとどまり必要な操作・措置が行える構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 計測制御系統施設 

6.1 設計基準対象の施設 

6.1.1 概要 

  計測制御系統施設は，計測制御設備，安全保護回路，制御室及び制御

室換気設備で構成する。 

計測制御設備は，再処理施設の運転時，停止時及び事故時の監視及び制御

のための設備である。 

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場

合に，その異常状態を検知し，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

の拡大防止又は抑制のための設備の作動を速やかに，かつ，自動で開始す

る設備である。 

  制御室は，再処理施設の運転の状態を集中的に監視及び制御するた

め，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設

置する。 

  制御室換気設備は，適切な換気及び空調を行うための設備である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.2  計測制御設備 

6.2.1  概  要 

  計測制御設備は，再処理施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設，せん断処理施設，溶解施設，分離施設，精製施設，脱硝施設，酸及び

溶媒の回収施設，製品貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処

理設備の附属施設の計測制御系で構成する。また，各々の計測制御系は，

核計装設備及び工程計装設備で構成する。 

 核計装設備は，臨界安全の観点から安全上重要な施設であって，ガンマ

 線，アルファ線，中性子の計数率等を測定し，警報等を発する設備であ

る。 

 核計装設備においては，検出器に封入して又は検出器の校正用に少量の

核燃料物質を使用する。                      

                         

 工程計装設備は，各施設の温度，圧力，流量，液位，密度等を測定し，

通常監視及び制御を行う設備である。そのうち，各施設の核，熱及び化学

的制限値を維持するために必要な計測制御系統及び各施設の安全機能を維

持するために必要な計測制御系統は，異常状態を検知し，警報，工程停止

信号等を発する安全上重要な施設である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 計測制御設備 

6.1.2.1 概要 

  計測制御設備は，再処理施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設，せん断処理施設，溶解施設，分離施設，精製施設，脱硝施設，酸及び

溶媒の回収施設，製品貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処

理設備の附属施設の計測制御系で構成する。また，各々の計測制御系は，

核計装設備及び工程計装設備で構成する。 

核計装設備は，臨界安全の観点から安全上重要な施設であって，ガンマ

 線，アルファ線，中性子の計数率等を測定し，警報等を発する設備であ

る。 

核計装設備においては，検出器に封入して又は検出器の校正用に少量の

核燃料物質を使用する。また，核計装設備は，検出器の校正に放射性同位

元素及び使用済燃料集合体を使用する。 

工程計装設備は，各施設の温度，圧力，流量，液位，密度等を測定し，

通常監視及び制御を行う設備である。そのうち，各施設の核，熱及び化学

的制限値を維持するために必要な計測制御系統及び各施設の安全機能を維

持するために必要な計測制御系統は，異常状態を検知し，警報，工程停止

信号等を発する安全上重要な施設である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（標準線源

またはプールに貯蔵した

使用済燃料集合体で、燃

焼度計測装置等の校正が

可能となるよう記載） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.2.2  設計方針 

(１) 計測制御設備は，平常時及び運転時の異常な過渡変化時において施

設の運転状態を予想変動範囲内で監視できる設計とする。 

 

(２) 計測制御設備は，平常時の運転条件の変化及び外乱に対し施設の運

転状態を適切な運転範囲に維持できる設計とする。 

(３) 計測制御設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計

とする。 

(４) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために

必要な計測制御系は，動的機器の単一故障を仮定しても安全が確保できる

よう多重性又は多様性を有するとともに，電気的・物理的な独立性を有す

る設計とする。 

 (５) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するため

に必要な計測制御系は，計測制御設備との部分的共用によってその安全機

能を損なうことのない設計とする。 

(６) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために

必要な計測制御系は，定期的に試験及び検査ができる設計とする。 

 

(７) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために

必要な計測制御系は，外部電源系統の機能喪失時及び一般圧縮空気系の機

能喪失時にも，安全機能が確保できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.2 設計方針 

(１) 計測制御設備は，運転時，停止時及び運転時の異常な過渡変化時に

おいて施設の運転状態を想定される範囲内で監視及び制御できる設計と

する。 

 

 

(２) 計測制御設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計

とする。 

(３) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために

必要な計測制御系は，動的機器の単一故障を仮定しても安全が確保できる

よう多重性又は多様性を有するとともに，電気的・物理的な独立性を有す

る設計とする。 

(４) 計測制御設備は，安全保護回路との部分的共用によって安全保護回

路が有する安全機能を損なうことのない設計とする。 

 

(５) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，その健

全性及び能力を確認するため，安全機能の重要度及び設備の特性に応じ，

運転中又は停止中に試験又は検査ができる設計とする。 

(６) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の計測制御系は，外部電源系

統の機能喪失時及び一般圧縮空気系の機能喪失時にも，安全機能が確保で

きる設計とする。 

(７) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，それら

の安全機能を健全に維持するための適切な保守及び修理ができる設計とす

る。 

(８) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，設計基

準事故が発生した場合の状況を把握し，対策を講ずるために必要なパラメ

ータを，設計基準事故時に想定される環境下において，十分な測定範囲及

び期間にわたり監視（記録を含む。）できる設計とする。当該記録は適切

な保存を行う。 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（設計方針

（１）への統合による削

除） 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 19 条要求

による変更 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 18 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

(８) 計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵の安全確保及び運

転操作上必要な計測制御系は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(９) 計測制御設備は，再処理施設の健全性を確保するために必要なパラ

メータを監視するための設備及び再処理施設の安全性を確保するために必

要な操作を行うことができる設備を分離施設，精製施設その他必要な施設

に設ける設計とする。 

(10) 計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵の安全確保及び運

転操作上必要な計測制御系は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用で

きる設計とする。 

(11)  安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設とした計測制御

設備（核計装設備，工程計装設備）は，安全上重要な施設への波及的影響

防止をし，多重化による高い信頼性を確保して既に設置され運用している

経緯を踏まえ，安全上重要な施設の計測制御設備と同等の信頼性を維持す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 20 条要求

による変更 

 

 

 

 

 

記載の適正化（安全上重

要な施設の変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.2.3  主要設備の仕様 

 計測制御設備の仕様を第6.2－１表,第6.2－２表(１)～第6.2－２表(９)

及び第6.2－３表(１)～第6.2－３表(２)に示す。 

 また,主要な計測制御系の系統概要図を第6.2－１図～第6.2－23図に示

す。 

 なお，計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理

設備の附属施設の計測制御設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使

用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.3 主要設備の仕様 

 計測制御設備の仕様を第6.1.2－１表，第6.1.2－２表及び第6.1.2－３

表に示す。 

また，主要な計測制御系の系統概要図を第6.1.2－１図～第6.1.2－23図

に示す。 

なお，計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理

設備の附属施設の計測制御系は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（図表番号

の変更） 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.2.4  主要設備 

 計測制御設備は，再処理施設の各施設の計測制御系で構成する。また，

各々の計測制御系は核計装設備及び工程計装設備で構成する。 

 核計装設備は，燃焼度，中性子の計数率等を測定し，警報等を発する設

備である。 

 工程計装設備は，温度，圧力，流量，液位，密度等を測定，制御し，警

報等を発する設備である。 

 

 

 

 

 計測制御設備は，可能な限り難燃性ケーブルを使用し,ケーブル トレイ

及び電線管は，金属材料を主体に使用する。また，その他の構成品も可能

な限り不燃性又は難燃性材料を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要

な計測制御系は，各々，多重化又は多様化した回路で構成し，その多重化

又は多様化した回路は，相互干渉が起こらないように，電源,ケーブル ト

レイ等を２系統に分離し，電気的・物理的な独立性を持たせる。 

 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要

な計測制御系は，計測制御設備と検出器，変換器等を共用する場合には，

計測制御設備の故障が安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要

な計測制御系に影響を与えないように，絶縁増幅器，継電器等で計測制御

設備と分離する。 

 

6.1.2.4 主要設備 

 計測制御設備は，再処理施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，

せん断処理施設，溶解施設，分離施設，精製施設，脱硝施設，酸及び溶媒

の回収施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の

計測制御系で構成する。また，各々の計測制御系は，ガンマ線，アルファ

線及び中性子の計数率を測定し，監視及び制御を行う核計装設備並びに温

度，圧力，流量，液位，密度，濃度，位置等のプロセス量を測定し，監視

及び制御を行う工程計装設備で構成する。 

なお，核計装設備においては，計測のために少量の核燃料物質を封入した

検出器を使用する。また，核計装設備は，検出器の校正に放射性同位元素

及び使用済燃料集合体を使用する。 

計測制御設備は，可能な限り難燃性ケーブルを使用し，ケーブルトレイ及

び電線管は，金属材料を主体に使用する。また，その他の構成品も可能な

限り不燃性又は難燃性材料を使用する。 

ただし，燃焼度計測装置の一部に使用する放射線測定器用のケーブルにつ

いて，専用電線管に収納し，電線管外部からの酸素の供給防止のため，両

端は耐火性を有するシール材で処置するとともに，機器との接続部におい

ては可動性を持たせる必要があることから，不燃性，遮炎性，耐久性及び

被覆性の確認された防火シートで覆う設計とすることで，十分な保安水準

を確保する設計とする。 

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要な

計測制御系は，各々，多重化又は多様化した回路で構成し，その多重化又

は多様化した回路は，相互干渉が起こらないように，電源及びケーブルト

レイを２系統に分離し，電気的・物理的な独立性を持たせる。 

計測制御設備は，安全保護回路と検出器，変換器等を共用する場合には，

計測制御設備の故障により安全保護回路が有する安全機能に影響を与えな

いように，アイソレータ及び継電器を用いて計測制御設備と分離する。 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（標準線源

又はプールに貯蔵した使

用済燃料集合体で、燃焼

度計測装置等の校正が可

能となるよう記載） 

 

新規制基準の第 5条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 15 条要求
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要

な計測制御系は，外部電源系統の機能喪失時にも，その安全機能が確保で

きるようその他再処理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続する。

また，安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要な計測制御系に

圧縮空気を必要とする場合は，外部電源系統の機能喪失時にも，その安全

機能が確保できるようその他再処理設備の附属施設の非常用所内電源系統

に接続した安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する。 

 核的制限値を維持する計測制御系において，必要な耐震性を持たせるこ

とが困難な，分離施設のプルトニウム洗浄器のアルファ線検出器及び精製

施設のプルトニウム洗浄器のアルファ線検出器に故障警報を設ける。 

 

 

 なお，計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る計測制御

設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，その健全性及

び能力を確認するため，安全機能の重要度及び設備の特性に応じ，必要に

応じて試験回路を設け，運転中又は停止中に試験又は検査を行う。 

計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，それらの安全

機能を健全に維持するための適切な保守及び修理ができる設計とする。 

計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，設計基準事故

が発生した場合の状況を把握し，対策を講ずるために必要なパラメータ

を，設計基準事故時に想定される環境下において，十分な測定範囲及び期

間にわたり監視（記録を含む。）できる設計とする。 

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要な

計測制御系は，外部電源系統の機能喪失時にも，その安全機能が確保でき

るようその他再処理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続する。 

また，安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要な計測制御系

に，圧縮空気を供給する必要がある場合は，外部電源系統の機能喪失時に

も，その安全機能が確保できるようその他再処理設備の附属施設の非常用

所内電源系統に接続した安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する。 

計測制御設備のうち必要な耐震性を持たせることが困難な分離施設のプル

トニウム洗浄器のアルファ線検出器及び精製施設のプルトニウム洗浄器の

アルファ線検出器は，故障警報を設けるとともに警報を検知し運転員が

工程を停止する回路を設ける設計とする。 

 

なお，計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設

備の附属施設の計測制御系は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用で

きる。 

 

 

 

 

 

による変更 

 

 

 

新規制基準の第 18 条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（表現修

正） 

記載の適正化（運用の明

確化（設工認申請設備の

明記）） 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制御系 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制御系は，使用済燃料受入

れ設備の計測制御系及び使用済燃料貯蔵設備の計測制御系で構成する。 

 ａ．使用済燃料受入れ設備の計測制御系 

 (ａ) 核 計 装   

 使用済燃料受入れ設備の計測制御系の核計装設備は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設並びに溶解施設の臨界安全管理のために，電離箱，ゲ

ルマニウム半導体検出器及び核分裂計数管で構成される燃焼度計測装置を

２系列の燃料仮置きピットにそれぞれ設置し，使用済燃料集合体１体ごと

に燃焼度及び平均濃縮度を測定する。電離箱は，使用済燃料集合体の軸方

向に多数個配置し，グロスガンマ線強度の分布を測定する。また，ゲルマ

ニウム半導体検出器及び核分裂計数管は，使用済燃料集合体の中央部に複

数設置し，特定のエネルギのガンマ線の強度及び主に自発核分裂核種から

放出される中性子を測定する。燃焼度計測装置は，これら多様化した測定

方法により得られる測定結果等から燃焼度等を求めるとともに，適切な校

正を行うこと等により信頼性を確保する。 

 

 

 

 

 (ｂ) 工程計装 

 燃料取出しピット及び燃料仮置きピットには，漏えい検知装置を設置

し，漏えい時には使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を

発する。 

 ｂ．使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

 使用済燃料貯蔵設備の計測制御系は，燃料貯蔵プールの水位及び水温を

測定し，水位低又は温度高で使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室に警報を発する。 

 燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットには，漏えい検知装置を設置し，

 (１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制御系 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制御系は，使用済燃料受入

れ設備の計測制御系及び使用済燃料貯蔵設備の計測制御系で構成する。 

 ａ．使用済燃料受入れ設備の計測制御系 

 (ａ) 核計装 

 使用済燃料受入れ設備の計測制御系の核計装設備である燃焼度計測装置

は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設並びに溶解施設の臨界安全管理

のために，平均濃縮度の測定を行う。また，燃焼度計測装置の校正及び検

査の際には，標準線源及び燃料貯蔵プールに貯蔵した使用済燃料集合体を

用いる。 

 燃焼度計測装置は，電離箱，ゲルマニウム半導体検出器及び核分裂計数

管で構成され，２系列の燃料仮置きピットにそれぞれ設置し，使用済燃料

集合体１体ごとに燃焼度及び平均濃縮度を測定する。電離箱は，使用済燃

料集合体の軸方向に多数個配置し，グロスガンマ線強度の分布を測定す

る。また，ゲルマニウム半導体検出器及び核分裂計数管は，使用済燃料集

合体の中央部に複数設置し，特定のエネルギのガンマ線の強度及び主に自

発核分裂核種から放出される中性子を測定する。燃焼度計測装置は，これ

ら多様化した測定方法により得られる測定結果から燃焼度及び平均濃縮度

を求める。燃焼度計測装置の校正及び検査は，標準線源及び使用済燃料集

合体を用いて適切な校正を行うことにより信頼性を確保する。(（１）) 

 (ｂ) 工程計装 

 燃料取出しピット及び燃料仮置きピットには，漏えい検知装置を設置

し，漏えい時には使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を

発する。 

 ｂ．使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

 使用済燃料貯蔵設備の計測制御系は，燃料貯蔵プールの水位及び水温を

測定し，水位低又は温度高で使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室に警報を発する。 

燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットには，漏えい検知装置を設置し，

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（標準線源

又はプールに貯蔵した使

用済燃料集合体で、燃焼

度計測装置等の校正が可

能となるよう記載） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

漏えい時には使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発す

る。 

 (２) せん断処理施設の計測制御系 

 せん断処理施設の計測制御系は，燃料供給設備の計測制御系及びせん断

処理設備の計測制御系で構成する。 

 ａ．燃料供給設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．光学的読み取り装置により，使用済燃料集合体番号を読み取り，

異常のある場合は中央制御室に警報を発する。 

  ⅱ．燃料横転クレーンによる使用済燃料集合体のつり上げ，横転及び

せん断機への供給を制御する。 

 ｂ．せん断処理設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．溶解施設の溶解槽のバケット１個当たりの燃料装荷量が所定量を

超えないよう，せん断機においてせん断する使用済燃料集合体の送り出し

長さ，せん断刃位置等を測定し，せん断機のせん断速度，せん断長さ等を

制御する。 

 また,エンド ピース酸洗浄槽に有意量の核燃料物質が入らないよう，せ

ん断機においてせん断する使用済燃料集合体の送り出し長さ，せん断刃位

置等を測定し,エンド ピースせん断位置を制御する。 

 せん断機は，溶解槽のホイールの停止位置確認信号及びホイールのロッ

ク位置確認信号によりせん断を行う。 

  ⅱ．せん断停止回路は，せん断機においてせん断する使用済燃料集合

体のエンド ピースせん断位置異常,せん断刃位置異常，燃料せん断長位置

異常により，警報を発すると共にせん断停止信号を発する。 

これらのせん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化す

る。 

 

 

 

漏えい時には使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発す

る。 

 (２) せん断処理施設の計測制御系 

   せん断処理施設の計測制御系は，燃料供給設備の計測制御系及びせ

ん断処理設備の計測制御系で構成する。 

 ａ．燃料供給設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．光学的読み取り装置により，使用済燃料集合体番号を読み取り，

異常のある場合は中央制御室に警報を発する。 

  ⅱ．燃料横転クレーンによる使用済燃料集合体のつり上げ，横転及び

せん断機への供給を制御する。 

 ｂ．せん断処理設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．溶解施設の溶解槽のバケット１個当たりの燃料装荷量が所定量を

超えないよう，せん断機においてせん断する使用済燃料集合体の送り出し

長さ及びせん断刃位置を測定し，せん断機のせん断速度及びせん断長さ

を制御する。 

また，エンドピース酸洗浄槽に有意量の核燃料物質が入らないよう，せ

ん断機においてせん断する使用済燃料集合体の送り出し長さ及びせん断刃

位置を測定し，エンドピースせん断位置を制御する。 

せん断機は，溶解槽のホイールの停止位置確認信号及びホイールのロッ

ク位置確認信号によりせん断を行う。 

  ⅱ． せん断機においてせん断する使用済燃料集合体のエンドピース

せん断位置異常，せん断刃位置異常，燃料せん断長位置異常により，警報

を発するとともにせん断停止信号を発する。 

これらのせん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（安全保護
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

  ⅲ．なお，せん断機の停止回路はせん断位置の異常等による停止のほ

かに，溶解槽の溶解液温度，溶解液密度等の異常信号,エンド ピース酸洗

浄槽の洗浄液温度，洗浄液密度等の異常信号を受け，せん断停止信号を発

する。 

 

 (３) 溶解施設の計測制御系 

 溶解施設の計測制御系は，溶解設備の計測制御系及び清澄・計量設備の

計測制御系で構成する。 

 ａ．溶解設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．溶解槽は，せん断終了信号を受け，所定の溶解時間を経過した

後，溶解槽のホイールを回転させ，１バケット分回転したことを確認して

   せん断開始信号を発する。 

  ⅱ．溶解槽の溶解液温度，溶解液密度及び槽内圧力を測定し，温度

低，密度高又は圧力高で中央制御室に警報を発する。溶解液温度低下が更

に大きい場合又は溶解液密度上昇が更に大きい場合は，せん断停止信号を

発する。これらのうち溶解液温度及び溶解液密度によるせん断停止のため

の検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

  ⅲ．溶解槽に供給する硝酸の流量を制御し，流量低で中央制御室に警

報を発する。供給硝酸流量低下が更に大きい場合は，せん断停止信号を発

する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，多様化す

る。 

  ⅳ．硝酸調整槽の硝酸密度を測定し，中央制御室に指示する。 

  ⅴ．硝酸供給槽の硝酸密度を測定し，密度低で中央制御室に警報を発

   し，硝酸密度低下が更に大きい場合は，せん断停止信号を発する。

せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

  ⅵ．可溶性中性子吸収材を使用する運転時には，溶解槽に供給する硝

酸中の可溶性中性子吸収材濃度を硝酸供給槽にて測定し，濃度低で中央制

御室に警報を発する。 

  ⅶ．可溶性中性子吸収材緊急供給槽の液位を測定し，液位低で中央制

  ⅲ．せん断機のせん断停止回路（せん断停止系含む。）は安全保護回

路であり，計測制御設備のせん断位置の異常等による停止の他に，溶解槽

の溶解液温度，溶解液密度等の異常信号，エンドピース酸洗浄槽の洗浄液

温度，洗浄液密度等の異常信号を受け，せん断停止信号を発するインター

ロックと共用する。 

 (３) 溶解施設の計測制御系 

 溶解施設の計測制御系は，溶解設備の計測制御系及び清澄・計量設備の

計測制御系で構成する。 

 ａ．溶解設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．溶解槽は，せん断終了信号を受け，所定の溶解時間を経過した

後，溶解槽のホイールを回転させ，１バケット分回転したことを確認して

せん断開始信号を発する。 

  ⅱ．溶解槽の溶解液温度，溶解液密度及び槽内圧力を測定し，温度

低，密度高又は圧力高で中央制御室に警報を発する。溶解液温度低下がさ

らに大きい場合又は溶解液密度上昇がさらに大きい場合は，せん断停止

信号を発する。これらのうち溶解液温度及び溶解液密度によるせん断停止

のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

  ⅲ．溶解槽に供給する硝酸の流量を制御し，流量低で中央制御室に警

報を発する。供給硝酸流量低下がさらに大きい場合は，せん断停止信号を

発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，多様化す

る。 

  ⅳ．硝酸調整槽の硝酸密度を測定し，中央制御室に指示する。 

  ⅴ．硝酸供給槽の硝酸密度を測定し，密度低で中央制御室に警報を発

し，硝酸密度低下がさらに大きい場合は，せん断停止信号を発する。せん

断停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

  ⅵ．可溶性中性子吸収材を使用する運転時には，溶解槽に供給する硝

酸中の可溶性中性子吸収材濃度を硝酸供給槽にて測定し，濃度低で中央制

御室に警報を発する。 

  ⅶ．可溶性中性子吸収材緊急供給槽の液位を測定し，液位低で中央制

回路の再選定による変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

御室に警報を発し，液位低下が更に大きい場合は，せん断停止信号を発す

る。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

 

  ⅷ. 第１よう素追出し槽及び第２よう素追出し槽の溶解液密度を測定

し，密度高で中央制御室に警報を発する。検出器及び警報器は，二重化す

る。 

  ⅸ．エンド ピース酸洗浄槽の洗浄液密度を測定し,密度高で中央制御

室に警報を発し，洗浄液密度上昇が更に大きい場合は，せん断停止信号を

発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二   

重化する。 

  ⅹ．エンド ピース酸洗浄槽の洗浄液温度を測定し,温度低で中央制御

室に警報を発し，洗浄液温度低下が更に大きい場合は，せん断停止信号を

発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化す

る。 

  xi．エンド ピース酸洗浄槽への供給硝酸密度を測定し,密度低で中央

制御室に警報を発し，供給硝酸密度低下が更に大きい場合は，せん断停止

信号を発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二

重化する。 

  ⅹⅱ．エンド ピース酸洗浄槽への供給硝酸流量を制御し,流量低で中

央制御室に警報を発し，供給硝酸流量低下が更に大きい場合は，せん断停

止信号を発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路 

は，二重化する。 

  ⅹⅲ．溶解槽等の主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受

皿の集液溝等の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これ

らのうち溶解槽セル及び放射性配管分岐第１セルの漏えい液受皿の検出器

及び警報器は，二重化する。 

 ｂ．清澄・計量設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．清澄機の振動及び軸受温度を測定し，振動大及び温度高で中央制

御室に警報を発する。 

御室に警報を発し，液位低下がさらに大きい場合は，せん断停止信号を発

する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化す

る。 

  ⅷ．第１よう素追出し槽及び第２よう素追出し槽の溶解液密度を測定

し，密度高で中央制御室に警報を発する。検出器及び警報器は，二重化す

る。 

  ⅸ．エンドピース酸洗浄槽の洗浄液密度を測定し，密度高で中央制御

室に警報を発し，洗浄液密度上昇がさらに大きい場合は，せん断停止信号

を発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化

する。 

  ⅹ．エンドピース酸洗浄槽の洗浄液温度を測定し，温度低で中央制御

室に警報を発し，洗浄液温度低下がさらに大きい場合は，せん断停止信号

を発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化

する。 

  ⅺ．エンドピース酸洗浄槽への供給硝酸密度を測定し，密度低で中央

制御室に警報を発し，供給硝酸密度低下がさらに大きい場合は，せん断停

止信号を発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，

二重化する。 

  ⅻ．エンドピース酸洗浄槽への供給硝酸流量を制御し，流量低で中央

制御室に警報を発し，供給硝酸流量低下がさらに大きい場合は，せん断停

止信号を発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，

二重化する。 

  ⅹⅲ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液

溝の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これらのうち溶

解槽セル及び放射性配管分岐第１セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器

は，二重化する。 

 ｂ．清澄・計量設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．清澄機の振動及び軸受温度を測定し，振動大及び温度高で中央制

御室に警報を発する。 

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の削
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

  ⅱ．清澄機等の主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿

の集液溝等の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これら

のうち中継槽セル，清澄機セル，計量・調整槽セル，計量後中間貯槽セル

及び放射性配管分岐第４セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器は，二重

化する。 

 (４) 分離施設の計測制御系 

  分離施設の計測制御系は，分離設備の計測制御系，分配設備の計測制

 御系及び分離建屋一時貯留処理設備の計測制御系で構成する。 

ａ．分離設備の計測制御系 

 (ａ) 核 計 装   

 ⅰ．補助抽出器の中性子の計数率を測定し，計数率高で中央制御室に警

  報を発し，中性子の計数率上昇が更に大きい場合，工程停止信号を発

  する。工程停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化す

  る。             

 (ｂ) 工程計装 

  ⅰ．抽出塔に供給する溶解液流量を測定し，流量高で中央制御室に警

報を発し，溶解液流量上昇が更に大きい場合，溶解液の送液停止信号を発

する。送液停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

                

   ⅱ．抽出塔に供給する有機溶媒流量を測定し，流量低で中央制御室に

警報を発し，有機溶媒流量低下が更に大きい場合，工程停止信号を発す

る。工程停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

                  

 ⅲ．第１洗浄塔から抽出塔への洗浄廃液密度を測定し，密度高で中央制

御室に警報を発し，洗浄廃液密度上昇が更に大きい場合，工程停止信号を

発する。工程停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化す

る。                   

  ⅳ．抽出塔，第１洗浄塔等の主要機器を収納するセルの床に設置した

漏えい液受皿の集液溝等の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。なお，溶解液中間貯槽セル，溶解液供給槽セル，抽出塔セル，抽出

  ⅱ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これらのうち中継

槽セル，清澄機セル，計量・調整槽セル，計量後中間貯槽セル及び放射性

配管分岐第４セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器は，二重化する。 

 

 (４) 分離施設の計測制御系 

   分離施設の計測制御系は，分離設備の計測制御系，分配設備の計測

制御系及び分離建屋一時貯留処理設備の計測制御系で構成する。 

 ａ．分離設備の計測制御系 

 (ａ) 核計装 

ⅰ．補助抽出器の中性子の計数率を測定し，計数率高で中央制御室に警報

を発し，中性子の計数率上昇がさらに大きい場合，工程停止信号を発す

る。工程停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。

（安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設） 

 (ｂ) 工程計装 

  ⅰ．抽出塔に供給する溶解液流量を測定し，流量高で中央制御室に警

報を発し，溶解液流量上昇がさらに大きい場合，溶解液の送液停止信号を

発する。送液停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化す

る。（安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設） 

ⅱ．抽出塔に供給する有機溶媒流量を測定し，流量低で中央制御室に警報

を発し，有機溶媒流量低下がさらに大きい場合，工程停止信号を発する。

工程停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。（安全

上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設） 

ⅲ．第１洗浄塔から抽出塔への洗浄廃液密度を測定し，密度高で中央制御

室に警報を発し，洗浄廃液密度上昇がさらに大きい場合，工程停止信号を

発する。工程停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化す

る。（安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設） 

ⅳ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。なお，溶解液中間貯槽

セル，溶解液供給槽セル，抽出塔セル，抽出廃液受槽セル，抽出廃液供給

除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（安全上重

要な施設の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

廃液受槽セル，抽出廃液供給槽セル及び放射性配管分岐第２セルの漏えい

液受皿の検出器及び警報器は，二重化する。 

 

 

 

 

 

 ｂ．分配設備の計測制御系 

 (ａ) 核 計 装   

  ⅰ．プルトニウム洗浄器の中性子の計数率を測定し，計数率高で中央

制御室に警報を発し，中性子の計数率上昇が更に大きい場合，工程停止信

号を発する。工程停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化

する。 

  ⅱ．プルトニウム洗浄器のアルファ線の計数率を測定し，計数率高で

中央制御室に警報を発する。検出器及び警報器は，二重化する。    

                                 

                                 

   

 (ｂ) 工程計装 

  ⅰ．プルトニウム分配塔に供給するウラナス及びヒドラジンを含む硝

酸溶液の流量を制御する。流量が低下した場合には，中央制御室に警報を

発する。 

  ⅱ．プルトニウム洗浄器に供給するヒドラジンを含む硝酸溶液の流量

を制御し，流量が低下した場合には，中央制御室に警報を発する。 

  ⅲ．ウラン逆抽出器内の溶液温度を測定し，溶液温度が異常に上昇し

た場合には，中央制御室に警報を発するとともに逆抽出用硝酸の供給停止

信号を発する。 

  ⅳ．ウラン濃縮缶の凝縮液を冷却する熱交換器出口の凝縮液温度を制

御し，凝縮液温度が異常に上昇した場合には，中央制御室に警報を発す

る。 

槽セル及び放射性配管分岐第２セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器

は，二重化する。 

 

ⅴ．第１洗浄塔及び第２洗浄塔へ供給する洗浄用硝酸濃度を制御及び指示

し，濃度が低下した場合には，中央制御室に警報を発する。 

ⅵ．第１洗浄塔及び第２洗浄塔へ供給する洗浄用硝酸流量を指示し，流量

が低下した場合には，中央制御室に警報を発する。 

 ｂ．分配設備の計測制御系 

 (ａ) 核計装 

  ⅰ．プルトニウム洗浄器の中性子の計数率を測定し，計数率高で中央

制御室に警報を発する。なお，中性子の計数率上昇がさらに大きい場合，

工程停止信号を発するインターロック回路は安全保護回路とする。 

 

  ⅱ．プルトニウム洗浄器のアルファ線の計数率を測定し，計数率高で

中央制御室に警報を発する。検出器及び警報器は，二重化する。また，ア

ルファ線検出器は耐震性を持たせることが困難なため，故障警報を設ける

とともに，警報を検知し，運転員が工程を停止する回路を設ける設計とす

る。 

 (ｂ) 工程計装 

  ⅰ．プルトニウム分配塔に供給するウラナス及びヒドラジンを含む硝

酸溶液の流量を制御する。流量が低下した場合には，中央制御室に警報を

発する。 

  ⅱ．プルトニウム洗浄器に供給するヒドラジンを含む硝酸溶液の流量

を制御し，流量が低下した場合には，中央制御室に警報を発する。 

  ⅲ．ウラン逆抽出器内の溶液温度を測定し，溶液温度が異常に上昇し

た場合には，中央制御室に警報を発するとともに逆抽出用硝酸の供給停止

信号を発する。 

  ⅳ．ウラン濃縮缶の凝縮液を冷却する熱交換器出口の凝縮液温度を制

御し，凝縮液温度が異常に上昇した場合には，中央制御室に警報を発す

る。 

 

 

記載の適正化（安全上重

要な施設の変更に伴う監

視パラメータの追加） 

 

 

 

 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変

更） 

 

記載の適正化（運用の明

確化（設工認申請設備の

明記）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―474



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

  ⅴ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱蒸気の

温度を調整する。 

  ⅵ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，温度高で中央制御室に

警報を発し，加熱蒸気温度上昇が更に大きい場合は，ウラン濃縮缶への加

熱蒸気のしゃ断及びウラン濃縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気のしゃ断信

号を発する。この蒸気しゃ断のための検出器及びインターロック回路は，

多様化する。 

  ⅶ．ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を測定し，圧力高又は液位低で

中央制御室に警報を発するとともに，ウラン濃縮缶加熱蒸気発生器への一

次蒸気のしゃ断信号を発する。また，缶内密度を測定し，密度高で中央制

御室に警報を発する。 

  ⅷ．プルトニウム分配塔，ウラン洗浄塔等の主要機器を収納するセル

の床に設置した漏えい液受皿の集液溝等の液位を測定し，液位高で中央制

御室に警報を発する。なお，プルトニウム洗浄器セルの漏えい液受皿の検

出器及び警報器は，二重化する。 

 ｃ．分離建屋一時貯留処理設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

 第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等の主要機器を収納するセル

の床に設置した漏えい液受皿の集液溝等の液位を測定し，液位高で中央制

御室に警報を発する。なお，分離建屋一時貯留処理第１セル及び分離建屋

一時貯留処理第２セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器は，二重化す

る。 

 (５) 精製施設の計測制御系 

   精製施設の計測制御系は，ウラン精製設備の計測制御系，プルトニ

ウム精製設備の計測制御系及び精製建屋一時貯留処理設備の計測制御系で

  構成する。 

 ａ．ウラン精製設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．逆抽出器内の溶液温度を測定し，溶液温度が異常に上昇した場合

には，中央制御室に警報を発するとともに逆抽出用硝酸の供給停止信号を

  ⅴ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱蒸気の

温度を調整する。 

  ⅵ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，温度高で中央制御室に

警報を発する。なお，加熱蒸気温度上昇がさらに大きい場合，ウラン濃

縮缶への加熱蒸気の遮断及びウラン濃縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の

遮断信号を発するインターロック回路は，安全保護回路とする。 

 

  ⅶ．ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を測定し，圧力高又は液位低で

中央制御室に警報を発するとともに，ウラン濃縮缶加熱蒸気発生器への一

次蒸気の遮断信号を発する。また，缶内密度を測定し，密度高で中央制御

室に警報を発する。 

  ⅷ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。なお，プルトニウ

ム洗浄器セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器は，二重化する。 

 

 ｃ．分離建屋一時貯留処理設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

 主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液位

を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。なお，分離建屋一時貯留

処理第１セル及び分離建屋一時貯留処理第２セルの漏えい液受皿の検出器

及び警報器は，二重化する。 

 

 (５) 精製施設の計測制御系 

   精製施設の計測制御系は，ウラン精製設備の計測制御系，プルトニ

ウム精製設備の計測制御系及び精製建屋一時貯留処理設備の計測制御系で

構成する。 

 ａ．ウラン精製設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．逆抽出器内の溶液温度を測定し，溶液温度が異常に上昇した場合

には，中央制御室に警報を発するとともに逆抽出用硝酸の供給停止信号を

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変

更） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（等の削

除） 

 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

発する。 

  ⅱ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱蒸気の

温度を調整する。 

  ⅲ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，温度高で中央制御室に

警報を発し，加熱蒸気温度上昇が更に大きい場合は，ウラン濃縮缶への加

熱蒸気のしゃ断及びウラン濃縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気のしゃ断信

号を発する。 

  ⅳ．ウラン濃縮缶の凝縮液を冷却する熱交換器出口の凝縮液温度を制

御し，凝縮液温度が異常に上昇した場合には中央制御室に警報を発する。 

  ⅴ．ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を測定し，圧力高又は液位低で

中央制御室に警報を発するとともに，ウラン濃縮缶加熱蒸気発生器への一

次蒸気のしゃ断信号を発する。また，缶内密度を測定し，密度高で中央制

御室に警報を発する。 

  ⅵ．ウラナス製造器に供給する水素ガス流量を制御し，ウラナス製造

器の水素ガス圧力を測定し，圧力高で中央制御室に警報を発するととも

に，水素ガスの供給停止信号を発する。また，ウラナス製造器に供給する

硝酸ウラニル溶液の流量を測定し，流量低で中央制御室に警報を発すると

ともに，硝酸ウラニル溶液の供給停止信号を発する。 

  ⅶ．第１気液分離槽から洗浄塔へ移送する未反応の水素ガス圧力を制

御し，流量を測定し，圧力高又は流量高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅷ．洗浄塔に供給する空気流量を測定し，流量低で中央制御室に警報

を発するとともに，窒素ガスの供給信号を発する。 

  ⅸ 第２気液分離槽へ供給する窒素ガス流量を測定し，流量低で中央

制御室に警報を発する。 

  ⅹ．抽出器，核分裂生成物洗浄器，逆抽出器等の主要機器を収納する

セルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝等の液位を測定し，液位高で中

央制御室に警報を発する。 

 ｂ．プルトニウム精製設備の計測制御系 

 (ａ) 核 計 装   

  ⅰ．プルトニウム洗浄器の有機溶媒のアルファ線の計数率を測定し，

発する。 

  ⅱ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱蒸気の

温度を調整する。 

 ⅲ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，温度高で中央制御室に警

報を発し，加熱蒸気温度上昇がさらに大きい場合は，ウラン濃縮缶への加

熱蒸気の遮断及びウラン濃縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮断信号

を発する。 

  ⅳ．ウラン濃縮缶の凝縮液を冷却する熱交換器出口の凝縮液温度を制

御し，凝縮液温度が異常に上昇した場合には中央制御室に警報を発する。 

  ⅴ．ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を測定し，圧力高又は液位低で

中央制御室に警報を発するとともに，ウラン濃縮缶加熱蒸気発生器への一

次蒸気の遮断信号を発する。また，缶内密度を測定し，密度高で中央制御

室に警報を発する。 

  ⅵ．ウラナス製造器に供給する水素ガス流量を制御し，ウラナス製造

器の水素ガス圧力を測定し，圧力高で中央制御室に警報を発するととも

に，水素ガスの供給停止信号を発する。また，ウラナス製造器に供給する

硝酸ウラニル溶液の流量を測定し，流量低で中央制御室に警報を発すると

ともに，硝酸ウラニル溶液の供給停止信号を発する。 

  ⅶ．第１気液分離槽から洗浄塔へ移送する未反応の水素ガス圧力を制

御し，流量を測定し，圧力高又は流量高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅷ．洗浄塔に供給する空気流量を測定し，流量低で中央制御室に警報

を発するとともに，窒素ガスの供給信号を発する。 

  ⅸ．第２気液分離槽へ供給する窒素ガス流量を測定し，流量低で中央

制御室に警報を発する。 

  ⅹ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

 

 ｂ．プルトニウム精製設備の計測制御系 

 (ａ) 核計装 

  ⅰ．プルトニウム洗浄器の有機溶媒のアルファ線の計数率を測定し，

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

計数率高で中央制御室に警報を発する。検出器及び警報器は，二重化す

る。                               

                                 

        

 (ｂ) 工程計装 

  ⅰ．加熱用の温水の流量を調節することにより逆抽出塔に供給する有

機溶媒，硝酸ヒドロキシルアミン（以下6.では「ＨＡＮ」という。）及び

ヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出液の温度を制御する。 

  ⅱ．逆抽出塔内の溶液温度を測定し，温度高で中央制御室に警報を発

し，溶液温度上昇が更に大きい場合，供給する有機溶媒，ＨＡＮ及びヒド

ラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出液の加熱用の温水のしゃ断信号を発す

る。この加熱用の温水のしゃ断のための検出器及びインターロック回路

は，二重化する。 

  ⅲ．プルトニウム洗浄器に供給するヒドラジンを含む硝酸溶液の流量

を制御し，流量が低下した場合には，中央制御室に警報を発する。 

  ⅳ．加熱用の温水の流量を調節することにより，ウラン逆抽出器に供

給する硝酸溶液の温度を制御する。 

  ⅴ．ウラン逆抽出器内の温度を測定し，温度高で中央制御室に警報を

発するとともに，供給する硝酸溶液の加熱用の温水のしゃ断信号を発す 

  る。 

  ⅵ．プルトニウム濃縮缶の缶内圧力及び密度を測定及び制御し，圧力

高又は密度高で中央制御室に警報を発するとともに，プルトニウム濃縮缶

加熱蒸気発生器への一次蒸気のしゃ断信号を発する。また，缶内液位を測

定し，液位低で中央制御室に警報を発するとともに，プルトニウム濃縮缶

加熱蒸気発生器への一次蒸気のしゃ断信号を発する。 

  ⅶ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱

蒸気の温度を調整する。 

 

 

 

計数率高で中央制御室に警報を発する。検出器及び警報器は，二重化す

る。また，アルファ線検出器は耐震性を持たせることが困難なため，故障

警報を設けるとともに，警報を検知し，運転員が工程を停止する回路を設

ける設計とする。 

 (ｂ) 工程計装 

  ⅰ．加熱用の温水の流量を調節することにより逆抽出塔に供給する有

機溶媒，ＨＡＮ及びヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出液の温度を制

御する。 

  ⅱ．逆抽出塔内の溶液温度を測定し，温度高で中央制御室に警報を発

する。なお，溶液温度上昇がさらに大きい場合，供給する有機溶媒，Ｈ

ＡＮ及びヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出液の加熱用の温水の遮断

信号を発するインターロック回路は安全保護回路とする。 

 

  ⅲ．プルトニウム洗浄器に供給するヒドラジンを含む硝酸溶液の流量

を制御し，流量が低下した場合には，中央制御室に警報を発する。 

  ⅳ．加熱用の温水の流量を調節することにより，ウラン逆抽出器に供

給する硝酸溶液の温度を制御する。 

  ⅴ．ウラン逆抽出器内の温度を測定し，温度高で中央制御室に警報を

発するとともに，供給する硝酸溶液の加熱用の温水の遮断信号を発する。 

 

  ⅵ．プルトニウム濃縮缶の缶内圧力及び密度を測定及び制御し，圧力

高又は密度高で中央制御室に警報を発するとともに，プルトニウム濃縮缶

加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮断信号を発する。また，缶内液位を測定

し，液位低で中央制御室に警報を発するとともに，プルトニウム濃縮缶加

熱蒸気発生器への一次蒸気の遮断信号を発する。 

  ⅶ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱

蒸気の温度を調整する。 

 

 

 

記載の適正化（運用の明

確化（設工認申請設備の

明記）） 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（表現修

正） 

記載の適正化（安全保護
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

  ⅷ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，温度高で中央制

御室に警報を発する。                       

                                 

                                 

    

  ⅸ．注水槽の液位を測定し，液位低で中央制御室に警報を発する。検

出器及び警報器は，二重化する。                 

  ⅹ．抽出塔，核分裂生成物洗浄塔等の主要機器を収納するセルの床に

設置した漏えい液受皿の集液溝等の液位を測定し，液位高で中央制御室に

警報を発する。これらのうちプルトニウム精製塔セル，プルトニウム濃縮

缶供給槽セル，油水分離槽セル，プルトニウム濃縮液受槽セル，プルトニ

ウム濃縮液一時貯槽セル，プルトニウム濃縮液計量槽セル及び放射性配管

分岐第１セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器は，二重化する。 

 

 

 

 

 ｃ．精製建屋一時貯留処理設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

   第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等の主要機器を収納する

セルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝等の液位を測定し，液位高で中

央制御室に警報を発する。 

 (６) 脱硝施設の計測制御系 

   脱硝施設の計測制御系は，ウラン脱硝設備の計測制御系及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備の計測制御系で構成する。 

 ａ．ウラン脱硝設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．脱硝塔外壁の温度を測定し，脱硝塔の外部ヒータの出力を制御す

ることにより温度を調整する。 

  ⅱ．脱硝塔内の温度を測定し，温度が異常に低下した場合，硝酸ウラ

  ⅷ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，温度高で中央制

御室に警報を発する。なお，加熱蒸気温度上昇がさらに大きい場合，プル

トニウム濃縮缶への加熱蒸気の遮断及びプルトニウム濃縮缶蒸気発生器へ

の一次蒸気の遮断信号を発するインターロック回路は，安全保護回路とす

る。 

  ⅸ．注水槽の液位を指示し，液位低で中央制御室に警報を発する。検

出器及び警報器は，二重化する。（安全上重要な施設と同等の信頼性を維

持する施設） 

  ⅹ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これらのうちプル

トニウム精製塔セル，プルトニウム濃縮缶供給槽セル，油水分離槽セル，

プルトニウム濃縮液受槽セル，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル，プルト

ニウム濃縮液計量槽セル及び放射性配管分岐第１セルの漏えい液受皿の検

出器及び警報器は，二重化する。 

  ⅺ．凝縮器の出口冷却水流量を測定し，流量低で中央制御室に警報を

発する。 

  ⅻ．凝縮器の出口廃ガス温度を測定し，温度高で中央制御室に警報を

発する。 

 ｃ．精製建屋一時貯留処理設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

   主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の

液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

 

 (６) 脱硝施設の計測制御系 

   脱硝施設の計測制御系は，ウラン脱硝設備の計測制御系及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備の計測制御系で構成する。 

 ａ．ウラン脱硝設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．脱硝塔外壁の温度を測定し，脱硝塔の外部ヒータの出力を制御す

ることにより温度を調整する。 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変

更） 

記載の適正化（安全上重

要な施設の変更） 

 

記載の適正化（等の削

除） 

 

 

 

 

記載の適正化（安全上重

要な施設の変更に伴う監

視パラメータの追加） 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ニル濃縮液の供給停止信号を発する。この供給停止のための検出器及びイ

ンターロック回路は，二重化する。 

  ⅲ．脱硝塔内の圧力を測定し，圧力が異常に上昇した場合，脱硝塔運

転停止信号を発する。 

  ⅳ．脱硝塔内の流動層レベルを測定し，流動層レベルが異常に上昇し

た 場合，硝酸ウラニル濃縮液の供給停止信号を発する。 

  ⅴ．ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置を検出し，ウラン酸化物（以

下6.では「ＵＯ３｣ という｡）粉末の充てん起動信号を発する。この充て

ん起動のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

  ⅵ．液体状の放射性物質を取り扱う主要機器の床に設置した漏えい液

受皿の集液溝等の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

 ｂ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．脱硝装置内のウラン・プルトニウム混合脱硝粉体の白熱を温度計

及び照度計を用いて検出し，脱硝の終了を確認した後，シャッタの起動信

号を発する。このシャッタ起動信号のための検出器及びインターロック回

路は，多様化する。 

 

 

  ⅱ．脱硝皿内のウラン・プルトニウム混合脱硝粉体の空気輸送終了を

検出し，秤量器による空脱硝皿の質量を確認した後，脱硝皿取扱装置の起

動信号を発する。この脱硝皿取扱装置の起動のための検出器及びインター

ロック回路は，多様化する。 

  ⅲ．焙焼炉の加熱ヒータ部の温度を測定し，温度が異常に上昇した場

合には，加熱停止の信号を発する。この加熱ヒータ部の温度による加熱停

止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

  ⅳ．還元炉の加熱ヒータ部の温度を測定し，温度が異常に上昇した場

合には，加熱停止の信号を発する。この加熱ヒータ部の温度による加熱停

止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

  ⅴ．還元炉に供給する還元用窒素・水素混合ガス（以下6.では「還元

  ⅱ．脱硝塔内の温度を測定し，温度が異常に低下した場合，硝酸ウラ

ニル濃縮液の供給停止信号を発する。この供給停止のための検出器及びイ

ンターロック回路は，二重化する。 

  ⅲ．脱硝塔内の圧力を測定し，圧力が異常に上昇した場合，脱硝塔運

転停止信号を発する。 

  ⅳ．脱硝塔内の流動層レベルを測定し，流動層レベルが異常に上昇し

た場合，硝酸ウラニル濃縮液の供給停止信号を発する。 

  ⅴ．ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置を検出し，ＵＯ３粉末の充て

ん起動信号を発する。この充てん起動のための検出器及びインターロック

回路は，二重化する。 

  ⅵ．液体状の放射性物質を取り扱う主要機器の床に設置した漏えい液

受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

 ｂ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．脱硝装置内のウラン・プルトニウム混合脱硝粉体の白熱を温度計

及び照度計を用いて検出して脱硝の終了を確認したのち，温度高により

脱硝皿取扱装置の起動の条件信号を発するとともに，照度高によりシャッ

タの起動の条件信号を発する。この脱硝皿取扱装置及びシャッタの起動の

ための検出器及びインターロック回路は，温度計と照度計により多様化す

る。 

  ⅱ．脱硝皿内のウラン・プルトニウム混合脱硝粉体の空気輸送終了を

検出し，秤量器による空脱硝皿の重量を確認した後，脱硝皿取扱装置の起

動信号を発する。この脱硝皿取扱装置の起動のための検出器及びインター

ロック回路は，多様化する。 

  ⅲ．焙焼炉の加熱ヒータ部の温度を測定し，加熱ヒータを制御する。

なお，温度が異常に上昇した場合に，加熱停止の信号を発するインターロ

ック回路は，安全保護回路とする。 

  ⅳ．還元炉の加熱ヒータ部の温度を測定し，加熱ヒータを制御する。

なお，温度が異常に上昇した場合に，加熱停止の信号を発するインターロ

ック回路は，安全保護回路とする。 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変

更） 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ガス｣ という｡)中の水素濃度を測定し，水素濃度が異常に上昇した場合に

は，濃度高で警報を発するとともに還元ガスの供給停止の信号を発する。

この水素濃度による供給停止のための検出器及びインターロック回路は，

二重化する。 

  ⅵ．保管容器の充てん定位置を検知し，ウラン・プルトニウム混合酸

化物（以下6.では「ＭＯＸ」という。）粉末の充てん起動信号を発する。

この充てん起動のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

  ⅶ．粉末缶の充てん定位置を検知し，ＭＯＸ粉末の充てん起動信号を

発する。この充てん起動のための検出器及びインターロック回路は，二重

化する。 

  ⅷ．粉末缶の質量を秤量器により確認し，粉末缶払出装置の起動信号

を発する。この粉末缶払出装置起動のための検出器及びインターロック回

路は，二重化する。 

  ⅸ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝等

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これらのうち硝酸

プルトニウム貯槽セル，混合槽セル及び一時貯槽セルの漏えい液受皿の検

出器及び警報器は，二重化する。 

 (７) 酸及び溶媒の回収施設の計測制御系 

   酸及び溶媒の回収施設の計測制御系は，酸回収設備の計測制御系及

び溶媒回収設備の計測制御系で構成する。 

 ａ．酸回収設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．蒸発缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱蒸気の温度を

調整する。 

  ⅱ．第１酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気の圧力を測定し，圧力高により

中央制御室に警報を発する。 

 

 

 

 

  ⅴ．還元炉に供給する還元用窒素・水素混合ガス（以下では「還元ガ

ス」という｡）中の水素濃度を測定し，水素濃度が異常に上昇した場合に

は，濃度高で警報を発する。なお，この警報とともに還元ガスの供給停止

の信号を発するインターロック回路は，安全保護回路とする。 

 

  ⅵ．保管容器の充てん定位置を検知し，ＭＯＸ粉末の充てん起動信号

を発する。この充てん起動のための検出器及びインターロック回路は，二

重化する。 

  ⅶ．粉末缶の充てん定位置を検知し，ＭＯＸ粉末の充てん起動信号を

発する。この充てん起動のための検出器及びインターロック回路は，二重

化する。 

  ⅷ．粉末缶の質量を秤量器により確認し，粉末缶払出装置の起動信号

を発する。この粉末缶払出装置起動のための検出器及びインターロック回

路は，二重化する。 

  ⅸ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の

液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これらのうち硝酸プ

ルトニウム貯槽セル，混合槽セル及び一時貯槽セルの漏えい液受皿の検出

器及び警報器は，二重化する。 

 (７) 酸及び溶媒の回収施設の計測制御系 

   酸及び溶媒の回収施設の計測制御系は，酸回収設備の計測制御系及

び溶媒回収設備の計測制御系で構成する。 

 ａ．酸回収設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．蒸発缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱蒸気の温度を

調整する。 

  ⅱ．第１酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気の圧力を測定し，圧力高により

中央制御室に警報を発する。 

 

 

 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変

更） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

  ⅲ．第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気の温度を測定し，温度高で中央

制御室に警報を発する。  加熱蒸気温度上昇が更に大きい場合は，蒸発

缶への加熱蒸気のしゃ断及び蒸発缶加熱蒸気発生器への一次蒸気のしゃ断

信号を発する。この蒸気しゃ断のための検出器及びインターロック回路

は，多様化する。 

  ⅳ．第１酸回収系及び第２酸回収系の精留塔の圧力及び液位並びに蒸

発缶の液位を測定し，精留塔の圧力高又は液位低並びに蒸発缶の液位低に

より中央制御室に警報を発するとともに，加熱蒸気のしゃ断信号を発す

る。 

  ⅴ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝等

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

 ｂ．溶媒回収設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

   ⅰ．温水加熱している第１洗浄器及び第３洗浄器内の溶液の温度を測

定し，温度高で中央制御室に警報を発するとともに，加熱用の温水の供給

停止信号を発する。 

  ⅱ．第１蒸発缶及び溶媒蒸留塔の系統内の圧力を測定し，圧力が異常

に上昇した場合には，不活性ガス（窒素）注入信号を発するとともに有機

溶媒の供給停止及び加熱蒸気のしゃ断信号を発する。 

  ⅲ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝等

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

 (８) 放射性廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

   放射性廃棄物の廃棄施設の計測制御系は，気体廃棄物の廃棄施設の

計測制御系，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の計測制御系

及び固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系等

で構成する。 

 ａ．気体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御系 

   (ⅰ) 溶解槽内圧力を制御し，圧力高で中央制御室に警報を発す

  ⅲ．第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気の温度を測定し，温度高で中央

制御室に警報を発する。なお，加熱蒸気温度上昇がさらに大きい場合，

蒸発缶への加熱蒸気の遮断及び蒸発缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮

断信号を発するインターロック回路は，安全保護回路とする。 

 

  ⅳ．第１酸回収系及び第２酸回収系の精留塔の圧力及び液位並びに蒸

発缶の液位を測定し，精留塔の圧力高又は液位低並びに蒸発缶の液位低に

より中央制御室に警報を発するとともに，加熱蒸気の遮断信号を発する。 

 

  ⅴ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の

液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

 ｂ．溶媒回収設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．温水加熱している第１洗浄器及び第３洗浄器内の溶液の温度を測

定し，温度高で中央制御室に警報を発するとともに，加熱用の温水の供給

停止信号を発する。 

  ⅱ．第１蒸発缶及び溶媒蒸留塔の系統内の圧力を測定し，圧力が異常

に上昇した場合には，不活性ガス（窒素）注入信号を発するとともに有機

溶媒の供給停止及び加熱蒸気の遮断信号を発する。 

ⅲ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液位

を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

 (８) 放射性廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

   放射性廃棄物の廃棄施設の計測制御系は，気体廃棄物の廃棄施設の

計測制御系，液体廃棄物の廃棄施設の  計測制御系及び固体廃棄物の廃

棄施設   の計測制御系で構成する。 

 

 ａ．気体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御系 

  (ⅰ) 溶解槽内圧力を制御し，圧力高で中央制御室に警報を発する。

記載の適正化（表現修

正） 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変

更） 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（等の削

除） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（等の削

除） 

 

 

 

記載の適正化（設備区分

の名称修正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

る。検出器及び警報器は，二重化する。 

   (ⅱ) 排風機の回転数を測定し，回転数低で中央制御室に警報を発

する。    

(ⅲ) ミスト フィルタ,高性能粒子フィルタ及びよう素フィルタの

差圧を測定する。 

   (ⅳ) ＮＯｘ吸収塔出口側の廃ガスの温度を測定し，温度高で中央

制御室に警報を発する。 

   (ⅴ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制御する。 

   (ⅵ) 主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液

溝等の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅱ．塔槽類廃ガス処理設備の計測制御系 

   (ⅰ) 前処理建屋，分離建屋，精製建屋（プルトニウム系），ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の塔槽類

廃ガス処理設備の洗浄塔入口圧力を制御し，圧力高で中央制御室    

に警報を発する。検出器及び警報器は，二重化する。 

   (ⅱ) 排風機の回転数，排風機の入口側圧力又は排風機の入口・出

口間差圧を測定し，回転数低，圧力高又は差圧低で中央制御室に警報を発

する。 

   (ⅲ) 高性能粒子フィルタ及びよう素フィルタの差圧を測定する。 

   (ⅳ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制御する。 

   (ⅴ) 主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液

溝等の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅲ．高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計測制御系 

 (ⅰ) ガラス溶融炉内部の気相圧力を制御し，圧力高で中央制御室に警

  報を発する。検出器及び警報器は，二重化する。 

 (ⅱ) 排風機の入口側圧力を測定し，圧力高で中央制御室に警報を発す

  る。 

 (ⅲ) ミスト フィルタ,ルテニウム吸着塔，高性能粒子フィルタ及びよ

  う素フィルタの差圧を測定する。 

 (ⅳ) 廃ガス洗浄器出口側の廃ガスの温度を測定し，温度高で中央制御

検出器及び警報器は，二重化する。 

  (ⅱ) 排風機の回転数を測定し，回転数低で中央制御室に警報を発す

る。 

  (ⅲ) ミストフィルタ，高性能粒子フィルタ及びよう素フィルタの差

圧を測定する。 

  (ⅳ) ＮＯｘ吸収塔出口側の廃ガスの温度を測定し，温度高で中央制

御室に警報を発する。 

  (ⅴ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制御する。 

  (ⅵ) 主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅱ．塔槽類廃ガス処理設備の計測制御系 

  (ⅰ) 前処理建屋，分離建屋，精製建屋（プルトニウム系），ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の塔槽類

廃ガス処理設備の洗浄塔入口圧力を制御し，圧力高で中央制御室に警報を

発する。検出器及び警報器は，二重化する。 

  (ⅱ) 排風機の回転数，排風機の入口側圧力又は排風機の入口・出口

間差圧を測定し，回転数低，圧力高又は差圧低で中央制御室に警報を発す

る。 

  (ⅲ) 高性能粒子フィルタ及びよう素フィルタの差圧を測定する。 

  (ⅳ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制御する。 

  (ⅴ) 主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅲ．高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計測制御系 

  (ⅰ) ガラス溶融炉内部の気相圧力を制御し，圧力高で中央制御室に

警報を発する。検出器及び警報器は，二重化する。 

  (ⅱ) 排風機の入口側圧力を測定し，圧力高で中央制御室に警報を発

する。 

  (ⅲ) ミストフィルタ，ルテニウム吸着塔，高性能粒子フィルタ及び

よう素フィルタの差圧を測定する。 

  (ⅳ) 廃ガス洗浄器出口側の廃ガスの温度を測定し，温度高で中央制

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

  室に警報を発する。 

 (ⅴ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制御する。 

 (ⅵ) 主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝等

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅳ．換気設備の計測制御系 

   (ⅰ) ミスト フィルタ(高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のミ

ストフィルタのみ）及び高性能粒子フィルタの差圧を測定する。 

 ｂ．高レベル廃液処理設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．高レベル廃液濃縮缶の圧力を制御する。 

  ⅱ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱

蒸気の温度を調整する。 

  ⅲ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，温度高で中央制

御室に警報を発する。                       

                                 

                                 

      

  ⅳ．高レベル廃液濃縮缶の凝縮器の排気側出口温度を測定し，温度高

で中央制御室に警報を発し，出口温度上昇が更に大きい場合，高レベル廃

液濃縮缶への加熱蒸気のしゃ断及び高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気発生器へ

の一次蒸気のしゃ断信号を発する。この蒸気しゃ断のための出器及びイン

ターロック回路は，多様化する。 

  ⅴ．高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残廃液貯槽，高レベル廃液共用

貯槽等の廃液温度を測定し，温度高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅵ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝等

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これらのうち高レ

ベル廃液供給槽セル，高レベル濃縮廃液貯槽セル，高レベル濃縮廃液一時

貯槽セル，不溶解残廃液貯槽セル，不溶解残廃液一時貯槽セル及び高

レベル廃液共用貯槽セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器は，二重化す

る。 

御室に警報を発する。 

  (ⅴ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制御する。 

  (ⅵ) 主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅳ．換気設備の計測制御系 

  (ⅰ) ミストフィルタ（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のミス

トフィルタのみ）及び高性能粒子フィルタの差圧を測定する。 

 ｂ．液体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．高レベル廃液濃縮缶の圧力を制御する。 

  ⅱ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱

蒸気の温度を調整する。 

  ⅲ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，温度高で中央制

御室に警報を発する。なお，加熱蒸気温度上昇がさらに大きい場合，高レ

ベル廃液濃縮缶への加熱蒸気の遮断及び高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気発生

器への一次蒸気の遮断信号を発するインターロック回路は，安全保護回路

とする。 

  ⅳ．高レベル廃液濃縮缶の凝縮器の排気側出口温度を測定し，温度高

で中央制御室に警報を発する。なお，出口温度上昇がさらに大きい場

合，高レベル廃液濃縮缶への加熱蒸気の遮断及び高レベル廃液濃縮缶加熱

蒸気発生器への一次蒸気の遮断信号を発するインターロック回路は，安

全保護回路とする。 

  ⅴ．高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽及び高レベル廃液共

用貯槽の廃液温度を測定し，温度高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅵ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の

液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これらのうち高レベ

ル廃液供給槽セル，高レベル濃縮廃液貯槽セル，高レベル濃縮廃液一時貯

槽セル，不溶解残渣廃液貯槽セル，不溶解残渣廃液一時貯槽セル及び高レ

ベル廃液共用貯槽セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器は，二重化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（タイトル

の修正） 

 

 

 

 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変

更） 

 

記載の適正化（表現修

正） 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変

更） 

記載の適正化（等の削

除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 ｃ．高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．固化セル移送台車上に多重に設けた重量計により，固化セル移送

車上の流下ガラスの質量を中央制御室に指示する。 

  ⅱ．ガラス溶融炉の溶融ガラスをガラス固化体容器に注入する際に

は，所定質量値で注入停止信号を発し，質量が更に増加した場合には，中

央制御室に警報を発する。この注入停止のための検出器及びインター  

 ロック回路は，二重化する。                   

                                 

              

  ⅲ．ガラス溶融炉とガラス固化体容器との結合装置圧力が所定の値で

ない場合及び固化セル移送台車位置が所定の位置にない場合，インターロ

ックにより流下ノズルの加熱を停止する。これらのうち，結合装置   

圧力による加熱停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化す

る。 

  ⅳ．高レベル廃液混合槽，供給液槽等の廃液の温度を測定し，温度高

で中央制御室に警報を発する。 

  ⅴ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝等

の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。なお，固化セル 

       の漏えい液受皿の検出器及び警報器は二重化する。 

 

 (９) その他再処理設備の附属施設の計測制御系 

 ａ．安全圧縮空気系の水素掃気用空気貯槽及び計装用空気貯槽の圧力を

測定し，圧力低で中央制御室に警報を発する。この検出器及び警報器は，

  二重化する。 

 ｂ．高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残廃液貯槽等への希釈空気流量を

測定し，流量低で中央制御室に警報を発する。 

 ｃ．安全冷却水系の冷却水循環ポンプの運転状態を監視し，故障を検知

して，中央制御室に警報を発する。この検知装置及び警報器は，各々のポ

ンプに各一式設ける。 

 ｃ．固体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

  ⅰ．固化セル移送台車上に多重に設けた重量計により，固化セル移送

台車上の流下ガラスの質量を中央制御室に指示する。 

  ⅱ．ガラス溶融炉の溶融ガラスをガラス固化体容器に注入する際に

は，所定質量値で注入停止信号を発し，所定質量値よりも質量がさらに増

加した場合には，中央制御室に警報を発する。なお，所定質量値で注入停

止信号を発するインターロック回路は安全保護回路とする。さらに安全保

護回路による質量上限でガラスの流下が停止しなかった場合は質量上限警

報を中央制御室に発する。 

  ⅲ．ガラス溶融炉とガラス固化体容器との結合装置圧力が所定の値で

ない場合及び固化セル移送台車位置が所定の位置にない場合，インターロ

ックにより流下ノズルの加熱を停止する。これらのうち，結合装置圧力に

よる加熱停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

 

  ⅳ．高レベル廃液混合槽及び供給液槽の廃液の温度を測定し，温度高

で中央制御室に警報を発する。 

  ⅴ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の

液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。なお，固化セル及び

高レベル廃液混合槽セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器は，二重化す

る。 

 (９) その他再処理設備の附属施設の計測制御系 

 ａ．安全圧縮空気系の水素掃気用空気貯槽及び計装用空気貯槽の圧力を

測定し，圧力低で中央制御室に警報を発する。この検出器及び警報器は，

二重化する。 

 ｂ．水素掃気用希釈空気流量を測定し，流量低で中央制御室に警報を発

する。 

 ｃ．安全冷却水系の冷却水循環ポンプの運転状態を監視し，故障を検知

して，中央制御室に警報を発する。この検知装置及び警報器は，各々のポ

ンプに各１式設置する。 

記載の適正化（タイトル

の修正） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 ｄ．冷却対象機器からの放射性物質の漏えい検知のために安全冷却水系

の冷却水の放射線レベルを計測し，放射線レベル高で中央制御室に警報を

 発する。 

 ｅ．安全蒸気系のボイラの運転状態を監視し，故障を検知して，中央制

御室に警報を発する。検知装置及び警報器は，各々のボイラに各一式設け

る。 

 (10) その他の計測制御設備 

   再処理施設の各施設は，その他にも計測制御設備を設け指示，警

報，制御等を行う。 

 

6.2.5  試験・検査 

 

 

 

  計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御系は，試験回路により，定期的に試験及び検査を実施する。

                                 

                                 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｄ．冷却対象機器からの放射性物質の漏えい検知のために安全冷却水系

の冷却水の放射線レベルを測定し，放射線レベル高で中央制御室に警報を

発する。 

 ｅ．安全蒸気系のボイラの運転状態を監視し，故障を検知して，中央制

御室に警報を発する。検知装置及び警報器は，各々のボイラに各１式設置

する。 

 (10) その他の計測制御設備 

   再処理施設の各施設は，その他にも計測制御設備を設け指示，警報

及び制御を行う。 

 

6.1.2.5 試験・検査 

  安全機能を有する施設の計測制御系は，安全機能の重要度及び設備の

特性に応じて，運転中又は停止中に行う計器の点検及び保守により機能，

性能の維持を行う。 

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要な

計測制御系は，その健全性及び能力を確認するため，設備の特性に応じ，

定期的な警報装置の作動確認，インターロックの作動確認並びに計器の点

検及び保守により機能，性能の維持を行う。また，必要に応じて試験回路

を設け，運転中又は停止中に試験又は検査を実施する。 

安全機能を有する施設の計測制御系のうち，「1.7.7 安全機能を有する

施設の設計」に示す安全上重要な施設から安全機能を有する施設に分類を

変更した「6.1.2.4 主要設備」の安全上重要な施設と同等の信頼性を維

持する施設については，安全上重要な施設への波及的影響防止をし，多重

化による高い信頼性を確保して設置され運用している経緯を踏まえ，安全

上重要な施設と同等の信頼性を維持する観点から，定期的な警報装置の作

動確認，インターロックの作動確認並びに計器の点検及び保守により機

能，性能の維持を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

記載の適正化（等の削

除） 

 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

記載の適正化（安全上重

要な施設の変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.2.6  評  価 

 (１) 計測制御設備は，平常時及び運転時の異常な過渡変化時において

施設の運転状態を予想変動範囲内で監視することができる。 

 (２) 計測制御設備は，平常時の運転条件の変化及び外乱に対し，施設

の運転状態を適切な運転範囲に維持できる。 

 (３) 計測制御設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設

計としているので火災を防止できる。 

 (４) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するため

に必要な計測制御系は，多重性又は多様性を有するとともに，電気的・物

理的な独立性を有する設計としているので，動的機器の単一故障を仮定し

てもその安全機能が確保できる。 

 (５) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するため

に必要な計測制御系は，絶縁増幅器，継電器等で計測制御設備と分離する

設計としているので，計測制御設備との部分的共用によってその安全機能

を損なうことはない。 

 (６) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するため

に必要な計測制御系は，試験回路を設ける設計としているので，その安全

機能を損なうことなく，定期的に試験及び検査ができる。 

 

 (７) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するため

に必要な計測制御系は，その他再処理設備の附属施設の非常用所内電源系

統に接続する設計としているので，外部電源系統の機能喪失時にも，安全

機能が確保できる。 

 また，安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要な計測制御 

 系に圧縮空気を必要とする場合は，その他再処理設備の附属施設の非常

用所内電源系統に接続した安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する設計と

しているので，安全機能が確保できる。 

 

 

 

6.1.2.6 評  価 

 (１) 計測制御設備は，運転時，停止時及び運転時の異常な過渡変化時

において施設運転状態を想定される範囲内で監視及び制御できる。 

 (２) 計測制御設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設

計としているので火災を防止できる。 

 (３) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するため

に必要な計測制御系は，多重性又は多様性を有するとともに，電気的・物

理的な独立性を有する設計としているので，動的機器の単一故障を仮定し

てもその安全機能が確保できる。 

 (４) 計測制御設備は，アイソレータ及び継電器を用いて安全保護回

路と分離する設計としているので，安全保護回路との部分的共用によっ

て安全保護回路の安全機能を損なうことはない。 

 

 (５) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，その

健全性及び能力を確認するため，安全機能の重要度及び設備の特性に応

じ，必要に応じて試験回路を設ける設計としているので，運転中又は停止

中に試験又は検査を実施できる。 

 (６) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するため

に必要な計測制御系は，その他再処理設備の附属施設の非常用所内電源系

統に接続する設計としているので，外部電源系統の機能喪失時にも，安全

機能が確保できる。 

また，安全上重要な施設の安全機能を維持するために，必要な計測制御系

に圧縮空気を供給する必要がある場合は，外部電源系統の機能喪失時に

も，その安全機能が確保できるようその他再処理設備の附属施設の非常用

所内電源系統に接続した安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する設計とし

ているので，安全機能を確保できる。 

 (７) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，それ

らの安全機能を健全に維持するための適切な保守及び修理ができる設計と

しているので適切な保守及び修理が実施できる。 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 19 条要求

による変更 

 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (８) 計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵の安全確保及び

運転操作上必要な計測制御設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使

用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (８) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，設計

基準事故が発生した場合の状況を把握し，対策を講ずるために必要なパラ

メータを，設計基準事故時に想定される環境下において，十分な測定範囲

及び期間にわたり監視（記録を含む。）できる設計としているので安全機

能を確保できる。当該記録は適切に保存を行うため，事象の経過後におい

ても参照できる。 

  (９) 計測制御設備は，再処理施設の健全性を確保するために必要な

パラメータを監視するための設備及び再処理施設の安全性を確保するため

に必要な操作を行うことができる設備を分離施設，精製施設及びその他必

要な施設に設ける設計としているので適切な監視及び制御が実施できる。 

 (10) 計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵の安全確保及び

運転操作上必要な計測制御設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使

用できる。 

 (11) 安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設とした計測制御

設備（核計装設備,工程計装設備）は，安全上重要な施設への波及的影響

防止をし，多重化による高い信頼性で設計すること及び当該施設を継続的

に維持するための管理を行うことにより，安全上重要な施設の計測制御設

備と同等の信頼性を維持できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第15条要求

による変更 

新規制基準の第18条要求

による変更 

 

 

 

 

 

新規制基準の第20条要求

による変更 

 

 

 

 

 

記載の適正化（安全上重

要な施設の変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.3  安全保護系 

6.3.1  概  要 

  異常状態を検知し，事故への拡大を防止又は抑制するために，安全保

護動作を起こさせるよう設計された系統及び機器である安全保護系は，安

全上重要な計測制御系のうち迅速な加熱停止を要する精製施設のプルトニ

ウム濃縮缶等の加熱停止回路からその機能喪失時の一般公衆に対する影響

が比較的大きい，精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱停止回路及び液体廃

棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路並びに溶解設備の溶解

槽における臨界を検知し迅速に収束させる，溶解施設の溶解槽の可溶性中

性子吸収材緊急供給回路で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 安全保護回路 

6.1.3.1 概要 

 安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した

場合において，これらの異常を検知し，これらの核的，熱的及び化学的制

限値を超えないようにするための設備並びに火災，爆発その他の再処理施

設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，これらを抑制し，又は

防止するための設備の作動を速やかに，かつ，自動で開始させる設計と

し，以下のもので構成する。 

 (１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路 

 (２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断

処理施設のせん断機のせん断停止回路 

 (３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

 (４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

 (５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回

路 

 (６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路 

 (７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

 (８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回

路 

 (９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度

高による加熱停止回路 

 (10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

 (11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

 (12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ

の閉止回路（分離建屋） 

 (13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ

の閉止回路（精製建屋） 

 (14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラ

 

 

新規制基準の第 19 条要求

による変更 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変

更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス流下停止回路 

 (15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダン

パの閉止回路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変

更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.3.2  設計方針 

 (１) 安全保護系は，再処理施設の安全を著しく損なうおそれのある異

常状態が発生し，その拡大防止又は抑制のための設備を速やかに作動させ

る必要が生じた場合，その異常状態を検知し，当該設備の作動を自動的に

起こさせる設計とする。 

 

 

 (２) 安全保護系は，動的機器の単一故障を仮定してもその安全機能が

確保できるよう多重性又は多様性を有するとともに，電気的・物理的な独

立性を有する設計とする。 

 (３) 安全保護系は，計測制御設備との部分的共用によってその安全機

能を損なうことのない設計とする。 

 

 

  (４) 安全保護系は，その安全機能を確認するために，定期的に試験

及び検査ができる設計とする。 

 (５) 安全保護系は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計

とする。 

 (６) 安全保護系は，駆動源の喪失又は系統のしゃ断が発生しても安全

上許容される状態になる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.2 設計方針 

 (１) 安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発

生した場合において，これらの異常を検知し，これらの核的，熱的及び化

学的制限値を超えないようにするための設備並びに火災，爆発その他の再

処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，これらを抑制

し，又は防止するための設備の作動を速やかに，かつ，自動で開始させる

設計とする。 

 (２) 安全保護回路は，動的機器の単一故障を仮定してもその安全機能

が確保できるよう多重性又は多様性を有するとともに，電気的，物理的な

独立性を有する設計とする。 

 (３) 安全保護回路は，検出器等を計測制御設備と一部共用する場合

は，当該検出器等を安全保護回路として設計するとともに，計測制御設備

の短絡，地絡又は断線によって安全保護回路に影響を与えない設計とす

る。 

 (４) 安全保護回路は，適切な方法により，試験できるよう試験回路を

設ける設計とする。 

 (５) 安全保護回路は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用

する設計とする。 

 (６)  安全保護回路は，電源の喪失，安全保護動作に関連する継電器

のコイルの断線，短絡等において，安全上許容される状態になる設計とす

る。 

 (７) 安全保護回路は，それらの安全機能を健全に維持するための適切

な保守及び修理ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 19 条要求

による変更 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.3.3  主要設備の仕様 

安全保護系の主要設備の仕様を第6.3－１表に示す。 

なお，安全保護系の系統概要図を第6.3－１図～第6.3－３図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.3 主要設備の仕様 

安全保護回路の主要設備の仕様を第6.1.3－１表に示す。 

なお，安全保護回路の系統概要図を第6.1.3－１図～第6.1.3－15図に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（図表番号

の変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.3.4  主要設備 

 安全保護系は，各々，多重化又は多様化した回路で構成する。その多重

化又は多様化した回路は，   相互干渉が起こらないように，電源，ケ

ーブトレイ等を２系統に分離し，電気的・物理的な独立性を持たせる。 

 

  安全保護系は，計測制御設備と検出器，変換器等を共用する場合に

は，計測制御設備の故障が安全保護系に影響を与えないように，絶縁増幅

器，継電器等で計測制御設備と分離する。 

  安全保護系は，適切な方法により，試験できるよう試験回路を設ける

    。 

                           

  安全保護系のケーブルは，可能な限り難燃性ケーブルを使用し, ケー

ブル トレイ及び電線管は,金属材料を主体に使用する。また，その他の構

成品も可能な限り，不燃性又は難燃性材料を使用する。 

 安全保護系は，電源の喪失，安全保護動作に関連する継電器のコイルの

断線，短絡等において，安全上許容される状態になる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路     

              

 可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，溶解施設の溶解槽における臨界事

故を速やかに収束させるためのもので，溶解槽セルの外の放射線検出器に

より放射線量率高を検知し，可溶性中性子吸収材の供給配管の弁を開く信

6.1.3.4 主要設備 

  安全保護回路は，  多重化又は多様化した回路で構成する。その

多重化又は多様化した回路は，安全機能を有する施設からの電磁障害によ

る相互干渉が起こらないように，電源及びケーブルトレイを２系統に分

離し，電気的，物理的な独立性を持たせる。 

当該検出器等を安全保護回路として設計するとともに，当該計測制御設備

の故障が安全保護回路に影響を与えないように，アイソレータ及び継電器

を用いて計測制御設備と分離する。 

安全保護回路は，適切な方法により，試験できるよう，試験回路を設け

る設計とする。 

安全保護回路は，適切な保守及び修理ができる設計とする。 

安全保護回路の火災発生防止対策は「1.5.1.2.3 不燃性材料又は難燃性

材料の使用」に示す。 

 

安全保護回路は，電源の喪失，安全保護動作に関連する継電器のコイルの

断線，短絡等において，安全上許容される状態になる設計とする。 

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路 

高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路は，液体廃棄物の

廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶におけるＴＢＰ又はＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応を防止するためのものであり，温度検出器により高レベル廃液

濃縮缶への加熱蒸気の温度高を検知し，蒸気発生器への一次蒸気配管の遮

断弁を閉じる信号を発する回路及び別の温度検出器により高レベル廃液濃

縮缶への加熱蒸気の温度高を検知し高レベル廃液濃縮缶への加熱蒸気配管

の遮断弁を閉じる信号を発する回路で多様化して構成する。 

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断処

理施設のせん断機のせん断停止回路 

可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路（せん断停止系含

む。）は，溶解施設の溶解槽における臨界事故を速やかに収束させるため

のものであり，溶解槽セルの外の放射線検出器により放射線線量率高を検

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（等の削

除） 

記載の適正化（表現修

正） 

新規制基準の第 15 条要求

による変更 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変 

更） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

号及びせん断機を停止する信号を発する回路を二重化して構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 精製施設のプルトニウム濃縮缶  加熱停止回路 

 

 プルトニウム濃縮缶加熱停止回路は，精製施設のプルトニウム濃縮缶に

おけるりん酸三ブチル（以下６．では「ＴＢＰ」という。）又はその分解

生成物であるりん酸二ブチル，りん酸一ブチルと硝酸，硝酸ウラニル又は

硝酸プルトニウムの錯体（以下６．では「ＴＢＰ等の錯体」という。）の

急激な分解反応を防止するためのもので，温度検出器によりプルトニウム

濃縮缶への加熱蒸気の温度高を検知し，蒸気発生器への一次蒸気配管のし

ゃ断弁を閉じる信号を発する回路，及び別の温度検出器によりプルトニウ

ム濃縮缶への加熱蒸気の温度高を検知し プルトニウム濃縮缶への加熱蒸

気配管のしゃ断弁を閉じる信号を発する回路で多様化して構成する。 

 

 

 

知し，可溶性中性子吸収材の供給配管の弁を開く信号及びせん断機を停止

する信号を発する回路を二重化して構成する。 

 (３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路は，プルトニウム精製設備の逆抽

出塔内の有機溶媒の温度が上昇しｎ－ドデカンに引火することを防止する

ためのものであり，温度検出器により逆抽出塔の溶液温度高を検知し，供

給する有機溶媒，ＨＡＮ及びヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出液の

加熱用の温水の遮断弁を閉じる信号を発する回路を二重化して構成する。 

 (４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

ウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路は，分離施設のウラン濃

縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するためのものであ

り，温度検出器によりウラン濃縮缶への加熱蒸気の温度高を検知し，蒸気

発生器への一次蒸気配管の遮断弁を閉じる信号を発する回路及び別の温度

検出器によりウラン濃縮缶への加熱蒸気の温度高を検知し，ウラン濃縮缶

への加熱蒸気配管の遮断弁を閉じる信号を発する回路で多様化して構成す

る。 

 (５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回

路 

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路は，精製施設のプ

ルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するた

めのものであり，温度検出器によりプルトニウム濃縮缶への加熱蒸気の温

度高を検知し，蒸気発生器への一次蒸気配管の遮断弁を閉じる信号を発す

る回路及び別の温度検出器によりプルトニウム濃縮缶への加熱蒸気の温度

高を検知し，プルトニウム濃縮缶への加熱蒸気配管の遮断弁を閉じる信

号を発する回路で多様化して構成する。 

 

 

 (６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路 

第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路は，酸及び溶媒

 

 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変 

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変 

更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶  加熱停止回路 

 

 高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するためのも

ので，温度検出器により高レベル廃液濃縮缶への加熱蒸気の温度高を検知

し，蒸気発生器への一次蒸気配管のしゃ断弁を閉じる信号を発する回路，

及び別の温度検出器により高レベル廃液濃縮缶への加熱蒸気の温度高を検

知し高レベル廃液濃縮缶への加熱蒸気配管のしゃ断弁を閉じる信号を発す

る回路で多様化して構成する。 

 

の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止するためのものであり，温度検出器により蒸発缶への加熱蒸気

の温度高を検知し，蒸気発生器への一次蒸気配管の遮断弁を閉じる信号を

発する回路及び別の温度検出器により蒸発缶への加熱蒸気の温度高を検知

し，蒸発缶への加熱蒸気配管の遮断弁を閉じる信号を発する回路で多様化

して構成する。 

 (７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路は，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝設備の還元炉での還元ガス中の水素濃度の上昇による水素

の爆発を防止するためのものであり，還元炉に供給する還元ガス中の水素

濃度検出器により水素濃度高を検知し，還元ガスの供給を停止する弁を閉

じる信号を発する回路を二重化して構成する。 

 (８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回

路 

プルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路は，分配設備のプ

ルトニウム洗浄器に過度のプルトニウムが流入し臨界になることを防止す

るためのものであり，プルトニウム洗浄器セルの外の中性子検出器により

計数率高を検知し，プルトニウム分配塔からプルトニウム洗浄器への有機

溶媒の移送を停止する工程停止信号を発する回路を二重化して構成する。 

 (９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度

高による加熱停止回路 

高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路は，液体廃

棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器に供給する冷却水が停止し凝

縮機能が低下することによる放射性物質の放出の有意な増加を防止するた

めのものであり，温度検出器により高レベル廃液濃縮缶凝縮器の排気出口

温度高を検知し，蒸気発生器への一次蒸気配管の遮断弁を閉じる信号を発

する回路及び別の温度検出器により高レベル廃液濃縮缶凝縮器の排気出口

温度高を検知し，高レベル廃液濃縮缶への加熱蒸気配管の遮断弁を閉じる

信号を発する回路で多様化して構成する。 

 (10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変 

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―494



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路は，ウラン・プルトニウム混合

脱硝設備の焙焼炉のヒータ部温度が異常に上昇したことによる焙焼炉の炉

心管が破損し，閉じ込め機能が喪失することを防止するためのものであ

り，温度検出器により焙焼炉のヒータ部温度高を検知し，ヒータへの通電

を停止する信号を発する回路を二重化して構成する。 

 (11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路は，ウラン・プルトニウム混合

脱硝設備の還元炉のヒータ部温度が異常に上昇したことによる還元炉の炉

心管が破損し，閉じ込め機能が喪失することを防止するためのものであ

り，温度検出器により還元炉のヒータ部温度高を検知し，ヒータへの通電

を停止する信号を発する回路を二重化して構成する。 

 (12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ

の閉止回路（分離建屋） 

外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ閉止回路（分離建屋）は，外部電

源喪失時に分離建屋内が正圧になることを防止するためのものであり，母

線電圧低を検知し分離建屋の建屋給気閉止ダンパを閉止する信号を発する

回路を二重化して構成する。 

 (13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ

の閉止回路（精製建屋） 

外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ閉止回路（精製建屋）は，外部電

源喪失時に精製建屋内が正圧になることを防止するためのものであり，母

線電圧低を検知し精製建屋の建屋給気閉止ダンパを閉止する信号を発する

回路を二重化して構成する。 

 (14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラ

ス流下停止回路 

固化セル移送台車上の質量高によるガラス流下停止回路は，高レベル廃液

ガラス固化設備のガラス溶融炉からの溶融ガラスがガラス固化体容器から

漏えいすることによる放射性物質の放出の有意な増加を防止するためのも

のであり，固化セル移送台車上の重量検出器により質量高を検知し，注入

停止信号を発する回路を二重化して構成する。 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変 

更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5  試験・検査 

  安全保護系は，試験回路により，定期的に試験及び検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダン

パの閉止回路 

固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパの閉止回路は，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の固化セルの負圧が低下した場合に固化セルから建屋への逆

流を防止するためのものであり，圧力検出器により固化セルの圧力高を検

知し，固化セルへの給気系に設けた固化セル隔離ダンパを閉止する信号を

発する回路を二重化して構成する。 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.5 試験・検査 

  安全保護回路は，その健全性及び能力を確認するため，必要に応じて

試験回路を用いて，運転中又は停止中に試験又は検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（安全保護

回路の再選定による変 

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.3.6  評  価 

 (１) 安全保護系は，再処理施設の安全を著しく損なうおそれのある異

常状態が発生した場合，その異常状態を検知し，設備を速やかに作動させ

る設計としているので，その拡大を防止又は抑制できる。 

 

 (２) 安全保護系は，多重性又は多様性を有するとともに，電気的・物

理的な独立性を有する設計としているので，動的機器の単一故障を仮定し

てもその安全機能が確保できる。 

 (３) 安全保護系は，絶縁増幅器，継電器等で計測制御設備と分離する

設計としているので，計測制御系との部分的共用によってその安全機能を

損なうことはない。 

 (４) 安全保護系は，試験回路を設ける設計としているので，その安全

機能を損なうことなく，定期的に試験及び検査ができる。 

 (５) 安全保護系は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計

としているので，火災を防止できる。 

 (６) 安全保護系は，駆動源の喪失又は系統のしゃ断が発生しても安全

上許容される状態になる設計としているので，その安全機能を損なうこと

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.6 評価 

 (１) 安全保護回路は，再処理施設の安全性を著しく損なうおそれの

ある運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合，その異常

状態を検知し，設備を速やかに，かつ，自動で開始させる設計としている

ことから，その拡大を防止又は抑制できる。 

 (２) 安全保護回路は，多重性又は多様性を有するとともに，電気

的，物理的な独立性を有する設計としていることから，動的機器の単一

故障を仮定してもその安全機能が確保できる。 

 (３) 安全保護回路は，アイソレータ及び継電器を用いて計測制御設

備と分離する設計としていることから，計測制御設備との部分的共用に

よってその安全機能を損なうことはない。 

 (４) 安全保護回路は，試験回路を設ける設計としていることから，

その安全機能を損なうことなく，定期的に試験及び検査ができる。 

 (５) 安全保護回路は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用

する設計としていることから，火災が発生することを防止できる。 

 (６) 安全保護回路は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生しても安

全上許容される状態になる設計としていることから，その安全機能を損な

うことはない。 

 (７) 安全保護回路は，それらの安全機能を健全に維持するための適切

な保守及び修理ができる設計としていることから安全機能が維持できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 19 条要求

による変更 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.4  制 御 室 

6.4.1  概  要 

 

 

 

 再処理施設の運転の監視及び制御に必要な表示及び操作装置は，集中的

に監視及び制御が行えるよう中央制御室に設置する。 

 

 

 ただし，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設等の運転の監視及び制御に必要な表示及び操作装置

は，集中的に監視及び制御が行えるよう使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の

制御室に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 制 御 室 

6.1.4.1 概要 

 再処理施設の運転の状態を集中的に監視，制御及び操作を行うため，制

御建屋に中央制御室を設けるほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設ける。 

再処理施設の運転の監視，制御及び操作を行うための表示及び操作装置で

ある監視制御盤並びに再処理施設の安全性を確保するために必要な操作を

行うための表示及び操作装置である安全系監視制御盤は，集中的に監視，

制御及び操作が行えるよう中央制御室に設置する。 

ただし，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の運転の監視，制御及び操作を行うための表示及び操作

装置である監視制御盤並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の安全

性を確保するために必要な操作を行うための表示及び操作装置である安全

系監視制御盤は，集中的に監視，制御及び操作が行えるよう使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設置する。 

再処理施設の外の状況を昼夜にわたり把握するため，暗視機能を有する監

視カメラ，気象観測設備及び公的機関から気象情報を入手できる設備等

は，制御室に設置する。 

分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の健全性を確保す

るために計測制御系統施設で監視が要求されるパラメータを連続的に監視

するための設備及び再処理施設の安全性を確保するために必要な操作を手

動により行うことができる設備を設ける設計とする。 

制御室には，気体状の放射性物質及び火災又は爆発により発生する有毒ガ

スに対して運転員その他の従事者を適切に防護するために，外気を遮断で

きる換気設備及び遮蔽を設け，設計基準事故が発生した場合においても運

転員その他の従事者が制御室にとどまり再処理施設の安全性を確保するた

めに必要な操作及び措置が行える設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，再処理設備本体の運転

開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 

 

新規制基準の第20条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.4.2  設計方針 

 (１) 再処理施設の運転の監視及び制御に必要な表示及び操作装置は，

中央制御室に配置し，また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設等の運

転の監視及び制御に必要な表示及び操作装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の制御室に設置することにより，集中的に監視及び制御ができる 

設計とする。また，制御盤は，誤操作及び誤判断を防止でき，操作が容易

に行えるよう配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 中央制御室は，事故時にも運転員が室内にとどまり必要な操作・措

置ができるしゃへい設計及び換気設計とする。 

 

 

 

6.1.4.2 設計方針 

 (１) 再処理施設の運転の状態を集中的に監視，制御及び操作を行うた

め，制御建屋に中央制御室を設けるほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設ける。 

 (２) 制御室には，再処理施設の健全性を確保するために必要な施設の

計測制御設備のパラメータのうち,連続的に監視する必要があるものを監

視できる表示及び操作装置を配置することにより，連続的に監視及び制御

ができる設計とする。また，必要なパラメータを監視するための表示及び

操作装置は，誤操作及び誤判断を防止でき，操作が容易に行える設計とす

る。 

 (３) 制御室には，主要な警報装置及び計測制御設備を設ける設計とす

る。 

 (４) 再処理施設の外の状況を昼夜にわたり把握するため，暗視機能を

有する監視カメラ，気象観測設備及び公的機関から気象情報を入手できる

設備等を設置し，制御室から再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然

現象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び

人為事象（故意によるものを除く。）を把握できる設計とする。 

 (５) 分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の健全性

を確保するために必要なパラメータを監視できる設計とする。 

 (６) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係，せん断処理施設関

係，溶解施設関係，分離施設関係，精製施設関係，脱硝施設関係，酸及び

溶媒の回収施設関係，製品貯蔵施設関係，放射性廃棄物の廃棄施設関係，

その他再処理設備の附属施設関係，安全保護系関係，電気設備関係，放射

線管理関係，火災防護関係及び気象観測関係の監視及び操作を手動で行え

る設計とする。 

 (７) 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制

御室に出入りするための区域には，設計基準事故が発生した場合にも運転

員その他の従事者が制御室内にとどまり再処理施設の安全性を確保するた

めの措置がとれるよう，アクセス通路を確保するとともに，適切な遮蔽を

設ける設計とする。 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第20条要求

による変更 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 (４) 中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室か

ら再処理施設内の必要な箇所に指示・連絡できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

設置する制御盤等は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計と

する。 

 (５) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵の安全確保及び運転操作上必要な使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，及び同室内に設置する表示

及び操作装置等は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 (８) 制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び火災又は爆発により

発生する有毒ガスに対して運転員その他の従事者を適切に防護するため

に，外気を遮断して換気系統の再循環運転が可能な設計とする。 

 (９) 中央制御室は，再処理事業所内の運転員その他の従事者に対して

操作，作業又は退避の指示の連絡ができる設計とするとともに，緊急時対

策所及び再処理施設外の必要箇所との通信連絡ができる設計とする。使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，使用済燃料輸送容器管理建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第

１低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の運転員その

他の従事者に対して操作，作業又は退避の指示の連絡ができる設計とする

とともに中央制御室及び緊急時対策所との通信連絡ができる設計とする。 

 (10) 制御室には，設計基準事故が発生した場合においても，運転員そ

の他の従事者が操作，作業及び監視を適切に実施できるよう照明を設ける

設計とする。 

 (11) 制御室は，想定される地震，内部火災，溢水及び化学薬品の漏え

いを考慮しても制御室での運転操作に影響を与えない設計とする。 

 (1２) 制御室に設置する必要なパラメータを監視するための表示及び

操作装置は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計とする。 

 

 (1３) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の安全確保及び運転操作上必要と

なる使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに同室内に設置す

る表示及び操作装置は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.4.3  主要設備の仕様 

 (１) 中央制御室 

    監視制御盤        １式 

    安全系監視制御盤     １式 

 (２) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

    監視制御盤        １式 

    安全系監視制御盤     １式 

  なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，再処理設備

本体の運転開始に先立ち使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.3 主要設備の仕様 

  制御室の主要機器仕様を第6.1.4－１表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.4.4  主要設備 

6.4.4.1  中央制御室 

 (１) 計測制御装置 

   中央制御室に設ける主要な表示及び操作装置（記録計及び警報を含

  む｡)は，以下のとおりである。 

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係 

 バスケット取扱装置及びバスケット搬送機の運転の監視及び制御をする

ための表示及び操作装置並びに燃料貯蔵プ－ル等の運転の監視のための表

示装置 

 ｂ．せん断処理施設関係 

 燃料横転クレーン，せん断機等の運転の監視及び制御をするための表示

及び操作装置 

 ｃ．溶解施設関係 

 溶解槽，硝酸調整槽，硝酸供給槽，第１よう素追出し槽，第２よう素追

出し槽，清澄機等の運転の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

 ｄ．分離施設関係 

 第１洗浄塔，第２洗浄塔，補助抽出器，プルトニウム分配塔，プルトニ

ウム洗浄器，ウラン逆抽出器，ウラン濃縮缶等の運転の監視及び制御をす

るための表示及び操作装置 

 ｅ．精製施設関係 

 逆抽出器，ウラン濃縮缶，抽出塔，逆抽出塔，プルトニウム洗浄器，プ

ルトニウム濃縮缶等の運転の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

 ｆ．脱硝施設関係 

 脱硝塔，還元炉等の運転の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

ｇ．酸及び溶媒の回収施設関係 

  蒸発缶，溶媒洗浄器，溶媒蒸留塔等の運転の監視及び制御をするため

 の表示及び操作装置 

ｈ．製品貯蔵施設関係 

  貯蔵容器台車，移載機等の運転の監視及び制御をするための表示及び

 操作装置 

6.1.4.4 主要設備 

6.1.4.4.1 中央制御室 

  中央制御室は，制御建屋内に設置し，設計基準事故等が発生した場合

に，運転員その他の従事者が支障なく中央制御室に入ることができるよ

う，これに連絡する通路及び出入りするための区域を設ける設計とする。

また，中央制御室にとどまり再処理施設の安全性確保に必要な操作，措置

を行う運転員その他の従事者が過度の被ばくを受けないよう，制御建屋中

央制御室換気設備の機能とあいまって，設計基準事故等の対処が収束する

までの期間滞在できるよう遮蔽を設ける設計とする。 

中央制御室の換気設備は，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備と独立して設

け，設計基準事故時には外気との連絡口を遮断し，高性能粒子フィルタを

内蔵した中央制御室フィルタユニットを通る再循環運転とし，運転員その

他の従事者を過度の被ばくから防護する設計とする。外部との遮断が長期

にわたり，室内の雰囲気が悪化した場合には，外気を中央制御室フィルタ

ユニットで浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。 

再処理施設に影響を及ぼす可能性のあると想定される自然現象等（森林火

災，草原火災，航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び人為事象（故意

によるものを除く。）や再処理施設の外の状況を把握するため暗視機能を

有する監視カメラを設置し，昼夜にわたり制御室で監視できる設計とす

る。 

中央制御室は，再処理施設の安全性を確保するための操作が必要となる理

由となった事象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件及び

再処理施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件（地震，

内部火災，内部溢水，化学薬品の漏えい，外部電源喪失，ばい煙及び有毒

ガス，降下火砕物による操作雰囲気の悪化並びに凍結）を想定しても，適

切な措置を講ずることにより運転員その他の従事者が運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故に対応するための設備を容易に操作ができる設計と

する。 

中央制御室で想定される環境条件とその措置は以下のとおり。 

 

 

 

新規制基準の第 20 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｉ．放射性廃棄物の廃棄施設関係 

  高レベル廃液濃縮缶，高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽等

 の運転の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

ｊ．その他再処理設備の附属施設関係 

  安全圧縮空気系の空気圧縮機，安全冷却水系の冷却水循環ポンプ，安

 全蒸気系のボイラの運転の監視及び制御をするための表示及び操作装置

ｋ．安全保護系関係 

  安全保護系の表示及び操作装置 

ｌ．電気設備関係 

  せん断処理施設，溶解施設等の電源系統の監視及び制御をするための

 表示及び操作装置 

ｍ．放射線管理関係 

  放射線監視のための表示装置 

ｎ．火災防護関係 

  火災報知のための表示装置 

ｏ．気象観測関係 

  風向，風速等の表示装置 

(２) 制御建屋中央制御室換気設備 

 中央制御室の換気系統は，事故時に放射線業務従事者等を内部被ばくか

ら防護し必要な運転操作を継続することができるようにするため，他の換

気系とは独立にし外気を中央制御室フィルタ ユニットを通して取り入れ

るか，又は外気との連絡口をしゃ断し,中央制御室フィルタ ユニットを通

して再循環できるように設計する(｢6.5 制御室換気設備｣ 参照)｡ 

 (３) 中央制御室しゃへい 

 中央制御室には，事故時に中央制御室内にとどまり必要な操作・措置を

行う運転員が，過度な被ばくを受けないようにしゃへいを設ける(｢1.3 

放射線のしゃへいに関する設計｣参照)｡ 

 (４) 通信連絡及び照明設備 

   中央制御室には，再処理施設内通信設備，照明設備及び加入電話設

備の送受話器を設け，建屋内外に指示が行えるように設計するとともに再

・地震 

  中央制御室，監視制御盤及び安全系監視制御盤は，耐震性を有する制

御建屋内に設置し，基準地震動による地震力に対し必要となる機能が喪失

しない設計とする。また，監視制御盤及び安全系監視制御盤は床等に固定

することにより，地震発生時においても運転操作に影響を与えない設計と

する。 

・内部火災 

  中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消火器等を設置するととも

に，常駐する運転員その他の従事者によって火災感知器による早期の火災

感知を可能とし，火災が発生した場合の運転員その他の従事者の対応を社

内規定に定め，運転員その他の従事者による速やかな消火活動を行うこと

で運転操作に重大な影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

・溢水 

  中央制御室内には溢水源となる機器を設けない設計とする。また，他

の区画からの流入を防止する設計とする。 

  万一，火災が発生したとしても，粉末消火器又は二酸化炭素消火器等

にて初期消火活動を行うため，溢水源とならないことから，運転操作に影

響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

・化学薬品の漏えい 

  中央制御室内には化学薬品の漏えい源となる機器を設けない設計とす

る。また，他の区画からの流入を防止する設計とする。 

・外部電源喪失 

  中央制御室における運転操作に必要な照明は，外部電源が喪失した場

合には，第２非常用ディーゼル発電機が起動することにより，操作に必要

な照明用の電源を確保し，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設

計とする。また，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明により中央制御室にお

ける運転操作に必要な照明を確保し，容易に操作ができる設計とする。 

・ばい煙及び有毒ガス，降下火砕物による操作環境の悪化 

  火災又は爆発により発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火

砕物による中央制御室内の操作環境の悪化に対しては，手動で制御建屋中
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

処理施設外の必要箇所との通信連絡が行えるようにする(｢9.2 電気設備｣

参照)｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

央制御室換気設備の制御建屋中央制御室空調系のダンパを閉止し，再循環

運転を行うことで外気を遮断することにより，運転操作に影響を与えず容

易に操作ができる設計とする。 

・凍結による操作環境への影響 

  凍結による操作環境への影響に対しては，制御建屋中央制御室換気設

備により中央制御室内の環境温度を制御することにより，運転操作に影響

を与えず容易に操作ができる設計とする。 

 

（１） 再処理施設の外の状況を把握するための設備 

中央制御室において再処理施設の外の状況を把握するための設備について

は，「1.7.9 その他外部からの衝撃に対する考慮」で選定した再処理施

設の敷地で想定される自然現象，再処理施設敷地又はその周辺において想

定される再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがあって人為

によるもの（故意によるものを除く。）のうち，再処理施設に影響を及ぼ

す可能性がある事象や再処理施設の外の状況を把握できるように，以下の

設備を設置する設計とする。 

また，手順に基づき，監視カメラ及び気象観測設備等により再処理施設の

外の状況を把握するとともに，公的機関から気象情報を入手できる設備に

より必要な情報を入手できる設計とする。 

 ａ．再処理施設の外の状況を把握するための監視カメラ 

   再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能を有する監視カメ

ラは，昼夜にわたり，再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等

（森林火災，草原火災，航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び人為事

象（故意によるものを除く。）の状況を把握することができる設計とす

る。 

近隣工場等の火災については，地震を起因にして発生する可能性も考慮

し，監視カメラは，基準地震動に対して機能を損なわないよう耐震設計を

有する設計とする。 

 ｂ．気象観測設備等の表示装置 

   風（台風），竜巻，凍結，降水等による再処理事業所の状況を把握
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するため，敷地内の風向，風速，気温，降水量等の計測値を表示する気象

盤及び地震計を設置する設計とする。 

 ｃ．公的機関から気象情報を入手できる設備 

   地震，津波，竜巻，落雷等の再処理施設に影響を及ぼす可能性があ

る事象に関する情報を入手するため，中央制御室に電話，ファクシミリ，

社内ネットワークに接続されたパソコン等の公的機関から気象情報を入手

できる設備を設置する設計とする。 

 

 (２) 計測制御装置 

   中央制御室に設ける運転の監視，制御及び操作をするための主要な

表示及び操作装置（記録計及び警報を含む｡）は，以下のとおりである。 

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係 

   バスケット取扱装置及びバスケット搬送機の運転の監視及び制御を

するための表示及び操作装置並びに燃料貯蔵プ－ル等の運転の監視のため

の表示装置 

 ｂ．せん断処理施設関係 

   燃料横転クレーン，せん断機等の運転の監視及び制御をするための

表示及び操作装置 

 ｃ．溶解施設関係 

   溶解槽，硝酸調整槽，硝酸供給槽，第１よう素追出し槽，第２よう

素追出し槽，清澄機等の運転の監視及び制御をするための表示及び操作装

置 

 ｄ．分離施設関係 

   第１洗浄塔，第２洗浄塔，補助抽出器，プルトニウム分配塔，プル

トニウム洗浄器，ウラン逆抽出器，ウラン濃縮缶等の運転の監視及び制御

をするための表示及び操作装置 

 ｅ．精製施設関係 

   逆抽出器，ウラン濃縮缶，抽出塔，逆抽出塔，プルトニウム洗浄

器，プルトニウム濃縮缶等の運転の監視及び制御をするための表示及び操

作装置 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｆ．脱硝施設関係 

   脱硝塔，還元炉等の運転の監視及び制御をするための表示及び操作

装置 

 ｇ．酸及び溶媒の回収施設関係 

   蒸発缶，溶媒洗浄器，溶媒蒸留塔等の運転の監視及び制御をするた

めの表示及び操作装置 

 ｈ．製品貯蔵施設関係 

   貯蔵容器台車，移載機等の運転の監視及び制御をするための表示及

び操作装置 

 ｉ．放射性廃棄物の廃棄施設関係 

   高レベル廃液濃縮缶，高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽

等の運転の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

 ｊ．その他再処理設備の附属施設関係 

   安全圧縮空気系の空気圧縮機，安全冷却水系の冷却水循環ポンプ，

安全蒸気系のボイラの運転の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

 ｋ．安全保護系関係 

   安全保護系の表示及び操作装置 

 ｌ．電気設備関係 

   せん断処理施設，溶解施設等の電源系統の監視及び制御をするため

の表示及び操作装置 

 ｍ．放射線管理関係 

   放射線監視のための表示装置 

 ｎ．火災防護関係 

   火災報知のための表示装置 

 ｏ．気象観測関係 

   風向，風速等の表示装置 

 

 (３) 制御建屋中央制御室換気設備 

   中央制御室の換気系統は，気体状の放射性物質及び火災又は爆発に

より発生する有毒ガスに対して，運転員その他の従事者を防護し，必要な
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作及び措置が行えるようにするため，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備

とは独立とし，外気を中央制御室フィルタユニットへ通して取り入れる

か，又は外気との連絡口を遮断し，中央制御室フィルタユニットを通して

再循環できるように設計するとともに，基準地震動による地震力に対し必

要となる機能が喪失しない設計とする（「6.1.5 制御室換気設備」参

照）｡ 

 

 (４) 中央制御室遮蔽 

   中央制御室遮蔽は，中央制御室を内包する制御建屋と一体構造と

し，短時間の全交流動力電源喪失等の設計基準事故時に，中央制御室にと

どまり，必要な操作，措置を行う運転員その他の従事者が過度の被ばくを

受けないように設置する設計とする。また，運転員その他の従事者が中央

制御室遮蔽を透過する放射線による線量，中央制御室に侵入した外気によ

る線量及び入退域時の線量が，制御建屋中央制御室換気設備の機能とあい

まって，設計基準事故等の対処が収束するまでの期間滞在できるよう適切

な遮蔽厚を有する設計とする（「1.3 放射線の遮蔽に関する設計」参

照）。 

 

 (５) 通信連絡設備及び照明設備 

   中央制御室には，通信連絡設備を設け，再処理事業所内の従事者に

対し，操作，作業又は退避の指示の連絡ができる設計とするとともに再処

理施設外の必要箇所との通信連絡ができる設計とする（「9.17 通信連絡

設備」参照）。 

   また，中央制御室には，避難用とは別に作業用の照明設備を設け，

設計基準事故が発生した場合においても，従事者が操作，作業及び監視を

適切に実施できる設計とする（「9.2 電気設備」参照）。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，再処理設備本体の

運 転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 (１) 計測制御装置 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設ける主要な表示

及び操作装置（記録計及び警報を含む。）は，以下のとおりである。 

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係 

   燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール，燃料送出

しピット等の運転の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

 ｂ．電気設備関係 

   電源系統の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

 ｃ．放射線管理関係 

   放射線監視のための表示装置 

 ｄ．火災防護関係 

   火災報知のための表示装置 

 (２) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気系統は，他の換気

系とは独立にし外気を制御室フィルタ ユニットを通して取り入れるか，

又は外気との連絡口をしゃ断し,制御室フィルタ ユニットを通して再循環

できるように設計する(｢6.5 制御室換気設備｣参照)｡ 

 (３) 制御室しゃへい 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，運転員が，過度な

被ばくを受けないようにしゃへいを設ける(｢1.3 放射線しゃへいに関す

る設計｣参照)｡ 

 (４) 通信連絡及び照明設備 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，再処理施設内通信

設備，照明設備及び加入電話設備の送受話器を設け，建屋内外に指示が行

えるように設計するとともに再処理施設外の必要箇所との通信連絡が行え

るようにする(｢9.2  電気設備｣ 参照)｡ 

 

6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に設置する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，再処理設備本体の運転

開始に先立ち使用できる設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，再処理施設の安全性を

確保するための操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもっ

て同時にもたらされる環境条件及び再処理施設で有意な可能性をもって同

時にもたらされる環境条件（地震，内部火災，溢水，化学薬品の漏えい，

外部電源喪失，ばい煙及び有毒ガス，降下火砕物による操作雰囲気の悪化

並びに凍結）を想定しても，適切な措置を講じることにより運転員その他

の従事者が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設

備を容易に操作ができる設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で想定される環境条件とそ

の措置は以下のとおり。 

 

・地震 

  監視制御盤及び安全系監視制御盤は，耐震性を有する使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に設置し，基準地震動による地震力に対し必要となる機能

が喪失しない設計とする。また，安全上重要な設備の制御盤は床等に固定

することにより，地震発生時においても運転操作に影響を与えない設計と

する。 

・内部火災 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に粉末消火器又は二酸

化炭素消火器等を設置するとともに，常駐する運転員その他の従事者によ

って火災感知器による早期の火災感知を可能とし，火災が発生した場合の

運転員その他の従事者の対応を社内規定に定め，運転員その他の従事者に

よる速やかな消火活動を行うことで運転操作に重大な影響を与えず容易に

操作ができる設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・溢水 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内には溢水源がなく，

他の区画からの溢水の流入を防止する設計とするとともに，万一，火災が

発生したとしても，粉末消火器又は二酸化炭素消火器等にて初期消火活動

を行うため，溢水源とならないことから，運転操作に影響を与えず容易に

操作ができる設計とする。 

・化学薬品の漏えい 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，化学薬品の漏え

い源となる機器を設けない設計とする。また，他の区画からの流入を防止

する設計とする。 

・外部電源喪失 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室における運転操作に必

要な照明は，外部電源が喪失した場合には，第１非常用ディーゼル発電機

が起動することにより，操作に必要な照明用の電源を確保し，運転操作に

影響を与えず容易に操作ができる設計とする。また，直流非常灯及び蓄電

池内蔵型照明により使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室におけ

る運転操作に必要な照明を確保し，容易に操作ができる設計とする。 

・ばい煙及び有毒ガス，降下火災物による制御室内雰囲気の悪化 

  火災又は爆発により発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火

砕物による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の操作雰囲気

の悪化に対しては，手動で使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系のダンパを閉止し，再循環運転

を行うことで外気を遮断することにより，運転操作に影響を与えず容易に

操作ができる設計とする。 

・凍結による操作環境への影響 

  凍結による操作環境への影響に対しては，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備により使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内

の環境温度を制御することにより，運転操作に影響を与えず容易に操作が

できる設計とする。 

 

 

新規制基準の第 20 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 再処理施設の外の状況を把握するための設備 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において再処理施設の

外の状況を把握するための設備については，「1.7.9 その他外部からの

衝撃に対する考慮」で選定した再処理施設の敷地で想定される自然現象，

再処理施設敷地又はその周辺において想定される再処理施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがあって人為によるもの（故意によるものを除

く。）のうち，再処理施設に影響を及ぼす可能性がある事象や再処理施設

の外の状況を把握できるように，以下の設備を設置する設計とする。 

 ａ．再処理施設の外の状況を把握するための監視カメラ 

   再処理施設の外の状況を把握するため，暗視機能を有する監視カメ

ラは，昼夜にわたり，再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等

（森林火災，草原火災，航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び人為事

象（故意によるものを除く。）の状況を把握することができる設計とす

る。 

   近隣工場等の火災については，地震を起因にして発生する可能性も

考慮し，監視カメラは，基準地震動に対して機能を損なわないよう耐震設

計を有する設計とする。 

 ｂ．気象観測設備等の表示装置 

   風（台風），竜巻，凍結，降水等による再処理事業所の状況を把握

するため，中央制御室に設置した気象観測設備等の計測値を通信連絡設備

により把握する設計とする。 

 ｃ．公的機関から気象情報を入手できる設備 

   地震，津波，竜巻，落雷等の再処理施設に影響を及ぼす可能性があ

る事象に関する情報は，中央制御室に設置した電話，ファクシミリ，社内

ネットワークに接続されたパソコン等の公的機関から気象情報を入手でき

る設備からの情報を通信連絡設備により把握する設計とする。 

 

 (２) 計測制御装置 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設ける運転の監

視，制御及び操作をするための主要な表示及び操作装置（記録計及び警報

 

新規制基準の第 20 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を含む。）は，以下のとおりである。 

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係 

   燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール，燃料送出

しピット等の運転の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

 ｂ．電気設備関係 

   電源系統の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

 ｃ．放射線管理関係 

   放射線監視のための表示装置 

 ｄ．火災防護関係 

   火災報知のための表示装置 

 

 (３) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気系統は，気体

廃棄物の廃棄施設の換気設備とは独立とし，外気を制御室フィルタユニッ

トを通して取り入れるか，又は外気との連絡口を遮断し，制御室フィルタ

ユニットを通して再循環できるように設計する（「6.1.5 制御室換気設

備」参照）｡ 

 

 (４) 制御室遮蔽 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，従事者が過度

な被ばくを受けないように遮蔽を設ける設計とする｡ 

 

 (５) 通信連絡設備及び照明設備 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，通信連絡設備

を設け，使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使

用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第４低

レベル廃棄物貯蔵建屋の従事者に対し操作，作業又は退避の指示の連絡が

できる設計とするとともに中央制御室及び緊急時対策所へ通信連絡ができ

る設計とする（「9.17 通信連絡設備」参照）。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，避難用とは別
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に作業用照明設備を設け，従事者が操作，作業及び監視を適切に実施でき

る設計とする（「9.2 電気設備」参照）。 

 

6.1.4.5 試験・検査 

  制御室にある安全系監視制御盤は，定期的に試験又は検査を行い，そ

の機能の健全性を確認する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.4.5  評  価 

 (１) 再処理施設の運転の監視及び制御に必要な表示及び操作装置は，

中央制御室に設置し，また使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設等の運転

の監視及び制御に必要な表示及び操作装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内の制御室に設置する設計としているので，集中的に監視及び制御がで

きる。また，制御盤は，誤操作及び誤判断を防止でき，操作が容易に行う

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.6 評  価 

 (１) 制御建屋に中央制御室を設ける設計とすることで，再処理施設の

運転の状態を集中的に監視及び制御することができるほか，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設ける

ことで，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の状態を集中的に監視及び

制御することができる。 

 

 (２) 中央制御室には，再処理施設の健全性を確保するために必要な施

設の計測制御設備のパラメータのうち,連続的に監視する必要があるもの

を監視できる表示及び操作装置を配置し，また，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の健全

性を確保するために必要な施設の計測制御設備のパラメータのうち,連続

的に監視する必要があるものを監視できる表示及び操作装置を配置するこ

とにより，連続的に監視及び制御ができる。また，必要なパラメータを監

視するための表示及び操作装置は，誤操作及び誤判断を防止でき，操作を

容易に行うことができる。 

 

 (３) 制御室に主要な警報装置及び計測制御設備を設けることで，再処

理施設内の運転の状態を集中的に監視及び制御することができる。 

 

 (４) 制御室は，再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能を有

する監視カメラ，気象観測関係の表示装置及び公的機関から気象情報を入

手できる設備によって，昼夜にわたり，再処理施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象，航空機落下及び森林火災を把握することができる。ま

た，再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能を有する監視カメラ

は，基準地震動Ｓｓに対する耐震性の確保等により，地震を要因として発

生する近隣工場等の火災，その他自然現象等が発生した場合においても，

再処理施設の周辺状況を把握することができる設計とする。 

 

 (５)  制御室は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係，せん断

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 中央制御室は，運転員が過度の放射線被ばくを受けないようなし

ゃへい設計及び換気設計としているので，事故時にも運転員が室内にとど

まり必要な操作・措置ができる。 

 

 

 

 (４) 中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

は，再処理施設内通信設備，照明設備及び加入電話設備の送受話器を設け

る設計としているので，再処理施設内の必要な箇所に指示が行えるととも

に，再処理施設外との必要箇所との通信連絡を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理施設関係，溶解施設関係，分離施設関係，精製施設関係，脱硝施設関

係，酸及び溶媒の回収施設関係，製品貯蔵施設関係，放射性廃棄物の廃棄

施設関係，その他再処理設備の附属施設関係，安全保護系関係，電気設備

関係，放射線管理関係，火災防護関係及び気象観測関係の監視並びに操作

を手動で行うことができる。 

 

 (６)  制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が

制御室に出入りするための区域には，運転員その他の従事者が過度の放射

線被ばくを受けないような遮蔽設計及びアクセス通路を確保する設計とし

ているので，設計基準事故が発生した場合にも運転員その他の従事者が制

御室内にとどまり，再処理施設の安全性を確保するための措置がとれる。 

 

 (７) 制御室は，外気との連絡口を遮断して換気系統の再循環運転が可

能な設計とすることにより，気体状の放射性物質及び火災又は爆発により

発生する有毒ガスから運転員その他の従事者を防護することができるた

め，設計基準事故が発生した場合にも運転員その他の従事者が制御室にと

どまり，必要な操作及び措置ができる。 

 

 (８) 制御室は，通信連絡設備を設けるため，再処理事業所内の運転員

その他の従事者に対し必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡が行える

とともに再処理施設外の必要箇所との通信連絡ができる。 

 

 (９) 制御室は，外部電源喪失時においても第１非常用ディーゼル発電

機又は第２非常用ディーゼル発電機から給電され，第１非常用蓄電池又は

第２非常用蓄電池からの給電により点灯する直流非常灯又は蓄電池内蔵型

照明を備え，機能が喪失しない設計とする。 

 

 

 

 (10) 制御室は，溢水源及び化学薬品の漏えい源となる機器がなく，他

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

設置する制御盤等は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計と

しているので，火災を防止できる。 

 

 (５) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵の安全確保及び運転操作上必要な使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，及び同室内に設置する表示

及び操作装置等は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の区画からの流入を防止する設計とするとともに，制御室にて火災が発生

した場合は運転員が火災状況を確認できる設計とし，万一，火災が発生し

たとしても，初期消火活動を行うことができるように，消火器等を設置し

ており，かつ，制御室外で発生した溢水及び火災に対しても，制御室の機

能に影響を与えることがない設計としているため，想定される地震，内部

火災及び溢水を考慮しても制御室での運転操作に影響を与えない。 

 

 (11) 制御室に設置する必要なパラメータを監視するための表示及び

操作装置は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計としている

ため，火災を防止できる。 

 

 (12) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵の安全確保及び運転操作上必要な使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室及び同室内に設置する表示及

び操作装置は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.5  制御室換気設備 

6.5.1  概  要 

  制御室換気設備は，中央制御室等の換気・空調及び雰囲気の浄化を行

ものであり，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及び制御建屋中

央制御室換気設備で構成する 

 

  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備系統概要図及び制御建屋

中央制御室換気設備系統概要図をそれぞれ第6.5－１図及び第6.5－２図に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 制御室換気設備 

6.1.5.1 概要 

  制御室換気設備は，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の換気・空調及び雰囲気の浄化を行うものであり，制御

建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

で構成する。 

  制御建屋中央制御室換気設備系統概要図及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備系統概要図をそれぞれ第6.1.5－１図及び第6.1.5－

２図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

記載の適正化（図表番号

の変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.5.2  設計方針 

 (１) 制御建屋中央制御室換気設備は，事故時必要に応じて外気との連

絡口をしゃ断し，放射線業務従事者等を放射線被ばくから防護できる設計

とする。 

 

 (２) 制御室換気設備は，各区域の換気・空調を適切に行える設計とす

る。 

 

 (３) 制御室換気設備の安全上重要な系統及び機器は，それらを構成す

る動的機器の単一故障を仮定しても，安全機能が確保できる設計とする。 

 

 (４) 制御室換気設備の安全上重要な系統及び機器は，外部電源系統の

機能喪失を仮定しても安全機能を確保できる設計とする。 

 

 (５) 制御室換気設備の安全上重要な送風機及びフィルタは，定期的に

試験及び検査ができる設計とする。 

 

 (６) 制御室換気設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用し，

    万一の火災の発生を想定しても火災の拡大を防止できる設計とす

る。 

 

 

 (７) 制御室換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

6.1.5.2 設計方針 

 (１) 制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び火災又は爆発により

発生する有毒ガスに対して，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転

員その他の従事者を適切に防護できる設計とする。 

 

 (２) 制御室換気設備は，各区域の換気及び空調を適切に行える設計と

する。 

 

 (３) 制御室換気設備の安全上重要な系統及び機器は，それらを構成す

る動的機器の単一故障を仮定しても，安全機能が確保できる設計とする。 

 

 (４) 制御室換気設備の安全上重要な系統及び機器は，外部電源系統の

機能喪失を仮定しても安全機能を確保できる設計とする。 

 

 (５) 制御室換気設備の安全上重要な送風機及びフィルタユニットは，

定期的に試験及び検査ができる設計とする。 

 

 (６) 制御室換気設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用し，

火災区域の耐火壁を貫通するダクトには，原則として，貫通部近傍に防火

ダンパを設けることで，万一の火災の発生を想定しても火災の拡大を防止

できる設計とする。 

 

 (７) 制御室換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

新規制基準の第 5条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.5.3  主要設備の仕様 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の主要設備の仕様及び制御

建屋中央制御室換気設備の主要設備の仕様をそれぞれ第6.5－１表及び第

 6.5－２表に示す。 

  なお，制御室換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処理設備本体の運転開始

に先立ち使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5.3 主要設備の仕様 

 制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の主要設備の仕様をそれぞれ第6.1.5－１表及び第6.1.5－２表に示

す。 

  なお，制御室換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処理設備本体の運転開始

に先立ち使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.5.4  主要設備 

 制御室換気設備は，給気系，排気系及び空調系で構成し，適切な換気・

空調及び放射線防護を行う設計とする。 

 

 

 

 また，制御室換気設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する

とともに，万一の火災に備え，火災区域の耐火壁を貫通するダクトには，

原則として，貫通部近傍に防火ダンパを設ける設計とする。 

  なお，制御室換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処理設備本体の運転開始

に先立ち使用できる設計とする。 

 

 (２) 制御建屋中央制御室換気設備 

 制御建屋中央制御室換気設備は，以下の系統で構成する。 

  制御建屋中央制御室給気系 

  制御建屋中央制御室排気系 

  制御建屋中央制御室空調系 

 

 制御建屋中央制御室換気設備系統概要図を第6.5－２図に，制御建屋中

央制御室換気設備の主要設備の仕様を第6.5－２表に示す。 

 

 ａ．制御建屋中央制御室給気系は，制御建屋の中央制御室へ外気を供給

するため，中央制御室給気ユニットで構成する。 

 

 ｂ．制御建屋中央制御室排気系は，制御建屋の中央制御室から排気する

ため，中央制御室排風機で構成する。 

 

 

 ｃ．制御建屋中央制御室空調系は，通常時及び事故時に制御建屋の中央

6.1.5.4 主要設備 

 制御室換気設備は，給気系，排気系及び空調系で構成し，適切な換気及

び空調を行う設計とするとともに，制御室換気設備は，気体状の放射性物

質及び制御室外の火災又は爆発により発生する有毒ガスに対して，必要に

応じて外気との連絡口を遮断し，運転員その他の従事者を適切に防護でき

る設計とする。 

 また，制御室換気設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する

とともに，万一の火災に備え，火災区域の耐火壁を貫通するダクトには，

     貫通部近傍に防火ダンパを設ける設計とする。 

  なお，制御室換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処理設備本体の運転開始

に先立ち使用できる設計とする。 

 

 (１) 制御建屋中央制御室換気設備 

   制御建屋中央制御室換気設備は，以下の系統で構成する。 

   ・制御建屋中央制御室給気系 

   ・制御建屋中央制御室排気系 

   ・制御建屋中央制御室空調系 

 

 制御建屋中央制御室換気設備系統概要図を第6.1.5－１図に，制御建屋

中央制御室換気設備の主要設備の仕様を第6.1.5－１表に示す。 

 

 ａ．制御建屋中央制御室給気系 

   制御建屋中央制御室給気系は，制御建屋の中央制御室へ外気を供給

するため，中央制御室給気ユニットで構成する。 

 ｂ．制御建屋中央制御室排気系 

   制御建屋中央制御室排気系は，制御建屋の中央制御室から排気する

ため，中央制御室排風機で構成する。 

 

 ｃ．制御建屋中央制御室空調系 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

制御室の雰囲気を所定の条件に維持するため,中央制御室フィルタ ユニッ

ト，中央制御室空調ユニット及び中央制御室送風機で構成する。 

 制御建屋中央制御室空調系は，事故時必要に応じて外気との連絡口をし

ゃ断し,制御建屋の中央制御室内空気を中央制御室フィルタ ユニットを通

し再循環して浄化運転することができるとともに，必要に応じて外気を中

央制御室フィルタ ユニットを通して取り入れることができる設計とす

る。 

 

 制御建屋中央制御室空調系はそれらを構成する動的機器の単一故障を仮

定しても安全機能が確保できるよう多重化し，また中央制御室送風機は，

外部電源喪失時でも安全機能が確保できるよう非常用所内電源系統に接続

できる設計とする。 

 

 (１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，以下の系統で構成

する。 

    使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給気系 

    使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系 

    使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系 

 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備系統概要図を第6.5－１図

に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の主要設備の仕様を第6.

5－１表に示す。 

 

 ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給気系は，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室へ外気を供給するため，制御室給気ユニットで

構成する。 

 

 

 ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系は，使用済燃料の受入れ

   制御建屋中央制御室空調系は，通常時及び設計基準事故時に制御建

屋の中央制御室の雰囲気を所定の条件に維持するため,中央制御室フィル

タユニット，中央制御室空調ユニット及び中央制御室送風機で構成する。 

制御建屋中央制御室空調系は，設計基準事故時に必要に応じて外気との連

絡口を遮断し,制御建屋の中央制御室内空気を中央制御室フィルタユニッ

トを通し再循環して浄化運転することができるとともに，必要に応じて外

気を中央制御室フィルタユニットを通して取り入れることができる設計と

する。 

   制御建屋中央制御室空調系はそれらを構成する動的機器の単一故障

を仮定しても安全機能が確保できるよう多重化し，また，中央制御室送風

機は，外部電源喪失時においても安全機能が確保できるよう非常用所内電

源系統に接続できる設計とする。 

 

 (２) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，以下の系統で構成

する。 

   ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給気系 

   ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系 

   ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系 

 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備系統概要図を第6.1.5－２

図に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の主要設備の仕様を

第6.1.5－２表に示す。 

 

 ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給気系 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給気系は，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室へ外気を供給するため，制御室給気ユニットで構成

する。 

 

 ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（図表番号

の変更） 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

施設及び貯蔵施設の制御室から排気するため，制御室排風機で構成する。 

 

 

 ｃ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系は，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の雰囲気を所要の条件に維持するため, 制御室

フィルタ ユニット,制御室空調ユニット及び制御室送風機で構成する。 

 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系は，必要に応じて外気との連

絡口をしゃ断し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内空気を

制御室フィルタ ユニットを通し再循環して浄化運転することができると

ともに,必要に応じて外気を制御室フィルタ ユニットを通して取り入れる

ことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系は，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室から排気するため，制御室排風機で構成する。 

 

 ｃ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系は，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の雰囲気を所定の条件に維持するため, 制御室フィ

ルタユニット,制御室空調ユニット及び制御室送風機で構成する。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系は，必要に応じて外気との連

絡口を遮断し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内空気を制

御室フィルタユニットを通し再循環して浄化運転することができるととも

に,必要に応じて外気を制御室フィルタユニットを通して取り入れること

ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.5.5  試験・検査 

  制御室換気設備のうち安全上重要な送風機及びフィルタは，定期的に

試験及び検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5.5 試験・検査 

  制御室換気設備のうち安全上重要な送風機及びフィルタは，定期的に

試験及び検査を実施する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.5.6  評  価 

 (１) 制御建屋中央制御室換気設備は，事故時必要に応じて外気との連

絡口をしゃ断し,制御室内空気を制御室フィルタ ユニットを通し再循環し

て浄化運転し,必要に応じて外気を制御室フィルタ ユニットを通して取り

入れる設計としているので，放射線業務従事者等を放射線被ばくから防 

護できる。 

 

 (２) 制御室換気設備は，各区域の換気・空調を行うことができる。 

 (３) 制御室換気設備の安全上重要な制御建屋中央制御室換気設備の中

央制御室送風機等は，多重化する設計としているので，単一故障を仮定し

ても，安全機能を確保できる。 

 (４) 制御室換気設備の安全上重要な制御建屋中央制御室換気設備の中

央制御室送風機等は，その他再処理設備の附属施設の非常用所内電源系統

に接続する設計としているので，外部電源系統の機能喪失時にも，その系

統の安全機能を確保できる。 

 (５) 制御室換気設備の安全上重要な送風機及びフィルタは，多重化す

る設計とするので，安全機能を損なうことなく，定期的な試験及び検査が

できる。 

 

 (６) 制御室換気設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する

とともに，万一の火災に備え，火災区域の耐火壁を貫通するダクトには，

原則として，貫通部近傍に防火ダンパを設ける設計としているので，火災

の拡大を防止できる。 

 (７) 制御室換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処理設備本体の運転開始に

先立ち使用できる。 

 

 

 

 

6.1.5.6 評  価 

 (１) 制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び制御室外の火災又は

爆発により発生する有毒ガスに対して，必要に応じて外気との連絡口を遮

断して制御室内空気を中央制御室フィルタユニット及び制御室フィルタユ

ニットを通して再循環することによって浄化運転し,必要に応じて外気を

中央制御室フィルタユニット及び制御室フィルタユニットを通して取り入

れる設計としていることから，運転員その他の従事者を適切に防護でき

る。 

 (２) 制御室換気設備は，各区域の換気・空調を行うことができる。 

 (３) 制御室換気設備の安全上重要な制御建屋中央制御室換気設備の中

央制御室送風機は，多重化する設計としていることから，単一故障を仮

定しても，安全機能を確保できる。 

 (４) 制御室換気設備の安全上重要な制御建屋中央制御室換気設備の中

央制御室送風機は，その他再処理設備の附属施設の非常用所内電源系統に

接続する設計としていることから，外部電源系統の機能喪失時にも，その

系統の安全機能を確保できる。 

 (５) 制御室換気設備の安全上重要な制御建屋中央制御室換気設備の中

央制御室送風機は，多重化する設計とし，フィルタユニットは予備を備

える設計とすることから，安全機能を損なうことなく，定期的な試験及び

検査ができる。 

 (６) 制御室換気設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する

とともに，万一の火災に備えて火災区域の耐火壁を貫通するダクトには，

原則として，貫通部近傍に防火ダンパを設ける設計としていることから，

火災の拡大を防止できる。 

 (７) 制御室換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処理設備本体の運転開始に

先立ち使用できる。 

 

 

以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 
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記載の適正化（等の削
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記載の適正化（用語・接
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記載の適正化（等の削

除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.6  参考文献一覧 

 (１) 「再処理施設における燃焼度計測装置」，TLR-R001，株式会社 

東芝（平成３年７月） 

 

6.2 重大事故等対処設備 

6.3  参考文献一覧 

 (１) 「再処理施設における燃焼度計測装置」，TLR-R001，株式会社 

東芝（平成３年７月） 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

7.  放射性廃棄物の廃棄施設 

7.1   概  要 

  放射性廃棄物の廃棄施設は，再処理施設の運転中及び停止中に生じる

放 射性廃棄物を処理する施設であり，環境へ放出する放射性物質を合理

的に 達成できる限り低くするとともに，敷地周辺の一般公衆の線量が十

分に低 くなるよう設計に際して考慮する。 

  放射性廃棄物の廃棄施設は，次の施設で構成する。 

   気体廃棄物の廃棄施設 

   液体廃棄物の廃棄施設 

   固体廃棄物の廃棄施設 

 

7.2  気体廃棄物の廃棄施設 

 

7.2.1  概  要 

 気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施設のせん断機，溶解施設の溶

解槽等から発生する放射性気体廃棄物を処理するせん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備，各施設の放射性物質を収容する塔槽類から発生する放射性

気体廃棄物を処理する塔槽類廃ガス処理設備，固体廃棄物の廃棄施設の

ガラス溶融炉から発生する放射性気体廃棄物を処理する高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備，汚染のおそれのある区域を換気する換気設

備，及び主排気筒で構成する。 

 気体廃棄物の廃棄施設系統概要図を第7.2－１図に示す。 

 

7.2.2  せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

7.2.2.1  概  要 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機，溶

解施設の溶解槽等から発生する廃ガス中の窒素酸化物（以下7.では「ＮＯ

ｘ」という。）及び放射性物質を除去するとともに，せん断機，溶解槽

等の機器内部を負圧に維持する設備である。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－２図に示す。 

 

7.2.2.2  設計方針 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機，

溶解施設の溶解槽等から発生する廃ガスによる環境への放射性物質の

放出量を，合理的に達成できる限り低くする設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の放射性物質を内蔵する機器は，

腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とする。万一液体

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.1 概  要 

  放射性廃棄物の廃棄施設は，再処理施設の運転中及び停止中に生じる

放射性廃棄物を処理する施設であり，環境へ放出する放射性物質を合理

的に達成できる限り低くするとともに，敷地周辺の公衆の線量が十分に

低くなるよう設計に際して考慮する。 

  放射性廃棄物の廃棄施設は，次の施設で構成する。 

   気体廃棄物の廃棄施設 

   液体廃棄物の廃棄施設 

   固体廃棄物の廃棄施設 

 

7.2 気体廃棄物の廃棄施設 

7.2.1 設計基準対象の施設 

7.2.1.1 概  要 

 気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施設のせん断機，溶解施設の溶

解槽等から発生する放射性気体廃棄物を処理するせん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備，各施設の放射性物質を収容する塔槽類から発生する放射性

気体廃棄物を処理する塔槽類廃ガス処理設備，固体廃棄物の廃棄施設の

ガラス溶融炉から発生する放射性気体廃棄物を処理する高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備，汚染のおそれのある区域を換気する換気設備

及び主排気筒で構成する。 

 気体廃棄物の廃棄施設系統概要図を第7.2－１図に示す。 

 

7.2.1.2 せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

7.2.1.2.1 概  要 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機，溶

解施設の溶解槽等から発生する廃ガス中のＮＯｘ及び放射性物質を除去

するとともに，せん断機，溶解槽等の機器内部を負圧に維持する設備で

ある。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－２図に示す。 

 

7.2.1.2.2 設計方針 

(１) 放射性物質の放出低減 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機，溶

解施設の溶解槽等から発生する廃ガスによる環境への放射性物質の放出

量を，合理的に達成できる限り低くする設計とする。 

（２) 閉じ込め 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の放射性物質を内包する機器は，

腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とする。万一液体
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

状の放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処

置できる設計とする。また，せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，気

体状の放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆流し難い設計とする。 

 (３) 単一故障 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安全上重要な系統及び機器は，

それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても安全機能を確保で

きる設計とする。 

 (４) 外部電源喪失 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機等

は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも安全

機能を確保できる設計とする。 

 (５) 試験及び検査 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機，高

性能粒子フィルタ等は，必要に応じて試験及び検査ができる設計とす

る。 

 

7.2.2.3  主要設備の仕様 

  せん断処理・溶解廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－１表に

示 す。 

  なお，フィルタ概要図を第7.2－３図に示す。 

 

7.2.2.4  系統構成及び主要設備 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の凝縮器，ＮＯｘ吸収塔及びよう素追

出し塔は，溶解槽に対応して各々１系列設ける。ミスト フィルタか

ら排風機までは，３系列で構成し，２系列で運転し，他の１系列は予備

とする。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機及び

溶解施設の溶解槽，よう素追出し槽等から発生する廃ガスを処理するこ

とが可能な処理能力を有する。 

 (１) 系統構成 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機及

び溶解施設の溶解槽，よう素追出し槽等から発生する約290Ｎｍ３／ｈ

（凝縮性ガス約150Ｎｍ３／ｈ，非凝縮性ガス約140Ｎｍ３／ｈ）の廃ガ

スを凝縮器で冷却した後，溶解施設のエンドピース酸洗浄槽，硝酸調

整槽及び硝酸供給槽から発生する約１Ｎｍ３／ｈの廃ガスとともに,Ｎ

Ｏｘ吸収塔でのＮＯｘの回収及び放射性物質の除去,ミスト フィルタ

でのろ過，加熱器での加熱，高性能粒子フィルタでのろ過及びよう素

フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理した後，排風機で前処

理建屋塔槽類廃ガス処理設備の排風機下流へ移送する。 

状の放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置

できる設計とする。また，せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，気体状

の放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆流し難い設計とする。 

(３) 単一故障 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安全上重要な系統及び機器は，そ

れらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても安全機能を確保でき

る設計とする。 

(４) 外部電源喪失 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機は，

非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも安全機能

を確保できる設計とする。 

(５) 試験及び検査 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機，高性能

粒子フィルタ等は，必要に応じて試験及び検査ができる設計とする。 

 

7.2.1.2.3 主要設備の仕様 

  せん断処理・溶解廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－１表に

示す。 

  また，フィルタ概要図を第7.2－３図に示す。 

 

7.2.1.2.4 系統構成及び主要設備 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の凝縮器，ＮＯｘ吸収塔及びよう素

追出し塔は，溶解槽に対応して各々１系列設ける。ミストフィルタから

排風機までは，３系列で構成し，２系列で運転し，他の１系列は予備と

する。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機及び

溶解施設の溶解槽，よう素追出し槽等から発生する廃ガスを処理するこ

とが可能な処理能力を有する。 

 (１) 系統構成 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機及

び溶解施設の溶解槽，よう素追出し槽等から発生する約290ｍ３／ｈ［n

ormal］（凝縮性ガス約150ｍ３／ｈ［normal］，非凝縮性ガス約140ｍ
３／ｈ［normal］）の廃ガスを凝縮器で冷却した後，溶解施設のエン

ドピース酸洗浄槽，硝酸調整槽及び硝酸供給槽から発生する約１ｍ３

／ｈ［normal］の廃ガスとともに，ＮＯｘ吸収塔でのＮＯｘの回収及

び放射性物質の除去，ミストフィルタでのろ過，加熱器での加熱，高

性能粒子フィルタでのろ過及びよう素フィルタでのよう素の除去を組

み合わせて処理した後，排風機で前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の

排風機下流へ移送する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，接続する溶解槽等の負圧を－

70mmH２O程度に維持する。 

 

 ＮＯｘ吸収塔で回収した約３規定の硝酸は，よう素追出し塔におい

て高温状態で残留よう素を追い出した後，溶解施設の溶解槽で再使用

する。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，１系列

当たり２段設置する。 

 

 (２) 主要設備 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の凝縮器，ＮＯｘ吸収塔，よう素

追出し塔等の液体状の放射性物質を内蔵する機器は，ステンレス鋼又

はジルコニウムを用い，接液部は溶接構造等とし，異種金属間の接続

には異材継手等を用いる設計とする。また，これらの機器を収納する

セルの床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製の漏えい液受

皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質は溶解施設の硝酸調整槽

等に移送する設計とする。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の主要機器は，排風機に接続し，

負圧を維持する設計とし，溶解施設の溶解槽内部の負圧を監視するこ

とにより，系統の負圧監視ができる設計とする。排風機及び加熱器

は，多重化し，非常用所内電源系統に接続するとともに，その１系列

の試験及び検査中においても，予備系列に切り替えて運転できる設計

とする。また，排風機の回転数及び加熱器の出口の廃ガス温度を測定

することにより，運転状態を監視できる設計とする。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ等は前後の

差圧を測定することにより運転状態が監視できる設計とする。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備のよう素フィルタは，定期的によ

う素フィルタ１段目及び２段目出口のよう素濃度を測定できる設計と

する。また，高性能粒子フィルタ及びよう素フィルタは，その１系列

の試験及び検査中においても，予備系列に切り替えて運転できる設計

とする。 

  せん断処理・溶解廃ガス処理設備の排風機，フィルタ等は，クレー

ン等により保守・補修を行う。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の主要機器の機能及び性能につい

て以下に示す。 

 ａ．凝 縮 器   

 凝縮器は，多管式を使用し，廃ガスを冷却して除湿することによ

り，廃ガス中のトリチウムを除去するとともに，廃ガス中のＮＯｘを

回収する。なお，凝縮器は，廃ガス中に含まれるトリチウムを96.6％

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，接続する溶解槽等の負圧を 

－0.7ｋＰａ［gage］程度に維持する。ここでいうgageは，大気圧と

の差圧であり，以下「gage」という。 

 ＮＯｘ吸収塔で回収した約３ｍｏｌ／Ｌの硝酸は，よう素追出し塔

において高温状態で残留よう素を追い出した後，溶解施設の溶解槽で

再使用する。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，１系列

当たり２段設置する。 

 

 (２) 主要設備 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の凝縮器，ＮＯｘ吸収塔，よう素

追出し塔等の液体状の放射性物質を内包する機器は，ステンレス鋼又

はジルコニウムを用い，接液部は溶接構造とし，異種金属間の接続に

は爆着接合法による異材継手を用いる設計とする。また，これらの機

器を収納するセルの床には漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製の

漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質は溶解施設の

硝酸調整槽等に移送する設計とする。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の主要機器は，排風機に接続し，

負圧を維持する設計とし，溶解施設の溶解槽内部の負圧を監視するこ

とにより，系統の負圧監視ができる設計とする。排風機及び加熱器

は，多重化し，非常用所内電源系統に接続するとともに，その１系列

の試験及び検査中においても，予備系列に切り替えて運転できる設計

とする。また，排風機の回転数及び加熱器の出口の廃ガス温度を測定

することにより，運転状態を監視できる設計とする。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ等は前後の

差圧を測定することにより運転状態が監視できる設計とする。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備のよう素フィルタは，定期的によ

う素フィルタ１段目及び２段目出口のよう素濃度を測定できる設計と

する。また，高性能粒子フィルタ及びよう素フィルタは，その１系列

の試験及び検査中においても，予備系列に切り替えて運転できる設計

とする。 

  せん断処理・溶解廃ガス処理設備の排風機，フィルタ等は，クレー

ン等により保守・補修を行う。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の主要機器の機能及び性能につい

て以下に示す。 

 ａ．凝縮器 

 凝縮器は，多管式を使用し，廃ガスを冷却して除湿することによ

り，廃ガス中のトリチウムを除去するとともに，廃ガス中のＮＯｘを

回収する。なお，凝縮器は，廃ガス中に含まれるトリチウムを96.6％

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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・記載の適正化（表現修
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

以上除去できる設計とする。 

 ｂ．ＮＯｘ吸収塔 

 ＮＯｘ吸収塔は，充てん塔を使用し，廃ガス中に含まれるＮＯｘを

回収するとともに，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去す

る。 

 ｃ．よう素追出し塔 

 よう素追出し塔は，充てん塔を使用し，ＮＯｘ吸収塔で回収した硝

酸中に含まれるよう素を廃ガス中に追い出す。 

 ｄ．ミスト フィルタ 

 ミスト フィルタは，ろ材にガラス繊維を使用し,廃ガス中に含まれ

る放射性エアロゾルを除去する。なお，ミスト フィルタは,ＮＯｘ吸

収塔と合わせて，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを99％以上除

去できる設計とする。 

 ｅ．加 熱 器   

 加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガスを加熱して相対湿度を下げ

るとともに，下流のよう素除去に適切な温度にする。 

 ｆ．高性能粒子フィルタ 

 高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊維を使用し，よう素フィル

タの前後に設置し，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去す

る。なお，高性能粒子フィルタは，廃ガス中に含まれる放射性エアロ

ゾルを１段当たり99.9％以上除去できる設計とする。 

 ｇ．よう素フィルタ 

 よう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材を使用し，廃ガス中に含まれ

るよう素を除去する。なお，よう素フィルタは，廃ガス中に含まれる

よう素を99.6％以上除去できる設計（よう素フィルタ ベッド厚約85ｃ

ｍ)とする。 

 ｈ．排 風 機   

 排風機は，せん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽，よう

素追出し槽等の負圧を維持するとともに，廃ガスを主排気筒へ移送す

る。 

 

7.2.2.5  試験・検査 

 よう素フィルタは，定期的に前後のよう素濃度を測定し，除染性能の

確認を行う。 

 高性能粒子フィルタは，交換時に据え付け状態の健全性を確認する。 

 加熱器は定期的に切り替え，健全性を確認する。 

 排風機は定期的に切り替え，健全性を確認する。 

 

 

以上除去できる設計とする。 

 ｂ．ＮＯｘ吸収塔 

 ＮＯｘ吸収塔は，充てん塔を使用し，廃ガス中に含まれるＮＯｘを

回収するとともに，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去す

る。 

 ｃ．よう素追出し塔 

 よう素追出し塔は，充てん塔を使用し，ＮＯｘ吸収塔で回収した硝

酸中に含まれるよう素を廃ガス中に追い出す。 

 ｄ．ミストフィルタ 

 ミストフィルタは，ろ材にガラス繊維を使用し，廃ガス中に含まれ

る放射性エアロゾルを除去する。なお，ミストフィルタは，ＮＯｘ吸

収塔と合わせて，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを99％以上除

去できる設計とする。 

 ｅ．加熱器 

 加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガスを加熱して相対湿度を下げ

るとともに，下流のよう素除去に適切な温度にする。 

 ｆ．高性能粒子フィルタ 

 高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊維を使用し，よう素フィル

タの前後に設置し，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去す

る。なお，高性能粒子フィルタは，廃ガス中に含まれる放射性エアロ

ゾルを１段当たり99.9％以上除去できる設計とする。 

 ｇ．よう素フィルタ 

 よう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材を使用し，廃ガス中に含まれ

るよう素を除去する。なお，よう素フィルタは，廃ガス中に含まれる

よう素を99.6％以上除去できる設計（よう素フィルタ ベッド厚約85

ｃｍ）とする。 

 ｈ．排風機 

 排風機は，せん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽，よう

素追出し槽等の負圧を維持するとともに，廃ガスを主排気筒へ移送す

る。 

 

7.2.1.2.5 試験・検査 

 よう素フィルタは，定期的に前後のよう素濃度を測定し，除染性能の

確認を行う。 

 高性能粒子フィルタは，交換時に据え付け状態の健全性を確認する。 

 加熱器は定期的に切り替え，健全性を確認する。 

 排風機は定期的に切り替え，健全性を確認する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

7.2.2.6  評  価 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，凝縮器，ＮＯｘ吸収塔，フィ

ルタ等を組み合わせて，せん断処理施設のせん断機，溶解施設の溶解

槽等から発生する廃ガスを処理する設計としているので，環境へ放出

する放射性物質を合理的に達成できる限り低くすることができる。 

 (２) 閉じ込め 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の放射性物質を内蔵する機器は，

ステンレス鋼又はジルコニウムの腐食し難い材料を用い，かつ，接液

部は溶接構造等とし，異種金属間の接続には異材継手等を用い，漏え

いし難い設計とし，さらに，気体状の放射性物質を内蔵する機器内を

負圧に保つ設計としているので閉じ込め機能を確保できる。 

 また，安全上重要な系統の排風機は，多重化し，非常用所内電源系

統に接続しているので，気体状の放射性物質が漏えいし難く，かつ，

逆流を防止できる。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の液体状の放射性物質を内蔵する

機器を収納するセルの床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼

製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質を溶解施

設の硝酸調整槽等に移送する設計としているので，万一の液体状の放

射性物質の漏えいを想定してもその拡大を防止できる。 

 (３) 単一故障 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機は，

多重化しているので，単一故障を仮定しても閉じ込め機能を確保でき

る。 

 (４) 外部電源喪失 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機及び

加熱器は，その他再処理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続

する設計としているので，外部電源喪失時に閉じ込め機能を確保でき

る。 

 (５) 試験及び検査 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機，高

性能粒子フィルタ等は，多重化する設計としているので，閉じ込め機

能を損なうことなく，必要に応じて試験及び検査ができる。 

 

7.2.3  塔槽類廃ガス処理設備 

7.2.3.1  概  要 

 塔槽類廃ガス処理設備は，再処理設備本体，放射性廃棄物の廃棄施設

等の塔槽類から発生する廃ガス中に含まれるＮＯｘ及び放射性物質を除

去するとともに，それらの塔槽類の内部を負圧に維持する設備であり，

7.2.1.2.6 評  価 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，凝縮器，ＮＯｘ吸収塔，フィ

ルタ等を組み合わせて，せん断処理施設のせん断機，溶解施設の溶解

槽等から発生する廃ガスを処理する設計としているので，環境へ放出

する放射性物質を合理的に達成できる限り低くすることができる。 

 (２) 閉じ込め 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の放射性物質を内包する機器は，

ステンレス鋼及びジルコニウムの腐食し難い材料を用い，かつ，接液

部は溶接構造とし，異種金属間の接続には爆着接合法による異材継手

により，漏えいし難い設計とし，さらに，気体状の放射性物質を内包

する機器内を負圧に保つ設計とするので閉じ込め機能を確保できる。 

 また，安全上重要な系統の排風機は，多重化し，非常用所内電源系

統に接続しているので，気体状の放射性物質が漏えいし難く，かつ，

逆流を防止できる。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の液体状の放射性物質を内包する

機器を収納するセルの床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼

製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質を溶解施

設の硝酸調整槽等に移送する設計としているので，万一の液体状の放

射性物質の漏えいを想定してもその拡大を防止できる。 

 (３) 単一故障 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機は，

多重化しているので，単一故障を仮定しても閉じ込め機能を確保でき

る。 

 (４) 外部電源喪失 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機及び

加熱器は，その他再処理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続

する設計としているので，外部電源喪失時に閉じ込め機能を確保でき

る。 

 (５) 試験及び検査 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機，高

性能粒子フィルタ等は，多重化する設計としているので，閉じ込め機

能を損なうことなく，必要に応じて試験及び検査ができる。 

 

7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備 

7.2.1.3.1 概  要 

 塔槽類廃ガス処理設備は，再処理設備本体，放射性廃棄物の廃棄施設

等の塔槽類から発生する廃ガス中に含まれるＮＯｘ及び放射性物質を除

去するとともに，それらの塔槽類の内部を負圧に維持する設備であり，
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備，精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃

液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃液処理建屋塔槽類

廃ガス処理設備，低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，チャ

ンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設

備,ハル・エンド ピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備及び分析建屋塔

槽類廃ガス処理設備で構成する。 

 塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－４図に示す。 

 

7.2.3.2  設計方針 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガスによる環境への放射性物質

の放出量を，合理的に達成できる限り低くする設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

 塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とする。万一液体状の放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設

計とする。また，塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統は，気体

状の放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆流し難い設計とする。 

 (３) 単一故障 

 塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統及び機器は，それらを構

成する動的機器に単一故障を仮定しても安全機能を確保できる設計と

する。 

 (４) 外部電源喪失 

 塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機は，非常用所内

電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも安全機能を確保でき

る設計とする。 

 (５) 試験及び検査 

 塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機及び高性能粒子

フィルタは，必要に応じて試験及び検査ができる設計とする。 

 

7.2.3.3  主要設備の仕様 

 塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－２表～第7.2－12

表に示す。 

 

7.2.3.4  系統構成及び主要設備 

 塔槽類廃ガス処理設備の排風機，フィルタ等は原則として予備系列を

有する設計とする。 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備，精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃

液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃液処理建屋塔槽類

廃ガス処理設備，低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，チャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備,

ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備及び分析建屋塔槽類

廃ガス処理設備で構成する。 

 塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－４図に示す。 

 

7.2.1.3.2 設計方針 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガスによる環境への放射性物質

の放出量を，合理的に達成できる限り低くする設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

 塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を内包する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とする。万一液体状の放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設

計とする。また，塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統は，気体

状の放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆流し難い設計とする。 

 (３) 単一故障 

 塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統及び機器は，それらを構

成する動的機器に単一故障を仮定しても安全機能を確保できる設計と

する。 

 (４) 外部電源喪失 

 塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機は，非常用所内

電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも安全機能を確保でき

る設計とする。 

 (５) 試験及び検査 

 塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機及び高性能粒子

フィルタは，必要に応じて試験及び検査ができる設計とする。 

 

7.2.1.3.3 主要設備の仕様 

 塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－２表～第7.2－12

表に示す。 

 

7.2.1.3.4 系統構成及び主要設備 

 塔槽類廃ガス処理設備の排風機，フィルタ等は原則として予備系列を

有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―530



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 塔槽類廃ガス処理設備は，各施設の塔槽類から発生する廃ガスを処理

することが可能な能力を有する。 

 (１) 系統構成 

 ａ．前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ及びよう素

フィルタは，各々４系列で構成し３系列運転とし, 排風機は，２系列

で構成し１系列運転とする。 

 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，溶解施設の計量・調整槽等の

前処理建屋内に設置する塔槽類及び液体廃棄物の廃棄施設の不溶解残

廃液一時貯槽等の高レベル廃液ガラス固化建屋内に設置する塔槽類

の一部から発生する約790ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスを廃ガス洗浄塔で,

 前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内に設置する極低レベ

ル塔槽類から発生する硝酸ミストを含む約100ｍ３／ｈ[normal]の廃ガ

スを極低レベル廃ガス洗浄塔で洗浄した後，前処理建屋内に設置する

極低レベル塔槽類から発生する硝酸ミストを含まない約40ｍ３／ｈ[no

rmal]の廃ガスと合流し,凝縮器での冷却,デミスタでのミスト除去，

高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタで

のよう素の除去を組み合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送

する。 

 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，接続する塔槽類の負圧を－69

0Ｐａ[gage]程度（以下7.2において[gage]は，特に記載のない限り屋

外の大気圧との差圧である。）に維持する。 

 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，１系列

当たり２段設置する。 

 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－５図に，前

処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－２表に示

す。 

 ｂ．分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガス処理系及びパルセ

ータ廃ガス処理系で構成する。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系の高性能粒子

フィルタは，５系列で構成し４系列運転とし,よう素フィルタは,４系

列で構成し３系列運転とする。排風機は，２系列で構成し１系列運転

とする。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系の高性能

粒子フィルタは，５系列で構成し４系列運転とし，排風機は，２系列

で構成し１系列運転とする。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系は，分離施設

の溶解液中間貯槽等，酸及び溶媒の回収施設の第１酸回収系の第１供

 塔槽類廃ガス処理設備は，各施設の塔槽類から発生する廃ガスを処理

することが可能な能力を有する。 

 (１) 系統構成 

 ａ．前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ及びよう素

フィルタは，各々４系列で構成し３系列運転とし，排風機は，２系列

で構成し１系列運転とする。 

 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，溶解施設の計量・調整槽等の

前処理建屋内に設置する塔槽類及び液体廃棄物の廃棄施設の不溶解残

渣廃液一時貯槽等の高レベル廃液ガラス固化建屋内に設置する塔槽類

の一部から発生する約790ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスを廃ガス洗浄塔

で，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内に設置する極低レ

ベル塔槽類から発生する硝酸ミストを含む約100ｍ３／ｈ［normal］の

廃ガスを極低レベル廃ガス洗浄塔で洗浄した後，前処理建屋内に設置

する極低レベル塔槽類から発生する硝酸ミストを含まない約40ｍ３／

ｈ ［normal］の廃ガスと合流し，凝縮器での冷却，デミスタでのミ

スト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素

フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理した後，排風機で主排

気筒へ移送する。 

 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，接続する塔槽類の負圧を－69

0Ｐａ［gage］程度に維持する。 

 

 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，１系列

当たり２段設置する。 

 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－５図に，前

処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－２表に示

す。 

 ｂ．分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガス処理系及びパルセ

ータ廃ガス処理系で構成する。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系の高性能粒子

フィルタは，５系列で構成し４系列運転とし，よう素フィルタは，４系

列で構成し３系列運転とする。排風機は，２系列で構成し１系列運転

とする。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系の高性能

粒子フィルタは，５系列で構成し４系列運転とし，排風機は，２系列

で構成し１系列運転とする。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系は，分離施設

の溶解液中間貯槽等，酸及び溶媒の回収施設の第１酸回収系の第１供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―531



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

給槽等，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液供給槽等の分離建屋内

に設置する塔槽類から発生する約1,300ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスを廃

ガス洗浄塔で,分離建屋内に設置する極低レベル塔槽類から発生する約

90ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスを極低レベル廃ガス洗浄塔で洗浄した後,

 凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除去，高性能粒子フィルタで

のろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み

合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送する。 

 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系は，接続する

塔槽類の負圧を－690Ｐａ[gage]程度に維持する。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系は，分離

施設のパルスカラムのパルセータから発生する約1,600ｍ３／ｈ[normal]

の廃ガスを高性能粒子フィルタでろ過し，排風機で主排気筒へ移送す

る。 

  分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系は，接続

するパルセータの負圧を－690Ｐａ[gage]程度に維持する。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，１系列当

たり２段設置する設計とする。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－６図に，分離

建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－３表に示す。 

 ｃ．精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガス処理系（ウラン系

及びプルトニウム系），パルセータ廃ガス処理系及び溶媒処理廃ガス

処理系で構成する。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）

の高性能粒子フィルタは，４系列で構成し３系列運転とし，排風機

は，２系列で構成し１系列運転とする。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）の高性能粒子フィルタ及びよう素フィルタは，各々３系列で構

成し２系列運転とする。排風機は，２系列で構成し１系列運転とす

る。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系の高性能

粒子フィルタは，３系列で構成し２系列運転とし，排風機は，２系列

で構成し１系列運転とする。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の溶媒処理廃ガス処理系の真空ポン

プは，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の第１蒸発缶用２系列，

溶媒蒸留塔用２系列で構成し，各々１系列運転とする。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）

は，精製施設のウラン濃縮液第１中間貯槽等の精製建屋内に設置する

給槽等，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液供給槽等の分離建屋内

に設置する塔槽類から発生する約1,300ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスを

廃ガス洗浄塔で，分離建屋内に設置する極低レベル塔槽類から発生する

約 90ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスを極低レベル廃ガス洗浄塔で洗浄し

た後，凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除去，高性能粒子フィル

タでのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を

組み合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送する。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系は，接続する

塔槽類の負圧を－690Ｐａ［gage］程度に維持する。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系は，分離

施設のパルスカラムのパルセータから発生する約1,600ｍ３／ｈ 

［normal］の廃ガスを高性能粒子フィルタでろ過し，排風機で主排気

筒へ移送する。 

  分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系は，接続

するパルセータの負圧を－690Ｐａ［gage］程度に維持する。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，１系列当

たり２段設置する設計とする。 

 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－６図に，分離

建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－３表に示す。 

 ｃ．精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガス処理系（ウラン系

及びプルトニウム系），パルセータ廃ガス処理系及び溶媒処理廃ガス

処理系で構成する。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）

の高性能粒子フィルタは，４系列で構成し３系列運転とし，排風機

は，２系列で構成し１系列運転とする。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）の高性能粒子フィルタ及びよう素フィルタは，各々３系列で構

成し２系列運転とする。排風機は，２系列で構成し１系列運転とす

る。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系の高性能

粒子フィルタは，３系列で構成し２系列運転とし，排風機は，２系列

で構成し１系列運転とする。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の溶媒処理廃ガス処理系の真空ポン

プは，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の第１蒸発缶用２系列，

溶媒蒸留塔用２系列で構成し，各々１系列運転とする。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）

は，精製施設のウラン濃縮液第１中間貯槽等の精製建屋内に設置する

塔槽類から発生する廃ガス及び精製建屋内に設置する極低レベル塔槽

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―532



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

塔槽類から発生する廃ガス及び精製建屋内に設置する極低レベル塔槽

類から発生する硝酸ミストを含む約760ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスを廃

ガス洗浄塔で洗浄した後，精製建屋内に設置する極低レベル塔槽類か

ら発生する硝酸ミストを含まない約40ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスと合

流し，凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除去及び高性能粒子フィ

ルタでのろ過を組み合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送す

る。 

  精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）

は，接続する塔槽類の負圧を－690Ｐａ[gage]程度に維持する。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）は,精製施設の第１酸化塔等から発生する約80ｍ３／ｈ[normal]

の廃ガスをＮＯｘ廃ガス洗浄塔で洗浄した後，精製施設のプルトニウ

ム濃縮缶供給槽等の精製建屋内に設置する塔槽類から発生する約470ｍ
３／ｈ[normal]の廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔で洗浄し, 凝縮器で

の冷却，デミスタでのミスト除去をした後，溶媒処理廃ガス処理系

からの約５ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスと合流し，高性能粒子フィルタ

でのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組

み合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送する。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）は,接続する塔槽類の負圧を－690Ｐａ[gage]程度に維持する。 

  精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系は，精製

施設のパルスカラムのパルセータから発生する約780ｍ３／ｈ[normal]の

廃ガスを高性能粒子フィルタでろ過し，排風機で主排気筒へ移送す

る。 

  精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系は，接続

するパルセータの負圧を－690Ｐａ[gage]程度に維持する。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の溶媒処理廃ガス処理系は，酸及び

溶媒の回収施設の溶媒回収設備の第１蒸発缶等から発生する約５ｍ３

／ｈ[normal]の廃ガスを真空ポンプを用い，塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の高性能粒子フィルタへ移送する。精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備の溶媒処理廃ガス処理系は，接続する塔槽類の負圧を

約－93ｋＰａ[gage]以下に維持する。 

  塔槽類廃ガス処理系（ウラン系及びプルトニウム系）及びパルセー

タ廃ガス処理系の高性能粒子フィルタは，１系列当たり２段設置す

る。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－７図(１)及び第

7.2－７図(２)に，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を

第7.2－４表に示す。 

 ｄ．ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

類から発生する硝酸ミストを含む約760ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスを

廃ガス洗浄塔で洗浄した後，精製建屋内に設置する極低レベル塔槽類

から発生する硝酸ミストを含まない約40ｍ３／ｈ［normal］の廃ガス

と合流し，凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除去及び高性能粒子

フィルタでのろ過を組み合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移

送する。 

  精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）

は，接続する塔槽類の負圧を－690Ｐａ［gage］程度に維持する。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）は，精製施設の第１酸化塔等から発生する約80ｍ３／ｈ 

［normal］の廃ガスをＮＯｘ廃ガス洗浄塔で洗浄した後，精製施設の

プルトニウム濃縮缶供給槽等の精製建屋内に設置する塔槽類から発生

する約470ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔で洗浄

し，凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除去をした後，溶媒処理

廃ガス処理系からの約５ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスと合流し，高性

能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよ

う素の除去を組み合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送す

る。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）は，接続する塔槽類の負圧を－690Ｐａ［gage］程度に維持する。 

  精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系は，精製

施設のパルスカラムのパルセータから発生する約780ｍ３／ｈ［normal］

の廃ガスを高性能粒子フィルタでろ過し，排風機で主排気筒へ移送す

る。 

  精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系は，接続

するパルセータの負圧を－690Ｐａ［gage］程度に維持する。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の溶媒処理廃ガス処理系は，酸及び

溶媒の回収施設の溶媒回収設備の第１蒸発缶等から発生する約５ｍ３

／ｈ［normal］の廃ガスを真空ポンプを用い，塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタへ移送する。精製建屋塔槽

類廃ガス処理設備の溶媒処理廃ガス処理系は，接続する塔槽類の負

圧を約－93ｋＰａ［gage］以下に維持する。 

  塔槽類廃ガス処理系（ウラン系及びプルトニウム系）及びパルセー

タ廃ガス処理系の高性能粒子フィルタは，１系列当たり２段設置す

る。 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－７図(１)及び第 

7.2－７図(２)に，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を

第7.2－４表に示す。 

 ｄ．ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ及び排

風機は，各々２系列で構成し１系列運転とする。 

 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，脱硝施設の脱硝塔から発

生する約400ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスを凝縮器で冷却及び廃ガス洗浄塔

で洗浄した後，脱硝施設の硝酸ウラニル貯槽，濃縮液受槽等のウラン

脱硝建屋内に設置する塔槽類から発生する約１ｍ３／ｈ[normal]の廃

ガスとともに，廃ガス洗浄塔での洗浄及び高性能粒子フィルタでのろ

過を組み合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送する。 

 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，接続する塔槽類の負圧

を－490Ｐａ[gage]程度（室との差圧）に維持する。 

 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，１

系列当たり１段設置する。 

 また，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，廃ガス中のＮＯｘ

回収のため，凝縮器で冷却した廃ガスをその他再処理設備の附属施設

の化学薬品貯蔵供給設備の化学薬品貯蔵供給系へ移送できる設計とす

るとともに，移送した廃ガスを化学薬品貯蔵供給系から廃ガス洗浄塔

に受け入れできる設計とする。 

 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－８図

に，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2

－５表に示す。 

 ｅ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能

粒子フィルタは，１段目は３系列で構成し２系列運転とし，２段目は

２系列で構成し１系列運転とする。よう素フィルタは，２系列で構成

し１系列運転とする。排風機は，１段目は２系列で構成し１系列運転

とし，２段目は３系列で構成し，２系列運転とする。 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，脱硝

施設の脱硝装置から発生する約50ｍ３／h[normal] の廃ガスを凝縮器

で冷却し, 脱硝施設の硝酸プルトニウム貯槽，混合槽等のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋内に設置する塔槽類から発生する約25ｍ３／h

[normal]の廃ガスとともに廃ガス洗浄塔で洗浄した後，脱硝施設の焙

焼炉，還元炉から発生する約80ｍ３／h[normal] の廃ガスとともに，

廃ガス洗浄塔での洗浄，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加

熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理し，排風

機で主排気筒へ移送する。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，接続

する塔槽類の負圧を－490Ｐａ[gage]程度（セル等との差圧）に維持す

る。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能

 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ及び排

風機は，各々２系列で構成し１系列運転とする。 

 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，脱硝施設の脱硝塔から発

生する約400ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスを凝縮器で冷却及び廃ガス洗浄

塔で洗浄した後，脱硝施設の硝酸ウラニル貯槽，濃縮液受槽等のウラ

ン脱硝建屋内に設置する塔槽類から発生する約１ｍ３／ｈ［normal］

の廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔での洗浄及び高性能粒子フィルタで

のろ過を組み合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送する。 

 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，接続する塔槽類の負圧

を－490Ｐａ［gage］程度（室との差圧）に維持する。 

 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，１

系列当たり１段設置する。 

 また，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，廃ガス中のＮＯｘ

回収のため，凝縮器で冷却した廃ガスをその他再処理設備の附属施設

の化学薬品貯蔵供給設備の化学薬品貯蔵供給系へ移送できる設計とす

るとともに，移送した廃ガスを化学薬品貯蔵供給系から廃ガス洗浄塔

に受け入れできる設計とする。 

 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－８図

に，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2

－５表に示す。 

 ｅ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能

粒子フィルタは，１段目は３系列で構成し２系列運転とし，２段目は

２系列で構成し１系列運転とする。よう素フィルタは，２系列で構成

し１系列運転とする。排風機は，１段目は２系列で構成し１系列運転

とし，２段目は３系列で構成し，２系列運転とする。 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，脱硝

施設の脱硝装置から発生する約50ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスを凝縮器

で冷却し，脱硝施設の硝酸プルトニウム貯槽，混合槽等のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋内に設置する塔槽類から発生する約25ｍ３／ｈ

［normal］の廃ガスとともに廃ガス洗浄塔で洗浄した後，脱硝施設の

焙焼炉，還元炉から発生する約80ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスととも

に，廃ガス洗浄塔での洗浄，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器で

の加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理し，

排風機で主排気筒へ移送する。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，接続

する塔槽類の負圧を－490Ｐａ［gage］程度（セル等との差圧）に維持

する。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

粒子フィルタは，１系列当たり４段設置する。 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要

図を第7.2－９図に，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－６表に示す。 

 ｆ．高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

  高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備は，高レベル濃

縮廃液廃ガス処理系及び不溶解残廃液廃ガス処理系で構成する。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮

廃液廃ガス処理系の高性能粒子フィルタ及び排風機は，各々２系列で

構成し１系列運転とし,よう素フィルタは,３系列で構成し２系列運転

とする。 

  高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の不溶解残廃

液廃ガス処理系の高性能粒子フィルタ及び排風機は，各々２系列で構

成し１系列運転とする｡よう素フィルタは,３系列で構成し２系列運転

とする。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮

廃液廃ガス処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル濃縮廃液貯

槽, 固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液混合槽等の高レベル廃液ガ

ラス固化建屋内に設置する塔槽類から発生する約340ｍ３／h[normal] 

の廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器での冷却，デミスタ

でのミスト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及び

よう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理した後，排風機

で主排気筒へ移送する。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮

廃液廃ガス処理系は，接続する塔槽類の負圧を－５kＰａ[gage]程度

（セルとの差圧）に維持する。 

  高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の不溶解残廃

液廃ガス処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の不溶解残廃液貯槽, 固

体廃棄物の廃棄施設のアルカリ濃縮廃液中和槽等の高レベル廃液ガラ

ス固化建屋内に設置する塔槽類から発生する約310ｍ３／h[normal] の廃

ガスを廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器での冷却，デミスタでの

ミスト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう

素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理した後，排風機で主

排気筒へ移送する。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の不溶解残廃

液廃ガス処理系は，接続する塔槽類の負圧を－５kＰａ[gage]程度（セ

ルとの差圧）に維持する。 

  高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フ

ィルタは１系列当たり２段設置する。 

粒子フィルタは，１系列当たり４段設置する。 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要

図を第7.2－９図に，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－６表に示す。 

 ｆ．高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

  高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備は，高レベル濃

縮廃液廃ガス処理系及び不溶解残渣廃液廃ガス処理系で構成する。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮

廃液廃ガス処理系の高性能粒子フィルタ及び排風機は，各々２系列で

構成し１系列運転とし，よう素フィルタは，３系列で構成し２系列運転

とする。 

  高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の不溶解残渣廃

液廃ガス処理系の高性能粒子フィルタ及び排風機は，各々２系列で構

成し１系列運転とする。よう素フィルタは，３系列で構成し２系列運転

とする。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮

廃液廃ガス処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル濃縮廃液貯

槽，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液混合槽等の高レベル廃液ガ

ラス固化建屋内に設置する塔槽類から発生する約340ｍ３／ｈ［norma

l］の廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器での冷却，デミ

スタでのミスト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱

及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理した後，排

風機で主排気筒へ移送する。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮

廃液廃ガス処理系は，接続する塔槽類の負圧を－５ｋＰａ［gage］程

度（セルとの差圧）に維持する。 

  高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の不溶解残渣廃

液廃ガス処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の不溶解残渣廃液貯槽，固

体廃棄物の廃棄施設のアルカリ濃縮廃液中和槽等の高レベル廃液ガラ

ス固化建屋内に設置する塔槽類から発生する約310ｍ３／ｈ［normal］

の廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器での冷却，デミスタ

でのミスト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及び

よう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理した後，排風機

で主排気筒へ移送する。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の不溶解残渣廃

液廃ガス処理系は，接続する塔槽類の負圧を－５ｋＰａ［gage］程度

（セルとの差圧）に維持する。 

  高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フ

ィルタは１系列当たり２段設置する。 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―535



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第

7.2－10図に，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の

主要設備の仕様を第7.2－７表に示す。 

 ｇ．低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ

及び排風機は，各々２系列で構成し１系列運転とする。 

 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，液体廃棄物の廃棄

施設の第１放出前貯槽等の低レベル廃液処理建屋内に設置する塔槽類

から発生する約400ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄し

た後，凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除去及び高性能粒子フィ

ルタでのろ過を組み合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送す

る。 

 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，接続する塔槽類の

負圧を－690Ｐａ[gage]程度に維持する。 

 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ

は１系列当たり２段設置する。 

 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－1

1図に，低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕

様を第7.2－８表に示す。 

 ｈ．低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，低レベル濃縮廃

液処理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体廃棄物焼却処

理廃ガス処理系及び塔槽類廃ガス処理系で構成する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の低レベル濃縮廃液

処理廃ガス処理系の高性能粒子フィルタ,よう素フィルタ及び排風機

は,各々２系列で構成し１系列運転とする。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処理廃ガス

処理系の高性能粒子フィルタ及び排風機は，各々２系列で構成し１系

列運転とする。よう素フィルタは，１系列で構成し運転する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の雑固体廃棄物焼却

処理廃ガス処理系の高性能粒子フィルタは，２系列で構成し１系列運

転とする。排風機は，主排風機１系列及び補助排風機２系列で構成

し，固体廃棄物の廃棄施設の焼却装置の運転時は，主排風機で運転す

る。焼却装置の停止時は，補助排風機１系列で運転する。主排風機の

故障時は，焼却装置を停止し，補助排風機１系列で運転する。補助排

風機は，予備系列を有する設計とする。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系の高性能粒子フィルタ及び排風機は，各々２系列で構成し１系列運

転とする。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第

7.2－10図に，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の

主要設備の仕様を第7.2－７表に示す。 

 ｇ．低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ

及び排風機は，各々２系列で構成し１系列運転とする。 

 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，液体廃棄物の廃棄

施設の第１放出前貯槽等の低レベル廃液処理建屋内に設置する塔槽類

から発生する約400ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄

した後，凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除去及び高性能粒子フ

ィルタでのろ過を組み合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送

する。 

 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，接続する塔槽類の

負圧を－690Ｐａ［gage］程度に維持する。 

 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ

は１系列当たり２段設置する。 

 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－1

1図に，低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕

様を第7.2－８表に示す。 

 ｈ．低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，低レベル濃縮廃

液処理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体廃棄物焼却処

理廃ガス処理系及び塔槽類廃ガス処理系で構成する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の低レベル濃縮廃液

処理廃ガス処理系の高性能粒子フィルタ，よう素フィルタ及び排風機

は，各々２系列で構成し１系列運転とする。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処理廃ガス

処理系の高性能粒子フィルタ及び排風機は，各々２系列で構成し１系

列運転とする。よう素フィルタは，１系列で構成し運転する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の雑固体廃棄物焼却

処理廃ガス処理系の高性能粒子フィルタは，２系列で構成し１系列運

転とする。排風機は，主排風機１系列及び補助排風機２系列で構成

し，固体廃棄物の廃棄施設の焼却装置の運転時は，主排風機で運転す

る。焼却装置の停止時は，補助排風機１系列で運転する。主排風機の

故障時は，焼却装置を停止し，補助排風機１系列で運転する。補助排

風機は，予備系列を有する設計とする。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系の高性能粒子フィルタ及び排風機は，各々２系列で構成し１系列運

転とする。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の低レベル濃縮廃液

処理廃ガス処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の乾燥装置から発生す

る約250ｍ３／ｈ[normal]（うち, 非凝縮性ガス約10ｍ３／ｈ [norma

l]）の廃ガスを凝縮器での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，高性

能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよ

う素の除去を組み合わせて処理した後，排風機で低レベル廃棄物処理

建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の低レベル濃縮廃液

処理廃ガス処理系は，廃ガス洗浄塔の負圧を－４kＰａ[gage]程度（室と

の差圧）に維持する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処理廃ガス

処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の熱分解装置からの可燃性ガスを燃

焼する燃焼装置から発生する約250ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスをスプレイ

塔での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器での冷却, 高性能

粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう

素の除去を組み合わせて処理した後，排風機で低レベル廃棄物処理建

屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処理廃ガス

処理系は，熱分解装置の負圧を－２kＰａ[gage]程度（室との差圧）に

維持する。 

  低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の雑固体廃棄物焼却

処理廃ガス処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の焼却装置からセラミ

ックフィルタを経て発生する約1,700ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスをスプ

レイ塔での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器での冷却及び

高性能粒子フィルタでのろ過を組み合わせて処理した後，主排風機で

低レベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の雑固体廃棄物焼却

処理廃ガス処理系は，焼却装置の負圧を－２kＰａ[gage]程度（室との差

圧）に維持する。 

  低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系は, 低レベル廃棄物処理建屋内に設置する塔槽類から発生する約

500ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスを高性能粒子フィルタでろ過をした後，

排風機で低レベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送

する。 

  低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系は, 接続する塔槽類の負圧を－490Ｐａ[gage]程度（室との差圧）に

維持する。 

  低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の低レベル濃縮廃液

処理廃ガス処理系の高性能粒子フィルタは，１系列当たり２段設置す

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の低レベル濃縮廃液

処理廃ガス処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の乾燥装置から発生す

る約250ｍ３／ｈ［normal］（うち，非凝縮性ガス約10ｍ３／ｈ［norma

l］）の廃ガスを凝縮器での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，高

性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでの

よう素の除去を組み合わせて処理した後，排風機で低レベル廃棄物処

理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の低レベル濃縮廃液

処理廃ガス処理系は，廃ガス洗浄塔の負圧を－４ｋＰａ［gage］程度

（室との差圧）に維持する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処理廃ガス

処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の熱分解装置からの可燃性ガスを燃

焼する燃焼装置から発生する約250ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスをスプレ

イ塔での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器での冷却，高性

能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよ

う素の除去を組み合わせて処理した後，排風機で低レベル廃棄物処理

建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処理廃ガス

処理系は，熱分解装置の負圧を－２ｋＰａ［gage］程度（室との差圧）

に維持する。 

  低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の雑固体廃棄物焼却

処理廃ガス処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の焼却装置からセラミ

ックフィルタを経て発生する約1,700ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスをス

プレイ塔での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器での冷却及

び高性能粒子フィルタでのろ過を組み合わせて処理した後，主排風機

で低レベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の雑固体廃棄物焼却

処理廃ガス処理系は，焼却装置の負圧を－２ｋＰａ［gage］程度（室と

の差圧）に維持する。 

  低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系は，低レベル廃棄物処理建屋内に設置する塔槽類から発生する約

500ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスを高性能粒子フィルタでろ過をした

後，排風機で低レベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ

移送する。 

  低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系は，接続する塔槽類の負圧を－490Ｐａ［gage］程度（室との差圧）

に維持する。 

  低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の低レベル濃縮廃液

処理廃ガス処理系の高性能粒子フィルタは，１系列当たり２段設置す

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

る。廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系及

び塔槽類廃ガス処理系の高性能粒子フィルタは，１系列当たり１段設

置する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2

－12図に，低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備

の仕様を第7.2－９表に示す。 

 ｉ．チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の高性能粒子フィルタ及び排風機は，各々２系列で構成し１

系列運転とする。 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設の廃樹脂貯槽等のチャンネル 

ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋内に設置する塔槽類及び

第２切断装置から発生する約1,500ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスを高性能

粒子フィルタでろ過をした後，排風機でチャンネル ボックス・バー

ナブル ポイズン処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅱ下流へ移送する。 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備は, 接続する塔槽類の負圧を－490Ｐａ[gage]程度（室との差

圧）に維持する。 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の高性能粒子フィルタは，１系列当たり２段設置する。 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備系統概要図を第7.2－13図に,チャンネル ボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.

2－10表に示す。 

 ｊ．ハル・エンド ピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 ハル・エンド ピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒

子フィルタ及び排風機は，各々２系列で構成し１系列運転とする。 

 ハル・エンド ピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備は,固体廃棄物

の廃棄施設の廃樹脂貯槽等のハル・エンド ピース貯蔵建屋内に設

置する塔槽類から発生する約200ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスを高性能粒

子フィルタでろ過した後,排風機でハル・エンド ピース貯蔵建屋換気

設備の排風機下流へ移送する。 

 ハル・エンド ピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備は,接続する塔

槽類の負圧を－590Ｐａ[gage]程度に維持する。 

  ハル・エンド ピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フ

ィルタは，１系列当たり２段設置する。 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を

る。廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系及

び塔槽類廃ガス処理系の高性能粒子フィルタは，１系列当たり１段設

置する。 

 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2

－12図に，低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備

の仕様を第7.2－９表に示す。 

 ｉ．チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処

   理設備 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の高性能粒子フィルタ及び排風機は，各々２系列で構成し１系

列運転とする。 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備は，固体廃棄物の廃棄施設の廃樹脂貯槽等のチャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋内に設置する塔槽類及び第２切

断装置から発生する約1,500ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスを高性能粒子

フィルタでろ過をした後，排風機でチャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅱ下流へ移送する。 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備は，接続する塔槽類の負圧を－490Ｐａ［gage］程度（室との差

圧）に維持する。 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の高性能粒子フィルタは，１系列当たり２段設置する。 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備系統概要図を第7.2－13図に，チャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2

－10表に示す。 

 ｊ．ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子

フィルタ及び排風機は，各々２系列で構成し１系列運転とする。 

 ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備は，固体廃棄物の

廃棄施設の廃樹脂貯槽等のハル・エンドピース貯蔵建屋内に設置す

る塔槽類から発生する約200ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスを高性能粒子フ

ィルタでろ過した後，排風機でハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備

の排風機下流へ移送する。 

 ハル・エンド ピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備は，接続する塔

槽類の負圧を－590Ｐａ［gage］程度に維持する。 

  ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィ

ルタは，１系列当たり２段設置する。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

第7.2－14図に,ハル・エンド ピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備

の主要設備の仕様を第7.2－11表に示す。 

 ｋ．分析建屋塔槽類廃ガス処理設備 

  分析建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ及び排風機

は，各々２系列で構成し１系列運転とする。 

分析建屋塔槽類廃ガス処理設備は，分析建屋に設置する塔槽類から発

生する約200ｍ３／ｈ[normal]の廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄した後，

分析建屋内に設置する極低レベル塔槽類から発生する約60ｍ３／ｈ[no

rmal]の硝酸ミストを含まない廃ガスと合流し，凝縮器での冷却，デ

ミスタでのミスト除去及び高性能粒子フィルタでのろ過を組み合わせ

て処理した後，排風機で主排気筒へ移送する。 

 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備は，接続する塔槽類の負圧を－690Ｐ

ａ[gage]程度に維持する。 

 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，１系列当

たり２段設置する。 

 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－15図に，分析

建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－12表に示す。 

 (２) 主要設備 

 塔槽類廃ガス処理設備の廃ガス洗浄塔，凝縮器，デミスタ等の液体

状の放射性物質を内蔵する機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶

接構造等の設計とする。また，これらの機器を収納するセル等の床に

は，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製の漏えい液受皿を，室の

床には，ステンレス鋼製又は樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えい

した液体状の放射性物質は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備，又

は液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備等に移送する設計と

する。 

 塔槽類廃ガス処理設備の主要機器は，排風機等に接続し負圧を維持

する設計とするとともに，系統の負圧の監視ができる設計とする。 

 塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ等は前後の差圧を監視

し，加熱器は出口の廃ガス温度を測定することにより，運転状態が監

視できる設計とする。高性能粒子フィルタはその１系列の試験及び検

査中においても，予備系列に切り替えて運転できる設計とする。 

 また，安全上重要な前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔

槽類廃ガス処理設備，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系），パルセータ廃ガス処理系，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処理設備の排風機は多重化し，非常用所内電源系

統に接続するとともに，その１系列の試験及び検査中においても，予

備系列に切り替えて運転できる設計とする。また，排風機は，回転数

第7.2－14図に，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備の

主要設備の仕様を第7.2－11表に示す。 

 ｋ．分析建屋塔槽類廃ガス処理設備 

  分析建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ及び排風機

は，各々２系列で構成し１系列運転とする。 

分析建屋塔槽類廃ガス処理設備は，分析建屋に設置する塔槽類から

発生する約200ｍ３／ｈ［normal］の廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄した

後，分析建屋内に設置する極低レベル塔槽類から発生する約60ｍ３／

ｈ［normal］の硝酸ミストを含まない廃ガスと合流し，凝縮器での冷

却，デミスタでのミスト除去及び高性能粒子フィルタでのろ過を組み

合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送する。 

 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備は，接続する塔槽類の負圧を－690Ｐ

ａ［gage］程度に維持する。 

 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，１系列当

たり２段設置する。 

 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－15図に，分析

建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－12表に示す。 

 (２) 主要設備 

 塔槽類廃ガス処理設備の廃ガス洗浄塔，凝縮器，デミスタ等の液体

状の放射性物質を内包する機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶

接構造とする。また，これらの機器を収納するセル等の床には漏えい

検知装置を備えたステンレス鋼製の漏えい液受皿を，室の床にはステ

ンレス鋼製又は樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の

放射性物質は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備，又は液体廃棄物

の廃棄施設の低レベル廃液処理設備等に移送する設計とする。 

 

 塔槽類廃ガス処理設備の主要機器は，排風機等に接続し負圧を維持

する設計とするとともに，系統の負圧の監視ができる設計とする。 

 塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ等は前後の差圧を監視

し，加熱器は出口の廃ガス温度を測定することにより，運転状態が監

視できる設計とする。高性能粒子フィルタはその１系列の試験及び検

査中においても，予備系列に切り替えて運転できる設計とする。 

 安全上重要な系統の前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔

槽類廃ガス処理設備，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系），パルセータ廃ガス処理系，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス

固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の排風機は多重化し，非常用所内電源

系統に接続するとともに，その１系列の試験及び検査中においても，

予備系列に切り替えて運転できる設計とする。また，排風機は，回転
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

又は排風機前後の差圧を測定することにより，運転状態を監視できる

設計とする。 

  塔槽類廃ガス処理設備のよう素フィルタは，定期的によう素フィル

タ出口のよう素濃度を測定できる設計とする。 

塔槽類廃ガス処理設備の排風機，フィルタ等は，クレーン等により

保守・補修を行う。 

 塔槽類廃ガス処理設備の主要機器の機能及び性能について以下に示

す。 

 ａ．スプレイ塔 

 スプレイ塔は，耐火物を内張し，水を噴霧することにより，廃ガス

温度を下げる。 

 ｂ．廃ガス洗浄塔 

 廃ガス洗浄塔は，棚段塔又は充てん塔を使用し，廃ガス中に含まれ

る放射性物質を除去するとともに，必要に応じて廃ガスの温度を下げ

る。 

なお，廃ガス洗浄塔は，凝縮器，デミスタと合わせて廃ガス中の放射

性エアロゾルを90％以上除去できる設計とする。ウラン脱硝建屋塔槽

類廃ガス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス

処理設備，低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処

理廃ガス処理系及び雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系の廃ガス洗浄

塔は，凝縮器と合わせて廃ガス中の揮発性ルテニウムを99.8％以上除

去できる設計とする。 

 ｃ．凝 縮 器   

 凝縮器は，多管式熱交換器等を使用し，廃ガスを冷却して除湿する

ことにより，廃ガス中のトリチウムを除去するとともに，廃ガス中に

含まれる放射性物質を除去する。なお，前処理建屋塔槽類廃ガス処理

設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化建

屋塔槽類廃ガス処理設備の凝縮器は，廃ガス洗浄塔と合わせて廃ガス

中に含まれるトリチウムを80％以上除去できる設計とする。 

 ｄ．デミスタ 

 デミスタは，多層板構造のエレメント等を使用し，廃ガス中に含ま

れる放射性エアロゾルを除去する。 

 ｅ．高性能粒子フィルタ 

 高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊維を使用し，廃ガス中に含

まれる放射性エアロゾルを除去する。なお，高性能粒子フィルタは，

廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを１段当たり99.9％以上除去で

きる設計とする。 

 ｆ．加 熱 器   

 加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガスを加熱して相対湿度を下げ

数又は排風機前後の差圧を測定することにより，運転状態を監視でき

る設計とする。 

  塔槽類廃ガス処理設備のよう素フィルタは，定期的によう素フィル

タ出口のよう素濃度を測定できる設計とする。 

塔槽類廃ガス処理設備の排風機，フィルタ等は，クレーン等によ

り保守・補修を行う。 

塔槽類廃ガス処理設備の主要機器の機能及び性能について以下に示

す。 

 ａ．スプレイ塔 

 スプレイ塔は，耐火物を内張し，水を噴霧することにより，廃ガス

温度を下げる。 

 ｂ．廃ガス洗浄塔 

 廃ガス洗浄塔は，棚段塔又は充てん塔を使用し，廃ガス中に含まれ

る放射性物質を除去するとともに，必要に応じて廃ガスの温度を下げ

る。 

なお，廃ガス洗浄塔は，凝縮器，デミスタと合わせて廃ガス中の放射

性エアロゾルを90％以上除去できる設計とする。ウラン脱硝建屋塔槽

類廃ガス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス

処理設備，低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処

理廃ガス処理系及び雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系の廃ガス洗浄

塔は，凝縮器と合わせて廃ガス中の揮発性ルテニウムを99.8％以上除

去できる設計とする。 

 ｃ．凝縮器 

 凝縮器は，多管式熱交換器等を使用し，廃ガスを冷却して除湿する

ことにより，廃ガス中のトリチウムを除去するとともに，廃ガス中に

含まれる放射性物質を除去する。なお，前処理建屋塔槽類廃ガス処理

設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化建

屋塔槽類廃ガス処理設備の凝縮器は，廃ガス洗浄塔と合わせて廃ガス

中に含まれるトリチウムを80％以上除去できる設計とする。 

 ｄ．デミスタ 

 デミスタは，多層板構造のエレメント等を使用し，廃ガス中に含ま

れる放射性エアロゾルを除去する。 

 ｅ．高性能粒子フィルタ 

 高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊維を使用し，廃ガス中に含

まれる放射性エアロゾルを除去する。なお，高性能粒子フィルタは，

廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを１段当たり99.9％以上除去で

きる設計とする。 

 ｆ．加熱器 

 加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガスを加熱して相対湿度を下げ

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

るとともに，下流のよう素除去に適切な温度にする。 

 ｇ．よう素フィルタ 

 よう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材を使用し，よう素を除去す

る。 

なお，よう素フィルタは，廃ガス中のよう素を90％以上除去できる設

計（よう素フィルタ ベッド厚５ｃｍ以上）とする。 

 ｈ．排 風 機   

 排風機は，塔槽類の負圧を維持するとともに，廃ガスを主排気筒又

は北換気筒(ハル・エンド ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒）へ移送する。 

 

7.2.3.5  試験・検査 

  高性能粒子フィルタは，交換時に据付け状態の健全性を確認する。 

  排風機は定期的に切り替え，健全性を確認する。 

 

7.2.3.6  評  価 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 塔槽類廃ガス処理設備は，洗浄塔，フィルタ等を組み合わせて，塔

槽類から発生する廃ガスを処理する設計としているので，環境へ放出

する放射性物質を合理的に達成できる限り低くすることができる。 

 (２) 閉じ込め 

 塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い

ステンレス鋼等を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設

計とし，さらに，気体状の放射性物質を内蔵する機器内を負圧に保つ

設計としているので閉じ込め機能を確保できる。 

 また，安全上重要な系統の排風機は，多重化し，非常用所内電源系

統に接続しているので，気体状の放射性物質が漏えいし難く，かつ，

逆流を防止できる。 

 塔槽類廃ガス処理設備の液体状の放射性物質を内蔵する機器を収納

するセル等の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製の漏え

い液受皿を，室の床にはステンレス鋼製又は樹脂製の漏えい液受皿

を設置し，漏えいした液体状の放射性物質を酸及び溶媒の回収施設の

酸回収設備又は液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備等に移

送する設計としているので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想

定してもその拡大を防止できる。 

 (３) 単一故障 

 塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機は，多重化して

いるので単一故障を仮定しても閉じ込め機能を確保できる。 

 (４) 外部電源喪失 

るとともに，下流のよう素除去に適切な温度にする。 

 ｇ．よう素フィルタ 

 よう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材を使用し，よう素を除去す

る。 

なお，よう素フィルタは，廃ガス中のよう素を90％以上除去できる設

計（よう素フィルタ ベッド厚５ｃｍ以上）とする。 

 ｈ．排風機 

 排風機は，塔槽類の負圧を維持するとともに，廃ガスを主排気筒又

は北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒）へ移送する。 

 

7.2.1.3.5 試験・検査 

  高性能粒子フィルタは，交換時に据付け状態の健全性を確認する。 

  排風機は定期的に切り替え，健全性を確認する。 

 

7.2.1.3.6 評  価 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 塔槽類廃ガス処理設備は，洗浄塔，フィルタ等を組み合わせて，塔

槽類から発生する廃ガスを処理する設計としているので，環境へ放出

する放射性物質を合理的に達成できる限り低くすることができる。 

 (２) 閉じ込め 

 塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を内包する機器は，腐食し難い

ステンレス鋼等を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設

計とし，さらに，気体状の放射性物質を内包する機器内を負圧に保つ

設計としているので閉じ込め機能を確保できる。 

 また，安全上重要な系統の排風機は，多重化し，非常用所内電源系

統に接続しているので，気体状の放射性物質が漏えいし難く，かつ，

逆流を防止できる。 

 塔槽類廃ガス処理設備の液体状の放射性物質を内包する機器を収納

するセル等の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製の漏え

い液受皿を，室の床にはステンレス鋼製又は樹脂製の漏えい液受皿

を設置し，漏えいした液体状の放射性物質を酸及び溶媒の回収施設の

酸回収設備又は液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備等に移

送する設計としているので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想

定してもその拡大を防止できる。 

 (３) 単一故障 

 塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機は，多重化して

いるので単一故障を仮定しても閉じ込め機能を確保できる。 

 (４) 外部電源喪失 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機は，その他再処

理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続する設計としているの

で，外部電源喪失時に閉じ込め機能を確保できる。 

 (５) 試験及び検査 

 塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機，高性能粒子フ

ィルタは，多重化する設計とするので，閉じ込め機能を損なうことな

く，必要に応じて試験及び検査ができる。 

 

7.2.4  高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

7.2.4.1  概  要 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設の

ガラス溶融炉から発生する廃ガス中のＮＯｘ及び放射性物質を除去する

とともに，ガラス溶融炉の内部を負圧に維持する設備である。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－16図に

示す。 

 

7.2.4.2  設計方針 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設

のガラス溶融炉から発生する廃ガスによる環境への放射性物質の放出

量を，合理的に達成できる限り低くする設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の放射性物質を内蔵する機

器は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とする。万

一液体状の放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安

全に処置できる設計とする。また，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備は，気体状の放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆流し難い設

計とする。 

 (３) 単一故障 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の安全上重要な系統及び機

器は，それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても安全機能を

確保できる設計とする。 

 (４) 外部電源喪失 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風

機及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガスの冷水系等の

動的機器は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合

でも安全機能を確保できる設計とする。 

 (５) 試験及び検査 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風

 塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機は，その他再処

理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続する設計としているの

で，外部電源喪失時に閉じ込め機能を確保できる。 

(５) 試験及び検査 

 塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風機及び高性能粒子

フィルタは，多重化する設計とするので，閉じ込め機能を損なうこと

なく，必要に応じて試験及び検査ができる。 

 

7.2.1.4 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

7.2.1.4.1 概  要 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設の

ガラス溶融炉から発生する廃ガス中のＮＯｘ及び放射性物質を除去する

とともに，ガラス溶融炉の内部を負圧に維持する設備である。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備系統概要図を第7.2－16図に

示す。 

 

7.2.1.4.2 設計方針 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設

のガラス溶融炉から発生する廃ガスによる環境への放射性物質の放出

量を，合理的に達成できる限り低くする設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の放射性物質を内包する機

器は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とする。万

一液体状の放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安

全に処置できる設計とする。また，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備は，気体状の放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆流し難い設

計とする。 

 (３) 単一故障 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の安全上重要な系統及び機

器は，それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても安全機能を

確保できる設計とする。 

 (４) 外部電源喪失 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風

機及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガスの冷水系等の

動的機器は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合

でも安全機能を確保できる設計とする。 

 (５) 試験及び検査 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

機，高性能粒子フィルタ等は，必要に応じて試験及び検査ができる設

計とする。 

 

7.2.4.3  主要設備の仕様 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－1

3表に示す。 

 なお，ルテニウム吸着塔概要図を第7.2－17図に示す。 

 

7.2.4.4  系統構成及び主要設備 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄器は，固体廃棄

物の廃棄施設のガラス溶融炉に対応して各々１基設ける。 

 ミスト フィルタ,ルテニウム吸着塔，高性能粒子フィルタ，排風機等

は,各々２系列で構成し，１系列で運転し，他の１系列は予備とする。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設の

ガラス溶融炉から発生する廃ガスを処理することが可能な能力を有す

る。 

 (１) 系統構成 

 固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの約150ｍ３／ｈ[normal]

（ガラス溶融炉１基当たりの廃ガス流量),約400℃の廃ガスは，廃ガ

ス洗浄器での洗浄・冷却，吸収塔での洗浄，凝縮器での冷却,ミスト 

フィルタでのろ過，ルテニウム吸着塔での揮発性ルテニウムの除去，

高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタで

のよう素の除去を組み合わせて処理した後，高性能粒子フィルタでろ

過し，排風機で高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の

排風機下流へ移送する。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で発生する廃ガス洗浄廃液

は，廃ガス洗浄液槽へ移送した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液処理設備へ移送する。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，接続するガラス溶融炉

の負圧を－１kＰa[gage]程度（セルとの差圧) に維持する。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，

１系列当たり３段設置する。 

 (２) 主要設備 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄器，吸収塔，

凝縮器等の液体状の放射性物質を内蔵する機器は，ステンレス鋼を用

い，接液部は溶接構造等とする。また，これらの機器を収納するセル

の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製の漏えい液受皿を

設置し，漏えいした液体状の放射性物質は，廃ガス洗浄液槽又は液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設備の高レベル廃液共用貯槽に

機，高性能粒子フィルタ等は，必要に応じて試験及び検査ができる設

計とする。 

 

7.2.1.4.3 主要設備の仕様 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第7.2－1

3表に示す。 

 また，ルテニウム吸着塔概要図を第7.2－17図に示す。 

 

7.2.1.4.4 系統構成及び主要設備 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄器は，固体廃棄

物の廃棄施設のガラス溶融炉に対応して各々１基設ける。 

 ミストフィルタ，ルテニウム吸着塔，高性能粒子フィルタ，排風機等

は,各々２系列で構成し，１系列で運転し，他の１系列は予備とする。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設の

ガラス溶融炉から発生する廃ガスを処理することが可能な能力を有す

る。 

 (１) 系統構成 

 固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの約150ｍ３／ｈ[normal]

（ガラス溶融炉１基当たりの廃ガス流量)，約400℃の廃ガスは，廃ガ

ス洗浄器での洗浄・冷却，吸収塔での洗浄，凝縮器での冷却，ミスト

フィルタでのろ過，ルテニウム吸着塔での揮発性ルテニウムの除去，

高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタで

のよう素の除去を組み合わせて処理した後，高性能粒子フィルタでろ

過し，排風機で高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の

排風機下流へ移送する。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で発生する廃ガス洗浄廃液

は，廃ガス洗浄液槽へ移送した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液処理設備へ移送する。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，接続するガラス溶融炉

の負圧を－１kＰa[gage]程度（セルとの差圧)に維持する。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，

１系列当たり３段設置する。 

 (２) 主要設備 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄器，吸収塔，

凝縮器等の液体状の放射性物質を内包する機器は，ステンレス鋼を用

い，接液部は溶接構造等とする。また，これらの機器を収納するセル

の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製の漏えい液受皿を

設置し，漏えいした液体状の放射性物質は，廃ガス洗浄液槽又は液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設備の高レベル廃液共用貯槽に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―543



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

移送する設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の主要機器は，排風機に接

続し，負圧を維持する設計とし，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融

炉内部の負圧を監視することにより高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備の負圧監視ができる設計とする。また，排風機は多重化し，非

常用所内電源系統に接続するとともに，その１系列の試験及び検査中

においても，予備系列に切り替えて運転できる設計とする。また，排

風機の回転数を監視することにより運転状態を監視できる設計とす

る。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ等は

差圧を監視し，加熱器は出口の廃ガス温度を監視することにより運転

状態が監視できる設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備のよう素フィルタは，定期

的によう素フィルタ出口のよう素濃度を測定できる設計とする。ルテ

ニウム吸着塔は，定期的にルテニウム吸着塔出口のルテニウム濃度を

測定できる設計とする。また，高性能粒子フィルタ，加熱器はその１

系列の試験及び検査中においても，予備系列に切り替えて，運転でき

る設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄器，吸収塔及

び凝縮器は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷水

系を介して冷水を適切に供給し，廃ガスの除熱をする設計とする。ま

た，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，その他再処理設備の

附属施設の給水処理設備から純水を適切に供給する純水系を設け，吸

収塔に純水を供給する設計とする。これらの安全上重要な冷水系は，

動的機器を多重化し，外部電源喪失時には非常用所内電源系統に接続

する設計とし，この動的機器はその１系列の試験及び検査中において

も，予備系列に切り替えて，運転できる設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の排風機，フィルタ等は，

クレーン等により保守・補修を行う。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の主要機器の機能及び性能

について以下に示す。 

 ａ．廃ガス洗浄器 

 廃ガス洗浄器は，充てん塔を使用し，廃ガスの温度を下げるととも

に，廃ガス中に含まれる放射性物質を除去する。廃ガス洗浄器は，廃

ガスの冷却のため独立した２系列の冷却コイルを設置し，その他再処

理設備の附属施設の安全冷却水系により冷水系を介して冷水を適切に

供給する設計とする。なお，廃ガス洗浄器は，廃ガス中の放射性

エアロゾルを66.7％以上，揮発性ルテニウムを99.8％以上除去でき

る設計とする。 

移送する設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の主要機器は，排風機に接

続し，負圧を維持する設計とし，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融

炉内部の負圧を監視することにより高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備の負圧監視ができる設計とする。また，排風機は多重化し，非

常用所内電源系統に接続するとともに，その１系列の試験及び検査中

においても，予備系列に切り替えて運転できる設計とする。また，排

風機の回転数を監視することにより運転状態を監視できる設計とす

る。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ等は

差圧を監視し，加熱器は出口の廃ガス温度を監視することにより運転

状態が監視できる設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備のよう素フィルタは，定期

的によう素フィルタ出口のよう素濃度を測定できる設計とする。ルテ

ニウム吸着塔は，定期的にルテニウム吸着塔出口のルテニウム濃度を

測定できる設計とする。また，高性能粒子フィルタ，加熱器はその１

系列の試験及び検査中においても，予備系列に切り替えて，運転でき

る設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄器，吸収塔及

び凝縮器は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷水

系を介して冷水を適切に供給し，廃ガスの除熱をする設計とする。ま

た，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，その他再処理設備の

附属施設の給水処理設備から純水を適切に供給する純水系を設け，吸

収塔に純水を供給する設計とする。これらの安全上重要な冷水系は，

動的機器を多重化し，外部電源喪失時には非常用所内電源系統に接続

する設計とし，この動的機器はその１系列の試験及び検査中において

も，予備系列に切り替えて，運転できる設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の排風機，フィルタ等は，

クレーン等により保守・補修を行う。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の主要機器の機能及び性能

について以下に示す。 

 ａ．廃ガス洗浄器 

 廃ガス洗浄器は，充てん塔を使用し，廃ガスの温度を下げるととも

に，廃ガス中に含まれる放射性物質を除去する。廃ガス洗浄器は，廃

ガスの冷却のため独立した２系列の冷却コイルを設置し，その他再処

理設備の附属施設の安全冷却水系により冷水系を介して冷水を適切に

供給する設計とする。なお，廃ガス洗浄器は，廃ガス中の放射性

エアロゾルを66.7％以上，揮発性ルテニウムを99.8％以上除去でき

る設計とする。 
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添六―544



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 ｂ．吸 収 塔   

 吸収塔は，棚段塔を使用し，廃ガス中に含まれるＮＯｘを回収する

とともに，廃ガス中の放射性物質を除去する。吸収塔は，洗浄液の冷

却のため冷却コイルを設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷

却水系により冷水系を介して冷水を適切に供給する設計とする。ま

た，吸収塔は，廃ガスの洗浄のため純水系から純水を適切に供給する

設計とする。なお，吸収塔は，廃ガス中の揮発性ルテニウムを２基で

99.8％以上除去できる設計とする。 

 ｃ．凝 縮 器   

 凝縮器は，多管式熱交換器を使用し，廃ガスを冷却して除湿し，ト

リチウムを除去する。凝縮器は，廃ガスの冷却のためその他再処理設

備の附属施設の安全冷却水系により冷水系を介して冷水を適切に供給

する設計とする。なお，凝縮器は，吸収塔と合わせて廃ガス中のトリ

チウムを80％以上除去できる設計とする。 

 ｄ．ミスト フィルタ 

 ミスト フィルタは，ろ材にガラス繊維製フィルタを使用し,廃ガス

中に含まれる放射性エアロゾルを除去する。なお，ミスト フィルタ

は,吸収塔と合わせて廃ガス中の放射性エアロゾルを99％以上除去で

きる設計とする。 

 ｅ．ルテニウム吸着塔 

 ルテニウム吸着塔は，シリカゲル吸着材を充てんし，廃ガス中に含

まれる揮発性ルテニウムを除去する。なお，ルテニウム吸着塔は，廃

ガス中の揮発性ルテニウムを99％以上除去できる設計とする。 

 ｆ．高性能粒子フィルタ 

 高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊維を使用し，よう素フィル

タの前後に設置し，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去す

る。なお，高性能粒子フィルタは，廃ガス中の放射性エアロゾルを１

段当たり99.9％以上除去できる設計とする。 

 ｇ．加 熱 器   

 加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガスを加熱して相対湿度を下げ

る 

とともに，下流のよう素除去に適切な温度にする。 

 ｈ．よう素フィルタ 

 よう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材を使用し，廃ガス中に含まれ

るよう素を除去する。なお，よう素フィルタは，廃ガス中のよう

素を90％以上除去できる設計（よう素フィルタ ベッド厚５ｃｍ以

上）とする。 

 ｉ．排 風 機   

 排風機は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉及び塔槽類の負圧

 ｂ．吸収塔 

 吸収塔は，棚段塔を使用し，廃ガス中に含まれるＮＯｘを回収する

とともに，廃ガス中の放射性物質を除去する。吸収塔は，洗浄液の冷

却のため冷却コイルを設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷

却水系により冷水系を介して冷水を適切に供給する設計とする。ま

た，吸収塔は，廃ガスの洗浄のため純水系から純水を適切に供給する

設計とする。なお，吸収塔は，廃ガス中の揮発性ルテニウムを２基で

99.8％以上除去できる設計とする。 

 ｃ．凝縮器 

 凝縮器は，多管式熱交換器を使用し，廃ガスを冷却して除湿し，ト

リチウムを除去する。凝縮器は，廃ガスの冷却のためその他再処理設

備の附属施設の安全冷却水系により冷水系を介して冷水を適切に供給

する設計とする。なお，凝縮器は，吸収塔と合わせて廃ガス中のトリ

チウムを80％以上除去できる設計とする。 

 ｄ．ミストフィルタ 

 ミストフィルタは，ろ材にガラス繊維製フィルタを使用し,廃ガス

中に含まれる放射性エアロゾルを除去する。なお，ミストフィルタ

は，吸収塔と合わせて廃ガス中の放射性エアロゾルを99％以上除去で

きる設計とする。 

 ｅ．ルテニウム吸着塔 

 ルテニウム吸着塔は，シリカゲル吸着材を充てんし，廃ガス中に含

まれる揮発性ルテニウムを除去する。なお，ルテニウム吸着塔は，廃

ガス中の揮発性ルテニウムを99％以上除去できる設計とする。 

 ｆ．高性能粒子フィルタ 

 高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊維を使用し，よう素フィル

タの前後に設置し，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去す

る。なお，高性能粒子フィルタは，廃ガス中の放射性エアロゾルを１

段当たり99.9％以上除去できる設計とする。 

 ｇ．加熱器 

 加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガスを加熱して相対湿度を下げ

る 

とともに，下流のよう素除去に適切な温度にする。 

 ｈ．よう素フィルタ 

 よう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材を使用し，廃ガス中に含まれ

るよう素を除去する。なお，よう素フィルタは，廃ガス中のよう

素を90％以上除去できる設計（よう素フィルタ ベッド厚５ｃｍ以

上）とする。 

 ｉ．排風機 

 排風機は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉及び塔槽類の負圧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―545



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

を維持するとともに，廃ガスを主排気筒へ移送する。 

 ｊ．廃ガス洗浄液槽 

 廃ガス洗浄液槽は，廃ガス洗浄器及び吸収塔からの洗浄廃液を受け

入れる。廃ガス洗浄液槽に受け入れた洗浄廃液は，液体廃棄物の廃棄

施設の高レベル廃液処理設備へ移送する。 

 

7.2.4.5  試験・検査 

 高性能粒子フィルタは，交換時に据え付け状態の健全性を確認する。 

 排風機は定期的に切り替え，健全性を確認する。 

 廃ガスの冷水系の動的機器は，定期的に切り替え，健全性を確認す

る。 

 

7.2.4.6  評  価 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，廃ガス洗浄器，吸収

塔，フィルタ等を組み合わせて，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融

炉からの廃ガスを処理する設計としているので，環境へ放出する放射

性物質を合理的に達成できる限り低くすることができる。 

 (２) 閉じ込め 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の放射性物質を内蔵する機

器は，腐食し難いステンレス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で

漏えいし難い設計とし，さらに，気体状の放射性物質を内蔵する機器

内を負圧に保つ設計としているので閉じ込め機能を確保できる。 

 また，排風機は，多重化し，非常用所内電源系統に接続しているの

で,気体状の放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆流を防止できる。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の液体状の放射性物質を内

蔵する機器を収納するセルの床には，漏えい検知装置を備えたステン

レス鋼製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質を

廃ガス洗浄液槽又は液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設備の

高レベル廃液共用貯槽に移送する設計としているので，万一の液体状

の放射性物質の漏えいを想定してもその拡大を防止できる。 

 (３) 単一故障 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風

機，冷水系の動的機器は，多重化しているので，単一故障を仮定して

も閉じ込め機能を確保できる。 

 (４) 外部電源喪失 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風

機，冷水系の動的機器は，その他再処理設備の附属施設の非常用所内

電源系統に接続する設計としているので，外部電源喪失時に閉じ込め

を維持するとともに，廃ガスを主排気筒へ移送する。 

 ｊ．廃ガス洗浄液槽 

 廃ガス洗浄液槽は，廃ガス洗浄器及び吸収塔からの洗浄廃液を受け

入れる。廃ガス洗浄液槽に受け入れた洗浄廃液は，液体廃棄物の廃棄

施設の高レベル廃液処理設備へ移送する。 

 

7.2.1.4.5 試験・検査 

 高性能粒子フィルタは，交換時に据え付け状態の健全性を確認する。 

 排風機は定期的に切り替え，健全性を確認する。 

 廃ガスの冷水系の動的機器は，定期的に切り替え，健全性を確認す

る。 

 

7.2.1.4.6 評  価 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，廃ガス洗浄器，吸収

塔，フィルタ等を組み合わせて，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融

炉からの廃ガスを処理する設計としているので，環境へ放出する放射

性物質を合理的に達成できる限り低くすることができる。 

 (２) 閉じ込め 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の放射性物質を内包する機

器は，腐食し難いステンレス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で

漏えいし難い設計とし，さらに，気体状の放射性物質を内包する機器

内を負圧に保つ設計としているので閉じ込め機能を確保できる。 

 また，排風機は，多重化し，非常用所内電源系統に接続しているの

で，気体状の放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆流を防止できる。 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の液体状の放射性物質を内

包する機器を収納するセルの床には，漏えい検知装置を備えたステン

レス鋼製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質を

廃ガス洗浄液槽又は液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設備の

高レベル廃液共用貯槽に移送する設計としているので，万一の液体状

の放射性物質の漏えいを想定してもその拡大を防止できる。 

 (３) 単一故障 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風

機及び冷水系の動的機器は，多重化しているので，単一故障を仮定し

ても閉じ込め機能を確保できる。 

 (４) 外部電源喪失 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風

機及び冷水系の動的機器は，その他再処理設備の附属施設の非常用所

内電源系統に接続する設計としているので，外部電源喪失時に閉じ込

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修
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・記載の適正化（用語・
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

機能を確保できる。 

 (５) 試験及び検査 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風

機，高性能粒子フィルタ等は，多重化する設計とするので，閉じ込め

機能を損なうことなく必要に応じて試験及び検査ができる。 

 

7.2.5  換気設備 

7.2.5.1  概  要 

 換気設備は，各建屋の換気・空調，排気の浄化及び空気汚染の拡大防

止を行うものであり，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理建屋換気設備，分離建屋換気設

備，精製建屋換気設備,ウラン脱硝建屋換気設備, ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換

気設備，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵

建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建

屋換気設備,ハル・エンド ピース貯蔵建屋換気設備，チャンネル ボッ

クス・バーナブル ポイズン処理建屋換気設備,分析建屋換気設備，北換

気筒(使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒並びにハル・エンド ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換

気筒)及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒で構成する。 

 

 

 換気設備の系統概要図を第7.2－18図に示す。 

 

7.2.5.2  設計方針 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 ａ．換気設備は，汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィ

ルタ等で浄化できる設計とする。 

 ｂ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，排出する気体状の

放射性物質に対し，必要な拡散効果を有する設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

   換気設備は，汚染のおそれのある区域を，清浄区域より負圧に維持

できるようにするとともに，汚染の程度の低い区域から汚染の程度の

より高い区域に向かって空気を流すことのできる設計とする。また，

換気設備の安全上重要な系統は，気体状の放射性物質が漏えいし難

く，かつ，逆流し難い設計とする。 

 (３) 単一故障 

   換気設備の安全上重要な系統及び機器は，それらを構成する動的機

器に単一故障を仮定しても，安全機能が確保できる設計とする。 

め機能を確保できる。 

(５) 試験及び検査 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の安全上重要な系統の排風

機，高性能粒子フィルタ等は，多重化する設計とするので，閉じ込め

機能を損なうことなく必要に応じて試験及び検査ができる。 

 

7.2.1.5 換気設備 

7.2.1.5.1 概  要 

 換気設備は，各建屋の換気・空調，排気の浄化及び空気汚染の拡大防

止を行うものであり，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理建屋換気設備，分離建屋換気設

備，精製建屋換気設備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換

気設備，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵

建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建

屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備，北換気

筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒で構成する。分析建屋換気設備

の一部は，六ヶ所保障措置分析所と共用し，北換気筒の支持構造物は，

廃棄物管理施設と共用する。 

 換気設備の系統概要図を第7.2－18図に示す。 

 

7.2.1.5.2 設計方針 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 ａ．換気設備は，汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィ

ルタ等で浄化できる設計とする。 

 ｂ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，放出する気体状の

放射性物質に対し，十分な拡散効果を有する設計とする。 

 (２) 閉じ込め 

   換気設備は，汚染のおそれのある区域を，清浄区域より負圧に維持

できるようにするとともに，汚染の程度の低い区域から汚染の程度の

より高い区域に向かって空気を流すことのできる設計とする。また，

換気設備の安全上重要な系統は，気体状の放射性物質が漏えいし難

く，かつ，逆流し難い設計とする。 

 (３) 単一故障 

   換気設備の安全上重要な系統及び機器は，それらを構成する動的機

器に単一故障を仮定しても，安全機能が確保できる設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (４) 外部電源喪失 

   換気設備の安全上重要な系統の排風機及びセル内ク－ラは，非常用

所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも安全機能が確保

できる設計とする。 

 (５) 火  災 

   換気設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し，万一

の火災の発生を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。 

 (６) 崩壊熱除去 

   換気設備により崩壊熱を除去する必要がある場合には，崩壊熱によ

る過度の温度上昇を防止するため，適切な換気を行える設計とする。 

 (７) 換気・空調 

   換気設備は，各区域の換気・空調を適切に行える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (８) 試験及び検査 

   換気設備の安全上重要な系統の排風機，高性能粒子フィルタ及びセ

ル内ク－ラは，必要に応じて試験及び検査ができる設計とする。 

 (９) そ の 他   

   換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

7.2.5.3  主要設備の仕様 

 換気設備の主要設備の仕様を第7.2－14表～第7.2－30表に示す。 

 なお，換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃

料輸送容器管理建屋換気設備, 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

及び北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用

 (４) 外部電源喪失 

   換気設備の安全上重要な系統の排風機及びセル内ク－ラは，非常用

所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも安全機能が確保

できる設計とする。 

 (５) 火  災 

   換気設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し，万一

の火災の発生を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。 

 (６) 崩壊熱除去 

   換気設備により崩壊熱を除去する必要がある場合には，崩壊熱によ

る過度の温度上昇を防止するため，適切な換気を行える設計とする。 

 (７) 換気・空調 

   換気設備は，各区域の換気・空調を適切に行える設計とする。 

 (８) 共  用 

   貯蔵容器搬送用洞道は，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉解放時には，

ＭＯＸ燃料加工施設の気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持する設

計とし，再処理施設境界の扉（防火戸）開放時には，ウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備により貯蔵容器搬送用洞道を負圧

に維持する設計とすること，また，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉及び

再処理施設境界の扉（防火戸）は，同時に開放しない設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

   六ヶ所保障措置分析所と共用する分析建屋換気設備は，換気設備の

排風機に必要な容量を確保する設計とすることで，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とし，廃棄物管理施設と共用する北

換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施設の筒身を考慮した強度を確保

する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。 

 (９) 試験及び検査 

   換気設備の安全上重要な系統の排風機，高性能粒子フィルタ及びセ

ル内ク－ラは，必要に応じて試験及び検査ができる設計とする。 

 (10) その他 

   換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

7.2.1.5.3 主要設備の仕様 

 換気設備の主要設備の仕様を第7.2－14表～第7.2－30表に示す。 

 なお，換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料

輸送容器管理建屋換気設備,使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備及び

北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

できる。 

 

7.2.5.4  系統構成及び主要設備 

 換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染の程度の低い区域から

汚染の程度のより高い区域に向かって空気を流す設計とし，給排気量を

適切に設定及び調節することにより，汚染のおそれのある区域を清浄区

域より負圧に維持するとともに,適切な換気・空調を行う設計とする。

このため,負圧の設定値は,汚染の程度の低い区域では－20Ｐａ[gage]以

下，汚染の程度の高い区域では－100Ｐａ[gage]以下とする。 

 

 (１) 系統構成 

 ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 

 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  使用済燃料輸送容器管理建屋給気系 

  使用済燃料輸送容器管理建屋排気系 

 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備系統概要図を第7.2－19図

に,使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2－

14表に示す。 

  使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，使用済燃料輸送容器管理建

屋の除染エリア及び保守エリアの管理区域へ外気を供給するため，建

屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は，使用済燃料輸送容器管理建

屋の除染エリア及び保守エリアの汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の北換気筒(使用済燃料輸送容器管理建屋換

気筒)の排気口からの排出のため，建屋排気フィルタ ユニット及び建

屋排風機で構成する。 

 ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備系統概要図を第7.2－20図

に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2

－15表に示す。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系は，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の管理区域へ外気を供給する

ため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の汚染のおそれのある区域の

負圧維持,排気の浄化及び排気の北換気筒(使用済燃料受入れ・貯蔵建

 

 

7.2.1.5.4 系統構成及び主要設備 

 換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染の程度の低い区域から

汚染の程度のより高い区域に向かって空気を流す設計とし，給排気量を

適切に設定及び調節することにより，汚染のおそれのある区域を清浄区

域より負圧に維持するとともに，適切な換気・空調を行う設計とする。

このため，負圧の設定値は，汚染の程度の低い区域では－20Ｐａ［gage］

以下，汚染の程度の高い区域では－100Ｐａ［gage］以下とする。 

 

 (１) 系統構成 

 ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 

 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  使用済燃料輸送容器管理建屋給気系 

  使用済燃料輸送容器管理建屋排気系 

 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備系統概要図を第7.2－19図

に，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2

－14表に示す。 

  使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，使用済燃料輸送容器管理建

屋の除染エリア及び保守エリアの管理区域へ外気を供給するため，建

屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は，使用済燃料輸送容器管理建

屋の除染エリア及び保守エリアの汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換

気筒）の排気口からの排出のため，建屋排気フィルタユニット及び建

屋排風機で構成する。 

 ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備系統概要図を第7.2－20図

に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2

－15表に示す。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系は，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の管理区域へ外気を供給する

ため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の汚染のおそれのある区域の

負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

屋換気筒)の排気口からの排出のため，建屋排気フィルタ ユニット及

び建屋排風機で構成する。 

 ｃ．前処理建屋換気設備 

 前処理建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  前処理建屋給気系 

  前処理建屋排気系 

 前処理建屋換気設備系統概要図を第7.2－21図に，前処理建屋換気

設備の主要設備の仕様を第7.2－16表に示す。 

 前処理建屋給気系は，前処理建屋の管理区域へ外気を供給するた

め，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 前処理建屋排気系は，４系統の排気系を設置する。 

 前処理建屋排気系は，前処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧

維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出のため，建

屋排気フィルタ ユニット，セル排気フィルタ ユニット，溶解槽セル

Ａ排気フィルタ ユニット，溶解槽セルＢ排気フィルタ ユニット,建

屋排風機,セル排風機，溶解槽セルＡ排風機及び溶解槽セルＢ排風機

で構成する。 

 ｄ．分離建屋換気設備 

 分離建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  分離建屋給気系 

  分離建屋排気系 

 分離建屋換気設備系統概要図を第7.2－22図に，分離建屋換気設備

の主要設備の仕様を第7.2－17表に示す。 

  分離建屋給気系は，分離建屋の管理区域へ外気を供給するため，建

屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。また，セル内有機溶媒火

災時に給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する。 

  分離建屋排気系は，２系統の排気系を設置する。 

 分離建屋排気系は，分離建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出のため，建屋

排気フィルタ ユニット,グローブ ボックス・セル排気フィルタ ユニ

ット，建屋排風機及びグローブ ボックス・セル排風機で構成する。 

 ｅ．精製建屋換気設備 

 精製建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  精製建屋給気系 

  精製建屋排気系 

 精製建屋換気設備系統概要図を第7.2－23図に，精製建屋換気設備

の主要設備の仕様を第7.2－18表に示す。 

  精製建屋給気系は，精製建屋の管理区域へ外気を供給するため，建

屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。また，セル内有機溶媒火

建屋換気筒）の排気口からの排出のため，建屋排気フィルタユニット

及び建屋排風機で構成する。 

 ｃ．前処理建屋換気設備 

 前処理建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  前処理建屋給気系 

  前処理建屋排気系 

 前処理建屋換気設備系統概要図を第7.2－21図に，前処理建屋換気

設備の主要設備の仕様を第7.2－16表に示す。 

 前処理建屋給気系は，前処理建屋の管理区域へ外気を供給するた

め，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 前処理建屋排気系は，４系統の排気系を設置する。 

 前処理建屋排気系は，前処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧

維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出のため，建

屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，溶解槽セルＡ

排気フィルタユニット，溶解槽セルＢ排気フィルタユニット，建屋排

風機，セル排風機，溶解槽セルＡ排風機及び溶解槽セルＢ排風機で構

成する。 

 ｄ．分離建屋換気設備 

 分離建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  分離建屋給気系 

  分離建屋排気系 

 分離建屋換気設備系統概要図を第7.2－22図に，分離建屋換気設備

の主要設備の仕様を第7.2－17表に示す。 

  分離建屋給気系は，分離建屋の管理区域へ外気を供給するため，建

屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。また，セル内有機溶媒火

災時に給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する。 

  分離建屋排気系は，２系統の排気系を設置する。 

 分離建屋排気系は，分離建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出のため，建屋

排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排気フィルタユニッ

ト，建屋排風機及びグローブボックス・セル排風機で構成する。 

 ｅ．精製建屋換気設備 

 精製建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  精製建屋給気系 

  精製建屋排気系 

 精製建屋換気設備系統概要図を第7.2－23図に，精製建屋換気設備

の主要設備の仕様を第7.2－18表に示す。 

  精製建屋給気系は，精製建屋の管理区域へ外気を供給するため，建

屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。また，セル内有機溶媒火
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

災時に給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する。 

 精製建屋排気系は，３系統の排気系を設置する。 

  精製建屋排気系は，精製建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出のため，建屋

排気フィルタ ユニット,セル排気フィルタ ユニット，グローブ ボッ

クス排気フィルタ ユニット，建屋排風機及びグローブ ボックス・セ

ル排風機で構成する。 

 ｆ．ウラン脱硝建屋換気設備 

 ウラン脱硝建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  ウラン脱硝建屋給気系 

  ウラン脱硝建屋排気系 

 ウラン脱硝建屋換気設備系統概要図を第7.2－24図に，ウラン脱硝

建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2－19表に示す。 

 ウラン脱硝建屋給気系は，ウラン脱硝建屋の管理区域へ外気を供給

するため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する。 

 ウラン脱硝建屋排気系は，ウラン脱硝建屋の汚染のおそれのある区

域の負圧維持,排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出の

ため,建屋排気フィルタ ユニット，フード排気フィルタ ユニット，

建屋排風機及びフード排風機で構成する。 

 ｇ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備は，以下の系統で構成

する。 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備系統概要図を第7.2－2

5図に，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の主要設備の仕

様を第7.2－20表に示す。 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系は，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の管理区域へ外気を供給するため，建屋給気ユニット

及び建屋送風機で構成する。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設

置する。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及

び排気の主排気筒の排気口からの排出のため，建屋排気フィルタ ユ

ニット,グローブ ボックス・セル排気フィルタ ユニット，建屋排風

機及びグローブ ボックス・セル排風機で構成する。 

 ｈ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備 

災時に給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する。 

 精製建屋排気系は，３系統の排気系を設置する。 

  精製建屋排気系は，精製建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出のため，建屋

排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，グローブボック

ス排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボックス・セル排

風機で構成する。 

 ｆ．ウラン脱硝建屋換気設備 

 ウラン脱硝建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  ウラン脱硝建屋給気系 

  ウラン脱硝建屋排気系 

 ウラン脱硝建屋換気設備系統概要図を第7.2－24図に，ウラン脱硝

建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2－19表に示す。 

 ウラン脱硝建屋給気系は，ウラン脱硝建屋の管理区域へ外気を供給

するため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する。 

 ウラン脱硝建屋排気系は，ウラン脱硝建屋の汚染のおそれのある区

域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出の

ため，建屋排気フィルタユニット，フード排気フィルタユニット，建

屋排風機及びフード排風機で構成する。 

 ｇ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備は，以下の系統で構成

する。 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備系統概要図を第7.2－2

5図に，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の主要設備の仕

様を第7.2－20表に示す。 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系は，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の管理区域へ外気を供給するため，建屋給気ユニット

及び建屋送風機で構成する。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設

置する。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及

び排気の主排気筒の排気口からの排出のため，建屋排気フィルタユニ

ット，グローブボックス・セル排気フィルタユニット，建屋排風機及

びグローブボックス・セル排風機で構成する。 

 ｈ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備は，以下の系統

で構成する。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備系統概要図を第

7.2－26図に，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の

主要設備の仕様を第7.2－21表に示す。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，２系統の給気

系を設置する。 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，ウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給するため，建屋

給気ユニット，貯蔵室送風機及び建屋送風機で構成する。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，２系統の排気

系を設置する。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，貯蔵室排気フ

ィルタ ユニット，建屋排気フィルタ ユニット，貯蔵室排風機及び建

屋排風機で構成する。 

 貯蔵室排気フィルタ ユニット及び貯蔵室排風機は,ウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容

器からの崩壊熱の除去，貯蔵室の負圧維持，排気の浄化及び排気の低

レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出ができる設計とす

る。 

 建屋排気フィルタ ユニット及び建屋排風機は,ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の

浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出が

できる設計とする。 

 

 

 

 

 ｉ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  高レベル廃液ガラス固化建屋給気系 

  高レベル廃液ガラス固化建屋排気系 

 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備系統概要図を第7.2－27図

に，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2

－22表に示す。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は，高レベル廃液ガラス固化建

屋の管理区域へ外気を供給するため，建屋給気ユニット及び建屋送風

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備は，以下の系統

で構成する。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備系統概要図を第

7.2－26図に，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の

主要設備の仕様を第7.2－21表に示す。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，２系統の給気

系を設置する。 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，ウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給するため，建屋

給気ユニット，貯蔵室送風機及び建屋送風機で構成する。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，２系統の排気

系を設置する。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，貯蔵室排気フ

ィルタユニット，建屋排気フィルタユニット，貯蔵室排風機及び建屋

排風機で構成する。 

 貯蔵室排気フィルタユニット及び貯蔵室排風機は，ウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容

器からの崩壊熱の除去，貯蔵室の負圧維持，排気の浄化及び排気の低

レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出ができる設計とす

る。 

 建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機は，ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の

浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出が

できる設計とする。 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地下階において，そ

の南側に隣接する形で設置される貯蔵容器搬送用洞道と接続する。こ

れに伴い，貯蔵容器搬送用洞道及びＭＯＸ燃料加工施設の燃料加工建

屋の一部は，負圧管理の境界として共用する。 

 ｉ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  高レベル廃液ガラス固化建屋給気系 

  高レベル廃液ガラス固化建屋排気系 

 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備系統概要図を第7.2－27図

に，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2

－22表に示す。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は，高レベル廃液ガラス固化建

屋の管理区域へ外気を供給するため，建屋給気ユニット及び建屋送風
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

機で構成する。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，６系統の排気系を設置す

る。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，高レベル廃液ガラス固化建

屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排

気筒の排気口からの排出のため，建屋排気フィルタ ユニット,貯蔵ピ

ット収納管排気フィルタ ユニット，セル排気フィルタ ユニット，固

化セル圧力放出系排気フィルタ ユニット，固化セル換気系前置フィ

ルタ ユニット,固化セル換気系排気フィルタ ユニット,フード排気フ

ィルタ ユニット，建屋排風機,貯蔵ピット収納管排風機,セル排風

機，固化セル換気系排風機及びフード排風機で構成する。 

 

  また，固化セルには，セル内の除熱を行うため，セル内クーラを設

置するとともに，固化セルから建屋内への逆流を防止するため，固化

セルへの給気系に固化セル隔離ダンパを設置する。 

 なお，固化セル圧力放出系は，固化セル内圧力が万一異常に上昇し

た場合に固化セル内を排気する系統である。 

 ｊ．第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 

  第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

   第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系 

   第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備系統概要図を第7.2－28図に，

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2－23表

に示す。 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東

棟の管理区域へ外気を供給するための第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟

建屋給気ユニット及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風機並び

に第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の管理区域へ外気を供給するための

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋給気ユニット及び第１ガラス固化

体貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成する。 

  第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，６系統の排気系を設置する。 

  第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東

棟の汚染のおそれのある区域の負圧維持,排気の浄化及び排気の北換

気筒 (ハル・エンド ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒)の

排気口からの排出のため,第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フ

ィルタ ユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管

排気フィルタユニット, 第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排風機並びに第

１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の汚染のおそれのある区域の負圧維持，

機で構成する。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，６系統の排気系を設置す

る。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，高レベル廃液ガラス固化建

屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排

気筒の排気口からの排出のため，建屋排気フィルタユニット，貯蔵ピ

ット収納管排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，固化

セル圧力放出系前置フィルタユニット，固化セル圧力放出系排気フィ

ルタユニット，固化セル換気系前置フィルタユニット，固化セル換気

系排気フィルタユニット，フード排気フィルタユニット，建屋排風

機，貯蔵ピット収納管排風機，セル排風機，固化セル換気系排風機及

びフード排風機で構成する。 

  また，固化セルには，セル内の除熱を行うため，セル内クーラを設

置するとともに，固化セルから建屋内への逆流を防止するため，固化

セルへの給気系に固化セル隔離ダンパを設置する。 

 固化セル圧力放出系は，固化セル内圧力が万一異常に上昇した場合

に固化セル内を排気する系統である。 

 ｊ．第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系 

  第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備系統概要図を第7.2－28図に，

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2－23表

に示す。 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東

棟の管理区域へ外気を供給するための第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟

建屋給気ユニット及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風機並び

に第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の管理区域へ外気を供給するための

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋給気ユニット及び第１ガラス固化

体貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成する。 

  第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，６系統の排気系を設置する。 

  第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東

棟の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換

気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の

排気口からの排出のため，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フ

ィルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排

気フィルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及び

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排風機並びに第１

ガラス固化体貯蔵建屋西棟の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排

 

 

 

 

・固化セルフィルタ２段化の
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

排気の浄化及び排気の北換気筒(ハル・エンド ピース及び第１ガラス

固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出のため,第１ガラス固化体

貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタ ユニット,第１ガラス固化体貯蔵建屋

西棟貯蔵ピット収納管排気フィルタ ユニット,第１ガラス固化体貯蔵

建屋西棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収

納管排風機で構成する。 

 なお，収納管からの排気系は，収納管からの排気中に含まれる放射

性物質量の測定ができる設計とする。また，負圧の監視用に圧力計を

設ける。 

 ｋ．低レベル廃液処理建屋換気設備 

 低レベル廃液処理建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  低レベル廃液処理建屋給気系 

  低レベル廃液処理建屋排気系 

 低レベル廃液処理建屋換気設備系統概要図を第7.2－29図に，低レ

ベル廃液処理建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2－24表に示す。 

 低レベル廃液処理建屋給気系は，低レベル廃液処理建屋の管理区域

へ外気を供給するため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成す

る。 

  低レベル廃液処理建屋排気系は，１系統の排気系を設置する。 

  低レベル廃液処理建屋排気系は，低レベル廃液処理建屋の汚染のお

それのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処

理建屋換気筒の排気口からの排出のため,建屋排気フィルタ ユニッ

ト，建屋排風機及び運転予備用建屋排風機で構成する。 

 ｌ．低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

 低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  低レベル廃棄物処理建屋給気系 

  低レベル廃棄物処理建屋排気系 

 低レベル廃棄物処理建屋換気設備系統概要図を第7.2－30図に，低

レベル廃棄物処理建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2－25表に示

す。 

 低レベル廃棄物処理建屋給気系は，低レベル廃棄物処理建屋の管理

区域へ外気を供給するため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構

成する。 

 低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３系統の排気系を設置する。 

 低レベル廃棄物処理建屋排気系は，低レベル廃棄物処理建屋の汚染

のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び

低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出のため，建屋排気

フィルタ ユニットⅠ,建屋排気フィルタ ユニットⅡ，建屋排気フィ

ルタ ユニットⅢ，建屋排風機Ⅰ, 建屋排風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで

気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出のため，第１ガラス固化体

貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋

西棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵

建屋西棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管

排風機で構成する。 

 収納管からの排気系は，収納管からの排気中に含まれる放射性物質

量の測定ができる設計とする。また，負圧の監視用に圧力計を設け

る。 

 ｋ．低レベル廃液処理建屋換気設備 

 低レベル廃液処理建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  低レベル廃液処理建屋給気系 

  低レベル廃液処理建屋排気系 

 低レベル廃液処理建屋換気設備系統概要図を第7.2－29図に，低レ

ベル廃液処理建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2－24表に示す。 

 低レベル廃液処理建屋給気系は，低レベル廃液処理建屋の管理区域

へ外気を供給するため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成す

る。 

  低レベル廃液処理建屋排気系は，１系統の排気系を設置する。 

  低レベル廃液処理建屋排気系は，低レベル廃液処理建屋の汚染のお

それのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処

理建屋換気筒の排気口からの排出のため，建屋排気フィルタユニッ

ト，建屋排風機及び運転予備用建屋排風機で構成する。 

 ｌ．低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

 低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  低レベル廃棄物処理建屋給気系 

  低レベル廃棄物処理建屋排気系 

 低レベル廃棄物処理建屋換気設備系統概要図を第7.2－30図に，低

レベル廃棄物処理建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2－25表に示

す。 

 低レベル廃棄物処理建屋給気系は，低レベル廃棄物処理建屋の管理

区域へ外気を供給するため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構

成する。 

 低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３系統の排気系を設置する。 

 低レベル廃棄物処理建屋排気系は，低レベル廃棄物処理建屋の汚染

のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び

低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出のため，建屋排気

フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排気フィル

タユニットⅢ，建屋排風機Ⅰ，建屋排風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで構成
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

構成する。 

 ｍ．ハル・エンド ピース貯蔵建屋換気設備 

 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  ハル・エンド ピース貯蔵建屋給気系 

  ハル・エンド ピース貯蔵建屋排気系 

 ハル・エンド ピース貯蔵建屋換気設備系統概要図を第7.2－31図

に,ハル・エンド ピース貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2

－26表に示す。 

  ハル・エンド ピース貯蔵建屋給気系は，ハル・エンド ピース貯蔵

建屋の管理区域へ外気を供給するため，建屋給気ユニット及び建屋送

風機で構成する。 

 ハル・エンド ピース貯蔵建屋排気系は,２系統の排気系を設置す

る。 

 ハル・エンド ピース貯蔵建屋排気系は，ハル・エンド ピース貯蔵

建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北

換気筒(ハル・エンド ピース及びガラス固化体貯蔵建屋換気筒)の

排気口からの排出のため,建屋排気フィルタ ユニットⅠ,建屋排気フ

ィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成する。 

 

 ｎ．チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋換気設備 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋換気設備は，

以下の系統で構成する。 

  チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋給気系 

  チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋排気系 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋換気設備系統

概要図を第7.2－32図に，チャンネル ボックス・バーナブル ポイズ

ン処理建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2－27表に示す。 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋給気系は，チ

ャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋の管理区域へ外気

を供給するため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋排気系は，２

系統の排気系を設置する。 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋排気系は，チ

ャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋の汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃

棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出のため，建屋排気フィルタ

 ユニットⅠ，建屋排気フィルタ ユニットⅡ,建屋排風機Ⅰ及び建屋

排風機Ⅱで構成する。 

 ｏ．分析建屋換気設備 

する。 

 ｍ．ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備 

 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系 

  ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系 

 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備系統概要図を第7.2－31図

に，ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2

－26表に示す。 

  ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系は，ハル・エンドピース貯蔵建

屋の管理区域へ外気を供給するため，建屋給気ユニット及び建屋送風

機で構成する。 

 ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置す

る。 

 ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，ハル・エンドピース貯蔵建

屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換

気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒）の排気口からの排出のため，建屋排気フィルタユニットⅠ，建

屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成す

る。 

 ｎ．チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備は，以

下の系統で構成する。 

  チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系 

  チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備系統概

要図を第7.2－32図に，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2－27表に示す。 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系は，チャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の管理区域へ外気を供

給するため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，２系

統の排気系を設置する。 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，チャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の汚染のおそれのある

区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物

処理建屋換気筒の排気口からの排出のため，建屋排気フィルタユニ

ットⅠ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機

Ⅱで構成する。 

 ｏ．分析建屋換気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 分析建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  分析建屋給気系 

  分析建屋排気系 

 分析建屋換気設備系統概要図を第7.2－33図に，分析建屋換気設備

の主要設備の仕様を第7.2－28表に示す。 

 分析建屋給気系は，分析建屋及び出入管理建屋の管理区域へ外気を

供給するため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置する。 

 分析建屋排気系は，分析建屋及び出入管理建屋の汚染のおそれのあ

る区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排

出のため，建屋排気フィルタ ユニット，セル排気フィルタ ユニッ

ト，グローブ ボックス排気フィルタ ユニット，フード排気フィルタ

 ユニット，建屋排風機，セル排風機，グローブ ボックス排風機及び

フード排風機で構成する。なお，建屋排風機，グローブボックス排風

機及びフード排風機は，六ヶ所保障措置分析所と共用する。本分析所

からの排気はそれぞれ約6,570ｍ３／ｈ，約1,140ｍ３／ｈ及び約3,600

ｍ３／ｈである。 

 

 ｐ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

 北換気筒の概要図を第7.2－34図に，低レベル廃棄物処理建屋換気

筒の概要図を第7.2－35図に，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋

換気筒の主要設備の仕様を第7.2－29表に示す。 

  北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，鉄塔支持形とす

る。 

  なお，北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸送容器管理建屋

換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンド ピ

ース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒で構成する。 

 

 (２) 主要設備 

 換気設備の給気系は，給気フィルタ，送風機及び必要に応じ空調機

器を設け，外気を管理区域へ供給する設計とする。 

 換気設備の排気系は，排風機及び汚染の程度に応じ適切に粒子フィ

ルタ，排気フィルタ等を設け，排気を主排気筒，北換気筒及び低レベ

ル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排出する設計とする。 

 安全上重要な系統は，溶接ダクト，逆止ダンパ等を適切に使用する

設計とする。 

 分離建屋換気設備の分離建屋給気系及び精製建屋換気設備の精製建

屋給気系には建屋給気閉止ダンパを設け，外部電源喪失時には給気を

閉鎖し分離建屋内及び精製建屋内が正圧になることを防止し，建屋給

 分析建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  分析建屋給気系 

  分析建屋排気系 

 分析建屋換気設備系統概要図を第7.2－33図に，分析建屋換気設備

の主要設備の仕様を第7.2－28表に示す。 

 分析建屋給気系は，分析建屋及び出入管理建屋の管理区域へ外気を

供給するため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置する。 

 分析建屋排気系は，分析建屋及び出入管理建屋の汚染のおそれのあ

る区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排

出のため，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，

グローブボックス排気フィルタユニット，フード排気フィルタユニッ

ト，建屋排風機，セル排風機，グローブボックス排風機及びフード排

風機で構成する。 

 六ヶ所保障措置分析所は，分析建屋の中に配置されている。六ヶ所

保障措置分析所は，換気・空調を独立して設置せずに，換気・空調，

排気の浄化及び空気汚染の拡大防止のため，分析建屋換気設備の分析

建屋排気系の一部を六ヶ所保障措置分析所と共用する。 

 ｐ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

 北換気筒の概要図を第7.2－34図に，低レベル廃棄物処理建屋換気

筒の概要図を第7.2－35図に，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋

換気筒の主要設備の仕様を第7.2－29表に示す。 

  北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，鉄塔支持形とし，

北換気筒の支持構造物については，廃棄物管理施設の筒身も支持する

構造とすることで，廃棄物管理施設と共用する。 

  また，北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸送容器管理建屋

換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピー

ス及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒で構成する。 

 (２) 主要設備 

 換気設備の給気系は，給気フィルタ，送風機及び必要に応じ空調機

器を設け，外気を管理区域へ供給する設計とする。 

 換気設備の排気系は，排風機及び汚染の程度に応じ適切に粒子フィ

ルタ，排気フィルタ等を設け，排気を主排気筒，北換気筒及び低レベ

ル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排出する設計とする。 

 安全上重要な系統は，溶接ダクト，逆止ダンパ等を適切に使用する

設計とする。 

 分離建屋換気設備の分離建屋給気系及び精製建屋換気設備の精製建

屋給気系には建屋給気閉止ダンパを設け，外部電源喪失時には給気を

閉鎖し分離建屋内及び精製建屋内が正圧になることを防止し，建屋給
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

気閉止ダンパは，単一故障を仮定しても給気を閉鎖できる設計とす

る。 

 前処理建屋排気系の建屋排風機，セル排風機，溶解槽セルＡ排風機

及び溶解槽セルＢ排風機，分離建屋排気系の建屋排風機及びグローブ

 ボックス・セル排風機，精製建屋排気系の建屋排風機及びグローブ 

ボックス・セル排風機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系の

建屋排風機及びグローブ ボックス・セル排風機，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵建屋排気系の建屋排風機及び貯蔵室排風機並びに

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系の建屋排風機，セル排風機及び固

化セル換気系排風機は多重化し，非常用所内電源系統に接続するとと

もに，その１系列の試験及び検査中においても，予備系列のあるもの

は予備系列に切り替え又は予備系列のないものは排風機を分割するこ

とにより，運転できる設計とする。また，排風機の流量を測定するこ

とにより，運転状態を監視できる設計とする。 

  換気設備の排気系の高性能粒子フィルタは多重化し，その試験及び

検査中においても，排気量を損なうことなく運転できるとともに，前

後の差圧を測定することにより，運転状態を監視できる設計とする。

なお，粒子フィルタは，前後の差圧を測定できる設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のセル内クーラは多重化し，

非常用所内電源系統に接続するとともに，その１基の試験及び検査中

においても，セル内の除熱ができる設計とする。 

 セル内クーラに冷水を供給する設備は，動的機器に単一故障を仮定

しても閉じ込め機能を確保できる設計とし，その他再処理設備の附属

施設の安全冷却水系を介して冷水を適切に供給する設計とする。 

 換気設備の排風機，高性能粒子フィルタ及びセル内クーラは，クレ

ーン等により保守・補修を行う。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セル隔離ダンパは，非

常用所内電源系統に接続するとともに，単一故障を仮定しても固化セ

ルから建屋内への逆流を防止できる設計とする。 

 換気設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用するとと

もに，万一の火災に備え，火災区域の耐火壁を貫通するダクトには，

原則として，貫通部近傍に防火ダンパを設ける設計とする。 

 なお，換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃

料輸送容器管理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

及び北換気筒(使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒)は,再処理設備本体の運転開始に先立ち使用で

きる設計とする。 

  換気設備の主要機器の機能及び性能について以下に示す。 

 ａ．排気フィルタ ユニット 

気閉止ダンパは，単一故障を仮定しても給気を閉鎖できる設計とす

る。 

 前処理建屋排気系の建屋排風機，セル排風機，溶解槽セルＡ排風機

及び溶解槽セルＢ排風機，分離建屋排気系の建屋排風機及びグローブ

ボックス・セル排風機，精製建屋排気系の建屋排風機及びグローブボ

ックス・セル排風機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系の建

屋排風機及びグローブボックス・セル排風機，ウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵建屋排気系の建屋排風機及び貯蔵室排風機並びに高レ

ベル廃液ガラス固化建屋排気系の建屋排風機，セル排風機及び固化セ

ル換気系排風機は多重化し，非常用所内電源系統に接続するととも

に，その１系列の試験及び検査中においても，予備系列のあるものは

予備系列に切り替え又は予備系列のないものは排風機を分割すること

により，運転できる設計とする。また，排風機の流量を測定すること

により，運転状態を監視できる設計とする。 

  換気設備の排気系の高性能粒子フィルタは多重化し，その試験及び

検査中においても，排気量を損なうことなく運転できるとともに，前

後の差圧を測定することにより，運転状態を監視できる設計とする。

また，高性能粒子フィルタは，前後の差圧を測定できる設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のセル内クーラは多重化し，

非常用所内電源系統に接続するとともに，その１基の試験及び検査中

においても，セル内の除熱ができる設計とする。 

 セル内クーラに冷水を供給する設備は，動的機器に単一故障を仮定

しても閉じ込め機能を確保できる設計とし，その他再処理設備の附属

施設の安全冷却水系を介して冷水を適切に供給する設計とする。 

 換気設備の排風機，高性能粒子フィルタ及びセル内クーラは，クレ

ーン等により保守・補修を行う。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セル隔離ダンパは，非

常用所内電源系統に接続するとともに，単一故障を仮定しても固化セ

ルから建屋内への逆流を防止できる設計とする。 

 換気設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用するとと

もに，万一の火災に備え，火災区域の耐火壁を貫通するダクトには，

原則として，貫通部近傍に防火ダンパを設ける設計とする。 

 換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料輸送

容器管理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備及び北

換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる

設計とする。 

  換気設備の主要機器の機能及び性能について以下に示す。 

 ａ．排気フィルタユニット 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 排気フィルタ ユニットは,排気系の排気量が塔槽類廃ガス処理設備

等に比べて多いため，高性能粒子フィルタを並列に組み合わせたもの

とする。 

 高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊維を使用し，排気中に含ま

れる放射性エアロゾルを除去する。なお，高性能粒子フィルタは，排

気中に含まれる放射性エアロゾルを１段当たり99.9％以上除去できる

設計とする。 

 ｂ．固化セル換気系前置フィルタ ユニット 

 固化セル換気系前置フィルタ ユニットは,排気中に含まれる放射性

物質を除去する。なお，固化セル換気系前置フィルタ ユニットは,排

気中の揮発性ルテニウムを99.98％以上除去でき,そのうちルテニウム

吸着塔は揮発性ルテニウムを99％以上除去できる設計とする。ミス

ト フィルタは，洗浄塔と合わせて排気中の放射性エアロゾルを99％

以上除去できる設計とする。 

 ｃ．セル内クーラ 

 セル内クーラは，セル内の機器から発生する熱を除去し，固化セル

内の温度上昇による圧力の上昇を防止して，負圧を維持する設計とす

る。 

 ｄ．排風機 

 排風機は，汚染のおそれのある区域の負圧を維持するとともに，排

気を主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口

から排出する。 

 ｅ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

 北換気筒(使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒)は，使用済燃料輸送

容器管理建屋換気設備からの排気を排気口から排出する。 

  北換気筒(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒)は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口から排出する。 

 北換気筒(ハル・エンド ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒)は, 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備及びハル・エンド ピース

貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口から排出する。 

 低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄

物処理建屋換気設備(汚染のおそれのある区域及び熱分解装置室等

からの排気系)及びチャンネル ボックス・バーナブル ポイズン

処理建屋換気設備(汚染のおそれのある区域からの排気系)からの排気

を排気口から排出する。 

 

7.2.5.5  試験・検査 

  高性能粒子フィルタの交換時に据付け状態の健全性を確認する。 

 排気フィルタユニットは，排気系の排気量が塔槽類廃ガス処理設備

等に比べて多いため，高性能粒子フィルタを並列に組み合わせたもの

とする。 

 高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊維を使用し，排気中に含ま

れる放射性エアロゾルを除去する。また，高性能粒子フィルタは，排

気中に含まれる放射性エアロゾルを１段当たり99.9％以上除去できる

設計とする。 

 ｂ．固化セル換気系前置フィルタユニット 

 固化セル換気系前置フィルタユニットは，排気中に含まれる放射性

物質を除去する。また，固化セル換気系前置フィルタユニットは，排

気中の揮発性ルテニウムを99.98％以上除去でき，そのうちルテニウ

ム吸着塔は揮発性ルテニウムを99％以上除去できる設計とする。ミ

ストフィルタは，洗浄塔と合わせて排気中の放射性エアロゾルを99％

以上除去できる設計とする。 

 ｃ．セル内クーラ 

 セル内クーラは，セル内の機器から発生する熱を除去し，固化セル

内の温度上昇による圧力の上昇を防止して，負圧を維持する設計とす

る。 

 ｄ．排風機 

 排風機は，汚染のおそれのある区域の負圧を維持するとともに，排

気を主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口

から排出する。 

 ｅ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

 北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）は，使用済燃料輸

送容器管理建屋換気設備からの排気を排気口から排出する。 

  北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口から排出する。 

 北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒）は，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備及びハル・エンドピース

貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口から排出する。 

 低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄

物処理建屋換気設備（汚染のおそれのある区域及び熱分解装置室等

からの排気系）及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋換気設備（汚染のおそれのある区域からの排気系）からの排気

を排気口から排出する。 

 

7.2.1.5.5 試験・検査 

高性能粒子フィルタの交換時に据付け状態の健全性を確認する。ま

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

  排風機は定期的に健全性を確認する。 

 

 

 

 

7.2.5.6  評  価 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 ａ．換気設備は，汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィ

ルタ等でろ過することにより，排気の浄化ができる。 

 ｂ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，約75ｍの排気口地

上高さを有し，排出される気体状の放射性物質に対し，必要な拡散効

果を有する。 

 (２) 閉じ込め 

   換気設備は，汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維持で

きるようにするとともに，汚染の程度の低い区域から汚染の程度のよ

り高い区域に向かって空気を流す設計としているので汚染の拡大を防

止できる。また，換気設備の安全上重要な系統は，溶接ダクト，逆止

ダンパ等を適切に使用する設計としているので気体状の放射性物質の

漏えい及び逆流を防止できる。 

 (３) 単一故障 

   換気設備の安全上重要な系統の排風機及びセル内クーラは，多重化

しているので，単一故障を仮定しても，閉じ込め機能及び崩壊熱除去

機能を確保できる。 

 (４) 外部電源喪失 

   換気設備の安全上重要な系統の排風機及びセル内クーラは，その他

再処理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続する設計としてい

るので，外部電源喪失時に閉じ込め機能及び崩壊熱除去機能を確保で

きる。 

 (５) 火  災 

   換気設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用するとと

もに，万一の火災に備え，火災区域の耐火壁を貫通するダクトには，

原則として，貫通部近傍に防火ダンパを設ける設計としているので，

火災の拡大を防止できる。 

 (６) 崩壊熱除去 

   換気設備は，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱を除去するため，貯

蔵室の適切な換気を行う設計としているので過度の温度上昇を防止

できる。 

 (７) 換気・空調 

   換気設備は，各区域の換気・空調を行える設計としているので各区

た，固化セル圧力放出系前置フィルタユニット（高性能粒子フィルタ１

段内蔵形）及び固化セル圧力放出系排気フィルタユニット（高性能粒子

フィルタ１段内蔵形）は，定期的に粒子除去効率の確認を行う。 

排風機は定期的に健全性を確認する。 

 

7.2.1.5.6 評  価 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 ａ．換気設備は，汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィ

ルタ等でろ過することにより，排気の浄化ができる。 

 ｂ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，約75ｍの排気口地

上高さを有し，放出される気体状の放射性物質に対し，十分な拡散効

果を有する。 

 (２) 閉じ込め 

   換気設備は，汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維持で

きるようにするとともに，汚染の程度の低い区域から汚染の程度のよ

り高い区域に向かって空気を流す設計としているので汚染の拡大を防

止できる。また，換気設備の安全上重要な系統は，溶接ダクト，逆止

ダンパ等を適切に使用する設計としているので気体状の放射性物質の

漏えい及び逆流を防止できる。 

 (３) 単一故障 

   換気設備の安全上重要な系統の排風機及びセル内クーラは，多重化

しているので，単一故障を仮定しても，閉じ込め機能及び崩壊熱除去

機能を確保できる。 

 (４) 外部電源喪失 

   換気設備の安全上重要な系統の排風機及びセル内クーラは，その他

再処理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続する設計としてい

るので，外部電源喪失時に閉じ込め機能及び崩壊熱除去機能を確保で

きる。 

 (５) 火  災 

   換気設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用するとと

もに，万一の火災に備え，火災区域の耐火壁を貫通するダクトには，

原則として，貫通部近傍に防火ダンパを設ける設計としているので，

火災の拡大を防止できる。 

 (６) 崩壊熱除去 

   換気設備は，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱を除去するため，貯

蔵室の適切な換気を行う設計としているので過度の温度上昇を防止

できる。 

 (７) 換気・空調 

   換気設備は，各区域の換気・空調を行える設計としているので各区

・固化セルフィルタ２段

化の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

域の雰囲気を所定の条件に維持できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (８) 試験及び検査 

   換気設備の安全上重要な系統の排風機，高性能粒子フィルタ及びセ

ル内クーラは多重化する設計とするので，閉じ込め機能及び崩壊熱除

去機能を損なうことなく必要に応じて試験及び検査ができる。 

 (９) そ の 他   

 換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料輸送容

器管理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備及び北換

気筒(使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒)は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計と

している。 

 

7.2.6  主排気筒 

7.2.6.1  概  要 

  主排気筒は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設

備及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で処理した気体状の放射

性物質を，換気設備の排気とともに大気へ放出するためのものであり，

再処理施設から放出される気体状の放射性物質のほぼ全量を放出する。 

  なお，換気設備のうち，主排気筒に接続するものは，以下のとおりで

ある。 

 (１) 前処理建屋換気設備 

 (２) 分離建屋換気設備 

 (３) 精製建屋換気設備 

 (４) ウラン脱硝建屋換気設備 

域の雰囲気を所定の条件に維持できる。 

 (８) 共  用 

   貯蔵容器搬送用洞道は，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉開放時には，

ＭＯＸ燃料加工施設の気体廃棄物の廃棄設備により負圧に維持する設

計とし，再処理施設境界の扉（防火戸）開放時には，ウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備により貯蔵容器搬送用洞道を負圧

に維持する設計とすること，また，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉及び

再処理施設境界の扉（防火戸）は，同時に開放しない設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

   六ヶ所保障措置分析所と共用する分析建屋換気設備は，換気設備の

排風機に必要な容量を確保する設計とすることで，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない。また，廃棄物管理施設と共用する北換

気筒の支持構造物は，廃棄物管理施設の筒身を考慮した強度を確保す

る設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわな

い。 

 (９) 試験及び検査 

   換気設備の安全上重要な系統の排風機，高性能粒子フィルタ及びセ

ル内クーラは多重化する設計とするので，閉じ込め機能及び崩壊熱除

去機能を損なうことなく必要に応じて試験及び検査ができる。 

 (10) その他 

 換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料輸送容

器管理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備及び北換

気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計と

している。 

 

7.2.1.6 主排気筒 

7.2.1.6.1 概  要 

  主排気筒は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設

備及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で処理した気体状の放射

性物質を，換気設備の排気とともに大気へ放出するためのものであり，

再処理施設から放出される気体状の放射性物質のほぼ全量を放出する。 

  なお，換気設備のうち，主排気筒に接続するものは，以下のとおりで

ある。 

 (１) 前処理建屋換気設備 

 (２) 分離建屋換気設備 

 (３) 精製建屋換気設備 

 (４) ウラン脱硝建屋換気設備 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (５) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

 (６) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

 (７) 低レベル廃棄物処理建屋換気設備（第１廃棄物取扱室等及び器材保

守第１室等からの排気系） 

 (８) チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋換気設備（バ

ーナブル ポイズン貯蔵室及びクレーン室からの排気系） 

 (９) 分析建屋換気設備 

 

7.2.6.2  設計方針 

 (１) 放射性廃棄物の放出管理 

   主排気筒は，放出する気体状の放射性物質に対し，十分な拡散効果

を有する設計とする。 

 

7.2.6.3  主排気筒の仕様 

  主排気筒は，地上高さ約150ｍの鉄塔支持形とする。 

  主排気筒には，流量計を設置し，流量を監視できる設計とする。 

  主排気筒の概要図を第7.2－36図に，主排気筒の仕様を第7.2－30表

に示す。 

 

7.2.6.4  評  価 

 (１) 放射性廃棄物の放出管理 

 主排気筒は，約150ｍの排気口地上高さを有し,放出される気体状の

放射性物質に対し，十分な拡散効果を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

7.3  液体廃棄物の廃棄施設 

7.3.1  概  要 

 液体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液処理設備及び低レベル廃液処

理設備で構成する。 

 高レベル廃液処理設備は，溶解施設，分離施設等から発生する高レベ

ル放射性液体廃棄物（以下7.では「高レベル廃液」という。）を濃縮し

て貯蔵する設備である。 

 低レベル廃液処理設備は，再処理施設の管理区域内の床清掃，酸及び

溶媒の回収施設の酸回収設備，溶媒回収設備等から発生する低レベル放

 (５) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

 (６) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

 (７) 低レベル廃棄物処理建屋換気設備（第１廃棄物取扱室等及び器材保

守第１室等からの排気系） 

 (８) チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋換気設備（バ

ーナブル ポイズン貯蔵室及びクレーン室からの排気系） 

 (９) 分析建屋換気設備 

 

7.2.1.6.2 設計方針 

 (１) 放射性廃棄物の放出管理 

   主排気筒は，放出する気体状の放射性物質に対し，十分な拡散効果

を有する設計とする。 

 

7.2.1.6.3 主排気筒の仕様 

  主排気筒は，地上高さ約150ｍの鉄塔支持形とする。 

  主排気筒には，流量計を設置し，流量を監視できる設計とする。 

  主排気筒の概要図を第7.2－36図に，主排気筒の仕様を第7.2－30表

に示す。 

 

7.2.1.6.4 評  価 

 (１) 放射性廃棄物の放出管理 

 主排気筒は，約150ｍの排気口地上高さを有し,放出される気体状の

放射性物質に対し，十分な拡散効果を有する。 

 

以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 

7.2.2 重大事故等対処設備 

7.2.2.1 代替換気設備 

7.2.2.2 廃ガス貯留設備 

 

 

7.3  液体廃棄物の廃棄施設 

7.3.1  概  要 

 液体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液処理設備及び低レベル廃液処

理設備で構成する。 

 高レベル廃液処理設備は，溶解施設，分離施設等から発生する高レベ

ル廃液を濃縮して貯蔵する設備である。 

 低レベル廃液処理設備は，再処理施設の管理区域内の床清掃，酸及び

溶媒の回収施設の酸回収設備，溶媒回収設備等から発生する低レベル放

射性液体廃棄物（以下「低レベル廃液」という。）のうち，酸及び溶媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

射性液体廃棄物（以下7.では「低レベル廃液」という。）のうち，酸及

び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等から発生する廃有機溶媒残渣，廃有

機溶媒及び廃希釈剤（以下7.では廃有機溶媒残渣，廃有機溶媒及び廃希

釈剤を総称して「廃溶媒」という。）を除く低レベル廃液を処理する設

備である。 

 なお，廃溶媒は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設

備の廃溶媒処理系で処理する。 

 

7.3.2  高レベル廃液処理設備 

7.3.2.1  概  要 

  高レベル廃液処理設備は，高レベル廃液濃縮設備及び高レベル廃液貯

蔵設備で構成する。 

 

7.3.2.2  高レベル廃液濃縮設備 

7.3.2.2.1  概  要 

 高レベル廃液濃縮設備は，高レベル廃液濃縮系及びアルカリ廃液濃縮

系で構成する。 

 高レベル廃液濃縮系は，分離施設の分離設備から発生する抽出廃液，

気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃液

等を蒸発・濃縮する系である。 

 アルカリ廃液濃縮系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒再生系から発生

するアルカリ廃液を蒸発・濃縮する系である。 

 高レベル廃液濃縮設備系統概要図を第7.3－１図に示す。 

 

7.3.2.2.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 高レベル廃液濃縮設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状

の放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置

できる設計とする。また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持するこ

とにより閉じ込め機能を確保できる設計とする。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽及び高レベル廃液濃縮缶

は，高レベル廃液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防

止できる設計とする。 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液濃縮缶は，りん酸三ブチル（以

下7.では「ＴＢＰ」という。）又はその分解生成物であるりん酸二

ブチル，りん酸一ブチルと硝酸，硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウム

の錯体（以下7.では「ＴＢＰ等の錯体」という。）の急激な分解反応

の回収施設の溶媒回収設備等から発生する廃有機溶媒残渣，廃有機溶媒

及び廃希釈剤（以下7.では廃有機溶媒残渣，廃有機溶媒及び廃希釈剤を

総称して「廃溶媒」という。）を除く低レベル廃液を処理する設備であ

る。 

 なお，廃溶媒は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設

備の廃溶媒処理系で処理する。 

 

 

7.3.2  高レベル廃液処理設備 

7.3.2.1  概  要 

  高レベル廃液処理設備は，高レベル廃液濃縮設備及び高レベル廃液貯

蔵設備で構成する。 

 

7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備 

7.3.2.2.1 概  要 

高レベル廃液濃縮設備は，高レベル廃液濃縮系及びアルカリ廃液濃縮

系で構成する。 

 高レベル廃液濃縮系は，分離施設の分離設備から発生する抽出廃液，

気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃液

等を蒸発・濃縮する系である。 

 アルカリ廃液濃縮系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒再生系から発生

するアルカリ廃液を蒸発・濃縮する系である。 

 高レベル廃液濃縮設備系統概要図を第7.3－１図に示す。 

 

7.3.2.2.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

高レベル廃液濃縮設備の放射性物質を内包する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状

の放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置

できる設計とする。また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持するこ

とにより閉じ込め機能を確保できる設計とする。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽及び高レベル廃液濃縮缶

は，高レベル廃液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防

止できる設計とする。 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応を適切に防止できる設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

を適切に防止できる設計とする。 

 (３) 崩壊熱除去 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽及び高レベル廃液濃縮

缶は，崩壊熱による過度の温度上昇を防止するため，適切な冷却機能

を有する設計とする。 

 (４) 単一故障 

 高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係るしゃ断弁等の安全上重要な

系統及び機器は，それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても

安全機能が確保できる設計とする。 

 (５) 試験及び検査 

 高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係るしゃ断弁等の安全上重要な

系統及び機器は，定期的な試験及び検査ができる設計とする。 

 

7.3.2.2.3  主要設備の仕様 

 高レベル廃液濃縮設備の主要設備の仕様を第7.3－１表に示す。 

 なお，高レベル廃液濃縮缶概要図を第7.3－２図に示す。 

 

7.3.2.2.4  系統構成及び主要設備 

 高レベル廃液濃縮系は，２系列で構成し，通常は１系列運転とし，万

一の故障時に備え予備系列を有する設計とする。 

 アルカリ廃液濃縮系は，１系列で構成する。 

 高レベル廃液処理設備は，分離施設の分離設備から発生する抽出廃液

等を処理することが可能な能力を有する。 

 

 (１) 系統構成 

 ａ．高レベル廃液濃縮系 

 高レベル廃液濃縮系は，分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽から

の抽出廃液，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の蒸発缶から発生し

分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽を経た濃縮液，気体廃棄物の廃

棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄液槽か

ら発生し分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽を経た廃ガス洗浄廃液

等を高レベル廃液供給槽に受け入れた後，流量約３ｍ３／ｈ,硝酸濃度

約３規定で連続的に高レベル廃液濃縮缶に供給する。高レベル廃液濃

縮缶では，減圧下で蒸発・濃縮した後，濃縮液（以下7.では「高レベ

ル濃縮廃液」という。）は，硝酸濃度を約２規定に調整しスチーム 

ジェット ポンプで高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液一時貯

槽，高レベル濃縮廃液貯槽又は高レベル廃液共用貯槽へ移送する。ま

た，蒸発蒸気は，高レベル廃液濃縮缶凝縮器で冷却・凝縮後，凝縮液

は酸及び溶媒の回収施設の第１酸回収系の第１供給槽又は第２供給槽

 

 (３) 崩壊熱除去 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽及び高レベル廃液濃縮

缶は，崩壊熱による過度の温度上昇を防止するため，適切な冷却機能

を有する設計とする。 

 (４) 単一故障 

 高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係る遮断弁等の安全上重要な系

統及び機器は，それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても安

全機能が確保できる設計とする。 

 (５) 試験及び検査 

 高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係る遮断弁等の安全上重要な系

統及び機器は，定期的な試験及び検査ができる設計とする。 

 

7.3.2.2.3 主要設備の仕様 

高レベル廃液濃縮設備の主要設備の仕様を第7.3－１表に示す。 

また，高レベル廃液濃縮缶概要図を第7.3－２図に示す。 

 

7.3.2.2.4 系統構成及び主要設備 

高レベル廃液濃縮系は，２系列で構成し，通常は１系列運転とし，万

一の故障時に備え予備系列を有する設計とする。 

アルカリ廃液濃縮系は，１系列で構成する。 

高レベル廃液処理設備は，分離施設の分離設備から発生する抽出廃液

等を処理することが可能な能力を有する。 

 

 (１) 系統構成 

 ａ．高レベル廃液濃縮系 

 高レベル廃液濃縮系は，分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽か

らの抽出廃液，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の蒸発缶から発

生し分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽を経た濃縮液，気体廃棄

物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗

浄液槽から発生し分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽を経た廃ガ

ス洗浄廃液等を高レベル廃液供給槽に受け入れた後，流量約３ｍ３／

ｈ，硝酸濃度約３ｍｏｌ／Ｌで連続的に高レベル廃液濃縮缶に供給す

る。高レベル廃液濃縮缶では，減圧下で蒸発・濃縮した後，濃縮液

（以下7.では「高レベル濃縮廃液」という。）は，硝酸濃度を約２ｍ

ｏｌ／Ｌに調整しスチームジェットポンプで高レベル廃液貯蔵設備の

高レベル濃縮廃液一時貯槽，高レベル濃縮廃液貯槽又は高レベル廃液

共用貯槽へ移送する。また，蒸発蒸気は，高レベル廃液濃縮缶凝縮器

で冷却・凝縮後，凝縮液は酸及び溶媒の回収施設の第１酸回収系の第
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

へ移送し，廃ガスは減衰器で放射能を減衰した後，気体廃棄物の廃棄

施設の分離建屋塔槽類廃ガス処理設備へ移送する。 

 

 ｂ．アルカリ廃液濃縮系 

 アルカリ廃液濃縮系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶

媒再生系の分離・分配系の第１洗浄器，プルトニウム精製系の第１洗

浄器等からアルカリ廃液をアルカリ廃液供給槽に受け入れた後,約0.2

ｍ３／ｈでアルカリ廃液濃縮缶に供給する。アルカリ廃液濃縮缶で蒸

発・濃縮した濃縮液（以下7.では「アルカリ濃縮廃液」という。）

はスチームジェット ポンプで高レベル廃液貯蔵設備のアルカリ濃縮

廃液貯槽又は高レベル廃液共用貯槽へ移送する。また，蒸発蒸気は，

アルカリ廃液濃縮缶凝縮器で冷却・凝縮後，低レベル廃液処理設備の

第１低レベル廃液処理系の第１低レベル第１廃液受槽等へ移送する。 

 

 (２) 主要設備 

 高レベル廃液濃縮設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部

は溶接構造等の設計とする。また，機器を収納するセルの床には，ス

テンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置により漏えい

を検知する設計とする。漏えいした液体状の放射性物質は,スチーム 

ジェットポンプ等で高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽，

分離建屋一時貯留処理設備の第10一時貯留処理槽等に移送する設計と

する。 

 なお，高レベル廃液供給槽を収納するセルにおいて，万一漏えいが

起きた場合は，漏えいした液体状の放射性物質が沸騰するおそれがあ

るため，高レベル廃液供給槽を収納するセルの漏えい検知装置を多重

化するとともに，漏えい液の移送のための，スチーム ジェット ポン

プの蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系からも供給で

きる設計とする。また，高レベル廃液濃縮缶を収納するセルにおい

て，万一漏えいが起きた場合は，重力流で高レベル廃液供給槽を収納

するセルに移送する設計とする。 

 高レベル廃液濃縮設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の分離

建屋塔槽類廃ガス処理設備等に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽及び高レベル廃液濃縮缶

は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に

供給し，廃液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未満に

抑制する設計とするとともに，接地する。さらに，機器内及びそれら

の機器等を収容するセルは着火源を排除する設計とする。 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽は，その他再処理設備の

附属施設の安全冷却水系から冷却コイルに冷却水を供給することによ

１供給槽又は第２供給槽へ移送し，廃ガスは減衰器で放射能を減衰し

た後，気体廃棄物の廃棄施設の分離建屋塔槽類廃ガス処理設備へ移送

する。 

 ｂ．アルカリ廃液濃縮系 

 アルカリ廃液濃縮系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の

溶媒再生系の分離・分配系の第１洗浄器，プルトニウム精製系の第

１洗浄器等からアルカリ廃液をアルカリ廃液供給槽に受け入れた

後，約0.2ｍ３／ｈでアルカリ廃液濃縮缶に供給する。アルカリ廃液

濃縮缶で蒸発・濃縮した濃縮液（以下「アルカリ濃縮廃液」とい

う。）はスチームジェット ポンプで高レベル廃液貯蔵設備のアルカ

リ濃縮廃液貯槽又は高レベル廃液共用貯槽へ移送する。また，蒸発

蒸気は，アルカリ廃液濃縮缶凝縮器で冷却・凝縮後，低レベル廃液

処理設備の第１低レベル廃液処理系の第１低レベル第１廃液受槽等

へ移送する。 

 (２) 主要設備 

 高レベル廃液濃縮設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部

は溶接構造等の設計とする。また，機器を収納するセルの床には，ス

テンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置により漏えい

を検知する設計とする。漏えいした液体状の放射性物質は，スチーム

ジェットポンプ等で高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽，

分離建屋一時貯留処理設備の第10一時貯留処理槽等に移送する設計と

する。 

 なお，高レベル廃液供給槽を収納するセルにおいて，万一漏えいが

起きた場合は，漏えいした液体状の放射性物質が沸騰するおそれがあ

るため，高レベル廃液供給槽を収納するセルの漏えい検知装置を多重

化するとともに，漏えい液の移送のための，スチームジェットポンプ

の蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系からも供給でき

る設計とする。また，高レベル廃液濃縮缶を収納するセルにおいて，

万一漏えいが起きた場合は，重力流で高レベル廃液供給槽を収納する

セルに移送する設計とする。 

 高レベル廃液濃縮設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の分離

建屋塔槽類廃ガス処理設備等に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽及び高レベル廃液濃縮缶

は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に

供給し，廃液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未満に

抑制する設計とするとともに，接地する。さらに，機器内及びそれら

の機器等を収納するセルは着火源を排除する設計とする。 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽は，その他再処理設備の

附属施設の安全冷却水系から冷却コイルに冷却水を供給することによ
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・記載の適正化（表現修

正） 

 

（１４） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

り，崩壊熱を除去する設計とする。また高レベル廃液濃縮系の高レベ

ル廃液濃縮缶は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系から加

熱・冷却コイル及び加熱・冷却ジャケットに冷却水を供給することに

より，崩壊熱を除去する設計とする。 

 安全保護系の高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係るしゃ断弁は，

その単一故障を仮定してもＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止で

きるように，多様化する設計とする。 

 安全上重要な高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気と冷却水の切替弁は，

その単一故障を仮定しても高レベル廃液濃縮缶の崩壊熱を除去できる

ように，冷却水系を多重化する設計とする。 

 なお，その他核種について高レベル廃液濃縮缶の除染係数は 2,000

以上，アルカリ廃液濃縮缶の除染係数は11,000以上得られる設計とす

る。 

  ａ．高レベル廃液供給槽 

 高レベル廃液供給槽は，内蔵する廃液の崩壊熱を除去するため，冷

却コイルを設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系から

冷却水を供給する設計とする。冷却コイルは２系列で構成し，各系列

は１系列だけで高レベル廃液供給槽の崩壊熱を除去できる能力を有す

る設計とする。 

 また，高レベル廃液供給槽は，廃液の放射線分解によって発生する

水素を希釈するために，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気

系から空気を適切に供給する設計とする。 

 ｂ．高レベル廃液濃縮缶 

 高レベル廃液濃縮缶は，内蔵する廃液の崩壊熱を除去するため，必

要に応じて加熱・冷却コイル及び加熱・冷却ジャケットに，その他再

処理設備の附属施設の安全冷却水系から冷却水を適切に供給する設計

とする。 

 冷却系は，加熱・冷却コイル及び加熱・冷却ジャケットの組合せに

より２系列で構成し，各系列は１系列で高レベル廃液濃縮缶の崩壊熱

を除去できる設計とする。 

 高レベル廃液濃縮缶は，廃液の放射線分解によって発生する水素を

希釈するために，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から

空気を適切に供給する設計とする。 

 

 

 

 高レベル廃液濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止す

るため，供給する廃液のうち，分離施設の分離設備から発生するＴＢ

Ｐを含む可能性のある抽出廃液については，分離設備においてＴＢＰ

り，崩壊熱を除去する設計とする。また高レベル廃液濃縮系の高レベ

ル廃液濃縮缶は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系から加

熱・冷却コイル及び加熱・冷却ジャケットに冷却水を供給することに

より，崩壊熱を除去する設計とする。 

 安全上重要な高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係る遮断弁は，そ

の単一故障を仮定してもＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止でき

るように，多様化する設計とする。 

 安全上重要な高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気と冷却水の切替弁は，

その単一故障を仮定しても高レベル廃液濃縮缶の崩壊熱を除去できる

ように，冷却水系を多重化する設計とする。 

 なお，その他核種について高レベル廃液濃縮缶の除染係数は 2,000

以上，アルカリ廃液濃縮缶の除染係数は11,000以上得られる設計とす

る。 

ａ．高レベル廃液供給槽 

高レベル廃液供給槽は，内包する廃液の崩壊熱を除去するため，冷

却コイルを設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系から

冷却水を供給する設計とする。冷却コイルは２系列で構成し，各系列

は１系列だけで高レベル廃液供給槽の崩壊熱を除去できる能力を有す

る設計とする。 

また，高レベル廃液供給槽は，廃液の放射線分解により発生する水

素を希釈するために，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系

から空気を適切に供給する設計とする。 

 ｂ．高レベル廃液濃縮缶 

高レベル廃液濃縮缶は，内包する廃液の崩壊熱を除去するため，必

要に応じて加熱・冷却コイル及び加熱・冷却ジャケットに，その他再

処理設備の附属施設の安全冷却水系から冷却水を適切に供給する設計

とする。 

 冷却系は，加熱・冷却コイル及び加熱・冷却ジャケットの組合せに

より２系列で構成し，各系列は１系列で高レベル廃液濃縮缶の崩壊熱

を除去できる設計とする。 

 高レベル廃液濃縮缶は，廃液の放射線分解によって発生する水素を

希釈するために，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から

空気を適切に供給する設計とする。 

 なお，高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管は，濃縮缶側から保護

管内先端部にかかる圧力以上に保護管の内部をその他再処理設備の附

属施設の一般圧縮空気系により加圧できる設計とする。 

 高レベル廃液濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止す

るため，供給する廃液のうち，分離施設の分離設備から発生するＴＢ

Ｐを含む可能性のある抽出廃液については，分離設備においてＴＢＰ

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（運用方

法の明確化） 

 

 

 

添六―565



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

を除去する。また，高レベル廃液濃縮缶の加熱・冷却コイル及び加

熱・冷却ジャケットに供給する約130℃の加熱蒸気の温度は,加熱蒸気

の圧力により制御し，温度計により監視し，温度高により警報を発

し，さらに安全保護系の高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路により，多

様化したしゃ断弁を閉じることにより，加熱蒸気の温度が135℃を超え

ない設計とする。 

 高レベル廃液濃縮缶は，約50℃と運転温度を低くして腐食し難い環

境とするため，廃ガス流量を調整することにより缶内圧力を約７ｋ

Ｐa [abs]（50mmＨｇ）に制御し，減圧下で蒸発操作する設計とす

る。また，圧力高により警報を発するとともに，自動的に加熱蒸気を

しゃ断する設計とする。高レベル廃液濃縮缶の液位を制御，監視し，

液位低により警報を発するとともに，自動的に加熱蒸気をしゃ断する

設計とする。 

  ｃ．高レベル廃液濃縮缶凝縮器 

 高レベル廃液濃縮缶凝縮器は，高レベル廃液濃縮缶の蒸発蒸気を冷

却・凝縮するためのものであり，高レベル廃液濃縮缶凝縮器に供給す

る冷却水が停止し凝縮機能が低下することによる放射性物質放出の有

意な増加を防止するため，高レベル廃液濃縮缶凝縮器の排気出口温度

（通常約30℃) を監視し，温度高により警報を発し，さらに，多様化

したしゃ断弁を閉じることにより，加熱を停止する設計とする。 

 

7.3.2.2.5  試験・検査 

 安全保護系の高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係るしゃ断弁及び

安全上重要な高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気と冷却水の切替弁は，運

転停止時に信号を入力することにより試験及び検査を実施する。 

 高レベル廃液濃縮缶等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保

証活動のもとに据付けを行う。 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気配管のしゃ断

弁等は，室内の作業者が容易に接近できる場所に配置する。 

 

7.3.2.2.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

 高レベル廃液濃縮設備の放射性物質を内蔵する主要機器は，腐食し

難いステンレス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い

設計とし，さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に

より負圧を維持する設計としているので，閉じ込め機能を確保でき

る。また，高レベル廃液濃縮缶は，減圧蒸発法を採用し運転温度を低

くして腐食し難い環境としている。 

 高レベル廃液濃縮設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい

を除去する。また，高レベル廃液濃縮缶の加熱・冷却コイル及び加

熱・冷却ジャケットに供給する約130℃の加熱蒸気の温度は,加熱蒸気

の圧力により制御し，温度計により監視し，温度高により警報を発

し，さらに高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路により，多様化した遮断

弁を閉じることにより，加熱蒸気の温度が135℃を超えない設計とす

る。 

 高レベル廃液濃縮缶は，約50℃と運転温度を低くして腐食し難い環

境とするため，廃ガス流量を調整することにより缶内圧力を約７ｋ

Ｐa [abs]に制御し，減圧下で蒸発操作する設計とする。また，圧力

高により警報を発するとともに，自動で加熱蒸気を遮断する設計とす

る。高レベル廃液濃縮缶の液位を制御，監視し，液位低により警報を

発するとともに，自動で加熱蒸気を遮断する設計とする。 

 

ｃ．高レベル廃液濃縮缶凝縮器 

高レベル廃液濃縮缶凝縮器は，高レベル廃液濃縮缶の蒸発蒸気を冷

却・凝縮するためのものであり，高レベル廃液濃縮缶凝縮器に供給す

る冷却水が停止し凝縮機能が低下することによる放射性物質の放出の

有意な増加を防止するため，高レベル廃液濃縮缶凝縮器の排気出口温

度（通常約30℃) を監視し，温度高により警報を発し，さらに，多様

化した遮断弁を閉じることにより，加熱を停止する設計とする。 

 

7.3.2.2.5 試験・検査 

安全上重要な高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係る遮断弁及び高レ

ベル廃液濃縮缶の加熱蒸気と冷却水の切替弁は，運転停止時に信号を入

力することにより試験及び検査を実施する。 

高レベル廃液濃縮缶等の機器は，据付検査，外観検査等の品質保証活

動のもとに据付けを行う。 

高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気配管の遮断弁等

は，室内の作業者が容易に接近できる場所に配置する。 

 

7.3.2.2.6 評  価 

 (１) 閉じ込め 

高レベル廃液濃縮設備の放射性物質を内包する主要機器は，腐食し

難いステンレス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い

設計とし，さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に

より負圧を維持する設計としているので，閉じ込め機能を確保でき

る。また，高レベル廃液濃縮缶は，減圧蒸発法を採用し運転温度を低

くして腐食し難い環境としている。 

 高レベル廃液濃縮設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

検知装置を備えた漏えい液受皿を設置し，漏えいした廃液を高レベル

廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽等に移送する設計としているの

で，万一の放射性廃液の漏えいを想定しても，その拡大を防止でき

る。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽及び高レベル廃液濃縮缶

は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に

供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を，可燃限界濃度未満

に抑制する設計とし，さらに，これらの機器を接地する設計としてい

るので爆発を防止できる。 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液濃縮缶は，供給する廃液のう

ち，ＴＢＰを含む可能性のある分離施設の分離設備から発生する抽出

廃液については，分離設備においてＴＢＰ洗浄を行うとともに，安全

保護系の高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路により高レベル廃液濃縮缶

の加熱蒸気の温度を135 ℃以下に制限する設計としているので，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応を防止できる。 

 (３) 崩壊熱除去 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽には冷却コイルを，高レ

ベル廃液濃縮缶には，加熱・冷却コイル及び加熱・冷却ジャケットを

それぞれ設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により

冷却水を適切に供給する設計としているので崩壊熱を除去できる。 

 (４) 単一故障 

 高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係るしゃ断弁は，多様化してい

るので，しゃ断弁に単一故障を仮定してもＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応を防止できる。 

 高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気と冷却水の切替弁は，冷却系を多重

化しているので，切替弁の単一故障を仮定しても高レベル廃液濃縮缶

の崩壊熱を除去できる。 

 (５) 試験及び検査 

 高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係るしゃ断弁及び高レベル廃液

濃縮缶の加熱蒸気と冷却水の切替弁は，定期的な試験及び検査ができ

る。 

 

7.3.2.3  高レベル廃液貯蔵設備 

7.3.2.3.1  概  要 

 高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液

貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系及び共用貯蔵系で構成する。 

 高レベル濃縮廃液貯蔵系は，高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃

縮系から発生する高レベル濃縮廃液を貯蔵する系である。 

検知装置を備えた漏えい液受皿を設置し，漏えいした廃液を高レベル

廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽等に移送する設計としているの

で，万一の放射性廃液の漏えいを想定しても，その拡大を防止でき

る。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽及び高レベル廃液濃縮缶

は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に

供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を，可燃限界濃度未満

に抑制する設計とし，さらに，これらの機器を接地する設計としてい

るので爆発を防止できる。 

 高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液濃縮缶は，供給する廃液のう

ち，ＴＢＰを含む可能性のある分離施設の分離設備から発生する抽出

廃液については，分離設備においてＴＢＰ洗浄を行うとともに，高レ

ベル廃液濃縮缶加熱停止回路により高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の

温度を135 ℃以下に制限する設計としているので，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応を防止できる。 

 (３) 崩壊熱除去 

高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽には冷却コイルを，高レ

ベル廃液濃縮缶には，加熱・冷却コイル及び加熱・冷却ジャケットを

それぞれ設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系により

冷却水を適切に供給する設計としているので崩壊熱を除去できる。 

 (４) 単一故障 

 高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係る遮断弁は，多様化している

ので，遮断弁に単一故障を仮定してもＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応を防止できる。 

 高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気と冷却水の切替弁は，冷却系を多重

化しているので，切替弁の単一故障を仮定しても高レベル廃液濃縮缶

の崩壊熱を除去できる。 

 (５) 試験及び検査 

 高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係る遮断弁及び高レベル廃液濃

縮缶の加熱蒸気と冷却水の切替弁は，定期的な試験及び検査ができ

る。 

 

7.3.2.3  高レベル廃液貯蔵設備 

7.3.2.3.1  概  要 

 高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液

貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系及び共用貯蔵系で構成する。 

 高レベル濃縮廃液貯蔵系は，高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃

縮系から発生する高レベル濃縮廃液を貯蔵する系である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 不溶解残渣廃液貯蔵系は，溶解施設の清澄・計量設備から発生する不

溶解残渣廃液を貯蔵する系である。 

 アルカリ濃縮廃液貯蔵系は，高レベル廃液濃縮設備のアルカリ廃液濃

縮系から発生するアルカリ濃縮廃液及び分離施設の分離建屋一時貯留処

理設備からのアルカリ洗浄廃液を貯蔵する系である。 

 共用貯蔵系は，高レベル濃縮廃液，不溶解残渣廃液，アルカリ濃縮廃

液及びアルカリ洗浄廃液を貯蔵する系である。 

  高レベル廃液貯蔵設備系統概要図を第7.3－３図に示す。 

 

7.3.2.3.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 高レベル廃液貯蔵設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設

計とする。また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより

閉じ込め機能を確保できる設計とする。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯

槽等は，廃液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止で

きる設計とする。 

 (３) 崩壊熱除去 

 高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯

槽，高レベル廃液共用貯槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残

渣廃液一時貯槽は，崩壊熱による過度の温度上昇を防止するため，適

切な冷却機能を有する設計とする。 

 

7.3.2.3.3 主要設備の仕様 

  高レベル廃液貯蔵設備の主要設備の仕様を第7.3－２表に示す。 

  なお，高レベル濃縮廃液貯槽概要図を第7.3－４図に示す。 

 

7.3.2.3.4  系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

 高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル廃液貯槽６基，高レベル廃液一

時貯槽４基等で構成する。 

 高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル廃液を約500ｍ３貯蔵する能力を有

する。 

 ａ．高レベル濃縮廃液貯蔵系 

 高レベル濃縮廃液貯蔵系は，高レベル濃縮廃液一時貯槽及び高レベ

ル濃縮廃液貯槽で構成し，高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮

 不溶解残渣廃液貯蔵系は，溶解施設の清澄・計量設備から発生する不

溶解残渣廃液を貯蔵する系である。 

 アルカリ濃縮廃液貯蔵系は，高レベル廃液濃縮設備のアルカリ廃液濃

縮系から発生するアルカリ濃縮廃液及び分離施設の分離建屋一時貯留処

理設備からのアルカリ洗浄廃液を貯蔵する系である。 

 共用貯蔵系は，高レベル濃縮廃液，不溶解残渣廃液，アルカリ濃縮廃

液及びアルカリ洗浄廃液を貯蔵する系である。 

  高レベル廃液貯蔵設備系統概要図を第7.3－３図に示す。 

 

7.3.2.3.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 高レベル廃液貯蔵設備の放射性物質を内包する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設

計とする。また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより

閉じ込め機能を確保できる設計とする。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯

槽等は，廃液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止で

きる設計とする。 

 (３) 崩壊熱除去 

 高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯

槽，高レベル廃液共用貯槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残

渣廃液一時貯槽は，崩壊熱による過度の温度上昇を防止するため，適

切な冷却機能を有する設計とする。 

 

7.3.2.3.3 主要設備の仕様 

高レベル廃液貯蔵設備の主要設備の仕様を第7.3－２表に示す。 

また，高レベル濃縮廃液貯槽概要図を第7.3－４図に示す。 

 

7.3.2.3.4 系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

 高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル廃液貯槽６基，高レベル廃液一

時貯槽４基等で構成する。 

 高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル廃液を約500ｍ３貯蔵する能力を有

する。 

 ａ．高レベル濃縮廃液貯蔵系 

 高レベル濃縮廃液貯蔵系は，高レベル濃縮廃液一時貯槽及び高レベ

ル濃縮廃液貯槽で構成し，高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

缶から高レベル濃縮廃液等を高レベル濃縮廃液一時貯槽に受け入れた

後，スチーム ジェット ポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽へ移送するか，又は高レベル

濃縮廃液貯槽に移送し貯蔵する系である。また，高レベル濃縮廃液貯

槽に貯蔵した高レベル濃縮廃液は，スチーム ジェット ポンプで高レ

ベル濃縮廃液一時貯槽へ移送した後，固体廃棄物の廃棄施設の高レベ

ル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽へ移送する。 

 ｂ．不溶解残渣廃液貯蔵系 

 不溶解残渣廃液貯蔵系は，不溶解残渣廃液一時貯槽及び不溶解残渣

廃液貯槽で構成し，溶解施設の清澄・計量設備の不溶解残渣回収槽か

ら不溶解残渣廃液を不溶解残渣廃液一時貯槽に受け入れた後,スチー

ム ジェット ポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固

化設備の高レベル廃液混合槽へ移送するか，又は不溶解残渣廃液貯槽

に移送し貯蔵する系である。また，不溶解残渣廃液貯槽に貯蔵した不

溶解残渣廃液は，スチーム ジェット ポンプで不溶解残渣廃液一時貯

槽へ移送した後，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設

備の高レベル廃液混合槽へ移送する。 

 ｃ．アルカリ濃縮廃液貯蔵系 

 アルカリ濃縮廃液貯蔵系は，高レベル廃液濃縮設備のアルカリ廃液

濃縮缶からのアルカリ濃縮廃液及び分離施設の分離建屋一時貯留処理

設備の第10一時貯留処理槽等からのアルカリ洗浄廃液をアルカリ濃縮

廃液貯槽に受け入れ貯蔵し，また，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗

浄廃液をアルカリ濃縮廃液貯槽から,スチーム ジェット ポンプで固

体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備のアルカリ濃縮廃

液中和槽へ移送する系である。 

 ｄ．共用貯蔵系 

 共用貯蔵系は，高レベル濃縮廃液，不溶解残渣廃液，アルカリ濃縮

廃液及びアルカリ洗浄廃液を高レベル廃液共用貯槽に受け入れ貯蔵

し，また，スチーム ジェット ポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液ガラス固化設備へ移送する系である。 

 (２) 主要設備 

 高レベル廃液貯蔵設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部

は溶接構造の設計とする。また，機器を収納するセルの床には，ステ

ンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置により漏えいを

検知する設計とする。漏えいした液体状の放射性物質は，スチーム 

ジェットポンプで高レベル廃液共用貯槽等に移送する設計とする。 

 なお，高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽，高レベル廃液

共用貯槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液一時貯槽を

収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合は漏えいした液体状

缶から高レベル濃縮廃液等を高レベル濃縮廃液一時貯槽に受け入れた

後，スチームジェットポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液

ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽へ移送するか，又は高レベル濃

縮廃液貯槽に移送し貯蔵する系である。また，高レベル濃縮廃液貯槽

に貯蔵した高レベル濃縮廃液は，スチームジェットポンプで高レベル

濃縮廃液一時貯槽へ移送した後，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽へ移送する。 

 ｂ．不溶解残渣廃液貯蔵系 

 不溶解残渣廃液貯蔵系は，不溶解残渣廃液一時貯槽及び不溶解残渣

廃液貯槽で構成し，溶解施設の清澄・計量設備の不溶解残渣回収槽か

ら不溶解残渣廃液を不溶解残渣廃液一時貯槽に受け入れた後,スチー

ムジェットポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化

設備の高レベル廃液混合槽へ移送するか，又は不溶解残渣廃液貯槽に

移送し貯蔵する系である。また，不溶解残渣廃液貯槽に貯蔵した不溶

解残渣廃液は，スチームジェットポンプで不溶解残渣廃液一時貯槽へ

移送した後，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の

高レベル廃液混合槽へ移送する。 

 ｃ．アルカリ濃縮廃液貯蔵系 

 アルカリ濃縮廃液貯蔵系は，高レベル廃液濃縮設備のアルカリ廃液

濃縮缶からのアルカリ濃縮廃液及び分離施設の分離建屋一時貯留処理

設備の第10一時貯留処理槽等からのアルカリ洗浄廃液をアルカリ濃縮

廃液貯槽に受け入れ貯蔵し，また，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗

浄廃液をアルカリ濃縮廃液貯槽から,スチームジェットポンプで固体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備のアルカリ濃縮廃液

中和槽へ移送する系である。 

 ｄ．共用貯蔵系 

 共用貯蔵系は，高レベル濃縮廃液，不溶解残渣廃液，アルカリ濃縮

廃液及びアルカリ洗浄廃液を高レベル廃液共用貯槽に受け入れ貯蔵

し，また，スチームジェットポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高レベ

ル廃液ガラス固化設備へ移送する系である。 

 (２) 主要設備 

 高レベル廃液貯蔵設備の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部

は溶接構造の設計とする。また，機器を収納するセルの床には，ステ

ンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置により漏えいを

検知する設計とする。漏えいした液体状の放射性物質は，スチームジ

ェットポンプで高レベル廃液共用貯槽等に移送する設計とする。 

 なお，高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽，高レベル廃液

共用貯槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液一時貯槽を

収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合は漏えいした液体状
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

の放射性物質が沸騰するおそれがあるため，漏えい検知装置を多重化

するとともに,漏えい液の移送のためのスチーム ジェット ポンプの

蒸気は,その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から適切に供給で

きる設計とする。 

  高レベル廃液貯蔵設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽

類廃ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽，高レベル廃液共用貯

槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液一時貯槽は，その

他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給し，廃液の

放射線分解で発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制するとともに，

接地する。さらに，機器内及びそれらの機器，配管等を収容するセル

は着火源を排除する設計とする。 

 高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽，高レベル廃液共用貯

槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液一時貯槽は，２系

列の冷却コイル又は冷却ジャケットを設置し，その他再処理設備の附

属施設の安全冷却水系から冷却水を供給し，崩壊熱を除去する設計と

する。 

 ａ．高レベル廃液貯槽 

 (ａ) 高レベル濃縮廃液貯槽 

 高レベル濃縮廃液貯槽は，内蔵する高レベル濃縮廃液の崩壊熱を除

去するため冷却コイルを設置する。冷却コイルは，２系列で構成し，

各系列は，それぞれ複数の冷却コイルを有する。さらに，廃液かくは

ん用にかくはん装置を設ける。また，高レベル濃縮廃液貯槽は，廃液

の放射線分解によって発生する水素を希釈するために，その他再処理

設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給する設計とし，空気

流量を測定し流量低により警報を発する。高レベル濃縮廃液貯槽は，

温度計により液温を監視し，温度高により警報を発する。 

 (ｂ) 不溶解残渣廃液貯槽 

 不溶解残渣廃液貯槽は，内蔵する不溶解残渣廃液の崩壊熱を除去す

るため冷却ジャケットを設置する。冷却ジャケットは，２系列で構成

し，各系列は，それぞれ複数の冷却ジャケットを有する。さらに，廃

液かくはん用にかくはん装置を設ける。また，不溶解残渣廃液貯槽

は，廃液の放射線分解によって発生する水素を希釈するために，その

他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給する設計と

し，空気流量を測定し流量低により警報を発する。不溶解残渣廃液貯

槽は，温度計により液温を監視し，温度高により警報を発する。 

 (ｃ) 高レベル廃液共用貯槽 

 高レベル廃液共用貯槽は，高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を

受け入れた場合の廃液の崩壊熱を除去するため冷却コイル及び冷却ジ

の放射性物質が沸騰するおそれがあるため，漏えい検知装置を多重化

するとともに,漏えい液の移送のためのスチームジェットポンプの蒸

気は,その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から適切に供給でき

る設計とする。 

高レベル廃液貯蔵設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽

類廃ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽，高レベル廃液共用貯

槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液一時貯槽は，その

他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給し，廃液の

放射線分解で発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制するとともに，

接地する。さらに，機器内及びそれらの機器，配管等を収容するセル

は着火源を排除する設計とする。 

 高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽，高レベル廃液共用貯

槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液一時貯槽は，２系

列の冷却コイル又は冷却ジャケットを設置し，その他再処理設備の附

属施設の安全冷却水系から冷却水を供給し，崩壊熱を除去する設計と

する。 

 ａ．高レベル廃液貯槽 

 (ａ) 高レベル濃縮廃液貯槽 

 高レベル濃縮廃液貯槽は，内包する高レベル濃縮廃液の崩壊熱を除

去するため冷却コイルを設置する。冷却コイルは，２系列で構成し，

各系列は，それぞれ複数の冷却コイルを有する。さらに，廃液かくは

ん用にかくはん装置を設ける。また，高レベル濃縮廃液貯槽は，廃液

の放射線分解によって発生する水素を希釈するために，その他再処理

設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給する設計とし，空気

流量を測定し流量低により警報を発する。高レベル濃縮廃液貯槽は，

温度計により液温を監視し，温度高により警報を発する。 

 (ｂ) 不溶解残渣廃液貯槽 

 不溶解残渣廃液貯槽は，内包する不溶解残渣廃液の崩壊熱を除去す

るため冷却ジャケットを設置する。冷却ジャケットは，２系列で構成

し，各系列は，それぞれ複数の冷却ジャケットを有する。さらに，廃

液かくはん用にかくはん装置を設ける。また，不溶解残渣廃液貯槽

は，廃液の放射線分解によって発生する水素を希釈するために，その

他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給する設計と

し，空気流量を測定し流量低により警報を発する。不溶解残渣廃液貯

槽は，温度計により液温を監視し，温度高により警報を発する。 

 (ｃ) 高レベル廃液共用貯槽 

 高レベル廃液共用貯槽は，高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を

受け入れた場合の廃液の崩壊熱を除去するため冷却コイル及び冷却ジ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ャケットを設置する。冷却コイル及び冷却ジャケットは，２系列で構

成し，各系列は，それぞれ複数の冷却コイル及び冷却ジャケットを有

する。さらに，廃液かくはん用にかくはん装置を設ける。また，高レ

ベル廃液共用貯槽は，廃液の放射線分解によって発生する水素を希釈

するために，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気

を供給する設計とし，空気流量を測定し流量低により警報を発する。

高レベル廃液共用貯槽は，温度計により液温を監視し，温度高により

警報を発する。 

 ｂ．高レベル廃液一時貯槽 

 (ａ) 高レベル濃縮廃液一時貯槽 

 高レベル濃縮廃液一時貯槽は，内蔵する高レベル濃縮廃液の崩壊熱

を除去するため冷却コイルを設置する。冷却コイルは，２系列で構成

し，各系列は，それぞれ複数の冷却コイルを有する。さらに，廃液か

くはん用にかくはん装置を設ける。また，高レベル濃縮廃液一時貯槽

は，廃液の放射線分解によって発生する水素を希釈するために，その

他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給する設計と

する。高レベル濃縮廃液一時貯蔵は、必要に応じて廃液を中和処理で

きる設計とする。高レベル濃縮廃液一時貯槽は，液温の監視用に温度

計を設ける。 

 (ｂ) 不溶解残渣廃液一時貯槽 

 不溶解残渣廃液一時貯槽は，内蔵する不溶解残渣廃液の崩壊熱を除

去するため冷却ジャケットを設置する。冷却ジャケットは，２系列で

構成し，各系列は，それぞれ複数の冷却ジャケットを有する。さら

に，廃液かくはん用にかくはん装置を設ける。また，不溶解残渣廃液

一時貯槽は，廃液の放射線分解によって発生する水素を希釈するため

に，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給す

る設計とする。不溶解残渣廃液一時貯槽は，液温の監視用に温度計を

設ける。 

 

7.3.2.3.5  試験・検査 

 高レベル濃縮廃液貯槽等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保

証活動のもとに据付けを行う。 

 

7.3.2.3.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

 高レベル廃液貯蔵設備の主要機器は，腐食し難いステンレス鋼を用

い，かつ，接液部は溶接構造で漏えいし難い設計とし，さらに，気体

廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備により負圧を維持する設計

としているので，閉じ込め機能を確保できる。 

ャケットを設置する。冷却コイル及び冷却ジャケットは，２系列で構

成し，各系列は，それぞれ複数の冷却コイル及び冷却ジャケットを有

する。さらに，廃液かくはん用にかくはん装置を設ける。また，高レ

ベル廃液共用貯槽は，廃液の放射線分解によって発生する水素を希釈

するために，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気

を供給する設計とし，空気流量を測定し流量低により警報を発する。

高レベル廃液共用貯槽は，温度計により液温を監視し，温度高により

警報を発する。 

 ｂ．高レベル廃液一時貯槽 

 (ａ) 高レベル濃縮廃液一時貯槽 

 高レベル濃縮廃液一時貯槽は，内包する高レベル濃縮廃液の崩壊熱

を除去するため冷却コイルを設置する。冷却コイルは，２系列で構成

し，各系列は，それぞれ複数の冷却コイルを有する。さらに，廃液か

くはん用にかくはん装置を設ける。また，高レベル濃縮廃液一時貯槽

は，廃液の放射線分解によって発生する水素を希釈するために，その

他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給する設計と

する。高レベル濃縮廃液一時貯槽は，必要に応じて廃液を中和処理で

きる設計とする。高レベル濃縮廃液一時貯槽は，液温の監視用に温度

計を設ける。 

 (ｂ) 不溶解残渣廃液一時貯槽 

 不溶解残渣廃液一時貯槽は，内包する不溶解残渣廃液の崩壊熱を除

去するため冷却ジャケットを設置する。冷却ジャケットは，２系列で

構成し，各系列は，それぞれ複数の冷却ジャケットを有する。さら

に，廃液かくはん用にかくはん装置を設ける。また，不溶解残渣廃液

一時貯槽は，廃液の放射線分解によって発生する水素を希釈するため

に，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給す

る設計とする。不溶解残渣廃液一時貯槽は，液温の監視用に温度計を

設ける。 

 

7.3.2.3.5  試験・検査 

 高レベル濃縮廃液貯槽等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保

証活動のもとに据付けを行う。 

 

7.3.2.3.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

 高レベル廃液貯蔵設備の主要機器は，腐食し難いステンレス鋼を用

い，かつ，接液部は溶接構造で漏えいし難い設計とし，さらに，気体

廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備により負圧を維持する設計

としているので，閉じ込め機能を確保できる。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 高レベル廃液貯蔵設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい

液受皿を設置し，漏えい検知装置により漏えいを検知し，漏えいした

廃液を高レベル廃液共用貯槽等に移送する設計としているので，万一

の液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，その拡大を防止でき

る。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯

槽，高レベル廃液共用貯槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽，不溶解残渣

廃液一時貯槽は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から

空気を供給し，廃液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度

未満に抑制する設計とし，さらに，これらの機器を接地しているので

爆発を防止できる。 

 (３) 崩壊熱除去 

 高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯

槽，高レベル廃液共用貯槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽，不溶解残渣

廃液一時貯槽は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系から冷

却水を供給しているので崩壊熱を除去できる。 

 

7.3.3  低レベル廃液処理設備 

7.3.3.1  概  要 

 低レベル廃液処理設備は，第１低レベル廃液処理系，第２低レベル廃

液処理系，洗濯廃液処理系，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液

処理系，油分除去系，及び海洋放出管理系で構成し，低レベル廃液をそ

の性状に応じて分類後処理し，処理後の排水は，放出管理を行って海洋

へ放出する。 

 

 各施設の管理区域内で発生する廃液のうち高レベル廃液及び廃溶媒以

外の廃液は，低レベル廃液としてそれぞれの建屋に設けた中間貯槽に性

状に応じて分類して集め，低レベル廃液処理設備へ移送する。 

 低レベル廃液処理設備系統概要図を第7.3－５図に示す。 

 

7.3.3.2 設計方針 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 ａ．低レベル廃液処理設備は，海洋に放出する排水中の放射性物質の濃

度及び量を合理的に達成できる限り低くするために，廃液の性状に応

じて蒸発，ろ過等の適切な処理を行う設計とする。 

 ｂ．低レベル廃液処理設備で処理した処理水は，放出管理が行える海洋

放出管理系を経て十分な拡散効果を有する海洋放出口から放出する設

計とする。 

 高レベル廃液貯蔵設備の主要機器を収納するセルの床には，漏えい

液受皿を設置し，漏えい検知装置により漏えいを検知し，漏えいした

廃液を高レベル廃液共用貯槽等に移送する設計としているので，万一

の液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，その拡大を防止でき

る。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯

槽，高レベル廃液共用貯槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽，不溶解残渣

廃液一時貯槽は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から

空気を供給し，廃液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度

未満に抑制する設計とし，さらに，これらの機器を接地しているので

爆発を防止できる。 

 (３) 崩壊熱除去 

 高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯

槽，高レベル廃液共用貯槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽，不溶解残渣

廃液一時貯槽は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系から冷

却水を供給しているので崩壊熱を除去できる。 

 

7.3.3 低レベル廃液処理設備 

7.3.3.1 概  要 

低レベル廃液処理設備は，第１低レベル廃液処理系，第２低レベル廃

液処理系，洗濯廃液処理系，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液

処理系，油分除去系，及び海洋放出管理系で構成し，低レベル廃液をそ

の性状に応じて分類後処理し，処理後の排水は，放出管理を行って海洋

へ放出する。低レベル廃液処理設備のうち，海洋放出管理系の一部は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 各施設の管理区域内で発生する廃液のうち高レベル廃液及び廃溶媒以

外の廃液は，低レベル廃液としてそれぞれの建屋に設けた中間貯槽に性

状に応じて分類して集め，低レベル廃液処理設備へ移送する。 

 低レベル廃液処理設備系統概要図を第7.3－５図に示す。 

 

7.3.3.2 設計方針 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 ａ．低レベル廃液処理設備は，海洋に放出する排水中の放射性物質の濃

度及び量を合理的に達成できる限り低くするために，廃液の性状に応

じて蒸発，ろ過等の適切な処理を行う設計とする。 

 ｂ．低レベル廃液処理設備で処理した処理水は，放出管理が行える海洋

放出管理系を経て十分な拡散効果を有する海洋放出口から放出する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第１５条

要求による変更（他施

設との共用に係る変

更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (２) 閉じ込め 

 低レベル廃液処理設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) その他   

 低レベル廃液処理設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設

備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

7.3.3.3  主要設備の仕様 

  低レベル廃液処理設備の主要設備の仕様を第7.3－３表に示す。 

  なお，低レベル廃液処理設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系及び海洋放出管理系

の一部は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

7.3.3.4  系統構成及び主要設備 

 低レベル廃液処理設備は，１系列（一部２系列）で構成し，処理能力

は，各施設から発生する低レベル廃液を処理することが可能な能力を有

する。また，低レベル廃液処理設備で処理した低レベル廃液を約100ｍ３／

ｈで海洋放出できる能力を有する。 

 低レベル廃液処理設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 (１) 系統構成 

 ａ．第１低レベル廃液処理系 

 第１低レベル廃液処理系は，高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液

濃縮缶凝縮器からの凝縮液，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の

溶媒再生系のウラン精製系からの廃液，その他再処理設備の附属施設

の分析設備の廃液，各施設からの床ドレン等を第１低レベル第１廃液

受槽等に受け入れ，第１低レベル廃液蒸発缶で蒸発濃縮する。第１低

レベル廃液蒸発缶の濃縮液は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体

 (２) 閉じ込め 

 低レベル廃液処理設備の放射性物質を内包する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設

計とする。 

 (３) 共  用 

低レベル廃液処理設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設で濃度限度以下

であることを確認した排水を第１放出前貯槽に受け入れ，海洋放出管

を経て海洋に放出するまでの排水が通過する経路は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する設計とし，ＭＯＸ燃料加工施設において故障その他の

異常が発生した場合は，排水を第１放出前貯槽に受け入れる経路上に

設置する弁を閉止することにより，ＭＯＸ燃料加工施設からの波及的

影響を及ぼさない設計とすることで，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

 (４) その他 

 低レベル廃液処理設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設

備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

7.3.3.3  主要設備の仕様 

  低レベル廃液処理設備の主要設備の仕様を第7.3－３表に示す。 

  なお，低レベル廃液処理設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系及び海洋放出管理系

の一部は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

7.3.3.4 系統構成及び主要設備 

低レベル廃液処理設備は，１系列（一部２系列）で構成し，処理能力

は，各施設から発生する低レベル廃液を処理することが可能な能力を有

する。また，低レベル廃液処理設備で処理した低レベル廃液を約100ｍ３／

ｈで海洋放出できる能力を有する。 

低レベル廃液処理設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 (１) 系統構成 

 ａ．第１低レベル廃液処理系 

 第１低レベル廃液処理系は，高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液

濃縮缶凝縮器からの凝縮液，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の

溶媒再生系のウラン精製系の第２洗浄器等から受け入れた廃液，その

他再処理設備の附属施設の分析設備の廃液，各施設からの床ドレン等

及び六ヶ所保障措置分析所内の，貯留容器にて一時貯留し，六ヶ所保

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

・新規制基準の第１５条

要求による変更（他施

設との共用に係る変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

・新規制基準の第１５条
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

廃棄物処理設備の乾燥装置へ移送し，凝縮液は第２低レベル廃液処理

系の第２低レベル廃液受槽へ移送する。 

 

 

 

 ｂ．第２低レベル廃液処理系 

 第２低レベル廃液処理系は，酸及び溶媒の回収施設の第１酸回収系

の精留塔及び第２酸回収系の精留塔からの回収した水，第１低レベル

廃液処理系の第１低レベル廃液蒸発缶からの凝縮液等を第２低レベル

廃液受槽に受け入れ，第２低レベル廃液蒸発缶で蒸発濃縮する。第２

低レベル廃液蒸発缶の濃縮液は，酸及び溶媒の回収施設の第１酸回収

系の第１供給槽又は第２供給槽へ移送し，凝縮液は油分除去系の油分

除去装置へ移送する。 

 ｃ．洗濯廃液処理系 

 洗濯廃液処理系は，再処理施設の管理区域で使用した保護衣類を洗

濯する際に発生する洗濯廃液の処理を行う。洗濯廃液は，ろ過後，海

洋放出管理系の第１放出前貯槽へ移送する。 

 d ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設で発生する低レベル廃液を処理する。 

 使用済燃料輸送容器の内部水，使用済燃料輸送容器の内部除染水等

は，第１ろ過装置で処理した後，機器ドレン等とともに，第２ろ過装

置及び脱塩装置にて処理する。脱塩装置からの処理水は，第６低レベ

ル廃液蒸発缶へ，必要に応じ第５低レベル廃液蒸発缶又は第１低レベ

ル廃液蒸発缶へ移送するか，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

補給水槽に移送し，貯蔵後再使用する。第６低レベル廃液蒸発缶又は

第５低レベル廃液蒸発缶は，受け入れた低レベル廃液を蒸発濃縮し，

濃縮液は，低レベル濃縮廃液貯槽に一時貯蔵し，固体廃棄物の廃棄施

設の低レベル濃縮廃液処理系の固化装置へポンプで移送する。凝縮液

は，海洋放出管理系の第１放出前貯槽へ移送する。なお，再処理設備

本体の運転開始に先立ち使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設を使用

する場合は，第２放出前貯槽へ移送する。 

 また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の管理区域で使用した

保護衣類を洗濯する際に発生する洗濯廃液等は，洗濯廃液ろ過装置に

てろ過処理した後，海洋放出管理系の第１放出前貯槽へ移送する。な

お，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設を使用する場合は，第２放出前貯槽へ移送する。 

 e ．油分除去系 

 油分除去系は，第２低レベル廃液処理系の第２低レベル廃液蒸発缶

障措置分析所が法令に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度以下で

あることを確認した排水を第１低レベル第１廃液受槽等に受け入れ，

第１低レベル廃液蒸発缶で蒸発濃縮する。第１低レベル廃液蒸発缶の

濃縮液は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の乾

燥装置へ移送し，凝縮液は第２低レベル廃液処理系の第２低レベル廃

液受槽へ移送する。 

 ｂ．第２低レベル廃液処理系 

 第２低レベル廃液処理系は，酸及び溶媒の回収施設の第１酸回収系

の精留塔及び第２酸回収系の精留塔からの回収した水，第１低レベル

廃液処理系の第１低レベル廃液蒸発缶からの凝縮液等を第２低レベル

廃液受槽に受け入れ，第２低レベル廃液蒸発缶で蒸発濃縮する。第２

低レベル廃液蒸発缶の濃縮液は，酸及び溶媒の回収施設の第１酸回収

系の第１供給槽又は第２供給槽へ移送し，凝縮液は油分除去系の油分

除去装置へ移送する。 

 ｃ．洗濯廃液処理系 

 洗濯廃液処理系は，再処理施設の管理区域で使用した防護衣を洗濯

する際に発生する洗濯廃液の処理を行う。洗濯廃液は，ろ過後，海洋

放出管理系の第１放出前貯槽へ移送する。 

 ｄ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設で発生する低レベル廃液を処理する。 

 使用済燃料輸送容器の内部水，使用済燃料輸送容器の内部除染水等

は，第１ろ過装置で処理した後，機器ドレン等とともに，第２ろ過装

置及び脱塩装置にて処理する。脱塩装置からの処理水は，第６低レベ

ル廃液蒸発缶へ，必要に応じ第５低レベル廃液蒸発缶又は第１低レベ

ル廃液蒸発缶へ移送するか，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

補給水槽に移送し，貯蔵後再使用する。第６低レベル廃液蒸発缶又は

第５低レベル廃液蒸発缶は，受け入れた低レベル廃液を蒸発濃縮し，

濃縮液は，低レベル濃縮廃液貯槽に一時貯蔵し，固体廃棄物の廃棄施

設の低レベル濃縮廃液処理系の固化装置へポンプで移送する。凝縮液

は，海洋放出管理系の第１放出前貯槽へ移送する。ただし，再処理設

備本体の運転開始に先立ち使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設を使

用する場合は，第２放出前貯槽へ移送する。 

 また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の管理区域で使用した

防護衣を洗濯する際に発生する洗濯廃液等は，洗濯廃液ろ過装置にて

ろ過処理した後，海洋放出管理系の第１放出前貯槽へ移送する。ただ

し，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設を使用する場合は，第２放出前貯槽へ移送する。 

 ｅ．油分除去系 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

からの凝縮液，せん断処理施設，溶解施設，分離施設及び精製施設の

試薬ドレン，並びに再処理施設の管理区域で発生する手洗い水等の油

分を含む可能性のある放射性物質の濃度が極めて小さい廃液を受け入

れ，油分除去装置で廃液中の油分を除去する。廃液は，油分除去後，

海洋放出管理系の第１放出前貯槽へ移送する。 

 

 

 

 ｆ．海洋放出管理系 

 海洋放出管理系の第１放出前貯槽は，油分除去系の油分除去装置，

洗濯廃液処理系の洗濯廃液ろ過装置並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設廃液処理系の第６低レベル廃液蒸発缶又は第５低レベル廃

液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装置からの処理済廃液を受け入れる。第２

放出前貯槽は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の第

６低レベル廃液蒸発缶又は第５低レベル廃液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過

装置からの処理済廃液を受け入れる。また，再処理施設の管理区域で

発生する空調ドレン等の放射性物質の濃度が極めて小さい廃液は，第

１放出前貯槽に受け入れる。 

 

 

 

 第１放出前貯槽及び第２放出前貯槽では，それぞれ約360ｍ３／ｄ及

び約70ｍ３／ｄで受け入れた廃液の試料採取を行い,放射線管理施設の

放出管理分析設備にて放射性物質の量及び濃度を確認した後，それぞ

れ第１海洋放出ポンプ及び第２海洋放出ポンプで海洋放出管を経て海

中に放出する。それぞれのポンプの吐出側には流量計を設置し流量を

監視するとともに，１基の貯槽から廃液を放出している間は，他の貯

槽からは放出しない設計とする。 

 第２海洋放出ポンプから導く海洋放出管は，再処理設備本体の運転

開始時には，第１海洋放出ポンプから導く海洋放出管との合流部で切

り離し，以後使用しない設計とする。 

 

 

 (２) 主要設備 

 低レベル廃液処理設備の主要機器は，ステンレス鋼等を用い，接液

部は溶接構造等の設計とする。また，万一放射性物質を含む廃液が漏

えいした場合に備えて，機器を収納する室の床には，ステンレス鋼製

又は樹脂製の漏えい液受皿を設置するとともに，漏えいを検知できる

設計とする。漏えいした廃液は，適切に移送する設計とする。 

 油分除去系は，第２低レベル廃液処理系の第２低レベル廃液蒸発缶

からの凝縮液，せん断処理施設，溶解施設，分離施設及び精製施設の

試薬ドレン，並びに再処理施設の管理区域で発生する手洗い水等の油

分を含む可能性のある放射性物質の濃度が極めて小さい廃液，また，

六ヶ所保障措置分析所内の，貯留容器にて一時貯留し，六ヶ所保障措

置分析所が法令に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度以下である

ことを確認した排水を受け入れ，油分除去装置で廃液中の油分を除去

する。廃液は，油分除去後，海洋放出管理系の第１放出前貯槽へ移送

する。 

 ｆ．海洋放出管理系 

 海洋放出管理系の第１放出前貯槽は，油分除去系の油分除去装置，

洗濯廃液処理系の洗濯廃液ろ過装置並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設廃液処理系の第６低レベル廃液蒸発缶又は第５低レベル廃

液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装置からの処理済廃液を受け入れる。第２

放出前貯槽は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の第

６低レベル廃液蒸発缶又は第５低レベル廃液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過

装置からの処理済廃液を受け入れる。また，再処理施設の管理区域で

発生する空調ドレン等の放射性物質の濃度が極めて小さい廃液は，第

１放出前貯槽に受け入れる。さらに，ＭＯＸ燃料加工施設の排水口か

ら排出された放射性物質の濃度が線量告示に定められた濃度限度以下

の排水を，第１放出前貯槽に受け入れる。 

 第１放出前貯槽及び第２放出前貯槽では，それぞれ約370ｍ３／日及

び約70ｍ３／日で受け入れた廃液の試料採取を行い，放射線管理施設の

放出管理分析設備にて放射性物質の量及び濃度を確認した後，それぞ

れ第１海洋放出ポンプ及び第２海洋放出ポンプで海洋放出管を経て海

洋に放出する。それぞれのポンプの吐出側には流量計を設置し流量を

監視するとともに，１基の貯槽から廃液を放出している間は，他の貯

槽からは放出しない設計とする。 

 第２海洋放出ポンプから導く海洋放出管は，再処理設備本体の運転

開始時には，第１海洋放出ポンプから導く海洋放出管との合流部で切

り離し，以後使用しない設計とする。 

 ＭＯＸ燃料加工施設からの排水を第１放出前貯槽に受け入れ，海洋

放出管を経て海洋に放出するまでの排水が通過する経路は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。 

 (２) 主要設備 

 低レベル廃液処理設備の主要機器は，ステンレス鋼等を用い，接液

部は溶接構造等の設計とする。また，万一放射性物質を含む廃液が漏

えいした場合に備えて，機器を収納する室の床には，ステンレス鋼製

又は樹脂製の漏えい液受皿を設置するとともに，漏えいを検知できる

 

・新規制基準の第１５条

要求による変更（他施

設との共用に係る変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第１５条

要求による変更（他施

設との共用に係る変

更） 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第１５条

要求による変更（他施

設との共用に係る変

更） 

 

 

 

添六―575



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 海洋放出管の陸上部は，保護管を設置する。また，海洋放出管は，

加圧試験により健全性が確認できる設計とする。 

 低レベル廃液処理設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽

類廃ガス処理設備又は換気設備に接続する設計とする。 

 なお，その他核種について第１低レベル廃液蒸発缶，第２低レベル

廃液蒸発缶及び第５低レベル廃液蒸発缶の除染係数は，50以上，第６

低レベル廃液蒸発缶の除染係数は，100以上，第１ろ過装置の除染係

数は，10,000以上，第２ろ過装置及び脱塩装置の除染係数は100以上

得られる設計とする。 

 

7.3.3.5  試験・検査 

  海洋放出管は，定期的な加圧試験を行う。 

 

7.3.3.6  評  価 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 低レベル廃液処理設備は，廃液の性状に応じた適切な処理を行うこ

とにより，海洋に放出する排水中の放射性物質の濃度及び量を合理的

に達成できる限り低くすることができる。また，低レベル廃液処理設

備で処理した処理水は，海洋放出管を経て十分な拡散効果を有する海

洋放出口から放出することができる。 

 (２) 閉じ込め 

 低レベル廃液処理設備の主要機器は，ステンレス鋼等の腐食し難い

材料を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さ

らに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備等により負圧を

維持する設計としているので，閉じ込め機能を確保できる。 

 低レベル廃液処理設備の主要機器を収納する室の床には，ステンレ

ス鋼製又は樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えいを検知できる設計

とするとともに，漏えいした廃液を適切に移送する設計としているの

で，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，その拡大を防

止できる。 

 海洋放出管は，加圧試験により健全性の確認ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) そ の 他   

設計とする。漏えいした廃液は，適切に移送する設計とする。 

 海洋放出管の陸上部は，保護管を設置する。また，海洋放出管は，

加圧試験により健全性が確認できる設計とする。 

 低レベル廃液処理設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽

類廃ガス処理設備又は換気設備に接続する設計とする。 

 その他核種について第１低レベル廃液蒸発缶，第２低レベル廃液蒸

発缶及び第５低レベル廃液蒸発缶の除染係数は，50以上，第６低レベ

ル廃液蒸発缶の除染係数は，100以上，第１ろ過装置の除染係数は，

10,000以上，第２ろ過装置及び脱塩装置の除染係数は100以上得られ

る設計とする。 

 

7.3.3.5  試験・検査 

  海洋放出管は，定期的な加圧試験を行う。 

 

7.3.3.6 評  価 

 (１) 放射性物質の放出低減 

 低レベル廃液処理設備は，廃液の性状に応じた適切な処理を行うこ

とにより，海洋に放出する排水中の放射性物質の濃度及び量を合理的

に達成できる限り低くすることができる。また，低レベル廃液処理設

備で処理した処理水は，海洋放出管を経て十分な拡散効果を有する海

洋放出口から放出することができる。 

 (２) 閉じ込め 

 低レベル廃液処理設備の主要機器は，ステンレス鋼等の腐食し難い

材料を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さ

らに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備等により負圧を

維持する設計としているので，閉じ込め機能を確保できる。 

 低レベル廃液処理設備の主要機器を収納する室の床には，ステンレ

ス鋼製又は樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えいを検知できる設計

とするとともに，漏えいした廃液を適切に移送する設計としているの

で，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，その拡大を防

止できる。 

 海洋放出管は，加圧試験により健全性の確認ができる。 

 (３) 共  用 

 低レベル廃液処理設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する経路

は，ＭＯＸ燃料加工施設において故障その他の異常が発生した場合で

も，排水を第１放出前貯槽に受け入れる経路上に設置する弁を閉止す

ることにより，ＭＯＸ燃料加工施設からの波及的影響を及ぼさない設

計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 低レベル廃液処理設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵設備廃液処理系等は，再処理設備本体

の運転開始に先立ち使用できる設計としている。 

 

 

7.4  固体廃棄物の廃棄施設 

7.4.1   概    要 

 固体廃棄物の廃棄施設は，各施設及び六ヶ所保障措置分析所（以下 

7.4では「各種施設」という。）で発生する高レベル廃液，低レベル濃

縮廃液，廃溶媒，雑固体廃棄物等をそれぞれの性状に応じて固化，乾

燥，熱分解，焼却等の処置を施し容器に詰めた後，又は貯槽に受け入れ

た後，保管廃棄する施設であり，以下の設備で構成する。 

 

 

  高レベル廃液ガラス固化設備 

  ガラス固化体貯蔵設備 

  低レベル固体廃棄物処理設備 

  低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

 なお，各種施設で発生する雑固体廃棄物は，発生するそれぞれの建屋

で雑固体廃棄物に応じた運搬容器に収納した後，クレーン等により運搬

車に載せ，低レベル廃棄物処理建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋，第

４低レベル廃棄物貯蔵建屋等に運搬し，クレーン等により低レベル固体

廃棄物処理設備又は低レベル固体廃棄物貯蔵設備に受け入れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2  高レベル廃液ガラス固化設備 

7.4.2.1  概  要 

 高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル濃縮廃液，アルカリ濃縮

廃液，アルカリ洗浄廃液及び不溶解残渣廃液をガラス固化する設備であ

る。 

 (４) その他 

 低レベル廃液処理設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵設備廃液処理系等は，再処理設備本体

の運転開始に先立ち使用できる設計としている。 

 

7.4  固体廃棄物の廃棄施設 

7.4.1   概    要 

 固体廃棄物の廃棄施設は，各施設及び公益財団法人核物質管理センタ

ーが運営する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」という。）で発

生する高レベル廃液，低レベル濃縮廃液，廃溶媒，雑固体等をそれぞれ

の性状に応じて固化，乾燥，熱分解，焼却等の処置を施し容器に詰めた

後，又は貯槽に受け入れた後，保管廃棄する施設であり，以下の設備で

構成する。また，ＭＯＸ燃料加工施設で発生し容器に詰められた雑固体

を保管廃棄する。 

  高レベル廃液ガラス固化設備 

  ガラス固化体貯蔵設備 

  低レベル固体廃棄物処理設備 

  低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

 なお，各種施設で発生する雑固体は，発生するそれぞれの建屋で，必

要な場合には一時集積場所を設定した上で集積・保管し，雑固体に応じ

た運搬容器に収納した後，クレーン等により運搬車に載せ，低レベル廃

棄物処理建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄物貯蔵

建屋等に運搬し，クレーン等により低レベル固体廃棄物処理設備又は低

レベル固体廃棄物貯蔵設備に受け入れる。 

また，雑固体のうち，各施設から発生する廃活性炭は，水切りした

後，それぞれの建屋で，必要な場合には一時集積場所を設定した上で集

積・保管し，ドラム缶に収納した後，クレーン等により運搬車に載せ，

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋等に運搬

し，クレーン等により低レベル固体廃棄物貯蔵設備に受け入れる。 

 ＭＯＸ燃料加工施設で容器に詰められ第２低レベル廃棄物貯蔵建屋に

運搬された雑固体は，クレーン等により低レベル廃棄物貯蔵設備の第２

低レベル廃棄物貯蔵系に受け入れる。 

 

7.4.2  高レベル廃液ガラス固化設備 

7.4.2.1  概  要 

 高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル濃縮廃液，アルカリ濃縮

廃液，アルカリ洗浄廃液及び不溶解残渣廃液をガラス固化する設備であ

る。 

 高レベル廃液ガラス固化設備系統概要図を第7.4－１図に示す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 高レベル廃液ガラス固化設備系統概要図を第7.4－１図に示す。 

7.4.2.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 高レベル廃液ガラス固化設備の放射性物質を内蔵する機器は，腐食

し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一

液体状の放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全

に処置できる設計とし，さらに気体廃棄物の廃棄施設により負圧を維

持する設計とする。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 高レベル廃液混合槽等の廃液の放射線分解により発生する水素の濃

度が過度に上昇する可能性のある機器は，水素の爆発を防止できる設

計とする。 

 (３) 崩壊熱除去 

 高レベル廃液混合槽等の高濃度の放射性物質を内蔵する機器は，崩

壊熱による過度の温度上昇を防止するため，適切な冷却機能を有する

設計とする。 

 (４) 単一故障 

 安全上重要な流下停止系は，それらを構成する動的機器の単一故障

を仮定しても安全機能を確保できる設計とする。 

 (５) 外部電源喪失 

 安全上重要な流下停止系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電

源が喪失した場合でも安全機能が確保できる設計とする。 

 (６) 落下防止 

 ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガラス固化体の落下を防止

できる設計とし，固化セル移送台車は，ガラス固化体の転倒を防止で

きる設計とする。 

  また，万一のガラス固化体の落下によっても，ガラス固化体容器に

著しい損傷を与えない設計とする。 

 (７) 試験及び検査 

 安全上重要な流下停止系は，定期的に試験及び検査ができる設計と

する。 

 

 

7.4.2.3  主要設備の仕様 

 高レベル廃液ガラス固化設備の主要設備の仕様を第7.4－１表に示

す。 

 なお，ガラス溶融炉概要図を第7.4－２図に示す。 

 

 

 

7.4.2.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 高レベル廃液ガラス固化設備の放射性物質を内包する機器は，腐食

し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一

液体状の放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全

に処置できる設計とし，さらに気体廃棄物の廃棄施設により負圧を維

持する設計とする。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 高レベル廃液混合槽等の廃液の放射線分解により発生する水素の濃

度が過度に上昇する可能性のある機器は，水素の爆発を防止できる設

計とする。 

 (３) 崩壊熱除去 

 高レベル廃液混合槽等の高濃度の放射性物質を内包する機器は，崩

壊熱による過度の温度上昇を防止するため，適切な冷却機能を有する

設計とする。 

 (４) 単一故障 

 安全上重要な流下停止系は，それらを構成する動的機器の単一故障

を仮定しても安全機能を確保できる設計とする。 

 (５) 外部電源喪失 

 安全上重要な流下停止系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電

源が喪失した場合でも安全機能が確保できる設計とする。 

 (６) 落下防止 

 ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガラス固化体の落下を防止

できる設計とし，固化セル移送台車は，ガラス固化体の転倒を防止で

きる設計とする。 

  また，万一のガラス固化体の落下によっても，ガラス固化体容器に

著しい損傷を与えない設計とする。 

 (７) 試験及び検査 

 安全上重要な流下停止系は，定期的に試験及び検査ができる設計と

する。 

 

 

7.4.2.3 主要設備の仕様 

 高レベル廃液ガラス固化設備の主要設備の仕様を第7.4－１表に示

す。 

また，ガラス溶融炉概要図を第7.4－２図に示す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

7.4.2.4  系統構成及び主要設備 

 高レベル廃液ガラス固化設備は，２系列(一部１系列)で構成し，通常

は２系列で運転するが，１系列故障時等には，１系列で運転できるよう

設計する。 

 高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液処理設備の高レベル廃液濃縮系等から発生する高レベル廃液を処理す

ることが可能な能力を有する。 

 (１) 系統構成 

 高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液貯蔵設備から高レベル濃縮廃液及び不溶解残廃液を高レベル廃

液混合槽に受け入れる。また，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃

液をアルカリ濃縮廃液中和槽に受け入れる。 

 必要に応じて中和等の処理をしたアルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗

浄廃液は，高レベル廃液混合槽に移送する。高レベル廃液混合槽内の

廃液は，必要に応じて組成調整を行った後，供給液槽及び供給槽を経

てガラス溶融炉に移送し，ガラス原料とともに，1,100 ～1,200 ℃程

度で溶融する。 

 

 

 ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固化セル移送台車上のガラス

固化体容器に注入する。注入後，ふたを溶接し，表面汚染検査等の検

査を実施したガラス固化体は，ガラス固化体検査室天井クレーンによ

りガラス固化体貯蔵設備に移送する。 

 なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中のガラス固化体の過度の温度

上昇を防止する観点から，高レベル廃液ガラス固化設備では，ガラス

固化体１本当たりの発熱量2.3ｋＷ以下を目標としてガラス固化体を

製造する。 

 (２) 主要設備 

 高レベル廃液ガラス固化設備の主要機器のうち，槽類は，ステンレ

ス鋼を用い接液部は溶接構造等の設計とし，ガラス溶融炉は，溶融槽

を耐火レンガで構成し，外側をステンレス鋼製のケーシングで覆う構

造とする。また，万一放射性物質を含む廃液が漏えいした場合に備え

て，機器を収納するセルの床には，漏えい検知装置を備えたステンレ

ス鋼製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした廃液は，液体廃棄物の廃

棄施設の高レベル廃液共用貯槽等に移送する設計とする。 

 なお，高レベル廃液混合槽等を収納するセルにおいて，万一漏えい

が起きた場合は，漏えいした廃液が沸騰するおそれがあるため，漏え

い検知装置を多重化するとともに，漏えい液移送のためのスチーム ジ

ェットポンプの蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系か
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ら適切に供給する設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備，又は高レベル廃液ガラス

固化建屋塔槽類廃ガス処理設備に接続し，負圧の維持ができる設計と

する。 

 高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽等の高濃度の放

射性物質を内蔵する機器は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮

空気系から空気を適切に供給し，廃液の放射線分解により発生する水

素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とするとともに，接地し，着火

源を排除する。 

 高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽等の高濃度の放

射性物質を内蔵する機器は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却

水系から冷却水を適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽等は内蔵する廃

液の温度を監視し，ガラス溶融炉は耐火レンガの温度等を監視するこ

とにより，運転状態を監視できる設計とする。また，固化セル移送台

車上の重量を監視することにより溶融ガラスの流下量の監視ができる

設計とする。ガラス固化体の組成管理のため，ガラス溶融炉への高レ

ベル廃液の供給量，ガラス原料供給量及びガラス固化体容器へのガラ

ス注入量の監視ができる設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉は，計測制御系統施設

の固化セル移送台車上の重量信号により，流下ノズルの加熱を停止

し，さらに，流下ノズル冷却用の冷却空気供給用弁を開とし，その他

再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給し，溶融ガラ

スの流下停止を行う流下停止系を設ける設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化設備の安全上重要な流下停止系は，それら

を構成する動的機器の単一故障を仮定しても溶融ガラスの流下停止機

能を確保するように，弁を多重化する設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化設備の安全上重要な流下停止系は，その他

再処理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続する設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉等は，保守・補修を考

慮した設計とする。また，保守・補修が容易かつ短期間にできて放射

線業務従事者の線量を可能な限り低くするように，保守用の室を適切

な位置に配置するとともに，保守・補修に使用するクレーン等の機器

を適切に配置する設計とする。 

 

 

 ａ．高レベル廃液調整槽 

 (ａ) 高レベル廃液混合槽 

から適切に供給する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備又は高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処理設備に接続し，負圧の維持ができる設計とす

る。 

高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽等の高濃度の放

射性物質を内包する機器は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮

空気系から空気を適切に供給し，廃液の放射線分解により発生する水

素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とするとともに，接地し，着火

源を排除する。 

高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽等の高濃度の放

射性物質を内包する機器は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却

水系から冷却水を適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽等は内包する廃

液の温度を監視し，ガラス溶融炉は耐火レンガの温度等を監視するこ

とにより，運転状態を監視できる設計とする。また，固化セル移送台

車上の質量を監視することにより溶融ガラスの流下量の監視ができる

設計とする。ガラス固化体の組成管理のため，ガラス溶融炉への高レ

ベル廃液の供給量，ガラス原料供給量及びガラス固化体容器へのガラ

ス注入量の監視ができる設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉は，計測制御系統施設

の固化セル移送台車上の重量計の信号が固化ガラス１本分の質量にな

ると発信する信号により，流下ノズルの加熱を停止し，さらに，流下

ノズル冷却用の冷却空気供給用弁を開とし，その他再処理設備の附属

施設の安全圧縮空気系から空気を供給し，溶融ガラスの流下停止を行

う流下停止系を設ける設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備の安全上重要な流下停止系は，それを

構成する動的機器の単一故障を仮定しても溶融ガラスの流下停止機能

を確保するように，弁を多重化する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備の安全上重要な流下停止系は，その他

再処理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉等は，保守・補修を考

慮した設計とする。また，保守・補修が容易かつ短期間にできて放射

線業務従事者の線量を可能な限り低くするように，保守用の室を適切

な位置に配置するとともに，保守・補修に使用するクレーン等の機器

を適切に配置する設計とする。 

 

 ａ．高レベル廃液調整槽 

 (ａ) 高レベル廃液混合槽 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 高レベル廃液混合槽は，内蔵する廃液の崩壊熱を除去するため独立

した２系列の冷却コイルを設置し，その他再処理設備の附属施設の安

全冷却水系から冷却水を適切に供給する設計とする。さらに，廃液か

くはん用にかくはん装置を設ける。また，高レベル廃液混合槽は，廃

液の放射線分解により発生する水素を希釈するために，その他再処理

設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給する設計とす

る。高レベル廃液混合槽は，液温の監視用に温度計を設ける。 

 (ｂ) アルカリ濃縮廃液中和槽 

アルカリ濃縮廃液中和槽は，廃液かくはん用にかくはん装置を設

ける。また，アルカリ濃縮廃液中和槽は，必要に応じて廃液を中和等

の処理ができる設計とする。 

 ｂ．高レベル廃液供給液槽 

 (ａ) 供給液槽 

 供給液槽は，内蔵する廃液の崩壊熱を除去するため，独立した２系

列の冷却コイルを設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水

系から冷却水を適切に供給する設計とする。さらに，廃液かくはん用

にかくはん装置を設ける。また，供給液槽は，廃液の放射線分解によ

り発生する水素を希釈するために，その他再処理設備の附属施設の安

全圧縮空気系から空気を適切に供給する設計とする。供給液槽は，液

温の監視用に温度計を設ける。供給液槽は，ガラス溶融炉へ供給する

高レベル廃液の供給量監視用に液位計を設ける。 

 (ｂ) 供 給 槽   

 供給槽は，内蔵する廃液の崩壊熱を除去するため，独立した２系列

の冷却コイルを設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系

から冷却水を適切に供給する設計とする。さらに，廃液かくはん用に

かくはん装置を設ける。また，供給槽は，廃液の放射線分解により発

生する水素を希釈するために，その他再処理設備の附属施設の安全圧

縮空気系から空気を適切に供給する設計とする。供給槽は，液温の監

視用に温度計を設ける。 

 ｃ．ガラス溶融炉 

 ガラス溶融炉は，耐火レンガの組積構造により溶融槽を構成し，そ

の外側をステンレス鋼製のケーシングで覆う構造とする。 

 高レベル廃液及びガラス原料は，ガラス溶融炉内へ投入し，炉内に

設置した電極を介してガラスに直接電流を流すことによって発生する

ジュール熱によりガラスを加熱溶融する。ガラス溶融炉内の溶融ガラ

スは，ガラス溶融炉下部の流下ノズルを加熱することによりガラス固

化体容器に注入する。 

 ガラス溶融炉は，溶融ガラスの監視用に耐火レンガ内部に温度計を

設ける。また，ガラス原料供給量の監視用に供給量積算計を設ける。 

 高レベル廃液混合槽は，内包する廃液の崩壊熱を除去するため独立

した２系列の冷却コイルを設置し，その他再処理設備の附属施設の安

全冷却水系から冷却水を適切に供給する設計とする。さらに，廃液か

くはん用にかくはん装置を設ける。また，高レベル廃液混合槽は，廃

液の放射線分解により発生する水素を希釈するために，その他再処理

設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給する設計とす

る。高レベル廃液混合槽は，液温の監視用に温度計を設ける。 

 (ｂ) アルカリ濃縮廃液中和槽 

アルカリ濃縮廃液中和槽は，廃液かくはん用にかくはん装置を

設ける。また，アルカリ濃縮廃液中和槽は，必要に応じて廃液を

中和等の処理ができる設計とする。 

 ｂ．高レベル廃液供給液槽 

 (ａ) 供給液槽 

 供給液槽は，内包する廃液の崩壊熱を除去するため，独立した２系

列の冷却コイルを設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水

系から冷却水を適切に供給する設計とする。さらに，廃液かくはん用

にかくはん装置を設ける。また，供給液槽は，廃液の放射線分解によ

り発生する水素を希釈するために，その他再処理設備の附属施設の安

全圧縮空気系から空気を適切に供給する設計とする。供給液槽は，液

温の監視用に温度計を設ける。供給液槽は，ガラス溶融炉へ供給する

高レベル廃液の供給量監視用に液位計を設ける。 

 (ｂ) 供 給 槽   

 供給槽は，内包する廃液の崩壊熱を除去するため，独立した２系列

の冷却コイルを設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系

から冷却水を適切に供給する設計とする。さらに，廃液かくはん用に

かくはん装置を設ける。また，供給槽は，廃液の放射線分解により発

生する水素を希釈するために，その他再処理設備の附属施設の安全圧

縮空気系から空気を適切に供給する設計とする。供給槽は，液温の監

視用に温度計を設ける。 

 ｃ．ガラス溶融炉 

 ガラス溶融炉は，耐火レンガの組積構造により溶融槽を構成し，そ

の外側をステンレス鋼製のケーシングで覆う構造とする。 

 高レベル廃液又は模擬廃液及びガラス原料は，ガラス溶融炉内へ投

入し，炉内に設置した電極を介してガラスに直接電流を流すことによ

って発生するジュール熱によりガラスを加熱溶融する。ガラス溶融炉

内の溶融ガラスは，ガラス溶融炉下部の流下ノズルを加熱することに

よりガラス固化体容器に注入する。 

 ガラス溶融炉は，溶融ガラスの監視用に耐火レンガ内部に温度計を

設ける。また，ガラス原料供給量の監視用に供給量積算計を設ける。 

・記載の適正化（用語・
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 ガラス溶融炉は，固化セル移送台車の重量計により流下ガラス重量

を監視するとともに，流下ガラスがガラス固化体容器以外に流下する

ことを防止するため，流下停止系を設ける設計とする。 

  ガラス溶融炉は，クレーン等により遠隔で保守可能な設計とする。 

 

 

 また，製造するガラス固化体の概要は，以下のとおりである。 

    重 量  ガラス固化体重量   約500ｋｇ／本 

         固化ガラス重量    約400ｋｇ／本 

    寸 法  外  径       約430ｍｍ 

         高  さ       約1,340ｍｍ 

         容器肉厚       約６ｍｍ 

    発熱量             約2.3ｋＷ／本 

    材 料  固化ガラス      ほうけい酸ガラス 

         容  器       ステンレス鋼 

 なお，ガラス固化体の発熱量は，高レベル廃液の分析値のばらつ

き，ガラス溶融炉への高レベル廃液及びガラス原料の供給量の変動並

びにガラス固化体容器へのガラス注入量の変動を考慮すると目標から

ばらつくことが考えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラス固化

体を製造する場合，製造されるガラス固化体の発熱量は，ばらつきを

考慮して１本の 大値としては 2.8ｋＷ／本となるような設計とす

る。 

 ガラス固化体概要図を第7.4－３図に示す。 

 ｄ．固化セル移送台車 

 固化セル移送台車は，ガラス固化体が転倒しない構造とするとと

もに，遠隔自動運転とし，運転を安全かつ確実に行うため，逸走防止

のインターロックを設ける設計とする。 

 ｅ．溶 接 機   

 溶接機は，ガラス固化体内容物の飛散防止等の物理的閉じ込め機能

を確保するため，固化セル内でガラス固化体容器にふたを溶接する装

置である。 

 ｆ．除染装置 

 除染装置は，ガラス固化体を固化セルからつり上げ，ガラス固化体

の表面の除染を行う装置である。除染装置のガラス固化体のつり上げ

機構は，ガラス固化体の落下防止のため，つりワイヤを二重化し，フ

ックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持で

きるフェイル セイフ機構を有する構造とする。さらに，除染装置の

ガラス固化体のつり上げ機構は，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ

以内に制限できるインターロックを設け，万一のガラス固化体の落下

 ガラス溶融炉は，固化セル移送台車の重量計により流下ガラス質量

を監視するとともに，流下ガラスがガラス固化体容器以外に流下する

ことを防止するため，流下停止系を設ける設計とする。 

  ガラス溶融炉は，クレーン等により遠隔で保守可能な設計とする。 

  ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善を図るため，棒状の装置を

炉の上部から流下ノズル内部に挿入できる構造とする。 

 また，製造するガラス固化体の概要は，以下のとおりである。 

    質 量  ガラス固化体質量   約500ｋｇ／本 

         固化ガラス質量    約400ｋｇ／本 

    寸 法  外  径       約430ｍｍ 

         高  さ       約1,340ｍｍ 

         容器肉厚       約６ｍｍ 

    発熱量             約2.3ｋＷ／本 

    材 料  固化ガラス      ほうけい酸ガラス 

         容  器       ステンレス鋼 

 なお，ガラス固化体の発熱量は，高レベル廃液の分析値のばらつ

き，ガラス溶融炉への高レベル廃液及びガラス原料の供給量の変動並

びにガラス固化体容器へのガラス注入量の変動を考慮すると目標から

ばらつくことが考えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラス固化

体を製造する場合，製造されるガラス固化体の発熱量は，ばらつきを

考慮して１本の 大値としては 2.8ｋＷ／本となるような設計とす

る。 

 ガラス固化体概要図を第7.4－３図に示す。 

 ｄ．固化セル移送台車 

 固化セル移送台車は，ガラス固化体が転倒しない構造とするとと

もに，遠隔自動運転とし，運転を安全かつ確実に行うため，逸走防

止のインターロックを設ける設計とする。 

 ｅ．溶 接 機   

 溶接機は，ガラス固化体内容物の飛散防止等の物理的閉じ込め機能

を確保するため，固化セル内でガラス固化体容器にふたを溶接する装

置である。 

 ｆ．除染装置 

 除染装置は，ガラス固化体を固化セルからつり上げ，ガラス固化体

の表面の除染を行う装置である。除染装置のガラス固化体のつり上げ

機構は，ガラス固化体の落下防止のため，つりワイヤを二重化し，フ

ックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持で

きるフェイルセイフ機構を有する構造とする。さらに，除染装置のガ

ラス固化体のつり上げ機構は，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以

内に制限できるインターロックを設け，万一のガラス固化体の落下に
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

によってもガラス固化体容器に著しい損傷を与えない設計とする。 

 また，除染装置のガラス固化体のつり上げ機構は，遠隔自動運転

とし，運転を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを

設ける。 

 ｇ．ガラス固化体検査室天井クレーン 

 ガラス固化体検査室天井クレーンは，ガラス固化体の落下防止のた

め，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，

電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイル セイフ機構を有する構

造とする。 

 さらに，ガラス固化体検査室天井クレーンは，収納管外でのガラス

固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限できるインターロックを設

け，万一のガラス固化体の落下によってもガラス固化体容器に著しい

損傷を与えない設計とする。 

 また，ガラス固化体検査室天井クレーンは，遠隔自動運転とし，運

転を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける。 

 ｈ．ガラス固化体検査装置 

 (ａ) ガラス固化体外観検査装置 

 ガラス固化体外観検査装置は，テレビ カメラによりガラス固化体

の外観観察及び標識読取りを行う装置である。 

 (ｂ) ガラス固化体表面汚染検査装置 

 ガラス固化体表面汚染検査装置は，ガラス固化体の表面にろ紙を押

しつけることによりスミヤ サンプルを採取する装置である。 

 (ｃ) ガラス固化体閉じ込め検査装置 

 ガラス固化体閉じ込め検査装置は，ガラス固化体を容器内に収納

し，容器内を吸引することによりガラス固化体の閉じ込め性を検査す

る装置である。 

 

7.4.2.5  試験・検査 

 安全上重要な流下停止系の冷却空気供給用弁は，定期的に開閉の作動

状況を確認する。 

 安全上重要な高レベル廃液混合槽等の機器は，据付け検査，外観検査

等の品質保証活動のもとに据付けを行う。 

 

 

7.4.2.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

 高レベル廃液ガラス固化設備の主要な槽類は，腐食し難いステンレ

ス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等とし，ガラス溶融炉は，溶融

槽を耐火レンガで構成し，漏えいし難い設計とする。さらに，これら

よってもガラス固化体容器に著しい損傷を与えない設計とする。 

 また，除染装置のガラス固化体のつり上げ機構は，遠隔自動運転と

し，運転を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設

ける。 

 ｇ．ガラス固化体検査室天井クレーン 

 ガラス固化体検査室天井クレーンは，ガラス固化体の落下防止のた

め，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，

電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する構造

とする。 

 さらに，ガラス固化体検査室天井クレーンは，収納管外でのガラス

固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限できるインターロックを設

け，万一のガラス固化体の落下によってもガラス固化体容器に著しい

損傷を与えない設計とする。 

 また，ガラス固化体検査室天井クレーンは，遠隔自動運転とし，運

転を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける。 

 ｈ．ガラス固化体検査装置 

 (ａ) ガラス固化体外観検査装置 

 ガラス固化体外観検査装置は，テレビカメラによりガラス固化体の

外観観察及び標識読取りを行う装置である。 

 (ｂ) ガラス固化体表面汚染検査装置 

 ガラス固化体表面汚染検査装置は，ガラス固化体の表面にろ紙を押

しつけることによりスミヤサンプルを採取する装置である。 

 (ｃ) ガラス固化体閉じ込め検査装置 

 ガラス固化体閉じ込め検査装置は，ガラス固化体を容器内に収納

し，容器内を吸引することによりガラス固化体の閉じ込め性を検査す

る装置である。 

 

7.4.2.5  試験・検査 

 安全上重要な流下停止系の冷却空気供給用弁は，定期的に開閉の作動

状況を確認する。 

 安全上重要な高レベル廃液混合槽等の機器は，据付け検査，外観検査

等の品質保証活動のもとに据付けを行う。 

 

 

7.4.2.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

 高レベル廃液ガラス固化設備の主要な槽類は，腐食し難いステンレ

ス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等とし，ガラス溶融炉は，溶融

槽を耐火レンガで構成し，漏えいし難い設計とする。さらに，これら
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

の機器は，気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽

類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備により

負圧を維持する設計とするので閉じ込め機能を確保できる。 

 高レベル廃液ガラス固化設備の主要機器を収納するセルの床には，

漏えい検知装置を備えた漏えい液受皿を設置し，漏えいした廃液を液

体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液共用貯槽等に移送する設計とする

ので，万一の放射性廃液の漏えいを想定してもその拡大を防止でき

る。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 高レベル廃液混合槽等の高濃度の放射性物質を内蔵する機器は，そ

の他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

し，廃液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制

する設計とし，さらに，これらの機器を接地し，着火源を排除する設

計とするので，爆発を防止できる。 

 (３) 崩壊熱除去 

 高レベル廃液混合槽等の高濃度の放射性物質を内蔵する機器は，適

切な冷却系を設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系か

ら冷却水を適切に供給する設計とするので，崩壊熱を除去できる。 

 (４) 外部電源喪失 

 安全上重要な流下停止系は，その他再処理設備の附属施設の非常

用所内電源系統に接続する設計とするので，外部電源喪失時に溶融ガ

ラスの流下停止機能を確保できる。 

 (５) 単一故障 

 安全上重要な流下停止系は，それらを構成する動的機器を多重化す

る設計とするので，単一故障を仮定しても溶融ガラスの流下停止機能

を確保できる。 

 (６) 落下防止 

 ガラス固化体検査室天井クレーン等は，つりワイヤの二重化等を行

い，また，固化セル移送台車等は，逸走防上のインターロックの設置

等を行う設計とするので，ガラス固化体の落下及び転倒を防止でき

る。 

 また，ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガラス固化体を必要

以上の高さにつり上げないインターロックを設ける設計とするので，

万一のガラス固化体の落下によっても，ガラス固化体容器に著しい損

傷を与えることはない。 

 (７) 試験及び検査 

 安全上重要な流下停止系は，定期的に試験及び検査ができる。 

 

7.4.3  ガラス固化体貯蔵設備 

の機器は，気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽

類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備により

負圧を維持する設計とするので閉じ込め機能を確保できる。 

 高レベル廃液ガラス固化設備の主要機器を収納するセルの床には，

漏えい検知装置を備えた漏えい液受皿を設置し，漏えいした廃液を液

体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液共用貯槽等に移送する設計とする

ので，万一の放射性廃液の漏えいを想定してもその拡大を防止でき

る。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 高レベル廃液混合槽等の高濃度の放射性物質を内包する機器は，そ

の他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

し，廃液の放射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制

する設計とし，さらに，これらの機器を接地し，着火源を排除する設

計とするので，爆発を防止できる。 

 (３) 崩壊熱除去 

 高レベル廃液混合槽等の高濃度の放射性物質を内包する機器は，適

切な冷却系を設置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系か

ら冷却水を適切に供給する設計とするので，崩壊熱を除去できる。 

 (４) 外部電源喪失 

 安全上重要な流下停止系は，その他再処理設備の附属施設の非常

用所内電源系統に接続する設計とするので，外部電源喪失時に溶融ガ

ラスの流下停止機能を確保できる。 

 (５) 単一故障 

 安全上重要な流下停止系は，それらを構成する動的機器を多重化す

る設計とするので，単一故障を仮定しても溶融ガラスの流下停止機能

を確保できる。 

 (６) 落下防止 

 ガラス固化体検査室天井クレーン等は，つりワイヤの二重化等を行

い，また，固化セル移送台車等は，逸走防上のインターロックの設置

等を行う設計とするので，ガラス固化体の落下及び転倒を防止でき

る。 

 また，ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガラス固化体を必要

以上の高さにつり上げないインターロックを設ける設計とするので，

万一のガラス固化体の落下によっても，ガラス固化体容器に著しい損

傷を与えることはない。 

 (７) 試験及び検査 

 安全上重要な流下停止系は，定期的に試験及び検査ができる。 

 

7.4.3  ガラス固化体貯蔵設備 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・
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添六―584



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

7.4.3.1  概  要 

 ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋に設置するガラス固化体貯蔵設備で構成する。ガラス

固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備にて製造したガラス固

化体を受け入れ，保管廃棄する設備である。 

 

7.4.3.2  設計方針 

 (１) 崩壊熱除去 

 ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体から発生する崩壊熱による

ガラス固化体及び構造物の過度の温度上昇を防止できる設計とする。 

 (２) 貯蔵容量 

 ガラス固化体貯蔵設備は，適切な貯蔵容量を有する設計とする。 

 (３) 落下防止 

 ガラス固化体貯蔵設備のガラス固化体受入れクレーン及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンは，ガラス固化体の落下を防止で

きる設計とし，トレンチ移送台車はガラス固化体の転倒を防止できる

設計とする。 

 また，万一のガラス固化体の落下によっても，ガラス固化体容器に

著しい損傷を与えない設計とする。 

 

7.4.3.3  主要設備の仕様 

 ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の仕様を第7.4－２表に示す。 

 なお，ガラス固化体貯蔵設備概要図として，第１ガラス固化体貯蔵

建屋東棟を第7.4－４図(1)に，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟を第7.

4－４図(2)に示す。また，貯蔵ピット概要図として，第１ガラス固化

体貯蔵建屋東棟を第7.4－５図(1)に，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟

を第7.4－５図(2)に示す。 

 

7.4.3.4  系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

 ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，トレンチ移送台車，ガラス

固化体受入れクレーン及び第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレー

ン，冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトで構成する。 

 ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備からガラス

固化体を受け入れる。ガラス固化体は，高レベル廃液ガラス固化設備

のガラス固化体検査室天井クレーンにより高レベル廃液ガラス固化建

屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵するか，又はトレンチ移送台車によ

り第１ガラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高レベル廃液ガラス固化建

屋から払い出したガラス固化体は，ガラス固化体受入れクレーンを用

7.4.3.1  概  要 

 ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋に設置するガラス固化体貯蔵設備で構成する。ガラス

固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備にて製造したガラス固

化体を受け入れ，保管廃棄する設備である。 

 

7.4.3.2  設計方針 

 (１) 崩壊熱除去 

 ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体から発生する崩壊熱による

ガラス固化体及び構造物の過度の温度上昇を防止できる設計とする。 

 (２) 貯蔵容量 

 ガラス固化体貯蔵設備は，適切な貯蔵容量を有する設計とする。 

 (３) 落下防止 

 ガラス固化体貯蔵設備のガラス固化体受入れクレーン及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンは，ガラス固化体の落下を防止で

きる設計とし，トレンチ移送台車はガラス固化体の転倒を防止できる

設計とする。 

 また，万一のガラス固化体の落下によっても，ガラス固化体容器に

著しい損傷を与えない設計とする。 

 

7.4.3.3 主要設備の仕様 

 ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の仕様を第7.4－２表に示す。 

 ガラス固化体貯蔵設備概要図として，第１ガラス固化体貯蔵建屋東

棟を第7.4－４図(1)に，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟を第7.4－４

図(2)に示す。また，貯蔵ピット概要図として，第１ガラス固化体貯

蔵建屋東棟を第7.4－５図(1)に，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟を第

7.4－５図(2)に示す。 

 

7.4.3.4 系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

 ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，トレンチ移送台車，ガラス

固化体受入れクレーン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレー

ン，冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトで構成する。 

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備からガラス

固化体を受け入れる。ガラス固化体は，高レベル廃液ガラス固化設備

のガラス固化体検査室天井クレーンにより高レベル廃液ガラス固化建

屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵するか，又はトレンチ移送台車によ

り第１ガラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高レベル廃液ガラス固化建

屋から払い出したガラス固化体は，ガラス固化体受入れクレーンを用
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添六―585



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

いて，トレンチ移送台車から取り出す。取り出したガラス固化体は，

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンにより第１ガラス固化体

貯蔵建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵する。 

 ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵容量は，約8,200本である。 

 (２) 主要設備 

 ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱により生じる

通風力によって流れる冷却空気により適切に崩壊熱を除去する設計

とする。 

 ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に除去

されていることを確認するため，冷却空気の温度を監視する設計とす

る。 

 ａ．貯蔵ピット 

 貯蔵ピットは，収納管，通風管，支持架構及びプレナム形成板で構

成し，ガラス固化体のもつ閉じ込め機能を維持するために，ガラス固

化体を収納管内に収納し，収納管と通風管の間に冷却空気を流す構

造とする。 

 冷却空気は，高さ約29ｍ（高レベル廃液ガラス固化建屋）及び高さ

約25ｍ（第１ガラス固化体貯蔵建屋）の冷却空気入口シャフトから貯

蔵ピットの下部に流入し，円環流路を上昇しながらガラス固化体から

発生する崩壊熱を除去する。この崩壊熱を除去した空気は，十分な通

風力を与える高さ約35ｍの冷却空気出口シャフト排気口から大気へ流

出する。29℃を外気温とし，2.3ｋＷのガラス固化体が全数収納され

た状態でのガラス固化体の温度は，次のとおりとなる設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット 

    ガラス固化体容器表面温度  約 270℃ 

    ガラス固化体中心温度    約 410℃ 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット 

    ガラス固化体容器表面温度  約 280℃ 

    ガラス固化体中心温度    約 420℃ 

 この場合，冷却空気の円環流路出口温度は，それぞれ約75℃，約9

0℃である。 

 また，発熱量の経年変化を考慮しても，冷却空気流量の減少割合に

比較し，ガラス固化体の崩壊熱量減少割合の方が大きいため，ガラス

固化体の温度が上昇することはない。 

 なお，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に除去されていることを確

認するため，冷却空気入口，出口温度監視用に冷却空気入口シャフ

ト，冷却空気出口シャフトに温度計を設ける。 

 また，収納管は，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備に接続し，収納

管内を負圧に維持する。貯蔵ピットは，ガラス固化体貯蔵においてガ

いて，トレンチ移送台車から取り出す。取り出したガラス固化体は，

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンにより第１ガラス固化体

貯蔵建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵する。 

ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵容量は，約8,200本である。 

 (２) 主要設備 

 ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱により生じる

通風力によって流れる冷却空気により適切に崩壊熱を除去する設計と

する。 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に除去

されていることを確認するため，冷却空気の温度を監視する設計とす

る。 

 ａ．貯蔵ピット 

 貯蔵ピットは，収納管，通風管，支持架構及びプレナム形成板で構

成し，ガラス固化体のもつ閉じ込め機能を維持するために，ガラス固

化体を収納管内に収納し，収納管と通風管の間に冷却空気を流す構造

とする。 

 冷却空気は，高さ約29ｍ（高レベル廃液ガラス固化建屋）及び高さ

約25ｍ（第１ガラス固化体貯蔵建屋）の冷却空気入口シャフトから貯

蔵ピットの下部に流入し，円環流路を上昇しながらガラス固化体から

発生する崩壊熱を除去する。この崩壊熱を除去した空気は，十分な通

風力を与える高さ約35ｍの冷却空気出口シャフト排気口から大気中へ

放出する。29℃を外気温とし，2.3ｋＷのガラス固化体が全数収納さ

れた状態でのガラス固化体の温度は，次のとおりとなる設計とする。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット 

    ガラス固化体容器表面温度  約 270℃ 

    ガラス固化体中心温度    約 410℃ 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット 

    ガラス固化体容器表面温度  約 280℃ 

    ガラス固化体中心温度    約 420℃ 

 この場合，冷却空気の円環流路出口温度は，それぞれ約75℃，約9

0℃である。 

 また，発熱量の経年変化を考慮しても，冷却空気流量の減少割合に

比較し，ガラス固化体の崩壊熱量減少割合の方が大きいため，ガラス

固化体の温度が上昇することはない。 

 なお，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に除去されていることを確

認するため，冷却空気入口，出口温度監視用に冷却空気入口シャフ

ト，冷却空気出口シャフトに温度計を設ける。 

 また，収納管は，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備に接続し，収納

管内を負圧に維持する。貯蔵ピットは，ガラス固化体貯蔵においてガ
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ラス固化体容器が機械的強度上十分耐え得るたて積み９段以下の設

計とする。 

 ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵区域の天井等のコンクリート温度

が65℃を超えないように断熱材及び貯蔵区域側壁部に空気流路を設け

るとともに，上部及び下部プレナム部での空気流路を形成するプレナ

ム形成板を設ける設計とする。 

 収納管及び通風管は，使用環境を考慮し，防食処理（アルミニウム

溶射) した炭素鋼を用いる設計とする。 

 収納管は，万一のガラス固化体の落下時にも，収納管とガラス固化

体との間隙を小さくすることにより，収納管内の空気が間隙から排出

されにくく，収納管内の空気による圧縮抵抗が働き，ガラス固化体の

落下速度，落下衝撃を減少させる効果が働くような設計とする。ま

た，収納管の底部には衝撃吸収体を兼ねたガラス固化体受台を設置

し，万一のガラス固化体落下時にもガラス固化体容器に著しい損傷を

与えないようにするとともに，収納管の機能を失うような損傷を生じ

ない設計とする。 

 収納管は，貯蔵区域の天井スラブで懸架支持し，通風管は，貯蔵ピ

ットの支持架構で固定支持する。収納管と通風管との間にはスペーサ

を設け地震時の収納管の荷重をスペーサを介して支持架構で支持する

構造とする。さらに，支持架構は，高レベル廃液ガラス固化建屋又は

第１ガラス固化体貯蔵建屋の側面に固定する。なお，収納管に顕著な

変化がないことを確認するために，収納管内面の目視等による観察が

可能な措置を講ずる。 

 ｂ．トレンチ移送台車 

 トレンチ移送台車に設置するしゃへい容器は，その中にガラス固化

体１本を収納できる構造とする。 

 トレンチ移送台車は，しゃへい容器内にガラス固化体の側面に沿う

ガイドを設けガラス固化体が転倒しない構造とするとともに，遠隔自

動運転とし，運転を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロ

ックを設ける。 

 ｃ．ガラス固化体受入れクレーン 

 ガラス固化体受入れクレーンは，ガラス固化体の落下防止のため，

つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源

喪失時にもつり荷を保持できるフェイル セイフ機構を有する構造と

する。 

 さらに，ガラス固化体受入れクレーンは，ガラス固化体のつり上げ

高さを９ｍ以内に制限できるインターロックを設け，万一のガラス固

化体の落下によってもガラス固化体容器に著しい損傷を与えない設

計とする。 

ラス固化体容器が機械的強度上十分耐え得るたて積み９段以下の設計

とする。 

 ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵区域の天井等のコンクリート温度が

65℃を超えないように断熱材及び貯蔵区域側壁部に空気流路を設ける

とともに，上部及び下部プレナム部での空気流路を形成するプレナム

形成板を設ける設計とする。 

 収納管及び通風管は，使用環境を考慮し，防食処理（アルミニウム

溶射）した炭素鋼を用いる設計とする。 

 収納管は，万一のガラス固化体の落下時にも，収納管とガラス固化

体との間隙を小さくすることにより，収納管内の空気が間隙から排出

されにくく，収納管内の空気による圧縮抵抗が働き，ガラス固化体の

落下速度，落下衝撃を減少させる効果が働くような設計とする。ま

た，収納管の底部には衝撃吸収体を兼ねたガラス固化体受台を設置

し，万一のガラス固化体落下時にもガラス固化体容器に著しい損傷を

与えないようにするとともに，収納管の機能を失うような損傷を生じ

ない設計とする。 

 収納管は，貯蔵区域の天井スラブで懸架支持し，通風管は，貯蔵ピ

ットの支持架構で固定支持する。収納管と通風管との間にはスペーサ

を設け地震時の収納管の荷重をスペーサを介して支持架構で支持する

構造とする。さらに，支持架構は，高レベル廃液ガラス固化建屋又は

第１ガラス固化体貯蔵建屋の側面に固定する。なお，収納管に顕著な

変化がないことを確認するために，収納管等の目視等による観察が可

能な措置を講ずる。 

ｂ．トレンチ移送台車 

  トレンチ移送台車に設置する遮蔽容器は，その中にガラス固化体１

本を収納できる構造とする。 

 トレンチ移送台車は，遮蔽容器内にガラス固化体の側面に沿うガイ

ドを設けガラス固化体が転倒しない構造とするとともに，遠隔自動運

転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため，逸走防止のインターロ

ックを設ける。 

 ｃ．ガラス固化体受入れクレーン 

 ガラス固化体受入れクレーンは，ガラス固化体の落下防止のため，

つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源

喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する構造とす

る。 

 さらに，ガラス固化体受入れクレーンは，ガラス固化体のつり上げ

高さを９ｍ以内に制限できるインターロックを設け，万一のガラス固

化体の落下によってもガラス固化体容器に著しい損傷を与えない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 また，ガラス固化体受入れクレーンは，遠隔自動運転とし，運転を

安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける。 

 ｄ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンに設置するしゃへい容

器は，ガラス固化体３本，収納管プラグ等を収納できる構造とする。 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンは，ガラス固化体の落

下防止のため，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施す

とともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイル セイフ機構

を有する構造とする。さらに，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーンは，収納管外でのガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制

限できるインターロックを設け，万一のガラス固化体の落下によって

もガラス固化体容器に著しい損傷を与えない設計とする。 

 また，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンは，遠隔自動運

転とし，運転を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロック

を設ける。 

 ｅ．冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフト 

 冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトは，高レベル廃液

ガラス固化建屋又は第１ガラス固化体貯蔵建屋と一体構造とし，建屋

の側面に設ける。 

 冷却空気出口シャフトは，ガラス固化体の崩壊熱を除去できる十分

な冷却空気の風量を与える高さとする。 

 なお，冷却空気出入口シャフトの開口部には異物の侵入を防止する

措置を講ずるとともに，入口シャフト底部については目視等による観

察及び必要に応じ，じんあい等の除去が可能な措置を講ずる。 

 

7.4.3.5  試験・検査 

 安全上重要な収納管及び通風管は，据付け検査，外観検査等の品質保

証活動のもとに据付けを行う。 

 

7.4.3.6  評  価 

 (１) 崩壊熱除去 

 ガラス固化体貯蔵設備は，冷却空気の流路及び十分な高さの冷却空

気出口シャフトを設け，ガラス固化体からの崩壊熱により生じる通風

力によって流れる冷却空気により適切に崩壊熱を除去する設計とする

ので，ガラス固化体及び構造物の過度の温度上昇を防止できる。 

 (２) 貯蔵容量 

 ガラス固化体貯蔵設備は，約８年間に発生するガラス固化体を貯蔵

できる。 

 なお，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体を貯蔵ピットの収納

 また，ガラス固化体受入れクレーンは，遠隔自動運転とし，運転を

安全，かつ，確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける。 

 ｄ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンに設置する遮蔽容器

は，ガラス固化体３本，収納管プラグ等を収納できる構造とする。 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンは，ガラス固化体の落

下防止のため，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施す

とともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を

有する構造とする。さらに，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレ

ーンは，収納管外でのガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限

できるインターロックを設け，万一のガラス固化体の落下によっても

ガラス固化体容器に著しい損傷を与えない設計とする。 

 また，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンは，遠隔自動運

転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため，逸走防止のインターロ

ックを設ける。 

 ｅ．冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフト 

 冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトは，高レベル廃液

ガラス固化建屋又は第１ガラス固化体貯蔵建屋と一体構造とし，建屋

の側面に設ける。 

 冷却空気出口シャフトは，ガラス固化体の崩壊熱を除去できる十分

な冷却空気の風量を与える高さとする。 

 なお，冷却空気出入口シャフトの開口部には異物の侵入を防止する

措置を講ずるとともに，入口シャフト底部については目視等による観

察及び必要に応じ，じんあい等の除去が可能な措置を講ずる。 

 

7.4.3.5  試験・検査 

 安全上重要な収納管及び通風管は，据付け検査，外観検査等の品質保

証活動のもとに据付けを行う。 

 

7.4.3.6  評  価 

 (１) 崩壊熱除去 

 ガラス固化体貯蔵設備は，冷却空気の流路及び十分な高さの冷却空

気出口シャフトを設け，ガラス固化体からの崩壊熱により生じる通風

力によって流れる冷却空気により適切に崩壊熱を除去する設計とする

ので，ガラス固化体及び構造物の過度の温度上昇を防止できる。 

 (２) 貯蔵容量 

 ガラス固化体貯蔵設備は，約８年間に発生するガラス固化体を貯蔵

できる。 

 なお，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体を貯蔵ピットの収納

 

 

・記載の適正化（表現修
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

管内にたて積みで貯蔵し，収納管内を気体廃棄物の廃棄施設の換気設

備により負圧に維持する設計とし，収納管と通風管の間に冷却空気を

流すことによりガラス固化体容器が冷却空気と直接接触しない方法で

貯蔵できる設計とするので，適切な方法で貯蔵できる。 

 (３) 落下防止 

 ガラス固化体受入れクレーン及び第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走

行クレーンは，つりワイヤの二重化等を行い，また，トレンチ移送

台車は，逸走防止のインターロックの設置等を行う設計とするので，

ガラス固化体の落下及び転倒を防止できる。 

 また，ガラス固化体貯蔵設備は，受入れ室等でのつり上げ高さを９

ｍ以内に制限するとともに，収納管の底部に衝撃吸収体を兼ねたガラ

ス固化体受台を設ける設計とするので，万一のガラス固化体の落下に

よってもガラス固化体容器に著しい損傷を与えることはない。 

 

7.4.4  低レベル固体廃棄物処理設備 

7.4.4.1   概    要 

 低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処

理系，雑固体廃棄物処理系及びチャンネル ボックス・バーナブル ポイ

ズン処理系で構成する。 

  低レベル固体廃棄物処理設備系統概要図を第7.4－６図に示す。 

 

7.4.4.2  低レベル濃縮廃液処理系 

7.4.4.2.1  概  要 

 低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処

理設備から発生する低レベル濃縮廃液を処理する系である。 

 

7.4.4.2.2 設計方針 

 (１) 閉じ込め 

低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置，固化装置等の放射性物質を内

蔵する機器は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造と

するとともに，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合にも漏えい

の拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

 (２) その他 

低レベル濃縮廃液処理系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に伴う

設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

7.4.4.2.3  主要設備の仕様 

  低レベル濃縮廃液処理系の主要設備の仕様を第7.4－３表に示す。 

  また，乾燥装置概要図を第7.4－７図に示す。 

管内にたて積みで貯蔵し，収納管内を気体廃棄物の廃棄施設の換気設

備により負圧に維持する設計とし，収納管と通風管の間に冷却空気を

流すことによりガラス固化体容器が冷却空気と直接接触しない方法で

貯蔵できる設計とするので，適切な方法で貯蔵できる。 

 (３) 落下防止 

 ガラス固化体受入れクレーン及び第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走

行クレーンは，つりワイヤの二重化等を行い，また，トレンチ移送

台車は，逸走防止のインターロックの設置等を行う設計とするので，

ガラス固化体の落下及び転倒を防止できる。 

 また，ガラス固化体貯蔵設備は，受入れ室等でのつり上げ高さを９

ｍ以内に制限するとともに，収納管の底部に衝撃吸収体を兼ねたガラ

ス固化体受台を設ける設計とするので，万一のガラス固化体の落下に

よってもガラス固化体容器に著しい損傷を与えることはない。 

 

7.4.4  低レベル固体廃棄物処理設備 

7.4.4.1   概    要 

 低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処

理系，雑固体廃棄物処理系及びチャンネル ボックス・バーナブル ポイ

ズン処理系で構成する。 

  低レベル固体廃棄物処理設備系統概要図を第7.4－６図に示す。 

 

7.4.4.2  低レベル濃縮廃液処理系 

7.4.4.2.1  概  要 

 低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処

理設備から発生する低レベル濃縮廃液を処理する系である。 

 

7.4.4.2.2設計方針 

 (１) 閉じ込め 

低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置，固化装置等の放射性物質を内

包する機器は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造と

するとともに，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合にも漏えい

の拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

 (２) その他 

低レベル濃縮廃液処理系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に伴う

設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

7.4.4.2.3  主要設備の仕様 

  低レベル濃縮廃液処理系の主要設備の仕様を第7.4－３表に示す。 

  また，乾燥装置概要図を第7.4－７図に示す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 なお，低レベル濃縮廃液処理系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

伴う設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

7.4.4.2.4  系統構成及び主要設備 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び固化装置は，各１系列で構成

する。低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃

液処理設備から発生する低レベル濃縮廃液を処理することが可能な能力

を有する。 

 (１) 系統構成 

 低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液

処理設備の第１低レベル廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液

を，乾燥装置（蒸発温度：約100℃）へ連続供給して乾燥した後，圧

縮成型し，ドラム缶又は角型容器（以下7.4では｢ドラム缶等｣とい

う｡)に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物

貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネル ボック

ス・バーナブル ポイズン貯蔵系へ移送する。また，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液を，

固化装置へ供給し固化材と混合した後，ドラム缶内に固化し，低レベ

ル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃

棄物貯蔵系の第１貯蔵系若しくは第２貯蔵系又は第４低レベル廃棄物

貯蔵系へ移送する。 

 乾燥装置から発生する廃ガスは，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃

ガス処理設備へ移送する。 

 (２) 主要設備 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置，固化装置等の放射性物質を内

蔵する機器は，ニッケル基合金又はステンレス鋼を用い，接液部は溶

接構造等の設計とする。液体状の放射性物質を内蔵する主要設備を収

納する室の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製又は樹脂

製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質は，適切

に移送する設計とする。 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置等は，気体廃棄物の廃棄施設の

塔槽類廃ガス処理設備に接続する設計とする。また，乾燥装置は，加

熱蒸気温度等を測定し，運転状態を監視する設計とする。 

 

7.4.4.2.5  試験・検査 

  低レベル濃縮廃液処理系は，中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の制御盤等でその状態を監視する。 

 

7.4.4.2.6  評  価 

 なお，低レベル濃縮廃液処理系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

伴う設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

7.4.4.2.4  系統構成及び主要設備 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び固化装置は，各１系列で構成

する。低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃

液処理設備から発生する低レベル濃縮廃液を処理することが可能な能力

を有する。 

 (１) 系統構成 

 低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液

処理設備の第１低レベル廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液

を，乾燥装置（蒸発温度：約100℃）へ連続供給して乾燥した後，圧

縮成型し，ドラム缶又は角型容器（以下｢ドラム缶等｣という｡)に詰

め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の

第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネル ボックス・バー

ナブル ポイズン貯蔵系へ移送する。また，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液を，固化装置

へ供給し固化材と混合した後，ドラム缶内に固化し，低レベル固体廃

棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵

系の第１貯蔵系若しくは第２貯蔵系又は第４低レベル廃棄物貯蔵系へ

移送する。 

 乾燥装置から発生する廃ガスは，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃

ガス処理設備へ移送する。 

 (２) 主要設備 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置，固化装置等の放射性物質を内

包する機器は，ニッケル基合金又はステンレス鋼を用い，接液部は溶

接構造等の設計とする。液体状の放射性物質を内包する主要設備を収

納する室の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製又は樹脂

製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質は，適切

に移送する設計とする。 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置等は，気体廃棄物の廃棄施設の

塔槽類廃ガス処理設備に接続する設計とする。また，乾燥装置は，加

熱蒸気温度等を測定し，運転状態を監視する設計とする。 

 

7.4.4.2.5  試験・検査 

  低レベル濃縮廃液処理系は，中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の制御盤等でその状態を監視する。 

 

7.4.4.2.6  評  価 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (１) 閉じ込め 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置，固化装置等の放射性物質を内

蔵する機器は，腐食し難いニッケル基合金又はステンレス鋼を用い，

かつ，接液部は溶接構造等の漏えいし難い設計とするので，閉じ込め

機能を確保できる。 

 低レベル濃縮廃液処理系の液体状の放射性物質を内蔵する主要設備

を収納する室の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製又は

樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質は，

適切に移送する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えい

を想定しても，その拡大を防止できる。 

 (２) その他 

低レベル濃縮廃液処理系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に伴う

設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

7.4.4.3 廃溶媒処理系 

7.4.4.3.1  概  要 

  廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備から発生する

廃溶媒を処理する系である。 

 

7.4.4.3.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の放射性物質を内蔵する機器は，腐食

し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一

液体状の放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全

に処置できる設計とする。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒を取り扱う機器は，廃溶媒に

よる火災を適切に防止できる設計とするとともに燃焼装置等の可燃性

ガスを取り扱う機器は，可燃性ガスによる火災及び爆発を適切に防止

できる設計とする。 

 

7.4.4.3.3  主要設備の仕様 

廃溶媒処理系の主要設備の仕様を第7.4－４表に示す。 

なお，熱分解装置概要図を第7.4－８図に示す。 

 

7.4.4.3.4  系統構成及び主要設備 

 廃溶媒処理系は，１系列で構成する。廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の

回収施設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理することが可能な能力

を有する。 

 (１) 閉じ込め 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置，固化装置等の放射性物質を内

包する機器は，腐食し難いニッケル基合金又はステンレス鋼を用い，

かつ，接液部は溶接構造等の漏えいし難い設計とするので，閉じ込め

機能を確保できる。 

 低レベル濃縮廃液処理系の液体状の放射性物質を内包する主要設備

を収納する室の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製又は

樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質は，

適切に移送する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えい

を想定しても，その拡大を防止できる。 

 (２) その他 

低レベル濃縮廃液処理系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に伴う

設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

7.4.4.3 廃溶媒処理系 

7.4.4.3.1  概  要 

  廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備から発生する

廃溶媒を処理する系である。 

 

7.4.4.3.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の放射性物質を内包する機器は，腐食

し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一

液体状の放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全

に処置できる設計とする。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒を取り扱う機器は，廃溶媒に

よる火災を適切に防止できる設計とするとともに燃焼装置等の可燃性

ガスを取り扱う機器は，可燃性ガスによる火災及び爆発を適切に防止

できる設計とする。 

 

7.4.4.3.3  主要設備の仕様 

廃溶媒処理系の主要設備の仕様を第7.4－４表に示す。 

また，熱分解装置概要図を第7.4－８図に示す。 

 

7.4.4.3.4  系統構成及び主要設備 

 廃溶媒処理系は，１系列で構成する。廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の

回収施設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理することが可能な能力

を有する。 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (１) 系統構成 

 廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から発生する

廃溶媒を，水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置へ供給してりん酸

と可燃性ガスに熱分解（約450℃）する。りん酸は，熱分解と同時に

水酸化カルシウムで中和し熱分解生成物として熱分解装置から抜き出

し，圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯

蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，

必要に応じチャンネル ボックス・バーナブル ポイズン貯蔵系へ移送

する。また，可燃性ガスは，燃焼装置（約900℃）へ導いて燃焼し，燃

焼後の廃ガスは，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移

送する。 

  (２) 主要設備 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の放射性物質を内蔵する機器は，ステ

ンレス鋼，炭素鋼又はニッケル基合金を用い，接液部は溶接構造等の

設計とする。また，液体状の放射性物質を内蔵する主要設備を収納す

る室の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製又は樹脂製の

漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質は，適切に移

送する設計とする。 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等は, 気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃

ガス処理設備に接続する設計とする。 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒を取り扱う機器は，接地する

とともに，電動機等は，防爆構造とし，着火源を適切に排除する設計

とする。 

 ａ．熱分解装置 

 熱分解装置は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活性な

雰囲気下で熱分解する設計とする。また，熱分解装置は，外部ヒータ

を適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を監視す

る設計とする。 

 ｂ．燃焼装置 

 燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視する設計とす

るとともに，耐火物を内張りし，装置外面における過度の温度上昇を

防止する設計とする。 

 

7.4.4.3.5  試験・検査 

  廃溶媒処理系は，中央制御室の制御盤等でその状態を監視する。 

 

7.4.4.3.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の放射性物質を内蔵する機器は，使用

 (１) 系統構成 

 廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から発生する

廃溶媒を，水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置へ供給してりん酸

と可燃性ガスに熱分解（約450℃）する。りん酸は，熱分解と同時に

水酸化カルシウムで中和し熱分解生成物として熱分解装置から抜き出

し，圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯

蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，

必要に応じチャンネル ボックス・バーナブル ポイズン貯蔵系へ移送

する。また，可燃性ガスは，燃焼装置（約900℃）へ導いて燃焼し，燃

焼後の廃ガスは，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移

送する。 

  (２) 主要設備 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の放射性物質を内包する機器は，ステ

ンレス鋼，炭素鋼又はニッケル基合金を用い，接液部は溶接構造等の

設計とする。また，液体状の放射性物質を内包する主要設備を収納す

る室の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製又は樹脂製の

漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質は，適切に移

送する設計とする。 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等は, 気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃

ガス処理設備に接続する設計とする。 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒を取り扱う機器は，接地する

とともに，電動機等は，防爆構造とし，着火源を適切に排除する設計

とする。 

 ａ．熱分解装置 

 熱分解装置は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活性な

雰囲気下で熱分解する設計とする。また，熱分解装置は，外部ヒータ

を適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を監視す

る設計とする。 

 ｂ．燃焼装置 

 燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視する設計とす

るとともに，耐火物を内張りし，装置外面における過度の温度上昇を

防止する設計とする。 

 

7.4.4.3.5  試験・検査 

  廃溶媒処理系は，中央制御室の制御盤等でその状態を監視する。 

 

7.4.4.3.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の放射性物質を内包する機器は，使用
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

環境を考慮し，ステンレス鋼，炭素鋼又はニッケル基合金を用い，か

つ，接液部は溶接構造等の漏えいし難い設計とするので，閉じ込め機

能を確保できる。 

 廃溶媒処理系の液体状の放射性物質を内蔵する主要設備を収納する

室の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製又は樹脂製の漏

えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質は，適切に移送

する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想定して

も，その拡大を防止できる。 

 熱分解装置は，廃溶媒の熱分解により発生するりん酸に対して，水

酸化カルシウムを添加し中和しているため腐食を防止できる。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 廃溶媒処理系の廃溶媒を取り扱う機器は，接地するとともに，電動

機等は防爆構造とし，着火源を排除する設計とするので，廃溶媒によ

る火災の発生を防止できる。 

 熱分解装置は，窒素ガスの供給により不活性な雰囲気下で廃溶媒を

熱分解する設計とするので，廃溶媒による火災の発生並びに可燃性ガ

スによる火災及び爆発の発生を防止できる。 

 燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視する設計とす

るので，可燃性ガスによる火災及び爆発の発生を防止できる。 

 

7.4.4.4  雑固体廃棄物処理系 

7.4.4.4.1  概  要 

 雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する紙，フィルタ，ポンプ

等の雑固体廃棄物を焼却若しくは圧縮減容又はそのまま取り扱う系であ

る。 

 

7.4.4.4.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 雑固体廃棄物処理系の焼却装置等の放射性物質を内蔵する機器は，

腐食し難い材料を使用し，かつ，放射性物質が漏えいし難い構造とす

る。 

 

7.4.4.4.3  主要設備の仕様 

  雑固体廃棄物処理系の主要設備の仕様を第7.4－５表に示す。 

7.4.4.4.4  系統構成及び主要設備 

 雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成する。雑固体廃棄物処理系は，

各種施設から発生する雑固体廃棄物を処理することが可能な能力を有す

る。 

 (１) 系統構成 

環境を考慮し，ステンレス鋼，炭素鋼又はニッケル基合金を用い，か

つ，接液部は溶接構造等の漏えいし難い設計とするので，閉じ込め機

能を確保できる。 

 廃溶媒処理系の液体状の放射性物質を内包する主要設備を収納する

室の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製又は樹脂製の漏

えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質は，適切に移送

する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想定して

も，その拡大を防止できる。 

 熱分解装置は，廃溶媒の熱分解により発生するりん酸に対して，水

酸化カルシウムを添加し中和しているため腐食を防止できる。 

 (２) 火災及び爆発の防止 

 廃溶媒処理系の廃溶媒を取り扱う機器は，接地するとともに，電動

機等は防爆構造とし，着火源を排除する設計とするので，廃溶媒によ

る火災の発生を防止できる。 

 熱分解装置は，窒素ガスの供給により不活性な雰囲気下で廃溶媒を

熱分解する設計とするので，廃溶媒による火災の発生並びに可燃性ガ

スによる火災及び爆発の発生を防止できる。 

 燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視する設計とす

るので，可燃性ガスによる火災及び爆発の発生を防止できる。 

 

7.4.4.4  雑固体廃棄物処理系 

7.4.4.4.1  概  要 

 雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する紙，フィルタ，ポンプ

等の雑固体を焼却若しくは圧縮減容又はそのまま取り扱う系である。 

 

 

7.4.4.4.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 雑固体廃棄物処理系の焼却装置等の放射性物質を内包する機器は，

腐食し難い材料を使用し，かつ，放射性物質が漏えいし難い構造とす

る。 

 

7.4.4.4.3  主要設備の仕様 

  雑固体廃棄物処理系の主要設備の仕様を第7.4－５表に示す。 

7.4.4.4.4  系統構成及び主要設備 

 雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成する。雑固体廃棄物処理系は，

各種施設から発生する雑固体を処理することが可能な能力を有する。 

 

 (１) 系統構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固体廃棄物のうち

焼却可能なものを必要に応じ焼却装置（約900℃）で焼却し廃溶媒処

理系の圧縮成型装置で圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，また，雑

固体廃棄物のうち焼却しないものを圧縮減容装置で圧縮減容した後ド

ラム缶等に詰め，又は，そのままドラム缶等に詰め，主に低レベル固

体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２

貯蔵系へ，必要に応じチャンネル ボックス・バーナブル ポイズン貯

蔵系へ移送する。 

 

 

 

 

ただし，雑固体廃棄物のうち，よう素フィルタは第２低レベル廃棄

物貯蔵系の第２貯蔵系に貯蔵する。 

 焼却装置から発生する廃ガスは，セラミック フィルタを経て, 気

体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送する。 

 

 (２) 主要設備 

  雑固体廃棄物処理系の焼却装置及びセラミック フィルタのケーシ

ングは,炭素鋼を用い，溶接構造等の漏えいし難い設計とするととも

に，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続する設計と

する。 

 また，焼却装置及びセラミック フィルタは，耐火物を内張りし，

機器外面における過度の温度上昇を防止する設計とするとともに，焼

却装置は燃焼状態を監視する設計とする。 

 

7.4.4.4.5  試験・検査 

  雑固体廃棄物処理系は，中央制御室の制御盤等でその状態を監視す

る。 

 

7.4.4.4.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

  雑固体廃棄物処理系の焼却装置及びセラミック フィルタのケーシ

ングは，炭素鋼を用い，かつ，溶接構造等の漏えいし難い設計とする

ので，閉じ込め機能を確保できる。 

 

7.4.4.5  チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理系 

7.4.4.5.1  概  要 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理系は，使用済燃料の

 雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固体のうち焼却可

能なものを必要に応じ焼却装置（約900℃）で焼却し廃溶媒処理系の圧

縮成型装置で圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，また，雑固体のう

ち焼却しないものを圧縮減容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に詰

め，又は，そのままドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵

設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必

要に応じチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送す

る。 

また，雑固体のうち，低レベル廃液処理設備の油分除去系から発生

する廃活性炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に詰

め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の

第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ移送する。 

ただし，雑固体のうち，よう素フィルタは第２低レベル廃棄物貯蔵

系の第２貯蔵系に貯蔵する。 

焼却装置から発生する廃ガスは，セラミックフィルタを経て，気体

廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送する。 

 

 (２) 主要設備 

  雑固体廃棄物処理系の焼却装置及びセラミックフィルタのケーシン

グは，炭素鋼を用い，溶接構造等の漏えいし難い設計とするととも

に，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続する設計と

する。 

また，焼却装置及びセラミックフィルタは，耐火物を内張りし，機

器外面における過度の温度上昇を防止する設計とするとともに，焼却

装置は燃焼状態を監視する設計とする。 

 

7.4.4.4.5  試験・検査 

  雑固体廃棄物処理系は，中央制御室の制御盤等でその状態を監視す

る。 

 

7.4.4.4.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

  雑固体廃棄物処理系の焼却装置及びセラミック フィルタのケーシ

ングは，炭素鋼を用い，かつ，溶接構造等の漏えいし難い設計とする

ので，閉じ込め機能を確保できる。 

 

7.4.4.5  チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系 

7.4.4.5.1  概  要 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系は，使用済燃料の貯

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

. 

 

・記載の適正化（運用の

明確化） 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

貯蔵施設において，せん断前の処理として，使用済燃料集合体から取り

外したチャンネル ボックス(以下7.4では｢ＣＢ｣という｡)及びバーナブ

ル ポイズン(以下7.4では｢ＢＰ｣という｡)を処理する系(以下7.4では｢Ｃ

Ｂ・ＢＰ処理系｣という｡)である。 

 

7.4.4.5.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 ＣＢ・ＢＰ処理系の第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置を設置

する切断ピットは，液体状の放射性物質が漏えいし難い構造とすると

ともに万一の漏えいを検知し，漏えいした液体状の放射性物質を安全

に処置できる設計とする。 

 

7.4.4.5.3  主要設備の仕様 

  ＣＢ・ＢＰ処理系の主要設備の仕様を第7.4－６表に示す。 

  なお，ＣＢ・ＢＰ処理系のうち第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ切断装

置は，再処理設備本体の運転開始から使用し，燃料貯蔵プールに隣接す

る設備であるため，使用済燃料貯蔵中の安全性を損なうことのないよう

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設と同時に設置する。 

 

7.4.4.5.4  系統構成及び主要設備 

 ＣＢ・ＢＰ処理系は，２系列(一部１系列)で構成する。ＣＢ・ＢＰ処

理系は，使用済燃料の貯蔵施設において，せん断前の処理として，使用

済燃料集合体から取り外したＣＢ・ＢＰを処理することが可能な能力を

有する。 

 (１) 系統構成 

 ＣＢ・ＢＰ処理系は,使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及びチャンネル 

ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋に設置する。 

 使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備において，せん断前の

処理として，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰは，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ

切断装置により使用済燃料の貯蔵施設のプール水中で切断後, チャン

ネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋へ移送し, それぞれ第

２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置により切断ピット水中で更に切

断し，収納容器に収納して，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃棄物

貯蔵設備のチャンネル ボックス・バーナブル ポイズン貯蔵系に移送

する｡ 第１ＣＢ切断装置はＣＢを二つに切断し，第２ＣＢ切断装置は

更に切断し，平板状にする。第１ＢＰ切断装置はＢＰを支持体とＢＰ

棒本体に分割切断し，第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒本体をせん断する。 

 (２) 主要設備 

蔵施設において，せん断前の処理として，使用済燃料集合体から取り外

したＣＢ及びＢＰを処理する系(以下7.4では｢ＣＢ・ＢＰ処理系｣とい

う｡)である。 

 

 

7.4.4.5.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 ＣＢ・ＢＰ処理系の第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置を設置

する切断ピットは，液体状の放射性物質が漏えいし難い構造とすると

ともに万一の漏えいを検知し，漏えいした液体状の放射性物質を安全

に処置できる設計とする。 

 

7.4.4.5.3  主要設備の仕様 

  ＣＢ・ＢＰ処理系の主要設備の仕様を第7.4－６表に示す。 

  なお，ＣＢ・ＢＰ処理系のうち第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ切断装

置は，再処理設備本体の運転開始から使用し，燃料貯蔵プールに隣接す

る設備であるため，使用済燃料貯蔵中の安全性を損なうことのないよう

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設と同時に設置する。 

 

7.4.4.5.4  系統構成及び主要設備 

 ＣＢ・ＢＰ処理系は，２系列(一部１系列)で構成する。ＣＢ・ＢＰ処

理系は，使用済燃料の貯蔵施設において，せん断前の処理として，使用

済燃料集合体から取り外したＣＢ・ＢＰを処理することが可能な能力を

有する。 

 (１) 系統構成 

 ＣＢ・ＢＰ処理系は,使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及びチャンネル

ボックス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する。 

 使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備において，せん断前の

処理として，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰは，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ

切断装置により使用済燃料の貯蔵施設のプール水中で切断後, チャン

ネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋へ移送し, それぞれ第２

ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置により切断ピット水中で更に切断

し，収納容器に収納して，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃棄物貯

蔵設備のチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系に移送す

る｡ 第１ＣＢ切断装置はＣＢを二つに切断し，第２ＣＢ切断装置は更

に切断し，平板状にする。第１ＢＰ切断装置はＢＰを支持体とＢＰ棒

本体に分割切断し，第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒本体をせん断する。 

 (２) 主要設備 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置を設置する切断ピットの内

面は，液体状の放射性物質の漏えいを防止するため，ステンレス鋼を

内張りし，接液部は溶接構造等の設計とする。また，切断ピットに漏

えい検知装置を設けるとともに漏えいした液体状の放射性物質は，適

切に移送する設計とする。切断ピットは，ピット水の水質の維持・管

理を図る設計とする。 

 また，第１切断装置及び第２切断装置は，その運転状態を監視する

設計とする。 

 

7.4.4.5.5  試験・検査 

  ＣＢ・ＢＰ処理系は，中央制御室の制御盤等でその状態を監視する。 

 

7.4.4.5.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

 ＣＢ・ＢＰ処理系の第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置を設置

する切断ピットの内面は，ステンレス鋼の腐食し難い材料を内張り

し，かつ，接液部は溶接構造等の漏えいし難い設計とするので，閉じ

込め機能を確保できる。また，切断ピットに漏えい検知装置を設ける

とともに漏えいした液体状の放射性物質を適切に移送する設計とする

ので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，その拡大を

防止できる。 

 

7.4.5   低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

7.4.5.1  概  要 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンド ピー

ス貯蔵系，チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン貯蔵系，第１

低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯

蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成

する。 

 

 

 

 

 

7.4.5.2   設計方針 

  (１) 閉じ込め 

 廃樹脂及び廃スラッジを内蔵する機器は，腐食し難い材料を使用

し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに液体状の放射性物質が漏

えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とす

 第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置を設置する切断ピットの内

面は，液体状の放射性物質の漏えいを防止するため，ステンレス鋼を

内張りし，接液部は溶接構造等の設計とする。また，切断ピットに漏

えい検知装置を設けるとともに漏えいした液体状の放射性物質は，適

切に移送する設計とする。切断ピットは，ピット水の水質の維持・管

理を図る設計とする。 

 また，第１切断装置及び第２切断装置は，その運転状態を監視する

設計とする。 

 

7.4.4.5.5  試験・検査 

  ＣＢ・ＢＰ処理系は，中央制御室の制御盤等でその状態を監視する。 

 

7.4.4.5.6  評  価 

 (１) 閉じ込め 

 ＣＢ・ＢＰ処理系の第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置を設置

する切断ピットの内面は，ステンレス鋼の腐食し難い材料を内張り

し，かつ，接液部は溶接構造等の漏えいし難い設計とするので，閉じ

込め機能を確保できる。また，切断ピットに漏えい検知装置を設ける

とともに漏えいした液体状の放射性物質を適切に移送する設計とする

ので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，その拡大を

防止できる。 

 

7.4.5   低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

7.4.5.1  概  要 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンド ピー

ス貯蔵系，チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン貯蔵系，第１

低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物

貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で

構成する。 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 

 

 

 

7.4.5.2   設計方針 

  (１) 閉じ込め 

 廃樹脂及び廃スラッジを内包する機器は，腐食し難い材料を使用

し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに液体状の放射性物質が漏

えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

る。 

  ハル・エンド ピース貯蔵系の貯蔵プールは，液体状の放射性物質

が漏えいし難い構造とするとともに万一の漏えいを検知し，漏えいし

た液体状の放射性物質を安全に処置できる設計とする。 

  (２) 貯蔵等に関する考慮 

   低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，適切な貯蔵容量を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

  (３) その他   

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

必要な設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計と

する。 

 

7.4.5.3   主要設備の仕様 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様を第7.4－７表に示

す。 

 なお，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯

蔵に必要な廃樹脂貯槽（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋），第１低レベル

廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系及び

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，再処理設備本体の運転開始

に先立ち使用する。 

 

 

 

7.4.5.4   系統構成及び主要設備 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生する低レベル固体

廃棄物（廃樹脂及び廃スラッジ，燃料被覆管せん断片及び燃料集合体端

末片（以下7.4では「ハル・エンド ピース」という｡)，ＣＢ及びＢＰ

の処理物，低レベル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物

の処理物等）を貯蔵する能力を有する。 

 廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する設計とする。 

 その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶等又は容器（ドラム）に詰

め，貯蔵室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とする。 

る。 

ハル・エンド ピース貯蔵系の貯蔵プールは，液体状の放射性物質

が漏えいし難い構造とするとともに万一の漏えいを検知し，漏えいし

た液体状の放射性物質を安全に処置できる設計とする。 

  (２) 貯蔵等に関する考慮 

   低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，適切な貯蔵容量を有する設計とす

る。 

  (３) 共  用   

   低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用し，ＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体の

性状に対して再処理施設で発生する雑固体と廃棄物特性が同等のもの

であることを確認して保管する。ＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑

固体を考慮しても約６年分の貯蔵容量を有する設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

  (４) その他   

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とす

る。 

 

7.4.5.3   主要設備の仕様 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様を第7.4－７表に示

す。 

 なお，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯

蔵に必要な廃樹脂貯槽（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋），第１低レベル

廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系及び

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，再処理設備本体の運転開始

に先立ち使用する。 

 また，第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 

 

7.4.5.4   系統構成及び主要設備 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生する低レベル固体

廃棄物（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及びＢＰ

の処理物，低レベル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，雑固体の処理

物等）及びＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体を貯蔵する能力を有

する。 

 廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する設計とする。 

 その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶等又は容器（ドラム）に詰

め，貯蔵室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（用語・
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・ＭＯＸ共用、取り合い
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，将来必要に応じ増設を考慮する。 

 なお，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯

蔵に係る設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計と

する。 

(１) 系統構成 

ａ．廃樹脂貯蔵系 

  廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設のプール水浄化系，液体廃

棄物の廃棄施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，

低レベル固体廃棄物貯蔵設備のハル・エンド ピースを貯蔵するハ

ル・エンド ピース貯蔵系並びに低レベル固体廃棄物処理設備のＣ

Ｂ・ＢＰ処理系から発生する廃樹脂及び廃スラッジを，それぞれ使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，ハル・エンド ピース貯蔵建屋及びチャン

ネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋に設置する廃樹脂貯槽

に貯蔵する系である。 

 

 ｂ．ハル・エンド ピース貯蔵系 

 ハル・エンド ピース貯蔵系は，溶解施設から発生するハル・エン

ド ピース等を詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系であり,ハル・

エンド ピース貯蔵建屋に設置する。 

ｃ．チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン貯蔵系 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン貯蔵系は，低レベル固

体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ及びＢＰの

処理物等を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，チャンネル ボッ

クス・バーナブル ポイズン処理建屋に設置する。 

 ｄ．第１低レベル廃棄物貯蔵系 

 第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系

で処理しない雑固体廃棄物を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物

処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の

固化体を詰めたドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に係る施設を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備

の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体廃棄物のうち，プルトニウ

ムを含む溶液若しくは粉末又は高レベル廃液による汚染のおそれのな

い雑固体廃棄物であるセル及びグローブ ボックス以外から発生する

雑固体廃棄物を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第１低レベル

廃棄物貯蔵建屋に設置する。 

 ｅ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設備の雑

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，将来必要に応じ増設を考慮する。 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 

(１) 系統構成 

ａ．廃樹脂貯蔵系 

  廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設のプール水浄化系，液体廃

棄物の廃棄施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，

低レベル固体廃棄物貯蔵設備のハル・エンドピースを貯蔵するハル・

エンドピース貯蔵系並びに低レベル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ

処理系から発生する廃樹脂及び廃スラッジを，それぞれ使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する廃樹脂貯槽に貯蔵する系

である。 

 ｂ．ハル・エンドピース貯蔵系 

 ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設から発生するハル・エンド

ピース等を詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系であり，ハル・エ

ンドピース貯蔵建屋に設置する。 

ｃ．チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン貯蔵系は，低レベル固

体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・ＢＰの処

理物等を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する。 

 ｄ．第１低レベル廃棄物貯蔵系 

 第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系

で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設

備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体

を詰めたドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る施設を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固

体廃棄物処理系で処理しない雑固体のうち，プルトニウムを含む溶液

若しくは粉末又は高レベル廃液による汚染のおそれのない雑固体であ

るセル及びグローブボックス以外から発生する雑固体を詰めたドラム

缶等を貯蔵する系であり，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置する。 

 

 ｅ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設備の雑

 

・記載の適正化（用語・
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

固体廃棄物処理系で処理しない雑固体廃棄物を詰めたドラム缶を貯蔵す

る系であり，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２階及び地下３階に設置

する。 

ｆ．第２低レベル廃棄物貯蔵系 

(a)  第１貯蔵系 

 第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処

理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の

処理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固

体廃棄物処理系から発生する雑固体廃棄物の処理物等並びに各種施設

から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処

理しない雑固体廃棄物を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２

低レベル廃棄物貯蔵建屋の地上１階に設置する。 

 

 

 

 

 なお，再処理設備本体の運転開始に先立ち第１貯蔵系を使用する場

合には，再処理設備本体の運転開始後を対象とした第２低レベル廃棄

物貯蔵建屋に係るしゃへい設計に影響がないように，使用済燃料の受

入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設備の雑固

体廃棄物処理系で処理しない雑個体廃棄物を詰めたドラム缶等の表面

線量当量率を管理するものとする。 

(ｂ)  第２貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処

理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処

理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃

棄物処理系から発生する雑固体廃棄物の処理物等並びに各種施設から

発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体廃棄物を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋の地下１階，地下２階及び地下３階に設置する。ただ

し，よう素フィルタ等は，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋地下２階のフィ

ルタ貯蔵室に貯蔵する。 

 

 

ｇ．第４低レベル廃棄物貯蔵系 

    第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系

で処理しない雑固体廃棄物を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物

処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の

固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶を貯蔵する系で

あり，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２階及び地下３階に設置する。 

 

ｆ．第２低レベル廃棄物貯蔵系 

（ａ） 第１貯蔵系 

 第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処

理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の

処理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固

体廃棄物処理系から発生する雑固体の処理物等，各種施設から発生す

る低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑

固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固

体が詰められたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物

貯蔵建屋の地上１階に設置する。 

 ドラム缶等を貯蔵する場合は，遮蔽設計及び建屋の強度設計に影響

がないように，表面線量当量率及び質量を貯蔵前に管理するものとす

る。 

 再処理設備本体の運転開始に先立ち第１貯蔵系を使用する場合に

は，再処理設備本体の運転開始後を対象とした第２低レベル廃棄物貯

蔵建屋に係る遮蔽設計に影響がないように，使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設備の雑固体廃棄物

処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等の表面線量当量率を貯

蔵前に管理するものとする。 

(ｂ)  第２貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処

理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処

理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃

棄物処理系から発生する雑固体の処理物等，各種施設から発生する低

レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を

詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体を詰

めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の

地下１階，地下２階及び地下３階に設置する。ただし，よう素フィルタ

等は，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋地下２階のフィルタ貯蔵室に貯蔵す

る。 

 

ｇ．第４低レベル廃棄物貯蔵系 

    第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系

で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設

備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

固化体を詰めたドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に係る施設を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備

の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体廃棄物のうち，セル及びグ

ローブ ボックス以外から発生する雑固体廃棄物を詰めたドラム缶等を

貯蔵する系であり，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置する。 

  (２) 主要設備 

 廃樹脂及び廃スラッジを内蔵する機器は，ステンレス鋼を用い，接

液部は溶接構造等の設計とする。また，廃樹脂及び廃スラッジを内蔵

する主要設備を収納する室の床には，漏えい検知装置を備えたステン

レス鋼製又は樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放

射性物質は，適切に処置できる設計とする。 

  ハル・エンド ピース貯蔵系の貯蔵プールの内面は，ステンレス鋼

を内張りし，かつ，接液部は溶接構造等の設計とする。また，貯蔵プ

ールに漏えい検知装置を設けるとともに漏えいした液体状の放射性物

質は，適切に移送する設計とする。また，貯蔵プールは，プール水の

水質等の維持・管理を図る設計とする。 

 フィルタ貯蔵室は，低レベル廃棄物処理建屋換気筒に接続する設計

とする。 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，貯蔵する各低レベル固体廃棄物の

推定年間発生量，使用済燃料による総合試験期間(平成18年3月31日

開始）中に発生する各低レベル固体廃棄物，増設に必要な期間等を考

慮して，次のとおりの貯蔵容量を有する設計とする。 

 廃樹脂貯蔵系は，約40年分の貯蔵容量を有する設計とする。ハル・

エンド ピース貯蔵系は，約５年分の貯蔵容量を有する設計とする。

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン貯蔵系は，ＢＷＲ使用済

燃料及びＰＷＲ使用済燃料を年間400ｔ・ＵＰｒずつ再処理する場合に

発生するＣＢ及びＢＰの処理物等の約10年分の貯蔵容量を有する設計

とする。 

 また，第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低

レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系及び第

２貯蔵系並びに第４低レベル廃棄物貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処

理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処

理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体

廃棄物処理系から発生する雑固体廃棄物の処理物等並びに各種施設か

ら発生する雑固体廃棄物を再処理事業の開始から約15年分の貯蔵容

量を有する設計とする。 

なお，第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低

レベル廃棄物貯蔵系及び第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

を詰めたドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る施設を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固

体廃棄物処理系で処理しない雑固体のうち，セル及びグローブボック

ス以外から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置する。 

  (２) 主要設備 

 廃樹脂及び廃スラッジを内包する機器は，ステンレス鋼を用い，接

液部は溶接構造等の設計とする。また，廃樹脂及び廃スラッジを内包

する主要設備を収納する室の床には，漏えい検知装置を備えたステン

レス鋼製又は樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放

射性物質は，適切に処置できる設計とする。 

  ハル・エンドピース貯蔵系の貯蔵プールの内面は，ステンレス鋼を

内張りし，かつ，接液部は溶接構造等の設計とする。また，貯蔵プー

ルに漏えい検知装置を設けるとともに漏えいした液体状の放射性物質

は，適切に移送する設計とする。また，貯蔵プールは，プール水の水

質等の維持・管理を図る設計とする。 

 フィルタ貯蔵室は，低レベル廃棄物処理建屋換気筒に接続する設計

とする。 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，貯蔵する各低レベル固体廃棄物の

推定年間発生量，使用済燃料による総合試験期間（平成18年３月31

日開始）中に発生する各低レベル固体廃棄物，増設に必要な期間等を

考慮して，次のとおりの貯蔵容量を有する設計とする。 

 廃樹脂貯蔵系は，約40年分の貯蔵容量を有する設計とする。ハル・

エンドピース貯蔵系は，約５年分の貯蔵容量を有する設計とする。チ

ャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系は，ＢＷＲ使用済燃料

及びＰＷＲ使用済燃料を年間400ｔ・ＵＰｒずつ再処理する場合に発生

するＣＢ及びＢＰの処理物等の約10年分の貯蔵容量を有する設計とす

る。 

 また，第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低

レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系及び第

２貯蔵系並びに第４低レベル廃棄物貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処

理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処

理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体

廃棄物処理系から発生する雑固体の処理物等並びに各種施設から発生

する雑固体を再処理事業の開始から約26年分の貯蔵容量を有する設

計とする。 

第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル

廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系及び第４低レ

ベル廃棄物貯蔵系は，再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

・記載の適正化（用語・

接続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第２低レベル最大保管

能力の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

係る施設を使用して，使用済燃料の受入れ及び貯蔵を行う場合に発生

する雑固体廃棄物並びに低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮

廃液処理系の固化装置のしゅん工（平成19年３月30日）後に発生す

る低レベル濃縮廃液の固化体を再処理事業の開始から約19年分の貯

蔵容量を有する設計とする。 

 

7.4.5.5   試験・検査 

  低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，中央制御室の制御盤等でその状態を

監視する。 

 

7.4.5.6   評  価 

  (１) 閉じ込め 

 廃樹脂及び廃スラッジを内蔵する機器は，ステンレス鋼を用い，か

つ，接液部は溶接構造等の漏えいし難い設計とするので，閉じ込め機

能を確保できる。また，廃樹脂及び廃スラッジを内蔵する主要設備を

収納する室の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製又は樹

脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質は，適

切に移送する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを

想定しても，その拡大を防止できる。 

 ハル・エンド ピース貯蔵系の貯蔵プールの内面は，ステンレス鋼

の腐食し難い材料を内張りし，かつ，接液部は溶接構造等の漏えいし

難い設計とするので閉じ込め機能を確保できる。また，貯蔵プールに

漏えい検知装置を設けるとともに漏えいした液体状の放射性物質を適

切に移送する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを

想定しても，その拡大を防止できる。 

  (２) 貯蔵等に関する考慮 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生する低レベル固

体廃棄物を約５年分以上貯蔵することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (３) その他 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

必要な廃樹脂貯槽（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）等は，再処理設備

料の受入れ及び貯蔵に係る施設を使用して，使用済燃料の受入れ及び

貯蔵を行う場合に発生する雑固体並びに低レベル固体廃棄物処理設備

の低レベル濃縮廃液処理系の固化装置のしゅん工（平成19年３月30

日）後に発生する低レベル濃縮廃液の固化体を再処理事業の開始か

ら約28年分の貯蔵容量を有する設計とする。 

 

7.4.5.5   試験・検査 

  低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，中央制御室の制御盤等でその状態を

監視する。 

 

7.4.5.6   評  価 

  (１) 閉じ込め 

 廃樹脂及び廃スラッジを内包する機器は，ステンレス鋼を用い，か

つ，接液部は溶接構造等の漏えいし難い設計とするので，閉じ込め機

能を確保できる。また，廃樹脂及び廃スラッジを内包する主要設備を

収納する室の床には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製又は樹

脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射性物質は，適

切に移送する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを

想定しても，その拡大を防止できる。 

ハル・エンドピース貯蔵系の貯蔵プールの内面は，ステンレス鋼の

腐食し難い材料を内張りし，かつ，接液部は溶接構造等の漏えいし難

い設計とするので閉じ込め機能を確保できる。また，貯蔵プールに漏

えい検知装置を設けるとともに漏えいした液体状の放射性物質を適切

に移送する設計とするので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想

定しても，その拡大を防止できる。 

  (２) 貯蔵等に関する考慮 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生した低レベル固

体廃棄物及びＭＯＸ燃料加工施設から発生した雑固体を約６年分貯蔵

することができる。 

  (３) 共  用   

   低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用し，ＭＯＸ燃料加工施設から発生した雑固体の

性状に対して再処理施設で発生した雑固体と廃棄物特性が同等のもの

であることを確認して保管し，ＭＯＸ燃料加工施設から発生した雑固

体を考慮しても約６年分の貯蔵容量を有する設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全性を損なわない。 

  (４) その他 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

必要な廃樹脂貯槽（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）等は，再処理設備
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

7.5  参考文献一覧 

 (１) J.Furrer, R.Kaempffer, A.Linek, A.Merz,“Results of Cleaning 

   Dissolver Off-gas in the PASSAT Prototype Dissolver Off gas 

    Filter System”,16th DOE Nuclear Air Cleaning Conference, pag

e566-583 

 (２) S.Hattori, Y.Kobayashi, Y.Ozawa, M.Kunika,“Removal of Iodin

e from Off-gass of Nuclear Fuel Reprocessing with Silver 

   Impregnated Adsorbents”,18th DOE Nuclear Air Cleaning 

   Conference, P.1343-1360 

 (３) W.J.Maeck and D.T.Pence,“Application of Metal Zeolites to 

    Radioiodine Air Cleaning Problems” 

   11th DOE Nuclear Air Cleaning   Conference, 607-620 

 (４) J.Amend, V.Motoi, F.J.Herrmann, J.Furrer,“ Iodene-129 

   Distribution and Retention During Evaporation of MLW Solution

s”,   21st DOE/NRC Nuclear Air Cleaning Conference,(1990) 

 (５) 尾崎，金川, ｢高性能エアフィルタの苛酷時健全性試験(I) 

     ＤＯＰエアロゾル捕集性能｣，Vol.27, 7, 日本原子力学会誌，626 

    (1985) 

 (６) 山田，宮本，小泉，｢ＨＥＰＡフィルタの捕集効率と除染係数｣，保

健物理，21, 237～244(1986) 
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    “Performance of Multiple HEPA Filters against Pultonium 

   Aerosols”, Los Alamos Scientific Laboratory Report LA-6546 

   (1976) 

  (８) J.D.Christian, D.T.Pence,“Critical Assessment of Methods fo

   r Treating Airborne Effluents from High-Level Waste 

     Solidification Processes”, Pacific Northwest Laboratory Repo

rt PNL-2486 (1977) 

  (９)  Klaus Nagel, Jurgen Furrer,“Aerosol Retention of a Dissolve

r Off-gas System”, 19th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning Confere

nce, NUREG /CP-0086, CONF-860820, Aug 1986 

 (10) 高橋ほか，「ガラス固化モックアップ試験によるスクラバ及びデミ

スタの性能試験」，PNC TN1410 91-033(1991) 

 (11) 白土，北村，大内，渡辺，「水洗浄塔による揮発性ルテニウム除去

試験」，EN-89-006 (1989) 

 (12) 高橋ほか，「シリカゲル吸着剤の揮発性ルテニウム除去特性」， 

   PNC TN1410 91-034(1991) 

本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

7.5  参考文献一覧 

 (１) J.Furrer, R.Kaempffer, A.Linek, A.Merz,“Results of Cleaning 

   Dissolver Off-gas in the PASSAT Prototype Dissolver Off gas 

    Filter System”,16th DOE Nuclear Air Cleaning Conference, pag

e 566-583 
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   Impregnated Adsorbents”,18th DOE Nuclear Air Cleaning 

   Conference, P.1343-1360 
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  (８) J.D.Christian, D.T.Pence,“Critical Assessment of Methods fo

   r Treating Airborne Effluents from High-Level Waste 

     Solidification Processes”, Pacific Northwest Laboratory Repo

rt PNL-2486 (1977) 

  (９)  Klaus Nagel, Jurgen Furrer,“Aerosol Retention of a Dissolve

r Off-gas System”, 19th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning Confere
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 (12) 高橋ほか，「シリカゲル吸着剤の揮発性ルテニウム除去特性」， 

   PNC TN1410 91-034(1991) 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (13) 「六ヶ所事業所再処理施設風洞実験報告書」 

    （平成３年４月，三菱重工業株式会社） 
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n” 
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   p.34～41(1959) 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

8. 放射線管理施設 

8.1 概 要 

 

放射線管理施設は，放射線業務従事者等の放射線被ばくを管理すると

ともに，周辺環境における線量当量等を監視するためのもので，出入管

理関係設備，試料分析関係設備，放射線監視設備，環境管理設備，個人

管理用設備等で構成する。試料分析関係設備においては，分析用の標準

試料及び放射能測定を行う機器の校正用に少量の核燃料物質を使用する

。なお，分析建屋の放射線監視設備の一部は，六ヶ所保障措置分析所と

共用する。 

 

 

8. 放射線管理施設 

8.1 設計基準対象の施設 

8.1.1 概  要 

放射線管理施設は，放射線業務従事者等の放射線被ばくを管理すると

ともに，周辺環境における線量当量等を監視するためのもので，出入管

理関係設備，試料分析関係設備，放射線監視設備，環境管理設備，個人

管理用設備及びその他の設備で構成する。試料分析関係設備において

は，分析用の標準試料及び放射能測定を行う機器の校正用に少量の核燃

料物質を使用する。 

放射線管理施設の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設，廃棄物管理施設及び

六ヶ所保障措置分析所と共用する。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更（他施設との

共用に係る変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

8.2 設計方針 

放射線管理施設は，放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くす

るために，次の方針に基づき設計する。 

(１) 放射線業務従事者等の管理区域への出入り及び物品の管理区域へ

の搬出入に対して，出入管理，汚染管理及び放射線業務従事者等の

被ばく管理ができるようにする。 

(２) 再処理施設内外の主要な箇所における線量当量率，空気中の放射

性物質濃度等を測定，監視できるようにする。 

 

(３) 放射線監視設備からの主要な情報は，制御室において集中して監

視できるようにする。 

(４) 主排気筒及び換気筒の放射性物質の環境放出管理に係る放射線監

視設備については，特に多重性を考慮する。 

(５) 万一の事故に備えて，必要な放射線計測器及び防護具を備える。 

(６) 事故時に必要な放射線監視設備は，「発電用軽水型原子炉施設に

おける事故時の放射線計測に関する審査指針」を参考にした設計と

する。 

(７) 平常時の放射性物質の放出に係る放射線監視設備は，「発電用軽

水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」を参

考にした設計とする。 

(８) 放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

8.1.2 設計方針 

放射線管理施設は，放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くする

ために，次の方針に基づき設計する。 

 (１) 放射線業務従事者等の管理区域への出入り及び物品の管理区域への

搬出入に対して，出入管理，汚染管理及び放射線業務従事者等の被ば

く管理ができるようにする。 

 (２) 再処理施設内外の主要な箇所における線量当量率，空気中の放射性

物質の濃度及び表面の放射性物質の密度を測定，監視できるようにす

る。 

 (３) 放射線監視設備からの主要な情報は，制御室において集中して監視

できるようにする。 

 (４) 主排気筒及び北換気筒の放射性物質の環境放出管理に係る放射線監

視設備については，特に多重性を考慮する。 

 (５) 万一の事故に備えて，必要な放射線計測器及び防護具を備える。 

 (６) 事故時に必要な放射線監視設備は，「発電用軽水型原子炉施設にお

ける事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和56年７月23日原子力

安全委員会決定）」を参考とした設計とする。 

 (７) 平常時の放射性物質の放出に係る放射線監視設備は，「発電用軽水

型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針（昭和53年

９月29日原子力委員会決定）」を参考とした設計とする。 

 (８) 放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 (９) 環境モニタリング設備のモニタリングポスト及びダストモニタは，

非常用所内電源系統に接続するとともに，伝送は多様性を有する設計

とする。 

 (10) 放射線管理施設のうち他施設と共用する設備は，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

新規制基準の第 24 条要求

による変更 

新規制基準の第 15 条要求

による変更（他施設との

共用に係る変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

8.3 主要設備の仕様 

放射線管理施設の主要設備の仕様を以下に示す。 
 

(１) 出入管理関係設備 １式 

(２) 

(３) 

(４) 

(５) 

試料分析関係設備 

放射線監視設備 

環境管理設備 

個人管理用設備 

１式 

１式 

１式 

１式 

なお，放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は

，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

8.1.3 主要設備の仕様 

 放射線管理施設の主要設備の仕様を以下に示す。 

 (１) 出入管理関係設備* １式 

 (２) 試料分析関係設備** １式 

 (３) 放射線監視設備*** １式 

 (４) 環境管理設備**** １式 

 (５) 個人管理用設備***** １式 

放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

  注) *印の設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 

**印の設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

***印の設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設，廃棄物管理施設

及び六ヶ所保障措置分析所と共用する。 

****印の設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理

施設と共用する。 

*****印の設備は，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と

共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更（他施設との

共用に係る変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

8.4 系統構成及び主要設備 

放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

8.4.1 出入管理関係設備 

出入管理及び汚染管理のため，次の設備を設ける。 

(１) 出入管理設備 

再処理施設の管理区域への立入りは，原則としてゲート等の出入

管理設備を設けた出入管理室を通る設計とし，ここで放射線業務従

事者等の出入管理及び物品類の搬出入管理を行う。 

ただし，使用済燃料輸送容器，大型機器等の搬出入に際しては，

各施設の機器搬入口で放射線業務従事者等の出入管理及び物品類の

搬出入管理を行なうこととし，必要に応じて臨時の出入管理設備を

設ける。 

 

 

 

また，放射線管理に必要な各種サーベイ メータ等を備える。 

(２) 汚染管理設備 

管理区域への出入りに伴う汚染の管理を行うため，更衣室，シャ

ワ室，手洗い場，退出モニタ等を設ける。また,汚染サーベイ メー

タ及び汚染除去用器材を備える。 

 

8.1.4 系統構成及び主要設備 

  放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

8.1.4.1 出入管理関係設備 

  出入管理及び汚染管理のため，次の設備を設ける。 

 (１) 出入管理設備 

再処理施設の管理区域への立入りは，原則としてゲート等の出入管

理設備を設けた出入管理室を通る設計とし，ここで放射線業務従事者

等の出入管理及び物品類の搬出入管理を行う。 

ただし，使用済燃料輸送容器，大型機器等の搬出入に際しては，各

施設の機器搬入口で放射線業務従事者等の出入管理及び物品類の搬出

入管理を行うこととし，必要に応じて臨時の出入管理設備を設ける。 

出入管理設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 

共用する出入管理設備の仕様及び出入管理に係る運用を各施設で同

一とする設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損な

わない設計とする。 

また，放射線管理に必要な各種サーベイメータを備える。 

 (２) 汚染管理設備 

管理区域への出入りに伴う汚染管理及び除染を行うため，更衣

室，シャワー室，手洗い場及び退出モニタを設ける。また，汚染サー

ベイメータ及び汚染除去用器材を備える。さらに，管理区域で使用し

た防護衣の洗濯を行う洗濯設備を設ける。 

洗濯設備は，再処理事業所内の廃棄物管理施設，ＭＯＸ燃料加工施

設及び核燃料物質の使用施設の管理区域で使用した汚染のない防護衣

の洗濯も行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他施設との共用に係る変

更 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（等の明確

化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

8.4.2 試料分析関係設備 

再処理施設の放射線管理に伴う放射性廃棄物の放出管理用試料，作

業環境の放射線管理用試料等の一般化学分析，放射化学分析，放射能

測定等を行うため，次の設備を備える。 

(１) 放出管理分析設備 

気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係る試料の分析，放射能測定等

を行う機器を備える。 

(２) 放射能測定設備 

作業環境等の放射線管理用試料中の放射性物質の濃度等を測定するた 

め放射能測定機器を備える。 

 

8.1.4.2 試料分析関係設備 

再処理施設の放射線管理に伴う放射性廃棄物の放出管理用試料，作業

環境の放射線管理用試料及び環境試料の一般化学分析，放射化学分析及

び放射能測定を行うため，次の設備を備える。 

 (１) 放出管理分析設備 

気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係る試料の分析，放射能測定等

を行う機器を備える。 

 (２) 放射能測定設備 

作業環境等の放射線管理用試料中の放射性物質の濃度等を測定する

ため放射能測定機器を備える。 

 (３) 環境試料測定設備 

周辺監視区域境界付近及び周辺地域で採取した試料の放射能測定を

行う機器を備える。 

環境試料測定設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

共用する環境試料測定設備は，仕様及び運用を各施設で同一とし，

周辺監視区域が同一の区域であることにより，測定結果の共有を図る

設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

記載の適正化（等の削

除） 

 

 

 

新規制基準の第 24 条要求

による変更 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更（他施設との

共用に係る変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

8.4.3  放射線監視設備 

 放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備及び

放射線サーベイ機器で構成する。 

 (１) 屋内モニタリング設備 

 再処理施設内の作業環境の放射線レベル又は放射能レベルを監視するた

め，主要な箇所に屋内モニタリング設備を設ける。 

 屋内モニタリング設備には，エリア モニタ，ダスト モニタ及び臨界警

報装置がある。エリア モニタ及びダスト モニタは，各施設の作業環境の

主要な箇所の線量当量率又は空気中の放射性物質濃度を監視するために設

ける。 

また，臨界警報装置は，臨界事故が発生する可能性は極めて低いと考え

られるが，臨界事故を想定した場合，放射線業務従事者等が多大な放射線

被ばくを受けるおそれのある区域において，臨界事故の発生を直ちに報知

するために設ける。 

  

 

屋内モニタリング設備は，中央制御室において集中して監視又は記録す

るとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超

えたときは，中央制御室及び必要な箇所において警報を発する。臨界警報

装置は，非常用所内電源系統に接続できる設計とする。また，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要なモニタリング設備の

監視又は記録を行う。 

  

 

 

 

屋内モニタリング設備は，監視対象箇所で想定される放射線レベル又は

放射能レベルを十分測定できるようにするとともに，「発電用軽水型原子

炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」を参考にして，事

故時には，建屋立入りのための線量当量率の状況が把握できるようにする

。 

屋内モニタリング設備には次のものがあり，監視対象箇所の放射線状況

に応じて適切な設備を選んで設置する。主な監視対象区域を第8.4－１表(

１)～第8.4－１表(３)に示す。 

  

 

 

 

ａ．エリア モニタ 

8.1.4.3 放射線監視設備 

 放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備及び

放射線サーベイ機器で構成する。 

 (１) 屋内モニタリング設備 

再処理施設内の作業環境の放射線レベル又は放射能レベルを監視するた

め，主要な箇所に屋内モニタリング設備を設ける。 

屋内モニタリング設備には，エリアモニタ，ダストモニタ及び臨界警報

装置がある。エリアモニタ及びダストモニタは，各施設の作業環境の主要

な箇所の線量当量率又は空気中の放射性物質の濃度を監視するために設け

る。 

また，臨界事故が発生する可能性は極めて低いと考えられるが，多数の

管理方法の組合せで臨界を防止していることにより，臨界管理上重要な施

設としている溶解施設の溶解槽並びに臨界事故を想定した場合に，従事者

に著しい放射線被ばくをもたらすおそれのあるセル及び室周辺にて，臨界

の発生を直ちに検知するとともに，従事者に臨界事故の発生を報知するた

め，臨界警報装置を設ける。 

エリアモニタ及びダストモニタは，中央制御室において指示及び記録す

るとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超

えたときは，中央制御室及び必要な箇所において警報を発する。エリアモ

ニタ及びダストモニタの測定値は，緊急時対策所において指示する。ま

た，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要なモニ

タリング設備の指示及び記録を行い，放射線レベル又は放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。 

臨界警報装置は，放射線レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

中央制御室及び必要な箇所において警報を発する。また，非常用所内電源

系統に接続できる設計とする。 

屋内モニタリング設備は，監視対象箇所で想定される放射線レベル又は

放射能レベルを十分測定できるようにするとともに，「発電用軽水型原子

炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和56年７月23日

原子力安全委員会決定）」を参考にして，事故時には，建屋立入りのため

の線量当量率の状況が把握できるようにする。 

屋内モニタリング設備には次のものがあり，監視対象箇所の放射線状況

に応じて適切な設備を選んで設置する。主な監視対象区域を第8.1－１表

(１)～第8.1－１表(３)に示す。 

分析建屋のダストモニタの一部は，六ヶ所保障措置分析所と共用する。 

共用する分析建屋のダストモニタの一部は，分析建屋及び六ヶ所保障措置

分析所の空気中の放射性物質の捕集に必要な容量を確保する設計とするこ

とで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 ａ．エリアモニタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更（他施設との

共用に係る変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ガンマ線エリア モニタ 

中性子線エリア モニタ 

 ｂ．ダスト モニタ 

ベータ線ダスト モニタ 

アルファ線ダスト モニタ 

 ｃ．臨界警報装置 

  

(２) 屋外モニタリング設備 

 再処理施設外へ放出する放射性物質の放射能レベル及び再処理施設周辺

の放射線レベルを監視するため屋外モニタリング設備を設ける。 

 屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設備，排水モニタリング設

備及び環境モニタリング設備で構成する。 

 ａ．排気モニタリング設備 

 排気モニタリング設備は，排気筒モニタ，排気サンプリング設備等で構

成する。 

 排気筒モニタは，２系統のガス モニタで構成し,主排気筒及び換気筒か

ら放出される放射性希ガスの連続監視を行い，中央制御室にて指示及び記

録するとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要な

モニタリング設備の監視又は記録を行う。排気サンプリング設備には，よ

う素用フィルタ，粒子用フィルタ，炭素－14捕集装置及びトリチウム捕集

装置を設けて放射性よう素，粒子状放射性物質，炭素－14及びトリチウム

を連続的に捕集し，定期的に回収・測定する。 

  

 

また，冷却空気出口シャフトには,ガス モニタを設け，排気口から放出

される放射性希ガスを監視する。 

 排気モニタリング設備は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射

性物質の測定に関する指針」を参考にして計測方法及び試料採取方法を定

め，放出される放射性物質の濃度及び量の測定ができるとともに，「発電

用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」を参

考にして，事故時にも放出される放射性物質の量を把握できる設計とする

。 

  

また，安全上重要な設備である主排気筒の排気筒モニタは，非常用所内電

源系統に接続する設計とする。さらに，排気筒モニタの機能を健全に維持

するための適切な保守及び修理ができる設計とする。 

 排気モニタリング設備のモニタリング内容を第8.4－２表に示す。 

ガンマ線エリアモニタ 

中性子線エリアモニタ 

 ｂ．ダストモニタ 

ベータ線ダストモニタ 

アルファ線ダストモニタ 

ｃ．臨界警報装置 

 

 (２) 屋外モニタリング設備 

再処理施設外へ放出する放射性物質の放射能レベル及び再処理施設周辺の

放射線レベルを監視するため屋外モニタリング設備を設ける。 

屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設備，排水モニタリング設備

及び環境モニタリング設備で構成する。 

 ａ．排気モニタリング設備 

排気モニタリング設備は，排気筒モニタ，排気サンプリング設備及び冷却

空気出口シャフトモニタで構成する。 

排気筒モニタは，２系統のガスモニタで構成し，主排気筒及び北換気筒

から放出される放射性希ガスの連続監視を行い，中央制御室にて指示及び

記録するとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたとき

は，警報を発する。 

排気筒モニタの測定値は，緊急時対策所において指示する。また，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要な排気筒モニタ

の指示及び記録を行い，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたと

きは，警報を発する。排気サンプリング設備には，よう素用フィルタ，粒

子用フィルタ，炭素－14捕集装置及びトリチウム捕集装置を設けて放射性

よう素，粒子状放射性物質，炭素－14及びトリチウムを連続的に捕集し，

定期的に回収，測定する。 

また，冷却空気出口シャフトには，ガスモニタを設け，排気口から放出

される放射性希ガスを監視する。 

排気モニタリング設備は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射

性物質の測定に関する指針（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」を参

考にして計測方法及び試料採取方法を定め，放出される放射性物質の濃度

及び量の測定ができるとともに，「発電用軽水型原子炉施設における事故

時の放射線計測に関する審査指針（昭和56年７月23日原子力安全委員会決

定）」を参考にして，事故時にも放出される放射性物質の量を把握できる

設計とする。 

また，安全上重要な施設である主排気筒の排気筒モニタは，非常用所内

電源系統に接続する設計とする。さらに，排気筒モニタの機能を健全に維

持するための適切な保守及び修理ができる設計とする。 

排気モニタリング設備のモニタリング内容を第8.1－２表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 ｂ．排水モニタリング設備 

 液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１放出前貯槽又は第

２放出前貯槽から排水をサンプリングするための排水サンプリング設備を

設け，サンプリング試料を放出管理分析設備にて分析・測定する。 

 排水サンプリング設備は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射

性物質の測定に関する指針」を参考にして計測方法及び試料採取方法を定

め，放出される放射性物質の濃度及び量の測定ができる設計とする。 

 なお，放出の異常の有無を確認するため排水モニタを設け，中央制御室

にて指示及び記録するとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した値を

超えたときは，警報を発する。 

 

さらに，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要

な排水モニタの指示及び記録を行い，警報を発する。 

  

 ｃ．環境モニタリング設備 

 周辺監視区域境界付近に，空間放射線量率の連続監視を行うためのモニ

タリング ポスト及び空間放射線量測定のための積算線量計を配置する。 

 また，空気中の粒子状放射性物質を連続的に捕集・測定するダストモニ

タを設ける。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，環境モニタリング設備の測定地点，測定範囲，測定方法等は，｢

六ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタリング計画について｣を参考に

して定めるとともに,｢発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計

測に関する審査指針｣を参考として,事故時においても周辺監視区域境界の

空間放射線量率等の状況が把握できるものとする。 

 ｂ．排水モニタリング設備 

液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１放出前貯槽又は第２

放出前貯槽から排水をサンプリングするための排水サンプリング設備を設

け，サンプリング試料を放出管理分析設備にて分析，測定する。 

排水サンプリング設備は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性

物質の測定に関する指針（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」を参考

にして計測方法及び試料採取方法を定め，放出される放射性物質の濃度及

び量の測定ができる設計とする。 

また，放出の異常の有無を確認するため排水モニタを設け，中央制御室

にて指示及び記録するとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した値を

超えたときは，警報を発する。 

さらに，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要

な排水モニタの指示及び記録を行い，放射能レベルがあらかじめ設定した

値を超えたときは，警報を発する。 

 ｃ．環境モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近に，空間放射線量率の連続監視を行うためのモニタ

リングポスト及び空間放射線量測定のための積算線量計を設置する。 

また，空気中の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物質を

連続的に捕集，測定するダストモニタを設ける。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，その測定値を中央制御室及び使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において指示及び記録し，空

間放射線量率又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。モニタリングポスト及びダストモニタの測定値は，緊急時

対策所において指示する。また，モニタリングポスト及びダストモニタか

ら中央制御室及び緊急時対策所への伝送は，有線及び無線により，多様性

を有する設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，電源復旧までの期間の電源を確

保するため，非常用所内電源系統に接続する設計とする。さらに，モニタ

リングポスト及びダストモニタは，短時間の停電時に電源を確保するた

め，専用の無停電電源装置を有する設計とする。 

また，防火帯の外側に位置する環境モニタリング設備が，外部火災により

機能喪失した場合には，代替設備又は「8.1.4.4 環境管理設備」に示す

放射能観測車により，空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を監

視する。 

環境モニタリング設備の測定地点，測定範囲，測定方法及び測定頻度は，

「六ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタリング計画について」を参考

にして定めるとともに，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射

線計測に関する審査指針（昭和56年７月23日原子力安全委員会決定）」を

参考として，事故時においても周辺監視区域境界の空間放射線量率及び空

 

記載の適正化（表現修

正） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

新規制基準の第 24 条要求

による変更 

新規制基準の第 24 条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 放射線サーベイ機器 

 平常時及び事故時の外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物質

の濃度及び放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度

を測定監視するために，放射線サーベイ機器を設ける。 

 放射線サーベイは，外部放射線に係る線量当量率については携帯用の各

種サーベイ メータにより,空気中の放射性物質の濃度についてはサンプリ

ング法により，また，放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性

物質の密度についてはサーベイ メータ又はスミヤ法による放射能測定に

より行う。 

 放射線サーベイ関係主要測定器及び器具は，次のとおりである。 

アルファ線用サーベイ メータ 

ベータ・ガンマ線用サーベイ メータ 

中性子線用サーベイ メータ 

ダスト サンプラ 

ガス モニタ 

ダスト モニタ 

 

8.4.4  環境管理設備 

 平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質

濃度を迅速に測定するため，空間放射線量率測定器,ダスト サンプラ等を

搭載した無線通話装置付きの放射能観測車を備える。また，敷地周辺の一

般公衆の線量評価に資するため，風向，風速，日射量，放射収支量等を連

続観測する気象観測設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

気中の放射性物質の濃度の状況を把握できるものとする。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。また，積算線量計は，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用

する。 

共用するモニタリングポスト，ダストモニタ及び積算線量計は，仕様及び

運用を各施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域であることにより，

監視結果の共有を図る設計とすることで，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

 (３) 放射線サーベイ機器 

 平常時及び事故時の外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物質

の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度を

測定，監視するために，放射線サーベイ機器を備える。 

放射線サーベイは，外部放射線に係る線量当量率については携帯用の各

種サーベイメータにより，空気中の放射性物質の濃度についてはサンプリ

ング法により，また，放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物

質の密度についてはサーベイメータ又はスミヤ法による放射能測定により

行う。 

放射線サーベイ関係の主要測定器及び器具は，次のとおりである。 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ 

ガンマ線用サーベイメータ 

中性子線用サーベイメータ 

ダストサンプラ 

ガスモニタ 

ダストモニタ 

 

8.1.4.4 環境管理設備 

  平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物

質の濃度を迅速に測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用サー

ベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射能測定器を搭載し

た無線通話装置付きの放射能観測車を備える。また，敷地周辺の公衆の線

量評価に資するため，風向，風速，日射量，放射収支量，雨量及び温度を

観測し，記録する気象観測設備を設ける。 

  気象観測設備は，その観測値を中央制御室において指示及び記録する

とともに，緊急時対策所において指示する。 

  放射能観測車は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。また，気象観測設

備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。 

  共用する放射能観測車及び気象観測設備の一部は，仕様及び運用を各

施設で同一とし，周辺監視区域等が同一の区域であることにより，測定結

果の共有を図る設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更（他施設との

共用に係る変更） 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

新規制基準の第 24 条要求

による変更 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更（他施設との

共用に係る変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

8.4.5  個人管理用設備 

 放射線業務従事者等の線量管理のため，外部被ばくによる線量当量を測

定する個人線量計と，内部被ばくによる線量を評価するためのホール ボ

ディ カウンタ等を備える。 

 

 

 

 

 

 

8.4.6  その他の設備 

 放射線監視設備及び機器を定期的に点検校正し計測器の信頼度を維持す

るために，必要な機器を設ける。 

 また，平常時及び事故時の放射線防護に必要な防護衣，呼吸器，防護マ

スク等の防護具類を備える。 

 

8.5  試験・検査 

 出入管理関係設備，試料分析関係設備，放射線監視設備等は，定期的に

検査及び校正を行うことによりその健全性を確認する。 

 

8.6  評  価 

 (１) 放射線業務従事者等の管理区域への出入り及び物品の管理区域へ

の搬出入に対して，出入管理設備，汚染管理設備，個人管理用設備等を設

けているので，出入管理，汚染管理及び放射線業務従事者等の被ばく管理 

を行うことができる。 

 (２) 屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備等を設けているの

で，再処理施設内外の線量当量率，空気中の放射性物質濃度等を測定，監

視することができる。 

 

 (３) 放射線監視設備からの主要な情報は，中央制御室において集中し

て監視できるとともに，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おいても，必要なモニタリング設備の監視ができる設計としている。 

 (４) 放射性物質の環境放出管理に係る主排気筒及び換気筒の排気筒モ

ニタは，多重性を考慮した設計としている。 

 (５) 万一の事故に備えて，放射線サーベイ機器等の必要な放射線計測

器及び防護具類を備えている。 

 (６) 排気モニタリング設備等，事故時に必要な放射線監視設備は，「

なわない設計とする。 

 

8.1.4.5 個人管理用設備 

  放射線業務従事者等の線量管理のため，外部被ばくに係る線量当量を

測定する個人線量計と，内部被ばくによる線量を評価するためのホールボ

ディカウンタを備える。 

  個人線量計及びホールボディカウンタは，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃

棄物管理施設と共用する。 

  共用する個人線量計及びホールボディカウンタは，仕様及び運用を各

施設で統一し，必要な個数を確保する設計とすることで，共用によって再

処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

8.1.4.6 その他の設備 

放射線監視設備及び機器を定期的に点検校正し計測器の信頼度を維持する

ために，必要な機器を設ける。 

また，平常時及び事故時の放射線防護に必要な防護衣，呼吸器，防護マス

ク等の防護具類を備える。 

 

8.1.5 試験・検査 

出入管理関係設備，試料分析関係設備，放射線監視設備等は，定期的に検

査及び校正を行うことによりその健全性を確認する。 

 

8.1.6 評価 

 (１) 放射線業務従事者等の管理区域への出入り及び物品の管理区域へ

の搬出入に対して，出入管理設備，汚染管理設備，個人管理用設備，放射

線サーベイ機器及び放射能測定設備を設けているので，出入管理，汚染管

理及び放射線業務従事者等の被ばく管理を行うことができる。 

 (２) 屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備，放射線サーベイ

機器，放出管理分析設備，放射能測定設備及び環境試料測定設備を設けて

いるので，再処理施設内外の線量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び

表面の放射性物質の密度を測定，監視することができる。 

 (３) 放射線監視設備からの主要な情報は，中央制御室において集中し

て監視できるとともに，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おいても，必要なモニタリング設備の監視ができる設計としている。 

 (４) 放射性物質の環境放出管理に係る主排気筒及び北換気筒の排気筒

モニタは，多重性を考慮した設計としている。 

 (５) 万一の事故に備えて，放射線サーベイ機器等の必要な放射線計測

器及び防護具類を備えている。 

 (６) 事故時に必要な放射線監視設備は，「発電用軽水型原子炉施設に

 

 

 

 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更（他施設との

共用に係る変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

記載の適正化（等の明確

化） 

記載の適正化（等の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」

を参考として，事故時に必要な線量当量率，放射性物質濃度等に関する情 

報を得られる設計としている。 

 (７) 平常時の放射性物質の放出に係る排気モニタリング設備等は，「

発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」を

参考にして計測方法及び試料採取方法を定め，環境に放出される放射性物 

質の濃度及び量を測定できる設計としている。 

 (８) 放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は

，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7  参考文献一覧 

 (１) 浜田，他，「作業環境の放射線モニタリング」(1985)，日本アイ

ソト  －プ協会 

 (２) ｢原子力発電所放射線モニタリング｣, JEAG 4606-1990，日本電気

協会 

 (３) “Criticality Accident Alarm System”, American National 

  Standards ANSI/ANS-8.3-1986(1986) 

 (４) M.Kanamori,et al.,“The Criticality Detection and Alarm 

System 

  in PNC Tokai Works”,International Seminar On Nuclear 

Criticality 

  Safety, October 1987, Tokyo, Japan，AESJ/PNC/JAERI，471-474 

おける事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和56年７月23日原子力安

全委員会決定）」を参考として，事故時に必要な線量当量率，放射性物質

の濃度に関する情報を得られる設計としている。 

 (７) 平常時の放射性物質の放出に係る排気モニタリング設備，排水サ

ンプリング設備及び放出管理分析設備は，「発電用軽水型原子炉施設にお

ける放出放射性物質の測定に関する指針（昭和53年９月29日原子力委員会

決定）」を参考にして計測方法及び試料採取方法を定め，環境に放出され

る放射性物質の濃度及び量を測定できる設計としている。 

 (８) 放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計としている。 

 (９) 環境モニタリング設備のモニタリングポスト及びダストモニタ

は，非常用所内電源系統に接続するとともに，伝送は多様性を有する設計

としている。 

 (10) 廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射線管理施

設は，仕様及び運用を各施設で同一とする設計とし，六ヶ所保障措置分析

所と共用する放射線管理施設は，分析建屋及び六ヶ所保障措置分析所の放

射線管理施設の機能に必要な容量を確保する設計とすることで，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない。 

 

以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 
8.2 重大事故等対処設備 

 

8.3 参考文献一覧 

 (１) 浜田，他，「作業環境の放射線モニタリング」(1985)，日本アイ

ソト  －プ協会 

 (２) ｢原子力発電所放射線モニタリング｣, JEAG 4606-1990，日本電気

協会 

 (３) “Criticality Accident Alarm System”, American National 

  Standards ANSI/ANS-8.3-1986(1986) 

 (４) M.Kanamori,et al.,“The Criticality Detection and Alarm 

System 

  in PNC Tokai Works”,International Seminar On Nuclear 

Criticality 

  Safety, October 1987, Tokyo, Japan，AESJ/PNC/JAERI，471-474 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（等の明確

化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

新規制基準の第 24 条要求

による変更 

 

新規制基準の第 15 条要求

による変更（他施設との

共用に係る変更） 

 

 

新規制基準の第 45 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9. その他再処理設備の附属施設 

9.1 概 要 

その他再処理設備の附属施設は，再処理施設の各施設で共用する設備で

あり，次の設備で構成する。 

(１) 電気設備 

(２) 圧縮空気設備 

(３) 給水処理設備 

(４) 冷却水設備 

(５) 蒸気供給設備 

(６) 主要な試験施設 

(７) 分析設備 

(８) 化学薬品貯蔵供給設備 

(９) 火災防護設備 

(10) 再処理施設緊急時対策所 

 

 

9. その他再処理設備の附属施設  

9.1 概 要  

その他再処理設備の附属施設は，次の設備等で構成する。  

 

(１) 電気設備  

(２) 圧縮空気設備  

(３) 給水処理設備  

(４) 冷却水設備  

(５) 蒸気供給設備  

(６) 主要な試験施設  

(７) 分析設備  

(８) 化学薬品貯蔵供給設備  

(９) 火災防護設備  

(10) 竜巻防護対策設備  

(11) 溢水防護設備  

(12) 化学薬品防護設備  

(13) 補機駆動用燃料補給設備  

(14) 放出抑制設備  

(15) 緊急時対策所  

(16) 通信連絡設備 

 

・記載の適正化（内容の明

確化） 

・新規制基準の第九条要求

による変更 

・新規制基準の第十一条要

求による変更 

・新規制基準の第十二条要

求による変更 

・新規制基準の第四十五条

要求による変更 

・新規制基準の第二十三条

要求による変更 

・新規制基準の第二十六条

要求による変更 

・新規制基準の第二十七条

要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2 電気設備 

 

9.2.1 概 要 

再処理施設の電力は，東北電力株式会社電力系統の154ｋＶ送電線２

回線(約30ｋｍ先の上北変電所から六ヶ所変電所を経由)から受電開閉

設備で受電し，受電変圧器を通して6.9ｋＶに降圧した後，再処理施設

等へ給電する。これら154ｋＶ送電線は,１回線停電時においても再処

理施設等を運転できる送電能力がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 電気設備  

9.2.1 設計基準対象の施設  

9.2.1.1 概要  

再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維持するために必要とな

る電力を当該安全上重要な施設に供給するため，154ｋＶ送電線２回線で

電力系統に連系した設計とする。  

電線路のうち少なくとも２回線は，電力系統と非常用所内電源系統とを接続する外部電源系統

を２つ以上設ける設計とすることにより，当該再処理施設において受電可能な設計とし，かつ，そ

れにより当該再処理施設を電力系統に連系する設計とする。 

 

154ｋＶ送電線は，１回線停止時においても再処理施設及び当該送電線

を共用する施設のいずれも運転可能な送電能力を有する設計とする。  

再処理施設の電力は，東北電力ネットワーク株式会社電力系統の154ｋ

Ｖ送電線２回線（約30ｋｍ先の上北変電所から六ヶ所変電所を経由）から

受電開閉設備で受電し，受電変圧器を通して6.9ｋＶに降圧した後，再処

理施設へ給電する設計とする。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設並びに非常用電源建屋に非常用デ

ィーゼル発電機を設けるとともに，安全上重要な施設を有する建屋に非常

用蓄電池を設ける設計とする。  

保安電源設備は，安全機能を有する施設への電力の供給が停止すること

がないよう，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡

大を防止できるよう，遮断器により故障箇所を隔離し，故障による影響を

局所化し，他の安全機能への影響を限定できる構成とする。  

外部電源に直接接続している受電変圧器の一次側において３相のうち 

１相の電路の開放が発生した場合，系統の電圧低下の警報により使用し

ている受電変圧器が自動で切り替わる設計とする。また，受電変圧器が自

動で切り替わらない場合には手動にて受電変圧器の切替えを実施する設計

とする。なお，受電変圧器の切替えが実施できない場合には，手動にて１

相開放故障が発生した受電変圧器を切り離すことにより，ディーゼル発電

機を起動させ，安全機能を有する施設に電力を供給し，再処理施設の非常

・新規制基準の第二十五条

要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9ｋＶ主母線は，常用３母線，運転予備用２母線及び非常用２母線

用所内電源系統を安定状態に移行させる設計とする。  

母線構成は，極力簡単にし，母線の切替操作を容易，かつ，信頼性の高

いものにするとともに，誤操作を防止するための措置を講ずる。非常用所

内電源系統には，必要に応じ環境の条件を模擬した試験により健全性を確

認したものを使用する設計とする。  

非常用所内電源系統は，再処理施設の運転中又は停止中に定期的に試験

及び検査ができるとともに，その安全機能を健全に維持するための適切な

保守及び修理ができる設計とする。  

非常用電源設備及びその附属設備は，多重性及び独立性を確保する設計

とする。具体的には，独立した２箇所に非常用電源設備及びその附属設備

を設置し，それぞれ必要な容量を有する非常用ディーゼル発電機に接続す

る設計とするとともに，非常用の直流電源設備を独立した２箇所に設置す

る設計とする。  

非常用所内電源系統は，安全上重要な負荷等への電源として，電気的及

び物理的に相互に分離独立した電源を確保し，共通原因により機能を失う

ことなく，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を確保できる設

計とする。非常用所内電源系統のみの運転下又は外部電源系統のみの運転

下で，単一故障を仮定しても，安全上重要な施設の安全機能を失うことの

ない設計とする。 

これらにより，その系統を構成する機器の単一故障が発生した場合に

も，機能が確保できる設計とする。なお，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に

は第１非常用ディーゼル発電機及び第１非常用蓄電池を，再処理施設（使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設を除く。）には第２非常用ディーゼル

発電機及び第２非常用蓄電池を各々異なる区画に設置する設計とする。  

非常用ディーゼル発電機は，７日間の外部電源喪失を仮定しても電力を

供給できるよう，７日間以上連続運転できる燃料貯蔵設備を敷地内に設

け，非常用ディーゼル発電機の燃料油系により，運転時に連続して燃料を

供給できる設計とする。  

再処理施設の電源構成について，6.9ｋＶ主母線は，常用４母線，運転

予備用４母線及び非常用２母線で構成し，6.9ｋＶ母線は，常用11母線， 

・新規制基準の第二十五条

要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

で構成し，6.9ｋＶ母線は，常用11母線，運転予備用９母線及び非常用

９母線で構成する。また，460Ｖ母線は，常用27母線，運転予備用22母

線及び非常用19母線で構成する。 

再処理施設内の機器は，安全上重要な施設の安全機能確保に電源が

必要な機器(以下9.2では｢安全上重要な負荷｣という｡)とその他の機器

で電源が必要な機器（以下9.2 では｢一般負荷｣という。）とに分け，

それぞれ非常用母線，常用母線に接続する。なお，一般負荷のうち運

転機能保護のために必要な負荷（以下9.では｢運転予備負荷｣という｡)

は, 運転予備用母線に接続する。 

ディーゼル発電機は，非常用４台及び運転予備用２台で構成する。 

直流電源設備は，非常用として20系統及び常用として30系統で構成

する。計測制御用交流電源設備は，非常用の無停電交流母線16母線及

び計測母線10母線並びに常用の無停電交流母線21母線及び計測母線20

母線で構成する。 

 

電気設備は，上記設備のほかに再処理施設内通信設備，照明及び作

業用電源設備，ケーブル及び電線路等で構成する。 

運転予備用９母線及び非常用９母線で構成する。また，460Ｖ母線は，常

用27母線，運転予備用23母線及び非常用19母線で構成する。  

再処理施設内の機器は，安全上重要な負荷等とその他の機器で電源が必

要な機器（以下「一般負荷」という。）に分け，それぞれ非常用母線， 

常用母線に接続する設計とする。また，一般負荷のうち運転機能保護のた

めに必要な負荷（以下「運転予備負荷」という。）は，運転予備用母線に

接続する設計とする。  

 

ディーゼル発電機は，非常用４台及び運転予備用２台で構成する設計と

する。  

直流電源設備は，非常用20系統及び常用31系統で構成する。計測制御用

交流電源設備は，非常用の無停電交流母線16母線及び計測母線10母線並び

に常用の無停電交流母線22母線及び計測母線18母線で構成する設計とす

る。 

電気設備は，上記設備の他に照明及び作業用電源設備，ケーブル及び電

線路で構成する設計とする。  

東北電力ネットワーク株式会社電力系統の154ｋＶ送電線２回線から受

電開閉設備で受電し，受電変圧器を通して再処理施設に給電を行っている

が，当該電気設備のうち，受電開閉設備，ユーティリティ建屋の１号受電

変圧器及び２号受電変圧器，所内高圧系統のうち6.9ｋＶ常用主母線を廃

棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，給電を行う設計とする。

また，受電開閉設備，第２ユーティリティ建屋の３号受電変圧器及び４号

受電変圧器，所内高圧系統並びに第２運転予備用ディーゼル発電機をＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用し，給電を行う設計とする。なお，Ｍ ＯＸ燃料加

工施設と共用する放射線監視設備のモニタリングポストは， 第１非常用

ディーゼル発電機を非常用電源とする設計とすることから， 使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の6.9ｋＶ常用母線，6.9ｋＶ非常用母線，460

Ｖ非常用母線，第１非常用ディーゼル発電機及びその燃料を供給する重油

タンクについても，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。  

また，再処理施設は廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設との共用に

・新規制基準の第二十五条

要求による変更 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

・新規制基準の第二十五条

要求による変更 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

・新規制基準の第二十五条

要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

よって安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよう，

機器の損壊，故障その他の異常を検知した場合，常用主母線又は運転予備

用主母線の遮断器により故障箇所を隔離し，故障による影響を局所化し，

他の安全機能への影響を限定するとともに，受電変圧器については，廃棄

物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設への給電を考慮しても十分な容量を有

することから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。  

照明設備は通常時に使用する照明の他に，安全避難通路にその位置を明

確かつ恒久的に表示することにより容易に識別でき，照明用の電源が喪失

した場合においても機能を損なわない避難用照明と設計基準事故が発生し

た場合において，昼夜及び場所を問わず事故対策のための作業が生じた場

合に作業が可能となるよう，避難用の照明とは別に作業用照明を設ける設

計とする。また，現場作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に

時間的猶予がある場合には，可搬型照明を活用する設計とする。 

・新規制基準の第二十五条

要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.2 設計方針 

電気設備の設計に際しては，平常時，異常時を問わず，あらゆる場合

に所内電源の完全な喪失を招くことなく，再処理施設の安全性を確保し

得るよう，次のような方針で設計する。 

(１) 一般負荷及び安全上重要な負荷への電源を確保できる設計とする。 

(２) 安全上重要な負荷の安全機能を確保するための必要な電源として，

外部電源系統及び非常用所内電源系統を有する設計とする。 

ａ．外部電源系統は，２回線の送電線により電力系統に接続する設計と

する。なお，外部電源系統は，電力系統から電力を供給する一連の

電気設備をいう。 

 

 

ｂ．非常用所内電源系統は，安全上重要な負荷の安全機能を確保し得る

容量及び機能を有する設計とする。なお，非常用所内電源系統は外

部電源喪失時に非常用所内電源機器（非常用ディーゼル発電機，非

常用蓄電池及び非常用無停電電源装置）から安全上重要な負荷に電

力を供給する一連の電気設備をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 安全上重要な負荷への電源として，電気的，物理的に相互に分離独

立した電源を確保できる設計とする。 

 

 

9.2.1.2 設計方針  

電気設備の設計に際しては，平常時，異常時を問わず，所内電源の完全

な喪失を招くことなく，再処理施設の安全性を確保し得るよう，次のよう

な方針で設計する。  

(１) 一般負荷及び安全上重要な負荷への電源を確保できる設計とする。  

(２) 安全上重要な施設の安全機能を確保するための必要な電源として，

外部電源系統及び非常用所内電源系統を有する設計とする。  

ａ．再処理施設の外部電源系統は，受電可能な154ｋＶ送電線２回線に連

系する設計とする。また，当該送電線は，１回線停止時においても再

処理施設及び当該送電線を共用する施設のいずれも運転可能な送電能

力を有する設計とする。送電線は，再処理施設内開閉所の外の電力系

統のことをいう。  

ｂ．非常用電源設備及びその附属設備は，多重性及び独立性を確保する設

計とする。具体的には，独立した２箇所に非常用電源設備及びその附

属設備を設置し，それぞれ必要な容量を有する非常用ディーゼル発電

機に接続する設計とするとともに，非常用の直流電源設備を独立した

２箇所に設置する設計とする。また，非常用ディーゼル発電機は，７

日間の外部電源喪失を仮定しても電力を供給できるよう，７日間以上

連続運転できる燃料貯蔵設備を設け，非常用ディーゼル発電機の燃料

油系に接続することにより，運転時に連続して燃料を供給できる設計

とする。非常用電源設備及びその附属設備は，非常用所内電源設備

（非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）及び安

全上重要な施設への電力供給設備（安全上重要な施設へ電力を供給す

るメタルクラッド開閉装置，パワーセンタ，モータコントロールセン

タ，ケーブル等）のことであり，一連の設備を非常用所内電源系統と

いう。  

(３) 非常用所内電源系統は，安全上重要な負荷への電源として，電気的

及び物理的に相互に分離独立した電源を確保し，共通原因により機能

を失うことなく，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を確

保できる設計とする。  

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

・記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(４) 電気設備は，短時間の全交流動力電源の喪失に対して監視制御機能

を確保できる設計とする。 

(５) 電気設備は，非常用所内電源系統のみの運転下又は外部電源系統の

みの運転下で，単一故障を仮定しても，安全上重要な施設の安全機

能を失うことのない設計とする。 

(６) 母線構成は，極力簡単にし，母線切替操作等を容易，かつ，信頼性

の高いものにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 平常時及び異常時の監視制御用として，直流電源設備及び計測制御用

交流電源設備を設置する設計とする。 

(８) 中央制御室及び避難通路等の照明は，通常の照明用電源喪失時におい

ても，その機能を失うことのない設計とする。 

(９) 再処理施設内ケーブル，電源盤等の材料は，可能な限り不燃性又は難

燃性のものを使用する。 

(10)建物内に設置する変圧器類は，乾式を使用する。 

(11)非常用所内電源系統には，必要に応じ環境条件を模擬した試験により

健全性が確認されたものを使用する。 

(12)非常用所内電源系統は，系統の重要な部分が適切な定期的試験及び検

査ができる設計とする。 

(４) 電気設備は，短時間の全交流動力電源の喪失に対して監視制御機能

を確保できる設計とする。  

(５) 電気設備は，非常用所内電源系統のみの運転下又は外部電源系統の

みの運転下で，単一故障を仮定しても，安全上重要な施設の安全機能

を失うことのない設計とする。  

(６) 再処理施設の安全機能を有する施設へ電力を供給するための施設

は，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡大を

防止できるよう，遮断器により故障箇所を隔離し，故障による影響を

局所化し，他の安全機能への影響を限定できる構成とする。また，１

相開放故障が発生した場合，系統の電圧低下の警報，また，電圧低下

が小さい場合は，当直（運転員）が１相開放故障に伴い生じる負荷の

警報により，安全機能を有する施設への電力の供給が不安定になった

ことを検知し，手動にて給電中の受電変圧器を切り離すことにより，

非常用ディーゼル発電機を起動させ，非常用母線に電力を供給し，再

処理施設の電源系統を安定状態に移行させる設計とする。  

(７) 母線構成は，極力簡単にし，母線の切替操作を容易，かつ，信頼性

の高いものにするとともに，誤操作を防止するための措置を講ずる。  

(８) 平常時及び異常時の監視制御用として，直流電源設備及び計測制御

用交流電源設備を設置する設計とする。  

(９) 再処理施設内ケーブル，ケーブルトレイ，電線管及び電源盤の材料

は，可能な限り不燃性又は難燃性のものを使用する設計とする。  

(10) 建屋内に設置する変圧器は，乾式を使用する設計とする。  

(11) 非常用所内電源系統には，必要に応じ環境の条件を模擬した試験に

より健全性を確認したものを使用する設計とする。  

(12) 非常用所内電源系統は，再処理施設の運転中又は停止中に定期的試

験及び検査ができるとともに，その安全機能を健全に維持するための

適切な保守及び修理ができる設計とする。  

(13) 再処理施設の安全避難通路には，その位置を明確かつ恒久的に表示

することにより容易に識別できるように，避難用照明として誘導灯及

び非常灯を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の明

確化） 

・新規制基準の第二十五条

要求による変更 

・新規制基準の第二十六条

要求による変更 

・新規制基準の第二十七条

要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

(13)再処理施設内通信設備は，平常時及び異常時，中央制御室並びに使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室(以下9.では｢中央制御室

等」という｡)から再処理施設内各所に指示できる設計とする。さら

に，再処理施設と再処理施設外必要箇所との通信連絡設備は，多重

性を有する設計とする。 

(14) 電気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処理設 

備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

また，誘導灯及び非常灯は，外部電源が喪失した場合においてもそ

の機能を損なわないように蓄電池を内蔵した設計とする。 

(14) 再処理施設には，設計基準事故が発生した場合において用いる作業

用の照明として，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室に運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設け

る設計とする。 

運転保安灯は，外部電源が喪失した場合においてもその機能を損な

わないように，非常用ディーゼル発電機から電力を供給する設計とす

る。 

直流非常灯は非常用直流電源設備（非常用蓄電池）に接続し，蓄電

池内蔵型照明は内蔵蓄電池を備えることにより，全交流動力電源喪失

時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が重大事故等対

処設備から開始される前までの間，その機能を損なわない設計とす

る。 

また，設計基準事故等において，想定外の警報発報により現場作業

が必要となった場合及びそのアクセスルートについては，制御室に配

備している可搬型照明を活用する。 

(15) 電気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。  

(16) 電気設備のうち第１非常用ディーゼル発電機，その燃料を供給する

燃料貯蔵設備及び運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備を除

く，他施設と共用する設備は，共用する施設において，機器の破損，

故障その他の異常を検知した場合には，6.9ｋＶ常用主母線又は6.9ｋ

Ｖ運転予備用主母線の遮断器が開放する設計とすることで，再処理施

設に波及的影響を与えることを防止する設計とするとともに，受電変

圧器については，これらの施設への給電を考慮しても十分な容量を有

する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。  

(17) 電気設備のうち他施設と共用する第１非常用ディーゼル発電機及び

その燃料を供給する燃料貯蔵設備は，共用によって再処理施設の安全

・記載の適正化（内容の明

確化） 

・新規制基準の第二十五条

要求による変更 

・新規制基準の第二十六条

要求による変更 

・新規制基準の第二十七条

要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

性を損なわない設計とする。  

(18) 電気設備のうち他施設と共用する運転予備用ディーゼル発電機の燃

料貯蔵設備は，共用する施設において，故障その他の異常が発生した

場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影響を局

所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止す

る設計とするとともに，他施設における使用を想定しても，再処理施

設に十分な燃料を供給できる容量を確保する設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

・記載の適正化（内容の明

確化） 

・新規制基準の第二十五条

要求による変更 

・新規制基準の第二十六条

要求による変更 

・新規制基準の第二十七条

要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.3 主要設備の仕様 

受電開閉設備，受電変圧器，ディーゼル発電機，直流電源設備及

び計測制御用交流電源設備の設備仕様を第9.2－１表～第9.2－５表

(２)にそれぞれ示す。 

なお，電気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る受電開閉設

備，受電変圧器，ディーゼル発電機，直流電源設備，計測制御用交流電

源設備等は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

9.2.1.3 主要設備の仕様  

受電開閉設備，受電変圧器，非常用母線，運転予備用母線及び常用母

線，ディーゼル発電機，直流電源設備，計測制御用交流電源設備及び照

明設備の設備仕様を第9.2－１表～第9.2－７表にそれぞれ示す。また，

ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備の設備仕様を第9.2－８表～第9.2－９

表に示す。  

電気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る受電開閉設備，受電

変圧器，非常用母線，常用母線，ディーゼル発電機，直流電源設備，計測

制御用交流電源設備，照明及び作業用電源設備，ケーブル及び電線路は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

・記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

・記載の適正化（等の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.4 主要設備 

電気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 9.2.1.4 主要設備  

電気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処理設

備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。  

電気設備の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合いの変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.4.1 受電開閉設備 

受電開閉設備は，第9.2－１図に示すように，154ｋ Ｖ送電線と受電 

変圧器を接続するしゃ断器，断路器，母線等で構成する。 

 

 9.2.1.4.1 受電開閉設備  

受電開閉設備は，第9.2－１図に示すように，154ｋＶ送電線と受電変

圧器を接続する遮断器，断路器，母線及びケーブル等で構成する設計と

する。受電開閉設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用

する。  

 

受電開閉設備の碍子部分の絶縁性を維持するために洗浄が行える設計

とする。 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.4.2 変 圧 器 

再処理施設では，次のような変圧器を使用する。 

受電変圧器 …… 受電電圧(154ｋＶ)を高圧母線電圧(6.9ｋＶ)に降 

圧する。 

動力用変圧器 … 高圧母線電圧(6.9ｋＶ)を低圧母線電圧(460Ｖ)に 

降圧する。 

建物内に設置する動力用変圧器は，乾式を使用する。 

 

 9.2.1.4.2 変圧器  

再処理施設では，次のような変圧器を使用する設計とする。  

受電変圧器 …… 受電電圧（154ｋＶ）を高圧母線電圧（6.9ｋＶ）に降圧

する。  

動力用変圧器 … 高圧母線電圧（6.9ｋＶ）を低圧母線電圧（460Ｖ）に降

圧する。  

建屋内に設置する動力用変圧器は，火災・防爆対策のため，乾式を使

用する設計とする。  

受電変圧器は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。  

外部電源に直接接続している受電変圧器の一次側において３相のうちの

１相の電路の開放が生じた場合，安全機能を有する施設への電力の供給が

不安定になったことを検知し，自動（地絡や過電流による保護継電器の動

作により）若しくは手動操作で故障箇所の隔離又は非常用母線の接続変更

その他の異常の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含む。）を行

うことによって，安全機能を有する施設への電力の供給が停止することの

ないように，電力供給の安定性を回復できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.4.3 所内高圧系統 

所内高圧系統は，受電変圧器，第１非常用ディーゼル発電機(使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設用)，第２非常用ディーゼル発電

機(再処理施設用。ただし，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設

を除く｡)，運転予備用ディーゼル発電機及び第２運転予備用ディーゼ

ル発電機から再処理施設等へ給電するための高圧主系統並びに高圧系

統で構成する。 

 

(１) 高圧主系統 

高圧主系統は，6.9ｋＶで第9.2－１図に示すように常用３母線，

運転予備用２母線及び非常用２母線の高圧主母線で構成する。 

6.9ｋＶ常用主母線 ……… 受電変圧器から受電する母線 

6.9ｋＶ運転予備用主母線… 受電変圧器，運転予備用ディーゼル 

発電機又は第２運転予備用ディーゼ

ル発電機から受電する母線 

6.9ｋＶ非常用主母線 …… 受電変圧器，第２非常用ディーゼル発 

電機又は6.9ｋＶ運転予備用主母線か

ら受電する母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のメタル クラッド開閉装置で構成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.2.1.4.3 所内高圧系統  

所内高圧系統は，受電変圧器，第１非常用ディーゼル発電機（使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設用），第２非常用ディーゼル発電機（再処理

施設用。ただし，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設を除く。），運

転予備用ディーゼル発電機及び第２運転予備用ディーゼル発電機から再

処理施設へ給電するための高圧主系統並びに高圧系統で構成する。  

また，受電変圧器から廃棄物管理施設，受電変圧器及び第２運転予備

用ディーゼル発電機からＭＯＸ燃料加工施設へも給電する設計とする。  

(１) 高圧主系統（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用）  

高圧主系統は，6.9ｋＶで第9.2－１図に示すように常用４母線，運転

予備用４母線及び非常用２母線の高圧主母線で構成する。  

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用主母線は，ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する放射線監視設備のモニタリングポストへも給電する設計とす

る。  

6.9ｋＶ常用主母線 ……… 受電変圧器から受電する母線（第２ユー

ティリティ建屋においてはＭＯＸ燃料加

工施設，緊急時対策建屋等を踏まえた構

成とする。）  

6.9ｋＶ運転予備用主母線… 受電変圧器，運転予備用ディーゼル発電機又

は第２運転予備用ディーゼル発電機から受電

する母線（第２ユーティリティ建屋において

はＭＯＸ燃料加工施設，緊急時対策建屋等を

踏まえた構成とする。） 

6.9ｋＶ非常用主母線 …… 受電変圧器，第２非常用ディーゼル発電機又

は6.9ｋＶ運転予備用主母線から受電する母

線  

これらの母線は，母線ごとに一連のメタルクラッド開閉装置で構成

し，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡大を防

止できるよう，遮断器により故障箇所を隔離し，故障による影響を局所

化し，他の安全機能への影響を限定できる構成とする。  

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

6.9ｋＶ常用主母線は，受電変圧器から受電し，6.9ｋＶ常用母線に 

給電し，一般負荷に給電する。 

6.9ｋＶ運転予備用主母線は，外部電源が健全時には，受電変圧器から

，また，外部電源が喪失した場合には，運転予備用ディーゼル発電機又は

第２運転予備用ディーゼル発電機から受電し，6.9ｋＶ運転予備用母線に

給電し，運転予備負荷に給電する。なお，6.9ｋＶ非常用主母線にも給電

することができ，常時は，しゃ断器を開放している。 

6.9ｋＶ非常用主母線は，6.9ｋＶ非常用母線に接続し，安全上重要 

な負荷に給電する。また，6.9ｋＶ非常用主母線は，外部電源が喪失した

場合には，第２非常用ディーゼル発電機から受電し，安全上重要な負荷

に給電する。 

 

なお，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な設備のうち，6.9ｋＶ常用

主母線は，後続する再処理設備本体の電気設備との取り合い工事のために

予備的措置を施す。 

6.9ｋＶ常用主母線は，受電変圧器から受電し，6.9ｋＶ常用母線に給

電し，一般負荷に給電する設計とする。  

6.9ｋＶ運転予備用主母線は，外部電源が健全時には，受電変圧器か

ら，また，外部電源が喪失した場合には，運転予備用ディーゼル発電機

又は第２運転予備用ディーゼル発電機から受電し，6.9ｋＶ運転予備用

母線に給電し，運転予備負荷に給電する設計とする。さらに，6.9ｋＶ

非常用主母線にも給電することができ，通常時は，遮断器を開放してい

る。  

6.9ｋＶ非常用主母線は，6.9ｋＶ非常用母線に接続し，安全上重要な

負荷等に給電する。また，6.9ｋＶ非常用主母線は，外部電源が喪失し

た場合には，第２非常用ディーゼル発電機から受電し，安全上重要な負

荷等に給電する設計とする。 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(２) 高圧系統 

高圧系統は，6.9ｋＶで第9.2－２図(１)～第9.2－２図(５)に示すよ

うに常用11母線，運転予備用９母線及び非常用９母線の高圧母線で構成

する。 

 

 

 

6.9ｋＶ常用母線 ……… 6.9ｋＶ常用主母線から受電する母線 

6.9ｋＶ運転予備用母線… 6.9ｋ Ｖ運転予備用主母線から受電する 

母線 

6.9ｋＶ非常用母線 …… 6.9ｋ Ｖ非常用主母線から受電する母線 

ただし，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋において

は外部電源の健全時は6.9ｋＶ常用母線から受

電し，6.9ｋＶ常用母線の停電時には第１非常

用ディーゼル発電機から受電する母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のメタル クラッド開閉装置で構成 

する。 

 

(２) 高圧系統（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）  

高圧系統は，6.9ｋＶで第9.2－２図(１)～第9.2－２図(５)に示すよ

うに常用11母線，運転予備用９母線及び非常用９母線の高圧母線で構成

する。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の6.9ｋＶ常用母線及び6.9ｋＶ

非常用母線は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射線監視設備のモニタ

リングポストへも給電する設計とする。  

6.9ｋＶ常用母線 ……… 6.9ｋＶ常用主母線から受電する母線  

6.9ｋＶ運転予備用母線… 6.9ｋＶ運転予備用主母線から受電する  

母線  

6.9ｋＶ非常用母線 …… 6.9ｋＶ非常用主母線から受電する母線  

ただし，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

においては外部電源の健全時は6.9ｋＶ常用母線

から受電し，6.9ｋＶ常用母線の停電時には第１

非常用ディーゼル発電機から受電する母線  

これらの母線は，母線ごとに一連のメタルクラッド開閉装置で構成し，機

器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡大を防止できる

よう，遮断器により故障箇所を隔離し，故障による影響を局所化し，他の

安全機能への影響を限定できる構成とする。 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.4.4 所内低圧系統 

所内低圧系統は， 460Ｖで第9.2－ １ 図及び第9.2－ ２図(１ )～第

9.2－２図(５)に示すように常用27母線，運転予備用22母線及び非常用

19母線の低圧母線で構成する。 

 

 

460Ｖ常用母線 ……… 6.9ｋＶ常用母線から動力用変圧器を通して 

受電する母線ただし， 受変電設備 (受電開閉設

備，受電変圧器， 6.9ｋＶ常用主母線，6.9ｋＶ

運転予備用主母線等の総称をいう。)においては

6.9ｋＶ常用主母線から動力用変圧器を通して受

電する母線 

460Ｖ運転予備用母線… 6.9ｋＶ運転予備用母線から動力用変圧器を 

通して受電する母線 

ただし，受変電設備においては6.9ｋＶ運転予

備用主母線から動力用変圧器を通して受電する

母線 

 

460Ｖ非常用母線 …… 6.9ｋＶ非常用母線から動力用変圧器を通し 

て受電する母線 

ただし，第２非常用ディーゼル発電設備におい

ては6.9ｋＶ非常用主母線から動力用変圧器を通

して受電する母線 

これらの母線は，一連のキュービクルで構成する。 

電源 

 9.2.1.4.4 所内低圧系統  

所内低圧系統は，460Ｖで第9.2－１図及び第9.2－２図(１)～第9.2－

２図(５)に示すように常用27母線，運転予備用23母線及び非常用19母線

の低圧母線で構成する。使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の460Ｖ非

常用母線は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射線監視設備のモニタリ

ングポストへも給電する設計とする。  

460Ｖ常用母線 ……… 6.9ｋＶ常用母線から動力用変圧器を通して受

電する母線 ただし，受変電設備（受電開閉設

備，受電変圧器，6.9ｋＶ常用主母線，6.9ｋ

Ｖ運転予備用主母線，6.9ｋＶ常用母線及び

6.9ｋＶ運転予備用母線の総称をいう。）にお

いては6.9ｋＶ常用主母線から動力用変圧器を

通して受電する母線  

460Ｖ運転予備用母線 … 6.9ｋＶ運転予備用母線から動力用変圧器を

通して受電する母線  

ただし，受変電設備においては6.9ｋＶ運

転予備用主母線から動力用変圧器を通して

受電する母線  

460Ｖ非常用母線 …… 6.9ｋＶ非常用母線から動力用変圧器を通して

受電する母線  

ただし，第２非常用ディーゼル発電機におい

ては6.9ｋＶ非常用主母線から動力用変圧器を

通して受電する母線  

これらの母線は，一連のキュービクル（パワーセンタ，モータコント

ロールセンタ）で構成し，機器の損壊，故障その他の異常を検知すると

ともに，その拡大を防止できるよう，遮断器により故障箇所を隔離し，

故障による影響を局所化し，他の安全機能への影響を限定できる構成と

する。 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 

 

 

 

 

・記載の適正化（等の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.4.5 ディーゼル発電機 

ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，安全上重要な

負荷に給電するための非常用所内として，第１非常用ディーゼル発

電機２台及び第２非常用ディーゼル発電機２台，また，外部電源が

喪失した場合に運転予備負荷に給電するための電源として，運転予

備用ディーゼル発電機１台及び第２運転予備用ディーゼル発電機１

台で構成する。 

 

 

 

 

 

 

(１) 第１非常用ディーゼル発電機 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設用の第１非常用ディー

ゼル 発電機は，多重性を考慮し２台を備え，6.9ｋＶ非常用母線に

接続する。各非常用ディーゼル発電設備は，配電盤，制御盤ともそ

れぞれ独立した 部屋に設置し，１系統が故障しても安全上重要な施

設の安全機能は確保 できるように設計する。 

 

 

6.9ｋＶ非常用母線が停電すると，第１非常用ディーゼル発電機

が起動し，6.9ｋＶ非常用母線に接続される負荷は，動力用変圧器

及び460Ｖ非常用母線に接続されるモータ コントロール センタを

除いてすべてしゃ断される。その後，第１非常用ディーゼル発電

機は，電圧及び周波数が定格値になると，6.9ｋＶ非常用母線に自

動的に接続され，安全上重要な負荷が自動的に順次投入される。 

なお，第１非常用ディーゼル発電機が約７日間連続運転できる

燃料貯蔵設備を設ける。また，第１非常用ディーゼル発電機で発

生する熱の除去は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系

 9.2.1.4.5 ディーゼル発電機  

ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，安全上重要な負荷

等に給電するための非常用所内電源設備として，第１非常用ディーゼル

発電機２台及び第２非常用ディーゼル発電機２台，また，外部電源が喪

失した場合に運転予備負荷に給電するための非常時の電源として，運転

予備用ディーゼル発電機１台及び第２運転予備用ディーゼル発電機１台

で構成する設計とする。  

第１非常用ディーゼル発電機は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射

線監視設備のモニタリングポストへも給電する設計とする。  

第２運転予備用ディーゼル発電機は，ＭＯＸ燃料加工施設の運転予備

負荷へも給電する設計とする。第１非常用ディーゼル発電機及び第２非

常用ディーゼル発電機の負荷容量曲線を第9.2－５図及び第9.2－６図に

示す。  

(１) 第１非常用ディーゼル発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の第１非常用ディーゼル発電

機は，多重性及び独立性を確保する設計とする。具体的には，独立した

２箇所に，それぞれ必要な容量を有する非常用ディーゼル発電機を設置

する設計とする。また，外部電源が７日間以上喪失した場合においても

電力を供給できるよう，７日間以上連続運転できる燃料貯蔵設備を設

け，非常用ディーゼル発電機の燃料油系により，運転時に連続して燃料

を供給できる設計とする。  

6.9ｋＶ非常用母線が停電すると，第１非常用ディーゼル発電機が起

動し，6.9ｋＶ非常用母線に接続している負荷は，動力用変圧器及び460

Ｖ非常用母線に接続しているモータコントロールセンタを除いてすべて

遮断する設計とする。その後，第１非常用ディーゼル発電機は，電圧及

び周波数が定格値になると，6.9ｋＶ非常用母線に自動で接続され，安

全上重要な負荷が自動で順次投入する設計とする。 

また，外部電源に直接接続している受電変圧器の一次側において３相

のうちの１相の電路の開放が生じた場合，安全機能を有する施設への電

力の供給が不安定になったことを検知し，自動（地絡や過電流による保

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

・記載の適正化（表現修

正） 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 

 

 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

で行う。 

 

 

 

 

 

 

第１非常用ディーゼル発電機のそれぞれに接続する主要な負荷

は，以下の設備に属するものである。 

補給水設備 

プール水浄化・冷却設備 

冷却水設備 

制御室換気設備 

放射線監視設備 

蓄電池充電器  

非常灯 

 

護継電器の動作により）若しくは手動操作で故障箇所の隔離又は非常用

母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策（手動操作による対

策を含む。）を行うことによって，安全機能を有する施設への電力の供

給が停止することのないように，電力供給の安定性を回復できる設計と

する。 

また，第１非常用ディーゼル発電機で発生する熱の除去は，その他再

処理設備の附属施設の安全冷却水系で行う設計とする。 

第１非常用ディーゼル発電機のそれぞれに接続する主要な負荷は，以

下の設備に属するものである。 

・補給水設備 

・プール水浄化・冷却設備 

・冷却水設備 

・制御室換気設備 

・放射線監視設備 

・蓄電池充電器 

・非常灯 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射線監視設備のモニタリングポスト

は，第１非常用ディーゼル発電機を非常用電源とする設計とすることか

ら，第１非常用ディーゼル発電機及びその燃料を供給する燃料貯蔵設備に

ついても，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 

・記載の適正化（内容の

明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (２) 第２非常用ディーゼル発電機 

再処理施設(使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設を除く。)

用の第２非常用ディーゼル発電機は，多重性を考慮し２台を備え，

6.9ｋＶ非常用主母線に接続する。各非常用ディーゼル発電設備は，

配電盤，制御盤ともそれぞれ独立した部屋に設置し，１系統が故障

しても安全上 重要な施設の安全機能は確保できるように設計する。 

6.9ｋＶ非常用主母線が停電すると，第２非常用ディーゼル発電機

が起動し，6.9ｋＶ非常用母線に接続される負荷は，動力用変圧器及

び460Ｖ非常用母線に接続されるモータ コントロール センタを除い

てすべてしゃ断される。その後，第２非常用ディーゼル発電機は，

電圧及び周波数が定格値になると，6.9ｋＶ非常用主母線に自動的に

接続され，安全上重要な負荷が自動的に順次投入される。 

なお，第２非常用ディーゼル発電機が約７日間連続運転できる燃

料貯蔵設備を設ける。また，第２非常用ディーゼル発電機で発生す

る熱の除去は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系で行う

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２非常用ディーゼル発電機のそれぞれに接続する主要な負荷は

，以下の設備に属するものである。 

・精製施設のプルトニウム精製設備 

・脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

・計測制御系統施設の計測制御設備 

・計測制御系統施設の制御室換気設備 

(２) 第２非常用ディーゼル発電機  

再処理施設（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設を除く。）用の第

２非常用ディーゼル発電機は，多重性及び独立性を確保する設計とす

る。具体的には，独立した２箇所に，それぞれ必要な容量を有する非常

用ディーゼル発電機を設置する設計とする。また，外部電源が７日間以

上喪失した場合においても電力を供給できるよう，７日間以上連続運転

できる燃料貯蔵設備を設け，非常用ディーゼル発電機の燃料油系によ

り，運転時に連続して燃料を供給できる設計とする。  

6.9ｋＶ非常用主母線が停電すると，第２非常用ディーゼル発電機が

起動し，6.9ｋＶ非常用母線に接続している負荷は，動力用変圧器及び

460Ｖ非常用母線に接続しているモータコントロールセンタを除いてす

べて遮断する設計とする。その後，第２非常用ディーゼル発電機は，電

圧及び周波数が定格値になると，6.9ｋＶ非常用主母線に自動で接続さ

れ，安全上重要な負荷が自動で順次投入する設計とする。  

また，外部電源に直接接続している受電変圧器の一次側において３相

のうちの１相の電路の開放が生じた場合，安全機能を有する施設への電

力の供給が不安定になったことを検知し，自動（地絡や過電流による保

護継電器の動作により）若しくは手動操作で故障箇所の隔離又は非常用

母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策（手動操作による対

策を含む。）を行うことによって，安全機能を有する施設への電力の供

給が停止することのないように，電力供給の安定性を回復できる設計と

する。  

また，第２非常用ディーゼル発電機で発生する熱の除去は，その他再

処理設備の附属施設の安全冷却水系で行う設計とする。  

第２非常用ディーゼル発電機のそれぞれに接続する主要な負荷は，以 

下の設備に属するものである。  

・精製施設のプルトニウム精製設備  

・脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備  

・計測制御系統施設の計測制御設備  

・計測制御系統施設の制御室換気設備  

 

・記載の適正化（内容の

明確化 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

・気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理 

・溶解廃ガス処理設備気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理

設備 

・気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備気体廃棄物の廃棄施設の換気設備 

・固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備放射線管

理施設の放射線監視設備 

・その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備 

・その他再処理設備の附属施設の冷却水設備  

・その他再処理設備の附属施設の蒸気供給設備蓄電池充電器 

・非常灯 

(３) 運転予備用ディーゼル発電機 

運転予備用ディーゼル発電機は，１台備える。また，運転予備用

ディーゼル発電機で発生する熱の除去は，その他再処理設備の附属

施設の一般冷却水系で行う。 

 

 

 

(４) 第２運転予備用ディーゼル発電機 

第２運転予備用ディーゼル発電機は，１台備える。また，第２運

転予備用ディーゼル発電機で発生する熱の除去は，その他再処理設

備の附属施設の一般冷却水系で行う。 

・気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理設備  

・気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備  

・気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備  

・気体廃棄物の廃棄施設の換気設備  

・固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備  

・放射線管理施設の放射線監視設備  

・その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備  

・その他再処理設備の附属施設の冷却水設備  

・その他再処理設備の附属施設の蒸気供給設備  

・蓄電池充電器  

・非常灯  

(３) 運転予備用ディーゼル発電機  

運転予備用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，運転予

備用母線に接続する負荷の電源を確保する設備として１台設置する。  

また，燃料貯蔵設備を設け，運転予備用ディーゼル発電機の燃料油系

により，運転時に連続して燃料を供給できる設計とする。  

運転予備用ディーゼル発電機で発生する熱の除去は，その他再処理設

備の附属施設の一般冷却水系で行う設計とする。  

(４) 第２運転予備用ディーゼル発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）  

第２運転予備用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，運

転予備用母線に接続する負荷の電源を確保する設備として１台設置す

る。  

また，燃料貯蔵設備を設け，第２運転予備用ディーゼル発電機の燃料

油系により，運転時に連続して燃料を供給できる設計とする。  

第２運転予備用ディーゼル発電機で発生する熱の除去は，その他再処

理設備の附属施設の一般冷却水系で行う設計とする。 

第２運転予備用ディーゼル発電機は，6.9ｋＶ運転予備用主母線を介

し，ＭＯＸ燃料加工施設にも給電する設計とする。 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.4.6 直流電源設備 

直流電源設備は，安全上重要な負荷のうち，平常時及び異常時の監

視制御用に，常に確実なる電源を必要とする負荷に給電するための非

常用所内電源として，110Ｖ18系統及び220Ｖ２系統，また, 一般負荷

のうち常に確実なる電源を必要とする負荷に給電するための常用所内

電源として,110Ｖ11系統，310Ｖ１系統，330Ｖ２系統，360Ｖ４系統，

410Ｖ１系統，420Ｖ３系統，425Ｖ２系統及び460Ｖ６系統で構成する

。なお，非常用直流電源設備は，短時間の全交流動力電源の喪失に対

しても，監視制御機能を確保するために必要な電力を供給する。 

 

(１) 第１非常用直流電源設備 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設用の110Ｖ非常用所内電源

は，２系統設ける。これらの系統は，460Ｖ非常用母線に接続する充電

器３台，第１非常用蓄電池２組等で構成し，第１非常用蓄電池２組は

，各々分離独立した部屋に設置し，１系統が故障しても安全上重要な

施設の安全機能は確保できるように設計する。また，第１非常用蓄電

池は，計測制御用交流電源設備の105Ｖ無停電交流母線にも給電する。 

第１非常用蓄電池は，充電器により浮動充電される。 

直流電源設備単線結線図及び計測制御用交流電源設備単線結線図を

，それぞれ第9.2－３図及び第9.2－４図に示す。 

 

 

 

(２) 第２非常用直流電源設備 

再処理施設（使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設を除く｡)用

の非常用所内電源は，110Ｖ16系統及び220Ｖ２系統で構成する。 

110Ｖ系統は，110Ｖ非常用所内電源を必要とする建物にそれぞれ２

系統，合計16系統設ける。各建物の２系統は，460Ｖ非常用母線に接続

する充電器３台，第２非常用蓄電池２組等で構成し，第２非常用蓄電

池２組は，各々分離独立した部屋に設置し，１系統が故障しても安全

9.2.1.4.6 直流電源設備  

直流電源設備は，安全上重要な負荷のうち，平常時及び異常時の監視

制御用に，常に電源を必要とする負荷に給電するための非常用所内電源

として，110Ｖ18系統及び220Ｖ２系統，また，一般負荷のうち常に電源

を必要とする負荷に給電するための常用所内電源として，110Ｖ11系

統，310Ｖ１系統，330Ｖ２系統，348Ｖ１系統，360Ｖ４系統，410Ｖ１

系統，420Ｖ３系統，425Ｖ２系統及び460Ｖ６系統で構成する設計とす

る。  

非常用直流電源設備は，短時間の全交流動力電源の喪失に対しても，

監視制御機能を確保するために必要な電力を供給する設計とする。  

(１) 第１非常用直流電源設備  

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設用の非常用所内電源は，多

重性及び独立性を確保する設計とする。具体的には，非常用直流電源設

備（110Ｖ）２系統を設け，独立した２箇所に設置する設計とする。こ

れらの系統は，460Ｖ非常用母線に接続する充電器３台，第１非常用蓄

電池２組で構成し，第１非常用蓄電池２組は，１系統が故障しても安全

上重要な施設の安全機能を確保できるように各々異なる区画に設置する

設計とする。  

また，第１非常用蓄電池は，計測制御用交流電源設備の105Ｖ無停電

交流母線にも給電する設計とする。  

第１非常用蓄電池は，充電器により浮動充電する設計とする。  

直流電源設備単線結線図及び計測制御用交流電源設備単線結線図を，

それぞれ第9.2－３図及び第9.2－４図に示す。  

(２) 第２非常用直流電源設備  

再処理施設（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設を除く。）用の非

常用所内電源は，多重性及び独立性を確保する設計とする。具体的に 

は，非常用直流電源設備（110Ｖ）16系統及び非常用直流電源設備

（220Ｖ）２系統を設け，それぞれ独立した箇所に設置する設計とす

る。 

非常用直流電源設備（110Ｖ）系統は，110Ｖ非常用所内電源を必要と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

上重用な施設の安全機能は確保できるように設計する。また,110Ｖ系

統の一部は，計測制御用交流電源設備の105Ｖ無停電交流母線にも給電

する。 

220Ｖ系統は, 非常用所内電源の計測制御用交流電源設備の105Ｖ無

停電交流母線に給電するもので,220Ｖ非常用所内電源を必要とする建

物に２系統設け，460Ｖ非常用母線に接続する充電器２台, 第２非常用

蓄電池２組等で構成する。第２非常用蓄電池２組は，各々分離独立し

た部屋に設置し，１系統が故障しても安全上重要な施設の安全機能は

確保できるように設計する。 

一部の非常用直流電源設備は配線用しゃ断器を介して一般負荷にも

給電する。 

第２非常用蓄電池は，充電器により浮動充電される。 

直流電源設備単線結線図及び計測制御用交流電源設備単線結線図を

，それぞれ第9.2－３図及び第9.2－４図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する建屋にそれぞれ２系統，合計16系統設ける設計とする。各建屋の２

系統は，独立した２箇所に設置する設計とする。460Ｖ非常用母線に接

続する充電器３台，第２非常用蓄電池２組で構成し，第２非常用蓄電池

２組は，１系統が故障しても安全上重要な施設の安全機能を確保できる

ように各々異なる区画に設置する設計とする。 

また，非常用直流電源設備（110Ｖ）系統の一部は，計測制御用交流

電源設備の105Ｖ無停電交流母線にも給電する設計とする。 

非常用直流電源設備（220Ｖ）系統は，非常用所内電源の計測制御用

交流電源設備の105Ｖ無停電交流母線に給電するもので，220Ｖ非常用所

内電源を必要とする建屋に２系統設け，独立した２箇所に設置する設計

とする。460Ｖ非常用母線に接続する充電器２台，第２非常用蓄電池２

組で構成する。第２非常用蓄電池２組は，１系統が故障しても安全上重

要な施設の安全機能を確保できるように設計する。 

また，一部の非常用直流電源設備は配線用遮断器を介して一般負荷に

も給電する設計とする。 

第２非常用蓄電池は，充電器により浮動充電する設計とする。 

直流電源設備単線結線図及び計測制御用交流電源設備単線結線図を，

それぞれ第9.2－３図及び第9.2－４図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (３) 常用直流電源設備 

110Ｖ系統は，110Ｖ常用所内電源を必要とする建物にそれぞれ１系

統，合計11系統設ける。各系統は，460Ｖ常用母線又は，460Ｖ運転予

備用母 線に接続する充電器２台，蓄電池１組等で構成する。また,110

Ｖ系統の 一部は，計測制御用交流電源設備の105Ｖ無停電交流母線に

も給電する。 

310Ｖ系統，330Ｖ系統，360Ｖ系統，410Ｖ系統，420Ｖ系統，425Ｖ系 

統及び460Ｖ系統は，常用所内電源の計測制御用交流電源設備の105Ｖ無 

停電交流母線及び210Ｖ無停電交流母線に給電するもので， 310Ｖ， 

330Ｖ，360Ｖ, 410Ｖ，420Ｖ，425Ｖ及び460Ｖ常用所内電源を必要とす 

る建物にそれぞれ１系統(ただし，制御建屋には４系統)合計19系統設け

る。各系統は，460Ｖ常用母線又は，460Ｖ運転予備用母線に接続する充

電器１台，蓄電池１組等で構成する。 

蓄電池は，充電器により浮動充電される。 

直流電源設備単線結線図及び計測制御用交流電源設備単線結線図を， 

それぞれ第9.2－３図及び第9.2－４図に示す。 

(３) 常用直流電源設備  

110Ｖ系統は，110Ｖ常用所内電源を必要とする建屋にそれぞれ１系

統，合計11系統設ける設計とする。各系統は，460Ｖ常用母線又は460Ｖ

運転予備用母線に接続する充電器２台，蓄電池１組で構成する。また，

110Ｖ系統の一部は，計測制御用交流電源設備の105Ｖ無停電交流母線に

も給電する設計とする。 

310Ｖ系統，330Ｖ系統，348Ｖ系統，360Ｖ系統，410Ｖ系統，420Ｖ系

統，425Ｖ系統及び460Ｖ系統は，常用所内電源の計測制御用交流電源設

備の105Ｖ無停電交流母線及び210Ｖ無停電交流母線に給電するもので，

310Ｖ，330Ｖ，348Ｖ，360Ｖ，410Ｖ，420Ｖ，425Ｖ及び460Ｖ常用所内

電源を必要とする建屋にそれぞれ１系統（ただし，制御建屋には４系

統）合計20系統設ける設計とする。各系統は，460Ｖ常用母線又は460Ｖ

運転予備用母線に接続する充電器１台及び蓄電池１組で構成する。 

蓄電池は，充電器により浮動充電する設計とする。 

直流電源設備単線結線図及び計測制御用交流電源設備単線結線図を，

それぞれ第9.2－３図及び第9.2－４図に示す。 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.4.7 計測制御用交流電源設備 

計測制御用交流電源設備は, 安全上重要な負荷のうち，平常時及び

異常時の監視制御用に電源を必要とする負荷に給電するための非常用

所内電源として，105Ｖ無停電交流母線16母線及び105Ｖ計測母線10母

線，また，一般負荷のうち計測制御用交流電源を必要とする負荷に給

電するための常用所内電源として，105Ｖ無停電交流母線17母線，210

Ｖ無停電交流母線４母線及び105Ｖ計測母線20母線で構成する。 

105Ｖ無停電交流母線は，常に確実かつ安定した計測制御用交流電源

を必要とする負荷に給電するため静止形無停電電源装置から受電す

る。 

非常用所内電源としての計測制御用交流電源設備は，２系統に分離

独立させ，１系統が故障しても安全上重要な施設の安全機能は確保で

きるように設計する。 

なお，無停電電源装置を保守点検する場合は，必要な電力は460Ｖ非

常用母線, 460Ｖ常用母線又は，460Ｖ運転予備用母線に接続された予

備変圧器から供給する。また，予備変圧器は乾式を使用する。 

計測制御用交流電源設備単線結線図を第9.2－４図に示す。 

 

 9.2.1.4.7 計測制御用交流電源設備  

計測制御用交流電源設備は，安全上重要な負荷のうち，平常時及び異

常時の監視制御用に電源を必要とする負荷に給電するための非常用所内

電源として，105Ｖ無停電交流母線16母線及び105Ｖ計測母線10母線，ま

た，一般負荷のうち計測制御用交流電源を必要とする負荷に給電するた

めの常用所内電源として，105Ｖ無停電交流母線18母線，210Ｖ無停電交

流母線４母線及び105Ｖ計測母線18母線で構成する。  

105Ｖ無停電交流母線は，常に安定した計測制御用交流電源を必要と

する負荷に給電するため静止形無停電電源装置から受電する設計とす

る。  

非常用所内電源としての計測制御用交流電源設備は，２系統を各々異

なる区画に設置し，１系統が故障しても安全上重要な施設の安全機能は

確保できるように設計する。  

無停電電源装置を保守点検する場合は，必要な電力は460Ｖ非常用母

線，460Ｖ常用母線又は460Ｖ運転予備用母線に接続した予備変圧器から

供給する。また，予備変圧器は火災・防爆対策のため，乾式を使用する

設計とする。  

計測制御用交流電源設備単線結線図を第9.2－４図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.4.8 再処理施設内機器 

再処理施設内機器は，安全上重要な負荷と一般負荷に分類する。 

安全上重要な負荷は非常用母線に，一般負荷は原則として常用母

線又は運転予備用母線に接続する。 

安全上重要な負荷は，非常用母線の単一故障があっても，他の系

統に波及して多重性を損なうことがないように系統ごとに分離して

非常用母線に接続する。 

一般負荷も，２台以上設置するものは，所内母線の単一故障があって

も，全部の機器電源が喪失しないよう，２母線以上に分割接続し，再処

理施設内電力供給の安定を図る。 

 9.2.1.4.8 再処理施設内機器  

再処理施設内機器は，安全上重要な負荷と一般負荷に分類する。  

安全上重要な負荷は非常用母線に，一般負荷は原則として常用母線又

は運転予備用母線に接続する設計とする。  

安全上重要な負荷は，非常用母線の単一故障があっても，他の系統に

波及して異常を拡大することがないように系統ごとに分離して非常用母

線に接続する設計とする。 

 また，電気設備は，再処理施設内機器の損壊，故障その他の異常を

検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，故障

の影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設

計とする。 

  

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.4.9 再処理施設内通信設備，照明及び作業用電源設備 

再処理施設内通信設備は，中央制御室，その他建物内外の各所に送

受話器を設置し，迅速な連絡を可能にするとともに，中央制御室等か

ら各所に指示できる。その電源は，460Ｖ運転予備用母線又は460Ｖ常

用母線（ただし，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋においては460Ｖ非常用

母線)から給電する。また，再処理施設外必要箇所との通信連絡設備と

して，再処理施設内には，加入電話設備等を設ける。 

照明及び作業用電源は，460Ｖ運転予備用母線又は460Ｖ常用母線（た

だし，非常用電源建屋においては460Ｖ非常用母線)から変圧器を通し

て，交流210Ｖ及び105Ｖに降圧し，必要箇所に給電する。中央制御室，

避難通路その他必要な場所の非常灯は，460Ｖ非常用母線又は460Ｖ運転

予備用母線から給電する。さらに，交流電源喪失時に蓄電池から給電す

る直流非常灯を設ける。 

 9.2.1.4.9 照明及び作業用電源設備  

(１) 照明設備の主要設備  

ａ．誘導灯  

消防法で規定する避難口及び避難通路には，避難用の照明として，誘

導灯を設ける設計とする。誘導灯は，460Ｖ運転予備用母線又は460Ｖ常

用母線（ただし，非常用電源建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設においては460Ｖ非常用母線）から変圧器を通して105Ｖで受電し，外

部電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように蓄電池を

内蔵した設計とする。 

ｂ．非常灯  

建築基準法で規定する居室，居室から地上へ至る通路，階段及び踊り

場には，避難用の照明として，非常灯を設ける設計とする。非常灯は，

460Ｖ運転予備用母線又は460Ｖ常用母線（ただし，非常用電源建屋，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設においては460Ｖ非常用母線）から

変圧器を通して105Ｖで受電し，外部電源が喪失した場合においてもそ

の機能を損なわないように蓄電池を内蔵した設計とする。 

ｃ．運転保安灯  

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

は，運転保安灯を設ける設計とする。運転保安灯は，460Ｖ非常用母線

から変圧器を通して210Ｖで受電し，外部電源が喪失した場合において

もその機能を損なわないように非常用ディーゼル発電機から電力を供給

する設計とする。 

ｄ．直流非常灯  

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

は，直流非常灯を設ける設計とする。直流非常灯は，非常用直流電源設

備（非常用蓄電池）に接続し，全交流動力電源喪失時においてもその機

能を損なわないように自動点灯する設計とする。 

ｅ．蓄電池内蔵型照明  

中央制御室には，蓄電池内蔵型照明を設ける設計とする。蓄電池内蔵

型照明は，蛍光灯に蓄電池を内蔵した照明で，460Ｖ非常用母線に接続 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 し，設計基準事故の短時間の全交流動力電源喪失時に設計基準事故等に

対処するために必要な電力の供給が非常用ディーゼル発電機から開始さ

れる前までの間，又は全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処する

ために必要な電力の供給が重大事故等対処設備から開始される前までの

間，内蔵蓄電池の電力で点灯する設計とする。 

(２) 作業用電源設備  

作業用電源は，460Ｖ運転予備用母線又は460Ｖ常用母線（ただし，非

常用電源建屋においては460Ｖ非常用母線）から変圧器を通して，交流

210Ｖ及び105Ｖに降圧し，必要箇所に給電する。 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.4.10 ケーブル及び電線路 

安全上重要な施設に関係する動力回路，制御回路，計装回路のケーブ

ルは，その多重性及び独立性を確保するため，それぞれ相互に分離した

ケーブル トレイ,電線管を使用して布設し，相互に独立性を侵害するこ

とのないようにする。また，これらのケーブル，ケーブル トレイ,電線

管材料には，可能な限り不燃性又は難燃性のものを使用し，必要に応じ

延焼防止材を使用する。さらに,ケーブル トレイ等が障壁を貫通する場

合は，火災対策上，障壁効果を減少させないような構造とする。 

 9.2.1.4.10 ケーブル及び電線路  

安全上重要な施設に関係する動力回路，制御回路及び計装回路のケー

ブルは，その多重性及び独立性を確保するため，それぞれ相互に分離し

たケーブルトレイ及び電線管を使用して敷設し，相互に独立性を侵害す

ることのない設計とする。また，再処理施設内のケーブル，ケーブルト

レイ及び電線管材料には，可能な限り不燃性又は難燃性のものを使用

し，必要に応じ延焼防止材を使用する設計とする。さらに，ケーブルト

レイ及び電線管が障壁を貫通する場合は，火災対策上，障壁効果が減少

しない構造とする。 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

  9.2.1.4.11 燃料貯蔵設備  

安全上重要な施設の機能を確保するため，非常用ディーゼル発電機の

第１非常用ディーゼル発電機２台及び第２非常用ディーゼル発電機２台

の計４台に対し，燃料貯蔵設備から非常用ディーゼル発電機へ供給する

燃料油系統も４系統を設ける設計とする。燃料油供給系統の構成を，第

9.2－７図に示す。  

重油タンク及び燃料油貯蔵タンクの必要量は，外部電源喪失が発生

し，第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機が自

動起動した場合において，安全上重要な負荷等に電力を供給するための

燃料を確保する設計とする。  

燃料貯蔵設備は，第１非常用ディーゼル発電機２台，第２非常用ディ

ーゼル発電機２台を７日間運転できる容量を２系統有し，それぞれの系

統は独立していることから，燃料貯蔵設備の単一故障に対しても必要な

機能を維持できる設計とする。 

 

・新規制基準の第二十五

条要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.5 母線切替 

(１) 受電変圧器の切替 

受電変圧器の１台故障又は受電変圧器回路の１回線故障時には，6.9 

ｋＶ非常用主母線，6.9ｋＶ常用主母線及び6.9ｋＶ運転予備用主母

線は，健全側受電変圧器から受電するように切り替える。 

(２) 第１非常用ディーゼル発電機への切替 

6.9ｋＶ非常用母線が停電した場合には，6.9ｋＶ非常用母線に接続

された負荷は，動力用変圧器及び460Ｖ非常用母線に接続されるモータ

コントロール センタを除いてすべてしゃ断される。また，この時6.9 

ｋＶ非常用母線に給電する第１非常用ディーゼル発電機は，自動起

動し電圧及び周波数が定格値になると，6.9ｋＶ非常用母線に自動的に

接続され安全上重要な負荷が自動的に順次投入される。 

(３) 第２非常用ディーゼル発電機への切替 

6.9ｋＶ非常用主母線が停電した場合には，6.9ｋＶ非常用主母線か

ら給電される6.9ｋＶ非常用母線に接続された負荷は，動力用変圧器及

び460Ｖ非常用母線に接続されるモータ コントロール センタを除いて

すべてしゃ断される。また，この時6.9ｋＶ非常用主母線に給電する第

２非常用ディーゼル発電機は，自動起動し電圧及び周波数が定格値に

なると，6.9ｋＶ非常用主母線に自動的に接続され，安全上重要な負荷

が自動的に順次投入される。 

(４) 運転予備用ディーゼル発電機への切替 

6.9ｋＶ運転予備用主母線が停電した場合には，6.9ｋＶ運転予備用主

母線から給電される6.9ｋＶ運転予備用母線に接続された負荷は，動力

用変圧器及び460Ｖ運転予備用母線に接続される運転予備負荷に係 

るモータ コントロール センタを除いてすべてしゃ断される。 

また，この時6.9ｋＶ運転予備用主母線に給電する運転予備用ディー

ゼル発電機及び第２運転予備用ディーゼル発電機は，自動起動し電圧及

び周波数が定格値になると，6.9ｋＶ運転予備用主母線に自動的に接続

され，運転予備負荷が自動的に順次投入される。 

 

 9.2.1.5 母線切替  

(１) 受電変圧器の切替え  

受電変圧器の１台故障又は受電変圧器回路の１回線故障時には，6.9

ｋＶ非常用主母線，6.9ｋＶ常用主母線及び6.9ｋＶ運転予備用主母線

は，健全な受電変圧器から受電するように切り替える設計とする。  

(２) 第１非常用ディーゼル発電機への切替え  

6.9ｋＶ非常用母線が停電した場合には，6.9ｋＶ非常用母線に接続し

ている負荷は，動力用変圧器及び460Ｖ非常用母線に接続しているモー

タコントロールセンタを除いてすべて遮断する設計とする。また，この

時6.9ｋＶ非常用母線に給電する第１非常用ディーゼル発電機は，自動

起動し電圧及び周波数が定格値になると，6.9ｋＶ非常用母線に自動で

接続され，安全上重要な負荷が自動で順次投入する設計とする。  

(３) 第２非常用ディーゼル発電機への切替え  

6.9ｋＶ非常用主母線が停電した場合には，6.9ｋＶ非常用主母線から

給電する6.9ｋＶ非常用母線に接続している負荷は，動力用変圧器及び

460Ｖ非常用母線に接続しているモータコントロールセンタを除いてす

べて遮断する設計とする。また，この時6.9ｋＶ非常用主母線に給電す

る第２非常用ディーゼル発電機は，自動起動し電圧及び周波数が定格値

になると，6.9ｋＶ非常用主母線に自動で接続され，安全上重要な負荷

が自動で順次投入する設計とする。  

 (４) 運転予備用ディーゼル発電機への切替え  

6.9ｋＶ運転予備用主母線が停電した場合には，6.9ｋＶ運転予備用主

母線から給電する6.9ｋＶ運転予備用母線に接続している負荷は，動力

用変圧器及び460Ｖ運転予備用母線に接続している運転予備負荷に係る

モータコントロールセンタを除いてすべて遮断する設計とする。 

また，この時6.9ｋＶ運転予備用主母線に給電する運転予備用ディー

ゼル発電機及び第２運転予備用ディーゼル発電機は，自動起動し電圧及

び周波数が定格値になると，6.9ｋＶ運転予備用主母線に自動で接続さ

れ，運転予備負荷が自動で順次投入する設計とする。 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(５) 154ｋＶ送電線電圧回復後の切替 

ディーゼル発電機で所内負荷運転中，154ｋＶ送電線電圧が回復すれ 

ば，所内負荷を元の状態に戻す。 

 

(５) 154ｋＶ送電線電圧回復後の切替え 

ディーゼル発電機で所内負荷運転中，154ｋＶ送電線電圧が回復した

場合，所内負荷を元の状態に戻す設計とする。 

(６) 非常用電源設備からの受電時等の母線の切替操作 

安全上重要な負荷は，非常用電源設備からの給電が可能な構成とし，

外部電源系統又は非常用ディーゼル発電機のいずれからも受電できる構

成とする。このうち，外部電源系統の受電については，送電線に接続す

る遮断器や断路器等を設置した受電開閉設備，電気を降圧する受電変圧

器から構成する設計とする。開閉所機器，受電変圧器及び所内高圧系統

については，送電線や所内電源の切替操作が容易に実施可能なようにス

イッチ等を設ける設備構成とする。 

非常用主母線及び非常用母線は，通常時は外部電源系統から受電変圧

器を通して受電する設計とする。通常時の受電経路は以下のとおり。 

・6.9ｋＶ非常用主母線（非常用電源建屋）：外部電源系統→受電開

閉設備→受電変圧器→6.9ｋＶ非常用主母線 

・6.9ｋＶ非常用母線（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設）：外

部電源系統→受電開閉設備→受電変圧器→6.9ｋＶ常用主母線→6.9ｋＶ

常用母線→6.9ｋＶ非常用母線 

   6.9ｋＶ非常用主母線及び6.9ｋＶ非常用母線が外部電源系統か

ら受電できなくなった場合，第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常

用ディーゼル発電機は自動起動する設計とする。6.9ｋＶ非常用主母線

は，第２非常用ディーゼル発電機からの給電へ自動で切り替わる設計と

する。また，6.9ｋＶ非常用母線は，第１非常用ディーゼル発電機から

の受電へ自動で切り替わる設計とする。外部電源系統から受電できなく

なった場合の受電経路は以下のとおり。 

・6.9ｋＶ非常用主母線（非常用電源建屋）：第２非常用ディーゼル

発電機→6.9ｋＶ非常用主母線 

・6.9ｋＶ非常用母線（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設）：第

１非常用ディーゼル発電機→6.9ｋＶ非常用母線 

なお，非常用ディーゼル発電機で所内負荷運転中，154ｋＶ送電線の

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

・新規制基準の第二十五

条要求による変更 

 

添六―646



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

電圧が回復すれば，非常用ディーゼル発電機を外部電源に同期並列する

ことにより，無停電（手動）で所内負荷を切り替えることができる設計

とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.6 試験・検査 

(１) ディーゼル発電機は，定期的に起動試験を行って，電圧確立時間

や，負荷を印加して運転状況を確認するなど，その運転可能性を確認す

る。 

(２) 蓄電池は，定期的に巡視点検を行い，機器の健全性や，浮動充電

状態にあること等を確認する。 

 9.2.1.6 試験・検査  

(１) 非常用ディーゼル発電機は，その健全性及び能力を確認するた

め，再処理施設の運転中又は停止中であっても，定期的に起動試験を行

って，電圧確立時間や負荷を印加しての運転状況の確認により，その運

転の成立性を確認する。また，安全機能を健全に維持するため，適切な

保守及び修理を実施する。  

(２) 非常用蓄電池は，その健全性及び能力を確認するため，再処理

施設の運転中又は停止中であっても，定期的に巡視点検を行い，機器の

健全性や浮動充電状態にあることを確認する。また，安全機能を健全に

維持するため，適切な保守及び修理を実施する。 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.7 評 価 

(１) 電気設備は，外部電源系統及び非常用所内電源系統を有する

設計とするので，一般負荷及び安全上重要な負荷への電源を確保で

きる。 

(２) 外部電源系統は，154ｋＶ２回線の送電線により電力系統に接

続する設計とするので，安全上重要な負荷への電源を確保できる。 

(３) 非常用所内電源系統は，非常用所内電源機器として，第１非

常用ディ ーゼル発電機２台，第２非常用ディーゼル発電機２台，非

常用蓄電池20 組及び非常用無停電電源装置16台を有し，いずれかの

単一故障時にも安 全上重要な施設の安全機能を確保できる容量とし

ており，独立性及び多 重性を有する設計とするので，安全上重要な

負荷への電源を確保できる。 

(４) 電気設備は，非常用直流電源設備を設置する設計とするので

，短時間の全交流動力電源の喪失に対して監視制御機能を確保でき

る。 

(５) 電気設備は，非常用直流電源設備及び非常用計測制御用交流

電源設備を設置する設計とするので，平常時及び異常時に監視制御

できる。 

(６) 中央制御室及び避難通路等の非常灯は，460Ｖ非常用母線又は

460Ｖ運転予備用母線に接続する設計とするので，通常の照明電源喪

失時においても，その機能を確保できる。 

(７) 再処理施設内ケーブル，電源盤等の材料は，可能な限り不燃

性又は難燃性のものを使用する設計とするので，万一の火災時にも

火災の拡大を防止できる。 

(８) 非常用ディーゼル発電機は，外部電源が健全なときは停止し

ているので，起動試験等の定期的試験及び検査ができる。 

(９) 再処理施設内通信設備は，460Ｖ運転予備用母線又は460Ｖ非

常用母線から給電する設計とするので，平常時及び異常時に中央制

御室等から施設内各所に指示できる。さらに，再処理施設と再処理

施設外必要箇所との通信連絡設備は，多重化する設計とするので緊

 9.2.1.7 評価  

(１) 電気設備は，外部電源系統及び非常用所内電源系統を有するた

め，一般負荷及び安全上重要な負荷への電源を確保できる設計とす

る。  

 (２) 再処理施設の外部電源系統は，受電可能な154ｋＶ送電線２回

線により電力系統に連系する設計とし，当該送電線は，１回線停止時

においても再処理施設及び当該送電線を共用する施設のいずれも運転

可能な送電能力を有するため，安全上重要な負荷への電源を確保でき

る設計とする。  

(３) 非常用所内電源系統は，非常用所内電源設備として，第１非常

用ディーゼル発電機２台，第２非常用ディーゼル発電機２台，非常用

蓄電池20組及び非常用無停電電源装置16台を有することにより多重性

を確保し，また，系統を分離することにより独立性を確保できるた

め，その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であ

っても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全

上重要な施設の電源を確保できる設計とする。  

(４) 非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備は７日間以上連続運転

できる容量とするため，外部電源喪失時も安全上重要な施設への電源

を確保できる設計とする。  

(５) 非常用所内電源系統は，電気的及び物理的に相互に分離独立し

た設計とし，共通原因により機能を失うことなく，少なくとも１系統

は機能の維持及び人の接近性を確保できるため，安全上重要な施設へ

の電源を確保できる設計とする。  

(６) 電気設備は，非常用直流電源設備を設置するため，短時間の全

交流動力電源の喪失に対して監視制御機能を確保できる設計とする。  

(７) 再処理施設の安全機能を有する施設へ電力を供給するための施

設は，機器の損壊，故障その他の異常を検知した場合には，遮断器に

より故障箇所を隔離し，故障による影響を局所化し，他の安全機能へ

の影響を限定できる構成とするので，異常の拡大を防止することがで

きる設計とする。  

 

・記載の適正化（表現修

正） 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

・新規制基準の第二十五

条要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

急時にも通信連絡できる。 

(10) 電気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，

後続する再処理設備本体の電気設備との取り合い工事のため，6.9ｋ

Ｖ常用主母線に予備的措置を施すので，再処理設備本体の運転開始

に先立ち使用できる。 

 

また，１相開放故障が発生した場合，系統の電圧低下の警報，また，

電圧低下が小さい場合は，当直（運転員）が１相開放故障に伴い生じ

る負荷の警報により，安全機能を有する施設への電力の供給が不安定

になったことを検知し，手動にて給電中の受電変圧器を切り離すこと

により，非常用ディーゼル発電機を起動させ，非常用母線に電力を供

給することで，再処理施設の電源系統を安定状態に移行させることが

できる設計とする。  

(８) 非常用ディーゼル発電機は，6.9ｋＶ非常用主母線（使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設に当たっては6.9ｋＶ非常用母線）が停電

すると自動で起動し，母線に接続している設備は，モータコントロー

ルセンタを除いて全て自動で遮断され，非常用ディーゼル発電機が定

格値になると，自動で投入する設計とすることで，容易，かつ，信頼

性が高く，誤操作を防止することができる設計とする。 

(９) 電気設備は，直流電源設備及び計測制御用交流電源設備を設置

する設計とすることで，平常時及び異常時に監視制御できる設計とす

る。  

(10) 再処理施設内ケーブル，ケーブルトレイ，電線管及び電源盤の

材料は，可能な限り不燃性又は難燃性のものを使用する設計とするこ

とで，万一の火災時にも火災の拡大を防止できる設計とする。  

(11) 非常用所内電源系統は，多重性を考慮し２系統を設け，互いに

独立した系統とすることにより，１系統が定期的試験，検査並びに保

守及び修理をしている場合であっても安全上重要な施設の安全機能を

確保できるため，再処理施設の運転中又は停止中に定期的試験，検査

並びに適切な保守及び修理ができる設計とする。 

(12) 再処理施設には，外部電源が喪失した場合においても，蓄電池

を内蔵した，消防法に基づく誘導灯及び建築基準法に基づく非常灯を

設けるため，確実に避難することができる設計とする。  

(13) 制御室には，460Ⅴ非常用母線から給電する運転保安灯を設ける

ため，設計基準事故が発生した場合においても，事故対策のために必

要な作業をすることができる設計とする。  

・記載の適正化（表現修

正） 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

・新規制基準の第二十五

条要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(14) 制御室には，非常用直流電源設備又は内蔵蓄電池から受電し，

全交流動力電源喪失時に自動点灯する直流非常灯又は蓄電池内蔵型照

明を設けるため，制御室内に留まり監視を継続することができる設計

とする。 

(15) 制御室には，可搬型照明を備えており，設計基準事故が発生

し，運転保安灯を設置していない場所で現場設置機器の動作確認作業

や機器の操作が必要となった場合においても，昼夜及び場所を問わ

ず，作業をすることができる設計とする。  

(16) 電気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，後

続する再処理設備本体の電気設備との取り合い工事のため，6.9ｋＶ

常用主母線に予備的措置を施すので，再処理設備本体の運転開始に先

立ち使用できる設計とする。  

(17) 電気設備のうち第１非常用ディーゼル発電機，その燃料を供給

する燃料貯蔵設備及び運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備を

除く，他施設と共用する設備は，共用する施設において，機器の破

損，故障その他の異常を検知した場合には，6.9ｋＶ常用主母線又は

6.9ｋＶ運転予備用主母線の遮断器を開放することで，再処理施設に

波及的影響を与えることを防止する設計とするとともに，受電変圧器

については，これらの施設への給電を考慮しても十分な容量を有する

設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。 

(18) 電気設備のうち他施設と共用する第１非常用ディーゼル発電機

及びその燃料を供給する燃料貯蔵設備は，給電先が共用するモニタリ

ングポストであり，必要となる電力及び燃料が増加するものではない

ことから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。  

(19) 電気設備のうち他施設と共用する運転予備用ディーゼル発電機

の燃料貯蔵設備は，共用する施設において，故障その他の異常が発生

した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影響

を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を防

・記載の適正化（表現修

正） 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

・新規制基準の第二十五

条要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

止する設計とするとともに，他施設における使用を想定しても，再処

理施設に十分な燃料を供給できる容量を確保する設計とすることで，

共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

以下に示す章は，追加した章であるため，省略する。 

 

 9.2.2 重大事故等対処設備 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

・新規制基準の第二十五

条要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.3 圧縮空気設備 

 

9.3.1 概 要 

圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系で構成し，

再処理施設内の各施設に圧縮空気を供給する設備である。 

  

圧縮空気設備系統概要図を第9.3－１図に示す。 

安全圧縮空気系系統概要図を第9.3－２図に示す。 

 

9.3 圧縮空気設備 

9.3.1 設計基準対象の施設 

9.3.1.1 概要 

  圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系で構成し，

再処理施設内の各施設に圧縮空気を供給する設備である。 

  一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共用する。 

  圧縮空気設備系統概要図を第9.3－１図に示す。 

  安全圧縮空気系系統概要図を第9.3－２図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第１５条要

求による変更（他施設と

の共用に係る変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.3.2 設計方針 

(１) 圧縮空気設備は，各施設で使用する圧縮空気を供給できる設計

とする。 

(２) 安全圧縮空気系は，圧縮空気によってその安全機能が維持され

る再処理施設の安全上重要な施設へ圧縮空気を供給できる設計と

する。 

(３) 安全圧縮空気系は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮

定しても，その安全機能が確保できる設計とする。 

(４) 安全圧縮空気系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が

喪失した場合でも，その安全機能を確保できる設計とする。 

(５) 安全上重要な安全圧縮空気系は，定期的な試験及び検査ができ

る設計とする。 

 

 

 

 

 

(６) 一般圧縮空気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

9.3.1.2 設計方針 

 (１) 圧縮空気設備は，各施設で使用する圧縮空気を供給できる設計と

する。 

 (２) 安全圧縮空気系は，圧縮空気によってその安全機能が維持される

再処理施設の安全上重要な施設へ圧縮空気を供給できる設計とする。 

 (３) 安全圧縮空気系は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮定

しても，その安全機能が確保できる設計とする。 

 (４) 安全圧縮空気系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪

失した場合でも，その安全機能を確保できる設計とする。 

 (５) 安全上重要な施設の安全圧縮空気系は，定期的な試験及び検査が

できる設計とする。 

 (６) 一般圧縮空気系の一部は，廃棄物管理施設と共用し，廃棄物管理

施設における使用を想定しても，再処理施設に十分な圧縮空気を供給

できる容量を確保し，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉

止することにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その

他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 (７) 一般圧縮空気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.3.3 主要設備の仕様 

圧縮空気設備の主要設備の仕様を第9.3－１表に示す。 

なお，圧縮空気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る一般

圧縮空気系の一部は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する。 

 

9.3.1.3 主要設備の仕様 

  圧縮空気設備の主要設備の仕様を第9.3－１表に示す。 

  なお，圧縮空気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る一般

圧縮空気系の一部は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する。 

 

 

 

 

・変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.3.4 主要設備 

(１) 一般圧縮空気系 

一般圧縮空気系は，空気圧縮機等で構成し，各施設に圧縮空気を供

給する。 

なお，一般圧縮空気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設

備は，予備的措置を施すことにより，再処理設備本体の運転開始に先

立ち使用できる設計とする。 

 

(２) 安全圧縮空気系 

安全圧縮空気系は，３台の空気圧縮機及び水素掃気用，計測制御

用， かくはん用の３基の空気貯槽等で構成し，各施設に圧縮空気を供

給する。 

水素掃気用の圧縮空気は，溶液等の放射線分解により発生する水素

を希釈することによる火災及び爆発の防止等の安全機能を維持するた

めに供給する。水素掃気を必要とする主要機器を第9.3－２表に示す。 

 

 

 

計測制御用の圧縮空気は，計測制御系統施設の安全上重要な計測制

御系及び安全保護系の火災及び爆発の防止，臨界安全等の安全機能を

維持するために供給する。 

かくはん用の圧縮空気は，機器内の溶液のかくはん等のために供給

する。 

安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，１台でも必要な圧縮空気量を供

給する容量を有する設計とする。また，空気圧縮機の運転に必要な冷

却水は，安全冷却水系から供給する。 

安全圧縮空気系は，それらを構成する空気圧縮機等の動的機器の

単一故障を仮定しても，その安全機能が確保できるよう多重化す

る。 

安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，非常用所内電源系統に接続す

9.3.1.4 主要設備 

 (１) 一般圧縮空気系 

   一般圧縮空気系は，空気圧縮機等で構成し，各施設に圧縮空気を供

給する。 

一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共用する。 

なお，一般圧縮空気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

は，予備的措置を施すことにより，再処理設備本体の運転開始に先立

ち使用できる設計とする。 

 (２) 安全圧縮空気系 

   安全圧縮空気系は，３台の空気圧縮機及び水素掃気用，計測制御

用，かくはん用の３基の空気貯槽，水素掃気用安全圧縮空気系，かく

はん用安全圧縮空気系，計測制御用安全圧縮空気系等で構成し，各施

設に圧縮空気を供給する。 

水素掃気用安全圧縮空気系の圧縮空気は，溶液等の放射線分解によ

り発生する水素を希釈することによる火災及び爆発の防止等の安全機

能を維持するために供給する。水素掃気用安全圧縮空気系から圧縮空

気を供給する主要機器を第9.3－２表(１)及び第9.3－２表(２)に示

す。 

計測制御用安全圧縮空気系の圧縮空気は，計測制御系統施設の安全

上重要な施設の計測制御系及び安全保護回路の火災及び爆発の防止，

臨界安全等の安全機能を維持するために供給する。 

かくはん用安全圧縮空気系の圧縮空気は，機器内の溶液のかくはん

等のために供給する。 

安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，１台でも必要な圧縮空気量を供

給する容量を有する設計とする。また，空気圧縮機の運転に必要な冷

却水は，安全冷却水系から供給する。 

安全圧縮空気系は，それらを構成する空気圧縮機等の動的機器の単

一故障を仮定しても，その安全機能が確保できるよう多重化する。 

安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，非常用所内電源系統に接続する

ことにより，外部電源が喪失した場合でも，その安全機能を確保でき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ることにより，外部電源が喪失した場合でも，その安全機能を確保

できる設計とする。 

水素掃気用及び計測制御用の空気貯槽は，短時間の全交流動力電

源の喪失時においても，その安全機能を確保できる容量とする。 

 

る設計とする。 

 

水素掃気用及び計測制御用の空気貯槽は，短時間の全交流動力電源

の喪失時においても，その安全機能を確保できる容量とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.3.5 試験・検査 

安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，定期的に予備機に切り替え，予備

機の健全性を確認する。 

 

9.3.1.5 試験・検査 

  安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，定期的に予備機に切り替え，

予備機の健全性を確認する。 

 

 

 

 

・変更なし 

 

添六―658



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.3.6 評 価 

(１) 圧縮空気設備は，適切な容量の空気圧縮機等を設ける設計とす

るので，各施設に圧縮空気を供給できる。 

(２) 安全圧縮空気系は，圧縮空気によって火災及び爆発の防止等

の安全機能が維持される再処理施設の安全上重要な施設へ圧縮空

気を供給する設計とするので，その安全機能を維持することがで

きる。 

(３) 安全圧縮空気系は，空気圧縮機等を多重化する設計とするの

で，動的機器の単一故障を仮定しても，火災及び爆発の防止等の

安全機能を確保できる。 

(４) 安全圧縮空気系は，非常用所内電源系統に接続する設計とす

るので，外部電源が喪失した場合でも，火災及び爆発の防止等の

安全機能を確保できる。 

(５) 安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，多重化する設計とするの

で，安全機能を損なうことなく定期的な試験及び検査ができる。 

 

 

 

 

 

 

(６) 一般圧縮空気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る一部

の空気圧縮機等は，予備的措置を施すので，再処理設備本体の運転開

始に先立使用できる。 

9.3.1.6 評  価 

 (１) 圧縮空気設備は，適切な容量の空気圧縮機等を設ける設計と

するので，各施設に圧縮空気を供給できる。 

 (２) 安全圧縮空気系は，圧縮空気によって火災及び爆発の防止等

の安全機能が維持される再処理施設の安全上重要な施設へ圧縮空気を

供給する設計とするので，その安全機能を維持することができる。 

 

 (３) 安全圧縮空気系は，空気圧縮機等を多重化する設計とするの

で，動的機器の単一故障を仮定しても，火災及び爆発の防止等の安全

機能を確保できる。 

 (４) 安全圧縮空気系は，非常用所内電源系統に接続する設計とす

るので，外部電源が喪失した場合でも，火災及び爆発の防止等の安全

機能を確保できる。 

 (５) 安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，多重化する設計とするの

で，安全機能を損なうことなく定期的な試験及び検査ができる。 

 (６) 一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設における使用を想定して

も，再処理施設に十分な圧縮空気を供給できる容量を確保でき，故障

その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その

他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設か

らの波及的影響を防止する設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない。 

 (７) 一般圧縮空気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る一

部の空気圧縮機等は，予備的措置を施すので，再処理設備本体の運転

開始に先立ち使用できる。 

 

以下に示す章は，追加した章であるため，省略する。 

 

 9.3.2 重大事故等対処設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第１５条

要求による変更（他施設

との共用に係る変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.4 給水処理設備 

9.4.1 概 要 

給水処理設備は，再処理施設の運転に必要なろ過水及び純水を確保及

び供給する設備である。 

給水処理設備概要図を第9.4－１図に示す。 

 

9.4  給水処理設備 

9.4.1 設計基準対象の施設 

9.4.1.1 概要 

  給水処理設備は，再処理施設の運転に必要なろ過水及び純水を確

保及び供給する設備である。 

  給水処理設備の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。 

  給水処理設備概要図を第9.4－１図(１)及び(２)に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.4.2 設計方針 

(１) 給水処理設備は，再処理施設の運転に必要な水を各施設の要求

に応じた量及び水質に従って供給できる設計とする。 

(２) 給水処理設備の屋外機器は，必要に応じて凍結を防止できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 給水処理設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る設計 

とする。 

9.4.1.2 設計方針 

 (１) 給水処理設備は，再処理施設の運転に必要な水を各施設の要

求に応じた量及び水質に従って供給できる設計とする。 

 (２) 給水処理設備の屋外機器は，必要に応じて凍結を防止できる

設計とする。 

 (３)  給水処理設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

にろ過水を供給できる系統構成とし，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設における使用を想定しても，再処理施設に十分なろ過水を供

給できる容量を確保し，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を

閉止することにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障そ

の他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とするこ

とで，共用によって再処理施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (４) 給水処理設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.4.3 主要設備の仕様 

給水処理設備の主要設備の仕様を第9.4－１表に示す。 

なお，給水処理設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用す

る。 

 

9.4.1.3 主要設備の仕様 

  給水処理設備の主要設備の仕様を第9.4－１表に示す。 

  なお，給水処理設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用

する。 

 

 

・変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.4.4 主要設備 

給水処理設備は，ろ過水貯槽，純水装置，純水貯槽等で構成する。 

これらの設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する設

計とする。 

また，給水処理設備の屋外機器は，必要に応じ保温材の設置等

で，凍結を防止する設計とする。 

ろ過水貯槽は，二又川河川水を除濁ろ過したろ過水を受け入れ，

貯留する。また，ろ過水貯槽のろ過水は，純水装置へ移送するとと

もに，各使用先に供給する。 

純水装置は，ろ過水貯槽からろ過水を受け入れ，ろ過水を純水に

する。純水貯槽は，純水を純水装置から受け入れ，貯留する。ま

た，純水貯槽の純水は，各使用先に供給する。 

 

9.4.1.4 主要設備 

  給水処理設備は，ろ過水貯槽，純水装置，純水貯槽等で構成する。 

  これらの設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する設計と

する。 

  また，給水処理設備の屋外機器は，必要に応じ保温材の設置等で，

凍結を防止する設計とする。 

  ろ過水貯槽は，二又川河川水を除濁ろ過したろ過水を受け入れ，貯留

する。また，ろ過水貯槽のろ過水は，純水装置へ移送するとともに，各

使用先に供給する。 

  ろ過水貯槽は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

  純水装置は，ろ過水貯槽からろ過水を受け入れ，ろ過水を純水にす

る。純水貯槽は，純水を純水装置から受け入れ，貯留する。また，純

水貯槽の純水は，各使用先に供給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.4.5 評 価 

(１) 給水処理設備は，適切な容量のろ過水貯槽，純水装置，純水

貯槽等を設ける設計とするので，再処理施設の運転に必要な水を

各施設の要求に応じた量及び水質に従って供給することができ

る。 

(２) 給水処理設備の屋外機器は，保温材の設置等により凍結防止が

できる。 

 

 

 

 

 

 

(３) 給水処理設備は，予備的措置を施すので，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用できる。 

 

9.4.1.5 評価 

 (１) 給水処理設備は，適切な容量のろ過水貯槽，純水装置，純水

貯槽等を設ける設計とするので，再処理施設の運転に必要な水を各施

設の要求に応じた量及び水質に従って供給することができる。 

 (２) 給水処理設備の屋外機器は，保温材の設置等により凍結防止

ができる。 

 (３)  廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設にろ過水を供給す

る給水処理設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

使用を想定しても，再処理施設に十分なろ過水を供給できる容量を確

保でき，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することに

より故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発

生した施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共用によ

って再処理施設の安全機能を損なわない。 

 (４) 給水処理設備は，予備的措置を施すので，再処理設備本体の

運転開始に先立ち使用できる。 

 

 

以下に示す章は，追加した章であるため，省略する。 

 

 9.4.2 重大事故等対処設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.5 冷却水設備 

9.5.1 概 要 

冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成し，再処理施

設内の各施設で発生する熱を除去する設備である。 

冷却水設備系統概要図を第9.5－１図に示す。 

安全冷却水系系統概要図を第9.5－２図～第9.5－４図に示す。 

 

9.5 冷却水設備 

9.5.1 設計基準対象の施設 

9.5.1.1 概  要 

  冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成し，再処理施

設内の各施設で発生する熱を除去する設備である。 

  安全冷却水系の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

  冷却水設備系統概要図を第9.5－１図に示す。 

  一般冷却水系系統概要図を第9.5－２図(１)から第9.5－２図(５)に

示す。 

  安全冷却水系系統概要図を第9.5－３図から第9.5－５図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.5.2 設計方針 

(１) 冷却水設備は，各施設で発生する熱を除去できる設計とする。 

(２) 安全冷却水系は，冷却水によってその安全機能が維持される

再処理施設の安全上重要な施設へ冷却水を供給できる設計とす

る。 

(３) 冷却水設備は，放射性物質を含む流体が環境に流出しない設計

とする。 

(４) 安全冷却水系は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮定

しても，その安全機能が確保できる設計とする。 

(５) 安全冷却水系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が

喪失した場合でも，その安全機能を確保できる設計とする。 

(６) 安全上重要な安全冷却水系は，定期的な試験及び検査ができる

設計とする。 

(７) 冷却水設備の屋外機器は，必要に応じて凍結を防止できる設計

とする。 

 

 

(８) 冷却水設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

9.5.1.2 設計方針 

 (１) 冷却水設備は，各施設で発生する熱を除去できる設計とす

る。 

 (２) 安全冷却水系は，冷却水によってその安全機能が維持される

再処理施設の安全上重要な施設へ冷却水を供給できる設計とする。 

 (３) 冷却水設備は，放射性物質を含む流体が環境に流出しない設

計とする。 

(４) 安全冷却水系は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮定

しても，その安全機能が確保できる設計とする。 

 (５) 安全冷却水系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が

喪失した場合でも，その安全機能を確保できる設計とする。 

 (６) 安全上重要な施設の安全冷却水系は，定期的な試験及び検査

ができる設計とする。 

 (７) 冷却水設備の屋外機器は，必要に応じて凍結を防止できる設

計とする。 

 (８)  他施設と共用する安全冷却水系の一部は，共用によって再

処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 (９) 冷却水設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第１５条

要求による変更（他施設

との共用に係る変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.5.3 主要設備の仕様 

冷却水設備の主要設備の仕様を第9.5－１表に示す。 

なお，冷却水設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系及び使用済燃料輸

送容器管理建屋用の一般冷却水系は，再処理設備本体の運転開始に

先立ち使用できる。 

 

9.5.1.3 主要設備の仕様 

冷却水設備の主要設備の仕様を第9.5－１表(１)及び(２)に示す。 

 なお，冷却水設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系及び使用済燃料輸送

容器管理建屋用の一般冷却水系は，再処理設備本体の運転開始に先立

ち使用できる。 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.5.4 主要設備 

(１) 一般冷却水系 

冷却水が汚染するおそれのある設備に冷却水を供給する場合には，

熱交換器を介する設計とする。 

一般冷却水系の屋外機器は，必要に応じて凍結を防止できる設計と

する。 

一般冷却水系は，以下の系で構成する設計とする。 

・各建屋換気空調用 

・使用済燃料輸送容器管理建屋用 

・再処理設備本体用 

・運転予備用ディーゼル発電機用 

・第２運転予備用ディーゼル発電機用 

・再処理設備本体の運転予備負荷用 

ａ．各建屋換気空調用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除

熱し， 冷却水循環ポンプによって，再処理設備本体，計測制御系統

施設，放射 性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設に

冷却水を供給し，主として各建屋換気空調等で発生する熱を除去す

る。 

ｂ．使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水系は，冷却塔に

より冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料輸

送容器管理建屋の除染エリア内の放射性廃棄物の廃棄施設の換気

空調及びその他再処理設備の附属施設に冷却水を供給し，発生す

る熱を除去する。 

使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水系は，再処理設備本

体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

ｃ．再処理設備本体用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を

除熱し，冷却水循環ポンプによって，再処理設備本体及び放射性

廃棄物の廃棄施設の凝縮器等に冷却水を供給し，発生する熱を除

去する。 

 

9.5.1.4 主要設備 

 (１) 一般冷却水系 

   冷却水が汚染するおそれのある設備に冷却水を供給する場合に

は，熱交換器を介する設計とする。 

   一般冷却水系の屋外機器は，必要に応じて凍結を防止できる設

計とする。 

   一般冷却水系は，以下の系で構成する設計とする。 

    ・各建屋換気空調用 

    ・使用済燃料輸送容器管理建屋用 

    ・再処理設備本体用 

    ・運転予備用ディーゼル発電機用 

    ・第２運転予備用ディーゼル発電機用 

    ・再処理設備本体の運転予備負荷用 

 ａ．各建屋換気空調用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除

熱し，冷却水循環ポンプによって，再処理設備本体，計測制御系

統施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施

設に冷却水を供給し，主として各建屋換気空調等で発生する熱を

除去する。 

 ｂ．使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水系は，冷却塔によ

り冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料輸送

容器管理建屋の除染エリア内の放射性廃棄物の廃棄施設の換気空

調及びその他再処理設備の附属施設に冷却水を供給し，発生する

熱を除去する。 

   使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水系は，再処理設備

本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 ｃ．再処理設備本体用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除

熱し，冷却水循環ポンプによって，再処理設備本体及び放射性廃

棄物の廃棄施設の凝縮器等に冷却水を供給し，発生する熱を除去

する。 

・変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｄ．運転予備用ディーゼル発電機用及び第２運転予備用ディーゼル発

電機用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水

循環ポンプによって，その他再処理設備の附属施設の運転予備用

ディーゼル発電機及び第２運転予備用ディーゼル発電機に冷却水

を供給し，発生する熱を除去する。 

ｅ．再処理設備本体の運転予備負荷用の一般冷却水系は，冷却塔によ

り冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，運転予備負荷に

直接，又は冷凍機を介して冷却水を供給し，発生する熱を除去す

る。 

(２) 安全冷却水系 

冷却水が汚染するおそれのある設備に冷却水を供給する場合には，

熱交換器を介する設計とする。 

安全冷却水系は，それらを構成する冷却水循環ポンプ等の動的機器

の単一故障を仮定しても，崩壊熱除去等の安全機能が確保できるよう

多重化するか，又は系統全体を２系列とする。 

安全冷却水系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失し

た場合でも，崩壊熱除去等の安全機能を確保できる設計とする。 

安全冷却水系の屋外機器は，必要に応じて凍結を防止できる設計とす 

る。 

安全冷却水系は，以下の系で構成する設計とする。 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

・再処理設備本体用 

・第２非常用ディーゼル発電機用 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，冷却

塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料の

貯蔵施設のプール水冷却系の熱交換器及びその他再処理設備の附属施

設の第１非常用ディーゼル発電機等に冷却水を供給し，発生する熱を

除去する。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は

，独立した 

２系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成し，１系列の運転で

ｄ．運転予備用ディーゼル発電機用及び第２運転予備用ディーゼル発

電機用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水

循環ポンプによって，その他再処理設備の附属施設の運転予備用

ディーゼル発電機及び第２運転予備用ディーゼル発電機に冷却水

を供給し，発生する熱を除去する。 

ｅ．再処理設備本体の運転予備負荷用の一般冷却水系は，冷却塔によ

り冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，運転予備負荷に

直接，又は冷凍機を介して冷却水を供給し，発生する熱を除去す

る。 

 (２) 安全冷却水系 

 冷却水が汚染するおそれのある設備に冷却水を供給する場合には，

熱交換器を介する設計とする。 

 安全冷却水系は，それらを構成する冷却水循環ポンプ等の動的機器

の単一故障を仮定しても，崩壊熱除去等の安全機能が確保できるよう

多重化するか，又は系統全体を２系列とする。 

 安全冷却水系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失し

た場合でも，崩壊熱除去等の安全機能を確保できる設計とする。 

 安全冷却水系の屋外機器は，必要に応じて凍結を防止できる設計と

する。 

 安全冷却水系は，以下の系で構成する設計とする。 

 ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

 ・再処理設備本体用 

 ・第２非常用ディーゼル発電機用 

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，冷

却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済

燃料の貯蔵施設のプール水冷却系の熱交換器及びその他再処理設

備の附属施設の第１非常用ディーゼル発電機等に冷却水を供給

し，発生する熱を除去する。 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用の安全冷却水系は，独立した２系列の冷却塔，冷却水循環

ポンプ等により構成し，１系列の運転でも必要とする熱除去がで

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

も必要とする熱除去ができる容量を有する設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ｂ．再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱

し，冷却水循環ポンプによって再処理設備本体，計測制御系統施

設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の

機器類等に冷却水を供給し，各施設で発生する熱を除去する。 

再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液

が沸騰するおそれのある機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の

空気圧縮機の冷却，建屋換気空調等のために供給する。 

再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した２系列の冷却塔，冷

却水循環ポンプ等により構成し，１系列の運転でも必要とする熱除

去ができる容量を有する設計とする。 

崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交換

し，冷却水循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル，冷却ジ

ャケット等に冷却水を供給する。なお，崩壊熱による溶液の沸騰ま

での時間的余裕が小さい場合は，中間熱交換器以降は独立した２系

列とする。 

崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設を第9.5－２表に示す。 

なお，再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系の空気圧縮機へ直接供給し，また，制御建

屋等で非常用所内電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷凍機を介

して供給する。 

 

きる容量を有する設計とする。 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用するモニタリングポストの非常用電源設備である

第１非常用ディーゼル発電機の熱を除去するため，ＭＯＸ燃料加工施

設と共用する。 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ基

礎機器配置図を第9.5－６図に示す。 

ｂ．再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱

し，冷却水循環ポンプによって再処理設備本体，計測制御系統施

設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の

機器類等に冷却水を供給し，各施設で発生する熱を除去する。 

   再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液が

沸騰するおそれのある機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空気

圧縮機の冷却，建屋換気空調等のために供給する。 

   再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した２系列の冷却塔，冷

却水循環ポンプ等により構成し，１系列の運転でも必要とする熱除

去ができる容量を有する設計とする。 

   崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交換

し，冷却水循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル，冷却ジ

ャケット等に冷却水を供給する。崩壊熱による溶液の沸騰までの時

間余裕が小さい場合は，中間熱交換器以降は独立した２系列とす

る。 

 崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設を第9.5－２表に示す。 

   再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施設

の安全圧縮空気系の空気圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等で

非常用所内電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷凍機を介して供

給する。 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｃ．第２非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系は，冷却塔により

冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，その他再処理設備

の附属施設の第２非常用ディーゼル発電機に独立して冷却水を供

給し，発生する熱を除去する。 

 

 

 ｃ．第２非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系は，冷却塔によ

り冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，その他再処理設

備の附属施設の第２非常用ディーゼル発電機に独立して冷却水を

供給し，発生する熱を除去する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.5.5 試験・検査 

安全冷却水系の冷却水循環ポンプ等は，定期的に試験及び検査を実

施する。 

 

9.5.1.5 試験・検査 

  安全冷却水系の冷却水循環ポンプ等は，定期的に試験及び検査を

実施する。 

 

 

 

・変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.5.6 評 価 

(１) 冷却水設備は，適切な容量の冷却塔，冷却水循環ポンプ等を設

ける設計とするので，各施設で発生する熱を除去できる。 

(２) 安全冷却水系は，冷却水によってその安全機能が維持される再

処理施設の安全上重要な施設へ冷却水を供給する設計とするので，

安全上重要な施設の冷却機能を維持することができる。 

(３) 冷却水が汚染するおそれのある設備に冷却水を供給する場合に

は，熱交換器を介する設計とするので，放射性物質を含む流体が環

境に流出することを防止できる。 

(４) 安全冷却水系は，系統全体を２系列とするか，又は冷却水循環

ポンプ等を多重化する設計とするので，動的機器の単一故障を仮定

しても，崩壊熱除去等の安全機能を確保できる。 

(５) 安全冷却水系は，非常用所内電源系統に接続する設計とするの

で，外部電源が喪失した場合でも，崩壊熱除去等の安全機能を確保

できる。 

(６) 冷却水設備の屋外機器は，不凍液の使用等により凍結防止ができ

る。 

(７) 安全冷却水系の冷却水循環ポンプ等は，多重化するか，又は系

統全体を２系列化する設計とするので，安全機能を損なうことなく

定期的な試験及び検査ができる。 

 

 

 

 

 

(８) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系及び使

用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水系は，予備的措置を施す

ので，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

9.5.1.6 評  価 

 (１) 冷却水設備は，適切な容量の冷却塔，冷却水循環ポンプ等を設け

る設計とするので，各施設で発生する熱を除去できる。 

 (２) 安全冷却水系は，冷却水によってその安全機能が維持される

再処理施設の安全上重要な施設へ冷却水を供給する設計とするので，

安全上重要な施設の冷却機能を維持することができる。 

 (３) 冷却水が汚染するおそれのある設備に冷却水を供給する場合に

は，熱交換器を介する設計とするので，放射性物質を含む流体が環境

に流出することを防止できる。 

 (４) 安全冷却水系は，系統全体を２系列とするか，又は冷却水循環ポ

ンプ等を多重化する設計とするので，動的機器の単一故障を仮定しても，

崩壊熱除去等の安全機能を確保できる。 

 (５) 安全冷却水系は，非常用所内電源系統に接続する設計とするの

で，外部電源が喪失した場合でも，崩壊熱除去等の安全機能を確保で

きる。 

 (６) 冷却水設備の屋外機器は，不凍液の使用等により凍結防止ができ

る。 

 (７) 安全冷却水系の冷却水循環ポンプ等は，多重化するか，又は系統

全体を２系列化する設計とするので，安全機能を損なうことなく定期

的な試験及び検査ができる。 

 (８) 安全冷却水系のうち，他施設と共用する使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，冷却水の供給先が共用するモニタ

リングポストの非常用電源設備である第１非常用ディーゼル発電機で

あり，必要となる冷却水が増加するものでないことから，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない。 

 (９) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系及び使用

済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水系は，予備的措置を施すの

で，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第１５条

要求による変更（他施設

との共用に係る変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

以下に示す章は，追加した章であるため，省略する。 

 

 9.5.2 重大事故等対処設備 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.6 蒸気供給設備 

9.6.1 概 要 

蒸気供給設備は，一般蒸気系及び安全蒸気系で構成し，再処理施設内

の各施設で使用する蒸気を供給する設備である。 

蒸気供給設備系統概要図を第9.6－１図に示す。 

安全蒸気系系統概要図を第9.6－２図に示す。 

 

9.6 蒸気供給設備 

9.6.1 概  要 

  蒸気供給設備は，一般蒸気系及び安全蒸気系で構成し，再処理施

設内の各施設で使用する蒸気を供給する設備である。 

  一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用し，一般蒸気系の一部はＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。 

  蒸気供給設備系統概要図を第9.6－１図に示す。 

  一般蒸気系系統概要図を第9.6－２図に示す。 

  安全蒸気系系統概要図を第9.6－３図に示す。 

 

 

 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.6.2 設計方針 

(１) 蒸気供給設備は，各施設で使用する蒸気を供給できる設計とする

。 

(２) 安全蒸気系は，安全を確保するための液移送に必要な蒸気を供給

できる設計とする。 

(３) 蒸気供給設備は，放射性物質を含む流体が環境に流出しない設計

とする。 

(４) 安全蒸気系は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮定して

も，その安全機能が確保できる設計とする。 

(５) 安全蒸気系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失し

た場合でも，その安全機能を確保できる設計とする。 

(６) 安全上重要な安全蒸気系は，定期的な試験及び検査ができる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 一般蒸気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

9.6.2 設計方針 

 (１) 蒸気供給設備は，各施設で使用する蒸気を供給できる設計とす

る。 

 (２) 安全蒸気系は，安全を確保するための液移送に必要な蒸気を供給

できる設計とする。 

 (３) 蒸気供給設備は，放射性物質を含む流体が環境に流出しない設計

とする。 

 (４) 安全蒸気系は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮定して

も，その安全機能が確保できる設計とする。 

 (５) 安全蒸気系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失し

た場合でも，その安全機能を確保できる設計とする。 

 (６) 安全上重要な施設の安全蒸気系は，定期的な試験及び検査ができ

る設計とする。 

  (７) 一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用し，廃棄物管理施設にお

ける使用を想定しても，再処理施設に十分な蒸気を供給できる容量を

確保し，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することに

より故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発

生した施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 (８) 一般蒸気系のうち燃料貯蔵設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設にお

ける使用を想定しても，再処理施設に十分な燃料を供給できる容量を

確保する設計とし，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止

することにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他

の異常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

(９) 一般蒸気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規制基準の第１５条

要求による変更（他施設

との共用に係る変更） 

 

 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.6.3 主要設備の仕様 

蒸気供給設備の主要設備の仕様を第9.6－１表に示す。 

なお，蒸気供給設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る一般蒸

気系の一部は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

9.6.3  主要設備の仕様 

  蒸気供給設備の主要設備の仕様を第9.6－１表に示す。 

  なお，蒸気供給設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る一般蒸 

 気系の一部は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

 

・変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.6.4 主要設備 

(１) 一般蒸気系 

一般蒸気系は，ボイラ等で構成し，各施設に蒸気及び蒸気から製造す 

る温水を供給する。 

復水が汚染するおそれのある設備に，ボイラから蒸気を供給する場

合には，熱交換器を介する設計とする。 

なお，一般蒸気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は

，予備的措置を施すことにより，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる設計とする。 

(２) 安全蒸気系 

安全蒸気系は，崩壊熱により沸騰のおそれがあるか，又はｎ－ドデ

カンの引火点に達するおそれのある漏えい液を安全に移送するための

スチ－ム ジェット ポンプに蒸気を供給する。 

安全蒸気系は通常は停止状態であり，セル等内に設置の機器から液

体状の放射性物質の漏えいが生じた場合に起動し，一般蒸気系が使用

できない場合に使用する。 

安全蒸気系は，２基のボイラ，燃料ボンベ，供給水槽等で構成し，

ボイラ１基で 大容量のスチ－ム ジェット ポンプに必要な蒸気量を

供給できる設計とする。 

安全蒸気系は，それらを構成するボイラ等の動的機器の単一故障を

仮定しても，閉じ込め機能の安全機能が確保できるよう多重化する。 

安全蒸気系は，非常用所内電源系統に接続することにより，外部電源 

が喪失した場合でも，その安全機能を確保できる設計とする。 

 

 

9.6.4 主要設備 

 (１) 一般蒸気系 

   一般蒸気系は，ボイラ，燃料貯蔵設備等で構成し，各施設に蒸気及

び蒸気から製造する温水を供給する。 

   復水が汚染するおそれのある設備に，ボイラから蒸気を供給する場

合には，熱交換器を介する設計とする。 

   一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用する。また，一般蒸気系のう

ち，燃料貯蔵設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用

する。 

   なお，一般蒸気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

は，予備的措置を施すことにより，再処理設備本体の運転開始に先立

ち使用できる設計とする。 

 (２) 安全蒸気系 

   安全蒸気系は，崩壊熱により沸騰のおそれがあるか，又はｎ－ドデ

カンの引火点に達するおそれのある漏えい液を安全に移送するための

スチ－ムジェットポンプに蒸気を供給する。 

   安全蒸気系は通常は停止状態であり，セル等内に設置の機器から液

体状の放射性物質の漏えいが生じた場合に起動し，一般蒸気系が使用

できない場合に使用する。 

   安全蒸気系は，２基のボイラ，燃料ボンベ，供給水槽等で構成し，

ボイラ１基で 大容量のスチ－ムジェットポンプに必要な蒸気量を供

給できる設計とする。 

   安全蒸気系は，それらを構成するボイラ等の動的機器の単一故障を

仮定しても，閉じ込め機能の安全機能が確保できるよう多重化する。 

   安全蒸気系は，非常用所内電源系統に接続することにより，外部電

源が喪失した場合でも，その安全機能を確保できる設計とする。 

 

 

・記載の適正化（内容の

明確化） 

 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.6.5 試験・検査 

安全蒸気系のボイラは，定期的な試験及び検査を実施する。 

 

9.6.5  試験・検査 

   安全蒸気系のボイラは，定期的な試験及び検査を実施する。 

 

 

 

・変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.6.6 評 価 

(１) 蒸気供給設備は，適切な容量のボイラ等を設ける設計とするので

，各施設で使用する蒸気を供給することができる。 

(２) 安全蒸気系は，安全を確保するための液移送に必要な蒸気を供給

する設計とするので，閉じ込め機能の安全機能を維持することがで

きる。 

(３) 復水が汚染するおそれのある設備に蒸気を供給する場合には，熱

交換器を介する設計とするので，放射性物質を含む流体が環境に流

出することを防止できる。 

(４) 安全蒸気系は，ボイラ等を多重化する設計とするので，動的機器

の単一故障を仮定しても，閉じ込め機能の安全機能を確保できる。 

(５) 安全蒸気系は，非常用所内電源系統に接続する設計とするので，

外部電源が喪失した場合でも，閉じ込め機能の安全機能を確保でき

る。 

(６) 安全蒸気系のボイラ等は，多重化する設計とするので，閉じ込め

機能の安全機能を損なうことなく定期的な試験及び検査ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.6 評  価 

 (１) 蒸気供給設備は，適切な容量のボイラ等を設ける設計とするの

で，各施設で使用する蒸気を供給することができる。 

 (２) 安全蒸気系は，安全を確保するための液移送に必要な蒸気を供給

する設計とするので，閉じ込め機能の安全機能を維持することができ

る。 

 (３) 復水が汚染するおそれのある設備に蒸気を供給する場合には，熱

交換器を介する設計とするので，放射性物質を含む流体が環境に流出

することを防止できる。 

 (４) 安全蒸気系は，ボイラ等を多重化する設計とするので，動的機器

の単一故障を仮定しても，閉じ込め機能の安全機能を確保できる。 

 (５) 安全蒸気系は，非常用所内電源系統に接続する設計とするので，

外部電源が喪失した場合でも，閉じ込め機能の安全機能を確保でき

る。 

 (６) 安全蒸気系のボイラ等は，多重化する設計とするので，閉じ込め

機能の安全機能を損なうことなく定期的な試験及び検査ができる。 

 (７) 一般蒸気系は，廃棄物管理施設における使用を想定しても，再処

理施設に十分な蒸気を供給できる容量を確保でき，故障その他の異常

が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常によ

る影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影

響を防止する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない。 

 (８) 一般蒸気系のうち燃料貯蔵設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設と共用し，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設におけ

る使用を想定しても，再処理施設に十分な燃料を供給できる容量を確

保する設計とし，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止す

ることにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の

異常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，

共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（内容

の・新規制基準の第１５

条要求による変更（他施

設との共用に係る変更） 

 

 

・ＭＯＸ共用、取り合い

の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(７) 一般蒸気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る一部のボイ

ラ等は，予備的措置を施すので, 再処理設備本体の運転開始に先立

ち使用できる。 

 (９) 一般蒸気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る一部のボイ

ラ等は，予備的措置を施すので, 再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる。 

 

・変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.7 主要な試験施設 

主要な試験施設を設けない設計とする。 

主要な試験施設は，再処理施設の安全機能を確保するものではないの

で，主要な試験施設を設けなくとも再処理施設の災害の防止上支障はな

い。 

なお，万一ホット試験が必要な場合には，国内外のホット試験施設等に 

て実施する。 

 

9.7  主要な試験施設 

 主要な試験施設を設けない設計とする。 

 主要な試験施設は，再処理施設の安全機能を確保するものではないの

で，主要な試験施設を設けなくとも再処理施設の災害の防止上支障はな

い。 

 なお，万一ホット試験が必要な場合には，国内外のホット試験施設等

にて実施する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.8 分析設備 

9.8.1 概 要 

分析設備は，再処理設備本体，放射性廃棄物の廃棄施設等の工程管理

，安全確保等のために分析試料を採取，移送及び分析するとともに分析

試料の分析により生じる分析済溶液等を処理する設備である。 

分析設備は，再処理施設内の各建屋に設置する分析試料採取装置，分

析建屋等に設置する分析装置等で構成する。 

分析設備においては，分析用の標準試料及び分析装置の校正用に少量 

の核燃料物質を使用する。 

 

9.8  分析設備 

9.8.1  概  要 

 分析設備は，再処理設備本体，放射性廃棄物の廃棄施設等の工程管

理，安全確保等のために分析試料を採取，移送及び分析するとともに分

析試料の分析により生じる分析済溶液等を処理する設備である。 

 分析設備は，再処理施設内の各建屋に設置する分析試料採取装置，分 

析建屋等に設置する分析装置等で構成する。 

 分析設備においては，分析用の標準試料及び分析装置の校正用に少

量の核燃料物質を使用する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.8.2 設計方針 

(１) 分析設備は，再処理施設内の各施設から分析試料を採取，移送

及び分析できる設計とする。 

(２) 分析装置は，対象となる分析試料の汚染の程度を確認すること

を考慮に入れ，必要に応じて分析試料を取り扱う部分をグローブ 

ボックス等に収納するとともに，グローブ ボックス等は，気体

廃棄物の廃棄施設により負圧に維持することにより放射性物質の

閉じ込めができる設計とする。 

分析済溶液処理系の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材

料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状

の放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処

置できる設計とする。また，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維

持することにより閉じ込め機能を確保できる設計とする。 

分析済溶液処理系の濃縮操作及び抽出操作に係る装置は，操作ボ

ックスに収納するとともに，操作ボックスは，気体廃棄物の廃棄施

設により負圧に維持することにより閉じ込め機能を確保できる設計

とする。 

(３) 分析済溶液処理系の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想

定されるいかなる場合でも，全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，質

量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せ

により，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。また，各単

一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットの臨界を防

止できる設計とする。 

 

9.8.2 設計方針 

 (１) 分析設備は，再処理施設内の各施設から分析試料を採取，移送及び

分析できる設計とする。 

 (２) 分析装置は，対象となる分析試料の汚染の程度を確認することを考

慮に入れ，必要に応じて分析試料を取り扱う部分をグローブボックス

等に収納するとともに，グローブボックス等は，気体廃棄物の廃棄施

設により負圧に維持することにより放射性物質の閉じ込めができる設

計とする。 

 分析済溶液処理系の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い材料

を使用し，かつ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液体状の放

射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全に処置でき

る設計とする。また，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持するこ

とにより閉じ込め機能を確保できる設計とする。 

 分析済溶液処理系の濃縮操作及び抽出操作に係る装置は，操作ボッ

クスに収納するとともに，操作ボックスは，気体廃棄物の廃棄施設に

より負圧に維持することにより閉じ込め機能を確保できる設計とす

る。 

 (３) 分析済溶液処理系の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想

定されるいかなる場合でも，全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，質

量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せ

により，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。また，各単

一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットの臨界を防

止できる設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(４) 分析設備は，可燃性分析試薬等による火災及び爆発を防止する設計と 

する。 

 

 

 

 

 

(５) そ の 他 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る分析設備は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち使用できる設計とする。 

 

 (４) 分析設備は，可燃性分析試薬による火災及び爆発を防止する設計と

する。 

また，分析設備の分析セル，グローブボックス及び操作ボックス

は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，閉じ

込め部材に可燃性材料のパネルを使用する場合は，パネルを難燃性材

料により被覆することで，火災の発生を想定しても閉じ込め機能を損

なわない設計とする。 

 (５) その他 

 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る分析設備は，再処理設備本体の

運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 

・記載の適正化（等の削

除） 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.8.3 主要設備の仕様 

分析設備の主要設備の仕様を第9.8－１表に示す。 

なお，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る分析設備は，使用済燃料輸

送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋に設置し，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる

。 

 

9.8.3  主要設備の仕様 

 分析設備の主要設備の仕様を第9.8－１表に示す。 

 なお，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る分析設備は，使用済燃料輸

送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋に設置し，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.8.4 系統構成及び主要設備 

分析設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，使用済

燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料

受入れ・貯蔵管理建屋に設置し，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用する設計とする。 

(１) 系統構成 

ａ．再処理施設内の各施設に設置した分析試料採取装置で採取した分析

試料は，主として分析試料移送装置で分析建屋等に設置する所定の分

析装置に移送し，放射線量が極めて低く，比較的多くの量を必要とす

る分析試料は，手持ち移送にて分析建屋等に移送する。 

移送した分析試料容器の識別票の内容を確認した後，所定の分析を行 

う。 

分析結果は，中央制御室等に送り，工程管理等に使用する。 

主要な試料採取項目を第9.8－２表に示す。 

ｂ．分析建屋にて分析試料の分析により生じる分析済溶液は，分析試料

の性状に応じて分類し，分析済溶液処理系，液体廃棄物の廃棄施設等

に移送する。 

分析済溶液処理系は，プルトニウムを含む分析済溶液を小容量の回分

操作による濃縮及び抽出を行い，プルトニウムを回収し，回収したプル

トニウム溶液を分析残液とともに分離建屋一時貯留処理設備に移送する

設備である。 

プルトニウムを含む分析済溶液は，グローブ ボックス等から分析済

溶液受槽に受け入れ，分析済溶液供給槽を経て濃縮操作ボックスに移送

し，濃縮操作ボックス内で濃縮を行う。 

濃縮液は，濃縮操作ボックスから濃縮液受槽に受け入れ，濃縮液供給

槽を経て抽出操作ボックスに移送し，抽出操作ボックス内でプルトニウ

ムの抽出を行う。 

 

9.8.4  系統構成及び主要設備 

 分析設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，使用済燃

料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵管理建屋に設置し，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用す

る設計とする。 

 (１) 系統構成 

 ａ．再処理施設内の各施設に設置した分析試料採取装置で採取した分析

試料は，主として分析試料移送装置で分析建屋等に設置する所定の分

析装置に移送し，放射線量が極めて低く，比較的多くの量を必要とす

る分析試料は，手持ち移送にて分析建屋等に移送する。 

 移送した分析試料容器の識別票の内容を確認した後，所定の分析を

行う。 

 分析結果は，中央制御室等に送り，工程管理等に使用する。 

 主要な試料採取項目を第9.8－２表に示す。 

 ｂ．分析建屋にて分析試料の分析により生じる分析済溶液は，分析試料

の性状に応じて分類し，分析済溶液処理系，液体廃棄物の廃棄施設等

に移送する。 

 分析済溶液処理系は，プルトニウムを含む分析済溶液を小容量の回

分操作による濃縮及び抽出を行い，プルトニウムを回収し，回収した

プルトニウム溶液を分析残液とともに分離建屋一時貯留処理設備に移

送する設備である。 

 プルトニウムを含む分析済溶液は，グローブ ボックス等から分析

済溶液受槽に受け入れ，分析済溶液供給槽を経て濃縮操作ボックスに

移送し，濃縮操作ボックス内で濃縮を行う。 

   濃縮液は，濃縮操作ボックスから濃縮液受槽に受け入れ，濃縮液供 

給槽を経て抽出操作ボックスに移送し，抽出操作ボックス内でプルト

ニウムの抽出を行う。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

回収したプルトニウム溶液は，抽出液受槽に受け入れ，試料採取し

てプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，回収槽

を経て分離建屋一時貯留処理設備に移送する。 

分析残液は，グローブ ボックス等から分析残液受槽に受け入れ，分

析残液希釈槽に移送し，試料採取してプルトニウム量を分析し，プル

トニウム濃度を確認した後，回収槽を経て分離建屋一時貯留処理設備

に移送する。 

濃縮操作に伴う凝縮液及びプルトニウムを除去した抽出残液は，

各々凝縮液受槽及び抽出残液受槽に受け入れ，試料採取してプルト

ニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確

認した後，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備等へ移送

する。 

分析済溶液処理系系統概要図を第9.8－１図に示す。 

ｃ．分析設備では，可燃性分析試薬等を使用するので，分析試薬の類別

保 管並びに加熱機器，裸火及び分析試薬の使用場所を制限することに

より，可燃性分析試薬等による火災及び爆発を防止する。 

使用済みの可燃性分析試薬の貯槽は，接地し，着火源を適切に排

除する設計とする。 

(２) 主要設備 

ａ．分析試料採取装置 

分析試料採取装置は，再処理施設内の各施設に設置し，分析試料を採 

取できる設計とする。 

放射性物質を含む試料を対象とする分析試料採取装置は，気体廃棄物 

の廃棄施設の換気設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

ｂ．分析試料移送装置 

分析試料移送装置は，気送管等で構成し，分析試料採取装置で分析試

料を採取した分析試料容器を所定のグローブ ボックス等に移送できると

ともに移送経路通過を確認できる設計とする。 

 

 

 回収したプルトニウム溶液は，抽出液受槽に受け入れ，試料採取し

てプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，回収槽

を経て分離建屋一時貯留処理設備に移送する。 

 分析残液は，グローブ ボックス等から分析残液受槽に受け入れ，

分析残液希釈槽に移送し，試料採取してプルトニウム量を分析し，プ

ルトニウム濃度を確認した後，回収槽を経て分離建屋一時貯留処理設

備に移送する。 

 濃縮操作に伴う凝縮液及びプルトニウムを除去した抽出残液は，

各々凝縮液受槽及び抽出残液受槽に受け入れ，試料採取してプルトニ

ウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認し

た後，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備等へ移送する。 

 分析済溶液処理系系統概要図を第9.8－１図に示す。 

 ｃ．分析設備では，可燃性分析試薬等を使用するので，分析試薬の類別

保管並びに加熱機器，裸火及び分析試薬の使用場所を制限することに

より，可燃性分析試薬等による火災及び爆発を防止する。 

 使用済みの可燃性分析試薬の貯槽は，接地し，着火源を適切に排除

する設計とする。 

 (２) 主要設備 

 ａ．分析試料採取装置 

 分析試料採取装置は，再処理施設内の各施設に設置し，分析試料を

採取できる設計とする。 

 放射性物質を含む試料を対象とする分析試料採取装置は，気体廃棄

物の廃棄施設の換気設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

ｂ．分析試料移送装置 

 分析試料移送装置は，気送管等で構成し，分析試料採取装置で分析

試料を採取した分析試料容器を所定のグローブ ボックス等に移送で

きるとともに移送経路通過を確認できる設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｃ．分析装置 

分析装置は，分析建屋等に設置し，分析試料を分析項目に応じた分析が

できる設計とする。 

分析装置は，対象となる分析試料の汚染の程度を確認することを考慮

に入れ，必要に応じて分析試料を取り扱う部分をグローブ ボックス等に

収納する設計とする。 

ｄ．グローブ ボックス等 

分析セル，グローブ ボックス，フード及び操作ボックスは，気体廃棄

物の廃棄施設の換気設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

ｅ．分析済溶液処理系 

分析済溶液処理系の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接

構造等とし，セルに収納する設計とする。 

また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて機器を収納

するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏

えいを検知する設計とする。漏えいした液体状の放射性物質は，分析済

溶液受槽等へ移送する設計とする。 

分析済溶液処理系の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガ

ス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

分析済溶液処理系の濃縮操作及び抽出操作に係る装置は，操作ボックス

に収納するとともに，操作ボックスは，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備

に接続し，負圧を維持する設計とする。 

分析済溶液処理系で臨界安全管理を要する機器は，全濃度安全形状寸法

管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びに

これらの組合せにより単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットの

臨界を防止する設計とする。 

分析済溶液処理系の主要設備の臨界安全管理表を第9.8－３表に示す。 

 

 

 ｃ．分析装置 

 分析装置は，分析建屋等に設置し，分析試料を分析項目に応じた分

析ができる設計とする。 

 分析装置は，対象となる分析試料の汚染の程度を確認することを考

慮に入れ，必要に応じて分析試料を取り扱う部分をグローブ ボック

ス等に収納する設計とする。 

 ｄ．グローブ ボックス等 

 分析セル，グローブ ボックス，フード及び操作ボックスは，気体

廃棄物の廃棄施設の換気設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 ｅ．分析済溶液処理系 

 分析済溶液処理系の主要機器は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶

接構造等とし，セルに収納する設計とする。 

 また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に備えて機器を収

納するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用い

て漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体状の放射性物質は，

分析済溶液受槽等へ移送する設計とする。 

 分析済溶液処理系の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃

ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

 分析済溶液処理系の濃縮操作及び抽出操作に係る装置は，操作ボッ

クスに収納するとともに，操作ボックスは，気体廃棄物の廃棄施設の

換気設備に接続し，負圧を維持する設計とする。 

分析済溶液処理系で臨界安全管理を要する機器は，全濃度安全形状

寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管

理並びにこれらの組合せにより単一ユニットとして臨界を防止する設

計とする。 

 また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニッ

トの臨界を防止する設計とする。 

 分析済溶液処理系の主要設備の臨界安全管理表を第9.8－３表に示

す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.8.5 試験・検査 

分析済溶液受槽等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動

のもとに据付けを行う。 

 

9.8.5  試験・検査 

 分析済溶液受槽等の機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証活動

のもとに据付けを行う。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.8.6 評 価 

(１) 分析設備は，分析試料採取装置，分析試料移送装置，分析装置

等を設けているので，再処理施設内の各施設で分析試料を採取，

移送及び分析することができる。 

(２) 分析装置は，対象となる分析試料の汚染の程度を確認すること

を考慮に入れ，必要に応じて分析試料を取り扱う部分をグローブ 

ボックス等に収納するとともに，グローブ ボックス等は，気体

廃棄物の廃棄施設の換気設備で負圧を維持する設計としているの

で閉じ込め機能を確保できる。 

分析済溶液処理系の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難い

ステンレス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い

設計とし，さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設

備で負圧を維持する設計としているので閉じ込め機能を確保でき

る。 

分析済溶液処理系の主要機器を収納するセルの床には，漏え 

い液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設

計とし，漏えいした液体状の放射性物質を分析済溶液受槽等へ移

送する設計としているので，万一の液体状の放射性物質の漏えい

を想定しても，その拡大を防止できる。 

分析済溶液処理系の濃縮操作及び抽出操作に係る装置は，操作

ボックスに収納するとともに，操作ボックスは，気体廃棄物の廃

棄施設の換気設備で負圧を維持する設計としているので閉じ込め

機能を確保できる。 

(３) 分析済溶液処理系の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見

て想定されるいかなる場合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管

理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれ

らの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる。 

また，各単一ユニットは，適切な配置とすることにより，複数ユ

ニットの臨界を防止できる。 

 

9.8.6 評  価 

 (１) 分析設備は，分析試料採取装置，分析試料移送装置，分析装置等を

設けるので，再処理施設内の各施設で分析試料を採取，移送及び分析

することができる。 

 (２) 分析装置は，対象となる分析試料の汚染の程度を確認することを考

慮に入れ，必要に応じて分析試料を取り扱う部分をグローブボックス

等に収納するとともに，グローブボックス等は，気体廃棄物の廃棄施

設の換気設備で負圧を維持する設計とするので閉じ込め機能を確保で

きる。 

 分析済溶液処理系の放射性物質を内蔵する機器は，腐食し難いステ

ンレス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計と

し，さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備で負圧を

維持する設計とするので閉じ込め機能を確保できる。 

 分析済溶液処理系の主要機器を収納するセルの床には，漏えい液受

皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏

えいした液体状の放射性物質を分析済溶液受槽等へ移送する設計とす

るので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，その拡大

を防止できる。 

 分析済溶液処理系の濃縮操作及び抽出操作に係る装置は，操作ボッ

クスに収納するとともに，操作ボックスは，気体廃棄物の廃棄施設の

換気設備で負圧を維持する設計とするので閉じ込め機能を確保でき

る。 

 

 (３) 分析済溶液処理系の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想

定されるいかなる場合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，質量

管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せに

より，単一ユニットとして臨界を防止できる。 

 また，各単一ユニットは，適切な配置とすることにより，複数ユニ

ットの臨界を防止できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

・記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (４) 分析設備では，分析試薬の類別保管並びに加熱機器，裸火及び分

析試薬の使用場所を制限することとしているので，可燃性分析試薬

等による火災及び爆発を防止できる。 

使用済みの可燃性分析試薬の貯槽は，接地し，着火源を適切に排除

する設計としているので，可燃性分析試薬による火災の発生を防止で

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) そ の 他 

分析設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，使用済燃料

輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ

・貯蔵管理建屋に設置し，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用で 

きる設計としている。 

 

 (４) 分析設備では，分析試薬の類別保管並びに加熱機器，裸火及び分析

試薬の使用場所を制限するので，可燃性分析試薬による火災及び爆発

を防止できる。 

また，分析設備の分析セル，グローブボックス及び操作ボックス

は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とするの

で，火災の発生を想定しても分析セル，グローブボックス及び操作ボ

ックスの閉じ込め機能を確保できる。 

なお，グローブボックスの閉じ込め部材に可燃性材料のパネルを使

用する場合は，パネルを難燃性材料により被覆する設計とするので，

火災によるパネルの損傷を考慮しても，グローブボックスの閉じ込め

機能を確保できる。 

 使用済みの可燃性分析試薬の貯槽は，接地し，着火源を適切に排除

する設計とするので，可燃性分析試薬による火災の発生を防止でき

る。 

 (５) その他 

 分析設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，使用済

燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料

受入れ・貯蔵管理建屋に設置し，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる設計とする。 

 

・記載の適正化（表現修

正） 

・記載の適正化（等の削

除） 

・記載の適正化（内容の

明確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.9 化学薬品貯蔵供給設備 

9.9.1 概 要 

化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給系，窒素ガス製造供給系及

び酸素ガス製造供給系で構成する。 

化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用する化学薬品等の受入れ，

貯蔵，調整及び供給を行う設備である。 

窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給系は，再処理施設で使用する

窒素ガス及び酸素ガスの製造及び供給を行う設備である。 

 

9.9 化学薬品貯蔵供給設備 

9.9.1 概  要 

化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給系，窒素ガス製造供給系

及び酸素ガス製造供給系で構成する。 

化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用する化学薬品の受入れ，貯

蔵，調整及び供給を行う設備である。 

窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給系は，再処理施設で使用す

る窒素ガス及び酸素ガスの製造及び供給を行う設備である。 

主要な化学薬品貯蔵供給系系統概要図を第9.9－１図に示す。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.9.2 設計方針 

化学薬品貯蔵供給設備は，再処理施設で使用する化学薬品等を安全に受 

け入れ，貯蔵，調整及び供給できる設計とする。 

 

9.9.2 設計方針 

 (１) 化学薬品貯蔵供給設備は，再処理施設で使用する化学薬品を安全に

受け入れ，貯蔵，調整及び供給できる設計とする。 

 (２) 試薬建屋の化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品が漏えいしたとして

も，建屋外部への漏えいの拡大を防止できる設計とする。 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 

新規制基準の第12条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.9.3 主要設備の仕様 

化学薬品貯蔵供給設備の主要設備の仕様を第 9.9－１表に示す。 

 

9.9.3   主要設備の仕様 

  化学薬品貯蔵供給設備の主要設備の仕様を第9.9－１表に示す。 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.9.4 主要設備 

化学薬品貯蔵供給系は，受入れ貯槽等で構成する。 

化学薬品貯蔵供給系で取り扱う化学薬品は，硝酸，水酸化ナトリウム，

ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン，炭酸

ナトリウム及び亜硝酸ナトリウムであり，これらは受入れ貯槽等から使用

する各施設に移送する。また，硝酸及び亜硝酸ナトリウムを用いＮＯｘを

製造し，又は放射性廃棄物の廃棄施設の気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃

ガス処理設備のウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備からの廃ガス中のＮ

Ｏｘを回収し，使用する各施設に移送する。 

窒素ガス製造供給系は，窒素ガス製造設備等で構成する

。酸素ガス製造供給系は，酸素ガス製造設備等で構成する

。 

なお，化学薬品貯蔵供給設備は，火災・爆発の防止を図るため，消

防法等の適用法規に基づき，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン及び硝酸ヒドラジ

ンを取り扱う設備は，着火源の排除，火災の拡大防止等を考慮した設

計とする。 

 

9.9.4 主要設備 

  化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品を貯蔵あるいは移送する貯槽，機器

及び配管並びにそれに付随する計器で構成する。 

  化学薬品貯蔵供給系で取り扱う化学薬品は，硝酸，水酸化ナトリウ

ム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミ

ン，炭酸ナトリウム，ＮＯｘであり，これらは受入れ貯槽及び移送設備

から使用する各施設に移送する。 

なお，ＮＯｘについては放射性廃棄物の廃棄施設の気体廃棄物の廃棄

施設の塔槽類廃ガス処理設備のウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備に

おいて廃ガスから回収し，移送する。 

  窒素ガス製造供給系は，窒素ガス製造設備で構成する。 

  酸素ガス製造供給系は，酸素ガス製造設備で構成する。 

  なお，化学薬品貯蔵供給設備は，火災・爆発の防止を図るため，適用

法規に基づき，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン及び硝酸ヒドラジンを取り扱う設

備は，着火源の排除，火災の拡大防止を考慮した設計とする。 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（等の削

除） 

記載の適正化（等の削

除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.9.5 評 価 

化学薬品貯蔵供給設備は，適用法規等に基づいて設計するとともに

，適切な安全対策を講じており，化学薬品等を安全に受け入れ，貯蔵

，調整及び供給することができる。 

 

9.9.5 評  価 

 (１) 化学薬品貯蔵供給設備は，適用法規に基づいて設計するとともに，

適切な安全対策を講じており，化学薬品を安全に受け入れ，貯蔵，調

整及び供給することができる。 

 (２) 試薬建屋の化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品が区画外へ漏えいした

としても，化学薬品は全て建屋の地下階に留まるため，建屋外部への

漏えいの拡大を防止することができる。 

なお，試薬建屋の地下階における漏えい薬品の主な混触反応は硝酸

及び水酸化ナトリウムによる中和反応であり，出火又は爆発すること

はない。 

 

 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 

 

新規制基準の第 12 条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.10 火災防護設備 

 

 

9.10.1 概 要 

 

火災防護設備は，火災検出装置，消火装置及び火災影響軽減設備で構成

する。 

火災検出装置及び消火装置は，火災の早期検知及び消火を行う設備であ

る。 

 

 

 

 

9.10 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防護設備及び重

大事故等対処施設に対する火災防護設備で構成する。 

9.10.1 安全機能を有する施設に対する火災防護設備 

9.10.1.1 概  要 

再処理施設内の火災区域及び火災区画に設置する安全機能を有する施

設を火災及び爆発から防護することを目的として，火災及び爆発の発生

防止，火災の感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを

考慮した火災防護対策を講ずる。 

火災及び爆発の発生防止については，再処理施設で取り扱う化学薬品

等のうち，可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使用又は生成する

系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防止対策，可燃

性物質の漏えい防止対策，可燃性又は熱的に不安定な物質の混入防止対

策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値及び化学的制限値を設ける

設計とする。 

また，発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置

する火災区域又は火災区画に対する火災及び爆発の発生防止対策を講ず

るほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源への対

策，水素に対する換気及び漏えい検出対策，放射線分解等により発生す

る水素の蓄積防止対策，電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対

策等を行う。 

火災の感知及び消火については，安全機能を有する施設に対して，早

期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置す

る。 

火災感知設備及び消火設備は，想定する自然現象に対して当該機能が

維持され，かつ，安全機能を有する施設は，消火設備の破損，誤動作又

は誤操作によって安全機能を失うことのないように設置する。 

 

新規制基準の第５条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

火災影響軽減設備は，火災の影響を軽減する設備である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災検出装置系統概要図及び消火水供給設備系統概要図を，それぞれ

第 9.10－１図及び第 9.10－２図に示す。 

 

 

また，安全上重要な施設の相互の系統分離を行うために設ける火災区

域及び火災区画に設置する消火設備は，系統分離に応じた独立性を備え

るよう設置する。 

火災影響軽減設備は，火災及び爆発の影響を軽減する設備である。 

火災及び爆発の影響軽減については，安全機能を有する施設の重要度

に応じ，それらを設置する火災区域又は火災区画の火災及び爆発並びに

隣接する火災区域又は火災区画における火災及び爆発による影響を軽減

するため，系統分離等を行う。 

また，火災及び爆発の影響軽減のための対策を前提とし，設備等の設

置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に，再処理施設内の火災及び爆

発に対しても，安全上重要な施設の多重化されたそれぞれの系統が同時

に機能を失うことなく，安全機能に影響がないことを，火災影響評価に

より確認する。 

消火設備の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用

し，火災影響軽減設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

火災感知設備系統概要図及び消火水供給設備系統概要図を，それぞれ

第９.10－１図及び第９.10－２図に示す。 

 

新規制基準の第５条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.10.2 設計方針 

 

 

 

 

(１) 火災防護設備は，火災検出装置及び消火装置を適切に配置し，火災

の 早期検知及び消火を行うことにより，安全上重要な施設に対する影響

を 限定するとともに，火災影響軽減設備を適切に配置して火災の影響の

軽 減を図り，安全上重要な施設の安全機能を損なうことのない設計とす

る。 

 

 

(２) 火災検出装置，消火装置及び火災影響軽減設備は，消防法，建築

基準法及びその他の規則・規定等に基づいた設計とする。 

 

 

 

 

 

(３) 消火装置は，その使用により重大な二次災害を引き起こさないよ

うにするとともに，その破損，誤動作，又は誤操作により安全上重要

な施設の安全機能を損なうことのない設計とする。 

 

9.10.1.2 設計方針 

再処理施設内の火災区域及び火災区画に設置する安全機能を有する施

設を火災及び爆発から防護することを目的として，火災及び爆発の発生

防止，火災の感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを

考慮した火災防護対策を講ずる。 

 (１) 火災及び爆発の発生防止 

火災及び爆発の発生防止については，発火性又は引火性物質を内包

する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する

火災及び爆発の発生防止対策を講ずるほか，可燃性の蒸気又は可燃性

の微粉に対する対策，発火源への対策，水素に対する換気及び漏えい

検出対策，放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策，電気系

統の過電流による過熱及び焼損の防止対策を講ずる設計とする。 

 (２) 火災の感知及び消火 

火災感知設備及び消火設備は，安全機能を有する施設に対して，早

期の火災感知及び消火を行うよう設置する設計とする。 

火災感知設備は，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の

機器等を設置する火災区域又は火災区画に，固有の信号を発する異な

る種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わせて設け

る設計とする。 

消火設備は，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙又は放射線の影響によ

り消火困難となる箇所については，自動又は制御室等からの手動操作

による固定式消火設備を設置する設計とする。 

また，消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，安全上重要な

施設の安全機能及び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を損なわない

設計とする。 

新規制基準の第５条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

(３) 火災及び爆発の影響軽減 

安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じ，それらを

設置する火災区域又は火災区画内の火災及び爆発並びに隣接する火災

区域又は火災区画における火災及び爆発による影響に対し，火災及び

爆発の影響軽減対策を行う。 

(４) 消火用水貯槽に貯留している消火用水を供給する消火水供給設備

は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，消火栓設備の

一部及び防火水槽の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 

   廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火水供給設備

並びに廃棄物管理施設と共用する消火栓設備及び防火水槽は，廃棄物

管理施設又はＭＯＸ燃料加工施設へ消火水を供給した場合においても

再処理施設で必要な容量を確保する設計とし，消火水供給設備におい

ては，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することによ

り故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生

した施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

   また，ＭＯＸ燃料加工施設にて設置するＭＯＸ燃料加工施設とウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉については，火災区

域設定のため，火災影響軽減設備とする設計とし，ＭＯＸ燃料加工施

設と共用する。 

   火災影響軽減設備は，ＭＯＸ燃料加工施設における火災又は爆発の

発生を想定しても，影響を軽減できるよう十分な耐火能力を有する設

計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

 (５) 火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

新規制基準の第５条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.10.3 主要設備の仕様 

火災防護設備の主要設備の仕様を第 9.10－１表に示す。 

なお，火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る火災検

出装置の一部，消火装置等は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使

用できる。 

 

9.10.1.3  主要設備の仕様 

(１) 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器の組合せを第9.10－１表に示す。 

(２) 消火設備 

消火設備の主要設備の仕様を第9.10－２表に示す。 

火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る火災感知設

備の一部，消火設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る。 

 

 

新規制基準の第５条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.10.4 主要設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 火災検出装置 

火災検出装置は，再処理施設内に熱感知器又は煙感知器を適切に配置し

，中央制御室等の火災報知盤及び防災盤に火災信号を表示する設計とす

る。 

 

 

9.10.1.4 主要設備 

 (１) 火災発生防止設備 

火災発生防止設備である水素漏えい検知器は，各火災区域又は火災

区画に設置する蓄電池の上部に設置し，水素の燃焼限界濃度である４

ｖоｌ％の１／４以下で中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に警報を発する設計とする。 

また，ウラナス製造器，第１気液分離槽，洗浄塔及び第２気液分離

槽を設置するウラナス製造器室に水素漏えい検知器を設置する。ウラ

ン精製設備のウラナス製造器は，水素を用いて硝酸ウラニル溶液を還

元してウラナスを製造することから，万一の室内への水素の漏えいを

早期に検知し，中央制御室に警報を発する設計とする。 

 (２) 火災感知設備 

火災感知設備は，固有の信号を発する異なる種類の感知器及び受信

器盤により構成する。火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は

火災区画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境

条件，炎が生じる前に発煙すること等，予想される火災の性質を考慮

して，火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の安全機能を有す

る構築物，系統及び機器の種類に応じ，火災を早期に感知できるよ

う，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感

知器の異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所，

屋外等は，非アナログ式も含めた組み合わせで設置する設計とする。

炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感

知するため，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知

が可能である。 

 

新規制基準の第５条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 また，熱感知カメラ（サーモカメラ）は非アナログ式であるが，赤

外線による熱感知であるため，炎感知器とは異なる感知方式である。 

 ａ．屋内の火災区域又は火災区画 

屋内に設置する火災区域又は火災区画は，アナログ式の熱感知器及

びアナログ式の煙感知器を組み合せて設置する設計とする。 

なお，天井が高く大空間となっている屋内に設置する火災区域又は

火災区画は熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難

である。そのため，非アナログ式の炎感知器とアナログ式の煙感知器

をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように

設置する設計とする。 

また，気流の影響を考慮する必要のある場所は，煙が拡散すること

から，非アナログ式の炎感知器とアナログ式の熱感知器を設置する設

計とする。 

炎感知器は非アナログ式であるが，平常時より炎の波長の有無を連

続監視し，火災現象（急激な温度変化）を把握できることから，アナ

ログ式と同等の機能を有する。 

また，外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置すること

により，誤作動防止を図る設計とする。 

 ｂ．燃料貯蔵プール 

   燃料貯蔵プールは，天井が高く大空間となっているため，火災によ

る熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難である。

そのため，非アナログ式の炎感知器とアナログ式の煙感知器をそれぞ

れの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する

設計とする。 

 ｃ．蓄電池室 

蓄電池室は，常時換気状態にあり，安定した室内環境を維持してい

るため，屋内に設置する火災区域又は火災区画と同様にアナログ式の

熱感知器及びアナログ式の煙感知器を設置する設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

  ｄ．屋外の火災区域又は火災区画 

   屋外の火災区域又は火災区画のうち安全冷却水系冷却塔は屋外に開

放された状態で存在し，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器によ

る火災感知は困難である。 

   このため，屋外に設置する火災区域又は火災区画全体の火災を感知

するために，非アナログ式の屋外仕様の赤外線式炎感知器及び非アナ

ログ式の熱感知カメラ（サーモカメラ，赤外線方式）をそれぞれの監

視範囲内に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計

とする。これらはそれぞれ誤作動防止対策として以下の機能を有す

る。 

 (ａ) 炎感知器 

平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変

化）を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。ま

た，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な

放射エネルギの波長帯を３つ検知した場合にのみ発報する）を採用し

誤作動防止を図る。さらに，降水等の浸入による故障を想定し，屋外

仕様を採用する設計とする。なお，太陽光の影響については，火災発

生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とす

る。 

 (ｂ) 熱感知カメラ（サーモカメラ） 

熱感知カメラは，屋外に設置することから，降水等の浸入による故

障を想定し，屋外仕様を採用する設計とする。なお，熱感知カメラの

感知原理は赤外線による熱感知であるが，感知する対象が熱であるこ

とから炎感知器とは異なる感知方式の感知器と考えられる。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 消火装置 

消火装置は，消火水供給設備，消火栓設備，固定式消火設備及び消火器

で構成する。 

安全上重要な施設の設置区域の消火装置は，その破損，誤動作又は誤操

作により安全上重要な施設の安全機能を損なわないように配置する設計と

する。 

 

 

 

ｅ．重油タンク（地中埋設物） 

   屋外に設置する重油タンク室は地下埋設構造としており安定した環

境を維持している。 

   一方，重油タンク室上部の点検用マンホールから地上までの空間に

おいては燃料が気化して内部に充満する可能性が否定できない。その

ため，万一気化した燃料による爆発リスクを低減する観点から点検用

マンホール上部空間には電気的接点を持たない防爆型のアナログ式の

熱電対を設置する設計とする。 

また，点検用マンホール上部を監視するため非アナログ式で屋外仕

様の防爆型の赤外線式炎感知器を設置する設計とする。 

 ｆ．一般共同溝 

   一般共同溝（洞道）内はケーブルトレイを敷設することから，ケー

ブルの火災を想定した場合，ケーブルトレイ周囲の温度が上昇すると

ともに，煙が発生する。そのため，洞道はケーブルトレイ周囲の熱を

感知できるアナログ式の光ファイバ温度監視装置，及びアナログ式の

煙感知器を設置する設計とする。 

 (３) 消火設備 

消火設備は，消火水供給設備，消火栓設備，固定式消火設備及び消

火器で構成する。消火設備の消火栓設備は，再処理施設の安重機能を

有する機器等を設置する火災区域又は火災区画並びに放射性物質貯蔵

等の機器等を設置する火災区域の火災を早期に消火するために，消火

が必要となるすべての火災区域又は火災区画の消火活動に対処できる

ように設置する設計とする。 

また，その他の消火設備は，火災発生時の煙の充満又は放射線の影

響による消火活動が困難な火災区域又は火災区画であるかを考慮し，

以下のとおり設置する。 

上記以外の火災区域又は火災区画については，消防法又は建築基準

法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

消火設備の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用

する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ａ．消火水供給設備 

消火水供給設備は，ユーティリティ建屋内に設置する設計とする。 

消火水源は，消火用水貯槽を使用する設計とする。消火水の送水は電動

機駆動消火ポンプ１台を使用し，予備用としてディーゼル駆動消火ポン

プを設置する設計とする。 

消火水は，それら消火ポンプで建物内外に布設した消火配管に導き，

これから取り出した枝管によって必要箇所に送水する設計とする。 

消火配管内を加圧状態に保持するため，圧力調整用消火ポンプを設置

する設計とする。 

ｂ．消火栓設備 

消火栓設備は，すべての火災区域の消火活動に対処できるように配置

する設計とする。 

ｃ．固定式消火設備 

火災の特性を考慮し，水消火設備，ガス消火設備及び泡消火設備を設

ける。特に水の使用により重大な二次災害を引き起こす可能性のある区

域に対しては，ガス消火設備を使用する設計とする。 

水消火設備，泡消火設備は，警報に従って消火する。ガス消火設備は

，火災感知器により火災を検知し，火災警報の発信，必要に応じダンパ

の閉止等の一連の動作を行った後，ガスを放出し消火する設計とする。 

ｄ．消火器 

消火器は，再処理施設内に適切に配置する設計とする。 

 

 

ａ．安重機能を有する機器等を設置する区域のうち消火困難となる区域

の消火設備 

再処理施設の安重機能を有する機器等を設置する火災区域又は火災

区画のうち，煙又は放射線の影響により消火困難となる箇所について

は以下のとおり固定式消火設備を設置することにより，消火活動を可

能とする。 

 (ａ) 多量の可燃性物質を取り扱う火災区域又は火災区画 

危険物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等

に該当する場所は，引火性液体を取り扱うことから火災時の燃焼速度

も速く，煙の発生により人が立ち入り消火活動を実施することが困難

な区域となることから，固定式消火設備を設置する。 

また，セル内において多量の有機溶媒を取り扱う火災区域又は火災

区画についても放射線の影響を考慮し，固定式消火設備を設置する。 

なお，本エリアについては，取り扱う物質を考慮し，金属などの不

燃性材料で構成する安重機能を有する機器等についても，万一の火災

影響を想定し，固定式消火設備を設置する。 

 (ｂ) 可燃性物質を取扱い構造上消火困難となる火災区域又は火災区画 

ⅰ．制御室床下 

再処理施設における制御室の床下は，多量のケーブルが存在する

が，フリーアクセス構造としており消火が困難となるおそれを考慮

し，固定式消火設備を設置する。 

制御室には常時当直（運転員）が駐在することを考慮し，人体に

影響を与えない消火剤を選択する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 ⅱ．一般共同溝 

再処理施設における一般共同溝内は，多量のケーブルと有機溶媒

配管が存在する。万一，ケーブル火災が発生した場合，その煙は地

上部への排出が可能なよう排気口を設ける構造としているが，自然

換気であること及び一般共同溝の面積が広く消火活動まで時間を有

することを考慮し，固定式消火設備を設置する。 

消火剤の選定に当たっては，制御室同様に人体に影響を与えない

消火剤又は消火方法を選択する。 

 (ｃ) 等価火災時間が３時間を超える火災区域又は火災区画 

多量の可燃性物質を取り扱う火災区域又は火災区画については，万

一の火災を想定した場合，多量の煙の発生の影響を否定できない。 

また，耐火壁の耐火能力を超える火災を防止する目的からも，等価

火災時間が３時間を超える場合においては，火災感知器に加え，固定

式消火設備を設置する。 

 (ｄ) 安全上重要な電気品室となる火災区域又は火災区画 

電気品室は電気ケーブルが密集しており，万一の火災を想定した場

合，多量の煙の発生の影響を考慮し，固定式消火設備を設置する。 

ｂ．放射性物質貯蔵等の機器等を設置する区域のうち消火困難となる区

域の消火活動 

放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域のうち，危険物の規

制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等に該当する場

所は，引火性液体を取り扱うことから火災時の燃焼速度も速く，煙の

発生により人が立ち入り消火活動を実施することが困難な区域となる

ことから，固定式消火設備を設置し，早期消火ができる設計とする。 

上記以外の火災区域又は火災区画については，消防法又は建築基準

法に基づく消火設備で消火する設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(３) 火災影響軽減設備 

ａ．火災区域は，耐火壁により隣接区域間の延焼防止を行うか，若し

くは，耐火壁，隔壁，間隔及び消火装置の組合せにより隣接区域間

及び火災区域内の延焼防止を行う設計とする。 

ｂ．耐火壁の貫通部には，耐火シールを施し，また，耐火壁の開口部

には防火戸，耐火壁を貫通する換気系ダクトには防火ダンパを設け

る設計と 

する。 

 

 

 

 

 (４) 火災影響軽減設備 

火災影響軽減設備は，火災区域及び火災区画を構成する耐火壁によ

り構成する。火災及び爆発の影響軽減のための対策設備は，安全機能

を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じ，それらを設置する火

災区域又は火災区画内の火災及び爆発並びに隣接する火災区域又は火

災区画における火災及び爆発による影響に対し，火災及び爆発の影響

軽減のための対策を講ずるために，以下のとおり設置する。 

ａ．火災区域の分離を実施する設備 

隣接する他の火災区域又は火災区画と分離するために，以下のいず

れかの耐火能力を有する耐火壁を設置する。 

 (ａ) ３時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，３時間耐火に設計上

必要なコンクリート壁厚である150ｍｍ以上の壁厚を有するコンクリ

ート壁 

 (ｂ) 火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を有することを確認した

耐火壁 

   ＭＯＸ燃料加工施設にて設置するＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉については，火災区域設定

のため，火災影響軽減設備とする設計とし，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。 

 ｂ．火災防護上の最重要設備の火災及び爆発の影響軽減のための対策を

実施する設備 

再処理施設における安全上重要な施設の中でも，火災防護上の最重

要設備を設置する火災区域又は火災区画に対して，火災区域又は火災

区画内の火災及び爆発の影響軽減のための対策や隣接する火災区域又

は火災区画における火災及び爆発の影響を軽減するための対策を実施

するための隔壁等として，火災耐久試験により３時間以上の耐火能力

を確認した隔壁等を設置する。 

また，これと同等の対策として火災耐久試験により１時間以上の

耐火能力を確認した隔壁等と火災感知設備及び消火設備を設置す

る。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (４) そ の 他 

ａ．使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る火災検出装置は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室等に火災信号を表示できる設計

とする。 

ｂ．使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る消火装置等は，再処理設備本

体の運転開始に先立ち使用し，消火水供給設備は，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室等から運転・制御ができる設計とす

る。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.10.5 試験・検査 

火災検出装置，消火栓設備等は，その機能を確認するため定期的な試

験及び検査を行う。 

 

9.10.1.5 試験・検査 

(１) 火災感知設備 

アナログ式の火災感知器を含めた火災感知設備は，機能に異常がな

いことを確認するため，定期的に自動試験を実施する。 

ただし，自動試験機能のない火災感知器は，機能に異常がないこと

を確認するために，煙等の火災を模擬した試験を定期的に実施する。 

(２) 消火設備 

機能に異常がないことを確認するために，消火設備の作動確認を実

施する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.10.6 評 価 

 

 

 

 

(１) 火災検出装置は，再処理施設内に適切に配置する設計とするので，火

災発生時には中央制御室等に火災信号を表示することができる。 

 

 

 

 

 

 

(２) 消火装置は，再処理施設内に適切に配置する設計とするので，火災発

生時には消火を行うことができるとともに，消火装置の破損，誤動作，誤

操作発生時には，安全上重要な施設の安全機能を損なうことがない。 

 

(３) 火災影響軽減設備は，再処理施設内に適切に配置する設計とするので

，火災時には火災の影響を軽減することができる。 

 

(４) 火災検出装置，消火栓設備等は，その停止時に試験及び検査をす

る設計とするので，定期的に試験及び検査ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.1.6 評  価 

 (１) 火災発生防止設備は，水素を取り扱う又は発生するおそれのある火

災区域又は火災区画に対し，水素漏えい検知器を適切に配置し水素

の燃焼濃度を十分に下回る濃度で検出できる設計とするので，火災

又は爆発の発生を防止することができる。 

(２) 火災感知設備は，安全機能を有する施設に適切に配置する設計とす

るので，火災発生時には中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に火災信号を表示することができる。 

火災の発生するおそれがある安重機能を有する機器等及び放射性物

質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画には，固有の信号

を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み

合わせて設ける設計とするので，火災を早期に感知することができ

る。 

 (３) 消火設備は，安全機能を有する施設に適切に配置する設計とする

ので，火災発生時には消火を行うことができるとともに，消火設備の

破損，誤作動又は誤操作により，安全上重要な施設の安全機能及び

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を損なうことがない。 

 (4) 火災影響軽減設備は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁を再処

理施設内に適切に配置する設計とするので，火災及び爆発時には火災

及び爆発の影響を軽減することができる。 

 (５) 火災感知設備及び消火設備は，その停止時に試験及び検査をする設

計とするので，定期的に試験及び検査ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第５条要求

による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，予備 

的措置を施すので，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

 

 

 

 

 (６) 廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火水供給設

備並びに廃棄物管理施設と共用する消火栓設備及び防火水槽は，廃

棄物管理施設又はＭＯＸ燃料加工施設へ消火水を供給した場合にお

いても再処理施設で必要な容量を確保する設計とし，消火水供給設

備においては，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止する

ことにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異

常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

   また，共用する火災影響軽減設備は，ＭＯＸ燃料加工施設における

火災又は爆発の発生を想定しても，影響を軽減できるよう十分な耐火

能力を有する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない。 

 (７) 火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，予

備的措置を施すので，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る。 

 

新規制基準の第１５条要

求による変更（他施設の

と共用） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 

 

・9.10.2 重大事故等対処施設に対する火災防護設備 

・9.11 竜巻防護対策設備 

・9.12 溢水防護設備 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.11 再処理施設緊急時対策所 

9.11 再処理施設緊急時対策所 

9.11.1 概 要 

再処理施設緊急時対策所は，緊急時において中央制御室等以外の場所

から適切な指令又は連絡を行うために設けるものであり，敷地内の事務

建屋に設置する。 

 

9.16 緊急時対策所 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

  設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の情報の把握等，適切

な措置をとるため，制御室以外の場所に緊急時対策所を設ける。緊急時

対策所は，異常等に対処するために必要な指示を行うための要員等を収

容でき，必要な期間にわたり安全にとどまることができることを確認す

るため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸

化物濃度計を配備する。 

  緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基準事故に対処するた

めに必要な再処理施設の情報を収集する設備として，データ収集装置及

びデータ表示装置を設置する。 

  緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との通信連絡を行う

ため，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，デ

ータ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシ

ミリ，ページング装置及び専用回線電話を設置又は配備する。 

  緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によって再処理

施設の安全性が損なわれないよう，十分な収容人数等を確保した設計と

する。 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.11.2 設計方針 

(１) 緊急時において，関係要員が必要な期間にわたり，安全に滞在で

きる設計とする。 

 

 

 

 

(２) 中央制御室等内の運転員を介さず，事故状態を把握するために必

要な環境及び再処理施設の情報の収集ができる設計とする。 

 

(３) 再処理施設内外関連箇所との連絡通信が円滑にできる設計とする

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 再処理施設緊急時対策所は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる設計とする。 

 

9.16.1.2 設計方針 

 (１) 緊急時対策所は，設計基準事故が発生した場合において，適切な措

置を行うために必要な要員を収容し，必要な期間にわたり安全に滞在

できる設計とする。 

 (２) 緊急時対策所は，必要な指示を行う要員等がとどまることができる

ことを確認するため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及

び可搬型窒素酸化物濃度計を配備する。 

 (３) 緊急時対策所は，制御室内の運転員を介さず異常等に対処するた

めに必要な放射線環境の情報及び再処理施設の情報が収集できる設

計とする。 

 (４) 緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との通信連絡を行

うため，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システ

ム，データ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，

ファクシミリ，ページング装置及び専用回線電話を設置又は配備す

る。 

 (５) 緊急時対策所は，制御室以外の場所に設け，設計基準事故が発生し

た場合においても，対策活動ができる設計とする。 

   緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によって再処

理施設の安全性が損なわれないよう，十分な収容人数等を確保した設

計とする。 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第１５条要

求による変更（他施設の

と共用） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.11.3 主要設備の仕様 

再処理施設緊急時対策所の主要設備の仕様を第 9.11－１表に示す。 

なお，主要設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要なデータ収集

装置，通信設備の一部等は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する 

9.16.1.3 主要設備の仕様 

  緊急時対策所の主要設備の仕様を第9.16－１表(1)に示す。 

  緊急時対策所の通信連絡設備の概略仕様を第9.16－１表(2)に示す。 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.11.4 主要設備 

再処理施設緊急時対策所は，事務建屋内に設け，緊急時に関係要員

が必要な期間にわたり安全に滞在できるよう，しゃへい，換気につい

て考慮した設計とする。 

また，中央制御室等内の運転員を介さずに事故状態を正確かつ速や

かに把握するために必要な環境及び再処理施設の情報の収集ができる

ように，データ収集装置を設ける。 

データ収集装置では，事故時の当該施設の監視制御盤から，主要な

計測制御系の核計装，工程計装のデータを収集する。また，放射線管

理施設から，屋内モニタリング設備及び屋外モニタリング設備によっ

て得られた放射線データを収集する。 

中央制御室等と密接な連絡が可能なように，専用電話を含む多重の

通信連絡設備を設ける。 

なお，再処理施設外必要箇所とは，加入電話設備等により，連絡可

能なようにする。 

また，再処理施設緊急時対策所は，再処理設備本体の運転開始に先

立ち使用できる設計とする。 

 

9.16.1.4 主要設備 

 (１) 緊急時対策所 

 設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行うための要員が，必

要な期間にわたり安全に滞在できるよう，緊急時対策所を設置する。 

緊急時対策所は，遮蔽及び換気設備を設ける。 

 緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 (２) 緊急時対策建屋環境測定設備 

 設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行うための要員が，対

策本部室にとどまることができる環境にあることを確認するため，可

搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度

計を配備する。 

 (３) 緊急時対策建屋情報把握設備 

 データ収集装置及びデータ表示装置を設置し，制御室内の運転員を

介さずに，異常状態等を正確，かつ，速やかに把握するために必要な

放射線環境の情報及び再処理施設の情報が収集できる設計とする。 

データ収集装置及びデータ表示装置の系統概要図を第9.16－１図に示

す。 

 (４) 通信連絡設備 

 緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との通信連絡を行

うため，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システ

ム，データ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，

ファクシミリ，ページング装置及び専用回線電話を設置又は配備す

る。 

 設備の詳細は，「9.17 通信連絡設備」にて整理する。 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 9.16.1.5 試験・検査 

 (１) 主要設備は，その機能を確保するため定期的な試験及び検査を行

う。 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.11.5 評 価 

(１) 緊急時において，適切なしゃへい，換気を考慮した設計とするので

，関係要員が必要な期間にわたり，安全に滞在することが出来る。 

(２) データ収集装置を設置する設計とするので，中央制御室の運転要員

を介さずに，事故状態を把握するために必要な環境及び再処理施設の情

報の収集ができる。 

(３) 専用電話を含む多重の通信連絡設備を設ける設計とするので，再処

理施設内外関連箇所との連絡通信を円滑に行うことができる。 

(４) 再処理施設緊急時対策所は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使

用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 

 

・9.16.2 重大事故等対処設備 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

9.2.4.9  再処理施設内通信設備，照明及び作業用電源設備 

 再処理施設内通信設備は，中央制御室，その他建物内外の各所に送受話

器を設置し，迅速な連絡を可能にするとともに，中央制御室等から各所に

指示できる。その電源は，460Ｖ運転予備用母線又は 460Ｖ常用母線（た

だし，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋においては 460Ｖ非常用母線)から給

電する。また，再処理施設外必要箇所との通信連絡設備として，再処理施

設内には，加入電話設備等を設ける。 

 照明及び作業用電源は，460Ｖ運転予備用母線又は 460Ｖ常用母線（た

だし，非常用電源建屋においては 460Ｖ非常用母線)から変圧器を通して

，交流 210Ｖ及び 105Ｖに降圧し，必要箇所に給電する。中央制御室，避

難通路その他必要な場所の非常灯は，460Ｖ非常用母線又は 460Ｖ運転予

備用母線から給電する。さらに，交流電源喪失時に蓄電池から給電する直

流非常灯を設ける。 

9.17 通信連絡設備 

9.17.1 設計基準対象の施設 

9.17.1.1 概  要 

設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所内の各所の者に

必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡ができるよう，警報装置及び

通信方式の多様性を確保した通信連絡設備を設置する。 

また，再処理事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡が

できるよう，通信方式の多様性を確保した専用通信回線に接続する。 

通信連絡設備の一部は，再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物

管理施設と共用する。 

 

新規制基準の第 27 条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第１５条要

求による変更（他施設の

と共用） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 9.17.1.2 設計方針 

 (１) 設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所内の各所の者

への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により

行うことができる装置及び音声により行うことができる設備として，

警報装置及び所内通信連絡設備を設ける設計とする。 

 (２) 所内通信連絡設備は，有線回線又は無線回線による通信方式の多様

性を確保した設計とする。 

 (３) 設計基準事故が発生した場合において，緊急時対策所へ事故状態等

の把握に必要なデータを伝送できる設備として，所内データ伝送設備

を設ける設計とする。 

 (４) 設計基準事故が発生した場合において，中央制御室及び緊急時対策

所から再処理事業所外の必要箇所に，事故に係る通信連絡を音声等に

より行うことができる設備として，所外通信連絡設備を設ける設計と

する。 

 (５) 設計基準事故が発生した場合において，緊急時対策支援システム

（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できる設備として，所外データ伝

送設備を設ける設計とする。 

 (６)  所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，有線回線，無線回

線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の専用通信回

線に接続することで，輻輳等による制限を受けることのない設計とす

る。 

 (７) 外部電源により動作する通信連絡設備については，非常用所内電源

系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，外部電源

が期待できない場合でも動作可能な設計とする。 

 (８)  通信連絡設備のうち廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共

用する所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備は，同一の端末を使用

する設計又は十分な容量を確保する設計とすることで，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

新規制基準の第 27 条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第１５条要

求による変更（他施設の

と共用） 

添六―722



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 9.17.1.3 主要設備の仕様 

通信連絡設備の主要設備の仕様を第9.17.1－１表に示す。 

 

新規制基準の第 27 条要求

による変更 

添六―723



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 9.17.1.4 主要設備 

 (１) 警報装置及び所内通信連絡設備 

設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所内の各所の者

への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により

行うことができる装置及び音声等により行うことができる設備とし

て，ページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及

びファクシミリを設置する。 

所内通信連絡設備は，有線回線又は無線回線による通信方式の多様

性を確保した構成の回線に接続する設計とする。 

警報装置及び所内通信連絡設備は，非常用所内電源系統，無停電交

流電源に接続又は蓄電池を内蔵し，外部電源が期待できない場合でも

動作可能な設計とする。 

ページング装置及び所内携帯電話は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。 

 (２) 所内データ伝送設備 

緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる所内

データ伝送設備として，プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計

算機，環境中継サーバ及び総合防災盤を設置する。 

また，所内データ伝送設備は，無停電交流電源に接続し，外部電源

が期待できない場合でも動作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 27 条要求

による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―724



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (３) 所外通信連絡設備 

設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所外の国，地方

公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を

音声等により行うことができる設備として，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子

力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話及びファクシミリを設置する。 

所外通信連絡設備は，有線回線，無線回線又は衛星回線による通信

方式の多様性を確保した専用通信回線に接続し，輻輳等による制限を

受けることなく常時使用できる設計とする。 

また，所外通信連絡設備は，無停電交流電源に接続し，外部電源が

期待できない場合でも動作可能な設計とする。 

所外通信連絡設備は，定期的に点検を行うことにより，専用通信回

線の状態を監視し，常時使用できることを確認する。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一

般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用する。 

 (４) 所外データ伝送設備 

再処理事業所内から再処理事業所外の緊急時対策支援システム（Ｅ

ＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できる所外データ伝送設備として，デ

ータ伝送設備を設置する。 

所外データ伝送設備は，有線回線又は衛星回線による通信方式の多

様性を確保した専用通信回線に接続し，輻輳等による制限を受けるこ

となく常時使用できる設計とする。 

また，所外データ伝送設備は，無停電交流電源に接続し，外部電源

が期待できない場合でも動作可能な設計とする。 

所外データ伝送設備は，定期的に点検を行うことにより，専用通信

回線の状態を監視し，常時使用できることを確認する。 

 

新規制基準の第 27 条要求

による変更 

 

 

 

 

添六―725



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 9.17.1.5 試験・検査 

警報装置，所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所外通信連絡設

備及び所外データ伝送設備は，その健全性及び能力を確認するため，運

転中又は停止中に，機能，性能の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

 

新規制基準の第 27 条要求

による変更 

 

添六―726



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 9.17.1.6 手 順 等 

通信連絡設備については，以下の内容を含む手順を定め，適切な管理を行

う。 

 (１) 通信連絡設備の操作については，あらかじめ手順を整備し，的確に実施

する。 

 (２) 所内データ伝送設備，所外通信連絡設備，所外データ伝送設備について

は，通信が正常に行われていることを確認するため，定期的に点検を行う

とともに，異常時の対応に関する手順を整備する。 

 (３) 社内外の関係先へ，的確，かつ，迅速に通報連絡ができるよう，原子力

防災訓練等を定期的に実施する。 

 

新規制基準の第 27 条要求

による変更 

 

 

添六―727



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

10. 運転保守 

10.1 基本方針 

 再処理施設の運転保守の基本方針は，｢原子炉等規制法｣第 50 条第１項の

規定に基づいて，保安規定を定め，これによるものとする。 

 

 

10. 運転保守 

10.1  基本方針 

 再処理施設の運転保守の基本方針は，｢原子炉等規制法｣第50条第１項の規

定に基づいて，保安規定を定め，これによるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―728



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

10.2 組織及び職務 

再処理施設の保安組織は，事業部長，核燃料取扱主任者，総務部門，技

術管理部門，運転管理部門及び放射線管理部門をもって構成する。 

 

 

 

さらに，再処理施設の保安運営に関する重要事項を審議するため再処理

安全委員会を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 組織及び職務 

 再処理施設の保安組織は，社長，監査室長，安全・品質本部長，再処理事

業部長，技術本部長，核燃料取扱主任者，再処理計画部，品質保証部，安全

管理部，放射線管理部，核物質管理部，防災管理部，新基準設計部，再処理

工場，技術管理部，土木建築部，エンジニアリングセンターをもって構成す

る。 

 再処理施設事業変更許可申請を伴う変更，保安規定の変更等について，他

事業等の代表者を含む委員によって，全社的観点（他事業との整合性等）か

ら保安上の基本方針を審議する品質・保安会議（副社長（安全担当）が議

長）を設置する。また，再処理施設の改造計画，使用計画等について，技術

的専門性を有した委員によって，再処理施設に係る保安業務全体の観点から

保安に係る基本的な計画の妥当性を審議する再処理安全委員会（再処理事業

部長が委員長を任命）を設置する。さらに，品質保証活動の実施状況を確認

し，経営として評価，審議するため，安全・品質改革委員会（社長が委員

長）を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

10.3 運転管理 

再処理施設の運転管理は，保安規定に定める再処理施設運転上の制限， 

再処理施設運転上の条件及び異常時の措置を遵守し再処理施設の運転に習 

熟した者を確保し，機器の性能及び状態を正しく把握した上で行う。なお，

運転員の誤操作，誤判断を防止するため運転の要領を充実させるとともに，

運転員が誤判断を起こしやすいと思われる事象については，可能な限り検 

討を行い，これを運転の要領に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 運転管理 

  再処理施設の運転管理は，保安規定に定める再処理施設運転上の制限，再

処理施設運転上の条件及び異常時の措置を遵守し再処理施設の運転に習熟し

た者を確保し，機器の性能及び状態を正しく把握した上で行う。なお，運転

員の誤操作，誤判断を防止するため運転の要領を充実させるとともに，運転

員が誤判断を起こしやすいと思われる事象については，可能な限り検討を行

い，これを運転の要領に反映させる。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

10.4 放射性廃棄物管理 

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物を再処理施設外に放出する場合

は，法令に定められた濃度限度等の制限値を遵守することはもちろん，敷

地周辺の一般公衆の線量は，｢再処理施設安全審査指針｣に基づき，合理的

に達成できる限り低くするよう努める。 

また，放射性固体廃棄物の再処理施設内保管廃棄については，所定の貯

蔵設備において厳重に管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 放射性廃棄物管理 

 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物を再処理施設外に放出する場合

は，法令に定められた濃度限度等の制限値を遵守することはもちろん，敷地

周辺の公衆の線量は，事業指定基準規則に基づき，合理的に達成できる限

り低くするよう努める。 

 また，放射性固体廃棄物の再処理施設内保管廃棄については，所定の貯蔵

設備において厳重に管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続

詞等の統一、適用法令の反

映） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―731



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

10.5 放射線管理 

放射線管理は，周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事者の線量を，法

令に定められた線量限度以下とすることはもちろん，一般公衆及び放射線業

務従事者等の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くする方針で行う。 

また，再処理施設は，管理区域,周辺監視区域等を設け,出入管理，被ばく

管理，管理区域内における作業管理，放射線の測定，放射性汚染物質の移動

の管理等を厳重に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5  放射線管理 

 放射線管理は，周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事者の線量を，法

令に定められた線量限度以下とすることはもちろん，公衆及び放射線業務従

事者等の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くする方針で行う。 

 また，再処理施設は，管理区域,周辺監視区域等を設け,出入管理，被ばく

管理，管理区域内における作業管理，放射線の測定，放射性汚染物質の移動

の管理等を厳重に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接続

詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―732



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

10.6 保 守 

再処理施設の保守は，保安規定に定める定期的な検査，補修及び改造に関

する規定を遵守し，所定の計画と適切な手順に従って，再処理施設内の安全

の確保を妨げることがないように行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 保守管理 

 再処理施設の保守管理は，再処理施設の設備等の性能の維持のため，保安

規定に基づき，検査，点検及び補修（部品交換等の措置を含む。）に関する

規定を遵守し，必要な計画を定めて実施する。計画の策定に当たっては，再

処理施設の特徴，安全機能，構造及び設備を考慮して実施する。 

また，補修及び改造については，適切な手順に従って，再処理施設内の安

全の確保を妨げることがないように行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明確

化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―733



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

10.7 緊急時の措置 

地震，火災，その他の原因によって相当な規模の災害が発生するおそれが

ある場合，又は発生した場合には，再処理施設の平常組織とは異なる緊急時

組織を設置して，事故原因の除去，災害の拡大防止等のための活動を迅速か

つ適切に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 緊急時の措置 

 地震，火災，その他の原因によって相当な規模の災害が発生するおそれが

ある場合，又は発生した場合には，再処理施設の平常組織とは異なる緊急時

組織を設置して，事故原因の除去，災害の拡大防止等のための活動を迅速か

つ適切に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―734



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

10.8 教育及び訓練 

所員に対して，再処理施設の運転，保安，放射線防護及び異常時の措置に関

する教育並びに緊急事態に対処するための総合的な実施訓練を定期的及び必要

に応じて計画し実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8 教育及び訓練 

所員に対して，再処理施設の運転，保安，放射線防護及び異常時の措置に関

する教育並びに緊急事態に対処するための総合的な実施訓練を定期的及び必要

に応じて計画し実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添六―735



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

10.9 健康管理 

｢労働安全衛生法｣に基づいて所員の健康診断を実施し，必要がある場合は

保健指導及び就業上の措置を講ずる。 

また，再処理施設内において人の障害が発生又はそのおそれがある場合は，

必要な応急措置をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9 健康管理 

 ｢労働安全衛生法｣に基づいて所員の健康診断を実施し，必要がある場合は

保健指導及び就業上の措置を講ずる。 

 また，再処理施設内において人の障害が発生又はそのおそれがある場合

は，必要な応急措置をとる。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

10.10 所員以外の者に対する保安措置 

所員以外の者を再処理施設内に立ち入らせる場合は，保安上必要な注意を

与えるとともに，特に管理区域内等で作業する請負業者には放射線防護に関

する教育，訓練について所員と同等の措置を講ずるよう指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 所員以外の者に対する保安措置 

 所員以外の者を再処理施設内に立ち入らせる場合は，保安上必要な注意を

与えるとともに，特に管理区域内等で作業する請負業者には放射線防護に関

する教育，訓練について所員と同等の措置を講ずるよう指導する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

10.11 記録及び報告 

再処理施設の保安に関する事項を法令に定めるところにより記録し，保存す

るとともに，必要な機関に報告を行う。 

 

 

 

 

10.11 記録及び報告 

 再処理施設の保安に関する事項を法令に定めるところにより記録し，保存

するとともに，必要な機関に報告を行う。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1. 放射線防護に関する基本方針

1.1 基本的考え方

放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては，「核原料物

質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律｣（以下「原子炉等規制

法」という。）及び｢労働安全衛生法｣を遵守し，再処理施設に起因する放

射線被ばくから一般公衆及び放射線業務従事者等を防護するため十分な放

射線防護対策を講ずる。 

さらに，敷地周辺の一般公衆の線量及び放射線業務従事者等の立入場所

における線量が合理的に達成できる限り低くなるようにする。 

なお，放射線による被ばくの管理及び放射性廃棄物管理の運用について 

は，｢原子炉等規制法｣に基づく保安規定に定める｡ 

1. 放射線防護に関する基本方針

1.1 基本的考え方 

放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては，「核原料物

質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制

法」という。）及び「労働安全衛生法」を遵守し，再処理施設に起因する

放射線被ばくから公衆，放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち

入る者（以下「放射線業務従事者等」という。）を防護するため十分な放

射線防護対策を講ずる。 

さらに，敷地周辺の公衆の線量及び放射線業務従事者等の立入場所にお

ける線量が合理的に達成できる限り低くなるようにする。 

放射線による被ばくの管理及び放射性廃棄物管理の運用については，

「原子炉等規制法」第50条第1項の規定に基づく再処理事業所再処理施設

保安規定に定める。 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（等の明確

化） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.2 具体的方法 
(１) 再処理施設に係る一般公衆の線量について合理的に達成できる限り

低くなるように，また，放射線業務従事者等について立入場所の線量を

合理的に達成できる限り低減する方針で，しゃへい設備，放射線管理施

設，放射性廃棄物の廃棄施設等を設計し，運用する。 
 
 
(２) 放射線業務従事者等に対しては，管理区域を設定して，外部放射線に

係る線量，空気中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密

度を監視してその結果を管理区域内の諸管理に反映し，線量の低減に努 
める。 
(３) 放射線業務従事者に対しては，被ばく歴を把握するとともに，常に

線量当量を測定し，線量の評価を行い，線量の低減に努める。 
さらに，各個人については定期的に健康診断を行って常に身体的状態

を把握する。 
(４) 管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，この区域内では人の

居住を禁止し，境界にさく又は標識を設ける等の方法によって業務上立

ち入る者以外の者の立入りを制限する。 
(５) 気体及び液体廃棄物の放出については，立地条件及び施設設計の実現

可能性を考慮し，敷地周辺の一般公衆の線量が，合理的に達成できる限

り低くなるよう，放出放射性物質量の低減を行う。 
(６) 平常時における再処理施設からの直接線とスカイシャイン線に起因す

る周辺監視区域外での線量については，合理的に達成できる限り低くな

るようしゃへい材の使用等による設計上の配慮を行う。 
 

 

 
 
 
 

1.2 具体的方法 

(１) 再処理施設に係る公衆の線量について合理的に達成できる限り低減

し，また，放射線業務従事者等について立入場所の線量を合理的に達成

できる限り低減する方針で，遮蔽設備，放射線管理施設及び放射性廃

棄物の廃棄施設を設計し，運用する。 

 

 

(２) 放射線業務従事者等に対しては，管理区域を設定して，外部放射線

に係る線量，空気中の放射性物質の濃度及び床，壁その他人の触れるお

それのある物の表面の放射性物質の密度を監視してその結果を管理区域

の諸管理に反映し，線量の低減に努める。 

(３) 放射線業務従事者に対しては，被ばく歴を把握するとともに，常に

線量当量を測定し，線量の評価を行い，線量の低減に努める。 

  さらに，各個人については定期的に健康診断を行って常に身体的状態

を把握する。 

(４) 管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，この区域では人の

居住を禁止し，境界に柵又は標識を設ける等の方法によって業務上立ち

入る者以外の者の立入りを制限する。 

(５) 気体及び液体廃棄物の放出については，立地条件及び施設設計の実

現可能性を考慮し，敷地周辺の公衆の線量が，合理的に達成できる限り

低くなるよう，放出放射性物質量の低減を行う。 

(６) 平常時における再処理施設からの直接線とスカイシャイン線に起因

する周辺監視区域外での線量については，合理的に達成できる限り低く

なるよう遮蔽材の使用及び施設配置による設計上の配慮を行う。 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（ひらがな

の常用漢字化） 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

記載の適正化（ひらがな

の常用漢字化） 

 

 

 

 

記載の適正化（ひらがな

の常用漢字化） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（等の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2. 再処理施設の放射線管理 
2.1 管理区域及び周辺監視区域の設定 
2.1.１ 管理区域 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，再処理設備本体，製品貯蔵施

設，放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であって，その場所における外部

放射線に係る線量，空気中の放射性物質の濃度，又は放射性物質によって

汚染された物の表面の放射性物質の密度が，平成 12 年科学技術庁告示第

13 号(第２条)に定められた値を超えるか，又は超えるおそれのある区域

は，すべて管理区域とする。 
 
管理区域の設定に当たっては，室，建物その他の施設の配置及び管理上

の便宜をも考慮して，第 2.1－１図に示す建物及び構築物に管理区域を設

ける。 
なお，使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使 

用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ 
ン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋

，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，第１ガラス固化体貯蔵建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物

処理建屋，チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋，ハル・

エンド ピース貯蔵建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル廃棄

物貯蔵建屋及び分析建屋内の管理区域については，添付書類六「1.3 放射

線のしゃへいに関する設計」に示すしゃへい設計区分概略図の区分Ｉ１を

除いた範囲とする。 
また，雑固体廃棄物の搬出入時等，上記管理区域外において一時的に上

記管理区域に係る値を超えるか，又は超えるおそれのある区域が生じた場 
合は，一時管理区域とする。 
 

 

 
 

2. 再処理施設の放射線管理 
2.1 管理区域及び周辺監視区域の設定 
2.1.１ 管理区域 
再処理施設の場所であって，その場所における外部放射線に係る線量，

空気中の放射性物質の濃度，又は放射性物質によって汚染された物の表面

の放射性物質の密度が，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関す

る規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年８月31日原子

力規制委員会告示第８号）」（以下「線量告示」という。）（第一条）に

定められた値を超えるか，又は超えるおそれのある区域は，すべて管理区

域とする。 

 管理区域の設定に当たっては，室，建物その他の施設の配置及び管理上

の便宜をも考慮して，第2.1－１図に示す建物及び構築物に管理区域を設

ける。 

 使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵管理建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，第

１ガラス固化体貯蔵建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建

屋，チャンネル ボックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンド

ピース貯蔵建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵

建屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋及び分析建屋内の管理区域について

は，添付書類六「1.3 放射線の遮蔽に関する設計」に示す遮蔽設計区分

概略図の区分Ｉ１を除いた範囲とする。 

 また，上記管理区域外において一時的に上記管理区域に係る値を超える

か，又は超えるおそれのある区域が生じた場合は，一時管理区域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語・接続詞等の統一 

 

線量告示の改正に伴う記

載の適正化 

 

 

 

 

 

 

用語・接続詞等の統一 

 

 

 

 

 

 

対象の追加 

ひらがなの常用漢字化 

 

等の削除 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.1.2 周辺監視区域 
管理区域の周辺の区域であって，外部放射線に係る線量及び空気中の放

射性物質の濃度が，平成 12 年科学技術庁告示第 13 号（第３条及び第９条

）に定められた値を超えるおそれのある区域を周辺監視区域とする。周辺

監視区域は，管理上の便宜も考慮して第 2.1－１図に示すように敷地境界

付近を境界として設定する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 周辺監視区域 
管理区域の周辺の区域であって，外部放射線に係る線量及び空気中の放

射性物質の濃度が，「線量告示」（第二条及び第八条）に定められた値を

超えるおそれのある区域を周辺監視区域とする。周辺監視区域は，管理上

の便宜も考慮して第2.1－１図に示すように敷地境界付近を境界として設

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線量告示の改正に伴う記

載の適正化 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.2 管理区域内の管理 
管理区域については｢使用済燃料の再処理の事業に関する規則｣(第９条)

に従って，次の措置を講ずる。 
(１) 壁，さく等の区画物によって区画するほか，標識を設けることによっ

て明らかに他の場所と区別し，かつ，放射線等の危険性の程度に応じて

人の立入制限，かぎの管理等の措置を講ずる。 
(２) 床，壁，その他人の触れるおそれのある物であって，放射性物質によ

って汚染されたものの表面の放射性物質の密度が，平成 12 年科学技術

庁告示第 13 号(第５条)に定める表面密度限度を超えないようにする。 
(３) 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止

する。 
(４) 管理区域から人が退去し，又は物品を持ち出そうとする場合には，そ

の者の身体及び衣服，履物等身体に着用している物並びにその持ち出そ

うとする物品 (その物品を容器に入れ又は包装した場合には，その容器

又は包装) の表面の放射性物質の密度が(２)の表面密度限度の十分の一

を超えないようにする。 
また，管理区域内は，場所により外部放射線に係る線量率，放射性物 

質による汚染の有無，放射線業務従事者の立入頻度等に差異があるので

，これらのことを考慮して適切な諸管理を行う。 
なお，放射性物質を密封して取扱い又は貯蔵し，汚染の発生のおそれ 

のない区域は，外部放射線を対象とした管理を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 管理区域の管理 
管理区域については「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」（以下

「再処理規則」という。）（第九条）に従って，次の措置を講ずる。 

(１) 壁，柵等の区画物によって区画するほか，標識を設けることによっ

て明らかに他の場所と区別し，かつ，放射線等の危険性の程度に応じて

人の立入制限，鍵の管理等の措置を講ずる。 

(２) 床，壁その他人の触れるおそれのある物であって，放射性物質によ

って汚染された物の表面の放射性物質の密度が，「線量告示」（第四

条）に定められた表面密度限度を超えないようにする。 

(３) 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁

止する。 

(４) 管理区域から人が退去し，又は物品を持ち出そうとする場合には，

その者の身体及び衣服，履物等身体に着用している物並びにその持ち出

そうとする物品（その物品を容器に入れ又は包装した場合には，その容

器又は包装）の表面の放射性物質の密度が(２)の表面密度限度の十分の

一を超えないようにする。 

また，管理区域は，場所により外部放射線に係る線量率，放射性物質

による汚染の有無，放射線業務従事者の立入頻度等に差異があるので，

これらのことを考慮して適切な諸管理を行う。 

ただし，放射性物質を密封して取扱い又は貯蔵し，汚染の発生のおそ

れのない区域は，外部放射線を対象とした管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（表現修

正） 

 

線量告示の改正に伴う記

載の適正化 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.2.1 管理区域内の区分 
管理区域は，外部放射線に係る線量率の高低，空気中の放射性物質の濃 

度又は床等の表面の放射性物質の密度に起因する汚染の高低等を勘案して

，第 2.2－１表に示すグリーン区域，イエロ区域及びレッド区域に区分す

る。さらに，グリーン区域及びイエロ区域は，外部放射線に係る線量率の

高低に応じ区分し管理する。これら区分間において段階的な出入管理を行

うことにより，管理区域へ立ち入る者の被ばく管理等が容易かつ確実に行

えるようにする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 管理区域の区分 

 管理区域は，外部放射線に係る線量率の高低，空気中の放射性物質の濃

度又は床等の表面の放射性物質の密度に起因する汚染の高低等を勘案し

て，第2.2－１表に示すグリーン区域，イエロ区域及びレッド区域に区分

する。さらに，グリーン区域及びイエロ区域は，外部放射線に係る線量率

の高低に応じ区分し管理する。これら区分間において段階的な出入管理を

行うことにより，管理区域へ立ち入る者の被ばく管理が容易かつ確実に行

えるようにする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.2.2 しゃへい 
放射線業務従事者等を外部被ばくから防護するため，関係各区域への立

入りの頻度，滞在時間等を考慮して，第 2.2－２表のように管理区域内の

しゃへい設計に係る基準線量当量率又は基準線量率を定め，これらの基準

に適合するようしゃへい設計を行う。 
なお，しゃへい設計については，添付書類六｢1.3 放射線のしゃへいに

関する設計｣に示す。 
第 2.2－２表に示す時間は，毎週必ず立ち入る時間を示すものではなく

，立入りに対する制限は，線量率，作業に要する時間，個人の線量等を考

慮して決定する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 遮  蔽 

 放射線業務従事者等を外部被ばくから防護するため，関係各区域への立

ち入りの頻度，滞在時間を考慮して，第2.2－２表のように管理区域の遮

蔽設計に係る基準線量率を定め，これらの基準に適合するよう遮蔽設計

を行う。 

 遮蔽設計については，添付書類六「1.3 放射線の遮蔽に関する設計」

に示す。 

 第2.2－２表に示す時間は，毎週必ず立ち入る時間を示すものではな

く，立ち入りに対する制限は，線量率，作業に要する時間，個人の線量を

考慮して決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひらがなの常用漢字化 

 

ひらがなの常用漢字化 

 

 

ひらがなの常用漢字化 

 

 

等の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添七－7



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.2.3 換  気 
放射線業務従事者等を汚染された空気による被ばくから防護するため，

換気設備は，以下の条件を満足するように管理する。 
(１) 空気中の放射性物質の濃度が，第 2.2－１表に示す各区域について

許容されている値よりも，十分低くなっていること。 
(２) 汚染のおそれのある区域は，清浄区域より低い気圧に維持している 

こと。 
(３) フィルタは，所定の性能を維持していること。 
換気設備の具体的な説明は，添付書類六｢7.2.5 換気設備｣に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 換  気 

 放射線業務従事者等を汚染された空気による被ばくから防護するため，

換気設備は，以下の条件を満足するように管理する。 

 (１) 空気中の放射性物質の濃度が，第2.2－１表に示す各区域につい

て許容されている値よりも，十分低くなっていること。 

 (２) 汚染のおそれのある区域は，清浄区域より低い気圧に維持してい

ること。 

 (３) フィルタは，所定の性能を維持していること。 

  換気設備の具体的な説明は，添付書類六｢7.2.1.5 換気設備｣に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.2.4 線量当量率等の測定 
放射線業務従事者等の線量の管理が，容易かつ確実に行えるようにする

ため放射線測定器により，管理区域の放射線レベル等の状況を把握する。 
 
 
 
 
 

(１) 外部放射線に係る線量当量率の測定 
ａ．エリア モニタによる測定 

管理区域内の外部放射線に係る線量を把握するため，管理区域内の人

が立ち入る場所であって線量当量率の高い場所等の主要な箇所について

外部放射線に係る線量当量率を測定し，放射線レベルがあらかじめ設定

された値を超えた場合は，中央制御室等及び必要な箇所において警報を

発する。 
エリア モニタの警報設定点は，平常時の値及び管理区域内の区分基準

の線量率を基にして定める。 
エリア モニタの主な設置場所は，添付書類六「8. 放射線管理施設」

に示す。 
ｂ．サーベイ メータによる測定 

放射線業務従事者等の運転操作性，立入頻度及び被ばくのおそれを考

慮し，必要な箇所については,定期的及び必要の都度サーベイ メータに

よる外部放射線に係る線量当量率の測定を行う。 
サーベイ メータとしては，次のものを使用する。 
ベータ・ガンマ線用サーベイ メータ 
中性子線用サーベイ メータ 

(２) 空気中の放射性物質の濃度の測定 
ａ．ダスト モニタによる測定 

管理区域内の空気中の放射性物質の濃度を把握するため，管理区域内

の人が立ち入る場所であって空気汚染のおそれのある場所等の主要な箇

2.2.4 線量当量率等の測定 

 放射線業務従事者等の線量の管理が，容易かつ確実に行えるようにする

ため屋内モニタリング設備，放射線サーベイ機器及び放射能測定設備によ

り，管理区域の放射線レベル等の状況を把握する。 

 また，管理区域における外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性

物質の濃度及び表面の放射性物質の密度を管理区域入口付近又は管理区域

内の建屋入口付近に表示する。 

 

(１) 外部放射線に係る線量当量率の測定 

ａ．エリアモニタによる測定 

  管理区域の外部放射線に係る線量を把握するため，管理区域の人が立

ち入る場所であって線量当量率の高い場所等の主要な箇所について外部

放射線に係る線量当量率を測定し，あらかじめ設定した値を超えた場合

は，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室及び必

要な箇所において警報を発する。 

  エリアモニタの警報設定値は，平常時の値及び管理区域の区分基準の

線量率を基にして定める。 

 エリアモニタの主な設置場所は，添付書類六「8. 放射線管理施設」

に示す。 

ｂ．サーベイメータによる測定 

 放射線業務従事者等の運転操作性，立入頻度及び被ばくのおそれを考

慮し，必要な箇所については，定期的及び必要の都度サーベイメータに

よる外部放射線に係る線量当量率の測定を行う。 

 サーベイメータとしては，次のものを使用する。 

  ガンマ線用サーベイメータ 

  中性子線用サーベイメータ 

(２) 空気中の放射性物質の濃度の測定 

ａ．ダストモニタによる測定 

 管理区域の空気中の放射性物質の濃度を把握するため，管理区域の人

が立ち入る場所であって空気汚染のおそれのある場所等の主要な箇所に

 

 

表現修正（内容の明確
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新規制基準の第２３条要
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

所について空気中の放射性物質の濃度を測定し，放射能レベルがあらか

じめ設定された値を超えた場合は，中央制御室等及び必要な箇所におい

て警報を発する。 
ダスト モニタの警報設定点は，平常時の値を基にして定める。 
ダスト モニタの主な設置場所は，添付書類六｢8. 放射線管理施設｣に

示す。 
ｂ．サンプリング法による測定 

放射線業務従事者等の運転操作性，立入頻度及び汚染のおそれを考慮

し，必要な箇所については，サンプリング法により空気中の放射性物質

の濃度の測定を定期的及び必要の都度行う。 
(３) 表面の放射性物質の密度の測定 

放射線業務従事者等が立ち入る箇所について，サーベイ法又はスミヤ

法により，床，壁その他人の触れるおそれのある物の表面の放射性物質

の密度の測定を定期的及び必要の都度行う。 
サーベイ メータとしては，次のものを使用する。 
ベータ・ガンマ線用サーベイ メータ 
アルファ線用サーベイ メータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついて空気中の放射性物質の濃度を測定し，放射能レベルがあらかじめ

設定した値を超えた場合は，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室及び必要な箇所において警報を発する。 

  ダストモニタの警報設定値は，平常時の値を基にして定める。 

  ダストモニタの主な設置場所は，添付書類六「8. 放射線管理施設」

に示す。 

 ｂ．サンプリング法による測定 

  放射線業務従事者等の運転操作性，立入頻度及び汚染のおそれを考慮

し，必要な箇所については，サンプリング法により空気中の放射性物質

の濃度の測定を定期的及び必要の都度行う。 

(３) 表面の放射性物質の密度の測定 

  放射線業務従事者等が立ち入る箇所について，サーベイ法又はスミヤ

法により，床，壁その他人の触れるおそれのある物の表面の放射性物質

の密度の測定を定期的及び必要の都度行う。 

  サーベイメータとしては，次のものを使用する。 

  アルファ・ベータ線用サーベイメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

等の明確化 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.2.5 人の出入管理等 
(１) 管理区域への立入制限 

管理区域への立入りは，あらかじめ指定された者で，かつ，必要な場合

に限るものとする。 
なお，管理区域への立入制限は，出入管理室において行う。 

(２) 出入管理の原則 
ａ．管理区域への出入りは，第 2.2－１図に示す建屋に設ける出入管理室

から行うこととし，出入りに際しては，出入管理室において確認し記録

する。 
ｂ．管理区域に立ち入る者には，所定の防護衣，個人線量計等を着用させ

る。 
ｃ．汚染のおそれのある管理区域から退出する者には，退出モニタ等によ

って表面汚染検査を行わせる。 
ｄ．管理区域内の人が立ち入る場所であって，外部放射線に係る線量率が 
高い区域（50μＳv／h を超える区域）については，必要に応じて立入

制限，かぎの管理等を実施し，放射線業務従事者等の線量の低減に努め

る。 
ｅ．原則として第 2.2－１表に示すレッド区域には，放射線業務従事者等

が立ち入らないようにする。なお，立入りが必要となった場合には，線

量率等の低減等の措置を行うとともに，立入りに際しては十分な放射線

管理を行う。 
(３) 管理区域での遵守事項 
ａ．放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止

する。 
ｂ．異常事態の発生又はそのおそれがある事象を発見した場合は，直ちに

必要箇所へ連絡させ，その指示に従わせる。 
 
 
 
 

2.2.5 人の出入管理 

(１) 管理区域への立入制限 

 管理区域への立入りは，あらかじめ指定された者で，かつ，必要な場合

に限るものとする。 

 管理区域への立入制限は，出入管理室において行う。 

(２) 出入管理の原則 

ａ．管理区域への出入りは，第2.2－１図に示す建屋に設ける出入管理室

から行うこととし，出入りに際しては，出入管理室において確認し記録

する。 

ｂ．管理区域に立ち入る者には，所定の防護衣，個人線量計を着用させ

る。 

ｃ．汚染のおそれのある管理区域から退出する者には，退出モニタ等によ

って表面汚染検査を行わせる。 

ｄ．管理区域の人が立ち入る場所であって，外部放射線に係る線量率が高

い区域（50μＳｖ／ｈを超える区域）については，必要に応じて立入制

限を実施し，放射線業務従事者等の線量の低減に努める。 

 

ｅ．原則として第2.2－１表に示すレッド区域には，放射線業務従事者等

が立ち入らないようにする。ただし，立入りが必要となった場合には，

線量率等の低減等の措置を行うとともに，立入りに際しては十分な放射

線管理を行う。 

(３) 管理区域での遵守事項 

ａ．放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止

する。 

ｂ．異常事態の発生又はそのおそれがある事象を発見した場合は，直ちに  

必要箇所へ連絡させ，その指示に従わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語・接続詞等の統一 

 

 

 

 

等の削除 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

用語・接続詞等の統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添七－11



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.2.6 物品の搬出入管理 
管理区域への物品の持込み及び持出しは，原則として出入管理室におい

て行う。 
ただし，使用済燃料輸送容器，大型機器等の搬出入に際しては，各施設 

の機器搬入口に専用又は臨時の出入管理設備を設けて，搬出入管理を行う

。 
汚染のおそれのある管理区域から物品を持ち出そうとする場合には，そ

の持ち出そうとする物品 (その物品を容器に入れ又は包装した場合には，

その容器又は包装) の表面汚染検査を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6  物品の搬出入管理 

 管理区域への物品の持込み及び持出しは，原則として出入管理室におい

て行う。 

 ただし，使用済燃料輸送容器，大型機器等の搬出入に際しては，各施設

の機器搬入口に専用又は臨時の出入管理設備を設けて，搬出入管理を行

う。 

 汚染のおそれのある管理区域から物品を持ち出そうとする場合には，そ

の持ち出そうとする物品 (その物品を容器に入れ又は包装した場合には，

その容器又は包装) の表面汚染検査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.2.7 作業管理 
管理区域内での作業は，放射線業務従事者の線量を合理的に達成できる

限り低くすることを旨として次のように行う。 
(１) 事前に作業環境に応じて防護具類の着用，時間制限等必要な条件を定

め，放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮して合理的な作業計画を立

てる。 
また，必要に応じて事前に作業訓練を行う。 

(２) 作業中には適宜，外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物質

の濃度等を測定し，必要な場合には，一時的しゃへいの使用，除染等を

行い，作業環境の保全に努める。 
(３) 請負業者の作業管理については，当社放射線業務従事者に準じて行う

ほか，立会い等により指導監督を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 作業管理 

 管理区域での作業は，放射線業務従事者の線量を合理的に達成できる限

り低くすることを旨として次のように行う。 

(１) 事前に作業環境に応じて防護具類の着用，時間制限等必要な条件を

定め，放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮して合理的な作業計画を

立てる。 

 また，必要に応じて事前に作業訓練を行う。 

(２) 作業中には適宜，外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物

質の濃度等を測定し，必要な場合には，一時的遮蔽の使用，除染等を行

い，作業環境の保全に努める。 

 (３) 請負業者の作業管理については，当社放射線業務従事者に準じて

行うほか，立会い等により指導監督を行う。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3 周辺監視区域内の管理 
｢使用済燃料の再処理の事業に関する規則｣(第 9 条)の規定に基づき，周

辺監視区域は人の居住を禁止し，境界にさく又は標識を設ける等の方法に

よって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限する。 
周辺監視区域は，平成 12 年科学技術庁告示第 13 号(第２条)に定める外

部放射線に係る線量，空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって

汚染されたものの表面の放射性物質の密度以下に保つ。 
具体的には，外部放射線に係る線量については，管理区域内にしゃへい

設備を設けること等により，管理区域の外側において，３月間について

1.3ｍＳv を超えないよう管理する。空気中の放射性物質の濃度については

，管理区域との境界を壁等によって区画するとともに，管理区域内の放射 
性物質の濃度の高い空気が容易に流出することのないよう換気系統を管理

する。 
また，放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度に

ついては，｢2.2 管理区域内の管理｣に述べたように人及び物品の出入管理

を十分に行う。 
これらの基準を満足していることを確認するために，管理区域外におい

て，定期的に外部放射線に係る線量当量の測定を行うとともに，必要に応

じて，放射線サーベイを行う。 
なお，周辺監視区域境界外においては，平成 12 年科学技術庁告示第 13

号(第３条及び第９条)に定める線量限度及び濃度限度以下になるよう管理

す 
る。 
 

 

 

 

 

 

 

2.3 周辺監視区域の管理 

「再処理規則」（第九条）の規定に基づき，周辺監視区域は人の居住を

禁止し，境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務

上立ち入る者以外の者の立入りを制限する。 

 周辺監視区域は，「線量告示」（第一条）に定められた外部放射線に係

る線量，空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物

の表面の放射性物質の密度以下に保つ。 

 具体的には，外部放射線に係る線量については，管理区域に遮蔽設備

を設けること等により，管理区域の外側において，３月間について1.3ｍ

Ｓｖを超えないよう管理する。空気中の放射性物質の濃度については，管

理区域との境界を壁等によって区画するとともに，管理区域の放射性物質

の濃度の高い空気が容易に流出することのないよう換気設備を管理する。 

 

 また，放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度につ

いては，「2.2 管理区域の管理」に述べたように人及び物品の出入管理

を十分に行う。 

 これらの基準を満足していることを確認するために，管理区域外におい

て，定期的に外部放射線に係る線量当量の測定を行うとともに，必要に応

じて，放射線サーベイを行う。 

 周辺監視区域境界外においては，「線量告示」（第二条及び第八条）

に定められた線量限度及び濃度限度以下になるよう管理する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.4 個人被ばく管理 
放射線業務従事者の個人被ばく管理は，線量当量を測定し，線量の評価

を行うとともに定期的及び必要に応じて健康診断を実施し，身体的状態を

把握することによって行う。 
(１) 管理区域立入前の措置 

放射線業務従事者に対しては，あらかじめ次のような措置を講ずる。 
ａ．放射線防護に関する教育及び訓練を行う。 
ｂ．被ばく歴及び健康診断結果を調査し，問題のないことを確認する。 

(２) 放射線業務従事者の線量限度 
放射線業務従事者の線量は，平成 12 年科学技術庁告示第 13 号 (第６条

及び第８条) に定める線量限度を超えないようにする。 
(３) 線量の管理 

放射線業務従事者の線量が，線量限度を超えないよう以下のように管理

する。 
ａ．外部被ばくによる線量当量の測定 

外部被ばくによる線量当量の測定は，次のように行う。 
(ａ) 放射線業務従事者には，管理区域内において，個人線量計を着用さ

せ，外部被ばくによる線量当量の積算値を日ごと並びに定期的に測定

する。 
なお，見学者等一時的に立ち入る者には，個人線量計により，その

都度外部被ばくによる線量当量の測定を行う。 
(ｂ) 特殊な作業に従事する者に対しては，その作業に応じて適切な測定

器，例えば中性子線源取扱いの作業等に関しては中性子線用の個人線

量計を着用させ，線量当量の測定を行う。 
ｂ．内部被ばくによる線量の評価 

内部被ばくによる線量の評価は，次のように行う。 
(ａ) 放射線業務従事者の放射性物質の体内摂取の検査・測定は，原則と

してホール ボディ カウンタにより行う。 
ただし，作業環境管理等により，放射線業務従事者の内部被ばくの

有無が確認できる場合には，計算等により評価する。 

2.4 個人被ばく管理 

 放射線業務従事者の個人被ばく管理は，外部放射線に係る線量当量の測

定及び体外計測等により，線量の評価を行うとともに，定期的及び必要に

応じて健康診断を実施し，身体的状態を把握することによって行う。 

(１) 管理区域立入前の措置 

放射線業務従事者に対しては，あらかじめ次のような措置を講ずる。 

ａ．放射線防護に関する教育及び訓練を行う。 

ｂ．被ばく歴及び健康診断結果を調査し，問題のないことを確認する。 

(２) 放射線業務従事者の線量限度 

 放射線業務従事者の線量は，「線量告示」（第五条及び第七条）に定め

られた線量限度を超えないようにする。 

(３) 線量の管理 

 放射線業務従事者の線量が，線量限度を超えないよう以下のように管理

する。 

ａ．外部被ばくに係る線量当量の測定 

  外部被ばくに係る線量当量の測定は，次のように行う。 

(ａ) 放射線業務従事者には，管理区域において，個人線量計を着用さ

せ，外部被ばくに係る線量当量の積算値を日ごと並びに定期的に測定

する。 

    また，見学者等一時的に立ち入る者には，個人線量計により，その

都度外部被ばくに係る線量当量の測定を行う。 

 (ｂ) 特殊な作業に従事する者に対しては，その作業に応じて適切な測

定器，例えば中性子線源取扱いの作業に関しては中性子線用の個人線

量計を着用させ，線量当量の測定を行う。 

 ｂ．内部被ばくによる線量の評価 

   内部被ばくによる線量の評価は，次のように行う。 

  (ａ) 放射線業務従事者の放射性物質の体内摂取の検査・測定は，原

則としてホールボディカウンタにより行う。 

 ただし，作業環境管理により，放射線業務従事者の内部被ばくの有

無が確認できる場合には，計算により評価する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(ｂ) ホール ボディ カウンタによる検査・測定は，放射線業務従事者指

定時，解除時，定期的及び必要に応じて行う。 
(ｃ) 有意な放射性物質の体内摂取が考えられる場合には，バイオアッセ

イ等も行う。 
(ｄ) 内部被ばくによる線量の評価は，ホール ボディ カウンタ等の測定

結果等により行う。 
ｃ．線量評価結果の通知及び記録 
(ａ) 線量当量測定結果は，定期的に評価及び記録するとともに，以後の

放射線管理及び健康管理に反映させる。 
(ｂ) 線量評価結果は，本人に通知する。 

(４) 健康管理 
ａ．｢労働安全衛生規則｣(第 44 条及び第 45 条)による健康診断のほか「

電離放射線障害防止規則」(第 56 条)の規定に基づき放射線業務従事者

について健康診断を実施し，常にその健康状態を把握する。 
 
ｂ．健康診断結果及び線量評価結果による医師の勧告等を考慮し，必要

ある場合は，保健指導及び就業上の措置を講ずる。 
ｃ．再処理施設において放射線障害が発生した場合，又はそのおそれの

ある場合は，必要な応急措置をとる。 
(５) 請負業者の個人被ばく管理 
請負業者の放射線業務従事者の個人被ばく管理については，当社放射線

業務従事者に準じて扱う。 
 

 

 

 
 
 
 
 

 (ｂ) ホールボディカウンタによる検査・測定は，放射線業務従事者指

定時，解除時，定期的及び必要に応じて行う。 

 (ｃ) 有意な放射性物質の体内摂取が考えられる場合には，バイオアッ

セイ等も行う。 

 (ｄ) 内部被ばくによる線量の評価は，ホールボディカウンタの測定結

果等により行う。 

 ｃ．線量評価結果の通知及び記録 

 (ａ) 線量当量測定結果は，定期的に評価及び記録するとともに，以後

の放射線管理及び健康管理に反映させる。 

 (ｂ) 線量評価結果は，本人に通知する。 

 (４) 健康管理 

 ａ．「労働安全衛生規則」（第44条及び第45条）による健康診断のほか

「電離放射線障害防止規則」（第56条及び第56条の２）の規定に基づ

き放射線業務従事者について健康診断を実施し，常にその健康状態を

把握する。 

 ｂ．健康診断結果及び線量評価結果による医師の勧告を考慮し，必要あ

る場合は，保健指導及び就業上の措置を講ずる。 

 ｃ．再処理施設において放射線障害が発生した場合，又はそのおそれの

ある場合は，必要な応急措置をとる。 

 (５) 請負業者の個人被ばく管理 

 請負業者の放射線業務従事者の個人被ばく管理については，当社放射線

業務従事者に準じて扱う。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.5 放射性廃棄物の放出管理 
再処理施設外に放射性の気体廃棄物及び液体廃棄物を放出する場合は，

次に述べるように厳重な管理を行い，平成 12 年科学技術庁告示第 13 号 (
第９条) に定める値を超えないようにする。 
さらに，再処理施設から放出する放射性物質について放出管理目標値を

定め「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指

針」を参考にして測定を行い，これを超えないよう努める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 放射性廃棄物の放出管理 

 再処理施設外に放射性の気体廃棄物及び液体廃棄物を放出する場合は，

次に述べるように厳重な管理を行い，「線量告示」（第八条）に定める値

を超えないようにする。 

 さらに，再処理施設から放出する放射性物質について放出管理目標値を

定め「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指

針（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」を参考にして測定を行い，こ

れを超えないよう努める。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.5.1 気体廃棄物 
気体廃棄物は，フィルタ類を経て主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄

物処理建屋換気筒（以下，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒を

併せて｢換気筒｣という。）から放出する。この気体廃棄物中に含まれる放

射性物質の濃度は，排気モニタリング設備によって監視及び測定を行う。 
主排気筒から放出する排気中の放射性希ガスについては，排気筒モニタ 

により連続して測定・監視する一方，放射性よう素，炭素－14，粒子状放

射性物質及びトリチウムについては，排気筒モニタ付近に連続サンプリン

グができる排気サンプリング設備を設置し，定期的に回収・測定する。 
排気筒モニタの測定値は，中央制御室等にて指示及び記録する。また，

放射能レベルがあらかじめ設定された値を超えた場合は，警報を発し，運

転員の注意を喚起する。 
排気筒モニタの警報設定点は，平常時の値及び放出管理目標値を基にし

て定める。 
同様に換気筒についても，排気中の放射性物質及び放出放射能量を勘案

し，必要な排気モニタリング設備を設置し，監視及び測定を実施する。 
放出管理の具体的内容については，｢4.2.3 放出管理｣で述べる。 
なお，高レベル廃液ガラス固化建屋及びガラス固化体貯蔵建屋での，固

体廃棄物の保管廃棄に伴う冷却空気は，冷却空気出口シャフトの排気口か

ら排出する。この気体廃棄物中に含まれる放射性物質の濃度は極めて低い

が，排気モニタリング設備により有意な放出のないことを監視する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1  気体廃棄物 

 気体廃棄物は，フィルタ類を経て主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄

物処理建屋換気筒（以下｢換気筒｣という。）から放出する。この気体廃棄

物中に含まれる放射性物質の濃度は，排気モニタリング設備によって監視

及び測定を行う。 

 主排気筒から放出する排気中の放射性希ガスについては，排気筒モニタ

により連続して測定・監視する一方，放射性よう素，炭素－14，粒子状放

射性物質及びトリチウムについては，排気筒モニタ付近に連続サンプリン

グができる排気サンプリング設備を設置し，定期的に回収・測定する。 

 排気筒モニタの測定値は，中央制御室等にて指示及び記録する。また，

放射能レベルがあらかじめ設定された値を超えた場合は，警報を発し，運

転員の注意を喚起する。 

 排気筒モニタの警報設定点は，平常時の値及び放出管理目標値を基にし

て定める。 

 同様に換気筒についても，排気中の放射性物質及び放出放射能量を勘案

し，必要な排気モニタリング設備を設置し，監視及び測定を実施する。 

 放出管理の具体的内容については，｢4.2.3 放出管理｣で述べる。 

 なお，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋で

の，固体廃棄物の保管廃棄に伴う冷却空気は，冷却空気出口シャフトの排

気口から排出する。この気体廃棄物中に含まれる放射性物質の濃度は極め

て低いが，排気モニタリング設備により有意な放出のないことを監視す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.5.2 液体廃棄物 
液体廃棄物は，添付書類六｢7.3 液体廃棄物の廃棄施設｣で述べた処理を

行った後，低レベル廃液処理設備の海洋放出管理系から海洋放出管を経て

沖合約３ｋｍの海中に放出する。 
これらの液体廃棄物を放出する場合には，あらかじめ第１放出前貯槽又

は第２放出前貯槽においてサンプリングし，放射性物質の濃度を測定し，

放出量を確認した後放出する。 
なお，放出の異常の有無を確認するため排水モニタを設け，中央制御室

等にて指示及び記録する。また，放射能レベルがあらかじめ設定された

値を超えた場合は，警報を発し，運転員の注意を喚起する。 
放出管理の具体的内容については，｢4.3.3 放出管理｣に述べる。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.5.2  液体廃棄物 

 液体廃棄物は，添付書類六｢7.3 液体廃棄物の廃棄施設｣で述べた処理

を行った後，低レベル廃液処理設備の海洋放出管理系から海洋放出管を経

て沖合約３ｋｍの海中に放出する。 

 これらの液体廃棄物を放出する場合には，あらかじめ第１放出前貯槽又

は第２放出前貯槽においてサンプリングし，放射性物質の濃度を測定し，

放出量を確認した後，放出する。 

 なお，放出の異常の有無を確認するため排水モニタを設け，中央制御室

等にて指示及び記録する。また，放射能レベルがあらかじめ設定した値を

超えた場合は，警報を発し，運転員の注意を喚起する。 

 放出管理の具体的内容については，｢4.3.3 放出管理｣に述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3. 周辺監視区域境界及び周辺地域の放射線監視 
敷地周辺の一般公衆の線量が合理的に達成できる限り低くなるよう，再

処理施設には十分なしゃへいを設け，再処理施設からの直接線及びスカイ

シャイン線による線量を十分低くするとともに，気体廃棄物及び液体廃棄

物の放出に当たっては，「2.5 放射性廃棄物の放出管理」に述べたように

，厳重な管理を行う。 
さらに，異常がないことを確認するため周辺監視区域境界付近及び周辺

地域の放射線監視を「六ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタリング計

画について」を参考にして行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 周辺監視区域境界付近及び周辺地域の放射線監視 

 敷地周辺の公衆の線量が合理的に達成できる限り低くなるよう，再処理

施設には十分な遮蔽を設け，再処理施設からの直接線及びスカイシャイン

線による線量を十分低くするとともに，気体廃棄物及び液体廃棄物の放出

に当たっては，「2.5 放射性廃棄物の放出管理」に述べたように，厳重

な管理を行う。 

 さらに，異常がないことを確認するため周辺監視区域境界付近及び周辺

地域の放射線監視を「六ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタリング計

画について」を参考にして行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（ひらがな

の常用漢字化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.1 空間放射線量等の監視 
空間放射線量，空間放射線量率及び空気中の粒子状放射性物質濃度の測

定は，下表に示すように行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 空間放射線量等の監視 

 空間放射線量，空間放射線量率及び空気中の粒子状放射性物質濃度の測

定は，下表に示すように行う。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.2 環境試料の放射能監視 
周辺環境試料の放射能監視は，次のように行う。 
環境試料の種類：海水，海底土，陸水，陸土，陸上植物，畜産物，

海洋生物等 
頻    度：原則として３箇月～１年に１回とする。 
測 定 対 象：プルトニウム，よう素，セシウム，ストロンチウム， 

トリチウム等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  環境試料の放射能監視 

  周辺環境試料の放射能監視は，次のように行う。 

   環境試料の種類：海水，海底土，陸水，陸土，陸上植物，畜産物，

海洋生物等 

   頻     度：原則として３箇月～１年に１回とする。 

   測 定 対 象：プルトニウム，よう素，セシウム，ストロンチウ

ム，トリチウム等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.3 事故時における測定 
放射性廃棄物の放出は，排気筒モニタ等により常時監視されており，そ

の指示に万一異常があれば適切な措置をとるものとする。 
万一，気体廃棄物又は液体廃棄物の異常放出があった場合に備え，周辺

監視区域外の放射線レベルを把握するため，可搬型のサンプラ，測定器等

を備える。 
さらに，機動性のある放射能観測車により敷地周辺の空間放射線量率及

び放射性物質濃度を測定し，その範囲，程度等の推定を迅速かつ確実に行

う。 
 
放射能観測車には，空間放射線量率測定器，空気中の粒子状放射性物質

濃度及びよう素濃度測定用のサンプラと測定器，無線機等を備える。 
 
また，周辺監視区域境界付近に設けるモニタリング ポストにより空間

放射線量率を測定し，中央制御室等で監視する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 異常時における測定 

 放射性廃棄物の放出は，排気筒モニタ及び排水モニタにより常時監視さ

れており，その指示に万一異常があれば適切な措置をとるものとする。 

 万一，気体廃棄物又は液体廃棄物の異常放出があった場合に備え，周辺

監視区域外の空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握するため，可搬

型のサンプラ，測定器を備える。 

 さらに，機動性のある放射能観測車により敷地周辺の空間放射線量率及

び放射性物質の濃度を測定し，その範囲及び程度の推定を迅速かつ確実

に行う。 

 

 放射能観測車には，空間放射線量率測定器，中性子線用サーベイメー

タ，空気中の粒子状放射性物質の濃度及びよう素濃度測定用のサンプラと

測定器並びに無線機を備える。 

 また，周辺監視区域境界付近に設けるモニタリングポスト及びダストモ

ニタにより空間放射線量率及び空気中の粒子状放射性物質の濃度を測定

し，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室及び緊急

時対策所で監視する。 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（等の削

除） 

記載の適正化（表現修

正） 

記載の適正化（等の明確

化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（等の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

４ 放射性廃棄物処理 

放射性廃棄物の廃棄施設の設計及び管理に関しては，「使用済燃料の再

処理の事業に関する規則」を遵守するとともに，「再処理施設安全審査指

針」の考え方に基づくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 放射性廃棄物処理 

 放射性廃棄物の廃棄施設の設計及び管理に関しては，「再処理規則」を

遵守するとともに，「再処理施設の位置，構 造及び設備の基準に関する

規則」（以下「事業指定基準規則」という。）の考え方に基づくものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.1 放射性廃棄物の廃棄に関する基本的考え方 

放射性廃棄物の廃棄については，放射性物質の放出に伴う一般公衆の線

量が法令に定める線量限度を超えないことはもとより，合理的に達成でき

る限り低くなるよう，放出放射性物質の低減を行う。すなわち，以下の観

点から放射性廃棄物の放出低減に対する実現可能性を考慮しつつ，軽水炉

の線量目標値が年間 50μＳｖであることを踏まえて，年間 50μＳｖを超

えないよう設計する。 

 

 

(１) 放出放射性物質の低減効果が大きく，かつ，信頼性のある技術を採

用 

する。 

(２) 気体廃棄物，液体廃棄物及び固体廃棄物の化学的，物理的性状に応

じ，各処理設備において最適な技術の組み合わせを行う。 

(３) 固体廃棄物はできるだけ施設内にとどめ，適切な形で貯蔵・保管す

る。具体的には，各放射性物質について以下のように低減化を行う。 

気体廃棄物に含まれる希ガス，炭素－14，トリチウム及びよう素以外

の放射性物質については発生量及び化学的，物理的性状に応じて，気体

廃棄物の廃棄施設において十分な実績のある洗浄塔，デミスタ，高性能

粒子フィルタ等を組み合わせて洗浄及びろ過により放出量の低減を図る

。洗浄及びろ過されないわずかの核種については大気中へ放出するが，

放出に際しては，十分な拡散・希釈効果を有する排気筒の排気口から

放出することにより，一般公衆の線量の低減化を図る。 

液体廃棄物に含まれるトリチウムとよう素以外の放射性物質について

は，廃液の種類及び濃度に応じて十分な実績のある蒸発装置，ろ過装置

，脱塩装置等を組み合わせて処理し，廃液中に残る放射性物質を低減化

する。廃液中に残るわずかの放射性物質については，十分な拡散・希

釈能力を持つ海洋放出管の海洋放出口から放出することにより，一般

公衆の線量の低減化を図る。 

よう素は，気体状にしてよう素フィルタにて吸着除去することが放出

4.1  放射性廃棄物の廃棄に関する基本的考え方 

放射性廃棄物の廃棄については，放射性物質の放出に伴う公衆の線量が

法令に定める線量限度を超えないことはもとより，合理的に達成できる限

り低くなるよう，放出放射性物質の低減を行う。すなわち，以下の観点か

ら放射性廃棄物の放出低減に対する実現可能性を考慮しつつ，「発電用軽

水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針（昭和50年５月13日原子力

委員会決定）」において定める線量目標値（実効線量で50μＳｖ／ｙ）を

超えないようにするとともに、公衆の線量を合理的に達成できる限り低減

できるよう設計する。 

(１) 放出放射性物質の低減効果が大きく，かつ，信頼性のある技術を採

用する。 

(２) 気体廃棄物，液体廃棄物及び固体廃棄物の化学的，物理的性状に応

じ，各処理設備において最適な技術の組み合わせを行う。 

(３) 固体廃棄物はできるだけ施設内にとどめ，適切な形で貯蔵・保管す

る。具体的には，各放射性物質について以下のように低減化を行う。 

  気体廃棄物に含まれる希ガス，炭素－14，トリチウム及びよう素以外

の放射性物質については発生量及び化学的，物理的性状に応じて，気体

廃棄物の廃棄施設において十分な実績のある洗浄塔，デミスタ，高性能

粒子フィルタ等を組み合わせて洗浄及びろ過により放出量の低減を図

る。洗浄及びろ過されないわずかの核種については大気中へ放出する

が，放出に際しては，十分な拡散効果を有する排気筒の排気口から放出

することにより，公衆の線量の低減化を図る。 

  液体廃棄物に含まれるトリチウムとよう素以外の放射性物質について

は，廃液の種類及び濃度に応じて十分な実績のある蒸発装置，ろ過装

置，脱塩装置等を組み合わせて処理し，廃液中に残る放射性物質を低減

化する。廃液中に残るわずかの放射性物質については，十分な拡散効果

を持つ海洋放出管の海洋放出口から放出することにより，公衆の線量の

低減化を図る。 

 

 よう素は，気体状にしてよう素フィルタにて吸着除去することが放出

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

規則解釈の記載に合わせ

た記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

の低減化に最も効果的であるため，溶液中から気相への追い出しを行い

，最新の技術によるよう素フィルタにてほとんどのよう素を吸着除去す

る。よう素フィルタで除去できないわずかのよう素は大気中へ放出する

が，放出に際しては，十分な拡散・希釈効果を有する排気筒の排気口

から放出することにより，一般公衆の線量の低減化を図る。また，廃

液中にわずかに残ったよう素に対しては，十分な拡散・希釈能力を持

つ海洋放出管の海洋放出口から放出することにより，一般公衆の線量

の低減化を図る。 

希ガス，炭素－14及びトリチウムについては，環境での拡散効果が

大きく，周辺環境への蓄積が少ないとともに，生体に対する濃縮効果が

少ないため，それらの環境への放出による線量への影響は小さい。 

また，希ガス，炭素－14 及びトリチウムの回収・固定化，貯蔵保管

については，実用段階において総合的に実証された技術は確立されてい

ない。このため，トリチウムは，十分な拡散・希釈能力を持つ海洋放

出管の海洋放出口から放出することにより，一般公衆の線量の低減化

を図る。また， 一部は気体として放出するが，放出に際しては，十分

な拡散・希釈効果を有する排気筒の排気口から放出することにより，

一般公衆の線量の低減化を図る。希ガスは，十分な拡散・希釈効果を

有する排気筒の排気口から放出することにより，一般公衆の線量の低

減化を図る。炭素－14については，よう素とともに，溶液中から気相

へ追い出しを行ない，十分な拡散・希釈効果を有する排気筒の排気口

から放出することにより，一般公衆の線量の低減化を図る。 

なお，トリチウム，希ガス及び炭素－14 の回収・固定化，貯蔵保管

技術については，今後の研究開発の成果を考慮しつつ，その適用可能性

の検討を行う。 

固体廃棄物は，その発生源に応じて減容，焼却，固化等の処理を行い

，十分なしゃへい能力を有する固体廃棄物の廃棄施設に保管廃棄する

ことにより，一般公衆の線量の低減化を図る。 

 

 

の低減化に最も効果的であるため，溶液中から気相への追い出しを行

い，最新の技術によるよう素フィルタにてほとんどのよう素を吸着除去

する。よう素フィルタで除去できないわずかのよう素は大気中へ放出す

るが，放出に際しては，十分な拡散効果を有する排気筒の排気口から放

出することにより，公衆の線量の低減化を図る。また，廃液中にわずか

に残ったよう素に対しては，十分な拡散効果を持つ海洋放出管の海洋放

出口から放出することにより，公衆の線量の低減化を図る。 

 

希ガス，炭素－14及びトリチウムについては，環境での拡散効果が大

きく，周辺環境への蓄積が少ないとともに，生体に対する濃縮効果が少

ないため，それらの環境への放出による線量への影響は小さい。 

また，希ガス，炭素－14及びトリチウムの回収・固定化，貯蔵保管に

ついては，実用段階において総合的に実証された技術は確立されていな

い。このため，トリチウムは，十分な拡散効果を持つ海洋放出管の海洋

放出口から放出することにより，公衆の線量の低減化を図る。また，一

部は気体として放出するが，放出に際しては，十分な拡散効果を有する

排気筒の排気口から放出することにより，公衆の線量の低減化を図る。

希ガスは，十分な拡散効果を有する排気筒の排気口から放出することに

より，公衆の線量の低減化を図る。炭素－14については，よう素ととも

に，溶液中から気相へ追い出しを行い，十分な拡散効果を有する排気筒

の排気口から放出することにより，公衆の線量の低減化を図る。 

なお，トリチウム，希ガス及び炭素－14の回収・固定化，貯蔵保管技

術については，今後の研究開発の成果を考慮しつつ，その適用可能性の

検討を行う。 

 

固体廃棄物は，その発生源に応じて減容，焼却，固化等の処理を行

い，十分な遮蔽能力を有する固体廃棄物の廃棄施設に保管廃棄すること

により，公衆の線量の低減化を図る。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

ひらがなの常用漢字化 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.2 気体廃棄物処理 

4.2.1 気体廃棄物の発生源 

気体廃棄物の主な発生源及び放出経路は次のとおりである。 

気体廃棄物処理系統図を第 4.2－１図に示す。 

(１) 溶解施設の溶解槽等からの廃ガス 

溶解施設の溶解槽等からの廃ガスは，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

においてＮＯｘ吸収塔でのＮＯｘの回収,ミスト フィルタ及び高性能粒子

フィルタでのろ過並びによう素フィルタでのよう素の除去後，監視しなが

ら主排気筒の排気口から大気中へ放出する。 

(２) 各施設の塔槽類からの廃ガス 

各施設の塔槽類からの廃ガスは，各建屋の塔槽類廃ガス処理設備にお

いて洗浄塔での洗浄及び高性能粒子フィルタでろ過し，更に，これらの

廃ガスの一部はよう素フィルタでのよう素の除去後，監視しながら主排

気筒又は北換気筒(ハル・エンド ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

換気筒）の排気口から大気中へ放出する。 

(３) 固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガス 

固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガスは，高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備において洗浄器等での洗浄,ミスト フィルタ及び

高性能粒子フィルタでのろ過並びによう素フィルタでのよう素の除去後，

監視しながら主排気筒の排気口から大気中へ放出する。 

(４) 換気設備の排気 

換気設備は, 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィル

タ等でろ過した後，監視しながら主排気筒，北換気筒（使用済燃料輸送

容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・

エンド ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄

物処理建屋換気筒の排気口から大気中へ放出する。なお，これらの排気

に含まれる放射性物質量は極めて少ない。 

また，汚染のおそれのないものは，直接放出する。 

(５) 冷却空気出口シャフトからの排気 

ガラス固化体の保管廃棄に伴い，冷却空気中のアルゴンが放射化され

4.2  気体廃棄物処理 

4.2.1  気体廃棄物の発生源 

 気体廃棄物の主な発生源及び放出経路は次のとおりである。 

 気体廃棄物処理系統図を第4.2－１図に示す。 

(１) 溶解施設の溶解槽等からの廃ガス 

 溶解施設の溶解槽等からの廃ガスは，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

においてＮＯｘ吸収塔でのＮＯｘの回収,ミスト フィルタ及び高性能粒子

フィルタでのろ過並びによう素フィルタでのよう素の除去後，監視しなが

ら主排気筒の排気口から大気中へ放出する。 

(２) 各施設の塔槽類からの廃ガス 

 各施設の塔槽類からの廃ガスは，各建屋の塔槽類廃ガス処理設備におい

て洗浄塔での洗浄及び高性能粒子フィルタでろ過し，さらに，これらの廃

ガスの一部はよう素フィルタでのよう素の除去後，監視しながら主排気筒

又は北換気筒(ハル・エンド ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒）の排気口から大気中へ放出する。 

(３) 固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガス 

 固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガスは，高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備において洗浄器等での洗浄,ミスト フィルタ及び

高性能粒子フィルタでのろ過並びによう素フィルタでのよう素の除去後，

監視しながら主排気筒の排気口から大気中へ放出する。 

(４) 換気設備の排気 

 換気設備は, 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタ

等でろ過した後，監視しながら主排気筒，北換気筒（使用済燃料輸送容器

管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンド 

ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒の排気口から大気中へ放出する。なお，これらの排気に含まれる

放射性物質量は極めて少ない。 

 また，汚染のおそれのないものは，直接放出する。 

(５) 冷却空気出口シャフトからの排気 

 ガラス固化体の保管廃棄に伴い，冷却空気中のアルゴンが放射化され，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

，これを含む排気は，冷却空気出口シャフトから大気中へ放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを含む排気は，冷却空気出口シャフトから大気中へ放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.2.2 気体廃棄物の推定放出量 

(１) 放射性物質量の推定条件 

使用済燃料中の放射性物質量については，下記の条件を基にＯＲＩＧＥ

Ｎ２コードを使用して推定する。 

ａ．年間再処理量 

800ｔ・ＵＰｒ (ここでいうｔ・ＵＰｒ は，照射前金属ウラン質量換

算であり，以下｢ｔ・ＵＰｒ｣という｡) 

ｂ．１日当たり再処理する使用済燃料の平均燃焼度 

45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 

ｃ．使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時からの期間(以下「冷却期間

」という｡) 

４年 

ｄ．照射前燃料濃縮度 

4.5 wt％ 

ｅ．比出力 

38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ 

ｆ．原子炉の型式 

発電用の軽水減速，軽水冷却，加圧水型原子炉（以下「ＰＷＲ」と 

いう。） 

なお，使用済燃料中に含まれる炭素－14 の量については，照射前燃料

中の窒素含有率を 50ppmとして推定した。 

燃料被覆管せん断片及び燃料集合体端末片(以下「ハル・エンド ピー

ス」という。)並びにチャンネル ボックス及びバーナブル ポイズン(以

下「ＣＢ・ＢＰ」という。）に含まれる放射化核種については，それぞ

れの組成及び装荷されていた使用済燃料の照射条件を考慮して，個々に

推定した。 

使用済燃料集合体に付着したクラッドについては，付着するクラッド

量の多い冷却期間１年の発電用の軽水減速，軽水冷却，沸騰水型原子炉

（以下「ＢＷＲ」という。)の使用済燃料を年間 1,000ｔ・ＵＰｒ受入れ

るとして，実績等を考慮して推定した。 

4.2.2 気体廃棄物の推定放出量 

(１) 放射性物質量の推定条件 

 使用済燃料中の放射性物質量については，下記の条件を基にＯＲＩＧＥ

Ｎ２コード
（ １ ）

を使用して推定する。 

 ａ．年間再処理量 

  800ｔ・ＵＰｒ(ここでいうｔ・ＵＰｒは，照射前金属ウラン質量換算

であり，以下｢ｔ・ＵＰｒ｣という｡) 

 ｂ．１日当たり再処理する使用済燃料の平均燃焼度 

     45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 

 ｃ．使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時からの期間(以下「冷却期

間」という｡) 

    ４年 

 ｄ．照射前燃料濃縮度 

    4.5 ｗｔ％ 

 ｅ．比出力 

    38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ 

 ｆ．原子炉の型式 

  発電用の軽水減速，軽水冷却，加圧水型原子炉（以下「ＰＷＲ」とい

う。） 

なお，使用済燃料中に含まれる炭素－14の量については，照射前燃料

中の窒素含有率を50ｐｐｍとして推定
（ ２ ）

した。 

燃料被覆管せん断片及び燃料集合体端末片(以下「ハル・エンドピー

ス」という。)並びにチャンネルボックス及びバーナブルポイズン(以下

「ＣＢ・ＢＰ」という。）に含まれる放射化核種については，それぞれ

の組成及び装荷されていた使用済燃料の照射条件を考慮して，個々に推

定
（２）

した。 

使用済燃料集合体に付着したクラッドについては，付着するクラッド

量の多い冷却期間１年の発電用の軽水減速，軽水冷却，沸騰水型原子炉

（以下「ＢＷＲ」という。)の使用済燃料を年間1,000ｔ・ＵＰｒ受け入

れるとして，実績等を考慮して推定
（ ３ ）

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

破損燃料から漏えいする放射性物質については，ＢＷＲ及びＰＷＲの

破損燃料を年間各々20体受け入れるとして推定した。 

冷却空気中のアルゴンの放射化により生成するアルゴン－41 は，ガラ

ス固化体からの中性子発生数並びにガラス固化体の平均発熱量から算出

される照射時間及び冷却空気流量を考慮して推定した。 

なお，運転停止時に係る放射性物質量は，期間，工程等を考慮して保 

守側に評価した。 

 

(２) 核種ごとの挙動 

核種ごとの挙動については，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出した使

用済燃料中に含まれる核種並びにハル・エンド ピース,ＣＢ・ＢＰ等に

含まれる放射化核種を，再処理施設内の各工程で同一の挙動を示す核種

に分類して個別に評価した。個別に評価した核種は，トリチウム，炭素

－14，クリプトン－85，よう素－129 ，アルゴン－39 及びこれら以外の

核種（以下「その他核種」という。）である。 

その他核種に含まれる多様な核種は，各工程において不溶解残渣への

移行率，抽出廃液への移行率等が異なることから，「その他核種のうち

アルファ線を放出しない核種」として，テクネチウム，ルテニウム／ロ

ジウム，放射化核種（コバルト－60，アルゴン－39 を除くその他の放射

化核種（以下「その他のＡＰ」という。））及びこれら以外の核種（以

下「その他のＦＰ」という。）に，「その他核種のうちアルファ線を放 

出する核種」として，ウラン，ネプツニウム，プルトニウム及びこれら以

外の核種（以下「その他のアクチノイド」という｡)に分けて評価した。 

なお，プルトニウム－241 の放射能は,「その他核種のうちアルファ線を

放出しない核種」に加えるが，その挙動は他のプルトニウムと同様である

ので，プルトニウムとして一括して評価する。 

使用済燃料中に含まれる核種並びにハル・エンド ピース,ＣＢ・ＢＰ等

に含まれる放射化核種以外に考慮すべきものには，冷却空気中のアルゴン

の放射化によるアルゴン－41 並びにキュリウム等の核分裂により生成する

核種があり，よう素－131 ,よう素－131 以外のよう素（以下「その他よう

  破損燃料から漏えいする放射性物質については，ＢＷＲ及びＰＷＲの

破損燃料を年間各々20体受け入れるとして推定した。 

 冷却空気中のアルゴンの放射化により生成するアルゴン－41は，ガラ

ス固化体からの中性子発生数並びにガラス固化体の平均発熱量から算出

される照射時間及び冷却空気流量を考慮して推定し
（２）（28）

た。。 

 なお，運転停止時に係る放射性物質量は，期間，工程等を考慮してよ

り厳しく評価した。 

 

(２) 核種ごとの挙動 

  核種ごとの挙動については，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出した使

用済燃料中に含まれる核種並びにハル・エンドピース，ＣＢ・ＢＰ等に

含まれる放射化核種を，再処理施設内の各工程で同一の挙動を示す核種

に分類して個別に評価した。個別に評価した核種は，トリチウム，炭素

－14，クリプトン－85，よう素－129 ，アルゴン－39及びこれら以外の

核種（以下「その他核種」という。）である。 

 その他核種に含まれる多様な核種は，各工程において不溶解残渣への

移行率，抽出廃液への移行率等が異なることから，「その他核種のうち

アルファ線を放出しない核種」として，テクネチウム，ルテニウム／ロ

ジウム，放射化核種（コバルト－60，アルゴン－39を除くその他の放射

化核種（以下「その他のＡＰ」という。））及びこれら以外の核種（以

下「その他のＦＰ」という。）に，「その他核種のうちアルファ線を放

出する核種」として，ウラン，ネプツニウム，プルトニウム及びこれら

以外の核種（以下「その他のアクチノイド」という｡) に分けて評価
（ ２ ）

し

た。なお，プルトニウム－241の放射能は,「その他核種のうちアルファ

線を放出しない核種」に加えるが，その挙動は他のプルトニウムと同様

であるので，プルトニウムとして一括して評価する。 

 使用済燃料中に含まれる核種並びにハル・エンドピース,ＣＢ・ＢＰ

等に含まれる放射化核種以外に考慮すべきものには，冷却空気中のアル

ゴンの放射化によるアルゴン－41並びにキュリウム等の核分裂により生

成する核種
（ ４ ）

があり，よう素－131，よう素－131以外のよう素（以下「そ

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

素」という。）並びにクリプトン及びキセノン（以下「その他希ガス」と

いう。）に分けて評価した。 

分類して個別に評価した核種を第 4.2－１表に，その他核種の各工程に

おける移行率を第 4.2－２表に示す。 

(３) 放射性物質の廃ガスへの移行の評価 

廃ガスへの移行の評価については, 気体として移行するものと，放射性

エアロゾルとして移行するものに分けて評価する。気体として移行するも

のは，トリチウム，炭素－14，アルゴン－39，アルゴン－41，クリプトン

－85，よう素－129，よう素－131，その他よう素及びその他希ガスとし，

放射性エアロゾルとして廃ガスへ移行するものは，その他核種（一部の工

程においてルテニウムは揮発し，気体として挙動する。）として評価する

。このうち，気体として移行するものはトリチウム，その他よう素及びそ

の他希ガスを除き，塔槽類に保有するインベントリの全量が廃ガス中に移

行するものとして評価する。 

トリチウム，その他よう素，その他希ガス及び放射性エアロゾルとして

廃ガスへ移行するものは，各廃ガス処理設備に接続する塔槽類のうち，最

も高濃度の放射性物質を含む溶液が各々の移行率で移行するものとして評

価する。トリチウムの移行率については飽和水蒸気圧をもとに算出される

値を評価に用い（せん断処理・溶解廃ガス処理設備においては，溶解槽内

のトリチウムが溶解槽を出る蒸気中の水分量と溶解液中の水分量の比に分

配されるとした。），その他よう素，その他希ガス及び放射性エアロゾル

として移行するその他核種の移行率については，塔槽類ごとに異なってい

るため，個々に設定するものとする。 

その他核種の廃ガスへの移行率を第 4.2－３表に示す。 

(４) 除染係数の評価 

トリチウムに対する除染係数は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備で

29.7，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備

の塔槽類廃ガス処理系，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設

備及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で５として評価する。 

よう素に対する除染係数は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備で 250,塔

の他よう素」という。）並びにクリプトン及びキセノン（以下「その他

希ガス」という。）に分けて評価した。 

分類して個別に評価した核種を第4.2－１表に，その他核種の各工程に

おける移行率を第4.2－２表に示す。 

 (３) 放射性物質の廃ガスへの移行の評価 

 廃ガスへの移行の評価については, 気体として移行するものと，放射性

エアロゾルとして移行するものに分けて評価する。気体として移行するも

のは，トリチウム，炭素－14，アルゴン－39，アルゴン－41，クリプトン

－85，よう素－129，よう素－131，その他よう素及びその他希ガスとし，

放射性エアロゾルとして廃ガスへ移行するものは，その他核種（一部の工

程においてルテニウムは揮発し，気体として挙動する。）として評価す

る。このうち，気体として移行するものはトリチウム，その他よう素及び

その他希ガスを除き，塔槽類に保有するインベントリの全量が廃ガス中に

移行するものとして評価する。 

 トリチウム，その他よう素，その他希ガス及び放射性エアロゾルとして

廃ガスへ移行するものは，各廃ガス処理設備に接続する塔槽類のうち，最

も高濃度の放射性物質を含む溶液が各々の移行率で移行するものとして

評価
（ ２ ）

する。トリチウムの移行率については飽和水蒸気圧をもとに算出され

る値を評価
（ ２ ）

に用い（せん断処理・溶解廃ガス処理設備においては，溶解槽

内のトリチウムが溶解槽を出る蒸気中の水分量と溶解液中の水分量の比に

分配されるとした。），その他よう素，その他希ガス及び放射性エアロゾ

ルとして移行するその他核種の移行率については，塔槽類ごとに異なって

いるため，個々に設定
（ ２ ）

するものとする。 

 その他核種の廃ガスへの移行率を第4.2－３表に示す。 

(４) 除染係数の評価 

 トリチウムに対する除染係数は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備で

29.7，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備

の塔槽類廃ガス処理系，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設

備及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で５として評価
（ ２ ）

する。 

 よう素に対する除染係数は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備で250,塔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添七－31



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

槽類廃ガス処理設備のよう素フィルタを設置している系統及び高レベル廃

液ガラス固化廃ガス処理設備で 10 として評価する。 

揮発性ルテニウムに対する除染係数は, ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処

理設備, ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備,低レ

ベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処理廃ガス処理系及び

雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系で 500,高レベル廃液ガラス固化廃ガス

処理設備で 2.5×10７として評価する。 

放射性エアロゾルに対する除染係数は，せん断処理・溶解廃ガス処理設

備で 10７，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備で 10６, 分離建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系で 10６，パルセータ廃ガス処理系で 10５ 

，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系(ウラン系)で 10６ 

，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）で 10６，パルセータ廃ガス処理

系で 10５ ，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備で 10３, ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備で 10９ ,高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処理設備で 10６ ,低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系で 10５ ,廃溶媒処理廃ガ

ス処理系で 10４（テクネチウムに対しては 10３），雑固体廃棄物焼却処理

廃ガス処理系で 10４（テクネチウムに対しては 10３ ），塔槽類廃ガス処理

系で 10３ ,チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋塔槽類廃

ガス処理設備で 10５，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備で 10６, 高レベル廃

液ガラス固化廃ガス処理設備で３×10９(テクネチウムに対しては３×10７)

，換気設備においては，高性能粒子フィルタ１段目が 10３,２段目以降が

10２ として評価する。 

(５) 核種ごとの推定放出量 

クリプトン－85 及び炭素－14 は，使用済燃料中に保有する全量をせん 

断処理・溶解廃ガス処理設備を経て主排気筒の排気口から大気中へ放出 

するものとする。ただし，クリプトン－85の放出量の推定に当たっては，

使用済燃料中の保有量を 1.1 倍して推定年間放出量とする。 

なお,バーナブル ポイズン棒の切断に伴いアルゴン－39 もチャンネル 

ボックス･バーナブル ポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備を経て主 

槽類廃ガス処理設備のよう素フィルタを設置している系統及び高レベル廃

液ガラス固化廃ガス処理設備で10として
（ ９ ）

評価
（ 1 0 ）

する
（ 1 1 ）

。
（12）

 

  揮発性ルテニウムに対する除染係数は，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処

理設備, ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備,低レ

ベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処理廃ガス処理系及び

雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系で500,高レベル廃液ガラス固化廃ガス

処理設備で2.5×10７として
（ 1 2）

評価
（ 1 4 ）

する
（ 1 5 ）

。
（16）

 

  放射性エアロゾルに対する除染係数は，せん断処理・溶解廃ガス処理設

備で10７，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備で10６, 分離建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系で10６，パルセータ廃ガス処理系で10５

，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系(ウラン系)で10６

，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）で10６，パルセータ廃ガス処理

系で10５，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備で10３, ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備で10９,高レベル廃液ガラス固化

建屋塔槽類廃ガス処理設備で10６,低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系で10５,廃溶媒処理廃ガス処理

系で10４（テクネチウムに対しては10３），雑固体廃棄物焼却処理廃ガス

処理系で10４（テクネチウムに対しては10３），塔槽類廃ガス処理系で10３

,チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理

設備で10５，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備で10６, 高レベル廃液ガラス

固化廃ガス処理設備で３×10９(テクネチウムに対しては３×10７)，換気

設備においては，高性能粒子フィルタ１段目が10３,２段目以降が10２とし

て評価
（５）

する
（６）

。
（７）（８）（12）（13）（14）（26）（27）

 

(５) 核種ごとの推定放出量 

  クリプトン－85及び炭素－14は，使用済燃料中に保有する全量をせん

断処理・溶解廃ガス処理設備を経て主排気筒の排気口から大気中へ放出

するものとする。ただし，クリプトン－85の放出量の推定に当たって

は，使用済燃料中の保有量を1.1倍して推定年間放出量とする。 

 なお,バーナブルポイズン棒の切断に伴いアルゴン－39もチャンネルボ

ックス･バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備を経て主排気

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添七－32



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

排気筒の排気口から大気中へ放出されるが，クリプトン－85 と同じ希ガ 

スであり，その量もクリプトン－85 の１／(4.6×10４ )程度であるため，

クリプトン－85 に含めて評価する。 

よう素－129 は,使用済燃料中の全保有量を溶解施設の溶解槽及びよう 

素追い出し槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備に気体として放出し，

よう素フィルタにてほとんどのよう素を吸着除去する。また，溶液中にわ

ずかに残存するよう素－129 は,塔槽類廃ガス及び高レベル廃液ガラス固化

廃ガス中へ放出され，塔槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化

廃ガス処理設備のよう素フィルタにてほとんどのよう素を吸着除去する｡

よう素フィルタに吸着除去されないわずかのよう素－129については，主

排気筒の排気口から大気中へ放出するものとする。 

よう素－129の推定年間放出量を第 4.2－２図に示す。 

よう素－131,その他よう素及びその他希ガスは，液体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液貯槽等で発生し，せん断処理・溶解廃ガス，塔槽類廃ガス

及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス中へ放出されるが，各設備のよう素フ

ィルタにてほとんどのよう素を吸着除去する。よう素フィルタに吸着除去

されないわずかのよう素－131及びその他よう素並びに廃ガスへ移行した

その他希ガスの全量は，主排気筒の排気口から大気中へ放出するものとす

る。ただし，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶から分離建屋塔

槽類廃ガス処理設備へ移行する廃ガス中のその他よう素及びその他希ガス

は，減衰器を通過することにより減衰させた後，主排気筒の排気口から大

気中へ放出するものとする。 

よう素－131及びその他よう素の推定年間放出量を第 4.2－３図に示す

。その他希ガスの推定年間放出量を第 4.2－４図に示す。 

トリチウムは，水の状態で廃液中に移行し，使用済燃料中に保有する全

量を海洋に放出するが，一部は，気体として気体廃棄物の廃棄施設を経て

主排気筒の排気口から大気中へ放出するものとする。 

トリチウムの推定年間放出量を第 4.2－５図に示す。 

その他核種を含む廃ガスは，発生量に応じて，各廃ガス処理設備におい

て，洗浄塔,ミスト フィルタ，高性能粒子フィルタ等を組み合わせて洗浄

筒の排気口から大気中へ放出されるが，クリプトン－85と同じ希ガスで

あり，その量もクリプトン－85の１／(4.6×10４)程度であるため，クリ

プトン－85に含めて評価する。 

 よう素－129は,使用済燃料中の全保有量を溶解施設の溶解槽及びよう

素追い出し槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備に気体として放出

し，よう素フィルタにてほとんどのよう素を吸着除去する。また，溶液

中にわずかに残存するよう素－129は,塔槽類廃ガス及び高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス中へ移行し，塔槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備のよう素フィルタにてほとんどのよう素を吸着

除去する｡よう素フィルタに吸着除去されないわずかのよう素－129につ

いては，主排気筒の排気口から大気中へ放出するものとする。 

 よう素－129の推定年間放出量を第4.2－２図に示す。 

 よう素－131,その他よう素及びその他希ガスは，液体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液貯槽等で発生し，せん断処理・溶解廃ガス，塔槽類廃ガス

及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス中へ移行するが，各設備のよう素フィ

ルタにてほとんどのよう素を吸着除去する。よう素フィルタに吸着除去さ

れないわずかのよう素－131及びその他よう素並びに廃ガスへ移行したそ

の他希ガスの全量は，主排気筒の排気口から大気中へ放出するものとす

る。ただし，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶から分離建屋塔

槽類廃ガス処理設備へ移行する廃ガス中のその他よう素及びその他希ガス

は，減衰器を通過することにより減衰させた後，主排気筒の排気口から大

気中へ放出するものとする。 

 よう素－131及びその他よう素の推定年間放出量を第4.2－３図に示す。 

 その他希ガスの推定年間放出量を第4.2－４図に示す。 

 トリチウムは，水の状態で廃液中に移行し，使用済燃料中に保有する全

量を海洋に放出するが，一部は，気体として気体廃棄物の廃棄施設を経て

主排気筒の排気口から大気中へ放出するものとする。 

  トリチウムの推定年間放出量を第4.2－５図に示す。 

 その他核種を含む廃ガスは，発生量に応じて，各廃ガス処理設備におい

て，洗浄塔,ミストフィルタ，高性能粒子フィルタ等を組み合わせて洗浄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添七－33



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

及びろ過する。洗浄及びろ過されないわずかのその他核種を含む廃ガスに

ついては，主排気筒又は北換気筒(ハル・エンド ピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒）の排気口から大気中へ放出するものとする。 

その他核種の推定年間放出量を第 4.2－６図に示す。 

換気設備の排気は，含まれる放射性物質の量は極めて少ないが，汚染の

おそれのあるものは，現在の実用可能な処理技術を考慮し，高性能粒子フ

ィルタ等で放射性物質を除去する。わずかに除去されない放射性物質を含

む排気については，各廃ガス処理設備で処理された廃ガスとともに主排気

筒，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンド ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建

屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から大気中へ放出

するものとする。 

なお，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンド ピース及び第１ガラス固化体貯

蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒からの放射性物質の放

出量は，主排気筒からの放出量と比較すると，クリプトン－85で１／10５ 

以下，トリチウムで１／10５ 以下，炭素－14 で１／10９ 以下，よう素－

129で１／10５ 以下及びその他核種については１／10３ 以下である。 

また，冷却空気出口シャフトから大気中へ放出する冷却空気中のアルゴ

ンの放射化により生成するアルゴン－41 の推定年間放出量は，約 2.2×

1010Ｂｑである。 

気体廃棄物の廃棄施設からの放射性物質の推定年間放出量を第 4.2－４

表，第 4.2－５表及び第 4.2－６表に示す。 

再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設を使用する場合においては，クリプトン－85及び炭素－14 は，破

損燃料から漏えいする全量を換気設備を経て北換気筒（使用済燃料受入れ

・貯蔵建屋換気筒）の排気口から大気中へ放出するものとする。破損燃料

から漏えいするよう素－129 及びトリチウムは,その全量を海洋に放出する

が，一部は気体として換気設備を経て北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気口から大気中へ放出するものとする。燃料貯蔵プール

及びろ過する。洗浄及びろ過されないわずかのその他核種を含む廃ガスに

ついては，主排気筒又は北換気筒(ハル・エンドピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒）の排気口から大気中へ放出するものとする。 

 その他核種の推定年間放出量を第4.2－６図に示す。 

 換気設備の排気は，含まれる放射性物質の量は極めて少ないが，汚染の

おそれのあるものは，現在の実用可能な処理技術を考慮し，高性能粒子フ

ィルタ等で放射性物質を除去する。わずかに除去されない放射性物質を含

む排気については，各廃ガス処理設備で処理された廃ガスとともに主排気

筒，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から大気中へ放出す

るものとする。 

 なお，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵

建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒からの放射性物質の放出

量は，主排気筒からの放出量と比較すると，クリプトン－85で１／10５以

下，トリチウムで１／10５以下，炭素－14で１／10９以下，よう素－129で

１／10５以下及びその他核種については１／10３以下である
（ ２ ）

。 

  また，冷却空気出口シャフトから大気中へ放出する冷却空気中のアルゴ

ンの放射化により生成するアルゴン－41の推定年間放出量は，約 2.2×

1010Ｂｑである
（ 2 8 ）

。 

 気体廃棄物の廃棄施設からの放射性物質の推定年間放出量を第4.2－４

表，第4.2－５表及び第4.2－６表に示す。 

  再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設を使用する場合においては，クリプトン－85及び炭素－14は，破損

燃料から漏えいする全量を
（ 1 7 ）

換気設備を経て北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気口から大気中へ放出するものとする。破損燃料か

ら漏えいするよう素－129及びトリチウムは，その全量を海洋に放出する

が，一部は気体として換気設備を経て北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気口から大気中へ放出するものとする。燃料貯蔵プール
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

等からの蒸発により発生するその他核種を含む排気は，高性能粒子フィル

タによりろ過する。ろ過されないわずかのその他核種を含む排気について

は，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気口から大気中へ放出するものとする。 

再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設を使用する場合の気体廃棄物の廃棄施設からの放射性物質の推定年

間放出量を第 4.2－７表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等からの蒸発により発生するその他核種を含む排気は，高性能粒子フィル

タによりろ過する。ろ過されないわずかのその他核種を含む排気について

は，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気口から大気中へ放出するものとする。 

 再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設を使用する場合の気体廃棄物の廃棄施設からの放射性物質の推定年

間放出量
（２）

を第4.2－７表に示す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.2.3 放出管理 

気体廃棄物の放出に当たっては，主排気筒から放出する放射性物質を測

定し，周辺監視区域外における空気中の放射性物質濃度が平成 12年科学

技術庁告示第 13号(第３条及び第９条)に定める周辺監視区域外における

線量限度及び空気中濃度限度を超えないようにするとともに，気体廃棄物

放出量の管理目標値を下表のように設定し，これを超えないように努める

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 放出管理 

 気体廃棄物の放出に当たっては，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄

物処理建屋換気筒から放出する放射性物質を測定し，周辺監視区域外にお

ける空気中の放射性物質の濃度が「線量告示」（第二条及び第八条）に定

められた周辺監視区域外における線量限度及び空気中の放射性物質の濃

度限度を超えないようにするとともに，気体廃棄物の放出管理目標値を

下表のように設定し，これを超えないように努める。 

放出管理目標値は，「三、再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能

力」の「Ａ．再処理を行う使用済燃料の種類」に基づく使用済燃料の仕様

のうち，冷却期間については，再処理施設に受け入れるまでの冷却期間を

12年，せん断処理するまでの冷却期間を15年として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

線量告示の改正に伴う記

載の適正化 

 

 

冷却期間の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.3 液体廃棄物処理 

4.3.1 液体廃棄物の発生源 

液体廃棄物の発生源としては，次のものがある。 

(１) 分離施設から発生する抽出廃液 

(２) 酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の蒸発缶から発生する濃縮液 

(３) 酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備から発生する溶媒洗浄廃液 

(４) 気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備か

ら発生する洗浄廃液 

 (５) 溶解施設から発生する不溶解残廃液 

(６) 分離施設の洗浄により発生するアルカリ洗浄廃液 

(７) 酸及び溶媒の回収施設等から発生する有機溶媒（以下「廃溶媒」と

いう。） 

(８) 各施設から発生する低レベル廃液 

(９) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設等からの洗濯廃液等(以下｢洗

濯廃液｣という｡) 

(10) 各施設から発生する処理を必要としない廃液 

液体廃棄物処理系統図を第 4.3－１図に示す。 

(１)，(２)，(３)及び(４)の廃液は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベ

ル廃液処理設備で蒸発処理し，濃縮液は一時貯蔵後，固体廃棄物の廃棄

施設の高レベル廃液ガラス固化設備へ移送する。凝縮液は，酸及び溶媒

の回収施設の酸回収設備，又は液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処

理設備へ移送する。 

(５)の不溶解残残渣廃液及び(６)のアルカリ洗浄廃液は，高レベル廃

液処理設備で一時貯蔵後，高レベル廃液ガラス固化設備へ移送する。 

(７)の廃溶媒は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設

備の廃溶媒処理系へ移送し，熱分解装置で熱分解処理する。 

(３)のうち溶媒再生系のウラン精製系からの廃液及び(８)の低レベル

廃液は，低レベル廃液処理設備で性状に応じて蒸発，ろ過処理等を施す

。濃縮液等は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の

低レベル濃縮廃液処理系へ移送し，乾燥装置で乾燥処理若しくは固化装

4.3  液体廃棄物処理 

4.3.1  液体廃棄物の発生源 

  液体廃棄物の発生源としては，次のものがある。 

 (１) 分離施設から発生する抽出廃液 

 (２) 酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の蒸発缶から発生する濃縮液 

 (３) 酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備から発生する溶媒洗浄廃液 

 (４) 気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

から発生する洗浄廃液 

 (５) 溶解施設から発生する不溶解残渣廃液 

 (６) 分離施設の洗浄により発生するアルカリ洗浄廃液 

 (７) 酸及び溶媒の回収施設等から発生する有機溶媒（以下「廃溶媒」

という。） 

 (８) 各施設から発生する低レベル廃液 

 (９) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設等からの洗濯廃液等(以下

｢洗濯廃液｣という｡) 

 (10) 各施設から発生する処理を必要としない廃液 

  液体廃棄物処理系統図を第4.3－１図に示す。 

 (１)，(２)，(３)及び(４)の廃液は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液処理設備で蒸発処理し，濃縮液は一時貯蔵後，固体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液ガラス固化設備へ移送する。凝縮液は，酸及び溶媒の回収

施設の酸回収設備，又は液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備へ

移送する。 

 (５)の不溶解残渣廃液及び(６)のアルカリ洗浄廃液は，高レベル廃液処

理設備で一時貯蔵後，高レベル廃液ガラス固化設備へ移送する。 

 (７)の廃溶媒は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備

の廃溶媒処理系へ移送し，熱分解装置で熱分解処理する。 

 (３)のうち溶媒再生系のウラン精製系からの廃液及び(８)の低レベル廃

液は，低レベル廃液処理設備で性状に応じて蒸発，ろ過処理等を施す。濃

縮液等は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の低レベ

ル濃縮廃液処理系へ移送し，乾燥装置で乾燥処理若しくは固化装置で固化

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

置で固化するか，又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備へ移送し蒸発

処理する。処理水は，液体廃棄物の廃棄施設の油分除去系又は海洋放出

管理系へ移送する。なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処

理系の処理水の一部は，必要に応じ使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設で再利用する。 

(９)の洗濯廃液は，ろ過装置でろ過し海洋放出管理系へ移送する。 

(10)の処理を必要としない廃液は，油分除去系又は海洋放出管理系へ

移送する。 

処理水等は，海洋放出管理系で放射性物質の量及び濃度を確認した後

，海洋放出管を経て放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するか，又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備へ移送し蒸発処理する。

処理水は，液体廃棄物の廃棄施設の油分除去系又は海洋放出管理系へ移送

する。なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の処理水の

一部は，必要に応じ使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で再利用する。 

 

 (９)の洗濯廃液は，ろ過装置でろ過し海洋放出管理系へ移送する。 

 (10)の処理を必要としない廃液は，油分除去系又は海洋放出管理系へ移

送する。 

 処理水等は，海洋放出管理系で放射性物質の量及び濃度を確認した後，

海洋放出管を経て放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.3.2 液体廃棄物の推定放出量 

(１) 放射性物質量の推定条件 

使用済燃料中の放射性物質量については，下記の条件を基にＯＲＩＧＥ

Ｎ２コードを使用して推定する。 

ａ．年間再処理量 

800ｔ・ＵＰｒ 

ｂ．１日当たり再処理する使用済燃料の平均燃焼度 

45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 

ｃ．冷却期間 

４年 

ｄ．照射前燃料濃縮度 

4.5 wt％ 

ｅ．比出力 

38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ 

ｆ．原子炉の型式 

ＰＷＲ 

なお,ハル・エンド ピース及びＣＢ・ＢＰに含まれる放射化核種につい

ては，それぞれの組成及び装荷されていた使用済燃料の照射条件を考慮し

て，個々に推定した。 

使用済燃料集合体に付着したクラッドについては，付着するクラッド量

の多い冷却期間１年のＢＷＲの使用済燃料を年間 1,000ｔ・ＵＰｒ受け入

れるとして，実績等を考慮して推定した。 

破損燃料から漏えいする放射性物質については，ＢＷＲ及びＰＷＲの破

損燃料を各々年間 20体受け入れるとして推定した。 

なお，運転停止時に係る放射性物質量は，期間，工程等を考慮して保守

側に評価した。 

(２) 核種ごとの挙動 

核種ごとの挙動については，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出した使用

済燃料中に含まれる核種並びにハル・エンド ピース,ＣＢ・ＢＰ等に含ま

れる放射化核種を，再処理施設内の各工程で同一の挙動を示す核種に分類

4.3.2 液体廃棄物の推定放出量 

(１) 放射性物質量の推定条件 

 使用済燃料中の放射性物質量については，下記の条件を基にＯＲＩＧＥ

Ｎ２コード
（１）

を使用して推定する。 

 ａ．年間再処理量 

    800ｔ・ＵＰｒ 

 ｂ．１日当たり再処理する使用済燃料の平均燃焼度 

     45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 

 ｃ．冷却期間 

    ４年 

 ｄ．照射前燃料濃縮度 

    4.5 ｗｔ％ 

 ｅ．比出力 

    38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ 

 ｆ．原子炉の型式 

    ＰＷＲ 

 なお,ハル・エンドピース及びＣＢ・ＢＰに含まれる放射化核種につい

ては，それぞれの組成及び装荷されていた使用済燃料の照射条件を考慮し

て，個々に推定
（２）

した。 

 使用済燃料集合体に付着したクラッドについては，付着するクラッド量

の多い冷却期間１年のＢＷＲの使用済燃料を年間1,000ｔ・ＵＰｒ受け入

れるとして，実績等を考慮して推定
（ ３ ）

した。 

 破損燃料から漏えいする放射性物質については，ＢＷＲ及びＰＷＲの破

損燃料を各々年間20体受け入れるとして推定した。 

 なお，運転停止時に係る放射性物質量は，期間，工程等を考慮してより

厳しく評価した。 

(２) 核種ごとの挙動 

 核種ごとの挙動については，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出した使用

済燃料中に含まれる核種並びにハル・エンドピース,ＣＢ・ＢＰ等に含ま

れる放射化核種を，再処理施設内の各工程で同一の挙動を示す核種に分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

して個別に評価した。 

個別に評価した核種は，トリチウム，よう素－129 及びその他核種であ

る。 

その他核種に含まれる多様な核種は，各工程において不溶解残渣への移

行率，抽出廃液への移行率等が異なることから，「その他核種のうちアル

ファ線を放出しない核種」として，テクネチウム，ルテニウム／ロジウム

，放射化核種（コバルト－60 及びその他のＡＰ）及びその他のＦＰに，「

その他核種のうちアルファ線を放出する核種」として，ウラン，ネプツニ

ウム，プルトニウム及びその他のアクチノイドに分けて評価した。なお，

プルトニウム－241 の放射能は,「その他核種のうちアルファ線を放出しな

い核種」に加えるが，その挙動は他のプルトニウムと同様であるので，プ

ルトニウムとして一括して評価する。 

使用済燃料中に含まれる核種並びにハル・エンド ピース,ＣＢ・ＢＰ等

に含まれる放射化核種以外に考慮すべきものには，キュリウム等の核分裂

により生成する核種があり，よう素－131 を評価した。 

分類して個別に評価した核種を第 4.3－１表に，その他核種の各工程に

おける移行率を第 4.2－２表に示す。 

(３) 機器の除染係数の評価 

その他核種について, 高レベル廃液濃縮缶の除染係数は 2×10３ ，アル

カリ廃液濃縮缶の除染係数は 1.1×10４として放射性物質の放出量を推定

する。 

その他核種について，第１低レベル廃液蒸発缶，第２低レベル廃液蒸発

缶及び第５低レベル廃液蒸発缶の除染係数は 50，第６低レベル廃液蒸発缶

の除染係数は 100，第１ろ過装置の除染係数は 10４ ，第２ろ過装置及び脱

塩装置の除染係数は 100として放射性物質の放出量を推定する。 

(４) 核種ごとの推定放出量 

トリチウムは，水の状態で廃液中に移行し，使用済燃料中に保有する全

量を海洋放出管を経て放出するものとする。 

トリチウムの推定年間放出量を第 4.2－５図に示す。 

よう素－129は,溶解施設の溶解槽及びよう素追い出し槽にて使用済燃料

して個別に評価した。 

 個別に評価した核種は，トリチウム，よう素－129 及びその他核種であ

る。 

 その他核種に含まれる多様な核種は，各工程において不溶解残渣への移

行率，抽出廃液への移行率等が異なることから，「その他核種のうちアル

ファ線を放出しない核種」として，テクネチウム，ルテニウム／ロジウ

ム，放射化核種（コバルト－60及びその他のＡＰ）及びその他のＦＰに，

「その他核種のうちアルファ線を放出する核種」として，ウラン，ネプツ

ニウム，プルトニウム及びその他のアクチノイドに分けて評価
（２）

した。な

お，プルトニウム－241の放射能は,「その他核種のうちアルファ線を放出

しない核種」に加えるが，その挙動は他のプルトニウムと同様であるの

で，プルトニウムとして一括して評価する。 

 使用済燃料中に含まれる核種並びにハル・エンドピース,ＣＢ・ＢＰ等

に含まれる放射化核種以外に考慮すべきものには，キュリウム等の核分裂

により生成する核種
（４）

があり，よう素－131を評価した。 

 分類して個別に評価した核種を第4.3－１表に，その他核種の各工程に

おける移行率を第4.2－２表に示す。 

(３) 機器の除染係数の評価 

 その他核種について, 高レベル廃液濃縮缶の除染係数は2×10
（ 1 8 ）

３，アルカ

リ廃液濃縮缶の除染係数は1.1×10
（ 1 9 ）

４として放射性物質の放出量を推定す

る。 

 その他核種について，第１低レベル廃液蒸発缶，第２低レベル廃液蒸発

缶及び第５低レベル廃液蒸発缶の除染係数は50，
（20）（21）

第６低レベル廃液蒸発缶の

除染係数は100，
（20）（21）

第１ろ過装置の除染係数は10
（22）（23）

４，第２ろ過装置及び脱塩装

置の除染係数は100
（24）（25）

として放射性物質の放出量を推定する。 

(４) 核種ごとの推定放出量 

 トリチウムは，水の状態で廃液中に移行し，使用済燃料中に保有する全

量を海洋放出管を経て放出するものとする。 

 トリチウムの推定年間放出量を第4.2－５図に示す。 

 よう素－129は，溶解施設の溶解槽及びよう素追い出し槽にて使用済燃

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

中の全量が気体として移行するものとし，溶液中にわずかに残るよう素－

129は,海洋放出管を経て放出するものとする。 

よう素－129の推定年間放出量を第 4.2－２図に示す。 

よう素－131は,液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯槽等で発生した

全量を海洋放出管を経て放出するものとする。 

よう素－131の推定年間放出量を第 4.2－３図に示す。 

その他核種については，廃液の種類及び濃度に応じて，液体廃棄物の廃

棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶，低レベル廃液処理

設備の蒸発缶，ろ過装置，脱塩装置などを適切に組み合わせて処理し，溶

液中に残る放射性物質の量を低減化する。溶液中に残るわずかの放射性核

種は，海洋放出管を経て放出するものとする。 

その他核種の推定年間放出量を第 4.3－２図に示す。 

液体廃棄物の廃棄施設からの放射性物質の推定年間放出量を第 4.3－２

表に示す。 

再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設を使用する場合においては，トリチウム及びよう素-129は，破損燃

料から漏えいする全量を海洋放出管を経て放出するものとする。使 用済

燃料集合体に付着したクラッドの脱離により発生するその他核種は，低レ

ベル廃液処理設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の蒸

発缶，ろ過装置，脱塩装置を適切に組み合わせて処理し，溶液中に残る放

射性物質の量を低減化する。溶液中に残るわずかの放射性物質は，海洋放

出管を経て放出するものとする。 

再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設を使用する場合の液体廃棄物の廃棄施設からの放射性物質の推定年

間放出量を第 4.3－３表に示す。 

 

 

 

 

 

料中の全量が気体として移行するものとし，溶液中にわずかに残るよう素

－129は，海洋放出管を経て放出するものとする。 

 よう素－129の推定年間放出量を第4.2－２図に示す。 

 よう素－131は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯槽等で発生し

た全量を海洋放出管を経て放出するものとする。 

 よう素－131の推定年間放出量を第4.2－３図に示す。 

 その他核種については，廃液の種類及び濃度に応じて，液体廃棄物の廃

棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶，低レベル廃液処理

設備の蒸発缶，ろ過装置，脱塩装置などを適切に組み合わせて処理し，溶

液中に残る放射性物質の量を低減化する。溶液中に残るわずかの放射性核

種は，海洋放出管を経て放出するものとする。 

 その他核種の推定年間放出量を第4.3－２図に示す。 

 液体廃棄物の廃棄施設からの放射性物質の推定年間放出量を第4.3－２

表に示す。 

 再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設を使用する場合においては，トリチウム及びよう素-129は，破損燃

料から漏えいする全量
（17）

を海洋放出管を経て放出するものとする。使用済燃

料集合体に付着したクラッドの脱離により発生するその他核種は，低レベ

ル廃液処理設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の蒸発

缶，ろ過装置，脱塩装置を適切に組み合わせて処理し，溶液中に残る放射

性物質の量を低減化する。溶液中に残るわずかの放射性物質は，海洋放出

管を経て放出するものとする。 

 再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設を使用する場合の液体廃棄物の廃棄施設からの放射性物質の推定年

間放出量を第4.3－３表に示す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.3.3 放出管理 

液体廃棄物の放出に際しては，廃液中の放射性物質濃度を測定して放出

量を算出し，放射性物質の海洋放出に起因する線量が平成 12 年科学技術

庁告示第 13号(第９条)に定める線量限度を超えないようにするとともに

，放射性液体廃棄物放出量の管理目標値を下表のように設定し，これを超

えないように努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 放出管理 

 液体廃棄物の放出に際しては，廃液中の放射性物質の濃度を測定して放

出量を算出し，放射性物質の海洋放出に起因する線量が「線量告示」（第

八条）に定められた線量限度を超えないようにするとともに，液体廃棄

物の放出管理目標値を下表のように設定し，これを超えないように努め

る。 

放出管理目標値は，「三、再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能

力」の「Ａ．再処理を行う使用済燃料の種類」に基づく使用済燃料の仕様

のうち，冷却期間については，再処理施設に受け入れるまでの冷却期間を

12年，せん断処理するまでの冷却期間を15年として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線量告示の改正に伴う記

載の適正化 

 

 

冷却期間の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.4 固体廃棄物処理 

4.4.1 固体廃棄物の種類と発生量 

固体廃棄物の処理系統図を第 4.4－１図に示す。 

固体廃棄物には，ガラス固化体，ハル・エンド ピース，低レベル濃縮

廃液の乾燥処理物及び固化体，廃溶媒の熱分解生成物並びに紙，布，フ

ィルタ，ポンプ等の雑固体廃棄物等がある。 

液体廃棄物発生量及び設計運転条件から推定した固体廃棄物の推定発

生量を第 4.4－１表に示す。 

固体廃棄物は，以下のように取り扱う。 

(１) 高レベル廃液をガラス固化したガラス固化体は，貯蔵ピットに貯蔵

する。 

(２) ハル・エンド ピースは，容器（ドラム）に詰め，貯蔵プール水中に

貯蔵する。 

(３) 低レベル濃縮廃液を乾燥処理した乾燥処理物は，圧縮成型した後，

ドラム缶等に詰め，固化装置で固化した固化体とともに，貯蔵室に貯

蔵する。 

(４) 廃溶媒を熱分解処理した熱分解生成物は，圧縮成型した後，ドラム

缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。 

(５) 廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する。 

(６) 雑固体廃棄物のうち，焼却可能なものは焼却した後，圧縮成型し，

ドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。また，焼却しないものは圧縮減

容した後，ドラム缶等に詰め，又は，直接ドラム缶等に詰め，貯蔵室に

貯蔵する。 

 

 

 

 

 

(７) ＣＢ・ＢＰは，切断しドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。 

 

4.4 固体廃棄物処理 

4.4.1 固体廃棄物の種類と発生量 

 固体廃棄物の処理系統図を第4.4－１図に示す。 

 固体廃棄物には，ガラス固化体，ハル・エンドピース，低レベル濃縮廃

液の乾燥処理物及び固化体，廃溶媒の熱分解生成物並びに紙，布，フィル

タ，ポンプ等の雑固体等がある。 

 液体廃棄物発生量及び設計運転条件から推定した固体廃棄物の推定年間

発生量を第4.4－１表に示す。 

 固体廃棄物の処理は，以下のように行う。 

(１) 高レベル廃液をガラス溶融炉でガラス固化したガラス固化体は，貯

蔵ピットに貯蔵する。 

(２) ハル・エンドピースは，容器（ドラム）に詰め，貯蔵プール水中に

貯蔵する。 

(３) 乾燥装置で乾燥処理した低レベル濃縮廃液の乾燥処理物は，圧縮成

型装置で圧縮成型した後，ドラム缶又は角型容器（以下「ドラム缶等」

という。）に詰め，固化装置でドラム缶内に固化した低レベル濃縮廃液

の固化体とともに，貯蔵室に貯蔵する。 

(４) 熱分解装置で分解処理した廃溶媒の熱分解生成物は，圧縮成型装置

で圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。 

(５) 廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する。 

(６) 雑固体は，焼却可能なものは焼却装置で焼却した後，圧縮成型装

置で圧縮成型し，ドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。また，焼却し

ないものは圧縮減容装置で圧縮減容した後，ドラム缶等に詰め，又は，

直接ドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。また，ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物燃料加工施設（以下、「ＭＯＸ燃料加工施設」という。）

で発生しドラム缶等に詰められた雑固体は，そのまま貯蔵室に貯蔵す

る。 

(７）雑固体のうち，低レベル廃液処理設備の油分除去系から発生する廃

活性炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に詰め，貯蔵

室に貯蔵する。 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞の統一 

記載の適正化（内容の明

確化） 

他施設との供用に係る変

更 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(８) 使用済燃料集合体から取り外したＣＢ・ＢＰは，切断装置で切断し

ドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

4.4.2 保管廃棄 

ガラス固化体は，ガラス固化体貯蔵設備に保管廃棄する。 

これ以外の固体廃棄物を詰めたドラム缶等は，低レベル固体廃棄物貯蔵

設備に保管廃棄する。 

固体廃棄物を貯蔵する建屋の主要部は，管理区域として管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 保管廃棄 

 ガラス固化体は，ガラス固化体貯蔵設備に保管廃棄する。 

 これ以外の固体廃棄物を詰めたドラム缶等は，低レベル固体廃棄物貯蔵

設備に保管廃棄する。 

 固体廃棄物を貯蔵する建屋の主要部は，管理区域として管理する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

Solutions”, 21st DOE/NRC Nuclear Air Cleaning Conference, 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5. 平常時における一般公衆の線量評価 

平常時における一般公衆の線量評価は，｢原子炉等規制法｣に基づき定め

られている線量限度を超えないことはもとより，合理的に達成できる限り

低いことを評価する。 

敷地周辺の一般公衆の放射線被ばくが合理的に達成できる限り低いこと

を確認するために行う線量の評価のうち，気体及び液体廃棄物の放出に起

因する線量の評価は，放出低減化に係る処理設備設計の妥当性の確認の観

点から行う。一方，施設からの放射線に起因する線量の評価は，施設配置

及びしゃへい設計の妥当性の確認の観点から行う。このように評価の観点

が異なることから，それぞれの線量について別個に評価し，十分小さいこ 

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 平常時における公衆の線量評価 

 平常時における公衆の線量評価は，｢線量告示｣に定められた線量限度を

超えないことはもとより，合理的に達成できる限り低いことを評価する。 

 

 敷地周辺の公衆の放射線被ばくが合理的に達成できる限り低いことを確

認するために行う線量の評価のうち，気体及び液体廃棄物の放出に起因す

る線量の評価は，放出低減化に係る処理設備設計の妥当性の確認の観点か

ら行う。一方，施設からの放射線に起因する線量の評価は，施設配置及び

遮蔽設計の妥当性の確認の観点から行う。このように評価の観点が異なる

ことから，それぞれの線量について別個に評価し，十分小さいことを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線量告示改正に伴う記載

の適正化 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1 放射性物質の放出に係る線量評価 

5.1.1 線量評価の前提 

5.1.1.1 評価の基本的な考え方 

｢再処理施設安全審査指針｣に適合するように，平常時における気体廃棄

物中及び液体廃棄物中の放射性物質による一般公衆の線量を評価する。 

被ばく経路は，気体廃棄物中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく

，気体廃棄物中の放射性物質の地表沈着による外部被ばく，気体廃棄物中

の放射性物質の呼吸摂取による内部被ばく，農・畜産物摂取による内部被

ばく，液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく及び海産物摂取による

内部被ばくとする。 

このうち，放射性雲からの外部被ばく，地表沈着による外部被ばく及び

呼吸摂取による内部被ばくの各経路については，敷地内には人の居住がな

いことから，将来の居住の可能性を考慮し，敷地境界外における人を対象

として線量を評価する。 

一方，その他の経路については，現実に存在しうる人を評価対象とし，

農・畜産物摂取及び海産物摂取による内部被ばくについては，現地食品摂

取調査結果に基づき，施設周辺において平均的な食生活を営む人を対象と

して線量を評価する。 

一般公衆の実効線量については，それぞれの被ばく経路ごとの線量を，

次のように足し合わせる。放射性雲からの外部被ばく，地表沈着による外

部被ばく及び呼吸摂取による内部被ばくは，１地点において同時に被ばく

するものとし，各地点ごとにそれぞれの線量を加算し，その結果が最大と

なる地点での線量を評価する。農・畜産物摂取及び海産物摂取による内部

被ばくは，摂取される対象の流通形態が複雑で線量の地域的分布を評価す

ることが困難であるので，それぞれの経路における最大の線量を評価する

。また，液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばくは，現地漁労実態調

査結果に基づき，重複して被ばくする成人を想定して，この経路における

最大の線量を評価する。 

以上のようにして評価した各経路ごとの最大の線量（放射性雲からの外

部被ばく，地表沈着による外部被ばく及び呼吸摂取による内部被ばくは，

5.1 放射性物質の放出に係る線量評価 

5.1.1 線量評価の前提 

5.1.1.1 評価の基本的な考え方 

 「事業指定」に適合するように，平常時における気体廃棄物中及び液体

廃棄物中の放射性物質による公衆の線量を評価する。 

 被ばく経路は，気体廃棄物中の放射性物質の放射性雲からの外部被ば

く，気体廃棄物中の放射性物質の地表沈着による外部被ばく，気体廃棄物

中の放射性物質の呼吸摂取による内部被ばく，農・畜産物摂取による内部

被ばく，液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく及び海産物摂取によ

る内部被ばくとする。 

 このうち，放射性雲からの外部被ばく，地表沈着による外部被ばく及び

呼吸摂取による内部被ばくの各経路については，敷地内には人の居住がな

いことから，将来の居住の可能性を考慮し，敷地境界外における人を対象

として線量を評価する。 

 一方，その他の経路については，現実に存在しうる人を評価対象とし，

農・畜産物摂取及び海産物摂取による内部被ばくについては，現地食品摂

取調査結果に基づき，施設周辺において平均的な食生活を営む人を対象と

して線量を評価する。 

 公衆の実効線量については，被ばく経路ごとの線量を，次のように足し

合わせる。放射性雲からの外部被ばく，地表沈着による外部被ばく及び呼

吸摂取による内部被ばくは，１地点において同時に被ばくするものとし，

地点ごとにそれぞれの線量を加算し，その結果が最大となる地点での線量

を評価する。農・畜産物摂取及び海産物摂取による内部被ばくは，摂取さ

れる対象の流通形態が複雑で線量の地域的分布を評価することが困難であ

るので，それぞれの経路における最大の線量を評価する。また，液体廃棄

物中の放射性物質による外部被ばくは，現地漁労実態調査結果に基づき，

重複して被ばくする成人を想定して，この経路における最大の線量を評価

する。 

 以上のようにして評価した経路ごとの最大の線量（放射性雲からの外部

被ばく，地表沈着による外部被ばく及び呼吸摂取による内部被ばくは，こ
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

これら３経路からの線量の合計の最大値）について，ある個人が重複して

被ばくするおそれはないが，それらを加算して評価結果とする。 

なお，実効線量の評価については，現地食品摂取調査結果から得られた

各年齢グループの食生活の態様を考慮し，食品摂取量の最も大きい成人を

対象として評価を行うが，内部被ばくについては，食生活の態様のほかに

，呼吸率並びに呼吸摂取及び経口摂取による実効線量係数も各年齢により

異 なることが知られているので，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査に

おける一般公衆の線量評価について」を参考として成人以外に幼児，乳児

を 対象とし，呼吸率，食品摂取量並びに呼吸摂取及び経口摂取による実効

線量係数の年齢依存性を考慮し，成人以外の各年齢グループの実効線量の

成人に対する割合を計算する。 

 

一般公衆の皮膚の等価線量については，外部被ばく経路について評価し

，それぞれの被ばく経路ごとの線量を次のように足し合わせる。放射性雲

からの外部被ばく及び地表沈着による外部被ばくは，１地点において同時

に被ばくするものとし，各地点ごとにそれぞれの線量を加算し，その結果

が最大となる地点での線量を評価する。また，液体廃棄物中の放射性物質

による外部被ばくは，現地漁労実態調査結果に基づき，重複して被ばくす

る成人を想定して，この経路における最大の線量を評価する。以上のよう

にして評価した各経路ごとの最大の線量（放射性雲からの外部被ばく及び

地表沈着による外部被ばくは，これら２経路からの線量の合計の最大値）

について，ある個人が重複して被ばくするおそれはないが，それらを加算

して評価結果とする。 

なお，眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線については皮膚の等価線量と

同程度であり，ベータ線については皮膚の等価線量よりも小さいため，皮

膚の等価線量を評価することにより，眼の水晶体の等価線量についても等

価線量限度を十分下回ることを確認する。 

 

 

 

れら３経路からの線量の合計の最大値）について，ある個人が重複して被

ばくするおそれはないが，それらを加算して評価結果とする。 

 なお，実効線量の評価については，現地食品摂取調査結果から得られた

各年齢グループの食生活の態様を考慮し，食品摂取量の最も大きい成人を

対象として評価を行うが，内部被ばくについては，食生活の態様のほか

に，呼吸率並びに呼吸摂取及び経口摂取による実効線量係数も各年齢によ

り異なることが知られているので，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査

における一般公衆の線量評価について（平成元年３月27日原子力安全委員

会了承）」を参考として成人以外に幼児，乳児を対象とし，呼吸率，食品

摂取量並びに呼吸摂取及び経口摂取による実効線量係数の年齢依存性を考

慮し，成人以外の各年齢グループの実効線量の成人に対する割合を計算す

る。 

 公衆の皮膚の等価線量については，外部被ばく経路について評価し，被

ばく経路ごとの線量を次のように足し合わせる。放射性雲からの外部被ば

く及び地表沈着による外部被ばくは，１地点において同時に被ばくするも

のとし，地点ごとにそれぞれの線量を加算し，その結果が最大となる地点

での線量を評価する。また，液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく

は，現地漁労実態調査結果に基づき，重複して被ばくする成人を想定し

て，この経路における最大の線量を評価する。以上のようにして評価した

経路ごとの最大の線量（放射性雲からの外部被ばく及び地表沈着による外

部被ばくは，これら２経路からの線量の合計の最大値）について，ある個

人が重複して被ばくするおそれはないが，それらを加算して評価結果とす

る。 

 なお，眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線については皮膚の等価線量と

同程度であり，ベータ線については皮膚の等価線量よりも小さいため，皮

膚の等価線量を評価することにより，眼の水晶体の等価線量についても等

価線量限度を十分下回ることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添七－51



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.1.2 評価に用いる放射性物質の放出量 

放射性物質の放出に係る線量評価に当たり，気体廃棄物及び液体廃棄

物に含まれる放射性物質の核種別年間放出量は，「4.2.2 気体廃棄物の

推定放出量」及び「4.3.2 液体廃棄物の推定放出量」に示される推定年

間放出量に基づき設定する。 

再処理施設からは多種類の核種が環境中に放出されるが，核種ごとの

放 出量及び単位放出量当たりの線量寄与が異なるため，線量に有意な

寄与を 及ぼす核種は個々の核種について（アルファ線を放出する核種

については，元素単位に）線量評価を行い，単独では線量に有意な寄与

を及ぼさない核種は，保守側の結果が得られるようにその放出量を適切

な核種に置き換えて評価する。 

各核種ごとに評価する核種の選定においては，核種別年間放出量，実

効線量係数，環境中の移行パラメータ等を考慮し，実効線量又は皮膚の

等価線量のいずれかに有意な寄与を及ぼす核種を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2 評価に用いる放射性物質の放出量 

 放射性物質の放出に係る線量評価に当たり，気体廃棄物及び液体廃棄

物に含まれる放射性物質の核種別年間放出量は，「4.2.2 気体廃棄物

の推定放出量」及び「4.3.2 液体廃棄物の推定放出量」に示される推

定年間放出量に基づき設定する。 

 再処理施設からは多種類の核種が環境中に放出されるが，核種ごとの

放出量及び単位放出量当たりの線量寄与が異なるため，線量に有意な寄

与を及ぼす核種は個々の核種について（アルファ線を放出する核種につ

いては，元素単位に）線量評価を行い，単独では線量に有意な寄与を及

ぼさない核種は，より厳しい結果となるようにその放出量を適切な核種

に置き換えて評価する。 

   核種ごとに評価する核種の選定においては，核種別年間放出量，実効

線量係数，環境中の移行パラメータ等を考慮し，実効線量又は皮膚の等

価線量のいずれかに有意な寄与を及ぼす核種を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添七－52



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.1.3 評価に用いる計算式及びパラメータ 

線量の計算に当たっては，「発電用原子炉施設の安全解析に関する

気象 指針｣（以下「気象指針」という。）を適用し，｢発電用軽水型原

子炉施設 の安全審査における一般公衆の線量評価について」を参考と

するとともに，周辺陸域及び海域の利用状況等の地域特性を考慮した

適切な解析モデル及びパラメータの値を用いる。 

 

線量の計算に用いるパラメータは，その種類に応じて以下のとおり選

定する。 

(１) 放出放射性物質の大気中及び海洋中の拡散に係る気象条件及び海象

条件 

敷地における気象観測及び前面海域における海象調査の結果に基づ

く気象条件及び海象条件を用いる。 

(２) 農・畜・海産物及び漁具等への移行に係るパラメータ 

発電用軽水型原子炉施設や先行再処理施設等，国内の原子力施設に

係る線量当量評価において使用された値を用いるとともに，必要に応

じて，国外における指針等の規制を目的とした文献の値を用いる。 

ａ．農・畜産物への移行パラメータ 

農・畜産物への移行パラメータは，先行再処理施設の線量当量評価

に用いられた値を参考とし，米国原子力規制委員会の規制指針 1.109

の値を用いる。 

規制指針 1.109 に与えられていない作物及び元素については，用い

る解析モデルへの適合性を考慮し，それぞれ適切と考えられる文献の

値を用いる。 

ただし，農作物へのよう素の移行パラメータが，最近の国内での実

験データ等に基づき得られる場合には，その値を用いる。 

さらに，上記各文献に該当するデータがない場合は，同一の作物に

関する最も値の大きい元素についての値を用いるか，又は，同一の元

素に関する他の作物に対する値と同じ値を用いる。 

 

5.1.1.3 評価に用いる計算式及びパラメータ 

 線量の計算に当たっては，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気

象指針（昭和57年１月28日原子力安全委員会決定）｣（以下「気象指

針」という。）を適用し，｢発電用軽水型原子炉施設の安全審査におけ

る一般公衆の線量評価について（平成元年３月27日原子力安全委員会了

承）」を参考とするとともに，周辺陸域及び海域の利用状況等の地域特

性を考慮した適切な解析モデル及びパラメータの値を用いる。 

 線量の計算に用いるパラメータは，その種類に応じて以下のとおり選

定する。 

 (１) 放出放射性物質の大気中及び海洋中の拡散に係る気象条件及び海象

条件 

 敷地における気象観測及び前面海域における海象調査の結果に基づ

く気象条件及び海象条件を用いる。 

(２) 農・畜・海産物及び漁具等への移行に係るパラメータ 

   発電用軽水型原子炉施設や先行再処理施設等，国内の原子力施設に

係る線量当量評価において使用された値を用いるとともに，必要に応

じて，国外における指針等の規制を目的とした文献の値を用いる。 

ａ．農・畜産物への移行パラメータ 

農・畜産物への移行パラメータは，先行再処理施設の線量当量評価

に用いられた値を参考とし，米国原子力規制委員会の規制指針1.109
（11）

の

値を用いる。 

規制指針1.109に与えられていない作物及び元素については，用いる

解析モデルへの適合性を考慮し，それぞれ適切と考えられる文献の値

を用いる。 

 ただし，農作物へのよう素の移行パラメータが，最近の国内での実

験データ等に基づき得られる場合には，その値を用いる。 

    さらに，上記各文献に該当するデータがない場合は，同一の作物に

関する最も値の大きい元素についての値を用いるか，又は，同一の元

素に関する他の作物に対する値と同じ値を用いる。 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添七－53



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ｂ．海産物への移行パラメータ 

放射性核種の海産物への移行の評価に当たっては，一般公衆の受

ける年間の線量を評価する観点から，濃縮係数法を採用すること

とし，海産物の種類の分類方法及び海産物の濃縮係数は，先行再

処理施設の線量当量評価に使用されたものを用いる。ただし，海

藻類の濃縮係数の引用に当たっては，評価上海藻類を紅藻と褐藻

とに分けずに，両者のうち大きい方の値を用いる。 

これまでの国内の原子力施設に係る線量評価において用いられてい

ない核種の濃縮係数については，国外の指針等の文献の値を用いる。 

ただし，国内のフィールドデータが得られている場合には，これも

考慮する。 

ｃ．漁具等への移行パラメータ 

漁具等への移行パラメータは，先行再処理施設の線量当量評価に

使用された値を用いる。その際，海水中から漁網への移行係数につ

いては，前面海域で実際に使用されている漁網への放射性核種の移

行についてのトレーサ実験結果も参考にする。 

ｄ．親核種と放射平衡にある短半減期の娘核種に係る移行パラメータ 

娘核種の半減期が十分短い放射平衡核種については，環境中におい

て娘核種は親核種と同一の移行をするとし，農・畜・海産物及び漁具

等への移行パラメータは，親核種のものを娘核種に対しても用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．海産物への移行パラメータ 

 放射性核種の海産物への移行の評価に当たっては，公衆の受ける年

間の線量を評価する観点から，濃縮係数法を採用することとし，海産

物の種類の分類方法及び海産物の濃縮係数は，先行再処理施設の線量

当量評価に使用されたものを用いる。ただし，海藻類の濃縮係数の引

用に当たっては，評価上海藻類を紅藻と褐藻とに分けずに，両者のう

ち大きい方の値を用いる。 

 これまでの国内の原子力施設に係る線量評価において用いられてい

ない核種の濃縮係数については，国外の指針等の文献の値を用いる。 

  ただし，国内のフィールドデータが得られている場合には，これも

考慮する。 

 ｃ．漁具等への移行パラメータ 

 漁具等への移行パラメータは，先行再処理施設の線量当量評価に使

用された値を用いる。その際，海水中から漁網への移行係数について

は，前面海域で実際に使用されている漁網への放射性核種の移行につ

いてのトレーサ実験結果も参考にする。 

 ｄ．親核種と放射平衡にある短半減期の娘核種に係る移行パラメータ 

    娘核種の半減期が十分短い放射平衡核種については，環境中におい

て娘核種は親核種と同一の移行をするとし，農・畜・海産物及び漁具

等への移行パラメータは，親核種のものを娘核種に対しても用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添七－54



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(３) 農・畜産業，漁業・漁労等の実態及び食生活の態様等の現地社会環境 

実態に係るパラメータ 

敷地周辺地域を対象とした現地社会環境実態調査結果から得られる

敷地周辺における標準的な値を用いる。敷地周辺における標準的な値

とし ては，六ヶ所村内の平均的な値を用いることとし，その値は，村

内の一 般的な農・畜産業，漁業・漁労及び食品摂取の状況の調査結果

を踏まえ，村内を代表すると考えられるものを対象にして，統計資料

等の村内の全 数調査の結果又は標本調査の結果から求める。 

現地社会環境実態調査結果から得られるパラメータのうち，農作物

への放射性物質の移行評価に用いるものについては，収穫量及び摂取

量の観点から村内を代表すると考えられる農作物を対象にして求める

。また，収穫量等の年変動の考慮が必要なものについては，標準的と

考えられる 調査期間を対象にして求める。 

(4) 線量換算係数，核種データ（崩壊定数，ガンマ線エネルギ等）等のそ

の他のパラメータ 

外部被ばくに係る線量換算係数は，放射性物質の大気放出経路及び

海洋放出経路のそれぞれについて，信頼性を有する既存の文献の値を

用いる。 

呼吸摂取及び経口摂取による内部被ばくに係る実効線量係数は，国

際放射線防護委員会（以下「ＩＣＲＰ」という。）の Publication 72

の実効線量係数を用いる。 

呼吸摂取及び経口摂取による内部被ばくに係る実効線量係数は，核

種の化学形により異なるので，それぞれ法令に定められた実効線量係

数が最も大きくなる化学形を想定し，その化学形に対する値を用いる

。 

放射性よう素に起因する内部被ばくによる実効線量評価に関し，日本

人の代謝データが考慮された実効線量係数がある場合には，それを用

いる。 

その他，核種データ等についても，信頼性を有する既存の文献の値

を用いる。 

(３) 農・畜産業，漁業・漁労等の実態及び食生活の態様等の現地社会環

境実態に係るパラメータ 

 敷地周辺地域を対象とした現地社会環境実態調査結果
（ ７ ）

から得られる

敷地周辺における標準的な値を用いる。敷地周辺における標準的な値

としては，六ヶ所村内の平均的な値を用いることとし，その値は，村

内の一般的な農・畜産業，漁業・漁労及び食品摂取の状況の調査結果

を踏まえ，村内を代表すると考えられるものを対象にして，統計資料

等の村内の全数調査の結果又は標本調査の結果から求める。 

   現地社会環境実態調査結果から得られるパラメータのうち，農作物

への放射性物質の移行評価に用いるものについては，収穫量及び摂取

量の観点から村内を代表すると考えられる農作物を対象にして求め

る。また，収穫量等の年変動の考慮が必要なものについては，標準的

と考えられる調査期間を対象にして求める 

(4) 線量換算係数，核種データ（崩壊定数，ガンマ線エネルギ等）等の

その他のパラメータ 

 外部被ばくに係る線量換算係数は，放射性物質の大気放出経路及び

海洋放出経路のそれぞれについて，信頼性を有する既存の文献の値を

用いる。 

 呼吸摂取及び経口摂取による内部被ばくに係る実効線量係数は，国

際放射線防護委員会（以下「ＩＣＲＰ」という。）の Publication 72

の実効線量係数
（８）

を用いる。 

呼吸摂取及び経口摂取による内部被ばくに係る実効線量係数は，核

種の化学形により異なるので，それぞれ法令に定められた実効線量係

数が最も大きくなる化学形を想定し，その化学形に対する値を用い

る。 

 放射性よう素に起因する内部被ばくによる実効線量評価に関し，日

本人の代謝データが考慮された実効線量係数がある場合には，それを

用いる。 

 その他，核種データ等についても，信頼性を有する既存の文献の値

を用いる。 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.2 気体廃棄物による線量の評価 

5.1.2.1 気体廃棄物中の放射性物質による空気中放射性物質濃度，年間

平均地上空気中濃度及び年間平均地表沈着率の計算 

5.1.2.1.1 計算方法の概要 

(１) 大気中の拡散 

主排気筒を通じて大気中に放出された気体廃棄物中の放射性物質

（気体の放射性物質及び放射性エアロゾル）は，風とともに移動しな

がら拡散・希釈される。 

空気中における放射性物質濃度の計算は，気象指針に基づいて行

う。 

主排気筒を通じての大気中への放射性物質の放出は，気象指針にい

う連続放出と見なせるので，１年間の気象資料を統計処理して求めた

気象条件に基づき，線量計算地点（以下「着目地点」という。）にお

ける年間の平均濃度として求める。ここで，放射性物質の着目地点に

向かう間の物理的減衰は無視する。 

放射性物質の年間平均濃度の計算に当たっては，風が放出点から

見て着目地点を含む方位（以下「着目方位」という。）に向かう場合

及びその隣接方位に向かう場合の寄与を合算する。着目方位の年間平

均濃度の計算には，風向別大気安定度別風速逆数の総和を用い，風向

が１方位内で一様に変動するとして濃度の平均化を行う。 

(２) 地表への沈着 

大気中を拡散する放射性物質は，拡散しながら徐々に地表（地表付

近に存在する農作物表面等を含む。）に沈着する。大気中放射性物質

の地表沈着の評価では，乾燥沈着速度を用いた乾燥沈着の評価に加え

，降水による大気中放射性物質の洗浄沈着にも留意する。 

地表への乾燥沈着速度としては，よう素を含めたすべての放射性エ

アロゾルに対して，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一

般公衆の線量評価について」を参考として，0.01ｍ／ｓを採用する。 

 

降水沈着の評価モデルは，国外における指針等で採用されている解

5.1.2 気体廃棄物による線量の評価 

5.1.2.1 気体廃棄物中の放射性物質による空気中放射性物質濃度，年間

平均地上空気中濃度及び年間平均地表沈着率の計算 

5.1.2.1.1 計算方法の概要 

 (１) 大気中の拡散 

 主排気筒を通じて大気中に放出された気体廃棄物中の放射性物質

（気体の放射性物質及び放射性エアロゾル）は，風とともに移動しな

がら拡散・希釈される。 

 空気中における放射性物質濃度の計算は，気象指針に基づいて行

う。 

 主排気筒を通じての大気中への放射性物質の放出は，気象指針にい

う連続放出と見なせるので，１年間の気象資料を統計処理して求めた

気象条件に基づき，線量計算地点（以下「着目地点」という。）にお

ける年間の平均濃度として求める。ここで，放射性物質の着目地点に

向かう間の物理的減衰は無視する。 

 放射性物質の年間平均濃度の計算に当たっては，風が放出点から見

て着目地点を含む方位（以下「着目方位」という。）に向かう場合及

びその隣接方位に向かう場合の寄与を合算する。着目方位の年間平均

濃度の計算には，風向別大気安定度別風速逆数の総和を用い，風向が

１方位内で一様に変動するとして濃度の平均化を行う。 

 (２) 地表への沈着 

   大気中を拡散する放射性物質は，拡散しながら徐々に地表（地表付

近に存在する農作物表面等を含む。）に沈着する。大気中放射性物質

の地表沈着の評価では，乾燥沈着速度を用いた乾燥沈着の評価に加

え，降水による大気中放射性物質の洗浄沈着にも留意する。 

   地表への乾燥沈着速度としては，よう素を含めたすべての放射性エ

アロゾルに対して，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一

般公衆の線量評価について（平成元年３月27日原子力安全委員会了

承）」を参考として，0.01ｍ／ｓを採用する。 

降水沈着の評価モデルは，国外における指針等で採用
（12）（13）

されている解

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

析モデルを参考として，降水洗浄係数を用いる方法を採用する。 

降水洗浄係数は，鉛直方向の高さに依存しない，鉛直方向平均降水

洗浄係数として与える。降水洗浄係数は，降水強度等の気象的な要因

及び沈着物質の性質によって変化することが知られている。ここでは

，H.D.Brenk らが 1981 年にそれまでの知見を整理して導いた，降水強

度のべき乗に比例する式を採用する。 

なお，雪による洗浄効果は，等しい降水強度における雨の洗浄効果

より小さいことから，雨についての降水洗浄係数を年間にわたり適用

する。 

放射性物質の地表への沈着に関し，大気中の物質が地表沈着により

除去されることによる空気中放射性物質濃度の減少は無視する。 

また，地表沈着による外部被ばく及び農・畜産物摂取による内部被ば

くからの線量の評価における放射性物質の地表沈着量の計算に当たっ

ては，長期蓄積を考慮する。 

(３) 農・畜産物への移行 

大気中の放射性物質の沈着に関し，作物への乾燥沈着率及び降水沈

着率の計算に当たっては，根菜及び水稲（米）のように作物全体に対

して可食部が限定される作物の摂取による線量を，より現実的な移行

モデルを用いて評価するために，地表への乾燥沈着率及び降水沈着率

に対して作物の葉面付着割合を用いる。また，作物の収穫時点におけ

る可食部中への放射性物質の移行・残留量は，作物の葉面から可食部

への移行割合を用いて評価する。 

葉面付着割合が，大気中放射性物質の沈着時点での作物体内への吸

収・残留量を求めるために用いるパラメータであるのに対して，可食

部への移行割合は，収穫時における農作物可食部中放射性物質量の，

収穫時における農作物中の全放射性物質量に対する比（それぞれ，経

根吸収分を除く。）として定義されるパラメータである。 

放射性物質の地表沈着量に基づく経根吸収の評価においては，収穫

時における農作物可食部中の経根吸収に起因する放射性物質濃度の，

収穫時における土壌中放射性物質濃度に対する比として定義される土

析モデルを参考として，降水洗浄係数を用いる方法を採用する。 

降水洗浄係数は，鉛直方向の高さに依存しない，鉛直方向平均降水洗

浄係数として与える。降水洗浄係数は，降水強度等の気象的な要因及

び沈着物質の性質によって変化することが知られている。ここでは，

H.D.Brenkら
（６）

が1981年にそれまでの知見を整理して導いた，降水強度

のべき乗に比例する式を採用する。 

 なお，雪による洗浄効果は，等しい降水強度における雨の洗浄効果

より小さいこと
（55）

から，雨についての降水洗浄係数を年間にわたり適用

する。 

  放射性物質の地表への沈着に関し，大気中の物質が地表沈着により

除去されることによる空気中放射性物質濃度の減少は無視する。 

    また，地表沈着による外部被ばく及び農・畜産物摂取による内部被

ばくからの線量の評価における放射性物質の地表沈着量の計算に当た

っては，長期蓄積を考慮する。 

(３) 農・畜産物への移行 

 大気中の放射性物質の沈着に関し，作物への乾燥沈着率及び降水沈

着率の計算に当たっては，根菜及び水稲（米）のように作物全体に対

して可食部が限定される作物の摂取による線量を，より現実的な移行

モデルを用いて評価するために，地表への乾燥沈着率及び降水沈着率

に対して作物の葉面付着割合を用いる。また，作物の収穫時点におけ

る可食部中への放射性物質の移行・残留量は，作物の葉面から可食部

への移行割合を用いて評価する。 

 葉面付着割合が，大気中放射性物質の沈着時点での作物体内への吸

収・残留量を求めるために用いるパラメータであるのに対して，可食

部への移行割合は，収穫時における農作物可食部中放射性物質量の，

収穫時における農作物中の全放射性物質量に対する比（それぞれ，経

根吸収分を除く。）として定義されるパラメータである。 

     放射性物質の地表沈着量に基づく経根吸収の評価においては，収穫

時における農作物可食部中の経根吸収に起因する放射性物質濃度の，

収穫時における土壌中放射性物質濃度に対する比として定義される土

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

壌から作物への移行係数を用いて，長期蓄積を考慮した農作物への移

行評価を行う。 

トリチウム及び炭素－14 については，天然の水素及び炭素による同

位体希釈を考慮し，農作物への移行を地上空気中濃度に基づく比放射

能法により評価する。 

トリチウム及び炭素－14 の畜産物への移行係数は，現地の実態を反

映したパラメータとして，飼料作物中及び畜産物中の水素及び炭素の

質量割合，並びに，現地社会環境実態調査結果から得られる飼料作物

摂取量を用いて計算により求める。 

 

5.1.2.1.2 計算のための前提条件 

(１) 放出源の有効高さ 

主排気筒の有効高さは，地上高に吹上げ高さを加算したものを，風

洞実験により補正した値とする。主排気筒の有効高さを，第 5.1－１

表に示す。 

(２) 気象条件 

気象条件は，敷地内における昭和 60年 12月から昭和 61 年 11 月ま

での１年間の観測による気象資料を，気象指針等に基づき統計処理した

結果を使用する。 

大気拡散の計算に使用する方位別大気安定度別風速逆数の総和は，

主排気筒について第 5.1－２表に示すとおりである。 

また，降水沈着の計算に使用する方位別大気安定度別無降水期間割

合及び方位別大気安定度別降水強度は，主排気筒についてそれぞれ第

5.1－３表及び第 5.1－４表に示すとおりである。 

 

5.1.2.1.3 空気中放射性物質濃度の計算式 

平常時における放射性物質の空気中濃度は，風向，風速，その他の気

象条件がすべて一様に定常であって，放射性物質が放出源から定常的に

放出され，かつ，地形が平坦であるとした場合に，放射性物質の空間濃

度分布が水平方向，鉛直方向ともに正規分布になると仮定された(5.1－

壌から作物への移行係数を用いて，長期蓄積を考慮した農作物への移

行評価を行う。 

トリチウム及び炭素－14については，天然の水素及び炭素による同

位体希釈を考慮し，農作物への移行を地上空気中濃度に基づく比放射

能法により評価する。 

      トリチウム及び炭素－14の畜産物への移行係数は，現地の実態を反

映したパラメータとして，飼料作物中及び畜産物中の水素及び炭素の

質量割合，並びに，現地社会環境実態調査結果から得られる飼料作物

摂取量を用いて計算により求める。 

 

5.1.2.1.2 計算のための前提条件 

 (１) 放出源の有効高さ 

 主排気筒の有効高さは，地上高に吹上げ高さを加算したものを，風

洞実験により補正した値とする。主排気筒の有効高さを，第5.1－１

表に示す。 

 (２) 気象条件 

 気象条件は，敷地内における平成25年４月から平成26年３月までの

１年間の観測による気象資料を，気象指針等に基づき統計処理した結

果を使用する。 

 大気拡散の計算に使用する方位別大気安定度別風速逆数の総和は，

主排気筒について第5.1－２表に示すとおりである。 

    また，降水沈着の計算に使用する方位別大気安定度別無降水期間割

合及び方位別大気安定度別降水強度は，主排気筒についてそれぞれ第

5.1－３表及び第5.1－４表に示すとおりである。 

 

5.1.2.1.3  空気中放射性物質濃度の計算式 

平常時における放射性物質の空気中濃度は，風向，風速，その他の気

象条件がすべて一様に定常であって，放射性物質が放出源から定常的に

放出され，かつ，地形が平坦であるとした場合に，放射性物質の空間濃

度分布が水平方向，鉛直方向ともに正規分布になると仮定された(5.1－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全解析に使用する気象

条件の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

１)式の拡散式を基本として計算する。 

この場合，拡散式の座標は，放出源直下の地表を原点に，風下方向を

x 軸，水平面上の直角方向を y 軸，鉛直方向を z 軸とする直角座標であ

る。 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

濃度分布の拡がりのパラメータσy及びσzは，気象指針に示される

方法に従って計算する。 

 

5.1.2.1.4 年間平均地上空気中濃度の計算式 

(１) 計算に用いる基本式 

放射性物質の地表面上（以下「地上」という。）の濃度分布は，放射

性物質の着目地点に向かう間の減衰を無視すると，(5.1－２)式により

表される。 

 

 

 

 

１)式の拡散式を基本として計算する。 

この場合，拡散式の座標は，放出源直下の地表を原点に，風下方向を

x軸，水平面上の直角方向をy軸，鉛直方向をz軸とする直角座標である。 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

濃度分布の拡がりのパラメータσy及びσzは，気象指針に示される方

法に従って計算する。 

 

5.1.2.1.4  年間平均地上空気中濃度の計算式 

 (１) 計算に用いる基本式 

    放射性物質の地表面上（以下「地上」という。）の濃度分布は，放

射性物質の着目地点に向かう間の減衰を無視すると，(5.1－２)式によ

り表される。 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

年間平均地上空気中濃度を計算するに当たっては，着目方位及びそ

の隣接方位の寄与を考慮する。このため，着目方位及びその隣接方位

の寄与をそれぞれの方位の年間平均気象データを用いて求め，それぞ

れの寄与について着目方位内での平均化を行い，着目方位への寄与を

総計するという方法を用いる。 

着目方位及びその隣接方位の寄与について着目方位内での平均化を行

い，地上空気中濃度の方位内平均値χを求める計算の基本は，(5.1－ 

３)式のように示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

年間平均地上空気中濃度を計算するに当たっては，着目方位及びそ

の隣接方位の寄与を考慮する。このため，着目方位及びその隣接方位

の寄与をそれぞれの方位の年間平均気象データを用いて求め，それぞ

れの寄与について着目方位内での平均化を行い，着目方位への寄与を

総計するという方法を用いる。 

着目方位及びその隣接方位の寄与について着目方位内での平均化を

行い，地上空気中濃度の方位内平均値χを求める計算の基本は，(5.1

－３)式のように示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，濃度の平均化の係数，Ｆ j １ ，Ｆ j ２ 及びＦ j ３ は，(5.1－

４)式により示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，濃度の平均化の係数，Ｆj１，Ｆj２及びＦj３は，(5.1－４)式に

より示される。 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添七－61



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 (２) 年間平均地上空気中濃度の計算式 

単位放出率(１Ｂq／ｓ）及び単位風速（１ｍ／ｓ）のときの地上空

気中濃度の方位内平均値を用いると，着目地点における年間平均地上

空気中濃度は，(5.1－５)式により計算される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

(２) 年間平均地上空気中濃度の計算式 

 単位放出率(１Ｂq／ｓ）及び単位風速（１ｍ／ｓ）のときの地上空

気中濃度の方位内平均値を用いると，着目地点における年間平均地上

空気中濃度は，(5.1－５)式により計算される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

5.1.2.1.5 年間平均地表沈着率の計算式 

(１) 計算に用いる基本式 

地表沈着率は，乾燥沈着率と降水沈着率とに分けて評価する。 

乾燥沈着率は，乾燥沈着速度と放射性物質の地上空気中濃度との積

として，(5.1－６)式により求められる。 

 

ここで， 

 

 

 

 

着目方位及びその隣接方位の寄与を考慮した乾燥沈着率の方位内平

均値Ｄｄ
Gは，地上空気中濃度の方位内平均値χを用いて，(5.1－７)式

により求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，降水沈着率は，降水洗浄係数と空気中放射性物質濃度との積

を鉛直方向に積分することにより，(5.1－８)式により求められる。 

 

 

 

5.1.2.1.5  年間平均地表沈着率の計算式 

 (１) 計算に用いる基本式 

 地表沈着率は，乾燥沈着率と降水沈着率とに分けて評価する。 

 乾燥沈着率は，乾燥沈着速度と放射性物質の地上空気中濃度との積

として，(5.1－６)式により求められる。 

 

ここで， 

 

 

 

 

着目方位及びその隣接方位の寄与を考慮した乾燥沈着率の方位内平

均値Ｄd
Ｇは，地上空気中濃度の方位内平均値χを用いて，(5.1－７)

式により求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，降水沈着率は，降水洗浄係数と空気中放射性物質濃度との積

を鉛直方向に積分することにより，(5.1－８)式により求められる。 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

ここで， 

 

 

 

 

降水洗浄係数は鉛直方向の高さ zに依存しない。すなわち，鉛直方

向平均降水洗浄係数とすると，(5.1－８)式は(5.1－９)式となる。 

 

 

着目方位及びその隣接方位の寄与について着目方位内での平均化を

行い，降水沈着率の方位内平均値Ｄ ｒGを求める計算の基本は，（5.1

－10）式のように示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

降水洗浄係数は鉛直方向の高さzに依存しない。すなわち，鉛直方

向平均降水洗浄係数とすると，(5.1－８)式は(5.1－９)式となる。 

 

 

着目方位及びその隣接方位の寄与について着目方位内での平均化を

行い，降水沈着率の方位内平均値ＤＧ を求める計算の基本は，（5.1－

10）式のように示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(２) 年間平均地表沈着率の計算式 

年間平均地表沈着率は，無降水期間と降水期間とに分けて評価する。

すなわち，無降水期間中の年間平均乾燥沈着率，降水期間中の年間平均

乾燥沈着率及び降水期間中の年間平均降水沈着率に分けて計算する。 

単位放出率(１Ｂq／ｓ）及び単位風速（１ｍ／ｓ）のときの地上空気

中濃度の方位内平均値及び空気中濃度の方位内平均値の鉛直方向分布を

用いると，着目地点における無降水期間中の年間平均乾燥沈着率，降水

期間中の年間平均乾燥沈着率及び降水期間中の年間平均降水沈着率は，

それぞれ(5.1－11)式～(5.1－13)式により計算される。 

（無降水期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（降水期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 年間平均地表沈着率の計算式 

  年間平均地表沈着率は，無降水期間と降水期間とに分けて評価する。 

すなわち，無降水期間中の年間平均乾燥沈着率，降水期間中の年間平均 

乾燥沈着率及び降水期間中の年間平均降水沈着率に分けて計算する。 

  単位放出率(１Ｂq／ｓ）及び単位風速（１ｍ／ｓ）のときの地上空気 

中濃度の方位内平均値及び空気中濃度の方位内平均値の鉛直方向分布を 

用いると，着目地点における無降水期間中の年間平均乾燥沈着率，降水 

期間中の年間平均乾燥沈着率及び降水期間中の年間平均降水沈着率は， 

それぞれ(5.1－11)式～(5.1－13)式により計算される。 

  （無降水期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（降水期間） 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5.1－13)式について，単位放出率(１Ｂq／ｓ)，単位風速(１ｍ／ｓ） 

及び大気安定度が j であるときの着目地点における空気中濃度の方位

内平均値の鉛直方向分布を鉛直方向に積分した結果は，(5.1－14)式～ 

(5.1－16)式により示される。 

 

 

 

 

 

 

したがって，大気安定度が j であるときの着目地点における降水期間

中の年間平均降水沈着率の方位内平均値は，(5.1－17)式～（5.1－19）式

により計算される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5.1－13)式について，単位放出率(１Ｂq／ｓ)，単位風速(１ｍ／ｓ）

及び大気安定度が j であるときの着目地点における空気中濃度の方位内

平均値の鉛直方向分布を鉛直方向に積分した結果は，(5.1－14)式～(5.1

－16)式により示される。 

 

 

 

 

 

 

したがって，大気安定度が j であるときの着目地点における降水期間

中の年間平均降水沈着率の方位内平均値は，(5.1－17)式～（5.1－19）

式により計算される。 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.2.2 気体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価 

5.1.2.2.1 実効線量の評価に用いる放射性物質の放出量 

主排気筒から放出される気体廃棄物中の放射性物質による実効線量の

評価に用いる放射性物質の年間の放出量は，第 5.1－５表に示すとおりで

ある。 

なお，第 5.1－５表に示すその他(α)及びその他(β,γ)については,線

量への寄与の大きい核種は各核種ごとに，それら以外の核種は，アルフ

ァ線を放出する核種，ガンマ線を放出する核種及びベータ線のみを放出

する核種に分類し，それぞれ，各核種ごとに評価する核種のうち単位放

出量当たりの線量の寄与の大きい核種に置き換えて評価する。 

第 5.1－５表に示す核種のうち，その他希ガス及びその他よう素の内訳

は，それぞれ第 5.1－６表及び第 5.1－７表に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2 気体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価 

5.1.2.2.1 実効線量の評価に用いる放射性物質の放出量 

 主排気筒から放出される気体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評

価に用いる放射性物質の年間の放出量は，第5.1－５表に示すとおりであ

る。 

 なお，第5.1－５表に示すその他(α)及びその他(β,γ)については,線

量への寄与の大きい核種は核種ごとに，それら以外の核種は，アルファ線

を放出する核種，ガンマ線を放出する核種及びベータ線のみを放出する核

種に分類し，それぞれ，核種ごとに評価する核種のうち単位放出量当たり

の線量の寄与の大きい核種に置き換えて評価する。 

 第5.1－５表に示す核種のうち，その他希ガス及びその他よう素の内訳

は，それぞれ第5.1－６表及び第5.1－７表に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.2.2.2 気体廃棄物中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく 

(１) 計算方法の概要 

再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，風下方位及びそ

の隣接方位における年間平均の空気中放射性物質濃度分布を算出し，放

射性雲中の放射性物質からのガンマ線及びベータ線により周辺監視区域

外の一般公衆が受ける実効線量を計算する。 

(２) 計算のための前提条件 

ａ．実効線量計算地点 

実効線量の計算は，主排気筒を中心として 16方位に分割し，各方位

の周辺監視区域外について行う。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

放射性雲からの外部被ばくに係る実効線量評価に用いるパラメータを

第 5.1－８表及び第 5.1－28 表に示す。 

(３) 実効線量の計算式 

ａ．計算に用いる基本式 

主排気筒から放出された放射性物質の放射性雲による計算地点におけ

る空気カーマ率は，(5.1－20)式により計算する。 

また，年間平均地上空気中濃度は，5.1.2.1.4 に示す方法で計算する。 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.2 気体廃棄物中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく 

(１) 計算方法の概要 

  再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，風下方位及びその

隣接方位における年間平均の空気中放射性物質濃度分布を算出し，放射

性雲中の放射性物質からのガンマ線及びベータ線により周辺監視区域外

の公衆が受ける実効線量を計算する。 

(２) 計算のための前提条件 

ａ．実効線量計算地点 

   実効線量の計算は，主排気筒を中心として16方位に分割し，各方位の 

周辺監視区域外について行う。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

   放射性雲からの外部被ばくに係る実効線量評価に用いるパラメータを 

第5.1－８表及び第5.1－28表に示す。 

(３) 実効線量の計算式 

ａ．計算に用いる基本式 

   主排気筒から放出された放射性物質の放射性雲による計算地点におけ 

る空気カーマ率は，(5.1－20)式により計算する。 

   また，年間平均地上空気中濃度は，「5.1.2.1.4 年間平均地上空気 

中濃度の計算式」に示す方法で計算する。 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気カーマ率の計算に当たっては，評価対象核種から放出されるガン 

マ線エネルギの相違を考慮し，評価対象核種のガンマ線の代表エネルギ

として 0.5ＭeＶに対する線エネルギ吸収係数，線減衰係数及び再生係

数を用い，ガンマ線の実効エネルギを 0.5ＭeＶ/dis として計算した値

に，0.5ＭeＶ/dis に対する各評価対象核種のガンマ線実効エネルギの

比をかけて，空気カーマ率を求める。 

このため，μｅｎ , μ , αＢ , βＢ , γＢ については, 0.5ＭeＶの

ガンマ線に対する値を以下のとおりとする。 

 

 

 

ｂ．実効線量の計算式 

放射性雲による実効線量は，計算地点を含む方位及びその隣接方位 

に向かう放射性雲のガンマ線からの空気カーマを合計して求める実効線

量にベータ線による実効線量を加えた(5.1－21)式により計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気カーマ率の計算に当たっては，評価対象核種から放出されるガン 

マ線エネルギの相違を考慮し，評価対象核種のガンマ線の代表エネルギ

として0.5ＭeＶに対する線エネルギ吸収係数，線減衰係数及び再生係数 

を用い，ガンマ線の実効エネルギを0.5ＭeＶ/disとして計算した値に，

0.5ＭeＶ/disに対する各評価対象核種のガンマ線実効エネルギの比をか

けて，空気カーマ率を求める。 

   このため，μｅｎ , μ , αＢ , βＢ , γＢについては, 0.5ＭeＶのガ

ンマ線に対する値を以下のとおりとする。 

 

 

 

ｂ．実効線量の計算式 

  放射性雲による実効線量は，計算地点を含む方位及びその隣接方位 

に向かう放射性雲のガンマ線からの空気カーマを合計して求める実効線 

量にベータ線による実効線量を加えた(5.1－21)式により計算する。 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひらがなの常用漢字化 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.2.2.3 気体廃棄物中の放射性物質の地表沈着による外部被ばく 

(１) 計算方法の概要 

再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，放射性物質の年間

平均の地表沈着率を算出し，地表に沈着した放射性物質により周辺監視

区域外の一般公衆が受ける実効線量を計算する。 

(２) 計算のための前提条件 

ａ．実効線量計算地点 

5.1.2.2.2 (２) a.と同じとする。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

地表沈着による外部被ばくに係る実効線量評価に用いるパラメータ

を第 5.1－９表及び第 5.1－10表に示す。 

(３) 実効線量の計算式 

ａ．放射性物質の地表沈着量の計算式 

放射性物質の地表沈着量は，空気中の放射性物質が 5.1.2.1.5 で求め 

た割合で沈着するものとし，無降水期間と降水期間に分けて,(5.1－22)

式により計算する。 

 

 

(無降水期間) 

 

 

(降水期間) 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.3 気体廃棄物中の放射性物質の地表沈着による外部被ばく 

(１) 計算方法の概要 

   再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，放射性物質の年間

平均の地表沈着率を算出し，地表に沈着した放射性物質により周辺監視

区域外の公衆が受ける実効線量を計算する。 

(２) 計算のための前提条件 

ａ．実効線量計算地点 

  「5.1.2.2.2 (２)ａ．実効線量計算地点」と同じとする。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

   地表沈着による外部被ばくに係る実効線量評価に用いるパラメータを

第5.1－９表及び第5.1－10表に示す。 

(３) 実効線量の計算式 

ａ．放射性物質の地表沈着量の計算式 

   放射性物質の地表沈着量は，空気中の放射性物質が「5.1.2.1.5 年

間平均地表沈着率の計算式」で求めた割合で沈着するものとし，無降水

期間と降水期間に分けて,(5.1－22)式により計算する。 

 

 

(無降水期間) 

 

 

(降水期間) 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．地表沈着した放射性物質による実効線量の計算式 

地表沈着した放射性物質による実効線量は,(5.1－23)式により計算す

る。 

 

 

ここで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．地表沈着した放射性物質による実効線量の計算式 

地表沈着した放射性物質による実効線量は,(5.1－23)式により計算す

る。 

 

 

ここで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.2.2.4 気体廃棄物中の放射性物質の呼吸摂取による内部被ばく 

(１) 計算方法の概要 

再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，放射性物質の年間

平均の地上空気中濃度を算出し，放射性物質の呼吸摂取により周辺監視

区域外の一般公衆が受ける実効線量を計算する。 

(２) 計算のための前提条件 

ａ．実効線量計算地点 

5.1.2.2.2 (２) a.と同じとする。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

呼吸摂取による内部被ばくに係る実効線量評価に用いるパラメータを 

第 5.1－11 表に示す。 

(３) 実効線量の計算式 

呼吸摂取による実効線量は，(5.1－24) 式により計算する。 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.4 気体廃棄物中の放射性物質の呼吸摂取による内部被ばく 

(１) 計算方法の概要 

   再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，放射性物質の年間

平均の地上空気中濃度を算出し，放射性物質の呼吸摂取により周辺監視

区域外の公衆が受ける実効線量を計算する。 

(２) 計算のための前提条件 

ａ．実効線量計算地点 

「5.1.2.2.2 (２)ａ．実効線量計算地点」と同じとする。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

   呼吸摂取による内部被ばくに係る実効線量評価に用いるパラメータを

第5.1－11表に示す。 

(３) 実効線量の計算式 

呼吸摂取による実効線量は，(5.1－24) 式により計算する。 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.2.2.5 農・畜産物摂取による内部被ばく 

(１) 評価方法の概要 

農・畜産物摂取による内部被ばくに係る実効線量の評価は，当該陸域 

における農・畜産業実態及び敷地周辺の一般公衆の食品摂取状況に基づ 

き，農作物として葉菜，根菜及び米，また，畜産物として，牧草及びデ

ントコーンで飼養される家畜から生産される牛乳及び牛肉を対象として 

行う。 

農・畜産物の摂取による内部被ばくでは，農・畜産物の種類ごとに，

摂取による最大の実効線量を評価する。各計算地点における実効線量の

計算方法の概要は，次のとおりである。 

再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，放射性物質の年間

平均の地上空気中濃度及び年間平均の地表沈着率を算出し，各計算地点

で栽培される作物への移行を考慮して，作物中の放射性物質濃度を計算

する。畜産物中の放射性物質濃度は，飼料作物によって飼養される家畜

への移行を考慮して算出する。なお，トリチウム及び炭素－14 の作物

中濃度は，それぞれ作物中の水素及び炭素含有量に基づき，比放射能法

により求める。 

これらの農・畜産物を摂取することにより一般公衆が受ける実効線量 

を計算する。 

(２) 計算のための前提条件 

ａ．実効線量計算地点 

農・畜産物摂取による実効線量は，将来の農地の可能性を考慮して，

作物中の放射性物質濃度の計算地点として敷地境界外を対象とし，そこ

で生産される農作物及び飼料作物により飼養される家畜から生産される 

畜産物を摂取することによる実効線量を計算する。 

ただし，農地となるおそれのない社有地，湖沼，岸壁，海岸等は，計 

算地点から除外する。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

農・畜産物摂取による内部被ばくに係る実効線量評価に用いるパラメ

ータを第 5.1－９表及び第 5.1－12 表～第 5.1－22表に示す。 

5.1.2.2.5 農・畜産物摂取による内部被ばく 

(１) 評価方法の概要 

   農・畜産物摂取による内部被ばくに係る実効線量の評価は，当該陸域 

における農・畜産業実態及び敷地周辺の公衆の食品摂取状況に基づき， 

農作物として葉菜，根菜及び米，また，畜産物として，牧草及びデント 

コーンで飼養される家畜から生産される牛乳及び牛肉を対象として行

う。 

   農・畜産物の摂取による内部被ばくでは，農・畜産物の種類ごとに， 

摂取による最大の実効線量を評価する。各計算地点における実効線量の 

計算方法の概要は，次のとおりである。 

   再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，放射性物質の年間 

平均の地上空気中濃度及び年間平均の地表沈着率を算出し，各計算地点 

で栽培される作物への移行を考慮して，作物中の放射性物質濃度を計算 

する。畜産物中の放射性物質濃度は，飼料作物によって飼養される家畜 

への移行を考慮して算出する。なお，トリチウム及び炭素－14の作物中 

濃度は，それぞれ作物中の水素及び炭素含有量に基づき，比放射能法に 

より求める。 

   これらの農・畜産物を摂取することにより公衆が受ける実効線量を計

算する。 

(２) 計算のための前提条件 

ａ．実効線量計算地点 

農・畜産物摂取による実効線量は，将来の農地の可能性を考慮して，

作物中の放射性物質濃度の計算地点として敷地境界外を対象とし，そこ

で生産される農作物及び飼料作物により飼養される家畜から生産される

畜産物を摂取することによる実効線量を計算する。 

   ただし，農地となるおそれのない社有地，湖沼，岸壁，海岸等は，計 

算地点から除外する。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

農・畜産物摂取による内部被ばくに係る実効線量評価に用いるパラメ 

ータを第5.1－９表及び第5.1－12表～第5.1－22表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） （７） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(３) 実効線量の計算式 

ａ．農作物摂取による実効線量の計算式 

(ａ) 放射性物質の地表沈着量の計算式 

放射性物質の地表沈着量は，5.1.2.1.5 に示す方法で計算した地表

沈着率を基に，農作物によるしゃ断効果を考慮して，(5.1－25) 式及

び（5.1－26)式により計算する。 

(無降水期間) 

 

 

(降水期間) 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 実効線量の計算式 

ａ．農作物摂取による実効線量の計算式 

(ａ) 放射性物質の地表沈着量の計算式 

   放射性物質の地表沈着量は，「5.1.2.1.5 年間平均地表沈着率の 

計算式」に示す方法で計算した地表沈着率を基に，農作物による遮断 

効果を考慮して，(5.1－25) 式及び（5.1－26)式により計算する。 

(無降水期間) 

 

 

(降水期間) 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

ひらがなの常用漢字化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひらがなの常用漢字化 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

ひらがなの常用漢字化 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

ひらがなの常用漢字化 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 農作物中の放射性物質の濃度の計算式 

農作物中の放射性物質の濃度は，葉面への直接沈着過程及び根からの 

吸収過程に分けて，(5.1－27)式により計算する。 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 農作物中の放射性物質の濃度の計算式 

   農作物中の放射性物質の濃度は，葉面への直接沈着過程及び根からの

吸収過程に分けて，(5.1－27)式により計算する。 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，農作物中のトリチウムの濃度は，トリチウムと安定水素の 

比率が農作物と空気中とで等しくなるものとして，(5.1－28)式により

求める。同様に，農作物中の炭素－14の濃度は，炭素－14と安定炭 

素の比率が農作物と空気中とで等しくなるものとして，(5.1－29)式 

により求める。 

(トリチウム） 

 

 

（炭素－14) 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，農作物中のトリチウムの濃度は，トリチウムと安定水素の 

比率が農作物と空気中とで等しくなるものとして，(5.1－28)式によ 

り求める。同様に，農作物中の炭素－14の濃度は，炭素－14と安定炭 

素の比率が農作物と空気中とで等しくなるものとして，(5.1－29)式 

により求める。 

（トリチウム） 

 

 

（炭素－14) 

 

 

ここで， 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

(ｃ) 農作物摂取による実効線量の計算式 

農作物摂取による実効線量は，放射性物質の摂取量及び実効線量係数 

を用いて，(5.1－30)式により計算する。 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．畜産物摂取による実効線量の計算式 

(ａ) 畜産物中の放射性物質の濃度の計算式 

畜産物中の放射性物質の濃度は，飼料作物中の放射性物質の濃度，飼

料摂取量及び畜産物中への放射性物質の移行係数を用いて,(5.1－31)式

により計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 農作物摂取による実効線量の計算式 

   農作物摂取による実効線量は，放射性物質の摂取量及び実効線量係数 

を用いて，(5.1－30)式により計算する。 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．畜産物摂取による実効線量の計算式 

 (ａ) 畜産物中の放射性物質の濃度の計算式 

   畜産物中の放射性物質の濃度は，飼料作物中の放射性物質の濃度，飼

料摂取量及び畜産物中への放射性物質の移行係数を用いて,(5.1－31)

式により計算する。 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，畜産物中への水素及び炭素の移行係数は，(5.1－32)式及 

び(5.1－33)式により計算する。 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

なお，(5.1－31)式における飼料作物中の放射性物質の濃度は，a.(ｂ

)と同様に計算する。 

(ｂ) 畜産物摂取による実効線量の計算式 

畜産物摂取による実効線量は，放射性物質の摂取量及び実効線量係数 

を用いて, (5.1－34) 式により計算する。 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ただし，畜産物中への水素及び炭素の移行係数は，(5.1－32)式及 

び(5.1－33)式により計算する。 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

なお，(5.1－31)式における飼料作物中の放射性物質の濃度は，

「a.(ｂ) 農作物中の放射性物質の濃度」の計算式と同様に計算する。 

(ｂ) 畜産物摂取による実効線量の計算式 

   畜産物摂取による実効線量は，放射性物質の摂取量及び実効線量係数 

を用いて, (5.1－34) 式により計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.2.2.6 実効線量の評価結果 

(１) 計算結果の足し合わせ 

気体廃棄物による実効線量の計算結果については，各経路の実効線量

を次のように足し合わせた。放射性雲からの外部被ばく，地表沈着によ

る外部被ばく及び呼吸摂取による内部被ばくは，１地点において同時に

被ばくするものとし，各地点ごとにそれぞれの実効線量を加算し，その

結果が最大となる地点での実効線量を評価結果とした。３経路合計の実

効線量の方位別最大値を第 5.1－23 表に示す。また，農・畜産物の摂取

による内部被ばくについては，農・畜産物の種類ごとに，その農・畜産

物摂取による実効線量の最大値をそれぞれ加算し，評価結果とした。 

 

(２) 評価結果 

主排気筒から放出される気体廃棄物中の放射性物質による実効線量の 

評価を行った結果は，第 5.1－24表に示すとおりである。 

放射性雲からの外部被ばくに係る実効線量，地表沈着による外部被ば

くに係る実効線量及び呼吸摂取による内部被ばくに係る実効線量の合計

が最大となるのは,主排気筒からＥＳＥ方向約 1,100ｍ地点であり，その

値は年間約 8.0×10－３ ｍＳv である。この地点を第 5.1－１図に示す。 

農・畜産物摂取による内部被ばくに係る実効線量は, 敷地境界外を対

象として計算した結果，年間約 1.1×10－２ ｍＳv であり，気体廃棄物中

の放射性物質に係る各被ばく経路の実効線量の合計は，年間約 1.9×10－

２ｍＳvである。 

なお，北換気筒，低レベル廃棄物処理建屋換気筒及び冷却空気出口シ 

ャフトからの気体廃棄物の放出量は十分小さく，一般公衆の実効線量は

，主排気筒からの放出に起因する実効線量に比べて十分小さい。 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.6 実効線量の評価結果 

(１) 計算結果の足し合わせ 

   気体廃棄物による実効線量の計算結果については，各経路の実効線量 

を次のように足し合わせた。放射性雲からの外部被ばく，地表沈着によ 

る外部被ばく及び呼吸摂取による内部被ばくは，１地点において同時に 

被ばくするものとし，地点ごとにそれぞれの実効線量を加算し，その結 

果が最大となる地点での実効線量を評価結果とした。３経路合計の実効 

線量の方位別最大値を第5.1－23表に示す。また，農・畜産物の摂取に 

よる内部被ばくについては，農・畜産物の種類ごとに，その農・畜産物 

摂取による実効線量の最大値をそれぞれ加算し，評価結果とした。 

 

(２) 評価結果 

主排気筒から放出される気体廃棄物中の放射性物質による実効線量の 

評価を行った結果は，第5.1－24表に示すとおりである。 

   放射性雲からの外部被ばくに係る実効線量，地表沈着による外部被ば 

くに係る実効線量及び呼吸摂取による内部被ばくに係る実効線量の合計 

が最大となるのは，主排気筒からＥ方向約690ｍ地点であり，その値は 

年間約8.3×10－３ｍＳｖである。この地点を第5.1－１図に示す。 

   農・畜産物摂取による内部被ばくに係る実効線量は, 敷地境界外を対 

象として計算した結果，年間約1.1×10－２ｍＳｖであり，気体廃棄物中

の放射性物質に係る各被ばく経路の実効線量の合計は，年間約1.9×10－

２ｍＳｖである。 

   なお，北換気筒，低レベル廃棄物処理建屋換気筒及び冷却空気出口シ 

ャフトからの気体廃棄物の放出量は十分小さく，公衆の実効線量は， 

主排気筒からの放出に起因する実効線量に比べて十分小さい。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.2.3 気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量の評価 

5.1.2.3.1 皮膚の等価線量の評価に用いる放射性物質の放出量 

主排気筒から放出される気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価

線量の評価に用いる放射性物質の年間の放出量は，第 5.1－25 表に示す

とおりである。 

なお, 第 5.1－25 表に示すその他(α)及びその他(β,γ)については,

線量への寄与の大きい核種は各核種ごとに，それら以外の核種は，アル

ファ線を放出する核種，ガンマ線を放出する核種及びベータ線のみを放

出する核種に分類し，それぞれ，各核種ごとに評価する核種のうち単位

放出量当たりの線量の寄与の大きい核種に置き換えて評価する。 

第 5.1－25 表に示す核種のうち，その他希ガス及びその他よう素の内

訳は，それぞれ第 5.1－26表及び第 5.1－27表に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3 気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量の評価 

5.1.2.3.1 皮膚の等価線量の評価に用いる放射性物質の放出量 

主排気筒から放出される気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価

線量の評価に用いる放射性物質の年間の放出量は，第5.1－25表に示すと

おりである。 

なお，第5.1－25表に示すその他(α)及びその他(β,γ)については，

線量への寄与の大きい核種は核種ごとに，それら以外の核種は，アルフ

ァ線を放出する核種，ガンマ線を放出する核種及びベータ線のみを放出

する核種に分類し，それぞれ，核種ごとに評価する核種のうち単位放出

量当たりの線量の寄与の大きい核種に置き換えて評価する。 

第5.1－25表に示す核種のうち，その他希ガス及びその他よう素の内訳

は，それぞれ第5.1－26表及び第5.1－27表に示すとおりである。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.2.3.2 気体廃棄物中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく 

(１) 計算方法の概要 

再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，風下方位及びその

隣接方位における年間平均の空気中放射性物質濃度分布を算出し，放射

性雲中の放射性物質からのガンマ線及びベータ線により周辺監視区域外

の一般公衆が受ける皮膚の等価線量を計算する。 

(２) 計算のための前提条件 

ａ．皮膚の等価線量計算地点 

5.1.2.2.2 (２) a.と同じとする。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

放射性雲からの皮膚の等価線量評価に用いるパラメータを第 5.1－８ 

表及び第 5.1－28 表に示す。 

(３) 皮膚の等価線量の計算式 

ａ．計算に用いる基本式 

主排気筒から放出された放射性物質の放射性雲による計算地点にお

けるガンマ線による空気カーマ率は，5.1.2.2.2 (３) a.と同様の方法

で計算する。 

また，年間平均地上空気中濃度は，5.1.2.1.4 に示す方法で計算する。 

 

ｂ．皮膚の等価線量の計算式 

皮膚の等価線量は，(5.1－35)式により計算する。 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3.2 気体廃棄物中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく 

(１) 計算方法の概要 

   再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，風下方位及びその 

隣接方位における年間平均の空気中放射性物質濃度分布を算出し，放射 

性雲中の放射性物質からのガンマ線及びベータ線により周辺監視区域外 

の公衆が受ける皮膚の等価線量を計算する。 

(２) 計算のための前提条件 

ａ．皮膚の等価線量計算地点 

「5.1.2.2.2 (２)ａ．実効線量計算地点」と同じとする。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

   放射性雲からの皮膚の等価線量評価に用いるパラメータを第5.1－８ 

表及び第5.1－28表に示す。                                     

(３) 皮膚の等価線量の計算式 

ａ．計算に用いる基本式 

   主排気筒から放出された放射性物質の放射性雲による計算地点におけ 

るガンマ線による空気カーマ率は，「5.1.2.2.2  (３)ａ．計算に用い

る基本式」と同様の方法で計算する。 

   また，年間平均地上空気中濃度は，「5.1.2.1.4 年間平均地上空気 

中濃度の計算式」に示す方法で計算する。 

ｂ．皮膚の等価線量の計算式 

皮膚の等価線量は，(5.1－35)式により計算する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.2.3.3 気体廃棄物中の放射性物質の地表沈着による外部被ばく 

(１) 計算方法の概要 

再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，放射性物質の年間

平均の地表沈着率を算出し，地表に沈着した放射性物質により周辺監視

区域外の一般公衆が受ける皮膚の等価線量を計算する。 

(２) 計算のための前提条件 

ａ．皮膚の等価線量計算地点 

5.1.2.2.2 (２) a.と同じとする。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

地表沈着による皮膚の等価線量評価に用いるパラメータを第 5.1 

－９表及び第 5.1－29 表に示す。 

(３) 皮膚の等価線量の計算式 

ａ．放射性物質の地表沈着量の計算式 

放射性物質の地表沈着量は，5.1.2.2.3 (３) a.と同様の方法で計算

する。 

ｂ．皮膚の等価線量の計算式 

地表沈着した放射性物質による皮膚の等価線量は，(5.1－36)式によ 

り計算する。 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3.3 気体廃棄物中の放射性物質の地表沈着による外部被ばく 

(１) 計算方法の概要 

再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，放射性物質の年間 

平均の地表沈着率を算出し，地表に沈着した放射性物質により周辺監視 

区域外の公衆が受ける皮膚の等価線量を計算する。 

(２) 計算のための前提条件 

ａ．皮膚の等価線量計算地点 

「5.1.2.2.2 (２)ａ．実効線量計算地点」と同じとする。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

地表沈着による皮膚の等価線量評価に用いるパラメータを第5.1 

－９表及び第5.1－29表に示す。 

(３) 皮膚の等価線量の計算式 

ａ．放射性物質の地表沈着量の計算式 

放射性物質の地表沈着量は，「5.1.2.2.3  (３)ａ．放射性物質の地

表沈着量の計算式」と同様の方法で計算する。 

ｂ．皮膚の等価線量の計算式 

   地表沈着した放射性物質による皮膚の等価線量は，(5.1－36)式によ

り計算する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.2.3.4 皮膚の等価線量の評価結果 

(１) 計算結果の足し合わせ 

気体廃棄物による皮膚の等価線量の計算結果については，各経路の皮

膚の等価線量を次のように足し合わせた。放射性雲からの外部被ばく及

び地表沈着による外部被ばくは，１地点において同時に被ばくするもの

とし，各地点ごとにそれぞれの皮膚の等価線量を加算し，その結果が最

大となる地点での皮膚の等価線量を評価結果とした。 

(２) 評価結果 

主排気筒から放出される気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価

線量の評価を行った結果は，第 5.1－30 表に示すとおりである。 

皮膚の等価線量の合計が最大となるのは, 主排気筒からＷ方向約 970 

ｍ地点であり，その値は年間約１.9×10－１ ｍＳv である。この地点を

第 5.1－１図に示す。 

なお，北換気筒，低レベル廃棄物処理建屋換気筒及び冷却空気出口シ

ャフトからの気体廃棄物の放出量は十分小さく，一般公衆の皮膚の等価

線量は，主排気筒からの放出に起因する皮膚の等価線量に比べて十分小 

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3.4 皮膚の等価線量の評価結果 

(１) 計算結果の足し合わせ 

気体廃棄物による皮膚の等価線量の計算結果については，各経路の皮 

膚の等価線量を次のように足し合わせた。放射性雲からの外部被ばく及 

び地表沈着による外部被ばくは，１地点において同時に被ばくするもの 

とし，地点ごとにそれぞれの皮膚の等価線量を加算し，その結果が最大 

となる地点での皮膚の等価線量を評価結果とした。 

(２) 評価結果 

主排気筒から放出される気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価 

線量の評価を行った結果は，第5.1－30表に示すとおりである。 

皮膚の等価線量の合計が最大となるのは, 主排気筒からＥＳＥ方向約 

1,100ｍ地点であり，その値は年間約1.6×10－１ｍＳｖである。この地 

点を第5.1－１図に示す。 

なお，北換気筒，低レベル廃棄物処理建屋換気筒及び冷却空気出口シ 

ャフトからの気体廃棄物の放出量は十分小さく，公衆の皮膚の等価線量

は，主排気筒からの放出に起因する皮膚の等価線量に比べて十分小さ

い。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.3 液体廃棄物による線量の評価 

5.1.3.1 液体廃棄物中の放射性物質による海水中放射性物質濃度の計算 

5.1.3.1.1 計算方法の概要 

海洋放出口から噴流状に放出された廃液は，放出による廃液の運動量

及び海水との密度差による浮力により，周囲海水を取り込んで混合希釈

しながら海面に向かい，その後，海流及び海流の乱れによる拡散によっ

て，水平方向に拡散・希釈していく。 

線量の評価対象となる海域の放射性物質の濃度分布を推定するため，

海象観測結果に基づいて前面海域の流動を代表的なパターンに分類し，

数理モデルに基づくシミュレーション解析を行う。年間の平均海水中放

射性物質濃度分布は，それぞれのパターンごとに求めた濃度分布にその

年間出現頻度を乗じ，それぞれを加算することにより求める。 

数値解析は，噴流による混合希釈が支配的となる海洋放出口近傍の領

域（以下｢近傍領域｣という｡)と海流及び海流の乱れによる拡散による 

希釈が支配的となる領域（以下｢遠方領域｣という｡)の二つに区分し， 

前者については三次元数値シミュレーション解析，後者については二次

元数値シミュレーション解析により行う。 

近傍領域における三次元数値シミュレーション解析結果を遠方領域に

おける濃度分布解析に接続させるため，海洋放出口から放出された廃液

が水平方向に拡散していく位置において，ある濃度，流速，幅及び厚さ

を持った仮想的な放出口(以下｢仮想放出口｣という｡)を想定する。 

遠方領域における濃度分布解析は，仮想放出口に近傍領域における三

次元数値シミュレーション解析結果から得られる濃度，流速，幅及び厚

さを初期条件として与えることにより行う。 

なお，拡散・希釈過程における放射性物質の物理的減衰は無視する。 

近傍領域における計算モデルは，水理模型実験により適用性が検証さ

れている。また，遠方領域における計算モデルにより得られた流動計算

結果は，前面海域における海象観測から得られた流動観測結果と良好な

一致を示しており，前面海域の流動を良く模擬しているものと判断され

ている。 

5.1.3 液体廃棄物による線量の評価 

5.1.3.1 液体廃棄物中の放射性物質による海水中放射性物質濃度の計算 

5.1.3.1.1 計算方法の概要 

海洋放出口から噴流状に放出された廃液は，放出による廃液の運動量

及び海水との密度差による浮力により，周囲海水を取り込んで混合希釈

しながら海面に向かい，その後，海流及び海流の乱れによる拡散によっ

て，水平方向に拡散・希釈していく。 

線量の評価対象となる海域の放射性物質の濃度分布を推定するため，

海象観測結果に基づいて前面海域の流動を代表的なパターンに分類し，

数理モデルに基づくシミュレーション解析を行う。年間の平均海水中放

射性物質濃度分布は，それぞれのパターンごとに求めた濃度分布にその

年間出現頻度を乗じ，それぞれを加算することにより求める。 

数値解析は，噴流による混合希釈が支配的となる海洋放出口近傍の領

域（以下｢近傍領域｣という。）と海流及び海流の乱れによる拡散による

希釈が支配的となる領域（以下｢遠方領域｣という。）の二つに区分し，

前者については三次元数値シミュレーション解析，後者については二次

元数値シミュレーション解析により行う。 

近傍領域における三次元数値シミュレーション解析結果を遠方領域に

おける濃度分布解析に接続させるため，海洋放出口から放出された廃液

が水平方向に拡散していく位置において，ある濃度，流速，幅及び厚さ

を持った仮想的な放出口（以下｢仮想放出口｣という。）を想定する。 

遠方領域における濃度分布解析は，仮想放出口に近傍領域における三

次元数値シミュレーション解析結果から得られる濃度，流速，幅及び厚

さを初期条件として与えることにより行う。 

なお，拡散・希釈過程における放射性物質の物理的減衰は無視する。 

近傍領域における計算モデルは，水理模型実験により適用性が検証さ

れている 。
（30）

また，遠方領域における計算モデルにより得られた流動計算

結果は，前面海域における海象観測から得られた流動観測結果と良好な

一致を示しており，前面海域の流動を良く模擬しているものと判断され

ている 。
（32）

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.3.1.2 計算のための前提条件 

(１) 海 象 

ａ．流動パターン 

前面海域における流向及び流速の観測結果によれば，前面海域は，流

れの周期性が微弱であり，沿岸に沿う流れが支配的である。流向及び流

速の観測結果に基づき，前面海域の代表的な流動パターンとして，南流 

（添付書類七では流速５ｃｍ／ｓ未満の流れを除く｡)，北流（添付書類

七では流速５ｃｍ／ｓ未満の流れを除く｡)及び流速が５ｃｍ／ｓ未満

の流れ(以下｢憩流｣という｡)の３種類に分類する。 

このうち，南流及び北流については，10ｃｍ／ｓきざみの流速階級に

分類し，憩流時については，流速を０ｃｍ／ｓとする。 

ｂ． 成 層 

前面海域における水温の観測結果に基づき，表層と底層の水温差が定 

常的に存在している状態を成層として解析を行う。 

解析に用いた成層形成期間及び成層強度は以下のとおりである。 

(ａ) 成層形成期間 ：６月～９月の４箇月間 

(ｂ) 成層強度   ：表層と底層の水温差 ２℃ 

（６月～９月の水温差の平均値に基づき設定） 

(２) 海洋放出口 

ａ．海洋放出口位置 

海洋放出口は，汀線から沖合約３ｋｍ，東京湾平均海面下約 48ｍ（水

深約 47ｍ）の地点において，海洋放出管を海底から約３ｍ立ち上げた東

京湾平均海面下約 45ｍ（水深約 44ｍ）の位置とする。 

なお，水深は，干潮においても確保できる深さである。 

ｂ．海洋放出口仕様 

口 径 ：75ｍｍφ，１本 

放出方向 ：鉛直上向 

放出流量 ：約 100ｍ３／ｈ 

 

 

5.1.3.1.2 計算のための前提条件 

(１) 海  象 

ａ．流動パターン 

前面海域における流向及び流速の観測結果によれば，前面海域は，流 

れの周期性が微弱であり，沿岸に沿う流れが支配的である。流向及び流 

速の観測結果に基づき，前面海域の代表的な流動パターンとして，南流

（添付書類七では流速５ｃｍ／ｓ未満の流れを除く），北流（添付書類 

七では流速５ｃｍ／ｓ未満の流れを除く）及び流速が５ｃｍ／ｓ未満 

の流れ（以下｢憩流｣という。）の３種類に分類する。 

   このうち，南流及び北流については，10ｃｍ／ｓきざみの流速階級に 

分類し，憩流時については，流速を０ｃｍ／ｓとする。 

 ｂ．成  層 

前面海域における水温の観測結果に基づき，表層と底層の水温差が定 

常的に存在している状態を成層として解析を行う。 

   解析に用いた成層形成期間及び成層強度は以下のとおりである。 

   (ａ) 成層形成期間 ：６月～９月の４箇月間 

   (ｂ) 成層強度   ：表層と底層の水温差 ２℃ 

           （６月～９月の水温差の平均値に基づき設定） 

(２) 海洋放出口 

ａ．海洋放出口位置 

海洋放出口は，汀線から沖合約３ｋｍ，東京湾平均海面下約48ｍ（水 

深約47ｍ）の地点において，海洋放出管を海底から約３ｍ立ち上げた東 

京湾平均海面下約45ｍ（水深約44ｍ）の位置とする。 

   なお，水深は，干潮においても確保できる深さである。 

ｂ．海洋放出口仕様 

   口  径 ：75ｍｍφ，１本 

   放出方向 ：鉛直上向 

   放出流量 ：約100ｍ３／ｈ 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.1.3.1.3 海水中放射性物質濃度の計算式 

(１) 近傍領域 

ａ．基本方程式 

近傍領域における廃液の拡散の方程式は,次のように,連続式，運動

方程式，熱量保存式(成層時のみ) ，塩分保存式，物質保存式及び密 

度式から構成される。 

(ａ) 連 続 式 

 

 

(ｂ)運動方程式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 熱量保存式 

 

 

 

 

(d) 塩分保存式 

 

 

 

 

5.1.3.1.3 海水中放射性物質濃度の計算式 

(１) 近傍領 域
（30）

 

ａ．基本方程式 

   近傍領域における廃液の拡散の方程式は，次のように，連続式，運動

方程式，熱量保存式（成層時のみ），塩分保存式，物質保存式及び密

度式から構成される。 

 (ａ) 連 続 式   

 

 

(ｂ) 運動方程式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ)  熱量保存式 

 

 

 

 

(ｄ)  塩分保存式 

  

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(e) 物質保存式 

 

 

 

 

(f) 密度式 

 

 

本解析では Knudsen の式を用いる。 

ここで, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．初期条件 

(ａ) 圧 力 

本解析では静水圧からの差を圧力として定義する。 

 

 

(ｅ)  物質保存式 

 

 

 

 

(ｆ)  密度式  

 

 

本解析ではKnudsenの式
（20）

を用いる。 

ここで, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．初期条件 

(ａ)  圧 力 

本解析では静水圧からの差を圧力として定義する。 

 

  

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(ｂ) 温度及び塩分 

(イ)  周囲海水 

周囲海水の温度及び塩分は，前面海域における連続観測結果に基づ 

き，次の値を用いる。 

温度：12.5℃（年間平均） 

なお，成層期間は，海洋放出口 12.5℃から海表面 14.5℃ま 

で線形に変化させる。 

塩分：33.8 （年間平均） 

(ロ) 放出廃液 

放出廃液の温度は周囲海水の温度と等しいものとする。また，放出 

廃液の塩分は０とする。 

(ｃ) 密度及び密度差 

温度及び塩分より Knudsenの式を用いて求める。 

ｃ．計算条件 

(ａ) 渦動粘性係数及び渦動拡散係数 

(イ) 周囲海水 

周囲海水における渦動粘性係数及び渦動拡散係数は, 次の値を用い 

る。 

 

 

 

 

 

 

ここで, 

 

 

 

 

 

(ｂ) 温度及び塩分 

(イ)  周囲海水 

      周囲海水の温度及び塩分は，前面海域における連続観測結果に基づ 

き，次の値を用いる。 

      温度：12.5℃（年間平均） 

         なお，成層期間は，海洋放出口12.5℃から海表面14.5℃ま 

で線形に変化させる。 

    塩分：33.8 （年間平均） 

 (ロ)  放出廃液 

放出廃液の温度は周囲海水の温度と等しいものとする。また，放出

廃液の塩分は０とする。 

(ｃ) 密度及び密度差 

温度及び塩分よりKnudsenの式
（20）

を用いて求める。 

ｃ．計算条件 

(ａ) 渦動粘性係数及び渦動拡散係数 

(イ)  周囲海水
（31）

 

    周囲海水における渦動粘性係数及び渦動拡散係数は, 次の値を用い

る。 

 

 

 

 

 

 

ここで, 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(ロ) 放出廃液 

放出廃液中の渦動粘性係数及び渦動拡散係数は，(5.1－45)式及び 

(5.1－46)式により求める。 

 

 

 

ここで, 

 

 

 

 

 

 

ただし，海洋放出口での噴流拡散幅及び噴流中心速度は，それぞれ，

海洋放出口の放出口径Ｄ及び放出速度Ｗ０ とする。 

(ｂ) 境界条件 

境界条件は次のとおりである。 

海表面 

 

 

 

 

 

海底面 

 

 

 

 

 

 

(ロ)  放出廃液
（21）（22）

 

   放出廃液中の渦動粘性係数及び渦動拡散係数は，(5.1－45)式及び 

(5.1－46)式により求める。 

 

 

 

ここで, 

 

 

 

 

 

 

ただし，海洋放出口での噴流拡散幅及び噴流中心速度は，それぞれ，

海洋放出口の放出口径Ｄ及び放出速度Ｗ０ とする。 

(ｂ) 境界条件 

境界条件は次のとおりである。 

  海表面 

 

 

 

 

 

海底面 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

計算領域境界 

 

 

 

 

 

なお，流下方向の境界においては u を連続式より求める。 

ただし， nは境界面に対する法線方向を表す。 

(２) 遠方領域 

ａ．基本方程式 

遠方領域における流動及び廃液の拡散の方程式は,連続式,運動方程式

及び拡散方程式を水深方向に積分した以下の式を用いる。 

(ａ) 連続式 

 

 

(b) 運動方程式 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ)  拡散方程式 

 

 

 

 

 

 

計算領域境界 

 

 

 

 

 

  なお，流下方向の境界においては uを連続式より求める。 

  ただし，nは境界面に対する法線方向を表す。 

(２)  遠方領域
（32）

 

ａ．基本方程式 

遠方領域における流動及び廃液の拡散の方程式は，連続式，運動方程 

式及び拡散方程式を水深方向に積分した以下の式を用いる。 

(ａ) 連続式 

 

  

(ｂ)  運動方程式 

  

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 拡散方程式 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．仮想放出口 

近傍領域における三次元数値シミュレーション解析結果から得られた 

仮想放出口の条件を第 5.1－31表に示す。 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．仮想放出口 

近傍領域における三次元数値シミュレーション解析結果から得られた

仮想放出口の条件を第5.1－31表に示す。 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

c. 計算条件 

(ａ) 水 深 

最浅水深を１ｍ，最深水深を南流の場合 100ｍ,北流の場合 50ｍとし

現地流動を再現する。 

(ｂ) 廃液拡散層厚さ 

廃液拡散層厚さは，仮想放出口における廃液拡散層厚さを用いる。た

だし，水深が仮想放出口における廃液拡散層厚さより浅い領域において

は水深を用いる。 

(ｃ) 海底摩擦係数 

0.013(最浅水深)から最小 0.0026(最深水深)まで水深に応じ線形に変 

化させる。 

(ｄ) 拡散係数の算定 

拡散係数は，(5.1－51)式により算定する。 

 

 

 

 

ただし, Ｋx 及びＫy の上限値は,それぞれ,Ｋ x o 及びＫ y o とする

。 

ここで， 

 

 

 

 

Ｋxo，Ｋyoについては，添付書類四｢3.2.2.3 拡散係数｣に示す現地

観測結果を基に,対象海域における平均的な拡散係数として,次の値を

用いる。 

 

 

 

c. 計算条件 

(ａ) 水 深 

   最浅水深を１ｍ，最深水深を南流の場合100ｍ,北流の場合50ｍとし現

地流動を再現する。
（32）

 

(ｂ) 廃液拡散層厚さ 

   廃液拡散層厚さは，仮想放出口における廃液拡散層厚さを用いる。た

だし，水深が仮想放出口における廃液拡散層厚さより浅い領域において

は水深を用いる。
（32）

 

 (ｃ) 海底摩擦係数
（20）（32）（35）

 

   0.013(最浅水深)から最小0.0026(最深水深)まで水深に応じ線形に変

化させる。 

 (ｄ) 拡散係数の算定 

   拡散係数は，(5.1－51)式により算定する。
（23）（24）（32）

 

 

 

 

 

    ただし, Ｋx 及びＫy の上限値は，それぞれ,Ｋxo及びＫyoとする。 

     ここで， 

      Ｂ  ：拡散幅（ｃｍ） 

      Ｋxo，Ｋyo  ：海域の拡散係数（ｃｍ２／ｓ） 

      σ  ：濃度の横断分布の標準偏差（ｃｍ）…（憩流時以外） 

      r   ：放出点直上からの距離（ｃｍ）  ……（憩流時） 

   Ｋxo，Ｋyoについては，添付書類四「3.2.2.3 拡散係数」に示す現地

観測結果を基に，対象海域における平均的な拡散係数として，次の値を

用いる。 

     Ｋxo＝10５ｃｍ２／ｓ 

     Ｋyo＝５×10４ｃｍ２／ｓ 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

(ｅ) 水平方向の渦動粘性係数 

水平方向の渦動粘性係数は，現地観測結果から求めた海域の拡散係

数を基に，次の値を用いる。 

 

(ｆ) 境界条件 

境界条件は次のとおりである。 

陸地及び防波堤 

 

 

 

計算領域境界 

 

 

 

 

 

ただし，n は境界面に対する法線方向を表す。 

(ｇ) 計算領域 

計算領域は次のとおりである。 

流動計算：海洋放出口を中心として南北方向に約 110ｋｍ,沿岸から 

沖合約 30ｋｍ 

拡散計算：海洋放出口を中心として南北方向に約 30ｋｍ, 沿岸から 

沖合約 15ｋｍ 

(ｈ) 港湾地形 

計算に用いる港湾地形は，再処理施設の運転開始以降に予想される港 

湾地形として，むつ小川原開発第２次基本計画において先行して進めら 

れる鷹架沼港区及び第８次港湾整備５ヶ年計画を反映したものとする。 

 

 

(ｅ) 水平方向の渦動粘性係数 

    水平方向の渦動粘性係数は，現地観測結果から求めた海域の拡散係

数を基に，次の値を用いる。
（32）

 

      Ａh＝５×10４ｃｍ２／ｓ 

(ｆ) 境界条件 

   境界条件は次のとおりである。 

    陸地及び防波堤 

 

 

 

    計算領域境界 

 

 

 

 

 

   ただし，n は境界面に対する法線方向を表す。 

(ｇ) 計算領域 

   計算領域は次のとおりである。 

    流動計算：海洋放出口を中心として南北方向に約110ｋｍ,沿岸から 

         沖合約30ｋｍ 

    拡散計算：海洋放出口を中心として南北方向に約30ｋｍ，沿岸から 

         沖合約15ｋｍ 

(ｈ) 港湾地形 

   計算に用いる港湾地形は，再処理施設の運転開始以降に予想される港

湾地形として，むつ小川原開発第２次基本計画
（52）

において先行して進めら

れる鷹架沼港区及び第８次港湾整備５ヶ年計画を反映したものとする。 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

5.1.3.1.4 年間平均相対濃度の評価 

線量の評価対象となる海域の年間平均相対濃度は，遠方領域の二次

元シミュレーション結果から各パターンごとに計算された相対濃度に

その年間出現頻度を乗じ，それぞれを加算することにより求める。こ

のとき，解析に用いる流動パターンごとの流速及び流向の出現頻度と

して，海洋放出口の近傍海域及び海洋放出口を含む海域については憩

流頻度を考慮するが，憩流による廃液の拡散影響の及ばない海域につ

いては，憩流頻度を，南流 10ｃｍ／ｓ及び北流 10ｃｍ／ｓの出現頻度

の割合で，それぞれの出現頻度に加える。 

解析に用いる流動パターンごとの流速及び年間出現頻度を第 5.1－32

表に示す。 

線量の評価に用いる海水中放射性物質濃度の評価においては, 液体廃

棄物が連続的に放出される場合を考えて, 5.1.3.1.3 までに述べた計算

方法により得られた年間平均相対濃度に放射性物質の年間平均放出率を

乗じるとにより年間平均濃度を求める。 

 

前面海域においては，河川や地形の影響等によって潮目の発生する可

能性があるが，これらはたとえ発生したとしても，時間スケールが小さ

く，ごく局所的に生ずるものであることから，前面海域での年間の拡

散・希釈の評価に影響を及ぼすものではない。 

なお，成層時と非成層時では廃液の拡散層の存在する水深が異なり，

成層時には流速によっても廃液の拡散層の水深が異なるが，年間平均相

対濃度の評価に当たっては，拡散層の存在する水深の違いを考慮しな

い。 

 

 

 

 

 

5.1.3.1.4 年間平均相対濃度の評価 

   線量の評価対象となる海域の年間平均相対濃度は，遠方領域の二次元

シミュレーション結果からパターンごとに計算された相対濃度にその年

間出現頻度を乗じ，それぞれを加算することにより求める。このとき，

解析に用いる流動パターンごとの流速及び流向の出現頻度として，海洋

放出口の近傍海域及び海洋放出口を含む海域については憩流頻度を考慮

するが，憩流による廃液の拡散影響の及ばない海域については，憩流頻

度を，南流10ｃｍ／ｓ及び北流10ｃｍ／ｓの出現頻度の割合で，それぞ

れの出現頻度に加える。 

   解析に用いる流動パターンごとの流速及び年間出現頻度を第5.1－32

表に示す。 

   線量の評価に用いる海水中放射性物質濃度の評価においては，液体廃

棄物が連続的に放出される場合を考えて，「5.1.3.1.3 海水中放射性

物質濃度の計算式」までに述べた計算方法により得られた年間平均相対

濃度に放射性物質の年間平均放出率を乗じることにより年間平均濃度を

求める。 

   前面海域においては，河川や地形の影響等によって潮目の発生する可

能性があるが，これらはたとえ発生したとしても，時間スケールが小さ

く，ごく局所的に生ずるものであることから
（57）

，前面海域での年間の拡

散・希釈の評価に影響を及ぼすものではない。 

   なお，成層時と非成層時では廃液の拡散層の存在する水深が異なり，

成層時には流速によっても廃液の拡散層の水深が異なるが，年間平均相

対濃度の評価に当たっては，拡散層の存在する水深の違いを考慮しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

5.1.3.2 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価 

5.1.3.2.1 実効線量の評価に用いる放射性物質の放出量 

液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価に用いる放射性物質

の年間の放出量は，第 5.1－33表に示すとおりである。 

第 5.1－33 表に示すその他(α)及びその他(β，γ)については，線量

への寄与の大きい核種は各核種ごとに,それら以外の核種は,アルファ線

を放出する核種, ガンマ線を放出する核種及びベータ線のみを放出する

核種に分類し,それぞれ,各核種ごとに評価する核種のうち単位放出量当

たりの線量の寄与の大きい核種に置き換えて評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.2 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価 

5.1.3.2.1 実効線量の評価に用いる放射性物質の放出量 

   液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価に用いる放射性物質

の年間の放出量は，第5.1－33表に示すとおりである。 

   第5.1－33表に示すその他(α)及びその他(β，γ)については，線量

への寄与の大きい核種は核種ごとに，それら以外の核種は,アルファ線

を放出する核種, ガンマ線を放出する核種及びベータ線のみを放出する

核種に分類し，それぞれ，核種ごとに評価する核種のうち単位放出量当

たりの線量の寄与の大きい核種に置き換えて評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

5.1.3.2.2 液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく 

(１) 評価方法の概要 

液体廃棄物中に含まれる放射性物質による外部被ばくに係る実効線量 

の評価は，前面海域における海浜利用，漁業等の実態を考慮の上，現実 

に存在する被ばく経路に生活する人を対象とし，以下の被ばく経路につ 

いて行う。 

海水面からの被ばく

漁網からの被ばく 

船体からの被ばく  

海中作業での被ばく 

なお，周辺には海水浴場がなく，漁業活動に伴う海浜利用もない。ま

た，将来，港内しゅんせつなどの海浜作業及びむつ小川原港内における

岸壁作業が生じたとしても，作業形態から被ばく経路としては無視でき 

る。 

(２) 評価のための前提条件 

ａ．評価地点 

各外部被ばく経路における海水中放射性物質濃度の評価地点は, 前面 

海域における漁業実態等に基づき, 実効線量が最大となる地点を選定す 

る。 

前面海域において，鷹架沼の一部及び尾駮沼を除くむつ小川原港港湾

区域（以下，添付書類七では「むつ小川原港港湾区域」という。）は，

漁業権が消滅され，漁業権以外の漁業に関する権利も放棄されている。 

このことから，海水面からの被ばくによる実効線量の評価について 

は，漁船の航行を考慮し，保守側に，むつ小川原港港湾区域の平均濃

度を海 水中の放射性物質濃度として用いる。 

漁網からの被ばくによる実効線量の評価については，漁業活動の営ま

れる可能性のあるむつ小川原港港湾区域周辺での最大濃度地点で漁網が

使用されるものとする。 

船体からの被ばくによる実効線量の評価については，漁船の航行を考

5.1.3.2.2 液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく 

(１) 評価方法の概要 

  液体廃棄物中に含まれる放射性物質による外部被ばくに係る実効線量

の評価は，前面海域における海浜利用，漁業等の実態
（７）

を考慮の上，現実

に存在する被ばく経路に生活する人を対象とし，以下の被ばく経路につ

いて行う。 

  海水面からの被ばく 

  漁網からの被ばく 

    船体からの被ばく 

  海中作業での被ばく 

なお，周辺には海水浴場がなく，漁業活動に伴う海浜利用もない。ま

た，将来，港内しゅんせつなどの海浜作業及びむつ小川原港内における

岸壁作業が生じたとしても，作業形態から被ばく経路としては無視でき

る。
（７）

 

(２) 評価のための前提条件 

ａ．評価地点 

各外部被ばく経路における海水中放射性物質濃度の評価地点は, 前面

海域における漁業実態等
（７）

に基づき, 実効線量が最大となる地点を選定す

る。 

前面海域において，鷹架沼の一部及び尾駮沼を除くむつ小川原港港湾

区域（以下，添付書類七では「むつ小川原港港湾区域」という。）は，

漁業権が消滅され，漁業権以外の漁業に関する権利も放棄されている。 

  このことから，海水面からの被ばくによる実効線量の評価について

は，漁船の航行を考慮し，より厳しい結果を与えるように，むつ小川原

港港湾区域の平均濃度を海水中の放射性物質濃度として用いる。 

漁網からの被ばくによる実効線量の評価については，漁業活動の営ま

れる可能性のあるむつ小川原港港湾区域周辺での最大濃度地点で漁網が

使用されるものとする。 

船体からの被ばくによる実効線量の評価については，漁船の航行を考

慮し，より厳しい結果を与えるように，むつ小川原港港湾区域の平均濃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

慮し，保守側に，むつ小川原港港湾区域の平均濃度の海水で船体が汚染

されるものとする。 

海中作業での被ばくによる実効線量の評価については，むつ小川原港

港湾区域内において定期的に実施されるむつ小川原石油備蓄株式会社所

有の石油パイプラインの係留ブイの保守及び海象ブイの保守に関連する

海中作業を対象とし，これらの作業の実施される地点のうち濃度が最大

となる，海洋放出口から南 0.3ｋｍ地点を評価地点とする。 

これらの地点を第 5.1－２図に示す。 

ｂ．評価地点の放射性物質濃度 

各外部被ばく経路における海水中放射性物質濃度の評価地点のうち， 

海洋放出口を含む海域であるむつ小川原港港湾区域の区域内平均海水中 

放射性物質濃度は，憩流頻度を考慮した流動パターンの年間出現頻度を 

用いて評価する。また，憩流による廃液の拡散影響が及ばない海域であ

るむつ小川原港港湾区域周辺での最大濃度地点の海水中放射性物質濃度

は，憩流頻度を，南流10ｃｍ／ｓ及び北流10ｃｍ／ｓの出現頻度の割合

で，それぞれの出現頻度に加えた流動パターンの年間出現頻度を用いて

評価する。ただし，海洋放出口から南0.3ｋｍ地点の海水中放射性物質

濃度については，海洋放出口からの距離が小さいこと及び作業頻度が小

さいことから，作業時には常に憩流状態であるとの保守側の仮定を用い

て評価する。 

各外部被ばく経路に対する海水中放射性物質濃度の評価地点及び年間 

平均相対濃度を，第 5.1－34 表に示す。 

ｃ．実効線量評価のためのパラメータ 

実効線量評価のためのパラメータは，第 5.1－35 表～第 5.1－39表及 

び第 5.1－46表～第 5.1－49 表に示すとおりである。 

(３) 実効線量の評価式 

ａ．海水面からの実効線量の評価式 

船上にある人体が海水中放射性物質から受ける実効線量は，ガンマ線

による実効線量にベータ線による実効線量を加えた(5.1－52)式を用い 

て評価する。 

度の海水で船体が汚染されるものとする。 

   海中作業での被ばくによる実効線量の評価については，むつ小川原港

港湾区域内において定期的に実施されるむつ小川原石油備蓄株式会社所

有の石油パイプラインの係留ブイの保守及び海象ブイの保守に関連する

海中作業を対象とし，これらの作業の実施される地点のうち濃度が最大

となる，海洋放出口から南0.3ｋｍ地点を評価地点とする。 

 これらの地点を第5.1－２図に示す。 

ｂ．評価地点の放射性物質濃度 

   各外部被ばく経路における海水中放射性物質濃度の評価地点のうち，

海洋放出口を含む海域であるむつ小川原港港湾区域の区域内平均海水中

放射性物質濃度は，憩流頻度を考慮した流動パターンの年間出現頻度を

用いて評価する。また，憩流による廃液の拡散影響が及ばない海域であ

るむつ小川原港港湾区域周辺での最大濃度地点の海水中放射性物質濃度

は，憩流頻度を，南流10ｃｍ／ｓ及び北流10ｃｍ／ｓの出現頻度の割合

で，それぞれの出現頻度に加えた流動パターンの年間出現頻度を用いて

評価する。ただし，海洋放出口から南0.3ｋｍ地点の海水中放射性物質

濃度については，海洋放出口からの距離が小さいこと及び作業頻度が小

さいことから，作業時には常に憩流状態であるとのより厳しい仮定を用

いて評価する。 

   各外部被ばく経路に対する海水中放射性物質濃度の評価地点及び年間 

平均相対濃度を，第5.1－34表に示す。 

ｃ．実効線量評価のためのパラメータ 

   実効線量評価のためのパラメータは，第5.1－35表～第5.1－39表及び

第5.1－46表～第5.1－49表に示すとおりである。 

(３) 実効線量の評価式 

ａ．海水面からの実効線量の評価式 

   船上にある人体が海水中放射性物質から受ける実効線量は，ガンマ線

による実効線量にベータ線による実効線量を加えた(5.1－52)式を用い

て評価する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

ここで, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．漁網からの実効線量の評価式 

漁網からの実効線量は，海水中の放射性物質が漁網に移行する割合を

考慮し，船上の漁網からの外部被ばくについては船上に積載時の漁網

（以下「船上漁網」という。）を，また，陸上の漁網からの外部被ばく

については修理作業時の漁網（以下「陸上漁網」という。）を対象と

し，ガンマ線による実効線量にベータ線による実効線量を加えた(5.1－

53) 式を用いて評価する。 

なお，船上漁網については，積載時の漁網形状を考慮し，漁網密度を 

１ｇ／ｃｍ３ として自己しゃへいを考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

ここで, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．漁網からの実効線量の評価式 

   漁網からの実効線量は，海水中の放射性物質が漁網に移行する割合を

考慮し，船上の漁網からの外部被ばくについては船上に積載時の漁網

（以下「船上漁網」という。）を，また，陸上の漁網からの外部被ばく

については修理作業時の漁網（以下「陸上漁網」という。）を対象と

し，ガンマ線による実効線量にベータ線による実効線量を加えた(5.1－

53)式を用いて評価する。 

   なお，船上漁網については，積載時の漁網形状を考慮し，漁網密度を

１ｇ／ｃｍ３として自己遮蔽を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひらがなの常用漢字化 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添七－108



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

ｃ．船体からの実効線量の評価式 

船体からの実効線量は，海水中の放射性物質が船体に移行する割合を

考慮し，ガンマ線による実効線量にベータ線による実効線量を加えた

(5.1－54)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．船体からの実効線量の評価式 

船体からの実効線量は，海水中の放射性物質が船体に移行する割合を

考慮し，ガンマ線による実効線量にベータ線による実効線量を加えた

(5.1－54)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

ｄ．海中作業での実効線量の評価式 

海中作業での実効線量は，ガンマ線による実効線量にベータ線による 

実効線量を加えた(5.1－55)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．海中作業での実効線量の評価式 

  海中作業での実効線量は，ガンマ線による実効線量にベータ線による

実効線量を加えた(5.1－55)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

5.1.3.2.3 海産物摂取による内部被ばく 

(１) 評価方法の概要 

液体廃棄物中に含まれる放射性物質による内部被ばくに係る実効線量の

評価は，前面海域における漁業実態及び敷地周辺の一般公衆の食品摂取状

況を踏まえ，以下の海産物の摂取を対象として行う。 

魚   類 

     海 藻 類 

    貝   類 

    頭 足 類 

    甲 殻 類 

(２) 評価のための前提条件 

ａ．評価地点 

各海産物に対する海水中放射性物質濃度の評価地点は，前面海域にお 

ける漁業実態に基づき，実効線量が最大となる地点を選定する。 

前面海域において，むつ小川原港港湾区域は，漁業権が消滅され，漁

業権以外の漁業に関する権利も放棄されている。このことを考慮し，回

遊能力を持つ魚類，貝類，頭足類及び甲殻類については，保守側に，む

つ小川原港港湾区域内で成育したものが，むつ小川原港港湾区域外で漁

獲されるものとして，むつ小川原港港湾区域の平均濃度を用いて評価を 

行う。 

また，海藻類については，前面海域において現実に存在する漁場のう

ち，海洋放出口に最も近い，海洋放出口から北 13ｋｍの海域において最

大濃度となる地点（以下「北 13ｋｍ地点」という。）の濃度を用いて評

価を行う。 

これらの地点を第 5.1－２図に示す。 

ｂ．評価地点の放射性物質濃度 

各海産物に対する海水中放射性物質濃度の評価地点のうち，海洋放出

口を含む海域であるむつ小川原港港湾区域の区域内平均海水中放射性物 

質濃度は，憩流頻度を考慮した流動パターンの年間出現頻度を用いて評

5.1.3.2.3 海産物摂取による内部被ばく 

(１) 評価方法の概要 

 液体廃棄物中に含まれる放射性物質による内部被ばくに係る実効線量の

評価は，前面海域における漁業実態及び敷地周辺の公衆の食品摂取状況を

踏まえ，以下の海産物の摂取を対象として行う。 

   魚   類 

    海 藻 類 

   貝   類 

   頭 足 類 

   甲 殻 類 

(２) 評価のための前提条件 

ａ．評価地点 

   各海産物に対する海水中放射性物質濃度の評価地点は，前面海域にお

ける漁業実態に基づき，実効線量が最大となる地点を選定する。 

   前面海域において，むつ小川原港港湾区域は，漁業権が消滅され，漁

業権以外の漁業に関する権利も放棄されている。このことを考慮し，回

遊能力を持つ魚類，貝類，頭足類及び甲殻類については，より厳しい結

果を与えるように，むつ小川原港港湾区域内で成育したものが，むつ小

川原港港湾区域外で漁獲されるものとして，むつ小川原港港湾区域の平

均濃度を用いて評価を行う。 

   また，海藻類については，前面海域において現実に存在する漁場のう

ち，海洋放出口に最も近い，海洋放出口から北13ｋｍの海域において最

大濃度となる地点（以下「北13ｋｍ地点」という。）の濃度を用いて評

価を行う。 

 これらの地点を第5.1－２図に示す。 

ｂ．評価地点の放射性物質濃度 

   各海産物に対する海水中放射性物質濃度の評価地点のうち，海洋放出

口を含む海域であるむつ小川原港港湾区域の区域内平均海水中放射性物

質濃度は，憩流頻度を考慮した流動パターンの年間出現頻度を用いて評

価する。また，憩流による廃液の拡散影響が及ばない海域である海洋放

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 

（７） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

価する。また，憩流による廃液の拡散影響が及ばない海域である海洋放 

出口から北13ｋｍ地点の海水中放射性物質濃度は, 憩流頻度を，南流10

ｃｍ／ｓ及び北流10ｃｍ／ｓの出現頻度の割合で，それぞれの出現頻度

に加えた流動パターンの年間出現頻度を用いて評価する。 

各海産物に対する海水中放射性物質濃度の評価地点及び年間平均相対 

濃度を，第 5.1－40 表に示す。 

ｃ．実効線量評価のためのパラメータ 

実効線量評価のためのパラメータは，第 5.1－41 表～第 5.1－43表に 

示すとおりである。 

(３) 実効線量の評価式 

海産物摂取による実効線量は,(5.1－56)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出口から北13ｋｍ地点の海水中放射性物質濃度は, 憩流頻度を，南流10

ｃｍ／ｓ及び北流10ｃｍ／ｓの出現頻度の割合で，それぞれの出現頻度

に加えた流動パターンの年間出現頻度を用いて評価する。 

   各海産物に対する海水中放射性物質濃度の評価地点及び年間平均相対

濃度を，第5.1－40表に示す。 

ｃ．実効線量評価のためのパラメータ 

   実効線量評価のためのパラメータは，第5.1－41表～第5.1－43表に示

すとおりである。 

(３) 実効線量の評価式 

  海産物摂取による実効線量は,(5.1－56)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

5.1.3.2.4 実効線量の評価結果 

(１) 評価結果の足し合わせ 

液体廃棄物による実効線量については，各経路の実効線量を加算し，

評価結果とした。 

(２) 評価結果 

液体廃棄物中に含まれる放射性物質による実効線量は，第 5.1－44表

に示すとおりである。 

液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばくに係る実効線量は，年間

約3.9×10－４ｍＳvである。また,海産物摂取による内部被ばくに係る実

効線量は年間約2.7×10－３ｍＳvであり,両者を合計すると年間約3.1×10

－３ｍＳvである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.2.4  実効線量の評価結果 

(１) 評価結果の足し合わせ 

   液体廃棄物による実効線量については，各経路の実効線量を加算し，

評価結果とした。 

(２) 評価結果 

   液体廃棄物中に含まれる放射性物質による実効線量は，第5.1－44表

に示すとおりである。 

   液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばくに係る実効線量は，年間

約3.9×10－４ｍＳvである。また,海産物摂取による内部被ばくに係る実

効線量は年間約2.7×10－３ｍＳvであり，両者を合計すると年間約3.1×

10－３ｍＳvである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

5.1.3.3 液体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量の評価 

5.1.3.3.1 皮膚の等価線量の評価に用いる放射性物質の放出量 

液体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量の評価に用いる放射性

物質の年間の放出量は，第 5.1－45 表に示すとおりである。 

第 5.1－45 表に示すその他(α)及びその他(β，γ)については, 線量へ

の寄与の大きい核種は各核種ごとに，それら以外の核種は，アルファ線を

放出する核種，ガンマ線を放出する核種及びベータ線のみを放出する核種

に分類し，それぞれ，各核種ごとに評価する核種のうち単位放出量当たり

の線量の大きい核種に置き換えて評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.3 液体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量の評価 

5.1.3.3.1 皮膚の等価線量の評価に用いる放射性物質の放出量 

 液体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量の評価に用いる放射性

物質の年間の放出量は，第5.1－45表に示すとおりである。 

 第5.1－45表に示すその他(α)及びその他(β，γ)については, 線量へ

の寄与の大きい核種は核種ごとに，それら以外の核種は，アルファ線を放

出する核種，ガンマ線を放出する核種及びベータ線のみを放出する核種に

分類し，それぞれ，核種ごとに評価する核種のうち単位放出量当たりの線

量の大きい核種に置き換えて評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（変更な

し） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

5.1.3.3.2 液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく 

(１) 評価方法の概要 

液体廃棄物中に含まれる放射性物質による外部被ばくに係る皮膚の等

価線量の評価は，前面海域における海浜利用，漁業等の実態を考慮の上

，現実に存在する被ばく経路に生活する人を対象とし，以下の被ばく経

路について行う。 

海水面からの被ばく 

漁網からの被ばく 

船体からの被ばく 

海中作業での被ばく 

なお，周辺には海水浴場がなく，漁業活動に伴う海浜利用もない。ま

た，将来，港内しゅんせつなどの海浜作業及びむつ小川原港内における

岸壁作業が生じたとしても，作業形態から被ばく経路としては無視でき

る。 

(２) 評価のための前提条件 

ａ．評価地点 

各外部被ばく経路における海水中放射性物質濃度の評価地点は, 前面

海域における漁業実態等に基づき, 皮膚の等価線量が最大となる地点を

選定する。 

前面海域において，むつ小川原港港湾区域は，漁業権が消滅され，漁

業権以外の漁業に関する権利も放棄されている。 

このことから，海水面からの被ばくによる皮膚の等価線量の評価につ

いては，漁船の航行を考慮し，保守側に，むつ小川原港港湾区域の平均

濃度を海水中の放射性物質濃度として用いる。 

漁網からの被ばくによる皮膚の等価線量の評価については，漁業活動

の営まれる可能性のあるむつ小川原港港湾区域周辺での最大濃度地点で

漁網が使用されるものとする。 

船体からの被ばくによる皮膚の等価線量の評価については，漁船の航

行を考慮し，保守側に，むつ小川原港港湾区域の平均濃度の海水で船体

5.1.3.3.2 液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく 

(１) 評価方法の概要 

   液体廃棄物中に含まれる放射性物質による外部被ばくに係る皮膚の等

価線量の評価は，前面海域における海浜利用，漁業等の実態を考慮の

上，現実に存在する被ばく経路に生活する人を対象とし，以下の被ばく

経路について行う。 

    海水面からの被ばく 

    漁網からの被ばく 

      船体からの被ばく 

    海中作業での被ばく 

   なお，周辺には海水浴場がなく，漁業活動に伴う海浜利用もない。ま

た，将来，港内しゅんせつなどの海浜作業及びむつ小川原港内における

岸壁作業が生じたとしても，作業形態から被ばく経路としては無視でき

る。 

(２) 評価のための前提条件 

ａ．評価地点 

   各外部被ばく経路における海水中放射性物質濃度の評価地点は，前面

海域における漁業実態等に基づき，皮膚の等価線量が最大となる地点を

選定する。 

   前面海域において，むつ小川原港港湾区域は，漁業権が消滅され，漁

業権以外の漁業に関する権利も放棄されている。 

   このことから，海水面からの被ばくによる皮膚の等価線量の評価につ

いては，漁船の航行を考慮し，より厳しい結果を与えるように，むつ小

川原港港湾区域の平均濃度を海水中の放射性物質濃度として用いる。 

   漁網からの被ばくによる皮膚の等価線量の評価については，漁業活動

の営まれる可能性のあるむつ小川原港港湾区域周辺での最大濃度地点で

漁網が使用されるものとする。 

   船体からの被ばくによる皮膚の等価線量の評価については，漁船の航

行を考慮し，より厳しい結果を与えるように，むつ小川原港港湾区域の

平均濃度の海水で船体が汚染されるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

（７） 

（７） 

（７） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

が汚染されるものとする。 

海中作業での被ばくによる皮膚の等価線量の評価については，むつ小

川原港港湾区域内において定期的に実施されるむつ小川原石油備蓄株式

会社所有の石油パイプラインの係留ブイの保守及び海象ブイの保守に関

連する海中作業を対象とし，これらの作業の実施される地点のうち濃度

が最大となる，海洋放出口から南 0.3ｋｍ地点を評価地点とする。 

これらの地点を第 5.1－２図に示す。 

ｂ．評価地点の放射性物質濃度 

各外部被ばく経路における海水中放射性物質濃度の評価地点のうち，

海洋放出口を含む海域であるむつ小川原港港湾区域の区域内平均海水中

放射性物質濃度は，憩流頻度を考慮した流動パターンの年間出現頻度を

用いて評価する。また，憩流による廃液の拡散影響が及ばない海域であ

るむつ小川原港港湾区域周辺での最大濃度地点の海水中放射性物質濃度

は，憩流頻度を，南流10ｃｍ／ｓ及び北流10ｃｍ／ｓの出現頻度の割合

で，それぞれの出現頻度に加えた流動パターンの年間出現頻度を用いて

評価する。ただし，海洋放出口から南0.3ｋｍ地点の海水中放射性物質濃

度については，海洋放出口からの距離が小さいこと及び作業頻度が小さ

いことから，作業時には常に憩流状態であるとの保守側の仮定を用いて

評価する。 

各外部被ばく経路に対する海水中放射性物質濃度の評価地点及び年間

平均相対濃度を，第 5.1－34 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   海中作業での被ばくによる皮膚の等価線量の評価については，むつ小

川原港港湾区域内において定期的に実施されるむつ小川原石油備蓄株式

会社所有の石油パイプラインの係留ブイの保守及び海象ブイの保守に関

連する海中作業を対象とし，これらの作業の実施される地点のうち濃度

が最大となる，海洋放出口から南0.3ｋｍ地点を評価地点とする。 

   これらの地点を第5.1－２図に示す。 

ｂ．評価地点の放射性物質濃度 

各外部被ばく経路における海水中放射性物質濃度の評価地点のうち，

海洋放出口を含む海域であるむつ小川原港港湾区域の区域内平均海水中

放射性物質濃度は，憩流頻度を考慮した流動パターンの年間出現頻度を

用いて評価する。また，憩流による廃液の拡散影響が及ばない海域であ

るむつ小川原港港湾区域周辺での最大濃度地点の海水中放射性物質濃度

は，憩流頻度を，南流10ｃｍ／ｓ及び北流10ｃｍ／ｓの出現頻度の割合

で，それぞれの出現頻度に加えた流動パターンの年間出現頻度を用いて

評価する。ただし，海洋放出口から南0.3ｋｍ地点の海水中放射性物質濃

度については，海洋放出口からの距離が小さいこと及び作業頻度が小さ

いことから，作業時には常に憩流状態であるとのより厳しい仮定を用い

て評価する。 

   各外部被ばく経路に対する海水中放射性物質濃度の評価地点及び年間

平均相対濃度を，第5.1－34表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

ｃ．皮膚の等価線量評価のためのパラメータ 

皮膚の等価線量評価のためのパラメータは，第 5.1－39 表及び第 5.1

－46表～第 5.1－49 表に示すとおりである。 

(３) 皮膚の等価線量の評価式 

ａ．海水面からの皮膚の等価線量の評価式 

船上にある人体が海水中放射性物質から受ける皮膚の等価線量は, 

(5.1－57)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

ここで, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．皮膚の等価線量評価のためのパラメータ 

   皮膚の等価線量評価のためのパラメータは，第5.1－39表及び第5.1

－46表～第5.1－49表に示すとおりである。 

(３) 皮膚の等価線量の評価式 

ａ．海水面からの皮膚の等価線量の評価式 

    船上にある人体が海水中放射性物質から受ける皮膚の等価線量は,  

(5.1－57)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

ここで, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

ｂ．漁網からの皮膚の等価線量の評価式 

漁網からの皮膚の等価線量は，海水中の放射性物質が漁網に移行する

割合を考慮し，(5.1－58)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．漁網からの皮膚の等価線量の評価式 

漁網からの皮膚の等価線量は，海水中の放射性物質が漁網に移行する

割合を考慮し，(5.1－58)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

ｃ．船体からの皮膚の等価線量の評価式 

船体からの皮膚の等価線量は，海水中の放射性物質が船体に移行する

割合を考慮し，(5.1－59)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．船体からの皮膚の等価線量の評価式 

船体からの皮膚の等価線量は，海水中の放射性物質が船体に移行する

割合を考慮し，(5.1－59)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

ｄ．海中作業での皮膚の等価線量の評価式 

海中作業での皮膚の等価線量は，(5.1－60)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

ここで, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．海中作業での皮膚の等価線量の評価式 

海中作業での皮膚の等価線量は，(5.1－60)式を用いて評価する。 

 

 

 

 

ここで, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

5.1.3.3.3 皮膚の等価線量の評価結果 

(１) 評価結果の足し合わせ 

液体廃棄物による皮膚の等価線量については，各経路の皮膚の等価 線

量を加算し，評価結果とした。 

(２) 評価結果 

液体廃棄物中に含まれる放射性物質による皮膚の等価線量は，第 5.1－

50表に示すとおりである。 

液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばくに係る皮膚の等価線量は,

年間約 6.6×10－３ ｍＳvである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.3.3  皮膚の等価線量の評価結果 

(１) 評価結果の足し合わせ 

液体廃棄物による皮膚の等価線量については，各経路の皮膚の等価線

量を加算し，評価結果とした。 

(２) 評価結果 

液体廃棄物中に含まれる放射性物質による皮膚の等価線量は，第5.1－

50表に示すとおりである。 

液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばくに係る皮膚の等価線量は,

年間約6.6×10－３ｍＳvである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

5.1.4 線量の評価結果 

5.1.4.1 実効線量 

5.1.4.1.1 実効線量の評価結果のまとめ 

実効線量の評価結果は，第 5.1－51 表に示すとおりである。 

放射性雲からの外部被ばく，地表沈着による外部被ばく及び呼吸摂取

に よる内部被ばくについては，１地点において同時に被ばくするものと

し， 計算地点を周辺監視区域外として，各地点ごとにそれぞれの実効線

量を加 算し，敷地境界と周辺監視区域境界がほぼ一致しているので，そ

の結果が 最大となる地点での値を，将来の居住の可能性を考慮して敷地

境界外における人を対象とした評価結果とする。また，農・畜産物の摂

取については，5.1.2.2.5 における作物中の放射性物質濃度の計算地点を

将来の農地の可能性を考慮して敷地境界外として，漁業活動等による被

ばく及び海産生物の摂取については，5.1.3.2.2 及び 5.1.3.2.3 における

現実に存在する被ばく経路に生活する人を対象として評価した結果，気

体廃棄物中の放射性物質による実効線量及び液体廃棄物中の放射性物質

による実効線量の合計は，年間約 2.2×10－２ｍＳvである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 線量の評価結果 

5.1.4.1 実効線量 

5.1.4.1.1 実効線量の評価結果のまとめ 

  実効線量の評価結果は，第5.1－51表に示すとおりである。 

  放射性雲からの外部被ばく，地表沈着による外部被ばく及び呼吸摂取

による内部被ばくについては，１地点において同時に被ばくするものと

し，計算地点を周辺監視区域外として，地点ごとにそれぞれの実効線量

を加算し，敷地境界と周辺監視区域境界がほぼ一致しているので，その

結果が最大となる地点での値を，将来の居住の可能性を考慮して敷地境

界外における人を対象とした評価結果とする。また，農・畜産物の摂取

については，「5.1.2.2.5 農・畜産物摂取による内部被ばく」における

作物中の放射性物質濃度の計算地点を将来の農地の可能性を考慮して敷

地境界外として，漁業活動等による被ばく及び海産生物の摂取について

は，「5.1.3.2.2 液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく」及び

「5.1.3.2.3 海産物摂取による内部被ばく」における現実に存在する被

ばく経路に生活する人を対象として評価した結果，気体廃棄物中の放射

性物質による実効線量及び液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の

合計は，年間約2.2×10－２ｍＳvである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

5.1.4.1.2 年齢グループ別の実効線量 

成人以外に幼児及び乳児を対象とし，呼吸率，食品摂取量並びに呼吸

摂取及び経口摂取による実効線量係数の年齢依存性を考慮して，幼児及

び乳児の実効線量の成人に対する割合を計算する。 

幼児及び乳児の内部被ばくによる実効線量は次のようにして求める。

すなわち，呼吸摂取による内部被ばくについては，核種ごとに，呼吸率

の成人に対する比及び呼吸摂取による実効線量係数の成人に対する比を

，成人の呼吸摂取による実効線量に乗じて，その総和を求める。農・畜

産物及び海産物摂取による内部被ばくについては，核種ごとに，食品摂

取量の成人に対する比及び経口摂取による実効線量係数の成人に対する

比を，成人の農・畜産物及び海産物摂取による実効線量に乗じて，その

総和を求める。 

各年齢グループの外部被ばくによる実効線量は，気体廃棄物中の放射

性物質による実効線量については成人と同じとし，液体廃棄物中の放射

性物質による漁業活動及び海中作業に係る実効線量については，幼児及

び乳児はこれらの作業を行わないことから，考慮しない。 

 計算結果は，成人の実効線量を１とした場合，幼児について約 1.1，乳 

児について約 0.94 の割合である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.1.2 年齢グループ別の実効線量 

成人以外に幼児及び乳児を対象とし，呼吸率，食品摂取量並びに呼吸摂

取及び経口摂取による実効線量係数の年齢依存性を考慮して，幼児及び乳

児の実効線量の成人に対する割合を計算する。 

  幼児及び乳児の内部被ばくによる実効線量は次のようにして求める。

すなわち，呼吸摂取による内部被ばくについては，核種ごとに，呼吸率

の成人に対する比及
（５１）

び呼吸摂取による実効線量係数の成人に対する比を
（８）

，成人の呼吸摂取による実効線量に乗じて，その総和を求める。農・畜

産物及び海産物摂取による内部被ばくについては，核種ごとに，食品摂

取量の成人に対する比及
（２）

び経口摂取による実効線量係数の成人に対する

比を
（８）

，成人の農・畜産物及び海産物摂取による実効線量に乗じて，その

総和を求める。 

各年齢グループの外部被ばくによる実効線量は，気体廃棄物中の放射性

物質による実効線量については成人と同じとし，液体廃棄物中の放射性物

質による漁業活動及び海中作業に係る実効線量については，幼児及び乳児

はこれらの作業を行わないことから，考慮しない。 

計算結果は，成人の実効線量を１とした場合，幼児について約1.1，乳

児について約0.96の割合である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全解析に使用する気象

条件の変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

5.1.4.2 皮膚及び眼の水晶体の等価線量 

皮膚の等価線量の評価結果は，第 5.1－52 表に示すとおりである。 

気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量及び液体廃棄物中の

放射性物質による皮膚の等価線量の合計は，年間約 2.0×10－１ ｍＳv で

ある。 

なお，眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線については皮膚の等価線量

と同程度であり，ベータ線については皮膚の等価線量よりも小さいため

，法令に定められた等価線量限度を十分下回る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.2 皮膚及び眼の水晶体の等価線量 

皮膚の等価線量の評価結果は，第5.1－52表に示すとおりである。 

気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量及び液体廃棄物中の放

射性物質による皮膚の等価線量の合計は，年間約1.6×10－１ｍＳｖであ

る。 

なお，眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線については皮膚の等価線量と

同程度で
（６１）

あり，ベータ線については皮膚の等価線量よりも小さいた
（６２）

め，

「線量告示」に定められた等価線量限度を十分下回る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全解析に使用する気象

条件の変更 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.2 施設からの放射線による線量評価 

「再処理施設安全審査指針」に適合するように，放射性廃棄物の保管廃

棄施設等からの放射線による外部被ばくに係る一般公衆の線量について評

価する。放射性廃棄物の保管廃棄施設等からの放射線による外部被ばくは

，施設に内蔵されている放射性物質が放出する放射線が直接的に，又は，

空気中で散乱されて施設周辺に到達してくる直接線及びスカイシャイン線

について評価する。線量の評価に当たっては，敷地境界外において各建物

及び洞道からの直接線及びスカイシャイン線による線量を計算方位ごとに

足し合わせ，最大となる実効線量を評価する。 

 

 

なお，ガンマ線による皮膚及び眼の水晶体の等価線量は，放射線束から

の換算係数が実効線量とほぼ等しいため，実効線量と同程度であること，

中性子線による皮膚及び眼の水晶体の等価線量はいずれも実効線量を下回

り実効線量の値を皮膚及び眼の水晶体の等価線量の値として扱えることか

ら，実効線量を評価することにより，皮膚及び眼の水晶体についても等価

線量限度を十分下回ることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 施設からの放射線による線量評価 

 「事業指定基準規則」に適合するように，放射性廃棄物の保管廃棄施設

等からの放射線による外部被ばくに係る公衆の線量について評価する。放

射性廃棄物の保管廃棄施設等からの放射線による外部被ばくは，施設に内

包されている放射性物質が放出する放射線が直接又は空気中で散乱されて

施設周辺に到達してくる直接線及びスカイシャイン線について評価する。線

量の評価に当たっては，敷地境界外において各建物及び洞道からの直接線及

びスカイシャイン線による線量を計算方位ごとに足し合わせ，最大となる実

効線量を評価する。また，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における

一般公衆の線量評価について（平成元年３月27日原子力安全委員会了

承）」を参考とする。 

なお，ガンマ線による皮膚及び眼の水晶体の等価線量は，放射線束からの

換算係数が実効線量とほぼ等しいため，実効線量と同程度であること，中性

子線による皮膚及び眼の水晶体の等価線量はいずれも実効線量を下回り実効

線量の値を皮膚及び眼の水晶体の等価線量の値として扱えることから，実効

線量を評価することにより，皮膚及び眼の水晶体についても等価線量限度を

十分下回ることを確認する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.2.1 計算方法の概要 

再処理施設内に内蔵されている放射性物質からの直接線及びスカイシャ

イン線による線量の評価に当たっては，敷地境界と周辺監視区域境界がほ

ぼ一致しているので，線量の計算上厳しい評価結果を与える周辺監視区域

境界について計算し，その値を敷地境界外における線量として扱う。計算

地点は，主排気筒を中心として 16 方位に分割した各方位の周辺監視区域

境界とし，各建物から各々最短となる地点での直接線及びスカイシャイン

線による線量を算出し，方位内の各建物からの線量の和が最大となる方位

の線量を求める。 

線量の計算に用いる放射線の線源は，各建物における放射性物質の最大

貯蔵能力等から求め，一次元輸送計算コード（ＡＮＩＳＮ）等，十分信頼

性のある計算コードを用いて計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 計算方法の概要 

 再処理施設内に収納される放射性物質からの直接線及びスカイシャイン

線による線量の評価に当たっては，敷地境界と周辺監視区域境界がほぼ一致

しているので，線量の計算上厳しい評価結果を与える周辺監視区域境界につ

いて計算し，その値を敷地境界外における線量として扱う。計算地点は，主

排気筒を中心として16方位に分割した各方位の周辺監視区域境界とし，各建

物から各々最短となる地点での直接線及びスカイシャイン線による線量を算

出し，方位内の各建物からの線量の和が最大となる方位の線量を求める。 

  

線量の計算に用いる放射線の線源は，各建物における放射性物質の最大貯

蔵能力等から求め，一次元輸送計算コード（ＡＮＩＳＮ）等，十分信頼性の

ある計算コードを用いて計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.2.2 計算のための前提条件 

5.2.2.1 線 源 

評価に用いる放射線の線源は，再処理施設の主要な建物に内蔵される

放射性物質について，最大再処理能力，最大貯蔵能力等を考慮して，厳

しい評価結果を与えるように設定する。 

評価に用いる線源の線源強度及びエネルギ スペクトルは，添付書類六

｢1.3.4 しゃへい設計に用いる線源｣に基づき，原則としてＯＲＩＧＥＮ

２コードを用いて，線量の計算において厳しい評価結果を与えるように

設定する。評価に用いるガンマ線エネルギ スペクトル(スペクトル－１

～スペクトル－14)を第 5.2－１表に示す。また，中性子線エネルギ スペ

クトルは，しゃへい設計に用いる中性子線のエネルギ スペクトルと同一

とする。 

(１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋 

使用済燃料輸送容器管理建屋の線源は，建屋内に保管される使用済燃

料収納使用済燃料輸送容器 30基とし，使用済燃料輸送容器保守設備で取

り扱う使用済燃料輸送容器の内部に付着した放射性物質についても考慮

する。使用済燃料収納使用済燃料輸送容器の線源強度は，建屋に受け入

れる輸送容器の種類を考慮して，輸送容器表面から１ｍ離れた位置での

線量当量率を 100μＳv／ｈとし，エネルギ スペクトルとしては，線量

の計算において厳しい評価結果を与えるように，高エネルギの２次ガン

マ線を考慮して７ＭｅＶのガンマ線を用いて設定する。また，使用済燃

料輸送容器の内部に付着した放射性物質の核種としては，最も厳しい評

価結果を与えるように，代表核種としてコバルト－60 を用いる。 

ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の線源は，燃料取出し準備室等に置かれ

る使用済燃料収納使用済燃料輸送容器４基及び燃料貯蔵プールに貯蔵さ

れる使用済燃料 3,000ｔ・ＵＰｒとし，プール水中の放射性物質につい

ても考慮する｡使用済燃料収納使用済燃料輸送容器のエネルギ スペクト

ル及び強度は上記ａ.項と同一である。なお,使用済燃料のガンマ線エネ

5.2.2 計算のための前提条件 

5.2.2.1 線  源 

  評価に用いる放射線の線源は，再処理施設の主要な建屋に収納される放

射性物質について，最大再処理能力，最大貯蔵能力等を考慮して，厳しい

評価結果を与えるように設定する。 

  評価に用いる線源の線源強度及びエネルギスペクトルは，添付書類六

「1.3.4 遮蔽設計に用いる線源」に基づき，原則としてＯＲＩＧＥＮ２

コードを用いて，線量の計算において厳しい評価結果を与えるように設定

する。評価に用いるガンマ線エネルギスペクトル（スペクトル－１～スペ

クトル－14）を第5.2－１表に示す。また，中性子線エネルギスペクトル

は，遮蔽設計に用いる中性子線のエネルギスペクトルと同一とする。 

 

(１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋 

  使用済燃料輸送容器管理建屋の線源は，建屋内に保管される使用済燃料

収納使用済燃料輸送容器30基とし，使用済燃料輸送容器保守設備で取り扱

う使用済燃料輸送容器の内部に付着した放射性物質についても考慮する。

使用済燃料収納使用済燃料輸送容器の線源強度は，建屋に受け入れる輸送

容器の種類を考慮して，輸送容器表面から１ｍ離れた位置での線量当量率

を100μＳｖ／ｈとし，エネルギスペクトルとしては，線量の計算におい

て厳しい評価結果を与えるように，高エネルギの２次ガンマ線を考慮して

７ＭｅＶのガンマ線を用いて設定する。また，使用済燃料輸送容器の内部

に付着した放射性物質の核種としては，最も厳しい評価結果を与えるよう

に，代表核種としてコバルト－60を用いる。 

ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の線源は，燃料取出し準備室等に置かれる

使用済燃料収納使用済燃料輸送容器４基及び燃料貯蔵プールに貯蔵される

使用済燃料3,000ｔ・ＵＰｒとし，プール水中の放射性物質についても考

慮する｡使用済燃料収納使用済燃料輸送容器のエネルギスペクトル及び強

度は「(１)ａ. 使用済燃料輸送容器管理建屋」と同一である。なお，使
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ルギ スペクトルとしてはスペクトル－１及びスペクトル－２を用い，

また，プール水の汚染核種としては，最も厳しい評価結果を与えるよう

に，代表核種としてコバルト－60を用いる。 

(２) 再処理設備本体 

ａ．前処理建屋，分離建屋及び精製建屋 

前処理建屋，分離建屋及び精製建屋では，放射性流体を常時保有す

る機器を内蔵するセル，室等について考慮する。 

線源強度は，線量の計算上厳しい評価結果を与えるように，評価対象

となる各セル，室等のコンクリート外壁等の外側について，添付書類六

「1.3 放射線のしゃへいに関する設計」に示される各建屋のしゃへい設

計区分図に従って，基準線量当量率又は基準線量率の上限値を基に設定

する。なお,ガンマ線エネルギ スペクトルとしては前処理建屋はスペク

トル－２及びスペクトル－３，分離建屋はスペクトル－６及びスペクト

ル－７，精製建屋はスペクトル－７を用いる。 

ｂ．ウラン脱硝建屋 

ウラン脱硝建屋の線源は，建屋内に内蔵される硝酸ウラニル溶液及び

ウラン酸化物とする。線源強度及びエネルギ スペクトルは,ウランに含

まれる核分裂生成物及びウラン－232の娘核種に着目して,線量の計算上

厳しい評価結果を与えるように，精製後１年の線源組成を用いて設定す

る。なお,ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－10を用い

る。 

ｃ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の線源は，脱硝設備のグローブボ 

ックス内のウラン・プルトニウム混合溶液及びウラン・プルトニウム混 

合酸化物とする。線源強度及びエネルギ スペクトルは，線量の計算上

厳 しい評価結果を与えるように，精製後１年の線源組成を用いて設定す

る。なお，ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－９を用い

る。 

 

 

用済燃料のガンマ線エネルギスペクトルとしてはスペクトル－１及びスペ

クトル－２を用い，また，プール水の汚染核種としては，最も厳しい評価

結果を与えるように，代表核種としてコバルト－60を用いる。 

(２) 再処理設備本体 

ａ．前処理建屋，分離建屋及び精製建屋 

前処理建屋，分離建屋及び精製建屋では，放射性流体を常時内包する機

器を収納するセル，室等について考慮する。 

 線源強度は，線量の計算上厳しい評価結果を与えるように，評価対象とな

る各セル，室等のコンクリート外壁等の外側について，添付書類六「1.3 

放射線の遮蔽に関する設計」に示される各建屋の遮蔽設計区分図に従っ

て，基準線量率の上限値を基に設定する。なお，ガンマ線エネルギスペク

トルとしては前処理建屋はスペクトル－２及びスペクトル－３，分離建屋は

スペクトル－６及びスペクトル－７，精製建屋はスペクトル－７を用いる。 

 

ｂ．ウラン脱硝建屋 

   ウラン脱硝建屋の線源は，建屋内の機器に内包する硝酸ウラニル溶液及

びウラン酸化物（以下「ＵＯ３」という。）とする。線源強度及びエネル

ギスペクトルは，ウランに含まれる核分裂生成物及びウラン－232の娘核

種に着目して，線量の計算上厳しい評価結果を与えるように，精製後１年

の線源組成を用いて設定する。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとして

はスペクトル－10を用いる。 

ｃ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の線源は，脱硝設備のグローブ ボ

ックス内のウラン・プルトニウム混合溶液及びウラン・プルトニウム混

合酸化物（ＵＯ２・ＰｕＯ２，以下「ＭＯＸ」という。）とする。線源強

度及びエネルギスペクトルは，線量の計算上厳しい評価結果を与えるよう

に，精製後１年の線源組成を用いて設定する。なお，ガンマ線エネルギス

ペクトルとしてはスペクトル－９を用いる。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(３) 製品貯蔵施設 

ａ．ウラン酸化物貯蔵建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋の線源は，ウラン酸化物貯蔵設備の貯蔵容量

4,000ｔ・Ｕ(ここでいうｔ・Ｕは,金属ウラン質量換算である。)のウラ

ン酸化物とする。線源強度及びエネルギ スペクトルは，ウラン－232 の

娘核種に着目して，線量の計算上厳しい評価結果を与えるように，精製

後 10年の線源組成を用いて設定する。なお，ガンマ線エネルギ スペク

トルとしてはスペクトル－12 を用いる。 

ｂ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の線源は，ウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容量 60ｔ・(Ｕ＋Ｐｕ)(ここでいうｔ

・(Ｕ＋Ｐｕ)は，金属ウラン及び金属プルトニウム合計質量換算である

。）のウラン・プルトニウム混合酸化物とする。線源強度及びエネルギ 

スペクトルは，ウラン及びプルトニウムの娘核種に着目して，線量の計

算上厳しい評価結果を与えるように，それぞれ精製後 10年及び 18 年の

線源組成を用いて設定する。なお，ガンマ線エネルギ スペクトルとし

てはスペクトル－11 を用いる。 

(４) 放射性廃棄物の廃棄施設 

放射性廃棄物の廃棄施設の線源は，各建屋で処理又は貯蔵される廃棄

物量に対応して以下のとおりとする。 

ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋では，使用済燃料を再処理した時に発生

する高レベル廃液を常時保有する機器を内蔵するセル，室等について考

慮し，線源強度については，上記(２)ａ.項と同一の方法で設定する。

また，固化処理後のガラス固化体 315本についても線源とする。なお，

ガンマ線 エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－５，スペクトル－

６，及びス ペクトル－７を用いる。 

ｂ．第１ガラス固化体貯蔵建屋 

第１ガラス固化体貯蔵建屋の線源は，高レベル廃液ガラス固化建屋か

ら受け入れるガラス固化体 7,920 本とする。なお，ガンマ線エネルギ 

(３) 製品貯蔵施設 

ａ．ウラン酸化物貯蔵建屋 

   ウラン酸化物貯蔵建屋の線源は，ウラン酸化物貯蔵設備の貯蔵容量 

4,000ｔ・Ｕ（ここでいうｔ・Ｕは，金属ウラン質量換算である。）のＵ

Ｏ３とする。線源強度及びエネルギスペクトルは，ウラン－232の娘核種

に着目して，線量の計算上厳しい評価結果を与えるように，精製後10年の

線源組成を用いて設定する。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとしては

スペクトル－12を用いる。 

ｂ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の線源は，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容量60ｔ・（Ｕ＋Ｐｕ）（ここでいうｔ・

（Ｕ＋Ｐｕ）は，金属ウラン及び金属プルトニウム合計質量換算であ

る。）のＭＯＸとする。線源強度及びエネルギスペクトルは，ウラン及

びプルトニウムの娘核種に着目して，線量の計算上厳しい評価結果を与え

るように，それぞれ精製後10年及び18年の線源組成を用いて設定する。な

お，ガンマ線エネルギスペクトルとしてはスペクトル－11を用いる。 

 

(４) 放射性廃棄物の廃棄施設 

放射性廃棄物の廃棄施設の線源は，各建屋で処理又は貯蔵される廃棄物

量に対応して以下のとおりとする。 

ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋では，使用済燃料を再処理した時に発生す

る高レベル廃液を常時内包する機器を収納するセル，室等について考慮

し，線源強度については，「(２)ａ. 前処理建屋，分離建屋及び精製建

屋」と同一の方法で設定する。また，固化処理後のガラス固化体315本に

ついても線源とする。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとしてはスペク

トル－５，スペクトル－６及びスペクトル－７を用いる。 

ｂ．第１ガラス固化体貯蔵建屋 

  第１ガラス固化体貯蔵建屋の線源は，高レベル廃液ガラス固化建屋から

受け入れるガラス固化体7,920本とする。なお，ガンマ線エネルギスペク
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

スペククトルとしてはスペクトル－６を用いる。 

ｃ．低レベル廃液処理建屋 

低レベル廃液処理建屋では，再処理した時に発生する低レベル放射性

廃液を常時保有する機器を内蔵するセル，室等について考慮する。 

線源強度については，上記(２)ａ.項と同一の方法で設定する。なお

，ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－７を用いる。 

 

ｄ．低レベル廃棄物処理建屋 

低レベル廃棄物処理建屋では，雑固体廃棄物及び低レベル濃縮廃液を

常時保有する機器等を内蔵する室等について考慮する。 

線源強度については，上記(２)ａ.項と同一の方法で設定する。なお

，ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－７を用いる。 

 

ｅ．チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋の線源は，チャ

ンネル ボックス及びバーナブル ポイズン 7,000 本(200ℓ ドラム缶換算)

とする。なお，ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－13

及びスペクトル－14 を用いる。 

ｆ．ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋の線源は，使用済燃料を再処理した時に

発生するハル・エンド ピースを詰めた 1,000Ｌドラム 2,000 本とする。

なお,ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－４を用いる。 

ｇ．第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋の線源は，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設等から発生するドラム缶詰雑固体廃棄物 13,500本(200 ℓドラム

缶換算)とする。なお，ガンマ線エネルギ スペクトルはコバルト－60 を

代表核種とする。 

 

ｈ．第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の線源は，低レベル濃縮廃液の処理物等

トルとしてはスペクトル－６を用いる。 

ｃ．低レベル廃液処理建屋 

   低レベル廃液処理建屋では，再処理した時に発生する低レベル放射性廃

液を常時内包する機器を収納するセル，室等について考慮する。 

   線源強度については，「(２)ａ. 前処理建屋，分離建屋及び精製建

屋」と同一の方法で設定する。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとし

てはスペクトル－７を用いる。 

ｄ．低レベル廃棄物処理建屋 

   低レベル廃棄物処理建屋では，雑固体及び低レベル濃縮廃液を常時内

包する機器等を収納する室等について考慮する。 

線源強度については，「(２)ａ. 前処理建屋，分離建屋及び精製建屋」

と同一の方法で設定する。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとしてはス

ペクトル－７を用いる。 

ｅ．チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

   チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の線源は，チャンネ

ルボックス及びバーナブルポイズン7,000本（200ℓドラム缶換算）とす

る。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとしてはスペクトル－13及びスペ

クトル－14を用いる。 

ｆ．ハル・エンドピース貯蔵建屋 

   ハル・エンドピース貯蔵建屋の線源は，使用済燃料を再処理した時に発

生するハル・エンドピースを詰めた1,000Ｌドラム2,000本とする。なお，

ガンマ線エネルギスペクトルとしてはスペクトル－４を用いる。 

ｇ．第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

   第１低レベル廃棄物貯蔵建屋の線源は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設等から発生するドラム缶詰雑固体13,500本（200ℓドラム缶換算）

とする。なお，ガンマ線エネルギスペクトルはコバルト－60を代表核種と

する。 

 

ｈ．第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の線源は，低レベル濃縮廃液の処理物等 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

50,000本(200 ℓ ドラム缶換算)とする。なお，ガンマ線エネルギ スペク

トルとしてはスペクトル－７を用いる。 

ｉ．第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の線源は，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設等から発生するドラム缶詰雑固体廃棄物 13,500本(200 ℓドラム

缶換算)とする。なお，ガンマ線エネルギ スペクトルはコバルト－60 を

代表核種とする。 

(５) その他再処理設備の附属施設 

ａ．分析建屋 

分析建屋では，放射性流体を常時保有する機器を内蔵するセル，室等に

ついて考慮する。 

線源強度については，上記(２)ａ.項と同一の方法で設定する。なお，

ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－６を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,200本（200ℓドラム缶換算）とする。なお，ガンマ線エネルギスペクト

ルとしてはスペクトル－７を用いる。 

ｉ．第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

   第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の線源は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設等から発生するドラム缶詰雑固体13,500本（200ℓドラム缶換算）

とする。なお，ガンマ線エネルギスペクトルはコバルト－60を代表核種と

する。 

(５) その他再処理設備の附属施設 

ａ．分析建屋 

 分析建屋では，放射性流体を常時内包する機器を収納するセル，室等に

ついて考慮する。 

線源強度については，「(２)ａ. 前処理建屋，分離建屋及び精製建屋」

と同一の方法で設定する。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとしてはスペ

クトル－６を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2低レベル廃棄物貯蔵

建屋の最大保管廃棄能力
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.2.2.2 計算地点 

線量の計算は，第 5.2－１図に示す主排気筒を中心に 16方位に分割し

た方位内の周辺監視区域境界に対して，それぞれ最短となる地点につい

て行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2  計算地点 

  線量の計算は，第5.2－１図に示す主排気筒を中心に16方位に分割した方

位内の周辺監視区域境界に対して，それぞれ最短となる地点について行

う。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.2.3 線量の計算方法 

線量の計算において用いる線源は，建物内の配置，放射性物質量等を考

慮して選択するとともに，実際の形状に応じて点，球形，直方体形状等に

モデル化を行い，均質体系又は非均質体系を仮定して評価する。また，し

ゃへい材として建物外壁等の線源をとり囲むコンクリート壁（密度 2.15

ｇ／ｃｍ３ ）を考慮する。なお,線源が地下に設置されていること等によ

り，直接線が無視できるものについては，スカイシャイン線に起因する線

量のみを評価する。 

実効線量の計算に当たっては，点減衰核積分コード(ＱＡＤ)，一回散乱

計算コード(Ｇ－33)，一次元輸送計算コード(ＡＮＩＳＮ)，二次元輸送計

算コード(ＤＯＴ)を適切に組み合わせて計算地点における放射線束を算出

し，ガンマ線についてはＩＣＲＰの Publication 74 の換算係数及び平成

12年科学技術庁告示第５号の換算係数，若しくはＩＣＲＰの Publication 

74の換算係数及び実効換算係数を用いて計算地点における線量を計算す

る。 

この他，ガンマ線については，実効線量の値は実効線量当量の値を下回

ることから，ＩＣＲＰの Publication 51 の換算係数及び実効換算係数を

用いて実効線量当量を計算し，実効線量当量の値を実効線量の値として扱

う。また，中性子線については，平成 12年科学技術庁告示第５号の換算

係数を用いて計算地点における線量を計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 線量の計算方法 

 線量の計算において用いる線源は，建屋内の配置，放射性物質の量等を

考慮して選択するとともに，実際の形状に応じて点，球形，直方体形状等に

モデル化を行い，均質体系又は非均質体系を仮定して評価する。また，遮

蔽材として建物外壁等の線源をとり囲むコンクリート壁（密度2.15ｇ／ｃ

ｍ３）を考慮する。なお,線源が地下に設置されていること等により，直接

線が無視できるものについては，スカイシャイン線に起因する線量のみを評

価する。 

 実効線量の計算に当たっては，点減衰核積分コード(ＱＡＤ)，一回散乱計

算コード(Ｇ－33)，一次元輸送計算コード(ＡＮＩＳＮ)，二次元輸送計算コ

ード(ＤＯＴ)を適切に組み合わせて計算地点における放射線束を算出し，ガ

ンマ線についてはＩＣＲＰのPublication 74の換算係数及び平成12年科学技

術庁告示第５号の換算係数，若しくはＩＣＲＰのPublication 74の換算係数

及び実効換算係数を用いて計算地点における線量を計算する。 

 

この他，ガンマ線については，実効線量の値は実効線量当量の値を下回る

ことから，ＩＣＲＰのPublication 51の換算係数及び実効換算係数を用いて

実効線量当量を計算し，実効線量当量の値を実効線量の値として扱う。ま

た，中性子線については，平成12年科学技術庁告示第５号の換算係数を用い

て計算地点における線量を計算する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.2.4 計算結果 

再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による線量の計算を行

った結果，敷地境界外で最大となるのは，主排気筒からＮＥ方向約 620ｍ

地点であり，その実効線量は，建物から年間約５×10－３ ｍＳv，洞道か

ら年間１×10－３ｍＳv未満となり，これらを合計すると年間約６×10－３ 

ｍＳvである｡この地点を第 5.2－１図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4  計算結果 

  再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による線量の計算を行っ

た結果，敷地境界外で最大となるのは，主排気筒からＮＥ方向約620ｍ地点

であり，その実効線量は，建物から年間約５×10－３ｍＳv，洞道から年間

１×10－３ｍＳv未満となり，これらを合計すると年間約６×10－３ｍＳvであ

る｡この地点を第5.2－１図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

5.3 線量評価結果 

5.3.1 実効線量 

再処理施設から放出される気体廃棄物及び液体廃棄物中の放射性物質に

よる敷地境界外の一般公衆の実効線量は，年間約 2.2×10－２ ｍＳvと評

価され，十分小さい。 

呼吸率，食品摂取量並びに呼吸摂取及び経口摂取による実効線量係数の

年齢依存性を考慮した年齢グループ別の実効線量の成人に対する割合を計

算した結果は，成人の実効線量を１とした場合，幼児について約 1.1，乳

児について約 0.94 の割合である。 

再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による敷地境界外におけ

る実効線量は，年間約６×10－３ ｍＳv と評価されており，十分小さな値

となるように施設配置及びしゃへい設計がなされている。 

このように, 平常時における一般公衆の実効線量は，合理的に達成でき

る限り低くなっており，放射性物質の放出に伴う実効線量並びに施設から

の直接線及びスカイシャイン線による実効線量を足し合わせても十分小さ

く，法令に定められた線量限度を十分下回る。 

なお，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に起因する実効線量を考

慮しても，平常時における一般公衆の実効線量は，法令に定められた線量

限度を十分下回る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  線量評価結果 

5.3.1  実効線量 

  再処理施設から放出される気体廃棄物及び液体廃棄物中の放射性物質に

よる敷地境界外の一般公衆の実効線量は，年間約2.2×10－２ｍＳｖと評価

され，十分小さい。 

   呼吸率，食品摂取量並びに呼吸摂取及び経口摂取による実効線量係数の

年齢依存性を考慮した年齢グループ別の実効線量の成人に対する割合を計

算した結果は，成人の実効線量を１とした場合，幼児について約1.1，乳児

について約0.96である。 

  再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による敷地境界外におけ

る実効線量は，年間約６×10－３ｍＳｖと評価されており，十分小さな値と

なるように施設配置及び遮蔽設計がなされている。 

  このように, 平常時における一般公衆の実効線量は，合理的に達成でき

る限り低くなっており，放射性物質の放出に伴う実効線量並びに施設から

の直接線及びスカイシャイン線による実効線量を足し合わせても十分小さ

く，「線量告示」に定められた線量限度を十分下回る。 

なお，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に起因する実効線量を考

慮しても，平常時における一般公衆の実効線量は，「線量告示」に定めら

れた線量限度を十分下回る。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 
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5.3.2 皮膚及び眼の水晶体の等価線量 

再処理施設から放出される気体廃棄物及び液体廃棄物中の放射性物質

による皮膚の等価線量は，年間約 2.0×10－１ ｍＳvと評価され，十分小

さい。 

再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による敷地境界外にお

ける皮膚の等価線量は，実効線量と同程度であり，十分小さな値となる

ように施設配置及びしゃへい設計がなされている。 

このように, 平常時における一般公衆の皮膚の等価線量は，放射性物

質の放出に伴う皮膚の等価線量並びに施設からの直接線及びスカイシャ

イン線による皮膚の等価線量の両方を考慮しても十分小さく，法令に定

められた等価線量限度を十分下回る。 

眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線及び中性子線については実効線量

と同程度であり，ベータ線については皮膚の等価線量よりも小さいため

，法令に定められた等価線量限度を十分下回る。 

なお，平常時における一般公衆の皮膚の等価線量及び眼の水晶体の等

価線量は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に起因する皮膚の等

価線量及び眼の水晶体の等価線量を考慮しても，法令に定められた線量

限度を十分下回る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2  皮膚及び眼の水晶体の等価線量 

  再処理施設から放出される気体廃棄物及び液体廃棄物中の放射性物質に

よる皮膚の等価線量は，年間約1.6×10－１ｍＳvと評価され，十分小さい。 

   

再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による敷地境界外におけ

る皮膚の等価線量は，実効線量と同程度であり，十分小さな値となるよ 

うに施設配置及び遮蔽設計がなされている。 

このように, 平常時における一般公衆の皮膚の等価線量は，放射性物質

の放出に伴う皮膚の等価線量並びに施設からの直接線及びスカイシャイン

線による皮膚の等価線量の両方を考慮しても十分小さく，「線量告示」に

定められた等価線量限度を十分下回る。 

  眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線及び中性子線については実効線量と

同程度であり，ベータ線については皮膚の等価線量よりも小さいため，

「線量告示」に定められた等価線量限度を十分下回る。 

  なお，平常時における一般公衆の皮膚の等価線量及び眼の水晶体の等価

線量は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に起因する皮膚の等価線

量及び眼の水晶体の等価線量を考慮しても，「線量告示」に定められた線

量限度を十分下回る。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(1986),Wiley-Interscience 

(55) W.G.N.Slinn,“Precipitation Scavenging”,Atmospheric  

Science and Power Production (D.Randerson,Ed.), 

DOE/TIC-27601(1984),U.S.DOE 

(56) ｢再処理施設における放射性核種の挙動｣，JNFS R-91-001 改1, 

(1996)，日本原燃株式会社ほか 

(57)柳 編,｢潮目の科学 －沿岸フロント域の物理・化学・生物過程－」 

(1990), 恒星社厚生閣  

(58) Y.Sakamoto, S.Tanaka,“QAD-CGGP2 AND G33-GP2 : REVISED  

VERSION OF QAD-CGGP AND G33-GP(CODES WITH THE CONVERSION  

FACTORS FROM EXPOSURE TO AMBIENT AND MAXIMUM DOSE  

EQUIVALENTS) ”, JAERI-M 90-110(1990) 

(59) 田中俊一，鈴木友雄，「放射線障害防止法の新技術基準に基づく 

光子の線量当量の計算方法(１)－遮蔽計算における空気吸収線量から 

線量当量への換算方法－」，Ｒadioisotopes ,38, 90-100(1989) 

(60) ｢放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル｣(1989), 財団法人 

原子力安全技術センター 

(61) “Conversion Coefficients for use in Radiological Protection 

 against External Radiation”,ICRP Publication 74 (1996) 

(62) “Dosimetry of External Beta Rays for Radiation Protection”, 

 ICRU Report 56 (1997) 

(63) ｢放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル｣(2000), 財団法人 

 原子力安全技術センター 
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(56) ｢再処理施設における放射性核種の挙動｣，JNFS R-91-001 改1, 

(1996)，日本原燃株式会社ほか 

(57)柳 編,｢潮目の科学 －沿岸フロント域の物理・化学・生物過程－」 

(1990), 恒星社厚生閣  

(58) Y.Sakamoto, S.Tanaka,“QAD-CGGP2 AND G33-GP2 : REVISED  

VERSION OF QAD-CGGP AND G33-GP(CODES WITH THE CONVERSION  

FACTORS FROM EXPOSURE TO AMBIENT AND MAXIMUM DOSE  

EQUIVALENTS) ”, JAERI-M 90-110(1990) 

(59) 田中俊一，鈴木友雄，「放射線障害防止法の新技術基準に基づく 

光子の線量当量の計算方法(１)－遮蔽計算における空気吸収線量から 

線量当量への換算方法－」，Ｒadioisotopes ,38, 90-100(1989) 

(60) ｢放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル｣(1989), 財団法人 

原子力安全技術センター 

(61) “Conversion Coefficients for use in Radiological Protection 

 against External Radiation”,ICRP Publication 74 (1996) 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1. 安全評価に関する基本方針

1.1 基本的考え方 

(１) 再処理施設の安全評価の目的は，以下のとおりである。 

ａ．安全設計の基本方針の妥当性の確認 

 再処理施設が固有の安全性と安全確保のために設計した設備により

安全に運転できることを示し，再処理施設の設計の基本方針に多重防

護の考え方が適切に採用されていることを確認するために設計基準事

象を選定し評価する。 

ｂ．再処理施設と一般公衆との離隔距離の妥当性の確認 

 再処理施設で，設計基準事象の範囲を超える放射性物質の放出量を

仮想し，再処理施設と一般公衆との離隔距離の妥当性を確認する。 

なお，浸水，地震，火災等の外部要因に対しても，再処理施設の安

全確保上支障がない設計となっていることを確認する。 

(２) 再処理施設の安全設計の基本方針の妥当性は，「再処理施設安全審査

指針」により，また，再処理施設と一般公衆との離隔距離の妥当性は，

「再処理施設安全審査指針」に基づき，「核燃料施設の立地評価上必要

なプルトニウムに関するめやす線量について」を適用するほか，「原子

炉立地審査指針」及び「原子炉立地審査指針を適用する際に必要な暫定

的な判断のめやす」を参考にして，それぞれ判断されるが，これらの判

断の過程で行う安全評価は，次のとおり行う。 

ａ．設計基準事象の評価 

 安全設計の基本方針の妥当性を判断するために行う安全評価におい

ては，放射性物質が存在する再処理施設内の各工程ごとに，「運転時

の異常な過渡変化」及び「運転時の異常な過渡変化」を超える事象を

想定し，それらの発生の可能性と影響との関連において各種の安全設

計の妥当性を確認する観点から設計基準事象を選定し評価する。 

 ここで，設計基準事象の評価の対象とする工程を第1.1－１表に示

す。 

なお，設計基準事象の評価は，「運転時の異常な過渡変化」に係る

設計基準事象と「運転時の異常な過渡変化」を超える事象に係る設計

基準事象に分けて行うものとする。 

ｂ．立地評価事故の評価 

再処理施設と一般公衆との離隔距離の妥当性を判断するために行う

安全評価においては，設計基準事象よりはその発生する可能性は更に

小さいが，設計基準事象の範囲を超える放射性物質の放出量を工学的

1. 安全評価に関する基本方針

1.1 基本的考え方

(１) 再処理設備及びその附属施設（以下「再処理施設」という。）の安

全評価の目的は，以下のとおりである。 

ａ．安全設計の基本方針の妥当性の確認 

 再処理施設が固有の安全性と安全確保のために設計した設備により

安全に運転できることを示し，再処理施設の設計の基本方針に深層防

護の考え方が適切に採用されていることを確認するために，運転時

の異常な過渡変化及び設計基準事故（以下「事故等」という。）を選

定し評価する。 

ｂ．再処理施設と一般公衆との離隔距離の妥当性の確認 

 再処理施設で，設計基準事象の範囲を超える放射性物質の放出量を

仮想し，再処理施設と一般公衆との離隔距離の妥当性を確認する。 

(２) 再処理施設の安全設計の基本方針の妥当性は，「再処理施設の位

置，構造及び設備の基準に関する規則」により，また，再処理施設と

一般公衆との離隔距離の妥当性は，「再処理施設安全審査指針」に基

づき，「核燃料施設の立地評価上必要なプルトニウムに関するめやす

線量について」を適用するほか，「原子炉立地審査指針」及び「原子

炉立地審査指針を適用する際に必要な暫定的な判断のめやす」を参考

にして，それぞれ判断されるが，これらの判断の過程で行う安全評価

は，次のとおり行う。 

ａ．事故等の評価 

 安全設計の基本方針の妥当性を判断するために行う安全評価におい

ては，放射性物質が存在する再処理施設内の工程ごとに，事故等を

想定し，それらの発生の可能性と影響との関連において各種の安全設

計の妥当性を確認する観点から事故等を選定し評価する。 

ここで，事故等の評価の対象とする工程を第1.1－１表に示す。 

また，事故等の評価は，運転時の異常な過渡変化に係る事象と設

計基準事故に係る事象に分けて行うものとする。 

ｂ．立地評価事故の評価 

 再処理施設と一般公衆との離隔距離の妥当性を判断するために行う

安全評価においては，設計基準事象よりはその発生する可能性は更に

小さいが，設計基準事象の範囲を超える放射性物質の放出量を工学的

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（新規則施

行に伴う変更） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

観点から仮想し，これを立地評価事故として評価する。 

ｃ．浸水，地震，火災等の外部要因に対する安全性の確認 

事故の誘因を排除し，その拡大を防止する観点から，再処理施設の周辺に

おける浸水，地震，火災等の外部要因を検討し，安全確保上支障がないこ

とを確認する。 

観点から仮想し，これを立地評価事故として評価する。 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.1.1  運転時の異常な過渡変化 

1.1.1.1  定  義 

「運転時の異常な過渡変化」とは，再処理施設の寿命期間中に予想され

る機器の単一故障若しくは誤動作又は運転員の単一誤操作などによって，

再処理施設の平常運転を超えるような外乱が再処理施設に加えられた状態

及びこれらと類似の発生の可能性を有し，再処理施設の運転が計画されて

いない状態に至る事象とする。 

 

 

 

1.1.1.2  設計基準事象の検討及び選定 

 再処理施設において評価する事象は，「再処理施設安全審査指針」に基

づき，再処理施設の各工程について機器ごとに，次のような観点から運転

が計画されていない状態に至る事象を検討し，選定する。 

 

(１) 設計基準事象の候補事象の検討 

 放射性物質が存在する再処理施設内の各工程ごとに，第1.1－２表に示

す動的機器の単一故障等を起因事象として発生する物質の出入り，エネ

ルギの出入り及び固体の位置又は経路の変化，並びに外部電源喪失に着

目して設計基準事象の候補事象を検討する。 

 

 この場合，変動を放置しても「運転時の異常な過渡変化」を超える事

象に波及，拡大しないことが明らかな事象は候補事象としない。 

 また，起因事象のうち静的機器の破損による異常事象は，「運転時の

異常な過渡変化」を超える事象で検討する。 

 

(２) 設計基準事象の選定 

 前項で検討した候補事象の中から次の事象を除いたものを，安全設計

の妥当性を評価する観点から，設計基準事象として選定する。 

 

 ａ．信頼性の高い自動起動の予備系の作動により，安全機能が維持され

る事象 

 ｂ．変動が十分緩慢な事象で通常の運転管理によって施設の安全性が確

実に維持できる次の事象 

 (ａ) 異常の発生から最大許容限度等に至る時間が１日以上で，かつ修復

が容易な事象 

 

 

 

1.1.1 運転時の異常な過渡変化 

1.1.1.1 定  義 

  運転時の異常な過渡変化とは，運転時に予想される機械又は器具の単

一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類

似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施

設の状態を示す事項（以下「運転状態」という。）が安全設計上許容さ

れる範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象と

する。 

 

1.1.1.2 事象の検討及び選定 

  再処理施設において評価する事象は，「再処理施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則」に基づき，再処理施設の各工程について機器

ごとに，次のような観点から運転が計画されていない状態に至る事象を

検討し，選定する。 

 (１) 運転時の異常な過渡変化の候補事象の検討 

   放射性物質が存在する再処理施設内の工程ごとに，第1.1－２表に

示す動的機器の単一故障等を起因事象として発生する物質の出入り，

エネルギの出入り及び固体の位置又は経路の変化，並びに外部電源喪

失に着目して運転時の異常な過渡変化の候補事象を検討す
（ １ ）

る。 

 この場合，変動を放置しても設計基準事故に波及，拡大しないこと

が明らかな事象は候補事象としない。 

 また，起因事象のうち静的機器の破損による異常事象は，設計基準

事故で検討する。 

 

 (２) 運転時の異常な過渡変化の選定 

   前項で検討した候補事象の中から次の事象を除いたものを，安全設

計の妥当性を評価する観点から，運転時の異常な過渡変化として選定

する。
（ １ ）

 

 ａ．信頼性の高い自動起動の予備系の作動により，安全機能が維持され

る事象 

 ｂ．変動が十分緩慢な事象で通常の運転管理によって施設の安全性が確

実に維持できる次の事象 

 (ａ) 異常の発生から，火災，爆発，臨界の発生及び閉じ込め機能の喪失

を防止するために設定された熱的，化学的又は核的な最大許容限度並

びに放射性物質の放出に当たっては平常時の年間の線量（以下「最大

許容限度等」という。）に至る時間が１日以上で，かつ，修理が容易

な事象 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（新規則施

行に伴う変更） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (ｂ) 異常の発生から最大許容限度等に至る時間が30分以上１日未満の事

象で，異常の検知性，修復操作の容易性等を総合的に考慮して施設の

安全性が確実に維持できる事象 

 このようにして選定した設計基準事象を各工程ごとに，かつ第1.1－３

表に示す波及，拡大した場合の異常の種類又は拡大防止対策に着目した

分類項目ごとに整理したものを，第1.1－４表に示す。 

 

(３) 代表事象の選定 

 上記(１)，(２)で選定した設計基準事象を，第1.1－３表に示す分類項目に

従って類似事象ごとにまとめ，この類似事象の中から事象の内容と拡大防

止対策の類似性を考慮し，事象の進展が最も厳しい事象を代表事象として

選定する。 

 ここで，最も厳しい事象を選定するに当たっては，最大許容限度に至る

までの時間余裕の有無又は事象が波及，拡大した場合の影響の大きさに着

目する。 

 上記の考え方に従った設計基準事象の分類と代表事象の選定結果を第

1.1－５表に示す。 

 なお，事象の厳しさの判断基準として，影響の大きさ（異常事象が波

及，拡大した場合の一般公衆の線量当量の観点から，機器の放射性物質保

有量を相対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1とする。）を考慮

し，代表事象を選定する。ただし，臨界への拡大については，臨界安全管

理の方法を考慮し，事象の厳しさを相対的にＡ＞Ｂ＞Ｃとし，代表事象を

選定する。 

 選定した代表事象を下記に示す。 

ａ．プルトニウム精製設備の逆抽出塔での逆抽出用液の流量低下による

有機溶媒の温度異常上昇（以下「プルトニウム精製設備の逆抽出塔で

の有機溶媒の温度異常上昇」という。） 

ｂ．高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮

缶での一次蒸気の流量増大による加熱蒸気の温度異常上昇（以下「高

レベル廃液濃縮缶における加熱蒸気の温度異常上昇」という。） 

ｃ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の焙焼・還元系の還元炉での還

元ガス中の水素濃度異常上昇（以下「ウラン・プルトニウム混合脱硝

設備の還元炉での還元ガス中の水素濃度異常上昇」という。） 

 

ｄ．分配設備のプルトニウム分配塔，プルトニウム洗浄器での還元剤の

流量低下によるプルトニウム濃度異常上昇（以下「分配設備のプルト

ニウム洗浄器におけるプルトニウム濃度異常上昇」という。） 

ｅ．高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮

缶凝縮器での冷却能力の低下による廃ガス中蒸気量の増大（以下「高

 (ｂ) 異常の発生から最大許容限度等に至る時間が30分以上１日未満の事

象で，異常の検知性，修理の容易性を総合的に考慮して施設の安全性

が確実に維持できる事象 

 このようにして選定した事象を工程ごとに，かつ，第1.1－３表に

示す波及，拡大した場合の異常の種類又は拡大防止対策に着目した分

類項目ごとに整理したものを，第1.1－４表に示す。 

 

 (３) 代表事象の選定 

   上記(１)，(２)で選定した事象を，第1.1－３表に示す分類項目に従っ

て類似事象ごとにまとめ，この類似事象の中から事象の内容と拡大防

止対策の類似性を考慮し，事象の進展が最も厳しい事象を代表事象と

して選定する。 

 ここで，最も厳しい事象を選定するに当たっては，最大許容限度に

至るまでの時間余裕の有無又は事象が波及，拡大した場合の影響の大

きさに着目する。 

 上記の考え方に従った運転時の異常な過渡変化の分類と代表事象の

選定結果を第1.1－５表に示す。 

 事象の厳しさの判断基準として，影響の大きさ（異常事象が波及，

拡大した場合の公衆の線量の観点から，機器の放射性物質保有量を

相対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1とする。）を考慮

し，代表事象を選定する。ただし，臨界への拡大については，臨界安

全管理の方法を考慮し，事象の厳しさを相対的にＡ＞Ｂ＞Ｃとし，代

表事象を選定する。 

 選定した代表事象を下記に示す。 

 ａ．プルトニウム精製設備の逆抽出塔での逆抽出用液の流量低下による

有機溶媒の温度異常上昇（以下「プルトニウム精製設備の逆抽出塔で

の有機溶媒の温度異常上昇」という。） 

 ｂ．高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮

缶での一次蒸気の流量増大による加熱蒸気の温度異常上昇（以下「高

レベル廃液濃縮缶における加熱蒸気の温度異常上昇」という。） 

 ｃ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の焙焼・還元系の還元炉での還

元用窒素・水素混合ガス（以下「還元ガス」という。）中の水素濃度

異常上昇（以下「ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉での還

元ガス中の水素濃度異常上昇」という。） 

 ｄ．分配設備のプルトニウム分配塔，プルトニウム洗浄器での還元剤の

流量低下によるプルトニウム濃度異常上昇（以下「分配設備のプルト

ニウム洗浄器におけるプルトニウム濃度異常上昇」という。） 

 ｅ．高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮

缶凝縮器での冷却能力の低下による廃ガス中蒸気量の増大（以下「高
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

レベル廃液濃縮缶凝縮器での冷却能力の低下による廃ガス中蒸気量の

増大」という。） 

ｆ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の焙焼・還元系の還元炉の温度

異常上昇（以下「ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉の温度

異常上昇」という。） 

ｇ．外部電源喪失 

 

 選定した代表事象の評価によって，再処理施設の安全設計の妥当性が確

認できる理由は，以下のとおりである。 

 ａ．再処理施設内の各工程ごとに物質の出入り，エネルギの出入り及び

固体の位置又は経路の変化，並びに外部電源喪失に着目して，設計基

準事象の候補事象を検討した上で「運転時の異常な過渡変化」に係る

設計基準事象を選定した。 

 ｂ．「運転時の異常な過渡変化」に係る設計基準事象の評価によって確

認する事項は，多重防護の考え方における拡大防止対策の妥当性であ

る。 

 代表事象の選定に当たっては，類似の事象が波及，拡大した場合の

異常事象の種類を考慮して拡大防止対策に係る設備対応の観点からま

とめ，この類似事象の中から最大許容限度に至るまでの時間余裕の有

無又は事象が波及，拡大した場合の影響の大きさに着目して最も厳し

い事象で代表させた。したがって，この代表事象を評価すれば類似の

他の設計基準事象に係る安全設計の妥当性も合わせて評価したことに

なる。 

 なお，外部電源喪失については，各工程ごとに設計基準事象として

評価し，全施設の評価結果を総合して代表事象とした。 

 

1.1.1.3  判断基準 

  「運転時の異常な過渡変化」の判断基準は，次のとおりである。 

 

 

(１) 工程内の溶液等の温度又は気体の組成が，火災及び爆発の発生を防止

するために設定された熱的又は化学的な「最大許容限度」を超えないこ

と。この主な「最大許容限度」は，次のとおりである。 

 ａ．有機溶媒火災については，化学的制限値であるｎ－ドデカンの引火

点74℃ 

 ｂ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応については，急激な分解反応の開

始温度の下限値135℃ 

 

 

レベル廃液濃縮缶凝縮器での冷却能力の低下による廃ガス中蒸気量の

増大」という。） 

 ｆ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の焙焼・還元系の還元炉の温度

異常上昇（以下「ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉の温度

異常上昇」という。） 

 ｇ．外部電源喪失 

 

   選定した代表事象の評価によって，再処理施設の安全設計の妥当性

が確認できる理由は，以下のとおりである。 

 ａ．再処理施設内の工程ごとに物質の出入り，エネルギの出入り及び固

体の位置又は経路の変化，並びに外部電源喪失に着目して，運転時の

異常な過渡変化の候補事象を検討した上で運転時の異常な過渡変化に

係る事象を選定した。 

 ｂ．運転時の異常な過渡変化に係る事象の評価によって確認する事項

は，深層防護の考え方における拡大防止対策の妥当性である。 

 

   代表事象の選定に当たっては，類似の事象が波及，拡大した場合の

異常事象の種類を考慮して拡大防止対策に係る設備対応の観点からま

とめ，この類似事象の中から最大許容限度に至るまでの時間余裕の有

無又は事象が波及，拡大した場合の影響の大きさに着目して最も厳し

い事象で代表させた。したがって，この代表事象を評価すれば類似の

他の事象に係る安全設計の妥当性も合わせて評価したことになる。 

 

   また，外部電源喪失については，工程ごとに運転時の異常な過渡

変化として評価し，全施設の評価結果を総合して代表事象とした。 

 

1.1.1.3 判断基準 

  運転時の異常な過渡変化の判断基準は，運転時の異常な過渡変化時に

おいて，運転状態を安全設計上許容される範囲内に維持できることであ

り，次のとおりである。 

 (１) 工程内の溶液の温度又は気体の組成が，火災及び爆発の発生を防止

するために設定された熱的又は化学的な「最大許容限度」を超えない

こと。この主な「最大許容限度」は，次のとおりである。 

 ａ．有機溶媒火災については，化学的制限値であるｎ－ドデカンの引火

点74℃ 

 ｂ．りん酸三ブチル（以下「ＴＢＰ」という。）又はその分解生成物で

あるりん酸二ブチル，りん酸一ブチル（以下「ＴＢＰ等」という。）

と硝酸，硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの錯体（以下「ＴＢＰ等

の錯体」という。）の急激な分解反応については，急激な分解反応の
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 ｃ．水素濃度上昇については，空気中での可燃限界濃度４vol％又は還

元ガス中の可燃限界濃度6.4vol％ 

 

(２) 工程内の核燃料物質の濃度が，核的な「最大許容限度」を超えないこ

と。この「最大許容限度」は，推定臨界下限値を下回る値として定めた

未臨界濃度である。 

(３) 工程内の溶液又は機器等の温度が，沸騰による多量のミストの生成，

機器の損傷等を原因とする閉じ込め機能の喪失を防止するために設定さ

れた熱的な「最大許容限度」を超えないこと。この主な「最大許容限

度」は，次のとおりである。 

 ａ．冷却機能喪失については，溶液の沸点 

 ｂ．機器の過加熱については，機器の閉じ込めを形成する材料の最高使

用温度 

(４) 「運転時の異常な過渡変化」に伴って，放射性物質の放出があって

も，この放出量は，平常時の線量当量評価の際に設定された年間の放出

量を十分下回っていること。 

 

開始温度の下限値135℃ 

 ｃ．水素濃度上昇については，空気中での可燃限界濃度であるドライ換

算4.0ｖｏｌ％又は還元ガス中の可燃限界濃度であるドライ換算6.4

ｖｏｌ％ 

 (２) 工程内の核燃料物質の濃度が，核的な「最大許容限度」を超えない

こと。この「最大許容限度」は，推定臨界下限値を下回る値として定

めた未臨界濃度である。 

 (３) 工程内の溶液又は機器等の温度が，沸騰による多量のミストの生成

又は機器の損傷を原因とする閉じ込め機能の喪失を防止するために

設定された熱的な「最大許容限度」を超えないこと。この主な「最

大許容限度」は，次のとおりである。 

 ａ．冷却機能喪失については，溶液の沸点 

 ｂ．機器の過加熱については，機器の閉じ込めを形成する材料の最高使

用温度 

 (４) 運転時の異常な過渡変化に伴って，放射性物質の放出があっても，

この放出量は，平常時の線量評価の際に設定された年間の放出量を十

分下回っていること。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.1.2  運転時の異常な過渡変化を超える事象 

1.1.2.1  定  義 

 「運転時の異常な過渡変化」を超える事象とは,｢1.1.1 運転時の異

常な過渡変化」で記載する「運転時の異常な過渡変化」を超える異常状

態であって，発生の可能性は小さいが，発生した場合は，平常時の線量

当量評価の際に設定された年間の放出量を超える放射性物質の放出の可

能性があり，再処理施設の安全設計の妥当性を評価する観点から想定す

る必要のある事象とする。 

 

1.1.2.2  設計基準事象の検討及び選定 

 再処理施設において評価する事象は，「再処理施設安全審査指針」に

基づき，再処理施設の各工程について機器ごとに，次の観点から放射性

物質を外部に放出する可能性のある事象を検討し，選定する。 

 

 (１) 設計基準事象の候補事象の検討 

   設計基準事象の候補事象は，次の事象を検討する。 

 ａ．「運転時の異常な過渡変化」に係る設計基準事象の選定で検討した

事象のうち，発生の可能性との関連で火災・爆発，臨界等により放射

性物質の閉じ込め機能を損なうおそれがある事象 

 ｂ．各種機器，配管等の破損，故障等による漏えい及び機能喪失，並び

に使用済燃料集合体等の取扱いに伴う破損等により放射性物質の閉じ

込め機能を損なうおそれがある事象 

 ｃ．短時間の全動力電源の喪失により放射性物質の閉じ込め機能を損な

うおそれがある事象。 

 ただし，短時間の全動力電源の喪失については，直流電源設備及び

計測制御用交流電源設備が起動不良の問題のない信頼性の高い電源設

備であり，その機能喪失を考慮せず，以下「短時間の全交流動力電源

の喪失」を検討する。 

 

 (２) 設計基準事象の選定 

 前項で検討した候補事象の中から次の事象を除いたものを，安全設

計の妥当性を評価する観点から設計基準事象として選定する。 

 ａ．十分な事故防止対策に加えて事象の進展速度が遅い事象 

 ｂ．十分な事故防止対策に加えて十分な点検管理で健全性が確認できる

事象 

 ｃ．影響緩和機能を期待しなくとも，「1.1.2.3 判断基準」に示す評

価の判断基準を超えないことが明らかな事象 

 このようにして選定した設計基準事象を各工程ごとに，かつ第1.1－

６表に示す事象の種類に着目した分類項目ごとに整理したものを，第

1.1.2 設計基準事故 

1.1.2.1 定  義 

  設計基準事故とは，発生頻度が「1.1.1 運転時の異常な過渡変化」

で記載する運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該

状態が発生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するお

それがあるものとして安全設計上想定すべき事象とする。 

 

 

 

1.1.2.2 事象の検討及び選定 

  再処理施設において評価する事象は，「再処理施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則」に基づき，再処理施設の各工程について機器

ごとに，次の観点から放射性物質を外部に放出する可能性のある事象を

検討し，選定する。 

 (１) 設計基準事故の候補事象の検討 

   設計基準事故の候補事象は，次の事象を検討する。 

 ａ．運転時の異常な過渡変化に係る事象の選定で検討した事象のうち，

発生の可能性との関連で火災・爆発，臨界等により放射性物質の閉じ

込め機能を損なうおそれがある事象 

 ｂ．各種機器及び配管の破損，故障による漏えい及び機能喪失並びに使

用済燃料集合体等の取扱いに伴う落下又は破損により放射性物質の閉

じ込め機能を損なうおそれがある事象 

 ｃ．短時間の全動力電源の喪失により放射性物質の閉じ込め機能を損な

うおそれがある事象 

   ただし，短時間の全動力電源の喪失については，直流電源設備及び

計測制御用交流電源設備が起動不良の問題のない信頼性の高い電源設

備であり，その機能喪失を考慮せず，以下「短時間の全交流動力電源

の喪失」を検討する。 

 

 (２) 設計基準事故の選定 

   前項で検討した候補事象の中から次の事象を除いたものを，安全設

計の妥当性を評価する観点から設計基準事故として選定する。 

 ａ．十分な事故防止対策に加えて事象の進展速度が遅い事象 

 ｂ．十分な事故防止対策に加えて十分な点検管理で健全性が確認できる

  事象 

 ｃ．影響緩和機能を期待しなくとも，「1.1.2.3 判断基準」に示す評

価の判断基準を超えないことが明らかな事象 

   このようにして選定した事象を工程ごとに，かつ，第1.1－６表に

示す事象の種類に着目した分類項目ごとに整理したものを，第1.1－
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.1－７表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 代表事象の選定 

 上記(１)，(２)で選定した設計基準事象を，第1.1－６表に示す分類項目

に従って類似事象ごとにまとめ，この類似事象の中から影響緩和対策

との関連で敷地境界外の実効線量当量が最も大きい事象を代表事象と

して選定する。 

 上記の考え方に従った設計基準事象の分類と代表事象の選定結果を

第1.1－８表に示す。 

 なお，事象の厳しさの判断基準として，一般公衆の線量当量（敷地

境界外の実効線量当量を相対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜

0.1とする。）を考慮し，代表事象を選定する。 

 選定した代表事象を下記に示す。 

ａ．プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災 

ｂ．プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応（以下「プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応」という。） 

ｃ．溶解設備の溶解槽における臨界（以下「溶解槽における臨界」とい

う。） 

ｄ．高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの

漏えい（以下「高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい」と

いう。） 

ｅ．高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏えい 

ｆ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済燃料集合体落下 

ｇ．短時間の全交流動力電源の喪失 

 

 選定した代表事象の評価によって，再処理施設の安全設計の妥当性

が確認できる理由は，以下のとおりである。 

 ａ．「運転時の異常な過渡変化」を超える事象は物質及びエネルギの出

入り等の変動を起因とする事象と機器，配管等の破損，故障等によ

り発生する事象に分類できる。このうち，変動を起因とする事象に

７表に示す。 

   上記の選定において，冷却機能及び水素掃気機能の安全上重要な施

設の機能喪失については，その機能を損なうことのないよう，その機

能を有する設備を多重化している。このため，仮に冷却機能を有する

設備が機能喪失したとしても，溶液の沸騰に至らない，又は運転員対

応が可能な時間余裕がある。また，仮に水素掃気機能を有する設備が

機能喪失したとしても，水素の可燃限界濃度に至るまでに運転員対応

が可能な時間余裕があることから，「ａ．十分な事故防止対策に加え

て事象の進展速度が遅い事象」として設計基準事故として選定しな

い。 

 (３) 代表事象の選定 

   上記(１)，(２)で選定した事象を，第1.1－６表に示す分類項目に従っ

て類似事象ごとにまとめ，この類似事象の中から影響緩和対策との関

連で敷地境界外の実効線量が最も大きい事象を代表事象として選定す

る。 

 上記の考え方に従った設計基準事故の分類と代表事象の選定結果を

第1.1－８表に示す。 

 事象の厳しさの判断基準として，公衆の線量（敷地境界外の実効線

量を相対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1とする。）を考

慮し，代表事象を選定する。 

 選定した代表事象を下記に示す。 

ａ．プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災 

ｂ．プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応（以下「プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応」という。） 

ｃ．溶解設備の溶解槽における臨界（以下「溶解槽における臨界」とい

う。） 

ｄ．高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの

漏えい（以下「高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい」と

いう。） 

ｅ．高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏えい 

ｆ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済燃料集合体落下 

ｇ．短時間の全交流動力電源の喪失 

 

   選定した代表事象の評価によって，再処理施設の安全設計の妥当性

が確認できる理由は，以下のとおりである。 

 ａ．設計基準事故は物質の出入り，エネルギの出入り及び固体の位置又

は経路の変動を起因とする事象と機器，配管の破損及び故障により

発生する事象に分類できる。このうち，変動を起因とする事象につい

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（等の削

除） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

ついては，「運転時の異常な過渡変化」に係る設計基準事象の選定

で検討した事象から発生の可能性との関連で候補事象にした。ま

た，機器，配管等の破損，故障等により発生する事象については，

各工程ごとに検討することにより発生の可能性との関連で候補事象

にした。 

 さらに，短時間の全交流動力電源の喪失により放射性物質の閉じ込

め機能を損なうおそれがある事象を候補事象にした。 

 以上の候補事象の検討に基づき，放射性物質を外部に放出する可能

性のある「運転時の異常な過渡変化」を超える事象に係る設計基準事

象を選定した。 

 ｂ．「運転時の異常な過渡変化」を超える事象に係る設計基準事象の評

価によって確認する事項は，多重防護の考え方における影響緩和対

策の妥当性である。 

 

 代表事象の選定に当たっては，事象の種類で分類して類似事象をま

とめ，この類似事象の中から影響緩和対策との関連で敷地境界外の実

効線量当量の最も大きい事象で代表させた。したがって，この代表事

象を評価すれば類似の他の設計基準事象に係る安全設計の妥当性も合

わせて確認したことになる。 

 なお，短時間の全交流動力電源の喪失については，各工程ごとに設

計基準事象として評価し，全施設の評価結果を総合して代表事象とし

た。 

 

1.1.2.3  判断基準 

 「運転時の異常な過渡変化」を超える事象の判断基準は，一般公衆に

対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこととし，発生頻度が小

さい事象の評価に当たっては，周辺公衆の実効線量当量の評価値が発生

事象当たり５ｍＳvを超えなければリスクは小さいと判断する。 

 

なお，上記の判断基準に対して，さらに，想定した事象ごとに具体的

な安全設計の妥当性を示す必要がある場合には，各事象の記述の中で説

明する。 

 

ては，運転時の異常な過渡変化に係る事象の選定で検討した事象から

発生の可能性との関連で候補事象とした。また，機器，配管の破損

及び故障により発生する事象については，工程ごとに検討することに

より発生の可能性との関連で候補事象とした。 

 

 さらに，短時間の全交流動力電源の喪失により放射性物質の閉じ込

め機能を損なうおそれがある事象を候補事象とした。 

 以上の候補事象の検討に基づき，放射性物質を外部に放出する可能

性のある設計基準事故に係る事象を選定した。 

  

ｂ．設計基準事故に係る事象の評価によって確認する事項は，深層防護

の考え方における影響緩和対策の妥当性であり，過度の放射線被ばく

を防止する機能を有する安全上重要な施設を対象とする。 

 

 代表事象の選定に当たっては，事象の種類で分類して類似事象をま

とめ，この類似事象の中から影響緩和対策との関連で敷地境界外の実

効線量の最も大きい事象で代表させた。したがって，この代表事象を

評価すれば類似の他の事象に係る安全設計の妥当性も合わせて確認し

たことになる。 

 また，短時間の全交流動力電源の喪失については，工程ごとに設計

基準事故として評価し，全施設の評価結果を総合して代表事象とし

た。 

 

1.1.2.3  判断基準 

設計基準事故の判断基準は，設計基準事故時において，工場等周辺の

公衆に放射線障害を及ぼさないものであることであり，公衆に対して著

しい放射線被ばくのリスクを与えないこととし，発生頻度が小さい事象

の評価に当たっては，敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事象当

たり５ｍＳｖを超えなければリスクは小さいと判断する。 

また，上記の判断基準に対して，さらに，想定した事象ごとに具体的な

安全設計の妥当性を示す必要がある場合には，各事象の記述の中で説明す

る。 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（等の削

除） 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.1.3 立地評価事故 

1.1.3.1 定 義 

立地評価事故とは，「再処理施設安全審査指針」に基づき，再処理施

設 と一般公衆との離隔距離の妥当性を評価する観点から想定する事象と

する。 

 

1.1.3.2 評価事象 

再処理施設において評価する立地評価事故は，技術的に見て発生

が想定される最大規模の事故を包括し，それらの事故よりも発生す

る可能性が更に小さく，かつ，一般公衆への影響が更に大きくなる

ようなものを工学的観点から仮想する。このため，技術的に見て最

大と考えられる放射性物質の放出量を超える放出量を仮想し，これ

を立地評価事故とする。したがって，「1.1.2 運転時の異常な過渡

変化を超える事象」の解析結果を参考として，これらの事象の中か

ら，離隔距離を判断するめやす線量との関連において，一般公衆へ

の影響が大きく，影響の拡大の可能性の大きい事象を取り上げ，設

計基準事象の範囲を超える放射性物質の放出量を工学的観点から仮

想する。このため，甲状腺（小児）に対する線量及び全身に対する

線量の観点で影響の拡大の可能性が最も大きい事象として「溶解槽

における臨界」を，また，プルトニウムのめやす線量の観点で影響

の拡大の可能性が最も大きい事象として「プルトニウム精製設備の

セル内での有機溶媒火災」をそれぞれ想定する。 

1.1.3.3 判断基準 

再処理施設の立地上の妥当性の判断基準は，「再処理施設安全審

査指針」に従い，「核燃料施設の立地評価上必要なプルトニウムに

関するめやす線量について」を適用する。このめやす線量は，再処

理施設と公衆が居住する区域との間に適当な距離を設定するに際し

て，プルトニウムによる被ばくに係る適当な距離を判断する際のめ

やすとするものであり，以下に示す「めやす線量」とする。 

(１) 骨の「めやす線量」は，骨表面近くの細胞の線量として 2.4Ｓvとす 

る。 

(２) 肺の「めやす線量」は，３Ｓv とする。 

(３) 肝の「めやす線量」は，５Ｓv とする。 

このほか，「原子炉立地審査指針」及び「原子炉立地審査指針を適用

する際に必要な暫定的な判断のめやす」を参考とし，以下に示す項目を

めやすとする。 

(１) 再処理施設の周囲は，再処理施設からある距離の範囲内は非居住区域 

であること。 

1.1.3 立地評価事故 

 

1.1.3.1 定  義 

  立地評価事故とは，「再処理施設安全審査指針」に基づき，再処理施

設と一般公衆との離隔距離の妥当性を評価する観点から想定する事象と

する。 

 

1.1.3.2 評価事象 

  再処理施設において評価する立地評価事故は，技術的に見て発生が想

定される最大規模の事故を包括し，それらの事故よりも発生する可能性

がさらに小さく，かつ，一般公衆への影響がさらに大きくなるような

ものを工学的観点から仮想する。このため，技術的に見て最大と考えら

れる放射性物質の放出量を超える放出量を仮想し，これを立地評価事故

とする。したがって，「1.1.2 設計基準事故」の解析結果を参考とし

て，これらの事象の中から，離隔距離を判断するめやす線量との関連に

おいて，一般公衆への影響が大きく，影響の拡大の可能性の大きい事象

を取り上げ，設計基準事象の範囲を超える放射性物質の放出量を工学的

観点から仮想する。このため，甲状腺（小児）に対する線量及び全身に

対する線量の観点で影響の拡大の可能性が最も大きい事象として「溶解

槽における臨界」を，また，プルトニウムのめやす線量の観点で影響の

拡大の可能性が最も大きい事象として「プルトニウム精製設備のセル内

での有機溶媒火災」をそれぞれ想定する。 

 

1.1.3.3 判断基準 

  再処理施設の立地上の妥当性の判断基準は，「再処理施設安全審査

指針」に従い，「核燃料施設の立地評価上必要なプルトニウムに関する

めやす線量について」を適用する。このめやす線量は，再処理施設と公

衆が居住する区域との間に適当な距離を設定するに際して，プルトニウ

ムによる被ばくに係る適当な距離を判断する際のめやすとするものであ

り，以下に示す「めやす線量」とする。 

 (１) 骨の「めやす線量」は，骨表面近くの細胞の線量として2.4Ｓvと

する。 

 (２) 肺の「めやす線量」は，３Ｓvとする。 

 (３) 肝の「めやす線量」は，５Ｓvとする。 

  このほか，「原子炉立地審査指針」及び「原子炉立地審査指針を適用

する際に必要な暫定的な判断のめやす」を参考とし，以下に示す項目を

めやすとする。 

 (１) 再処理施設の周囲は，再処理施設からある距離の範囲内は非居住区

域であること。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

「ある距離の範囲」を判断するためのめやすとして，次の線量を用いる。 

ａ．甲状腺（小児）に対して 1.5Ｓv 

ｂ．全身に対して 0.25Ｓv 

 

(２) 再処理施設敷地は，人口密集地帯からある距離だけ離れていること。 

 

「ある距離だけ離れていること」を判断するためのめやすとして，全

身線量の積算値に対して２万人Ｓv を参考とする。 

なお，「再処理施設の周囲は，再処理施設のある距離の範囲内は非居

住区域であること」の「ある距離の範囲」を判断するためのめやす線量

がよう素の吸入による内部被ばく及びガンマ線による外部被ばくに関連

するものであることから，このめやす線量は，よう素及び希ガスの放出

を伴う「溶解槽における臨界」の評価において参考とする。 

また，「再処理施設敷地は，人口密集地帯からある距離だけ離れてい

ること」の「ある距離だけ離れていること」を判断するための全身線量

の積算値が集団を対象とするものであることから，全身線量については

，実効線量当量を評価する。 

「ある距離の範囲」を判断するためのめやすとして，次の線量を用いる。 

 ａ．甲状腺（小児）に対して1.5Ｓv 

 ｂ．全身に対して0.25Ｓv 

 

 (２) 再処理施設敷地は，人口密集地帯からある距離だけ離れているこ

と。 

   「ある距離だけ離れていること」を判断するためのめやすとして，

全身線量の積算値に対して２万人Ｓvを参考とする。 

  なお，「再処理施設の周囲は，再処理施設のある距離の範囲内は非居

住区域であること」の「ある距離の範囲」を判断するためのめやす線量

がよう素の吸入による内部被ばく及びガンマ線による外部被ばくに関連

するものであることから，このめやす線量は，よう素及び希ガスの放

出を伴う「溶解槽における臨界」の評価において参考とする。 

 また，「再処理施設敷地は，人口密集地帯からある距離だけ離れてい

ること」の「ある距離だけ離れていること」を判断するための全身線量

の積算値が集団を対象とするものであることから，全身線量について

は，実効線量当量を評価する。 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.2 解析に当たって考慮する事項 

「運転時の異常な過渡変化」及び「運転時の異常な過渡変化」を

超える事象の解析に当たっては，工程の運転状態を考慮して解析条

件を設定するとともに，事象が発生してから収束するまでの間の計

測制御系，安全保護系，安全上重要な施設等の作動状況及び運転員

の操作を考慮する。また，使用するモデル及びパラメータは，評価

の結果が保守側になるよう選定する。 

さらに，異常事象の収束等に係る機能については，次の仮定を考慮す

る。 

(１) 異常事象を速やかに収束させ，又はその拡大を防止し，あるいは

その結果を緩和することを主たる機能とする系統については，その

機能別に結果を最も厳しくする単一故障を仮定する。 

(２) 事象の影響を緩和するのに必要な運転員の手動操作については，

適切な時間的余裕を考慮する。 

(３) 放射性物質の放散の低減に係る系統及び機器の機能が要求される

場合には，外部電源の喪失を考慮する。 

本節の記述については，更に追補１「1. 安全評価に関する基本方針」 

の追補がある。 

 

 

1.2 解析に当たって考慮する事項 

 事故等の解析に当たっては，工程の運転状態を考慮して解析条件を設

定するとともに，事象が発生してから収束するまでの間の計測制御系，

安全保護回路及び安全上重要な施設の作動状況並びに運転員の操作を

考慮する。また，使用するモデル及びパラメータは，評価の結果がより

厳しい結果となるよう選定する。 

 

さらに，異常事象の収束等に係る機能については，次の仮定を考慮す

る。 

 (１) 異常事象を速やかに収束させ，又はその拡大を防止し，あるいはそ

の結果を緩和することを主たる機能とする系統については，その機能

別に結果を最も厳しくする単一故障を仮定する。 

 (２) 事象の影響を緩和するのに必要な運転員の手動操作については，適

切な時間的余裕を考慮する。 

 (３) 放射性物質の放出の低減に係る系統及び機器の機能が要求される場

合には，外部電源の喪失を考慮する。 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

「１．安全評価に関する基本方針」の追補  

再処理施設の設計基準事象の代表事象の選定について 

1.  はじめに 

 再処理施設の安全評価で選定した設計基準事象に対して，その代表事

象の選定方法を補足する。 

 代表事象の選定検討においては，分類項目ごとに事象の内容と拡大防

止対策又は影響緩和対策との関連で設計基準事象の厳しさを比較検討

し，３段階（Ａ，Ｂ，Ｃ）に区分することにより，代表事象の選定が妥

当であることを示す。この代表事象を評価すれば類似の他の設計基準事

象に係る安全設計の妥当性も合わせて評価したことになる。 

 なお，「運転時の異常な過渡変化」における外部電源喪失及び「運転

時の異常な過渡変化」を超える事象における短時間の全交流動力電源の

喪失については，再処理施設全体を対象として評価するので，ここでの

検討対象とならない。 

 

2. 「運転時の異常な過渡変化」について 

 「運転時の異常な過渡変化」については，分類項目ごとに，最大許容

限度に至るまでの時間余裕の有無又は事象が波及，拡大した場合の影響

の大きさに着目して，代表事象を選定する。 

2.1  火災への拡大に係る設計基準事象について 

 この分類項目に属する事象については，最大許容限度に至るまでの時

間余裕の有無の観点で，インターロックの作動等に対して十分な時間余

裕があることを確認しているので，事象の厳しさの比較は，事象が波

及，拡大した場合の一般公衆の線量当量の観点から，機器の放射性物質

の保有量によるものとする。具体的には，事象中にプルトニウムを多量

に含む機器があることから，有機溶媒中のプルトニウムの保有量で比較

する。事象の厳しさの比較を第１表に示す。 

 ３段階（Ａ，Ｂ，Ｃ）の区分は，機器の有機溶媒中のプルトニウムの

保有量を相対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1として，事象の

厳しさを第１表のように分類する。 

 第１表から，最も厳しい事象は, 事象番号１の「プルトニウム精製設

備の逆抽出塔での逆抽出用液の流量低下」であり，この事象を代表事象

とする。 

2.2  爆発への拡大に係る設計基準事象について 

 この分類項目に属する事象は，水素濃度上昇及びＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応に対する拡大防止対策の違いにより二つに分類する。 

 分類した事象のうち，水素濃度上昇に係る事象については，「ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備の焙焼・還元系の還元炉での還元ガス中

 

1.3 再処理施設の事故等の代表事象の選定について 

 

 再処理施設の安全評価で選定した事故等に対して，その代表事象の選

定方法を示す。 

 代表事象の選定検討においては，分類項目ごとに事象の内容と拡大防

止対策又は影響緩和対策との関連で事故等の厳しさを比較検討し，３段

階（Ａ，Ｂ及びＣ）に区分することにより，代表事象の選定が妥当であ

ることを示す。この代表事象を評価すれば類似の他の事故等に係る安全

設計の妥当性も合わせて評価したことになる。 

 運転時の異常な過渡変化における外部電源喪失及び設計基準事故にお

ける短時間の全交流動力電源の喪失については，再処理施設全体を対象

として評価するため，ここでの検討対象とならない。 

 

 

 (１) 運転時の異常な過渡変化について 

運転時の異常な過渡変化については，分類項目ごとに，最大許容限

度に至るまでの時間余裕の有無又は事象が波及，拡大した場合の影響

の大きさに着目して，代表事象を選定する。 

ａ．火災への拡大に係る事象について 

 この分類項目に属する事象については，最大許容限度に至るまでの

時間余裕の有無の観点で，インターロックの作動又は運転員の操作に

対して十分な時間余裕があることを確認しているため，事象の厳しさ

の比較は，事象が波及，拡大した場合の公衆の線量の観点から，機器

の放射性物質の保有量によるものとする。具体的には，事象中にプル

トニウムを多量に含む機器があることから，有機溶媒中のプルトニウ

ムの保有量で比較する。事象の厳しさの比較を第1.3－１表に示す。 

 ３段階（Ａ，Ｂ及びＣ）の区分は，機器の有機溶媒中のプルトニウ

ムの保有量を相対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1とし

て，事象の厳しさを第1.3－１表のように分類する。 

 第1.3－１表から，最も厳しい事象は, 事象番号１の「プルトニウ

ム精製設備の逆抽出塔での逆抽出用液の流量低下」であり，この事象

を代表事象とする。 

ｂ．爆発への拡大に係る事象について 

 この分類項目に属する事象は，水素濃度上昇及びＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応に対する拡大防止対策の違いにより二つに分類する。 

 分類した事象のうち，水素濃度上昇に係る事象については，「ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備の焙焼・還元系の還元炉での還元ガス

中の水素濃度異常上昇」のみであるため，事象の厳しさをＡとすると

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

の水素濃度異常上昇」のみであるので，事象の厳しさをＡとするととも

に代表事象とする。 

 その他のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に係る事象については，最

大許容限度に至るまでの時間余裕の有無の観点で，インターロックの作

動により缶内液温度が最大許容限度を超えないことを確認しているの

で，事象の厳しさの比較は，事象が波及，拡大した場合の一般公衆の線

量当量の観点から，濃縮缶（又は蒸発缶）内の放射性物質の保有量によ

るものとする。事象の厳しさの比較を第２表に示す。 

 ３段階（Ａ，Ｂ，Ｃ）の区分は，缶内の放射性物質の保有量を相対的

に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1として，事象の厳しさを第２表

のように分類する。 

 第２表から，最も厳しい事象は, 事象番号５の「高レベル廃液処理設

備の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶での一次蒸気の流量増

大」であり，この事象を代表事象とする。 

2.3  臨界への拡大に係る設計基準事象について 

 この分類項目に属する事象については，第３表に示すように臨界安全

管理の方法を考慮し，分離設備に係る設計基準事象（事象番号１～

４），分配設備に係る設計基準事象（事象番号５～11）及びプルトニウ

ム精製設備に係る設計基準事象（事象番号12～15）に分類する。 

 分離設備に係る設計基準事象（事象番号１～４）では，濃度管理を行

う分離設備の抽出廃液中間貯槽において，試料採取し分析することによ

り抽出廃液全量のプルトニウム濃度を確認した後移送するので，下流の

臨界安全管理対象外の抽出廃液供給槽に対する異常の進展のおそれはな

い。それに対して，プルトニウム精製設備に係る設計基準事象（事象番

号12～15）では，下流の臨界安全管理対象外のウラン逆抽出器に有機溶

媒を連続移送するので，事象に対する拡大防止対策を十分に講じている

ものの潜在的な臨界への拡大の観点からは，分離設備に係る設計基準事

象よりも厳しいと考えられる。 

 また，分配設備に係る設計基準事象（事象番号５～11）では，下流の

臨界安全管理対象外のウラン逆抽出器に有機溶媒を連続移送する観点で

は，プルトニウム精製設備に係る設計基準事象と同じであるが，ウラン

逆抽出器上流のプルトニウム洗浄器が，プルトニウム精製設備では全濃

度安全形状寸法管理を行うのに対し，分配設備では濃度管理を行うの

で，事象に対する拡大防止対策を十分に講じているものの潜在的な臨界

への拡大の観点からは，プルトニウム精製設備に係る設計基準事象より

も厳しいと考えられる。 

 

 

ともに代表事象とする。 

 その他のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に係る事象については，

最大許容限度に至るまでの時間余裕の有無の観点で，インターロック

の作動により缶内液温度が最大許容限度を超えないことを確認してい

るため，事象の厳しさの比較は，事象が波及，拡大した場合の公衆の

線量の観点から，濃縮缶（又は蒸発缶）内の放射性物質の保有量によ

るものとする。事象の厳しさの比較を第1.3－２表に示す。 

 ３段階（Ａ，Ｂ及びＣ）の区分は，缶内の放射性物質の保有量を相

対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1として，事象の厳しさ

を第1.3－２表のように分類する。 

 第1.3－２表から，最も厳しい事象は, 事象番号５の「高レベル廃

液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶での一次蒸

気の流量増大」であり，この事象を代表事象とする。 

ｃ．臨界への拡大に係る事象について 

 この分類項目に属する事象については，第1.3－３表に示すように

臨界安全管理の方法を考慮し，分離設備に係る事象（事象番号１～

４），分配設備に係る事象（事象番号５～11）及びプルトニウム精製

設備に係る事象（事象番号12～15）に分類する。 

 分離設備に係る事象（事象番号１～４）では，濃度管理を行う分離

設備の抽出廃液中間貯槽において，試料採取し分析することにより抽

出廃液全量のプルトニウム濃度を確認した後，移送するため，下流の

臨界安全管理対象外の抽出廃液供給槽に対する異常の進展のおそれは

ない。それに対して，プルトニウム精製設備に係る事象（事象番号12

～15）では，下流の臨界安全管理対象外のウラン逆抽出器にＴＢＰ，

ｎ－ドデカン及びこれらの混合物（以下「有機溶媒」という。）を連

続移送するため，事象に対する拡大防止対策を十分に講じているもの

の潜在的な臨界への拡大の観点からは，分離設備に係る事象よりも厳

しいと考えられる。 

 また，分配設備に係る事象（事象番号５～11）では，下流の臨界安

全管理対象外のウラン逆抽出器に有機溶媒を連続移送する観点では，

プルトニウム精製設備に係る事象と同じであるが，ウラン逆抽出器上

流のプルトニウム洗浄器が，プルトニウム精製設備では液体の核燃料

物質を内包する機器において濃度に制限値を設定する必要がないよう

に設計する形状寸法管理（以下「全濃度安全形状寸法管理」とい

う。）を行うのに対し，分配設備では濃度管理を行うため，事象に対

する拡大防止対策を十分に講じているものの潜在的な臨界への拡大の

観点からは，プルトニウム精製設備に係る事象よりも厳しいと考えら

れる。 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

記載の適正化（内容の明
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 したがって，３段階（Ａ，Ｂ，Ｃ）の区分は，臨界安全管理の方法を

考慮した事象の厳しさを相対的にＡ＞Ｂ＞Ｃとして，分配設備に係る設

計基準事象（事象番号５～11）をＡとし，プルトニウム精製設備に係る

設計基準事象（事象番号12～15）をＢとし，分離設備に係る設計基準事

象（事象番号１～４）をＣとして分類する。 

 さらに，この分類項目に属する事象については，平常運転時の濃度か

ら最大許容限度に至るまでの時間余裕をRevised MIXSETにより評価し

た。評価結果を事象の厳しさの比較とともに第３表に示す。 

 

 第３表から，最大許容限度を超える事象は，事象番号５の「分配設備

のプルトニウム分配塔，プルトニウム洗浄器での還元剤の流量低下」の

みであり，安全評価上は，この事象で代表させ評価する。 

 

 

 

 

 

2.4  機器の過加熱に係る設計基準事象について 

 この分類項目に属する事象の対象機器は，ウラン・プルトニウム混合

脱硝設備の焙焼・還元系の焙焼炉及び還元炉である。しかしながら，最

大許容限度に至るまでの時間余裕の有無の観点及び事象が波及，拡大し

た場合の影響の大きさの観点ともに，設計基準事象の間に差異はなく，

焙焼炉及び還元炉における過加熱に係る設計対応にも差異はないことか

ら，この分類項目に属する事象はいずれも事象の厳しさをＡとする。 

 

 また，これら類似する設計基準事象に差異はないものの，還元炉では

可燃物である水素を扱うことから，閉じ込め機能の重要性を考慮し，安

全評価上は，「ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の焙焼・還元系の還

元炉の温度異常上昇」で代表させ評価する。 

2.5  放射性物質の浄化機能の低下に係る設計基準事象について 

 この分類項目に属する事象については，最大許容限度に至るまでの時

間余裕の有無の観点で，インターロックの作動等に対して十分な時間余

裕があることを確認しているので，事象の厳しさの比較は，事象が波

及，拡大した場合の一般公衆の線量当量の観点から，濃縮缶の蒸発率及

び缶内液の放射性物質濃度によるものとする。事象の厳しさの比較を第

４表に示す。 

 ３段階（Ａ，Ｂ，Ｃ）の区分は，濃縮缶の平常運転時の蒸発率と缶内

液の放射性物質（アクチノイド）濃度との積を相対的に示し，Ａ＝１，

 したがって，３段階（Ａ，Ｂ及びＣ）の区分は，臨界安全管理の方

法を考慮した事象の厳しさを相対的にＡ＞Ｂ＞Ｃとして，分配設備に

係る事象（事象番号５～11）をＡとし，プルトニウム精製設備に係る

事象（事象番号12～15）をＢとし，分離設備に係る事象（事象番号１

～４）をＣとして分類する。 

 さらに，この分類項目に属する事象については，平常運転時の濃度

から最大許容限度に至るまでの時間余裕をＲｅｖｉｓｅｄ ＭＩＸＳ

ＥＴにより評価した。評価結果を事象の厳しさの比較とともに第1.3－

３表に示す。 

 第1.3－３表から，分離設備に係る事象（事象番号１～４）では，

濃度管理を行う分離設備の抽出廃液受槽又は補助抽出廃液受槽におけ

るプルトニウム濃度は，最大許容限度を超えることはない。また，有

機溶媒を連続移送する分配設備及びプルトニウム精製設備に係る事象

（事象番号５～15）において，最大許容限度を超える事象は，事象番

号５の「分配設備のプルトニウム分配塔，プルトニウム洗浄器での還

元剤の流量低下」のみであり，安全評価上は，この事象で代表させ評

価する。 

ｄ．機器の過加熱に係る事象について 

 この分類項目に属する事象の対象機器は，ウラン・プルトニウム混

合脱硝設備の焙焼・還元系の焙焼炉及び還元炉である。しかしなが

ら，最大許容限度に至るまでの時間余裕の有無の観点及び事象が波

及，拡大した場合の影響の大きさの観点ともに，事象の間に差異はな

く，焙焼炉及び還元炉における過加熱に係る設計対応にも差異はない

ことから，この分類項目に属する事象はいずれも事象の厳しさをＡと

する。 

 また，これら類似する事象に差異はないものの，還元炉では可燃物

である水素を扱うことから，閉じ込め機能の重要性を考慮し，安全評

価上は，「ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の焙焼・還元系の還元

炉の温度異常上昇」で代表させ評価する。 

ｅ．放射性物質の浄化機能の低下に係る事象について 

 この分類項目に属する事象については，最大許容限度に至るまでの

時間余裕の有無の観点で，インターロックの作動又は運転員の操作に

対して十分な時間余裕があることを確認しているため，事象の厳しさ

の比較は，事象が波及，拡大した場合の公衆の線量の観点から，濃縮

缶の蒸発率及び缶内液の放射性物質濃度によるものとする。事象の厳

しさの比較を第1.3－４表に示す。 

 ３段階（Ａ，Ｂ及びＣ）の区分は，濃縮缶の平常運転時の蒸発率と

缶内液の放射性物質（アクチノイド）濃度との積を相対的に示
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1として，事象の厳しさを第４表のように分類す

る。 

 第４表から，最も厳しい事象は，事象番号６の「高レベル廃液処理設

備の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶凝縮器の冷却機能の低

下による廃ガス中蒸気量の増大」であり，この事象を代表事象とする。 

 

3. 「運転時の異常な過渡変化」を超える事象について 

 「運転時の異常な過渡変化」を超える事象については，いずれの分類

項目に対しても一般公衆の線量当量（敷地境界外の実効線量当量）の大

きさに着目して，代表事象を選定する。 

3.1  火災に係る設計基準事象について 

 この分類項目に属する事象の厳しさの比較を第５表に示す。 

 ３段階（Ａ，Ｂ，Ｃ）の区分は，火災時の敷地境界外の実効線量当量

を相対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1として，事象の厳しさ

を第５表のように分類する。 

 第５表から，最も厳しい事象は，「プルトニウム精製設備のセル内で

の有機溶媒火災」であり，この事象を代表事象とする。 

 なお，この分類に属する事象は，いずれもセルに漏えいした有機溶媒

が回収作業後漏えい液受皿に少量残り燃焼する事象であり，消火装置の

作動を考慮しなくとも，火災は短時間に終了する。 

3.2  爆発に係る設計基準事象について 

 この分類項目に属する事象は，「プルトニウム精製設備のプルトニウ

ム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」のみであるので，事象

の厳しさをＡとするとともに代表事象とする。 

3.3  臨界に係る設計基準事象について 

 この分類項目に属する事象は，「溶解設備の溶解槽における臨界」の

みであるので，事象の厳しさをＡとするとともに代表事象とする。 

3.4  漏えいに係る設計基準事象について 

 この分類項目に属する事象は，溶融ガラスの漏えい及び溶液の漏えい

であり，漏えい後の現象が異なるため，二つに分類する。 

  分類した事象のうち，溶融ガラスの漏えいについては，「高レベル廃

液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏えい」のみであるので，事象の厳

しさをＡとするとともに代表事象とする。 

 その他の溶液の漏えいに係る事象の厳しさの比較を第６表に示す。 

  

３段階（Ａ，Ｂ，Ｃ）の区分は，漏えい時の敷地境界外の実効線量当量

を相対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1として，事象の厳しさ

を第６表のように分類する。 

し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1として，事象の厳しさを第1.3－

４表のように分類する。 

 第1.3－４表から，最も厳しい事象は，事象番号６の「高レベル廃

液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶凝縮器の冷

却機能の低下による廃ガス中蒸気量の増大」であり，この事象を代表

事象とする。 

 (２) 設計基準事故について 

 設計基準事故については，いずれの分類項目に対しても公衆の線量

（敷地境界外の実効線量）の大きさに着目して，代表事象を選定す

る。 

ａ．火災に係る事象について 

 この分類項目に属する事象の厳しさの比較を第1.3－５表に示す。 

 ３段階（Ａ，Ｂ及びＣ）の区分は，火災時の敷地境界外の実効線量

を相対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1として，事象の厳

しさを第1.3－５表のように分類する。 

 第1.3－５表から，最も厳しい事象は，「プルトニウム精製設備の

セル内での有機溶媒火災」であり，この事象を代表事象とする。 

 なお，この分類に属する事象は，いずれもセルに漏えいした有機溶

媒が回収作業後，漏えい液受皿に少量残り燃焼する事象であり，消火

装置の作動を考慮しなくとも，火災は短時間に終了する。 

ｂ．爆発に係る事象について 

 この分類項目に属する事象は，「プルトニウム精製設備のプルトニ

ウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」のみであるため，

事象の厳しさをＡとするとともに代表事象とする。 

ｃ．臨界に係る事象について 

 この分類項目に属する事象は，「溶解設備の溶解槽における臨界」

のみであるため，事象の厳しさをＡとするとともに代表事象とする。 

ｄ．漏えいに係る事象について 

 この分類項目に属する事象は，溶融ガラスの漏えい及び溶液の漏え

いであり，漏えい後の現象が異なるため，二つに分類する。 

分類した事象のうち，溶融ガラスの漏えいについては，「高レベル

廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏えい」のみであるため，事象

の厳しさをＡとするとともに代表事象とする。 

 その他の溶液の漏えいに係る事象の厳しさの比較を第1.3－６表に示

す。 

 ３段階（Ａ，Ｂ及びＣ）の区分は，漏えい時の敷地境界外の実効線

量を相対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1として，事象の

厳しさを第1.3－６表のように分類する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 第６表から，最も厳しい事象は，「高レベル廃液貯蔵設備の配管から

セルへの漏えい」であり，この事象を代表事象とする。 

3.5  使用済燃料集合体等の破損に係る設計基準事象について 

 この分類項目に属する事象の厳しさの比較を第７表に示す。 

 ３段階（Ａ，Ｂ，Ｃ）の区分は，使用済燃料集合体の落下時の敷地境

界外の実効線量当量を相対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.1と

して，事象の厳しさを第７表のように分類する。 

 第７表から，最も厳しい事象は，「使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施

設での使用済燃料集合体落下」であり，この事象を代表事象とする。 

 

 第1.3－６表から，最も厳しい事象は，「高レベル廃液貯蔵設備の

配管からセルへの漏えい」であり，この事象を代表事象とする。 

ｅ．使用済燃料集合体等の破損に係る事象について 

 この分類項目に属する事象の厳しさの比較を第1.3－７表に示す。 

 ３段階（Ａ，Ｂ及びＣ）の区分は，使用済燃料集合体の落下時の敷

地境界外の実効線量を相対的に示し，Ａ＝１，１＞Ｂ≧0.1，Ｃ＜0.

1として，事象の厳しさを第1.3－７表のように分類する。 

 第1.3－７表から，最も厳しい事象は，「使用済燃料受入れ施設及

び貯蔵施設での使用済燃料集合体落下」であり，この事象を代表事象

とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1.3 参考文献一覧 

(１)「再処理施設の設計基準事象選定」 
（J/M-1004 改３，日本原燃株式会社，三菱重工業株式会社，平成 13 年 
４月） 
(２)「青森県石油コンビナート等防災計画」，青森県石油コンビナート等防 
災本部，1983 
 

 

1.4  参考文献一覧 

 

(１) 日本原燃，三菱重工業．再処理施設の設計基準事象選定．2018，J/M- 

   1004 改7． 

(２) 権田浩三ほか．Purex プロセス計算コード Revised MIXSET．動力 

   炉・核燃料開発事業団，1979，PNCT 841-79-26． 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2. 運転時の異常な過渡変化 

2.1 序 
再処理施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するため，再処理施設 にお

いて発生する可能性のある「運転時の異常な過渡変化」に係る設計基 準事象に

対して，その発生原因，発生防止対策及び拡大防止対策を説明し，その過渡変

化の解析と結果の評価を行い，再処理施設の安全性がいかに確保されるかを説

明する。 

 

 

2. 運転時の異常な過渡変化 

2.1 序 

 再処理施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するため，再処理施設

において発生する可能性のある運転時の異常な過渡変化に係る事象に対し

て，その発生原因，発生防止対策及び拡大防止対策を説明し，その過渡変

化の解析と結果の評価を行い，再処理施設の安全性がいかに確保されるか

を説明する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.2 プルトニウム精製設備の逆抽出塔での有機溶媒の温度異常上昇 

2.2.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

(１) 原因及び説明 

この過渡変化は，プルトニウム精製設備の逆抽出塔の運転中に，プ

ルトニウム洗浄器から逆抽出塔へ逆抽出用液を供給する系統が何らか

の原因により故障し，逆抽出用液の供給流量が低下することにより，

温水で加熱されている逆抽出用液の温度が上昇し，逆抽出塔内の有機

溶媒の温度が上昇する事象として考える。 
しかし，このような事象は，逆抽出塔内の溶液温度を検知して，逆抽 

出用液の加熱用の温水の供給を自動的に停止することにより，有機溶媒 
火災への拡大の観点で有機溶媒の温度が最大許容限度を超えることなく

，安全に終止できる。なお，温水の温度上昇又は流量増加により，加熱

能 力が増加した場合にも，同様な事象が発生するおそれがあるが，これ

らの事象の場合には有機溶媒の温度が最大許容限度に至らない。 

(２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

ａ．逆抽出塔に供給されるプルトニウムを含む有機溶媒及び逆抽出用液

の温度は，温度制御系で約 90℃の温水の流量を調節することにより

，50℃以下に制御する。 
ｂ．逆抽出塔内の溶液温度が異常に上昇した場合には，温度検出器にて

検知し，警報を発するとともに，インターロックにより逆抽出用液の

加熱用の温水の供給を自動的に停止する。 
ｃ．上記ｂ．の逆抽出塔内の有機溶媒の温度異常上昇の検知及び温水

の供給の停止に係る系統は，二重化する。 
 

2.2 プルトニウム精製設備の逆抽出塔での有機溶媒の温度異常上昇 

 

2.2.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

 (１) 原因及び説明 

 

 この過渡変化は，プルトニウム精製設備の逆抽出塔の運転中に，プルト

ニウム洗浄器から逆抽出塔へ逆抽出用液を供給する系統が何らかの原因に

より故障し，逆抽出用液の供給流量が低下することにより，温水で加熱さ

れている逆抽出用液の温度が上昇し，逆抽出塔内の有機溶媒の温度が上昇

する事象として考える。 

 しかし，このような事象は，逆抽出塔内の溶液温度を検知して，逆抽出

用液の加熱用の温水の供給を自動で停止することにより，有機溶媒火災へ

の拡大の観点で有機溶媒の温度が最大許容限度を超えることなく，安全に

終止できる。また，温水の温度上昇又は流量増加により，加熱能力が増加

した場合にも，同様な事象が発生するおそれがあるが，これらの事象の場

合には有機溶媒の温度が最大許容限度に至らない。 

 

 (２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

 ａ．逆抽出塔に供給されるプルトニウムを含む有機溶媒及び逆抽出用液

の温度は，温度制御系で約90℃の温水の流量を調節することにより，50℃

以下に制御する。 

 ｂ．逆抽出塔内の溶液温度が異常に上昇した場合には，温度検出器にて

検知し，警報を発するとともに，インターロックにより逆抽出用液の加熱

用の温水の供給を自動で停止する回路である安全保護回路によって，逆抽

出用液の加熱を停止する設計とする。 

 ｃ．上記ｂ．の逆抽出塔内の有機溶媒の温度異常上昇の検知及び温水の

供給の停止に係る系統は，二重化する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.2.2 過渡変化の解析 

(１) 解析条件 
ａ．逆抽出塔は，異常発生直前まで平常運転していたものとし，逆抽出

塔に供給するプルトニウムを含む有機溶媒及び逆抽出用液の温度の初

期値は，異常発生後の温度が最大になるよう，それぞれ 50℃とする。

また，温水の温度は，90℃とする。 
ｂ．プルトニウム洗浄器から逆抽出塔への逆抽出用液の供給流量が低下

したものとし，その結果として逆抽出用液の温度が上昇することによ

り，逆抽出塔内上部の有機溶媒の温度が上昇する。このとき，逆抽出

塔内上部の有機溶媒の温度が最大となるように，逆抽出用液及び有機

溶媒の供給流量を設定する。 
ｃ．異常の拡大防止機能として考慮している系統は，「塔内液温度高」

信号により逆抽出用液に係る熱交換器への温水の供給を停止するイン

タ－ロックであり，この系統に単一故障を仮定する。 
(２) 解析方法 
逆抽出塔へ供給する逆抽出用液を温水で加熱することを考慮し，熱交

換器内及び逆抽出塔シャフト部内の熱交換を定常解析することにより，

逆抽出塔上部に流入する有機溶媒温度を求め，逆抽出塔上部の有機溶媒

温度上昇を過渡解析する。 
(３) 解析結果 
逆抽出用液の供給流量低下により，逆抽出塔に供給する逆抽出用液の

温度は，50℃から約 80℃に上昇する。その結果，逆抽出塔内の有機溶媒

の温度が上昇するが，有機溶媒の温度が「塔内液温度高」信号の設定値 
69℃に上昇した後，さらにそのままの状態が継続したとして最大許容限 
度 74℃に至るまでには約 42 分を要する。有機溶媒の温度が設定値に達す 
と直ちに「塔内液温度高」信号のインターロックが作動することにより，

逆抽出用液に係る熱交換器への温水の供給が停止される。 

したがって，塔内の有機溶媒の温度は，最大許容限度 74℃を超えるこ 
とはない。 
 

2.2.2  過渡変化の解析 

 (１) 解析条件 

 ａ．逆抽出塔は，異常発生直前まで平常運転していたものとし，逆抽出

塔に供給するプルトニウムを含む有機溶媒及び逆抽出用液の温度の初期

値は，異常発生後の温度が最大になるよう，それぞれ50℃とする。ま

た，温水の温度は，90℃とする。 

 ｂ．プルトニウム洗浄器から逆抽出塔への逆抽出用液の供給流量が低下

したものとし，その結果として逆抽出用液の温度が上昇することによ

り，逆抽出塔内上部の有機溶媒の温度が上昇する。このとき，逆抽出塔

内上部の有機溶媒の温度が最大となるように，逆抽出用液及び有機溶媒

の供給流量を設定する。 

 ｃ．異常の拡大防止機能として考慮している系統は，「塔内液温度高」

信号により逆抽出用液に係る熱交換器への温水の供給を停止するインタ

－ロックであり，この系統に単一故障を仮定する。 

 (２) 解析方法 

 逆抽出塔へ供給する逆抽出用液を温水で加熱することを考慮し，熱

交換器内及び逆抽出塔シャフト部内の熱交換を定常解析することによ

り，逆抽出塔上部に流入する有機溶媒温度を求め，逆抽出塔上部の有

機溶媒温度上昇を過渡解析する。 

 (３) 解析結果 

 逆抽出用液の供給流量低下により，逆抽出塔に供給する逆抽出用液

の温度は，50℃から約80℃に上昇する。その結果，逆抽出塔内の有機

溶媒の温度が上昇するが，有機溶媒の温度が「塔内液温度高」信号の

設定値69℃に上昇した後，さらにそのままの状態が継続したとして最

大許容限度74℃に至るまでには約42分を要する。有機溶媒の温度が設

定値に達すると直ちに「塔内液温度高」信号のインターロックが作動

することにより，逆抽出用液に係る熱交換器への温水の供給が停止さ

れる。 

 したがって，塔内の有機溶媒の温度は，最大許容限度74℃を超えること

はない。 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.2.3 判断基準への適合性の検討 

解析結果に示すとおり逆抽出塔内の有機溶媒の温度は，最大許容

限度を超えることはなく，この過渡変化は,「1.1.1.3 判断基準｣の(１
)を満足する。 

 

2.2.3  判断基準への適合性の検討 

 

 解析結果に示すとおり逆抽出塔内の有機溶媒の温度は，最大許容限

度を超えることはなく，この過渡変化は,「1.1.1.3 判断基準｣の(１)

を満足する。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3 高レベル廃液濃縮缶における加熱蒸気の温度異常上昇 

2.3.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

(１) 原因及び説明 

この過渡変化は，高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の

高レベル廃液濃縮缶の運転中に，加熱蒸気を供給する系統が何らかの

原因により故障し，高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温度が異常に上

昇する事象として考える。 
しかし，このような事象は，加熱蒸気の温度上昇を検知し，高レベ

ル廃液濃縮缶への加熱蒸気の供給を自動的に停止することにより，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応への拡大の観点で高レベル廃液濃縮缶

内の溶液の温度が最大許容限度を超えることなく，安全に終止できる

。 
(２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

ａ．高レベル廃液濃縮缶は，缶内温度約 50℃，缶内圧力約 0.07ｋｇ／

ｃｍ２で運転する減圧蒸発方式である。 
ｂ．蒸気発生器で発生する高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の圧力は，蒸

気発生器の圧力制御系で加熱蒸気の熱源である一次蒸気の流量を調整

することにより，約 1.7ｋｇ／ｃｍ２ｇ（約 130℃相当) に制御する

。 
ｃ．蒸気発生器で発生する高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の圧力が上昇

しても，蒸気発生器に設けた蒸気逃がし弁が作動し，過度の圧力上昇

を防止する設計とする。 
ｄ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温度が異常に上昇した場合には，

温度検出器にて検知し，インターロックにより蒸気発生器への一次蒸

気の供給をしゃ断弁で自動的に停止する回路である安全保護系によっ

て，高レベル廃液濃縮缶の加熱を停止する設計とする。 
ｅ．また，上記ｄ．とは別に，温度検出器にて高レベル廃液濃縮缶の加

熱蒸気の温度の異常な上昇を検知し，インターロックにより高レベル

廃液濃縮缶への加熱蒸気の供給をしゃ断弁で自動的に停止する回路で

ある安全保護系によって，高レベル廃液濃縮缶の加熱を停止する設計

とする。 
 

2.3 高レベル廃液濃縮缶における加熱蒸気の温度異常上昇 

2.3.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

 

 (１) 原因及び説明 

 

 この過渡変化は，高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の

高レベル廃液濃縮缶の運転中に，加熱蒸気を供給する系統が何らかの

原因により故障し，高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温度が異常に上

昇する事象として考える。 

 しかし，このような事象は，加熱蒸気の温度上昇を検知し，高レベ

ル廃液濃縮缶への加熱蒸気の供給を自動で停止することにより，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応への拡大の観点で高レベル廃液濃縮缶内

の溶液の温度が最大許容限度を超えることなく，安全に終止できる。 

 

 (２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

 

 ａ．高レベル廃液濃縮缶は，缶内温度約50℃，缶内圧力約6.9ｋＰａで運

転する減圧蒸発方式である。 

 ｂ．蒸気発生器で発生する高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の圧力は，蒸

気発生器の圧力制御系で加熱蒸気の熱源である一次蒸気の流量を調整

することにより，約167ｋＰａ[gage]（約130℃相当）に制御する

（以下［gage］は，特に記載のない限り屋外の大気圧との差圧であ

る）。 

 ｃ．蒸気発生器で発生する高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の圧力が上昇

しても，蒸気発生器に設けた蒸気逃がし弁が作動し，過度の圧力上昇

を防止する設計とする。 

 ｄ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温度が異常に上昇した場合には，

温度検出器にて検知し，インターロックにより蒸気発生器への一次蒸

気の供給を遮断弁にて自動で停止する回路である安全保護回路によっ

て，高レベル廃液濃縮缶の加熱を停止する設計とする。 

 ｅ．また，上記ｄ．とは別に，温度検出器にて高レベル廃液濃縮缶の加

熱蒸気の温度の異常な上昇を検知し，インターロックにより高レベル

廃液濃縮缶への加熱蒸気の供給を遮断弁にて自動で停止する回路であ

る安全保護回路によって，高レベル廃液濃縮缶の加熱を停止する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.2 過渡変化の解析 

(１) 解析条件 

ａ．高レベル廃液濃縮缶は，異常発生直前まで平常運転していたものと

し，缶内の溶液の温度の初期値は 51℃, 加熱蒸気の温度の初期値は

130℃とする。 

ｂ．加熱蒸気を供給する系統の蒸気発生器の圧力制御系の故障により，

一 次蒸気の流量が増大し，加熱蒸気の圧力及び温度が上昇するものと

する。このとき，一次蒸気の流量増大後の加熱能力は，平常運転時の

加熱能力 の 120％とする。 

ｃ．解析上は，蒸気発生器に設置している蒸気逃がし弁の動作は考慮

しないものとする。 

ｄ．異常の拡大防止機能として考慮している加熱停止に係るインター

ロックは，一次蒸気を停止するもの及び加熱蒸気を停止するものが

あり，高レベル廃液濃縮缶に近い位置で加熱停止を行うインターロ

ック，すなわち「加熱蒸気温度高」信号により加熱蒸気の供給を停

止するインターロックに，単一故障を仮定する。 

(２) 解析方法 

蒸気発生器で発生する加熱蒸気の熱量がそのまま濃縮缶内の溶液に

伝達されるものと仮定し，蒸気発生器での熱交換前後における熱収支

及び濃縮缶での熱交換前後における熱収支に基づき，加熱蒸気の温度

の過渡変化を解析する。 

(３) 解析結果 

一次蒸気の流量が増大すると，高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温

度が上昇するが，加熱蒸気の温度が「加熱蒸気温度高」信号の設定値

134℃に上昇した後，さらにそのままの状態が継続したとして 135℃に

至るまでには約 30 秒を要する。加熱蒸気の温度が設定値に達すると直

ちに「加熱蒸気温度高」信号による一次蒸気の供給を停止するインタ

ーロックが作動することにより，一次蒸気の供給は，停止される。加

熱蒸気の温度が 135℃のとき，高レベル廃液濃縮缶内の溶液の温度は約

52℃である。 

したがって，高レベル廃液濃縮缶内の溶液の温度は，最大許容限度 

135℃を超えることはない。 

 

2.3.2  過渡変化の解析 

 

 (１) 解析条件 

 ａ．高レベル廃液濃縮缶は，異常発生直前まで平常運転していたものと

し，缶内の溶液の温度の初期値は51℃, 加熱蒸気の温度の初期値は

130℃とする。 

 ｂ．加熱蒸気を供給する系統の蒸気発生器の圧力制御系の故障により，

一次蒸気の流量が増加し，加熱蒸気の圧力及び温度が上昇するものと

する。このとき，一次蒸気の流量増加後の加熱能力は，平常運転時の

加熱能力の120％とする。 

 ｃ．解析上は，蒸気発生器に設置している蒸気逃がし弁の動作は考慮し

ないものとする。 

 ｄ．異常の拡大防止機能として考慮している加熱停止に係るインターロ

ックは，一次蒸気を停止するもの及び加熱蒸気を停止するものがあ

り，高レベル廃液濃縮缶に近い位置で加熱停止を行うインターロッ

ク，すなわち「加熱蒸気温度高」信号により加熱蒸気の供給を停止す

るインターロックに，単一故障を仮定する。 

 (２) 解析方法 

 蒸気発生器で発生する加熱蒸気の熱量がそのまま濃縮缶内の溶液に

伝達されるものと仮定し，蒸気発生器での熱交換前後における熱収支

及び濃縮缶での熱交換前後における熱収支に基づき，加熱蒸気の温度

の過渡変化を解析する。 

 (３) 解析結果 

 一次蒸気の流量が増加すると，高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温

度が上昇するが，加熱蒸気の温度が「加熱蒸気温度高」信号の設定

値134℃に上昇した後，さらにそのままの状態が継続したとして135℃

に至るまでには約30秒を要する。加熱蒸気の温度が設定値に達する

と直ちに「加熱蒸気温度高」信号による一次蒸気の供給を停止する

インターロックが作動することにより，一次蒸気の供給は，停止され

る。加熱蒸気の温度が135℃のとき，高レベル廃液濃縮缶内の溶液の

温度は約52℃である。 

 したがって，高レベル廃液濃縮缶内の溶液の温度は，最大許容限

度135℃を超えることはない。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.3.3 判断基準への適合性の検討 

解析結果に示すとおり，高レベル廃液濃縮缶内の溶液の温度は，最

大許容限度を超えることはなく，この過渡変化は,「1.1.1.3 判断基準｣

の(１)を満足する。 
 

2.3.3  判断基準への適合性の検討 

 

 解析結果に示すとおり，高レベル廃液濃縮缶内の溶液の温度は，最大

許容限度を超えることはなく，この過渡変化は,「1.1.1.3 判断基準｣

の(１)を満足する。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.4 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉での還元ガス中の水素濃 

度異常上昇 

2.4.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

(１) 原因及び説明 

この過渡変化は，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の焙焼・還元系

の還元炉の運転中に，還元用窒素・水素混合ガス (以下 2.では ｢還元ガ

ス」という。）を製造する還元ガス供給系の水素ガスの流量制御系統が

何らかの原因により故障し，還元ガス中の水素濃度が上昇する事象とし 

て考える。 

しかし，このような事象は，還元ガス中の水素濃度上昇を検知し，

還元ガスの供給を自動的に停止することにより，還元ガス中の水素の

爆発への拡大の観点で，還元ガス中の水素濃度が最大許容限度を超え

ることなく，安全に終止できる。 

(２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

ａ．還元ガスは，水素ガスを窒素ガスで希釈して製造し，還元ガス供給

槽に供給される。還元ガス中の水素濃度は，約５vol％になるように，

水素ガスの流量制御系統により水素ガスの流量を制御し，調整する。

調整した還元ガスは，還元ガス供給槽から還元ガス受槽に供給し，還

元ガス受槽から還元炉へ供給する。 

ｂ．還元ガス供給槽に供給される還元ガス中の水素濃度が異常に上昇し

た場合には，水素濃度計にて検知し，警報を発するとともに，インタ

ーロックにより還元ガス供給槽から還元ガス受槽への還元ガスの供給

を自動的に停止する。 

ｃ．還元ガス受槽に供給される還元ガス中の水素濃度が異常に上昇した

場合には，水素濃度計にて検知し，警報を発するとともに，インター

ロックにより還元ガス受槽から還元炉への還元ガスの供給を自動的に

停止し，還元炉内を窒素ガスで掃気する設計とする。 

 

ｄ．上記ｃ．の還元ガス中の水素濃度上昇の検知及び還元ガスの供給停

止に係る系統は，二重化する。 

 

2.4 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉での還元ガス中の水素

濃度異常上昇 

2.4.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

 (１) 原因及び説明 

 この過渡変化は，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の焙焼・還元

系の還元炉の運転中に，還元ガスを製造する還元ガス供給系の水素ガ

スの流量制御系統が何らかの原因により故障し，還元ガス中の水素濃

度が上昇する事象として考える。 

 

 しかし，このような事象は，還元ガス中の水素濃度上昇を検知し，

還元ガスの供給を自動で停止することにより，還元ガス中の水素の爆

発への拡大の観点で，還元ガス中の水素濃度が最大許容限度を超える

ことなく，安全に終止できる。 

 (２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

 ａ．還元ガスは，水素ガスを窒素ガスで希釈して製造し，還元ガス供給

槽に供給される。還元ガス中の水素濃度は，ドライ換算約５ｖｏｌ％

になるように，水素ガスの流量制御系統により水素ガスの流量を制御

し，調整する。調整した還元ガスは，還元ガス供給槽から還元ガス受

槽に供給し，還元ガス受槽から還元炉へ供給する。 

 ｂ．還元ガス供給槽に供給される還元ガス中の水素濃度が異常に上昇し

た場合には，水素濃度計にて検知し，警報を発するとともに，インタ

ーロックにより還元ガス供給槽から還元ガス受槽への還元ガスの供給

を自動で停止する。 

 ｃ．還元ガス受槽に供給される還元ガス中の水素濃度が異常に上昇した

場合には，水素濃度計にて検知し，警報を発するとともに，インター

ロックにより還元ガス受槽から還元炉への還元ガスの供給を自動で停

止する回路である安全保護回路によって，還元ガスの供給を停止し，

還元炉内を窒素ガスで掃気する設計とする。 

 ｄ．上記ｃ．の還元ガス中の水素濃度上昇の検知及び還元ガスの供給停

止に係る系統は，二重化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.4.2  過渡変化の解析 

 (１) 解析条件 

 ａ．還元炉は，異常発生直前まで平常運転していたものとし，還元ガス

供給槽から還元ガス受槽に供給する還元ガス及び還元ガス受槽から

還元炉に供給する還元ガス中の水素濃度の初期値は，5.0vol％とす

る。 

 ｂ．還元ガス供給系の水素ガスの流量制御系統が故障し，窒素ガス流量

に対する水素ガスの流量比が平常運転時の流量比の５倍に上昇する

ものとする。その結果として還元ガス供給槽及び還元ガス受槽の還

元ガス中の水素濃度が上昇することにより，還元炉に供給する還元

ガス中の水素濃度が上昇するものとする。 

 ｃ．還元ガス受槽の還元ガス中の水素濃度上昇を保守側に評価するた

め，解析においては，還元ガス供給槽の「水素濃度高」信号のイン

ターロックの作動を無視する。 

 ｄ．異常の拡大防止機能として考慮している系統は，還元ガス受槽の

「水素濃度高」信号により還元炉への還元ガスの供給を停止するイ

ンターロックであり，この系統に単一故障を仮定する。 

 (２) 解析方法 

 還元ガスが還元ガス供給槽及び還元ガス受槽でそれぞれ均一に混合

されるものと仮定して，還元ガス中の水素濃度の過渡変化を解析す

る。 

 (３) 解析結果 

 窒素ガス流量に対する水素ガスの流量比が上昇すると，還元ガス受

槽に供給される還元ガス中の水素濃度が上昇するが，還元ガス受槽に

供給する還元ガス中の水素濃度が「水素濃度高」信号の設定値

6.0vol％に上昇した後，さらにそのままの状態が継続したとして最大

許容限度6.4vol％に至るまでには約200秒を要する。水素濃度が設定値

に達すると直ちに還元ガス受槽の「水素濃度高」信号により還元ガス

の供給を停止するインターロックが作動することにより，還元炉への

還元ガスの供給が自動的に停止される。 

 したがって，還元炉へ供給される還元ガス中の水素濃度は，最大許

容限度6.4vol％を超えることはない。 

 

2.4.2 過渡変化の解析 

 (１) 解析条件 

 ａ．還元炉は，異常発生直前まで平常運転していたものとし，還元ガス

供給槽から還元ガス受槽に供給する還元ガス及び還元ガス受槽から還

元炉に供給する還元ガス中の水素濃度の初期値は，ドライ換算5.0

ｖｏｌ％とする。 

 ｂ．還元ガス供給系の水素ガスの流量制御系統が故障し，窒素ガス流量

に対する水素ガスの流量比が平常運転時の流量比の５倍に上昇するも

のとする。その結果として還元ガス供給槽及び還元ガス受槽の還元ガ

ス中の水素濃度が上昇することにより，還元炉に供給する還元ガス中

の水素濃度が上昇するものとする。 

 ｃ．還元ガス受槽の還元ガス中の水素濃度上昇をより厳しく評価するた

め，解析においては，還元ガス供給槽の「水素濃度高」信号のインタ

ーロックの作動を無視する。 

 ｄ．異常の拡大防止機能として考慮している系統は，還元ガス受槽の

「水素濃度高」信号により還元炉への還元ガスの供給を停止するイン

ターロックであり，この系統に単一故障を仮定する。 

 (２) 解析方法 

   還元ガスが還元ガス供給槽及び還元ガス受槽でそれぞれ均一に混合

されるものと仮定して，還元ガス中の水素濃度の過渡変化を解析す

る。 

 (３) 解析結果 

 窒素ガス流量に対する水素ガスの流量比が上昇すると，還元ガス受

槽に供給される還元ガス中の水素濃度が上昇するが，還元ガス受槽に

供給する還元ガス中の水素濃度が「水素濃度高」信号の設定値である

ドライ換算6.0ｖｏｌ％に上昇した後，さらにそのままの状態が継続

したとして最大許容限度であるドライ換算6.4ｖｏｌ％に至るまでに

は約200秒を要する。水素濃度が設定値に達すると直ちに還元ガス受

槽の「水素濃度高」信号により還元ガスの供給を停止するインターロ

ックが作動することにより，還元炉への還元ガスの供給が自動で停止

される。 

 したがって，還元炉へ供給される還元ガス中の水素濃度は，最大許

容限度であるドライ換算6.4ｖｏｌ％を超えることはない。 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

添八－27



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.4.3 判断基準への適合性の検討 

解析結果に示すとおり，還元炉に供給される還元ガス中の水素濃度

は，最大許容限度を超えることはなく，この過渡変化は,「1.1.1.3 判

断基準｣の(１)を満足する。 

 

2.4.3 判断基準への適合性の検討 

 

 解析結果に示すとおり，還元炉に供給される還元ガス中の水素濃度

は，最大許容限度を超えることはなく，この過渡変化は,「1.1.1.3 

判断基準｣の(１)を満足する。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.5  分配設備のプルトニウム洗浄器におけるプルトニウム濃度異常上昇 

2.5.1  原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

 (１) 原因及び説明 

 この過渡変化は，分配設備のプルトニウム分配塔の運転中に，還元

剤を供給する系統が何らかの原因により故障し，還元剤の供給が停止

することによりプルトニウムが３価に還元されないため有機相から分

離されることなく，ウランとともに有機相に保持されたまま，プルト

ニウム洗浄器に移送され，そこでプルトニウム濃度が上昇する事象と

して考える。 

 しかし，このような事象は，プルトニウム分配塔からプルトニウム

洗浄器への過度のプルトニウムの流出を検知し，プルトニウム洗浄器

への有機溶媒の移送を自動的に停止することにより，臨界への拡大の

観点でプルトニウム洗浄器でのプルトニウム濃度が最大許容限度を超

えることなく，安全に終止できる。 

 (２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

 ａ．供給される還元剤の組成は，分析により確認する。 

 ｂ．還元剤の供給流量は，流量制御系により制御しており，その流量が

減少した場合には，警報を発する設計とする。 

 ｃ．プルトニウム分配塔には垂直方向に複数の中性子検出器を設置し，

それらの計数率の分布からプルトニウム分配塔垂直方向のプルトニウ

ム濃度分布の傾向を監視し，濃度管理を行うプルトニウム洗浄器への

過度のプルトニウムの流出を事前に検知する設計とする。 

 ｄ．万一，プルトニウム洗浄器に過度のプルトニウムが流入した場合に

は，プルトニウム洗浄器の第１段の下部に二重に設置する中性子検出

器にて検知し，プルトニウム洗浄器への有機溶媒の移送を自動的に停

止する設計とする。 

 

 

 ｅ．上記ｄ．のプルトニウム洗浄器の第１段の下部の中性子の検知及び

プルトニウム洗浄器への有機溶媒の移送停止に係る系統は，二重化す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 分配設備のプルトニウム洗浄器におけるプルトニウム濃度異常上昇 

2.5.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

 (１) 原因及び説明 

 この過渡変化は，分配設備のプルトニウム分配塔の運転中に，還元

剤を供給する系統が何らかの原因により故障し，還元剤の供給が停止

することによりプルトニウムが３価に還元されないため有機相から分

離されることなく，ウランとともに有機相に保持されたまま，プルト

ニウム洗浄器に移送され，そこでプルトニウム濃度が上昇する事象と

して考える。 

 しかし，このような事象は，プルトニウム分配塔からプルトニウム

洗浄器への過度のプルトニウムの流出を検知し，プルトニウム洗浄器

への有機溶媒の移送を自動で停止することにより，臨界への拡大の観

点でプルトニウム洗浄器でのプルトニウム濃度が最大許容限度を超え

ることなく，安全に終止できる。 

 (２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

 ａ．供給される還元剤の組成は，分析により確認する。 

 ｂ．還元剤の供給流量は，流量制御系により制御しており，その流量が

減少した場合には，警報を発する設計とする。 

 ｃ．プルトニウム分配塔には垂直方向に複数の中性子検出器を設置し，

それらの計数率の分布からプルトニウム分配塔垂直方向のプルトニウ

ム濃度分布の傾向を監視し，濃度管理を行うプルトニウム洗浄器への

過度のプルトニウムの流出を事前に検知する設計とする。 

 ｄ．万一，プルトニウム洗浄器に過度のプルトニウムが流入した場合に

は，プルトニウム洗浄器の第１段の下部に二重に設置する中性子検出

器にて検知し，プルトニウム洗浄器への有機溶媒の移送を自動で停止

する回路である安全保護回路によって，プルトニウム洗浄器への有機

溶媒の移送を停止する設計とする。 

 ｅ．上記ｄ．のプルトニウム洗浄器の第１段の下部の中性子の検知及び

プルトニウム洗浄器への有機溶媒の移送停止に係る系統は，二重化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.5.2 過渡変化の解析 

(１) 解析条件 

ａ．還元剤を供給する系統が故障し，その結果としてプルトニウム分配塔

への還元剤の供給が停止するものとする。 

ｂ．プルトニウム分配塔に設置されている中性子検出器の機能は，考慮し

ないものとする。 

ｃ．異常の拡大防止機能として考慮している系統は，プルトニウム洗浄

器に設置する中性子検出器の「計数率高」信号によりプルトニウム分

配塔からプルトニウム洗浄器への有機溶媒の移送を停止するインター

ロックであり，この系統に単一故障を仮定する。 

(２) 解析方法 

解析は，解析コード Revised MIXSET を用いて行う。 

Revised MIXSET は，連続抽出器を用いた溶媒抽出工程の動的状態及び

定常状態計算と各種供給液について流量と濃度の最適化計算が行えるコ

ードである。Revised MIXSET は，向流する水相と有機相が考慮され，有

機相中に抽出剤が存在する。このとき，水相と有機相の相互間の溶解は

ないものとし，抽出成分の２相間への分配は分配係数によって定義され

る。Revised MIXSET の入力は，段数，抽出器内の水相，有機相の容積，

水相及び有機相の流量及び濃度等であり，出力としては，濃度等の時間

変化等が求められる。 

(３) 解析結果 

プルトニウム分配塔への還元剤の供給が停止すると，プルトニウムは

プルトニウム分配塔での分離が不十分となりウランとともに有機相に保

持されたままプルトニウム洗浄器に移行する。 

この場合，プルトニウム洗浄器の水相中のプルトニウム濃度は徐々に上昇

するが，プルトニウム洗浄器に設置した中性子検出器の「計数率高」信号

に相当するプルトニウム濃度 7.0ｇ・Ｐｕ／に上昇した後，さらにその

ままの状態が継続したとして最大許容限度 7.5ｇ・Ｐｕ／に至るまでに

は約 20 分を要する。プルトニウム濃度 7.0ｇ・Ｐｕ／に達すると直ち

にプルトニウム洗浄器への有機溶媒の移送を自動的に停止する停止系が作

動することにより，プルトニウム洗浄器への有機溶媒の移送が停止される

。 

したがって，プルトニウム洗浄器水相中のプルトニウム濃度は，最大 

許容限度 7.5ｇ・Ｐｕ／を超えることはない。 

 

 

2.5.2  過渡変化の解析 

 (１) 解析条件 

ａ．還元剤を供給する系統が故障し，その結果としてプルトニウム分配塔

への還元剤の供給が停止するものとする。 

ｂ．プルトニウム分配塔に設置されている中性子検出器の機能は，考慮し

ないものとする。 

ｃ．異常の拡大防止機能として考慮している系統は，プルトニウム洗浄器

に設置する中性子検出器の「計数率高」信号によりプルトニウム分配塔 

からプルトニウム洗浄器への有機溶媒の移送を停止するインターロック  

であり，この系統に単一故障を仮定する。 

 (２) 解析方法 

 解析は，解析コードRevised MIXSETを用いて行う。 

 Revised MIXSETは，連続抽出器を用いた溶媒抽出工程の動的状態及

び定常状態計算と各種供給液について流量と濃度の最適化計算が行え

るコードである。Revised MIXSETは，向流する水相と有機相が考慮さ

れ，有機相中に抽出剤が存在する。このとき，水相と有機相の相互間

の溶解はないものとし，抽出成分の２相間への分配は分配係数によっ

て定義される。Revised MIXSETの入力は，段数，抽出器内の水相，有

機相の容積，水相及び有機相の流量及び濃度等であり，出力として

は，濃度等の時間変化等が求められる。 

 (３) 解析結果 

 プルトニウム分配塔への還元剤の供給が停止すると，プルトニウム

はプルトニウム分配塔での分離が不十分となりウランとともに有機相

に保持されたままプルトニウム洗浄器に移行する。 

 この場合，プルトニウム洗浄器の水相中のプルトニウム濃度は徐々

に上昇するが，プルトニウム洗浄器に設置した中性子検出器の「計数率

高」信号に相当するプルトニウム濃度7.0ｇ・Ｐｕ／ℓに上昇した後，

さらにそのままの状態が継続したとして最大許容限度7.5ｇ・Ｐｕ／ℓ

に至るまでには約20分を要する。プルトニウム濃度7.0ｇ・Ｐｕ／ℓに

達すると直ちにプルトニウム洗浄器への有機溶媒の移送を自動で停止

する停止系が作動することにより，プルトニウム洗浄器への有機溶媒

の移送が停止する。 

 

 したがって，プルトニウム洗浄器水相中のプルトニウム濃度は，最

大許容限度7.5ｇ・Ｐｕ／ℓを超えることはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.5.3 判断基準への適合性の検討 

解析結果に示すとおり，プルトニウム洗浄器におけるプルトニウム

濃度は，最大許容限度を超えることはなく，この過渡変化は,「1.1.1.3
判断基準｣の(２)を満足する。 

 

2.5.3 判断基準への適合性の検討 

 

 解析結果に示すとおり，プルトニウム洗浄器におけるプルトニウム

濃度は，最大許容限度を超えることはなく，この過渡変化は,

「1.1.1.3 判断基準｣の(２)を満足する。 

 

 

 

 

添八－31



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.6  高レベル廃液濃縮缶凝縮器での冷却能力の低下による廃ガス中蒸気

量の増大 

2.6.1  原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

 (１) 原因及び説明 

 この過渡変化は，高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の

高レベル廃液濃縮缶の運転中に，高レベル廃液濃縮缶の蒸気を凝縮す

る高レベル廃液濃縮缶凝縮器への冷却水の供給が何らかの原因により

停止し，高レベル廃液濃縮缶の蒸気が未凝縮のまま，塔槽類廃ガス処

理設備に移送される事象として考える。 

 しかし，このような事象は，高レベル廃液濃縮缶凝縮器出口で廃ガ

スの温度上昇を検知し，高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気を供給する系

統への蒸気の供給を自動的に停止することにより，放射性物質の浄化

機能の低下の観点で放射性物質放出の増加はなく，安全に終止でき

る。 

 (２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

 ａ．高レベル廃液濃縮缶は，缶内温度約50℃，缶内圧力約0.07ｋｇ／ｃｍ
２で運転する減圧蒸発方式である。 

 ｂ．高レベル廃液濃縮缶の圧力は，廃ガス流量を調整することにより制

御する設計とする。高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気側出口の温度は，

約30℃である。 

 ｃ．蒸気発生器で発生する高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の圧力は，蒸

気発生器の圧力制御系で加熱蒸気の熱源である一次蒸気の流量を調整

することにより，約1.7ｋｇ／ｃｍ２ｇ（約130℃相当) に制御する。 

 ｄ．高レベル廃液濃縮缶凝縮器への冷却水の供給が停止して廃ガスの温

度が異常に上昇した場合には，高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気側出口

に設置している温度計にて検知し，警報を発するとともに，インター

ロックにより高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の供給しゃ断弁を自動的

に閉じる設計とする。 

 

 ｅ．また，上記ｄ．とは別に，高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気側出口に

設置している温度計により温度の異常な上昇を検知し，警報を発する

とともに，インターロックにより蒸気発生器への一次蒸気の供給しゃ

断弁を自動的に閉じる設計とする。 
 

 

2.6 高レベル廃液濃縮缶凝縮器での冷却能力の低下による廃ガス中蒸気

量の増大 

2.6.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

 (１) 原因及び説明 

 この過渡変化は，高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮設備の

高レベル廃液濃縮缶の運転中に，高レベル廃液濃縮缶の蒸気を凝縮す

る高レベル廃液濃縮缶凝縮器への冷却水の供給が何らかの原因により

停止し，高レベル廃液濃縮缶の蒸気が未凝縮のまま，塔槽類廃ガス処

理設備に移送される事象として考える。 

 しかし，このような事象は，高レベル廃液濃縮缶凝縮器出口で廃ガ

スの温度上昇を検知し，高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気を供給する系

統への蒸気の供給を自動で停止することにより，放射性物質の浄化機

能の低下の観点で放射性物質放出の増加はなく，安全に終止できる。 

 

 (２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

 ａ．高レベル廃液濃縮缶は，缶内温度約50℃，缶内圧力約6.9ｋＰａで運

転する減圧蒸発方式である。 

 ｂ．高レベル廃液濃縮缶の圧力は，廃ガス流量を調整することにより制

御する設計とする。高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気側出口の温度は，

約 30℃である。 

 ｃ．蒸気発生器で発生する高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の圧力は，蒸

気発生器の圧力制御系で加熱蒸気の熱源である一次蒸気の流量を調整

することにより，約167ｋＰａ[gage]（約130℃相当) に制御する。 

 ｄ．高レベル廃液濃縮缶凝縮器への冷却水の供給が停止して廃ガスの温

度が異常に上昇した場合には，高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気側出口

に設置している温度計にて検知し，警報を発するとともに，インター

ロックにより高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の供給遮断弁を自動で閉

じる回路である安全保護回路によって，高レベル廃液濃縮缶の加熱を

停止する設計とする。 

 ｅ．また，上記ｄ．とは別に，高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気側出口に

設置している温度計により温度の異常な上昇を検知し，警報を発する

とともに，インターロックにより蒸気発生器への一次蒸気の供給遮断

弁を自動で閉じる回路である安全保護回路によって，高レベル廃液濃

縮缶の加熱を停止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.6.2 過渡変化の解析 

(１) 解析条件 

ａ．高レベル廃液濃縮缶は，異常発生直前まで平常運転していたものと

し，缶内の溶液の温度の初期値は 51℃，加熱蒸気の温度の初期値は

130℃とする。 

ｂ．高レベル廃液濃縮缶凝縮器の冷却機能が停止したものとする。 

ｃ．異常の拡大防止機能として考慮している加熱停止に係るインタ－

ロックは，一次蒸気を停止するもの及び加熱蒸気を停止するものが

あり，高レベル廃液濃縮缶に近い位置で加熱停止を行うインタ－ロ

ック，すなわち「凝縮器排気側出口温度高」信号により加熱蒸気の

供給を停止するインターロックに単一故障を仮定する。 

(２) 解析方法 

高レベル廃液濃縮缶は減圧蒸発方式であり，高レベル廃液濃縮缶凝

縮器の凝縮機能が停止することにより缶内の圧力が上昇するので沸騰

が停止するが，その後の缶内温度の過渡変化を，高レベル廃液濃縮缶

での熱収支に基づき解析する。 

(３) 解析結果 

高レベル廃液濃縮缶凝縮器の凝縮機能が停止すると，高レベル廃液

濃縮缶で発生した蒸気が凝縮されずに，排気側に流れるため，高レベ

ル廃液濃縮缶凝縮器排気側出口温度が上昇するとともに，廃ガスの排

気能力を超える蒸気量となるため，缶内の圧力が上昇することにより

缶内の溶液の沸点が上昇し，沸騰が一時的に停止するとともに，高レ

ベル廃液濃縮缶凝縮器排気側の出口温度が上昇する。この出口温度が

「凝縮器排気側出口温度高｣信号の設定値 51℃に達すると直ちに一次蒸

気の供給を停止するインターロックが作動することにより，蒸気発生

器での加熱蒸気の発生が停止するため，自動的に高レベル廃液濃縮缶

の加熱が停止される。加熱が停止されるまでの間，高レベル廃液濃縮

缶の缶内の温度が上昇するが，高レベル廃液濃縮缶の加熱が停止され

ると缶内の温度上昇は停止するため，再沸騰に至ることはなく蒸気の

発生が抑制される。この間の発生蒸気量は，沸騰状態での発生蒸気量

よりも少なく，塔槽類廃ガス処理設備の配管内での凝縮等により蒸気

が放出されることはなく，さらに，その後，缶内溶液の移送あるいは

冷却により蒸気の発生が抑制されるため，蒸気が放出されることはな

い。したがって，放射性物質放出の増加はない。 

なお，高レベル廃液濃縮缶凝縮器の凝縮機能停止後，減圧状態が喪失

した状態で加熱を継続しても缶内溶液が再沸騰するまでに約 30 分を要す

るため，この間に上記インターロックの作動により，高レベル廃液濃縮 

缶の加熱を確実に停止することができる。 

 

2.6.2 過渡変化の解析 

 (１) 解析条件 

 ａ．高レベル廃液濃縮缶は，異常発生直前まで平常運転していたものと

し，缶内の溶液の温度の初期値は51℃，加熱蒸気の温度の初期値は

130℃とする。 

 ｂ．高レベル廃液濃縮缶凝縮器の冷却機能が停止したものとする。 

 ｃ．異常の拡大防止機能として考慮している加熱停止に係るインタ－ロ

ックは，一次蒸気を停止するもの及び加熱蒸気を停止するものがあ

り，高レベル廃液濃縮缶に近い位置で加熱停止を行うインタ－ロッ

ク，すなわち「凝縮器排気側出口温度高」信号により加熱蒸気の供給

を停止するインターロックに単一故障を仮定する。 

 (２) 解析方法 

 高レベル廃液濃縮缶は減圧蒸発方式であり，高レベル廃液濃縮缶凝

縮器の凝縮機能が停止することにより缶内の圧力が上昇するため沸騰

が停止するが，その後の缶内温度の過渡変化を，高レベル廃液濃縮缶

での熱収支に基づき解析する。 

 (３) 解析結果 

 高レベル廃液濃縮缶凝縮器の凝縮機能が停止すると，高レベル廃液

濃縮缶で発生した蒸気が凝縮されずに，排気側に流れるため，高レベ

ル廃液濃縮缶凝縮器排気側出口温度が上昇するとともに，廃ガスの排

気能力を超える蒸気量となるため，缶内の圧力が上昇することにより

缶内の溶液の沸点が上昇し，沸騰が一時的に停止するとともに，高レ

ベル廃液濃縮缶凝縮器排気側の出口温度が上昇する。この出口温度が

「凝縮器排気側出口温度高｣信号の設定値51℃に達すると直ちに一次

蒸気の供給を停止するインターロックが作動することにより，蒸気発

生器での加熱蒸気の発生が停止するため，自動で高レベル廃液濃縮缶

の加熱が停止される。加熱が停止されるまでの間，高レベル廃液濃縮

缶の缶内の温度が上昇するが，高レベル廃液濃縮缶の加熱が停止され

ると缶内の温度上昇は停止するため，再沸騰に至ることはなく蒸気の

発生が抑制される。この間の発生蒸気量は，沸騰状態での発生蒸気量

よりも少なく，塔槽類廃ガス処理設備の配管内での凝縮により蒸気が

放出されることはなく，さらに，その後，缶内溶液の移送あるいは冷

却により蒸気の発生が抑制されるため，蒸気が放出されることはな

い。したがって，放射性物質放出の増加はない。 

 また，高レベル廃液濃縮缶凝縮器の凝縮機能停止後，減圧状態が喪

失した状態で加熱を継続しても缶内溶液が再沸騰するまでに約30分を

要するため，この間に上記インターロックの作動により，高レベル廃

液濃縮缶の加熱を確実に停止することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（等の削

除） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.6.3 判断基準への適合性の検討 

解析結果に示すとおり，高レベル廃液濃縮缶からの蒸気を凝縮する

高レベル廃液濃縮缶凝縮器が停止した場合，放射性物質放出の増加は

なく，この過渡変化は，「1.1.1.3 判断基準」の(４)を満足する。 

 

2.6.3  判断基準への適合性の検討 

 

 解析結果に示すとおり，高レベル廃液濃縮缶からの蒸気を凝縮する高

レベル廃液濃縮缶凝縮器が停止した場合，放射性物質放出の増加はな

く，この過渡変化は，「1.1.1.3 判断基準」の(４)を満足する。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.7  ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉の温度異常上昇 

2.7.1  原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

 (１) 原因及び説明 

この過渡変化は，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の焙焼・還元

系の還元炉の運転中に，ヒータ電流の制御系統が何らかの原因により

故障し，還元炉内の温度が異常に上昇する事象として考える。 

しかし，このような事象は，ヒータ部の温度上昇を検知し，ヒータ

への通電を自動的に停止することにより還元炉のヒータ加熱が停止さ

れ，過加熱に対する閉じ込め機能の低下の観点で還元炉の炉心管の温

度が最大許容限度を超えることなく，安全に終止できる。 

 (２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

 ａ．還元炉内の温度は，約800℃で運転する。 

 ｂ．還元炉のヒータ部温度は，温度計により測定し，ヒータ電流の制御

系統で制御する。また，ヒータからの熱放射により炉心管（材料：ハ

ステロイＸ）を加熱する設計とする。 

 ｃ．ヒータ部温度が異常に上昇した場合には，温度計にて検知し，警報

を発するとともに，インターロックによりヒータへの通電を停止する

設計とする。 

 

 ｄ．上記ｃ．のヒータ部の温度上昇の検知及びヒータへの通電停止に係

る系統は，二重化する。 
 
 

 

2.7 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉の温度異常上昇 

2.7.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

 (１) 原因及び説明 

この過渡変化は，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の焙焼・還元

系の還元炉の運転中に，ヒータ電流の制御系統が何らかの原因により

故障し，還元炉内の温度が異常に上昇する事象として考える。 

しかし，このような事象は，ヒータ部の温度上昇を検知し，ヒータ

への通電を自動で停止することにより還元炉のヒータ加熱が停止さ

れ，過加熱に対する閉じ込め機能の低下の観点で還元炉の炉心管の温

度が最大許容限度を超えることなく，安全に終止できる。 

 (２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

 ａ．還元炉内の温度は，約800℃で運転する。 

 ｂ．還元炉のヒータ部温度は，温度計により測定し，ヒータ電流の制御

系統で制御する。また，ヒータからの熱放射により炉心管（材料：ハ

ステロイＸ）を加熱する設計とする。 

 ｃ．ヒータ部温度が異常に上昇した場合には，温度計にて検知し，警報

を発するとともに，インターロックによりヒータへの通電を停止する

回路である安全保護回路によって，還元炉の加熱を停止する設計とす

る。 

 ｄ．上記ｃ．のヒータ部の温度上昇の検知及びヒータへの通電停止に係

る系統は，二重化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.7.2 過渡変化の解析 

(１) 解析条件 

ａ．還元炉は，異常発生直前まで平常運転していたものとする。 

ｂ．ヒータ電流の制御系統が故障し，その結果としてヒータ電流値が上昇

し，ヒータ及び炉心管の温度が上昇するものとする。 

ｃ．異常の拡大防止機能として考慮している系統は，「ヒータ部温度高」

信号によりヒータへの通電を停止するインターロックであり，この系統

に単一故障を仮定する。 

(２) 解析結果 

ヒータ電流値が上昇すると，ヒータ部の温度が上昇し，「ヒータ部温

度高」信号の設定値 890℃に達すると直ちにヒータへの通電を停止するイ

ンターロックが作動することにより，還元炉のヒータ加熱が自動的に停

止される。 

したがって，還元炉の炉心管の温度は，最大許容限度としている機器 

の閉じ込めを形成する材料の最高使用温度 899℃を超えることはない。 

 

2.7.2  過渡変化の解析 

 (１) 解析条件 

ａ．還元炉は，異常発生直前まで平常運転していたものとする。 

ｂ．ヒータ電流の制御系統が故障し，その結果としてヒータ電流値が上昇

し，ヒータ及び炉心管の温度が上昇するものとする。 

ｃ．異常の拡大防止機能として考慮している系統は，「ヒータ部温度高」

信号によりヒータへの通電を停止するインターロックであり，この系統

に単一故障を仮定する。 

 (２) 解析結果 

ヒータ電流値が上昇すると，ヒータ部の温度が上昇し，「ヒータ部温度

高」信号の設定値890℃に達すると直ちにヒータへの通電を停止するイン

ターロックが作動することにより，還元炉のヒータ加熱が自動で停止す

る。 

 したがって，還元炉の炉心管の温度は，最大許容限度としている機器の

閉じ込めを形成する材料の最高使用温度899℃を超えることはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.7.3 判断基準への適合性の検討 
解析結果に示すとおり，還元炉の炉心管の温度は，最大許容限度を超え

ることはなく，この過渡変化は， 「1.1.1.3 判断基準」の(３)を満足する
。 
 

2.7.3  判断基準への適合性の検討 

解析結果に示すとおり，還元炉の炉心管の温度は，最大許容限度を超え

ることはなく，この過渡変化は， 「1.1.1.3 判断基準」の(３)を満足す

る。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.8  外部電源喪失 

2.8.1  原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

 (１) 原因及び説明 

 この過渡変化は，電力系統の故障，外部電源系統の故障等により外

部電源の一部又は全部が喪失し，運転状態が乱されるような事象とし

て考える。 

 外部電源が喪失することにより，各設備の各工程は，運転停止の状

態に移行する。 

 一方，各工程の安全維持に必要な安全冷却水系，安全圧縮空気系，

塔槽類廃ガス処理設備，安全維持に必要な換気設備の排気系，計測制

御設備等に必要な電力は，非常用所内電源系統により供給され，過渡

変化は，安全に終止できる。 

 (２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

 ａ．再処理施設に必要な電力は，154ｋＶ送電線２回線から受電し，受

電変圧器を通して6.9ｋＶに降圧した後， 再処理施設の各施設へ給電

する。これら154ｋＶ送電線は，１回線停電時においても再処理施設

を運転できる送電容量がある。 

 ｂ．非常用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に安全上重要

な負荷に給電するため，第１非常用ディーゼル発電機２台及び第２非

常用ディーゼル発電機２台を設置する。 

 

 第１非常用ディーゼル発電機は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必

要な施設の6.9ｋＶ非常用母線に接続する設計とする。 

 第２非常用ディーゼル発電機は，6.9ｋＶ非常用母線（使用済燃料の

受入れ及び貯蔵に必要な施設の6.9ｋＶ非常用母線を除く。）に給電す

る6.9ｋＶ非常用主母線に接続する設計とする。なお，この6.9ｋＶ

非常用主母線は，運転予備用ディーゼル発電機からも受電できる設計

とする。 

 ｃ．非常用所内電源系統は，分離・独立した２系統を設ける設計とす

る。非常用所内電源系統は非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池及

び非常用無停電電源装置の非常用所内電源機器から安全上重要な負荷

に電力を供給する一連の電気設備で構成し，１系統が故障しても安全

上重要な負荷の安全機能は確保できる容量及び機能を有する設計とす

る。 

 ｄ．非常用所内電源系統のうちの非常用直流電源設備は，分離・独立し

た２系統を設ける設計とする。非常用直流電源設備は，安全上重要な

負荷に給電するため第１非常用直流電源設備（使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に必要な施設用。）及び第２非常用直流電源設備（使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に必要な施設を除く再処理施設用。）を設置する。

2.8 外部電源喪失 

2.8.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 

 (１) 原因及び説明 

 この過渡変化は，電力系統の故障，外部電源系統の故障等により外

部電源の一部又は全部が喪失し，運転状態が乱されるような事象とし

て考える。 

 外部電源が喪失することにより，各設備の各工程は，運転停止の状

態に移行する。 

 一方，各工程の安全維持に必要な安全冷却水系，安全圧縮空気系，

塔槽類廃ガス処理設備，安全維持に必要な換気設備の排気系，計測制

御設備等に必要な電力は，非常用所内電源系統により供給され，過渡

変化は，安全に終止できる。 

 (２) 発生防止対策及び拡大防止対策 

 ａ．再処理施設に必要な電力は，154ｋＶ送電線２回線から受電し，受

電変圧器を通して6.9ｋＶに降圧した後，再処理施設の各施設へ給電

する。これら154ｋＶ送電線は，１回線停電時においても再処理施設

を運転できる送電容量がある。 

 ｂ．非常用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に安全上重要

な施設の安全機能の確保に必要な負荷（以下「安全上重要な負荷」と

いう。）に給電するため，第１非常用ディーゼル発電機２台及び第２

非常用ディーゼル発電機２台を設置する。 

 第１非常用ディーゼル発電機は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必

要な施設の6.9ｋＶ非常用母線に接続する設計とする。 

 第２非常用ディーゼル発電機は，6.9ｋＶ非常用母線（使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に必要な施設の6.9ｋＶ非常用母線を除く。）に給

電する6.9ｋＶ非常用主母線に接続する設計とする。また，この6.9

ｋＶ非常用主母線は，運転予備用ディーゼル発電機からも受電できる

設計とする。 

 ｃ．非常用所内電源系統は，分離・独立した２系統を設ける設計とす

る。非常用所内電源系統は非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池及

び非常用無停電電源装置の非常用所内電源機器から安全上重要な負荷

に電力を供給する一連の電気設備で構成し，１系統が故障しても安全

上重要な負荷の安全機能は確保できる容量及び機能を有する設計とす

る。 

 ｄ．非常用所内電源系統のうちの非常用直流電源設備は，分離・独立し

た２系統を設ける設計とする。非常用直流電源設備は，安全上重要な

負荷に給電するため第１非常用直流電源設備（使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に必要な施設用。）及び第２非常用直流電源設備（使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に必要な施設を除く再処理施設用。）を設置する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

非常用直流  電源設備は，１系統が故障しても安全上重要な負荷の

安全機能は確保できる容量及び機能を有する設計とする。 

 ｅ．非常用所内電源系統のうちの計測制御用交流電源設備は，分離・独

立した２系統を設ける設計とする。計測制御用交流電源設備のうち105

Ｖ無停電交流母線は常に確実かつ安定した計測制御用交流電源を必要

とする負荷に給電するため静止形無停電電源装置から受電する。１系

統が故障しても安全上重要な負荷の安全機能は確保できる容量及び機

能を有する設計とする。 

 

非常用直流電源設備は，１系統が故障しても安全上重要な負荷の安全

機能は確保できる容量及び機能を有する設計とする。 

 ｅ．非常用所内電源系統のうちの計測制御用交流電源設備は，分離・独

立した２系統を設ける設計とする。計測制御用交流電源設備のうち10

5Ｖ無停電交流母線は常に確実かつ安定した計測制御用交流電源を必

要とする負荷に給電するため静止形無停電電源装置から受電する。１

系統が故障しても安全上重要な負荷の安全機能は確保できる容量及び

機能を有する設計とする。 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.8.2 過渡変化の解析 

ａ．外部電源喪失により，有機溶媒の温度がｎ－ドデカンの引火点

に達するおそれのある機器及び溶液が沸騰するおそれのある機器

に供給するその他再処理設備の附属施設の安全冷却水系へは，非

常用所内電源系統から給電する設計とするため，有機溶媒の温度

はｎ－ドデカンの引火点を超えることはなく，溶液は沸騰するこ

とはない。 
ｂ．外部電源喪失により，１日以内に機器内の気相部の水素濃度が

可燃限界濃度に達するおそれのある機器に供給するその他再処理

設備の附属施設の安全圧縮空気系へは，非常用所内電源系統から

給電する設計とするため，機器内の気相部の水素濃度が最大許容

限度 4.0vol％を超えることはない。 
なお，安全圧縮空気系から圧縮空気を供給されない機器のうち，

機器内の気相部の水素濃度が可燃限界濃度に達するおそれのある機

器については，一般圧縮空気系からの圧縮空気により水素希釈をし

ているが，外部電源喪失により圧縮空気の供給は停止する。しかし

ながら，機器内の気相部の水素濃度が可燃限界濃度に達するまでに

は１日以上を要する。さらに，運転員の操作によって機器外の空気

を取り入れ希釈する等の設計とすることから，機器内の気相部の水

素濃度は最大許容限度 4.0vol％を超えることはない。 
ｃ．外部電源喪失により，塔槽類廃ガス処理設備，換気設備の排気系等

は，一時的に風量が低下するが，非常用所内電源系統から給電される

ことに より，排気機能は短時間に回復することから，放射性物質の放

出が増加 することはない。 
また，外部電源喪失により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備のよう 

素フィルタ，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄器及び

吸収塔の放射性物質の捕集・浄化機能の維持に必要な電力は，非常用所内

電源系統から給電されることから，放射性物質の放出が増加することはな

い。 
なお，非常用所内電源系統に接続されていない塔槽類廃ガス処理設備

及び換気設備の排気系は，外部電源喪失により排気機能が喪失するが，

これらに接続する塔槽類では，同時に加熱，かくはん等も停止し，放射

性物質の廃ガスへの移行も減少するため，放射性物質の放出が増加する

ことはない。 
 

2.8.2 過渡変化の解析 

 

 ａ．外部電源喪失により，有機溶媒の温度がｎ－ドデカンの引火点に達

するおそれのある機器及び溶液が沸騰するおそれのある機器に供給す

るその他再処理設備の附属施設の安全冷却水系へは，非常用所内電源

系統から給電する設計とするため，有機溶媒の温度はｎ－ドデカンの

引火点を超えることはなく，溶液は沸騰することはない。 

 ｂ．外部電源喪失により，１日以内に機器内の気相部の水素濃度が可燃

限界濃度に達するおそれのある機器に供給するその他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系へは，非常用所内電源系統から給電する設計

とするため，機器内の気相部の水素濃度が最大許容限度であるドライ

換算4.0ｖｏｌ％を超えることはない。 

 また，安全圧縮空気系から圧縮空気を供給されない機器のうち，機

器内の気相部の水素濃度が可燃限界濃度に達するおそれのある機器に

ついては，一般圧縮空気系からの圧縮空気により水素希釈をしている

が，外部電源喪失により圧縮空気の供給は停止する。しかしながら，

機器内の気相部の水素濃度が可燃限界濃度に達するまでには１日以上

を要する。さらに，非常用所内電源系統から給電されている塔槽類廃

ガス処理設備の排風機による排気及び一般圧縮空気系から空気を供給す

る配管を用いて空気を取り入れることができる設計とすることから，機

器内の気相部の水素濃度は最大許容限度であるドライ換算4.0ｖｏｌ％

を超えることはない。 

 ｃ．外部電源喪失により，塔槽類廃ガス処理設備，せん断処理・溶解廃

ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及び換気設備

の排気系は，一時的に風量が低下するが，非常用所内電源系統から給

電されることにより，排気機能は短時間に回復することから，放射性

物質の放出が増加することはない。 

 また，外部電源喪失により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備のよ

う素フィルタ，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄

器及び吸収塔の放射性物質の捕集・浄化機能の維持に必要な電力は，

非常用所内電源系統から給電されることから，放射性物質の放出が増

加することはない。 

 一方，非常用所内電源系統に接続されていない塔槽類廃ガス処理設

備及び換気設備の排気系は，外部電源喪失により排気機能が喪失する

が，これらに接続する塔槽類では，同時に加熱，かくはん及び溶液の

移送も停止し，放射性物質の廃ガスへの移行も減少するため，放射性

物質の放出が増加することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（等の明確

化） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（等の明確

化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.8.3 判断基準への適合性の検討 

外部電源が喪失しても，安全維持に必要な電力は，非常用所内電源

系統により，確保されるとともに，非常用所内電源系統に接続されて

いない施設については，放射性物質の放出が増加することはないので

，外部電源喪失は，「1.1.1.3 判断基準」の(１)， (２)，(３)及び(４)をすべて

満足する。 
 

2.8.3  判断基準への適合性の検討 

 

 外部電源が喪失しても，安全維持に必要な電力は，非常用所内電源系

統により，確保されるとともに，非常用所内電源系統に接続されていな

い施設については，放射性物質の放出が増加することはないため，外部

電源喪失は，「1.1.1.3判断基準」の(１)，(２)，(３)及び(４)をすべて満足す

る。 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.9 結 論 

再処理施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するため，「再処

理施設安全審査指針」に従って各種の「運転時の異常な過渡変化」に

係る設計基準事象を選定し，解析を行った。その結果は，それぞれの

「運転時の異常な過渡変化」の「判断基準への適合性の検討」の項で

述べたように，想定したすべての「運転時の異常な過渡変化」に対し

て，その判断基準を満足する。 
 

2.9 結  論 

 

 再処理施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するため，「再処理

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」に従って各種の運転時

の異常な過渡変化に係る事象を選定し，解析を行った。その結果は，そ

れぞれの運転時の異常な過渡変化の「判断基準への適合性の検討」の項

で述べたように，想定したすべての運転時の異常な過渡変化に対して，

その判断基準を満足する。 

 

 

記載の適正化（新規則施

行に伴う変更） 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

2.10 参考文献一覧 

(１) 「再処理施設の設計基準事象選定」(J/M-1004 改３, 日本原燃株式会

社，三菱重工業株式会社，平成 13 年４月) 
(２) 権田 他，“Purex プロセス計算コード Revised MIXSET ”,PNCT 
841-79-26, 1979. 
 

2.10 参考文献一覧 

 

 (１) 日本原燃，三菱重工業．再処理施設の設計基準事象選定．2018，J/

M-1004 改7． 

 (２) 権田浩三ほか．Purex プロセス計算コード Revised MIXSET．動

力炉・核燃料開発事業団，1979，PNCT 841-79-26． 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3. 運転時の異常な過渡変化を超える事象 
3.1  序 
 再処理施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するため，再処理施設におい

て発生する可能性のある「運転時の異常な過渡変化」を超える事象に係る設計基

準事象に対して，その発生原因，事故防止対策及び影響緩和対策を説明し，事故

経過の解析と結果の評価を行い，再処理施設の安全性がいかに確保されるかを説

明する。 
 
3.2  プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災 
3.2.1  原因及び説明 

 プルトニウム精製設備のパルスカラムを収納するプルトニウム精製塔セル

内での火災が発生する場合は，セルに有機溶媒等が漏えいし，漏えいした有

機溶媒が加熱され，かつ，着火する場合である。 
 
 プルトニウム精製設備は，容器等をステンレス鋼等の信頼性の高い材料で

製作することにより有機溶媒等が漏えいし難い設計とするとともに，万一，

プルトニウム精製塔セルに有機溶媒等が漏えいした場合，漏えい検知装置に

より漏えいを検知し，プルトニウム精製設備の運転を停止するとともに，セ

ル内の機器内の有機溶媒等は精製建屋一時貯留処理設備等の他のセルの貯槽

へ移送し，また，セルの漏えい液受皿に溜まった有機溶媒等は，スチーム 
ジェット ポンプにより回収するので，回収作業後漏えい液受皿の集液部に

少量の有機溶媒等しか残らず，その状態ではｎ－ドデカンの引火点を超える

ことはない。さらに，セル内には漏えいした有機溶媒等を加熱するような機

器はなく，かつ，セルに収納する機器は接地を施す等により着火源とならな

い設計とするので火災の発生は考えられない。 
 しかしながら，安全設計の妥当性を確認するために，漏えい液受皿の集液

部に残った少量の有機溶媒がそのまま放置され，何らかの原因によりその有

機溶媒がｎ－ドデカンの引火点を超えて加熱され，かつ，着火して燃えるこ

とを想定して評価する。 
この場合，防火ダンパ及び消火装置により速やかに消火されるが，これらの

設備が作動しないと仮定して評価しても，精製建屋換気設備のセルからの排

気系の高性能粒子フィルタの健全性が維持され，このセル内での有機溶媒火

災は，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく，終

止できる。 
 
3.2.2 事故防止対策及び影響緩和対策 
 (１) 事故防止対策 

プルトニウム精製設備のパルスカラムを収納するプルトニウム精製塔セ

ル内での火災の発生を防止するため，次のような設計及び運転管理上の対

策を講ずる。 
ａ．プルトニウム精製設備の機器及び配管は，設計，製作及び据付けにおいて

次のような考慮を払い，漏えいを防止する設計とする。 

3. 設計基準事故 
3.1 序 

 再処理施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するため，再処理施設に

おいて発生する可能性のある設計基準事故に係る事象に対して，その発生原

因，事故防止対策及び影響緩和対策を説明し，事故経過の解析と結果の評価

を行い，再処理施設の安全性がいかに確保されるかを説明する。 
 
 
3.2  プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災 
3.2.1  原因及び説明 

 プルトニウム精製設備のパルスカラムを収納するプルトニウム精製塔セル

内での火災が発生する場合は，セルにＴＢＰ，ｎ－ドデカン等（以下「有機

溶媒等」という。）が漏えいし，漏えいした有機溶媒が加熱され，かつ，着

火する場合である。 
 プルトニウム精製設備は，容器等をステンレス鋼等の信頼性の高い材料で

製作することにより有機溶媒等が漏えいし難い設計とするとともに，万一，

プルトニウム精製塔セルに有機溶媒等が漏えいした場合，漏えい検知装置に

より漏えいを検知し，プルトニウム精製設備の運転を停止するとともに，セ

ル内の機器内の有機溶媒等は精製建屋一時貯留処理設備等の他のセルの貯槽

へ移送し，また，セルの漏えい液受皿に溜まった有機溶媒等は，スチーム ジ
ェット ポンプにより回収するため，回収作業後漏えい液受皿の集液部に少量

の有機溶媒等しか残らず，その状態ではｎ－ドデカンの引火点を超えること

はない。さらに，セル内には漏えいした有機溶媒等を加熱するような機器は

なく，かつ，セルに収納する機器は接地を施す等により着火源とならない設

計とするため火災の発生は考えられない。 
 しかしながら，安全設計の妥当性を確認するために，漏えい液受皿の集液

部に残った少量の有機溶媒がそのまま放置され，何らかの原因によりその有

機溶媒がｎ－ドデカンの引火点を超えて加熱され，かつ，着火して燃えるこ

とを想定して評価する。 
 この場合，防火ダンパ及び消火装置により速やかに消火されるが，これら

の設備が作動しないと仮定して評価しても，精製建屋換気設備のセルからの

排気系の高性能粒子フィルタの健全性が維持され，このセル内での有機溶媒

火災は，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく，終止

できる。 
 
3.2.2 事故防止対策及び影響緩和対策 
 (１) 事故防止対策 

 プルトニウム精製設備のパルスカラムを収納するプルトニウム精製塔セ

ル内での火災の発生を防止するため，次のような設計及び運転管理上の対

策を講ずる。 
 ａ．プルトニウム精製設備の機器及び配管は，設計，製作及び据付けにおい

て次のような考慮を払い，漏えいを防止する設計とする。 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（内容の明
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記載の適正化（用語・接
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 (ａ) 設計，製作及び据付けは，関連する規格及び基準に適合させるようにし，

品質管理を十分に行う。 
 (ｂ) プルトニウム精製設備の主要機器は，ステンレス鋼等の腐食し難い材料を

用い，接液部は，溶接構造とし，漏えいし難い設計とする。 
ｂ．漏えいした有機溶媒等がセルの漏えい液受皿の集液部に流入すると，漏え

い検知装置で検知し，警報を発する設計とする。運転員は，漏えいを認知

すると，工程の停止，セル内の機器内の有機溶媒等の移送及びセル内の漏

えいした有機溶媒等の回収を行う。 
ｃ．プルトニウム精製設備のセルに収納する機器は，接地を施す等により着

火源とならないような設計とする。 
 

 (２) 影響緩和対策 
上記の防止対策にもかかわらず，万一，セル内で有機溶媒火災が発生した

場合には，以下の対策により影響緩和を図る。 
ａ．セルの給気ダクトには防火ダンパを設置し，火災発生時には給気を閉鎖で

きる設計とする。 
ｂ．火災時に発生する放射性物質を含む煤煙及び気体は，精製建屋換気設備の

セルからの排気系で放射性物質を除去した後，主排気筒から放出する設計

とする。また，セルへの給気系には逆止ダンパを設け，セル内から精製建

屋内への逆流を防止する設計とする。 
ｃ．万一，火災によりセルから精製建屋内へ放射性物質を含む煤煙及び気体が

漏えいしたとしても，それらの煤煙及び気体は，精製建屋換気設備の汚染

のおそれのある区域からの排気系にて放射性物質を除去した後，主排気筒

から放出する設計とする。また，精製建屋換気設備の精製建屋給気系の送

風機下流には建屋給気閉止ダンパを設け，外部電源喪失時には給気を閉鎖

し精製建屋内が正圧になることを防止し，建屋給気閉止ダンパについて

は，単一故障により機能喪失することのない設計とする。 
 
 
ｄ．火災検出装置で火災の発生を検知し，警報を発する設計とする。 
ｅ．万一の火災に備えて消火装置を設ける。 

 
3.2.3  事故経過 

 (１) 解析条件 

 ａ．有機溶媒中の放射性物質の濃度が最も高いプルトニウム精製設備の抽出

塔下流の有機溶媒がプルトニウム精製塔セルに漏えいするものとする。 

 ｂ．上記ａ．のセル内の機器内の有機溶媒は，精製建屋一時貯留処理設備の

第１一時貯留処理槽等へ移送し，また，セルの漏えい液受皿に溜まった有

機溶媒は，精製建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽へ回収するも

のとする。 

 ｃ．燃焼する有機溶媒量は，未回収の有機溶媒量を保守側に見積もる値とし

て，集液部の容量0.07ｍ３とする。また，火災面積は，未回収の有機溶媒

 (ａ) 設計，製作及び据付けは，関連する規格及び基準に適合させるようにし，

品質管理を十分に行う。 
 (ｂ ) プルトニウム精製設備の主要機器は，腐食し難い材料を用い，接液部

は，溶接構造とし，漏えいし難い設計とする。 
 ｂ．漏えいした液がセルの漏えい液受皿の集液部に流入すると，漏えい検知

装置で検知し，警報を発する設計とする。運転員は，漏えいを認知する

と，工程の停止，セル内の機器内の液の移送及びセル内の漏えい液の回収

を行う。 
 ｃ．プルトニウム精製設備のセルには着火源を有する機器は設置せず，また

セルに収納する機器は接地を施すことにより着火源とならないような設計

とする。 
 (２) 影響緩和対策 

上記の防止対策にもかかわらず，万一，セル内で有機溶媒火災が発生し

た場合には，以下の対策により影響緩和を図る。 
 ａ．セルの給気ダクトには防火ダンパを設置し，火災発生時には給気を閉  

鎖できる設計とする。 
 ｂ．火災時に発生する放射性物質を含む煤煙及び気体は，精製建屋換気設備

のセルからの排気系で放射性物質を除去した後，主排気筒を介して放出す

る設計とする。また，セルへの給気系には逆止ダンパを設け，セル内から

精製建屋内への逆流を防止する設計とする。 
 ｃ．万一，火災によりセルから精製建屋内へ放射性物質を含む煤煙及び気体

が漏えいしたとしても，それらの煤煙及び気体は，精製建屋換気設備の汚

染のおそれのある区域からの排気系にて放射性物質を除去した後，主排気

筒を介して放出する設計とする。また，精製建屋換気設備の精製建屋給気

系の送風機下流には建屋給気閉止ダンパを設け，外部電源喪失時には，外

部電源の喪失を検知し，建屋給気閉止ダンパを閉止する回路である安全保

護回路によって給気を閉鎖し精製建屋内が正圧になることを防止する設計

とし，建屋給気閉止ダンパについては，単一故障により機能喪失すること

のない設計とする。 
 ｄ．火災検出装置で火災の発生を検知し，警報を発する設計とする。 
 ｅ．万一の火災に備えて消火装置を設ける。 
 
3.2.3 事故経過 
 (１) 解析条件 
 ａ．有機溶媒中の放射性物質の濃度が最も高いプルトニウム精製設備の抽出

塔下流の有機溶媒がプルトニウム精製塔セルに漏えいするものとする。 
 ｂ．上記ａ．のセル内の機器内の有機溶媒は，精製建屋一時貯留処理設備の

第１一時貯留処理槽又は第２一時貯留処理槽へ移送し，また，セルの漏え

い液受皿に溜まった有機溶媒は，精製建屋一時貯留処理設備の第１一時貯

留処理槽へ回収するものとする。 
 ｃ．燃焼する有機溶媒量は，未回収の有機溶媒量をより厳しい結果となるよ

うに見積もる値として，集液部の容量0.07ｍ３とする。また，火災面積は，

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

量の表面積を保守側に見積もる値として，集液部の表面積0.8ｍ２とする。 

 

 ｄ．火災時の有機溶媒の燃焼速度を保守側に評価する観点から，セル内での有

機溶媒の燃焼時の蒸発速度は，大気中での有機溶媒の燃焼時の蒸発速度0.07

ｋｇ／ｍ２・ｓとする。 

 ｅ．精製建屋換気設備のセルの給気ダクトに設けた防火ダンパの作動による給

気の閉鎖の機能は考慮しないが，セル内の圧力が精製建屋に対して正圧にな

った場合には逆止ダンパが閉止しセルから精製建屋への逆流が抑制されるも

のとする。 

 ｆ．火災発生と同時に外部電源が喪失するものとする。 

 ｇ．外部電源の喪失を検知し，建屋給気閉止ダンパが閉止するものとする。  

ｈ．保守側の評価をするために，消火装置の作動を考慮しないものとする。 

 

 ｉ．解析に当たって考慮する影響緩和機能は，プルトニウム精製塔セル，精製

建屋及び精製建屋換気設備による放射性物質の閉じ込め機能，並びに第２非

常用ディーゼル発電機による支援機能である。 

 ｊ．上記ｉ．の閉じ込め機能に関連する動的機器には，精製建屋換気設備の建

屋給気閉止ダンパ，グローブ ボックス・セル排風機及び建屋排風機があ

る。建屋給気閉止ダンパは，単一故障により機能喪失することのない設計と

しており，また，グローブ ボックス・セル排風機及び建屋排風機双方と

も外部電源喪失時には，第２非常用ディーゼル発電機から給電する設計とし

ている。したがって，セル内及び精製建屋内の圧力，並びに高性能粒子フィ

ルタの温度の観点で，解析の結果を最も厳しくする単一故障として, 第２非

常用ディーゼル発電機に単一故障を仮定する。 

 

 (２) 解析方法 

 解析は，解析コードＦＥＶＥＲを用いて行う。 

 ＦＥＶＥＲは，火災時の区画室内及び換気系の圧力，温度等の過渡変化

を解析するコードである。ＦＥＶＥＲは，区画室内の空間を高温ガス層と

低温ガス層の２領域に分割するとともに，排気系統のダクト，フィルタ，

排風機等を流れ方向に一次元に多ノードで模擬する。排気系統内の流動解

析では基礎式として，質量，運動量及びエネルギの保存則を適用するとと

もに，気体の圧縮性を各ノードで考慮する。ＦＥＶＥＲの入力は，火災源

の可燃物量と発熱量，並びに区画室内の空間，排気系統のダクト，フィル

タ，排風機等の幾何学的形状等であり，出力として，区画室内及び各ノー

ドにおける圧力，温度等の時間変化が求められる。 

 また，精製建屋の閉じ込めについては，精製建屋の負圧の過渡変化を保

守側に評価するため，上述のセルの閉じ込めに係る解析とは異なり精製建

屋換気設備のセルへの給気系の逆止ダンパの機能を考慮せず，火災時に発

生したエネルギがすべて精製建屋内の気体に均一に与えられることによ

り，精製建屋内の圧力が上昇するものとして解析を行う。 

 

未回収の有機溶媒量の表面積をより厳しい結果となるように見積もる値と

して，集液部の表面積0.8ｍ２とする。 
 ｄ．火災時の有機溶媒の燃焼速度をより厳しい結果となるよう評価する観点

から，セル内での有機溶媒の燃焼時の蒸発速度は，大気中での有機溶媒の

燃焼時の蒸発速度0.07ｋｇ／ｍ２・ｓとする。 
 ｅ．精製建屋換気設備のセルの給気ダクトに設けた防火ダンパの作動による

給気の閉鎖の機能は考慮しないが，セル内の圧力が精製建屋に対して正圧

になった場合には逆止ダンパが閉止しセルから精製建屋への逆流が抑制さ

れるものとする。 
 ｆ．火災発生と同時に外部電源が喪失するものとする。 
 ｇ．外部電源の喪失を検知し，建屋給気閉止ダンパが閉止するものとする。 
 ｈ．より厳しい結果となる評価をするために，消火装置の作動を考慮しない

ものとする。 
 ｉ．解析に当たって考慮する影響緩和機能は，プルトニウム精製塔セル，精

製建屋及び精製建屋換気設備による放射性物質の閉じ込め機能，並びに第

２非常用ディーゼル発電機による支援機能である。 
 ｊ．上記ｉ．の閉じ込め機能に関連する動的機器には，精製建屋換気設備の

建屋給気閉止ダンパ，グローブボックス・セル排風機及び建屋排風機が

ある。建屋給気閉止ダンパは，単一故障により機能喪失することのない設

計としており，また，グローブボックス・セル排風機及び建屋排風機双方

とも外部電源喪失時には，第２非常用ディーゼル発電機から給電する設計

としている。したがって，セル内及び精製建屋内の圧力，並びに高性能粒

子フィルタの温度の観点で，解析の結果を最も厳しくする単一故障として,
第２非常用ディーゼル発電機に単一故障を仮定する。 

 
 (２) 解析方法 

 解析は，解析コードＦＥＶＥＲを
（２）

用いて行う。 
 ＦＥＶＥＲは，火災時の区画室内及び換気系の圧力，温度等の過渡変化

を解析するコードである。ＦＥＶＥＲは，区画室内の空間を高温ガス層と

低温ガス層の２領域に分割するとともに，排気系統のダクト，フィルタ，

排風機等を流れ方向に一次元に多ノードで模擬する。排気系統内の流動解

析では基礎式として，質量，運動量及びエネルギの保存則を適用するとと

もに，気体の圧縮性を各ノードで考慮する。ＦＥＶＥＲの入力は，火災源

の可燃物量と発熱量，並びに区画室内の空間，排気系統のダクト，フィル

タ，排風機等の幾何学的形状等であり，出力として，区画室内及び各ノー

ドにおける圧力，温度等の時間変化が求められる。 
 また，精製建屋の閉じ込めについては，精製建屋の負圧の過渡変化をよ

り厳しく評価するため，上述のセルの閉じ込めに係る解析とは異なり精製

建屋換気設備のセルへの給気系の逆止ダンパの機能を考慮せず，火災時に

発生したエネルギがすべて精製建屋内の気体に均一に与えられることによ

り，精製建屋内の圧力が上昇するものとして解析を行う。 
 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 (３) 解析結果 

 プルトニウム精製塔セル内の圧力の変化を第3.2－１図に，セルからの排

気系の高性能粒子フィルタに流入する気体の温度の変化を第3.2－２図に，

精製建屋内の圧力の変化を第3.2－３図に示す。 

 プルトニウム精製塔セル内の圧力は第3.2－１図に示すように火災初期

の約110秒間は精製建屋内圧力に対して最高約11ｋＰａ[dif](0.11ｋｇ／ｃ

ｍ２）の正圧となる。火災は約17分間継続し，燃焼終了時点までの精製建

屋換気設備のセルからの排気系の高性能粒子フィルタに流入する気体の最

高温度は，第3.2－２図に示すように約140℃となり，煤煙が到達すること

により上昇する高性能粒子フィルタの最大差圧は，約0.6ｋＰａ[dif]

（0.007ｋｇ／ｃｍ２）となる。これらの温度及び差圧は，それぞれ高性能粒

子フィルタの健全性が保たれることが確認されている値である使用温度 

200℃及び煤煙負荷時の差圧４ｋＰａ[dif](0.04ｋｇ／ｃｍ２）を下回り

高性能粒子フィルタの機能に支障をきたすことはない。 

 また，火災初期に煤煙及び気体の一部が精製建屋に漏えいするが，それ

らの量は少なく，精製建屋内圧力について保守側の評価をするため逆止ダ

ンパの機能を考慮せずに解析を行うと，精製建屋内圧力は，第3.2－３図に

示すように約－0.05ｋＰａ[gage]（－0.0005ｋｇ／ｃｍ２ｇ）以下に維持さ

れ，精製建屋換気設備の汚染のおそれのある区域からの排気系の高性能粒

子フィルタの機能に支障をきたすこともない。 

 なお，火災発生と同時に外部電源が喪失しない場合については，放射性

物質の閉じ込め機能に関連する動的機器であるグローブ ボックス・セル排

風機及び建屋排風機は，火災発生前から機能しており，かつ，事象の過程

中も機能し続ける機器であり，外部電源の喪失によりグローブ ボックス・

セル排風機及び建屋排風機が一時的に機能喪失する場合に比べ，セル内及

び精製建屋内の圧力，並びに高性能粒子フィルタの温度の観点で解析結果

に与える影響を緩和する。一方，高性能粒子フィルタの煤煙負荷時の差圧

の観点では，外部電源が喪失することなくグローブ ボックス・セル排風機

が機能し続けた方が，解析結果をより厳しく評価するが，上記高性能粒子

フィルタの最大差圧の解析結果は，グローブ ボックス・セル排風機が機能

し続ける場合を考慮した解析結果である。したがって，火災発生と同時に

外部電源が喪失しない場合の解析結果は，上記外部電源が喪失した場合の

解析結果に包絡される。 
 
3.2.4  放射性物質の放出量及び線量当量の評価 

3.2.4.1  放射性物質の放出量 

 (１) 解析条件 

 セル内での有機溶媒火災の放射性物質の移行と放出量の評価は，次の仮

定により行う。 

 ａ．燃焼有機溶媒中の放射性物質の濃度は，１日当たり処理する使用済燃料の

平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間４年を基に算出した平常運転

 
 (３) 解析結果 

 プルトニウム精製塔セル内の圧力の変化を第3.2－１図に，セルからの排

気系の高性能粒子フィルタに流入する気体の温度の変化を第3.2－２図に，

精製建屋内の圧力の変化を第3.2－３図に示す。 
 プルトニウム精製塔セル内の圧力は第3.2－１図に示すように火災初期

の約110秒間は精製建屋内圧力に対して最高約11ｋＰａ[dif](0.11ｋｇ／ｃ

ｍ２）の正圧となる。火災は約17分間継続し，燃焼終了時点までの精製建

屋換気設備のセルからの排気系の高性能粒子フィルタに流入する気体の最

高温度は，第3.2－２図に示すように約140℃となり，煤煙が到達するこ

とにより上昇する高性能粒子フィルタの最大差圧は，約0.6ｋＰａ[dif]
（0.007ｋｇ／ｃｍ２）となる。これらの温度及び差圧は，それぞれ高性能粒

子フィルタの健全性が保たれることが確認されている値である使用温度 
200℃及び煤煙負荷時の差圧４ｋＰａ[dif](0.04ｋｇ／ｃｍ２）を下回り高

性能粒子フィルタの機能に支障をきたすことはない。 
 また，火災初期に煤煙及び気体の一部が精製建屋に漏えいするが，それ

らの量は少なく，精製建屋内圧力についてより厳しい評価をするため逆止

ダンパの機能を考慮せずに解析を行うと，精製建屋内圧力は，第3.2－３図

に示すように約－0.05ｋＰａ[gage]（－0.0005ｋｇ／ｃｍ２Ｇ）以下に維

持され，精製建屋換気設備の汚染のおそれのある区域からの排気系の高性

能粒子フィルタの機能に支障をきたすこともない。 
 火災発生と同時に外部電源が喪失しない場合については，放射性物質の

閉じ込め機能に関連する動的機器であるグローブボックス・セル排風機

及び建屋排風機は，火災発生前から機能しており，かつ，事象の過程中も

機能し続ける機器であり，外部電源の喪失によりグローブボックス・セル排

風機及び建屋排風機が一時的に機能喪失する場合に比べ，セル内及び精製

建屋内の圧力，並びに高性能粒子フィルタの温度の観点で解析結果に与え

る影響を緩和する。一方，高性能粒子フィルタの煤煙負荷時の差圧の観点

では，外部電源が喪失することなくグローブボックス・セル排風機が機

能し続けた方が，解析結果をより厳しく評価するが，上記高性能粒子フィ

ルタの最大差圧の解析結果は，グローブボックス・セル排風機が機能し続

ける場合を考慮した解析結果である。したがって，火災発生と同時に外部

電源が喪失しない場合の解析結果は，上記外部電源が喪失した場合の解析

結果に包絡される。 
 
3.2.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 
3.2.4.1 放射性物質の放出量 
 (１) 解析条件 

 セル内での有機溶媒火災の放射性物質の移行と放出量の評価は，次の仮

定により行う。 
 ａ．燃焼有機溶媒中の放射性物質の濃度は，１日当たり処理する使用済燃料

の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ(ここでいうｔ・ＵＰｒは，照射前金

属ウラン質量換算であり，以下｢ｔ・ＵＰｒ｣という｡) ，使用済燃料最終取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

時の最大値とする。各核種の濃度を第3.2－１表に示す。 

 

 

 

 ｂ．火災による放射性物質の空気中への移行割合（燃焼有機溶媒中の放射性物

質の量に対する空気中へ移行する放射性物質の量の割合）は，１％とする。

また，空気中に移行した放射性物質は全量が高性能粒子フィルタの入口に到

達するものとする。 

 ｃ．火災時に短時間であるがプルトニウム精製塔セル内圧力が精製建屋内圧力

に対して正圧になることから，放射性物質の一部がセルから精製建屋に漏え

いすることを考える。火災に伴い発生する放射性物質を含む気体は，放出経

路として精製建屋換気設備のセルからの排気系及び汚染のおそれのある区域

からの排気系を経て主排気筒に至るものとする。ただし，セルから汚染のお

それのある区域へ移行する際の放射性物質の除去効率は，放出量を保守側に

評価するため考慮しない。 

 ｄ．精製建屋換気設備のセルからの排気系及び汚染のおそれのある区域からの

排気系の高性能粒子フィルタはいずれも１段であり，放射性エアロゾルの除

去効率は，99.9％とする。 

 (２) 解析結果 

 上記の解析条件に基づいて計算した一般公衆の線量当量に寄与する放射

性物質の主排気筒から大気中への放出量は，第3.2－２表のとおりである。 

 

 なお，放射性物質が大気中に放出されるまでの過程を第3.2－４図に示

す。 

 
3.2.4.2  線量当量の評価 

 (１) 解析前提 

 敷地境界外の地表空気中濃度は，添付書類四「2.5 安全解析に使用する

気象条件」に記述する相対濃度に放射性物質の全放出量を乗じて求める。 

 (２) 解析方法 

 放射性物質吸入による敷地境界外の内部被ばくに係る線量当量ＤＩ

（ＳＶ）は，次式で計算する。 

  ＤＩ＝ΣＱＩｉ・Ｒ・χ／Ｑ・(Ｈ５０)ｉ 

  

ここで， 

 ＱＩｉ ：事故期間中の放射性核種i の大気放出量（Ｂｑ） 

 Ｒ  ：人間の呼吸率（ｍ３／ｓ） 

呼吸率Ｒは，事故期間が短いことを考慮して「発電用軽水型原子

炉施設の安全評価に関する審査指針」の付録Ⅱに基づく活動時間

中の呼吸率3.33×10－４（ｍ３／ｓ）を用いる。 

 χ／Ｑ：相対濃度（ｓ／ｍ３） 

(Ｈ５０)ｉ：核種i の吸入による預託線量当量換算係数 (ＳＶ／Ｂｑ） 

 

出し前の原子炉停止時からの期間（以下「冷却期間」という。）４年を基

に算出した平常運転時の最大値とする。各核種の濃度を第3.2－１表に示

す。 
 ｂ．火災による放射性物質の空気中への移行割合（燃焼有機溶媒中の放射性

物質の量に対する空気中へ移行する放射性物質の量の割合）は，１％
（５）

とす

る。また，空気中に移行した放射性物質は全量が高性能粒子フィルタの入

口に到達するものとする。 
 ｃ．火災時に短時間であるがプルトニウム精製塔セル内圧力が精製建屋内圧

力に対して正圧になることから，放射性物質の一部がセルから精製建屋に

漏えいすることを考える。火災に伴い発生する放射性物質を含む気体は，

放出経路として精製建屋換気設備のセルからの排気系及び汚染のおそれの

ある区域からの排気系を経て主排気筒に至るものとする。ただし，セルか

ら汚染のおそれのある区域へ移行する際の放射性物質の除去効率は，放出

量をより厳しい結果となるように評価するため考慮しない。 
 ｄ．精製建屋換気設備のセルからの排気系及び汚染のおそれのある区域から

の排気系の高性能粒子フィルタはいずれも１段であり，放射性エアロゾル

の除去効率は，99.9％とする。 
 (２) 解析結果 

 上記の解析条件に基づいて計算した公衆の線量に寄与する放射性物質

の，主排気筒を介しての大気中への放出量は，第3.2－２表のとおりであ

る。 
 また，放射性物質が大気中に放出されるまでの過程を第3.2－４図に示

す。 
 
3.2.4.2  線量の評価 
 (１) 解析前提 

 敷地境界外の地表空気中濃度は，添付書類四「2.5 安全解析に使用する

気象条件」に記述する相対濃度に放射性物質の全放出量を乗じて求める。 
 (２) 解析方法 

 放射性物質吸入による敷地境界外の内部被ばくに係る実効線量ＤＩ

（ＳＶ）は，次式で計算する。 
  ＤＩ＝ΣＱＩi・Ｒ・χ／Ｑ・(Ｋ５０)i 
 ここで， 
  ＱＩi  ：事故期間中の放射性核種i の大気放出量（Ｂｑ） 
  Ｒ  ：人間の呼吸率（ｍ３／ｓ） 

        呼吸率Ｒは，事故期間が短いことを考慮して「発電用軽水型

原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の付録Ⅱに基づく

活動時間中の呼吸率3.33×10－４（ｍ３／ｓ）を用いる。 
  χ／Ｑ：相対濃度（ｓ／ｍ３） 
  (Ｋ５０)i：核種i の吸入による実効線量係数 (ＳＶ／Ｂｑ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
 
 
記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 

i 
Ｂ 

Ｂ 

i 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 
(ｃ) 評価結果 

上記の解析条件に基づいて計算した敷地境界外の線量当量の評価結果は

2.2×10-２ｍＳvであり，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与

えることはなく，「(１) (ⅱ) 判断基準｣を満足する。 
 
3.2.5  判断基準への適合性の検討 

 「3.2.4.2 線量当量の評価」で示したように，セル内での有機溶媒火災によ

り一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはなく，

「1.1.2.3 判断基準」を満足する。 

 
 

 (３) 評価結果 
 上記の解析前提に基づいて，敷地境界外の実効線量を評価した結果は，

第3.2－３表のとおりである。 
 
 
3.2.5  判断基準への適合性の検討 

 「3.2.4.2 線量の評価」で示したように，セル内での有機溶媒火災により

公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはなく，「1.1.2.3 
判断基準」を満足する。 

 
 
 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.3  プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 

3.3.1  原因及び説明 

 プルトニウム濃縮缶でりん酸三ブチル（以下3.では「ＴＢＰ」とい

う。）又はその分解生成物であるりん酸二ブチル，りん酸一ブチルと硝

酸，硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの錯体（以下3.では「ＴＢＰ等の錯

体」という。）の急激な分解反応が発生する場合は，まず濃縮缶にＴＢＰ等

が多量に混入し，そのＴＢＰ等が硝酸又は硝酸プルトニウムと共存の状態で

錯体を形成し，さらに，この錯体の温度が急激に分解反応する温度に上昇す

る条件がすべて満たされる場合である。 

 これらの対策として，プルトニウム濃縮缶に供給される硝酸プルトニウム

溶液は，ＴＢＰ等の有機物を十分洗浄し除去する設計とするとともに，プル

トニウム濃縮缶内の溶液温度が異常に上昇しないように，自動的に過熱を防

止する系統を二重化しているので，急激な分解反応の発生は考えられない。 

 しかしながら，安全設計の妥当性を確認するために，ＴＢＰ等が濃縮缶に

混入して錯体を形成し，何らかの原因によりその錯体が急激な分解反応を起

こすことを想定して評価する。 

  この場合，通常プルトニウム濃縮缶へのＴＢＰ等の混入はほとんどない

が，ＴＢＰ等の混入量を保守側に仮定して評価しても，高性能粒子フィルタ

の健全性は維持され，このＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，一般公衆に

対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく，終止できる。 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 

3.3.1 原因及び説明 

 プルトニウム濃縮缶でＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する場合

は，まず濃縮缶にＴＢＰ等が多量に混入し，そのＴＢＰ等が硝酸又は硝酸プ

ルトニウムと共存の状態で錯体を形成し，さらに，この錯体の温度が急激に

分解反応する温度に上昇する条件がすべて満たされる場合である。 

 

 

 

 これらの対策として，プルトニウム濃縮缶に供給される硝酸プルトニウム

溶液は，ＴＢＰ等の有機物を十分洗浄し除去する設計とするとともに，プル

トニウム濃縮缶内の溶液温度が異常に上昇しないように，自動で過熱を防止

する系統を二重化しているため，急激な分解反応の発生は考えられない。 

 しかしながら，安全設計の妥当性を確認するために，ＴＢＰ等が濃縮缶に

混入して錯体を形成し，何らかの原因によりその錯体が急激な分解反応を起

こすことを想定して評価する。 

この場合，通常プルトニウム濃縮缶へのＴＢＰ等の混入はほとんどない

が，ＴＢＰ等の混入量をより厳しく仮定して評価しても，高性能粒子フィル

タの健全性は維持され，このＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，公衆に対

して著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく，終止できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（用語・接
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.3.2  事故防止対策及び影響緩和対策 

 (１) 事故防止対策 

 プルトニウム濃縮缶内でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を防

止するため，次のような設計及び運転管理上の対策を講ずる。 

 ａ．プルトニウム濃縮缶に供給する硝酸プルトニウム溶液については，逆抽出

塔を出た後，ＴＢＰ洗浄器で希釈剤を用い溶解しているＴＢＰ等を除去し，

さらに，油水分離槽で油分除去を施すことにより溶液に同伴しているＴＢＰ

等を除去する設計とする。 

 ｂ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開

始温度の下限値135℃以下に制限する設計とする。 

  ｃ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の温度が異常に上昇した場合には，温度検

出器にて検知し，インターロックにより蒸気発生器への一次蒸気の供給をし

ゃ断弁で自動的に停止する回路である安全保護系によって，プルトニウム濃

縮缶の加熱を停止する設計とする。 

 ｄ．また，上記ｃ．とは別に，温度検出器にてプルトニウム濃縮缶の加熱蒸気

の温度の異常な上昇を検知し，インターロックによりプルトニウム濃縮缶へ

の加熱蒸気の供給をしゃ断弁で自動的に停止する回路である安全保護系によ

って，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。 

 ｅ．プルトニウム濃縮缶内の圧力が異常に上昇した場合には，圧力検出器にて

検知し，蒸気発生器への一次蒸気の供給を停止することによってプルトニウ

ム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。 

 

 (２) 影響緩和対策 

 上記の防止対策にもかかわらず，万一，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応が発生した場合には，以下の対策により影響緩和を図る。 

 ａ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生する放射性物質を含む気体

は，プルトニウム濃縮缶に接続する塔槽類廃ガス処理設備により放射性物質

を除去した後，主排気筒から放出する設計とする。 

 ｂ．プルトニウム濃縮缶をセルに収納し，仮に放射性物質がセル内に漏えいし

たとしても放射性物質をセル内に閉じ込めるとともに，放射性物質を含む

気体は，精製建屋換気設備のセルからの排気系にて放射性物質を除去した

後，主排気筒から放出する設計とする 

 

 

 

3.3.2 事故防止対策及び影響緩和対策 

 (１) 事故防止対策 

   プルトニウム濃縮缶内でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を防

止するため，次のような設計及び運転管理上の対策を講ずる。 

 ａ．プルトニウム濃縮缶に供給する硝酸プルトニウム溶液については，逆抽

出塔を出た後，ＴＢＰ洗浄器でｎ－ドデカン（以下「希釈剤」という。）

を用い溶解しているＴＢＰ等を除去し，さらに，油水分離槽で油分除去を

施すことにより溶液に同伴しているＴＢＰ等を除去する設計とする。 

 ｂ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の

開始温度の下限値135℃以下に制限する設計とする。 

 ｃ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の温度が異常に上昇した場合には，温度

検出器にて検知し，インターロックにより蒸気発生器への一次蒸気の供給

を遮断弁にて自動で停止する回路によって，プルトニウム濃縮缶の加熱を

停止する設計とする。 

 ｄ．また，上記ｃ．とは別に，温度検出器にてプルトニウム濃縮缶の加熱蒸

気の温度の異常な上昇を検知し，インターロックによりプルトニウム濃縮

缶への加熱蒸気の供給を遮断弁にて自動で停止する回路によって，プルト

ニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。 

 ｅ．プルトニウム濃縮缶内の圧力が異常に上昇した場合には，圧力検出器に

て検知し，蒸気発生器への一次蒸気の供給を停止することによってプルト

ニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。 

 

 (２) 影響緩和対策 

   上記の防止対策にもかかわらず，万一，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応が発生した場合には，以下の対策により影響緩和を図る。 

 ａ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生する放射性物質を含む気体

は，プルトニウム濃縮缶に接続する塔槽類廃ガス処理設備により放射性物

質を除去した後，主排気筒を介して放出する設計とする。 

 ｂ．プルトニウム濃縮缶をセルに収納し，仮に放射性物質がセル内に漏えい

したとしても放射性物質をセル内に閉じ込めるとともに，放射性物質を含

む気体は，精製建屋換気設備のセルからの排気系にて放射性物質を除去し

た後，主排気筒を介して放出する設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.3.3  事故経過 

 (１) 解析条件 

 ａ．プルトニウム濃縮缶は，事故発生直前まで平常運転していたものとする。 

 

 ｂ．プルトニウム濃縮缶内での急激な分解反応に寄与するＴＢＰの量は，プル

トニウム濃縮缶内に供給される硝酸プルトニウム溶液において最大となりう

るＴＢＰ濃度を考え，缶内でのＴＢＰの減少を保守側に仮定して設定し，

100ｇとする。 

 ｃ．急激な分解反応によるエネルギの放出は，1,400ｋＪ／ｋｇ・ＴＢＰとす

る。 

 ｄ．塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタの差圧を保守側に評価するた

め，外部電源が喪失することなく，塔槽類廃ガス処理設備の排風機は運転さ

れているものとする。 

 ｅ．解析に当たって考慮する影響緩和機能は，プルトニウム濃縮缶及び塔槽類

廃ガス処理設備による放射性物質の閉じ込め機能，並びに第２非常用ディー

ゼル発電機による支援機能である。 

 ｆ．塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタの差圧を保守側に評価するた

め，上記ｅ．の閉じ込め機能に動的機器の単一故障を仮定することなく，塔

槽類廃ガス処理設備の排風機は運転されているものとする。 

 

 (２) 解析方法 

 解析は，解析コードＳＷＯＲＤを用いて行う。 

 ＳＷＯＲＤは，塔槽類内での爆発時の塔槽類及び塔槽類廃ガス処理設備

の圧力，温度等の過渡変化を解析するコードである。ＳＷＯＲＤは，塔槽

類内の空間，並びに塔槽類廃ガス処理設備の配管，洗浄塔，フィルタ，排

風機等を流れ方向に一次元に多ノードで模擬している。各ノードについ

て，圧縮性流体として質量，運動量及びエネルギの保存則を適用し，流体

から塔槽類及び塔槽類廃ガス処理設備の配管への熱移行を考慮することに

より，流体の熱及び流体力学的挙動を計算する。 

 ＳＷＯＲＤの入力は，爆発源としてのエネルギ放出率及び質量放出率の

時間関数，並びに塔槽類内の空間，塔槽類廃ガス処理設備の配管，洗浄

塔，フィルタ，排風機等の幾何学的形状等である。出力として，各ノード

における圧力，温度等の時間変化が求められる。 

 

 (３) 解析結果 

 プルトニウム濃縮缶内の圧力の変化を第3.3－１図に，塔槽類廃ガス処理

設備の高性能粒子フィルタの差圧の変化を第3.3－２図に，塔槽類廃ガス処

理設備の高性能粒子フィルタに流入する気体の温度の変化を第3.3－３図に

示す。 

 プルトニウム濃縮缶内の最高圧力は，第3.3－１図に示すように約57ｋＰ

ａ[gage]（0.58ｋｇ／ｃｍ２ｇ）であり，プルトニウム濃縮缶が破損するこ

とはない。プルトニウム濃縮缶内の圧力上昇に伴う塔槽類廃ガス処理設備

3.3.3 事故経過 

 (１) 解析条件 

 ａ．プルトニウム濃縮缶は，事故発生直前まで平常運転していたものとす

る。 

 ｂ．プルトニウム濃縮缶内での急激な分解反応に寄与するＴＢＰの量は，プ

ルトニウム濃縮缶内に供給される硝酸プルトニウム溶液において最大とな

りうるＴＢＰ濃度を考え，缶内でのＴＢＰの減少をより厳しい結果となるよ

うに仮定して設定し，100ｇとする。 

 ｃ．急激な分解反応によるエネルギの放出は，1,400ｋＪ／ｋｇ・ＴＢＰとす

る。 

 ｄ．塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタの差圧をより厳しい結果とな

るように評価するため，外部電源が喪失することなく，塔槽類廃ガス処理

設備の排風機は運転されているものとする。 

 ｅ．解析に当たって考慮する影響緩和機能は，プルトニウム濃縮缶及び塔槽

類廃ガス処理設備による放射性物質の閉じ込め機能，並びに第２非常用デ

ィーゼル発電機による支援機能である。 

 ｆ．塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタの差圧をより厳しい結果とな

るように評価するため，上記ｅ．の閉じ込め機能に動的機器の単一故障を

仮定することなく，塔槽類廃ガス処理設備の排風機は運転されているもの

とする。 

 (２) 解析方法 

 解析は，解析コードＳＷＯＲＤを用いて行う。 

 ＳＷＯＲＤは，塔槽類内での爆発時の塔槽類及び塔槽類廃ガス処理設備

の圧力，温度等の過渡変化を解析するコードである。ＳＷＯＲＤは，塔槽

類内の空間，並びに塔槽類廃ガス処理設備の配管，洗浄塔，フィルタ，排

風機等を流れ方向に一次元に多ノードで模擬している。各ノードについ

て，圧縮性流体として質量，運動量及びエネルギの保存則を適用し，流体

から塔槽類及び塔槽類廃ガス処理設備の配管への熱移行を考慮することに

より，流体の熱及び流体力学的挙動を計算する。 

 ＳＷＯＲＤの入力は，爆発源としてのエネルギ放出率及び質量放出率の

時間関数，並びに塔槽類内の空間，塔槽類廃ガス処理設備の配管，洗浄

塔，フィルタ，排風機等の幾何学的形状等である。出力として，各ノード

における圧力，温度等の時間変化が求められる。 

 

 (３) 解析結果 

 プルトニウム濃縮缶内の圧力の変化を第3.3－１図に，塔槽類廃ガス処理

設備の高性能粒子フィルタの差圧の変化を第3.3－２図に，塔槽類廃ガス処

理設備の高性能粒子フィルタに流入する気体の温度の変化を第3.3－３図に

示す。 

 プルトニウム濃縮缶内の最高圧力は，第3.3－１図に示すように約57

ｋＰａ[gage]（0.58ｋｇ／ｃｍ２Ｇ）であり，プルトニウム濃縮缶が破損

することはない。プルトニウム濃縮缶内の圧力上昇に伴う塔槽類廃ガス処
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

の高性能粒子フィルタの最大差圧は，第3.3－２図に示すように約1.7ｋＰ

ａ[dif]（0.017ｋｇ／ｃｍ２）であり，また，高性能粒子フィルタに流入す

る気体の温度については，第3.3－３図に示すように初期値約30℃からの上

昇はわずかである。これらの差圧及び温度は，それぞれ高性能粒子フィル

タの健全性が保たれることが確認されている値である大風量時の差圧9.3ｋ

Ｐａ[dif](0.095ｋｇ／ｃｍ２）及び使用温度200℃を下回り，高性能粒子フ

ィルタの機能に支障をきたすことはない。 

 

3.3.4  放射性物質の放出量及び線量当量の評価 

3.3.4.1  放射性物質の放出量 

 (１) 解析条件 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の放射性物質の移行と放出量の評価

は，次の仮定により行う。 

 ａ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時におけるプルトニウム濃縮缶内の

放射性物質の濃度は，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度45,000Ｍ

Ｗｄ／ｔ・ＵＰｒ, 冷却期間４年を基に算出した平常運転時の最大値とする。

各核種の濃度を第3.3－１表に示す。 

 ｂ．「3.3.3 事故経過」に記述したように，プルトニウム濃縮缶内でＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応が発生しても，プルトニウム濃縮缶及び塔槽類廃

ガス処理設備の健全性は維持されるので，急激な分解反応に伴い発生する放

射性エアロゾルを含む気体は，放出経路として塔槽類廃ガス処理設備を経て

主排気筒に至るものとする。 

 ｃ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴いプルトニウム濃縮缶から塔槽類廃

ガス処理設備に流出する気体の量は，急激な分解反応の放出エネルギによる

プルトニウム濃縮缶内の気体の断熱膨張を仮定して計算し，0.5ｍ3とす

る。また，塔槽類廃ガス処理設備に流出した気体中のエアロゾル濃度は，爆

発により放出されるエアロゾル濃度として100ｍｇ／ｍ3とする。 

 ｄ．塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタに達するエアロゾル量は，プ

ルトニウム濃縮缶から塔槽類廃ガス処理設備に流出する気体の量と気体中の

エアロゾル濃度の積として与えられ，50ｍｇとする。 

 ｅ．塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは２段であるが，大風量が除

去効率を低下させる傾向をもつことを考慮して，高性能粒子フィルタの放射

性エアロゾルの除去効率は１段相当の99.9％とする。 

 

 (２) 解析結果 

 上記の解析条件に基づいて計算した一般公衆の線量当量に寄与する放射

性物質の主排気筒から大気中への放出量は，第3.3－２表のとおりである。 

 

 なお，放射性物質が大気中に放出されるまでの過程を第 3.3－４図に示

す。 

 

 

理設備の高性能粒子フィルタの最大差圧は，第3.3－２図に示すように約1.

7ｋＰａ[dif]（0.017ｋｇ／ｃｍ２）であり，また，高性能粒子フィルタに流

入する気体の温度については，第3.3－３図に示すように初期値約30℃から

の上昇はわずかである。これらの差圧及び温度は，それぞれ高性能粒子フ

ィルタの健全性が保たれることが確認されている値である大風量時の差圧

9.3ｋＰａ[dif](0.095ｋｇ／ｃｍ２）及び使用温度200℃を下回り，高性能

粒子フィルタの機能に支障をきたすことはない。 

 

3.3.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 

3.3.4.1 放射性物質の放出量 

 (１) 解析条件 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の放射性物質の移行と放出量の評価

は，次の仮定により行う。 

 ａ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時におけるプルトニウム濃縮缶内

の放射性物質の濃度は，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度45,00

0ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ,冷却期間４年を基に算出した平常運転時の最大値とす

る。各核種の濃度を第3.3－１表に示す。 

 ｂ．「3.3.3 事故経過」に記述したように，プルトニウム濃縮缶内でＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応が発生しても，プルトニウム濃縮缶及び塔槽類

廃ガス処理設備の健全性は維持されるため，急激な分解反応に伴い発生す

る放射性エアロゾルを含む気体は，放出経路として塔槽類廃ガス処理設備

を経て主排気筒に至るものとする。 

 ｃ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴いプルトニウム濃縮缶から塔槽類

廃ガス処理設備に流出する気体の量は，急激な分解反応の放出エネルギに

よるプルトニウム濃縮缶内の気体の断熱膨張を仮定して計算し，0.5ｍ３

とする。また，塔槽類廃ガス処理設備に流出した気体中のエアロゾル濃度

は，爆発により放出されるエアロゾル濃度として100ｍｇ／ｍ３とする。 

 ｄ．塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタに達するエアロゾル量は，プ

ルトニウム濃縮缶から塔槽類廃ガス処理設備に流出する気体の量と気体中

のエアロゾル濃度の積として与えられ，50ｍｇとする。 

 ｅ．塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは２段であるが，大風量が

除去効率を低下させる傾向をもつことを考慮して，高性能粒子フィルタの

放射性エアロゾルの除去効率は１段相当の99.9％とする。 

 

 (２) 解析結果 

 上記の解析条件に基づいて計算した公衆の線量に寄与する放射性物質

の，主排気筒を介しての大気中への放出量は，第3.3－２表のとおりであ

る。 

 また，放射性物質が大気中に放出されるまでの過程を第3.3－４図に示

す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.3.4.2  線量当量の評価 

 (１) 解析前提 

   「3.2.4.2 線量当量の評価」の(１)と同じとする。 

 (２) 解析方法 

   「3.2.4.2 線量当量の評価」の(２)と同じとする。 

(３) 評価結果 

   上記の解析前提に基づいて敷地境界外の線量当量を評価した結果は，

第 3.3－３表のとおりである。 

 

3.3.5 判断基準への適合性の検討 

「3.3.4.2 線量当量の評価」で示したように，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応により一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはな

く，「1.1.2.3 判断基準」を満足する。 

 

 

3.3.4.2 線量の評価 

 (１) 解析前提 

   「3.2.4.2 線量の評価」の(１)と同じとする。 

 (２) 解析方法 

   「3.2.4.2 線量の評価」の(２)と同じとする。 

 (３) 評価結果 

上記の解析前提に基づいて敷地境界外の線量を評価した結果は，第3.3

－３表のとおりである。 

 

3.3.5 判断基準への適合性の検討 

「3.3.4.2 線量の評価」で示したように，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応により公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはなく，

「1.1.2.3 判断基準」を満足する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.4  溶解槽における臨界 

3.4.1  原因及び説明 

 溶解槽内で臨界が発生する場合は，溶液中の硝酸濃度の異常な低下等を防

止し検知する種々の装置の故障が同時に起こり，かつ，そのような極度の異

常が継続される場合である。 

 これらの対策として，燃料せん断片の装荷量が所定量を超えるおそれのあ

る場合，あるいは硝酸供給流量の低下等溶解条件が悪化した場合は，二重化

したせん断停止系が自動的に作動する設計とする等，十分な安全対策を講じ

る設計であり，さらに，溶解槽は十分な安全余裕を見込んで臨界安全設計を

するので，臨界の発生は考えられない。 

 しかしながら，安全設計の妥当性を確認するために，何らかの原因によ

り，溶解槽に供給する硝酸濃度が異常に低下し，溶解槽で臨界が発生するこ

とを想定して評価する。 

この場合，臨界状態は可溶性中性子吸収材の注入により速やかに未臨界状態

が回復されるが，保守側に全核分裂数を 1019として評価しても，この事故は

一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく，終止でき

る 

 

 

 

 

 

 

3.4 溶解槽における臨界 

3.4.1 原因及び説明 

 溶解槽内で臨界が発生する場合は，溶液中の硝酸濃度の異常な低下等を防

止し検知する種々の装置の故障が同時に起こり，かつ，そのような極度の異

常が継続される場合である。 

 これらの対策として，燃料せん断片の装荷量が所定量を超えるおそれのあ

る場合，あるいは硝酸供給流量の低下等溶解条件が悪化した場合は，二重化

したせん断停止系が自動で作動する設計とする等，十分な安全対策を講ずる

設計であり，さらに，溶解槽は十分な安全余裕を見込んで臨界安全設計をす

るため，臨界の発生は考えられない。 

 しかしながら，安全設計の妥当性を確認するために，何らかの原因によ

り，溶解槽に供給する硝酸濃度が異常に低下し，溶解槽で臨界が発生するこ

とを想定して評価する。 

 この場合，臨界状態は可溶性中性子吸収材の注入により速やかに未臨界状態

が回復されるが，全核分裂数を1019として，より厳しく評価しても，この事故は

公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく，終止できる。 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

添八－55



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.4.2  事故防止対策及び影響緩和対策 

 (１) 事故防止対策 

 溶解槽における臨界の発生を防止するため，次のような設計及び運転管

理上の対策を講ずる。 

 ａ. 溶解槽は，燃料せん断片の装荷量及び溶解されたウラン及びプルトニウム

の濃度に対して十分な裕度を持った臨界安全設計とする。 

 

 ｂ．使用済燃料集合体受入れ時において，使用済燃料集合体が可溶性中性子吸

収材（硝酸ガドリニウム）を必要とする燃料か否かの判断は，燃焼度計測装

置の測定結果に基づいて行い，燃焼度計測装置は測定方法を多様化する。 

 

 ｃ．使用済燃料集合体の誤装荷を防止するため，使用済燃料集合体をせん断機

に供給する直前の燃料供給セルにおいて，複数の運転員により燃料集合体番

号を確認する。さらに，燃料供給セルには光学的文字読み取り装置を設置

し，燃料集合体番号を確認する。 

 ｄ．せん断機は，燃料せん断片の装荷量が所定量を超えないよう，使用済燃料

集合体の送り出し長さの異常をせん断停止回路で検知し，せん断停止系で自

動的にせん断を停止する設計とする。せん断停止回路及びせん断停止系は二

重化する。 

 ｅ．溶解槽での十分な溶解条件の維持，かつウラン及びプルトニウム濃度の上

昇防止のため，以下に示す対策を講じた設計とする。 

 (ａ) 溶解槽で使用する硝酸は，硝酸調整槽で分析により濃度を確認したのち，

硝酸供給槽を経て溶解槽に供給される。 

 (ｂ) さらに，硝酸濃度は，硝酸供給槽において二重化した密度計により監視

し，その「密度低」信号で，警報を発するとともに，せん断停止系により

自動的にせん断機を停止する。 

 (ｃ) 溶解槽に供給する硝酸流量は，多様化した流量計により監視し，それらの

「流量低」信号で，警報を発するとともに，せん断停止系により自動的に

せん断機を停止する。 

 (ｄ) 溶解槽内の溶液温度は，二重化した温度計により監視し，それらの「温

度低」信号で，警報を発するとともに，せん断停止系により自動的にせん断

機を停止する。 

 (ｅ) 溶解槽内のウラン及びプルトニウム濃度は，二重化した密度計により監視

し，それらの「密度高」信号で，警報を発するとともに，せん断停止系に

より自動的にせん断機を停止する。 

 ｆ．可溶性中性子吸収材を使用する運転においては，上記のｅ．に示した対策

に加えて，以下に示す多重の対策を講じた設計とする。 

 (ａ) 溶解槽に供給する硝酸中の可溶性中性子吸収材濃度は，硝酸調整槽から硝

酸供給槽への移送の前に，硝酸調整槽で２回分析する。硝酸調整槽から硝

酸供給槽への液移送については施錠管理を行い，濃度確認を行ったのち開

錠して送液する。 

 (ｂ) さらに，可溶性中性子吸収材濃度は，可溶性中性子吸収材濃度計により監

3.4.2 事故防止対策及び影響緩和対策 

 (１) 事故防止対策 

 溶解槽における臨界の発生を防止するため，次のような設計及び運転管

理上の対策を講ずる。 

 ａ．溶解槽は，燃料せん断片の装荷量及び溶解されたウラン及びプルトニウ

ムの濃度に対してそれぞれの変動を考慮して最も厳しい状態においても臨

界にならないよう設計する。 

 ｂ．使用済燃料集合体受入れ時において，使用済燃料集合体が可溶性中性子

吸収材（硝酸ガドリニウム）を必要とする燃料か否かの判断は，燃焼度計

測装置の測定結果に基づいて行い，燃焼度計測装置は測定方法を多様化す

る。 

 ｃ．使用済燃料集合体の誤装荷を防止するため，使用済燃料集合体をせん断

機に供給する直前の燃料供給セルにおいて，複数の運転員により燃料集合

体番号を確認する。さらに，燃料供給セルには光学的文字読み取り装置を

設置し，燃料集合体番号を確認する。 

 ｄ．せん断機は，燃料せん断片の装荷量が所定量を超えないよう，使用済燃

料集合体の送り出し長さの異常をせん断停止回路で検知し，せん断停止系

により自動でせん断を停止する設計とする。せん断停止回路及びせん断停

止系は二重化する。 

 ｅ．溶解槽での十分な溶解条件の維持，かつウラン及びプルトニウム濃度の

上昇防止のため，以下に示す対策を講じた設計とする。 

 (ａ) 溶解槽で使用する硝酸は，硝酸調整槽で分析により濃度を確認した後，

硝酸供給槽を経て溶解槽に供給される。 

 (ｂ) さらに，硝酸濃度は，硝酸供給槽において二重化した密度計により監視

し，その「密度低」信号で，警報を発するとともに，せん断停止系により

自動でせん断機を停止する。 

 (ｃ) 溶解槽に供給する硝酸流量は，多様化した流量計により監視し，それら

の「流量低」信号で，警報を発するとともに，せん断停止系により自動で

せん断機を停止する。 

 (ｄ) 溶解槽内の溶液温度は，二重化した温度計により監視し，それらの

「温度低」信号で，警報を発するとともに，せん断停止系により自動でせん

断機を停止する。 

 (ｅ) 溶解槽内のウラン及びプルトニウム濃度は，二重化した密度計により監

視し，それらの「密度高」信号で，警報を発するとともに，せん断停止系

により自動でせん断機を停止する。 

 ｆ．可溶性中性子吸収材を使用する運転においては，上記のｅ．に示した対

策に加えて，以下に示す多重の対策を講じた設計とする。 

 (ａ) 溶解槽に供給する硝酸中の可溶性中性子吸収材濃度は，硝酸調整槽から

硝酸供給槽への移送の前に，硝酸調整槽で２回分析する。硝酸調整槽から

硝酸供給槽への液移送については施錠管理を行い，濃度確認を行ったのち

開錠して送液する。 

 (ｂ) さらに，可溶性中性子吸収材濃度は，可溶性中性子吸収材濃度計により
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

視し，その「濃度低」信号で，警報を発する設計とする。 

 (ｃ) 使用済燃料集合体は，受入れ時の燃焼度計測装置の測定結果により可溶性

中性子吸収材の要否が判断され，せん断前に燃料集合体番号を確認し，可

溶性中性子吸収材を必要とする使用済燃料集合体に対しては，確実に可溶

性中性子吸収材を用いて溶解する。 

 (２)  影響緩和対策 

 上記の事故防止対策にもかかわらず，万一，溶解槽で臨界が発生した場

合には，影響緩和を図るため，以下の対策を講じる。 

 ａ．臨界の影響を緩和するために安全保護系である可溶性中性子吸収材緊急供

給回路を設置し，その回路の「放射線レベル高」信号で警報を発するととも

に，可溶性中性子吸収材緊急供給系により自動的に可溶性中性子吸収材を溶

解槽に注入する。また，同信号はせん断停止系にも送られ，自動的にせん断

機を停止する設計とする。可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性

子吸収材緊急供給系の供給弁は二重化する。 

 ｂ．臨界時に発生する放射性物質を含む気体は，せん断処理・溶解廃ガス処理

設備又は前処理建屋換気設備の溶解槽セルからの排気系にて放射性物質を除

去した後，主排気筒から放出する設計とする。 

 

 

 

監視し，その「濃度低」信号で，警報を発する設計とする。 

 (ｃ) 使用済燃料集合体は，受入れ時の燃焼度計測装置の測定結果により可溶

性中性子吸収材の要否が判断され，せん断前に燃料集合体番号を確認し，

可溶性中性子吸収材を必要とする使用済燃料集合体に対しては，確実に可

溶性中性子吸収材を用いて溶解する。 

 (２) 影響緩和対策 

 上記の事故防止対策にもかかわらず，万一，溶解槽で臨界が発生した場

合には，影響緩和を図るため，以下の対策を講ずる。 

 ａ．臨界の影響を緩和するために安全保護回路である可溶性中性子吸収材緊

急供給回路を設置し，その回路の「放射線レベル高」信号で警報を発する

とともに，可溶性中性子吸収材緊急供給系により自動で可溶性中性子吸収

材を溶解槽に注入する。また，同信号はせん断停止系にも送られ，自動で

せん断機を停止する設計とする。可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可

溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁は二重化する。 

 ｂ．臨界時に発生する放射性物質を含む気体は，せん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は前処理建屋換気設備の溶解槽セルからの排気系にて放射性物質を除

去した後，主排気筒を介して放出する設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.4.3  事故経過 

  溶解槽における臨界において，次のような事故経過を想定する。 

 ａ．供給硝酸の酸濃度が低下することにより，溶解槽の酸濃度が異常に低下し

た結果，溶液は水となり，バケット内で臨界が起きるものとする。 

 

 ｂ．臨界に伴い新たに生成する放射性物質及び溶液の蒸発に同伴する放射性物

質が気相中に放出される。放射性物質を含む気体は，せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備に移行する。一部の放射性物質を含む気体は溶解槽水封部を経て

前処理建屋換気設備の溶解槽セルからの排気系に移行するものとする。 

 

 ｃ．可溶性中性子吸収材緊急供給回路で臨界を検知すると，溶解槽に自動的

に硝酸ガドリニウム溶液が注入されることにより，溶解槽は，3.5 分以内に

未臨界状態になり，臨界による溶液の蒸発も停止する。したがって，せん断

処理・溶解廃ガス処理設備及び前処理建屋換気設備に大量の蒸気が移行する

ことはなく，高性能粒子フィルタの健全性は維持される。また，臨界の検知

とともにせん断機を停止する。 

 ｄ．臨界の発生と同時に，外部電源が喪失するものとする。 

 ｅ．解析に当たって考慮する影響緩和機能は，溶解槽，溶解槽セル，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備及び前処理建屋換気設備の溶解槽セルからの排気系

による放射性物質の閉じ込め機能，可溶性中性子吸収材緊急供給系によるソ

ースターム制限機能，並びに第２非常用ディーゼル発電機による閉じ込め機

能に対する支援機能である。 

 ｆ．上記ｅ．の閉じ込め機能に関連するいずれの動的機器に対して単一故障

を仮定しても，放射性物質の放出経路及び放出量に影響を及ぼさない。そこ

で，ソースターム制限機能であり，臨界の影響を緩和することを主たる機能

とする可溶性中性子吸収材緊急供給系に単一故障を仮定する。 

 

 

 

3.4.3 事故経過 

  溶解槽における臨界において，次のような事故経過を想定する。 

 (１) 供給硝酸の酸濃度が低下することにより，溶解槽の酸濃度が異常に低下

した結果，溶液は水となり，燃料せん断片を受け入れる有孔容器（以下

「バケット」という。）内で臨界が起きるものとする。 

 (２) 臨界に伴い新たに生成する放射性物質及び溶液の蒸発に同伴する放射性

物質が気相中に放出される。放射性物質を含む気体は，せん断処理・溶解

廃ガス処理設備に移行する。一部の放射性物質を含む気体は溶解槽水封部

を経て前処理建屋換気設備の溶解槽セルからの排気系に移行するものとす

る。 

 (３) 可溶性中性子吸収材緊急供給回路で臨界を検知すると，溶解槽に自動で

硝酸ガドリニウム溶液が注入されることにより，溶解槽は，3.5分以内に未

臨界状態になり，臨界による溶液の蒸発も停止する。したがって，せん断

処理・溶解廃ガス処理設備及び前処理建屋換気設備に大量の蒸気が移行す

ることはなく，高性能粒子フィルタの健全性は維持される。また，臨界の

検知とともにせん断機を停止する。 

 (４) 臨界の発生と同時に，外部電源が喪失するものとする。 

 (５) 解析に当たって考慮する影響緩和機能は，溶解槽，溶解槽セル，せん断

処理・溶解廃ガス処理設備及び前処理建屋換気設備の溶解槽セルからの排

気系による放射性物質の閉じ込め機能，可溶性中性子吸収材緊急供給系に

よるソースターム制限機能，並びに第２非常用ディーゼル発電機による閉

じ込め機能に対する支援機能である。 

 (６) 上記(５)の閉じ込め機能に関連するいずれの動的機器に対して単一故障を

仮定しても，放射性物質の放出経路及び放出量に影響を及ぼさない。そこ

で，ソースターム制限機能であり，臨界の影響を緩和することを主たる機

能とする可溶性中性子吸収材緊急供給系に単一故障を仮定する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.4.4   放射性物質の放出量及び線量当量の評価 

3.4.4.1  放射性物質の放出量 

 (１) 解析条件 

 溶解槽における臨界の放射性物質の移行と放出量の評価は，次の仮定に

より行う。 

 ａ．臨界を検知すると，可溶性中性子吸収材緊急供給系が作動し，溶解槽は速

やかに未臨界となるが，線量当量評価上は全核分裂数を保守側に1019とする。 

 

 ｂ．臨界に伴って新たに生成する放射性物質量は，次式で与えられる。 

    ｑi ＝λi・Ｙi・Ｐ 

 ここで， 

   ｑi ：i 核種の生成量（Ｂq） 

   λi ：i 核種の崩壊定数（ｓ－１） 

   Ｙi ：i 核種の収率 

    Ｐ ：核分裂数（1019） 

 核分裂は，希ガスの収率が大きいウラン-235を想定する。溶解槽におけ

る臨界時の放射性物質生成量及び諸定数を第3.4－１表に示す。 

 また，溶解槽内の溶液の放射性物質の濃度は，１日当たり処理する使用

済燃料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ, 冷却期間４年を基に算出した

平常運転時の最大値とする。各核種の濃度を第3.4－２表に示す。 

 

 ｃ．気相中に放出される放射性物質の割合は以下のとおりとする。 

  希ガス   溶液中の保有量及び臨界に伴う生成量の100％ 

  よう素   溶液中の保有量及び臨界に伴う生成量の25％ 

 ルテニウム  溶液中の保有量及び臨界に伴う生成量の0.1 ％ 

  その他   全核分裂数1019のエネルギによる蒸発量に相当する溶 

液体積(0.14ｍ３)中の保有量の0.05％ 

 なお，臨界により生成したルテニウムの放出量は，溶液中に存在してい

たルテニウムの放出量に比べて無視できる。 

 ｄ．放射性物質を含む気体は，放出経路として，せん断処理・溶解廃ガス処理

設備及び前処理建屋換気設備の溶解槽セルからの排気系を経て主排気筒に至

るものとする。 

 ｅ．せん断処理・溶解廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは２段であるが，

蒸気雰囲気が除去効率を低下させる傾向をもつことを考慮して，高性能粒子

フィルタの放射性エアロゾルの除去効率は，１段相当の99.9％とする。 

 また，前処理建屋換気設備の溶解槽セルからの排気系の高性能粒子フィ

ルタは１段であり，放射性エアロゾルの除去効率は，99.9％とする。 

 (２) 解析結果 

 上記の解析条件に基づいて計算した一般公衆の線量当量に寄与する放射

性物質の主排気筒から大気中への放出量は，第3.4－３表のとおりである。 

  

なお，放射性物質が大気中に放出されるまでの過程を第3.4－１図に示す。 

3.4.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 

3.4.4.1 放射性物質の放出量 

 (１) 解析条件 

 溶解槽における臨界の放射性物質の移行と放出量の評価は，次の仮定に

より行う。 

 ａ．臨界を検知すると，可溶性中性子吸収材緊急供給系が作動し，溶解槽は

速やかに未臨界となるが，線量評価上はより厳しい結果となるよう全核分裂数

を1019とする。 

 ｂ．臨界に伴って新たに生成する放射性物質量は，次式で与えられる。 

   ｑi ＝λi・Ｙi・Ｐ 

 ここで， 

   ｑi ：i 核種の生成量（Ｂｑ） 

   λi ：i 核種の崩壊定数（ｓ－１） 

   Ｙi ：i 核種の収率 

  Ｐ ：核分裂数1019（ｆｉｓｓｉｏｎｓ）  

 核分裂は，希ガスの収率が大きいウラン－235を想定する。溶解槽におけ

る臨界時の放射性物質生成量及び諸定数を第3.4－１表に示す。 

 また，溶解槽内の溶液の放射性物質の濃度は，１日当たり処理する使用

済燃料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間４年を基に算出した

平常運転時の最大値とする。各核種の濃度を第3.4－２表に示す。 

 ｃ．気相中に移行する放射性物質の割合は以下のとおりとする
（１３）

。 

希ガス   溶液中の保有量及び臨界に伴う生成量の100％ 

よう素   溶液中の保有量及び臨界に伴う生成量の25％ 

 ルテニウム 溶液中の保有量及び臨界に伴う生成量の0.1％ 

その他   全核分裂数1019のエネルギによる蒸発量に相当する溶 

液体積(0.14ｍ３)中の保有量の0.05％ 

 このうち，臨界により生成したルテニウムの移行量は，溶液中に存在し

ていたルテニウムの移行量に比べて無視できる。 

 ｄ．放射性物質を含む気体は，放出経路として，せん断処理・溶解廃ガス処

理設備及び前処理建屋換気設備の溶解槽セルからの排気系を経て主排気筒

に至るものとする。 

 ｅ．せん断処理・溶解廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは２段であるが，

蒸気雰囲気が除去効率を低下させる傾向をもつことを考慮して，高性能粒子

フィルタの放射性エアロゾルの除去効率は，１段相当の99.9％
（６）

とする。 

 また，前処理建屋換気設備の溶解槽セルからの排気系の高性能粒子フィ

ルタは１段であり，放射性エアロゾルの除去効率は，99.9％
（６）

とする。 

 (２) 解析結果 

 上記の解析条件に基づいて計算した公衆の線量に寄与する放射性物質

の，主排気筒を介しての大気中への放出量は，第3.4－３表のとおりであ

る。 

 また，放射性物質が大気中に放出されるまでの過程を第3.4－１図に示
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記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 

3.4.4.2  線量当量の評価 

 (１) 解析前提 

 ａ．大気中へ放出される放射性物質による線量当量 

 主排気筒から大気中へ放出される放射性物質による線量当量の計算は，

次の仮定に基づいて行う。 

 (ａ) 敷地境界外の地表空気中濃度 

  「3.2.4.2 線量当量の評価」の(１)と同じとする。 

 (ｂ) 敷地境界外の放射性雲からのガンマ線による外部被ばくに係る線量当量 

 添付書類四「2.5 安全解析に使用する気象条件」に記述する相対線量に

全放出量を乗じて求める。 

 

 

 

また，参考としてベータ線外部被ばくによる皮膚の組織線量当量も計算

する。 

 ｂ．溶解槽からのガンマ線等による線量当量 

 臨界に伴って発生した核分裂により放射されるガンマ線及び中性子線を

線源と考え，これによる外部被ばくに係る線量当量の計算を次の仮定に基

づいて行う。  

(ａ) ウラン-235の核分裂に伴い放射されるガンマ線及び中性子線を想定する。

核分裂当たりのガンマ線及び中性子線のエネルギ範囲別の発生数は，文献に

基づき設定し，第3.4－４表に示すとおりとする。 

 (ｂ) ガンマ線及び中性子線は，溶解槽から放射される。溶解槽周りのセル壁及

び建物外周壁のしゃへい効果として厚さ1.2ｍの普通コンクリートを考慮す

る。 

 (ｃ) 溶解槽内の溶液及び容器のしゃへい効果は，無視する。 

 (２) 解析方法 

 ａ．大気中へ放出される放射性物質による線量当量 

 (ａ) 放射性物質吸入による内部被ばくに係る線量当量 

 「3.2.4.2  線量当量の評価」の(２)と同じとする。 

 (ｂ) 放射性雲からのガンマ線による外部被ばくに係る線量当量 

 敷地境界外におけるガンマ線外部被ばくに係る線量当量Ｄγ(ＳＶ)は，次

式で計算する。 

 

 

   Ｄγ＝Ｋ・Ｄ／Ｑ・Ｑγ 

 

ここで， 

Ｋ   ：空気吸収線量から線量当量への換算係数（Ｓv／Ｇy） 

      ( 実効線量当量に対してＫ＝１とする） 

す。 

 

3.4.4.2 線量の評価 

 (１) 解析前提 

 ａ．大気中へ放出される放射性物質による線量 

 主排気筒を介して大気中へ放出される放射性物質による線量の計算は，

次の仮定に基づいて行う。 

 (ａ) 敷地境界外の地表空気中濃度 

「3.2.4.2 線量の評価」の(１)と同じとする。 

 (ｂ) 敷地境界外における放射性雲からの外部被ばくに係る線量 

敷地境界外における放射性雲からのガンマ線による空気カーマは，添付

書類四「2.5 安全解析に使用する気象条件」に記述する相対線量に全放出

量を乗じて求める。放射性雲からの外部被ばくに係る実効線量は，ガンマ

線による空気カーマから求める実効線量にベータ線による実効線量を加え

て計算する。 

また，参考としてベータ線外部被ばくによる皮膚の等価線量も計算す

る。 

 ｂ．溶解槽からのガンマ線及び中性子線による線量 

 臨界に伴って発生した核分裂により放射されるガンマ線及び中性子線を

線源と考え，これによる外部被ばくに係る線量の計算を次の仮定に基づい

て行う。 

 (ａ) ウラン－235の核分裂に伴い放射されるガンマ線及び中性子線を想定す

る。核分裂当たりのガンマ線及び中性子線のエネルギ範囲別の発生数は，文

献に基づき設定し，第3.4－４表に示すとおりとする。 

 (ｂ) ガンマ線及び中性子線は，溶解槽から放射される。溶解槽周りのセル壁

及び建屋外周壁の遮蔽効果として厚さ1.2ｍの普通コンクリートを考慮す

る。 

 (ｃ) 溶解槽内の溶液及び容器の遮蔽効果は，無視する。 

 (２) 解析方法 

 ａ．大気中へ放出される放射性物質による線量 

 (ａ) 放射性物質吸入による内部被ばくに係る線量 

 「3.2.4.2 線量の評価」の(２)と同じとする。 

 (ｂ) 放射性雲からの外部被ばくに係る線量 

敷地境界外における放射性雲からの外部被ばくに係る実効線量Ｄ (Ｓ

ｖ)は，ガンマ線による空気カーマから求める実効線量にベータ線による実

効線量を加えて計算する。 

 

 

 

 

また，ベータ線外部被ばくによる皮膚の等価線量は，ベータ線の飛程が

短いことより，サブマージョンモデルに基づき計算する。 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
 
記載の適正化（等の明確

化） 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（ICRP1990 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

   Ｄ／Ｑ：相対線量（Ｇy／Ｂq） 

  Ｑγ  ：事故期間中の放射性物質の大気放出量(Ｂq)(ガンマ線 

実効エネルギ0.5ＭｅＶ換算値） 

また，ベータ線外部被ばくによる皮膚の組織線量当量は，ベータ線の飛程が短

いことより，サブマージョン モデルに基づき次の方法で計算する。 

   Ｄβ＝0.5・Ｋ１・Ｋβ・Ｅβ・χ／Ｑ・ 

 
Ｑβ・ 

 

ここで， 

   Ｄβ  ：ベータ線外部被ばくによる皮膚の組織線量当量（Ｓｖ） 

   Ｋ１  ：空気吸収線量への換算係数  

 

4.46×10－４ 

     Ｋβ  ：ベータ線空気吸収線量から皮膚の組織線量当量への換算 

係数 1.25（Ｓv／Ｇy） 

   Ｅβ ：ベータ線の実効エネルギ（ＭｅＶ／ｄｉｓ） 

   χ／Ｑ：相対濃度（ｓ／ｍ３） 

  Ｑβ  ：事故期間中の放射性物質の大気放出量（Ｂq） 

  

 

ｂ．溶解槽からのガンマ線等による線量当量 

 臨界に伴い放射されるガンマ線及び中性子線による外部被ばくに係る線

量当量の計算は，ＡＮＩＳＮコードで放射線束を算出し，ガンマ線について

はＡＮＳＩ／ＡＮＳ－6.1.1－1977の換算係数を，中性子線については昭和

63年科学技術庁告示第15号（別表第５）の換算係数を用いて行う。なお，

中性子線については，ＩＣＲＰの1985年パリ会議の声明に基づき，算出し

た線量当量を２倍した値を中性子線線量当量とする。 

(３) 解析結果 

 上記の解析前提に基づいて評価した敷地境界外の線量当量は，第3.4－５

表のとおりである。 

 なお，ベータ線外部被ばくによる皮膚の組織線量当量は5.9×１０－１ｍＳ

vである。 

 

 

 

 

 

 Ｄ ＝Ｋ・Ｄ／Ｑ・Ｑγ＋Ｄβ･fS・wT,S  

 Ｄβ＝Σ0.5・Ｋ１・Ｋβ・Ｅβi・χ／Ｑ・Ｑβi・ 

 

 

 

ここで， 

  Ｋ  ：空気カーマから実効線量への換算係数（Ｓｖ／Ｇｙ） 

      (実効線量に対してＫ＝１とする） 

  Ｄ／Ｑ：相対線量（Ｇｙ／Ｂｑ） 

  Ｑγ  ：事故期間中の放射性物質の大気放出量(Ｂｑ)(ガンマ線 

       実効エネルギ0.5ＭｅＶ換算値） 

 

  Ｄβ   ：ベータ線外部被ばくによる皮膚の等価線量（Ｓｖ） 

  fS   ：体表面積の平均化係数(１) 

  wT,Ｓ  ：皮膚の組織荷重係数 (0.01) 

  Ｋ１  ：空気吸収線量率への換算係数 

      4.46×10－４ 

  Ｋβ  ：空気吸収線量から皮膚の等価線量への換算係数 

     1.25（Ｓｖ／Ｇｙ） 

  Ｅβi ：放射性核種ｉのベータ線の実効エネルギ（ＭｅＶ／ｄｉｓ） 

  χ／Ｑ ：相対濃度（ｓ／ｍ３） 

  Ｑβi ：事故期間中の放射性核種ｉの大気放出量（Ｂｑ） 

 

 ｂ．溶解槽からのガンマ線及び中性子線による線量 

 臨界に伴い放射されるガンマ線及び中性子線による外部被ばくに係る実

効線量の計算は，ＡＮＩＳＮコードで放射線束を算出し，ガンマ線について

は国際放射線防護委員会（以下「ＩＣＲＰ」という）のＰｕｂｌｉｃａｔ

ｉｏｎ74の換算係数及び「放射線を放出する同位元素の数量等を定める

件」（別表第５）の換算係数を，中性子線については「放射線を放出する

同位元素の数量等を定める件」（別表第６）の換算係数を用いて行う。 

 (３) 解析結果 

 上記の解析前提に基づいて評価した敷地境界外の線量は，第3.4－５表の

とおりである。 

 また，ベータ線外部被ばくによる皮膚の等価線量は5.4×10－１ｍＳｖで

ある。 

 

 

 

 

年勧告の法令への取り入

れ） 
 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
 

 

 

 

ＭｅＶ・Ｂｑ・ｈ 
ｄｉｓ・ｍ３・μＧｙ 

i 3600 
10－６ 

3600 

10－６ 

ＭｅＶ・Ｂｑ・ｈ 

ｄｉｓ・ｍ３・μＧｙ 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.3 臨界の事象想定について 

  「3.4.4.1 放射性物質の放出量」において想定した線量評価上の事象 規

模である全核分裂数1.0×1019について以下に示す。 

 (１) 核燃料取扱い施設での臨界の規模について 

   公衆の放射線被ばくのリスクを評価するための事象として，全核分裂数

1.0×1019の規模の臨界を想定するに当たって，以下の点を考慮した。 

再処理施設等の核燃料物質を取り扱う工程のうち，溶液中で発生した臨界

事故は，過去21件が報告されており，その際の全核分裂数は１件を除いてい

ずれも1.0×1019未満である。
（３４）

最大の臨界事故である米国アイダホ再処理工場

で1959年に起きた事故は，高濃縮ウランを含む硝酸ウラニル溶液が廃液貯留

槽に流入して起きたものである。その全核分裂数は4.0×1019と推定されてお

り，臨界状態を放置し，溶液の蒸発による自然終息に委ねたため，全核分裂

数が大きくなったものである。ただし，核出力は初期スパイクでも1017程度と

推定されている。
（３４）

 

また，仏国で溶液状燃料の臨界事故事象の解明を目的として，様々な条件

の下で約60回の出力暴走実験が行われており,その時の全核分裂数は2.2×

1016～5.0×1018と報告されている。
（３５）

 

米国原子力規制委員会は，これらの事故事例，安全研究実験結果等を基

に，再処理施設の臨界事故による放射線の影響評価のための評価条件とし

て，全核分裂数で1.0×1019を推奨している。
（３６）

 

なお，再処理施設の臨界事故評価事例として動力炉・核燃料開発事業団の

再処理施設設置承認申請書では，災害評価として1.0×1020の臨界を想定して

いる。 

 (２) 想定した事象について 

   溶解槽は，形状寸法管理，濃度管理，質量管理及び中性子吸収材管理と

いう複数の手法を組み合わせることにより，臨界安全管理を行う代表的臨

界安全管理機器である。これらの管理には，技術的にみて想定されるいか

なる場合にも臨界に至らないよう万全の対策を講じているが，安全設計の

妥当性を評価する観点から，溶解槽での臨界を評価事象とした。 

以下，溶解槽での臨界を評価する上で，事象規模1.0×1019を想定すること

が，十分な安全余裕を有していることを示す。 

溶解槽の運転モードとしては，可溶性中性子吸収材を使用しない運転と使

用する運転がある。特に，可溶性中性子吸収材を使用しない運転モードにお

いて，可溶性中性子吸収材を必要とする使用済燃料集合体を誤ってせん断し

ないために，また，可溶性中性子吸収材を使用する運転モードにおいて，溶

解槽内の可溶性中性子吸収材濃度を確実に維持するために，以下に示す厳重

な対策を講じている。 

前者の使用済燃料集合体の誤認に対して， 

 ａ．使用済燃料集合体受入れ時において，燃料集合体番号の確認は複数の運

転員によって行い，燃焼度は多様化した燃焼度計測装置によって測定し，

その結果は管理用計算機に自動入力されて保存される。 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．上記測定結果については，原子炉施設からの移動通知書の内容（燃料集

合体番号，燃焼度等）と整合性を確認する。 

 ｃ．使用済燃料集合体の所在番地及び溶解時の可溶性中性子吸収材要否の情

報は，管理用計算機により常時管理し，可溶性中性子吸収材を使用しない

運転時における可溶性中性子吸収材を必要とする使用済燃料集合体の誤っ

た移送指示を受け付けない設計とする。 

 ｄ．せん断直前の燃料供給セルにおいて，燃料集合体番号を複数の運転員に

より確認する。 

 ｅ．燃料供給セルに設置する光学的文字読み取り装置の読み取り結果が，複

数の運転員により確認した番号と一致しない場合，又は，再処理計画上予

定されている燃料集合体番号と一致しない場合は，警報を発する設計とす

る。 

 

   また，後者の溶解槽内の可溶性中性子吸収材濃度を確実に維持するため

に， 

 ａ．使用済燃料集合体は，受入れ時の燃焼度計測装置の測定結果により可溶

性中性子吸収材の要否が判断され，せん断前に燃料集合体番号を確認し，

可溶性中性子吸収材を必要とする使用済燃料集合体に対しては，確実に可

溶性中性子吸収材を用いて溶解する。 

 ｂ．硝酸調整槽での試薬調整においては，硝酸と硝酸ガドリニウム溶液の混

合比をそれぞれの流量で管理することにより，必要な可溶性中性子吸収材

濃度を確保する。 

 ｃ．硝酸調整槽では分析による可溶性中性子吸収
（３７）

材の濃度確認を２回行い，

硝酸供給槽への液移送ラインは施錠管理を行う
（３７）

。 

 ｄ．可溶性中性子吸収材濃度は，可溶性中性子吸収材濃度計により連続監視

し，濃度低信号で警報を発する設計とする。 

 

   以上の対策を施すことにより，使用済燃料集合体の誤認や可溶性中性子

吸収材の濃度低下の可能性を極めて低く抑える設計としている。 

したがって，評価事象としては，可溶性中性子吸収材を使用しない運転モ

ードにおいて，せん断・溶解条件の異常に起因する事象の中から，実効増倍

率（ｋｅｆｆ）が最も大きくなる硝酸濃度の低下を選んだ。 

ＪＡＣＳコードシステムでの解析の結果はｋｅｆｆ＋３σで0.980であり，

推定臨界増倍率0.996（非均質－Ｕ低濃縮グループ）
（３７）

に対しては下回るが，

推定臨界下限増倍率0.978（非均質－Ｕ低濃縮グループ）
（３７）

に対しては超える

ため，その差0.002の臨界超過を仮定した。また，実効増倍率の算出に当た

っては以下の計算条件を用いた。燃料組成及び燃料装荷量については，添付

書類六第4.3－４図に示す可溶性中性子吸収材を使用しない運転モードにお

いて，燃料組成及び燃料装荷量の両者が厳しくなる条件として，初期濃縮度

2.9ｗｔ％の発電用の軽水減速，軽水冷却，加圧水型原子炉（以下「ＰＷ

Ｒ」という。）の未照射燃料215ｋｇ・ＵＯ２とした。溶解槽内の溶液につ

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては，硝酸濃度の低下を模擬するものとして水を仮定した。また，溶解槽

は沸騰状態で運転するため，溶液の温度は水の沸点100℃とした。 

実効増倍率で0.002の臨界超過分は，プルトニウムの生成を考慮してより

厳しい結果となるよう遅発中性子生成率を0.004とすると，50セントの過剰

反応度であり，即発臨界未満である。
（３８）

評価においては，過剰反応度とつり

合う負の反応度を与えるボイド率に相当する蒸気が発生して一定の臨界核出

力になるものとする。50セントの過剰反応度を相殺するボイド率は約１％で

ある。溶液の発熱でこのボイド率を実現するためには，溶解槽から周辺への

放熱分も考慮すると約35ｋＷ （1.1×1015ｆｉｓｓｉｏｎ／ｓに相当す

る。）の熱出力が必要である。 

一方，溶解槽の臨界は可溶性中性子吸収材緊急供給回路の放射線検出器で

検知され，直ちに可溶性中性子吸収材緊急供給系から必要十分量の硝酸ガド

リニウム溶液が溶解槽に注入されることにより未臨界となる。硝酸ガドリニ

ウム溶液の注入は3.5分以内で完了する設計であり，その間前記の一定の臨

界核出力が継続するものとし，全核分裂数は2.3×1017となる。 

また，溶液の蒸発量は前記熱出力全量が蒸発に使われたとして見積もって

も約3.5ｋｇである。この程度の蒸気は途中の配管内で殆ど凝縮し，しかも

除去効率99％のミストフィルタが設置されているため，せん断処理・溶解廃

ガス処理設備の高性能粒子フィルタの健全性は維持される。また，蒸気が溶

解槽セルに漏えいしたとしても，溶解槽セルの換気設備の高性能粒子フィル

タは容量が大きく，この程度の蒸気で健全性が損なわれることはない。
（３９）

 

以上のことから，溶解槽で仮に臨界が生じたとしても，可溶性中性子吸収

材緊急供給系の作動で直ちに未臨界となり，せん断処理・溶解廃ガス処理設

備及び溶解槽セルに係る前処理建屋換気設備も健全性は維持されるため，公

衆の放射線被ばくのリスクを評価するための事象の規模として，全核分裂数

に1.0×1019を想定することは十分な安全余裕を有するものである。 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.4.5   判断基準への適合性の検討 

 「3.4.4.2 線量当量の評価」で示したように，溶解槽における臨界により一

般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはなく，「1.1.2.3 

判断基準」を満足する。 

 

 

 

 

3.4.5 判断基準への適合性の検討 

 「3.4.4.2 線量の評価」で示したように，溶解槽における臨界により公

衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはなく，「1.1.2.3 

判断基準」を満足する。 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.5 高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい 

3.5.1 原因及び説明 

高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えいが発生する場合は，配 

管の腐食等により破損が生じる場合である。 

これらの対策として，高レベル廃液貯蔵設備の機器及び配管は，耐食性 

の優れた材料を用いて廃液が漏えいしないよう設計，製作する。 

万一，高レベル廃液が漏えいしても，セルにステンレス鋼製の漏えい液 

受皿を設けて漏えいした高レベル廃液が施設外に出ないよう設計するとと 

もに，漏えい検知装置により漏えいを早期に検知して漏えいした高レベル 

廃液を予備の貯槽等に回収する安全対策をとっている。 

しかしながら，安全設計の妥当性を確認するために，高レベル廃液の移 

送中に，何らかの原因により配管に貫通き裂が発生し，移送廃液が配管か 

らセルの漏えい液受皿に漏えいすることを想定して評価する。 

この場合，運転員は，漏えい検知装置からの警報により漏えいを認知す 

ると，速やかに送液停止操作を行い，漏えいした高レベル廃液を回収する 

ので，高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えいは，一般公衆に対 

して著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく，終止できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい 

3.5.1 原因及び説明 

高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えいが発生する場合は，配 

管の腐食等により破損が生じる場合である。 

これらの対策として，高レベル廃液貯蔵設備の機器及び配管は，耐食性 

の優れた材料を用いて廃液が漏えいしないよう設計，製作する。 

万一，高レベル放射性液体廃棄物（以下「高レベル廃液」という。）が 

漏えいしても，セルにステンレス鋼製の漏えい液受皿を設けて漏えいした 

高レベル廃液が施設外に出ないよう設計するとともに，漏えい検知装置に 

より漏えいを早期に検知して漏えいした高レベル廃液を予備の貯槽等に回 

収する安全対策をとっている。 

しかしながら，安全設計の妥当性を確認するために，高レベル廃液の移 

送中に，何らかの原因により配管に貫通き裂が発生し，移送廃液が配管か 

らセルの漏えい液受皿に漏えいすることを想定して評価する。 

この場合，運転員は，漏えい検知装置からの警報により漏えいを認知す 

ると，速やかに送液停止操作を行い，漏えいした高レベル廃液を回収する 

ため，高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えいは，公衆に対して 

著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく，終止できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

3.5.2 事故防止対策及び影響緩和対策 

(１) 事故防止対策 

高レベル廃液の漏えいの発生を防止するため，高レベル廃液貯蔵設備 

の機器及び配管の設計，製作及び据付けにおいては，次のような考慮を 

払う。 

ａ．設計，製作及び据付けは関連する規格及び基準に適合させるようにし， 

品質管理を十分に行う。 

ｂ．高レベル廃液貯蔵設備の主要機器は，ステンレス鋼等の腐食し難い材 

料を用い，接液部は，溶接構造とし，漏えいし難い設計とする。 

(２) 影響緩和対策 

上記のような事故防止対策にもかかわらず，万一，配管からセルへの 

漏えいが発生した場合には，以下の対策により影響緩和を図る。 

ａ．漏えいした高レベル廃液はセル内に閉じ込めるように，ステンレス鋼 

製の漏えい液受皿を設ける。 

ｂ．漏えいした高レベル廃液が沸点に達するおそれがあるセルには，漏え 

いを確実に検知できるように，漏えい液受皿の集液部に二重化した漏え 

い検知装置を設け，警報を発する設計とする。 

ｃ．漏えいした高レベル廃液が沸点に達するおそれがあるセルでは，セル 

内の漏えいした高レベル廃液を高レベル廃液共用貯槽に確実に移送でき 

るように，漏えい液受皿の集液部に設けたスチームジェットポンプへ 

は，安全蒸気系から蒸気を供給できる設計とする。 

ｄ．運転員は，上記ｂ．の警報によりセルへの廃液の漏えいを認知すると 

配管の送液を停止させるとともに，上記ｃ．のスチームジェットポン 

プにより，漏えいした高レベル廃液を沸騰に至ることなく回収を行う。 

ｅ．漏えいした高レベル廃液から移行した放射性物質を含む気体は，高レ 

ベル廃液ガラス固化建屋換気設備の高レベル濃縮廃液貯槽セルからの排 

気系にて放射性物質を除去した後，主排気筒から放出する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 事故防止対策及び影響緩和対策 

(１) 事故防止対策 

高レベル廃液の漏えいの発生を防止するため，高レベル廃液貯蔵設備 

の機器及び配管の設計，製作及び据付けにおいては，次のような考慮を 

払う。 

ａ．設計，製作及び据付けは関連する規格及び基準に適合させるようにし， 

品質管理を十分に行う。 

ｂ．高レベル廃液貯蔵設備の主要機器は，ステンレス鋼等の腐食し難い材 

料を用い，接液部は，溶接構造とし，漏えいし難い設計とする。 

(２) 影響緩和対策 

上記のような事故防止対策にもかかわらず，万一，配管からセルへの 

漏えいが発生した場合には，以下の対策により影響緩和を図る。 

ａ．漏えいした高レベル廃液はセル内に閉じ込めるように，ステンレス鋼 

製の漏えい液受皿を設ける。 

ｂ．漏えいした高レベル廃液が沸点に達するおそれがあるセルには，漏え 

いを確実に検知できるように，漏えい液受皿の集液部に二重化した漏え 

い検知装置を設け，警報を発する設計とする。 

ｃ．漏えいした高レベル廃液が沸点に達するおそれがあるセルでは，セル 

内の漏えいした高レベル廃液を高レベル廃液共用貯槽に確実に移送でき 

るように，漏えい液受皿の集液部に設けたスチーム ジェット ポンプへ 

は，安全蒸気系から蒸気を供給できる設計とする。 

ｄ．運転員は，上記ｂ．の警報によりセルへの廃液の漏えいを認知すると 

配管の送液を停止させるとともに，上記ｃ．のスチーム ジェット ポン 

プにより，漏えいした高レベル廃液を沸騰に至ることなく回収を行う。 

ｅ．漏えいした高レベル廃液から移行した放射性物質を含む気体は，高レ 

ベル廃液ガラス固化建屋換気設備の高レベル濃縮廃液貯槽セルからの排 

気系にて放射性物質を除去した後，主排気筒から放出する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

3.5.3 事故経過 

配管からセルへの漏えいにおいては，次のような事故経過を想定する。 

ａ．高レベル濃縮廃液一時貯槽と高レベル濃縮廃液貯槽の間の配管に貫通 

き裂が発生し，移送する高レベル廃液がセルに漏えいするものとする。 

ｂ．漏えいした高レベル廃液がセルの漏えい液受皿に流れ落ちる際に，そ 

の漏えいした高レベル廃液中の放射性物質の一部が空気中へ移行し，そ 

の放射性物質を含む気体は，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の高 

レベル濃縮廃液貯槽セルからの排気系にて放射性物質を除去した後，主 

排気筒から放出されるものとする。 

ｃ．高レベル廃液が配管からセルへ漏えいすると同時に外部電源が喪失す 

るものとする。 

この場合，速やかに第２非常用ディーゼル発電機が起動し，漏えいし 

た高レベル廃液を回収するために必要な機器の電源は確保される。 

ｄ．解析に当たって考慮する影響緩和機能は，高レベル濃縮廃液貯槽セル 

及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の高レベル濃縮廃液貯槽セル 

からの排気系による放射性物質の閉じ込め機能，漏えいした高レベル廃 

液を回収する系統によるソースターム制限機能，並びに第２非常用ディ 

ーゼル発電機による閉じ込め機能及びソースターム制限機能に対する支 

援機能である。 

ｅ．上記ｄ．の閉じ込め機能に関するいずれの動的機器に対して単一故障 

を仮定しても，放射性物質の放出経路及び放出量に影響を及ぼさない。 

そこで，ソースターム制限機能であり漏えいの影響を緩和することを主 

たる機能とする漏えいした高レベル廃液を回収する系統に単一故障を仮 

定する。 

ｆ．漏えいした高レベル廃液は，漏えい検知装置により検知され，警報が 

発せられる。運転員はこの警報により高レベル廃液の送液停止操作を行 

い，漏えいは速やかに停止する。この間の配管の貫通き裂からの高レベ 

ル廃液の漏えい量3.3ｍ３（平常運転時の送液量20ｍ３／ｈの10分間に相 

当する量）を評価上は５ｍ３とする。 

ｇ．回収するために必要なスチームジェットポンプは，運転員の手動操 

作に関する時間余裕として10分間を考慮しても，安全蒸気系からの蒸気 

により１時間後には駆動可能となるので，漏えいした高レベル廃液は沸 

騰に至ることはなく２時間以内に高レベル廃液共用貯槽に回収される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 事故経過 

配管からセルへの漏えいにおいては，次のような事故経過を想定する。 

(１) 高レベル濃縮廃液一時貯槽と高レベル濃縮廃液貯槽の間の配管に貫通 

き裂が発生し，移送する高レベル廃液がセルに漏えいするものとする。 

(２) 漏えいした高レベル廃液がセルの漏えい液受皿に流れ落ちる際に，そ 

の漏えいした高レベル廃液中の放射性物質の一部が空気中へ移行し，そ 

の放射性物質を含む気体は，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の高 

レベル濃縮廃液貯槽セルからの排気系にて放射性物質を除去した後，主 

排気筒を介して放出するものとする。 

(３) 高レベル廃液が配管からセルへ漏えいすると同時に外部電源が喪失す 

るものとする。 

この場合，速やかに第２非常用ディーゼル発電機が起動し，漏えいし 

た高レベル廃液を回収するために必要な機器の電源は確保される。 

(４) 解析に当たって考慮する影響緩和機能は，高レベル濃縮廃液貯槽セル 

及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の高レベル濃縮廃液貯槽セル 

からの排気系による放射性物質の閉じ込め機能，漏えいした高レベル廃 

液を回収する系統によるソースターム制限機能，並びに第２非常用ディ 

ーゼル発電機による閉じ込め機能及びソースターム制限機能に対する支 

援機能である。 

(５) 上記(４)の閉じ込め機能に関するいずれの動的機器に対して単一故障を 

仮定しても，放射性物質の放出経路及び放出量に影響を及ぼさない。 

そこで，ソースターム制限機能であり漏えいの影響を緩和することを 

主たる機能とする漏えいした高レベル廃液を回収する系統に単一故障 

を仮定する。 

(６) 漏えいした高レベル廃液は，漏えい検知装置により検知され，警報が 

発せられる。運転員はこの警報により高レベル廃液の送液停止操作を行 

い，漏えいは速やかに停止する。この間の配管の貫通き裂からの高レベ 

ル廃液の漏えい量3.3ｍ３（平常運転時の送液量20ｍ３／ｈの10分間に相 

当する量）を評価上は５ｍ３とする。 

(７) 回収するために必要なスチーム ジェット ポンプは，運転員の手動操 

作に関する時間余裕として10分間を考慮しても，安全蒸気系からの蒸気 

により１時間後には駆動可能となるため，漏えいした高レベル廃液は沸 

騰に至ることはなく２時間以内に高レベル廃液共用貯槽に回収される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号変更のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（表現修
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

3.5.4 放射性物質の放出量及び線量当量の評価 

3.5.4.1 放射性物質の放出量 

(１) 解析条件 

配管からセルへの漏えいの放射性物質の移行と放出量の解析は次の仮 

定により行う。 

ａ．漏えいした高レベル廃液の放射性物質の濃度は，１日当たり処理する 

使用済燃料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間４年を基に 

算出した平常運転時の最大値とする。 

ｂ．漏えいした高レベル廃液中の放射性物質の空気中への移行割合は， 

0.002％とし，放射性物質を含む気体は，放出経路として高レベル廃液 

ガラス固化建屋換気設備の高レベル濃縮廃液貯槽セルからの排気系を経 

て主排気筒に至るものとする。 

ｃ. 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の高レベル濃縮廃液貯槽セルか 

らの排気系の高性能粒子フィルタは１段であり，放射性エアロゾルの除 

去効率は，99.9％とする。 

(２) 解析結果 

上記の解析条件に基づいて計算した一般公衆の線量当量に寄与する放 

射性物質の大気中への放出量は，第3.5－１表のとおりである。なお， 

放射性物質が主排気筒から大気に放出されるまでの過程を第3.5－１図 

に示す。 

 

3.5.4.2 線量当量の評価 

(１) 解析前提 

「3.2.4.2 線量当量の評価」の(１)と同じとする。 

(２) 解析方法 

「3.2.4.2 線量当量の評価」の(２)と同じとする。 

(３) 評価結果 

上記の解析前提に基づき敷地境界外の線量当量を評価した結果は，第 

3.5－２表のとおりである。 

 

3.5.5 判断基準への適合性の検討 

「3.5.4.2 線量当量の評価」で示したように，高レベル廃液貯蔵設 

備の配管からセルへの漏えいにより，一般公衆に対して著しい放射線被 

ばくのリスクを与えることはなく，「1.1.2.3 判断基準」を満足する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 

3.5.4.1 放射性物質の放出量 

(１) 解析条件 

配管からセルへの漏えいの放射性物質の移行と放出量の解析は次の仮 

定により行う。 

ａ．漏えいした高レベル廃液の放射性物質の濃度は，１日当たり処理する 

使用済燃料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間４年を基に 

算出した平常運転時の最大値とする。 

ｂ．漏えいした高レベル廃液中の放射性物質の空気中への移行割合は， 

0.002 ％とし，放射性物質を含む気体は，放出経路として高レベル廃液 

ガラス固化建屋換気設備の高レベル濃縮廃液貯槽セルからの排気系を 

経て主排気筒に至るものとする。 

ｃ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の高レベル濃縮廃液貯槽セルか 

らの排気系の高性能粒子フィルタは１段であり，放射性エアロゾルの 

除去効率は，99.9％とする。 

(２) 解析結果 

上記の解析条件に基づいて計算した公衆の線量に寄与する放射性物質 

の大気中への放出量は，第3.5－１表のとおりである。 

また，放射性物質が主排気筒を介して大気に放出されるまでの過程を 

第3.5－１図に示す。 

 

3.5.4.2 線量の評価 

(１) 解析前提 

「3.2.4.2 線量の評価」の(１)と同じとする。 

(２) 解析方法 

「3.2.4.2 線量の評価」の(２)と同じとする。 

(３) 評価結果 

上記の解析前提に基づき敷地境界外の線量を評価した結果は，第3.5 

－２表のとおりである。 

 

3.5.5 判断基準への適合性の検討 

「3.5.4.2 線量の評価」で示したように，高レベル廃液貯蔵設備の 

配管からセルへの漏えいにより，公衆に対して著しい放射線被ばくのリ 

スクを与えることはなく，「1.1.2.3 判断基準」を満足する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入
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記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
 
 
記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入
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年勧告の法令への取り入

れ） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

3.6 高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏えい 

3.6.1 原因及び説明 

高レベル廃液ガラス固化設備において，溶融ガラスの漏えいが発生する 

のは，ガラス溶融炉の結合装置にガラス固化体容器が結合されない状態で 

流下ノズルの加熱が行われる場合である。 

これらの対策として，ガラス固化体容器とガラス溶融炉が結合装置によ 

り結合していることを結合装置に設ける二重化した圧力計により検知し， 

結合していない場合は，流下ノズルの加熱ができないように二重化したイ 

ンターロックを設ける設計とする等十分な安全対策を講じる設計であり， 

これらの装置が同時に故障することはなく，溶融ガラスの漏えいが起こる 

ことは考えられない。 

しかしながら，安全設計の妥当性を確認するために，ガラス溶融炉下の 

固化セル移送台車にガラス固化体容器が搭載されていない状態で，何らか 

の原因により流下ノズルが加熱され，溶融ガラスが固化セル移送台車上の 

パレットに誤流下することを想定して評価する。 

この場合，誤流下する溶融ガラスに含まれる放射性物質の量はガラス固 

化体容器２本分を仮定して評価しても，高レベル廃液ガラス固化設備での 

溶融ガラスの漏えいにより，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリス 

クを与えることなく，終止できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏えい 

3.6.1 原因及び説明 

高レベル廃液ガラス固化設備において，溶融ガラスの漏えいが発生する 

のは，ガラス溶融炉の結合装置にガラス固化体容器が結合されない状態で 

流下ノズルの加熱が行われる場合である。 

これらの対策として，ガラス固化体容器とガラス溶融炉が結合装置によ 

り結合していることを結合装置に設ける二重化した圧力計により検知し， 

結合していない場合は，流下ノズルの加熱ができないように二重化したイ 

ンターロックを設ける設計とする等十分な安全対策を講ずる設計であり， 

これらの装置が同時に故障することはなく，溶融ガラスの漏えいが起こる 

ことは考えられない。 

しかしながら，安全設計の妥当性を確認するために，ガラス溶融炉下の 

固化セル移送台車にガラス固化体容器が搭載されていない状態で，何らか 

の原因により流下ノズルが加熱され，溶融ガラスが固化セル移送台車上の 

パレットに誤流下することを想定して評価する。 

この場合，誤流下する溶融ガラスに含まれる放射性物質の量はガラス固 

化体容器２本分を仮定して評価しても，高レベル廃液ガラス固化設備での 

溶融ガラスの漏えいにより，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを 

与えることなく，終止できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

3.6.2 事故防止対策及び影響緩和対策 

(１) 事故防止対策 

溶融ガラスの漏えいを防止するため，次のような設計及び運転管理上 

の対策を講ずる。 

ａ．ガラス固化体容器とガラス溶融炉が結合装置により結合していること 

を結合装置に設ける二重化した圧力計により検知し，結合していない場 

合は，流下ノズルの加熱ができないように二重化したインターロックを 

設ける設計とする。 

ｂ．固化セル移送台車がガラス溶融炉下の所定位置にあることをリミット 

スイッチにより確認し，所定の位置にない場合は，流下ノズルの加熱が 

できないようにインターロックを設ける設計とする。 

ｃ．固化セル移送台車上の重量計により，固化セル移送台車にガラス固化 

体容器が搭載されていることを確認した後，固化セル移送台車はガラス 

溶融炉下に移動する。 

ｄ．流下する溶融ガラスの質量は，固化セル移送台車上に設置したガラス 

流下停止系の二重化した重量計により監視し，重量計の信号が固化ガラ 

ス１本分の質量になると発信する信号（以下「質量信号」という。）に 

達するとガラス流下停止系で自動的に流下を停止する設計とする。 

 

「質量信号」により自動的に溶融ガラスの流下が停止しなかった場合 

は，質量上限警報を発する設計とし，運転員の操作により流下を停止する。 

 

(２) 影響緩和対策 

上記のような事故防止対策にもかかわらず，万一，溶融ガラスの漏え 

いが発生した場合には，以下の対策により影響緩和を図る。 

ａ．パレット上への誤流下の場合にも，流下した溶融ガラスの質量が固化 

ガラス１本分に達すると，上記ｄ．のガラス流下停止系で自動的に流下 

が停止する。 

ｂ．溶融ガラスの誤流下時に発生する放射性物質を含む気体は，高レベル 

廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系にて放射性物質を 

除去した後，主排気筒から放出する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 事故防止対策及び影響緩和対策 

(１) 事故防止対策 

溶融ガラスの漏えいを防止するため，次のような設計及び運転管理上 

の対策を講ずる。 

ａ．ガラス固化体容器とガラス溶融炉が結合装置により結合していること 

を結合装置に設ける二重化した圧力計により検知し，結合していない場 

合は，流下ノズルの加熱ができないように二重化したインターロックを 

設ける設計とする。 

ｂ．固化セル移送台車がガラス溶融炉下の所定位置にあることをリミット 

スイッチにより確認し，所定の位置にない場合は，流下ノズルの加熱が 

できないようにインターロックを設ける設計とする。 

ｃ．固化セル移送台車上の重量計により，固化セル移送台車にガラス固化 

体容器が搭載されていることを確認した後，固化セル移送台車はガラス 

溶融炉下に移動する。 

ｄ．流下する溶融ガラスの質量は，固化セル移送台車上に設置したガラス 

流下停止系の二重化した重量計により監視し，重量計の信号が固化ガラ 

ス１本分の質量になると発信する信号（以下「質量信号」という。）に 

達するとガラス流下停止系により自動で流下を停止する回路である安全 

保護回路により，溶融ガラスの流下を停止する設計とする。 

「質量信号」により自動で溶融ガラスの流下が停止しなかった場合は， 

質量上限警報を発する設計とし，運転員の操作により流下を停止する。 

 

(２) 影響緩和対策 

上記のような事故防止対策にもかかわらず，万一，溶融ガラスの漏え 

いが発生した場合には，以下の対策により影響緩和を図る。 

ａ．パレット上への誤流下の場合にも，流下した溶融ガラスの質量が固化 

ガラス１本分に達すると，上記ｄ．のガラス流下停止系により自動で流 

下が停止する。 

ｂ．溶融ガラスの誤流下時に発生する放射性物質を含む気体は，高レベル 

廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系にて放射性物質を 

除去した後，主排気筒を介して放出する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

3.6.3 事故経過 

溶融ガラスの漏えいにおいては，次のような事故経過を想定する。 

ａ．ガラス溶融炉下の固化セル移送台車上にガラス固化体容器がない状態 

で，流下ノズルの加熱が行われ，ガラス溶融炉内の溶融ガラスが固化セ 

ル移送台車上のパレットに誤流下するものとする。 

ｂ．誤流下する溶融ガラスの質量は，「質量信号」でガラス流下停止系に 

より自動的に停止する固化ガラス１本分の質量であるが，評価上はガ 

ラス固化体２本分の固化ガラス質量とする。 

ｃ．溶融ガラスの誤流下時に発生する放射性物質を含む気体は，高レベル 

廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系にて放射性物質を 

除去した後，主排気筒から放出するものとする。 

ｄ．誤流下する溶融ガラスは，固化セル移送台車上のパレット内で固化す 

る。 

ｅ．溶融ガラスがパレット内に誤流下すると同時に外部電源が喪失するも 

のとする。 

ｆ．解析に当たって考慮する影響緩和機能は，固化セル及び高レベル廃液 

ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系による放射性物質の閉 

じ込め機能，ガラス流下停止系によるソースターム制限機能，並びに第 

２非常用ディーゼル発電機による閉じ込め機能及びソースターム制限機 

能に対する支援機能である。 

ｇ．上記ｆ．の閉じ込め機能に関連するいずれの動的機器に対して単一故 

障を仮定しても，放射性物質の放出経路及び放出量に影響を及ぼさない。 

一方，ガラス流下停止系に単一故障を仮定すると，溶融ガラスの流下 

が停止するまでの時間が長くなるので，解析の結果を最も厳しくする単 

一故障として，ガラス流下停止系に単一故障を仮定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 事故経過 

溶融ガラスの漏えいにおいては，次のような事故経過を想定する。 

(１) ガラス溶融炉下の固化セル移送台車上にガラス固化体容器がない状態 

で，流下ノズルの加熱が行われ，ガラス溶融炉内の溶融ガラスが固化セ 

ル移送台車上のパレットに誤流下するものとする。 

(２) 誤流下する溶融ガラスの質量は，「質量信号」でガラス流下停止系に 

より自動で停止する固化ガラス１本分の質量であるが，評価上はガラ 

ス固化体２本分の固化ガラス質量とする。 

(３) 溶融ガラスの誤流下時に発生する放射性物質を含む気体は，高レベル 

廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系にて放射性物質を 

除去した後，主排気筒を介して放出するものとする。 

(４) 誤流下する溶融ガラスは，固化セル移送台車上のパレット内で固化す 

る。 

(５) 溶融ガラスがパレット内に誤流下すると同時に外部電源が喪失するも 

のとする。 

(６) 解析に当たって考慮する影響緩和機能は，固化セル及び高レベル廃液 

ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系による放射性物質の閉 

じ込め機能，ガラス流下停止系によるソースターム制限機能，並びに第 

２非常用ディーゼル発電機による閉じ込め機能及びソースターム制限機 

能に対する支援機能である。 

(７) 上記(６)の閉じ込め機能に関連するいずれの動的機器に対して単一故障 

を仮定しても，放射性物質の放出経路及び放出量に影響を及ぼさない。 

一方，ガラス流下停止系に単一故障を仮定すると，溶融ガラスの流下 

が停止するまでの時間が長くなるため，解析の結果を最も厳しくする単 

一故障として，ガラス流下停止系に単一故障を仮定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（用語・接
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

3.6.4 放射性物質の放出量及び線量当量の評価 

3.6.4.1 放射性物質の放出量 

(１) 解析条件 

溶融ガラスの漏えい時の放射性物質の移行と放出量の評価は，次の仮 

定により行う。 

ａ．誤流下する溶融ガラス中の放射性物質の濃度は，１日当たり処理する 

使用済燃料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間４年を基に 

算出した平常運転時の最大値とする。 

ｂ．誤流下する溶融ガラスに含まれる放射性物質の固化セル雰囲気への移 

行は誤流下時に起こるものとし，その際の放射性物質の移行割合（誤流 

下する溶融ガラス中の放射性物質の量に対する固化セル雰囲気へ移行す 

る放射性物質の量の割合）は，ルテニウム及びセシウムについては100 

％，ルテニウム及びセシウム以外の放射性エアロゾルについては10％と 

する。 

ｃ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系は，放 

射性物質の捕集・浄化機能をもつ機器として洗浄塔，ルテニウム吸着塔 

及び高性能粒子フィルタ２段があり，ルテニウムに対しては洗浄塔及び 

ルテニウム吸着塔の除去効率として99.98％，ルテニウム以外の放射性 

エアロゾルに対しては高性能粒子フィルタ２段の除去効率として99.999 

％とする。 

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系による 

固化セルの換気割合はセルの容積と換気風量から，１時間当たり６％と 

なる。また，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排 

気系の放射性物質の放出は，固化セル内の空気が１回入れかわるのに相 

当する時間継続するものとする。 

 

(２) 解析結果 

上記の解析条件に基づいて計算した一般公衆の線量当量に寄与する放 

射性物質の大気中への放出量は，第3.6－１表のとおりである。 

なお，放射性物質が主排気筒から大気中に放出されるまでの過程を第 

3.6－１図に示す。 

 

3.6.4.2 線量当量の評価 

(１) 解析前提 

「3.2.4.2 線量当量の評価」の(１)と同じとする。 

(２) 解析方法 

「3.2.4.2 線量当量の評価」の(２)と同じとする。 

(３) 評価結果 

上記の解析前提に基づいて，敷地境界外の線量当量を評価した結果は， 

第3.6－２表のとおりである。 
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溶融ガラスの漏えい時の放射性物質の移行と放出量の評価は，次の仮 

定により行う。 

ａ．誤流下する溶融ガラス中の放射性物質の濃度は，１日当たり処理する 

使用済燃料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間４年を基に 

算出した平常運転時の最大値とする。 

ｂ．誤流下する溶融ガラスに含まれる放射性物質の固化セル雰囲気への移 

行は誤流下時に起こるものとし，その際の放射性物質の移行割合（誤 

流下する溶融ガラス中の放射性物質の量に対する固化セル雰囲気へ移 

行する放射性物質の量の割合）は，ルテニウム及びセシウムについて 

は100％，ルテニウム及びセシウム以外の放射性エアロゾルについては 

10％とする。 

ｃ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系は，放 

射性物質の捕集・浄化機能をもつ機器として洗浄塔，ルテニウム吸着 

塔及び高性能粒子フィルタ２段があり，ルテニウムに対しては洗浄塔 

及びルテニウム吸着塔の除去効率として9 9. 9 8％，ルテニウム以外 

の放射性エアロゾルに対しては高性能粒子フィルタ２段の除去効率と 

して 99.999 ％とする。 

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系による 

固化セルの換気割合はセルの容積と換気風量から，１時間当たり６％ 

となる。また，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルから 

の排気系の放射性物質の放出は，固化セル内の空気が１回入れ替わる 

のに相当する時間継続するものとする。 

 

(２) 解析結果 

上記の解析条件に基づいて計算した公衆の線量に寄与する放射性物質 

の大気中への放出量は，第3.6－１表のとおりである。 

また，放射性物質が主排気筒を介して大気中に放出されるまでの過程 

を第3.6－１図に示す。 

 

3.6.4.2 線量の評価 

(１) 解析前提 

「3.2.4.2 線量の評価」の(１)と同じとする。 

(２) 解析方法 

「3.2.4.2 線量の評価」の(２)と同じとする。 

(３) 評価結果 

上記の解析前提に基づいて，敷地境界外の線量を評価した結果は，第 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

3.6.5 判断基準への適合性の検討 

「3.6.4.2 線量当量の評価」で示したように，高レベル廃液ガラス固 

化設備での溶融ガラスの漏えいにより一般公衆に対して著しい放射線被ば 

くのリスクを与えることはなく，「1.1.2.3 判断基準」を満足する。 
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「3.6.4.2 線量の評価」で示したように，高レベル廃液ガラス固化設 

備での溶融ガラスの漏えいにより公衆に対して著しい放射線被ばくのリス 

クを与えることはなく，「1.1.2.3 判断基準」を満足する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.7 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済燃料集合体落下 

3.7.1 原因及び説明 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済燃料集合体落下が発生

する場合は，燃料取扱装置等に故障が生じる場合である。 

これらの対策として，使用済燃料集合体を取り扱う機器は，使用済燃料

集合体の総重量を上回る荷重を考慮して十分な強度を有するよう設計，製作

する。使用済燃料集合体を移送する燃料取扱装置等の機器は，つりワイヤの

二重化を施すとともに，電源喪失時は使用済燃料集合体を保持し，又はつか

み具駆動用の空気源が喪失した場合は，使用済燃料集合体が外れない構造と

し，また，使用済燃料集合体を確実につかんでいない場合は，つり上げられ

ないようにする等十分な安全対策がとられているので，使用済燃料集合体

の取扱い作業中に，使用済燃料集合体が落下することは考えられない。また

，バスケットには緩衝材を設けるとともに，つり上げ高さを十分低くする設

計（最大約 0.35ｍ）とするので，バスケットが仮に落下したとしてもバス

ケット内における使用済燃料集合体は，破損することは考えられない。 

しかしながら，安全設計の妥当性を評価するために，燃料取出し装置に

より使用済燃料集合体を移送中に，何らかの原因により燃料取出し装置が故

障し，取扱い中の使用済燃料集合体が燃料取出しピットの床に落下して破損

することを想定して評価する。 

この場合，使用済燃料集合体１体に相当する燃料棒被覆管が破損し，燃

料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されることを仮定して評

価しても，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済燃料集合体の落

下は，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく，

終止できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済燃料集合体落下 
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ヤの二重化を施すとともに，電源喪失時は使用済燃料集合体を保持し，又

はつかみ具駆動用の空気源が喪失した場合は，使用済燃料集合体が外れな

い構造とし，また，使用済燃料集合体を確実につかんでいない場合は，つ

り上げられないようにする等十分な安全対策がとられているため，使用済

燃料集合体の取扱い作業中に，使用済燃料集合体が落下することは考えら

れない。また，バスケットには緩衝材を設けるとともに，つり上げ高さを

十分低くする設計（最大約0.35ｍ）とするため，バスケットが仮に落下し

たとしてもバスケット内における使用済燃料集合体は，破損することは考

えられない。 

 しかしながら，安全設計の妥当性を評価するために，燃料取出し装置に

より使用済燃料集合体を移送中に，何らかの原因により燃料取出し装置が

故障し，取扱い中の使用済燃料集合体が燃料取出しピットの床に落下して

破損することを想定して評価する。 

 この場合，使用済燃料集合体１体に相当する燃料棒被覆管が破損し，燃

料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されることを仮定して

評価しても，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済燃料集合体

の落下は，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく，

終止できる。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.7.2 事故防止対策及び影響緩和対策 

(１) 事故防止対策 

使用済燃料集合体落下の発生を防止するため，次のような設計上の対 

策を講ずる。 

ａ．燃料取扱装置等の使用済燃料集合体の移送機器は，使用済燃料集合体 

の総重量を上回る荷重を考慮しても，強度上十分耐え得る設計とする。 

ｂ．燃料取扱装置等の使用済燃料集合体の移送機器は，つりワイヤを二重 

化する。 

ｃ．燃料取扱装置等のつかみ具駆動用の空気源が喪失した場合でも，使用 

済燃料集合体が落下することのないフェイルセイフ設計とする。 

ｄ．燃料取扱装置等が使用済燃料集合体を確実につかんでいない場合には， 

つり上げができないようにインターロックを設ける。 

ｅ．燃料取扱装置等には荷重計を設け，あらかじめ設定された荷重を超え 

た場合には，つり上げが行えないようにインターロックを設ける。 

ｆ．使用済燃料受入れ設備及び使用済燃料貯蔵設備では，使用済燃料集合 

体の移動は，すべて水中で十分なしゃへい距離をもって行うとともに， 

燃料取扱装置等での使用済燃料集合体のつり上げ高さは６ｍ以下にする 

設計とする。 

ｇ．使用済燃料集合体を収納するラック及びバスケットは，想定されるい 

かなる状態においても実効増倍率が 0.95以下となるように，使用済燃料 

集合体の中心間隔を設け，使用済燃料集合体を垂直に支えて貯蔵する設 

計とする。 

(２) 影響緩和対策 

上記の事故防止対策にもかかわらず，万一，使用済燃料集合体の落下 

が発生した場合には，燃料棒ギャップ内の核分裂生成物は，水中に放出 

された後，燃料の受入れエリア等の空気中に放出され，使用済燃料受入 

れ・貯蔵建屋排気系を経て北換気筒から放出する設計とする。 

なお，燃料貯蔵プール等の内面に漏水を防止するために設けるステン 

レス鋼の内張りは, 万一，使用済燃料集合体が落下したとしても，燃料 

貯蔵プール等の水の保持機能を失うような著しい損傷を生じない設計と 

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 事故防止対策及び影響緩和対策 

 (１) 事故防止対策 
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 ｃ．燃料取扱装置等のつかみ具駆動用の空気源が喪失した場合でも，使用済

燃料集合体が落下することのないフェイルセイフ設計とする。 
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つり上げができないようにインターロックを設ける。 

 ｅ．燃料取扱装置等には荷重計を設け，あらかじめ設定された荷重を超えた

場合には，つり上げが行えないようにインターロックを設ける。 

 ｆ．使用済燃料受入れ設備及び使用済燃料貯蔵設備では，使用済燃料集合体

の移動は，すべて水中で十分な遮蔽距離をもって行うとともに，燃料取扱

装置等での使用済燃料集合体のつり上げ高さは６ｍ以下にする設計とす

る。 

 ｇ．使用済燃料集合体を収納するラック及びバスケットは，想定するいかな

る状態においても実効増倍率が0.95以下となるように，使用済燃料集合体

の中心間隔を設け，使用済燃料集合体を垂直に支えて貯蔵する設計とす

る。 

 (２) 影響緩和対策 

 上記の事故防止対策にもかかわらず，万一，使用済燃料集合体の落下が

発生した場合には，燃料棒ギャップ内の核分裂生成物は，水中に放出され

た後，燃料の受入れエリア等の空気中に放出され，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋排気系を経て北換気筒から放出する設計とする。 

 また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の受入れ施設

の使用済燃料受入れ設備の燃料仮置きピット，並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の燃料貯

蔵プール及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール等」という。）の

内面に漏水を防止するために設けるステンレス鋼の内張りは,万一，使用済

燃料集合体が落下したとしても，燃料貯蔵プール等の水の保持機能を失う

ような著しい損傷を生じない設計とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.7.3 事故経過 

使用済燃料集合体の落下において次のような事故経過を想定する。 

ａ．使用済燃料集合体の移送中におけるつり上げ高さは６ｍ以下とする設 

計であるが，ここでは落下高さを６ｍとし，燃料取出しピットでの使用 

済燃料集合体をつり上げている時間が比較的長いことを考慮して，発電 

用の軽水減速，軽水冷却，加圧水型原子炉（以下「ＰＷＲ」という。） 

の使用済燃料集合体１体が燃料取出しピットの床に落下し，落下した使 

用済燃料集合体の燃料棒の全数が破損するものとする。 

ｂ．使用済燃料集合体の落下に伴う燃料棒被覆管の破損により，燃料棒の 

ギャップ内の核分裂生成物の全量がピット水中に放出されるとする。 

ｃ．解析に当たって考慮する影響緩和機能に係る動的機器はないので，仮 

定すべき単一故障はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3  事故経過 

  使用済燃料集合体の落下において次のような事故経過を想定する。 

 (１) 使用済燃料集合体の移送中におけるつり上げ高さは６ｍ以下とする

設計であるが，ここでは落下高さを６ｍとし，燃料取出しピットでの

使用済燃料集合体をつり上げている時間が比較的長いことを考慮し

て，ＰＷＲの使用済燃料集合体１体が燃料取出しピットの床に落下

し，落下した使用済燃料集合体の燃料棒の全数が破損するものとす

る。 

 (２) 使用済燃料集合体の落下に伴う燃料棒被覆管の破損により，燃料棒

のギャップ内の核分裂生成物の全量がピット水中に放出されるとす

る。 

 (３) 解析に当たって考慮する影響緩和機能に係る動的機器はないた

め，仮定すべき単一故障はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

 

 

記載の適正化（表現修

正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添八－77



 

新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

3.7.4 放射性物質の放出量及び線量当量の評価 

3.7.4.1 放射性物質の放出量 

(１) 解析条件 

使用済燃料集合体の落下の放射性物質の移行と放出量の評価は，次の 

仮定により行う。 

ａ．燃料棒内の核分裂生成物の量は，初期濃縮度 5wt％，燃焼度 55,000Ｍ 

Ｗｄ／ｔ・ＵＰｒ，比出力 60ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ及び冷却期間１年を基に算出 

した値とする。 

ｂ．破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については，破損 

した燃料棒内の全蓄積量に対して希ガス 30％, よう素 30％とする。 

ｃ．放出される希ガスは，全量が水中から燃料の受入れエリアの空気中へ 

放出されるものとする。 

ｄ．水中へ放出されるよう素の水中での除染係数は,100とする。 

ｅ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の排気は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

排気系を経て北換気筒から放出されるが，線量当量評価上は使用済燃料 

集合体の落下時に燃料の受入れエリアの空気中へ放出される希ガス及び 

よう素は，直接大気へ放出されるものとする。 

 

(２) 解析結果 

上記の解析条件に基づいて計算した一般公衆の線量当量に寄与する核 

分裂生成物の大気中への放出量は，第 3.7－１表のとおりである。 

なお，希ガス及びよう素が使用済燃料受入れ・貯蔵建屋を経て大気中 

に放出されるまでの過程を第 3.7－１図及び第 3.7－２図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 

3.7.4.1 放射性物質の放出量 

 (１) 解析条件 

 使用済燃料集合体の落下の放射性物質の移行と放出量の評価は，次の仮

定により行う。 

 ａ．燃料棒内の核分裂生成物の量は，初期濃縮度５ｗｔ％，燃焼度55,000Ｍ

Ｗｄ／ｔ・ＵＰｒ，比出力60ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ及び冷却期間１年を基に算出した

値とする。 

 ｂ．破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については，破損し

た燃料棒内の全蓄積量に対して希ガス30％,よう素30％とする。 

 ｃ．放出される希ガスは，全量が水中から燃料の受入れエリアの空気中へ放

出されるものとする。 

 ｄ．水中へ放出されるよう素の水中での除染係数は，100とする。 

 ｅ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の排気は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排

気系を経て北換気筒から放出されるが，線量評価上は使用済燃料集合体の

落下時に燃料の受入れエリアの空気中へ放出される希ガス及びよう素は，

直接大気へ放出されるものとする。 

 

 (２) 解析結果 

 上記の解析条件に基づいて計算した公衆の線量に寄与する核分裂生成物

の大気中への放出量は，第3.7－１表のとおりである。 

 また，希ガス及びよう素が使用済燃料受入れ・貯蔵建屋を経て大気中に

放出されるまでの過程を第3.7－１図及び第3.7－２図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

3.7.4.2 線量当量の評価 

(１) 解析前提 

大気中へ放出される核分裂生成物は，地上放散されるものとし，これ 

による線量当量の計算は，次の仮定に基づいて行う。 

ａ．敷地境界外の地表空気中濃度 

「3.2.4.2 線量当量の評価」と同じとする。 

ｂ．敷地境界外の放射性雲からのガンマ線による外部被ばくに係る線量当量 

「3.4.4.2 線量当量の評価」の(１)a. (ｂ)と同じとする。 

(２) 解析方法 

ａ．放射性よう素吸入による内部被ばくに係る線量当量 

「3.2.4.2 線量当量の評価」の(２)と同じとする。 

ｂ．放射性雲からのガンマ線による外部被ばくに係る線量当量 

「3.4.4.2 線量当量の評価」の(２)ａ．(ｂ)と同じとする。 

(３) 評価結果 

上記の解析前提に基づき，敷地境界外の線量当量を評価した結果は， 

第 3.7－２表のとおりである。 

なお，ベータ線外部被ばくによる皮膚の組織線量当量は，1.3×10－１ 

ｍＳv である。 

 

 

 

 

 

3.7.4.2 線量の評価 

 (１) 解析前提 

   大気中へ放出される核分裂生成物は，地上放散されるものとし，こ

れによる線量の計算は，次の仮定に基づいて行う。 

 ａ．敷地境界外の地表空気中濃度 

   「3.2.4.2 線量の評価」の(１)と同じとする。 

 ｂ．敷地境界外における放射性雲からの外部被ばくに係る線量 

   「3.4.4.2 線量の評価」の(１)ａ．(ｂ)と同じとする。 

 (２) 解析方法 

 ａ．放射性よう素吸入による内部被ばくに係る線量 

   「3.2.4.2 線量の評価」の(２)と同じとする。 

 ｂ．放射性雲からの外部被ばくに係る線量 

   「3.4.4.2 線量の評価」の(２)ａ．(ｂ)と同じとする。 

 (３) 評価結果 

   上記の解析前提に基づき，敷地境界外の線量を評価した結果

は，第3.7－２表のとおりである。 

   また，ベータ線外部被ばくによる皮膚の等価線量は，1.7×10－

１ｍＳｖである。 

 

 

 

 
 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.7.5 判断基準への適合性の検討 

「3.7.4.2 線量当量の評価」で示したように，使用済燃料集合体の落下

により一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはなく

，「1.1.2.3 判断基準」を満足する。 

 

3.7.5 判断基準への適合性の検討 

 

 「3.7.4.2 線量の評価」で示したように，使用済燃料集合体の落下により

公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはなく，「1.1.2.3 

判断基準」を満足する。 

 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.8 短時間の全交流動力電源の喪失 

3.8.1 原因及び説明 

再処理施設に必要な電力は，154ｋＶ送電線２回線から受電するとともに，非

常用ディーゼル発電機（第１非常用ディーゼル発電機２台及び第２非常用ディ

ーゼル発電機２台）に接続する非常用所内電源系統を設けるので，交流動力電

源が完全に喪失することは考えられない。 

さらに，非常用所内電源系統の 6.9ｋＶ非常用主母線は，運転予備用ディー

ゼル発電機からも受電することができる設計とし，電源の供給信頼度を高めて

いる。 

しかしながら，安全設計の妥当性を確認するために，短時間の全交流動力電

源の喪失を想定する。短時間の全交流動力電源の喪失による影響としては，せ

ん断処理施設及び固体廃棄物の廃棄施設から放射性物質の放出があり，それ以

外の施設からの放出はない。 

せん断処理施設のせん断機での閉じ込め機能の一時喪失による一般公衆の線

量当量に対する寄与は，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備

と比べて十分小さく，線量当量評価上無視できる。 

そこで，短時間の全交流動力電源の喪失により，高レベル廃液ガラス固化設

備においてガラス溶融炉内の廃ガス中に含まれる放射性物質が固化セルに漏え

いする事象を仮定した結果について述べる。 

この場合，ガラス溶融炉から発生する廃ガス中に含まれる放射性物質の全量

が固化セルに漏えいすることを仮定して評価しても，短時間の全交流動力電源

の喪失は，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく，

終止できる。 

 

3.8 短時間の全交流動力電源の喪失 

 

3.8.1 原因及び説明 

 再処理施設に必要な電力は，154ｋＶ送電線２回線から受電するとともに，非

常用ディーゼル発電機（第１非常用ディーゼル発電機２台及び第２非常用ディ

ーゼル発電機２台）に接続する非常用所内電源系統を設けるため，交流動力電

源が完全に喪失することは考えられない。 

 さらに，非常用所内電源系統の6.9ｋＶ非常用主母線は，運転予備用ディーゼ

ル発電機からも受電することができる設計とし，電源の供給信頼度を高めてい

る。 

 しかしながら，安全設計の妥当性を確認するために，短時間の全交流動力電

源の喪失を想定する。短時間の全交流動力電源の喪失による影響としては，せ

ん断処理施設及び固体廃棄物の廃棄施設から放射性物質の放出があり，それ以

外の施設からの放出はない。 

 せん断処理施設のせん断機での閉じ込め機能の一時喪失による公衆の線量に

対する寄与は，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備と比べて

十分小さく，線量評価上無視できる。 

 そこで，短時間の全交流動力電源の喪失により，高レベル廃液ガラス固化設

備においてガラス溶融炉内の廃ガス中に含まれる放射性物質が固化セルに漏え

いする事象を仮定した結果について述べる。 

 この場合，ガラス溶融炉から発生する廃ガス中に含まれる放射性物質の全量

が固化セルに漏えいすることを仮定して評価しても，短時間の全交流動力電源

の喪失は，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく，終止

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.8.2  事故防止対策及び影響緩和対策 

 (１) 事故防止対策 

 高レベル廃液ガラス固化設備等での全交流動力電源の喪失を防止す

るため，次のような設計及び運転管理上の対策を講ずる。 

 ａ．再処理施設に必要な電力は，154ｋＶ送電線２回線から受電し，受

電変圧器を通して6.9ｋＶに降圧した後，再処理施設の各施設へ給電す

る。これら154ｋＶ送電線は，１回線停電時においても再処理施設を

運転できる送電容量がある。 

 ｂ．非常用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に安全上重要

な負荷に給電するため，第１非常用ディーゼル発電機２台及び第２非

常用ディーゼル発電機２台を設ける。 

 第１非常用ディーゼル発電機は, 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必

要な施設の6.9ｋＶ非常用母線に接続する設計とする。 

 第２非常用ディーゼル発電機は，6.9ｋＶ非常用母線（使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に必要な施設の6.9ｋＶ非常用母線を除く。）に給

電する6.9ｋＶ非常用主母線に接続する設計とする。なお，この6.9ｋ

Ｖ非常用主母線は，運転予備用ディーゼル発電機からも受電できる設

計とする。 

 ｃ．非常用所内電源系統は，分離・独立した２系統を設ける設計とす

る。非常用所内電源系統は，非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池

及び非常用無停電電源装置の非常用所内電源機器から安全上重要な負

荷に電力を供給する一連の電気設備で構成し，１系統が故障しても安

全上重要な負荷の安全機能は確保できる容量及び機能を有する設計と

する。 

 ｄ．電源系統を構成する機器は，信頼性の高いものを用いるとともに，

定期的な試験検査，点検及び保守により機能及び性能の確認及び維持

を行う。 

 (２) 影響緩和対策 

 上記の事故防止対策にもかかわらず，万一，高レベル廃液ガラス固

化設備で全交流動力電源が喪失した場合には，影響緩和を図るため，

固化セル及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備については，以下

の対策を講じる。 

 ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋の固化セルは，セルの内面にステンレ

ス鋼の内張りを施す等，漏えいし難い設計とするとともに，固化セル

圧力放出系を設ける設計とする。 

 ｂ．固化セルの負圧が低下した場合には，圧力計にて検知し，固化セル

への給気系に設けた固化セル隔離ダンパを自動的に閉止し，固化セル

から建屋への逆流を防止する設計とする。固化セル隔離ダンパについ

ては，単一故障を仮定しても機能喪失することのない設計とする。 

3.8.2 事故防止対策及び影響緩和対策 

 (１) 事故防止対策 

 短時間の全交流動力電源の喪失を防止するため，次のような設計及

び運転管理上の対策を講ずる。 

 ａ．再処理施設に必要な電力は，154ｋＶ送電線２回線から受電し，受

電変圧器を通して6.9ｋＶに降圧した後，再処理施設の各施設へ給電す

る。これら154ｋＶ送電線は，１回線停電時においても再処理施設を

運転できる送電容量がある。 

 ｂ．非常用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に安全上重要

な負荷に給電するため，第１非常用ディーゼル発電機２台及び第２非

常用ディーゼル発電機２台を設ける。 

 第１非常用ディーゼル発電機は, 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必

要な施設の6.9ｋＶ非常用母線に接続する設計とする。 

 第２非常用ディーゼル発電機は，6.9ｋＶ非常用母線（使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に必要な施設の6.9ｋＶ非常用母線を除く。）に給

電する6.9ｋＶ非常用主母線に接続する設計とする。また，この6.9ｋ

Ｖ非常用主母線は，運転予備用ディーゼル発電機からも受電できる設

計とする。 

 ｃ．非常用所内電源系統は，分離・独立した２系統を設ける設計とす

る。非常用所内電源系統は，非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池

及び非常用無停電電源装置の非常用所内電源機器から安全上重要な負

荷に電力を供給する一連の電気設備で構成し，１系統が故障しても安

全上重要な負荷の安全機能は確保できる容量及び機能を有する設計と

する。 

 ｄ．電源系統を構成する機器は，信頼性の高いものを用いるとともに，

定期的な試験検査，点検及び保守により機能及び性能の確認及び維持

を行う。 

 (２) 影響緩和対策 

 上記の事故防止対策にもかかわらず，万一，高レベル廃液ガラス固

化設備で全交流動力電源が喪失した場合には，影響緩和を図るため，

固化セル及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備については，以下

の対策を講ずる。 

 ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋の固化セルは，セルの内面にステンレ

ス鋼の内張りを施し，漏えいし難い設計とするとともに，固化セル圧

力放出系を設ける設計とする。 

 ｂ．固化セルの負圧が低下した場合には，圧力計にて検知し，固化セル

への給気系に設けた固化セル隔離ダンパを自動で閉止する回路である

安全保護回路によって固化セル隔離ダンパを閉止し，固化セルから建

屋への逆流を防止する設計とする。固化セル隔離ダンパについては，
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

 ｃ．固化セル内の圧力が上昇した場合は，放射性物質を含む気体は固化

セル圧力放出系にて放射性物質を除去した後，主排気筒から放出する

設計とする。 

 ｄ．非常用所内電源系統が復帰し，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設

備の固化セルからの排気系が回復した後は，固化セル内の放射性物質

を含む気体は，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルから

の排気系で放射性物質を除去した後，主排気筒から放出する設計とす

る。 
 

単一故障を仮定しても機能喪失することのない設計とする。 

 ｃ．固化セル内の圧力が上昇した場合は，放射性物質を含む気体は固化

セル圧力放出系にて放射性物質を除去した後，主排気筒を介して放出

する設計とする。 

 ｄ．非常用所内電源系統が復帰し，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設

備の固化セルからの排気系が回復した後は，固化セル内の放射性物質

を含む気体は，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルから

の排気系で放射性物質を除去した後，主排気筒を介して放出する設計

とする。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.8.3 事故経過 

高レベル廃液ガラス固化設備での短時間の全交流動力電源の喪失において次の

ような事故経過を想定する。 

ａ．全交流動力電源が喪失する時間は，30分間とする。 

ｂ．全交流動力電源の喪失により，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備，

セル内クーラ及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気

系が停止する。 

ｃ．高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の停止に伴い，ガラス溶融炉

の負圧維持ができなくなり，ガラス溶融炉から放射性物質を含む気体が固

化セルに漏えいする。 

ｄ．全交流動力電源喪失後 30分間を経過した時点で，第２非常用ディーゼ 

ル発電機が起動し，安全上重要な負荷に電力が自動的に順次投入される。な

お，引き続き外部電源系統の回復は考慮しないものとする。 

 

ｅ．非常用所内電源系統の回復後，セル内クーラは自動的に再起動するが５

分間はその冷却機能を考慮しないものとする。 

ｆ．高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化建

屋換気設備の固化セルからの排気系は，非常用所内電源系統の回復後再起動

するが，30分間はその排気機能を考慮しないものとする。 

ｇ．固化セル内の放射性物質を含む気体は，セル内クーラが回復するまで

の間，固化セル内の機器の放熱により膨張する。固化セル内の負圧の低下

を検知し，固化セル隔離ダンパが閉止するものとする。固化セル内の圧力

の上昇により，固化セル圧力放出系の逆止ダンパが開くと固化セル圧力放

出系を経て主排気筒から放出されるものとする。セル内クーラが起動して

セル内が負圧になると，固化セル圧力放出系の逆止ダンパは閉止し，圧力

放出系からの放射性物質を含む気体の放出は止まる。 

ｈ．高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化

建屋換気設備の固化セルからの排気系が回復した後は，固化セル内の放射

3.8.3 事故経過 

 高レベル廃液ガラス固化設備での短時間の全交流動力電源の喪失において

次のような事故経過を想定する。 

 (１) 全交流動力電源が喪失する時間は，30分間とする。 

 (２) 全交流動力電源の喪失により，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備，セル内クーラ及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルか

らの排気系が停止する。 

 (３) 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の停止に伴い，ガラス溶融炉の

負圧維持ができなくなり，ガラス溶融炉から放射性物質を含む気体が固化

セルに漏えいする。 

 (４) 外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の多重故障（以下「全交流動

力電源喪失」という。）後30分間を経過した時点で，第２非常用ディーゼ

ル発電機が起動し，安全上重要な負荷に電力が自動で順次投入される。ただ

し，引き続き外部電源系統の回復は考慮しないものとする。 

 (５) 非常用所内電源系統の回復後，セル内クーラは自動で再起動するが５分

間はその冷却機能を考慮しないものとする。 

 (６) 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化建

屋換気設備の固化セルからの排気系は，非常用所内電源系統の回復後再起

動するが，30分間はその排気機能を考慮しないものとする。 

 (７) 固化セル内の放射性物質を含む気体は，セル内クーラが回復するまでの

間，固化セル内の機器の放熱により膨張する。固化セル内の負圧の低下を

検知し，固化セル隔離ダンパが閉止するものとする。固化セル内の圧力の

上昇により，固化セル圧力放出系の逆止ダンパが開くと固化セル圧力放出

系を経て主排気筒を介して放出されるものとする。セル内クーラが起動し

てセル内が負圧になると，固化セル圧力放出系の逆止ダンパは閉止し，圧

力放出系からの放射性物質を含む気体の放出は止まる。 

 (８) 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化建

屋換気設備の固化セルからの排気系が回復した後は，固化セル内の放射性
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

性物質を含む気体は，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルか

らの排気系で放射性物質を除去した後，主排気筒から放出する。 

ｉ．解析に当たって考慮する影響緩和機能は，固化セル，固化セル圧力放出

系及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系によ

る放射性物質の閉じ込め機能，並びに第２非常用ディーゼル発電機による

支援機能である。 

ｊ．上記ｉ．の閉じ込め機能に関連する動的機器には，高レベル廃液ガラス

固化建屋換気設備の固化セル隔離ダンパ，固化セル換気系排風機及びセル

内クーラがある。固化セル隔離ダンパは，単一故障を仮定しても機能喪失

することのない設計としており，また，固化セル換気系排風機及びセル内

クーラは単一故障を仮定しても，放射性物質の放出経路及び放出量に影響

を及ぼさない。そこで，30分間の全交流動力電源喪失の後の閉じ込めの機

能を回復するのに必要な動的機器に給電する第２非常用ディーゼル発電機

に単一故障を仮定する。 

 

物質を含む気体は，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルから

の排気系で放射性物質を除去した後，主排気筒を介して放出する。 

 (９) 解析に当たって考慮する影響緩和機能は，固化セル，固化セル圧力放出

系及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系によ

る放射性物質の閉じ込め機能，並びに第２非常用ディーゼル発電機による

支援機能である。 

 (10) 上記(９)の閉じ込め機能に関連する動的機器には，高レベル廃液ガラス固

化建屋換気設備の固化セル隔離ダンパ，固化セル換気系排風機及びセル内

クーラがある。固化セル隔離ダンパは，単一故障を仮定しても機能喪失する

ことのない設計としており，また，固化セル換気系排風機及びセル内クー

ラは単一故障を仮定しても，放射性物質の放出経路及び放出量に影響を及

ぼさない。そこで，30分間の全交流動力電源喪失の後の閉じ込めの機能を

回復するのに必要な動的機器に給電する第２非常用ディーゼル発電機に単

一故障を仮定する。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.8.4  放射性物質の放出量及び線量当量の評価 

3.8.4.1  放射性物質の放出量 

 (１) 解析条件 

 高レベル廃液ガラス固化設備での短時間の全交流動力電源の喪失の

放射性物質の移行と放出量の評価は，次の仮定により行う。 

 ａ．ガラス溶融炉へ供給する高レベル廃液中の放射性物質の濃度は，１

日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，

冷却期間４年を基に算出した平常運転時の最大値とする。 

 ｂ．ガラス溶融炉から固化セルへ漏えいする気体中の放射性物質の量

は，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備が停止してから復帰する

までの時間を考慮し，平常運転時におけるガラス溶融炉から高レベル

廃液ガラス固化廃ガス処理設備へ移行する放射性物質量の１時間分と

する。 

 ｃ．固化セル圧力放出系に移行する放射性物質量は，固化セル内雰囲気

温度の上昇による固化セル内気体の膨張体積と固化セル体積との比に

基づき，固化セルへ漏えいした放射性物質量の６％とする。 

 ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系に移

行する放射性物質量は，上記ｃ．の固化セル圧力放出系へ移行する放

射性物質量の６％を考慮せず，固化セルへ漏えいした放射性物質の全

量とする。 

 ｅ．固化セル圧力放出系排気フィルタ ユニットの高性能粒子フィルタ

は１段であり，ルテニウム以外の放射性エアロゾルに対して，高性能

粒子フィルタの除去効率は99.9％とする。 

 ｆ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系は，

放射性物質の捕集・浄化機能をもつ機器としてルテニウム吸着塔及び

高性能粒子フィルタ２段があり，ルテニウムに対してはルテニウム吸

着塔の除去効率として99％，ルテニウム以外の放射性エアロゾルに対

しては高性能粒子フィルタ２段の除去効率として99.999％とする。 

 (２) 解析結果 

 上記の解析条件に基づいて計算した一般公衆の線量当量に寄与する

放射性物質の大気中への放出量は，第3.8－１表のとおりである。 

 なお，放射性物質が主排気筒から大気中に放出されるまでの過程

を，第3.8－１図に示す。 
 

 

3.8.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 

3.8.4.1 放射性物質の放出量 

 (１) 解析条件 

 高レベル廃液ガラス固化設備での短時間の全交流動力電源の喪失時

の放射性物質の移行と放出量の評価は，次の仮定により行う。 

 ａ．ガラス溶融炉へ供給する高レベル廃液中の放射性物質の濃度は，１

日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，

冷却期間４年を基に算出した平常運転時の最大値とする。 

 ｂ．ガラス溶融炉から固化セルへ漏えいする気体中の放射性物質の量

は，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備が停止してから復帰する

までの時間を考慮し，平常運転時におけるガラス溶融炉から高レベル

廃液ガラス固化廃ガス処理設備へ移行する放射性物質量の１時間分と

する。 

 ｃ．固化セル圧力放出系に移行する放射性物質量は，固化セル内雰囲気

温度の上昇による固化セル内気体の膨張体積と固化セル体積との比に

基づき，固化セルへ漏えいした放射性物質量の６％とする。 

 ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系に移

行する放射性物質量は，上記ｃ．の固化セル圧力放出系へ移行する放

射性物質量の６％を考慮せず，固化セルへ漏えいした放射性物質の全

量とする。 

 ｅ．固化セル圧力放出系の高性能粒子フィルタは２段であり，ルテニ

ウム以外の放射性エアロゾルに対して，高性能粒子フィルタの除去効

率は99.999％とする。 

 ｆ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セルからの排気系は，

放射性物質の捕集・浄化機能をもつ機器としてルテニウム吸着塔及び

高性能粒子フィルタ２段があり，ルテニウムに対してはルテニウム吸

着塔の除去効率として99％，ルテニウム以外の放射性エアロゾルに対

しては高性能粒子フィルタ２段の除去効率として99.999％とする。 

 (２) 解析結果 

 上記の解析条件に基づいて計算した公衆の線量に寄与する放射性物

質の大気中への放出量は，第3.8－１表のとおりである。 

 また，放射性物質が主排気筒を介して大気中に放出されるまでの

過程を，第3.8－１図に示す。 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.8.4.2 線量当量の評価 

(１) 解析前提 

「3.2.4.2 線量当量の評価」の(１)と同じとする。 

(２) 解析方法 

「3.2.4.2 線量当量の評価」の(２)と同じとする。 

(３) 評価結果 

上記の解析前提に基づいて，敷地境界外の線量当量を評価した結果は

，第 3.8－２表のとおりである。  

短時間の全交流動力電源の喪失は全施設同時に発生する事象であるが

，高レベル廃液ガラス固化設備以外の設備からの寄与は極めて小さく，

上 記の評価結果に比べて無視できる。したがって，全施設からの寄与

を合計した敷地境界外の線量当量は第 3.8－２表のとおりとなる。 
 
 

3.8.4.2 線量の評価 

 (１) 解析前提 

   「3.2.4.2 線量の評価」の(１)と同じとする。 

 (２) 解析方法 

   「3.2.4.2 線量の評価」の(２)と同じとする。 

 (３) 評価結果 

 上記の解析前提に基づいて，敷地境界外の線量を評価した結果は，

第3.8－２表のとおりである。 

 短時間の全交流動力電源の喪失は全施設同時に発生する事象である

が，高レベル廃液ガラス固化設備以外の設備からの寄与は極めて小さ

く，上記の評価結果に比べて無視できる。したがって，全施設からの

寄与を合計した敷地境界外の線量は第3.8－２表のとおりとなる。 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.8.5 判断基準への適合性の検討 

「3.8.4.2 線量当量の評価」で示したように，短時間の全交流動力電源

の喪失により一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えること

はなく，「1.1.2.3 判断基準」を満足する。 
 

3.8.5 判断基準への適合性の検討 

 「3.8.4.2 線量の評価」で示したように，短時間の全交流動力電

源の喪失により公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるこ

とはなく，「1.1.2.3 判断基準」を満足する。 

 

 

記載の適正化（ICRP1990 
年勧告の法令への取り入

れ） 
記載の適正化（用語・接

続詞等の統一） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

Ⅰ 安全評価における機能別の単一故障の仮定について 
１．はじめに 
添付書類八「３．運転時の異常な過渡変化を超える事象」において，

再処理施設の安全評価に当たって仮定する機能別の単一故障について補

足する。 
２．単一故障を仮定すべき機能のレベルについて 
再処理施設の安全評価において考慮する機能は，異常の拡大防止機能で

ある安全に係るプロセス量等の維持機能，影響緩和機能である放射性物質

の過度の放出防止機能及びそれぞれの支援機能であり，これらの基本的な

機能ごとに単一故障を検討した。 
「運転時の異常な過渡変化」を超える事象では，ほとんどの事象が評価

対象とする放射性物質の過度の放出防止機能について，安全機能の分類に

基づき，さらに小さな分類まで考慮した上で検討した。 
３．機能別の単一故障について 
「運転時の異常な過渡変化」を超える事象の各事象ごとに検討した結果

を第１表に示す。 
 

3.9 安全評価における機能別の単一故障の仮定について 

 

 

 

 

 (１) 単一故障を仮定すべき機能のレベルについて 

 再処理施設の安全評価において考慮する機能は，異常の拡大防止機

能である安全に係るプロセス量等の維持機能，影響緩和機能である放

射性物質の過度の放出防止機能及びそれぞれの支援機能であり，これ

らの基本的な機能ごとに単一故障を検討した。 

 設計基準事故では，ほとんどの事象が評価対象とする放射性物質の

過度の放出防止機能について，安全機能の分類に基づき，さらに小さ

な分類まで考慮した上で検討した。 

 (２) 機能別の単一故障について 

 設計基準事故の事象ごとに検討した結果を第3.9－１表に示す。 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.9 結 論 

再処理施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するため，「再処

理施設安全審査指針」に従って各種の「運転時の異常な過渡変化」を

超える事象に係る設計基準事象を選定し，解析を行った。その結果は

，それぞれの「運転時の異常な過渡変化」を超える事象の「判断基準

への適合性の検討」の項で示したように，想定したすべての「運転時

の異常な過渡変化」を超える事象に対してその判断基準を満足する。 

したがって，再処理施設で想定した設計基準事象は，「2.9 結論」

とあいまって，設計基準事象に対する「再処理施設安全審査指針」の

判断基準をすべて満足する。  

本節の記述については，更に追補２「3. 運転時の異常な過渡変化を超 

える事象」の追補がある。 
 

3.10 結  論 

 

 再処理施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するため，「再処理

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」に従って各種の設計

基準事故に係る事象を選定し，解析を行った。その結果は，それぞれの

設計基準事故の「判断基準への適合性の検討」の項で示したように，想

定したすべての設計基準事故に対してその判断基準を満足する。 

 

 したがって，再処理施設で想定した事故等は，「2.9 結論」とあい

まって，事故等に対する「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に

関する規則」の判断基準をすべて満足する。 

 

 

 

記載の適正化（新規則施

行に伴う変更） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

記載の適正化（新規則施

行に伴う変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.10 参考文献一覧 

(１) G.Nishio, et al.,“Pool Fires under Atomosphere and Ventilation 

in Steady State Burning (Part 1)”, Fire Tech., Vol.23, No.2, 

1987. 

(２) 「ＦＥＶＥＲコードの概要」 

（MAPI-3001 三菱原子力工業株式会社， 平成元年３月） 

(３) 「高性能エアフィルタの苛酷時健全性試験，（Ⅲ）高温負荷」 

尾崎他，日本原子力学会誌 Vol.28, No.1, 1986年 

(４) 「再処理施設の溶媒火災に関する安全性実証試験」 

西尾他，JAERI-M 89-032(1989) 

(５) E. Walker,“A Summary of Parameters Affecting the Release and 

Transport of Radioactive Material from an Unplanned Incident”, 

BNFO-81-2 Bechtel National Inc., September 1978 (Reissued 

August 1981). 

(６) ｢高性能エアフィルタの苛酷時健全性試験，(Ⅰ)ＤＯＰエアロゾルの 

捕集性能」尾崎他，日本原子力学会誌 Vol.27, No.7, 1985年 

(７) 「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」，原子力安 

全委員会(1990) 

(８) G.S.Nichols,“Decomposition of the Tributyl Phosphate-Nitrate 

Complexes”, DP-526, November 1960. 

(９) T.J.Colven,et al.,“TNX Evaporator Incident January 12,1953”, 

DP-25 (1953) 

(10) R.A.Pugh,“Notes Pertaining to Recuplex Producers Evaporation”, 

Hanford Laboratories,HW-32100(1954) 

(11) 「ＳＷＯＲＤコードの概要」 
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(12) 「高性能エアフィルタの苛酷条件下における性能」尾崎他， 
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(13) J.E.Ayer, et al.,“Nuclear Fuel Cycle Facility Accident 

Analysis Handbook”, NUREG-1320, May 1988. 

(14) 「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」 

（平成元年３月２７日原子力安全委員会了承） 

(15) M.J.Bell,“ORIGEN-The ORNL Isotope Generation and Depletion 

Code”, ORNL-4628, May 1973 
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(17) W.W.Engle, Jr.,“A Users Manual for ANISN: A One Dimensional 

Discrete Ordinates Transport Code with Anisotropic 
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(18) S.L.Sutter, et al.,“Aerosols Generated by Free Fall Spills of 

Powder and Solution in Static Air”, NUREG/CR-2139, December 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

1981. 

(19) B.J.Newby and V.H.Barnes,“Volatile Ruthenium Removal from 

Calciner Off-gas Using Solid Sorbents”, ICP-1078, July 1975. 

(20) 「水洗浄塔による揮発性ルテニウム除去試験」 

(EN-89-006, 石川島播磨重工業株式会社，平成元年３月） 

(21) 高橋他，「シリカゲル吸着剤の揮発性ルテニウム除去特性」 

PNC TN1410 91-034(1991) 

(22) 野村他，「再処理施設安全評価用基礎データ」JAERI-M 90-127(1990) 

(23) 「再処理施設の設計基準事象選定」（J/M-1004改３，日本原燃株式会 

社，三菱重工業株式会社，平成13年４月） 

8－ 3－ 64 

(24) K.D.Kuhn, et al.,“New Findings in Designing an Offgas 

System for the WACKERSDORF Reprocessing Plant”, RECOD 87, 

August 1987. 

(25) G,“Höhlein, et al.,“Vitrification of High Level Radioactive 

Waste Operating Experience with the PAMELA Plant”, Waste 

Management '86 

(26) 高橋他，「ガラス固化モックアップ試験によるスクラバ－及びデミ 

スタの性能試験」，PNC TN1410 91-033(1991) 

(27) “Neutron and Gamma-Ray Flux-to-Dose-Rate Factors”, 

American National Standard ANSI/ANS-6.1.1-1977(1977) 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

Ⅰ 安全評価における機能別の単一故障の仮定について 
１．はじめに 
添付書類八「３．運転時の異常な過渡変化を超える事象」において，

再処理施設の安全評価に当たって仮定する機能別の単一故障について補

足する。 
２．単一故障を仮定すべき機能のレベルについて 

再処理施設の安全評価において考慮する機能は，異常の拡大防止機

能である安全に係るプロセス量等の維持機能，影響緩和機能である放

射性物質の過度の放出防止機能及びそれぞれの支援機能であり，これ

らの基本的な機能ごとに単一故障を検討した。 
「運転時の異常な過渡変化」を超える事象では，ほとんどの事象が

評価対象とする放射性物質の過度の放出防止機能について，安全機能

の分類に基づき，さらに小さな分類まで考慮した上で検討した。 
３．機能別の単一故障について 

「運転時の異常な過渡変化」を超える事象の各事象ごとに検討した結

果を第１表に示す。 
 

3.9 安全評価における機能別の単一故障の仮定について 

 

 

 

 

 (１) 単一故障を仮定すべき機能のレベルについて 

 

 再処理施設の安全評価において考慮する機能は，異常の拡大防止機

能である安全に係るプロセス量等の維持機能，影響緩和機能である放

射性物質の過度の放出防止機能及びそれぞれの支援機能であり，これ

らの基本的な機能ごとに単一故障を検討した。 

 設計基準事故では，ほとんどの事象が評価対象とする放射性物質の

過度の放出防止機能について，安全機能の分類に基づき，さらに小さ

な分類まで考慮した上で検討した。 

 (２) 機能別の単一故障について 

 設計基準事故の事象ごとに検討した結果を第3.9－１表に示す。 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

3.9 結 論 

再処理施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するため，「再処

理施設安全審査指針」に従って各種の「運転時の異常な過渡変化」を

超える事象に係る設計基準事象を選定し，解析を行った。その結果は

，それぞれの「運転時の異常な過渡変化」を超える事象の「判断基準

への適合性の検討」の項で示したように，想定したすべての「運転時

の異常な過渡変化」を超える事象に対してその判断基準を満足する。 

したがって，再処理施設で想定した設計基準事象は，「2.9 結論」

とあいまって，設計基準事象に対する「再処理施設安全審査指針」の

判断基準をすべて満足する。 

本節の記述については，更に追補２「3. 運転時の異常な過渡変化を超 

える事象」の追補がある。 
 

3.10 結  論 

 

 再処理施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するため，「再処理

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」に従って各種の設計

基準事故に係る事象を選定し，解析を行った。その結果は，それぞれの

設計基準事故の「判断基準への適合性の検討」の項で示したように，想

定したすべての設計基準事故に対してその判断基準を満足する。 

 したがって，再処理施設で想定した事故等は，「2.9 結論」とあい

まって，事故等に対する「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則」の判断基準をすべて満足する。 

 

 

 

記載の適正化（新規則施

行に伴う変更） 

記載の適正化（内容の明

確化） 

 

記載の適正化（新規則施

行に伴う変更） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 
（MAPI-3002 三菱原子力工業株式会社，平成元年３月） 

(12) 「高性能エアフィルタの苛酷条件下における性能」 尾崎 他

，日本空気清浄協会誌 Vol.25, No.6, 1988年 

3.11 参考文献一覧 

 (１) Gunji Nishio；Satoru Machida．Pool Fires under Atmosphere 

and Ventilation in Steady-State Burning (Part Ⅰ)．Fire 

Technology．1987，vol．23，no．2． 

 (２) 三菱原子力工業．FEVERコードの概要．1989，MAPI-3001． 

 (３) 尾崎誠ほか．高性能エアフィルタの苛酷時健全性試験，（Ⅲ）高温

負荷．日本原子力学会誌．1986，vol．28，no．1． 

 (４) 西尾軍治，橋本和一郎．“6. HEPAフィルタに対する煤煙の影

響”．再処理施設の溶媒火災に関する安全性実証試験．日本原子力

研究所，1989，JAERI-M 89-032． 

 (５) E.Walker．A Summary of Parameters Affecting the Release and 

Transport of Radioactive Material From an Unplanned 

Incident．Bechtel National Inc，1978，BNFO-81-2. 

 (６) 尾崎誠，金川昭．高性能エアフィルタの苛酷時健全性試験，

(Ⅰ)DOPエアロゾルの捕集性能．日本原子力学会誌．1985，vol．

27，no．7． 

 (７) 原子力安全委員会．発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審

査指針．1990，2001一部改訂． 

 (８) G.Starr Nichols．Decomposition of the Tributyl Phosphate-

Nitrate Complexes．National Technical Information Service，

1960，DP-526． 

 (９) T.J.Colven,jr．et al．“TNX Evaporator Incident January 12, 

1953”．Interim Technical Report．AEC，1953，DP-25． 

 (10) R.A.Pugh．“Notes Pertaining to Recuplex Product 

Evaporation”．AEC Research and Development Report．AEC．

1954，HW-32100． 

 (11) 三菱原子力工業．SWORDコードの概要．1989，MAPI-3002． 

 (12) 尾﨑誠，金川昭．高性能エアフィルタの苛酷条件下における性能．

日本空気清浄協会誌．1988，vol．25，no．6． 

 (13) J.E.Ayer．et al．Nuclear Fuel Cycle Facility Accident 

Analysis Handbook．United States Nuclear Regulatory 

Commission，1988，NUREG-1320． 

 (14) 原子力安全委員会．被ばく計算に用いる放射線エネルギー等につい

て． 1989，2001一部改訂． 

 (15) M.J.Bell．ORIGEN-The ORNL Isotope Generation and Depletion 

Code．Oak Ridge National Laboratory，1973，ORNL-4628． 

 (16) L.Cranberg．et al．Fission Neutron Spectrum of U235．Physical 

Review．1956，vol．103，no．3． 

 (17) Ward W.Engle,Jr．A Users Manual for ANISN A One Dimensional 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

(13) J.E.Ayer, et al.,“Nuclear Fuel Cycle Facility 

Accident Analysis Handbook”, NUREG-1320, May 1988. 

(14) 「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」 

（平成元年３月２７日 原子力安全委員会了承） 

(15) M.J.Bell,“ORIGEN-The ORNL Isotope Generation and 

Depletion Code”, ORNL-4628, May 1973 

(16) L.Cranberg, et al., Phys. Rev. Vol 103, No.3, 1956 

(17) W.W.Engle, Jr.,“A Users Manual for ANISN: A One 

Dimensional Discrete Ordinates Transport Code with 

Anisotropic Scattering”, K-1693, March 1967. 

(18) S.L.Sutter, et al.,“Aerosols Generated by Free Fall Spills 

of Powder and Solution in Static Air”, NUREG/CR-2139, December 

1981. 
(19) B.J.Newby and V.H.Barnes,“Volatile Ruthenium Removal 

from Calciner Off-gas Using Solid Sorbents”, ICP-1078, July 

1975. 

(20) 「水洗浄塔による揮発性ルテニウム除去試験」 

(EN-89-006, 石川島播磨重工業株式会社，平成元年３月） 

(21) 高橋 他，「シリカゲル吸着剤の揮発性ルテニウム除去特性

」 PNC TN1410 91-034(1991) 

(22) 野村 他，「再処理施設安全評価用基礎データ」JAERI-M 90-127(1990) 

 
(23) 「再処理施設の設計基準事象選定」（J/M-1004改３，日本原燃株式

会社，三菱重工業株式会社，平成13年４月） 

Discrete Ordinates Transport Code with Anisotropic 

Scattering．Union Carbide Corporation，1967，K-1693． 

 (18) S.L.Sutter．et al．Aerosols Generated by Free Fall Spills of 

Powders and Solutions in Static Air．U.S.Nuclear Regulatory 

Commission，1981，NUREG/CR-2139. 

 (19) B.J.Newby；V.H.Barnes．Volatile Ruthenium Removal from 

Calciner Off-Gas Using Solid Sorbents．Allied Chemical 

Corporation，1975，ICP-1078. 

 (20) 石川島播磨重工業．水洗浄塔による揮発性ルテニウム除去試験．

1989，EN-89-006． 

 (21) 高橋武士ほか．シリカゲル吸着剤の揮発性ルテニウム除去特性．動

力炉・核燃料開発事業団，1991，PNC TN1410 91-034． 

 

 (22) 野村靖ほか編．再処理施設安全評価用基礎データ．日本原子力研究

所，1990，JAERI-M 90-127． 

 (23) 日本原燃，三菱重工業．再処理施設の設計基準事象選定．2018，

J/M-1004 改7． 

 (24) K.D.Kuhn．et al．“New Findings in Designing an Offgas 

System for the WACKERSDORF Reprocessing Plant”．

International Conference on Nuclear Fuel Reprocessing and 

Waste Management “RECOD 87”．Paris，France，1987-08-

23/27，SFEN，1987. 

 (25) G.Höhlein．et al．“Vitrification Of High Level Radioactive 

Waste-Operating Experience With The Pamela Plant”．Waste 

Management 86．volume 2，INIS，1986． 

 (26) 高橋武士ほか．ガラス固化モックアップ試験によるスクラバ及びデ

ミスタの性能試験．動力炉・核燃料開発事業団，1991，PNC TN1410 

91-033． 

 (27) （欠番） 

 (28) “Age-dependent Doses to the Members of the Public form 

Intake 

   of Radionuclides: Part 5 Compilation of Ingestion and 

Inhala- 

   tion Dose Coefficients”, ICRP Publication 72 (1996) 

 (29) “Conversion Coefficients for use in Radiological Protection 

   against External Radiation”, ICRP Publication 74 (1996) 

 (30) “1990 Recommendations of the International Commission on  

   Radiological Protection”, ICRP Publication 60 (1991) 

 (31) 原子力安全委員会．発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 

般公衆の線量評価について．1989，2001一部改訂． 

 

 (32) 雛哲郎ほか．“核燃料再処理工場蒸発缶系水溶液におけるTBP溶解

度および劣化速度(1)－高放射性廃液および硝酸プルトニウム溶液

におけるTBP飽和溶解度－”．秋の大会予稿集．1991-10-15/18，日

本原子力学会，1991． 

 (33) 住友金属鉱山．ウラン濃縮缶等でのTBP挙動検討試験．1991，TR 

91-01． 

 (34) Los Alamos NATIONAL LABORATORY．A Review of Criticality 

Accidents 2000 Revision．2000-05，LA-13638． 

 (35) 日本原子力研究所燃料安全工学部．CRAC実験デ－タのまとめ．

1989，JAERI-M 89-031． 

 (36) 「Assumption Used for Evaluating the Potential Radiological 

Consequences of Accidental Nuclear Criticality in a Fuel 

Reprocessing Plant 」,U.S.Nuclear Regulatory Commission， 

Regulatory Guide 3.33，1977 

 (37) 科学技術庁核燃料規制課編．臨界安全ハンドブック．1988，にっか

ん書房． 

 (38) 核燃料施設臨界安全管理編集委員会編．核燃料の臨界安全．1984，

(財)原子力安全研究協会． 

 (39) 尾崎誠ほか．高性能エアフィルタの苛酷時健全性試験，(Ⅳ)多湿試

験．日本原子力学会誌．1986，vol．28，no．６． 

 

 

 

記載の適正化（内容の明

確化） 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

 以下に示す章は、既許可からの変更のない章であるため、省略する。 

 

・添付書類八 4. 立地評価事故 

 

 

以下に示す章は、追加した章であるため、省略する。 

 

・添付書類八 5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力 

・添付書類八 6. 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方 

・添付書類八 7. 重大事故等に対する対策の有効性評価 

・添付書類八 添付１ 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力 

・添付書類八 添付２ 重大事故の想定箇所の特定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準の第 28 条、技

術的能力要求による変更 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

「４．立地評価事故」の追補 全身線量の人口積算値について 

 

１．はじめに 

添付書類八「４．立地評価事故」において評価した全身線量の人口積算値の

評価手法等について補足する。 

 

２．全身線量の人口積算値の評価手法について 

全身線量の人口積算値は，「原子炉立地審査指針」を参考に，再処理施設敷

地と人口密集地帯との距離が十分離れていることを確認するために評価する。 

この全身線量の人口積算値の評価に当たっては，放射性物質が広域に拡散す

ることを想定して，人口分布及び放射性物質が拡散する範囲を以下のように仮

定する。 

(１ ) 人口分布 

各市区町村ごとの人口は，国勢調査結果及び厚生省人口問題研究所の将来

推計人口を用いる。また，人口分布については，各市区町村内に居住する

全人口が，それぞれの市区町村役場の位置に存在するものと仮定する。な

お，再処理施設から遠距離（約 700ｋｍ以遠）の静岡県，岐阜県，愛 知県

，福井県以遠については，都道府県の全人口が，それぞれの都道府県 庁所

在地に存在するものと仮定する。 

 

(２) 放射性物質が拡散する範囲 

再処理施設を中心として水平方向に 30°の角度を成す範囲に放射性物質が

拡散することを仮定する。また，この 30°の範囲については，再処理施設を

中心に５°ずつ回転させて全方位について計算した結果，全身線量の人口積算

値が最大となるものを選定する。 

 

３．全身線量の人口積算値の評価結果について 

全身線量の人口積算値が最大となった 30°の範囲は，「溶解槽における

臨界」及び「プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災」について

，いずれも，東京，大阪等の大都市を含む南南西の方位（北を０°として

時計回りに 190°から 220°の範囲）である。 

また，この場合の全身線量の人口積算値（最大値）は，「溶解槽におけ

る臨界」では，1985 年の人口に対して 0.36 万人・Ｓv，2040 年における推

計人口に対して 0.41 万人・Ｓv，「プルトニウム精製設備のセル内での有

機溶媒火災」では，1985 年の人口に対して 0.37 万人・Ｓv，2040 年におけ

る推計人口に対して 0.42 万人・Ｓv であり，いずれも人口密集地帯からの

離隔を判断するためのめやすの２万人・Ｓvを下回っている。 

 

 

 

 

 

添付３ 全身線量の人口積算値について 

 

１．はじめに 

 添付書類八「４．立地評価事故」において評価した全身線量の人口積算値の

評価手法等について補足する。 

 

２．全身線量の人口積算値の評価手法について 

 全身線量の人口積算値は，「原子炉立地審査指針」を参考に，再処理施設敷地

と人口密集地帯との距離が十分離れていることを確認するために評価する。 

 この全身線量の人口積算値の評価に当たっては，放射性物質が広域に拡散す

ることを想定して，人口分布及び放射性物質が拡散する範囲を以下のように仮定

する。 

 

 (１) 人口分布 

  各市区町村ごとの人口は，国勢調査結果及び厚生省人口問題研究所の将来推

計人口を用いる。また，人口分布については，各市区町村内に居住する全人口

が，それぞれの市区町村役場の位置に存在するものと仮定する。なお，再

処理施設から遠距離（約700ｋｍ以遠）の静岡県，岐阜県，愛知県，福井県

以遠については，都道府県の全人口が，それぞれの都道府県庁所在地に存在す

るものと仮定する。 

 

 (２) 放射性物質が拡散する範囲 

 再処理施設を中心として水平方向に30°の角度を成す範囲に放射性物質が拡

散することを仮定する。また，この30°の範囲については，再処理施設を中心

に５°ずつ回転させて全方位について計算した結果，全身線量の人口積算値

が最大となるものを選定する。 

 

３．全身線量の人口積算値の評価結果について 

 全身線量の人口積算値が最大となった30°の範囲は，「溶解槽における臨界」

及び「プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災」について，いずれも，

東京，大阪等の大都市を含む南南西の方位（北を０°として時計回りに190°か

ら220°の範囲）である。 

 また，この場合の全身線量の人口積算値（最大値）は，「溶解槽における臨

界」では，1985年の人口に対して0.36万人・Ｓv，2040年における推計人口に対

して0.41万人・Ｓv，「プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災」で

は，1985年の人口に対して0.37万人・Ｓv，2040年における推計人口に対して

0.42万人・Ｓvであり，いずれも人口密集地帯からの離隔を判断するためのめや

すの２万人・Ｓvを下回っている。 

 

 

 

 

 

章項目構成の変更のみ 
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新規制基準対応再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表 

 
変 更 前（平成２３年２月１４日許可） 変 更 後 備 考 

４．参考文献一覧 

(１) 昭和 60年国勢調査「全国都道府県市区町村別人口及び世帯数（確定数）」

昭和 60年 10月１日現在（総務庁統計局，昭和 61年 11月） 

(２) 「日本の将来推計人口，昭和 61年 12月推計」（厚生省人口問題研究所，昭

和 62年３月） 

(３) 「都道府県別将来推計人口，昭和 62年１月推計」（厚生省人口問題研究所
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